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　発行日：2021/4/1

LAW100AB

憲法Ⅰ

建石　真公子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
授業では、立憲主義の原理と基本的人権について、歴史、理論、判例を通じて
学ぶ。
授業の目的は、明治憲法制定及び日本国憲法制定時に西欧立憲主義を取り入
れた日本の憲法史の特徴を理解し、第二次世界大戦後の違憲審査制や国際人
権保障制度によって変容した憲法原理を踏まえ、さらにグローバル化に直面
した現代の立憲主義の課題について考える能力を養うことである。
全てのコースに配置されている。
【到達目標】
１．立憲主義について理解できるようになる。
２．基本的人権の本質とその保障のメカニズムを理解できるようになる。
３．日本国憲法における基本的人権の保障について、具体的な問題として理
解でき、国際社会や日本社会における人権課題として考えられるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　授業は大人数講義ですので、オンデマンド授業（録画）となる。
授業形式は、教科書、レジュメに基づき講義中心に行いつつ、合間に簡単な
質問を行う場合がある。録画へのアクセスは、授業開始後に連絡する。
レジュメは、授業支援システムに事前にアップする。
質問は、HOPPI（学生支援サイト）の掲示板に投稿して下さい。1 週間以内
にお返事します。小テストのモデル答案や回答についての注意は、テスト後
２週間以内に HOPPI にアップします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション

「憲法とは何か」を学ぶ
授業の進め方や学び方についてのガイ
ダンスを行う。

第 2 回 憲法判例とは？ 憲法判例の意義や学び方について理解
する。

第 3 回 立憲主義 教科書 1 ～ 4 章から、立憲主義の概
要について学ぶ。

第 4 回 立憲主義（２） 国際法と憲法の関係について学ぶ（教
科書第５章）

第 5 回 憲法改正 憲法改正について，理論、諸外国の制
度、日本における課題について学ぶ。

第 6 回 明治憲法体制と日本国憲
法体制（１）

明治憲法の原理と特徴を学ぶ。

第 7 回 明治憲法体制と日本国憲
法体制（２）

日本国憲法制定過程に関する議論につ
いて学ぶ。日本国憲法の特徴、及び課
題について理解する。

第 8 回 基本的人権総論 基本的人権について、歴史、類型、主
体、保障について理解する。

第 9 回 公務員の人権 公務員は、法律により人権を制約され
ているが，その法的根拠、課題につい
て学ぶ。

第 10 回 外国人の人権 日本に滞在、居住する外国人の人権保
護，及び課題について学ぶ。

第 11 回 人権の国際的保障 第 2 次世界大戦後に創設された国際人
権保障について、意義、制度、課題に
ついて学ぶ。

第 12 回 人権の私人間適用 私人間における人権保障について間接
的に憲法を適用する理論である「私人
間適用」について理解する。

第 13 回 個人の尊重と人格権 憲法 13 条の個人の尊重の解釈、判例
について学ぶ。

第 14 回 個人の尊重- プライバ
シーの権利-

現代的な権利である「プライバシーの
権利」に関して，理論と判例を学ぶ。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業の前に、教科書を読んで、わかりにくい点を明らかにしておいてください。
授業後は、レジュメや判例を読み直して理解を深めてください。本授業の準
備・復習時間は、各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
元山健・建石真公子編『現代日本の憲法』法律文化社、2016 年。

長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿（編）『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』（第 7版）2019年
【参考書】
芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（第７版）岩波書店、2019 年
【成績評価の方法と基準】
期末に行う「課題」（60 ％）、中間に 1 回行う小テスト（40 ％）により評価
する。
【学生の意見等からの気づき】
時事問題を理解したいという要望がありますので、適宜解説していきます。
【学生が準備すべき機器他】
オンデマンドの授業を視聴できる機器等。
【その他の重要事項】
オフィスアワーは、基本的にオンラインで行います。
疑問のある時には気軽 HOPPI の掲示板で日程のリクエストをしてください。
【Outline and objectives】
Learn the principles of the Constitutionalism and the fundamental
human rights through history, theory and cases.
The purpose of the lecture is to understand the characteristics of
Japanese constitution established by importing the Western Constitu-
tionalism, from the viewpoint of comparative law, and to cultivate the
ability to think about the various problems concerning the constitution
in the age of globalization.
It is arranged in all courses.
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　発行日：2021/4/1

LAW100AB

憲法Ⅱ

建石　真公子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
基本的人権の保護について，解釈、判例、課題を理解する。
授業の目的は、現代の国際社会及び日本の社会における人権に関する問題に
ついて理解し、人権保護について考える能力を養う事である。
全てのコースに配置されている科目である。
【到達目標】
１．基本的人権の概念について、日本社会及び国際社会における課題につい
て理解できるようになる。
２．人権保障のメカニズムと、その課題を理解できるようになる。
３．憲法判例の意義、及び違憲審査基準論の課題を理解できるようになる。
４．以上の理解を通じて、実際の社会において提起される人権問題に関して、
法的解決方法を提示することができる
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　秋学期の授業は、教科書に沿って、録画またはレジュメによって行う。レ
ジュメは事前に授業支援システムにアップする。録画は、前日までにレジュメ
をアップすると共に、Googleドライブに録画をアップし、共有リンクをメー
ルで通知する。
学期中、1 回、小テストを行い、理解度を確認する。
小テストのフィードバックとして、モデル答案を２週間以内に Hoppi にアッ
プします。
質問は、Hoppi の掲示板に書き込んで下さい。できるだけ１週間以内にお返
事します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション

人権総論
授業の進め方と基本的人権保障の思想
及びメカニズムを学ぶ

第 2 回 人権主体- 公務員・外国
人の人権

憲法が保護している権利の主体は誰
か。例えば、法制度上、一定の権利制
約が認められている人々がいる。たと
えば、未成年、受刑者、公務員などで
ある。また、外国人野人権はどのよう
に保護されているのだろうか。現状を
理解し、学説、判例から学び、考える。

第 3 回 私人間適用 憲法は、公権力を統制する法であり、
私人間には直接には適用されないと解
釈されている。それでは、私人間の人
権問題には憲法は適用できないのか。
学説及び判例から、私人間の人権問題
に関する憲法の適用の可能性と方法に
ついて学ぶ。

第 4 回 13 条- 人格権 13 条における個人の尊重と幸福追求
権の解釈を理解し、人格権に関する学
説と判例を学ぶ。

第 5 回 13 条ープライバシーの
権利

13 条から、学説及び判例はプライバ
シーの権利を引きだしているが、その
範囲は多岐に渡る。プライバシーの権
利について、国際人権基準、外国法の
解釈を参考にしつつ、その内容と射程
を理解する。

第 6 回 生命権 13 条の保護する生命権の定義を学び、
どの様な場面でその保護が問題となる
のかを理解する。

第 7 回 平等 憲法上の平等の解釈について、形式的
平等、相対的平等、アファーマティ
ブ・アクションについて理解する。

第 8 回 思想・良心の自由 思想・良心の自由の保護に関して、三
菱樹脂事件、君が代起立拒否事件の判
例を通じて理解する。

第 9 回 信教の自由 信教の自由の意義を理解し、その課題
を判例を通じて理解する。政教分離に
関して比較法の観点から理解し、日本
における意義を考える。

第 10 回 表現の自由 表現の自由の意義を理解し、その課題
を判例を通じて理解する表現の自由の
保護と，ヘイトスピーチによって権利
侵害されている人の人権保護について
考える。

第 11 回 参政権 参政権の意義と課題について学ぶ
第 12 回 社会権・生存権 生存権保護の意義について、歴史、学

説を通じて理解する諸外国の社会保障
との比較を通じて、日本の問題点につ
いて考える。

第 13 回 労働基本権 現代社会における労働者の保護の内容
と課題について学ぶ。

第 14 回 人身の自由・公正な裁判 刑事手続きにおける人身の自由保護に
関して、制度及び課題について学ぶ。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業を受講する前に、教科書の予定範囲部分を読んで予習すること。
授業には、レジュメを印刷し持参すること、
授業後は、レジュメや教科書を読み直し、理解を深めること。本授業の準備・
復習時間は、各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
元山健・建石真公子『現代日本の憲法』法律文化社、2016 年。
長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿（編）『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』（第７版）2019年
【参考書】
芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（第６版）岩波書店、2015 年
【成績評価の方法と基準】
期末レポート (80%)、小テスト 1 回（20%) によって評価する.

【学生の意見等からの気づき】
時事的な問題についての要望があるので、適宜触れます。
【学生が準備すべき機器他】
特になし。
【その他の重要事項】
判例百選は学習に必須ですので準備しておいて下さい。
【Outline and objectives】
Understand the question about the protection of the fundamental
human rights through theory and cases.
The purpose of lecture is to cultivate the ability to understand human
rights issues in contemporary international society and Japanese
society.
It is a subject that is arranged in all courses.
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　発行日：2021/4/1

LAW100AB

憲法Ⅰ

建石　真公子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
授業では、立憲主義の原理と基本的人権について、歴史、理論、判例を通じて
学ぶ。
授業の目的は、明治憲法制定及び日本国憲法制定時に西欧立憲主義を取り入
れた日本の憲法史の特徴を理解し、第二次世界大戦後の違憲審査制や国際人
権保障制度によって変容した憲法原理を踏まえ、さらにグローバル化に直面
した現代の立憲主義の課題について考える能力を養うことである。
全てのコースに配置されている。
【到達目標】
１．立憲主義について理解できるようになる。
２．基本的人権の本質とその保障のメカニズムを理解できるようになる。
３．日本国憲法における基本的人権の保障について、具体的な問題として理
解でき、国際社会や日本社会における人権課題として考えられるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
授業は大人数講義ですので、オンデマンド授業（録画）となります。
授業形式は、教科書、レジュメに基づき講義中心に行いつつ、合間に理解度
を確認するために質問を行う場合があります。
レジュメは、授業支援システムに事前にアップします。
小テストは、２週間以内にモデル答案と回答のポイントを Hoppi にアップし
ます。
質問は、Hoppi の掲示板に書いてください。可能な限り、1 週間以内にお返
事します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション

「憲法とは何か」を学ぶ
授業の進め方や学び方についてのガイ
ダンスを行う。

第 2 回 憲法判例とは？ 憲法判例の意義や学び方について理解
する。

第 3 回 立憲主義 教科書 1 ～ 4 章から、立憲主義の概
要について学ぶ。

第 4 回 立憲主義（２） 国際法と憲法の関係について学ぶ（教
科書第５章）

第 5 回 憲法改正 憲法改正について，理論、諸外国の制
度、日本における課題について学ぶ。

第 6 回 明治憲法体制と日本国憲
法体制（１）

明治憲法の原理と特徴を学ぶ。

第 7 回 明治憲法体制と日本国憲
法体制（２）

日本国憲法制定過程に関する議論につ
いて学ぶ。日本国憲法の特徴、及び課
題について理解する。

第 8 回 基本的人権総論 基本的人権について、歴史、類型、主
体、保障について理解する。

第 9 回 公務員の人権 公務員は、法律により人権を制約され
ているが，その法的根拠、課題につい
て学ぶ。

第 10 回 外国人の人権 日本に滞在、居住する外国人の人権保
護，及び課題について学ぶ。

第 11 回 人権の国際的保障 第 2 次世界大戦後に創設された国際人
権保障について、意義、制度、課題に
ついて学ぶ。

第 12 回 人権の私人間適用 私人間における人権保障について間接
的に憲法を適用する理論である「私人
間適用」について理解する。

第 13 回 個人の尊重と人格権 憲法 13 条の個人の尊重の解釈、判例
について学ぶ。

第 14 回 個人の尊重- プライバ
シーの権利-

現代的な権利である「プライバシーの
権利」に関して，理論と判例を学ぶ。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業の前に、教科書を読んで、わかりにくい点を明らかにしておいてください。
授業後は、レジュメや判例を読み直して理解を深めてください。本授業の準
備・復習時間は、各２時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
元山健・建石真公子編『現代日本の憲法』法律文化社、2016 年。
長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿（編）『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』（第 7版）2019年
【参考書】
芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（第７版）岩波書店、2019 年
【成績評価の方法と基準】
期末に行う「課題」（60 ％）、中間に 1 回行う小テスト（40 ％）により評価
する。
【学生の意見等からの気づき】
時事問題を理解したいという要望がありますので、適宜解説していきます。
【学生が準備すべき機器他】
オンデマンドの授業を視聴できる機器等。
【その他の重要事項】
オフィスアワーは、基本的にオンラインで行います。
疑問のある時には気軽 HOPPI の掲示板で日程のリクエストをしてください。
【Outline and objectives】
Learn the principles of the Constitutionalism and the fundamental
human rights through history, theory and cases.
The purpose of the lecture is to understand the characteristics of
Japanese constitution established by importing the Western Constitu-
tionalism, from the viewpoint of comparative law, and to cultivate the
ability to think about the various problems concerning the constitution
in the age of globalization.
It is arranged in all courses.
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　発行日：2021/4/1

LAW100AB

憲法Ⅱ

建石　真公子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
基本的人権の保護について，解釈、判例、課題を理解する。
授業の目的は、現代の国際社会及び日本の社会における人権に関する問題に
ついて理解し、人権保護について考える能力を養う事である。
全てのコースに配置されている科目である。
【到達目標】
１．基本的人権の概念について、日本社会及び国際社会における課題につい
て理解できるようになる。
２．人権保障のメカニズムと、その課題を理解できるようになる。
３．憲法判例の意義、及び違憲審査基準論の課題を理解できるようになる。
４．以上の理解を通じて、実際の社会において提起される人権問題に関して、
法的解決方法を提示することができる
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
秋学期の授業は、教科書に沿って、録画またはレジュメによって行う。
レジュメは事前に授業支援システムにアップする。録画は、前日までにレジュ
メをアップすると共に、Googleドライブに録画をアップし、共有リンクをメー
ルで通知する。
学期中、1 回、小テストを行い、理解度を確認する。
小テストは、2 週間以内にモデル答案と回答のポイントとを Hoppi にアップ
する。
質問は、Hoppi の掲示板に書いてください。可能な限り、1 週間以内にお返
事します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション

人権総論
授業の進め方と基本的人権保障の思想
及びメカニズムを学ぶ

第 2 回 人権主体- 公務員・外国
人の人権

憲法が保護している権利の主体は誰
か。例えば、法制度上、一定の権利制
約が認められている人々がいる。たと
えば、未成年、受刑者、公務員などで
ある。また、外国人野人権はどのよう
に保護されているのだろうか。現状を
理解し、学説、判例から学び、考える。

第 3 回 私人間適用 憲法は、公権力を統制する法であり、
私人間には直接には適用されないと解
釈されている。それでは、私人間の人
権問題には憲法は適用できないのか。
学説及び判例から、私人間の人権問題
に関する憲法の適用の可能性と方法に
ついて学ぶ。

第 4 回 13 条- 人格権 13 条における個人の尊重と幸福追求
権の解釈を理解し、人格権に関する学
説と判例を学ぶ。

第 5 回 13 条ープライバシーの
権利

13 条から、学説及び判例はプライバ
シーの権利を引きだしているが、その
範囲は多岐に渡る。プライバシーの権
利について、国際人権基準、外国法の
解釈を参考にしつつ、その内容と射程
を理解する。

第 6 回 生命権 13 条の保護する生命権の定義を学び、
どの様な場面でその保護が問題となる
のかを理解する。

第 7 回 平等 憲法上の平等の解釈について、形式的
平等、相対的平等、アファーマティ
ブ・アクションについて理解する。

第 8 回 思想・良心の自由 思想・良心の自由の保護に関して、三
菱樹脂事件、君が代起立拒否事件の判
例を通じて理解する。

第 9 回 信教の自由 信教の自由の意義を理解し、その課題
を判例を通じて理解する。政教分離に
関して比較法の観点から理解し、日本
における意義を考える。

第 10 回 表現の自由 表現の自由の意義を理解し、その課題
を判例を通じて理解する表現の自由の
保護と，ヘイトスピーチによって権利
侵害されている人の人権保護について
考える。

第 11 回 参政権 参政権の意義と課題について学ぶ
第 12 回 社会権・生存権 生存権保護の意義について、歴史、学

説を通じて理解する諸外国の社会保障
との比較を通じて、日本の問題点につ
いて考える。

第 13 回 労働基本権 現代社会における労働者の保護の内容
と課題について学ぶ。

第 14 回 人身の自由・公正な裁判 刑事手続きにおける人身の自由保護に
関して、制度及び課題について学ぶ。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業を受講する前に、教科書の予定範囲部分を読んで予習すること。
授業には、レジュメを印刷し持参すること、
授業後は、レジュメや教科書を読み直し、理解を深めること。本授業の準備・
復習時間は、各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
元山健・建石真公子『現代日本の憲法』法律文化社、2016 年。
長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿（編）『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』（第７版）2019年
【参考書】
芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（第６版）岩波書店、2015 年
【成績評価の方法と基準】
期末レポート (60%)、小テスト 2 回（各 20%) によって評価する.

【学生の意見等からの気づき】
時事的な問題についての要望があるので、適宜触れます。
【学生が準備すべき機器他】
特になし。
【その他の重要事項】
判例百選は学習に必須ですので準備しておいて下さい。
【Outline and objectives】
Understand the question about the protection of the fundamental
human rights through theory and cases.
The purpose of lecture is to cultivate the ability to understand human
rights issues in contemporary international society and Japanese
society.
It is a subject that is arranged in all courses.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

憲法Ⅲ

國分　典子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は、「行政・公共政策と法」コースに位置づけられるものとして、
憲法の統治機構の諸問題を扱います。立法、行政、司法という水平的権力分
立と中央と地方という垂直的権力分立の二つの側面から、日本の統治機構の
あり方を勉強します。また、立憲主義の発展過程の中で権力分立制がどのよ
うに展開されてきたか、さらにそれが民主主義論とどのように結びついてい
るのかを比較法的な視点も踏まえて考察します。
【到達目標】
　日本国憲法における権力分立制のあり方を通し、民主主義と立憲主義の関係
を理解することが目標です。具体的には、国会、内閣、裁判所、地方自治に関
する憲法上のトピックを学び、統治機構の枠組とその現代的変化の状況を把
握することを目指します。また振り返って権力分立制がなぜ必要なのか、日
本の政治社会の動向の中で統治のしくみがどうあるべきなのかを自ら考えて
ゆく力を身につけることをも目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　本授業は講義形式で行います。レジュメや資料を適宜配布し、レジュメに
沿って進行します。
　学期中に２回ほど〇 × 式の理解度確認テストを学習支援システム上で行い、
フィードバックも同システム上で行う予定です。質問は質問コーナーの時間
を設けてお答えするほか、個別にメールでも随時受け付け、メールでお答え
します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 ガイダンスと本講義の序

論
授業の進め方について
権力分立制の歴史的展開と現代的変化

2 権力分立 日本国憲法における権力分立制の枠組
と日本国憲法下の天皇制の位置づけ

3 国民主権 国民主権の意味
4 選挙 日本国憲法下の選挙制度とその諸問題
5 国会（１） 国会の権限と活動
6 国会（２） 国会議員の地位
7 内閣（１） 日本国憲法における議院内閣制と内閣

の権限を巡る諸問題
8 内閣（２） 総理大臣の地位と権限
9 これまでのまとめ 日本の議院内閣制の比較法的位置づけ
10 裁判所（１） 司法の機能
11 裁判所（２） 司法権の限界
12 裁判所（３） 裁判所の組織と司法権の独立
13 地方自治 地方自治を巡る諸問題
14 これまでのまとめ 後半のまとめと全体の総括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　授業で挙げる参考書を事前に読んで授業に臨みます。また授業後は、配布さ
れたレジュメや資料を読み直し、関連判例などを自分で調べるようにします。
　新聞その他のメディアにおける政治問題に関心をもって、憲法との関連で
考えてみるようにします。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準と
します。
【テキスト（教科書）】
六法（出版社は指定しないので、使いやすいものを選ぶこと。）
【参考書】
芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』第７版（岩波書店、2019 年）
佐藤幸治『日本国憲法論』（成文堂、2011 年）
野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅱ』第５版（有斐閣、2012 年）
辻村みよ子『憲法』第６版（日本評論社、2018 年）
高橋和之『立憲主義と日本国憲法』第 5 版（有斐閣、2020 年）
元山建・建石真公子編『現代日本の憲法』第２版（法律文化社、2016 年）
渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅱ　総論・統治』（日本評論
社、2020 年）
長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』第７版（有斐閣、
2019 年）
など

【成績評価の方法と基準】
定期試験（80 ％）及び理解度確認テスト（20 ％）により評価します。
【学生の意見等からの気づき】
もう少し時事的な内容を加味して授業をできるように工夫したいと思います。
【学生が準備すべき機器他】
オンライン授業を予定し、レジュメ等の資料も学習支援システムにアップし
ますので、ウェブで受講できるための機器をご準備ください。
【Outline and objectives】
This lecture will focus on the issues of government institutions in terms
of comparative perspectives of constitution.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

憲法Ⅲ

國分　典子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は、「行政・公共政策と法」コースに位置づけられるものとして、
憲法の統治機構の諸問題を扱います。立法、行政、司法という水平的権力分
立と中央と地方という垂直的権力分立の二つの側面から、日本の統治機構の
あり方を勉強します。また、立憲主義の発展過程の中で権力分立制がどのよ
うに展開されてきたか、さらにそれが民主主義論とどのように結びついてい
るのかを比較法的な視点も踏まえて考察します。
【到達目標】
　日本国憲法における権力分立制のあり方を通し、民主主義と立憲主義の関係
を理解することが目標です。具体的には、国会、内閣、裁判所、地方自治に関
する憲法上のトピックを学び、統治機構の枠組とその現代的変化の状況を把
握することを目指します。また振り返って権力分立制がなぜ必要なのか、日
本の政治社会の動向の中で統治のしくみがどうあるべきなのかを自ら考えて
ゆく力を身につけることをも目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　本授業は講義形式で行います。レジュメや資料を適宜配布し、レジュメに
沿って進行します。
　学期中に２回ほど〇 × 式の理解度確認テストを学習支援システム上で行い、
フィードバックも同システム上で行う予定です。質問は質問コーナーの時間
を設けてお答えするほか、個別にメールでも随時受け付け、メールでお答え
します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 ガイダンスと本講義の序

論
授業の進め方について
権力分立制の歴史的展開と現代的変化

2 権力分立 日本国憲法における権力分立制の枠組
と日本国憲法下の天皇制の位置づけ

3 国民主権 国民主権の意味
4 選挙 日本国憲法下の選挙制度とその諸問題
5 国会（１） 国会の権限と活動
6 国会（２） 国会議員の地位
7 内閣（１） 日本国憲法における議院内閣制と内閣

の権限を巡る諸問題
8 内閣（２） 総理大臣の地位と権限
9 これまでのまとめ 日本の議院内閣制の比較法的位置づけ
10 裁判所（１） 司法の機能
11 裁判所（２） 司法権の限界
12 裁判所（３） 裁判所の組織と司法権の独立
13 地方自治 地方自治を巡る諸問題
14 これまでのまとめ 後半のまとめと全体の総括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　授業で挙げる参考書を事前に読んで授業に臨みます。また授業後は、配布さ
れたレジュメや資料を読み直し、関連判例などを自分で調べるようにします。
　新聞その他のメディアにおける政治問題に関心をもって、憲法との関連で
考えてみるようにします。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準と
します。
【テキスト（教科書）】
六法（出版社は指定しないので、使いやすいものを選ぶこと。）
【参考書】
芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』第７版（岩波書店、2019 年）
佐藤幸治『日本国憲法論』（成文堂、2011 年）
野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅱ』第５版（有斐閣、2012 年）
辻村みよ子『憲法』第６版（日本評論社、2018 年）
高橋和之『立憲主義と日本国憲法』第 5 版（有斐閣、2020 年）
元山建・建石真公子編『現代日本の憲法』第２版（法律文化社、2016 年）
渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅱ　総論・統治』（日本評論
社、2020 年）
長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』第７版（有斐閣、
2019 年）
など

【成績評価の方法と基準】
定期試験（80 ％）及び理解度確認テスト（20 ％）により評価します。
【学生の意見等からの気づき】
もう少し時事的な内容を加味して授業をできるように工夫したいと思います。
【学生が準備すべき機器他】
オンライン授業を予定し、レジュメ等の資料も学習支援システムにアップし
ますので、ウェブで受講できるための機器をご準備ください。
【Outline and objectives】
This lecture will focus on the issues of government institutions in terms
of comparative perspectives of constitution.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

憲法Ⅳ

國分　典子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「行政・公共政策と法」コースに位置づけられる科目として、日本国憲法のト
ピックのうち、違憲審査制、安全保障、財政などの論点について講義を行い
ます。授業では、比較憲法的な視点も踏まえながら、近代立憲主義とその現
代的変容という視点から、日本国憲法がどのような民主主義および立憲主義
のあり方を想定しているのかをを学んでいきます。
【到達目標】
　日本国憲法における違憲審査制、安全保障の問題、憲法保障、財政に関す
る論点を理解するようにします。またそれらを通じて、現代日本における政
治的な問題について法的視点から考え、判断できる能力を養います。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　本授業は講義形式で行います。レジュメと資料を適宜配布し、レジュメに
沿って進行します。
　学期中に２回ほど〇 × 式の理解度確認テストを学習支援システム上で行い、
フィードバックも同システム上で行う予定です。質問は質問コーナーの時間
を設けてお答えするほか、個別にメールでも随時受け付け、メールでお答え
します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 ガイダンスと違憲審査制

（１）
違憲審査制の歴史と諸類型

2 違憲審査制（２） 憲法訴訟の基礎
3 違憲審査制（３） 憲法判断の方法
4 違憲審査制（４） 判例の展開
5 違憲審査制（５） 違憲審査の基準論とその問題
6 これまでのまとめ 違憲審査についてのまとめ
7 安全保障（１） 日本国憲法の想定する平和と安全
8 安全保障（２） 安全保障を巡る変化と政府見解
9 安全保障（３） 安全保障を巡る現代的課題と憲法
10 安全保障（４） 判例の分析
11 財政（１） 財政民主主義
12 財政（２） 財政に関する憲法的論点
13 憲法保障 国家緊急権と抵抗権
14 民主主義と立憲主義 民主主義論からみた本授業のトピック

の意味
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　授業に関連する参考書、判例などを事前に読み、授業に臨むようにします。
また授業後は、配布されたレジュメや資料を読み直し、理解不十分だった事
項については自ら調べるようにします。
　新聞その他のメディアにおける政治問題や社会問題に関心をもって、憲法
の観点から考えてみます。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準と
します。
【テキスト（教科書）】
六法（特に出版社の指定はない）。
【参考書】
芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』第７版（岩波書店、2019 年）
佐藤幸治『日本国憲法論』（成文堂、2011 年）
野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅱ』第５版（有斐閣、2012 年）
辻村みよ子『憲法』第６版（日本評論社、2018 年）
高橋和之『立憲主義と日本国憲法』第 5 版（有斐閣、2020 年）
元山建・建石真公子編『現代日本の憲法』第２版（法律文化社、2016 年）
渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅱ　総論・統治』（日本評論
社、2020 年）
長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』第７版（有斐閣、
2019 年）
など
【成績評価の方法と基準】
定期試験（80 ％）及び 2 回の理解度確認テスト（20 ％）により評価します。

【学生の意見等からの気づき】
時間配分に留意したい。また違憲審査論についての説明がわかりにくくなり
がちなので、できるだけ平易な説明を工夫したい。
【学生が準備すべき機器他】
毎回のレジュメや資料は学習支援システム上にアップし、理解度確認テスト
も学習支援システム上で行う予定です。講義自体もオンラインになる可能性
がありますので、インターネットでアクセスできる環境を準備しておいて頂
くようお願い致します。
【Outline and objectives】
This course will focus mainly on the issues of the constitutional
review system, the fiscal system, and the national security under the
Constitution of Japan.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

憲法Ⅳ

國分　典子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「行政・公共政策と法」コースに位置づけられる科目として、日本国憲法のト
ピックのうち、違憲審査制、安全保障、財政などの論点について講義を行い
ます。授業では、比較憲法的な視点も踏まえながら、近代立憲主義とその現
代的変容という視点から、日本国憲法がどのような民主主義および立憲主義
のあり方を想定しているのかをを学んでいきます。
【到達目標】
　日本国憲法における違憲審査制、安全保障の問題、憲法保障、財政に関す
る論点を理解するようにします。またそれらを通じて、現代日本における政
治的な問題について法的視点から考え、判断できる能力を養います。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　本授業は講義形式で行います。レジュメと資料を適宜配布し、レジュメに
沿って進行します。
　学期中に２回ほど〇 × 式の理解度確認テストを学習支援システム上で行い、
フィードバックも同システム上で行う予定です。質問は質問コーナーの時間
を設けてお答えするほか、個別にメールでも随時受け付け、メールでお答え
します。
　
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 ガイダンスと違憲審査制

（１）
違憲審査制の歴史と諸類型

2 違憲審査制（２） 憲法訴訟の基礎
3 違憲審査制（３） 憲法判断の方法
4 違憲審査制（４） 判例の展開
5 違憲審査制（５） 違憲審査の基準論とその問題
6 これまでのまとめ 違憲審査についてのまとめ
7 安全保障（１） 日本国憲法の想定する平和と安全
8 安全保障（２） 安全保障を巡る変化と政府見解
9 安全保障（３） 安全保障を巡る現代的課題と憲法
10 安全保障（４） 判例の分析
11 財政（１） 財政民主主義
12 財政（２） 財政に関する憲法的論点
13 憲法保障 国家緊急権と抵抗権
14 民主主義と立憲主義 民主主義論からみた本授業のトピック

の意味
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　授業に関連する参考書、判例などを事前に読み、授業に臨むようにします。
また授業後は、配布されたレジュメや資料を読み直し、理解不十分だった事
項については自ら調べるようにします。
　新聞その他のメディアにおける政治問題や社会問題に関心をもって、憲法
の観点から考えてみます。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準と
します。
【テキスト（教科書）】
六法（特に出版社の指定はない）。
【参考書】
芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』第７版（岩波書店、2019 年）
佐藤幸治『日本国憲法論』（成文堂、2011 年）
野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅱ』第５版（有斐閣、2012 年）
辻村みよ子『憲法』第６版（日本評論社、2018 年）
高橋和之『立憲主義と日本国憲法』第 5 版（有斐閣、2020 年）
元山建・建石真公子編『現代日本の憲法』第２版（法律文化社、2016 年）
渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅱ　総論・統治』（日本評論
社、2020 年）
長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ』第７版（有斐閣、
2019 年）
など
【成績評価の方法と基準】
定期試験（80 ％）及び 2 回の理解度確認テスト（20 ％）により評価します。

【学生の意見等からの気づき】
時間配分に留意したい。また違憲審査論についての説明がわかりにくくなり
がちなので、できるだけ平易な説明を工夫したい。
【学生が準備すべき機器他】
毎回のレジュメや資料は学習支援システム上にアップし、理解度確認テスト
も学習支援システム上で行う予定です。講義自体もオンラインになる可能性
がありますので、インターネットでアクセスできる環境を準備しておいて頂
くようお願い致します。
【Outline and objectives】
This course will focus mainly on the issues of the constitutional
review system, the fiscal system, and the national security under the
Constitution of Japan.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

現代情報法Ⅰ

鈴木　秀美

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　日々生起する「情報や表現（言論）」に関わる問題をきっかけに、現在の日
本の日常ではあまりにも当たり前のものとして、取り立てて意識することが
少ないであろう「表現の自由」を、半期の講義を通して問い直します。いっ
たいなぜ、表現の自由なのか、何が守られるべき権利なのかを考えます。イ
ンターネットによるＳＮＳでの投稿のように、表現活動とその限界は私たち
の生活のあらゆる場面において問題となりうるので、どのコースとの関係で
も意義のある授業内容です。
【到達目標】
　表現の自由の基本原理、メディア・ジャーナリズム活動を支える法・社会制
度について、その全体像のイメージを理解することを目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　なぜ民主主義の社会において表現の自由が大切なのかという視点から、表
現の自由の意味や保障の限界、名誉やプライバシーと表現の自由の調整の仕
方、国家秘密や裁判の公正のための取材・報道に対する制限をめぐる裁判例、
ジャーナリストに憲法上認められた特別扱いはどのようなものかについて学
びます。具体的な事例を手がかりに、それがどのように解決されており、そ
の解決の仕方にどのような問題があるかを検討します。ジャーナリストを目
指す人だけでなく、主権者として知っておくべき表現の自由についての基礎
知識を解説します。この授業は対面授業の場合は、講義形式で行います（レ
ジュメを配布）。授業で扱う個別テーマの順番は変更する可能性があります。
　なお、新型コロナウィルス感染防止のため授業は、オンラインで行う予定
です。毎回、「学習支援システム」を通じて授業レジュメを配布します。「学
習支援システム」に各回授業についての質問欄を設けます。質問には個別に
回答するほか、必要に応じて授業の中でも解説します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション オリエンテーション
第 2 回 表現の自由１ 名誉毀損総論
第 3 回 表現の自由２ 名誉毀損各論
第 4 回 表現の自由３ プライバシーの侵害
第 5 回 表現の自由４ 犯罪報道の限界
第 6 回 表現の自由５ 事前差止め
第 7 回 表現の自由６ 表現の内容規制と内容中立規制
第 8 回 表現の自由７ ヘイトスピーチ規制（外国）
第 9 回 表現の自由８ ヘイトスピーチ規制（日本）
第 10 回 取材の自由１ 法廷カメラ取材の規制を中心に
第 11 回 取材の自由２ 取材源の証言強制
第 12 回 取材の自由３ 取材資料の提出強制と取材の自由
第 13 回 取材の自由４ 国家秘密と取材の自由
第 14 回 取材の自由５ 特定秘密と取材の自由
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備学習・復習時間は各１時間を標準とします。準備学習として、
「授業支援システム」で事前に配布する授業レジュメを読んでおくこと。復習
として、各回レジュメの冒頭に書かれている「事例問題」を自分で書いて答
案を作成してみること。
【テキスト（教科書）】
鈴木秀美＝山田健太編著『よくわかるメディア法〔第２版〕』（ミネルバ書房、
2019 年）
【参考書】
長谷部恭男ほか編『メディア判例百選〔第２版〕』有斐閣、2018 年
松井茂記『マスメディア法入門［第５版］』日本評論社、2013 年
山田健太『法とジャーナリズム〔第３版〕』学陽書房、2014 年
＊このほかは配布する授業レジュメに記載します。
【成績評価の方法と基準】
　教室で試験を実施できる場合、論述式の筆記試験（持込不可）によります
（100 ％）。
　教室で試験を実施できない場合、期末レポートの提出によります（100 ％）。

【学生の意見等からの気づき】
　「学習支援システム」やメールで質問に応じます。
【Outline and objectives】
The aim of this course is to help students acquire an understanding of
the Information Law (defamation, hate speech law, freedom of the press
and State secret etc.).
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

現代情報法Ⅱ

鈴木　秀美

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　日々生起する「情報や表現（言論）」に関わる問題をきっかけに、現在の日
本の日常ではあまりにも当たり前のものとして、取り立てて意識することが
少ないであろう「表現の自由」を問い直す。いったいなぜ、表現の自由なの
か、何が守られるべき権利なのかを、放送法、インターネット法、情報公開
法、個人情報保護法を中心に考えます。テレビ番組の政治的公平性や真実性、
また、インターネットのＳＮＳによるプライバシー権や肖像権の侵害など、表
現活動とその限界は私たちの生活のあらゆる場面において問題となりうるの
で、どのコースとの関係でも意義のある授業内容です。
【到達目標】
　放送とインターネットを支える法・社会制度について、また、情報公開法
と個人情報保護法について、その全体像のイメージを理解することを目標と
します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
　なぜ民主主義の社会において表現の自由が大切なのか、なぜ政治がメディ
アに圧力をかけてはいけないのかという視点から、放送法や放送倫理、イン
ターネット法やインターネットリテラシー、情報公開法、特定秘密保護法な
どについて学びます。また、なぜ自分が自分らしくあるためにプライバシー
は保護されるべきなのかという視点から個人情報保護法についても学びます。
具体的事例を手がかりに、それがどのように解決されており、その解決の仕
方にどのような問題があるかを検討します。テレビ局やＩＴ企業で働くこと
を目指す人だけでなく、視聴者として、また、インターネットを利用する誰
もが知っておくべき基礎知識を解説します。
　なお、新型コロナウィルス感染防止のため授業は、オンラインで行う予定
です。毎回、「学習支援システム」を通じて授業レジュメを配布します。。「学
習支援システム」に各回授業についての質問欄を設けます。質問には個別に
回答するほか、必要に応じて授業の中でも解説します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 放送法制１ 制度の概要
第 2 回 放送法制２ 番組編集準則の合憲性
第 3 回 放送法制３ 「真実」確保のための放送法の仕組み
第 4 回 放送法制４ 訂正放送と反論権
第 5 回 放送法制５ 公共放送の仕組みと役割
第 6 回 放送法制６ 放送法制における法的規制と自主規制
第 7 回 インターネット法１ インターネット上の表現の自由
第 8 回 インターネット法２ プロバイダの責任
第 9 回 インターネット法３ 検索結果削除請求権（忘れられる権

利？）
第 10 回 インターネット法４ SNS 法規制
第 11 回 インターネット法５ インターネット上の青少年保護
第 12 回 情報公開・個人情報保護

１
知る権利はどのように法制度として具
体化されているか？

第 13 回 情報公開法・個人情報保
護２

自己情報コントロール権はどのように
法制度として具体化されているか？

第 14 回 情報公開法・個人情報保
護３

情報公開制度と個人情報保護制度の相
互関係

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各１時間を標準とします。準備学習として、「授
業支援システム」で事前に配布する授業レジュメを読んでおくこと。復習と
して、各回レジュメの冒頭に書かれている「事例問題」を自分で書いて答案
を作成してみること。
【テキスト（教科書）】
鈴木秀美＝山田健太編著『よくわかるメディア法〔第２版〕』ミネルヴァ書房、
2019 年
【参考書】
鈴木秀美＝山田健太編著『放送制度概論』商事法務、2011 年
松井茂記＝鈴木秀美＝山口いつ子『インターネット法』有斐閣、2015 年
長谷部恭男ほか編『メディア判例百選〔第２版〕』有斐閣、2018 年
松井茂記『マスメディア法入門［第５版］』日本評論社、2013 年

山田健太『法とジャーナリズム〔第３版〕』学陽書房、2014 年
＊そのほかの参考書は配布資料に記載します。
【成績評価の方法と基準】
教室で試験を実施できる場合、論述式の筆記試験（持込不可）によります
（100 ％）。教室で試験を実施できない場合、期末レポートの提出によります
（100 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
「学習支援システム」やメールで質問に応じます。
【Outline and objectives】
The aim of this course is to help students acquire an understanding
of the Information Law (broadcasting law, internet Law, official
information disclosure system, personal information protection system
etc.).
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　発行日：2021/4/1

LAW300AB

国際社会と憲法Ⅰ

大津　浩

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　西欧の近現代憲法史の流れの中で、「外見的立憲主義」、「近代立憲主義」、「民
衆型立憲主義」のそれぞれの特徴とその成立背景、そして立憲主義間の対立を
学ぶ。そのうえで、現代のイギリス、フランス、ドイツそれぞれの憲法の基
本的特徴、各国憲法に共通する「現代立憲主義」化の特徴と 21 世紀のグロー
バル立憲主義への対応状況についても考察する。
本授業は、「行政・公共政策と法コース」「国際社会と法コース」に属する。
【到達目標】
　西欧の近現代憲法史の流れの中で、「外見的立憲主義」、「近代立憲主義」、「民
衆型立憲主義」のそれぞれの特徴とその成立背景、そして立憲主義間の対立
を理解できるようになる。現代のイギリス、フランス、ドイツそれぞれの憲
法の基本的な特徴を理解したうえで、それぞれの憲法の違いを超えて共通し
て存在する「現代立憲主義」化の傾向とそのような変化の基本的な要因を理
解できるようになる。最後に、21 世紀のグローバル立憲主義における西欧憲
法原理の展開方向を見通す力を獲得することを目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　イギリス、フランス、ドイツの近現代憲法史を講義する中で、「外見的立憲
主義」、「近代立憲主義」、「民衆型立憲主義」のそれぞれの特質と成立背景、及
び立憲主義間の対立を解説する。その上で、20 世紀以降、現在までのイギリ
ス、フランス、ドイツそれぞれの憲法の特質と変容を分析することで「現代
立憲主義」の特質と 21 世紀のグローバル立憲主義の展開方向を解説する。
　授業は Hoppii に事前にアップしたレジュメや資料を用い、レジュメに沿っ
て講義中心で授業を進める。原則として毎授業後に Hoppii を通じて小テス
トを課し、次の授業時にその内容を解説することを通じて授業内容の理解度
を確認する。
　対面式を予定しているが、大学の方針が変更された場合には、オンデマン
ド方式のオンライン授業を行う（詳細は春学期開始時の第 1 回ガイダンス時
に連絡する）。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の進め方と比較憲法の方法論、及

び「近代市民憲法」成立の歴史的背景
について講義する。

第 2 回 近代イギリス憲法（１） イギリス市民革命とイギリスにおける
近代立憲主義の成立について講義する。

第 3 回 近代イギリス憲法（２） イギリスにおける議会政治の発達と近
代立憲主義の確立について講義する。

第 4 回 現代イギリス憲法 現代イギリス憲法の特質について講義
する。

第 5 回 近代フランス憲法（１） フランス革命期の「近代立憲主義」と
「民衆型立憲主義」の対立について講
義する。

第 6 回 近代フランス憲法（２） フランス第３共和制における近代立憲
主義の確立と現代立憲主義への変容の
萌芽について講義する。

第 7 回 現代フランス憲法（１） フランス第４共和制憲法の成立と崩
壊、ならびに第５共和制憲法の成立に
ついて講義する。

第 8 回 現代フランス憲法（２） フランス第５共和制憲法の特質につい
て講義する。

第 9 回 現代フランス憲法（３） 第５共和制憲法の特質を引き続き講義
したのちに、現在のフランス憲法の変
容について講義する。

第 10 回 近代ドイツ憲法（１） ドイツにおける近代立憲主義の困難性
とフランクフルト憲法成立について講
義する。

第 11 回 近代ドイツ憲法（２） プロイセン憲法とドイツ帝国憲法の分
析を踏まえつつ、「外見的立憲主義」
について講義する。

第 12 回 現代ドイツ憲法（１） ワイマール憲法について講義する。
第 13 回 現代ドイツ憲法（２） 現行ドイツ憲法の成立過程とその人権

保障の特質について講義する。

第 14 回 現代ドイツ憲法（３）と
本授業のまとめ

現行ドイツ憲法の統治機構面の特質、
ならびに欧州統合におけるその変容に
ついて講義する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　西欧近現代史について、毎回の講義の時間で扱われる予定の部分を自主的
に勉強し、あるいは授業後に自主的に復習すること。また、イギリス、フラ
ンス、ドイツそれぞれについて、テキストの各国憲法の「概説」部分を予習す
ること。
　対面式授業の場合は、Hoppii にアップした各回の文字ベースの授業内容要
旨を事前・又は事後に読了すること。加えて、同じくアップする予定の小テス
トに授業後に解答し、授業内容の確認に努めること。本授業の準備学習・復
習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
初宿正典・辻村みよ子編『新解説世界憲法集（第 5 版）』2020 年、三省堂、
2,700 円＋税
【参考書】
杉原泰雄『憲法の歴史～新たな比較憲法学のすすめ～』岩波書店（1996 年）
辻村みよ子『比較憲法（第 3 版）』岩波書店（2018 年）
辻村みよ子・糠塚康江『フランス憲法入門』三省堂（2012 年）
【成績評価の方法と基準】
対面式授業の場合は、定期試験（95 ％）及びその他の授業参加の積極度（5％）
により評価する。
オンライン授業の場合は、各回の小テストの合計（70～75 ％）、授業アンケー
トや期末レポート（20～25%）、その他の授業参加の積極度（5%）により評
価する。
【学生の意見等からの気づき】
　講義内容が多いため進度が遅れがちとなり、授業の最後で急ぐ傾向がある
ので、時間配分に留意するよう努める。
【学生が準備すべき機器他】
予習や復習用に PC, タブレット、スマートフォン等の情報端末が必要。
【その他の重要事項】
レジュメや資料は Hoppii で事前配布するので、特に対面式授業の場合は、必
ず事前にプリントアウトして持参してほしい。
【Outline and objectives】
Lecture of some constitutional histories and their actual constitution-
alism in the developing democratic countries like England, France and
Germany.
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　発行日：2021/4/1

LAW300AB

国際社会と憲法Ⅱ

國分　典子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　近代立憲主義は西洋の産物です。アジア諸国はそれを受容しつつ、自らの
法文化と融合させて独自の憲法を発展させてきました。本講義は、東アジア
の立憲主義が歴史的にどのように形成されたか、また国際社会のなかで東ア
ジア地域の憲法がどのような特徴をもつものと考えられるかを比較法的視点
をもって分析、理解するとともに近代立憲主義の意味をアジアの視点から考
え直すことを目標とします。
なお、この講義は、「行政・公共政策と法コース」および「国際社会と法コー
ス」に属するものです。
【到達目標】
日本の近隣地域である韓国、台湾、中国の憲法を学ぶことによって、それぞ
れの政治体制の特徴を把握するとともに、それがこの地域の抱える特有の法
的および政治的問題とどのように関係しているかを理解することができるよ
うになることを目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　歴史的背景を踏まえつつ、東アジア地域の今日の憲法状況を概観します。近
代化や今日のアジア地域の変化に触れると同時に、東アジア地域で日本の憲
法がどのような位置づけを有すると考えられるかも考察します。
　毎回、出席を兼ねて感想やわからなかった点等についての簡単なコメント
を書いてもらい、わからなかった点に関しては、次の授業の際にお答えるよ
うにします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 講義の概要、教科書、成績の基準等に

ついて説明する。
第 2 回 東アジアの近代国家形成

と法
日本を含めた東アジア地域の近代化の
なかでの立憲主義の発展について考え
る。

第 3 回 韓国の近現代史と憲法 日韓関係をも視野に入れつつ、韓国の
憲法史を概観する。

第 4 回 韓国の憲法の特徴 韓国憲法の特徴と特殊性を検討する。
第 5 回 韓国の統治機構 韓国の統治機構を概観する。
第 6 回 韓国の司法と憲法裁判 韓国の法院と憲法裁判所の機能を概観

する。
第 7 回 韓国の違憲審査制 韓国の違憲審査システムの特徴と問題

点を考察する。
第 8 回 台湾の歴史と憲法 台湾の憲法の歴史的背景を概観する。
第 9 回 台湾の憲法状況 台湾の憲法の特徴と特殊性を概観する。
第 10 回 台湾の統治機構 台湾の統治機構を概観する。
第 11 回 中国憲法の形成過程 中華人民共和国の形成過程から中国憲

法の特徴を考える。
第 12 回 中国憲法の特徴 中国憲法前文に見られる特徴を検討す

る。
第 13 回 中国の統治機構と人権 統治と人権の観点から中国憲法を概観

する。
第 14 回 東アジアにおける日本・

日本法
戦後補償問題等を素材に東アジア地域
における日本・日本法の位置づけを考
える。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日頃から東アジア諸国の政治・社会状況について関心をもつようにします。ま
た日本の憲法についての基礎知識についても復習しつつ授業に参加するよう
にします。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
中国や韓国の憲法条文を参照するために：
初宿正典・辻村みよ子編『新解説　世界憲法集』第５版三省堂 2020 年
などの憲法集を各自用意してください（図書館等で本講義で扱う国の憲法を
コピーするのでも結構です）。韓国と台湾の憲法は、ネット上でも見ることが
できるので、これについては授業の初日に説明します。中国憲法の 2018 年
改正後の最新版の翻訳が出ているのは、おそらく前記の三省堂の憲法集のみ
ではないかと思われます。

【参考書】
尹龍澤ほか編『コリアの法と社会』（日本評論社、2020 年）、鮎京正訓編『ア
ジア法ガイドブック』（名古屋大学出版会、2009 年）、稲正樹・孝忠延夫・國
分典子編『アジアの憲法入門』（日本評論社、2010 年）
【成績評価の方法と基準】
毎回出してもらうコメントをもって平常点とし、平常点 30 ％と学期末の筆記
試験 70 ％によって評価します。
【学生の意見等からの気づき】
参加者の問題関心を汲み取って説明する必要があると感じています。
【Outline and objectives】
This course will focus on the constitutional problems of East Asian
country from the comparative point of view.
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ジェンダーと法Ⅰ

谷田川　知恵

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は「行政・公共政策と法コース」「企業・経営と法コース（労働法中心）」
「文化・社会と法コース」に属する。
１．ジェンダー法学について学ぶ。この呼称は新しいものだが、扱われる内
容は、古くから続く性差別と法の問題である。20 世紀後半に興隆した第２波
フェミニズムの成果を引き継ぎながら、性差別のない社会を構築するため、既
存の法体系を批判的に検討して、あらたな法理論の構築を試みる。
２．女性差別の構造を中心に学ぶ。性差別には、女性差別だけではなく、男
性差別も性的少数者（従来の女性か男性かとの分類におさまらない人々）差
別もあり、各差別の構造は一様ではない。しかし、法が「普遍的」「中立的」
としながら排除してきた人間社会最大のマイノリティである女性に対する差
別の構造を理解することは、男性差別と性的少数者差別、さらにはあらゆる
マイノリティに対する差別をも理解することに繋がる。
【到達目標】
１．これまでに身につけた狭い価値観や偏見にとらわれずに、性差別をめぐ
る実態と、その解決のために国際社会が積み重ねてきた到達点を知る。
２．教員の解説を無批判に受容するのではなく、自分と対立する見解をやみ
くもに批判するのでもなく、多様性を尊重しつつ建設的な議論ができる。
３．事実に基づき、論理を用いて、反対意見にも目配りしながら、実質的平
等にかなう提案を導く視点を得る。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
０．オンライン授業のときはオンデマンド配信でおこなう。資料は学習支援
システムに掲示する。
１．講義：受講者がこれからの人生で出会うであろうさまざまな問題を取り
上げる。日本は性差別を禁じた憲法を擁し、女性差別撤廃条約も批准してい
るが、国民の７割は「日本社会全体で見ると男性の方が優遇されている」と
感じている。このような国民の意識と法のあり方にはどのような関係がある
のか、法は歴史的に女性をどのように遇してきたのか、法は女性が現実の生
活で出会う出来事に対応しているのか、ジェンダーバイアスは法制度にどの
ように埋め込まれているのか等を解説する。
２．議論：担当教員の一方的な解説だけではなく、教室にいる全員で議論を行
う。この方法が有効に機能するためには、受講生各人が、主権者として、法
のあるべき姿を探求する知的好奇心を持ち、それまでの解説を理解している
ことが前提となる。オンライン授業のときは学習支援システムの掲示板がそ
のための場になる。
３．コメント：コメントの提出を求める。
４．小テスト：解説した重要な語句を正確に理解できているかを確認するた
めの小テストを行う。
５．レポート：容易に解決法の見つからない問題についてのレポート提出を
課す。
６．課題へのフィードバック：原則として提出締切の翌週の授業で行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション ジェンダー統計から見える日本と世界
2 ジェンダー法の見取り図 ジェンダーと法では何が問題で何を学

ぶのか全体像の把握
3 近代市民法の成立と女性

の排除１
欧米を中心にした女性の権利の歴史

4 近代市民法の成立と女性
の排除２

日本の歴史、天皇制と性差別

5 国連と女性差別撤廃条約 国連憲章、女性差別撤廃条約、国際刑
事裁判所

6 公私二元論とジェンダー
主流化

法律上の平等と事実上の平等

7 ポジティブ・アクション
（PA）、アファーマティ
ブ・アクション（AA）

AA/PA の歴史と種類、効果

8 ＳＯＧＩ（性的指向と性
自認）

伝統的な女性・男性の枠組みにあては
まらない人々をめぐる権利

9 男女共同参画社会基本法 基本計画と条例
10 政治分野のジェンダー平

等
諸外国の状況、日本の候補者男女均等
法

11 家族とジェンダーと法１ 家族の多様化と家族法
12 家族とジェンダーと法２ 民法改正をめぐる問題
13 家族とジェンダーと法３ 母子家庭の貧困をめぐる問題
14 家族とジェンダーと法４ 生殖補助医療と養子制度
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
初回講義から内閣府男女共同参画局のパンフレット『ひとりひとりが幸せな社
会のために――男女共同参画社会の実現を目指して』を使用するので、男女共
同参画局ホームページからダウンロードして持参する。http://www.gender.
go.jp/kaigi/renkei/pamphlet/index.html
授業前にパンフレットと教科書の該当箇所を通読し、各回のテーマについて
基礎知識を得ておくことが望まれる。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
三成・笹沼・立石・谷田川『ジェンダー法学入門〔第 3 版〕』（法律文化社・
2019
年）。また、有斐閣『ポケット六法』等の小型六法があれば毎回利用し、使い
こなしてほしい。
【参考書】
教科書末尾に参考文献を豊富に掲載してある。
【成績評価の方法と基準】
期末テストは行わない。【到達目標】で示したことが身に付いたかを、【授業の
進め方と方法】で示した議論への貢献度（10％）、コメント・小テスト（45％）、
およびレポート（45 ％）の完成度から、総合的に評価する。議論について、
受講生は開講当初は不慣れなため参加にためらいがあるかもしれないが、当初
はうまくできなくてかまわないので、恐れずに発言してほしい。教室は失敗す
るための場所と割り切り、だんだんとチカラをつけていく姿を見せてほしい。
【学生の意見等からの気づき】
受講生からは「説明が明快で非常にわかりやすい」と言われる。しかし、現実
の問題はそれほど単純ではない。担当者の説明を手がかりに、もう一歩、自
分で踏み込んで考えてほしい。
【その他の重要事項】
人生の大海原で航路を見失いかけたときに、手がかりを与えてくれる星座のひ
とつとなるような講義を目指している。受講生は、十分に予習・復習を行い、
集中して講義を聴き、つねに自分が発言を求められることを期待（覚悟？）し
て主体的に参加することで、自分だけの海図を得られる。しなやかに、した
たかに、自分の手で、漕ぎ続けよう。
【Outline and objectives】
In this class, you are going to learn Gender and Law issues in
Japan and global perspectives to solve them. Succeeding feminist
approaches derived in 1970’s, we are going to be critical to review
present law system which has been built by only male for last 2
centuries. Arguments are not only for women, but also for men and
LGBTIQA or other sexual minorities. We need to construct society
without gender discrimination.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

ジェンダーと法Ⅱ

谷田川　知恵

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は「行政・公共政策と法コース」「企業・経営と法コース」「文化・社会
と法コース」に属する。
１．ジェンダー法学について学ぶ。この呼称は新しいものだが、扱われる内
容は、古くから続く性差別と法の問題である。20 世紀後半に興隆した第２波
フェミニズムの成果を引き継ぎながら、性差別のない社会を構築するため、既
存の法体系を批判的に検討して、あらたな法理論の構築を試みる。
２．女性差別の構造を中心に学ぶ。性差別には、女性差別だけではなく、男
性差別も性的少数者（従来の女性か男性かとの分類におさまらない人々）差
別もあり、各差別の構造は一様ではない。しかし、法が「普遍的」「中立的」
としながら排除してきた人間社会最大のマイノリティである女性に対する差
別の構造を理解することは、男性差別と性的少数者差別、さらにはあらゆる
マイノリティに対する差別をも理解することに繋がる。
【到達目標】
１．これまでに身につけた狭い価値観や偏見にとらわれずに、性差別をめぐ
る実態と、その解決のために国際社会が積み重ねてきた到達点を知る。
２．教員の解説を無批判に受容するのではなく、自分と対立する見解をやみ
くもに批判するのでもなく、多様性を尊重しつつ建設的な議論ができる。
３．事実に基づき、論理を用いて、反対意見にも目配りしながら、実質的平
等にかなう提案を導く視点を得る。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
０．オンライン授業のときはオンデマンド配信でおこなう。資料は学習支援
システムに掲示する。
１．講義：受講者がこれからの人生で出会うであろうさまざまな問題を取り
上げる。日本は性差別を禁じた憲法を擁し、女性差別撤廃条約も批准してい
るが、国民の７割は「日本社会全体で見ると男性の方が優遇されている」と
感じている。このような国民の意識と法のあり方にはどのような関係がある
のか、法は歴史的に女性をどのように遇してきたのか、法は女性が現実の生
活で出会う出来事に対応しているのか、ジェンダーバイアスは法制度にどの
ように埋め込まれているのか等を解説する。
２．議論：担当教員の一方的な解説だけではなく、教室にいる全員で議論を行
う。この方法が有効に機能するためには、受講生各人が、主権者として、法
のあるべき姿を探求する知的好奇心を持ち、それまでの解説を理解している
ことが前提となる。オンライン授業のときは学習支援システムの掲示板がそ
のための場になる。
３．コメント：コメントの提出を求める。
４．小テスト：解説した重要な語句を正確に理解できているかを確認するた
めの小テストを行う。
５．レポート：容易に解決法の見つからない問題についてのレポート提出を
課す。
６．課題へのフィードバック：原則として提出締切の翌週の授業で行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 統計から見える日本と世界のジェン

ダー平等格差
2 ジェンダー法総論 事実上のジェンダー平等に向けて
3 労働とジェンダーと法１ 均等法ができる前：結婚解雇、定年差

別
4 労働とジェンダーと法２ 男女雇用機会均等法
5 労働とジェンダーと法３ 間接差別、アンペイドワーク
6 暴力とジェンダーと法１ 女性に対する暴力（violence against

women）の発見
7 暴力とジェンダーと法２ ドメスティック・ヴァイオレンス

（DV）
8 暴力とジェンダーと法３ デート DV、ストーカー
9 暴力とジェンダーと法４ 性暴力
10 暴力とジェンダーと法５ セクシュアル・ハラスメント
11 暴力とジェンダーと法６ 買売春、ポルノグラフィー
12 暴力とジェンダーと法７ 男性の性被害
13 生殖とジェンダーと法１ 中絶とリプロダクティブ・ライツ
14 生殖とジェンダーと法２ 代理母、死後懐胎

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
初回講義から内閣府男女共同参画局のパンフレット『ひとりひとりが幸せな社
会のために――男女共同参画社会の実現を目指して』を使用するので、男女共
同参画局ホームページからダウンロードして持参する。http://www.gender.
go.jp/kaigi/renkei/pamphlet/index.html
授業前にパンフレットと教科書の該当箇所を通読し、各回のテーマについて
基礎知識を得ておくことが望まれる。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
三成・笹沼・立石・谷田川『ジェンダー法学入門〔第３版〕』（法律文化社・
2019 年）。また、有斐閣『ポケット六法』等の小型六法があれば毎回携行し、
使いこなしてほしい。
【参考書】
教科書末尾に参考文献を豊富に掲載してある。
【成績評価の方法と基準】
期末テストは行わない。【到達目標】で示したことが身に付いたかを、【授業の
進め方と方法】で示した議論への貢献度（10％）、コメント・小テスト（45％）、
およびレポート（45 ％）の完成度から、総合的に評価する。議論について、
受講生は開講当初は不慣れなため参加にためらいがあるかもしれないが、当初
はうまくできなくてかまわないので、恐れずに発言してほしい。教室は失敗す
るための場所と割り切り、だんだんとチカラをつけていく姿を見せてほしい。
【学生の意見等からの気づき】
受講生からは「説明が明快で非常にわかりやすい」と言われる。しかし、現実
の問題はそれほど単純ではない。担当者の説明を手がかりに、もう一歩、自
分で踏み込んで考えてほしい。
【その他の重要事項】
人生の大海原で航路を見失いかけたときに、手がかりを与えてくれる星座のひ
とつとなるような講義を目指している。受講生は、十分に予習・復習を行い、
集中して講義を聴き、つねに自分が発言を求められることを期待（覚悟？）し
て主体的に参加することで、自分だけの海図を得られる。しなやかに、した
たかに、自分の手で、漕ぎ続けよう。
【Outline and objectives】
In this class, you are going to learn Gender and Law issuesin Japan
and global perspectives to solve them. Succeeding feminist approaches
derived in 1970’s, we are going to be critical to review present
law system which has been built by only male for last 2 centuries.
Arguments are not only for women, but also for men and LGBTIQA
or other sexual minorities. We need to construct society without gender
discrimination.
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　発行日：2021/4/1

LAW300AB

人権と企業社会Ⅰ

土屋　仁美

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：オータムセッション/Autumn
Session
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
現代資本主義社会の経済活動は、企業によって支えられ、企業の活動は、社
会全体に大きな影響力を与えています。現代社会における企業活動には、営
利を追求するだけではなく、社会の一員として、労働、環境、消費等に関わる
社会的な問題を解決するための行動が求められています。そこで、現代社会
が抱える問題に企業が対応する意義や必要性について理解を深めつつ、人権
保障の観点から問題を考察する力を身に付けます。「企業・経営と法コース」
のコース配当科目③憲法科目に位置づけられます。
【到達目標】
①　企業活動における関係当事者の権利を理解する。
②　人権保障の観点から、企業活動に求められる対応や取組みを理解する。
③　法的な観点から問題を把握し、考察する力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
企業活動における利害関係者の権利を理解したうえで、国内外の具体的な事例
について、関連する判例や学説をもとに、講義形式で授業を進めていきます。
授業内で取り組んだ課題等 (テスト／レポート) については、学習支援システ
ム等を用いてフィードバックします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 企業社会の形成と企業の

社会的責任
日本型企業社会の特徴と、社会の一員
としての企業の責任について学びます。

第 2 回 企業活動による人権保障
の重要性

企業活動における人権保障の重要性に
ついて、人権の私人間効力の観点から
学びます。

第 3 回 ステークホルダーの権利
と法規範

企業活動に関わる利害関係者として、
労働者、消費者、地域住民等の権利に
ついて学びます。

第 4 回 国際社会におけるビジネ
スと人権

国際法の中でも経済分野に焦点を当
て、自由貿易体制の維持と人権保障に
ついて学びます。

第 5 回 環境保護に対する国内外
の取組

気候変動や公害の輸出の問題について、
環境権の観点から企業活動における環
境保護の必要性について学びます。

第 6 回 長時間労働の是正と過労
死等の防止

長時間労働の是正と過労死等の防止の
観点から、労働者の権利保障について
学びます。

第 7 回 雇用分野における女性の
活躍の推進

雇用分野における男女格差の是正につ
いて、ジェンダー平等やポジティブア
クションの観点から学びます。

第 8 回 消費者問題の特徴と消費
者の権利

消費者被害の現状を把握し、消費者契
約の特徴について、消費者の権利の観
点から学びます。

第 9 回 食品の安全性の確保 消費者の生命権・健康権の観点から、
商品・サービスにおける安全性確保の
必要性について学びます。

第 10 回 営利的表現としての広
告・表示

営利的表現としての広告・表示につい
て、事業者の表現の自由と消費者の知
る権利の観点から学びます。

第 11 回 AI ネットワーク社会に
おける自己決定

プロファイリングに基づくマーケティ
ングの問題点について、消費者の自己
決定の観点から学びます。

第 12 回 ビックデータの利活用と
個人情報の保護

プライバシー権の観点から、企業が保
有するビックデータの利活用における
個人情報保護について学びます。

第 13 回 巨大 IT 企業と競争市場
の維持

企業が活動する市場に焦点を当て、営
業の自由の観点から、巨大 IT 企業に
対する規制について学びます。

第 14 回 試験 (レポート) 授業内容についての試験 (レポート)
を行います。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
その日のうちに配布プリント・資料をもとに復習しましょう。
日ごろから時事問題に関心を持ちましょう。本授業の準備学習・復習時間は
各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
テキストは指定しません。
講義時にレジュメ・資料を配布します。
講義の際には、六法を持参してください。
【参考書】
元山　健・建石真公子編『現代日本の憲法［第 2 版］』(法律文化社、2016 年)
『（別冊ジュリスト）憲法判例百選Ⅰ第 7 版』(有斐閣、2019 年)
『（別冊ジュリスト）憲法判例百選Ⅱ第 7 版』(有斐閣、2019 年)
『（別冊ジュリスト）労働判例百選第 9 版』(有斐閣、2016 年)
『（別冊ジュリスト）環境法判例百選第 3 版』(有斐閣、2018 年)
『（別冊ジュリスト）消費者法判例百選』(有斐閣、2010 年)

【成績評価の方法と基準】
各講義の小テスト (40 ％)、レポート (60 ％) により評価します。
【学生の意見等からの気づき】
受講者が能動的に参加できるように、受講者自身が問題と向き合い考える時
間 (小レポート) を設けます。受講者数によって、グループディスカッション
等を行う場合があります。
【学生が準備すべき機器他】
資料配布や課題提出等に学習支援システムを利用します。
【Outline and objectives】
In Modern capitalism, business activities have great influence on
society. As a member of society, business enterprises need to take actions
with social problems related to labor, environment, consumption, etc.In
this class students learn about the significance of business activities to
protect the human rights.
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　発行日：2021/4/1

LAW300AB

憲法訴訟論

大津　浩

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　憲法訴訟論は、実体法と訴訟法の双方を系統的に学び、裁判をフィールド
にした法解釈の専門的能力の習得を目指す「裁判と法」コースおよび、現代
的な法を学ぶ「行政・公共政策と法」に分類されていることに鑑みて、本授業
では、実際の日本の憲法判例の分析を通じて、日本国憲法の違憲審査制の特
質並びにそこから導かれる憲法訴訟の特質と法技術を理解することを目指す。
【到達目標】
　付随審査制（司法審査制）としての日本の違憲審査制の特質に由来する憲
法訴訟の諸特徴と限界について理解できるようになること、こうした限界の
中でも、権利の実効的保障のために試みられている様々な新たな憲法訴訟の
手法や法理について理解できるようになること、さらに、新しい憲法判例の
中でもこのような手法や法理がより一層取り入れられるようになるうえで必
要な条件は何かについて、自ら考える力を身に着けることが目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
　初めに外国の違憲審査制と対比しつつ、付随審査制（司法審査制）として
の日本の違憲審査制の特質を講義する。次に、この違憲審査制の特質から導
き出される憲法訴訟の諸理論、諸法理について講義し、そのうえで、それぞ
れの憲法訴訟論に関わる具体的な憲法判例の分析を行う。
　学部生の授業であることを念頭に置き、あまり難解で高度な授業にはしな
いつもりである。
　授業は Hoppii に事前にアップしたレジュメや資料（資料は対面式が可能な
場合は教室で配布する）を用い、レジュメに沿って講義中心で授業を進める。
原則として毎授業後に Hoppii を通じて小テストを課し、次の授業時にその内
容を解説することを通じて、授業内容の理解度を確認する。
　対面式を予定しているが、大学の方針が変更された場合には、オンデマン
ド方式のビデオによるオンライン授業を行う（詳細は春学期開始時の第 1 回
ガイダンス時に連絡する）。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 憲法訴訟に関する受講生の知識を確認

するアンケートを実施した後に、授業
の進め方を解説する。

第 2 回 違憲審査制 アメリカ、ドイツ、フランスの違憲審
査制と対比しつつ、日本の違憲審査制
の特質を講義する。

第 3 回 事件性と客観訴訟 司法権概念の分析から、適法な訴訟と
なるための訴訟要件を講義する。

第 4 回 憲法訴訟の当事者適格 実際の訴訟において違憲性を争点とす
るための要件について講義する。第三
者の権利援用についても説明する。

第 5 回 憲法判断回避の準則 具体的な判例の分析を通じて、付随審
査制の特質に由来する憲法判断回避の
準則について講義する。

第 6 回 合憲限定解釈 具体的な判例の分析を通じて合憲限定
解釈の有効性と困難性を講義する。

第 7 回 違憲判断の方法（１） 法令違憲の現状を概観する。
第 8 回 違憲判断の方法（２） 法令違憲、適用違憲、処分違憲の違い

について講義する。
第 9 回 違憲判決の効力 違憲判決の効力をめぐる学説の対立

と、実際の運用状況について講義する。
第 10 回 違憲無効判断回避の手法 とくに選挙訴訟を例にとりながら、違

憲無効判断の回避の手法としての合理
的期間論と事情判決の法理の意義を講
義する。

第 11 回 立法行為の憲法訴訟（１） 在宅投票制廃止事件、在外選挙権訴訟
を取り上げつつ、付随審査制と国民代
表制の下で立法行為の憲法訴訟を提起
することの困難性と新たな可能性を理
論的に説明する。

第 12 回 立法行為の憲法訴訟（２） 立法不作為の憲法訴訟の新たな展開に
ついて、強制不妊（断種）手術損害賠
償立法不作為訴訟、在外国民審査制訴
訟等を検討する。

第 13 回 権利の実効的保障 権利の実効的救済方法としての立法者
の合理的意思推定の理論と部分無効の
法理について解説する。

第 14 回 違憲審査基準の現状と本
授業のまとめ

二重の基準論、規制目的二分論などの
従来の違憲審査基準論のあり方を概観
したのちに、最近の最高裁判所の違憲
審査の状況や「三段階審査」論につい
て講義する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　各回の授業テーマについて、学部の憲法の授業（憲法Ⅰ～Ⅳ）で用いた教
科書の該当部分を参照し予習しておくこと。また、各回の授業で扱った憲法
判例について、判例集や参考書の当該部分を参照し、自分で判決内容をまと
め直すことで、理解をより深めること。
　対面式授業の場合には、Hoppii に事前にアップされた各回の授業内容のビ
デオを事前ないし事後に視聴し、また同じくアップされている各回の小テス
トに授業後に解答するよう努めること。
　本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　教科書指定はせず、代わりにオンデマンド方式のビデオで授業内容を解説
する予定である。
【参考書】
　高橋和之『体系・憲法訴訟』(岩波書店、2017 年）、3,800 円（＋税）
　初宿正典他共著『憲法 Case and Materials憲法訴訟』（有斐閣、第 2 版、
2013 年）7,150 円
　芦部信喜（高橋和幸補訂）『憲法』（岩波書店、第 7 版、2019 年）3,520 円
　ＬＳ憲法研究会編『プロセス演習・憲法』（信山社、第 4 版、2012 年）5,800
（＋税）円
【成績評価の方法と基準】
　対面式授業の場合は、定期試験（95 ％）及びその他の授業参加の積極度
（5 ％）により評価する。
　オンライン式授業の場合は、各回の小テストの合計（70～75 ％）、授業アン
ケートや期末レポート（20～25 ％）、その他の授業参加の積極度（5 ％）に
より評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　内容が専門的であり、難解な講義となりがちなので、具体例を多く用いつ
つ、十分な時間をかけて分かりやすい講義に努める。時間配分に気を付けて、
最終テーマまで到達できるよう心掛ける。
【学生が準備すべき機器他】
　事前や事後の学習、学習準備のため、PC、タブレット、スマートフォン等
の情報端末を用意すること。
【その他の重要事項】
　弁護士として訴訟実務も行っているので、憲法訴訟論の中で、必要に応じ
て実際の訴訟との関連性を考慮した授業を行う。
　授業で用いるレジュメや資料は Hoppii に事前にアップしておくので、各自
で事前にダウンロード、プリントアウトして、特に対面式授業の場合は授業
に持参すること。
【Outline and objectives】
　 Lecture of Japanese constitutional litigation theories though analysis
of some constitutional precedents in Japan.
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生命倫理と人権Ⅰ

鵜澤　和彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
生命倫理は、20 世紀中葉の非人道的な人体実験を背景にして、今日の形態へ
と発展してきました。本授業は、このような歴史的な人権問題を考慮しなが
ら、生命倫理の四原則（自律尊重、仁恵、無危害、正義）並びに三種類の同意
概念（インフォームド・コンセント、インフォームド・アセント、代理同意）
を学んでいきます。その際、授業内容に関連する医療ドラマを視聴し、生命
倫理の諸概念や人権問題の理解を深めていきます。なお、本科目は「文化・社
会と法コース」にあげられているような、法的教養を深めるに適した科目で
す。また「行政・公共政策と法」の各コースにも配置されています。
【到達目標】
①生命倫理と人権思想の連関を把握し、日常生活の出来事から倫理的及び法
律的問題を見つけることができる。
②具体的な事例に基づいて、生命倫理の土台を成す四原則（自律尊重、仁恵、
無危害、正義）を把握することができる。
③インフォームド・コンセント、インフォームド・アセント、代理同意という
三種類の同意概念、そして、それらに関連する法規定（法律およびガイドラ
インなど）を理解することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
本授業は、オンデマンド型オンライン授業となります。学習支援システム
Hoppii を通じて、ナレーション付きのパワーポイント教材、解説動画、授業
資料、課題等が提供され、Q&A 動画による質疑応答も行われます。課題は主
に医療ドラマから出されます。受講生は、このドラマを視聴し、課題に答え
て送信してください。課題の提出をもって出席と判断します。課題等の提出・
フィードバックは「学習支援システム」を通じて行う予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 授業ガイダンス 教員の自己紹介、到達目標、授業内容、

授業の進め方について説明します。ま
た、スピッツの「ホスピタリズム」研
究から人間の生命について考えます。

第 2 回 生命倫理と人権思想の歴
史①

生命倫理の成立史（ニュルンベルク綱
領、ヘルシンキ宣言、ベルモントレ
ポート）を解説します。

第 3 回 生命倫理と人権思想の歴
史②

ロバート・Ｊ・リフトンによるナチズ
ムの研究から、生命倫理と人権、とく
に差別、抑圧、暴力の問題について考
えます。

第 4 回 終末期医療と人権①：第
1章「いのちの終わりは
誰が決めるのか」

死の概念、患者の自己決定権、イン
フォームド・コンセント（IC）、パ
ターナリズム、いのちの「終わり」の
選択（①セデーション、②自然死、③
安楽死、④延命治療）を解説し、それ
ぞれの問題点とそれに関するモラル・
ジレンマを明らかにします。

第 5 回 終末期医療と人権②：第
1章「いのちの終わりは
誰が決めるのか」

がん告知に関する法整備、がん告知に
ついての統計、がん告知の問題、終末
期患者への対応、死の受容に関する五
段階説（エリザベス・キューブラーロ
ス）、医療資源の配分などの問題を考
えていきます。

第 6 回 終末期医療と人権③：第
1章「いのちの終わりは
誰が決めるのか」

第 4 回と第 5 回の授業及び課題をふ
まえて、そのテーマに関してグループ
ディスカッションと全体発表を行いま
す。

第 7 回 小児医療と人権①：第 2
章「子供の医療は誰が決
めるのか」

ホスピタリズムと幼児の能力（ヤヌ
シュ・コルチャック、内藤寿七郎）、幼
児の精神的な病気（スピッツ）、イン
フォームド・アセント（IA）の概念、
親の許諾、患児の賛同、IAの適用例、
日本におけるＩＡの実施率について考
察します。

第 8 回 小児医療と人権②：第 2
章「子供の医療は誰が決
めるのか」

拒食症と宗教的理由から輸血を拒否す
る事例を取り上げ、パターナリズムと
治療の拒否権について考えます。

第 9 回 小児医療と人権③：第 2
章「子供の医療は誰が決
めるのか」

第 7 回と第 8 回の授業及び課題をふ
まえて、そのテーマに関してグループ
ディスカッションと全体発表を行いま
す。

第 10 回 コンピテンスと人権①：
第 3章「判断能力は誰が
決めるのか」

判断能力のない患者（生まれながらに
判断能力を持ちえない患者と事故や病
気で判断能力を失った患者）、リビン
グ・ウィル、成年後見、代理同意とそ
の基準（最高利益と代理判断）及び問
題点、臓器移植法改正、家族の範囲に
ついて考察します。

第 11 回 コンピテンスと人権②：
第 3章「判断能力は誰が
決めるのか」

自律、コンピテンス、人権との関係、
及びコンピテンスの臨床基準について
説明します。

第 12 回 コンピテンスと人権③：
第 3章「判断能力は誰が
決めるのか」

第 11 回と第 12 回の授業及び課題を
ふまえて、そのテーマに関してグルー
プディスカッションと全体発表を行い
ます。

第 13 回 生命倫理の四原則と人権 自律尊重、仁恵、無危害、正義の諸原
則を整理し、それらの原則と人権思想
との関連をまとめます。

第 14 回 生命倫理における同意概
念と人権

人権との関連でインフォームド・コン
セント、インフォームド・アセント、
代理同意の概念をまとめます。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習：受講生は授業前に教科書の該当箇所を読み、あらかじめ概要を把握し
ておいて下さい。また、参考書を使って、専門用語の意味等を理解してくだ
さい（2時間）。復習：授業時に配布された資料（講義原稿と参考資料）を読
み直してください。そして、授業支援システムを使って、各授業後に出され
る課題に答え、その内容を送信してください（3 時間）。さらに、ディスカッ
ションでの他の受講生の意見を参考にしながら、そのテーマに関する自分の
考えをまとめてください。
【テキスト（教科書）】
小林亜津子著『はじめて学ぶ生命倫理』、ちくまプリマー新書、780円、ISBN-
10:4480688684

【参考書】
①トム・L・ビーチャム他著『生命医学倫理』、成文堂、7,560 円、ISBN-
10:4792360641

【成績評価の方法と基準】
試験方法：筆記試験、実施時期：定期試験期間内。定期試験 50%、課題 50%の
総合評価。課題は授業内容を正しく理解しているかどうか、そして、自分の
考えを筋道を立てて表現しているかどうか、という基準で評価します。
【学生の意見等からの気づき】
病気などで体調が悪くなっても、すべての学習教材は、学習支援システムHoppii
にアップロードされてあります。このシステムを活用して自習してください。
【学生が準備すべき機器他】
授業時そして予習や復習の際にも、学習支援システム Hoppii を利用するた
め、インターネット、パソコンあるいはノートブックを使用します。もし可
能であれば、Web カメラとプリンターを用意してください。
【その他の重要事項】
オンデマンド型オンライン授業の詳細は、すでに学習支援システム Hoppii に
掲載していますので、そちらをご覧ください。
【Outline and objectives】
Bioethics has developed into today’s form from the background of
inhumane human experiments in the middle of the 20th century.
Taking into account such historical human rights issues, we learn
in this class the four principles of bioethics (respect for autonomy,
beneficence, nonmaleficence, justice) and three concepts of consent
(informed consent, informed ascent, proxy consent). At that time, we
will watch medical dramas related to the lecture contents and deepen
our understanding of bioethical concepts and human rights issues.
This course is suitable for legal education, such as those listed in the
Culture, Society, and Law Course. It also belongs to the course of an
Administration, Public Policy, and Law.
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生命倫理と人権Ⅱ

洪　賢秀

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
生命科学技術の進展により、私たちは、「いのちにどこまで人為的な介入を許
すべきか」という難題に直面しています。本授業では、生命倫理をめぐる諸課
題について社会的・文化的背景を踏まえながら、各社会が新たに登場した生命
科学技術をどのように受容し対応しているのかについて、人権及び法的視点か
らアプローチしていきます。法律学科のコース制との関係では、「裁判と法」
「行政・公共政策と法」及び「文化・社会と法」の各コースに属する科目です。
【到達目標】
本授業では、生殖医療技術、遺伝子関連技術、再生医療、移植医療、終末期医
療などについて、各社会がとのような規制をもち、どのような議論をしてい
るのか、具体的な事例を検討し、生命倫理に関する基本的情報を習得します。
また、他の人との意見交換をとおして、生命倫理に関する多様な立場や価値
観への理解を示すととともに、自分の考えを深めていくことを目指します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
授業内容の理解度を確認し、テーマにおける自分の考えを整理していただく
ために、ミニレポートを課し提出してもらいます。提出されたミニレポート
に対して、個人への回答やコメントが必要な場合には、個別に回答・コメン
トをお送りします。また、全体として共有したほうがよいと思われる内容に
ついては、次の講義の際に、おさらいと補足をいたします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 生命倫理とは何か 人間の欲望と歴史的教訓としての倫理
第 2 回 生殖医療技術と倫理 生殖医療技術と「生殖医療民法特例

法」と諸課題
第 3 回 遺伝子関連技術と倫理① 遺伝情報と差別
第 4 回 遺伝子関連技術と倫理② ゲノム研究とゲノム医療
第 5 回 遺伝子関連技術と倫理③ ゲノム編集と遺伝子関連検査
第 6 回 再生医療と倫理① クローン技術
第 7 回 再生医療と倫理② 人体組織と再生医療
第 8 回 エンハンスメントと倫理 エンハンスメントの問題と背景
第 9 回 移植医療をめぐる倫理① 脳死と臓器移植
第 10 回 移植医療をめぐる倫理② いのちの贈物の光と影
第 11 回 移植医療をめぐる倫理③ 移植ツーリズム
第 12 回 死をめぐる倫理① 終末期医療
第 13 回 死をめぐる倫理② 新型コロナウイルスと終末期
第 14 回 死をめぐる倫理③ 死体の研究利用
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業において適宜指示します。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標
準とします。
準備学習としては、授業内容と関連するテーマについてテキストや参考文献
を読んで、授業に臨んでください。毎回のミニレポートの作成は、授業内容
の論点整理や理解を確認するための復習の時間となります。
【テキスト（教科書）】
神里彩子・武藤香織編『医学・生命科学の研究倫理ハンドブック』（東京大
学出版会、2015 年、税込 2592 円）
【参考書】
『ジュリスト増刊　ケース・スタディ　生命倫理と法』、松原洋子・伊吹友秀
『生命倫理のレポート・論文を書く』（東京大学出版会）、橳島次郎『先端医療
と向き合う : 生老病死をめぐる問いかけ』（平凡社新書）
その他、授業において毎回レジュメや資料を配布し、参考文献は随時紹介し
ます。
【成績評価の方法と基準】
評価の配分は、期末レポート 50%と、ミニレポートの課題 50%とし、総合評
価します。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし

【Outline and objectives】
Advances in the life sciences and technologies are forcing us to confront
the difficult question of “How much artificial intervention into life
should be permitted?” In this class, drawing on the social and cultural
background of a variety of issues surrounding bioethics, we adopt a
legal and human rights perspective as we approach the question of how
each society accepts and responds to newly emerging life sciences and
technologies. With reference to the law school’s course system, this
class is affiliated with the following courses: “Courts and the Law,”
“Administrative and Public Policy and the Law,” and “Culture, Society,
and Law.”
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

行政法入門Ⅰ

西田　幸介

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　行政法とは行政に関する法のことを指す。行政法が他の法分野と大きく異な
るのは、行政法という名前の法律（行政法典）がないことである。このため、
学習者は行政法の体系や基本原理を法典を通して知ることができない。「行政
法は難しい」といわれる理由の一つはこの点にあろう。行政法も、法の一種
であるから、権利義務あるいは法律関係を対象とする。しかし、行政法では、
民事法と異なり、権利義務の有無よりも行政の行為の適法性が問題となる。
　この授業では、行政法を学ぶ土台を作るために、行政法の概略、行政法と
はどのような法なのか、行政の組織に関する法律論の基礎的な枠組みおよび
行政法の基本原理を学ぶ。
　この科目は全てのコースに属している。
【到達目標】
①行政法とは何かを説明することができる。
②行政主体と行政機関について説明することができる。
③権限の代行について説明することができる。
④指揮監督について説明することができる。
⑤行政法の基本原理について説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　授業は、オンデマンド授業とリアルタイムオンライン授業を併用して行う
（ハイブリッド型授業）そのために、Hoppii と Google クラスルームを利用
する。Hoppii は授業開始当初に受講者または受講希望者への連絡のために用
い、Google クラスルームを主として利用する。受講者は、① Google クラス
ルームを通して配信される動画を閲覧するか指定テキストの該当箇所を精読
した（必須）うえで、② Google クラスルームを通して理解度確認のための小
テストを受験し（任意）リアクションペーパーを提出し（任意）、③適宜実施
されるリアルタイムオンライン授業を受講することで、学習を進める。①と
②はオンデマンド授業である。
小テストに対するフィードバックは、個別に得点を開示しかつ解説を示すこ
とによって行う。リアクションペーパーに対するフィードバックは、必要に
応じて担当者が個別にコメントし、また、必要に応じて授業内で受講者全員
に向けてコメントをすることによって実施する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション

行政法のイメージ
授業の進め方
行政法令の諸相
行政の主体とプロセス

第 2 回 行政法序論（１） 行政と行政法
行政法の三分野
行政法典の不在

第 3 回 行政法序論（２） 行政の意義と分類
第 4 回 行政法序論（３） 公法私法二元論

民事法の適用
第 5 回 行政主体と行政機関（１） 行政主体の種類
第 6 回 行政主体と行政機関（２） 行政機関の権限と分類
第 7 回 行政主体と行政機関（３） 行政機関の類似概念
第 8 回 行政機関の相互関係 指揮監督

権限の代行
第 9 回 行政法の基本原理（１） 法律による行政の原理の意義と内容
第 10 回 行政法の基本原理（２） 法律による行政の原理の形式性とその

克服
第 11 回 行政法の基本原理（３） 信義誠実の原則
第 12 回 行政法の基本原理（４） 権利濫用禁止の原則
第 13 回 行政法の基本原理（５） 比例原則
第 14 回 行政法の基本原理（６） 平等原則
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキスト、参考図書、その他授業内で指示された内容にもとづく学習。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
西田幸介『行政法入門講義』（生協書籍部で販売）を用いる。

【参考書】
教科書・体系書
・稲葉馨ほか『行政法』（2018 年，第 4 版，有斐閣）
・今村成和（著）=畠山武道（補訂）『行政法入門』（2012 年，第 9 版，有斐閣）
・宇賀克也『行政法概説Ⅰ』（2020 年，第 5 版，有斐閣）
・小早川光郎『行政法上』（1999 年，弘文堂），『行政法講義下Ⅰ』（2002 年，
弘文堂）
・塩野宏『行政法Ⅰ』（2015 年，第 6 版，有斐閣）
・芝池義一『行政法読本』（2016 年，第 4 版，有斐閣）
・高橋滋『行政法』（2018 年，第 2 版，弘文堂）
・原田尚彦『行政法要論』（2012 年，全訂第 7 版補訂 2 版，学要書房）
・藤田宙靖『行政法総論』（2013 年，青林書院）
その他
・宇賀克也ほか（編）『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ』（2017 年，第 7 版，有斐閣）
・稲葉馨ほか（編）『ケースブック行政法』（2018 年，第 6 版，弘文堂）
・芝池義一（編）『判例行政法入門』（2017 年，第 6 版，有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
　原則としてレポート（100 ％）のみで評価する。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。引き続き授業改善に努めていきたい。
【学生が準備すべき機器他】
　 Google クラスルームおよび学習支援システムを利用するので、インター
ネット環境だけでなく、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、イン
ターネットの利用が可能な情報機器の準備が必須である。スマートフォンの
みでも受講が可能なように配慮するが、スマートフォンのみの場合、レポー
ト作成に当たっては物理キーボードの利用を検討した方がよいだろう。
【その他の重要事項】
　行政法の科目としては、行政法入門Ⅰ・Ⅱのほかに、行政作用法Ⅰ・Ⅱ、行
政救済法Ⅰ・Ⅱ、行政組織法、地方自治法、環境法、都市法、租税実体法、租
税手続法がある。行政法の科目を履修または受講する場合、いずれも行政法入
門Ⅰ・Ⅱを受講していることを前提として授業が行われるので、単位修得の有
無にかかわらず、2 年次に行政法入門Ⅰ・Ⅱを受講しておくことが望ましい。
ただし、行政法の他の科目を履修するに当たって、行政法入門Ⅰ・Ⅱの履修
あるいは単位取得は必須の条件としていない。
　これらのほか、法学部のカリキュラムでは行政法として位置づけられてい
ないが、教育法、経済法、社会保障法など行政と密接に関係する法律分野も
ある。行政に関する法律問題を学びたいと思っている学生は、行政法の科目
のみならず、これらの科目を受講するとよいだろう。
【Outline and objectives】
Administrative Law is whole body of Laws concern to Public Admin-
istration. Although Administrative Law regulate legal relationship
between Nation and Natural or Legal Person, in Administrative Law,
legality of acts that Administrative Agency do is very important matter.
In this course, Students learn about outline of Administrative Law,
Administrative Organ and basic principal of Administrative Law.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

行政法入門Ⅱ

西田　幸介

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　行政法入門Ⅱでは、行政法入門Ⅰに引き続きそれを前提に、行政作用法お
よび行政救済法の基本的な理論について解説する。
　行政作用とは行政主体が私人に対してする行政活動を指し、これを規律す
るのが行政作用法である。行政作用法の詳細は、この授業に続く行政作用法
Ⅰ・Ⅱで取り扱われる。行政作用は人権に関わる。たとえば、営業規制は営業
（職業選択・職業活動）の自由を、建築規制は財産権を、それぞれ規制するも
のであるし、生活保護は生存権を実現するためのものといえる。この意味で
行政法は、人権侵害に対抗するための法律論である。
　この授業では、こうした認識を前提に、行政作用については、行政作用に
関する法律論の基礎的な枠組みを示すとともに、行政作用に関する一般制度
として行政手続を取り上げる。前者では、とりわけ、行政機関が行政主体の
ために行政作用としてする行為（行政の行為）の法形式の整理が重要である。
行政の行為には様々なものが含まれるが、それは、権力性、法効果および具
体性の三要素によって分類される。この基準によって行政の行為の法的性質
を見極められるようになることが、まずもって必要である。
　行政救済とは、行政作用により私人に生じた不利益の救済のことをいい、こ
れを行政救済法は規律する。その主要法律として、行政事件訴訟法、行政不服
審査法および国家賠償法がある。行政救済法の詳細は、この授業に続く行政
救済法Ⅰ・Ⅱで取り扱われる。行政法学では、行政救済に関して、行政事件訴
訟、行政上の不服申立て、国家賠償請求などを取り上げてきた。行政救済と
は別の観点として、行政作用の司法審査というものがある。これは、行政作
用の適法性を行政とは個別される国家機関である裁判所が審査するものであ
り、それは行政事件訴訟だけでなく民事訴訟や刑事訴訟においても行われる。
　この授業の受講者は、行政法入門Ⅰで学んだ行政法の基本原理と行政組織
法の基礎を前提に、行政作用法と行政救済法の基本的な法制度を理解し、行
政法現象を法的に把握できるようになることを期待される。
　この科目は全てのコースに属している。
【到達目標】
①行政の各種の行為（行為形式）について説明することができる。
②行政救済の概略をを説明することができる。
③行政手続について説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　授業は、オンデマンド授業とリアルタイムオンライン授業を併用して行う
（ハイブリッド型授業）そのために、Hoppii と Google クラスルームを利用
する。Hoppii は授業開始当初に受講者または受講希望者への連絡のために用
い、Google クラスルームを主として利用する。受講者は、① Google クラス
ルームを通して配信される動画を閲覧するか指定テキストの該当箇所を精読
した（必須）うえで、② Google クラスルームを通して理解度確認のための小
テストを受験し（任意）リアクションペーパーを提出し（任意）、③適宜実施
されるリアルタイムオンライン授業を受講することで、学習を進める。①と
②はオンデマンド授業である。
小テストに対するフィードバックは、個別に得点を開示しかつ解説を示すこ
とによって行う。リアクションペーパーに対するフィードバックは、必要に
応じて担当者が個別にコメントし、また、必要に応じて授業内で受講者全員
に向けてコメントをすることによって実施する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 行政の各種の行為（１） 内部的行為と外部的行為

行政の行為形式
第 2 回 行政の各種の行為（２） 行政行為
第 3 回 行政の各種の行為（３） 法規命令
第 4 回 行政の各種の行為（４） 行政契約

実力行使
行政指導

第 5 回 行政救済法の基礎（１） 行政作用の司法審査
行政事件訴訟の意義

第 6 回 行政救済法の基礎（２） 取消訴訟の意義
第 7 回 行政救済法の基礎（３） 取消訴訟の訴訟要件
第 8 回 行政救済法の基礎（４） 無効等確認訴訟

差止訴訟

第 9 回 行政救済法の基礎（５） 義務付け判決
当事者訴訟

第 10 回 行政救済法の基礎（６） 民衆訴訟
機関訴訟

第 11 回 行政救済法の基礎（７） 行政上の不服申立て
第 12 回 行政救済法の基礎（８） 国家賠償
第 13 回 行政手続の基礎（１） 適正手続の保障
第 14 回 行政手続の基礎（２） 行政手続の手法
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキスト、参考図書、その他授業内で指示された内容にもとづき学習する。本
授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
西田幸介『行政法入門講義』（生協書籍部で販売）
【参考書】
教科書・体系書
・稲葉馨ほか『行政法』（2018 年，第 4 版，有斐閣）
・今村成和（著）=畠山武道（補訂）『行政法入門』（2012 年，第 9 版，有斐閣）
・宇賀克也『行政法概説Ⅰ』（2020 年，第 7 版，有斐閣）
・小早川光郎『行政法　上』（1999 年，弘文堂），『行政法講義　下Ⅰ』（2002
年，弘文堂）
・塩野宏『行政法Ⅰ』（2015 年，第 6 版，有斐閣）
・芝池義一『行政法読本』（2016 年，第 4 版，有斐閣）
・高橋滋『行政法』（2018 年，第 2 版，弘文堂）
・原田尚彦『行政法要論』（2012 年，全訂第 7 版補訂 2 版，学要書房）
・藤田宙靖『行政法総論（上）』（2020 年，青林書院）
その他
・宇賀克也ほか（編）『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ』（2017 年，第 7 版，有斐閣）
・稲葉馨ほか（編）『ケースブック行政法』（2018 年，第 6 版，弘文堂）
・芝池義一（編）『判例行政法入門』（2017 年，第 6 版，有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
　原則としてレポート（100%）による。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　 Google クラスルームおよび学習支援システムを利用するので、インター
ネット環境だけでなく、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、イン
ターネットの利用が可能な情報機器の準備が必須である。スマートフォンの
みでも受講が可能なように配慮するが、スマートフォンのみの場合、レポー
ト作成に当たっては物理キーボードの利用を検討した方がよいだろう。
【その他の重要事項】
行政法入門Ⅱのカリキュラム上の位置づけについては、行政法入門Ⅰのシラ
バス参照。
【Outline and objectives】
In this course, the basic legal theories of acts of Administrative Agency
and the outline of Administrative Remedies are taken up. Acts of
Administrative Agency are concerned to Fundamental Human Rights.
For example, Regulation to Occupation will regulate the Freedom to act
Occupation. Livelihood Protection will realize the Right to live. So, in
these meanings, the Administrative Law theories are means of Human
Rights Protection. Administrative Remedies mean remedies to rights or
interests that are injured by acts of Administrative Agency.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

行政法入門Ⅰ

髙橋　滋

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
Ⅰ行政法とは行政に関する法のことを指す。行政法が他の法分野と大きく異
なるのは、行政法という名前の法律（行政法典）がないことである。しかし
ながら、市場及び国民生活に対する公的な介入としての行政のメカニズムに
即して、行政法は独自の体系を構築している。
Ⅱ　本講義は、行政法に関する入門科目として、行政法入門Ⅱとともに、行
政法に関する題材を幅広く取扱い、行政法の全体像の把握、行政法の基礎知
識に関する修得を目指す。
Ⅲ行政法入門Ⅰにおいては、具体的には、行政法の基礎、行政組織法の基礎、
　行政活動（作用）法入門 (前半) を取り扱う。全てのコースに配置されてい
る科目である。
【到達目標】
Ⅰ知識面
　①行政法の全体像を把握し、各学習項目について基礎的な知識を確実に理
解する。
　②行政法の基礎的な理解に不可欠な行政法令、代表的な最高裁判所の判決
の概要について、確実な知識を身に付ける。
　③具体的には、次のものを取り扱う。
　　行政法の体系、法治主義と法の支配、行政法の基本原理、
　　行政組織法の基礎
　　行政行為
Ⅱ能力面
　① 行政法分野における基礎的な解説文が読解できる能力を養う。併せて、
代表的な最高裁判所の判旨を正確に理解できる能力を養う。
　②解説文、最高裁判所の判決要旨等について、理解できない点、疑問点を
発見し、これらについて自ら基礎的文献を調べ、あるいは、担当教員等に質
問するなどして、受動的ではなく、積極的に講義に参加する学習態度を身に
付ける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
Ⅰ一般的な講義形式による。ただし、新型コロナ感染症の蔓延が終息しない
間においては、規模の大きい本講義は、当分の間、学習支援システムに、学習
資料と動画の URL をアップすることを通じた動画の視聴と自習の形式、及
び Zoom によるリアルタイム講義形式を併用する。併せて、Zoom の視聴時
間把握機能とアンケート機能を用いて、講義参加実態とアンケートの回答状
況を確認し、学習状況を把握する (状況により変動し得るため、毎週、学習支
援システムを確認すること)。
Ⅱ受講者は教科書を購入し、学習支援システムからダウンロードした資料を
利用しつ、動画を視聴して学習を進めること。
Ⅲ受講者は、併せて、Zoom を用いたリアルタイム講義に参加し、予習を踏
まえて学習を深め、その後の復習を通じて理解を定着させること。
学生に対するフィードバックは、試験につき、必要と認めた場合に、採点方針
と講評を事後に公表する形で実施する (第１回中間試験については必ず実施)。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション

行政法とは何か
授業の進め方
行政法令の例

第 2 回 行政法基礎（１） 行政法の基本原理 (１)
第 3 回 行政法基礎（２）・行政組

織法 (１)
行政法の基本原理 (２)・行政組織法
(１)(行政主体)

第 4 回 行政法組織法 (２) 行政組織法 (２)(国・地方関係、地方分
権)

第 5 回 第１回中間試験 第１回中間試験 (試験範囲は、第１回
～第４回)

第 6 回 行政組織法（３） 行政組織法 (３)(公私協働、行政機関)
第 7 回 行政作用法入門（１） 行政作用法入門（１）(行政の行為形式

論、「行政行為」① (概説))
第 8 回 行政作用法入門（２） 行政作用法入門（２）(行行政行為②

（行政行為と事後的救済の制度①))
第 9 回 行政作用法入門（３） 行政行為③（行政行為と事後的救済の

制度②）
第 10 回 第２回中間試験 第２回中間試験 (試験範囲は、第６回

～第９回)

第 11 回 行政作用法入門（４） 行政行為④ (行政手続①- 概説・申請
に対する処分)

第 12 回 行政作用法入門（５） 行政行為⑤ (行政手続②- 不利益処分)
第 13 回 行政作用法入門（６） 行政行為⑥ (行政裁量)
第 14 回 行政作用法入門（７） 行政指導
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
入門科目であるので、テキストを熟読すること。また、適宜、プリントを配
布するので、それも必要に応じて参照すること。さらに、わからない用語等
があれば、法律学辞典等を調べること。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
髙橋滋＝野口貴公美＝磯部哲＝大橋真由美編『行政法 Visual Materials〔第
2 版〕』（有斐閣、2020 年）2,750 円
(最新の内容の理解が重要であり、理解度テストも最新の知見を重視するため、
第 1 版の使用は推奨しない (第 1 版の記述に依拠して解答した場合は及第点
が獲得できない可能性がある))

【参考書】
髙橋滋『行政法 (第 2 版)』(弘文堂、2018 年) 3,500 円　
【成績評価の方法と基準】
Ⅰ 大学の学習支援システムを用いたオンライン中間試験を２回実施する (合
計２５%)、期末オンライン試験を１回実施する (２５%)。合計５０％
Ⅱ Zoom の接続時間登録機能を用いた出席チェック、Zoom のアンケート機
能を用いた理解度チェックを通じて、平常の学習態度を評価する (５０%)。春
学期における Zoom を通じた受講の習熟度の向上を踏まえ、理解度チェック
は各問について実施する (接続時間要件を満たし、かつ、２問正解の場合は５
点、同じく 1 問正解の場合は３点、２問とも不正解の場合１点、接続要件不
充足の場合は０点)。任意の１０回の講義につき、１０回 × ５％＝合計５０％
Ⅲ正当な事由により、接続時間要件を満たすことができず、あるいは、アン
ケートに解答できなかった受講者については、正当事由を証する物件の提出
を条件として、レポートの提出による救済措置を実施する (レポートの記載内
容に応じて 0 点から５点を付与する)。
Ⅳ学生に対するフィードバックは、試験につき、必要と認めた場合に、採点
方針と講評を事後に公表する形で実施する (第１回中間試験については必ず
実施)。
【学生の意見等からの気づき】
①学習に意欲的な受講者の反応からは、オンライン講義の形態であっても、
対面講義に劣らない講義内容を提供できたものと考える
②教員・学生相互にオンライン講義の習熟度が向上したと思われることから、
平常点の確認の手法をより厳格なものに切り替えることとした。
③ Zoomについても学習支援システムについても稀にではあるが通信障
害が生ずることが確認された。この点を踏まえ、昨年度においても救済措置
を実施したが、平常点の評価の厳格化に伴い、救済措置としてのレポートの
評価も厳格化する。
【学生が準備すべき機器他】
ＰＣ (所有しない者には大学から貸与される)
無線ルーター (所有しない者には貸与または通信費が補助される) 又はデータ
回線
六法 (ＷＥＢ上に政府の法令データベースが公開されている)

【その他の重要事項】
なし
【Outline and objectives】
(1)Introduction to Administrative LawⅠ
As an introductory lecture of administrative law, together with
Introduction to Administrative law Ⅱ, this lecture handles many
materials about the administration. Students are expected to grasp the
whole structure of the subject and to acquire basic knowledge about the
administrative law.
(2) Contents of the lecture
Basic theory of administrative Law,Introduction to administrative
organization law, introduction to administrative operations(first half).
(3) This lecture is for all courses.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

行政法入門Ⅱ

髙橋　滋

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
Ⅰ行政法に関する入門科目として、行政法入門Ⅰとともに、全てのコースに
置かれている。行政法に関する題材を幅広く取扱い、行政法の全体像の把握、
行政法の基礎知識に関する修得を目指す。
Ⅱ実定法、特に行政法の講義内容が抽象的なものとなりがちであることに留
意し、行政法の複雑な仕組みを平易に説明した図・グラフ、重要判例の事案の
理解に資する図・説明文、行政実務に用いられている文書等を多く用い、行
政法全体の体系に関する基礎的な理解及び基礎知識が 1 年間 4 単位の講義を
通じて修得できることを目指す。
Ⅲ具体的には、次の内容を取り扱う。
　　行政立法、行政計画、行政契約
　　情報公開、個人情報保護
　　国家補償法入門、国家賠償、損失補償
　　行政争訟法入門、行政訴訟
【到達目標】
Ⅰ知識面
①行政法の全体像を把握し、各学習項目について基礎的な知識を確実に理解
する。
②行政法の基礎的に理解に不可欠な行政法令、代表的な最高裁判所の判決の
概要についても、確実な知識を身に付ける。
Ⅱ　能力面
①行政法分野における基礎的な解説文が読解できる能力を養う。併せて、代
表的な最高裁判所の判旨を正確に理解できる能力を養う。
②解説文、最高裁判所の判決要旨等について、理解できない点、疑問点を発見
し、これらについて自ら基礎的文献を調べ、あるいは、担当教員等に質問する
などして、受動的ではなく、積極的に講義に参加する学習態度を身に付ける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
Ⅰ一般的な講義形式による。ただし、新型コロナ感染症の蔓延が終息しない
間においては、規模の大きい本講義は、当分の間、学習支援システムに、学習
資料と動画の URL をアップすることを通じた動画の視聴と自習の形式、及
び Zoom によるリアルタイム講義形式を併用する。併せて、Zoom の視聴時
間把握機能とアンケート機能を用いて、講義参加実態とアンケートの回答状
況を確認し、学習状況を把握する (状況により変動し得るため、毎週、学習支
援システムを確認すること)。
Ⅱ受講者は教科書を購入し、学習支援システムからダウンロードした資料を
利用しつ、動画を視聴して学習を進めること。
Ⅲ受講者は、併せて、Zoom を用いたリアルタイム講義に参加し、予習を踏
まえて学習を深め、その後の復習を通じて理解を定着させること。
学生に対するフィードバックは、試験につき、必要と認めた場合に、採点方針
と講評を事後に公表する形で実施する (第１回中間試験については必ず実施)。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 行政契約・行政立法① 行政契約・行政立法① (概説)
第 2 回 行政立法② 行政立法② (法規命令・行政規則①)
第 3 回 行政立法③・行政計画 行政立法③ (行政規則②)・行政計画
第 4 回 行政情報の公開 行政情報の公開
第 5 回 行政情報と個人情報保護 行政情報と個人情報保護
第 6 回 第１回中間試験 第１回中間試験 (試験範囲は、第１回

から第５回)
第 7 回 行政訴訟の基礎・抗告訴

訟①
行政訴訟の基礎・抗告訴訟の種類・取
消訴訟の要件①

第 8 回 抗告訴訟② 取消訴訟の訴訟要件①- 処分性・原告
適格

第 9 回 抗告訴訟③ その他の抗告訴訟・仮の救済
第 10 回 当事者訴訟・客観訴訟 当事者訴訟・客観訴訟
第 11 回 第２回中間試験 第２回中間試験 (試験範囲は、第７回

～第１０回)
第 12 回 国家賠償法① 国家賠償法①- 概説、公務員・公権力

の行使
第 13 回 国家賠償法② 国家賠償法②- 故意・過失・違法性、

職務行為基準説

第 14 回 国家賠償法③ 公の営造物の設置管理の瑕疵・国家補
償の谷間

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
入門科目であるので、テキストを予め熟読すること。また、わからない用語
等があれば、参考文献を調べること。本授業の準備・復習時間は、各２時間を
標準とする。
【テキスト（教科書）】
髙橋滋＝野口貴公美＝磯部哲＝大橋真由美編『行政法 Visual Materials〔第
2 版〕』（有斐閣、2020 年）2,750 円
(最新の内容の理解が重要であり、理解度テストも最新の知見を重視するため、
第 1 版の使用は推奨しない (第 1 版の記述に依拠して解答した場合は及第点
が獲得できない可能性がある))

【参考書】
髙橋滋『行政法 (第 2 版)』(弘文堂、2018 年) 　 3,500 円
【成績評価の方法と基準】
Ⅰ 大学の学習支援システムを用いたオンライン中間試験を２回実施する (合
計２５%)、期末オンライン試験を１回実施する (２５%)。合計５０％
Ⅱ Zoom の接続時間登録機能を用いた出席チェック、Zoom のアンケート機
能を用いた理解度チェックを通じて、平常の学習態度を評価する (５０%)。春
学期における Zoom を通じた受講の習熟度の向上を踏まえ、理解度チェック
は各問について実施する (接続時間要件を満たし、かつ、２問正解の場合は５
点、同じく 1 問正解の場合は３点、２問とも不正解の場合１点、接続要件不
充足の場合は０点)。任意の１０回の講義につき、１０回 × ５％＝合計５０％
Ⅲ正当な事由により、接続時間要件を満たすことができず、あるいは、アン
ケートに解答できなかった受講者については、正当事由を証する物件の提出
を条件として、レポートの提出による救済措置を実施する (レポートの記載内
容に応じて 0 点から５点を付与する)。
Ⅳ学生に対するフィードバックは、試験につき、必要と認めた場合に、採点
方針と講評を事後に公表する形で実施する (第１回中間試験については必ず
実施)。
【学生の意見等からの気づき】
①学習に意欲的な受講者の反応からは、オンライン講義の形態であっても、
対面講義に劣らない講義内容を提供できたものと考える
②教員・学生相互にオンライン講義の習熟度が向上したと思われることから、
平常点の確認の手法をより厳格なものに切り替えることとした。
③ Zoomについても学習支援システムについても、稀にではあるが通信障
害が生ずることが確認された。この点を踏まえ、昨年度においても救済措置
を実施したが、平常点の評価の厳格化に伴い、救済措置としてのレポートの
評価も厳格化する。
【学生が準備すべき機器他】
授業支援システム等を使用する。
PC(ない場合には大学から貸与される)
通信設備 (ない場合には大学の通信費補助又は無線ルーターの貸与がある)
六法 (ネットで政府の法令データベースを無料で利用できる)

【その他の重要事項】
なし。
【Outline and objectives】
(1)Introduction to Administrative LawⅡ
As an introductory lecture of administrative law, together with
Introduction to Administrative law Ⅰ, this lecture handles many
materials about the administration. Students are expected to grasp the
whole structure of the subject and to acquire basic knowledge about the
administrative law.
(2) Contents of the lecture
Introduction to administrative operations (last half), Freedom of
Administrative Information and Protection of Personal Data, State
Compensation, Appeals and Suits against Administration.
(3) This lecture is for all courses.
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　発行日：2021/4/1

LAW300AB

行政作用法Ⅰ

西田　幸介

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この科目では、行政法入門Ⅰ・Ⅱにおいて取り扱われた内容を前提に、行
政の各種の行為とその法的規制について取り上げる。行政の行為とは、行政
主体ないし行政機関が行政作用として行う行為のことをいう。従来から行政
法学が考察の対象としてきた行政の各種の行為として、行政による規範制定
（法規命令と行政規則）、行政計画、行政行為、行政契約、実力行使（即時強制
と強制執行行為）および行政指導がある。これら行政の行為が恣意的に行わ
れてはならないことはいうまでもない。また、これらは民主的統制に服する
必要がある。そこで、行政の行為に対しては、とりわけ法律によって、実体・
手続の両面から各種の規制が行われている。
　この授業では、行政の各種の行為の意義・分類・法的規制について、個別の
行政法令を参照しながら学ぶ。
　なお、この科目は、「裁判と法コース」「行政・公共政策と法コース」に配置
されている科目である。
【到達目標】
①行政の各種の行為をその法的性質に応じて分類することができる
②行政の各種の行為の法的規制について説明することができる
③個別の行政法令（建築基準法など）に定められている行政の各種の行為の
法的性質を見極めることができる
④具体的な事件において行政の各種の行為が私人の権利利益にどのように影
響を及ぼしているかを把握することができる
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　授業は、オンデマンド授業とリアルタイムオンライン授業を併用して行う
（ハイブリッド型授業）そのために、Hoppii と Google クラスルームを利用
する。Hoppii は授業開始当初に受講者または受講希望者への連絡のために用
い、Google クラスルームを主として利用する。受講者は、① Google クラス
ルームを通して配信される動画を閲覧するか指定テキストの該当箇所を精読
した（必須）うえで、② Google クラスルームを通して理解度確認のための小
テストを受験し（任意）リアクションペーパーを提出し（任意）、③適宜実施
されるリアルタイムオンライン授業を受講することで、学習を進める。①と
②はオンデマンド授業である。
小テストに対するフィードバックは、個別に得点を開示しかつ解説を示すこ
とによって行う。リアクションペーパーに対するフィードバックは、必要に
応じて担当者が個別にコメントし、また、必要に応じて授業内で受講者全員
に向けてコメントをすることによって実施する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 行政法の体系と行政作用法

行政作用とは何か
第 2 回 行政による規範制定（１） 意義と分類
第 3 回 行政による規範制定（２） 法規命令と行政規則
第 4 回 行政による規範制定（３） 法的規制
第 5 回 行政計画 意義と分類

法的規制
第 6 回 行政行為（１） 意義と分類
第 7 回 行政行為（２） 法的規制
第 8 回 行政行為（３） 申請に対する処分の手続
第 9 回 行政行為（４） 不利益処分の手続
第 10 回 行政契約（１） 意義と分類
第 11 回 行政契約（２） 法的規制
第 12 回 即時強制と行政調査 意義と分類

法的規制
第 13 回 行政指導（１） 意義と分類
第 14 回 行政指導（２） 法的規制
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　参考書、その他授業内で指示された内容にもとづき学習する。本授業の準
備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
西田幸介『行政作用法講義』（生協書籍部で販売）

【参考書】
教科書・体系書
・稲葉馨ほか『行政法』(2018 年，第 4 版，有斐閣)
・今村成和 (著)=畠山武道 (補訂)『行政法入門』(2012 年，第 9 版，有斐閣)
・宇賀克也『行政法概説Ⅰ』(2020 年，第 7 版，有斐閣)
・小早川光郎『行政法上』(1999 年，弘文堂)，『行政法講義下Ⅰ』(2002 年，
弘文堂)
・塩野宏『行政法Ⅰ』(2015 年，第 6 版，有斐閣)
・芝池義一『行政法総論講義』(2006 年，第 4 版補訂版，有斐閣)
・高橋滋『行政法』(2018 年、第 2 版、弘文堂)
・原田尚彦『行政法要論』(2012 年，全訂第 7 版補訂 2 版，学要書房)
・藤田宙靖『行政法総論（上）』(2020 年，青林書院)
その他
・宇賀克也ほか (編)『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ』(2017 年，第 7 版，有斐閣)
・稲葉馨ほか (編)『ケースブック行政法』(2018 年，第 6 版，弘文堂)
・芝池義一 (編)『判例行政法入門』(2017 年，第 6 版，有斐閣)

【成績評価の方法と基準】
　原則としてレポート（100 ％）のみで評価する。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　 Google クラスルームおよび学習支援システムを利用するので、インター
ネット環境だけでなく、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、イン
ターネットの利用が可能な情報機器の準備が必須である。スマートフォンの
みでも受講が可能なように配慮するが、スマートフォンのみの場合、レポー
ト作成に当たっては物理キーボードの利用を検討した方がよいだろう。
【その他の重要事項】
　行政法入門Ⅰおよび行政法入門Ⅱを履修しているか履修中であることを前
提として、授業を進める。両科目を履修していないかあるいは履修中でない
者が、この科目を履修することを排除しないが、その場合には、各自で両科
目で取り扱われる内容について、学習しておくことが必要である。また、こ
の科目を履修したのちに、行政作用法Ⅱを履修することが望ましい。
【Outline and objectives】
In this course, definitions, legal natures and legal regulations of the acts
of the Administrative Agency are taken up. The acts are included one
that has legal effect and one that doesn’t have legal effect. In study
of Administrative Law, regardless a act of Administrative Agency has
legal effect or not, functions that statutes or courts have to do in legal
regulation of Administration is important.
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　発行日：2021/4/1

LAW300AB

行政作用法Ⅱ

西田　幸介

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この科目では、行政作用法Ⅰに引き続きそれを前提として、行政の実効性
確保と行政行為の法理を取り上げる。
　行政の実効性確保とは、私人が行政上の義務を任意に履行しなかったり、行
政側からみて不適切と考えられる行動をとっているときに、義務の履行を強制
したり、各種手段を用いて行政の意図する行動をとらせたりすることをいう。
これには、刑事罰が含まれるほか、身体・財産への実力行使に当たるものも
あるので、その適正化がとりわけ強く要請される。
　行政行為とは、行政の各種の行為のうち、行政機関が一方的に私人の権利義
務を具体的に決定する行為のことをいう。行政行為の意義・分類・法的規制の
概略は、行政作用法Ⅰにおいて解説される。この授業では、行政行為につい
て、その意義等を確認するところからはじめて、行政行為の法理を詳細に検
討する。その具体的内容は、①行政行為の効力、②行政行為の瑕疵、③行政
行為の職権取消しと撤回、④行政裁量である。伝統的に行政法学では、行政
作用ないし行政の行為の議論のほとんどは行政行為論に当たられてきた。な
お、上記の事項中、行政裁量は、必ずしも行政行為に限定されることなく、そ
れ以外の行政の行為についても語ることのできるものであるが、従来から学
説で行政裁量として論じられてきたのは行政行為における裁量であった。
　この授業では、上のような行政の実効性確保と行政行為の法理について、個
別の行政法令と関連に注目しつつ、学ぶ。
　なお、この授業は、「行政・公共政策と法コース」に属する。
【到達目標】
①行政の実効性確保の意義と内容を説明することができる
②行政の各種の行為ごとに、それに対応する行政の実効性確保の手法として
いかなるものがあるか、それにどのような法的問題点があるかを説明するこ
とができる
③行政行為の効力について、成立要件や附款による効力制限に留意しながら、
説明することができる
④行政行為の瑕疵について、無効と取消しの差異に注目して、説明すること
ができる
⑤行政行為の職権取消しと撤回の意義や効果、制限法理などについて、それ
が私人に及ぼす影響にふれながら、説明することができる
⑥行政裁量の有無・所在とその司法審査について説明することができる
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　授業は、オンデマンド授業とリアルタイムオンライン授業を併用して行う
（ハイブリッド型授業）そのために、Hoppii と Google クラスルームを利用
する。Hoppii は授業開始当初に受講者または受講希望者への連絡のために用
い、Google クラスルームを主として利用する。受講者は、① Google クラス
ルームを通して配信される動画を閲覧するか指定テキストの該当箇所を精読
した（必須）うえで、② Google クラスルームを通して理解度確認のための小
テストを受験し（任意）リアクションペーパーを提出し（任意）、③適宜実施
されるリアルタイムオンライン授業を受講することで、学習を進める。①と
②はオンデマンド授業である。
小テストに対するフィードバックは、個別に得点を開示しかつ解説を示すこ
とによって行う。リアクションペーパーに対するフィードバックは、必要に
応じて担当者が個別にコメントし、また、必要に応じて授業内で受講者全員
に向けてコメントをすることによって実施する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 行政の実効性確保（１） 行政上の強制執行（行政的執行）
第 2 回 行政の実効性確保（２） 行政上の制裁
第 3 回 行政の実効性確保（３） 行政上の義務と民事執行（司法的執行）
第 4 回 行政行為の効力（１） 成立と効力の発生
第 5 回 行政行為の効力（２） 附款
第 6 回 行政行為の効力（３） 消滅
第 7 回 行政行為の瑕疵（１） 瑕疵ある行政行為
第 8 回 行政行為の瑕疵（２） 無効と取消し
第 9 回 行政行為の瑕疵（３） 無効と取消しの区別
第 10 回 違法な行政行為（１） 違法の類型
第 11 回 違法な行政行為（２） 瑕疵の治癒

違法行為の転換

第 12 回 違法な行政行為（３） 違法性の承継
第 13 回 行政裁量（１） 意義、所在、判定要素
第 14 回 行政裁量（２） 裁量濫用審査
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　参考書、その他授業内で指示された内容にもとづき学習する。本授業の準
備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
西田幸介『行政作用法講義』（生協書籍部で販売）
【参考書】
教科書・体系書
・稲葉馨ほか『行政法』（2018 年，第 4 版，有斐閣）
・今村成和（著）=畠山武道（補訂）『行政法入門』（2012 年，第 9 版，有斐閣）
・宇賀克也『行政法概説Ⅰ』（2020 年，第 7 版，有斐閣）
・小早川光郎『行政法上』（1999 年，弘文堂），『行政法講義下Ⅰ』（2002 年，
弘文堂）
・塩野宏『行政法Ⅰ』（2015 年，第 6 版，有斐閣）
・芝池義一『行政法総論講義』（2006 年，第 4 版補訂版，有斐閣）
・高橋滋『行政法』（2018 年、第 2 版，弘文堂）
・原田尚彦『行政法要論』（2012 年，全訂第 7 版補訂 2 版，学要書房）
・藤田宙靖『行政法総論』（2013 年，青林書院）
その他
・宇賀克也ほか（編）『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ』（2017 年，第 7 版，有斐閣）
・稲葉馨ほか（編）『ケースブック行政法』（2014 年，第 5 版，弘文堂）
・芝池義一（編）『判例行政法入門』（2017 年，第 6 版，有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
　原則としてレポート（100%）による。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。ただ、今後とも授業改善に努めていきたい。
【学生が準備すべき機器他】
　 Google クラスルームおよび学習支援システムを利用するので、インター
ネット環境だけでなく、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、イン
ターネットの利用が可能な情報機器の準備が必須である。スマートフォンの
みでも受講が可能なように配慮するが、スマートフォンのみの場合、レポー
ト作成に当たっては物理キーボードの利用を検討した方がよいだろう。
【その他の重要事項】
　この授業は行政作用法Ⅰを履修した者を対象としている。行政作用法Ⅰを
履修していない者の受講を排除しないが、同科目を未受講の場合、そこで取
り上げられる内容をあらかじめ自習しておくことが望まれる。
【Outline and objectives】
In this course, ensuring effectiveness of the acts of Administrative
Agency, and Administrative Act that is “Gyousei Koui” in Japanese or
“Verwaltungsakt” in German are taken up. In the former, the students
learn the methods to ensure In this course, ensuring effectiveness of
the acts of Administrative Agency, and the Administrative Act that is
“Gyousei Koui” in Japanese or “Verwaltungsakt” in German are taken
up. In the former, the students learn the methods to ensure effectiveness
of the acts of Administrative Agency in cases that Natural or Legal
Person is in non compliance to the acts. The methods include lawful
one or not. In the latter, categorizing the Administrative Acts, legal
regulations of the Administrative Act, the Defective Administrative
Act, and the Administrative Discretions in the Administrative Act are
important themes. By the way, the concept of the Administrative
Act dose not exist in Common Law. So unfortunately “Administrative
Act” is not faithful translation of “Gyousei Koui” or “Verwaltungsakt”.
effectiveness of the acts of Administrative Agency in cases that Natural
or Legal Person isn’t in submission to the acts. The methods include
lawful one or not. In the latter, categorizing Administrative Acts,
legal regulation of Administrative Act, Defective Administrative Act,
and Administrative Discretions in Administrative Act are important
themes. By the way, the concept of Administrative Act dose not exist
in Common Law. So unfortunately “Administrative Act” is not faithful
translation of “Gyousei Koui” or “Verwaltungsakt”.
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LAW300AB

行政救済法Ⅰ

髙橋　滋

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
Ⅰ行政法入門で習得した知識・能力を基盤として、行政救済法に関して学部
レベルで期待される知識・能力の修得を目指す。この科目は「裁判と法」「行
政・公共政策と法」および「文化・社会と法」の各コースに配置されている。
Ⅱ行政救済法Ⅱと併せて４単位の講義であることから、条文解釈を含めた行
政法令の理解、学説の対立点と背景、最高裁判例についての事実関係と判旨
の正確な理解を修得することを目指す。
Ⅲ具体的には、行政訴訟を取り扱う。時間数の関係上、行政争訟制度のうち、
行政不服審査、苦情処理については、行政救済法Ⅱにおいて取り扱う。
【到達目標】
Ⅰ知識面
行政救済法のうち、行政訴訟を取り扱う。関係法令、学説、判例に係る学部
レベルでの知識の確実な修得を目指す。
Ⅱ能力面
①行政救済法分野における学部生向けの解説書・解説文を自ら読解できる能
力を養う。併せて、最高裁判所の判旨を正確に理解できる能力を養う。
②解説文、最高裁判所の判決要旨等について、理解できない点、疑問点を発
見し、これらについて自ら学術論文を調べ、あるいは、担当教員等に質問する
などして、受動的ではなく、積極的に講義に参加する学習態度を身に付ける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
Ⅰ一般的な講義形式による。ただし、新型コロナ感染症の蔓延が終息しない
間においては、規模の大きい本講義は、当分の間、学習支援システムに、学習
資料と動画の URL をアップすることを通じた動画の視聴と自習の形式、及
び Zoom によるリアルタイム講義形式を併用する。併せて、Zoom の視聴時
間把握機能とアンケート機能を用いて、講義参加実態とアンケートの回答状
況を確認し、学習状況を把握する (状況により変動し得るため、毎週、学習支
援システムを確認すること)。
Ⅱ受講者は教科書を購入し、学習支援システムからダウンロードした資料を
利用しつ、動画を視聴して学習を進めること。
Ⅲ受講者は、併せて、Zoom を用いたリアルタイム講義に参加し、予習を踏
まえて学習を深め、その後の復習を通じて理解を定着させること。
学生に対するフィードバックは、試験につき、必要と認めた場合に、採点方針
と講評を事後に公表する形で実施する (第１回中間試験については必ず実施)。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 行政争訟法（概説）、行政

訴訟・概説（１）
行政争訟法（概説）、行政訴訟（沿革
等）、行政統制と司法 (前半)

第 2 回 行政訴訟・概説（２） 行政訴訟と司法 (後半)、行政事件訴訟
の意義と類型、行政事件と民事事件

第 3 回 抗告訴訟（１） 取消訴訟の訴訟要件、処分性（１）-
基本的な考え方

第 4 回 抗告訴訟（２） 処分性（２）、原告適格 (１)
第 5 回 抗告訴訟（３） 原告適格（２)
第 6 回 第１回中間試験 第１回中間試験 (試験範囲- 第１回～

第５回)
第 7 回 抗告訴訟（５） 狭義の訴えの利益
第 8 回 抗告訴訟（６） 他の訴訟要件、取消の審理（１) - 訴

訟物、主張立証責任、文書提出義務、
違法判断の基準時

第 9 回 抗告訴訟（７） 取消訴訟の審理（２）- 主張制限、原
処分主義、処分理由の追加・差換え、
複雑な訴訟形態

第 10 回 抗告訴訟（８） 複雑な訴訟形態・訴訟の終了
第 11 回 第２回中間試験 第２回中間試験 (試験範囲- 第７回～

第１０回)
第 12 回 抗告訴訟 (９) 訴訟の終了、その他の抗告訴訟 (前半)
第 13 回 抗告訴訟 (１０) その他の抗告訴訟 (後半)
第 14 回 機関訴訟、仮の救済 民衆訴訟と機関訴訟

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
行政救済法Ⅰ・Ⅱを合計して学部４単位の講義科目であるので、指定教科書を
熟読し、わからない用語等があれば、参考文献を調べること。興味が出た事
項・判例については、参考文献・ウェブサイトの判例データベースを自ら調べ、
それでも解決できない場合は、教員に質問できるよう準備をしてくること。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
髙橋滋『行政法〔第 2 版〕』(弘文堂、2018 年)3,500 円
(最新の内容の理解が重要であり、理解度テストも最新の知見を重視するため、
第 1 版の使用は推奨しない (第 1 版の記述に依拠して解答した場合は及第点
が獲得できない可能性がある))

【参考書】
以下のものを推奨する（図書館等において、参照し活用すること）。
宇賀＝交告＝山本『行政判例百選Ⅱ〈第 7 版〉』(有斐閣、2017) 　
塩野宏『行政法Ⅱ〈第 6 版〉』（有斐閣・2019）、
宇賀克也『行政法概説Ⅱ行政救済法〈第 6 版〉』（有斐閣・2017）
芝池義一『行政法読本〈第 4 版〉』（有斐閣・2016）
【成績評価の方法と基準】
Ⅰ２回の中間試験 (５０%)、期末試験 (５０％) の合計１００％とする。いず
れも、文章題形式とする。
Ⅱ講義への出席が講義内容の理解度の向上に寄与するとの観点、及び、出席
にインセンティブを与え、かつ、リアクションを講義に反映させる見地から、
Zoom 講義の出席 (２０分程度の退出時間は許容される。それを超える場合に
はアンケートの回答への有無にかかわらずその回の出席点は付与しない)、投
票機能を用いた正誤問題の回答を平常点として加点する (最大５０点を加点)。
Ⅲ学生に対するフィードバックは、試験につき、必要と認めた場合に、採点
方針と講評を事後に公表する形で実施する (第１回中間試験については必ず
実施)。
【学生の意見等からの気づき】
①学習に意欲的な受講者の反応からは、オンライン講義の形態であっても、
対面講義に劣らない講義内容を提供できたものと考える
②教員・学生相互にオンライン講義の習熟度が向上したと思われることから、
平常点の確認の手法をより厳格なものに切り替えることとした。
③ Zoomについても学習支援システムについても、稀にではあるが通信障
害が生ずることが確認された。この点を踏まえ、昨年度においても救済措置
を実施したが、平常点の評価の厳格化に伴い、救済措置としてのレポートの
評価も厳格化する。
【学生が準備すべき機器他】
ＰＣ (所有しない者には大学から貸与される)
無線ルーター (所有しない者には貸与または通信費が補助される) 又はデータ
回線
六法 (ＷＥＢ上に政府の法令データベースが公開されている)

【その他の重要事項】
行政法入門を受講していない者については、受講を推奨しない。判例の分析
を重視し、かつ、様々な行政学説を見渡したバランスの良い解説を心がける
こととする。
【Outline and objectives】
In the "Administrative Remedy LawⅠ", we will deal with the field of the
Administrative Remedy Law in conjunction with the "Administrative
Remedy LawⅡ".
The aim of this lecture is to acquire an understanding of administrative
laws and regulations, including the methods of interpretation about
articles of administrative statues, the logical constructions and
backgrounds of the administrative law theories, and an accurate
understanding of the facts and judgment reasons of the Supreme Court’s
cases in the field of administrative law.
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　発行日：2021/4/1

LAW300AB

行政救済法Ⅱ

髙橋　滋

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
Ⅰ行政救済法Ⅰに続き、行政法入門で習得した知識・能力を基盤として、行政
救済法に関して学部レベルで期待される知識・能力の修得を目指す。この科
目は「裁判と法」「行政・公共政策と法」および「文化・社会と法」の各コー
スに配置されている。
Ⅱ行政救済法Ⅰと併せて 4 単位の講義であることから、条文解釈を含めた行
政法令の理解、学説の対立点と背景、最高裁判例についての事実関係と判旨
の正確な理解を修得することを目指す。
Ⅲ具体的には、行政不服審査制度、苦情処理・オンブズマン
　　　　　　　損失補償、国家賠償法、国家補償の谷間
　を取り扱う。
　　　　　　　
　
【到達目標】
Ⅰ知識面
行政救済法のうち、行政不服審査制度等の狭義の行政争訟制度、国家補償制
度について、関係法令、学説、判例に係る学部レベルでの知識の確実な修得
を目指す。
Ⅱ能力面
①行政救済法分野における学部生向けの解説書・解説文を自ら読解できる能
力を養う。併せて、最高裁判所の判旨を正確に理解できる能力を養う。
②解説文、最高裁判所の判決要旨等について、理解できない点、疑問点を発
見し、これらについて自ら学術論文を調べ、あるいは、担当教員等に質問する
などして、受動的ではなく、積極的に講義に参加する学習態度を身に付ける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
Ⅰ一般的な講義形式による。ただし、新型コロナ感染症の蔓延が終息しない
間においては、規模の大きい本講義は、当分の間、学習支援システムに、学習
資料と動画の URL をアップすることを通じた動画の視聴と自習の形式、及
び Zoom によるリアルタイム講義形式を併用する。併せて、Zoom の視聴時
間把握機能とアンケート機能を用いて、講義参加実態とアンケートの回答状
況を確認し、学習状況を把握する (状況により変動し得るため、毎週、学習支
援システムを確認すること)。
Ⅱ受講者は教科書を購入し、学習支援システムからダウンロードした資料を
利用しつ、動画を視聴して学習を進めること。
Ⅲ受講者は、併せて、Zoom を用いたリアルタイム講義に参加し、予習を踏
まえて学習を深め、その後の復習を通じて理解を定着させること。
学生に対するフィードバックは、試験につき、必要と認めた場合に、採点方針
と講評を事後に公表する形で実施する (第１回中間試験については必ず実施)。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 行政不服審査等（１） ①行政不服審査制度の沿革、行政不服

審査の種類、要件
②行政不服審査の手続Ⅰ（審理員の手
続)

第 2 回 行政不服審査等（２） ①行政不服審査の手続Ⅱ（行政不服審
査会）
②行政審判・苦情処理・オンブズマン

第 3 回 国家補償法・概説、損失
補償（１）

国家補償法の体系・利害調整の制度、
損失補償の理念、憲法 29 条３項の法
的効果

第 4 回 損失補償（２） 損失補償の要否・損失補償の方法、損
失補償と訴訟

第 5 回 第１回中間試験 第１回中間試験 (試験範囲は、第１回
～第４回)

第 6 回 国家賠償（１） 国家賠償の沿革、国家賠償法の体系、
国家賠償法１条の本質論

第 7 回 国家賠償（２） 国家賠償法１条の要件（１）- 公権力
の行使と公務員、違法性と故意・過失
（1）

第 8 回 国家賠償（３） 国家賠償法１条の要件（２）- 違法性
と故意・過失（2）

第 9 回 国家賠償（４） 国家賠償法１条の要件（３）- 職務行
為基準説とその評価、その他の要件

第 10 回 第２回中間試験 第２回中間試験 (試験範囲は、第６回
～第９回)

第 11 回 国家賠償（５） 国家賠償法２条（１）- 営造物の概
念、設置・管理の瑕疵（道路）

第 12 回 国家賠償（６） 国家賠償法２条（２）- 設置管理の瑕
疵（河川）、タイムラグ、１条と２条の
関係

第 13 回 国家賠償（７） 国家賠償法３条ないし６条
第 14 回 国家補償の谷間 国家補償の谷間
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
行政救済法Ⅰ・Ⅱを合計して学部４単位の講義科目であるので、指定教科書を
熟読し、わからない用語等があれば、参考文献を調べること。興味が出た事
項・判例については、参考文献・ウェブサイトの判例データベースを自ら調べ、
それでも解決できない場合は、教員に質問できるよう準備をしてくること。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
髙橋滋『行政法〔第 2 版〕』(弘文堂、2018 年)3,500 円
(最新の内容の理解が重要であり、理解度テストも最新の知見を重視するため、
第 1 版の使用は推奨しない (第 1 版の記述に依拠して解答した場合は及第点
が獲得できない可能性がある))

【参考書】
以下のものを推奨する（図書館等において、参照し活用すること）。
宇賀＝交告＝山本『行政判例百選Ⅱ〈第 7 版〉』(有斐閣、2017) 　
塩野宏『行政法Ⅱ〈第 6 版〉』（有斐閣・2019）、
宇賀克也『行政法概説Ⅱ行政救済法〈第 6 版〉』（有斐閣・2017）
芝池義一『行政法読本〈第 4 版〉』（有斐閣・2016）
【成績評価の方法と基準】
Ⅰ２回の中間試験 (５０%)、期末試験 (５０％) の合計１００％とする。いず
れも、文章題形式とする。
Ⅱ講義への出席が講義内容の理解度の向上に寄与するとの観点、及び、出席
にインセンティブを与え、かつ、リアクションを講義に反映させる見地から、
Zoom 講義の出席 (２０分程度の退出時間は許容される。それを超える場合に
はアンケートの回答への有無にかかわらずその回の出席点は付与しない)、投
票機能を用いた正誤問題の回答を平常点として加点する (最大５０点を加点)。
Ⅲ学生に対するフィードバックは、試験について、必要と認めた場合に、採
点方針と講評を事後に公表する形で実施する (第１回中間試験については必ず
実施)。
【学生の意見等からの気づき】
①学習に意欲的な受講者の反応からは、オンライン講義の形態であっても、
対面講義に劣らない講義内容を提供できたものと考える
②教員・学生相互にオンライン講義の習熟度が向上したと思われることから、
平常点の確認の手法をより厳格なものに切り替えることとした。
③ Zoomについても学習支援システムについても、稀にではあるが通信障
害が生ずることが確認された。この点を踏まえ、昨年度においても救済措置
を実施したが、平常点の評価の厳格化に伴い、救済措置としてのレポートの
評価も厳格化する。
【学生が準備すべき機器他】
ＰＣ (所有しない者には大学から貸与される)
無線ルーター (所有しない者には貸与または通信費が補助される) 又はデータ
回線
六法 (ＷＥＢ上に政府の法令データベースが公開されている)

【その他の重要事項】
行政救済法Ⅰを受講していない者については、受講を推奨しない。２単位の
独立した科目であるので、教科書は独自に指定する。その上で、判例の分析
を重視し、かつ、様々な行政学説を見渡したバランスの良い解説を心がけて、
行政救済法Ⅰとの整合性・連続性を確保する。
【Outline and objectives】
In the "Administrative Remedy LawⅡ", we will deal with the field of the
Administrative Remedy Law in conjunction with the "Administrative
Remedy LawⅠ".
The aim of this lecture is to acquire an understanding of administrative
laws and regulations,including the methods of interpretation about arti-
cles of administrative statues,the logical constractions and backgrounds
of the adminitrative law theoreis, and an accurate understanding of the
facts and judgment reasons of the Supreme Court’s cases in the field of
adminitrative law.
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　発行日：2021/4/1

LAW300AB

租税手続法

阿部　雪子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この講義では、租税の確定 (申告、更正・決定等) や租税の納付・還付などの
租税の確定手続きに関する必要な知識を身につけるとともに、納税の告知、滞
納処分などの租税徴収手続に関する基本的事項を習得することを目的とする。
租税の確定手続や徴収手続は、行政法や民法などの法領域と密接に関連するこ
とから、これらの法も参照しながら租税の手続的側面について学ぶ。租税手
続法の重要論点は、裁判例を通じて知識を確実なものとする。なお、この科
目は、「裁判と法コース」、「行政・公共政策と法コース」、「企業経営と法コー
ス (商法中心)」、「国際社会と法コース」に配置されている。
【到達目標】
租税手続法は、租税の確定手続や徴収手続を対象とする法分野である。この
講義では、租税の確定手続及び徴収手続に関する法律上の要件や効果につい
て、基本的な知識を習得することを目標とする。この講義を通じて、租税手
続法の解釈や適用問題について理解できる能力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
授業用教材は、随時、学習支援システムにアップロードするので、各自、印刷
して使用してください。講義内容や課題等の質問事項に対するフィードバッ
クの方法として、授業時間内に解説の時間を設けたり、授業時間に限らず、学
習支援システムの掲示板で解説することにしたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 授業のガイダンス 授業の進め方、租税手続法とは
第 2 回 租税法の基本原則 (1) 租税法律主義
第 3 回 租税法の基本原則 (2) 租税公平主義
第 4 回 租税法の解釈と適用 租税法と私法、租税回避、仮装行為
第 5 回 租税手続法、租税確定手

続 (1)
租税確定手続と租税徴収手続との関係

第 6 回 租税手続法、租税確定手
続 (2)

申告納税制度、賦課課税制度、納税環
境の整備

第 7 回 租税手続法、租税確定手
続 (3)

納税申告、青色申告制度

第 8 回 租税手続法、租税確定手
続 (4)

更正の請求と修正申告、更正・決定等
の期間制限

第 9 回 租税手続法、租税確定手
続 (5) 　　　

推計課税の要件・方法、納税環境の整
備

第 10 回 租税手続法、租税確定手
続 (6) 　

質問検査権 (税務調査)、質問検査の法
的根拠、質問検査の要件

第 11 回 租税徴収手続、納付と徴
収 (1)

租税の納付、徴収納付 (源泉徴収等)、
租税の徴収

第 12 回 租税徴収手続、納付と徴
収 (2)

租税確定手続、納税義務の成立と確定

第 13 回 租税徴収手続 (3) 滞納処分、違法性の承継
第 14 回 租税徴収手続 (4) 租税債権の優先劣後
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
復習を重視してください。税制改正などの新聞記事や報道にも注目してくだ
さい。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
開講時に指示します。
【参考書】
金子宏『租税法』(弘文堂、2018)
水野忠恒『大系租税法第 2 版』(中央経済社、2018)
増井良啓『租税法入門 2 版』（有斐閣、2018）
水野忠恒編『テキストブック租税法第 2 版』(中央経済社、2018)
中里実・佐藤英明・増井良啓・渋谷雅弘編『租税判例百選（第 6 版）』（有斐
閣、2016）
阿部雪子『資産の交換・買換えの課税理論』(中央経済社、2017)

【成績評価の方法と基準】
中間試験 40%、期末試験 50 ％、平常点 10%とする。

【学生の意見等からの気づき】
抽象的な説明にならないように、授業では裁判例を多く取り上げるなどの工
夫をしている。
【学生が準備すべき機器他】
特になし
【その他の重要事項】
関連科目として行政法、憲法、民法、会社法等を履修することが望ましい。
【Outline and objectives】
The student can learn the basic matter of collection procedure,
such as tax procedures to fixes, such as decision(filing of re-
turn,correction,determination) of a tax, payment, return of a tax,
and a notice of tax payment, a disposition for failure to pay, by
this lecture.Since a tax procedures to fix and collection-of-taxes
procedure are closely connected with law, such as Civil Code and the
administrative law, the student can learn the fundamental knowledge of
the procedural side of a tax, referring to these law.The student can learn
exact knowledge by analysis of a judicial precedent about the important
point of argument of tax adjective law.
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LAW300AB

租税実体法

阿部　雪子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
租税実体法は、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、地方税法などを総
称する法分野である。これらの税目のうち、所得課税の分野である所得税法、
法人税法を中心に学習し、租税法の基礎理論を習得することを目的とする。各
税法の解釈や適用の問題は、裁判例を通じて確実な知識を身につける。
なお、この科目は、「裁判と法コース」、「行政・公共政策と法コース」、「企業
経営と法コース (商法中心)」、「国際社会と法コース」に配置されている。
【到達目標】
所得税法及び法人税法を体系的に学習することを通じて、社会で必要な税法の
知識を身につける。所得税法では、確定申告書が理解できるようになる。ま
た、法人税法においては、法人所得の計算と企業会計の関係について必要な
知識を習得する。税制改革の論議や税制に関わる記事にも関心をもち得るよ
うな能力を涵養する。司法試験、公務員採用試験などの各種資格試験の勉学
にも資するものとする。
なお、後期は、租税法分野のうち租税手続法を取扱い、租税の確定や徴収に
関する手続的側面の理論、知識を得ることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
授業用教材は、随時、学習支援システムにアップロードするので、各自、印刷
して使用してください。講義内容や課題等の質問事項に対するフィードバッ
クの方法として、授業時間内に解説の時間を設けたり、授業時間に限らず、学
習支援システムの掲示板で解説することにしたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス、租税法とは、

租税の現状、租税の必要
性

授業の進め方、租税体系

第 2 回 租税法の基本原則、申告
納税制度

租税法律主義、租税公平主義、シャウ
プ税制の成立

第 3 回 所得税法、所得の定義、
非課税所得

消費型・支出型所得概念、発生型・取
得型所得概念、法令外の非課税所得、
法令による非課税所得

第 4 回 所得の分類と所得税の基
本的仕組み、各種の所得
(1）

利子所得、配当所得、不動産所得

第 5 回 所得の分類と所得税の基
本的仕組み、各種の所得
(2）

事業所得、給与所得、退職所得

第 6 回 所得の分類と所得税の基
本的仕組み、各種の所得
(3）

譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得

第 7 回 所得の年度帰属、必要経
費

年度帰属の原則、権利確定主義、必要
経費の意義、家族的企業と必要経費

第 8 回 損益通算、所得控除と税
額控除、確定申告

損益通算制度の仕組み、所得控除と税
額控除の意義、確定申告書、課税標準
と税額

第 9 回 法人税法と法人税の納税
義務者

法人の形態と納税義務者

第 10 回 法人所得・法人税額の計
算 (1)

法人所得の計算と企業会計の関係

第 11 回 法人所得・法人税額の計
算 (2)

益金、益金の別段の定め

第 12 回 法人所得・法人税額の計
算 (3)

損金、損金の別段の定め①

第 13 回 法人所得・法人税額の計
算 (4)

損金、損金の別段の定め②

第 14 回 特殊関係法人の課税問
題・総括

同族会社の課税・同族会社の行為・計
算の否認規定

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
復習を重視してください。税制改正などの新聞記事や報道にも注目してくだ
さい。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
増井良啓『入門租税法 2 版』有斐閣
【参考書】
金子宏『租税法』(弘文堂、2018)
水野忠恒『大系租税法第 2 版』(中央経済社、2018)
中里実・佐藤英明・増井良啓・渋谷雅弘編『租税判例百選（第 6 版）』（有斐
閣、2016）
阿部雪子『資産の交換・買換えの課税理論』(中央経済社、2017)

【成績評価の方法と基準】
中間試験 40%、期末試験 50 ％、平常点 10%とする。
【学生の意見等からの気づき】
抽象的な説明にならないように裁判例を多く取り上げるなどの工夫をしている。
【学生が準備すべき機器他】
特になし
【その他の重要事項】
関連科目として、行政法、憲法、民法、会社法等を履修することが望ましい。
【Outline and objectives】
A Tax substantive law is a law field that collectively refers to the
Income Tax Law,Corporate Tax Law,Inheritance Tax Law,Consumption
Tax Law, and Local Tax Law.The students can learn the basic theory of
tax law, focusing on the fields of income taxation and corporate income
taxation.The problem of the interpretation and application of each tax
law will be acquired through court cases.The student can learn exact
knowledge according to a judicial precedent about application of Income
Tax Law,Corporate Tax Law, or an interpretative important point of
argument.
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地方自治法

氏家　裕順

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　市町村、都道府県などの地方公共団体は、国とほぼ同じ分野において行政
活動を行っており、住民の活動を規制し住民に対して給付するほか、租税の
賦課徴収もしている。立法活動については、条例などを制定して、住民の権
利義務を抽象的に規律する場合がある。地方公共団体の活動は住民の生活に
深く関わるものである。その活動に関して住民は、直接請求権を行使し、ま
た、住民訴訟を提起するなど、権利主体として法的な主張をすることができ
る。住民の権利のありようなどの、地方公共団体と住民に関わりのある法的
問題は重要なものである。
　憲法が規定している地方自治を詳細化する、各種の法令・地方自主法（＝
地方自治法制）が存在するが、授業では、地方自治の一般的・基本的枠組みを
定めている地方自治法を主に参照しながら、地方公共団体と住民をめぐる主
要な法的問題について学ぶ。その目的は、行政・公共政策と法コースにあげ
られているような、法的問題を理解し、その問題の解決に向けて積極的に取
り組むことができる能力を身につけることにある。
【到達目標】
①住民自治・団体自治、②地方自治の担当団体、③住民の権利、④議会と長の
関係、⑤条例制定権の限界・地方自主法相互の関係、⑥国と普通地方公共団
体及び普通地方公共団体相互間の行政事務配分、⑦国の行政的関与について、
それぞれ説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　講義形式による。受講者から寄せられた意見・感想等にフィードバックす
るために授業冒頭で、受講者から提出された意見・感想等を紹介しコメント
する。ただし、通学できない場合には、以下の形式による。
　レジメと資料のほか、実際の対面式授業において解説すべき事項を記載し
た講義ノート（いずれも PDF 形式のもの）を、学習支援システムを用いて配
布する｡受講者にはレジメの内容を理解しながら到達目標に達するために、必
要に応じて講義ノートを併読し、あるいは、後掲の参考書を精読することが
期待される｡また、各回、コメント等を学習支援システムを通じて提出するこ
とも求められる｡質問には授業掲示板で回答する。このようなレジメ・資料等
を用いた学習に並行して、月 1 回程度、復習の機会を設ける予定である｡復習
は、正規の授業時間中に、Webexを用いることにより、行う（実施日・参加
のための URL 等、詳細は各受講者に対して学習支援システムを通じて連絡
する｡復習は、学習の便宜を図るためのものであって、これに参加できない場
合であっても不利益は生じない）｡
　授業方法など、受講者に対する連絡は、学習支援システムによって行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 主要な法的問題
第 2 回 地方自治の基礎 地方制度から地方自治の保障へ　住民

自治と団体自治
第 3 回 地方自治の担当団体 (1) 普通地方公共団体の意義と組織・権能
第 4 回 地方自治の担当団体 (2) 大都市制度　普通地方公共団体の再編

論
第 5 回 地方自治の担当団体 (3) 特別地方公共団体の意義と種類
第 6 回 住民の権利 (1) 住民の意義　参政権
第 7 回 住民の権利 (2) 直接請求権
第 8 回 住民の権利 (3) 公の施設の利用権
第 9 回 住民の権利 (4) 住民監査請求　住民訴訟
第 10 回 住民の権利 (5) 住民投票
第 11 回 普通地方公共団体の組織 議会と長の関係
第 12 回 普通地方公共団体の自治

立法権
条例制定権の限界・地方自主法相互の
関係

第 13 回 普通地方公共団体の自治
行政権

国と普通地方公共団体及び普通地方公
共団体相互間の行政事務配分

第 14 回 国と地方公共団体の関係 国の行政的関与の概要
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参考書のいずれかを参照しながら、予習・復習をする。本授業の準備学習・復
習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
配布レジメ

【参考書】
塩野宏『行政法 III〔第 4 版〕』（有斐閣、2012 年）
人見剛・須藤陽子編著『ホーンブック地方自治法〔第 3版〕』（北樹出版、2015年）
白藤博行ほか著『アクチュアル地方自治法』（法律文化社、2010 年）
【成績評価の方法と基準】
定期試験による（100 ％）が、通学できない場合にはレポートによる（100 ％）
｡
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　学習支援システムを用いる。ただし、通学できない場合にはさらに、（1）
Webex が利用できるだけの通信環境、（2）各回の配布物を参照するための
PDF 閲覧ソフトウェア（Adobe Acrobat Reader〔無料〕など）、（3）レポー
ト課題の閲覧・提出のために用いる、.doc, .docx. の形式で保存できるソフト
ウェア（Microsoft Word など）、（4）上記（1）から（3）までのものを利用
するために必要となる PC、あるいは、スマートフォン等が必要である。
【その他の重要事項】
この科目は行政法科目に該当する。あらかじめ行政法入門を履修したか、現
に履修中であることが、科目での学びが効果的なものとなるため、望ましい。
【Outline and objectives】
This course is designed to lean major problems concerning local
authorities and the public, while consulting Local Autonomy Act 1947
(c.67) which lays down fundamental and general framework of local
autonomy system.
After completing this course, you should be able to:
- Explain a principle of local autonomy;
- Explain a definition, sorts, and organisation of local authorities;
- Explain individual’s rights which the Act 1947 provides;
- Explain relationship between council (which is comparable though not
identical idea of county council, district council, parish council, and so
on) and head of a local authority;
- Explain limits on legislative powers of local authorities;
- Explain differences between public services necessarily delivered by
the state and local authorities; and
- Explain manner of state intervention in (local authorities’ carrying out)
the executive functions.
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環境法

髙橋　滋

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
環境法に関する 2 単位の科目として、環境法の全体像の紹介を試みる。環境
保全の制度の進展は目覚ましく、環境法令についても頻繁に制定・改廃が行
われているが、最新の法令の状況、学説の議論を踏まえつつも、環境法の基
本的な考え方の修得に講義の重点を置くことにしたい。
本科目は「行政・公共政策と法コース」、「国際社会と法コース」に属する。民
法・憲法等の基本関連科目のほか、「行政法入門Ⅰ・Ⅱ」、「行政法作用法Ⅰ・
Ⅱ」、「行政救済法Ⅰ・Ⅱ」の知識・理解をもつ受講者には、より精確な講義の
理解が可能となる。
【到達目標】
Ⅰ知識面
①受講者が、環境法分野における法令、理論、判例を学ぶことを通じ、憲法、
民法、行政法等の関連知識を確実なものとすることができる、あるいは、こ
れらの分野を本格的に学習する足がかりとすることができる講義を目指す。
②さらに進んで、受講者が、地球温暖化問題、東アジアの環境汚染、環境問題
への参加、司法アクセスの改善等、法政策的な課題についても、最新の知識
が収得できる講義を目指す。
Ⅱ能力面
①受講者が、法律文献を正確に読解できる力を身に付けることを目指す。併
せて、受講者が、最高裁判所をはじめとする裁判例の論理を正確に把握でき
る能力を身に付けることを目指す。
②受講者が、関連する自然科学上の知識について高校レベルの正確な知識を
踏まえ、環境問題の正しい把握の上に法的な分析を行うことできる能力を身
に付けることを目指す。
③受講者が、興味・関心に応じ、自然科学の基礎的な文献にも取り組む積極
的な姿勢を身に付けることを目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
原則、対面での講義を行い、同時に、Zoom を用いてリアルタイムで配信す
る。ただし、教室の規模に比して受講者が過多となった場合、新型コロナの
蔓延が深刻になった場合には、全面的にリアルタイム配信に切り替える。
レポートあるいは試験について、提出物又は解答のレベルに照らして必要と
認めた場合には、出題意図、採点方針及び所感を公表する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業概要

成績評価の方法
第 2 回 環境法の生成（１） 公害法の生成、公害対策基本法、公

害・環境訴訟の展開
第 3 回 環境法の生成（２） 地球環境問題の発生、環境基本法、福

島原発事故・環境法への組込み
第 4 回 環境法の基礎（１） 環境法の理念、環境法における主体、

環境保全の手法① (規制的手法、土地
利用規制手法、事業手法、買上げ・管
理契約手法、計画的管理手法)

第 5 回 環境法の基礎（２） 環境保全の手法② (非権力的手法)・③
(経済的インセンティブ・ディスインセ
ンティブ)・④ (情報を媒介としたイン
センティブ・ディスインセンティブ)

第 6 回 環境法の基礎（３） 環境保全の費用負担
第 7 回 環境法の基礎（４） 国際的な環境保全、東アジアの環境問

題
第 8 回 環境汚染の規制・環境保

全（１）
環境の保全と計画的手法

第 9 回 環境汚染の規制・環境保
全（２）

公害規制（大気汚染・土壌汚染を例と
して）

第 10 回 環境汚染の規制・環境保
全（３）

原子力安全規制（１）- 歴史・概要　
　

第 11 回 環境汚染の規制・環境保
全（４）

原子力安全規制（２）- 福島原発事故
以降の改革、化学物質規制

第 12 回 環境汚染の規制・環境保
全（５）

廃棄物処理・循環型社会形成

第 13 回 地球環境問題とその対策 地球環境問題とその対策
第 14 回 公害・環境紛争と司法・

行政上の解決 (概論)
共同不法行為・環境行政訴訟 (公権力
の行使、処分性、原告適格、仮の救済、
住民訴訟)

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
〇学際的な科目であり、応用科目であるので、授業中でわからない用語等が
出てきた場合には、自主的に環境省ホームページ等を検索して調べることが
望ましい。
〇また、環境問題の実態は科学技術上の基礎知識がないと理解できないこと
も多いので、興味関心のあるテーマについては環境省のホームページ等の解
説を調べることが望まれる。
〇本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
教科書は用いない。講義の際に、レジュメ、参考資料を配布する。なお、本講
義の体系は、参考書のうち、阿部泰隆・淡路剛久編『環境法（第 4 版）』（有
斐閣、2011 年）に準拠している。
【参考書】
（図書館等において、参照し活用すること）
阿部泰隆・淡路剛久編『環境法（第 4 版）』（有斐閣、2011 年）　 3,456 円
大塚直『環境法〔第 4 版〕』（有斐閣、2020 年）　 5,280 円　
北村喜宣『環境法〔第 5 版〕』（弘文堂、2020 年）　 3,630 円
【成績評価の方法と基準】
Ⅰレポート (１００パーセント)。ただし、レポートの提出は１０回以上出席
(１０分以上の遅刻・早退は欠席とみなす) し、かつ、出席回についてリアク
ションペーパーを提出した者にのみ認める。リアルタイム配信を視聴する者
については、Zoom の視聴時間確認機能を用いて遅刻・早退を測定する (通信
障害については、障害の状況を示すＰＣ画面のなかに発生時刻と終了時刻を
証するＰＣの時刻表示を映し込む形で提出し、かつ、代替レポートを提出し
た場合について、出席扱いとする)。
Ⅱレポートの提出を認められなかった者については、期末試験 (予告した１４
問のうちから２題を出題する) の受験を認める (１００パーセント)。
ＰＣ (所有しない者には大学から貸与される)
無線ルーター (所有しない者には貸与または通信費が補助される) 又はデータ
回線
六法 (ＷＥＢ上に政府の法令データベースが公開されている)

【学生の意見等からの気づき】
特にありません。
【学生が準備すべき機器他】
授業支援システム等を使用する。参照すべき行政法規がミニ六法には掲載さ
れていないこともあるので、対面での参加の場合には、法令データベースを参
照できる情報機器 (無線 LAN の接続が可能な PC、スマートフォーン等) を
持参することが望ましい。オンラインリアルタイム配信を利用する場合には、
①ＰＣ (所有しない者には大学から貸与される)、②無線ルーター (所有しない
者には貸与または通信費が補助される) 又はデータ回線
、③六法 (ＷＥＢ上に政府の法令データベースが公開されている)

【その他の重要事項】
特にありません。
【Outline and objectives】
The purpose of this lecture is to learn the basics of environmental law
while focusing on domestic environmental law.
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　発行日：2021/4/1

LAW300AB

行政組織法

氏家　裕順

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　国や都道府県・市町村などの行政主体が実際に行政活動をするには、大臣、
副大臣、局長・部長・課長（室長）、徴収職員、知事・市町村長、副知事・副
市町村長、消防吏員などの行政機関がなければならない。多数の行政機関の
体系的な機構を行政組織という。その設置・名称・構成・所掌事務などを規律
する法が、狭義の行政組織法である（以下、狭義の行政組織法を「行政組織
法」という）。
　行政機関は、行政主体のために行政事務を担当する自然人をその地位で捉
えたものであり、その意味で観念的存在であって、そのため現実の行政活動
の遂行には、行政主体のために働く自然人も必要である。その自然人のうち、
行政主体と勤務関係にある者を公務員という。公務員を規律する法が、公務
員法である。
　また、行政活動の遂行には、庁舎・その土地、事務用品などの物品もなけれ
ばならず、また、行政目的の達成には、道路・河川・保健所などの物的施設の
提供・管理も不可欠である。これらの物品・物的施設のような、行政主体によ
り直接に公の目的に供される有体物を公物という。公物に関する法が、公物
法である。
　行政組織法では、行政主体や行政機関の意義・種別、行政機関相互の関係
なども検討されるが、これらは行政法入門でとりあげられているため、授業
では、これらとの重複を避ける。学習するのは、現行法上の行政組織の編成
であり、また、公務員法と公物法の概要である。それらの学びを通して、国
や地方公共団体の抱える法的問題を把握したり、その法的問題に対処したり
する能力を養ってほしい（行政・公共政策と法コース）。
【到達目標】
　内閣・内閣府・外局などの、現行法上の行政組織の編成について説明するこ
とができる。
　公務員の意義、種類、勤務関係、権利と義務について説明することができる。
　公物の意義、種類、管理権、使用権について説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
　レジメと資料のほか、実際の対面式授業において解説すべき事項を記載し
た講義ノート（いずれも PDF 形式のもの）を、学習支援システムを用いて配
布する｡受講者にはレジメの内容を理解しながら到達目標に達するために、必
要に応じて講義ノートを併読し、あるいは、後掲の参考書を精読することが
期待される｡また、各回、コメント等を学習支援システムを通じて提出するこ
とも求められる｡コメント等のうち、学習の便宜上受講者において共有すべき
ものがあると認められる場合には、そのコメント等の内容あるいは要旨とそ
れに対する担当教員の意見等とを講義ノートに記す（そのほか、必要に応じ
て学習支援システムを用いて個別に返信することもある）。質問は授業掲示板
で受け付ける。
　上記のレジメ・資料等を用いた学習に並行して、月 1 回程度、復習の機会
を設ける予定である｡復習は、正規の授業時間中に、Webex を用いることに
よって、行う（実施日・参加のための URL 等、詳細は各受講者に対して学習
支援システムを通じて連絡する｡復習は、学習の便宜を図るためのものであっ
て、これに参加できない場合であっても不利益は生じない）｡
　上記とは別に、オリエンテーションは、Webex を用いて行う（その内容を
記した講義ノートも配布する）。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 行政組織法・公務員法・公物法のイ

メージと本授業での学び
第 2 回 行政組織法 (1) 内閣
第 3 回 行政組織法 (2) 内閣府
第 4 回 行政組織法 (3) 省
第 5 回 行政組織法 (4) 外局等
第 6 回 行政組織法 (5) 地方公共団体の行政組織の編成
第 7 回 公務員法 (1) 公務員の意義と種類　人事行政機関
第 8 回 公務員法 (2) 勤務関係
第 9 回 公務員法 (3) 公務員の権利
第 10 回 公務員法 (4) 公務員の義務（職務専念義務、法令及

び上司の命令に従う義務）
第 11 回 公務員法 (5) 公務員の義務（争議行為等の禁止、政

治的行為の制限など）

第 12 回 公物法 (1) 公物の意義と種類
第 13 回 公物法 (2) 公物管理権の主体と内容
第 14 回 公物法 (3) 公共用物の使用関係
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
後掲の参考書のいずれかを用いて予習・復習をする。本授業の準備学習・復習
時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
各回配布レジメ
【参考書】
宇賀克也『行政法概説 III〔第 5 版〕』（有斐閣、2019 年）
塩野宏『行政法 III〔第 4 版〕』（有斐閣、2012 年）
藤田宙靖『行政組織法』（有斐閣、2005 年）
室井力編『新現代行政法入門（2）』（法律文化社、2004 年）
【成績評価の方法と基準】
レポートによる（100 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
特記事項なし。
【学生が準備すべき機器他】
　（1）学習支援システムや Webex が利用できるだけの通信環境、（2）各回
の配布物を参照するための PDF 閲覧ソフトウェア（Adobe Acrobat Reader
〔無料〕など）、（3）レポート課題の閲覧・提出のために用いる、.doc, .docx.
の形式で保存できるソフトウェア（Microsoft Word など）、（4）上記（1）か
ら（3）までのものを利用するために必要となる PC、あるいは、スマートフォ
ン等｡
【その他の重要事項】
この科目は行政法科目に該当する。あらかじめ行政法入門を履修したか、現
に履修中であることが、科目での学びが効果的なものとなるため、望ましい。
【Outline and objectives】
This course is designed to understand a contemporary composition of
the executive branch, to provide an overview of law on civil service, and
to sketch out law on tangible things used directly by public entities or
made available to the public (about tangible things, see art. 85 of the
Civil Code).
After completing this course, you should be able to:
- Explain a contemporary composition of the executive branch, such as
Cabinet, Cabinet Office, Ministry;
- Explain a notion, sorts, and recruitment (including working conditions)
of civil servants, and also spell out their rights and obligations; and
- Explain a notion and sorts of the tangible things used directly by public
entities or made available to the public, and also expound public entities’
power to administer them and individual’s rights to use them.

— 31 —
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LAW300AB

都市法

西田　幸介

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　都市空間の利用を制御し都市空間の整備や保全を規律するのが都市法であ
る。都市空間の利用は、私人だけでなく国や地方公共団体によっても行われ
る。都市空間の整備・保全は主として国や地方公共団体が行うが、私人がこ
れに関与することもある。この授業は、このような都市法について、できる
だけ身近な問題を取り上げながら、検討することを目的とする。
　具体的には、都市計画、開発規制、建築規制、土地収用、都市計画事業（土
地区画整理、市街地再開発等）、都市問題に関連して生じる紛争の解決を取り
上げる。いずれのテーマも、一見とすると、人の生活に直接関係がないよう
にみえる。しかし、各自が居住する地域を思い巡らせれば容易に分かるよう
に、個人の居宅、マンション、商店、オフィスビル、ショッピングセンターな
どの建設は、日々、行われており、また、道路や公園の整備は個人の生活に深
く関係する。この授業は、具体的には、これらの法律問題について検討する
ものである。
　この授業の受講者は、都市法を学ぶことを通して、都市空間の利用を制御
する法、都市空間の整備や保全を規律する法を修得し、また、それらの問題
点を把握し、さらに、都市法を利用してよりよい生活環境を享受するために
いかなる行動をとるべきかを判断できるようになることが期待される。
　なお、この科目は「行政・公共政策と法コース」に属する。
【到達目標】
①都市法と都市問題の関係について説明することができる。
②新たな建築を行う場合に当該建築物がどのような建築規制を受けることと
なるかを調べ確認して説明することができる。
③都市計画の内容や決定・変更の手続について説明することができる。
④都市計画制限について説明することができる。
⑤土地収用について、事業認定や収用裁決の適否を含め、説明することがで
きる。
⑥区画整理・再開発について、その仕組みやメリット・デメリット、それらに
伴う紛争解決のあり方について、説明することができる。
⑦都市計画事業について、その概略を説明することができる。
⑧建築紛争や開発調整について、具体例を含めて、説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　授業は、オンデマンド授業とリアルタイムオンライン授業を併用して行う
（ハイブリッド型授業）そのために、Hoppii と Google クラスルームを利用
する。Hoppii は授業開始当初に受講者または受講希望者への連絡のために用
い、Google クラスルームを主として利用する。受講者は、① Google クラス
ルームを通して配信される動画を閲覧するか指定テキストの該当箇所を精読
した（必須）うえで、② Google クラスルームを通して理解度確認のための小
テストを受験し（任意）リアクションペーパーを提出し（任意）、③適宜実施
されるリアルタイムオンライン授業を受講することで、学習を進める。①と
②はオンデマンド授業である。
小テストに対するフィードバックは、個別に得点を開示しかつ解説を示すこ
とによって行う。リアクションペーパーに対するフィードバックは、必要に
応じて担当者が個別にコメントし、また、必要に応じて授業内で受講者全員
に向けてコメントをすることによって実施する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 国土利用と都市法制（１） 都市問題と都市法

都市法とは何か
第 2 回 国土利用と都市法制（２） 国土利用計画法

都市計画法
第 3 回 国土利用と都市法制（３） マスタープラン

都市計画提案制度
第 4 回 都市空間の制御（１） 開発と建築

開発規制
第 5 回 都市空間の制御（２） 建築基準法

建築物概念
第 6 回 都市空間の制御（３） 用途地域制
第 7 回 都市空間の制御（４） 建築物の高さ制限

日影規制
第 8 回 都市空間の制御（５） 道路に関する規制

第 9 回 都市空間の制御（６） 建築確認
第 10 回 都市空間の制御（７） 地区計画

建築協定
第 11 回 都市空間の形成（１） 土地収用の対象とプロセス
第 12 回 都市空間の形成（２） 土地収用と損失補償
第 13 回 都市空間の形成（３） 都市計画事業
第 14 回 都市問空間の形成（４） 土地区画整理事業

市街地再開発事業
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　参考書、その他授業内で指示された内容にもとづき学習する。本授業の準
備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
西田幸介『都市法講義』（法政大学生協書籍部のみで販売）
【参考書】
・生田長人『都市法入門講義』（2010 年，信山社）
・稲本洋之助・小柳春一郎・周藤利一『日本の土地法［第 3 版］』（2016 年，
成文堂）
・碓井光明『都市行政法精義Ⅰ』（2013年，信山社），『都市行政法精義Ⅱ』（2014
年，信山社）
・逐条解説建築基準法編集委員会（編）『逐条解説建築基準法』（2012 年，ぎょ
うせい）
・原田大樹『例解行政法』（2013 年，東京大学出版会）
・安本典夫『都市法概説［第 3 版］』（2017 年，法律文化社）
【成績評価の方法と基準】
　原則としてレポート（100%）による。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし。ただし、今後とも授業改善に努めていきたい。
【学生が準備すべき機器他】
　 Google クラスルームおよび学習支援システムを利用するので、インター
ネット環境だけでなく、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、イン
ターネットの利用が可能な情報機器の準備が必須である。スマートフォンの
みでも受講が可能なように配慮するが、スマートフォンのみの場合、レポー
ト作成に当たっては物理キーボードの利用を検討した方がよいだろう。
【Outline and objectives】
Urban Law controls the use of urban space and regulates the
maintenance and conservation of urban space. This course covers
urban planning, development regulations, building regulations, land
acquisition, and urban planning projects (land readjustment, urban
redevelopment, etc.). Students who take this course are expected to
master legal method to resolve urban probrems by Urban Law. They
are also expected that to find what actions should be taken to enjoy a
better living environment by Urban Law. 　
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LAW100AB

民事法総論

新堂　明子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　民法総則のうち、無効、取消し、代理、法人、消滅時効を扱う。これに関す
る法律（民法等）、判例を学び、適宜、学説について検討する。
　民法総則はすべてのコースの基本となる。とくに、裁判と法コースを選択
する場合、履修を強くすすめる。
【到達目標】
　民法総則のうち、無効、取消し、代理、法人、消滅時効を説明することがで
きる。これに関する法律（民法等）、判例を説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　講義形式で進める。
　対面授業、リアルタイムオンライン授業、または両者併用のどの実施形態
になるかは未定です。学習支援システムの「お知らせ」に注意してください。
　教材中の設例に対し、授業中に適宜解説および解答をする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 法学入門 法学入門
第 2 回 民法入門 民法入門
第 3 回 無効と取消し（１） 無効と取消し（１）
第 4 回 無効と取消し（２） 無効と取消し（２）
第 5 回 代理（１） 有権代理の要件と効果（１）
第 6 回 代理（２） 有権代理の要件と効果（２）
第 7 回 代理（３） 無権代理（１）
第 8 回 代理（４） 無権代理（２）
第 9 回 代理（５） 表見代理（１）
第 10 回 代理（６） 表見代理（２）
第 11 回 法人（１） 法人（１）
第 12 回 法人（２） 法人（２）
第 13 回 消滅時効（１） 消滅時効（１）
第 14 回 消滅時効（２） 消滅時効（２）
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　予習は軽く、復習は重く。
　民法の条文を声に出して読み上げる。授業でよく分からなかった箇所を教
科書で確認する。学期中、試験前に教科書の該当箇所を初めから終わりまで
通読する。
　本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　自分に合った（自分で選んだ）教科書（参考書の中から選んでください。）
　『民法判例百選Ⅰ総則・物権〔第 8 版〕』
　六法
　（必ず最新版をそろえましょう。）
【参考書】
　佐久間毅『民法の基礎１総則［第 5 版］』（2020 年）
　四宮和夫＝能見善久『民法総則〔第 9 版〕』（2018 年）
　山野目章夫『民法概論１民法総則』（2017 年）
　（必ず最新版をそろえましょう。）
【成績評価の方法と基準】
　定期試験。（100%）
　法学部の方針により、対面（教室）で定期試験を実施することができない
場合には、学習支援システムにおいて、定期試験代替措置を講じます。学習
支援システムの「お知らせ」に注意してください。
【学生の意見等からの気づき】
　私語厳禁です。周囲の学生に迷惑をかけないよう気をつけましょう。注意
しても止まない場合、退出をお願いすることがあります。
　録音、録画厳禁です。録音、録画が必要な学生は別途相談を受け付けます。
もちろん、板書の写メも厳禁です。
【Outline and objectives】
　 studying voidance, agency, corporation and the statute of limitations
in the Japanese Civil Code

LAW100AB

契約法Ⅰ

新堂　明子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　民法総則のうち、契約の成立要件、有効要件、効果を扱う。これに関する
法律（民法）、判例を学び、適宜、学説について検討する。
　民法総則はすべてのコースの基本となる。とくに、裁判と法コースを選択
する場合、履修を強くすすめる。
【到達目標】
　民法総則のうち、契約の成立要件、有効要件、効果を説明することができ
る。これに関する法律（民法）、判例を説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　講義形式で進める。
　対面授業、リアルタイムオンライン授業、または両者併用のどの実施形態
になるかは未定です。学習支援システムの「お知らせ」に注意してください。
　教材中の設例に対し、授業中に適宜解説および解答をする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 法学入門 法律要件、法律効果、法的三段論法
第 2 回 民法入門（１） 所有→ 物権、契約→ 債権の抽象化。

法律行為、意思表示の意味。「総則」
の意味

第 3 回 民法入門（２） 契約の成立
第 4 回 民法入門（３） 契約の終了
第 5 回 権利能力、意思能力、行

為能力（１）
権利能力、意思能力、未成年者

第 6 回 行為能力（２） 成年被後見人と成年後見人
第 7 回 行為能力（３） 被保佐人と保佐人、被補助人と補助人
第 8 回 意思表示（１） 心裡留保、虚偽表示（１）
第 9 回 意思表示（２） 虚偽表示（２）
第 10 回 意思表示（３） 錯誤（１）
第 11 回 意思表示（４） 錯誤（２）
第 12 回 意思表示（５） 詐欺・強迫（１）
第 13 回 意思表示（６） 詐欺・強迫（２）
第 14 回 強行規定違反、公序良俗

違反
強行規定違反、公序良俗違反

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　予習は軽く、復習は重く。
　民法の条文を声に出して読み上げる。授業でよく分からなかった箇所を教
科書で確認する。学期中、試験前に教科書の該当箇所を初めから終わりまで
通読する。
　本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　自分に合った（自分で選んだ）教科書（参考書の中から選んでください。）
　『民法判例百選Ⅰ総則・物権〔第 8 版〕』
　六法
　（必ず最新版をそろえましょう。）
【参考書】
　佐久間毅『民法の基礎１総則〔第 5 版〕』
　四宮和夫＝能見善久『民法総則〔第九版〕』
　山野目章夫『民法概論１民法総則』
（必ず最新版をそろえましょう。）
【成績評価の方法と基準】
　定期試験（100 ％）。
　法学部の方針により、対面（教室）で定期試験を実施することができない
場合には、学習支援システムにおいて、定期試験代替措置を講じます。学習
支援システムの「お知らせ」に注意してください。　
　
【学生の意見等からの気づき】
　私語厳禁です。周囲の学生に迷惑をかけないよう気をつけましょう。注意
しても止まない場合、退出をお願いすることがあります。
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　録音、録画厳禁です。録音、録画が必要な学生は別途相談を受け付けます。
もちろん、板書の写メも厳禁です。
【Outline and objectives】
　 studying formation of contracts in the Japanese Civil Code

LAW100AB

民事法総論

大澤　彩

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
主として民法総則を中心に扱い、民法の基本制度、基本原則、さらには消費
者問題、高齢者問題といった現代社会特有の問題に対処する上で民法が果た
す役割について学ぶ。「裁判と法コース」など全コースに属している。
【到達目標】
民法総則のうち、特に信義則・権利濫用、権利外観法理、法人、時効の基本的
知識・考え方を判例や学説をもとに理解することができる。
また、消費者問題、高齢者問題など現代社会特有の問題に民法が果たす役割
について、民法総則の知識を生かして幅広い視点から考える力を身につける
ことができる。
以上の学習にあたり、実際の紛争の内容およびその解決の在り方（条文の解
釈・適用の仕方）について、判例をもとに理解することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
民事法総論では、主として民法総則を講義の対象とし、民法の定める基本原則
の意味のほか、物の概念、無効と取消し、時効といった民法の基本知識に加
え、権利外観法理や法人制度など、これまでの民法の講義で学んだ分野の発
展的問題をとりあげる。毎回の講義において、これらの分野の基本知識・考
え方を説明するとともに、関連する判例を読んで民法の規定が具体的にどの
ように解釈・適用されるかを理解する。
また、民法は私たちの生活にとって身近でかつ重要な法律であることを踏ま
え、現代社会における民法の役割、重要性についても発展的な講義を行う。こ
れらについても、関連する判例をもとに説明する。
具体的には、①授業日 2 日前までにレジュメを学習支援システムにアップす
る。必要に応じて、音声による補足解説ファイルや事前課題ファイルをアップ
する。これらを使って予習すること。②授業日は 50 分～60 分ほど ZOOM
で解説（レジュメのうち、特に重要な点の補足や判例解説）を行う。解説終
了後、質疑応答タイムを設ける。ZOOM での解説は同時録画し、学習支援シ
ステムにアップする。③質問は随時、学習支援システム内の掲示板（毎回の
講義毎にトピックを設定する）で受け付ける。また、オンラインでの集合オ
フィスアワーを行うことがあるので進路相談や学習相談に活用して欲しい。
事前課題や小テストの解説は学習支援システムや授業内で行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 民法とは何か・民法上の

基本概念（物とは何か）
民法とは何か、民法の「物」概念およ
び関連規定についての講義

第 2 回 民法の基本原則① 民法の信義則概念についての講義・判
例分析

第 3 回 民法の基本原則② 民法の権利濫用法理についての講義・
判例分析

第 4 回 権利の主体・発展問題①
民法における外観法理

民法 94 条 2 項と 110 条をめぐる判
例の解説

第 5 回 権利の主体・発展問題②
法人

法人とは何か、法人の設立についての
講義

第 6 回 権利の主体・発展問題③
法人

法人の対外関係についての講義

第 7 回 無効と取消しについて 無効・取消しの意義、両者の違いをめ
ぐる講義

第 8 回 時効① 時効とは何か、時効の援用についての
講義

第 9 回 時効② 時効の完成猶予、更新についての講義
第 10 回 時効③ 消滅時効についての講義
第 11 回 時効④ 時効の起算点をめぐる判例の分析
第 12 回 民法と特別法の関係－消

費者契約法
消費者契約法についての解説・民法と
の関係についての説明

第 13 回 現代における民法の役割
①消費者問題と民法

消費者契約法が適用された裁判例の分
析

第 14 回 現代における民法の役割
②高齢者問題と民法

高齢者問題をめぐる裁判例の分析・成
年後見制度についての講義
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業 2 日前までにアップするレジュメや音声ファイルを使って予習すること。
同時にテキストの指定箇所（毎回の講義の最後に次回の該当箇所を指定する）
を読むとさらに理解が深まる。また、民法判例集の指定箇所等、学習支援シ
ステムで指示された文献はきちんと読んでおくこと。学生が予習をしてきて
いることを前提に授業日に ZOOM での解説を行う。
講義内容によっては、学習支援システムに「事前課題」をアップすることが
あるので、この課題を解くつもりでテキストの指定箇所や民法判例集の指定
箇所を読むと理解が深まる。
特に判例集に掲載された判例については、紛争の内容および争点を図を書く
などして具体的に把握する。
本授業の予習・復習は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
佐久間毅『民法の基礎１総則（第 5 版）』（有斐閣、2018 年）（講義の予習・
復習用として必ず購入すること）。なお、開講時に第 5 版が発売されている可
能性もある。開講時点での最新版を教科書として用いるため、開講直前に購
入すること。
内田貴＝山田誠一＝大村敦志＝森田宏樹『民法判例集　総則・物権（第 2 版）』
（有斐閣、2014 年）
六法（出版社は問わない）
【参考書】
判例の解説として、潮見佳男＝道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権（第
8 版）』（有斐閣、2018 年）
学習の理解を助けるものとして、大村敦志『新基本民法１総則（第 2 版）』（有
斐閣、2019 年）。
その他の参考書は開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
「学習支援システム」の「テスト」機能を使った小テストを学期中に複数回行
う（行う場合には、事前に学習支援システムで告知するので、学習支援システ
ムはこまめにチェックすること）。この小テストによる評価を 50 ％とする。
また、学期末に定期試験（対面での試験が可能である場合）またはレポート
試験（オンライン）を行う。この学期末試験による評価を 50 ％とする。
つまり、小テスト 50 ％＋学期末試験またはレポート 50 ％＝ 100 ％で評価
する。
以上は予定であり、詳しくは開講時に学習支援システムで指示する。
【学生の意見等からの気づき】
レジュメ、板書に頼らず、自分でノートをとる習慣を身につけること。大学
の授業を受ける上で本来望まれる姿勢は教員の話を聞き取って自分でノート
をとるという姿勢である。自分で教員の話を聞き取った上で要点をまとめて
ノートに書くという作業を行うことで、さらに授業の理解が深まり、また、記
述式試験の対策にもなる。
【学生が準備すべき機器他】
学習支援システムで教材（資料、音声ファイルなど）を配布したり、小テスト
を行う。また、講義や質疑応答は ZOOM で行う。そのことから、パソコンか
タブレットを準備することを勧める。
【その他の重要事項】
少なくとも「契約法Ⅰ」を受講した上でこの科目を受講すること。
学習支援システムで随時お知らせを配信するため、こまめにチェックすること。
【Outline and objectives】
We learn the general provisions of Civil Code, especially, the juridical
person and the prescription.

LAW100AB

契約法Ⅰ

大澤　彩

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
民法のうち、契約の成立、有効要件、および、契約の主体に関する法的問題を
扱う。「裁判と法コース」など全コースに属している。
民法には家族、契約、物の所有といった、私達にとって身近な事柄に関する
規定が設けられているが、このうち、この授業では私達が日々行っている契
約に関する基本ルールを学ぶ。
大学に入学して初めて民法を学ぶ機会でもあることから、民法とは何か、契
約とは何かといった民法の基本的な考え方はもちろん、判例の調べ方、文献
の調べ方といった民法の学習方法も身につける。
【到達目標】
契約の成立、有効要件、および契約の主体にかかわる民法総則、契約総論部
分の知識・考え方を判例や学説をもとに理解することができる。
また、実際の紛争の内容およびその解決の在り方（条文の解釈・適用の仕方）
について、判例をもとに理解することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
民法総則は、民法全体にわたる規定であり、しかも、抽象的な規定が多いこと
から、必ずしも理解が容易な分野ではない。講義では契約における法的問題
を中心に学説・判例の考え方を示すとともに、判例を実際に読むことで紛争
を解決するための法的思考方法や民法の規定が具体的にどのように解釈・適
用されるかについても説明する。
具体的には、①授業日 2 日前までにレジュメを学習支援システムにアップす
る。必要に応じて、音声による補足解説ファイルや事前課題ファイルをアップ
する。これらを使って予習すること、②授業日は 50 分～60 分ほど ZOOM
で解説（レジュメのうち、特に重要な点の補足や判例解説）を行う。解説終
了後、質疑応答タイムを設ける。ZOOM での解説は同時録画し、学習支援シ
ステムにアップする。③質問は随時、学習支援システム内の掲示板（毎回の
講義毎にトピックを設定する）で受け付ける。また、オンラインでの集合オ
フィスアワーを行うことがあるので進路相談や学習相談に活用して欲しい。
事前課題や小テストの解説は学習支援システムや授業内で行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 契約とは何か（ガイダン

スも兼ねて）
民法とは何か、契約法とは何か

第 2 回 契約の成立 民法における契約の成立に関する規定
第 3 回 契約の解釈・契約の内容 契約の解釈、公序良俗規定
第 4 回 契約の有効要件①意思表

示総論、意思の不存在
意思表示総論、心裡留保、虚偽表示①

第 5 回 契約の有効要件②意思の
不存在

虚偽表示②、錯誤

第 6 回 契約の有効要件③意思表
示の瑕疵

詐欺、強迫

第 7 回 契約の主体①自然人 権利能力、失踪宣告
第 8 回 契約の主体②自然人 意思能力、行為能力①行為能力とは何

か、未成年者
第 9 回 契約の主体③自然人 行為能力②成年被後見人、被保佐人、

被補助人、取引の相手方の保護
第 10 回 代理① 代理とは何か、代理の種類、代理人の

義務
第 11 回 代理② 代理権の濫用、代理行為、無権代理①
第 12 回 代理③ 無権代理②、無権代理と相続
第 13 回 代理④ 表見代理①民法 109 条、110 条
第 14 回 代理⑤ 表見代理②民法 112 条、109 条と

110 条の重畳適用、110 条と 112 条
の重畳適用

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業 2 日前までにアップするレジュメや音声ファイルを使って予習すること。
同時にテキストの指定箇所（毎回の講義の最後に次回の該当箇所を指定する）
を読むとさらに理解が深まる。また、民法判例集の指定箇所等、学習支援シ
ステムで指示された文献はきちんと読んでおくこと。学生が予習をしてきて
いることを前提に授業日に ZOOM での解説を行う。
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講義内容によっては、学習支援システムに「事前課題」をアップすることが
あるので、この課題を解くつもりでテキストの指定箇所や民法判例集の指定
箇所を読むと理解が深まる。
特に判例集に掲載された判例については、紛争の内容および争点を図を書く
などして把握するよう努めること。
本授業の予習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
佐久間毅『民法の基礎１総則（第 5 版）』（有斐閣、2020 年）（講義の予習・
復習用として必ず購入すること）。
内田貴＝山田誠一＝大村敦志＝森田宏樹『民法判例集　総則・物権（第 2 版）』
（有斐閣、2014 年）
以上 2 点ともに、開講時の最新版を購入すること。
六法（出版社は問わないが、『ポケット六法』や『デイリー六法』といったコ
ンパクトなもので十分である）
【参考書】
判例の解説として、潮見佳男＝道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権（第
8 版）』（有斐閣、2018 年）
学習の理解を助けるものとして、大村敦志『新基本民法 1 総則（第 2 版）』（有
斐閣、2019 年）
【成績評価の方法と基準】
「学習支援システム」の「テスト」機能を使った小テストを学期中に複数回行
う（行う場合には、事前に学習支援システムで告知するので、学習支援システ
ムはこまめにチェックすること）。この小テストによる評価を 50 ％とする。
また、学期末に定期試験（対面での試験が可能である場合）またはレポート
試験（オンライン）を行う。この学期末試験による評価を 50 ％とする。
つまり、小テスト 50 ％＋学期末試験またはレポート 50 ％＝ 100 ％で評価
する。
以上は予定であり、詳しくは開講時に学習支援システムで指示する。
【学生の意見等からの気づき】
レジュメに頼らず、自分でノートをとる習慣を身につけること。大学の授業
を受ける上で本来望まれる姿勢は教員の話を聞き取って自分でノートをとる
という姿勢である。自分で教員の話を聞き取った上で要点をまとめてノート
に書くという作業を行うことで、さらに授業の理解が深まり、また、記述式
試験の対策にもなる。
【学生が準備すべき機器他】
学習支援システムで教材（資料、音声ファイルなど）を配布したり、小テスト
を行う。また、講義や質疑応答は ZOOM で行う。そのことから、パソコンか
タブレットを準備することを勧める。
【その他の重要事項】
学習支援システムで随時お知らせを配信するため、こまめにチェックすること。
【Outline and objectives】
We learn the juristic acts, the agency, and the formation of contracts of
Civil Code.

LAW200AB

物権法

遠山　純弘

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・本講義は、法学部教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）に
従い、２年次以降の発展的な法律科目の学習のため、その基礎となる知識の
習得を目指す。
・本講義では、学生は、民法第２編物権第１章から第６章について学ぶ。
・各回の授業は、学生が予習していることを前提に、基本的知識がもつ意味と
問題の全体像について解説を加えるという形で進める。
・本講義は、全てのコースに配置されている。
　
【到達目標】
・下記「授業計画」記載の各項目について、学生がその内容を理解し、具体的
に説明することができるようになることである。
・下記「授業計画」を大まかにまとめるならば、本講義のテーマは、大きく二
つに分かれる。第一に、物の所有者がどのように決まるかを知ること、第二
に、所有権等に対る侵害があった場合に、所有者等にどのような救済手段があ
り、それがどのような場合に認められるかを知ることである。そのため、本講
義の到達目標は、これらの問題について、学生が基本的な事柄を理解し、具
体体に説明することができるようになることである。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
・本講義は、講義形式で授業を進める。
・授業は、教科書を用い、それに従って進める。
・授業内で課題を出題した場合には、その解説は、授業期間中に行う。また、
定期試験の解説については、試験実施後に解説・採点のポイントを学習支援
システムにアップロードする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ①ガイダンス

②法的思考
③物権法の全体構造
④用益物権

①今後の授業について説明する。
②１年次に学習した事柄の確認を行う
とともに、それをもとに今後授業で聞
くべきポイントを説明する。
③物権法とはいかなる法分野か、ま
た、物権法の全体構造について学ぶ。
④用益物権について学ぶ。

第 2 回 所有権概説 この授業の中心は、所有と占有である。
その中でも所有の問題がこの授業の８
割を占める。そこでまず、この授業の
中心となる所有権の意義について学ぶ。

第 3 回 所有権（共同所有） 所有の特殊な形態として複数人で物を
所有する形態がある。複数人で物を所
有する場合には、１人で物を所有する
場合とは異なる問題が発生する。そこ
で、共同所有から生ずる問題について
学ぶ。

第 4 回 所有権の取得
―承継取得

所有権の取得方法、とりわけ契約によ
る所有権取得の問題として、所有権の
移転原因および所有権の移転時期につ
いて学ぶ。

第 5 回 所有権の取得
―原始取得

所有権を取得できるのは、契約だけで
はない。そこで、契約がない場合の所
有権取得についてどのような制度があ
るかについて学ぶ。

第 6 回 占有 所有権の請求の相手方になるのは、占
有者である。そこで、占有の意義およ
び占有の取得方法について学ぶ。

第 7 回 ①公示の原則
②不動産物権変動と第三
者

①公示の原則、公示の必要性について
学ぶ。
②不動産物権変動と第三者の問題につ
いて学ぶ。民法１７７条にいう「第三
者」とはどのような者をいうかについ
て学ぶ。

第 8 回 不動産物権変動と登記ー
法律行為と登記

法律行為（契約・取消・解除）により
不動産所有権を取得した場合の対抗問
題について学ぶ。
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第 9 回 不動産物権変動と登記ー
相続

相続によって不動産所有権を取得した
場合の対抗問題について学ぶ。

第 10 回 不動産物権変動と第三
者－取得時効

取得時効によって不動産所有権を取得
した場合の対抗問題について学ぶ。

第 11 回 動産物権変動と対抗要件 動産およびそのほかの物の物権変動に
関する対抗要件について学ぶ。

第 12 回 占有保護①
―即時取得

占有の保護の問題として、この回は、
本権推定とは何か、また、即時取得の
問題に関して、その要件・効果につい
て学ぶ。

第 13 回 占有保護②
―取得時効

占有の保護の問題として、この回は、
取得時効における占有をめぐる諸問題
について学ぶ。

第 14 回 占有保護③
―占有訴権

占有保護の問題の最後として、この回
は、占有訴権の問題について学ぶ。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・各回の授業で取り上げる部分について教科書を読んで授業に臨んでもらい
たい。
・本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
・「物権法」の履修に当たって、１年次配当の民法科目を履修および単位修得
していることは条件としないが、授業では、１年次配当の民法科目の授業を聞
いていることを前提として授業を進めるので、「物権法」の履修に当たって、
１年次配当の民法科目の授業を受けていない学生は、それらの科目で取り扱
う範囲について、学習の上、「物権法」の授業を受ける必要がある。　
【テキスト（教科書）】
・遠山純弘『請求権から考える民法２』（信山社、２０２０年）３，１９０円
・なお、教科書の修正箇所については、学習支援システムを通じて連絡する。
【参考書】
・潮見佳男＝道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権（第８版）』（有斐閣、
２０１８年）２，３７６円
・それ以外の参考書については、授業において適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
・定期試験の得点によって成績評価する（１００％）。
・成績評価は、定期試験の得点に応じて大学が定める成績評価基準に従って行
う。なお、定期試験の配点と上記「到達目標」との関係は、以下の通りである。
①１００点～９０点：上記「到達目標」を満たし卓越した成績をあげている。
②８０点～８９点：上記「到達目標」を満たし優秀な成績をあげている。
③７０点～７９点：おおむね上記「到達目標」を満たしている。
④６０点～６９点：最低限の「到達目標」を満たしたが、不十分な点もみら
れる。
⑤０点～５９点：上記「到達目標」を満たしていない。
【学生の意見等からの気づき】
・一方で、授業のレベルが高く、難しいとの意見があり、他方で、たいへんわ
かりやすいという両極端な意見がある。授業のレベルをどのように設定する
かは、授業をするうえで、最も難しい問題である。授業にはいろいろなニー
ズの学生が参加している。卒業後法律に触れることのない学生から、公務員
試験や法科大学院への進学のため、より深い法律知識を要する学生までいる。
できるだけ授業は、全体のニーズにこたえる形で行おうと考えている。
　そこで、授業では、最低限全員が理解するべき事柄を授業の基本としなが
ら、より深い学習をしたい者のために、「ここからはコメント」あるいは「こ
こからはより発展的な勉強をしたい人が聞いてください」として、より深い
学習をしたい学生のための話をする部分を分けて授業を進めている。そのた
め、授業中は、こうしたポイントに注意をして、自己のニーズに合わせて授
業を受けるようにしてほしい。
【Outline and objectives】
In Property Law, students learn about basic knowledges and systematic
understandings of Property law.
Also, students train legal thinking slills.
＊ This course is a course common to all courses of the law department.

LAW200AB

債権回収法Ⅱ

遠山　純弘

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・本講義は、法学部教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）に
従い、２年次以降の発展的な法律科目の学習のため、その基礎となる知識を
習得することを目指す。
・本講義では、学生は、民法第２編物権第７章から第１０章および非典型担保
のうち、譲渡担保、仮登記担保および所有権留保について学ぶ。
・各回の授業は、学生が予習していることを前提に、基本的知識がもつ意味と
問題の全体像について解説を加えるという形で進める。
・本講義は、全てのコースに配置されている。
【到達目標】
・下記「授業計画」記載の各項目について、学生がその内容を理解し、具体的
に説明することができるようになることである。
・下記「授業計画」を大まかにまとめるならば、典型担保、非典型担保の各制
度およびその要件について理解すること、およびそれらの制度に関して、どの
ような問題があり、それについて判例・学説がどのように考えているかを知
ることである。そのため、本講義の到達目標は、学生が典型担保、非典型担
保に関する制度やその要件を理解し、それらについて説明することができる
ようになること（実現手段も含めて）、および優先回収の実現過程において、
いかなる問題が生じ、また、それについて判例および学説がどのような判断
をしているかを理解し、説明することができるようになることである。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
・本講義は、講義形式で授業を進める。
・授業は、教科書を用い、それに従って授業を進める。
・授業内で課題を出題した場合には、その解説は、授業期間中に行う。また、
定期試験の解説については、試験実施後に解説・採点のポイントを学習支援
システムにアップロードする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ①ガイダンス

②法的思考
③担保物権法の全体構造

①授業内容や今後の授業の進行につい
て説明する。
②今後授業を受けるために必要な法律
思考の基礎について説明する。
③担保物権法の全体構造について学ぶ。

第 2 回 担保の意義・必要性 ①本講義は、担保物権を扱うが、そも
そも「担保」するとはどういうことか
について学ぶ。
②金銭債権の回収手続について学ぶ。

第 3 回 ①抵当権概論
②抵当権による債権回収
手段

①担保物権の中でも重要な担保物権
は、抵当権である。そこで、担保物権
の最初として、抵当権を取り扱う。ま
ず抵当権の意義について学ぶ。
②抵当権に関する諸問題は、抵当権に
よる債権回収をめぐって生ずる。そこ
で、抵当権によってどのように債権回
収をするかについて学ぶ。

第 4 回 抵当権の効力が及ぶ目的
物の範囲

競売手続実行前に起こりうる問題を取
り扱う。特に、抵当権の効力の及ぶ目
的物の範囲について学ぶ。

第 5 回 ①抵当権侵害
②第三取得者の保護

①抵当権の目的物が侵害されている場
合、いかなる保護手段が抵当権者に与
えられるかについて学ぶ。
②抵当不動産の第三者取得者の保護手
段について学ぶ。

第 6 回 配当（１） 抵当権が実行された場合に、抵当権者
がどのように配当を受けるのかについ
て学ぶ。

第 7 回 配当（２） 共同抵当の意義および共同抵当におい
てどのように配当がなされるかについ
て学ぶ。

第 8 回 法定地上権（１） 法定地上権をめぐる問題について、特
に、法定地上権の意義および法定地上
権がどのような要件の下で成立するか
について学ぶ。
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第 9 回 法定地上権（２） 法定地上権について判例上その成立が
争われた問題について学ぶ。

第 10 回 抵当権―物上代位（目的
物）

抵当権に基づく物上代位について、特
に、その対象について学ぶ。

第 11 回 抵当権―物上代位（競合
ケース）

物上代位について競合ケースを取り上
げ、それが判例や学説でどのように解
決されているかについて学ぶ。

第 12 回 ①根抵当権
②質権
③非典型担保（譲渡担保）

①根抵当権の意義について学ぶ
②質権の意義について学ぶ。
③非典型担保の必要性について学ぶ。
④非典型担保の中でも重要な担保手段
である譲渡担保を取り上げ、譲渡担保
の意義および譲渡担保の法的性質につ
いて学ぶ。

第 13 回 非典型担保
（①譲渡担保）
（②仮登記担保）
（③所有権留保）

①譲渡担保をめぐり判例上争われた問
題を取り上げ、判例において、その問
題がどのように解決されているかにつ
いて学ぶ。
②仮登記担保の意義について学ぶ。
③所有権留保の意義や所有権留保をめ
ぐる問題について学ぶ。

第 14 回 ①留置権
②先取特権

①留置権の意義について学ぶ。
②先取特権の意義について学ぶ。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・各回の授業の該当部分につき、教科書を読んで授業に臨んでもらいたい。
・本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
・また、担保物権法は、民事執行法や倒産法（破産法、民事再生法など）との
関連が強い。民事執行法や倒産法が理解されていないと、担保物権法を理解
できない部分もある。そのため、簡単な教科書でもよいので、民事執行法や
倒産法の教科書を読んで勉強しておいてほしい。
【テキスト（教科書）】
・遠山純弘『請求権から考える民法３』（信山社、２０２０年）３，５２０円
・なお、教科書の修正箇所については、学習支援システムを通じて連絡する。
【参考書】
・潮見佳男＝道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権（第８版）』（有斐閣、
２０１８年）２，３７６円
・その他の参考書については、授業において適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
・定期試験の得点によって成績評価する（１００％）。
・成績評価は、定期試験の得点に応じて大学が定める成績評価基準に従って行
う。なお、定期試験の配点と上記「到達目標」との関係は、以下の通りである。
①１００点～９０点：上記「到達目標」を満たし卓越した成績をあげている。
②８０点～８９点：上記「到達目標」を満たし優秀な成績をあげている。
③７０点～７９点：おおむね上記「到達目標」を満たしている。
④６０点～６９点：最低限の「到達目標」を満たしたが、不十分な点もみら
れる。
⑤０点～５９点：上記「到達目標」を満たしていない。
【学生の意見等からの気づき】
・担保物権では、話の内容を具体的にイメージできないという意見が聞かれる。
民法の他の分野と異なり、担保法は、日常的に接する機会がないことが原因
であると思われる。授業ではできる限り具体例を挙げ、受講者が問題を具体
的にイメージできるよう授業を進めたい。
・一方で、授業のレベルが高く、難しいとの意見があり、他方で、たいへんわ
かりやすいという両極端な意見がある。授業のレベルをどのように設定する
かは、授業をするうえで、最も難しい問題である。授業にはいろいろなニー
ズの学生が参加している。卒業後法律に触れることのない学生から、公務員
試験や法科大学院への進学のため、より深い法律知識を要する学生までいる。
授業は、できるだけ全体のニーズにこたえる形で行おうと考えている。
　そこで、授業では、最低限全員が理解するべき事柄を授業の基本としなが
ら、より深い学習をしたい者のために、「ここからはコメント」あるいは「よ
り発展的な勉強をしたい人が聞いてください」として、より深い学習をした
い学生のための話をする部分を分けて授業を進めている。そのため、授業中
は、こうしたポイントに注意をして授業を受けてほしい。
【Outline and objectives】
In the Law of Debtors and Creditors, students learn about basic
knowledges and systematic understandings of the law of Debtors and
Creditors.
Also, students train legal thinking slills.
＊ This course is a course common to all courses of the law department.

LAW200AB

契約法Ⅱ

宮本　健蔵

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　債権は契約または不法行為などの法律の規定に基づいて発生する。このよ
うに発生原因は異なるが、しかし、いずれも債権としての共通性を有する。本
講義ではこの債権に共通する事柄を取り扱う。具体的には、①債権の目的に
応じた具体的な債務内容、②債務の正常な消滅、③債務が正常に履行されな
いという病理的な場合において、債権者の取りうる法的手段とその問題点を
その対象とする。
　なお、「裁判と法コース」など全てのコースに属する。
　
【到達目標】
　本講義の目標は授業のテーマに掲げた事柄に関する十分な法的知識の修得
と法的思考力を涵養することである。また、現実の取引関係から生ずる具体
的な法律問題について法的な視点から自分で分析し検討しうる能力を養うこ
とを目指したい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　債権法は、物権法と並んで現代自由主義経済社会を法的側面から支える基
礎法である。民法典は第三編で債権について規定するが、これは第一章総則、
第二章契約、第三章事務管理、第四章不当利得、第五章不法行為の 5 つの章
で構成される。
　第二章以下は債権の発生原因ごとに規定したものであるが、第一章はこの
ような債権の発生原因とは無関係に、すべての債権に共通する事柄を定める。
この中で、債権の目的、債権の効力、および債権の消滅を対象とするのが契
約法Ⅱ（正確には「債権法」）である。
　講義では、初学者に十分理解できるように平易に解説することを主眼とす
るが、その対象は初歩的事柄から判例・学説が対立する困難な解釈上の問題
点にまで及ぶ。
　なお、講義はパワーポイントを使って行う。また、六法は必ず持参して下
さい。授業内で課題等を出題した場合は、そのフィードバックは、授業にお
いて、適宜、行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス

財産法の体系 (1)
講義に際しての諸注意
物権と債権

第 2 回 財産法の体系 (2) 債権の発生原因
債権の目的

第 3 回 特定物債権 (1) 保管義務
現状引渡義務

第 4 回 特定物債権 (2) 契約不適合物の引渡しに関する責任
危険負担

第 5 回 種類債権 種類債権の特定
危険の移転

第 6 回 金銭債権
利息債権

金額債権
利息債権の法的性質

第 7 回 利息の制限
選択債権

利息制限法・貸金業等規制法
選択権をめぐる諸問題

第 8 回 履行請求権 履行請求権の限界
追完請求権
履行の強制 (直接強制・間接強制・代
替執行)

第 9 回 債務不履行による損害賠
償 (1)

本旨不履行
債務者の帰責事由
履行補助者

第 10 回 債務不履行による損害賠
償 (2)

損害の種類
損害賠償の範囲
履行遅滞と遅延賠償

第 11 回 債務不履行による損害賠
償 (3)

履行不能と塡補賠償
騰貴価格による損害賠償
賠償額の減額事由

第 12 回 債務不履行による損害賠
償 (4)
受領遅滞

特殊な損害賠償の事例
受領遅滞の効果と弁済提供の効果
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第 13 回 債権の消滅原因 (1) 債権の消滅原因の概観
相殺の要件
相殺と差押え

第 14 回 債権の消滅原因 (2) 弁済・代物弁済・供託
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
各回の講義資料は予め授業支援システムにアップする。各自ダウンロードし
た上で、次回の講義部分につき、配付資料を参考にしながら、テキストの該
当部分を良く読んで十分に予習をすること。また、知識をより確実なものと
するために、講義終了後速やかに復習することが肝要である。
　なお、重要な判例については、原典などにあたって、十分に事実関係と判
旨を理解することが望ましい。
　
【テキスト（教科書）】
宮本健蔵編著『債権総論』(新・マルシェ民法シリーズ)2019 年 12 月嵯峨野
書院。
【参考書】
①『民法判例百選Ⅱ－債権』（第 8 版）　有斐閣
②松岡久和など編『改正債権法コンメンタール』（2020 年）法律文化社　
　なお、改正法に関する文献としては、とりあえず、下記の文献を参照。
①平野裕之『債権総論』2017 年　日本評論社
②潮見佳男『新債権総論Ⅰ』『新債権総論Ⅱ』2017 年　信山社　
【成績評価の方法と基準】
　定期試験の成績による (100%)。
　
【学生の意見等からの気づき】
　学生の自習時間が極端に少ないように思われる。定期試験の直前の「一夜
漬け」では知識は身につかない。毎週コンスタントに勉強することが何より
も重要である。
【Outline and objectives】
Claims arise based on contracts or the provisions of laws such as torts.
In this lecture, we deal with matters common to these claims.

LAW200AB

債権回収法Ⅰ

宮本　健蔵

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では、債権回収のための法制度を扱う。具体的には、①債権回収の
基本的な仕組み、②責任財産保全の必要性とその手段、③債権回収をより確
実にするための法的手段（人的担保）、④債権譲渡・債務引受の機能とその要
件などがその主たる対象である。
　なお、この科目は全てのコースに属している。
【到達目標】
　本講義の目標は、授業のテーマに掲げた事柄に関する法的な専門知識を修
得し現実的な取引との係わりを理解することにある。実際的な取引関係にお
いて債権を確実に回収するための事前の措置と危機的状況において事後的に
取り得る手段を用いることによって、債権の焦げ付きを防ぐための実務的能
力を養うことを目指したい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　債権法は、物権法と並んで現代自由主義経済社会を法的側面から支える基
礎法である。民法典は第三編で債権について規定するが、これは第一章総則、
第二章契約、第三章事務管理、第四章不当利得、第五章不法行為の 5 つの章
で構成される。
　第二章以下は債権の発生原因ごとに規定したものであるが、第一章はこの
ような債権の発生原因とは無関係に、すべての債権に共通する事柄を定める。
この中で、債権回収法Ⅰは、責任財産の保全（債権者代位権・債権者取消権）、
多数当事者の債権関係、債権譲渡・債務引受を対象とするものである。
　講義では、初学者に十分理解できるように平易に解説することを主眼とす
るが、その対象は初歩的事柄から判例・学説が対立する困難な解釈上の問題
点にまで及ぶ。
　なお、六法は必ず持参すること。授業内で課題等を出題した場合は、その
フィードバックは、授業において、適宜、行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 債権回収の基本原則

債権者代位権 (1)
債権回収の基本原則と民法上の制度
債権者代位権の要件

第 2 回 債権者代位権 (2) 債権者代位権の効果債権者代位権の転
用現象

第 3 回 債権者取消権 (1) 要件論
第 4 回 債権者取消権 (2) 行使の方法
第 5 回 債権者取消権 (3) 取消しの範囲
第 6 回 多数当事者の債権関係 (1) 多数当事者の債権関係の概要

分割債権関係
不可分債権関係

第 7 回 多数当事者の債権関係 (2) 連帯債権
第 8 回 多数当事者の債権関係 (3) 連帯債務
第 9 回 多数当事者の債権関係 (4) 求償権の制限と拡張
第 10 回 多数当事者の債権関係 (5) 保証債務の法的性質
第 11 回 多数当事者の債権関係 (6) 保証人の抗弁権

保証人の求償権
特殊の保証 (連帯保証)

第 12 回 多数当事者の債権関係 (7) 特殊の保証 (共同保証、根保証)
第 13 回 債権譲渡 (1) 債権の自由譲渡性

債権譲渡の対抗要件
第 14 回 債権譲渡 (2)

債務引受
契約上の地位の移転

証券的債権の譲渡
債務引受
契約上の地位の移転

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
各回の講義資料は予め授業支援システムにアップする。各自ダウンロードし
た上で、次回の講義部分につき、配付資料を参考しながら、参考文献の該当
部分を良く読んで十分に予習をすること。また、知識をより確実なものとす
るために、講義終了後速やかに復習することが肝要である。
　なお、重要な判例については、原典などにあたって、十分に事実関係と判
旨を理解することが望ましい。
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【テキスト（教科書）】
　宮本健蔵編著『債権総論』(新マルシェ民法シリーズ)2019 年 12 月嵯峨野
書院
【参考書】
①『民法判例百選Ⅱ－債権』（第 8 版）　有斐閣
③松岡久和など編『改正債権法コンメンタール』（2020 年）法律文化社
　なお、改正法に関する文献としては、とりあえず、下記の文献を参照。
①平野裕之『債権総論』2017 年　日本評論社
②潮見佳男『新債権総論Ⅰ』『新債権総論Ⅱ』2017 年　信山社　
【成績評価の方法と基準】
　定期試験の成績による（100 ％）。
　
【学生の意見等からの気づき】
　宝石も磨かざればただの石。
　持てる能力を最大限に伸ばしましょう。
【Outline and objectives】
In this lecture, we deal with the legal system for collecting debts. In
paticular, keeping of responsible property is important .

LAW200AB

契約法Ⅱ

宮本　健蔵

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　債権は契約または不法行為などの法律の規定に基づいて発生する。このよ
うに発生原因は異なるが、しかし、いずれも債権としての共通性を有する。本
講義ではこの債権に共通する事柄を取り扱う。具体的には、①債権の目的に
応じた具体的な債務内容、②債務の正常な消滅、③債務が正常に履行されな
いという病理的な場合において、債権者の取りうる法的手段とその問題点を
その対象とする。
　なお、「裁判と法コース」など全てのコースに属する。
　
【到達目標】
　本講義の目標は授業のテーマに掲げた事柄に関する十分な法的知識の修得
と法的思考力を涵養することである。また、現実の取引関係から生ずる具体
的な法律問題について法的な視点から自分で分析し検討しうる能力を養うこ
とを目指したい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　債権法は、物権法と並んで現代自由主義経済社会を法的側面から支える基
礎法である。民法典は第三編で債権について規定するが、これは第一章総則、
第二章契約、第三章事務管理、第四章不当利得、第五章不法行為の 5 つの章
で構成される。
　第二章以下は債権の発生原因ごとに規定したものであるが、第一章はこの
ような債権の発生原因とは無関係に、すべての債権に共通する事柄を定める。
この中で、債権の目的、債権の効力、および債権の消滅を対象とするのが契
約法Ⅱ（正確には「債権法」）である。
　講義では、初学者に十分理解できるように平易に解説することを主眼とす
るが、その対象は初歩的事柄から判例・学説が対立する困難な解釈上の問題
点にまで及ぶ。
　なお、講義はパワーポイントを使って行う。また、六法は必ず持参して下
さい。授業内で課題等を出題した場合は、そのフィードバックは、授業にお
いて、適宜、行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス

財産法の体系 (1)
講義に際しての諸注意
物権と債権

第 2 回 財産法の体系 (2) 債権の発生原因
債権の目的

第 3 回 特定物債権 (1) 保管義務
現状引渡義務

第 4 回 特定物債権 (2) 契約不適合物の引渡しに関する責任
危険負担

第 5 回 種類債権 種類債権の特定
危険の移転

第 6 回 金銭債権
利息債権

金額債権
利息債権の法的性質

第 7 回 利息の制限
選択債権

利息制限法・貸金業等規制法
選択権をめぐる諸問題

第 8 回 履行請求権 履行請求権の限界
追完請求権
履行の強制 (直接強制・間接強制・代
替執行)

第 9 回 債務不履行による損害賠
償 (1)

本旨不履行
債務者の帰責事由
履行補助者

第 10 回 債務不履行による損害賠
償 (2)

損害の種類
損害賠償の範囲
履行遅滞と遅延賠償

第 11 回 債務不履行による損害賠
償 (3)

履行不能と塡補賠償
騰貴価格による損害賠償
賠償額の減額事由

第 12 回 債務不履行による損害賠
償 (4)
受領遅滞

特殊な損害賠償の事例
受領遅滞の効果と弁済提供の効果
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第 13 回 債権の消滅原因 (1) 債権の消滅原因の概観
相殺の要件
相殺と差押え

第 14 回 債権の消滅原因 (2) 弁済・代物弁済・供託
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
各回の講義資料は予め授業支援システムにアップする。各自ダウンロードし
た上で、次回の講義部分につき、配付資料を参考にしながら、テキストの該
当部分を良く読んで十分に予習をすること。また、知識をより確実なものと
するために、講義終了後速やかに復習することが肝要である。
　なお、重要な判例については、原典などにあたって、十分に事実関係と判
旨を理解することが望ましい。
　
【テキスト（教科書）】
宮本健蔵編著『債権総論』(新・マルシェ民法シリーズ)2019 年 12 月嵯峨野
書院。
【参考書】
①『民法判例百選Ⅱ－債権』（第 8 版）　有斐閣
②松岡久和など編『改正債権法コンメンタール』（2020 年）法律文化社　
　なお、改正法に関する文献としては、とりあえず、下記の文献を参照。
①平野裕之『債権総論』2017 年　日本評論社
②潮見佳男『新債権総論Ⅰ』『新債権総論Ⅱ』2017 年　信山社　
【成績評価の方法と基準】
　定期試験の成績による (100%)。
　
【学生の意見等からの気づき】
　学生の自習時間が極端に少ないように思われる。定期試験の直前の「一夜
漬け」では知識は身につかない。毎週コンスタントに勉強することが何より
も重要である。
【Outline and objectives】
Claims arise based on contracts or the provisions of laws such as torts.
In this lecture, we deal with matters common to these claims.

LAW200AB

債権回収法Ⅰ

宮本　健蔵

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では、債権回収のための法制度を扱う。具体的には、①債権回収の
基本的な仕組み、②責任財産保全の必要性とその手段、③債権回収をより確
実にするための法的手段（人的担保）、④債権譲渡・債務引受の機能とその要
件などがその主たる対象である。
　なお、この科目は全てのコースに属している。
【到達目標】
　本講義の目標は、授業のテーマに掲げた事柄に関する法的な専門知識を修
得し現実的な取引との係わりを理解することにある。実際的な取引関係にお
いて債権を確実に回収するための事前の措置と危機的状況において事後的に
取り得る手段を用いることによって、債権の焦げ付きを防ぐための実務的能
力を養うことを目指したい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　債権法は、物権法と並んで現代自由主義経済社会を法的側面から支える基
礎法である。民法典は第三編で債権について規定するが、これは第一章総則、
第二章契約、第三章事務管理、第四章不当利得、第五章不法行為の 5 つの章
で構成される。
　第二章以下は債権の発生原因ごとに規定したものであるが、第一章はこの
ような債権の発生原因とは無関係に、すべての債権に共通する事柄を定める。
この中で、債権回収法Ⅰは、責任財産の保全（債権者代位権・債権者取消権）、
多数当事者の債権関係、債権譲渡・債務引受を対象とするものである。
　講義では、初学者に十分理解できるように平易に解説することを主眼とす
るが、その対象は初歩的事柄から判例・学説が対立する困難な解釈上の問題
点にまで及ぶ。
　なお、六法は必ず持参すること。授業内で課題等を出題した場合は、その
フィードバックは、授業において、適宜、行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 債権回収の基本原則

債権者代位権 (1)
債権回収の基本原則と民法上の制度
債権者代位権の要件

第 2 回 債権者代位権 (2) 債権者代位権の効果債権者代位権の転
用現象

第 3 回 債権者取消権 (1) 要件論
第 4 回 債権者取消権 (2) 行使の方法
第 5 回 債権者取消権 (3) 取消しの範囲
第 6 回 多数当事者の債権関係 (1) 多数当事者の債権関係の概要

分割債権関係
不可分債権関係

第 7 回 多数当事者の債権関係 (2) 連帯債権
第 8 回 多数当事者の債権関係 (3) 連帯債務
第 9 回 多数当事者の債権関係 (4) 求償権の制限と拡張
第 10 回 多数当事者の債権関係 (5) 保証債務の法的性質
第 11 回 多数当事者の債権関係 (6) 保証人の抗弁権

保証人の求償権
特殊の保証 (連帯保証)

第 12 回 多数当事者の債権関係 (7) 特殊の保証 (共同保証、根保証)
第 13 回 債権譲渡 (1) 債権の自由譲渡性

債権譲渡の対抗要件
第 14 回 債権譲渡 (2)

債務引受
契約上の地位の移転

証券的債権の譲渡
債務引受
契約上の地位の移転

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
各回の講義資料は予め授業支援システムにアップする。各自ダウンロードし
た上で、次回の講義部分につき、配付資料を参考しながら、参考文献の該当
部分を良く読んで十分に予習をすること。また、知識をより確実なものとす
るために、講義終了後速やかに復習することが肝要である。
　なお、重要な判例については、原典などにあたって、十分に事実関係と判
旨を理解することが望ましい。
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【テキスト（教科書）】
　宮本健蔵編著『債権総論』(新マルシェ民法シリーズ)2019 年 12 月嵯峨野
書院
【参考書】
①『民法判例百選Ⅱ－債権』（第 8 版）　有斐閣
③松岡久和など編『改正債権法コンメンタール』（2020 年）法律文化社
　なお、改正法に関する文献としては、とりあえず、下記の文献を参照。
①平野裕之『債権総論』2017 年　日本評論社
②潮見佳男『新債権総論Ⅰ』『新債権総論Ⅱ』2017 年　信山社　
【成績評価の方法と基準】
　定期試験の成績による（100 ％）。
　
【学生の意見等からの気づき】
　宝石も磨かざればただの石。
　持てる能力を最大限に伸ばしましょう。
【Outline and objectives】
In this lecture, we deal with the legal system for collecting debts. In
paticular, keeping of responsible property is important .

LAW100AB

不法行為法

川村　洋子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　債権は、その発生原因を基準にするとき、契約的債権と、不法行為に代表
される法定債権（事務管理、不当利得を含む）の二つに大別されるが、本授業
では、後者の法定債権を扱う。交通事故や医療過誤など私人間の多様な加害
事例における被害者救済制度として機能する不法行為法を、その現代的役割
に照らして、学習する。私人間の財産関係を規律する財産法分野における重
要領域であり、法律学の基本科目の一つとして、民法による問題解決の仕方
の基礎を固める意義をもつ。この科目は全てのコースに属している。　
【到達目標】
　基本型不法行為の類型並びに要件・効果、及び、複合型不法行為の種類・適
用領域並びに要件・効果を述べることができる。
　その他の法定債権（不当利得・事務管理）の基本的内容を説明することが
できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　新型コロナ・ウィルス感染拡大予防に配慮する大学の方針により、リアル
タイムオンライン授業を原則とする（状況により、オンデマンド方式を利用
する場合もあり得る）。事前に学習支援システムに各回の資料（レジュメ、ス
ライド等）を配信するので、受講生はテキストの該当箇所を読み、レジュメ
とスライドを参照しつつ内容の理解に努めていただきたい。
　授業後に各回の内容に応じた小テストを学習支援システム上で実施し、提
出後に解説を提供する。受講生は、自分の理解度を確認するツールとして活
用することができる。
学習支援システムの掲示板で質問も受けつける。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 概要の説明

参考文献の指示
第 2 回 基本型不法行為の要件論

①
直接加害型不法行為の不法性――主観
的要件と権利侵害

第 3 回 基本型不法行為の要件論
②

間接加害型不法行為の不法性――客観
的過失

第 4 回 基本型不法行為の要件論
③

間接加害型不法行為における過失認定
①――医療過誤

第 5 回 基本型不法行為の要件論
④

間接加害型不法行為における過失認定
②――交通事故と工作物責任

第 6 回 基本型不法行為の要件論
⑤

間接加害型不法行為における過失認定
③――名誉・プライバシー侵害等

第 7 回 基本型不法行為の要件論
⑥

損害発生・因果関係

第 8 回 基本型不法行為の要件論
⑦

責任能力
責任無能力者の監督義務者等の責任
（714 条）

第 9 回 基本型不法行為の効果論
①

賠償されるべき損害事実の範囲

第 10 回 基本型不法行為の効果論
②

損害事実の金銭評価処理

第 11 回 基本型不法行為の効果論
③

減額調整――過失相殺と損益相殺

第 12 回 基本型不法行為の効果論
④

損害賠償請求権者の範囲・間接損害

第 13 回 複合型不法行為 使用者責任（715 条）と共同不法行為
（719 条）

第 14 回 その他の法定債権 事務管理と不当利得
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
レジュメの指示による授業の予習と復習、小テスト。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
潮見佳男『基本講義債権各論Ⅱ不法行為法』（第 3 版、2017 年、新世社）。通
常の書籍版があるほか、電子書籍版を同社のサイトで入手することができる。
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【参考書】
藤岡康宏他『民法Ⅳ－債権各論』（第 4 版）、潮見佳男『基本講義債権各論Ⅰ』
（不当利得・事務管理の箇所）（第 3 版）、平野裕之『コア・テキスト民法Ⅵ』
（第 2 版）、大村敦志『新基本民法６不法行為編』、川井健『民法概論４』（補
訂版）、平井宜雄『債権各論Ⅱ不法行為』、『民法判例百選Ⅱ』（第 8 版）など。
詳細は開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
授業後の小テスト（上限 50%）と期末試験（50%）（期末試験の配分に関して
は、小テストの実施状況により増える可能性がある）。
【学生の意見等からの気づき】
授業中のホワイトボードの利用を増やすなど、オンライン授業の実施方法を
さらに工夫したい。
【学生が準備すべき機器他】
レジュメ・資料等の配信、小テストの実施等について授業支援システムを利
用するので、対応できるように準備しておいてください。
【Outline and objectives】
This course introduces students to the organizing principles of tort law,
such as civil liability, negligence, duty of care, causation, damages and
vicarious liability. The general principles of tort law is provided in
Chapter 5, Part.3 of the Japanese Civil Code, and tort law is a branch
of law whose rules and methods are mainly developed through court
decisions, thereby we will concentrate on case law analysis as well as
legislative provisions. The course will also address the basic principles
of unjust enrichment and negotiorum gestio under Chapter 3 and 4 of
the Civil Code.
Upon completion of this course, students should have a clearer sense
of how the law operates and how lawyers (courts) help to shape it in
civil law practice, enhance reasoning skills in relation to complex legal
problems and develop the ability to identify major tort issues which may
arise in a particular factual situation.
This course falls under all Course Models.

LAW200AB

契約法Ⅲ

川村　洋子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　有償契約の典型である売買契約を対象として、交換型契約の基礎理論を学
習する。無償の財産の提供である贈与契約とも対比し、両者の特徴を正確に
理解することを目的とする。
　法律学の基本的科目である民法のうち、私人間の取引を規律する財産法分
野の最重要領域である売買契約の学習を通じて、民法による問題解決の仕方
を身につける意義をもつ。この科目は全てのコースに属する。
【到達目標】
　契約の概念、双務契約上の権利義務の発生・関係・消滅、売買契約に関する
基本的ルール、及び贈与契約の特殊的効果等について、述べることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　新型コロナ・ウィルス感染拡大予防に配慮する大学の方針により、リアル
タイムオンライン授業を原則とする（状況により、オンデマンド方式を利用
する場合もあり得る）。事前に学習支援システムに各回の資料（レジュメ、ス
ライド等）を配信するので、受講生はテキストの該当箇所を読み、レジュメ
とスライドを参照しつつ内容の理解に努めていただきたい。
　授業後に各回の内容に応じた小テストを学習支援システム上で実施し、提
出後に解説を提供する。受講生は、自分の理解度を確認するツールとして活
用することができる。
学習支援システムの掲示板で質問も受けつける。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 概要の説明

参考文献の指示
第 2 回 有償諾成契約法総論① 物権と債権の概念

民法の体系における契約法の位置づけ
第 3 回 有償諾成契約法総論② 契約の成立――申込と承諾
第 4 回 有償諾成契約法総論③ 契約の効力――同時履行の抗弁権・危

険負担
第 5 回 有償諾成契約法総論④ 契約の終了段階――解除と危険負担
第 6 回 売買の成立 売買契約の成立要件と契約の拘束力
第 7 回 売買の効力① 売買契約の当事者の義務――総説
第 8 回 売買の効力② 売主の責任①――権利の瑕疵（不適合）
第 9 回 売買の効力③ 売主の責任②――物の瑕疵（不適合）
第 10 回 売買の効力④ 契約上の危険の移転・期間制限等
第 11 回 売買の終了 売買契約の解除の効果
第 12 回 贈与 贈与契約の成立と効力
第 13 回 契約交渉 契約交渉段階の法律関係
第 14 回 契約関係の清算 不当利得（給付利得）
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
レジュメで指示される予習と復習、小テスト。
契約法Ⅲが対象とする債権編については 2017 年に改正法が成立した。六法
は改正法に対応したものを使用すること。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
潮見佳男『基本講義債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得』（第 3 版、2017
年、新世社）。通常の書籍版もあるが、電子書籍版を同社のサイトで入手する
ことができる。
【参考書】
藤岡・磯村他『民法Ⅳ債権各論』、中田裕康『契約法』、大村敦志『基本民法
５契約編』、平井宜雄『債権各論Ⅰ上－契約総論』、その他債権法改正（2017
年成立）に対応しているもの。開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
授業後の小テスト（上限 50%）と期末試験（50%）（期末試験の配分に関して
は、小テストの実施状況により増える可能性がある）。
【学生の意見等からの気づき】
授業中のホワイトボードの利用を増やすなど、オンライン授業の実施方法を
さらに工夫したい。
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【学生が準備すべき機器他】
レジュメ・資料の配布等に授業支援システムを利用するので、準備しておい
てください。
【Outline and objectives】
Contract law is the study of legally enforceable promises between
individuals and this course introduces students to the basic concepts
of contract law so as to enable them to deal effectively with the
disputes related to contracts. The principles of contract law are mostly
provided in Chapter 2, Part.3 of the Japanese Civil Code, of which this
course addresses Section 1 General Provisions, applicable to all types
of contracts, Section 2 Gifts and Section 3 Sales, of specific contracts.
Among the Topics covered are: formation (offer and acceptance), effect
and termination of a contract, rights and obligations of the parties to a
contract of sale, seller’s warranty in particular and enforceability of gift
promises.
Upon completion of this course, students should have a clearer sense
of how the law operates and how lawyers (courts) help to shape it in
civil law practice, enhance reasoning skills in relation to complex legal
problems and develop the ability to identify major contract issues which
may arise in a particular factual situation.
This course falls under all Course Models.

LAW200AB

不法行為法

川村　洋子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　債権は、その発生原因を基準にするとき、契約的債権と、不法行為に代表
される法定債権（事務管理、不当利得を含む）の二つに大別されるが、本授業
では、後者の法定債権を扱う。交通事故や医療過誤など私人間の多様な加害
事例における被害者救済制度として機能する不法行為法を、その現代的役割
に照らして、学習する。私人間の財産関係を規律する財産法分野における重
要領域であり、法律学の基本科目の一つとして、民法による問題解決の仕方
の基礎を固める意義をもつ。この科目は全てのコースに属している。　
【到達目標】
　基本型不法行為の類型並びに要件・効果、及び、複合型不法行為の種類・適
用領域並びに要件・効果を述べることができる。
　その他の法定債権（不当利得・事務管理）の基本的内容を説明することが
できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　新型コロナ・ウィルス感染拡大予防に配慮する大学の方針により、リアル
タイムオンライン授業を原則とする（状況により、オンデマンド方式を利用
する場合もあり得る）。事前に学習支援システムに各回の資料（レジュメ、ス
ライド等）を配信するので、受講生はテキストの該当箇所を読み、レジュメ
とスライドを参照しつつ内容の理解に努めていただきたい。
　授業後に各回の内容に応じた小テストを学習支援システム上で実施し、提
出後に解説を提供する。受講生は、自分の理解度を確認するツールとして活
用することができる。
学習支援システムの掲示板で質問も受けつける。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 概要の説明

参考文献の指示
第 2 回 基本型不法行為の要件論

①
直接加害型不法行為の不法性――主観
的要件と権利侵害

第 3 回 基本型不法行為の要件論
②

間接加害型不法行為の不法性――客観
的過失

第 4 回 基本型不法行為の要件論
③

間接加害型不法行為における過失認定
①――医療過誤

第 5 回 基本型不法行為の要件論
④

間接加害型不法行為における過失認定
②――交通事故と工作物責任

第 6 回 基本型不法行為の要件論
⑤

間接加害型不法行為における過失認定
③――名誉・プライバシー侵害等

第 7 回 基本型不法行為の要件論
⑥

損害発生・因果関係

第 8 回 基本型不法行為の要件論
⑦

責任能力
責任無能力者の監督義務者等の責任
（714 条）

第 9 回 基本型不法行為の効果論
①

賠償されるべき損害事実の範囲

第 10 回 基本型不法行為の効果論
②

損害事実の金銭評価処理

第 11 回 基本型不法行為の効果論
③

減額調整――過失相殺と損益相殺

第 12 回 基本型不法行為の効果論
④

損害賠償請求権者の範囲・間接損害

第 13 回 複合型不法行為 使用者責任（715 条）と共同不法行為
（719 条）

第 14 回 その他の法定債権 事務管理と不当利得
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
レジュメの指示による授業の予習と復習、小テスト。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
潮見佳男『基本講義債権各論Ⅱ不法行為法』（第 3 版、2017 年、新世社）。通
常の書籍版があるほか、電子書籍版を同社のサイトで入手することができる。
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【参考書】
藤岡康宏他『民法Ⅳ－債権各論』（第 4 版）、潮見佳男『基本講義債権各論Ⅰ』
（不当利得・事務管理の箇所）（第 3 版）、平野裕之『コア・テキスト民法Ⅵ』
（第 2 版）、大村敦志『新基本民法６不法行為編』、川井健『民法概論４』（補
訂版）、平井宜雄『債権各論Ⅱ不法行為』、『民法判例百選Ⅱ』（第 8 版）など。
詳細は開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
授業後の小テスト（上限 50%）と期末試験（50%）（期末試験の配分に関して
は、小テストの実施状況により増える可能性がある）。
【学生の意見等からの気づき】
授業中のホワイトボードの利用を増やすなど、オンライン授業の実施方法を
さらに工夫したい。
【学生が準備すべき機器他】
レジュメ・資料等の配信、小テストの実施等について授業支援システムを利
用するので、対応できるように準備しておいてください。
【Outline and objectives】
This course introduces students to the organizing principles of tort law,
such as civil liability, negligence, duty of care, causation, damages and
vicarious liability. The general principles of tort law is provided in
Chapter 5, Part.3 of the Japanese Civil Code, and tort law is a branch
of law whose rules and methods are mainly developed through court
decisions, thereby we will concentrate on case law analysis as well as
legislative provisions. The course will also address the basic principles
of unjust enrichment and negotiorum gestio under Chapter 3 and 4 of
the Civil Code.
Upon completion of this course, students should have a clearer sense
of how the law operates and how lawyers (courts) help to shape it in
civil law practice, enhance reasoning skills in relation to complex legal
problems and develop the ability to identify major tort issues which may
arise in a particular factual situation.
This course falls under all Course Models.

LAW200AB

契約法Ⅲ

川村　洋子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　有償契約の典型である売買契約を対象として、交換型契約の基礎理論を学
習する。無償の財産の提供である贈与契約とも対比し、両者の特徴を正確に
理解することを目的とする。
　法律学の基本的科目である民法のうち、私人間の取引を規律する財産法分
野の最重要領域である売買契約の学習を通じて、民法による問題解決の仕方
を身につける意義をもつ。この科目は全てのコースに属する。
【到達目標】
　契約の概念、双務契約上の権利義務の発生・関係・消滅、売買契約に関する
基本的ルール、及び贈与契約の特殊的効果等について、述べることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　新型コロナ・ウィルス感染拡大予防に配慮する大学の方針により、リアル
タイムオンライン授業を原則とする（状況により、オンデマンド方式を利用
する場合もあり得る）。事前に学習支援システムに各回の資料（レジュメ、ス
ライド等）を配信するので、受講生はテキストの該当箇所を読み、レジュメ
とスライドを参照しつつ内容の理解に努めていただきたい。
　授業後に各回の内容に応じた小テストを学習支援システム上で実施し、提
出後に解説を提供する。受講生は、自分の理解度を確認するツールとして活
用することができる。
学習支援システムの掲示板で質問も受けつける。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 概要の説明

参考文献の指示
第 2 回 有償諾成契約法総論① 物権と債権の概念

民法の体系における契約法の位置づけ
第 3 回 有償諾成契約法総論② 契約の成立――申込と承諾
第 4 回 有償諾成契約法総論③ 契約の効力――同時履行の抗弁権・危

険負担
第 5 回 有償諾成契約法総論④ 契約の終了段階――解除と危険負担
第 6 回 売買の成立 売買契約の成立要件と契約の拘束力
第 7 回 売買の効力① 売買契約の当事者の義務――総説
第 8 回 売買の効力② 売主の責任①――権利の瑕疵（不適合）
第 9 回 売買の効力③ 売主の責任②――物の瑕疵（不適合）
第 10 回 売買の効力④ 契約上の危険の移転・期間制限等
第 11 回 売買の終了 売買契約の解除の効果
第 12 回 贈与 贈与契約の成立と効力
第 13 回 契約交渉 契約交渉段階の法律関係
第 14 回 契約関係の清算 不当利得（給付利得）
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
レジュメで指示される予習と復習、小テスト。
契約法Ⅲが対象とする債権編については 2017 年に改正法が成立した。六法
は改正法に対応したものを使用すること。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
潮見佳男『基本講義債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得』（第 3 版、2017
年、新世社）。通常の書籍版もあるが、電子書籍版を同社のサイトで入手する
ことができる。
【参考書】
藤岡・磯村他『民法Ⅳ債権各論』、中田裕康『契約法』、大村敦志『基本民法
５契約編』、平井宜雄『債権各論Ⅰ上－契約総論』、その他債権法改正（2017
年成立）に対応しているもの。開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
授業後の小テスト（上限 50%）と期末試験（50%）（期末試験の配分に関して
は、小テストの実施状況により増える可能性がある）。
【学生の意見等からの気づき】
授業中のホワイトボードの利用を増やすなど、オンライン授業の実施方法を
さらに工夫したい。
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【学生が準備すべき機器他】
レジュメ・資料の配布等に授業支援システムを利用するので、準備しておい
てください。
【Outline and objectives】
Contract law is the study of legally enforceable promises between
individuals and this course introduces students to the basic concepts
of contract law so as to enable them to deal effectively with the
disputes related to contracts. The principles of contract law are mostly
provided in Chapter 2, Part.3 of the Japanese Civil Code, of which this
course addresses Section 1 General Provisions, applicable to all types
of contracts, Section 2 Gifts and Section 3 Sales, of specific contracts.
Among the Topics covered are: formation (offer and acceptance), effect
and termination of a contract, rights and obligations of the parties to a
contract of sale, seller’s warranty in particular and enforceability of gift
promises.
Upon completion of this course, students should have a clearer sense
of how the law operates and how lawyers (courts) help to shape it in
civil law practice, enhance reasoning skills in relation to complex legal
problems and develop the ability to identify major contract issues which
may arise in a particular factual situation.
This course falls under all Course Models.

LAW300AB

契約法Ⅳ

大澤　彩

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　契約各則のうち、貸借型（消費貸借・賃貸借・使用貸借）、役務提供型（請
負・委任・雇用・寄託）、その他（組合など）について学習する。「裁判と法
コース」など全てのコースに属する。
　私達の日常生活においては売買以外の契約も多く見られる。例えば家を借
りる、お金を借りる、家を建ててもらう、医者の診療を受ける、といった有償
の取引はもちろん、友達に本を借りる、ホテルのフロントに荷物を預けると
いった無償での約束も、実は民法の売買契約以外の契約類型に該当する。こ
のような現代取引において重要な契約類型を学ぶことで、現代取引における
ルールのほか、現代取引のあり方について学ぶ。
　
【到達目標】
　賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負、委任、雇用、寄託、組合等についてそ
の権利義務の発生・その内容・終了に関わるルールの意義と内容を理解する
ことができる。
具体的には各契約における当事者間の権利義務の発生、権利義務の内容、契
約の終了を中心に、規定の内容やそれに関する学説や判例を理解する。単に
規定の内容を学ぶだけではなく、各契約類型の特徴およびその現代取引にお
ける役割を意識しながら、なぜそのような規定となっているのか、現行規定
にはどのような問題があるのか、といった観点から学ぶ。
　また、契約類型によっては民法以外の特別法において詳細なルールが設け
られていることも多い。本講義ではこれらのうち、実際の取引において重要
な役割を果たしているものについても学ぶ。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
①授業日 2 日前までにレジュメを学習支援システムにアップする。必要に応
じて、音声による補足解説ファイルや事前課題ファイルをアップする。これ
らを使って予習すること、②授業日は 50 分～60 分ほど ZOOM で解説（レ
ジュメのうち、特に重要な点の補足や判例解説）を行う。解説終了後、質疑応
答タイムを設ける。ZOOM での解説は同時録画し、学習支援システムにアッ
プする。③質問は随時、学習支援システム内の掲示板（毎回の講義毎にトピッ
クを設定する）で受け付ける。④事前課題に関する意見を学習支援システム
内の掲示板に書き込んでもらい、ZOOM での授業内でその書き込みをふまえ
た補足解説を行うこともある。
受講生の数が多くない場合には、ZOOM での授業内でディスカッションを行
うことや、質疑応答を行う可能性もある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 概要

参考文献の指示
第 2 回 貸借型① 消費貸借①民法の消費貸借
第 3 回 貸借型② 消費貸借②クレジット契約、消費者信

用
第 4 回 貸借型③ 使用貸借
第 5 回 貸借型④ 賃貸借①賃貸借とは、賃貸借契約の成

立
第 6 回 貸借型⑤ 賃貸借②賃貸人・賃借人の義務
第 7 回 貸借型⑥ 賃貸借③譲渡・転貸、第三者との関係
第 8 回 貸借型⑦ 賃貸借④賃貸借の終了、定期借家権
第 9 回 役務型① 委任①
第 10 回 役務型② 委任②サービス契約の規定の在り方
第 11 回 役務型③ 請負①請負とは、請負の成立
第 12 回 役務型④ 請負②請負の効力、終了
第 13 回 役務型⑤ 雇用、寄託
第 14 回 その他 組合契約について
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業 2 日前までにアップするレジュメや音声ファイルを使って予習すること。
同時にテキストの指定箇所（毎回の講義の最後に次回の該当箇所を指定する）
を読むとさらに理解が深まる。また、民法判例集の指定箇所等、学習支援シ
ステムで指示された文献はきちんと読んでおくこと。学生が予習をしてきて
いることを前提に授業日に ZOOM での解説を行う。
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講義内容によっては、学習支援システムに「事前課題」をアップすることが
あるので、この課題を解くつもりでテキストの指定箇所や民法判例集の指定
箇所を読むと理解が深まる。「事前課題」に対する解答や意見を学習支援シス
テムの掲示板に書き込むのも歓迎する。
本授業の予習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
山本豊＝笠井修＝北居功『民法 5 契約（有斐閣アルマ）』（有斐閣、2018 年）。
開講時までに 2 版に改訂される場合には 2 版を教科書とする。
判例教材として、瀬川信久＝内田貴『民法判例集債権各論第 4 版』（有斐閣、
2020 年）。
【参考書】
契約各論に関しては、以下の 2 つの書籍を特に薦める。経済的事情が許せば
購入して学習して欲しい。
契約各論の全体像および現代における契約規定の在り方を考える上で有益な
書籍として、大村敦志『新基本民法５契約編　各種契約の法（第 2 版）』（有
斐閣、2020 年）
中田裕康『契約法』（有斐閣、2017 年）
【成績評価の方法と基準】
「学習支援システム」の「テスト」機能を使った小テストを学期中に複数回行
う（行う場合には、事前に学習支援システムで告知するので、学習支援システ
ムはこまめにチェックすること）。この小テストによる評価を 40 ％とする。
また、学期末に定期試験（対面での試験が可能である場合）またはオンライ
ン試験（オンライン）を行う。この学期末試験による評価を 50 ％とする。
その他、掲示板への書き込みを評価に入れることもある。
つまり、小テスト 40 ％＋学期末試験またはレポート 50 ％＋その他 10 ％＝
100 ％で評価する。
以上は予定であり、詳しくは開講時に学習支援システムで指示する。
【学生の意見等からの気づき】
本年度授業担当者変更によりフィードバックできない。
【学生が準備すべき機器他】
ZOOM での受講や学習支援システムへのアクセスが容易になるよう、パソコ
ンやタブレットを準備して欲しい。
【Outline and objectives】
In this lesson, we learn the rule of each contract in a Civil Code, for
exemple, the lease contract, the service contract.

LAW300AB

親族法

和田　幹彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
★この科目は「他学部公開科目」でもあります。
●この科目は「裁判と法」「行政・公共政策と法」「企業・経営と法（労働法中
心）」「国際社会と法」および「文化・社会と法」の各コースに属します。
授業の概要と目的：
●民法典の「第 4 編　親族」の法解釈と、法改正論を取り上げます。学生各
自が履修後には独自の解釈論を展開して論証できる能力と、法改正論を論じ
られる能力を身につけます。
●法学部生、他学部生とも、必ず人生で 1 度は深く考える｢婚姻」や｢夫婦別
氏」、そして日本で比率がどんどん高まっている「離婚」を含む｢民法・親族
法」の諸問題などを、法学に縁のない他学部生にも解りやすく解説し、学生
は教師と一緒に「対話」をしながら考えていきます。
●「何を学ぶか」つまり授業の目的のキーワード：解釈・対話・親族法と法改
正、そして「自分の頭で考える。正答は一つではない。」
【到達目標】
●学生は、学説や判例を覚えるだけではなく、「正しい答えは一つではない」
との大前提の下に、「自分の頭で考え」、親族法の説得的な解釈論を展開でき
る実力を身につけます。
●また 21 世紀に入って、同じ民法の第 3 編「債権法」と第 5 編「相続法」
の大改正が、まさに行われました。
　それに伴い、第 1 編の「総則」も　部分的に改正されています。
　こうした「民法大改正」のうねりの中で、第 4 編「親族法」も民法改正と
無縁ではありえません。
●まずは現行民法の「親族編」つまり親族法の法的論点について、独自の解
釈論を展開し、根拠を論述できる能力を身につけます。
●さらに、どのような親族法改正が必須か、例えば旧くて新しい問題として
は「（選択的）夫婦別氏」、新しい課題では「同性婚の合法化」、そして憲法と
の関連では、「離婚後の未成年の子と、嫡出でない未成年の子の、片方の親の
みによる『単独親権制度』は憲法違反で改正すべきか？」など、「民法、その
中でも『親族編』の諸問題を、自分の頭で考え、法改正論を独自に論じ、根拠
を論述する能力を身につけます。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
●基本的に講義形式を取ります。しかし学生の自由な発言・質問を歓迎します。
●また、「質問用紙」を教室の前後に常備し、学生はいつでも質問を書いて教
員に提出できます。
●学生は、学期中に数回、「質問用紙」に授業の質問、感想、批判、自分の説
などを書き、提出します。（匿名可能です。）次回の授業でこれを教員が発表
し、質問には応え、その他にはコメントします。
●学生は、指定された教科書の箇所を、次回の授業までに必ず予習します。
●学生は、法の解釈を学ぶには、一に条文、二に判例、三に学説を参照し、教
師との対話を通して独自の説を建てる姿勢が大切です。法解釈でも、人生で
も、答は一つではありません。
●学生皆さんが生きていく 21 世紀の日本では、国内外、社会・家庭、どこで
も、他文化との接触に際し、紛争解決の手段としての「法」は、必要不可欠
です。
●学生の皆さんが授業で学ぶ民法の「親族法」が、ただのテスト勉強に終わら
ず、卒業後の実務や家庭でも役立つように、教員が工夫して授業を進めます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション・民

法立法過程（1）
現行民法改正過程の前半（主に 1946
年）に関する講義＆質疑応答

第 2 回 民法立法過程（2）・家族
法概論

現行民法改正過程の前半（主に 1947
年）に関する講義＆質疑応答

第 3 回 婚姻法（1） 民法中の婚姻、特に婚姻の成立要件に
関する講義＆質疑応答

第 4 回 婚姻法（2） 民法中の婚姻、夫婦財産制度に関する
講義＆質疑応答

第 5 回 離婚法（1） 民法中の離婚、特に離婚の成立要件に
関する講義＆質疑応答

第 6 回 離婚法（2） 民法中の離婚、特に離婚の際の財産分
与に関する講義＆質疑応答
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第 7 回 婚外関係の法的処理 旧くは判例で「内縁」、現在社会では
「事実婚」と呼ばれる（法律婚では無
い）関係の保護に関する講義＆質疑応
答

第 8 回 実親子関係の発生（1）：
嫡出推定制度

法的夫婦間にできた子どもの法的地位
の発生に関する講義＆質疑応答

第 9 回 実親子関係の発生（2）：
認知制度

法的婚姻関係に無い女性・男性の間の
子どもの法的地位の発生に関する講義
＆質疑応答

第 10 回 実親子関係の発生（3）：
人工生殖（その 1）

不妊治療中の人工生殖により出生した
子の実親子関係の発生に関する講義
＆質疑応答

第 11 回 実親子関係の発生（3）：
人工生殖（その 2）

不妊治療ではない人工生殖により出生
した子の実親子関係の発生に関する講
義＆質疑応答

第 12 回 養親子関係 養親子関係、特に「特別養子縁組」に
関する講義＆質疑応答

第 13 回 子の保護：監護教育と財
産管理

「法的弱者となりうる未成年子の守ら
れるべき権利の保護」に関する講義
＆質疑応答

第 14 回 高齢者への援助：成年後
見と扶養

「法的弱者ともなりうる高齢者の守ら
れるべき権利の保護」に関する講義
＆質疑応答

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
●学生は、各回に必ず教科書の予習箇所を指定するので、各自自宅で予習を
すること。
●学生は、授業で扱った教科書の箇所と授業内容を必ず復習すること。
●準備（予習）・復習時間は、1 回の授業につき各々 2 時間（合計 4 時間）で
ある。
【テキスト（教科書）】
二宮周平『家族法』第 5 版（2019 年）、3,740 円【秋学期の「相続法」と同じ。】
【参考書】
水野紀子 (編集),大村敦志 (編集)『民法判例百選 III親族・相続第 2 版 (別
冊ジュリスト 239)』（2018 年）、2,420 円【秋学期の「相続法」と同じ。】
【成績評価の方法と基準】
●期末試験 100 点。
●期末試験では、到達目標である：
1）親族法の学説や判例を覚えるだけではなく、「正しい答えは一つではない」
との大前提の下に、自分の頭で考え、独自に親族法の説得的な解釈論を展開
できる能力
2)親族法の改正論の諸問題を、「正しい答えは一つではない」との大前提の下
に、自分の頭で考え、独自に論じ、根拠を論述する能力
以上 2 点を身につけたかどうかを評価します。
【学生の意見等からの気づき】
●質問をしやすい環境を整備します。
●授業のスピードを速くしすぎず、学生がフォローしやすいテンポにします。
●「目からも学ぶ」ことを重視し、DVD、ブルーレイ教材を使います。
●教科書や参考書にもないが、法解釈や、民法・法学・法そのものの理解に役
に立つ「手がかり」を挿入し、授業を聞きやすくします。
【その他の重要事項】
●法学部以外の学生も、誰でも履修ができます。
　「親族法」履修以前の、他の法律科目の履修も必要ありません。
●法学部法律学科の学生は、民法の「総則」「物権」「債権」をなるべく履修し
ていることが望まれます。義務ではありません。
●法学部政治学科・国際政治学科の学生は、無理に他の民法科目を事前に履
修する必要はありません。しかし、この「親族法」では「法学を学ぶ」という
姿勢をしっかり持って下さい。
●全学部生に、秋学期の「相続法」との合わせての履修を、強く勧めます。義
務ではありません。
【Outline and objectives】
To learn the Japanese Family Law, the fourth book of the Japanese Civil
Code.

LAW300AB

相続法

和田　幹彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
★この科目は「他学部公開科目」でもあります。
●この科目は「裁判と法」「行政・公共政策と法」「企業・経営と法（労働法中
心）」「国際社会と法」および「文化・社会と法」の各コースに属します。
授業の概要と目的：
●民法典の「第 5 編　相続」の法解釈と、法改正論を取り上げます。学生各
自が履修後には独自の解釈論を展開して論証できる能力と、法改正論を論じ
られる能力を身につけます。
●法学部生、他学部生とも、必ず人生で 1 度は深く考える｢相続」の諸問題な
どを、法学に縁のない他学部生にも解りやすく解説し、学生は教師と一緒に
「対話」をしながら考えていきます。
●「何を学ぶか」つまり授業の目的のキーワード：解釈・対話・相続法と法改
正、そして「自分の頭で考える。正答は一つではない。」
【到達目標】
●学生は、学説や判例を覚えるだけではなく、「正しい答えは一つではない」
との大前提の下に、「自分の頭で考え」、相続法の説得的な解釈論を展開でき
る実力を身につけます。
●また 21 世紀に入って、同じ民法の第 3 編「債権法」の大改正が、まさに
行われました。
　それに伴い、第 1 編の「総則」も　部分的に改正されています。
　こうした「民法大改正」の一環として、第 5 編「相続法」にも改正が行わ
れたことを学びます。
●まずは現行民法の「相続編」つまり相続法の法的論点について、独自の解
釈論を展開し、根拠を論述できる能力を身につけます。
●さらに、どのような相続法改正が必須としてすでに行われたか、さらに「民
法、その中でも『相続編』の諸問題を、自分の頭で考え、今後必要となるであ
ろう法改正論を独自に論じ、根拠を論述する能力を身につけます。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
●基本的に講義形式を取ります。しかし学生の自由な発言・質問を歓迎します。
●また、「質問用紙」を教室の前後に常備し、学生はいつでも質問を書いて教
員に提出できます。
●学生は、学期中に数回、「質問用紙」に授業の質問、感想、批判、自分の説
などを書き、提出します。（匿名可能です。）次回の授業でこれを教員が発表
し、質問には応え、その他にはコメントします。
●学生は、指定された教科書の箇所を、次回の授業までに必ず予習します。
●学生は、法の解釈を学ぶには、一に条文、二に判例、三に学説を参照し、教
師との対話を通して独自の説を建てる姿勢が大切です。法解釈でも、人生で
も、答は一つではありません。
●学生皆さんが生きていく 21 世紀の日本では、国内外、社会・家庭、どこで
も、他文化との接触に際し、紛争解決の手段としての「法」は、必要不可欠
です。
●学生の皆さんが授業で学ぶ民法の「相続法」が、ただのテスト勉強に終わら
ず、卒業後の実務や家庭でも役立つように、教員が工夫して授業を進めます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 全体的な授業計画 開講にあたって、この授業で何を学ぶ

かシラバスの説明による、この授業で
学ぶこと及び教科書や成績評価方法な
どの確認

第 2 回 相続法総論 相続法総則相続の開始　法定相続と遺
言相続　相続回復請求権。加えて相続
法改正の要点と今後の改正の展望。

第 3 回 相続人（1） １．胎児と相続
２．相続人の範囲

第 4 回 相続人（2） ３．相続権の喪失・相続欠格と廃除
３．同時死亡の推定

第 5 回 相続の効力（1） １．相続財産の範囲
２．法定相続分（1）

第 6 回 相続の効力（2） ２．法定相続分（2）
第 7 回 相続の効力（3） ３．指定相続分

４．具体的相続分・特別受益、寄与分
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第 8 回 遺産分割 １．遺産の共有
２．分割協議と利益相反
３．分割の効力
４．遺産分割の指定または禁止

第 9 回 相続の承認・放棄、財産
分離、相続人の不存在

１．相続の承認と放棄
２．相続財産の分離
３．相続人の不存在

第 10 回 遺言 (1) １．遺言の要式性
２．遺言能力
３．共同遺言の禁止

第 11 回 遺言 (2) ３．普通方式遺言と特別方式遺言
第 12 回 遺言の効力 １．効力発生時期

２．公序良俗違反の内容を含む遺言の
効力
３．遺贈
４．遺言の執行
５．遺言の撤回

第 13 回 遺留分 (1) １．遺留分制度の趣旨
２．遺留分権利者の範囲と遺留分の分
割

第 14 回 遺留分 (2) ３．遺留分算定の基礎になる財産
４．遺留分侵害額請求権
５．遺留分の放棄

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
●学生は、各回に必ず教科書の予習箇所を指定するので、各自自宅で予習を
すること。
●学生は、授業で扱った教科書の箇所と授業内容を必ず復習すること。
●準備（予習）・復習時間は、1 回の授業につき各々 2 時間（合計 4 時間）で
ある。
【テキスト（教科書）】
二宮周平『家族法』第 5版（2019 年）、3,740 円【春学期の「親族法」と同じ。】
【参考書】
水野紀子 (編集),大村敦志 (編集)『民法判例百選 III親族・相続第 2 版 (別
冊ジュリスト 239)』（2018 年）、2,420 円【春学期の「親族法」と同じ。】
【成績評価の方法と基準】
●期末試験 100 点。
●期末試験では、到達目標である：
1）相続法の学説や判例を覚えるだけではなく、「正しい答えは一つではない」
との大前提の下に、自分の頭で考え、独自に相続法の説得的な解釈論を展開
できる能力
2)相続法の改正と今後の改正論の諸問題を、「正しい答えは一つではない」と
の大前提の下に、自分の頭で考え、独自に論じ、根拠を論述する能力
以上 2 点を身につけたかどうかを評価します。
【学生の意見等からの気づき】
●質問をしやすい環境を整備します。
●授業のスピードを速くしすぎず、学生がフォローしやすいテンポにします。
●「目からも学ぶ」ことを重視し、DVD、ブルーレイ教材を使います。
●教科書や参考書にもないが、法解釈や、民法・法学・法そのものの理解に役
に立つ「手がかり」を挿入し、授業を聞きやすくします。
【その他の重要事項】
●法学部以外の学生も、誰でも履修ができます。
　「相続法」履修以前の、他の法律科目の履修も必要ありません。
●法学部法律学科の学生は、民法の「総則」「物権」「債権」「親族」をなるべ
く履修していることが望まれます。義務ではありません。
●法学部政治学科・国際政治学科の学生は、無理に他の民法科目を事前に履
修する必要はありません。しかし、この「相続法」では「法学を学ぶ」という
姿勢をしっかり持って下さい。
●全学部生に、春学期の「親族法」との合わせての履修を、強く勧めます。義
務ではありません。
【Outline and objectives】
To learn the Japanese Law of Inheritance, the fifth book of the Japanese
Civil Code.

LAW300AB

消費者法Ⅰ

大澤　彩

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
私たちの消費生活では、契約トラブル、悪徳商法、食の安全など、日々様々な
法律問題が生じている。このような法律問題を考える上で必要となってくる
のが、消費者法と呼ばれる領域の法知識・考え方である。本講義は消費者法
についての考え方、知識を身につけ、日常生活における法律問題を考える際
に必要なリーガルマインドを有した「消費者」になることを目的とする。
学習にあたっては、民法はもちろん、消費者契約法・製造物責任法などの特
別法、さらには消費者行政に重要な役割を果たしている行政機関や行政規制
の役割、民事訴訟を中心とした紛争解決制度の現状など、様々な分野にわた
る知識・理解・関心が求められる。
消費者法Ⅰでは、主に契約をめぐる法的問題につき、民法のみならず消費者
契約法、特定商取引法、割賦販売法などの特別法の内容とともに学ぶ。それ
により、消費者契約をめぐるトラブルに対処するための法解釈・適用の在り
方を理解することができる。
「裁判と法コース」「行政・公共政策と法コース」「企業・経営と法コース（商
法中心コース）・（労働法中心コース）」「文化・社会と法コース」に属する。
【到達目標】
民法の契約総論、各論部分のみならず、消費者契約法、特定商取引法、割賦販
売法などの特別法の知識を身につける。
契約トラブルなどの日常的な消費者問題に対して民法・各種特別法がいかな
る役割を果たしているのかについて、法律の規定のみならず判例・学説をも
とに理解する。これによって、民法の特に総則・債権法部分の発展的な学習
を行うこともできる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
①授業日 2 日前までにレジュメを学習支援システムにアップする。必要に応
じて、音声による補足解説ファイルや事前課題ファイルをアップする。これ
らを使って予習すること、②授業日は 50 分～60 分ほど ZOOM で解説（レ
ジュメのうち、特に重要な点の補足や判例解説）を行う。解説終了後、質疑応
答タイムを設ける。ZOOM での解説は同時録画し、学習支援システムにアッ
プする。③質問は随時、学習支援システム内の掲示板（毎回の講義毎にトピッ
クを設定する）で受け付ける。④事前課題に関する意見を学習支援システム
内の掲示板に書き込んでもらい、ZOOM での授業内でその書き込みをふまえ
た補足解説を行うこともある。
受講生の数が多くない場合には、ZOOM での授業内でディスカッションを行
うことや、質疑応答を行う可能性もある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 消費者法とは何か 消費者・事業者概念、消費者基本法
第 2 回 消費者契約の締結過程の

適正化①契約の成立
消費者契約の成立、契約締結上の過失

第 3 回 消費者契約の締結過程の
適正化②民法の役割

民法の錯誤、詐欺

第 4 回 消費者契約の締結過程の
適正化③消費者契約法

消費者契約法 4 条など

第 5 回 消費者契約の締結過程の
適正化④交渉力の不均衡

民法の強迫、消費者契約法 4 条など

第 6 回 消費者契約の内容の適正
化①中心的債務：公序良
俗

公序良俗規定と消費者取引

第 7 回 消費者契約の内容の適正
化②不当条項規制その１

民法による不当条項規制、約款論

第 8 回 消費者契約の内容の適正
化③不当条項規制その２

消費者契約法 8 条～10 条

第 9 回 消費者契約の内容の適正
化④履行段階

信義則の役割、契約の解釈

第 10 回 消費者契約と特定商取引
法①

特定商取引法の概要

第 11 回 消費者契約と特定商取引
法②

クーリングオフ、過量販売規制など

第 12 回 消費者取引とシステム責
任論①割賦販売法

割賦販売法の概要、抗弁の接続
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第 13 回 消費者取引とシステム責
任論②名義貸し、不正利
用、預金トラブル

名義貸し、預金トラブル

第 14 回 消費者取引と不法行為法 消費者取引における不法行為法の役割
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業 2 日前までにアップするレジュメや音声ファイルを使って予習すること。
同時にテキストの指定箇所（毎回の講義の最後に次回の該当箇所を指定する）
を読むとさらに理解が深まる。また、消費者法判例集の指定箇所等、学習支
援システムで指示された文献はきちんと読んでおくこと。学生が予習をして
きていることを前提に授業日に ZOOM での解説を行う。
講義内容によっては、学習支援システムに「事前課題」をアップすることが
あるので、この課題を解くつもりでテキストの指定箇所や消費者法判例集の
指定箇所を読むと理解が深まる。「事前課題」に対する解答や意見を学習支援
システムの掲示板に書き込むのも歓迎する。
また、新聞やテレビ、インターネット等で日頃から私たちの日常生活におけ
るトラブルについてのニュースを見聞きしておくことも重要である。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
オリジナル教材『消費者法裁判例集』を作成し、使用する予定。詳細は初回
授業で指示するため、それまでは購入しないこと。
【参考書】
中田邦博＝鹿野菜穂子編『基本講義消費者法（第 4版）』（日本評論社、2020年）
河上正二＝沖野眞已編『消費者法判例百選（第 2 版）』（有斐閣、2020 年）
松本恒雄＝後藤巻則編『消費者法判例インデックス』（商事法務、2017 年）
大村敦志『消費者法（第 4 版）』（有斐閣、2011 年）
【成績評価の方法と基準】
学期末に定期試験（対面での試験が可能である場合）またはオンライン試験
（オンライン）を行う。この学期末試験による評価を 50 ％とする。
また、「事前課題」に対する掲示板への書き込みを評価に入れる（50 ％）
つまり、学期末試験またはレポート 50％＋掲示板への書き込み 50％＝ 100％
で評価する。
以上は予定であり、詳しくは開講時に学習支援システムで指示する。
【学生の意見等からの気づき】
レジュメに頼らず、自分でノートをとる習慣を身につけること。大学の授業
を受ける上で本来望まれる姿勢は教員の話を聞き取って自分でノートをとる
という姿勢である。
【学生が準備すべき機器他】
ZOOM での受講や学習支援システムへのアクセスが容易になるよう、パソコ
ンやタブレットを準備して欲しい。
【その他の重要事項】
契約法（Ⅰ～Ⅳ）・不法行為法の講義をすでに受講、ないしは同時に受講して
いることが望ましい。
消費者問題に直接取り組む弁護士のみならず、消費者問題に対する対処が求
められており、そのための部署も設けられている国・地方公共団体の職員を
目指す学生、さらには、近年コンプライアンス意識が一層顕著になっている
すべての企業で働くことになる学生にとっても重要な科目である。
秋学期に開講される「消費者法Ⅱ」も合わせて受講することが望ましい。
SDG ｓの観点からも受講することをお勧めする。
学生向けに消費者法を学ぶことの意味について書いた、拙稿「消費者法－私
達＝「消費者」のよりよい消費生活のために」法学教室 487 号（2021 年）別
冊付録掲載を読んで欲しい。
【Outline and objectives】
We learn the consumer law, especially, the consumer contract law.

LAW300AB

消費者法Ⅱ

大澤　彩

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
消費者法Ⅰの理解をもとに、消費者取引における物・サービスの品質・安全に
関する法制度を学ぶ。また、消費者取引のうち、特殊な法的問題をはらむ数
種の取引類型をとりあげ、民法、特別法が果たす役割を学ぶ。さらに、行政
組織、訴訟手続など消費者法を形成している制度についても理解を深める。
「裁判と法コース」「行政・公共政策と法コース」「企業・経営と法コース（商
法中心コース）・（労働法中心コース）」「文化・社会と法コース」に属する。
【到達目標】
物・サービスの品質、安全についての民事ルール、業法ルールの知識を身に
つける。
消費者取引のうち、特に問題となることが多い取引類型につき、民法、特別
法が果たしている役割を理解する。
消費者問題に関連する行政規制、訴訟法の知識を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
①授業日 2 日前までにレジュメを学習支援システムにアップする。必要に応
じて、音声による補足解説ファイルや事前課題ファイルをアップする。これ
らを使って予習すること、②授業日は 50 分～60 分ほど ZOOM で解説（レ
ジュメのうち、特に重要な点の補足や判例解説）を行う。解説終了後、質疑応
答タイムを設ける。ZOOM での解説は同時録画し、学習支援システムにアッ
プする。③質問は随時、学習支援システム内の掲示板（毎回の講義毎にトピッ
クを設定する）で受け付ける。④事前課題に関する意見を学習支援システム
内の掲示板に書き込んでもらい、ZOOM での授業内でその書き込みをふまえ
た補足解説を行うこともある。
受講生の数が多くない場合には、ZOOM での授業内でディスカッションを行
うことや、質疑応答を行う可能性もある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 消費者取引の対象①物の

品質
民法の規定との関係

第 2 回 消費者取引の対象②物の
安全性（１）

製造物責任①

第 3 回 消費者取引の対象③物の
安全性（２）

製造物責任

第 4 回 消費者取引の対象④品
質・安全性に関する行政
規制

食品衛生法など

第 5 回 消費者取引の対象⑤サー
ビス契約論

民法の規定・特定商取引法

第 6 回 消費者取引・各論①悪徳
商法

悪徳商法の各類型についての説明

第 7 回 消費者取引・各論②金融
商品

金融商品トラブルをめぐる民事判例お
よび特別法

第 8 回 消費者取引・各論③建築
取引

建築トラブルをめぐる民事判例

第 9 回 消費者取引・各論④電子
商取引

電子商取引をめぐる民事判例および特
別法

第 10 回 消費者保護制度論①行政
機関の役割

消費者庁、国民生活センターの役割

第 11 回 消費者保護制度論②消費
者紛争解決制度その１

ADR 制度、消費者団体訴訟

第 12 回 消費者保護制度論③消費
者紛争解決制度その２

集団的消費者被害救済について

第 13 回 消費者取引と市場の公正 独禁法と消費者法の関係
第 14 回 消費者・事業者の活動 消費者団体の役割、公益通報者保護法
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業 2 日前までにアップするレジュメや音声ファイルを使って予習すること。
同時にテキストの指定箇所（毎回の講義の最後に次回の該当箇所を指定する）
を読むとさらに理解が深まる。また、消費者法判例集の指定箇所等、学習支
援システムで指示された文献はきちんと読んでおくこと。学生が予習をして
きていることを前提に授業日に ZOOM での解説を行う。
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講義内容によっては、学習支援システムに「事前課題」をアップすることが
あるので、この課題を解くつもりでテキストの指定箇所や消費者法判例集の
指定箇所を読むと理解が深まる。「事前課題」に対する解答や意見を学習支援
システムの掲示板に書き込むのも歓迎する。
また、新聞やテレビ、インターネット等で日頃から私たちの日常生活におけ
るトラブルについてのニュースを見聞きしておくことも重要である。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
オリジナル教材『消費者法裁判例集』を作成し、使用する予定。詳細は初回
授業で指示するため、それまでは購入しないこと。
【参考書】
中田邦博＝鹿野菜穂子編『基本講義消費者法（第 4版）』（日本評論社、2020年）
河上正二＝沖野眞已編『消費者法判例百選（第 2 版）』（有斐閣、2020 年）
松本恒雄＝後藤巻則編『消費者法判例インデックス』（商事法務、2017 年）
大村敦志『消費者法（第 4 版）』（有斐閣、2011 年）
【成績評価の方法と基準】
学期末に定期試験（対面での試験が可能である場合）またはオンライン試験
（オンライン）を行う。この学期末試験による評価を 50 ％とする。
また、「事前課題」に対する掲示板への書き込みを評価に入れる（50 ％）
つまり、学期末試験またはレポート 50％＋掲示板への書き込み 50％＝ 100％
で評価する。
以上は予定であり、詳しくは開講時に学習支援システムで指示する。
【学生の意見等からの気づき】
レジュメに頼らず、自分でノートをとる習慣を身につけること。大学の授業
を受ける上で本来望まれる姿勢は教員の話を聞き取って自分でノートをとる
という姿勢である。
【学生が準備すべき機器他】
ZOOM での受講や学習支援システムへのアクセスが容易になるよう、パソコ
ンやタブレットを準備して欲しい。
【その他の重要事項】
消費者法Ⅰを受講済みであるのが望ましい。
消費者問題に直接取り組む弁護士のみならず、消費者問題に対する対処が求
められており、そのための部署も設けられている国・地方公共団体の職員を
目指す学生、さらには、近年コンプライアンス意識が一層顕著になっている
すべての企業で働くことになる学生にとっても重要な科目である。
SDG ｓの観点からも受講することをお勧めする。
学生向けに消費者法を学ぶことの意味について書いた、拙稿「消費者法－私
達＝「消費者」のよりよい消費生活のために」法学教室 487 号（2021 年）別
冊付録掲載を読んで欲しい。
【Outline and objectives】
We learn consumer law, especially, the safety and the the quality of the
goods and the service.

LAW200AB

会社法

荒谷　裕子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では、実務的な法学教育を意識して、企業、特に株式会社
が法律上どのように規整されているのか概観するとともに、実務で
は実際に企業はどのように運営されているのかということについて
考察する。
　卒業後にすぐ役立つ会社実務の基礎的知識の習得、金融商品取引
法と並んで企業を取り巻く法環境について多角的な考察力を身につ
けることを目標とする。
　この科目は全てのコースに属している。

【到達目標】
①　株式会社は一体どのように設立され、どのように運営されている
のか、また出資者である株主や会社債権者を保護するために法はど
のような規制を設けているのか、その概要を理解する。
②　ビジネスに必要な様々な用語やスキームを理解し、新聞の経済面
を楽しく読み解くことができるようにする。
③　就職活動に役立つ専門知識を習得する。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
　会社、特に株式会社は、現代の日本経済になくてはならない存在
であり、ほとんどの学生が、現在その組織の中に組み込まれている、
あるいは卒業後組み込まれていくにもかかわらず、これを規律する
法律である会社法は、刑法や民法などに比べてとっつきにくいとい
う印象が強く、どうしても敬遠されがちである。そこで、本講義で
は、会社とはどういうものなのか、そして現代社会において如何な
る機能を果たしているのかといった会社全般に関する総論的なこと
を説明した後、会社の中でも最もよく利用され、最も重要な機能を
果たしている株式会社に焦点を絞って、株式会社は一体どのように
設立され、どのように運営されているのか、また出資者である株主
や会社債権者を保護するために法はどのような規制を設けているの
かといった株式会社組織全般の法規制の内容を分かりやすく説明す
る。会社法は学生には馴染みがないので、実際に話題となっている
企業買収事例や企業不祥事などの時事問題や判例を紹介しながら具
体的に会社法が果たす役割や問題についてわかりやすく説明する予
定である。
　なお、大講義では、ともすれば教える側の一方通行になりがちで
あるが、本講義では、ただ単に法律上の手続きや規制の内容を覚え
るだけではなく、学生が自分の頭で考えながら理解することを目標
に、「何故そうした法規制が必要なのか」、「どうしてそういうことが
問題となるのか」といった問題意識を絶えず念頭におき、学生との
質疑応答を交えながら進めて行くつもりである。
　授業外の質問に対しては、授業支援システムの掲示板もしくは次
回の授業で回答する形でフィードバックする。
【重要】　新型コロナウイルス感染防止の観点から、受講生数が確定
するまでの期間（4月）は、学習支援システムに、レジュメと、受講
生が自習すべきテキストの該当箇所の指示を配信するとともに、通
常の時間帯（火曜日 3限目）に Zoomによるオンラインでのライブ
授業を実施する。
　 5 月以降は、感染状況等を見ながら、オンライン授業を基本とし
つつ、教室での対面・オンライン併用型（ハイフレックス型）授業
を実施できればと考えている。授業計画の変更等については、学習
支援システムの「お知らせ」に掲示する。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes
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【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション オリエンテーション
第 2 回 会社法総論 会社の経済的機能と会社法につい

て概説する
第 3 回 会社の概念・種類 会社の定義、および会社法上認め

られている会社の種類・意義につ
いて概説する

第 4 回 会社の権利能力 会社の権利能力について、八幡製
鉄献金事件などの判例を交えなが
ら概説する。

第 5 回 株式会社―総説― 株式会社とはどういうものを言う
のか、その特質について概説す
る。

第 6 回 株式会社の機関総論 株式会社の機関、機関設計につい
て概説する。

第 7 回 株主総会１ 株主総会とはどういうものか、そ
の概要について概説する。

第 8 回 株主総会２ 株主提案権・決議要件・株主総会
決議の瑕疵について解説する。

第 9 回 経営機構 株式会社の経営機構の概要につい
て概説する。

第 10回 取締役・取締役会 取締役会の機能・権限、取締役の
資格・報酬等ついて概説する。

第 11回 取締役の権限・代表取
締役

取締役の権限、代表訴訟の意義・
権限について鍵説する。

第 12回 指名委員会設置会社・
監査監査役・監査役
会・会計監査人等委員
会設置会社

各経営機構について、コーポレー
ト・ガバナンスの視点から概説す
る。

第 13回 役員の責任 取締役等株式会社の役員の責任に
ついて、判例を交えながら概説す
る。

第 14回 役員の対第三者責任 役員の対第三者責任について概説
する。

第 15回 株主代表訴訟 株主第三者割当・多重代表訴訟に
ついて概説する。

第 16回 株式と株主 株式と株主について解説する。
第 17回 株式の種類と内容 株主平等原則、種類株式の概要に

ついて解説する。
第 18回 キャッシュ・アウト、

全部取得条項付株式
全部取得条項付株式の概要と問題
点、およびキャッシュ・アウト制
度について概説する。

第 19回 株式譲渡 株式譲渡に関する法規整の概要に
ついて概説する。

第 20回 株式の併合・分割・無
償割当

株式の併合・分割・無償割当につ
いて解説する。について概説す
る。

第 21回 募集株式の発行と不公
正な株式発行等

募集株式の発行と不公正な株式発
行について、判例を交えながら概
説する。

第 22回 新株予約権 新株予約権に関する法規制につい
て概説する。

第 23回 社債 社債に関する法規制について概説
する。

第 24回 企業買収・企業再編 テーマに基づく講義
第 25回 合併 合併に関する法規制について概説

する。
第 26回 会社分割 会社分割に関する法規制について

概説する。
第 27回 株式交換・株式移転 株式交換・株式移転に関する法規

制について、具体的な事例を交え
ながら概説する。

第 28回 事業譲渡・事業の譲受
け

事業譲渡・事業の譲受けに関する
法規制について概説する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　予習は特にしなくても良いので、その分、前回の講義の復習をき
ちんとすること。また、新聞の経済面を毎日読んで、企業に関する
情報―例えば、株主総会が開催され、そこで取締役の解任が議論さ
れたとか、株主が取締役に対する損害賠償を提起したとか、どこの
会社とどこの会社が合併するといった記事―に注目し、何が問題と
なっているのか自分なりに考えてみる（準備学習）。こうした知識が
頭にあるだけで、会社法の講義は楽しくなります。本授業の準備学
習・復習時間は各 2 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
・田中亘「会社法【第 3 版】」（2021 年）東京大学出版会
・必ず最新の六法を持参すること

【参考書】
・「会社法判例百選【第 3 版】」有斐閣
・「会社法の争点」有斐閣

【成績評価の方法と基準】
　年度末の定期試験と学期中の小テストによって評価する（100%）
　なお、今年度の授業は、新型コロナの影響により、オンラインで
の開講が継続する可能性があることから、成績評価の方法と基準を
変更する場合がある。その場合には、学習支援システムで掲示する
ので、お知らせ情報を適宜チエックすること。

【学生の意見等からの気づき】
　特になし。

【Outline and objectives】
The objective of this course is to understand the rules of the
Companies Act, especially in relation to:
(a) incorporation of a company,
(b) corporate governance,
(c) corporate financing,
(d) M & A.
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LAW200AB

会社法

潘　阿憲

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は、株式会社法制度を取り扱うものである。講義においては、会社法
上の基本的な概念及び制度の仕組を解説し、さらに重要な法的論点について、
学説や判例を踏まえた検討を行う。この科目は全てのコースに属している。
【到達目標】
株式会社においては、株主や会社債権者をはじめとする多くのステークホル
ダー（利害関係人）が存在しており、会社法はこれらのステークホルダーの利
害調整を行う役割も果たしている。本科目では、会社法上の各種のルールが
個々のステークホルダーの利益保護にとってどのような意義を有しているの
かに着目しながら、会社法の基礎を学んでもらうことを目的としており、本
講義を通じて、会社法の基本的な仕組みとその機能を理解することができる
ことになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
新型コロナウイルスの影響により、春学期はオンラインで開講する予定であ
る。各回の授業計画に変更がある場合には、学習支援システムでその都度提
示することにする。また、受講生からの授業外の質問については、授業内で
回答することとする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 「会社法」で何を学ぶか？ ・会社の意義

・会社法の基本的な構造
第 2 回 株式会社制度の特徴 ・組合契約と会社の異同

・株式会社と合同会社の異同
第 3 回 株主の権利 ・自益権と共益権

・種類株式
第 4 回 株式の譲渡と担保化の方

法
・株式譲渡の効力要件と対抗要件
・株式の担保化の方法

第 5 回 株式会社の機関 機関の構成と権限分配
第 6 回 株主総会制度 ・招集手続

・議事運営
・総会検査役の役割

第 7 回 株主の議決権行使 ・議決権
・書面決議
・代理人による議決権行使
・利益供与

第 8 回 瑕疵のある株主総会決議
とその効力

・株主総会決議取消の訴え
・株主総会決議の不存在・無効

第 9 回 取締役 ・取締役の地位
・取締役の義務

第 10 回 監査役 ・監査役の地位
・監査役の職務権限

第 11 回 取締役会制度 ・取締役会の権限
・取締役会決議の瑕疵

第 12 回 会計監査人 ・会計監査人の地位と権限
第 13 回 指名委員会等設置会社/監

査等委員会設置会社
・取締役と執行役の地位
・取締役会と３委員会の権限
・執行役の権限
・監査等委員会

第 14 回 検査役 ・選任の方法
・検査役の権限

第 15 回 春学期のまとめ ・第１４回までの講義内容のまとめ
第 16 回 取締役の会社に対する義

務
・善管注意義務と忠実義務
・競業取引規制
・利益相反規制

第 17 回 取締役の報酬 ・取締役の報酬
・その他の役員の報酬

第 18 回 取締役の会社に対する責
任

・任務懈怠責任
・任務懈怠責任の免除

第 19 回 取締役の任務懈怠責任 ・任務懈怠責任の要件
・任務懈怠責任の免除

第 20 回 株主代表訴訟・多重代表
訴訟

・役員等の責任を追及する訴えを提起
すべき旨の請求
・代表訴訟の提起
・代表訴訟の却下と担保提供命令

第 21 回 取締役の第三者に対する
責任

・会社法 429 条 1 項の責任
・会社法 429 条 2 項の責任

第 22 回 募集株式の発行 ・企業の資金調達手段
・授権資本制度
・募集株式発行の手続き

第 23 回 募集株式発行の瑕疵を争
う手続

・募集株式発行の差止め
・株式発行無効の訴え
・取締役の責任

第 24 回 株式会社の設立 ・株式会社の設立手続
・発起人の権限と責任
・設立無効の訴え

第 25 回 企業の再編と買収 ・企業買収の意義
・買収の手法

第 26 回 企業再編行為 ・合併
・会社分割
・株式交換／株式移転

第 27 回 企業再編の手続とその瑕
疵

・企業再編の手続
・企業再編行為の瑕疵を争う手続

第 28 回 敵対的買収 ・敵対的買収の意義
・敵対的買収に対する防衛策

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
なるべくテキストを予習してくること、また、復習を行うこと。本授業の準
備・復習時間は、それれぞ２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
田中亘著　『会社法』（東大出版会）の最新版
【参考書】
初回授業時に指定する。
【成績評価の方法と基準】
オンラインでの開講に伴い、成績評価は、期末レポート試験の結果に基づい
て行うものとする。期末レポート試験の成績基準を１００％とする。
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【Outline and objectives】
Corporation Law
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会社法

橡川　泰史

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　こんにちは！ 　会社法を担当しますトチカワです。この授業は、
受講者が「会社法入門」を既に履修していることを前提として実施
します。
　「会社法入門」で学ばれたように、会社とは、複数の人が共同出
資をして継続する事業体として営利事業を営むための法律上の道具
です。「継続する」ことが前提ですので、そこには多数の利害関係が
束になって存在します。この多数の利害関係を私法上の権利義務関
係として整理して相互の調整を図り、この企業体が維持・発展する
のを助けることが会社法の目的です。
　共同出資者間の私的利害調整という点では民法の典型契約の 1つ
である「組合」の特則であるという位置づけもできるのですが、なに
しろ利害関係が複雑多岐にわたるためシンプルに「契約自由の原則」
にばかり頼っていられません。そこで、2005年に公布された「会社
法」という名前の制定法を中核として、その周囲に「会社法施行規
則」「会社計算規則」「社債、株式等の振替に関する法律」といった
各種法令、さらにこれらの法令及び 2005年以前の「商法」「有限会
社法」など旧法令の下での判例、そして業界自主ルールのようなソ
フト・ローなどが取り巻き、これらが全体として「実質的意義にお
ける会社法」といわれる大きなルールの体系をなしているわけです。
　この全体像を４単位 28 回の講義で論じ尽くすことは到底できま
せんが、会社という企業体が事業を進めていくうえで、どのような
シーンにどのような法的問題が生じ、これをどのような手法で規律
されているのかを学ぶことで、会社をめぐる様々な生活関係を、で
きるだけ厳密に定義される「権利・義務」の視点から捉えるという
考え方・視点を身につけることが本講義の目的です。
　法曹コース所属の 3年次生にとっては、この科目は必修科目となっ
ていますので、会社法について、法科大学院の既修者コース入学者
として最低限必要な「見通し」を持って進学できるようお手伝いを
するということもこの授業の目的となのですが、結局のところ、上
記のような「考え方・視点」を身につけていただくことがまさにそ
の目的に適うことだと考えております。
　なお、この科目は 6 つのガイドライン型コースすべてに属してい
ます。

【到達目標】
株式会社の出資者である株主の地位と株式会社の業務運営に関する
会社法の制度について、法的な権利義務の視点から基本的な説明が
できるようになること。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
【授業の方法】
(1) 　講義形態で行います。授業参加者がテキスト等の資料を読ん
できたことを前提に、ポイントを絞った解説をします。
(2)　リアルタイム・オンライン授業とオンデマンド授業（動画ファ
イル配信）とを併用します。
(3) 　教科書や講義の内容の理解度を確認する目的で、Hoppii を利
用した事前または事後の小テストを随時実施します。
※授業外や課題に関連する質問については、授業（配信動画を含む）
の中でフィードバックします。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 会社と会社法 ・講義の進め方と成績評価

・組合と会社
・株式会社の特徴
・会社法の役割
〔テキスト第 1 章・第 2 章〕

第 2 回 株式と株主 ・株主の権利
・株主の義務と責任
〔テキスト第 3 章第 1 節■ 1～4〕

第 3 回 株式の種類と株主平等
原則

・株式の種類
・株主平等原則
〔テキスト第 3 章第 1 節■ 5～7〕

第 4 回 株式の譲渡と株主権行
使の方法

・株式の譲渡自由の原則
・譲渡制限株式の譲渡
・株券発行会社における株式譲渡
の方法
・振替株式発行会社における株式
譲渡の方法
〔テキスト第 3 章第 2 節・第 3
節〕

第 5 回 株主名簿制度 ・株主名簿の名義書換について
・基準日制度
・振替株式発行会社における権利
行使方法
〔テキスト第 3 章第 3 節■ 4～5〕

第 6 回 株式会社の機関 ・株主総会
・取締役と取締役会
・監査役／監査等委員会／指名委
員会等
・会計監査人／会計参与
・機関設計のルール
〔テキスト第 4 章第 1 節■ 1～3〕

第 7 回 株主総会 ・株主総会の権限
・株主総会の招集
・株主提案権
〔テキスト第 4 章第 2 節■ 1～3〕

第 8 回 株主総会の運営 ・株主の議決権
・代理人による議決権行使
・株主総会の議事と決議
〔テキスト第 4 章第 2 節■ 4～5〕

第 9 回 株主総会決議の瑕疵 ・株主総会決議取消の訴え
・株主総会決議無効確認の訴え
・株主総会決議不存在確認の訴え
〔テキスト第 4 章第 2 節■ 6〕

第 10回 取締役 ・業務執行の決定と業務の執行
・取締役と会社の関係
〔テキスト第 4 章第 3 節■ 1～2〕

第 11回 取締役会と代表取締役 ・取締役会の招集と運営
・代表取締役の地位と権限
・業務執行取締役（代表取締役
以外）
〔テキスト第 4 章第 3 節■ 3～4〕

第 12回 監査役・監査役会 ・監査役と会社の関係
・監査役の権限
・監査役会の役割
〔テキスト第 4 章第 5 節〕

第 13回 監査等委員会設置会社
と指名委員会等設置会
社

・取締役会と監査等委員会
・取締役会と３委員会と執行役
〔テキスト第 4 章第 7 節・第 8
節〕

第 14回 春学期のまとめ ・株式会社の特徴
・株式の意義
・株式会社の機関の分化

第 15回 取締役の義務（1） ・競業取引規制
・利益相反取引規制
・違法な利益相反取引の効力
〔テキスト第 4 章第 3 節■ 5〕
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第 16回 取締役の義務（2） ・善管注意義務と忠実義務
・株主利益の最大化
・経営判断原則
・法令遵守義務
・監視義務と内部統制システム構
築義務
〔テキスト第 4 章第 3 節■ 6〕

第 17回 役員等の責任（1） ・役員等の任務懈怠責任
・株主代表訴訟
〔テキスト第 4 章第 9 節■ 1～3〕

第 18回 役員等の責任（2） ・違法行為差止請求権
・役員等の第三者に対する責任
〔テキスト第 4 章第 9 節
■ 4〕

第 19回 計算と配当 ・資本金／準備金／剰余金
・株主への配当と自己株式取得
〔テキスト第 5 章〕

第 20回 株式発行による資金調
達

・募集株式の発行等の意義
・募集株式の発行等の手続
・出資の履行に関する規律
〔テキスト第 6 章第 2 節■ 1～4〕

第 21回 新株予約権 ・新株予約権の意義
・新株予約権の発行
・新株予約権の譲渡等
〔テキスト第 6 章第 3 節■ 1～5〕

第 22回 瑕疵のある株式発行・
新株予約権発行

・差し止め請求権
・無効の訴え
〔テキスト第 6章第 2節■ 6～8・
第 3 節■ 6〕

第 23回 会社の買収 ・株式公開買付け
・第三者割当増資による買収
・キャッシュアウト
〔テキスト第 9 章第 1 節・第 2
節〕

第 24回 敵対的買収と防衛策 ・総説
・取締役会による防衛策
・事前警告型防衛策
〔テキスト第 9 章第 5 節〕

第 25回 株式会社の設立 ・発起設立の手続
・募集設立の手続
・設立中の会社
・設立に関する責任
・設立無効
〔テキスト第 7 章〕

第 26回 組織再編の全体像 ・組織変更
・合併
・株式分割
・株式移転／株式交換
〔テキスト第 9 章第 3 節■ 1〕

第 27回 組織再編の手続 ・組織再編契約（計画）
・事前開示
・株主総会と反対株主の株式買取
請求権
・組織再編と債権者
・組織再編の無効
〔テキスト第 9 章第 3 節■ 2～3〕

第 28回 総まとめ 全体のまとめと重要判例

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・「会社法入門」（2単位）が履修済みであることを前提として講義を
進める。
・民法の総則、担保物権、債権総論、契約総則について、ひととおり
勉強しておくことが望ましい。
・予め指定された判例については、最低でも下記【参考書】欄に掲
げた判例百選の該当判例の部分を読んでおくこと。本授業の準備学
習・復習時間は各 2 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
田中亘『会社法［第 3 版］』（東京大学出版・2021 年）

【参考書】
別冊ジュリスト 229号「会社法判例百選〔第 3版〕」（有斐閣・2016年）
山下友信・神田秀樹（編著）「商法判例集第 7版」（有斐閣・2017年）

【成績評価の方法と基準】
定期試験の成績（90 ％）
小テスト・リポートの提出状況／質問による授業への貢献などの平
常点（10 ％）

【学生の意見等からの気づき】
特にありません。

【学生が準備すべき機器他】
リアルタイム・オンライン授業（ZoomまたはWebex使用）とオン
デマンド授業（動画配信と PDF 等による配布資料との併用）とを
受講できる情報機器。

【その他の重要事項】
上記指定テキストの他、最新の六法を毎回必ず用意すること。
================================
★｢最新の」というところが大事です。電子デバイスで利用できる六
法もありますが、今のところ定期試験で「六法参照可」の場合、紙
媒体の六法しか参照は許可されませんので、普段から印刷された紙
版の六法の利用に慣れておくという意味でも、安くないうえに重く
てどうも恐縮ですが、紙媒体の六法の利用を強くお勧めします。

【Outline and objectives】
This class will provide an overview of the major legal issues
related to Japanese corporate law.
The class will cover legal issues regarding types of companies,
incorporation of Kabusiki Kaisha（joint stock companies）,
corporate governance, corporate finance, and mergers and
acquisitions.
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金融商品取引法Ⅰ

荒谷　裕子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　近年、身近なものとなっている株取引などの金融商品取引の意義
およびその法規制の必要性と概要について理解することにより、企
業を取り巻く法環境について多角的な考察力を身につけることを目
標とする。
　この科目は、「企業・経営と法コース（商法中心）」に属する科目
である。

【到達目標】
①　金融商品取引法の全体構造を理解する。
②　近年、専門的な知識もないままに株式取引や FX 取引等を行う
学生が多く被害も後をたたない。そこで、本講義では、金融商品取
引に関する正しい知識を身につける。
③　新聞の経済面を楽しく興味を持って読むことができるように
する。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
　金融商品取引法というのは、有価証券だけではなく広く金融商品を
横断的に規制する法律である。最近は、インターネットや銀行等で
気楽に株式等の金融商品に投資したり、コンビニで本や弁当を買う
ように気楽に株式等を売買できるようになるなど金融商品取引は学
生にとっても身近な存在になりつつある。また、NISAや iDeCo(イ
デコ）といった長期分散投資制度の普及と超低金利を反映して、急
速に、金融商品取引への関心が高まっている。しかし、他方におい
て、映画ファンドやミュージック・ファンドなど趣味と投資を兼ね
た投資商品や FX、暗号資産（旧仮想通貨）といった商品が多数開
発され、十分な知識や投資意識がないままこれに参加し、多額の被
害を蒙るケースも多発している。金融商品取引のシステムは本屋で
本を買うのとは違い、かなりの専門知識を必要とするので、十分な
知識もなくこうした取引に手を出すのは非常に危険である。そこで、
本講義では、まずこうした金融商品に関する基本的な概念や取引シ
ステムをわかりやすく説明するとともに、一般投資家を保護するた
めに法は具体的にどのような規制を行っているのかといった金融商
品取引法の内容について、判例の分析を交えながら概説をする。
　なお、学生の問題意識を喚起し、併せて理解度を高めるために、日
本銀行の見学や最新のニュース・判例等を題材に質疑応答形式を取
り入れた講義を行いたいと考えている。
　授業外の質問に対しては、授業支援システムの掲示板もしくは次
回の授業で回答する形でフィードバックする。
【重要】　新型コロナウイルスの感染防止の観点から、4月は、双方
向のオンライン型ライブ授業を実施する。5 月以降は、感染状況を
見ながら、オンライン・ライブ授業の間に、教室で対面・オんライ
ン併用型（ハイフレックス型）授業を実施したいと考えているので、
授業支援システムの「お知らせ」を随時チエックすること。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 金融商品取引法とはどのような法

律なのか、１年間の授業の進め方
等について説明をする。

第 2 回 金融商品取引法の意義
および目的

金融商品取引法の意義および目的
についてわかりやすく解説する。

第 3 回 金融商品取引法の制
定・改正経緯

金融商品取引法制定前の法律であ
る証券取引法制定の背景、改正の
経緯とその背後にある理念・目的
について概説する。

第 4 回 有価証券の意義１ 金融商品取引法の基本となる有価
証券概念の意義について概説する

第 5 回 有価証券の意義２ 金融商品取引法の基本となる有価
証券概念の意義について概説す
る。

第 6 回 ファンド規制 最近話題となっているファンドと
はどういうものをいうのか、その
ファンドを金融商品取引法はなぜ
規制しようとしているのか、其の
背後にある政策などを踏まえなが
ら概説する。

第 7 回 デリバティブ取引の意
義

デリバティブ取引とはなにか、其
の意義についても概説する。

第 8 回 金融商品取引業・金融
商品取引仲介業

証券会社や銀行など金融商品取引
に関わる専門家の業務の内容につ
いて概説する。

第 9 回 日本銀行の見学 日本銀行の見学
第 10回 発行市場における規制

１
発行市場における開示規制の概要
について概説する。

第 11回 発行市場における規制
２

発行市場における開示規制の概要
について概説する。

第 12回 継続開示規制１ 流通市場における開示規制の概要
について解説する。

第 13回 継続開示規制２ 流通市場における開示規制の概要
について解説する。適時開示規
制。

第 14回 大量保有規制 上場会社における大量保有規制、
いわゆる５％ルールの概要につい
て解説する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・特に予習は不要であるが、復習は必ずること。新聞の経済面には
毎日目を通すこと (準備学習）。
・会社法もしくは会社法入門の講義を受講することが望ましい。本
授業の準備学習・復習時間は 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
近藤光男・志谷匡史・石田眞得・鎌田薫子「基礎から学べる金融商
品取引法（第 4 版）」(成文堂）

【参考書】
　初回の講義のときに紹介する。

【成績評価の方法と基準】
　期末試験（60％）と期中の小テスト（30%）、平常点（10%)で評
価する。

【学生の意見等からの気づき】
特になし。

【学生が準備すべき機器他】
オンライン授業に備えて、Zoomを利用できるようにしてください。

【Outline and objectives】
The objective of this course is to understand the rules of the
Financial Instruments and Exchange Law
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金融商品取引法Ⅱ

荒谷　裕子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では、近年しばしば耳にする公開買付（ＴＯＢ）やインサ
イダー取引、相場操縦といった金融商品取引上の不正行為規制の意
義および概要について理解する。
　この科目は、「企業・経営と法コース（商法中心）」に属する科目
である。

【到達目標】
①　金融商品取引に関する不正行為の意義と規制の内容を理解する。
②　新聞の経済面を楽しく興味を持って読むことができるように
する。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
　最近は、投資に関心を持つ学生も増えて、簡単にコンピュータを
利用して株取引やＦＸなどを行っているが、金融商品取引のシステ
ムは本屋で本を買うのとは違い、かなりの専門知識を必要とするの
で、十分な知識もなくこうした取引に手を出すのは非常に危険であ
る。特に、インサイダー取引とは何かを知らずに違法行為当事者に
なったり、掲示板等を通じて虚偽の情報や噂を流すなど無意識に違
法行為を犯している場合がある。そこで、本講義では、金融商品取
引法上の不公正取引の意義と概要について、判例の分析を交えなが
ら概説をするとともに、トラブルに巻き込まれたときの対処方法等
についても論ずるつもりである。
　なお、学生の問題意識を喚起し、併せて理解度を高めるために、東
京証券取引所の見学や最新のニュース・判例等を題材に質疑応答形
式を取り入れた講義を行いたいと考えている。
　授業外の質問に対しては、授業支援システムの掲示板もしくは次
回の授業で回答する形でフィードバックする。
【重要】　新型コロナウイルス感染防止の観点から、登録学生数が不
確定な９月は、双方向型のオンライン・ライブ授業を実施する。10
月以降は、感染状況・受講学生数等に応じて、教室での対面授業と
オンライン授業を組み合わせた（ハイフレックス型）授業を実施し
たいと考えている。情報は、適宜更新するので、授業支援システム
の「お知らせ」をチェックすること。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 公開買付規制１ 公開買付（TOB) の規制の概要に

ついて実例を交えながら解説を加
える。

第 2 回 公開買付規制２ 公開買付（TOB) の規制の概要に
ついて実例を交えながら解説を加
える。

第 3 回 不公正取引概説 不公正取引一般について概説す
る。

第 4 回 風説の流布 風説の流布に関する規制の概要を
実際に判例上問題となった事案を
中心に概説をする。

第 5 回 偽計取引に関する規制 ライブドア事件で有名になった偽
計取引をもちいた不公正取引の規
制の概要について概説する。

第 6 回 相場操縦規制１ 相場操縦の規制の概要を判例を交
えながら詳細に解説する。

第 7 回 相場操縦規制２ 相場操縦の規制の概要を判例を交
えながら詳細に解説する。

第 8 回 短期売買差益返還義務
について

短期売買差益返還義務に関する規
制の概要とその規制の意義につい
て解説する。

第 9 回 インサイダー取引規制
１

インサイダー取引に関する規制の
概要について判例を交えながら概
観する。

第 10回 インサイダー取引規制
２

インサイダー取引に関する規制の
概要について判例を交えながら概
観する。

第 11回 損失補てん・損失保障
の禁止

損失補てん・損失補償の禁止に関
する規制の概要を実際に判例で問
題となった事案の検証を交えなが
ら概説を行なう。

第 12回 東京証券取引所の見学 証券取引所を見学し、株取引の模
擬売買を体験する。

第 13回 金融商品取引業協会と
金融庁の果たす役割

金融商品取引業協会と金融庁の果
たす役割について概説する。

第 14回 投資者保護基金と金融
ADR 制度

紛争処理の制度と金商業者の破綻
処理を制度、ADR 制度について
概観する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　特に予習は不要であるが、復習は必ずしてくること。新聞の経済
面には毎日目を通すこと。会社法の講義を受講することが望ましい
(準備学習）。
　なお、金融商品取引法の全体像がわからないと本講義は理解でき
ないので、必ず金融商品取引法Ⅰを受講してください。本授業の準
備学習・復習時間は 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
　近藤光男・志谷匡史・石田眞得・鎌田薫子「基礎から学べる金融
商品取引法（第４版）」(成文堂）

【参考書】
・松岡啓祐「最新金融商品取引法講義【第 5 版】(中央経済社）
・川村正幸・品谷篤哉、山田剛志、芳賀良「金融商品取引法の基礎」
(中央経済社）

【成績評価の方法と基準】
　小テストと定期試験 (80 ％）、平常点 (20 ％）で成績を判断する。

【学生の意見等からの気づき】
　特になし。

【Outline and objectives】
The objective of this course is to understand the rules of the
Financial Instruments and Exchange Law
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企業結合法

柴田　和史

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この講義は「裁判と法」「企業・経営と法」「国際社会と法」の各コー
スに配置されている。
この講義では、第１に、株式会社の合併・会社分割・株式交換など
の組織再編行為、第２に、企業買収（いわゆるＭ＆Ａ）の攻撃方法
ないし防禦方法、第３に、トラスト・コンツェルン・財閥・親子会
社・持株会社・ホールディングスカンパニーなどに関するさまざま
な法的問題をできる限りわかりやすく解説する。
講義の最初に、クジラとメダカの話をするのも、学生に物事の本質
を的確に把握し理解してほしいと考えるところからの冒険的な（マ
ンガ的な？）試みである。
すでに社会人となった多くの卒業生から、柴田先生の講義をもう一
度聴きたいという挨拶をしばしば頂く。それは、学生時代において
は、あまり身近に感じられなかった会社法や企業結合法の知識が、
社会人になると、その必要性を痛感することになるからである。そ
うして、本講義で取り扱うところの幅が広く奥の深い問題は、本屋
で売っている本を数冊読めば、事足りるというようなものではない。
19 世紀のヨーロッパ・アメリカ・日本の資本主義から 20 世紀の帝
国主義の時代を経て 21 世紀の国際資本主義の時代において、株式
会社や持株会社やコンツェルンがどのように生成し発展してきたか、
そして、今後どのように展開していくかについて、あるときは巨大
スクリーンに映し出すかのように、またあるときは顕微鏡で分析す
るかのように、君たちの頭の中にイメージを送り出したいと考えて
いる。
最終的に単位を取らなくてもよいから、法政大学法学部を卒業する
多くの学生に聞いて頂きたいと心から願うものである。

【到達目標】
現在 21 歳前後の君たち学生は、おそらく、これから平均して約 70
年間を生きなければならない。わが国の国際競争力は相対的に低下
し、人口が毎年 60万人～100万人ずつ減少し（60万人が減少する
ということは、毎年毎年、鳥取県や島根県が消えていくことに相当
する）、超高齢社会に突入し、総人口に占める働く者の数が減少し、
そのうえ、政府の政策によって引き起こされるインフレが予想され
る日本のこれからの 30 年間を考えるために（さすがに、30 年以上
先はわからない）、また、その中を生き抜くために、必要不可欠の知
識を提供したいと考えている。
具体的には、組織再編行為に関する会社法の主要な条文を理解し、多
様なＭ＆Ａの攻撃方法と防禦方法を理解し、コンツェルンや親子会
社などについてのさまざまな法的問題および社会的な問題を理解す
ることを到達目標とする。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に
関連。

【授業の進め方と方法】
企業結合法は通年講義である。
会社法や商法の知識を全然持ち合わせない学生でも、容易に理解で
きるように、十分に配慮して講義を進めるので、勉強が大変だと心
配することはまったく無用である。
実際、企業結合法の講義において必要となる会社法や商法の知識は、
本講義において必要最小限の要点を解説するので安心してほしい。
企業結合法では、大きく分けて３つの分野を講義する。
第１は、合併・会社分割・株式交換などについての会社法が規定す
る基本的なものを条文に沿って説明し、法的な問題をわかりやすく
解説する。

これらは、現代の日本において、頻繁に行われていることであり、君
たちが将来就職する会社においても、かなりの確率で君たちが合併
や会社分割等に巻き込まれることが考えられる。そのとき、何が起
こっているかを正確にわからないということは、大変に不安なこと
となる。
第２は、一般にＭ＆Ａと言われる分野であるが、企業買収のターゲッ
トとなる会社をどのように選定するか、ターゲットとなる会社の株
式をどのように取得するか、ターゲットとなる会社を獲得するため
の資金をどのように調達するかなどの攻撃方法の問題、および、ター
ゲットとなった会社がどのようにして攻撃から身を守るかという防
禦方法の問題について解説する。
第３は、トラスト・コンツェルン・財閥・持株会社といった複雑な
企業結合が国内・国外において歴史的にどのような役割を果たして
きたか、また、現在および将来の日本経済において、親子会社・持
株会社・ホールディングスカンパニー・コンツェルンがどのように
展開するか、そこにはどのような問題があるか、さらに、その問題
はどのようにして解決されるべきかなどを解説する。
原則として、予習は不要である。可能な限り、高校生にもわかるよ
うな丁寧さで説明するつもりである。
なお、講義の際には、「令和元年の会社法改正を織り込んだ六法」と
指定教科書『会社法詳解（第３版）』を持参してほしい。また、必要
に応じて、資料やレジメを配布する予定である。
なお、新型コロナ・ウイルスの関係で、オンライン授業を余儀なく
される場合は、以上の記載を、適宜、オンライン授業用に読み替え
てほしい。
なお、法政大学の学習支援システムを活用するから、必ず、確認し
てほしい。
学生の授業外での質問については、原則として、授業内でフィード
バックする予定である。
　

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 株式会社の基本構造・

基本思想
株式会社の基本構造および会社法
の基本思想などについて講義す
る。クジラとメダカの問題も解説
する。

2 株主総会①・株式会社
の最高意思決定機関・
株主総会の権限

株主総会が株式会社の最高意思決
定機関であること、および、株主
総会の権限などについて講義す
る。

3 株主総会②・株主総会
の機能・株主総会決議
の瑕疵

株主総会の機能、および、株主総
会決議の瑕疵の問題などについて
講義する。

4 取締役①・取締役の地
位権限

取締役の地位および権限について
講義する。

5 取締役②・取締役の義
務

取締役の義務について講義する。

6 取締役③・取締役の会
社に対する責任

取締役の会社に対する責任につい
て講義する。

7 取締役④・取締役の責
任の追及

取締役の責任の追及方法について
講義する。

8 取締役⑤・取締役の第
三者に対する責任

取締役の第三者に対する責任につ
いて講義する。

9 合併①・合併の意義と
機能・合併契約の意義

合併の意義と機能・合併契約の意
義と内容などについて講義する。

10 合併②・事前情報開
示・合併承認決議・少
数株主

合併における事前情報開示・合併
承認決議・少数株主の保護の問題
などについて講義する。

11 合併③・新株予約権
者・債権者保護

合併における新株予約権者の保護
の問題・債権者保護の問題などに
ついて講義する。

12 合併④・合併の効果 合併が完成したときの合併の諸効
果の諸問題などについて講義す
る。

— 58 —



　発行日：2021/4/1

13 合併⑤・事後情報開
示・合併無効の訴え

合併における事後情報開示・合併
無効の訴えなどについて講義す
る。

14 事例研究① 現実に生起した事例を元に、法的
な問題を分析し検討する。また、
社会的な問題にも言及する。

15 株式交換 株式交換の意義・株式交換契約・
株式交換の手続・株式交換の効
果・略式株式交換・簡易株式交
換・株式交換無効の訴えなどにつ
いて講義する。

16 株式移転 株式移転の意義・株式移転計画・
株式移転の手続・株式移転の効
果・株式移転無効の訴えなどにつ
いて講義する。

17 Ｍ＆Ａ①・株式公開買
付

株式公開買付の意義、手続、法的
な問題などについて講義する。

18 Ｍ＆Ａ②・ターゲット
会社を攻撃する方法

ターゲット会社を攻撃する方法な
どについて講義する。

19 Ｍ＆Ａ③・ターゲット
会社の防禦方法

ターゲット会社の防禦方法などに
ついて講義する。

20 カルテル・トラスト・
コンツェルン

Ｍ＆Ａの発展史を踏まえて、トラ
スト及びコンツェルンの法的意義
や法的問題を講義する。

21 財閥と財閥解体と財閥
復活？

わが国の財閥と財閥解体につい
て、法的意義や法的問題を講義す
る。

22 独占禁止法と持株会
社・ホールディングス
カンパニー

独占禁止法と持株会社に関する法
的問題などを講義する。

23 親子会社・支配従属会
社

親子会社・支配従属関係にある会
社についての法的問題などを講義
する。

24 コンツェルンと労働者 コンツェルン（親子会社および支
配従属関係にある会社）における
労働者の問題などを講義する。

25 新設分割 会社分割の意義・新設分割の意
義・新設分割計画の内容・新設分
割の手続・効果などについて講義
する。

26 吸収分割 吸収分割の意義・吸収分割契約の
内容・吸収分割の手続・効果など
について講義する。

27 株式等売渡請求制度 平成 26 年会社法改正で成立した
株式等売渡請求制度の概要とその
問題点を講義する。

28 株式交付 令和元年会社法改正で成立した株
式交付制度の概要とその問題点を
講義する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
下記に参考書として指定した『日経文庫ビジュアル・図でわかる会
社法（第 2 版）』の関連するページを読んでくることが強く望まれ
る、が、しかし、これまでの経験から、あまり期待はしない。
本講義を履修登録するか否かとは関係なく、『日経文庫ビジュアル・
図でわかる会社法（第 2版）』（1100円）を電車の中やバスの中、友
達との時間待ちのときなどに、見開き２頁だけでも、ぼーっとなが
める習慣を付けておくと、知らないうちに会社法の知識が君の頭に
入るから、就職活動にすごく役立つし、社会人になった後は、自分
は他の人より頭が良いと思えると思う。
嘘だと思うのなら、amazon の『日経文庫ビジュアル・図でわかる
会社法』のカスタマーレビュー（書評）を見てください。本授業の
準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
柴田和史（著）『会社法詳解（第３版）』（商事法務・2021 年 3 月）
を教科書に指定します。
2020 年度で使用した『会社法詳解（第２版）』は、令和元年の会社
法改正が織り込まれていないので、教科書として不適当です。記述
内容が変更されており、また、新しい説明が不足します。もちろん、
講義中に指示する頁数が異なることになり、試験の範囲等を指定す
るときもずれが生じたりします。

【参考書】
柴田和史（著）『日経文庫ビジュアル・図でわかる会社法（第２版）』
（日本経済新聞出版社、2021 年 1 月）を参考書にします。
また、柴田和史（著）『教養としての会社法』を 2021年 6月頃に刊
行する予定です。やさしく記述してありますから、会社法が苦手と
いう学生は、こちらも読んでみることをお勧めします。

【成績評価の方法と基準】
特別な事態とならない限り、学期末の期末試験で成績の評価をする
つもりである。
基本的には、春学期の期末試験の評価の配分が 50 ％、秋学期の期
末試験の評価の配分が 50 ％の予定である。
ただし、今後も新型コロナ・ウイルスが猛威をふるい、その対応を
余儀なくされるときは、万事、柔軟に対応しなければならないと考
える。その結果、期末試験の実施が困難な場合には、別の適切な評
価方法が採用されることもありうる。
この科目は、通年講義であるから、春学期だけの単位を取るとか、秋
学期だけの単位を取るということはできない。したがって、通年で
4 単位が取れるか、全然取れないかのいずれかになる。
春学期についても秋学期についても、新型コロナ・ウイルスの状況
によるが、可能ならば、通常の教室での講義を行いたいと考え、ま
た、通常の期末試験を行いたいと考えるが、状況によっては、オンラ
イン授業やオンライン期末試験、レポート提出などということにな
るかもしれない。また、授業をオンライン方式で行うことになると、
それに対応した新しい試験方式を用いることになるかもしれない。

【学生の意見等からの気づき】
講義中、熱意のあまり口調が早くなることがあるので、注意したい。

【学生が準備すべき機器他】
大学や法学部がオンライン授業方式を採用すると決定する場合、適
宜、私のオンライン授業に対応した機器を用意しなければならない
ことになる。

【その他の重要事項】
国際競争力が相対的に低下し、人口が毎年 60 万人～100 万人ずつ
減少し、超高齢社会に突入し、総人口に占める働く者の数が減少し、
そのうえ、インフレが予想される日本のこれからの 30 年を考える
ために、そして、これからの 30 年間を生き抜くために必要不可欠
の知識を提供したいと考えています。
ぜひ、多く学生の受講を望みます。

【Outline and objectives】
You will study on corporation law and combination of corpo-
rations.Especially you will study on Mergers and Acquisition,
Leveraged Buyout, Two-tier Tender Offer, Shark Repellent,
Crown Jewel Option, Pacman Defense, Golden Parachute, Lock
up Option and Poison Pill.
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LAW200AB

経済法Ⅰ

青柳　由香

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
経済法は、市場における経済秩序に関する複数の法制度を含む講学上の概念
である。本講義ではその中心である独占禁止法を取り上げる。独占禁止法は、
市場における公正かつ自由な競争を確保しこれを促進することを目的とする
法律である。そのため、独占禁止法は「経済憲法」とも呼ばれている。
講義を通じて、独占禁止法の基本的な内容を理解し、事業活動における「公
正な競争」のあり方について検討する。市場における公正競争の実現の必要
性について認識を得る。
【到達目標】
独占禁止法の基本概念を習得している。
事業者による競争制限的行為により、市場における競争が制限されるメカニ
ズムについて十分に理解している。
事業活動における「公正な競争」のあり方及びその必要性について十分に理
解している。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　経済法Ⅰおよび経済法Ⅱでは、独占禁止法の基本的な内容について体系的
に講義する。
　経済法Ⅰでは、独占禁止法による規制のうち「不当な取引制限」及び「私的
独占」について学習する。講義ではルールの概観を紹介したうえで、さまざ
まな規制類型について、裁判例・公取委による行政措置その他の具体例を用
いながら、受講生の理解を深めることとする。
【遠隔授業の実施について】
オンデマンドでの開講を原則とする。オンデマンド授業では、レジュメと録
音を配信する。各回毎に提出される受講生からのリアクションペーパーで寄
せられた重要な質問等について、授業支援システム・レジュメ・録音等を通じ
て回答することでフィードバックを図る。また、リアルタイムでの Zoom 授
業を 1 回実施する可能性がある。実施の有無、実施の詳細については学習支
援システムの「お知らせ」機能を通じて周知するので注意されたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 総論 (1) 独占禁止法の目的および体系
第 2 回 独占禁止法の沿革（１） 戦前の経済体制や戦後の独占禁止法の

導入
第 3 回 独占禁止法の沿革（２） 独禁法導入にかかる理論的説明、導入

後の運用の状況
第 4 回 独占禁止法のエンフォー

スメント（１）
組織・行政手続き

第 5 回 独占禁止法のエンフォー
スメント（２）

行政上の効果（排除措置命令・課徴
金・リニエンシー制度）

第 6 回 独占禁止法のエンフォー
スメント（３）

民事・刑事上の効果、独禁法の実務

第 7 回 不当な取引制限（１） 概観、事業者概念
第 8 回 不当な取引制限（２） 行為要件、競争の実質的制限
第 9 回 不当な取引制限（３） 事例（１）価格カルテルの事例を扱う。
第 10 回 不当な取引制限（４） 事例（２）入札談合の事例を扱う。
第 11 回 不当な取引制限（５） 事例（３）その他の事例を扱う。
第 12 回 私的独占（１） 概観、行為要件
第 13 回 私的独占（２） 事例（１）支配型私的独占の事例を扱

う。
第 14 回 私的独占（３） 事例（２）排除型私的独占の事例を扱

う。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
講義資料を「授業支援システム」においてネット配信するので、各自印刷した
うえで講義に出席すること。また、講義後にテキスト（教科書）・参考書や講
義資料を用いて復習すること。新聞等を用いて、近時の独占禁止法違反事件
について情報を集め、検討すること。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
以下のいずれかを教科書として用意すること。版に注意すること。
土田和博他『条文から学ぶ独占禁止法』（有斐閣、第 2 版、2019 年）
岸井大太郎他『経済法』（有斐閣、第 9 版、2020 年）2970 円
【参考書】
金井貴嗣ほか『経済法判例・審決百選（第 2 版）』（有斐閣、2017 年）

【成績評価の方法と基準】
レポート課題 70 ％、平常点 30 ％。
レポート課題は複数回課す。授業ではリアクションペーパーの提出を求め、平
常点の対象とする。
【学生の意見等からの気づき】
授業のありかたに対しては、おおむね好評だった。継続しつつ、資料や事案の
参照などについて、より理解を促進するような内容・形式にバージョンアッ
プを図りたい。
【学生が準備すべき機器他】
講義資料（レジュメ・録音等）を「授業支援システム」においてネット配信
する。
【その他の重要事項】
独占禁止法の基本的な内容について、経済法Ⅰ（春学期）及び経済法Ⅱ（秋学
期）の一年間で全範囲を学習することを予定している。独占禁止法の全範囲
について基本的な内容を学習したいと考える学生には、春学期・秋学期あわ
せて履修することを推奨する。経済法Ⅲでは、独禁法の先端分野を扱うので、
発展的な内容に関心をもつ学生は、さらに継続して履修されたい。また、企
業規制の法律学Ⅰでは経済法のうち事業法にあたる分野を中心に扱っている。
これも合わせて履修すると経済法全体に対する理解が広がるだろう。
【Outline and objectives】
This lecture provides the basics of the Antimonopoly Act of Japan.
By analyzing the competition process in the market, we learn the
importance of fair competition and a regulation which ensures such a
fair competition.
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LAW200AB

経済法Ⅱ

青柳　由香

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
経済法は、市場における経済秩序に関する複数の法制度を含む講学上の概念
である。本講義ではその中心である独占禁止法を取り上げる。独占禁止法は、
市場における公正かつ自由な競争を確保しこれを促進することを目的とする
法律である。そのため、独占禁止法は「経済憲法」とも呼ばれている。
講義を通じて、独占禁止法の基本的な内容を理解し、事業活動における「公
正で自由な競争」のあり方について検討する。市場における公正競争の実現
の必要性について認識を得る。
　経済法Ⅰおよび経済法Ⅱでは、独占禁止法の基本的な内容について体系的
に講義する。
　この講義（経済法Ⅱ）では、独占禁止法による規制のうち「不公正な取引方
法」について学ぶ。講義ではルールの概観を紹介したうえで、さまざまな規
制類型について、裁判例・公取委による行政措置その他の具体例を用いなが
ら、受講生の理解を深めることとする。
【到達目標】
独占禁止法の基本概念を習得している。
事業者による競争制限的行為により、市場における競争が制限されるメカニ
ズムについて十分に理解している。
事業活動における「公正な競争」のあり方及びその必要性について十分に理
解している。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
講義（録音）および講義資料を学習支援システムを通じて配布することをもっ
て授業を実施する。受講者は各授業の受講後にリアクションペーパーを提出
されたい。これに基づいて、授業中などにフィードバックをする。理解の程
度を確認するために、レポート課題を複数課すことを予定している。また、リ
アルタイムでのオンライン授業を 1 回開催するかもしれない。実施の有無、
実施の詳細については学習支援システムの「お知らせ」機能を通じて周知す
るので注意されたい。
本講義では、経済法 I を履修済みで、独占禁止法についてかなりの知識を有
していることを前提に授業を実施する。経済法 I の未履修者に対して、経済
法 I の範囲について個別の対応はしない。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロ、不公正な取引

方法（１）
不公正な取引方法の概要

第 2 回 不公正な取引方法（２） 不公正な取引方法の位置づけ
第 3 回 不公正な取引方法（３） 公正競争阻害性
第 4 回 不公正な取引方法（４） 取引拒絶の概要
第 5 回 不公正な取引方法（５） 取引拒絶の事例
第 6 回 不公正な取引方法（６） 抱合せの概要
第 7 回 不公正な取引方法（７） 抱合せ行為の事例
第 8 回 不公正な取引方法（８） 再販売価格維持行為
第 9 回 不公正な取引方法（９） 再販売価格維持行為の事例
第 10 回 不公正な取引方法（１０） 拘束条件付取引
第 11 回 不公正な取引方法（１１） 拘束条件付取引の事例
第 12 回 不公正な取引方法（１２） 優越的地位の濫用
第 13 回 不公正な取引方法（１３） 優越的地位の濫用の事例
第 14 回 不公正な取引方法（１４） 全体の講義のまとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
講義資料を「授業支援システム」においてネット配信するので、各自印刷等
したうえで受講すること。また、講義後にテキスト（教科書）・参考書や講義
資料を用いて復習すること。新聞等を用いて、近時の独占禁止法違反事件に
ついて情報を集め、検討すること。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間
を標準とします。
【テキスト（教科書）】
土田和博他『条文から学ぶ独占禁止法』（有斐閣、第 2 版、2019 年）
または
岸井大太郎他『経済法』（有斐閣、第 9 版、2020 年）
【参考書】
金井貴嗣ほか『経済法判例・審決百選（第 2 版）』（有斐閣、2017 年）
【成績評価の方法と基準】
レポート課題 70 ％、平常点 30 ％。

レポート課題は複数回課す。授業ではリアクションペーパーの提出を求め、平
常点の対象とする。
【学生の意見等からの気づき】
授業のありかたに対しては、おおむね好評だった。継続しつつ、資料や事案の
参照などについて、より理解を促進するような内容・形式にバージョンアッ
プを図りたい。
【学生が準備すべき機器他】
講義資料を「授業支援システム」においてネット配信する。
【その他の重要事項】
独占禁止法の基本的な内容について、経済法Ⅰ（春学期）及び経済法Ⅱ（秋
学期）の一年間で全範囲を学習することを予定している。経済法Ⅱ（秋学期）
は、経済法 I（春学期）の講義内容の学習を通じて独占禁止法について十分な
知識を有していることを前提に授業を実施する。経済法 I の未履修者に対し
て、経済法 I の範囲について個別の対応はしない。
【Outline and objectives】
This lecture provides the basics of the Antimonopoly Act of Japan.
By analyzing the competition process in the market, we learn the
importance of fair competition and a regulation which ensures such a
fair competition.

— 61 —



　発行日：2021/4/1

LAW200AB

会社法入門

荒谷　裕子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義は、法学部法律学科の入門科目として、会社法、金融商品
取引法とはどのようなものなものかその全体像を理解することを目
的とするものである。すなわち、「企業」とか「会社」は身近な存在
であるにもかかわらず、これを規律する会社法は、条文の数が多い
だけでなく、特殊な用語や定義があり、その全体像を把握しようと
思っても簡単ではない。そこで、会社法・金融商品取引法への橋渡
しをすることが本講義の目的である。
　この科目は、全てのコースに属している。

【到達目標】
①　会社法とはどういうものか、その全体像を理解する。
②　会社法の基本的な用語・概念ーたとえば取締役、社長、監査役、
株主、M&A ーを理解し、自分の言葉で説明できるようになる。
③　新聞やニュースで話題となっている企業に関する時事問題ーた
とえば、企業の不祥事が起きた場合に、何故それが法律上問題とな
るのか、その責任は誰が負うのか？ －について、関心も持つように
なる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
　授業は講義形式で行う。ただ、オンライン授業では、どうしても
教える側の一方通行になりがちであることから、学生が自分の頭で
考えながら理解することができるようになることを目標に、学生と
の質疑応答を交えながら講義を進めていくつもりである。
　授業外の質問に対しては、授業支援システムの掲示板もしくは次
回の授業で回答する形でフィードバックする。
　【重要】新型コロナウイルス感染防止の観点から、大学の方針に
従い、今年度はすべて双方向型オンライン・ライブ授業を行います。
学習支援システムに、詳細なレジュメと、受講性が自習すべきテキ
ストの該当箇所を指示しますので、お知らせメールが来たら、授業
支援システム上の「教材」からダウンロードしてください。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 会社法とはどのようなものか。
第 2 回 会社法概説 会社の経済的機能と会社法につい

て概説する。
第 3 回 会社の意義 会社の意義について概説する。
第 4 回 会社の種類 会社法上認められていいる会社の

種類について概説する。
第 5 回 株式会社とは？ 株式会社とはどのようなものをい

うのか。そのシステムについて概
説する。

第 6 回 株主と経営者との関係 株主と経営ー所有と経営ーの関係
について、概説する。

第 7 回 会社法と金融商品取引
法

株式会社と証券市場の関係、上場
の意義、会社法と金融商品取引法
の関係について概説する。

第 8 回 コーポレート・ガバナ
ンスとは？

コーポレート・ガバナンスとは？
その意義について概説する。

第 9 回 株式会社の設立 株式会社はどのように設立される
のか概説する。

第 10回 企業はどのように経営
されているのか？

企業はどのように経営されている
かについて概説する。

第 11回 経営者の責任 経営者の責任について概説する。
第 12回 コーポレート・ファイ

ナンス
株式会社はどのように資金を調達
しているのかについて概説する。

第 13回 M&A(1) M&A とは？ その意義と方法に
ついて概説する。

第 14回 M&A(2) 企業が買収されそうになったとき
の防衛策について概説する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　予習はしなくても良いので、復習を必ずすること。また、新聞の
経済面を毎日見て、今、何が企業で問題となっているのか（たとえ
ば、A会社の不祥事、B会社と C会社の合併、D会社の上場など）、
常に関心を持つこと（準備学習）。本授業の準備学習・復習時間は各
2 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
・田中亘「会社法〔第 3 版〕」（2021 年 3 月）東京大学出版会
・3月に改正会社法が施行されますので、必ず新しい六法を用意して
ください。

【参考書】
・浜田道代・岩原紳作編「会社法の争点」有斐閣
・江頭憲治郎・岩原紳作他編「会社法判例百選（第 3 版）」有斐閣

【成績評価の方法と基準】
　期末試験・小テスト 80 ％、平常点 20 ％

【学生の意見等からの気づき】
特になし

【学生が準備すべき機器他】
全講義オンライン授業になりますので、Zoom を利用できる環境を
整えてください。

【その他の重要事項】
　特になし。

【Outline and objectives】
The purpose of this lecture is to understand the management
system of the company and the method of financing the
company.
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会社法入門

橡川　泰史

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、会社法を体系的に学ぶために必要な基礎的知識を講義
形式で学ぶ授業です。この科目は全てのコースに属しています。
より具体的な授業目的は以下の２つです。
（a）3 年次以降、商法関連科目のうち会社法分野に属する科目（会
社法・企業結合法・金融商品取引法など）の体系的履修を予定する
学生が、これらの科目への導入として、会社法に関する基礎的知識
を獲得すること。
（b）必ずしも会社法等の商法関連科目の体系的履修を予定していな
い学生が、公法・民事法・社会法分野においても無視し得ないプレー
ヤーである営利企業について、その組織や行動はいかなる法原理に
よって動機付けられているかを理解するための助けとなる知識を獲
得すること。

【到達目標】
〔1〕株式・コーポレートガバナンス・取締役会・増資・代表訴訟・
Ｍ＆Ａなど、会社法に関する基礎的な用語の意味が説明できるよう
になる。
〔2〕新聞やニュースで話題となっている企業に関する時事問題――
たとえば、企業の不祥事が起きた場合に、何故それが法律上問題と
なるのか、その責任は誰が負うのか？ ――について、関心を持って
考えることができるようになる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
(1) 　講義形態で行います。授業参加者がテキスト等の資料を読ん
できたことを前提に、ポイントを絞った解説をします。
(2)　 Hoppiiの教材・小テスト・アンケート・レポート等の機能を
利用した課題提出とオンデマンド授業（動画ファイル配信）との組
み合わせを軸にして、リアルタイムオンライン授業での補足説明と
質疑応答を行います。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 「会社法」とは、どの

ような法分野か？
・講義の進め方
・「商人」と「商行為」
・商法と民法の違い
・講義の全体像

2 営利事業はどのように
成長していくのか？

・あるベンチャー企業の決算公告
から
・「企業価値」という考え方

3 営利事業に共同して出
資すると、法律関係は
どうなるのか？

・組合契約
・法人化した組合＝持分会社
・企業形態とは
〔教科書『序章』参照〕

4 出資者としての権利の
価値をどうやって金銭
化するか？

・細分化された持分＝株式
・株主有限責任の原則
・所有と経営の分離

5 株式会社制度の特徴と
意義

・株式と資本
・営利社団法人
・所有と経営の分離
・株主有限責任
（教科書『第１章』参照）

6 株主総会の役割と実際
の運営はどのように
なっているか？

・株主総会の権限
・総会の招集と運営
・株主総会決議の瑕疵
〔教科書『第 2 章』1・2 参照〕

7 コーポレートガバナン
スとはどういうこと
か？

・株式会社における株主経営者間
の利害対立構造
・法令による取り組み
・ソフト・ローによる取り組み
〔教科書『第 1 章』1 － 3「会社
法の役割」参照〕

8 「取締役会」とはどの
ような仕組みか？

・取締役会の権限と役割
・代表取締役の権限
・選定業務執行取締役の権限
・業務執行取締役と使用人（従業
員）の関係
〔教科書『第 2 章』3 参照〕

9 監査役・会計監査人に
よる「監査」とはどの
ような職務か？

・監査役の地位と職務
・監査役会の職務
・会計監査人の地位と職務
〔教科書『第 2 章』4 参照〕

10 監査等委員会設置会
社・指名委員会等設置
会社におけるガバナン
スとはどのようなもの
か？

・監査等委員会設置会社における
業務執行の監督
・指名委員会等設置会社における
業務執行の監督
〔教科書『第 2 章』5・6 参照〕

11 株式会社の役員が任務
を怠った場合の法的責
任はどのように追及さ
れるか？

・任務懈怠責任
・株主代表訴訟
・役員の対第三者責任
〔教科書『第 2 章」7 参照〕

12 株式会社が資金調達を
する場合にどのような
規律が必要か？

・株式会社の資金の原資
・新株発行による資金調達の方法
〔教科書『第 3 章』1・2 参照〕

13 どのような手続で株式
会社を設立するか？

・設立手続の概要
・定款
・出資の履行
・会社機関の具備
・設立登記
〔教科書『第 7 章』参照〕

14 会社の事業再編の方法
にはどのようなものが
あるか？

・事業譲渡
・合併
・株式移転／株式交換
・会社分割
〔教科書『第 6 章』参照〕

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業支援システムを利用して配布するレジュメ・資料等には必ず目
を通してから参加して下さい。また事前課題については、「とりあえ
ずやってみて、さっと提出する」程度の取り組み方で構いません。
（選択肢を選ぶタイプの小テストは「何度でも提出できる」ように設
定しますが、これは「正解に至るまで納得できない」タイプの方の
ための設定ですので、正解するまでやり直す必要はありません。）
また、新聞の経済面を毎日見て、今、何が企業で問題となっている
のか（たとえば、A会社の不祥事、B会社と C会社の合併、D会社
の上場など）、常に関心を持ちながら本講義に臨んで下さい。本授業
の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
中東正文ほか『会社法』（有斐閣ストゥディア・2015年）ISBN978-
4-641-15015-7

【参考書】
田中亘『会社法〔第 3 版〕』東京大学出版会 (2021 年)
高橋美加ほか『会社法（第 3 版）』弘文堂（2020 年）
伊藤靖ほか『会社法〔第 4 版〕(LEGAL QUEST)』有斐閣（2018
年）〔2021 年に第 5 版が出版されるようです〕
上記はいずれも定評のある会社法の教科書です。比較的アクセス容
易な文献や資料の紹介がなされていますので、より詳細な参考資料
を知りたいという場合にもちょっと覗いてみて下さい。
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【成績評価の方法と基準】
定期試験に代わる期末レポート 40 ％
平常点（教材へのアクセス・テスト提出等）60 ％

【学生の意見等からの気づき】
特にありません

【学生が準備すべき機器他】
オンラインによる動画配信と資料配付を受けることが可能な情報機器

【その他の重要事項】
受講者は「契約法Ⅰ」を履修済みであることを前提として講義を進
めます。「契約法Ⅰ」の単位未修得でも履修は可能ですが、頑張って
再履修して下さい。

【Outline and objectives】
In this class, several typical topics related to corporate law will
be covered and discussed in order to provide an introduction to
corporate law.
The outline will be as follows.
(1) What is Kumiai〔組合〕(a partnership)?
(2) What is Kabusiki-Kaisha〔株式会社〕(a joint stock company)?
(3) Corporate governance
(4) Corporate finance

LAW200AB

商法総則・商行為法Ⅰ

橡川　泰史

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
えー、2年生の方ははじめまして。担当のトチカワです。よろしく。
商法と会社法によって規整されているものは、私法上の権利義務関
係、すなわち本来は民法によって規整されるはずの生活関係です。そ
こで疑問となるのは「なぜ民法の他にわざわざ商法や会社法といっ
た法律が制定されたのか？」ということですね。この疑問に対して、
商法や会社法がその適用対象としている人（法人も含む）や組織の
もつ特徴に視点をあてて疑問への答を探ろう、ということがこの講
義のテーマとなります。
(1) まず、民法と比較しながら、商法という法分野（注：法分野と
しての商法は、「商法」という名称の法律も含みますが、それよりも
もっと広い概念で、例えば「会社法」も法分野としての商法に含まれ
ます）にはどのような特色があるのかについて学びます。その際に
重要になる法概念が「商人」及び「商行為」です。この 2 つの概念
については、法律上の厳密な定義がありますから、この定義をしっ
かり覚え身に付けることが、この講義の第 1 関門になります。
(2)次に、「企業」という概念について学びます。これは「商人」とは
異なり、厳密な法的定義のない言葉ですが、商法を学ぶ際に鍵となる
概念です。やや抽象的な議論になりがちなところですが、現実にあ
る様々な形態・業態の企業をイメージしながら考えていきましょう。
(3)次に企業の営みであり、また企業の組織そのものを指す言葉でも
ある「営業」「事業」についての商法・会社法上の規定と、その意義
について学びます。ここら辺から本格的に判例についても言及して
いきます。予め読んでおいて欲しい判例は事前に示しますので、講
義当日には指定された判例の全文を手元に置いて講義を聞くように
して下さい。
(4)次に、「営業」「事業」と不可分の関係にある「商号」について学
びます。併せて「営業所」「支店」「商業帳簿」など、企業の物的設
備に関する規整も学びましょう。
(5)企業の人的設備と言われる「使用人」についての規定も学びます。
民法の「代理」についての定めの特則になる部分ですので、民法に
おける代理に関する諸規定も併せて復習しながら考えていきます。
(6)商業登記に関する規整を検討します。同じ登記でも不動産登記と
は大きく異なる制度ですので、混乱しないようについてきて下さい。
(7) 最後に商取引の分野における民法とは異なる商法の規律につい
て検討します。
なお、本講義は『裁判と法コース』および『企業・経営と法コース
（商法中心）（労働法中心）』に属します。

【到達目標】
商法及び会社法の「総則」部分および商法の「商行為」に置かれて
いる条文が、実際にどのような場面で、どのような規範として適用
されることになるのかを理解することです。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。

【授業の進め方と方法】
　講義形態で行います。2 年次生が主な対象であるということと秋
学期の授業であることを考慮して、希望的観測を込めて対面授業を
基本としつつ、動画配信（オンデマンド）を交えて行う形式といた
します。（対面授業も録画して配信いたしますので、対面の出席を必
須とするものではありません。）本シラバスだけではなく、各回の授
業用のレジュメや参考資料を配付して理解の助けとなるようにしま
す。資料等はできるだけ事前配付をしたいと思います。授業支援シ
ステムの資料配付機能を積極的に使用しますので、皆さんもどんど
ん活用してください。授業外や課題に関連する質問については、授
業（配信動画を含む）の中でフィードバックします。
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【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 開講にあたって・商法

とは何か
講義の進め方と全体像／民法と規
整範囲が重なる商法・会社法が制
定されなければならないのは何故
なのかを考える。

第 2 回 商人と商行為 「商人」及び「商行為」の法律上
の定義について学ぶ。

第 3 回 商法の意義 商法 1条の「商事」とは何を指す
かについて、商的色彩説と企業法
説とを紹介しながら、民法と商法
の異同とその関係を考える。〔テ
キスト第 1 章〕

第 4 回 客観的意義における営
業・事業

譲渡の対象となる営業・事業とは
何か。営業譲渡・事業譲渡の要件
及び効果はどのようになっている
かを検討する。〔テキスト
pp.33-38〕

第 5 回 営業譲渡・事業譲渡の
法的効果

代表的な判例をいくつか取り上げ
て、営業譲渡・事業譲渡に関する
現行法の規範を検討する。〔テキ
スト pp.38-49〕

第 6 回 濫用的 (詐害的) な営
業・事業の譲渡

営業譲渡・事業譲渡が債権者を害
する目的でなされた濫用的なもの
である場合の規律を検討する。

第 7 回 商号の保護と名板貸責
任

商号の意義、商号権の侵害と商号
権侵害に関する救済方法、他人に
商号使用を許諾した場合 (名板
貸）に生じ得る責任について学
ぶ。〔テキスト第 3 章・第 7 章〕

第 8 回 支配人と表見支配人 支配人など商業使用人の資格と権
限及び義務、表見支配人の行為に
関する営業主の責任について学
ぶ。〔テキスト pp.75-88、第 8
章〕

第 9 回 支配人以外の商業使用
人

無権限で商人や会社を代理する権
限があるかのように振る舞った者
がいる場合について、いくつか判
例を取り上げて、現行法における
規範を検討する。
〔テキスト pp.88-90〕

第 10回 商業登記 商業登記の効力と不実の登記がな
された場合の関係者の責任につい
て学ぶ。〔テキスト第 5 章・第 9
章〕

第 11回 商行為の代理と委任 商行為の代理と委任についての商
法上の特則を、民法上の規律と比
較しながら概観する。〔テキスト
pp.191-197〕

第 12回 商事売買 売買契約に関して商法が定める特
則を学ぶ。〔テキスト第 12 章〕

第 13回 補助商 他の企業の活動を補助することを
役割とする企業（代理商・仲立
人・問屋）に関する商法上の規整
を概観する。〔テキスト第 15 章〕

第 14回 補助商事例研究 判例の検討を通じて、代理商・仲
立人・問屋に関する規範の現状を
検討する。〔テキスト第 15 章〕

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・民法のなかでも、法律行為（特に代理）、債権譲渡、債務不履行責
任については、ひととおりは学修してあることが望ましい。
・受講者はテキストの該当部分を事前に一読しているということを
前提として講義を進めます。

・予め指定された判例については、最低でも下記【参考書】欄に掲げ
た判例百選の該当判例の部分を読んでおいて下さい。できれば解説
部分にも目を通しておいていただければ更に講義内容についての理
解が深まります。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準と
します。

【テキスト（教科書）】
大塚英明ほか『商法総則・商行為法〔第 3版〕』（有斐閣アルマ・2019年）

【参考書】
神作裕之ほか『商法判例百選』別冊ジュリスト 243 号 (有斐閣・
2019 年)

【成績評価の方法と基準】
期末試験（100 ％）

【学生の意見等からの気づき】
特になし

【学生が準備すべき機器他】
・法律学科の専門科目ですから言うまでもないことですが、商法・会
社法だけでなく他の法令も登載されている六法を常に参照可能な状
態で用意しておいて下さい。
・六法は (a) 最新の条文が反映され、(b) 講義中に口頭で指示される
指定条文を素早く一覧できるものを使用して下さい。（a・b の２条
件を満たしていれば紙に印刷されたものである必要はありませんが、
教壇から見ていると、スマホで条文を引いている方の中には、指定
の条文に辿り着くのにかなり時間がかかっている方が多いようです。
課金を厭わず学修するために最適な六法を利用して下さい。）
・なお、定期試験では印刷された六法以外の参照は禁止されます。

【Outline and objectives】
This course provides students with an introduction to
commercial law.
This class provides a survey of legal issues related to the
definition of merchant, business transfers, commercial agency,
commercial registration, and commercial sale and purchase.
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LAW200AB

商法入門Ⅰ

潘　阿憲

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は、商法（実質的意義における商法）上の各制度の内容を全般的に取
り扱うものである。講義においては、商法上の基本的な概念及び制度の仕組
みを解説し、さらに重要な法的論点について、学説や判例を踏まえた検討を
行う企業・経営と法コースの基礎科目である。
【到達目標】
一般に企業とは、継続性と計画性をもって営利行為を行う独立の経済的主体
と定義されるが、このような企業をめぐる関係主体相互間の経済的利益の調
整を目的とするのが実質的意義における商法である。本科目では、商法典上
の各制度のほか、会社法、保険法、手形法・小切手法等の制度の内容を取り上
げ、企業組織と企業活動についての法規制の概要を理解できるようにするの
が目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
新型コロナウイルスの影響により、春学期はオンラインでの開講となる。各
回の授業計画に変更がある場合には、学習支援システムでその都度提示する。
また、受講生からの授業外の質問については、授業内で回答することとする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 「商法入門」で何を学ぶ

か？
・商法の意義
・商法適用

第 2 回 商法総則（1） ・商人と営業
・商業登記
・商号

第 3 回 商法総則（2） ・商業帳簿
・商業使用人
・代理商

第 4 回 会社（1） ・会社の意義
・会社の設立

第 5 回 会社（2） ・株式制度
第 6 回 会社（3） ・株主総会制度
第 7 回 会社（4） ・取締役と取締役会
第 8 回 会社（5） ・監査役と監査役会
第 9 回 会社（6） ・委員会型会社制度
第 10 回 商行為（1） ・商法行為の概念と類型
第 11 回 商行為（2） ・約款の効力とその規制
第 12 回 商行為（3） ・企業間の売買（商事売買）
第 13 回 商行為（4） ・運送営業と運送取扱営業
第 14 回 商行為（5） ・倉庫営業
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキストを予習してくること、また、復習を行うこと。本授業の準備学習・復
習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
近藤光男編　『現代商法入門（第 10 版）』　 2018 年　有斐閣
【参考書】
初回授業時に指定する。
【成績評価の方法と基準】
オンラインでの開講にともない、成績評価は、期末レポート試験の結果に基
づいて行うこととする。期末試験試験の成績基準は、１００％とする。
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【Outline and objectives】
Commercial law 　 and Practice

LAW200AB

商法入門Ⅱ

潘　阿憲

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は、商法（実質的意義における商法）上の各制度の内容を全般的に取
り扱うものである。講義においては、商法上の基本的な概念及び制度の仕組
みを解説し、さらに重要な法的論点について、学説や判例を踏まえた検討を
行う企業・経営と法コースの基礎科目である。
【到達目標】
一般に企業とは、継続性と計画性をもって営利行為を行う独立の経済的主体
と定義されるが、このような企業をめぐる関係主体相互間の経済的利益の調
整を目的とするのが実質的意義における商法である。本科目では、商法典上
の各制度のほか、会社法、保険法、手形法・小切手法等の制度の内容を取り上
げ、企業組織と企業活動についての法規制の概要を理解できるようにするの
が目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　授業は、基本的に講義形式で行うが、受講者の理解を促すため、それぞれ
のテーマについて、関連する裁判例を取りあげて解説を行う。また、受講生
からの授業外の質問については、授業内で回答することとする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 保険制度（1） ・保険の仕組み

・保険契約の概念と類型
第 2 回 保険制度（2） ・損害保険契約（1）
第 3 回 保険制度（3） ・損害保険契約（2）
第 4 回 保険制度（4） ・損害保険契約（3）
第 5 回 保険制度（5） ・生命保険契約（1）
第 6 回 保険制度（6） ・生命保険契約（2）
第 7 回 保険制度（7） ・傷害疾病定額保険契約（1）
第 8 回 保険制度（8） ・傷害疾病定額保険契約（2）
第 9 回 手形・小切手（1） ・手形・小切手の機能
第 10 回 手形・小切手（2） ・手形行為

・手形の振出
第 11 回 手形・小切手（3） ・手形の裏書き
第 12 回 手形・小切手（4） ・手形保証

・手形の支払い
第 13 回 手形・小切手（5） ・遡求
第 14 回 手形・小切手（6） ・手形上の権利の消滅
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキストを予習してくること、また、復習を行うこと。本授業の準備学習・復
習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
近藤光男編　『現代商法入門（第 10 版）』　 2018 年　有斐閣
【参考書】
初回授業時に指定する。
【成績評価の方法と基準】
秋学期期末試験　 100 ％
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【Outline and objectives】
Commercial law 　 and Practice
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LAW300AB

手形法・小切手法

橡川　泰史

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
手形や小切手は企業間の取引における決済と金融の手段として長ら
く使われてきた法的な技術ですが、情報技術を利用した決済手段の
多様化や、リスク評価手法が洗練されたことによる企業への資金供
給ルートの拡大により、近年では存在感が薄れてきています。しか
しながら、そうした新しい決済・金融手段においても、手形や小切
手が提供してきた法的技術が形を変えて利用されています。本講義
は、そのような決済・金融についての法技術と、それが実際に利用
された場合に生じる種々の法的問題について考えていきます。「手形
法・小切手法」という標題は、いわばそうした法的問題の代表例で
あって、本講義はより幅広く、モバイル決済や暗号資産（仮想通貨）
など、現代的な決済取引に関する法の現状を取り上げて論じていき
たいと考えています。
授業のテーマは下記のとおりとします。
〔春学期〕手形法・小切手法によって発展してきた「有価証券法理」
の内容と、具体的な問題への適用のされ方
〔秋学期〕現代の様々な決済システムの紹介と、それぞれの決済シス
テムで生じ得る具体的な法律問題の検討

【到達目標】
〔春学期〕手形法・小切手法が提供してきた基本的な法原則の内容を
理解すること。
〔秋学期〕現代の決済システムの運用上生じる法的問題の所在を理解
すること。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
(1) 講義形態で行います。事前に指定された教科書の該当箇所を読
んできていることを前提として、ポイントを絞った解説をします。
(2)リアルタイム・オンライン授業とオンデマンド授業（動画ファイ
ル配信）とを併用します。
(3)教科書や講義の内容の理解度を確認する目的で、Hoppiiを利用
した事前または事後の小テストを随時実施します。
※授業外や課題に関連する質問については、授業（配信動画を含む）
の中でフィードバックします。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 開講にあたって この授業について

手形・小切手とはどのようなも
のか
手形・小切手の法的性質
手形・小切手と銀行取引
振出から支払まで

第 2 回 手形・小切手の経済的
機能

手形・小切手の経済的機能
有価証券としての手形・小切手

第 3 回 手形・小切手と実質関
係

原因関係
手形関係と原因関係
手形・小切手の資金関係

第 4 回 手形行為 手形行為の特色
手形行為の解釈

第 5 回 手形署名 署名の意義
法人の署名

第 6 回 手形・小切手の要式性 手形・小切手の振出に必要な方式
について、約款や銀行実務の現状
も含めて解説する。

第 7 回 手形理論 契約説
単独行為説
権利外観理論

第 8 回 手形行為論 手形・小切手の効力を有効に生じ
させるための法律行為＝手形行為
の法的な性質についての議論を、
手形行為の成立時期に関する問題
の検討を通じて論じる。

第 9 回 民法総則と手形行為 手形能力
手形上の意思表示の瑕疵

第 10回 手形行為の代理 代理の方式
代理権の濫用
無権代理人の責任

第 11回 表見代理・表見代表 民法上の表見代理
商法上の表見代理
利益相反取引の手形行為

第 12回 手形の偽造変造 手形の偽造
手形の変造

第 13回 手形の流通 裏書の意義
裏書の効力
特殊の裏書

第 14回 裏書の連続 裏書の連続
善意取得

第 15回 手形・小切手の喪失対
策

手形・小切手を紛失したり盗まれ
た者の保護のために、どのような
制度が用意されているかを検討す
る。

第 16回 決済システムと法 多様な支払手段
決済システムとは

第 17回 銀行振込・資金移動業 銀行振込の仕組み
預金取引
銀行間資金決済システム
資金移動業

第 18回 預金者の決定 定期預金の預金者
普通預金の預金者

第 19回 誤振込み 誤振込みの法律関係
誤振込みによる預金の成立

第 20回 手形交換 手形交換所規則
当座勘定規定
銀行取引約定書

第 21回 手形抗弁の制限 手形抗弁とは
人的抗弁の制限
手形法 17 条の意義

第 22回 人的抗弁と物的抗弁 物的抗弁
原因関係上の抗弁
融通手形の抗弁

第 23回 人的抗弁 戻裏書
後者の抗弁
二重無権の抗弁

第 24回 電子記録債権 電子記録債権法の概要
でんさいネットの法的性質

第 25回 一括決済システム 手形に代わる決済・金融手段とし
て採用される一括決済システムの
法的な仕組みと法リスクについて
検討する。

第 26回 電子マネー プリペイド式電子マネー
プリペイドカード

第 27回 暗号資産（仮想通貨） 暗号資産の定義
暗号資産交換業

第 28回 有価証券 有価証券の定義
民法上の有価証券

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・テキスト該当箇所を事前に読んでいることを前提に講義をする。
・民法総則と債権総則に該当する部分については履修済みであるこ
とが望ましい。
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・予め指定された判例がある場合には、最低でも下記【参考書】欄に
挙げた「手形小切手判例百選」の当該判例部分については目を通し
ておくこと。できれば判決全文を持って講義に臨むことが望ましい。
・本授業の準備・復習時間は、各 2 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
川村正幸「手形・小切手法（第 4 版）」（新世社・2018 年）
小塚壮一郎・森田果「支払決済法〔第 3 版〕」（商事法務・2018 年）

【参考書】
別冊ジュリスト「手形小切手判例百選 (第 7版)」（有斐閣・2014年）

【成績評価の方法と基準】
定期試験 (100%)
〔ただし、質問等での授業への貢献や、小テストを実施した場合に
成績が優れていた者については、その評価を定期試験の得点に加味
する。〕

【学生の意見等からの気づき】
（特になし。）

【Outline and objectives】
In this class, we will discuss the legal principles of negotiable
instruments from the perspective of payment systems law.

LAW300AB

経済法Ⅲ

青柳　由香

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
経済法は、市場における経済秩序に関する複数の法制度を含む講学上の概念
である。本講義ではその中心である独占禁止法、および同法と関連する法制
度との交錯領域等や、発展・先端的な論点を取り上げる。講義を通じて、独占
禁止法の発展的な内容を理解し、複雑な経済事象を背景とする事業活動にお
ける「公正で自由な競争」のあり方について多面的に検討する。
※本講義では、経済法 I を履修してすでに独禁法の知識を得ていることを前
提とする。したがって、経済法 I を未履修の者は登録すべきではない。注意
されたい。なお、経済法Ⅱと並行して履修することは想定している。。
【到達目標】
独占禁止法のより先端的な内容について、各領域における特徴を理解する。特
に以下の領域。
（１）著作物再販
（２）知的財産権と独占禁止法
（３）域外適用
（４）デジタルエコノミー
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
講義形式による。テーマごとに事例を扱うことによって理解を深める。
講義（録音）および講義資料を学習支援システムを通じて配布することをもっ
て授業を実施する。受講者は各授業の受講後にリアクションペーパーを提出
されたい。これに基づいて、授業中にフィードバックを行う。またレポート
課題を複数課すことを予定している。また、リアルタイムでのオンライン授
業を 1 回開催するかもしれない。実施の有無、実施の詳細については学習支
援システムの「お知らせ」機能を通じて周知するので注意されたい。
本講義では、受講者が経済法 I を履修済みで、独占禁止法についてかなりの
知識を有していることを前提に授業を実施する。経済法 I の未履修者に対し
て、経済法 I の範囲について個別の対応はしない。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロ 独占禁止法の確認、現代的な問題の所

在。
第 2 回 知的財産権と独禁法（１） 独禁法と適用除外制度の概要、21 条

に基づく適用除外
第 3 回 知的財産権と独禁法（２） 知的財産権が関与する事例
第 4 回 知的財産権と独禁法（３） 知的財産権が関与する事例
第 5 回 知的財産権と独禁法（４） 著作物再販
第 6 回 知的財産権と独禁法（５） 新聞特殊指定
第 7 回 域外適用（１） 国際的なエンフォースメントの概要
第 8 回 域外適用（２） 事例の検討
第 9 回 域外適用（３） 事例の検討
第 10 回 プラットフォームと独占

禁止法（１）
概要

第 11 回 プラットフォームと独占
禁止法（２）

事例の検討

第 12 回 プラットフォームと独占
禁止法（３）

事例の検討、プラットフォーム規制の
動向

第 13 回 独占禁止法の運用実務 実務の動向
第 14 回 まとめ 本講義で取り上げたテーマに共通の問

題等の検討および課題について講評等
を通じて、全体的な理解を深める。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業で取り上げた事例を、授業後に再度読み、理解を深めてほしい。また、新
聞などを通じて最新の独禁法の運用動向に触れるようにされたい。本授業の
準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
レポートを作成する際に、教科書が必要になるので購入すること。
岸井大太郎他『経済法』（有斐閣、第 9 版、2020）
※過去に経済法 I または経済法Ⅱを受講した際に用意した独占禁止法の教科
書が数年内のものであれば足りるので、新たに購入する必要はない。ただし、
近年の法改正（特に手続法）に対応していないことに注意されたい。
【参考書】
授業中に指示する。ウェブ上の資料等を活用したい。
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【成績評価の方法と基準】
レポート課題 70 ％、平常点 30 ％。
レポート課題は複数回課す。授業ではリアクションペーパーの提出を求め、平
常点の対象とする。
【学生の意見等からの気づき】
リアクションペーパー等と通じて授業の在り方について様々なコメントを受
けた。おおむね好評であった。全体のスタイルは継続しつつ、事例・図・資料
等を活用してさらに理解を促すような授業を行いたい。
【学生が準備すべき機器他】
六法、ないし独禁法と関連する法律の条文を毎回用意されたい。
【その他の重要事項】
本講義では、少なくとも経済法 I を履修済みで、すでに独禁法の基礎的な知
識を得ていることを前提として実施する。
【Outline and objectives】
Economic law is an academic concept that includes multiple laws to
develop and maintain economic order in the markets. This lecture will
focus on the antitrust law, which is the core of the economic law, and the
area where the law intersects with the related legal systems.
Through lectures, students will understand the evolution of the
Antimonopoly Act, and will consider "fair competition" in the context
of complex and dynamic economy from various aspects.

LAW300AB

保険法Ⅰ

神谷　高保

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この講義のテーマ（主題・題目）は、「保険法」であり、学生諸君の到達目標
は、「新しく制定された『保険法』の内容を含む『保険（契約）法の基礎』を
正確に理解し習得すること」です。
　保険法Ⅰでは概論と損害保険契約について講義します。
　秋学期に保険法Ⅱを履修することは、春学期の保険法Ⅰの履修の条件では
ありません。他学部生の聴講については認めたいと考えています。
　保険法は、将来、保険・銀行・証券・海運・商社などを中心とした保険取引
や保険募集に携わる業界に就職する方に極めて有益です。
　また、その他の業種に勤めるつもりの方にとっても、いずれは、自分自身
が生命・自動車・医療・年金などの保険を購入して保険契約者の立場に立つの
ですから、真剣に学んでおいて後悔しない法分野です。
　法律家志望の方にとっても保険関係訴訟は増加しているので、法律実務に
従事する上で、とても役立つものです。
　カリキュラム・ポリシーとの関係では、本講義は、特に①「裁判と法コー
ス」、「企業・経営と法コース（商法中心）（労働法中心）」、「国際社会と法コー
ス」を選択する学生にとって有益な能力を身につけることができます。のみ
ならず、②ソクラティック・メソッドによって議論することにより、問題を
検討する能力を身につけることもできます。
　法律学科の学生には、３・４年次の開講、政治学科・国際政治学科の学生に
は、１～４年次の開講となります
【到達目標】
　学生諸君の到達目標は、上記のように、「新しく制定された『保険法』の内
容を含む『保険（契約）法の基礎』を正確に理解し習得すること」です。
　具体的には、保険法の基礎を学ぶための最適な教科書の一つである、江頭
憲治郎『商取引法第７版』（弘文堂）の保険の前半の部分（４１７頁から４９
５頁）の内容を正確に理解すること、および、『保険法判例百選』の中にある
基本的な判例を理解することを目標とします（取り上げる判例は、事前に伝
えます）。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　この講義は、アメリカのロー・スクールで行われているような対話形式［ソ
クラティック・メソッド］－講義形式ではありません－で進めます。具体的
には、毎回、教科書の範囲を指定し、予め読んでくる判例（毎回１件）を配布
します。毎回出席を取ります。
　授業では、判例の事実関係、当事者の主張、争点は何か、判示の法律構成・
理由付け・射程距離といった問題について、出席者に答えてもらった上で、全
員で討議します。そして、最後に私が、教科書に書かれていることの要点と
判例の評価をまとめる、という形式で行います。最新の保険法の判例につい
ての検討も行います。
　また、教員は原則として授業開始の 10 分前に教室に到着しており、この
10 分間を利用して受講者の質問に答えています。この時間で足りない場合に
は、別途、質問に答える時間を用意します。
　講義を修了したときに、保険に対する理解が一変した‥と皆さんが感じて
くれるようになることが担当教員の夢です。
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション。 授業内容の説明。教科書の紹介。保険

法判例百選の紹介。次週のテーマの説
明など。

第 2 回 保険制度と保険業。 教科書の（以下同じ）４１７頁から４
２３頁。

第 3 回 保険契約。 ４２３頁から４２８頁。
第 4 回 損害保険契約の内容

（１）。
４２８頁から４３５頁。

第 5 回 損害保険契約の内容
（２）。

４３５頁から４４１頁。

第 6 回 損害保険契約の成立
（１）。
　　　

４４１頁から４４６頁。

第 7 回 損害保険契約の成立
（２）。

４４６頁から４５３頁。

第 8 回 損害保険関係の変動。 ４５３頁から４６０頁。
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第 9 回 損害保険事故の発生およ
び損害の発生（１）。

４６０頁から４６６頁。

第 10 回 損害保険事故の発生およ
び損害の発生（２）。

４６６頁から４７３頁。

第 11 回 損害保険事故の発生およ
び損害の発生（３）。

４７３頁から４７８頁。

第 12 回 損害保険事故の発生およ
び損害の発生（４）。

４７８頁から４８４頁。

第 13 回 保険者の代位（１）。 ４８４頁から４９０頁。
第 14 回 保険者の代位（２）。

　
４９０頁から４９５頁。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　「法学部生のための履修の手引き」にも記載されているように、毎週 1 回
の講義に出席するためには、いささか「自習」が必要です。テキストを読み、
準備した上で、出席して下さい。私は充分に準備した上で授業に臨みます。
　本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　江頭憲治郎『商取引法第８版』（弘文堂、2018）(4,460 円) の保険の前半の
部分（４１７頁から４９５頁）と山下友信・洲崎博史編『保険法判例百選』（有
斐閣、2010）(2,592 円) を用います。
　重要な判例の判決文や評釈は、学習支援システムで配布します。
【参考書】
　山下友信・竹濱修・須崎博史・山本哲生『保険法　第３版補訂版』〈有斐閣
アルマ〉（有斐閣、2015）(2,268 円)。
　山下友信『保険法』（有斐閣、2005）(4,999 円)。
　田中英夫編著『実定法学入門　第 3版』（東京大学出版会、2013）(3,024円)。
　中野次雄編『判例とその読み方［三訂版］』（有斐閣、2009）(3,240 円)。
　大庭コティさち子『考える・まとめる・表現する』（NTT出版、2009）(2,376円)。
　弥永真生『法律学習マニュアル［第４版］』（有斐閣、2015）(2,160 円)。
【成績評価の方法と基準】
　成績評価 100 点満点の内、「討議への貢献度」に２８点を配点します。
　残る７２点は事例問題２問の「期末試験」または後述の「レポートの提出」
への配点となります。
　事例問題２問は、全て授業中に検討した判例（全１３件）の中から二つ出
題されます。受験者は、その事件の重要な事実および法律上の争点を指摘し、
その争点についての学説や自己の見解と法律構成を述べた上で、その事件に
ついての結論を示してください。
　ただし、「レポートの提出」をこの「期末試験に代える」ことがあります。
具体的には、悪疫の状況や受講者数などを考慮して、授業中に検討した判例
についてのレポートを提出するという「期末試験の代替措置」を採用する場
合があります。レポートの課題は、授業中に検討した判例（全１３件）の中
から一つを出題します。　
　なお、これまでそのような事例はありませんでしたが、もしも採点結果に
不満があった場合には採点の内容について個別に詳しく説明します。
　 S、A、B、C、D の評価となります。
【学生の意見等からの気づき】
　授業評価（多摩大学の様式を使用したもの）では、全体的な教育効果は、７
段階評価（「全く効果的でない」を１、「一応効果的だ」を４、「きわめて効果的
である」を７と評価する。）のもとで、４の評価が１０％、５の評価が２０％、
６の評価が３０％、７の評価が４０％です（2018 年度の数字。）
【学生が準備すべき機器他】
　使用しません。そのかわり、教科書を、眼光紙背に徹するという心構えで、
事前に読んできて下さい。
【その他の重要事項】
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。
【Outline and objectives】
The Study of Insurance Contract Law: Non-life insurance.

LAW300AB

企業規制の法律学Ⅰ

青柳　由香

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義では、公益事業などを対象とする事業規制（事業法等）について、その
規制のあり方や意義等を扱う。電気通信、運輸、エネルギー事業等の公益事
業は、国民にとってきわめて身近であり、日常的に利用し、また料金の支払
いを行っているものである。公益サービス等を通じて国民生活を支える各種
事業が、どのように規律されているかを理解することにより、市場経済にあ
りながらも、完全な自由競争に委ねられず、国家の介入を受ける形で事業が
実施されていること、それにより安定的なサービス供給等が可能となってい
ることについて理解を深める。（公益事業以外の産業であっても、事業に対す
る規制を受ける事業分野を取り上げることがある。）
個別の事業法として、本年度は、特に航空法と放送法を取り上げる。
なお、いわゆる事業法は講学上の経済法に含まれる重要な法制である。本講
義において事業法を学ぶことにより、経済法 I・Ⅱ・Ⅲとあわせて広く経済法
に関する知見を得ることが可能となる。
【到達目標】
以下の理解を得ることを目標とする。
（１）事業法がいかなる役割を果たすか、どのような規制が課されているか
（２）事業法の運用の外観
（３）市場経済における規制の役割
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
講義形式で行う。論点ごとに可能であれば事例を扱うことによって理解を深
める。事例の検討等において学生の挙手や発言を求めることがある。積極的
な参加を歓迎する。また、リアクションペーパーを通じた双方向のやり取り
も行う。
レジュメと参考資料を適宜配布する。
【遠隔授業の実施について】
オンデマンドでの開講を原則とする。オンデマンド授業では、レジュメと録
音を配信する。各回毎に提出される受講生からのリアクションペーパーで寄
せられた重要な質問等について、授業支援システム・レジュメ・録音等を通じ
て回答することでフィードバックを図る。積極的に質問や意見等を提示され
たい。複数回の課題を予定している。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロ 市場経済における規制の役割
第 2 回 歴史的沿革 戦時経済統制法から現代までの規制の

沿革
第 3 回 法制度における位置づけ 事業法の法的性質
第 4 回 規制の策定過程 政策過程、形式
第 5 回 事業法 事業法総論
第 6 回 規制類型（１） 参入・退出規制
第 7 回 規制類型（２） 料金規制
第 8 回 規制類型（３） その他のタイプの規制
第 9 回 料金規制 料金規制の概要、問題点
第 10 回 事業別分野の法制度１ 航空法１
第 11 回 事業別分野の法制度２ 航空法２
第 12 回 事業別分野の法制度３ 放送法１
第 13 回 事業別分野の法制度４ 放送法２
第 14 回 総括 本講義のテーマ全体を概観し、通底す

る問題を検討する
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
特に授業後の復習をされたい。また、公益事業等に関する新聞記事などに触
れてほしい。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
友岡史仁『要説経済行政法』（弘文堂、2015 年）（2800 円＋税）
講義と教科書では、扱う順序等が異なる場合もある。
【参考書】
授業中に適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
レポート課題 70 ％、平常点 30 ％。
レポート課題は複数回課す。授業ではリアクションペーパーの提出を求め、平
常点の対象とする。

— 70 —



　発行日：2021/4/1

【学生の意見等からの気づき】
具体的な事例や近時の動向等、受講生の関心に沿った授業の実施を心がけたい。
【Outline and objectives】
This lecture will cover business regulations especially for public
utilities. Utilities, such as telecommunications, transportation, and
energy, are very familiar to the people. We use them on a daily basis,
and pay for them. We will learn how the various businesses that
support people’s lives through public services are regulated,and why
businesses are not entrusted to complete free competition and receive
state intervention, despite being in a market economy. (Business sectors
subject to regulations besides so called utilities may be covered in the
lecture.)
The so-called business law is an important legal system included in the
economic law for education. By studying business law in this lecture, it
will be possible to gain broad knowledge about economic law along with
economic law I, II, III.

LAW300AB

民事訴訟法Ⅰ

杉本　和士

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・この講義は，具体的な民事紛争を念頭に置きながら，民事紛争の解決という
観点からみて民事訴訟がどのような性格を有しているのか，民事訴訟法にお
ける諸概念がどのような意義を有しているのか，また，具体的にどのような
手続として運営されているのかについて理解することを目的とします。
・なお，この講義は，「裁判と法」，「行政・公共政策と法」，「企業・経営と法
（商法中心）」，「同（労働法中心）」及び「法曹コース」の各コースに配置され
ます。
【到達目標】
・第 1 審までにおける民事訴訟手続（判決手続）の手続構造を理解し，かつ，
個々の規律を条文に即して説明することができる。
・民事訴訟法における基本概念及び基本原則について，条文及び具体例に即し
て適切に説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
・この講義では，教員の配布する講義ノート及び配布教材に沿って進行します。
受講者が講義に出席するだけでなく十全な予習復習を行ってくることを前提
として講義を行います。
・各回の講義の初めに，前回の講義に関して学習支援システム上で提出された
リアクションペーパーの内容を採り上げて，全体に対してフィードバックを
行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス（講義の進め

方等）
民事紛争解決制度として
の民事訴訟
民事訴訟審理の基本構造
と基本概念

ガイダンスを行った後，民事訴訟制度
の全体像及びその基本構造について概
観する。

第 2 回 訴えの提起（１）その１ 訴え・処分権主義・請求の趣旨及び原
因・訴訟物・請求の客観的併合

第 3 回 訴えの提起（１）その２ 訴え・処分権主義・請求の趣旨及び原
因・訴訟物・請求の客観的併合

第 4 回 訴えの提起（２）その１ 訴訟要件，訴えの利益
第 5 回 訴えの提起（２）その２ 訴訟要件，訴えの利益
第 6 回 訴えの提起（３） 当事者，当事者の確定
第 7 回 訴えの提起（４） 当事者能力，訴訟能力
第 8 回 訴えの提起（５） 訴訟上の代理，法人等の代表者
第 9 回 訴えの提起（６） 当事者適格，第三者の訴訟担当
第 10 回 訴えの提起（７） 裁判所・裁判官，管轄
第 11 回 訴えの提起（８） 訴え提起の効果（送達を含む），二重

起訴禁止
第 12 回 口頭弁論（１） 口頭弁論の意義及びその必要性，口頭

弁論における諸原則
第 13 回 口頭弁論（２） 弁論主義①（総論，第 1 テーゼ）
第 14 回 口頭弁論（３） 弁論主義②（第 2 テーゼ，裁判上の自

白）
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・授業時間外の学習（予習・復習のほか，発展学習）に関する一般的な指示は，
初回講義冒頭のガイダンスで行うほか，各回の講義内容に関する具体的な予
習・復習の内容に関しては，「予習用課題・復習テスト」の教材を配布するこ
とで指示します。
・なお，本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・講義は，教員の配布する講義ノート，参考資料及び予習復習用教材を用いて
進めますが，予習復習に際して基本となる教科書として，山本弘ほか『民事
訴訟法〔第 3 版〕有斐閣アルマシリーズ』（有斐閣，2018 年）を指定してお
きます。
・使用する教材等は，全て「法政大学学習支援システム」において PDF ファ
イルとして配布します。必ず受講前に各自で教材を準備して下さい。
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【参考書】
＜入門書＞本講義を受講するに当たり，下記のいずれか（できれば双方）を
熟読しておくことを« 強く» 推奨します。いずれも民事訴訟手続に対する理
解に大いに役立つ，小説仕立ての入門書です。
・福永有利＝井上治典著・中島弘雅＝安西明子補訂『アクチュアル民事の訴
訟〔補訂版〕』（有斐閣，2016 年）
・山本和彦『よくわかる民事裁判〔第 3 版〕』（有斐閣，2018 年）
＜本格的な体系書として＞
・新堂幸司『新民事訴訟法』（弘文堂，第 6 版，2019 年）
・伊藤眞『民事訴訟法』（有斐閣，第 7 版，2020 年）
＜各テーマに関する詳細な検討について＞
・高橋宏志『重点講義民事訴訟法（上）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2013 年）
・高橋宏志『重点講義民事訴訟法（下）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2014 年）
＜判例集＞　下記のいずれか 1 冊を持っておくことをお薦めします。
・上原敏夫ほか『基本判例民事訴訟法』（有斐閣，第 2 版補訂，2010 年）
・高橋宏志ほか編『民事訴訟法判例百選』（有斐閣，第 5 版，2015 年）
・中島弘雅＝岡伸浩編著『民事訴訟法判例インデックス』（商事法務，2015 年）
【成績評価の方法と基準】
・成績評価は，リアクションペーパー又はレポート等による平常点（30%）及
び期末試験（70%）によります。具体的な方法等は，「学習支援システム」に
おいて提示します。
　なお，成績評価に際しては，上記の到達目標が指標となります。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【Outline and objectives】
This course introduces the principles of civil procedure to students
taking this course.
The goals of this course are to
(1) obtain basic knowledge about the principles and proceedings of civil
procedure.
(2) be able to understand and explain how to apply the principles and
proceedings to the cases.

LAW300AB

保険法Ⅱ

神谷　高保

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この講義のテーマ（主題・題目）は、「保険法」であり、学生諸君の到
達目標は、「新しく制定された『保険法』の内容を含む『保険（契約）法
の基礎』を正確に理解し習得すること」です。
　保険法Ⅱでは、生命保険契約と傷害疾病定額保険契約について講義し
ます。（春学期の保険法Ⅰを履修していることは秋学期の保険法Ⅱの履修
の条件ではありません。他学部生の聴講については認めたいと考えてい
ます。）
　保険法は、将来、保険・銀行・証券・海運・商社などを中心とした保
険取引や保険募集に携わる業界に就職する方に極めて有益です。
　また、その他の業種に勤めるつもりの方にとっても、いずれは、自分
自身が生命・自動車・医療・年金などの保険を購入して保険契約者の立
場に立つのですから、真剣に学んでおいて後悔しない法分野です。法律
家志望の方にとっても保険関係訴訟は増加しているので、法律実務に従
事する上で、とても役立つものです。
　カリキュラム・ポリシーとの関係では、本講義は、特に①「裁判と法
コース」、「企業・経営と法コース（商法中心）（労働法中心）」を選択する
学生にとって有益な能力を身につけることができます。のみならず、②
ソクラティック・メソッドによって議論することにより、問題を検討す
る能力を身につけることもできます。
　法律学科の学生には、３・４年次の開講、政治学科・国際政治学科の
学生には、１～４年次の開講となります

【到達目標】
　学生諸君の到達目標は、上記のように、「新しく制定された『保険法』
の内容を含む『保険（契約）法の基礎』を正確に理解し習得すること」
です。具体的には、保険法の基礎を学ぶための最適な教科書の一つであ
る、江頭憲治郎『商取引法第８版』（弘文堂）の保険の後半の部分（４９
５頁から５４２頁）の内容を正確に理解すること、および、『保険法判例
百選』の中にある基本的な判例を理解することを目標とします（取り上
げる判例は、事前に伝えます）。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
　この講義は、アメリカのロー・スクールで行われているような対話形
式［ソクラティック・メソッド］－講義形式ではありません－で進めま
す。毎回出席を取ります。
　具体的には、毎回、教科書の範囲を指定し、予め読んでくる判例（毎
回１件）を配布します。授業では、判例の事実関係、当事者の主張、争
点は何か、判示の法律構成・理由付け・射程距離といった問題について、
出席者に答えてもらった上で、全員で討議します。そして、最後に私が、
教科書に書かれていることの要点と判例の評価をまとめる、という形式
で行います。最新の保険法の判例についての検討も行います。
　また、教員は原則として授業開始の 10分前に教室に到着しており、こ
の 10 分間を利用して受講者の質問に答えています。この時間で足りな
い場合には、別途、質問に答える時間を用意します。
　講義を修了したときに、保険に対する理解が一変した‥と皆さんが感
じてくれるようになることが担当教員の夢です。
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクションと

生命保険契約の内容 (1)
イントロダクション、保険法Ⅰとの
関係などについての説明。教科書の
４９５頁から４９８頁。

第 2 回 生命保険契約の内容 (2) ４９８頁から５０１頁。
第 3 回 生命保険契約の内容 (3) ５０１頁から５０４頁。
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第 4 回 生命保険契約の成立 (1) ５０４頁から５０８頁。
第 5 回 生命保険契約の成立 (2) ５０８頁から５１１頁。
第 6 回 生命保険契約の成立 (3) ５１１頁から５１５頁。
第 7 回 生命保険契約の成立 (4) ５１５頁から５１８頁。
第 8 回 生命保険関係の変動 (1) ５１８頁から５２２頁。
第 9 回 生命保険関係の変動 (2) ５２２頁から５２６頁。
第 10 回 生命保険関係の変動 (3) ５２７頁から５３１頁。
第 11 回 生命保険関係の変動 (4) ５３１頁から５３３頁。
第 12 回 傷害疾病定額保険契約

の前説。
５３４頁から５３７頁。

第 13 回 傷害疾病定額保険契約
の内容 (1)

５３７頁から５４０頁。

第 14 回 傷害疾病定額保険契約
の内容 (2)

５４０頁から５４２頁。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　「法学部生のための履修の手引き」にも記載されているように、毎週
1 回の講義に出席するためには、いささか「自習」が必要です。
　テキストを読み、準備した上で、出席して下さい。私は充分に準備し
た上で授業に臨みます。
　本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
　江頭憲治郎『商取引法第８版』（弘文堂、2018）(4,460 円) の保険の
後半の部分（４９５頁から５４２頁）と山下友信・洲崎博史編『保険法
判例百選』（有斐閣、2010）(2,592 円) を用います。
　重要な判例の判決文や評釈は、学習支援システムで配布します。

【参考書】
　山下友信・竹濱修・須崎博史・山本哲生『保険法　第３版補訂版』〈有
斐閣アルマ〉（有斐閣、2015）(2,268 円)。
　山下友信『保険法』（有斐閣、2005）(4,999 円)。
　田中英夫編著『実定法学入門　第 3 版』（東京大学出版会、2013）
(3,024 円)。
　中野次雄編『判例とその読み方［三訂版］』（有斐閣、2009）(3,240円)。
　大庭コティさち子『考える・まとめる・表現する』（NTT 出版、2009）
(2,376 円)。
　弥永真生『法律学習マニュアル［第４版］』（有斐閣、2015）(2,160円)。

【成績評価の方法と基準】
　成績評価 100 点満点の内、「討議への貢献度」に２８点を配点します。
　残る７２点は事例問題２問の「期末試験」または後述の「レポートの
提出」への配点となります。
　事例問題２問は、全て授業中に検討した判例（全１３件）の中から二
つ出題されます。受験者は、その事件の重要な事実および法律上の争点
を指摘し、その争点についての学説や自己の見解と法律構成を述べた上
で、その事件についての結論を示してください。
　ただし、「レポートの提出」をこの「期末試験に代える」ことがありま
す。具体的には、悪疫の状況や受講者数などを考慮して、授業中に検討
した判例についてのレポートを提出するという「期末試験の代替措置」
を採用する場合があります。レポートの課題は、授業中に検討した判例
（全１３件）の中から一つを出題します。　
　なお、これまでそのような事例はありませんでしたが、もしも採点結
果に不満があった場合には採点の内容について個別に詳しく説明します。
　 S、A、B、C、D の評価となります。　

【学生の意見等からの気づき】
　授業評価（多摩大学の様式を使用したもの）では、全体的な教育効果
は、７段階評価（「全く効果的でない」を１、「一応効果的だ」を４、「き
わめて効果的である」を７と評価する。）のもとで、６の評価が６７％、
７の評価が３３％です（％の小数点未満は四捨五入。ただし、2017 年度
の数字。)

【学生が準備すべき機器他】
　使用しません。そのかわり、教科書を、眼光紙背に徹するという心構
えで、事前に読んできて下さい。

【その他の重要事項】
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。

【Outline and objectives】
The Study of Insurance Contract Law: Life Insurance and similar
injury insurance and medical insurance(excluding injury expenses
insurance and medical expenses insurance).

LAW300AB

海商・航空法

神谷　高保

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この講義のテーマ（主題・題目）は、「海商法・航空法」であり、学生
諸君の到達目標は、「運送法のうち海と空に関する法を正確に理解し習得
すること」です。
　具体的には、この分野の著名な教科書である江頭憲治郎『商取引法第
８版』（弘文堂）の第 5 章（運送営業）の内容を正確に理解すること、お
よび、この分野の基本的な判例を理解することを目標とします。
　海商法・航空法・運送法は、将来、商社・海運会社・航空会社・運送
会社・保険会社・倉庫会社などを中心とした海上取引や航空取引に携わ
る業界、および、海運会社・航空会社・運送業界に対して投資する金融
機関・ファンドなどに就職する方に極めて有益です。
　また、その他の業種に勤めるつもりの方にとっても、企業社会で生き
ていくのであれば、しっかり学んでおいて後悔しない法分野です。
　カリキュラム・ポリシーとの関係では、①「裁判と法コース」、「企業・
経営と法コース（商法中心）」を選択する学生にとっても有益な能力を身
につけることができます。
　②ソクラティック・メソッドによって議論することによって、問題を
検討する能力を身につけることもできます。
　法律学科の学生には、３・４年次の開講、政治学科・国際政治学科の
学生には、１～４年次の開講となります。

【到達目標】
　学生諸君の到達目標は、上記のように、「運送法のうち海と空に関する
法を正確に理解し習得すること」です。
　具体的には、この分野の著名な教科書である江頭憲治郎『商取引法第
８版』（弘文堂）の第 5 章（運送営業）の内容を正確に理解すること、お
よび、この分野の基本的な判例を理解することを目標とします。
　就職した後で、真剣に学んでおいて良かった感じるような講義にする
ことが担当教員にとっての目標です。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
　この講義は、アメリカのロースクールで行われているような対話形式
［ソクラティック・メソッド］－講義形式ではありません－で進めます。
毎回出席を取ります。
　具体的には、毎回、教科書の範囲を指定し、予め読んでくる判例（毎
回１件）を配布します。
　授業では、判例の事実関係、当事者の主張、争点は何か、判示の法律構
成・理由付け・射程距離といった問題について、出席者に答えてもらっ
た上で、全員で討議します。そして、最後に私が、教科書に書かれてい
ることの要点と判例の評価をまとめる、という形式で行います。
　最新の海商・運送法の判例についての検討も行います。
　また、教員は原則として授業開始の 10分前に教室に到着しており、こ
の 10 分間を利用して受講者の質問に答えています。
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。
　

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション。 授業内容、教科書、判例、次週の

テーマの説明。
　

第 2 回 運送契約、法源。
　

２８７頁から２９２頁。

第 3 回 運送人に対する事業規
制、箇品運送契約。
　

２９２頁から２９８頁。
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第 4 回 航空貨物運送、契約の
成立、運送品の受取。
　

２９８頁から３０４頁。

第 5 回 船荷証券。
　

３０４頁から３１１頁。

第 6 回 航空運送状。
　

３１１頁から３１７頁。

第 7 回 荷受人等への運送品の
引渡し、運送人の責任。
　

３１７頁から３２４頁。

第 8 回 免責事由等。
　

３２４頁から３３１頁。

第 9 回 損害賠償額とその制限。
　

３３１頁から３３７頁。

第 10 回 国際航空貨物運送。
　

３３８頁から３４３頁。

第 11 回 複合運送契約。 ３４３頁から３５０頁。
第 12 回 貸切り形態の物品運送

契約。　
　

３５１頁から３５８頁。

第 13 回 船荷証券。
　

３５８頁から３６６頁。

第 14 回 旅客運送契約。 ３６６頁から３７２頁。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　「法学部生のための履修の手引き」にも記載されているように、毎週
1回の講義に出席するためには、いささか「自習」が必要です。
　テキストを読み、準備した上で、出席して下さい。私は充分に準備し
た上で授業に臨みます。
　本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
　江頭憲治郎『商取引法第８版』（弘文堂、2018）(4,860 円)。
　重要な判例の判決文や評釈はその都度配布します。

【参考書】
　田中英夫編著『実定法学入門　第 3 版』（東京大学出版会、2013）
(3,024 円)。
　中野次雄編『判例とその読み方［三訂版］』（有斐閣、2009）(3,240円)。
　大庭コティさち子『考える・まとめる・表現する』（NTT 出版、2009）
(2,376 円)。
　弥永真生『法律学習マニュアル［第４版］』（有斐閣、2015）(2,160円)。
　

【成績評価の方法と基準】
　成績評価 100 点満点の内、「討議への貢献度」に２８点を配点します。
「期末の筆記試験」または後述の「レポートの提出」の配点は７２点で、
事例問題２問です。
　事例問題２問は、全て授業中に検討した判例（全１３件）の中から出題
されます。受験者は、その事件の重要な事実および法律上の争点を指摘
し、その争点についての学説や自己の見解と法律構成を述べた上で、そ
の事件についての結論を示してください。
　ただし、「レポートの提出」をこの「期末試験に代える」ことがありま
す。具体的には、悪疫の状況や受講者数などを考慮して、授業中に検討
した判例についてのレポートを提出するという「期末試験の代替措置」を
採用する場合があります。
　なお、これまではそのような事例はありませんでしたが、もしも採点結
果に不満があった場合には採点の内容について個別に詳しく説明します。
　 S、A、B、C、D の評価となります。

【学生の意見等からの気づき】
　授業評価（多摩大学の様式を使用したもの）によると、全体的な教育
効果は、７段階評価（「全く効果的でない」を１、「一応効果的だ」を４、
「きわめて効果的である」を７）のもとで、５の評価が１１％、６の評価
が４４％、７の評価が４４％です（％の小数点未満は四捨五入。２０１
６年度の数字。）。

【学生が準備すべき機器他】
　使用しません。そのかわり、予習のための資料や参考資料を読んでき
て下さい。
　

【その他の重要事項】
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。

【Outline and objectives】
The Study of Maritime Law and Aviation Law.

LAW300AB

民事訴訟法Ⅱ

杉本　和士

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・この講義は，具体的な民事紛争を念頭に置きながら，民事紛争の解決という
観点からみて民事訴訟がどのような性格を有しているのか，民事訴訟法にお
ける諸概念がどのような意義を有しているのか，また，具体的にどのような
手続として運営されているのかについて理解することを目的とします。
・なお，この講義は，「裁判と法」，「行政・公共政策と法」，「企業・経営と法
（商法中心）」，「同（労働法中心）」及び「法曹コース」の各コースに配置され
ます。
【到達目標】
・第 1 審までにおける民事訴訟手続（判決手続）の手続構造を理解し，かつ，
個々の規律を条文に即して説明することができる。
・民事訴訟法における基本概念及び基本原則について，条文及び具体例に即し
て適切に説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
・この講義では，教員の配布する講義ノート及び配布教材に沿って進行します。
受講者が講義に出席するだけでなく十全な予習復習を行ってくることを前提
として講義を行います。
・各回の講義の初めに，前回の講義に関して学習支援システム上で提出された
リアクションペーパーの内容を採り上げて，全体に対してフィードバックを
行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス（講義の進め

方等）
民事訴訟審理の基本構造
と基本概念の復習（「民事
訴訟法 I」の学修内容の
確認）

ガイダンスを行った後，「民事訴訟法
I」における学修内容を踏まえて，改め
て民事訴訟手続の基本構造について確
認を行う。

第 2 回 口頭弁論（４） 口頭弁論における当事者の行為，訴え
の変更・反訴，共同訴訟・独立訴訟参
加・補助参加

第 3 回 口頭弁論（５） 裁判所による口頭弁論の指揮，釈明
権・釈明義務

第 4 回 口頭弁論（６） 口頭弁論期日の実施とその準備，争点
整理手続，送達

第 5 回 口頭弁論（７） 証拠調べ（証拠法）総論
第 6 回 口頭弁論（８）その１ 証拠調べ各論
第 7 回 口頭弁論（８）その２ 証拠調べ各論
第 8 回 口頭弁論（９） 自由心証主義，証明責任
第 9 回 終局判決による訴訟の終

結（１）
判決の種類，判決の成立・確定，処分
権主義

第 10 回 終局判決による訴訟の終
結（２）その１

確定判決の効力：既判力

第 11 回 終局判決による訴訟の終
結（２）その２

確定判決の効力：既判力

第 12 回 終局判決による訴訟の終
結（２）その３

確定判決の効力：既判力
訴訟承継との比較

第 13 回 裁判によらない訴訟の終
結

訴訟上の和解，請求の認諾・放棄，訴
えの取下げ

第 14 回 上訴，非常救済手続 控訴，上告，抗告，特別上訴，再審
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・授業時間外の学習（予習・復習のほか，発展学習）に関する一般的な指示は，
初回講義冒頭のガイダンスで行うほか，各回の講義内容に関する具体的な予
習・復習の内容に関しては，「予習用課題・復習テスト」の教材を配布するこ
とで指示します。
　なお，本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・講義は，教員の配布する講義ノート，参考資料及び予習復習用教材を用いて
進めますが，予習復習に際して基本となる教科書として，山本弘ほか『民事
訴訟法〔第 3 版〕有斐閣アルマシリーズ』（有斐閣，2018 年）を指定してお
きます。
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・使用する教材等は，全て「法政大学学習支援システム」において PDF ファ
イルとして配布します。必ず受講前に各自で教材を準備して下さい。
【参考書】
＜入門書＞本講義を受講するに当たり，下記のいずれか（できれば双方）を
熟読しておくことを« 強く» 推奨します。いずれも民事訴訟手続に対する理
解に大いに役立つ，小説仕立ての入門書です。
・福永有利＝井上治典著・中島弘雅＝安西明子補訂『アクチュアル民事の訴訟
〔補訂版〕』（有斐閣，2016 年）
・山本和彦『よくわかる民事裁判〔第 3 版〕』（有斐閣，2018 年）
＜本格的な体系書として＞
・新堂幸司『新民事訴訟法』（弘文堂，第 6 版，2019 年）
・伊藤眞『民事訴訟法』（有斐閣，第 7 版，2020 年）
＜各テーマに関する詳細な検討について＞
・高橋宏志『重点講義民事訴訟法（上）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2013 年）
・高橋宏志『重点講義民事訴訟法（下）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2014 年）
＜判例集＞　下記のいずれか 1 冊を持っておくことをお薦めします。
・上原敏夫ほか『基本判例民事訴訟法』（有斐閣，第 2 版補訂，2010 年）
・高橋宏志ほか編『民事訴訟法判例百選』（有斐閣，第 5 版，2015 年）
・中島弘雅＝岡伸浩編著『民事訴訟法判例インデックス』（商事法務，2015 年）
【成績評価の方法と基準】
・成績評価は，リアクションペーパー又はレポート等による平常点（30%）及
び期末試験（70%）によります。具体的な方法等は，「学習支援システム」に
おいて提示します。
・なお，成績評価に際しては，上記の到達目標が指標となります。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。
【Outline and objectives】
This course introduces the principles of civil procedure to students
taking this course.
The goals of this course are to
(1) obtain basic knowledge about the principles and proceedings of civil
procedure.
(2) be able to understand and explain how to apply the principles and
proceedings to the cases.

LAW300AB

民事訴訟法Ⅲ

杉本　和士

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・この講義は，すでに民事訴訟法の基礎を学習していることを前提に，民事訴
訟法における応用的な論点や判例について重点的に学習することで，民事訴
訟法に対する理解を深めることを目的とします。
・なお，この講義は，「裁判と法」，「行政・公共政策と法」，「企業・経営と法
（商法中心）」及び「同（労働法中心）」の各コースに配置されます。
【到達目標】
・民事訴訟法における，いわゆる複雑訴訟の分野についての基礎を理解するこ
とができる。
・民事訴訟手続全体における論点の位置付けを明確にすることができる。
・民事訴訟法における論点及び判例について理解をするととも，その問題の所
在や議論状況について説明をすることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
・この講義では，教員の配布する講義ノート及び配布教材に沿って進行します。
受講者が講義に出席するだけでなく十全な予習復習を行ってくることを前提
として講義を行います。
・各回の講義の初めに，前回の講義に関して学習支援システム上で提出された
リアクションペーパーの内容を採り上げて，全体に対してフィードバックを
行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス（講義の進

め方）
民事訴訟手続に関する全
体像の復習

ガイダンスを行った後，民事訴訟法の
基礎に関する復習を行う。

第 2 回 訴えの利益―特に確認の
利益に関する判例を中心
に（１）

各種類型に関する訴えの利益に関する
問題状況を概観した上で，遺言無効確
認の訴えの確認の利益に関する判例を
読み解く。

第 3 回 訴えの利益―特に確認の
利益に関する判例を中心
に（２）

将来の権利関係確認の訴え等の確認の
利益に関する判例を読み解く。

第 4 回 訴訟担当に関する判例 明文のない任意的訴訟担当の規律に関
する一連の判例について検討する。

第 5 回 二重起訴禁止と相殺の抗
弁に関する判例

二重起訴禁止と相殺の抗弁に関する一
連の判例について検討する。

第 6 回 弁論主義と釈明権 弁論主義と釈明権の関係，法的観点指
摘義務に関する判例の検討を行う。

第 7 回 既判力（１）―客観的範
囲，相殺の抗弁

既判力の客観的範囲に関する民事訴訟
法上の規律を確認した上で，特に相殺
の抗弁と弁済の抗弁の比較，一部請求
論に関する判例を読み解く。

第 8 回 既判力（２）―時的範囲，
主観的範囲

既判力における基準時の概念，既判力
の時的範囲に関する判例を読み解く。

第 9 回 既判力（３）―その他の
判決効（争点効，反射効）

既判力以外の判決効に関する判例を読
み解く。

第 10 回 複数請求訴訟 いわゆる複雑訴訟における複数請求訴
訟について概観した上で，請求の客観
的併合，訴えの変更，反訴及び中間確
認の訴えについて検討を行う。

第 11 回 共同訴訟 いわゆる複雑訴訟における複数当事者
訴訟について概観した上で，共同訴訟
に関する規律について検討を行う。

第 12 回 訴訟参加（１）―独立当
事者参加

複数当事者訴訟の 1 つである訴訟参加
に関して，主に独立当事者参加の規律
について検討を行う。

第 13 回 訴訟参加（２）―補助参
加

複数当事者訴訟の 1 つである訴訟参加
に関して，主に補助参加の規律につい
て検討を行う。

第 14 回 当事者の変更；訴訟承継 複数当事者訴訟の 1 つである訴訟承継
に関する規律について検討を行う。
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・授業時間外の学習（予習・復習のほか，発展学習）に関する一般的な指示を
初回講義冒頭のガイダンスで行うほか，各回の講義内容に関する具体的な予
習・復習の内容に関する指示は，各回の講義の際に行います。
・各回で扱う分野の基礎知識について，事前に復習を行うことが必要です。
・なお，本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・講義は，教員の配布する講義ノート，参考資料及び予習復習用教材を用いて
進めます。
・使用する教材等は，全て「法政大学学習支援システム」において PDF ファ
イルとして配布します。必ず受講前に各自で教材を準備して下さい（PC やタ
ブレットによる閲覧は認めますが，講義中のスマホによる閲覧は認めません）。
【参考書】
＜基礎知識確認用の自習教材として＞
山本弘ほか『民事訴訟法〔第 3 版〕有斐閣アルマシリーズ』（有斐閣，2018 年）
＜本格的な体系書として＞
・新堂幸司『新民事訴訟法』（弘文堂，第 6 版，2019 年）
・伊藤眞『民事訴訟法』（有斐閣，第 7 版，2020 年）
＜本講義で取り上げる各テーマに関する詳細な検討について＞
・高橋宏志『重点講義民事訴訟法（上）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2013 年）
・高橋宏志『重点講義民事訴訟法（下）』（有斐閣，第 2 版補訂版，2014 年）
＜判例集＞　下記のいずれか 1 冊を持っておくことをお薦めします。
・上原敏夫ほか『基本判例民事訴訟法』（有斐閣，第 2 版補訂，2010 年）
・高橋宏志ほか編『民事訴訟法判例百選』（有斐閣，第 5 版，2015 年）
・中島弘雅＝岡伸浩編著『民事訴訟法判例インデックス』（商事法務，2015 年）
【成績評価の方法と基準】
・「期末試験の成績（60%）」及び「講義中に適宜実施するレポート等の課題へ
の取り組み及び講義中の質疑応答等に関する平常点（40%）」を総合して評価
します。
　なお，成績評価に際しては，上記の到達目標が指標となります。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。
【Outline and objectives】
This course introduces the principles of civil procedure to students
taking this course.
The goals of this course are to
(1) obtain basic knowledge about the principles and proceedings of civil
procedure.
(2) be able to understand and explain how to apply the principles and
proceedings to the cases.

LAW300AB

民事執行法Ⅰ

廣尾　勝彰

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本授業では，まず，民事執行法（昭和５４年３月３０日法律第４号）が規定す
る「強制執行」について，その総論部分の要点を解説する。つぎに，民事保全
法（平成１年１２月２２日法律第９１号）が規定する「民事保全」について，
その概要を解説する。
民事執行法と民事保全法は，「裁判と法コース」においては必修の法律の一つ
であるし，「行政・公共政策と法コース」「企業・経営と法コース」においても
重要な法律の一つである。
本授業の目的は，民事執行法が規定する「強制執行」の総論部分の要点と民
事保全法が規定する「民事保全」の概要を正確に理解した学生を育成するこ
とである。
【到達目標】
本授業の到達目標は，民事執行法との関係では，①強制執行の意義・種類，②
債務名義，③執行文，④強制執行の開始要件，⑤強制執行の停止・取消，⑥執
行機関，⑦違法執行と不当執行，⑧執行異議と執行抗告，⑨請求異議の訴え，
⑩第三者異議の訴えの要点について，民事保全法との関係では，⑪民事保全
の意義・種類，⑫保全命令手続，⑬保全執行の概要について，書面または口頭
ですべて正確に説明できるようになることである。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
本授業はテキストと六法を参照しながら講義形式で実施する。
なお，課題等の提出・フィードバックは「学習支援システム」を通じて行う予
定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス まず授業の概要と目的，到達目標，授

業の進め方と方法，授業計画，授業時
間外の学習，テキスト，参考文献，成
績評価の方法と基準，その他の重要事
項について確認する。
つぎに民事執行と民事保全の意義につ
いて説明する。

第 2 回 強制執行総論① 強制執行の意義・種類について，その
要点を説明する。

第 3 回 強制執行総論② 債務名義について，その要点を説明す
る。

第 4 回 強制執行総論③ 執行文について，その要点を説明する。
第 5 回 強制執行総論④ 強制執行の開始要件について，その要

点を説明する。
第 6 回 強制執行総論⑤ 強制執行の停止・取消について，その

要点を説明する。
第 7 回 強制執行総論⑥ 執行機関について，その要点を説明す

る。
第 8 回 強制執行総論⑦ 違法執行と不当執行について，その要

点を説明する。
第 9 回 強制執行総論⑧ 執行異議と執行抗告について，その要

点を説明する。
第 10 回 強制執行総論⑨ 請求異議の訴えについて，その要点を

説明する。
第 11 回 強制執行総論⑩ 第三者異議の訴えについて，その要点

を説明する。
第 12 回 民事保全概論① 民事保全の意義・種類について，その

概要を説明する。
第 13 回 民事保全概論② 保全命令の発令手続について，その概

要を説明する。
第 14 回 民事保全概論③ 保全執行について，その概要を説明す

る。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業時間外の学習としては，六法を参照しながらテキストを何度も繰り返し
て読む。
なお，本授業の準備学習・復習時間は各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
上原敏夫＝長谷部由起子＝山本和彦著『民事執行・保全法〔第６版〕』（有斐
閣、2020 年）
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【参考書】
上原敏夫＝長谷部由起子＝山本和彦編『民事執行・保全判例百選〔第３版〕』
（有斐閣、2020 年）
高須順一著『民法から考える民事執行法・民事保全法〔第２版〕』（商事法務、
2017 年）　
【成績評価の方法と基準】
期末試験の成績（１００％）
なお，成績評価の際は上記の到達目標を指標とします。
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【学生が準備すべき機器他】
　
【その他の重要事項】
授業出席時にはテキストと六法を持参すること
【Outline and objectives】
In this class, the main points of the general parts of "compulsory
execution" stipulated by the Civil Execution Act (Act No. 4 of March
30, 1979) will be explained first. Next, the outline of "civil provisional
remedies" stipulated by the Civil Provisional Remedies Act (Act No. 91
of December 22, 1989) will be explained.
The Civil Execution Act and the Civil Provisional Remedies Act are one
of the laws that must be learned in "Court and Law Course".
The purpose of this class is to develop students who understand the
main points of the general parts of "compulsory execution" stipulated by
the Civil Execution Act and the outline of "civil provisional remedies"
stipulated by the Civil Provisional Remedies Act correctly.

LAW300AB

民事執行法Ⅱ

廣尾　勝彰

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本授業では，民事執行法（昭和５４年３月３０日法律第４号）が規定する「強
制執行」について，その各論部分の要点を解説する。
民事執行法は，「裁判と法コース」においては必修の法律の一つであるし，「行
政・公共政策と法コース」「企業・経営と法コース」においても重要な法律の
一つである。
本授業の目的は，民事執行法が規定する「強制執行」の各論部分について，そ
の要点を正確に理解した学生を育成することである。
【到達目標】
本授業の到達目標は，①金銭執行（金銭債権の実現を目的とする強制執行）と
②非金銭執行（非金銭債権の実現を目的とする強制執行）について，それぞ
れの要点を書面または口頭ですべて正確に説明できるようになることである。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
本授業はテキストと六法を参照しながら講義形式で実施する。
なお、課題等の提出・フィードバックは「学習支援システム」を通じて行う予
定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス まず、授業の概要と目的，到達目標，

授業の進め方と方法，授業計画，授業
時間外の学習，テキスト，参考文献，
成績評価の方法と基準，その他の重要
事項について確認する。
つぎに，強制執行の意義・種類につい
て説明する。

第 2 回 金銭執行① 不動産執行（執行方法と執行機関）に
ついて，その要点を説明する。

第 3 回 金銭執行② 第 2 回に続き，不動産執行（不動産の
強制競売の開始）について，その要点
を説明する。

第 4 回 金銭執行③ 第 3 回に続き，不動産執行（不動産の
売却の準備）について，その要点を説
明する。

第 5 回 金銭執行④ 第 4 回に続き，不動産執行（不動産の
売却の条件）について，その要点を説
明する。

第 6 回 金銭執行⑤ 第 5 回に続き，不動産執行（不動産の
売却）について，その要点を説明する。

第 7 回 金銭執行⑥ 第 6 回に続き，不動産執行（不動産の
売却代金の配当等）について，その要
点を説明する。

第 8 回 金銭執行⑦ 第 7 回に続き，不動産執行（不動産の
強制管理）について，その要点を説明
する。

第 9 回 金銭執行⑧ 動産執行について，その要点を説明す
る

第 10 回 金銭執行⑨ 債権執行（金銭債権の差押え）につい
て，その要点を説明する。

第 11 回 金銭執行⑩ 第 10 回に続き，債権執行（金銭債権
の換価）について，その要点を説明す
る。

第 12 回 金銭執行⑪ 第 11 回に続き，債権執行（少額訴訟
債権執行等）について，その要点を説
明する。

第 13 回 非金銭執行① 非金銭執行（種類と代替執行）につい
て，その要点を説明する。

第 14 回 非金銭執行② 第 13 回に続き，非金銭執行（間接強
制と意思表示の擬制）について，その
要点を説明する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業時間外の学習としては，六法を参照しながらテキストを何度も繰り返し
て読む。
なお，本授業の準備学習・復習時間は各２時間を標準とします。
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【テキスト（教科書）】
上原敏夫＝長谷部由起子＝山本和彦著『民事執行・保全法〔第６版〕』（有斐
閣、2020 年）
【参考書】
上原敏夫＝長谷部由起子＝山本和彦編『民事執行・保全判例百選〔第３版〕』
（有斐閣、2020 年）
高須順一著『民法から考える民事執行法・民事保全法〔第２版〕』（商事法務、
2017 年）　
【成績評価の方法と基準】
期末試験の成績（１００％）
なお，成績評価の際は上記の到達目標を指標とします。
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【その他の重要事項】
授業出席時にはテキストと六法を持参すること
【Outline and objectives】
In this class, the main points of the special parts of "compulsory
execution" stipulated by the Civil Execution Act (Act No. 4 of March
30, 1979) will be explained .
The Civil Execution Act is one of the laws that must be learned in "Court
and Law Course".
The purpose of this class is to develop students who understand not only
the main points of the special parts of "compulsory execution" but also
the main points of "auction, etc. for exercise of a security interest" and
"property disclosure procedure" correctly.

LAW300AB

破産法Ⅰ

倉部　真由美

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
倒産処理法の基本である破産法の基礎を理解する。
「裁判と法」「企業・経営と法」「国際社会と法」の各コースに配置される。
【到達目標】
清算型倒産手続の一般法である破産法の意義、破産手続の流れと全般的な仕
組みを理解する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　倒産とは、債務者が、その有する財産、信用力、収入・収益などを総合的に
考慮して、債権者に対して債務の全般を支払えなくなる状況をいう。このよ
うな状況を処理するための法律を総称して、一般的に倒産処理法あるいは倒
産法というが、その中には、破産法、会社法の特別清算の部分、民事再生法、
会社更生法が含まれる。前二者を清算型と呼び、債務者の財産を換価するこ
とによって得られた換価金から債権者に平等に配当することを主たる目的と
している。後二者を再建型と呼び、債務者を再生・再建することにより将来
の収益から債権者に弁済することを主たる目的とする。
　本講義では、これら倒産処理法の基本である破産法を扱うが、手続の側面
と消費者破産を中心に説明する。破産手続における契約関係の処理といわゆ
る倒産実体法（取戻権、別除権、相殺権、否認権）については、破産法Ⅱで扱
うため、破産法ⅠとⅡを連続して受講することを強く推奨する。
　授業内外での質問は個別に対応するほか、必要に応じてクラス全体で共有
する。課題へのフィードバックは、学習支援システムを通じて行うほか、必
要に応じて授業中にコメントする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 倒産の世界へようこそ ガイダンス
第 2 回 裁判所で行われる倒産手

続
裁判所で行われる倒産手続の概要を紹
介する。

第 3 回 私的整理／倒産 ADR 裁判所の外で行われる私的整理と倒産
ADR について扱う。

第 4 回 破産手続の基本的な流れ チャート等を用いて、これから学ぶ破
産手続の流れがどのように進むものな
のかを解説する。

第 5 回 破産手続の開始 (1) 破産能力、破産手続開始申立て、開始
決定を扱う。

第 6 回 破産手続の開始 (2) 各種保全処分を扱う。
第 7 回 破産管財人と破産財団 破産管財人、破産財団と取戻権を扱う。
第 8 回 破産債権、財団債権、債

権の種類と優先順位
財団債権、破産債権その他の債権の種
類と優先劣後関係を扱う。

第 9 回 破産債権の届出・調査・
確定

破産債権の届出、調査、確定の方法と
プロセスを扱う。

第 10 回 破産財団の管理・換価・ 破産管財人が破産財団を管理・換価す
るための手法とプロセスを扱う。

第 11 回 配当 債権者に換価金を配当するの方法とプ
ロセスを扱う。

第 12 回 破産手続の終了 破産手続が終了する場面を扱う。
第 13 回 個人破産と免責 消費者についての破産手続開始申立

て、同時廃止、自由財産、免責と復権
等を扱う。

第 14 回 総括 第 13 回までの授業内容を振り返り、
質問を受け付ける。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習と復習のいずれに重点を置くかは、各受講生の学習のスタイルに委ねる
が、適宜、授業中に配布するレジュメを中心に、教科書・参考文献の該当箇所
を読んで自習することが求められる。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・倉部真由美＝高田賢治＝上江洲純子『ストゥディア倒産法』（有斐閣、2018年）
・携行するサイズの六法を必ず持参すること。
【参考書】
・山本和彦『倒産処理法入門〔第 5 版〕』（有斐閣、2018 年）
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・山本和彦ほか『倒産法概説〔第 2 版補訂版〕』（弘文堂、2015 年）
倒産判例について
・松下淳一＝菱田雄郷編『倒産判例百選〔第 5 版〕』（有斐閣、2021 年）
【成績評価の方法と基準】
期末試験 100 ％
【学生の意見等からの気づき】
とくになし。
【Outline and objectives】
This course is designed to provide a comprehensive overview of the
insolvency system and the law of bankruptcy in Japan. We will
primarily focus on the procedure of Bankruptcy.

LAW300AB

破産法Ⅱ

倉部　真由美

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
倒産処理法の基本である破産法の基礎を理解する。
「裁判と法」「企業・経営と法」「国際社会と法」の各コースに属する。
【到達目標】
清算型倒産手続の一般法である破産法の意義、破産手続の流れと全般的な仕
組みを理解する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　倒産とは、債務者が、その有する財産、信用力、収入・収益などを総合的に
考慮して、債権者に対して債務の全般を支払えなくなる状況をいう。このよ
うな状況を処理するための法律を総称して、一般的に倒産処理法あるいは倒
産法というが、その中には、破産法、会社法の特別清算の部分、民事再生法、
会社更生法が含まれる。前二者を清算型と呼び、債務者の財産を換価するこ
とによって得られた換価金から債権者に平等に配当することを主たる目的と
している。後二者を再建型と呼び、債務者を再生・再建することにより将来
の収益から債権者に弁済することを主たる目的とする。
　本講義では、これら倒産処理法の基本である破産法を扱うが、破産手続に
おける法律関係・契約関係の処理といわゆる倒産実体法（取戻権、別除権、相
殺権、否認権）を中心に説明する。手続に関する部分と消費者破産について
は、破産法Ⅰで扱うが、破産法ⅠとⅡは関連性が強く、破産法 I で扱った内
容に言及することが多い。破産法 I と II を連続して受講することを強く推奨
する。破産法 I を受講していない場合は、予めテキストを通読して自習して
おくこと。
　授業内外での質問は個別に対応するほか、必要に応じてクラス全体で共有
する。課題へのフィードバックは、学習支援システムを通じて行うほか、必
要に応じて授業中にコメントする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス／破産手続の

概観
ガイダンス。破産手続を概観し、破産
法 I を簡単に復習する。

第 2 回 破産財団をめぐる契約関
係 (1)

双方未履行双務契約を扱う。

第 3 回 破産財団をめぐる契約関
係 (2)

賃貸借契約を扱う。

第 4 回 破産財団をめぐる契約関
係 (3)

請負契約を扱う。

第 5 回 別除権 (1) 別除権の意義と行使方法、破産手続に
おける取扱いを扱う。

第 6 回 別除権 (2) 担保権消滅請求許可制度を扱う。
第 7 回 相殺権 (1) 相殺権の破産手続における行使方法と

相殺が禁止される場面を扱う。
第 8 回 相殺権 (2) 相殺権の破産手続における行使方法と

相殺が禁止される場面を扱う。
第 9 回 否認権 (1) 否認権の意義と種類、行使方法を扱う。
第 10 回 否認権 (2) 否認権の意義と種類、行使方法の続き

を扱う。
第 11 回 役員の責任追及 役員の責任追及について扱う。
第 12 回 最新判例の紹介 最新の判例を紹介する。
第 13 回 最新判例の紹介 最新の判例を紹介する。
第 14 回 総括 第 13 回までの授業内容を振り返り、

質問を受け付ける。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　予習と復習のいずれに重点を置くかは、各受講生の学習のスタイルに委ねる
が、適宜、授業中に配布するレジュメを中心に、教科書・参考文献の該当箇所
を読んで自習することが求められる。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
・倉部真由美＝高田賢治＝上江洲純子『ストゥディア倒産法』（有斐閣、2018年）
・携行するサイズの六法を必ず持参すること。
【参考書】
・山本和彦『倒産処理法入門〔第 5 版〕』（有斐閣、2018 年）
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・山本和彦ほか『倒産法概説〔第 2 版補訂版〕』（弘文堂、2015 年）
倒産判例について
・松下淳一＝菱田雄郷『倒産判例百選〔第 6 版〕』（有斐閣、2021 年）
【成績評価の方法と基準】
期末試験 100 ％
【学生の意見等からの気づき】
とくになし。
【Outline and objectives】
This course is designed to provide a comprehensive overview of the
insolvency system and the law of bankruptcy in Japan. We will
primarily focus on dealing of the rights of secured creditors, set-off, and
avoidance under the Bankruptcy law.

LAW300AB

民事再生法

倉部　真由美

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
再建型倒産手続の一般法について定める民事再生法の基礎を理解する。
「裁判と法」「企業・経営と法」「国際社会と法」の各コースに配置されている。
【到達目標】
　再建型倒産手続の一般法である民事再生手続の意義、手続の流れ、全般的
な仕組みを理解する。破産法と民事再生法の主たる相違点を理解する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　倒産といえば、自己破産をイメージして、債務者の財産を換価し債権者へ
の平等に配当する手続を思い出すかもしれないが、わが国にはこのようない
わゆる清算型の手続だけではなく、再建型の手続も存在する。民事再生法は、
再建型倒産手続について定める一般法であり、利害関係人の利害を調整しつ
つ、主として債務者を再生することにより、将来の収益から債権者に弁済す
ることを主たる目的とする手続である。本講義では、民事再生法の意義、手
続の流れ、全般的な仕組みを、適宜、破産法と比較しながら解説する。
　なお、本講義では、破産法Ⅰ・Ⅱで扱った内容に言及することが多いため、
破産法 I・II を予めまたは並行して受講することを強く推奨する。
　授業内外での質問は個別に対応するほか、必要に応じてクラス全体で共有
する。課題へのフィードバックは、学習支援システムを通じて行うほか、必
要に応じて授業中にコメントする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス／再建型倒産

手続の概観
ガイダンス。再建型倒産手続を中心に
倒産処理制度を概観する。

第 2 回 手続の開始 再生手続開始申立て、申立権者、開始
決定、各種保全処分を扱う。

第 3 回 手続の機関 再生裁判所、再生債務者、監督委員、
管財人、債権者集会、債権者委員会を
扱う。

第 4 回 債権の種類と優先順位 共益債権、再生債権など債権の種類と
優先劣後関係を扱う。

第 5 回 債権の届出・調査・確定 再生債権の届出、調査、確定の方法と
プロセスを扱う。

第 6 回 担保権の取扱い 別除権の意義と取扱い、不足額責任主
義の適用される場面を扱う。

第 7 回 担保権に対する制約 担保権実行中止命令と担保権消滅許可
制度を扱う。

第 8 回 否認権 否認権の行使に関する民事再生法上の
特別な取扱いを扱う。

第 9 回 再生計画の立案・認可 再生計画を立案・提出できる者、再生
計画の内容、再生計画認可要件を扱う。

第 10 回 手続の終了 再生手続の終了を扱う。
第 11 回 個人再生 小規模個人再生手続、給与所得者等再

生手続及び住宅資金貸付債権に関する
特則を扱う。

第 12 回 民事再生と会社更生 民事再生と会社更生を比較して紹介す
る。

第 13 回 最新判例の紹介 最新の判例を紹介する。
第 14 回 総括 第 13 回までの授業内容を振り返り、

質問を受け付ける。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習と復習のいずれに重点を置くかは、各受講生の学習のスタイルに委ねる
が、適宜、授業中に配布するレジュメを中心に、教科書・参考文献の該当箇所
を読んで自習することが求められる。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
・倉部真由美＝高田賢治＝上江洲純子『ストゥディア倒産法』（有斐閣、2018年）
・携行するサイズの六法を必ず持参すること。
【参考書】
・山本和彦『倒産処理法入門〔第 5 版〕』（有斐閣、2018 年）
・山本和彦ほか『倒産法概説〔第 2 版補訂版〕』（弘文堂、2015 年）
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・松下淳一『民事再生法入門』（有斐閣，第 2 版，2014 年）
判例について
・松下淳一＝菱田雄郷『倒産判例百選＜第 6 版＞』（有斐閣、2021 年）
【成績評価の方法と基準】
期末試験 100 ％
【学生の意見等からの気づき】
とくになし。
【Outline and objectives】
This course is designed to provide a comprehensive overview of the
insolvency system and the law of civil rehabilitation act in Japan.

LAW200AB

民事手続法入門

倉部　真由美

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　民事紛争を解決するために裁判所で行われる手続のなかから、民事保全手
続、民事訴訟手続（判決手続）、そして、民事執行手続のそれぞれの手続の基
礎を理解する。
　本科目は、入門として全てのコースに配置される。
【到達目標】
・具体的な民事紛争に対処するイメージをもちながら、訴え提起の準備から始
まり、権利の実現に至るまでの一連の手続の流れを理解することができる。
・民事紛争を解決するために裁判所で行われる手続として、民事保全手続、民
事訴訟手続（判決手続）、そして、民事執行手続のそれぞれの手続の意義・目
的、流れ、仕組みを理解することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　民事紛争は、いつ何をきっかけに生じるかわからない。例えば、交通事故
にあい、治療費がかかったが、加害者が損害を賠償してくれない、アルバイ
ト先が給料を払わないといったことは、学生の皆さんのまわりでも起こりう
ることである。
　本講義では、民事紛争を処理・解決するために用意されている様々な手段・
手続の中から、裁判所で行われる訴訟手続を中心に扱う。具体的な事例を想
定しながら、できる限り実際の紛争処理の流れに沿って解説していく。
　授業外での質問には個別に対応するほか、必要に応じて、授業中に共有し
てコメントする。課題についてのフィードバックは、学習支援システムを通
じて行うほか、必要に応じて、授業中に行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 民事手続法の世界へよう

こそ
ガイダンス

第 2 回 民事紛争と民事手続法 民事紛争を解決するために利用するこ
とができる手続を概観する。

第 3 回 民事裁判の特徴と概要 裁判所の組織、管轄、裁判官・書記
官・弁護士など法廷の人々、民事裁判
の大まかな流れを扱う。

第 4 回 訴え提起の準備／民事保
全

訴えを提起する前に行われる準備、民
事保全手続の意義・目的・流れと仕組
みを扱う。

第 5 回 訴えの提起 訴えの提起、当事者を扱う。
第 6 回 訴えの種類と利益／訴訟

物
給付・確認・形成の訴えの内容とそれ
ぞれの利益、訴訟物の意義を扱う。

第 7 回 審理 審理、弁論主義、釈明権、口頭弁論の
意義と内容を扱う。

第 8 回 争点整理手続 争点整理手続の意義・目的、種類と内
容を扱う。

第 9 回 証拠調べ 証拠、証明責任、証拠調べ、証拠の収
集のために使われる手続を扱う。

第 10 回 訴訟の終了・判決 当事者による訴訟の終了、判決の意義
と効力について扱う。

第 11 回 民事執行手続の概要 民事執行手続の意義・目的・流れと仕
組みを扱う。

第 12 回 不動産執行 不動産執行の手続の流れを扱う。
第 13 回 動産執行 動産執行の手続の流れを扱う。
第 14 回 債権執行 債権執行の手続の流れを扱う。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習と復習のいずれに重点を置くかは、各受講生の学習のスタイルに委ねる
が、適宜、授業中に配布するレジュメを中心に、教科書・参考文献の該当箇所
を読んで自習することが求められる。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
テキストは指定せず、レジュメを配布する。また、必要な資料も適宜配布する。
携行するサイズの六法を持参すること。
【参考書】
民事訴訟の流れを理解するために早い時期に一読をお勧めするもの

— 81 —



　発行日：2021/4/1

・山本和彦『よくわかる民事裁判―平凡吉訴訟日記〔第 3版〕』（有斐閣、2018年）
・福永有利=井上治典『アクチュアル民事の訴訟〔補訂版〕』（有斐閣、2016 年）
いわゆる民事手続法全般を網羅的に扱っているもの
・佐藤鉄男ほか『民事手続法入門〔第 4 版〕』（有斐閣、2012 年）
・中野貞一郎『民事裁判入門〔第 3 版補訂版〕』（有斐閣、2012 年）
【成績評価の方法と基準】
期末試験 100 ％
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【Outline and objectives】
We will study the procedures, principles, and rules that courts in Japan
use to resolve civil disputes. We will focus primarily on
Civil procedure law and Debtor-creditor law.

LAW100AB

刑法総論Ⅰ

佐藤　輝幸、佐野　文彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　全てのコースに配置されている刑法総論は、法律学科の基本科目である刑
法の内容のうち、全ての犯罪に共通する要素についてその内容と機能を明ら
かにし、犯罪の実質、成否についての統一的な理解を導こうとするものであ
る。刑法総論の授業科目としては、刑法総論Ⅰと刑法総論Ⅱが設けられてい
るが、各コースに共通の選択必修科目である刑法総論Ⅰでは、刑法総論の内
容のうち、刑事法全般にわたる入門的講義である概説刑事法で学修した知識・
考え方を基礎に、犯罪の成否を判断するために必要な基本的な内容を講義す
る。より踏み込んだ高度な議論は刑法総論Ⅱで学習する。
　
【到達目標】
　刑法総論に関するテーマについて，抽象的な条文の解釈を基本原理から理
論的に導くという刑法総論特有の思考方法を習得するとともに，基本的な犯
罪成立要件を理解することを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　学習支援システムにアップしたレジュメに沿って，講義形式で行う。
　オンデマンド形式で講義動画を毎週配信する予定である。動画配信による
講義であるところ、週によって講義時間の長さが異なる可能性がある。
　毎回の授業計画は、下記を基本とするが、受講者の理解度に応じて調整す
ることがある。
　質問については，オフィスアワーおよび学習支援システムによって対応す
る。また，中間レポートについては，期末試験までに講評をアップロードする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス・刑法総論と

は（佐野）
授業の進め方，教材等の説明。刑法総
論の意義

第 2 回 刑法の基本原則（佐野） 刑罰の意義，罪刑法定主義，責任主義
など

第 3 回 構成要件（佐藤） 構成要件の意義と機能・因果関係
第 4 回 違法性Ⅰ（佐藤） 刑法における違法の意義
第 5 回 違法性Ⅱ（佐藤） 緊急避難
第 6 回 違法性Ⅲ（佐藤） 正当防衛
第 7 回 違法性Ⅳ（佐藤） その他の違法性阻却事由
第 8 回 責任Ⅰ（佐野） 刑法における責任の意義・故意前半
第 9 回 責任Ⅱ（佐野） 故意後半、過失
第 10 回 責任Ⅲ（佐野） 責任能力、違法性の意識の可能性
第 11 回 不作為犯論（佐藤） 不作為犯の意義と作為義務
第 12 回 未遂犯論（佐藤） 実行の着手，不能犯
第 13 回 共犯 I（佐野） 共犯の処罰根拠・教唆幇助
第 14 回 共犯 II（佐野） 共同正犯
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　概説刑事法の内容を一通り理解していることを前提に行う。自信がない場
合は，夏期休暇等を利用して，2，3 時間程度でも復習しておくとより刑法総
論の修得に有益であろう。
　概説刑事法の内容の理解があれば，予習よりも復習に力を入れ，分かった
ことと分からないことを明確化し，分からないことについては，オフィスア
ワー等で質問すること。大学は，勉強習慣を身につける場ではなく，研究に
必要な知識や考え方を習得する場であるので，「学習時間」で判断することは
無意味であるが，一応の目安として，上述の分かったことと分からないこと
の明確化を目的とした復習に 3 時間程度をかけ，余裕があれば，授業前にレ
ジュメや入門書の該当箇所を流し読みしておくと良い。さらに，学期末に，期
末試験対策を兼ねて，15～20 時間程度かけて全体の復習をしておくことは，
全体像の理解とそれに基づく相互の関連性の理解にもつながり，知識を定着
させ，学修を深めるのに非常に有益である。
【テキスト（教科書）】
　西田典之ほか『判例刑法総論』（第 7 版（授業開始までに改訂された場合に
は，新版を用いる），2018，有斐閣）及び，
六法（小型のもので良い）
は，毎回持参すること。
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【参考書】
　基本書等については，受講者の自由に選択してよいが，選び方等に関して
初回の授業で説明する。
【成績評価の方法と基準】
中間レポート 50 ％，期末レポート 50 ％の予定である。詳細は学習支援シス
テム等で告知する。
【学生の意見等からの気づき】
レジュメだけ読んで理解できると思っている学生がいるようであるが，レジュ
メは，あくまで授業の補助資料であって，授業を聞いて補充することを予定
しているものであるので，それだけで完結したものではないことを踏まえて
学修すること。また，分からないことは，オフィスアワーなどを利用して積
極的に質問すること。
【学生が準備すべき機器他】
オンライン講義に伴い、PC や通信設備等が必要となる。
【Outline and objectives】
This course is designed to introduce students to the fundamental
principles of substantive criminal law. It addresses the basic penal
theory, the general elements of crime and the criminal defenses.

LAW200AB

刑法総論Ⅱ

佐野　文彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
刑法総論の分野について、刑法総論Ⅰで学修したことを前提に、さらに踏み
込んだ議論を学修する。重要判例や議論状況を正確に把握することで、具体
的な問題や発展的な問題についても自ら解決の方向性を示す能力を身につけ
ることを目指す。
【到達目標】
刑法総論Ⅰで学修した基本的な考え方を前提に、重要判例を丹念に読むこと
で、基礎的な知識に肉付けを行うと共に、理論・実務における発展的な問題
の考え方を身につける。具体的には、主に刑法総論に関する近時の重要判例
を題材とし、先例や学説との関係でその意義と射程を正確に理解することで、
刑法総論の各分野の知識を深めつつ、交錯領域等の問題について、その捉え
方を具体的に学ぶことを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
基本的にオンデマンド式（動画配信）での開講となる。
詳細は、学習支援システム及び初回の講義動画で連絡する。
なお、適宜オンラインでの質疑応答の機会を設けるとともに、中間レポート
に対しては講評の動画をアップロードする予定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 はじめに ガイダンス、刑法総論Ⅰの復習
第 2 回 違法論・責任論（１） 正当防衛の復習・質的過剰防衛・量的

過剰防衛
第 3 回 違法論・責任論（２） 誤想防衛・誤想過剰防衛
第 4 回 違法論・責任論（３） 責任能力判断
第 5 回 違法論・責任論（４） 原因において自由な行為を論じるにあ

たっての前提知識
第 6 回 違法論・責任論（５） 原因において自由な行為を巡る諸学説
第 7 回 違法論・責任論（６） 過失犯
第 8 回 正犯共犯論（１） 因果共犯論
第 9 回 正犯共犯論（２） 正犯性
第 10 回 正犯共犯論（３） 共謀の射程・共犯からの離脱
第 11 回 正犯共犯論（４） 承継的共犯
第 12 回 正犯共犯論（５） 共犯と他領域の交錯
第 13 回 罪数論 法条競合・包括一罪・科刑上一罪・併

合罪
第 14 回 さいごに まとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習復習が求められる。特に刑法総論Ⅰで学んだ内容や、教員の事前に指定
する判例について、事前に確認することが求められる。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
西田典之ほか『判例刑法総論〔第 7 版〕』（有斐閣、2018）（授業開始までに
改訂された場合には最新版）及び
六法（小型のもので可）
は毎回参照できるようにすること。追加資料がある場合は適宜配布する。
【参考書】
基本書等については受講者に委ねるが、初回に多少の案内を行う。
【成績評価の方法と基準】
中間レポート及び期末レポートで評価する（それぞれ 40%、60%）。
【学生の意見等からの気づき】
講義動画を視聴している学生と、視聴せずレジュメだけ見ていると思われる学
生とでは、評価に大きな開きがある。レジュメは講義の補助資料であり、レ
ジュメだけでは具体的な考え方は身につかないので、毎週講義を受講すること。
【学生が準備すべき機器他】
講義動画を視聴するための PC 等の機器が必要となる。
【Outline and objectives】
This course is designed to introduce students to the advanced materials
on the general elements of crime and the criminal defenses.
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LAW200AB

刑法総論Ⅰ

佐藤　輝幸、佐野　文彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　全てのコースに配置されている刑法総論は、法律学科の基本科目である刑
法の内容のうち、全ての犯罪に共通する要素についてその内容と機能を明ら
かにし、犯罪の実質、成否についての統一的な理解を導こうとするものであ
る。刑法総論の授業科目としては、刑法総論Ⅰと刑法総論Ⅱが設けられてい
るが、各コースに共通の選択必修科目である刑法総論Ⅰでは、刑法総論の内
容のうち、刑事法全般にわたる入門的講義である概説刑事法で学修した知識・
考え方を基礎に、犯罪の成否を判断するために必要な基本的な内容を講義す
る。より踏み込んだ高度な議論は刑法総論Ⅱで学習する。
　
【到達目標】
　刑法総論に関するテーマについて，抽象的な条文の解釈を基本原理から理
論的に導くという刑法総論特有の思考方法を習得するとともに，基本的な犯
罪成立要件を理解することを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　学習支援システムにアップしたレジュメに沿って，講義形式で行う。
　オンデマンド形式で講義動画を毎週配信する予定である。動画配信による
講義であるところ、週によって講義時間の長さが異なる可能性がある。
　毎回の授業計画は、下記を基本とするが、受講者の理解度に応じて調整す
ることがある。
　質問については，オフィスアワーおよび学習支援システムによって対応す
る。また，中間レポートについては，期末試験までに講評をアップロードする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス・刑法総論と

は（佐野）
授業の進め方，教材等の説明。刑法総
論の意義

第 2 回 刑法の基本原則（佐野） 刑罰の意義，罪刑法定主義，責任主義
など

第 3 回 構成要件（佐藤） 構成要件の意義と機能・因果関係
第 4 回 違法性Ⅰ（佐藤） 刑法における違法の意義
第 5 回 違法性Ⅱ（佐藤） 緊急避難
第 6 回 違法性Ⅲ（佐藤） 正当防衛
第 7 回 違法性Ⅳ（佐藤） その他の違法性阻却事由
第 8 回 責任Ⅰ（佐野） 刑法における責任の意義・故意前半
第 9 回 責任Ⅱ（佐野） 故意後半、過失
第 10 回 責任Ⅲ（佐野） 責任能力、違法性の意識の可能性
第 11 回 不作為犯論（佐藤） 不作為犯の意義と作為義務
第 12 回 未遂犯論（佐藤） 実行の着手，不能犯
第 13 回 共犯 I（佐野） 共犯の処罰根拠・教唆幇助
第 14 回 共犯 II（佐野） 共同正犯
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　概説刑事法の内容を一通り理解していることを前提に行う。自信がない場
合は，夏期休暇等を利用して，2，3 時間程度でも復習しておくとより刑法総
論の修得に有益であろう。
　概説刑事法の内容の理解があれば，予習よりも復習に力を入れ，分かった
ことと分からないことを明確化し，分からないことについては，オフィスア
ワー等で質問すること。大学は，勉強習慣を身につける場ではなく，研究に
必要な知識や考え方を習得する場であるので，「学習時間」で判断することは
無意味であるが，一応の目安として，上述の分かったことと分からないこと
の明確化を目的とした復習に 3 時間程度をかけ，余裕があれば，授業前にレ
ジュメや入門書の該当箇所を流し読みしておくと良い。さらに，学期末に，期
末試験対策を兼ねて，15～20 時間程度かけて全体の復習をしておくことは，
全体像の理解とそれに基づく相互の関連性の理解にもつながり，知識を定着
させ，学修を深めるのに非常に有益である。
【テキスト（教科書）】
　西田典之ほか『判例刑法総論』（第 7 版（授業開始までに改訂された場合に
は，新版を用いる），2018，有斐閣）及び，
六法（小型のもので良い）
は，毎回持参すること。

【参考書】
　基本書等については，受講者の自由に選択してよいが，選び方等に関して
初回の授業で説明する。
【成績評価の方法と基準】
中間レポート 50 ％，期末レポート 50 ％の予定である。詳細は学習支援シス
テム等で告知する。
【学生の意見等からの気づき】
レジュメだけ読んで理解できると思っている学生がいるようであるが，レジュ
メは，あくまで授業の補助資料であって，授業を聞いて補充することを予定
しているものであるので，それだけで完結したものではないことを踏まえて
学修すること。また，分からないことは，オフィスアワーなどを利用して積
極的に質問すること。
【学生が準備すべき機器他】
オンライン講義に伴い、PC や通信設備等が必要となる。
【Outline and objectives】
This course is designed to introduce students to the fundamental
principles of substantive criminal law. It addresses the basic penal
theory, the general elements of crime and the criminal defenses.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

刑法各論Ⅰ

佐藤　輝幸

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　刑法典第 2 編は，個別の犯罪について，それぞれの成立要件及び法定刑を
規定している。本授業では，このうち，財産犯を除く個人的法益に対する罪
及び国家的法益に対する罪の主要な犯罪について，保護法益を探究し，解釈
により構成要件を中心とする成立要件について学ぶことを目的とする。
　これらの犯罪についての解釈論の基本的な思考枠組みを習得することは，将
来法律専門的な職業を目指す「裁判と法コース」の学生にとって必須である
ことはもちろん，社会政策としてこれらの刑罰規制の仕組みを応用して犯罪
対策を行うことが求められる「行政・公共政策と法コース」の学生にとって
も，有益である。さらにこの科目は「企業・経営と法」の各コースおよび「文
化・社会と法コース」にも配置されている。
【到達目標】
　犯罪構成要件の解釈は，条文から厳格な理論を展開しつつ，実際上も妥当
な結論を導くという，特有の思考様式が必要となる。このような思考方法法
の基礎を身につけることを目的とする。
　財産犯を除く個人的法益に対する罪及び国家的法益に対する罪のうち，刑
法典における典型的な犯罪について，判例・学説で問題とされている基本的
な論点に関して，解釈論を展開することができる。
　以上のような解釈論の結論を，所与の事実に適用し，犯罪の成否を議論す
ることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　講義形式の動画配信で行う。レジュメを授業支援システムにアップし，そ
れに沿って行う。判例集と六法を参照できる状態で視聴すること。
　各回の動画の時間は，扱う内容によって多少増減することがある。
　質問については，オフィスアワーおよび学習支援システムによって対応す
る。また，中間レポートについては，期末試験までに講評をアップロードする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の進め方，教材等の説明，刑法各

論とは。
第 2 回 生命・身体に対する罪概

観／殺人罪
生命・身体に対する罪概観。人の始期
と終期，自殺関与罪の種類と処罰根
拠，同意の意義。

第 3 回 暴行罪・傷害罪 暴行の意義，傷害の意義，暴行罪と傷
害罪の関係と主観的要件。

第 4 回 過失致死傷罪／堕胎罪 過失致死傷罪概観，胎児性致死傷。堕
胎罪の保護法益と種類，堕胎の意義，
人工妊娠中絶。　

第 5 回 遺棄罪／生命・身体に対
する罪のまとめ

遺棄罪の趣旨，遺棄と不保護の意義，
保護責任，殺人との区別。生命・身体
に対する罪のまとめ。

第 6 回 自由に対する罪概観／脅
迫罪・強要罪

自由に対する罪概観。脅迫罪の保護法
益，脅迫の意義，強要罪の結果。

第 7 回 自由に対する罪（小括） 刑法による自由保護のあり方について
（これまでの講義の復習を兼ねる）

第 8 回 逮捕・監禁罪／略取・誘
拐罪

移動の自由の意義，逮捕・監禁の意
義。略取・誘拐罪の種類，略取・誘拐
の意義

第 9 回 強制わいせつ罪・強姦罪 性的自由の意義，姦淫・わいせつの意
義，性交同意年齢，主観的要件，強制
わいせつ罪・強姦罪の特別類型。

第 10 回 住居侵入罪 住居侵入罪の保護法益，客体，侵入と
不退去

第 11 回 名誉毀損罪・侮辱罪 名誉の種類と意義，事実の摘示，公然
性，免責事由。

第 12 回 信用毀損罪・業務妨害罪 信用の意義，毀損行為の態様，業務妨
害罪の保護法益，業務の意義，妨害行
為の態様。

第 13 回 国家的法益に対する罪概
観／公務執行妨害罪

国家的法益に対する罪概観，公務員の
意義，職務の意義，行為態様，公務執
行妨害と業務妨害の関係。。

第 14 回 賄賂罪 汚職の罪概観，賄賂罪の種類，賄賂罪
の保護法益，賄賂の意義。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　予習よりも復習に力を入れ，分かったことと分からないことを明確化し，分
からないことについては，オフィスアワー等で質問すること。大学は，勉強習
慣を身につける場ではなく，研究に必要な知識や考え方を習得する場であるの
で，「学習時間」で判断することは無意味であるが，一応の目安として，上述
の分かったことと分からないことの明確化を目的とした復習に 3 時間程度を
かけ，余裕があれば，授業前にレジュメや入門書の該当箇所を流し読みしてお
くと良い。さらに，学期末に，期末試験対策を兼ねて，15～20 時間程度かけ
て全体の復習をしておくことは，全体像の理解とそれに基づく相互の関連性
の理解にもつながり，知識を定着させ，学修を深めるのに非常に有益である。
【テキスト（教科書）】
西田典之ほか『判例刑法各論』（第 7 版，2018，有斐閣），
六法（小型のものでよい）。
【参考書】
西田典之〔橋爪隆補訂〕『刑法各論』（第 7 版，2018，弘文堂），
山口厚『刑法各論』（第 2 版，2010，有斐閣）。
今井猛嘉他編『リーガルクエスト刑法各論』（第 2 版、2013 年、有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
中間レポート 45 ％，期末試験（試験実施が難しい場合はレポート）55 ％。
【学生の意見等からの気づき】
期末試験を 90 分とする。
【学生が準備すべき機器他】
オンライン授業を視聴できる PC およびインターネット環境。
【Outline and objectives】
This is the lecture for the typical crimes such as murder, theft, fraud,
road traffic offenses and so on.
In this course,the related judicial precedents and the academic opinions
will be considered.
This course belongs to the following courses;Administration,public
policy and law;Company ,its management and law;Culture,society and
law.
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　発行日：2021/4/1

LAW300AB

刑法各論Ⅱ

今井　猛嘉

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　刑法典第 2 編は，個別の犯罪について，それぞれの成立要件及び法定刑を
規定している。本授業では，このうち，財産犯及び社会的法益に対する罪の
主要な犯罪について，保護法益及び行為態様の特色を探究し，解釈により構
成要件を中心とする成立要件について学ぶことを目的とする。
　これらの犯罪についての解釈論の基本的な思考枠組みを習得することは，将
来法律専門的な職業を目指す「裁判と法コース」の学生にとって必須である
ことはもちろん，社会政策としてこれらの刑罰規制の仕組みを応用して犯罪
対策を行うことが求められる「行政・公共政策と法コース」や，これらの規制
の枠内で適法に活動していくための知識が求められる「企業・経営と法コー
ス」にとっても，有益である。さらにこの科目は「企業・経営と法」の各コー
スおよび「文化・社会と法コース」にも配置されている。
【到達目標】
　犯罪構成要件の解釈は，条文から厳格な議論を展開しつつ，実際上も妥当
な結論を導くという，特有の思考様式が必要となる。このような思考方法の
基礎を身につけることを目的とする。
　財産犯および社会的法益に対する罪のうち，刑法典における典型的な犯罪
について，判例・学説で問題とされている基本的な論点に関して，解釈論を
展開することができる。
　以上のような解釈論の結論を，所与の事実に適用し，犯罪の成否を議論す
ることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
映像配信とレジュメを使っての講義とします。先ず、シラバスの 1 － 4 回
（強盗罪を除く）までの映像３回分（各回 30 分）を閲覧可能にします。当該
映像と、これに対応したレジュメ 3 回分（シラバスの 1，2 回目が、レジュ
メの１，シラバスの 3 回目がレジュメの 2、シラバスの 4 回目の半分が、レ
ジュメの 3 に相当します。）を、アップします。シラバスの 4 回目（強盗罪該
当以下）以降も、この方式によります。学生の方々からの質問、ご意見は、リ
アクション・ペーパーの提出等によることになろうかと思いますが、詳細は、
検討中です。最新の講義方法については、学習支援システムで提示します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の進め方，教材等の説明。刑法各

論の意義，財産犯概観，財産犯の分類。
第 2 回 窃盗罪 (1) 財物性，窃取の意義。
第 3 回 窃盗罪 (2) 所有と占有，主観的要件。
第 4 回 親族相盗例／強盗罪 (1) 親族相盗例。財産上の利益，強盗の手

段。
第 5 回 強盗罪 (2) 強取の意義，死者の占有。
第 6 回 強盗罪 (3) ／恐喝罪 強盗罪の特別類型。恐喝の意義，権利

行使と恐喝
第 7 回 詐欺罪 詐欺罪の構造，欺罔行為，錯誤，交付

行為。
第 8 回 横領罪 (1) 横領罪の種類，保護法益，横領の意義。
第 9 回 横領罪（2） 横領罪における占有，委託関係，他人

物性。型。　
第 10 回 横領罪 (3） 横領罪の限界。背任罪との関係（その

序論）。
第 11 回 背任罪 背任罪の特徴，事務処理者，任務違

背，財産上の損害，主観的要件，横領
と背任との関係（その詳細）。

第 12 回 毀棄罪／財産犯のまとめ 毀棄罪の種類，損壊の意義。財産犯の
まとめ。

第 13 回 社会的法益に対する罪／
放火罪 (1)

社会的法益に対する罪概観。公共危険
犯の意義と概観，放火罪の種類と構
造，焼損概念。

第 14 回 放火罪 (2) ／文書偽造罪 現住性，公共の危険要件。文書性，有
形偽造と無形偽造。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業の復習を中心に行う。具体的には，授業の説明及びレジュメと照らし合
わせながら，各自で教科書及び判例集の判例を読む。
一回の講義につき、予習２時間、復習２時間は、最低限必要である。

【テキスト（教科書）】
西田典之ほか『判例刑法各論』（第 6 版，2013，有斐閣），
六法（小型のものでよい）。
【参考書】
西田典之『刑法各論』（第 6 版，2012，弘文堂）
山口厚『刑法各論』（第 2 版，2010，有斐閣）。
今井猛嘉他編『リーガルクエスト刑法各論』（第 2 版、2013 年、有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
期末試験（100 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
期末試験を 90 分とする。
【Outline and objectives】
This course lectures property offence and that against the socially
proteceted legal interests.
In this course,the related judicial precedents and the academic opinions
will be considered.
This course belongs to the following courses;Administration,public
policy and law;Company ,its management and law;Culture,society and
law.
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　発行日：2021/4/1

LAW100AB

概説刑事法

須藤　純正

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
各コースに共通の選択必修科目である。法律学科で学ぶ刑事法の分野として
は、刑法（総論・各論）のほか、刑事訴訟法、犯罪学、刑事政策などがある。
この授業は、これらの各分野を関連付けながら個々の学問領域のおおよその
内容と基本的な考え方を紹介するものであり、この授業を終えた学生が興味
を持ったそのうちの科目の本格的な勉強に取り組もうとするときに役立つ刑
事法入門であるとともに、刑事実用法学を習得する前提として必要となるリ
ベラル・アーツ科目でもある。
　
【到達目標】
刑事法をめぐるさまざまな社会事象（犯罪現象）について幅広い視点で自分な
りに分析検討できるようになることを到達目標とするが、まずは、あまり普
段の生活に縁がなく、とかく理屈っぽく、とっつきにくいと思われがちな刑
事法への親しみを感じてもらい、理屈っぽいなりの面白さを発見したり、犯
罪というもののイメージを新たにして、刑事法という学問分野を身近に感じ
てもらうことが第１の目的である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
この授業では刑事法の各分野を総合的に紹介するとともに、わが国及び世界
の刑事法をめぐるアップ・ツー・デートな問題についても、比較法的な視点を
加えつつ幅広くその要点を紹介する。それにより実用法学ないし法解釈学の
領域を超えたリベラル・アーツ教育としての色彩が加わることとなるが、こ
のように視野を広げることが法学に本格的に取り組んでいく上で必ず役に立
つと思われる。
大教室での講義形式の授業であるが、各授業では希望者（又は指名）2 名とソ
クラテス・メソッド（対話形式）により、その授業で学ぶ特定概念について、
全受講者の理解を深める。
授業の準備と復習・発展には各 2 時間程度充てるのが望ましい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス この授業の概要、授業の受け方、教員

自己紹介
本論「刑事法とは」

第 2 回 犯罪とその原因 犯罪原因論、わが国の犯罪現象
第 3 回 民事責任との違い、刑罰

理論
刑法の機能と目的
応報刑論と目的刑論

第 4 回 刑罰の種類、刑法学 刑罰と保安処分
わが国の死刑制度
刑法の解釈
第 1 回レポート提出

第 5 回 刑法各論 個人的法益の罪（殺人、窃盗、名誉
棄損）
社会的法益の罪
国家的法益の罪

第 6 回 犯罪論、構成要件 実体法、手続法、処遇法
法的要件と法的効果

第 7 回 犯罪論、違法性と責任 正当業務行為
正当防衛、緊急避難
責任能力

第 8 回 故意と過失 故意犯と過失犯
錯誤
第 2 回レポートの提出

第 9 回 未遂犯と共犯、刑の量定 正犯と共犯
共同正犯、教唆と幇助
共謀罪
量刑、罪数論

第 10 回 刑事訴訟法（捜査） 刑事訴訟法の目的
憲法の人権規定と捜査

第 11 回 刑事訴訟法（公判・上
訴・再審）

公訴の提起
公判手続
証拠能力と証明力
確定判決と再審

第 12 回 各種犯罪の特徴と対策 暴力団犯罪
ホワイトカラー犯罪
高齢者犯罪
ヘイト・スピーチ
第 3 回レポートの提出

第 13 回 犯罪者の処遇、少年法 施設内処遇
社会内処遇
非行少年の処遇手続

第 14 回 比較法 米国刑法
陪審制と裁判員裁判
死刑存廃論

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業前の予習として教科書の担当部分を読んでくること（第１回の授業には、
次に掲げる教科書の第 1 章の部分を事前に読んで臨むこと）。分からない用語
は法律学辞典で調べるとよい。
分からない部分は読み飛ばしても構わない。分からない部分は授業で理解す
るようにし、それでも分からない場合は教員や仲間に質問して疑問点の解消
に努める。オフィスアワーも利用する。
参考図書を指定するから、図書館を利用するなどして積極的に読んでほしい。
宿題として、①犯罪原因に関するもの、②落語（大岡裁きなど）を題材とする
比較刑罰論、判例評釈について、２０００字程度のレポートとして３回提出す
る。提出されたレポートは評価した後、学生間の相互評価の機会を設けたい。
授業の準備と復習に合計 2 時間程度を充てること。
【テキスト（教科書）】
井田良著『基礎から学ぶ刑事法（第６版）』（有斐閣 2017 年）。
小型の六法（例えば、三省堂の『デイリー六法』）を授業に持参すること。
【参考書】
参考図書
王雲海著『日本の刑罰は重いか軽いか』（集英社新書）
ベッカリーア著『犯罪と刑罰』（岩波文庫）
ミル著山崎洋一訳『自由論』（光文社文庫 2006 年）
鈴木伸元著『加害者家族』（幻冬舎新書 2010 年）
田中美知太郎著『ソクラテス』（岩波新書 1957 年）
【成績評価の方法と基準】
3 回のレポートの提出、（２０％ × ３＝６０％）と期末試験（４０％）で評
価する。
なお、ソクラテス・メソッドによる教員との議論に参加してくれた学生には
1 回につき 2 点を加点する。
【学生の意見等からの気づき】
昨年度も本授業を担当したが、すべてオンライン授業となった。中間レポー
トについては、提出前の助言・指導の機会を与えたところ、希望者が思いの
ほか多かった。希望者にはわずかであったがオフィス・アワーを利用した対
面指導・助言の機会があった。メールによる質問は少なくなく、対面授業が
できない中、刑事法に親しみを持ってくれた受講者が少なからずいたようだ。
【学生が準備すべき機器他】
連絡事項、予習すべき課題、レポート提出などについては、授業支援システ
ムを利用してする。
【その他の重要事項】
担当教員は検事、弁護士の実務経験を有するので、単なる刑事法の解釈にと
どまらず、わが国の刑事裁判の特徴（例えば、有罪率９９．９％の不思議な
ど）についての話を交えた授業を行う。
【Outline and objectives】
In this department of law, you can learn as criminal law in a broad
sense Criminal Law, Criminal Procedure, Criminology, Criminal Justice
Policy. This is an introducing subject of Japanese criminal law in a broad
sense.
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概説刑事法

須藤　純正

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
各コースに共通の選択必修科目である。法律学科で学ぶ刑事法の分野として
は、刑法（総論・各論）のほか、刑事訴訟法、犯罪学、刑事政策などがある。
この授業は、これらの各分野を関連付けながら個々の学問領域のおおよその
内容と基本的な考え方を紹介するものであり、この授業を終えた学生が興味
を持ったそのうちの科目の本格的な勉強に取り組もうとするときに役立つ刑
事法入門であるとともに、刑事実用法学を習得する前提として必要となるリ
ベラル・アーツ科目でもある。
　
【到達目標】
刑事法をめぐるさまざまな社会事象（犯罪現象）について幅広い視点で自分な
りに分析検討できるようになることを到達目標とするが、まずは、あまり普
段の生活に縁がなく、とかく理屈っぽく、とっつきにくいと思われがちな刑
事法への親しみを感じてもらい、理屈っぽいなりの面白さを発見したり、犯
罪というもののイメージを新たにして、刑事法という学問分野を身近に感じ
てもらうことが第１の目的である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
この授業では刑事法の各分野を総合的に紹介するとともに、わが国及び世界
の刑事法をめぐるアップ・ツー・デートな問題についても、比較法的な視点を
加えつつ幅広くその要点を紹介する。それにより実用法学ないし法解釈学の
領域を超えたリベラル・アーツ教育としての色彩が加わることとなるが、こ
のように視野を広げることが法学に本格的に取り組んでいく上で必ず役に立
つと思われる。
大教室での講義形式の授業であるが、各授業において希望者（又は指名）2 名
程度と教員がソクラテス・メソッド（対話形式）により議論をし、その授業の
テーマとなる特定概念について、全受講者の理解度を深める。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス この授業の概要、授業の受け方、教員

自己紹介
本論「刑事法とは」

第 2 回 犯罪とその原因 犯罪原因論、わが国の犯罪現象
第 3 回 民事責任との違い、刑罰

理論
刑法の機能と目的
応報刑論と目的刑論

第 4 回 刑罰の種類、刑法学 刑罰と保安処分
わが国の死刑制度
刑法の解釈
第 1 回レポート提出

第 5 回 刑法各論 個人的法益の罪（殺人、窃盗、名誉
棄損）
社会的法益の罪
国家的法益の罪

第 6 回 犯罪論、構成要件 実体法、手続法、処遇法
法的要件と法的効果

第 7 回 犯罪論、違法性と責任 正当業務行為
正当防衛、緊急避難
責任能力

第 8 回 故意と過失 故意犯と過失犯
錯誤
第 2 回レポートの提出

第 9 回 未遂犯と共犯、刑の量定 正犯と共犯
共同正犯、教唆と幇助
共謀罪
量刑、罪数論

第 10 回 刑事訴訟法（捜査） 刑事訴訟法の目的
憲法の人権規定と捜査

第 11 回 刑事訴訟法（公判・上
訴・再審）

公訴の提起
公判手続
証拠能力と証明力
確定判決と再審

第 12 回 各種犯罪の特徴と対策 暴力団犯罪
ホワイトカラー犯罪
高齢者犯罪
ヘイト・スピーチ
第 3 回レポートの提出

第 13 回 犯罪者の処遇、少年法 施設内処遇
社会内処遇
非行少年の処遇手続

第 14 回 比較法 米国刑法
陪審制と裁判員裁判
死刑存廃論

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業前の予習として教科書の担当部分を読んでくること（第１回の授業には、
次に掲げる教科書の第 1 章の部分を事前に読んで臨むこと）。分からない用語
は法律学辞典で調べるとよい。
分からない部分は読み飛ばしても構わない。分からない部分は授業で理解す
るようにし、それでも分からない場合は教員や仲間に質問して疑問点の解消
に努める。オフィスアワーも利用する。
課題として、中間に、犯罪原因論、落語（大岡裁きなど）を題材とする比較刑
罰論、判例評釈についての２０００字前後程度のレポート提出を３回予定し
ている。提出されたレポートは評価した後、学生間の相互評価の機会を設け
たい。
【テキスト（教科書）】
井田良著『基礎から学ぶ刑事法（第６版）』（有斐閣 2017 年）。
小型の六法（例えば、三省堂の『デイリー六法』）を授業に持参すること。
【参考書】
参考図書
王雲海著『日本の刑罰は重いか軽いか』（集英社新書）
ベッカリーア著『犯罪と刑罰』（岩波文庫）
コリン P.A．ジョーンズ著『アメリカ人弁護士が見た裁判員制度』（平凡社新
書 2008 年）
鈴木伸元著『加害者家族』（幻冬舎新書 2010 年）
田中美知太郎著『ソクラテス』（岩波新書 1957 年）
宮崎学著『ヤクザに弁当を売ったら犯罪か？』（ちくま新書 2012 年）
【成績評価の方法と基準】
3 回のレポートの提出、（２０％ × ３＝６０％）と期末試験（４０％）で評
価する。
なお、ソクラテス・メソッドによる議論に参加した学生にはその内容を評価す
るわけではなく、積極的に授業参加した点においてボーナスポイント各 2 点
を加算する。
【学生の意見等からの気づき】
昨年度も本授業を担当したが、すべてオンライン授業となった。ただ、中間
レポートの提出の前に原稿についての助言・指導の機会を与えたところ、思
いのほか希望者が多かった。オフィスアワーを利用した対面指導が若干あっ
た。メールによる質問は少なくなく、以上により、刑事法に親しみを持って
くれた受講者が少なからずいたものと思われた。
【学生が準備すべき機器他】
連絡事項、予習すべき課題、レポート提出などについては、授業支援システ
ムを利用してする。
【その他の重要事項】
担当教員は検事、弁護士の実務経験を有するので、単なる刑事法の解釈にと
どまらず、わが国の刑事裁判の特徴（例えば、有罪率９９．９％の不思議な
ど）についての話を交えた授業を行う。
【Outline and objectives】
In this department of law, you can learn as criminal law in a broad
sense Criminal Law, Criminal Procedure, Criminology, Criminal Justice
Policy. This is an introducing subject of Japanese criminal law in a broad
sense.
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刑事訴訟法Ⅰ

田中　開

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
刑事手続のうち捜査に該当する部分について、基本的な法的知識を修得し、法
的推論の能力を涵養するものとする。
「裁判と法コース」にあげられるような刑事手続について、より深い理解をす
ることができることを目標とする。なお、この科目は「行政・公共政策と法
コース」および「文化・社会と法コース」にも属している。
【到達目標】
捜査手続について、法律の仕組みや判例の基本的な事項を理解し、具体的に
事例に即して説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
刑事手続のうち捜査に該当する部分について、講義します。
新型コロナウイルスの影響で、対面での授業はできません。学習支援システ
ムを通じ、オンラインで行います (文字データによる)。学習支援システムを
通じて、適宜、質問を受け付け、また、課題に対する解説を行います。
下記の授業計画に書かれている内容は、必要に応じ、適宜、調整・変更するこ
とがあります。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
前期
回 テーマ 内容
第 1 回 刑事訴訟法の意義と目的 刑事訴訟法の意義・法源・目的。

刑事手続の実際。
第 2 回 刑事手続の関与者 刑事事件の処理の流れにしたがい、そ

の関与者につき概説する。
第 3 回 捜査の意義

捜査の端緒
捜査の意義。捜査機関。捜査の端緒の
種類・実数。職務質問と所持品検査。
自動車検問。

第 4 回 強制捜査と任意捜査 強制処分法定主義と令状主義。強制処
分と任意処分の区別。任意処分の許さ
れる限度。

第 5 回 逮捕と勾留 通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕。逮
捕後の手続。勾留の意義・要件・手
続・期間・場所等

第 6 回 逮捕・勾留に伴う諸問
題ーその１

逮捕前置主義。逮捕の違法と勾留。事
件単位の原則。

第 7 回 逮捕・勾留に伴う諸問
題ーその２

再逮捕・再勾留。分割の禁止。別件逮
捕・勾留。

第 8 回 取調べ 被疑者の取調べ。参考人等の取調べ。
起訴後の取調べ。

第 9 回 捜索・差押え・検証ーそ
の１

令状による捜索・差押え・検証

第 10 回 捜索・差押え・検証ーそ
の２

逮捕に伴う捜索・差押え・検証。電磁
的記録の取得・保全。

第 11 回 捜索・差押え・検証ーそ
の３

身体検査。鑑定嘱託。電気通信の傍受。

第 12 回 捜査の限界 おとり捜査。写真撮影・録画、ＧＰＳ
捜査。強制採尿。ポリグラフ検査等

第 13 回 被疑者の防御
捜査の終結

黙秘権・弁護人依頼権。接見交通と接
見指定。証拠保全。違法捜査に対する
救済。
警察における処理。事件送致後の捜
査。検察官の事件処理。

第 14 回 まとめ まとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前、事後に教科書を熟読すること。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
田中開・寺崎嘉博・長沼範良「刑事訴訟法」第 6 版（有斐閣)
井上正仁ほか「刑事訴訟法判例百選」第 10 版（有斐閣）
【参考書】
井上正仁・酒巻匡「刑事訴訟法の争点」新・法律学の争点シリーズ（有斐閣）

【成績評価の方法と基準】
新型コロナウイルスによる授業形態の変更のため、最終回よりも前に、学習
支援システムで課題を出し、成績評価する予定です（100 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
基礎・基本を大切に、学生の理解度に留意しながら、わかり易い授業を実現
すべく、授業内容の改善を図っていきたい。
【Outline and objectives】
Lecture.
Criminal ProcedureⅠ
This lecture covers overview of criminal procedure and criminal
investigation.
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　発行日：2021/4/1

LAW300AB

刑事訴訟法Ⅱ

田中　開

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
刑事手続のうち、公訴の提起、公判、証拠、裁判に該当する部分について、基
本的な法的知識を修得し、法的推論の能力を涵養すること。
「裁判と法コース」にあげられるような刑事手続について、より深い理解をす
ることができることを目標とする。なお、この科目は「行政・公共政策と法
コース」および「文化・社会と法コース」にも属している。
【到達目標】
公訴の提起、公判、証拠、裁判について、法律の仕組みや判例の基本的な事項
を理解し、具体的事例に即して説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
刑事手続のうち、公訴の提起、公判、証拠、裁判に該当する部分について、講
義の形式によりその概要を述べる。
新型コロナウイルスの影響で、対面での授業はできません。学習支援システム
を通じて行います（文字データによる）。学習支援システムを通じて、適宜、
質問を受け付け、また、課題に対する解説を行います。
今後の状況によっては、対面授業に切り替える可能性もあります。学習支援
システムのお知らせに注意してください。
下記の授業計画に書かれている内容は、必要に応じ、適宜、調整・変更するこ
とがあります。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
後期
回 テーマ 内容
第 1 回 公訴の提起１ー基本原理 国家訴追主義・起訴独占主義、起訴裁

量（便宜）主義、起訴状一本主義につ
き学ぶ。

第 2 回 公訴の提起２ー種類・要
件・方式

公訴提起の種類・要件・方式、公訴時
効につき学ぶ。

第 3 回 公訴の提起３ー起訴状
公判１ー手続の概要

起訴状の記載、公訴事実と訴因につき
学ぶ。公判廷の構成、公判手続の流
れ、簡易な手続につき学ぶ。

第 4 回 公判２ー諸原則 公判の諸原則（公判中心主義、裁判の
公開、迅速な裁判）につき学ぶ、

第 5 回 公判３ー訴因変更 訴因の変更（訴因変更の要否、可否
（公訴事実の同一性））につき学ぶ。

第 6 回 証拠１ー基本原理 証拠法の意義、証拠裁判主義、自由心
証主義、事実認定のしくみにつき学ぶ。

第 7 回 証拠２ー証拠と証明 証拠の種類・性質、証明のプロセスに
つき学ぶ。

第 8 回 証拠３ー自白１ 自白の意義、自白の証拠能力（自白法
則、伝聞法則との関係）につき学ぶ。

第 9 回 証拠４ー自白２ 自白の証明力（補強法則）につき学ぶ。
第 10 回 証拠５ー伝聞１ 伝聞証拠と伝聞法則につき学ぶ。
第 11 回 証拠６ー伝聞２ 伝聞例外につき学ぶ。
第 12 回 証拠７ーその他 違法収集証拠の証拠能力につき学ぶ
第 13 回 裁判、上訴、非常救済手

続
択一的認定、一事不再理（二重の危険
の禁止）、控訴・上告、再審につき学ぶ。

第 14 回 まとめ まとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前及び事後に教科書を熟読すること。本授業の準備学習・復習時間は各 2
時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
田中開・寺崎嘉博・長沼範良「刑事訴訟法」第 6 版（有斐閣）
井上正仁ほか「刑事訴訟法判例百選」第 10 版（有斐閣）
【参考書】
井上正仁・酒巻匡「刑事訴訟法の争点」新・法律学の争点シリーズ（有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
新型コロナウイルスによる授業形態の変更のため、最終回よりも前に、学習
支援システムで課題を出し、成績評価する予定です（100 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
基礎・基本を大切に、学生の理解度に留意しながら、わかり易い授業を実現
すべく、授業内容の改善を図っていきたい。

【Outline and objectives】
Lecture.
Criminal ProcedureⅡ
This lecture covers prosecution, trial, evidence and sentencing.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

犯罪学

佐野　文彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では，犯罪をコントロールする方法を研究する刑事学のうち，犯罪の
現状，すなわち，犯罪の原因や発生状況を分析することを目的とする。この
ような犯罪学は，刑法学における犯罪の成立要件の解釈や刑事政策学におけ
る犯罪予防の方策の研究に対して，基礎となる犯罪の現状認識を提供し，合
理的かつ有効な研究を可能とするものである。
　
【到達目標】
　前半の授業により，我が国における犯罪の現状について，データを基礎に
（但し，データの限界を踏まえて），その現状を理解することができる。
　後半の授業により，なぜ犯罪が生じるのかについて，生物学，心理学，社会
学等を利用した分析手法を学び，それに基づく仮説を検証することができる。
　両者を総合して，犯罪対策，刑事政策のベースとなる正確なデータと理論
的な仮説を調査し，自ら批判的に分析することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP3」に強く関連。「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
　講義形式で行う。状況によってはハイフレックス制になる可能性もあるが、
少なくとも 4 月については動画配信により講義を行う。詳細は初回の講義動
画で伝える。
　授業支援システムにアップするレジュメに沿って行うが，犯罪白書のデー
タを適宜参照しながら行うので，授業中に参照できるようにすること。
　なお、適宜オンラインでの質疑応答の機会を設けるとともに、中間レポー
トに対しては講評の機会を設ける予定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の進め方，教材等の説明，犯罪学

の意義。
第 2 回 犯罪統計の読み方 犯罪統計の種類と意義，分析の注意点

など，犯罪統計の基本用語。
第 3 回 我が国の犯罪の全体像 我が国の治安に対するイメージ，認知

件数・検挙件数の推移。
第 4 回 犯罪者の処遇に関する近

年の動向
刑事手続きの各段階における処遇の現
状。

第 5 回 個別の犯罪の検討 (1) 殺人の件数の推移，被害者との関係，
処遇の動向，強盗の件数の推移，手
口，処遇の動向。

第 6 回 個別の犯罪の検討 (2) 窃盗及び覚せい剤事犯，女性犯罪，高
齢者犯罪。

第 7 回 個別の犯罪の検討 (3) 再犯者による犯罪の推移。
第 8 回 個別の犯罪の検討 (4) 少年の犯罪・非行に対する手続の概

観，少年犯罪・非行の件数の推移。
第 9 回 犯罪の分析の刑事政策へ

のつながり
犯罪のイメージと実態，犯罪者処遇へ
の示唆，刑事手続・処遇以前の対応の
重要性。

第 10 回 犯罪原因論の歴史の概観 古典派犯罪学，犯罪生物学，犯罪心理
学，犯罪社会学。

第 11 回 犯罪原因論の分析手法 (1) 古典派犯罪学の意義，初期の犯罪生物
学の評価，新しい犯罪生物学。

第 12 回 犯罪原因論の分析手法 (2) 深層心理と犯罪，性格と犯罪，知能と
犯罪，近時の心理学的アプローチ。

第 13 回 犯罪原因論の分析手法 (3) 初期の社会学的アプローチ，社会過程
アプローチ，緊張理論，葛藤理論。

第 14 回 犯罪原因への新しいアプ
ローチ

ラベリング論，コントロール理論，環
境犯罪学，ニュークリミノロジー。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　復習を中心に行う。具体的には，レジュメや教科書等の内容について，犯
罪白書等のデータを基に自ら検証したり，参考文献を自分で読んでみたりす
ることで，理解を確認することを毎週 1 時間程度行うことを目安とする。こ
れに加えて，期末対策を兼ねて，各テーマの関連性を理解するため，期末前
に 15 時間程度全体の復習を行うことが有益であろう。
　また，犯罪等に関する報道等に注意し，授業やデータに照らして考えてみ
ることも望ましい。

【テキスト（教科書）】
法務省『令和 2 年版　犯罪白書』（冊子版の他，法務省のホームページ（http:
//www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html）でも閲覧可能）。
【参考書】
　やや古いが犯罪学全体についての定評ある教科書として，
瀬川晃『犯罪学』（1998，成文堂）。
　犯罪統計の分析に関する詳細かつわかりやすい解説として，
浜井浩一編著『犯罪統計入門』（第 2 版，2013，日本評論社），
同編著『刑事司法統計入門』（2010，日本評論社）。
【成績評価の方法と基準】
中間レポート及び期末レポート（40%、60%）。
【学生の意見等からの気づき】
本年度授業担当者変更によりフィードバックできません。
【学生が準備すべき機器他】
講義動画を視聴するため、PC 等の機器が必要となる。
【Outline and objectives】
This course is designed to introduce students to the basics of
criminology. The first half of the class will focus on learning how to
read statistics while the second half will introduce the mains theories
and their evolution.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

刑事政策

今井　猛嘉

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義は、「犯罪学」が犯罪現象と犯罪原因を取り扱うのに対し、刑事制裁
の内容を中心に、刑事司法制度における犯罪対策の在り方を学修する。
　具体的な犯罪対策と、それを基礎付ける刑罰論を学修することにより、法
解釈学にとどまらない幅広い視点から犯罪現象を捉える能力を身につけるこ
とを目指す。
【到達目標】
　古くより対立の大きい問題（例えば死刑や保安処分）や、近時法改正の進
んでいる問題（例えば没収追徴や執行猶予）について、抽象的な議論に止ま
らず、具体的な制度に関する知識に根ざした議論が展開できるようになるこ
とを目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP3」に強く関連。「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
　講義形式で進める。
・リアクションペーパー等における良いコメントは授業内で紹介し、さらなる
議論に活かす。
・課題等の提出・フィードバックは「学習支援システム」を通じて行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 はじめに ガイダンス、犯罪学との関係
第 2 回 刑罰論１ 刑罰目的論についての議論状況の確認
第 3 回 刑罰論２ 刑罰とその他の制度との関係、非犯罪

化
第 4 回 量刑理論 量刑の手続と基準、裁判員裁判との関

係
第 5 回 死刑 死刑制度の現状、死刑選択基準、死刑

存廃論
第 6 回 自由刑、財産刑 制度の現状、単一刑論、労役場留置、

日数罰金制
第 7 回 没収追徴 没収追徴制度の現状、法的性質、組織

犯罪に関する法改正
第 8 回 司法内処遇 微罪処分、起訴猶予、執行猶予
第 9 回 施設内処遇（１） 沿革、再犯と処遇
第 10 回 施設内処遇（２） 矯正処遇の現状
第 11 回 施設内処遇（３） 受刑者の法的地位
第 12 回 社会内処遇 仮釈放、保護観察
第 13 回 保安処分 刑罰との相違、措置入院制度、医療観

察法
第 14 回 さいごに まとめ（刑事制裁の内実と刑罰目的論

の関係）
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
復習を中心に行う。
教科書にとどまらず、授業内で紹介する参考文献をも読むことで、刑事政策
を巡る諸問題について主体的に考え、意見を持つことが望ましい。
本授業の復習時間は毎週約 1 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　川出敏裕＝金光旭『刑事政策〔第 2 版〕』（成文堂、2018）
【参考書】
法務省『令和元年版 犯罪白書』(冊子版の他，法務省のホームページ (http:
//www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html) でも閲覧可能)

【成績評価の方法と基準】
定期試験による（100%）。
【学生の意見等からの気づき】
本年度授業担当者変更によりフィードバックできません。
【Outline and objectives】
This course is designed to introduce students to the way in which we
control and prevent crimes within the criminal justice system. The
issues this course addresses include the penal theories, the forms of
criminal sanction and the civil commitment.

LAW300AB

社会安全政策論Ⅰ

寺井　陽子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
犯罪等の人の行為に起因する危険から個人や社会を守るためには、誰が
どのような行動をとればよいのでしょうか。本講義では、現実社会で問
題となっている各種の治安事象について説明しつつ、それに対する各方
面からの取組を紹介します。講義や議論を通じて、犯罪の発生状況や犯
罪対策について正確に理解するとともに、社会を担う一員として、社会
の安全安心についての考え方を確立することを目指します。

【到達目標】
人は常に犯罪の危険にさらされています。よって、この講義により、犯
罪リスク、逸脱行動への対処の仕方を学びます。
また、人は常に犯罪を抑止することができます。この講義を受けること
で、皆さんが社会の構成員として担うべき役割、責務を学び、安全な社
会を作るプレーヤーとしての能力を養うことを目指します。
その他、近年の我が国における治安情勢についての理解を深め、効果的
かつ均衡のとれた政策の在り方について考察する素養を身に付けます。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。

【授業の進め方と方法】
グラフや画像を活用したわかりやすい資料を講師が毎回作成し、配布し
ます。
出席した皆さんから講義中に質問や意見を受け付け、いただいた質問に
は次回講義で回答します。
講義時間外の質問も可能です。その場合は、メールを原則とし、メール
で返信します。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業のテーマ、進め方、評価の仕方、

警察概要、社会安全政策論の定義等
第 2 回 犯罪情勢 日本の犯罪情勢に係る統計、安心と

安全の違い等
第 3 回 犯罪予防 犯罪予防総論・各論
第 4 回 犯罪捜査 捜査の概要、司法制度改革、捜査の

高度化のための取組等
第 5 回 犯罪被害者支援 犯罪被害者を取り巻く状況、日本に

おける被害者等施策の推移等
第 6 回 特別講義 実務の現状
第 7 回 女性等を守る施策 性犯罪対策、ストーカー対策、DV

対策等
第 8 回 子どもを守る施策 児童虐待対策、児童ポルノ対策等
第 9 回 少年非行対策 少年法の概要、少年非行情勢、少年

非行への対策等
第 10 回 特殊詐欺対策 特殊詐欺の発生状況、手口の詳細、

対策等
第 11 回 サイバー犯罪対策 サイバー犯罪の現状、対策等
第 12 回 組織犯罪対策 暴力団とは、暴力団による犯罪情

勢、対策等
第 13 回 薬物対策 薬物の基礎知識、薬物犯罪情勢、対

策等
第 14 回 テロ対策 日本及び世界のテロ情勢、対策等

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
治安事象に関する報道等に広く関心を持って下さい。
本授業の準備・復習時間は各２時間を標準とします。
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【テキスト（教科書）】
使用しません

【参考書】
全体を通じて、警察政策学会編『社会安全政策論』立花書房（2018 年）、
警察白書、犯罪白書　等を参考としてください。警察白書は警察庁ウェ
ブサイトに、犯罪白書は法務省ウェブサイトに掲載されていますので、購
入せずとも見ることができます。
その他、講義ごとに参考資料を明示します。

【成績評価の方法と基準】
授業での学習状況や参加度を平常点として評価します。
また、学期末にレポートを提出してもらいます。
成績評価に当たっては、それぞれ 50 ％を配分します。

【学生の意見等からの気づき】
本年度授業担当者変更によりフィードバックできません。

【学生が準備すべき機器他】
講義で使用する資料は、原則として、事前に学習支援システムにアップ
ロードしますので、可能な限り資料を印刷し、事前に目を通しておいて
ください。

【その他の重要事項】
講師は現役の警察庁職員であり、警察庁のほか、他省庁や都道府県警察
でも勤務した経験を持ちます。講師の知見を活かしつつ、現実社会に即
した社会安全政策論について、分かりやすく解説します。
刑法、刑事訴訟法の基礎知識があると理解が平易になります。

【Outline and objectives】
This course, Theory on Social Security Policy, deals with policies
for protecting the individual or society from dangers arising from
people’s behavior, mainly related to crimes. The course provides
theoretical understanding of the dramatic improvement of the
public safety situation in the recent 18 years. The students can
also get some keys to properly handle the risks or other challenges
they might face in future. This course ultimately aims to develop
their ability so that they can grasp and analyze various kinds of
problems in society, and find out solutions

LAW200AB

労働法総論・労働契約法

藤本　茂

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　雇用社会 (労働関係) の紛争を解決する法領域が労働法である。雇用社会 (労
働関係) とは労働者が会社に雇われ，指示に従って働いて報酬を得る社会関係
である。
　労働法総論では労働法の生成や各分野－個別的労働関係法，労働組合と使用
者の集団的労使関係法，雇用保障法－の概要や紛争解決制度を学修する。　　
　労働契約法では採用拒否，内定取消，配転・出向 (人事異動) や解雇といっ
た労働契約の形成・展開・終了に関する紛争の法的解決について学ぶ。その内
容は判例法理の蓄積が反映されている。また，解雇規制緩和議論や人事異動
しない正社員 (多様な正社員) といったホットな論点でもある。
　この科目は全てのコースに属している。
【到達目標】
1 　この講義を学修することによって，労働法の意義・目的を把握し，本講義
の法領域とそれに関連する判例法理について理解できる。
2 　理解した論理で関連する事例について自分なりに考えることができる。
３　上記のことを文章で表現できる。
４．１～３で獲得した知識をもって、労働関係の諸問題に，リーガルマイン
ドをもって積極的に関与できるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
・本講義は「労働法総論」と「労働契約法」を連続して進める。
・授業支援システムを活用して出席をチェックする。
・春学期はおそらくすべてオンラインで授業をすることになる。通常の授業時
間で Zoom を利用する。
◎授業の進め方については、初回のガイダンスで話す。ガイダンスも Zoom
にておこなう。
・Zoom では、「ビデオの停止」「ミュート」で受講するようお願いする。
・Zoom のミーティング ID やパスワードは、学習支援システムにて連絡する。
　＊　学習支援システムに登録したメールアドレス宛てに，自動的にメール
が送信される。
・講義終了後にミニテストを出題することがある。また，授業支援システムの
「課題」を通して，課題をだすこともある。いずれも期限までに回答のこと。
◎リアクションペーパー等に対するフィードバックについて
・質問等は，学習支援システムの「授業内掲示板」を利用してほしい。Zoom
にチャット機能があるが，見逃したり話の途中でうまく返答できないことも考
えられるので，「授業内掲示板」にてお願いしたい。回答も「授業内掲示板」
を介して，受講生全員にフィードバックする。なお，個別の質問にはオフィ
スアワーを利用して欲しい。
・リアクションペーパーにある質問については，回答が必要と思われるものに
ついて，次回の授業開始前に，受講生全員にフィードバックする形で回答する。
◎レジュメ等
レジュメや資料は、学習支援システムに事前にアップロードする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス／労働法の生

成と理念
ガイダンスと近代社会での労働法の理
念について学ぶ。

第 2 回 労働紛争解決制度 不当解雇問題や賃金の未払い問題，男
女雇用差別問題などを解決する制度。
労働審判制度や公的紛争解決制度をと
り上げる。

第 3 回 日本的雇用慣行 日本的雇用慣行システムの内容と変容。
労働法見直しの必要性の背景を知る。

第 4 回 労働条件決定の仕組み－
労働契約

指揮命令に従って働く内容は労働条件
といわれる。労働条件の決定は労働契
約にある。

第 5 回 労働条件決定と就業規則 就業規則の法的性質/就業規則による労
働条件の不利益変更。

第 6 回 労働条件決定と労働協
約，労使協定など

労働協約や労使協定といった自分の労
働条件が決まる，修行羈束以外のもの
を取り上げて学ぶ。

第 7 回 労働契約の締結 労働契約の成立。採用，内定，試用。
第 8 回 労働契約の期間 有期労働契約について学ぶ。
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第 9 回 労働契約の権利・義務 労働契約上の権利義務。労働契約法に
見る労働契約の原則。

第 10 回 人事異動－業務命令，配
転

業務命令という権限と配転-同一使用
者の下での人事異動の法理。

第 11 回 人事異動－出向，転籍 出向・転籍-異なる使用者の間での異
動。

第 12 回 労働関係の終了－解雇以
外の終了

労働契約の終了。その背景を考え，法
的規制のありようを考える。終了原因
からみると解雇によらない終了もある
ことを知る。

第 13 回 労働関係の終了－解雇 解雇。解雇の法規制について学ぶ。
第 14 回 企業再編と労働契約 合併・会社分割と労働契約の継承問題。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・シラバスを見て，授業で扱うテーマを知り，テキストとレジュメ（授業支援
システムを通じて事前に配布）を最低限読んでおく。ノートにまとめておく
と，授業内容がより理解できる。
・授業の中で，気づいた必要個所を書き加える。そののちテキストを使用して
復習する。
・本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準としている。
【テキスト（教科書）】
藤本茂・沼田雅之・山本圭子・細川良編著『ファーストステップ労働法』（エ
イデル研究所　 2020）
【参考書】
・ジュリスト増刊『労働法の争点』（2014 年、有斐閣）
・別冊ジュリスト『労働判例百選（第 9 版）』（2016 年、有斐閣）
・　金子征史・藤本茂・高野敏春・大場敏彦・山本圭子共著『基礎から学ぶ労
働法Ⅰ [第４版・第 2 刷]』エイデル研究所　 2019
・　金子編集代表『基礎から学ぶ労働法Ⅱ [第２版]』エイデル研究所　 2016
・　六法はコンパクトなものでかまわないが，労働基準法施行規則などが掲載
されているものを選ぶ。具体的には，開講時に紹介する。
【成績評価の方法と基準】
・定期試験の評価が主と考えている。受験していないと評価が出せないので，
評価を欲しい人は必ず受験すること。（70 ％）
・上記定期試験（70 ％）のほかに，授業内掲示板での質問内容やリアクショ
ンペーパーの内容（10 ％）や課題・ミニテスト（20 ％）も評価対象である。
【学生の意見等からの気づき】
　語尾が聴き取りづらいことがあるとの意見があった。マイクを使い，最後
まではっきりとしゃべることを心がけることで対応している。
【Outline and objectives】
The student attending this class learns Japanese Labor Law.
The class constitutes the introduction to Labor law and Labor Contract
Act.
The introduction to Labor law - The student learns Generation of labor
law (Employment law, Labor relations law) and Dispute settlement
system.
Labor Contract Act - The student learns the rule of adoption, transfer
and dismissal.

LAW200AB

労働基準法

藤本　茂

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この講義では、労働法のうち、労働基準法とこれに関連する判例法理を扱う。
　法律学科の選択必修科目の一つであり、「企業・経営と法（労働法中心）」コー
スの中心科目である。また、「法曹コース」を除くすべてのコースで履修が推
奨されている。
　「企業・経営と法（労働法中心）」コースをモデルとして履修計画をたてて
いる者は、良好な成績で単位を修得することが強く求められる。
【到達目標】
１．授業の概要で示した法領域とそれに関連する判例法理について理解できる。
２．授業の概要で示した法領域とそれに関連する判例法理についての基本的
な問題に自分なりに考えることができるようになる。
３．授業の概要で示した法領域とそれに関連する判例法理に関する事例につ
いて文章で回答できる。
４．１～３で獲得した知識をもって、労働関係の諸問題に，リーガルマイン
ドをもって積極的に関与できるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
・秋学期の少なくとも前半はオンラインで授業をすることになろう。通常の授
業時間で Zoom を利用しておこなう。
・本講義は春学期の「労働法総論・労働契約法」に続く科目である。
・授業支援システムを活用して出席をチェックする。
◎授業の進め方については、初回のガイダンスで話す。ガイダンスも Zoom
にておこなう。
・Zoom では、「ビデオの停止」「ミュート」で受講するようお願いする。
・Zoom のミーティング ID やパスワードは、学習支援システムにて連絡する。
　＊　学習支援システムに登録したメールアドレス宛てに，自動的にメール
が送信される。
・講義終了後にミニテストを出題することがある。また，授業支援システムの
「課題」を通して，課題をだすこともある。いずれも期限までに回答のこと。
◎リアクションペーパー等に対するフィードバックについて
・質問等は，学習支援システムの「授業内掲示板」を利用してほしい。Zoom
にチャット機能があるが，見逃したり話の途中でうまく返答できないことも考
えられるので，「授業内掲示板」にてお願いしたい。回答も「授業内掲示板」
を介して，受講生全員にフィードバックする。なお，個別の質問にはオフィ
スアワーを利用して欲しい。
・リアクションペーパーにある質問については，回答が必要と思われるものに
ついて，次回の授業開始前に，受講生全員にフィードバックする形で回答する。
◎レジュメ等
レジュメや資料は、学習支援システムに事前にアップロードする。・授業の
進め方については、初回のガイダンスで話す。ガイダンスも Zoom にておこ
なう。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ・ガイダンス

・労働基準法上の実効性
確保の手段

・講義内容や評価方法の説明。労働法
の全体像の説明。
・労働基準法が定める基準を守らせる
ための手段について学習する。

第 2 回 労働基準法の適用範囲・
労働関係の当事者 (1)

労働基準法の効力が及ぶ範囲について。
労働基準法上の「労働者」の概念など

第 3 回 労働基準法の適用範囲・
労働関係の当事者 (2)

労働基準法上の「使用者」の概念など

第 4 回 総則 均等待遇原則、強制労働の禁止等
第 5 回 賃金 (1) 賃金の定義、賃金支払規

制
第 6 回 賃金 (2) 休業手当、最低賃金規

制
第 7 回 賃金 (3) 賞与（ボーナス）、退職

金
第 8 回 労働時間規制 (1) 法定労働時間規制、労働

時間の概念
第 9 回 労働時間規制 (2) 休日規制、時間外・休日

労働、深夜業規制
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第 10 回 労働時間規制 (3) 割増賃金、労働時間規制
の適用除外

第 11 回 変形労働時間制 変形労働時間制・フレッ
クスタイム制

第 12 回 みなし労働時間制度 事業場外労働のみなし
時間制・裁量労働制

第 13 回 休暇・休業・休職 年次有給休暇を中心した法的問題
第 14 回 労働者の安全衛生 労働安全衛生法に関する問題
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・事前に教科書の該当部分と配付プリントに十分目を通しておく。
・本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準としている。
【テキスト（教科書）】
・藤本茂・山本圭子・沼田雅之・細川良編著『ファーストステップ労働法』（エ
イデル研究所、2020 年）
・プリント教材
【参考書】
・ジュリスト増刊『労働法の争点』（2014 年、有斐閣）
・別冊ジュリスト『労働判例百選（第 9 版）』（2016 年、有斐閣）
・　金子征史・藤本茂・高野敏春・大場敏彦・山本圭子共著『基礎から学ぶ労
働法Ⅰ [第４版・第 2 刷]』エイデル研究所　 2019
・　金子編集代表『基礎から学ぶ労働法Ⅱ [第２版]』エイデル研究所　 2016
・　六法はコンパクトなものでかまいませんが，労働基準法施行規則などが掲
載されているものを購入してください。具体的には，開講時に紹介します。
【成績評価の方法と基準】
（レポート試験）
・期末試験としてレポート試験を実施する。概要は、学習支援システム上で案
内する。（70 ％）
・期末試験を最も重視するため，受験しなかった者の評価はしない。
・概ね到達目標に即した解答がなされている否かを評価基準としている。
（Web 小テストなど）
・講義で実施することのあるミニテスト，課題，質問を 30 点満点に換算して
評価する。
【学生の意見等からの気づき】
話しの最後が聞き取りにくいときがあるとの指摘を受け，語尾をきちんと話
すよう心掛けています。
【Outline and objectives】
The objective of this course is to lecture on basic subjects of Japanese
Labor Law.
The outline is as follows:
1. About a Labor Standards Act;
2. A case law concerning the Labor Standards Act.

LAW200AB

労働法総論・労働契約法

浜村　彰

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・この講義は、企業・経営と法コース（労働法中心）に属する科目であり、労
働法総論では、労働法全体の基本的仕組みや労働法の基本理念・原理に関する
最近の論議の状況を踏まえたうえで、昨今の労働法の改正動向を紹介し、日
本的雇用慣行の変化が労働法の法制度や理論にどのような影響を与えている
のか、という点について講義を行う。
・労働契約法については、労働契約法の全体の概観をしたうえで、労働契約の
締結から終了にいたる過程で発生する労働契約をめぐる法的問題を学習する。
労働契約上の労働条件の決定の仕組みを理解したうえで、採用や配転・出向、
就業規則による労働条件の決定と変更、解雇規制の問題のほかに、最近の企業
の雇用管理の変化と年俸制などの賃金制度をめぐる最近の問題を取り上げる。
【到達目標】
・労働法全体の仕組みを正確に理解し、説明することができる。
・労働法の基本的考え方、理念・原理に基づき、労働法の問題を思考すること
ができる。
・労働契約法の意義、目的を正確に把握し、労働契約法制全体を説明すること
ができる。
・労働契約上の労働条件決定の仕組みを理解し、採用・試用期間、配転・出向、
就業規則による労働条件の決定と変更、解雇、賃金などをめぐる応用的な問
題について自分で解決方法を思考することができる。
・労働相談を受けたときに、自分でその問題を調べ、整理、思考して課題解決
策を見出し、自分なりの答えをアドバイスすることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
対面授業を基本として開講する予定であるが、状況に応じてハイフレックス
型またはハイブリット型授業を行うこととする。授業計画の変更については、
学習支援システムでその都度提示する。
オフィス・アワーで，課題（試験やレポート等）に対して講評する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 労働法総論-日本型雇用社

会の変容と労働法の改編
労働法とはなにか、労働法の基本理念
と原理を踏まえたうえで、最近の雇
用・労務管理の変化と労働法制の動
向、労働法理論の新しい問題を扱う。

第 2 回 個別的労働紛争処理法 使用者と労働者との間で発生する個別
的労働関係紛争を処理・解決する法制
度について勉強する。

第 3 回 労働契約法・労働基準法
の適用範囲

労働法上の保護の対象となる労働者と
は何か、使用者と何か、という労働法
の入り口の問題を講義する。

第 4 回 労使対等決定原則と労働
憲章

労働契約上の労働条件決定に関する労
使対等決定原則と思想・信条の自由な
どの労基法の労働憲章について学ぶ。

第 5 回 労働契約の終了 労働契約法の様々な問題のかなめ石と
なる解雇法制と退職、解雇の金銭解決
制度などの労働契約の終了をめぐる法
的問題を講義する。

第 6 回 労働契約の締結 労基法上の労働条件明示義務、採用内
定、試用期間などの労働契約の締結を
めぐる法的問題を理解する。

第 7 回 労働契約の期間 労基法上の労働契約の期間に関する規
定と有期労働契約をめぐる法的問題を
労働契約法の規制を含めて講義する。

第 8 回 就業規則による労働条件
の決定と変更①

労基法上の就業規則法制を踏まえたう
えで、労働契約上の労働条件を決定す
る就業規則の法的性質と労働契約法の
仕組みついて学ぶ。

第 9 回 就業規則による労働条件
の決定と変更②

就業規則による労働契約上の労働条件
の不利益変更をめぐる問題について判
例法理を整理し、労働契約法の仕組み
を理解する。
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第 10 回 労働契約上の権利・義務 労働契約の主たる権利・義務と個別的
労働条件の決定と変更に関して配転・
出向を素材に講義する。

第 11 回 労基法上の賃金規制と最
低賃金法

労基法上の賃金とは何か、賃金保護規
定、休業手当、最低賃金制度などにつ
いて講義する。

第 12 回 能力・成果主義的賃金制
度と最低賃金法

年功的賃金制度、年俸制、能力・成果
主義的賃金制度など伝統的な賃金制度
と最近の賃金制度の変容を扱う。

第 13 回 労働災害 労働災害と補償制度の仕組み、過労
死・過労自死問題について学習する。

第 14 回 試験・まとめと解説 13 回の授業をまとめ・解説し、試験
を実施する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・本授業の準備・復習時間は、各 4 時間を標準とする。
・指定教科書であるベーシック労働法（第 8 版）の該当部分を必ず読むこと。
授業でも随時使用する。また、裁判資料などあらかじめ配布、授業支援シス
テムに掲載されたものは必ず読んでくること。
【テキスト（教科書）】
指定教科書：浜村・唐津・青野・奥田著『ベーシック労働法』（第 8 版）（有
斐閣、2020 年）。六法は必ず持参してくること（ただし、タブレット等を用
いても構わないが、定期試験の時には参照できないことに注意）。
【参考書】
授業で使う裁判資料等は当日配布するか、事後に授業支援システムにアップ
する。
【成績評価の方法と基準】
春学期の少なくとも前半がオンラインでの開講になったことにともない、成
績評価の方法と基準も変更する。具体的な方法と基準は、授業開始日に学習
支援システムで提示する。
【学生の意見等からの気づき】
リアクションペーパーや授業改善アンケートの結果を踏まえ、継続的に授業
の改善を行う。
【その他の重要事項】
授業中にスマホやタブレットで参考資料を見ることは禁じないが、私用で用
いることは厳禁し、また、試験中は禁止。
【専門領域と研究業績】
＜専門領域＞労働法
＜研究テーマ＞従業員代表制、労働契約法、労働時間法
＜主要研究業績＞
『ベーシック労働法第 8 版』（有斐閣、2020 年）、『ライフステージと法（第 8
版）』（有斐閣、2020 年）、「改正労働者派遣法による派遣労働者の均等・均衡
待遇」季労 268 号（2020 年）、「最高裁判例法理の再検討⑥秋北バス事件－就
業規則の法的性質」労旬 1957 号（2020 年）、「プラットホームエコノミーと
就労者の法的保護」労委労協 762 号（2020 年）、「タクシー乗務員の歩合給か
らの残業手当相当額の控除」ジュリスト令和２年度重要判例解説（2021 年）
【Outline and objectives】
· General Labor Law theory introduces recent trends in labor law
reforms and lectures on what of influence the changes of Japanese
employment practices have for legal system and theory.
・Regarding the Labor Contract Law,we learn the legal issues concerning
labor contracts that arise in the process from the conclusion of
labor contracts to the termination, specifically the problems such as
recruitment and relocation, decision and change of working conditions
by work rules, restrictions on dismissal etc.

LAW200AB

労働基準法

浜村　彰

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・労働基準法は、企業・経営と法コース（労働法中心）に属する科目であり、
主に労働時間に関する法的問題を取り扱う。2007 年から労基法は幾度も改正
され、労働時間の弾力化や多様化が進んでいるが、その一方正規従業員の労
働時間の短縮はいっこうに進んでおらず、過労死や過労自殺が大きな社会問
題となっている。労働時間法制の現状と問題点を具体的問題を素材にしなが
ら体系的に学ぶ。また、労基法の労働時間以外の主要論点についても、ここ
で取り上げて実務上の留意点についても講義する。
・労働基準法を学ぶことで、会社等に就職したときに不当な扱いを受けても、
自分の権利や利益を守ることができる。
【到達目標】
・労働基準法の意義・目的を理解し、労基法の全体の仕組みを説明できる。
・労働時間法制の理念・目的を踏まえて、労働時間規制の意義を理解できる。
・労働時間に関する具体的テーマについて、学説・判例の現状を理解し、その
法的解決の方法を説明できる。
・労働時間をめぐる法的問題に直面したときに、必要な参考文献や資料を収集
し、それを整理・理解したうえで、解決方法を思考できる。
・労働時間に関する法的問題を相談されたときに、適切な解決策をアドバイス
することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
・対面授業を基本として開講する予定であるが、状況に応じてハイフレックス
型またはハイブリット型授業を行うこととする。授業計画の変更については、
学習支援システムでその都度提示する
・授業の初めに，前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか
取り上げ，全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 労働基準法総論 労働基準法の理念・目的と全体の仕組

みを概観し、最近の労働基準法の改正
動向を講義する。

第 2 回 労働時間の短縮と政策－
法定労働時間の意義と例
外

労働時間短縮の意義と時間政策の推
移・現状を総括し、労基法の法定労働
時間などの時間規制の意義について考
えてみる。

第 3 回 時間外労働・休日労働 時間外労働・休日労働の法的規制の仕
組みと残業義務をめぐる学説判例の到
達点を学ぶ。

第 4 回 労働時間の概念と起算点 労基法上の労働時間とは何かを労働時
間の算定方法を具体的テーマとして判
例法理の到達点を踏まえて学習する。

第 5 回 労働時間の弾力化 労働時間の弾力化措置として、1 ヵ月
単位の変形労働時間制、1 年単位の変
形労働時間制およびフレックス・タイ
ム制について講義する。について講義
する。

第 6 回 労働時間のみなし制 事業場外労働と裁量労働制について労
働時間のみなしという特別な計算方法
を理解する。

第 7 回 休憩・休日 労基法上の休憩・休日に関する法規制
の仕組みとそれに関する法律問題の実
務を学習する。

第 8 回 年次有給休暇 労基法上の年次有給休暇の意義とその
法的問題点について、最近の法改正と
裁判実務について講義する。

第 9 回 労働時間の適用除外と高
度プロフェッショナル制
度

管理監督署等に対する時間規制の適用
除外と最近論議されている高度プロ
フェッショナル制度の導入問題につい
て考える。

第 10 回 年少者・妊産婦等の労基
法上の保護

年少者・女性労働者の労基法上の保護
と育児・介護休業制について学習する。
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第 11 回 労働災害と災害補償制度 労働災害の現状・労働者災害補償保険
法の仕組みと業務上災害の認定方法に
ついて実務的知識を身につける。

第 12 回 過労死・過労自死と安全
配慮義務

最近の過労死・過労自死と民事上の安
全配慮義務について裁判実務の動向を
講義する。

第 13 回 最近の労働基準法のト
ピックス

労働基準法をめぐる改正動向とホット
な問題について講義する。

第 14 回 試験・まとめと解説 13 回の授業を振り返り、まとめと解
説をするとともに、授業内試験を実施
する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・本授業の準備・復習時間は、各 4 時間を標準とする。
・指定テキストのほかに、随時授業の際に配布または授業支援システムにアッ
プされる参考資料をあらかじめ読んでくること。なお、テキストは授業で随
時使用する。また、六法は必ず持参すること（タブレット等でも良い）。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
指定テキスト：浜村・唐津・青野・奥田『ベーシック労働法（第 8 版）』（有
斐閣、2020 年）のほか、随時参考資料や裁判例を授業支援システムにアップ
する。
【参考書】
授業中、タブレットやスマホは資料参照のために使用してよいが、私用は厳
禁。また、試験中の使用は禁止。
【成績評価の方法と基準】
主として定期試験の評価（90 ％）によるが、リアクションペーパーの提出
（10 ％）も加味する。
【学生の意見等からの気づき】
リアクションペーパー等に記載された意見・要望を参考に随時改善する。
【専門領域と研究業績】
＜専門領域＞労働法
＜研究テーマ＞従業員代表制、労働契約法、労働時間法
＜主要研究業績＞
『ベーシック労働法第 8 版』（有斐閣、2020 年）、『ライフステージと法（第 8
版）』（有斐閣、2020 年）、「改正労働者派遣法による派遣労働者の均等・均衡
待遇」季労 268 号（2020 年）、「最高裁判例法理の再検討⑥秋北バス事件－就
業規則の法的性質」労旬 1957 号（2020 年）、「プラットホームエコノミーと
就労者の法的保護」労委労協 762 号（2020 年）、「タクシー乗務員の歩合給か
らの残業手当相当額の控除」ジュリスト令和２年度重要判例解説（2021 年）
【Outline and objectives】
· This lecture,the Labor Standards Law,mainly deals with legal issues
concerning working hours. Since 2007, the Labor Standards Law has
been revised many times, the working hours are becoming flexible
and diversified. But on the other hand reduce of working hours of
regular employees has not progressed, and The death from overwork
and overworked suicide is a big social problem. We learn the current
state and problems of working hours legislation systematically while
using concrete problems as materials.

LAW300AB

労働組合法

浜村　彰

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・この科目は、企業・経営と法コース（労働法中心）に属しており、労働組合
法の基本理念・原理を学んだ上で、憲法 28 条の定める団結権、団体交渉権、
団体行動権の保障とそれをめぐる労働組合法の法制度および主要な問題を講
義する。とりわけ、労組法の骨格といえる不当労働行為制度を中心に、労働
組合の内部問題、組合活動、労働協約、争議行為などをめぐる最高裁判例を
取り上げて、具体的な問題点を検討する。
【到達目標】
・労働組合法の意義、目的を正確に理解し、労働組合法全体を説明することが
できる。
・労働組合法の主要問題に関する基本的考え方と最高裁判例の意義を理解し、
体系的に思考することができる。
・労働組合法に関する具体的問題については、その法的論点を把握し、その問
題の解決を導き出すことができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
・対面授業を基本として開講する予定であるが、状況に応じてハイフレックス
型またはハイブリット型授業を行うこととする。授業計画の変更については、
学習支援システムでその都度提示する。
・授業の初めに，前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか
取り上げ，全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 労働組合法総論 労働組合法の意義・目的および全体の

仕組みを理解した上で、基本的考え方
の整理を行う

第 2 回 憲法 28 条の労働基本権
保障

憲法 28 条の保障する団結権・団体交
渉権・団体行動権の規範的意義と法的
効果を学ぶ

第 3 回 公務労働と団結権保障 国家公務員や地方公務員の争議行為を
禁止する現行法制の問題点について、
とくにストライキ権の意義の面から考
察する

第 4 回 労働組合法上の労働者と
使用者

労働組合法上の労働者・使用者概念の
拡張について、最高裁判例を中心に学
ぶ。

第 5 回 労働組合と統制処分 働組合の組織と運営をめぐる法
的問題を解説する。とくに労働組
第 14回企業組織の変動と労働
契約
企業の合併・事業譲渡・分割にと
もなう労働契約の承継にあり方につい
て学習する。
［準備学習等］同上
合法上の労働組合の要件である組合の
自主性と民主性と労働組合の統制処分
について検討する。

第 6 回 労働組合の組織強制 労働組合の組織強制手段であるユニオ
ン・ショップ協定の法的効力と限界お
よびチェック・オフについて学習す
る。

第 7 回 不当労働行為制度の意義
と不利益取扱い

労組法の労働組合保護の中心的制度で
ある不当労働行為制度の意義と労組法
7条 1号の不利益取扱いをめぐる学
説・判例の議論状況を理解する。

第 8 回 支配加入 労組法 7 条 3 号の支配加入の意義・
成立要件・法的救済のあり方について
学ぶ。

第 9 回 組合活動 企業内組合活動の正当性について、労
組法 7 条の不当労働行為と関連付けな
がら、学説判例の議論の状況を整理す
る
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第 10 回 団体交渉 日本における労使協議制と団体交渉制
度の法的仕組みおよび労組法 7 条 2
号の団交拒否と誠実交渉義務について
検討する。

第 11 回 争議行為・使用者の葬儀
対抗行為

労働組合の行うストライキ等の争議行
為の正当性と刑事・民事免責および使
用者の行うロックアウトについて学習
する。

第 12 回 労働協約による労働条件
の決定

労働条件決定の仕組みのうち、集団的
労働条件決定としての労働協約の法的
性質・規範的効力・一般的拘束力につ
いて学ぶ。

第 13 回 労働協約による労働条件
の不利益変更

集団的労働条件の変更としての労働協
約による労働条件の不利益変更につい
て判例法理と学説の議論を整理する。

第 14 回 試験・まとめと解説 13 回の授業をまとめ、解説するとと
もに、授業内試験を実施する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・本授業の準備・復習時間は各 4 時間を標準とする。
・指定教科書であるベーシック労働法（第 8 版）の該当部分を必ず事前に読
むこと。また、裁判資料など授業中に配布したプリントは必ず授業が終わっ
た後、確認していて読むこと。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標
準とする。
【テキスト（教科書）】
指定教科書：浜村・唐津・青野・奥田著『ベーシック労働法（第 8 版）』（有
斐閣、2020 年）。6 法は必ず持参してくること。ただしスマホ・タブレット
等を用いてもかまわないが、定期試験の時は参照できないことに注意。
【参考書】
授業で使う裁判資料等は当日配布し、その後、授業支援システムにアップする。
【成績評価の方法と基準】
成績評価の具体的な方法と基準は、授業形態に依るので、授業開始日に学習
支援システムで提示する。
【学生の意見等からの気づき】
授業改善アンケートの結果を踏まえ、継続的に授業の改善を行う。
【専門領域と研究業績】
＜専門領域＞労働法
＜研究テーマ＞従業員代表制、労働契約法、労働時間法など
＜主要研究業績＞
『ベーシック労働法第 8 版』（有斐閣、2020 年）、「ライフステージと法（第 8
版）（有斐閣、2020 年）、「改正労働者派遣法による派遣労働者の均等・均衡待
遇」季労 268 号（2020 年）、「最高裁判例法理の再検討⑥秋北バス事件－就業
規則の法的性質」労旬 1957 号（2020 年）、「プラットホームエコノミーと就
労者の法的保護」労委労協 762 号（2020 年）、「タクシー乗務員の歩合給か
らの残業手当相当額の控除」ジュリスト令和２年度重要判例解説（2021 年）
【Outline and objectives】
· In this lecture,after learning the basic ideas and principles of the
labor union law, we learn on the right of organization, collective
bargaining and collective action protected by Article 28 of the
Constitution and the legal system and major problems of the labor union
law surrounding those rights. In particular, focusing on the unfair labor
practice system which can be said to be the framework of the labor union
law, we take up the cases of the Supreme Court concerning internal
labor union problems, union activities, collective agreements, dispute
acts, etc. and discuss specific problems.

LAW300AB

労働法特論

沼田　雅之

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この講義では、労働法のうち、非正規労働者に関する法（労働契約法のう
ち有期契約労働者に関する部分、パートタイム労働法など）、労働市場に関す
る法（職業安定法、労働者派遣法など）、高齢者雇用・障害者雇用に関する法
を扱う。
　法律学科の「企業・経営と法（労働法中心）」コースの中心科目である。ま
た「企業・経営と法（商法中心）」「文化・社会と法」を除くすべてのコースで
履修が推奨されている。
【到達目標】
１．授業の概要で示した法領域とそれに関連する判例法理について理解できる。
２．授業の概要で示した法領域とそれに関連する判例法理についての基本的
な問題や少し難易度の高い問題（ワークルール検定・法学検定アドバンスト
〈上級〉コースレベル）に解答できるようになる。
３．授業の概要で示した法領域とそれに関連する判例法理に関する事例問題
（司法試験の問題を平易にしたもの）に文章で解答できる。
４．１～３で獲得した知識をもって、労働関係の発展的な問題に、リーガル
マインドをもって積極的に関与できるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
※履修登録前に、学習支援システムにて最新情報を確認すること※
・本講義は、ハイフレックス授業とする。
※新型コロナウイルス感染症の状況によってはオンライン授業になる場合が
ある。オンライン授業となった場合は、Zoom を使用する。
・講義は、PowerPoint を用いながら講義形式で授業を進める。
・何らかのチャットアプリ（執筆時点では LINE オープンチャットを利用予
定）を用いて、双方向型の講義とする予定である。
・授業に関する質問等についてはチャットアプリにて、試験については学習支
援システム（採点基準や成績分布等の情報提供）を通じてフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 講義内容や評価方法の説明。労働法の

全体像の説明。労働法特論の労働法に
おける位置付けの説明。

第 2 回 女性・年少者の保護 女性・年少者の保護のカタログについ
て学習する。

第 3 回 性差別の禁止（１） 男女同一賃金原則について学ぶ。
第 4 回 性差別の禁止（２） 均等法の制定と発展について学ぶ。
第 5 回 ハラスメント 職場における様々な形態のハラスメン

トについて学ぶ。
第 6 回 育児介護休業法 育児介護休業法上の諸制度について理

解する。
第 7 回 有期雇用労働者・パート

労働者（１）
有期契約労働者に関する保護策につい
て学習する。

第 8 回 有期雇用労働者・パート
労働者（２）

均衡・均等処遇を中心にパート有期法
について学習する。

第 9 回 派遣労働者（１） 労働者派遣の歴史について学ぶ。労働
者派遣の基本的枠組みを理解する。

第 10 回 派遣労働者（２） 派遣元事業主と派遣先事業主が講じる
べき措置等ついて学習する。

第 11 回 高年齢者 高年齢者の雇用の安定に関する措置に
ついて学ぶ。

第 12 回 障害者 障害者権利条約の批准と障害者雇用促
進法の改正点について学習する。

第 13 回 外国人 外国人労働者の就労と適用される労働
法について学習する。

第 14 回 まとめ 本講義のまとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・事前に配布するレジュメ、資料を熟読のうえ受講すること。
・労働関係、労働法に関心を持ち、日頃から新聞、雑誌などの記事を読んでお
くこと。法改正の動向は厚生労働省のホームページなどで随時確認すること。
・関連科目である労働契約法、労働基準法について、履修前に自学しておく
こと。
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・本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・藤本茂・山本圭子・沼田雅之・細川良編著『ファーストステップ労働法』（エ
イデル研究所、2020 年）
・プリント教材
【参考書】
・ジュリスト増刊『労働法の争点』（2014 年、有斐閣）
・別冊ジュリスト『労働判例百選（第 9 版）』（2016 年、有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
試験（70 点）
・期末試験として 1 回実施。論述形式の問題（事例問題）を出題する。
・概ね到達目標に即した解答がなされている否かを、評価基準とする。
Web 小テスト（30 点）
・講義ごとに実施する小テストの点数を 30 点満点に換算して評価します。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、期末試験をレポート試験に
変更する場合があります。
【学生の意見等からの気づき】
シラバス作成時点では学生からの意見はない。
【その他の重要事項】
・「労働法総論・労働契約法」、「労働基準法」を履修していることが望ましい。
・同時に、「社会政策」、「雇用・福祉政策」を履修するとより理解を深めるこ
とができる。
【Outline and objectives】
The objective of this course is to lecture on development subjects of
Japanese Labor Law.
The outline is as follows:
1. A law on non-regular workers;
2. The Law of the Labor Market;
3. A law on Employment of the Elderly;
4. A law on Employment of Persons with Disabilities.

LAW300AB

社会保障法Ⅰ

沼田　雅之

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この講義では、社会保障法のうち社会保障法総論及び福祉関係法を扱う。法
律学科の「企業・経営と法（労働法中心）」コースの中心科目であり、「行政・
公共政策と法」コースの履修推奨科目である。社会保障の総論や社会福祉は、
企業が提供する法定内外の福利厚生に密接に関連する。さらに社会保障は、誰
もがその恩恵を受けうるものであり、「企業・経営と法」コースを主体に科目
選択している学生だけではなく、すべての学生にとって必要な知識である。し
がたって、社会保障制度の理論的根拠としての総論をふまえて、個別の諸制
度の目的、制度内容そしてその課題についての情報を提供する。
　社会保障は、行政サービスの大きな部分を占めていることから、法律学科
の「行政・公共政策と法」コースが想定する職業に就くことを検討している
方も、受講するのがのぞましい。
【到達目標】
１．社会保障法の定義、法体系などの総論的事項、および生活保護法と福祉
法の概要を説明できるようになる。
２．生活保護法と福祉法の法的問題点について、自己の見解を説得的に論じ
ることができるようになる。
３．１～２で獲得した知識をもって、実社会で想定される公的扶助・社会福
祉領域での基本的問題に、リーガルマインドをもって積極的に関与できるよ
うになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
※履修登録前に、学習支援システムにて最新情報を確認すること※
・本講義は、ハイフレックス授業とする。
※新型コロナウイルス感染症の状況によってはオンライン授業になる場合が
ある。オンライン授業となった場合は、Zoom を使用する。
・初回講義時（2021 年 4 月 13 日）は、Zoom にてオンラインで実施する。
・講義は、PowerPoint を用いながら講義形式で授業を進める。
・何らかのチャットアプリ（執筆時点では LINE オープンチャットを利用予
定）を用いて、双方向型の講義とする予定である。
・授業に関する質問等についてはチャットアプリにて、試験については学習支
援システム（採点基準や成績分布等の情報提供）を通じてフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の内容、進め方、学習方法などに

ついて説明を行う。
第 2 回 社会保障法の概論 社会保障法学の射程、限界などに関し

て考察する。
第 3 回 社会保障法の法源等 社会保障法の定義・法体系・発展経緯

を解説する。
第 4 回 生存権 生存権の意義・学説・判例について考

察する。
第 5 回 生活保護法の概要 公的扶助の歴史、生活保護法の原理・

原則、自立の意義について考える。
第 6 回 生活保護法における補足

性の原理
補足性の原理の具体的内容、および関
連判例を検討する。

第 7 回 生活保護法のその他の原
理・原則等

世帯単位の原則ほか、被保護者の権
利・義務について説明し、関連判例に
ついて考察する。

第 8 回 福祉関係法の概要 福祉の意義、福祉法制の発展経緯のほ
か、社会福祉基礎構造改革について説
明する。

第 9 回 福祉関係法（障害者福祉） 障害者関連法の概要について解説する。
第 10 回 福祉関係法（高齢者福祉） 介護保険法など、高齢者福祉に関する

法律について検討する。
第 11 回 福祉関係法（児童福祉） 児童福祉に関する法律について説明す

る。
第 12 回 福祉関係法（家庭福祉） ひとり親世帯等の福祉に関する法律に

ついて説明する。
第 13 回 社会手当法 社会手当の概念、および子ども手当

法、児童扶養手当法、特別児童扶養手
当法の概要を説明する。
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第 14 回 総合研究 社会保障法に関する近年の法的諸問題
を取り上げて、考察する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・事前に配布した「配布プリント」や「参考資料」を事前に一読のこと。
・本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・教科書は指定しない。プリント教材を使用する。
【参考書】
・本沢己代子・新田秀樹編『トピック社会保障法（第 15 版）』（信山社、2021
年 4 月刊行予定）
・菊池馨実『社会保障法【第 2 版】』（有斐閣、2018 年）
このほか、生活保護制度の行政実務の実態を理解するためには、柏木ハルコ作
の『健康で文化的な最低限度の生活』のコミック各巻は、大いに参考となる。
【成績評価の方法と基準】
試験（70 点）
・期末試験として 1 回実施。論述形式の問題（事例問題）を出題する。
・概ね到達目標に即した解答がなされている否かを、評価基準とする。
Web 小テスト（30 点）
・講義ごとに実施する小テストの点数を 30 点満点に換算して評価します。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、期末試験をレポート試験に
変更する場合があります。
【学生の意見等からの気づき】
シラバス作成時点では学生からの意見はない。
【Outline and objectives】
The objective of this course is to lecture on Japanese Social Welfare Law.
The outline is as follows:
1. About Article 25 of the Constitution of Japan;
2. Japanese Public Assistance Act;
3. Welfare law for people with disabilities;
4. Elderly Welfare law;
5. Child Welfare Act.

LAW300AB

社会保障法Ⅱ

沼田　雅之

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この講義では、社会保障法のうち社会保険法を扱う。法律学科の「企業・経
営と法（労働法中心）」コースの中心科目であり、「行政・公共政策と法」コー
スの履修推奨科目である。社会保険は、企業が提供する法定内外の福利厚生
に密接に関連する。さらに社会保障は、誰もがその恩恵を受けうるものであ
り、「企業・経営と法」コースを主体に科目選択している学生だけではなく、
すべての学生にとって必要な知識である。社会保険法に含まれる個別の諸制
度の目的、制度内容そしてその課題についての情報を提供する。
　社会保障は、行政サービスの大きな部分を占めていることから、法律学科
の「行政・公共政策と法」コースが想定する職業に就くことを検討している
方も、受講するのがのぞましい。
【到達目標】
１．社会保障法のうち社会保険法（医療関係法、年金法、労災保険法、雇用保
険法）の概略について説明できるようになる。
２．社会保障法のうち社会保険法（医療関係法、年金法、労災保険法、雇用保
険法）の法的問題点について、自己の見解を説得的に論じることができるよ
うになる。
３．１～２で獲得した知識をもって、実社会で想定される社会保険法上の基
本的問題に、リーガルマインドをもって積極的に関与できるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
※履修登録前に、学習支援システムにて最新情報を確認すること※
・本講義は、ハイフレックス授業とする。
※新型コロナウイルス感染症の状況によってはオンライン授業になる場合が
ある。オンライン授業となった場合は、Zoom を使用する。
・講義は、PowerPoint を用いながら講義形式で授業を進める。
・何らかのチャットアプリ（執筆時点では LINE オープンチャットを利用予
定）を用いて、双方向型の講義とする予定である。
・授業に関する質問等についてはチャットアプリにて、試験については学習支
援システム（採点基準や成績分布等の情報提供）を通じてフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の内容、進め方、学習方法などに

ついて説明を行う。
第 2 回 医療保障（１） 医療関係法の法体系、医療受給権の特

徴などについて説明する。
第 3 回 医療保障（２） 保険診療の仕組みを説明し、関連判例

について考察する。
第 4 回 医療保障（３） 健康保険法の概要を説明し、関連判例

について考察する。
第 5 回 医療保障（４） 国民健康保険法等の概要を説明し、関

連判例について考察する。
第 6 回 年金保険（１） 年金法の法体系、概要、年金受給権の

法構造、スライド制などについて説明
する。

第 7 回 年金保険（２） 老齢年金と障害年金の概要を説明し、
関連判例について考察する。

第 8 回 年金保険（３） 遺族年金の概要を説明し、関連判例に
ついて考察する。

第 9 回 年金保険（４） 年金分割制度等について説明する。
第 10 回 労災保険（１） 労災保険法の概要、同法で使用される

諸概念について説明する。
第 11 回 労災保険（２） 業務災害給付について説明し、関連判

例を考察する。
第 12 回 労災保険（３） 通勤災害給付について説明し、関連判

例を考察する。
第 13 回 雇用保険（１） 求職者給付について説明し、関連判例

を考察する。
第 14 回 雇用保険（２） 就職促進給付、教育訓練給付、雇用継

続給付について説明し、関連判例を考
察する。
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・事前に配布した「配布プリント」や「参考資料」を事前に一読のこと。
・課題プリントに解答すること（覚えるべきことが多いことによる措置）。
・本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
教科書は指定しない。プリント教材を使用する。
【参考書】
・東京都産業労働局「働く人のための労働保険社会保険」（http://www.hataraku.
metro.tokyo.jp/sodan/siryo/index.html）
・本沢己代子・新田秀樹編『トピック社会保障法（第 15 版）』（信山社、2021
年 4 月刊行予定）
・菊池馨実『社会保障法【第 2 版】』（有斐閣、2018 年）
【成績評価の方法と基準】
試験（70 点）
・期末試験として 1 回実施。論述形式の問題（事例問題）を出題する。
・概ね到達目標に即した解答がなされている否かを、評価基準とする。
Web 小テスト（30 点）
・講義ごとに実施する小テストの点数を 30 点満点に換算して評価します。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、期末試験をレポート試験に
変更する場合があります。
【学生の意見等からの気づき】
シラバス作成時点では学生からの意見はない。
【その他の重要事項】
事前に社会保障法Ⅰを履修していることがのぞましい。
【Outline and objectives】
The objective of this course is to lecture on Japanese Social Insurance
Law.
The outline is as follows:
1. Japanese Health Insurance Act;
2. Japanese Pension Insurance Law;
3. Lapanese Unemployment Insurance Law.

LAW300AB

社会政策

沼田　雅之

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　「社会政策」の講義では、講学上の「社会政策」領域のうち、古くから議論
されている労働時間や雇用・失業、賃金などの労働問題に関する政策上の課
題を対象とする。これらの問題について、どのような政策上の手当がなされ、
それがどのような問題に直面し、どのような解決策が考えられているのかに
ついて、統計データなどをもとに解説することになる。
　法律学科の「企業・経営と法（労働法中心）」の中心科目であり、「行政・公
共政策と法コース」の履修推奨科目である。また、「文化・社会と法コース」
の履修することが望ましいとされている科目でもある。このように多様な学
生のニーズに応えられるものとなっている。
【到達目標】
１．労働時間や賃金、雇用の安定など、「社会政策」上の古くから議論されて
いるテーマについて、今の社会でどのような点が問題となっているか正確に
理解できる。
２．労働時間や賃金、雇用の安定など、「社会政策」上の古くから議論されて
いるテーマについて、今後のあるべき国家像をイメージしながら、問題の解
決方法について自分なりの考え方をまとめることができる。
３．労働時間や賃金、雇用の安定など、「社会政策」上の古くから議論されて
いるテーマについて、２．でまとめられた自分なりの考え方を説得的に文章
で説明できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
※履修登録前に、学習支援システムにて最新情報を確認すること※
・本講義は、ハイフレックス授業とする。
※新型コロナウイルス感染症の状況によってはオンライン授業になる場合が
ある。オンライン授業となった場合は、Zoom を使用する。
・初回講義時（2021 年 4 月 13 日）は、Zoom にてオンラインで実施する。
・講義は、PowerPoint を用いながら講義形式で授業を進める。
・何らかのチャットアプリ（執筆時点では LINE オープンチャットを利用予
定）を用いて、双方向型の講義とする予定である。
・授業に関する質問等についてはチャットアプリにて、試験については学習支
援システム（採点基準や成績分布等の情報提供）を通じてフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 講義の進め方、評価方法についての説

明。
第 2 回 社会政策上の課題 社会政策が直面している問題について

説明する。
第 3 回 社会政策の歴史 社会政策発展の歴史について学習する。
第 4 回 長期安定雇用の歴史的検

討
社会政策と密接に関係する日本の特徴
的な雇用慣行について歴史的に考察。

第 5 回 長期安定雇用の現状 社会政策と密接に関係する日本の特徴
的な雇用慣行に関する現状と課題につ
いて。

第 6 回 解雇規制の現状と課題 解雇規制について。とりわけ、解雇の
金銭解決制度の是非を中心に取り上げ
る。

第 7 回 解雇規制以外の失業予防
策

解雇規制以外の失業の予防について、
その現状と課題を説明する。

第 8 回 雇用保険制度の現状と課
題

失業した場合の所得保障政策である雇
用保険制度について、その現状と課題
について学習する。

第 9 回 労働時間規制の根拠と現
状の規制水準

労働時間規制の根拠について確認した
上で、日本の労働時間規制の現状につ
いて学習する。

第 10 回 時間外労働の規制と課題 時間外労働に関する規制の現状と課題
について学習する。とりわけ 36 協定
の問題点を中心に取り上げる。

第 11 回 過労死・過労自死 過労死・過労自死と長時間労働の問題
について。

第 12 回 自律的労働時間制度の是
非

構想されている新たな労働時間制度に
ついて。
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第 13 回 教育訓練と社会政策 労働者の職業能力の向上の必要性につ
いて

第 14 回 労使関係と社会政策 使用者と労働組合の関係に関する歴史
と現状、課題について。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前に配布した「配布プリント」や「参考資料」を事前に一読のこと。
【テキスト（教科書）】
教科書は指定しない。プリント教材を使用する。
【参考書】
久本憲夫『日本の社会政策（改訂版）』（ナカニシヤ出版、2015年）3,200円＋税。
その他必要な場合には講義中に案内する。
【成績評価の方法と基準】
試験（100 点）
・期末試験として 1 回実施する。
・基本的な知識の確認と、問われた問題に対する私見を論理的に解答できてい
るかを、この私見の評価基準とする。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、期末試験をレポート試験に
変更する場合があります。
【学生の意見等からの気づき】
シラバス作成時点では学生からの意見はない。
【その他の重要事項】
・講義内容は、雇用・社会保障分野に政策上の大きな展開があれば、それを取
り上げることがある。
・講義内容は、受講者の問題関心や理解度に応じて、適宜変更する場合がある。
【Outline and objectives】
The objective of this course is to lecture on Social Policy.
The outline is as follows:
1. History of Social Policy;
2. Japanese employment practices and Social Policy;
3. Dismissal regulations;
4. Working hours regulation.

LAW300AB

雇用・福祉政策

沼田　雅之

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　「雇用・福祉政策」の講義では、講学上の「社会政策」領域のうち、比較的
新しい問題である非正規労働や雇用平等といった労働問題や、社会保障に関
する政策上の課題など、雇用や社会保障の交錯領域の問題を対象とする。具
体的には、非正規労働問題、女性労働の問題、少子高齢社会などの問題を切
り口に、労働問題、社会保障問題について説明することになる。
　講義では、これらの問題についてどのような政策上の手当がなされ、それ
がどのような問題に直面し、どのような解決策が考えられているのかについ
て、統計データなどをもとに解説することになる。
　法律学科の「企業・経営と法（労働法中心）」の中心科目であり、「行政・公
共政策と法コース」の履修推奨科目である。また、「文化・社会と法コース」
の履修することが望ましいとされている科目でもある。このように多様な学
生のニーズに応えられるものとなっている。
【到達目標】
１．非正規労働や均等待遇、少子社会問題など、「社会政策」上の比較的新し
いテーマについて、今の社会でどのような点が問題となっているか正確に理
解できる。
２．非正規労働や均等待遇、少子社会問題など、「社会政策」上の比較的新し
いテーマについて、今後のあるべき国家像をイメージしながら、問題の解決
方法について自分なりの考え方をまとめることができる。
３．非正規労働や均等待遇、少子社会問題など、「社会政策」上の比較的新し
いテーマについて、２．でまとめられた自分なりの考え方を説得的に文章で
説明できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
※履修登録前に、学習支援システムにて最新情報を確認すること※
・本講義は、ハイフレックス授業とする。
※新型コロナウイルス感染症の状況によってはオンライン授業になる場合が
ある。オンライン授業となった場合は、Zoom を使用する。
・講義は、PowerPoint を用いながら講義形式で授業を進める。
・何らかのチャットアプリ（執筆時点では LINE オープンチャットを利用予
定）を用いて、双方向型の講義とする予定である。
・授業に関する質問等についてはチャットアプリにて、試験については学習支
援システム（採点基準や成績分布等の情報提供）を通じてフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 講義の進め方、評価方法説明。
第 2 回 非正規労働者をめぐる問

題の現状。
就労形態の多様化（非正規化）に関す
る問題を、総論的に説明。

第 3 回 労働者派遣制度の現状 労働者派遣制度の制度枠組みについて
学習する。

第 4 回 労働者派遣制度の課題 労働者派遣制度が直面する課題につい
て学習する。

第 5 回 均等・均衡処遇問題の現
状

正規労働者と非正規労働者との間の均
等・均衡処遇問題に関する現状につい
て。

第 6 回 均等・均衡処遇問題の課
題

近年の法政策を EU 等の諸外国の施策
との比較で検討する。

第 7 回 女性の社会参加と雇用平
等

性別による雇用差別の是正について学
習する。

第 8 回 女性の貧困問題 女性問題を通じた貧困問題について考
察する。

第 9 回 少子社会の現状 少子社会の問題点について、統計デー
タ等で確認する。

第 10 回 少子社会に対する対策 少子社会問題に対する対応策とその効
果について検証する。

第 11 回 公的保険制度の概要 年金と健康保険制度の概要について。
第 12 回 賃金と社会政策 最低賃金制度について。
第 13 回 社会的排除と社会的包摂

（1）
社会的排除論について。

第 14 回 社会的排除と社会的包摂
（2）

今後の社会政策のあり方を検討する。
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
１．事前に配布した「配布プリント」や「参考資料」を事前に一読のこと。
２．学期中のレポート課題について、与えられたテーマについて授業外で学
習し、考察する。
【テキスト（教科書）】
教科書は指定しない。プリント教材を使用する。
【参考書】
久本憲夫『日本の社会政策（改訂版）』（ナカニシヤ出版、2015年）3,200円＋税。
その他必要な場合には講義中に案内する。
【成績評価の方法と基準】
試験（100 点）
・期末試験として 1 回実施する。
・基本的な知識の確認と、問われた問題に対する私見を論理的に解答できてい
るかを、この私見の評価基準とする。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、期末試験をレポート試験に
変更する場合があります。
【学生の意見等からの気づき】
シラバス作成時点では学生からの意見はない。
【その他の重要事項】
・講義内容は、雇用・社会保障分野に政策上の大きな展開があれば、それを取
り上げることがある。
・講義内容は、受講者の問題関心や理解度に応じて、適宜変更する場合がある。
【Outline and objectives】
The objective of this course is to lecture on Social Policy.
The outline is as follows:
1. Social policy for non-regular workers in Japan;
2. Social policy for a declining birthrate;
3. Wage policy;
4.Social policy for the future.

LAW200AB

教育法Ⅰ

村元　宏行

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　教育法は、「裁判と法コース」「行政・公共政策と法コース」「企業・経営と
法（労働法中心）コース」「国際社会と法コース」および「文化・社会と法コー
ス」に位置付けられています。教育法は、憲法 26 条に規定された「教育人
権」を保障するための法体系のあり方について考究することを目的とする現代
法学の一領域です。よって、行政による積極的施策が求められる一方で、行
政による教育内容統制が教育人権侵害をもたらす危険性も指摘されています。
　伝統的に教育法では、国家による教育内容統制から、いかに国民の教育の
自由を守るのかといった問題が重点的に研究されてきました。近年ではこの
ような伝統的な教育法学説に加え、いじめ、体罰やその他の学校災害対策の
究明なども求められています。
　そのような状況を踏まえて、教育法Ⅰでは教育法の基本原理から、国家に
よる教育統制に関わる問題についてまでを取り上げることとします。
【到達目標】
　教育法制についての基礎的理解を深める。国家の教育統制とその限界、教
育の自由との関係について理解を深める。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
　授業はレジュメに沿って講義形式で行います。ただし一方通行にならない
ためにも、毎回小レポート（リアクションペーパー）を提出してもらい、授業
の初めにいくつかを取り上げ、全体に対してフィードバックを行うなど、授
業に取りいれていきます。
　この授業はＺＯＯＭを用いたリアルタイムでのオンライン授業を原則とし
ます。ＵＲＬ等は授業支援システムで告知するので、毎回の授業前日に確認
してください。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 受講にあたっての諸注意など
第 2 回 教育法の基本原理 教育法の歴史、教育法の法源など
第 3 回 戦前教育の特色 戦前教育法制について
第 4 回 戦後教育改革 憲法・教育基本法制の生成過程につい

て
第 5 回 戦後教育政策の展開 国家の教育統制の歴史的流れについて
第 6 回 新・教育基本法制（旧法） 旧教育基本法について
第 7 回 新・教育基本法制（新法） 新教育基本法について
第 8 回 教育三法改正ほか 教育基本法改正後の主要法律の改正に

ついて
第 9 回 教育権―学習指導要領

（沿革、学説）
学習指導要領の法的拘束力について沿
革、学説を通して考察する。

第 10 回 教育権―学習指導要領
（判例）

学習指導要領の法的拘束力について判
例・裁判例を通して考察する。

第 11 回 教育権―教科書検定（沿
革、学説）

家永教科書訴訟について沿革、学説を
通して考察する。

第 12 回 教育権―教科書検定（判
例）

家永教科書訴訟について判例・裁判例
を通して考察する。

第 13 回 教育権―学力テスト事件
（沿革、学説）

旭川学力テスト事件について沿革、学
説を通して考察する。

第 14 回 教育権―学力テスト事件
（判例）
、まとめと試験

旭川学力テスト事件最高裁判決につい
て考察する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　テキストや関連文献による予習と復習のほか、授業で取り上げる事柄につ
いて新聞や専門誌で最新動向をつかんでおくことが求められます。本授業の
準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
『解説教育六法　 2021 年版』（三省堂）
【参考書】
予習・復習用として推奨するテキスト：姉崎洋一ほか編『ガイドブック教育
法　新訂版』（三省堂、2015 年）
【成績評価の方法と基準】
期末試験（60 ％）
授業内小レポート（リアクションペーパー）（40 ％）
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【学生の意見等からの気づき】
わかりやすい板書と資料の映示を心がけます。
【学生が準備すべき機器他】
ZOOM が視聴できる環境
【その他の重要事項】
　履修にあたっての注意事項は開講時のガイダンスで説明するので、ガイダ
ンスには出席してください。出席できない場合は、友人などに内容を確認で
きるようにしておいてください。
【Outline and objectives】
The purpose of this lecture is to understand the basic principle that
supports the education law and its historical background.

LAW200AB

教育法Ⅱ

村元　宏行

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　教育法は、「裁判と法コース」「企業・経営と法コース（労働法中心）」「行政・
公共政策と法コース」「国際社会と法コース」および「文化・社会と法コース」
に位置付けられています。教育法は、憲法 26 条に規定された「教育人権」を
保障するための法体系のあり方について考究することを目的とする現代法学
の一領域です。よって、行政による積極的施策が求められる一方で、行政に
よる教育内容統制が教育人権侵害をもたらす危険性も指摘されています。
　伝統的に教育法では、国家による教育内容統制から、いかに国民の教育の
自由を守るのかといった問題が重点的に研究されてきました。近年ではこの
ような伝統的な教育法学説に加え、いじめ、体罰やその他の学校災害対策の
究明なども求められています。
　そのような状況を踏まえて、教育法Ⅱでは、子どもの人権保障の動向と、学
校教育における子どもの人権、そして近年の教育政策の動向について取りあ
げることとします。
【到達目標】
　子どもの人権保障の国際的動向や国内の課題について理解を深める。学校
内部での子どもの人権保障について、人権侵害事件を具体的に学んで理解を
深める。
　近年の教育政策の動向と課題について理解を深める。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　授業はレジュメに沿って講義形式で行います。ただし一方通行にならない
ためにも、毎回小レポート（リアクションペーパー）を提出してもらい、授業
の初めにいくつかを取り上げ、全体に対してフィードバックを行うなど、授
業に取りいれていきます。
　この授業はＺＯＯＭを用いたリアルタイムでのオンライン授業を原則とし
ます。ＵＲＬ等は授業支援システムで告知するので、毎回の授業前日に確認
してください。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 子どもの人権保障の国際

的動向
子どもの権利条約に至るまでの国際的
動向について

第 2 回 子どもの権利条約の理念 子どもの権利条約の基本原理について
第 3 回 国内における子どもの権

利保障の動向
子どもの権利条約を踏まえた国内での
子どもの権利保障について

第 4 回 学校における子どもの人
権：校則（沿革、学説）

校則をめぐる法的論点について、沿
革、学説などを通じて考察する

第 5 回 学校における子どもの人
権：校則（判例）

校則をめぐる法的論点について、判
例・裁判例などを通じて考察する

第 6 回 学校における子どもの人
権：体罰（沿革、学説）

体罰をめぐる法的論点について、沿
革、学説などを通じて考察する

第 7 回 学校における子どもの人
権：体罰（判例）

体罰をめぐる法的論点について、判
例・裁判例などを通じて考察する

第 8 回 学校における子どもの人
権：いじめ（沿革、学説）

いじめをめぐる法的論点について、沿
革、学説などを通じて考察する

第 9 回 学校における子どもの人
権：いじめ（判例）

いじめをめぐる法的論点について、判
例・裁判例などを通じて考察する

第 10 回 学校における子どもの人
権：その他学校災害

その他の学校事故、学校災害の救済法
制について

第 11 回 最近の教育政策の動向
（教育政策の形成過程）

教育政策の形成過程と問題点について

第 12 回 最近の教育政策の動向
（最近の教育政策）

最近の教育政策の特色と課題について

第 13 回 教育改革と学校参加
（現状）

子ども・親・住民の学校参加について
の現状

第 14 回 教育改革と学校参加
（今後の課題）、まとめと
試験

子ども・親・住民の学校参加について
の今後の課題

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　テキストや関連文献による予習と復習のほか、授業で取り上げる事柄につ
いて新聞や専門誌で最新動向をつかんでおくことが求められます。本授業の
準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　『解説教育六法　 2021 年版』（三省堂）
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【参考書】
　予習・復習用として推奨するテキスト：姉崎洋一ほか編『ガイドブック教
育法　新訂版』（三省堂、2015 年）
【成績評価の方法と基準】
期末試験（60 ％）
授業内小レポート（リアクションペーパー）（40 ％）
【学生の意見等からの気づき】
わかりやすい板書と資料の映示を心がけます。
【学生が準備すべき機器他】
ZOOM が視聴できる環境
【その他の重要事項】
　その他履修にあたっての注意事項は開講時に説明するので、初回の授業に
は出席してください。出席できない場合は、友人などに内容を確認できるよ
うにしておいてください。
【Outline and objectives】
The purpose of this lecture is to understand the basic principle that
supports the education law and student rights.

LAW200AB

国際法入門

森田　章夫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　国際法は主として国家間関係を規律する法である。この授業では国際法に
ついての入門科目として、国際法の構造、基本概念を学ぶ。
　この科目は、法学部法律学科の全てのコースに配置されている。
　グローバル化の進展が著しい今日においては、日本国内の法律専門家、公務
員、企業に勤める者にも国際法の基本知識が求められる局面が増えており、そ
れに対応するための素地を作ることも目指している。国際法という特定の分
野についての科目であることはもちろんだが、同時に、国際法の特徴（国内法
との相違）を理解することを通じて、そもそも法とは何か、社会の中でどのよ
うな意味を持っているかを考える契機を与えるという基礎的な側面も有する。
【到達目標】
（基本的な目標として）国際法の基本的な構造と、国際法全般に関わる重要な
概念を理解すること。
（発展的な目標として）国際法上の諸制度の歴史的展開と現状を学ぶことを通
じて、日々生起する国際問題を法的視点からどのように捉えるべきかを自ら
考えられるようになること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　下記【授業計画】に示す項目について検討する。
　また、本科目はあくまで入門科目であるため、国際法の総論分野のみに限っ
たとしても、この科目のみをもって完結的な学習を行うことはできない。「国
際法基礎理論」も合わせて履修することを強く推奨する。
　オンラインでの開講を予定している。それにともなう各回の授業計画、学
習に必要な資料等、具体的なオンライン授業の方法その他は、学習支援シス
テムで提示する。
　課題等に対するフィードバックは、オンライン授業中での回答や学習支援
システム掲示板を用いて行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業計画の説明、参考文献紹介、国際

法の基礎的説明
第 2 回 国際法の存在形式 条約、慣習国際法、その他
第 3 回 国際法と国内法の関係 国際法における国内法、国内法におけ

る国際法
第 4 回 国際法主体 国家、国際機構
第 5 回 国家の権限 国家の権限に関わる基本原則、国家管

轄権
第 6 回 国家領域 領域権原、領域紛争
第 7 回 日本の国家領域 日本の領土に関する問題
第 8 回 個人と国際法 国籍、人権
第 9 回 海洋 海洋法
第 10 回 国際公域 南極、国際空域、宇宙
第 11 回 国際法の法的効果 国家責任、対抗力
第 12 回 国際法の国際的実施 紛争解決、国際コントロール
第 13 回 武力の規制 武力行使の規制、国際安全保障、武力

紛争法、軍備管理・軍縮
第 14 回 まとめ 全体の総括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回の予習として、配付資料や教科書の該当範囲を必ず読んでおくことが必
要です。詳細は初回に指示します。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間
を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・『国際条約集 2021』（有斐閣）
・中谷和弘、植木俊哉、河野真理子、森田章夫、山本良『国際法［第 4 版］』
（有斐閣、2021 年）
【参考書】
・小寺彰、森川幸一、西村弓編『国際法判例百選［第 2 版］』（有斐閣、2011 年）
・小寺彰、岩沢雄司、森田章夫編『講義国際法［第 2 版］』（有斐閣、2010 年）
・浅田正彦編『国際法［第 4 版］』（東信堂、2019 年）
その他は開講時に指示します。
【成績評価の方法と基準】
原則として、学期末の筆記試験（100 ％）。
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【学生の意見等からの気づき】
積極的な質疑を歓迎します。
【学生が準備すべき機器他】
資料は学習支援システムを通じて配布する場合がある。
【Outline and objectives】
This course introduces the basics and fundamental concepts of
international law.

LAW200AB

国際法基礎理論

森田　章夫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　国際法は主として国家間関係を規律する法である。この授業では、国際社
会において生じている事象を法的観点から理解するために国家に関する国際
法の基本的な概念と実行を学ぶ。
　法学部法律学科のコース制における位置づけとしては、この科目は「国際
社会と法」コースに最も強く関連するが、「裁判と法」「行政・公共政策と法」
および「企業・経営と法（商法中心）」「企業・経営と法（労働法中心）」の各
コースにも配置されている。
　グローバル化の進展が著しい今日においては、日本国内の法律専門家、公
務員、企業に勤める者にも国際法の基本知識が求められる場合が増えており、
それに対応するための素地を作ることも必要である。国際法という特定の分
野についての科目であることはもちろんだが、同時に、国際法の特徴（国内法
との相違）を理解することを通じて、そもそも法とは何か、社会の中でどのよ
うな意味を持っているかを考える契機を与えるという基礎的な側面も有する。
【到達目標】
　国際法の総論分野を中心とする各事項（具体的には下記【授業計画】参照）
について、国際社会の構造との関係を意識しながら理解し、概念や制度を説
明できるようになること。
　同時に、国際法の歴史的展開と現状を学ぶことを通じて、日々生起する国際
問題を法的視点からどのように捉えるべきか自ら考えられるようになること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　下記【授業計画】に示す項目について、授業計画に従って講義形式で進め
る。「国際法入門」で扱った内容を繰り返し説明することはしないので、合わ
せて履修することを強く推奨する。
　オンラインでの開講を予定している。それにともなう各回の授業計画、学
習に必要な資料等、具体的なオンライン授業の方法その他は、学習支援シス
テムで提示する。
　課題等に対するフィードバックは、オンライン授業中での回答や学習支援
システム掲示板を用いて行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業計画の説明、参考文献紹介に関す

る説明
第 2 回 条約法（１） 条約の定義、締結
第 3 回 条約法（２） 条約の効力、解釈
第 4 回 条約法（３） 条約の留保
第 5 回 条約法（４） 条約の無効、終了
第 6 回 国家責任（１） 国家責任法の機能と歴史的展開
第 7 回 国家責任（２） 国家責任の発生要件
第 8 回 国家責任（３） 違法性阻却事由
第 9 回 国家責任（４） 救済、追及
第 10 回 国家責任（５） 国家責任の現代的問題
第 11 回 国家管轄権（１） 国家管轄権の基本的概念
第 12 回 国家管轄権（２） 国家管轄権の競合と牴触
第 13 回 国家管轄権（３） 国家管轄権の現代的問題
第 14 回 まとめ 全体の総括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回の予習として、教科書の該当範囲を読んでおくことを推奨する。本授業
の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・『国際条約集 2021』（有斐閣）
・中谷和弘ほか『国際法［第 4 版］』（有斐閣、2021 年）
【参考書】
・小寺彰、森川幸一、西村弓編『国際法判例百選［第 2 版］』（有斐閣、2011 年）
・小寺・岩沢・森田編著『講義国際法（第 2 版）』（有斐閣、2010 年）
その他は、開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
学期末の筆記試験による（100 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
積極的な質疑を歓迎します。
【学生が準備すべき機器他】
　資料は学習支援システムを通じて配布する場合がある。

— 106 —



　発行日：2021/4/1

【Outline and objectives】
In this lecture, basic concepts of public international law, such as
"sources of international law", "subjects of international law" and so
on, will be dealt with. Today, globalization of international society is
getting more and more irreversible. As a result, not only lawyers, but
also civil servants and employees at private corporation are required
to have basic understanding of public international law. It would be
appreciated if this lecture could contribute something special to the
understanding of public international law, for those people who are
interested in contemporary issues in international society.

LAW200AB

国際法入門

森田　章夫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　国際法は主として国家間関係を規律する法である。この授業では国際法に
ついての入門科目として、国際法の構造、基本概念を学ぶ。
　この科目は、法学部法律学科の全てのコースに配置されている。
　グローバル化の進展が著しい今日においては、日本国内の法律専門家、公務
員、企業に勤める者にも国際法の基本知識が求められる局面が増えており、そ
れに対応するための素地を作ることも目指している。国際法という特定の分
野についての科目であることはもちろんだが、同時に、国際法の特徴（国内法
との相違）を理解することを通じて、そもそも法とは何か、社会の中でどのよ
うな意味を持っているかを考える契機を与えるという基礎的な側面も有する。
【到達目標】
（基本的な目標として）国際法の基本的な構造と、国際法全般に関わる重要な
概念を理解すること。
（発展的な目標として）国際法上の諸制度の歴史的展開と現状を学ぶことを通
じて、日々生起する国際問題を法的視点からどのように捉えるべきかを自ら
考えられるようになること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　下記【授業計画】に示す項目について検討する。
　また、本科目はあくまで入門科目であるため、国際法の総論分野のみに限っ
たとしても、この科目のみをもって完結的な学習を行うことはできない。「国
際法基礎理論」も合わせて履修することを強く推奨する。
　オンラインでの開講を予定している。それにともなう各回の授業計画、学
習に必要な資料等、具体的なオンライン授業の方法その他は、学習支援シス
テムで提示する。
　課題等に対するフィードバックは、オンライン授業中での回答や学習支援
システム掲示板を用いて行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業計画の説明、参考文献紹介、国際

法の基礎的説明
第 2 回 国際法の存在形式 条約、慣習国際法、その他
第 3 回 国際法と国内法の関係 国際法における国内法、国内法におけ

る国際法
第 4 回 国際法主体 国家、国際機構
第 5 回 国家の権限 国家の権限に関わる基本原則、国家管

轄権
第 6 回 国家領域 領域権原、領域紛争
第 7 回 日本の国家領域 日本の領土に関する問題
第 8 回 個人と国際法 国籍、人権
第 9 回 海洋 海洋法
第 10 回 国際公域 南極、国際空域、宇宙
第 11 回 国際法の法的効果 国家責任、対抗力
第 12 回 国際法の国際的実施 紛争解決、国際コントロール
第 13 回 武力の規制 武力行使の規制、国際安全保障、武力

紛争法、軍備管理・軍縮
第 14 回 まとめ 全体の総括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回の予習として、配付資料や教科書の該当範囲を必ず読んでおくことが必
要です。詳細は初回に指示します。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間
を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・『国際条約集 2021』（有斐閣）
・中谷和弘、植木俊哉、河野真理子、森田章夫、山本良『国際法［第 4 版］』
（有斐閣、2021 年）
【参考書】
・小寺彰、森川幸一、西村弓編『国際法判例百選［第 2 版］』（有斐閣、2011 年）
・小寺彰、岩沢雄司、森田章夫編『講義国際法［第 2 版］』（有斐閣、2010 年）
・浅田正彦編『国際法［第 4 版］』（東信堂、2019 年）
その他は開講時に指示します。
【成績評価の方法と基準】
原則として、学期末の筆記試験（100 ％）。
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【学生の意見等からの気づき】
積極的な質疑を歓迎します。
【学生が準備すべき機器他】
資料は学習支援システムを通じて配布する場合がある。
【Outline and objectives】
This course introduces the basics and fundamental concepts of
international law.

LAW200AB

国際法基礎理論

森田　章夫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　国際法は主として国家間関係を規律する法である。この授業では、国際社
会において生じている事象を法的観点から理解するために国家に関する国際
法の基本的な概念と実行を学ぶ。
　法学部法律学科のコース制における位置づけとしては、この科目は「国際
社会と法」コースに最も強く関連するが、「裁判と法」「行政・公共政策と法」
および「企業・経営と法（商法中心）」「企業・経営と法（労働法中心）」の各
コースにも配置されている。
　グローバル化の進展が著しい今日においては、日本国内の法律専門家、公
務員、企業に勤める者にも国際法の基本知識が求められる場合が増えており、
それに対応するための素地を作ることも必要である。国際法という特定の分
野についての科目であることはもちろんだが、同時に、国際法の特徴（国内法
との相違）を理解することを通じて、そもそも法とは何か、社会の中でどのよ
うな意味を持っているかを考える契機を与えるという基礎的な側面も有する。
【到達目標】
　国際法の総論分野を中心とする各事項（具体的には下記【授業計画】参照）
について、国際社会の構造との関係を意識しながら理解し、概念や制度を説
明できるようになること。
　同時に、国際法の歴史的展開と現状を学ぶことを通じて、日々生起する国際
問題を法的視点からどのように捉えるべきか自ら考えられるようになること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　下記【授業計画】に示す項目について、授業計画に従って講義形式で進め
る。「国際法入門」で扱った内容を繰り返し説明することはしないので、合わ
せて履修することを強く推奨する。
　オンラインでの開講を予定している。それにともなう各回の授業計画、学
習に必要な資料等、具体的なオンライン授業の方法その他は、学習支援シス
テムで提示する。
　課題等に対するフィードバックは、オンライン授業中での回答や学習支援
システム掲示板を用いて行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業計画の説明、参考文献紹介に関す

る説明
第 2 回 条約法（１） 条約の定義、締結
第 3 回 条約法（２） 条約の効力、解釈
第 4 回 条約法（３） 条約の留保
第 5 回 条約法（４） 条約の無効、終了
第 6 回 国家責任（１） 国家責任法の機能と歴史的展開
第 7 回 国家責任（２） 国家責任の発生要件
第 8 回 国家責任（３） 違法性阻却事由
第 9 回 国家責任（４） 救済、追及
第 10 回 国家責任（５） 国家責任の現代的問題
第 11 回 国家管轄権（１） 国家管轄権の基本的概念
第 12 回 国家管轄権（２） 国家管轄権の競合と牴触
第 13 回 国家管轄権（３） 国家管轄権の現代的問題
第 14 回 まとめ 全体の総括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回の予習として、教科書の該当範囲を読んでおくことを推奨する。本授業
の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・『国際条約集 2021』（有斐閣）
・中谷和弘ほか『国際法［第 4 版］』（有斐閣、2021 年）
【参考書】
・小寺彰、森川幸一、西村弓編『国際法判例百選［第 2 版］』（有斐閣、2011 年）
・小寺・岩沢・森田編著『講義国際法（第 2 版）』（有斐閣、2010 年）
その他は、開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
学期末の筆記試験による（100 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
積極的な質疑を歓迎します。
【学生が準備すべき機器他】
　資料は学習支援システムを通じて配布する場合がある。
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【Outline and objectives】
In this lecture, basic concepts of public international law, such as
"sources of international law", "subjects of international law" and so
on, will be dealt with. Today, globalization of international society is
getting more and more irreversible. As a result, not only lawyers, but
also civil servants and employees at private corporation are required
to have basic understanding of public international law. It would be
appreciated if this lecture could contribute something special to the
understanding of public international law, for those people who are
interested in contemporary issues in international society.

LAW300AB

国際空間法

田中　佐代子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
国家領域以外の空間に関する国際法について学ぶ。法学部法律学科のコース
制における位置づけとしては「国際社会と法コース」に最も強く関係する。同
時に、この科目は「裁判と法」「行政・公共政策と法」および「企業・経営と
法（商法中心）」「企業・経営と法（労働法中心）」の各コースにも属している。
グローバル化の進展が著しい今日においては、日本国内の法律専門家、公務
員、企業に勤める者にも国際法の基本知識が求められる局面が増えており、そ
れに対応するための素地を作ることも目指している。国際法という特定の分
野について深める科目であることはもちろんだが、同時に、国際法の特徴（国
内法との相違）を理解することを通じて、そもそも法とは何か、社会の中で
どのような意味を持っているかを考える契機を与えるという基礎的な側面も
有する。
【到達目標】
国家領域以外の空間に関わる国際法の規律を理解する。また、本分野におけ
る国際法上の諸制度の歴史的展開と現状を学ぶことを通じて、日々生起する
国際問題を法的視点からどのように捉えるべきかを自ら考えられるようにな
ることも目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
学習支援システム上での教材配付と、Zoom を用いたリアルタイムオンライン
授業を組み合わせる。（基本的には、全般的な解説は配布教材によって行い、
Zoom 授業では重要トピックについての理解を深めることを目指す。）
Zoom 授業では、教員からの講義だけでなく、受講生とのやりとりをまじえな
がら、進める。受講生はビデオはオフでも構わないが、マイクはオンにして
発言できる環境で受講する必要がある。
学生に対するフィードバックは、授業中のコメント等により行う。授業時間
中以外の質問については、学習支援システム上で対応する。
授業方法等についてより具体的な指示は、学習支援システム上で行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 本分野を学ぶ意義、参考文献紹介
第 2 回 海洋法（１） 海洋法の歴史的展開
第 3 回 海洋法（２） 海域の具体的制度（内水、領海、接続

水域）
第 4 回 海洋法（３） 海域の具体的制度（排他的経済水域、

大陸棚）
第 5 回 海洋法（４） 海域の具体的制度（排他的経済水域及

び大陸棚の境界画定）
第 6 回 海洋法（５） 海域の具体的制度（公海）
第 7 回 海洋法（６） 海域の具体的制度（公海（続き）、深海

底）
第 8 回 海洋法（７） 海洋環境の保護
第 9 回 海洋法（８） 海洋科学調査
第 10 回 海洋法（９） 紛争解決
第 11 回 空域 領空、国際空域、航空犯罪等
第 12 回 宇宙（１） 宇宙空間の法的地位
第 13 回 宇宙（２） 宇宙活動に対する責任と管轄権
第 14 回 国際化地域 南極その他
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
学習支援システム上の教材を予習すること。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする（ただし、これはあく
まで一般的な標準の時間を示したものにすぎず、各回の内容等により大きく
異なることがある）。
【テキスト（教科書）】
『国際条約集』（有斐閣）。（ここ数年のものであれば、最新年度版でなくても
構わない。）
玉田大・水島朋則・山田卓平『国際法』（有斐閣）。
柳原正治・森川幸一・兼原敦子編『プラクティス国際法講義〔第 3 版〕』（信
山社）。
浅田正彦編著『国際法〔第 4 版〕』（東信堂）。
テキストの使用方法については初回授業で説明するので、その確認後に購入
することを推奨する。
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【参考書】
開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
期末試験（60 ％）。平常点（リアクションペーパーおよび授業内の議論への
参加）（40 ％）。
詳細な成績評価方法・基準は、学習支援システム上で提示する。（なお、教室
での試験実施の可否など感染状況等により左右される部分もあるので、成績
評価方法には変更がありうる。その場合も、授業内で詳しく説明するととも
に、学習支援システム上で掲示する。）
【学生の意見等からの気づき】
大学では、どのような形態の授業であれ、与えられるのを待つのではなく、自
ら学ぶ姿勢が重要であることを、学生に改めて理解してもらえるようにした
い。その上で、受講生からの質問等には、引き続き丁寧に対応していきたい。
【Outline and objectives】
This course provides students with a basic understanding of interna-
tional law regulating areas and spaces other than territories attributed
to States, such as the sea, air and outer space, and the Antarctic.

LAW300AB

国際安全保障法

田中　佐代子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
国際社会における暴力の規制は、国際法にとって一貫して（しかし問題の諸相
を変化させつつ）重要な課題であり続けている。この授業では、紛争の平和的
解決および武力の規制に関わる国際法について学ぶ。法学部法律学科のコー
ス制における位置づけとしては「国際社会と法コース」に最も強く関係する。
同時に、この科目は「裁判と法」「行政・公共政策と法」および「企業・経営と
法（商法中心）」「企業・経営と法（労働法中心）」の各コースにも属している。
グローバル化の進展が著しい今日においては、日本国内の法律専門家、公務
員、企業に勤める者にも国際法の基本知識が求められる局面が増えており、そ
れに対応するための素地を作ることも目指している。国際法という特定の分
野について深める科目であることはもちろんだが、同時に、国際法の特徴（国
内法との相違）を理解することを通じて、そもそも法とは何か、社会の中で
どのような意味を持っているかを考える契機を与えるという基礎的な側面も
有する。
【到達目標】
紛争の平和的解決、国際社会の平和と安全の維持に関わる国際法について理
解することが目標となる。同時に、本分野における国際法の歴史的展開と今
日の実態を学ぶことを通じて、日々生起する国際問題を法的視点からどのよ
うに捉えるべきかを自ら考えられるようになることも目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
学習支援システム上での教材配付と、Zoom を用いたリアルタイムオンライン
授業を組み合わせる。（基本的には、全般的な解説は配布教材によって行い、
Zoom 授業では重要トピックについての理解を深めることを目指す。）
Zoom 授業では、教員からの講義だけでなく、受講生とのやりとりをまじえな
がら、進める。受講生はビデオはオフでも構わないが、マイクはオンにして
発言できる環境で受講する必要がある。
学生に対するフィードバックは、授業中のコメント等により行う。授業時間
中以外の質問については、学習支援システム上で対応する。
授業方法等についてより具体的な指示は、学習支援システム上で行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 本分野を学ぶ意義、参考文献紹介
第 2 回 紛争の平和的解決（１） 総論的検討
第 3 回 紛争の平和的解決（２） 非裁判的手続
第 4 回 紛争の平和的解決（３） 裁判的手続
第 5 回 武力行使禁止（１） 武力行使の制限・禁止の歴史的展開
第 6 回 武力行使禁止（２） 武力不行使原則の射程
第 7 回 集団安全保障 国連の集団安全保障体制等
第 8 回 国連平和維持活動

（PKO）
PKO の意義と問題点、歴史的変遷

第 9 回 自衛権（１） 個別的自衛権
第 10 回 自衛権（２） 集団的自衛権
第 11 回 自衛権以外の武力行使正

当化の主張
在外自国民保護、人道的干渉

第 12 回 武力紛争法 交戦法規
第 13 回 武力紛争非当事国の法的

地位
「中立」の問題

第 14 回 軍備管理、軍縮 軍備管理、軍縮
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
学習支援システム上の教材を予習すること。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする（ただし、これはあく
まで一般的な標準の時間を示したものにすぎず、各回の内容等により大きく
異なることがある）。
【テキスト（教科書）】
『国際条約集』（有斐閣）。（ここ数年のものであれば、最新年度版でなくても
構わない。）
玉田大・水島朋則・山田卓平『国際法』（有斐閣）。
柳原正治・森川幸一・兼原敦子編『プラクティス国際法講義〔第 3 版〕』（信
山社）。
浅田正彦編著『国際法〔第 4 版〕』（東信堂）。

— 110 —



　発行日：2021/4/1

テキストの使用方法については初回授業で説明するので、その確認後に購入
することを推奨する。
【参考書】
開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
期末試験（60 ％）。平常点（リアクションペーパーおよび授業内の議論への
参加）（40 ％）。
詳細な成績評価方法・基準は、学習支援システム上で提示する。（なお、教室
での試験実施の可否など感染状況等により左右される部分もあるので、成績
評価方法には変更がありうる。その場合も、授業内で詳しく説明するととも
に、学習支援システム上で掲示する。）
【学生の意見等からの気づき】
大学では、どのような形態の授業であれ、与えられるのを待つのではなく、自
ら学ぶ姿勢が重要であることを、学生に改めて理解してもらえるようにした
い。その上で、受講生からの質問等には、引き続き丁寧に対応していきたい。
【Outline and objectives】
This course explores the international law relating to the settlement of
disputes, armed conflicts, and the threat and use of force.

LAW300AB

国際私法Ⅰ

種村　佑介

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　国際私法は、海外での交通事故や国際的な動産の売買、技術移転、生産物
責任などの財産的なもののみならず、国際結婚、国際養子縁組、国際相続と
いった家族的なものも含めた渉外的私法生活関係をめぐる紛争にどの国の法
を適用し、また、どのように解決すべきかを定める法律である。　
　この講義では、まず、外国法の適用制度を中心とした国際私法の基礎的な
考え方や特徴的な方法論について、歴史的、比較法的な視点も踏まえながら
概観していく。また、国際民事訴訟法の基本的な考え方についても概説する。
　なおこの科目は、「裁判と法」「行政・公共政策と法」「企業・経営と法（商
法中心）／（労働法中心）」「国際社会と法」の各コースに含まれる。
【到達目標】
　内外（実質）法の内容的相違を前提に、国際私法の基本的な構造やこの法
律に特有の考え方や法技術について理解するとともに、それらが個々の規定
や具体的な事例の解釈にどう反映されているかを把握し、論理的に説明でき
るようになることを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　本授業は、オンライン（オンデマンド）による講義形式で行う。
　具体的な履修の方法や注意点については、初回授業時までに「学習支援シ
ステム」を通じて提示する。
　授業内容に関して寄せられた質問への回答、および、毎回に行う小テスト
に対するフィード・バックは、「学習支援システム」を通じて行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 国際私法序論１ 国際私法の意義および性質
第 2 回 国際私法序論２ 国際私法理論の歴史１（法規分類学

説、近代国際私法学説）
第 3 回 国際私法序論３ 国際私法理論の歴史２（現代の国際私

法学説）
第 4 回 国際私法総論１ 準拠法選択規則の基本構造
第 5 回 国際私法総論２ 法律関係の性質決定
第 6 回 国際私法総論３ 連結点１（国籍）
第 7 回 国際私法総論４ 連結点２（常居所）
第 8 回 国際私法総論５ 反致
第 9 回 国際私法総論６ 不統一法国法の指定
第 10 回 国際私法総論７ 裁判所における外国法の適用
第 11 回 国際私法総論８ 先決問題
第 12 回 国際私法総論９ 適応問題
第 13 回 国際私法総論 10 国際私法上の公序、法律回避
第 14 回 国際民事訴訟法 国際裁判管轄、外国判決の承認・執行
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　事前に「学習支援システム」を通じて配信するレジュメ、およびそのレジュ
メに記載された教科書の該当頁を一読のうえで講義に臨むこと。
　本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　木棚照一編著『国際私法（プライマリ法学双書）』（成文堂、2016 年）
　
【参考書】
　櫻田嘉章＝道垣内正人編『国際私法判例百選』（第 2 版、有斐閣、2012 年）
　※その他の参考書は、開講時および講義中に適宜指示する。
【成績評価の方法と基準】
　期末に行うレポート（65 ％）、および、毎回行う小テスト（35 ％）によっ
て評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　履修者の数にもよるが、可能なかぎり対話（質疑応答）をしながら授業を
進めていきたい。
　授業内容に関する重要な質問への回答は、「学習支援システム」を通じて履
修者全員に公開する。
【学生が準備すべき機器他】
　教科書の内容を補足するレジュメを、事前に「学習支援システム」を通じ
て配信する（各回の概ね一週間前）。
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【その他の重要事項】
　「国際私法Ⅱ」は関連科目である。
　またこの科目は、国際民事訴訟法も扱うため、履修希望者は「民事訴訟法
Ⅰ」「国際民事訴訟法」を履修済みであるか、併せて履修することが望ましい。
【Outline and objectives】
　　 Private international law (conflict of laws) is the most basic
legal field governing cross-border disputes between private persons.
Nevertheless, the number of students learning private international law
is not so many because its concepts or techniques are very unique.
　　 In this class, lecturer teaches you general discussion of this subject.
The objective of this class is that participants will be able to interpret
the subject correctly and solve logically a complex problem caused by
cross-border transactions.

LAW300AB

国際私法Ⅱ

種村　佑介

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　国際私法は、海外での交通事故や国際的な動産の売買、技術移転、生産物
責任などの財産的なもののみならず、国際結婚、国際養子縁組、国際相続と
いった家族的なものも含めた渉外的私法生活関係をめぐる紛争にどの国の法
を適用し、また、どのように解決すべきかを定める法律である。　
　この講義では、「国際私法 I」で得た知識を前提として、国際家族法の各論
分野において連結政策や方法にどのような違いがあるかをみていく。ここで
は、とりわけ「法の適用に関する通則法」の関連規定の解釈・適用に重点を置
き、具体的な判例や設例を交えつつ説明していく。
　なおこの科目は、「裁判と法」「行政・公共政策と法」「企業・経営と法（商
法中心）／（労働法中心）」「国際社会と法」の各コースに含まれる。
【到達目標】
　内外（実質）法の内容的相違を前提に、国際私法の基本的な構造やこの法
律に特有の考え方や法技術について理解するとともに、それらが個々の規定
や具体的な事例の解釈にどう反映されているかを把握し、論理的に説明でき
るようになることを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　本授業は、オンライン（オンデマンド）による講義形式で行う。具体的な
履修の方法や注意点については、初回授業時までに「学習支援システム」を
通じて提示する。
　授業内容に関して寄せられた質問への回答、および、毎回行う小テストに
対するフィード・バックは、「学習支援システム」を通じて行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 総説 国際私法総論の復習と国際家族法総説
第 2 回 国際家族法１ 国籍、渉外家族関係と戸籍
第 3 回 国際家族法２ 婚姻１（婚姻の成立、婚姻の身分的効

力）
第 4 回 国際家族法３ 婚姻２（夫婦財産制）
第 5 回 国際家族法４ 離婚
第 6 回 国際家族法５ 別居
第 7 回 国際家族法６ 親子１（実親子関係）
第 8 回 国際家族法７ 親子２（養親子関係）
第 9 回 国際家族法８ 親子３（親子間の法律関係）
第 10 回 国際家族法９ 親族関係、身分行為と方式、後見等
第 11 回 国際家族法 10 扶養
第 12 回 国際家族法 11 相続
第 13 回 国際家族法 12 遺言
第 14 回 国際家族法 13 家事事件の国際裁判管轄
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　事前に「授業支援システム」を通じて配信するレジュメ、およびそのレジュ
メに記載された教科書の該当頁を一読のうえで講義に臨むこと。
　本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　木棚照一編著『国際私法（プライマリ法学双書）』（成文堂、2016 年）
【参考書】
　櫻田嘉章＝道垣内正人編『国際私法判例百選』（第 2 版、有斐閣、2012 年）
　※その他の参考書は、開講時および講義中に適宜指示する。
【成績評価の方法と基準】
　期末に行うレポート課題（65 ％）、および、毎回行う小テスト（35 ％）に
よって評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　履修者の数にもよるが、可能なかぎり対話（質疑応答）をしながら授業を
進めていきたい。
　授業内容に関する重要な質問への回答は、「学習支援システム」を通じて履
修者全員に公開する。
【学生が準備すべき機器他】
　教科書の内容を補足するレジュメを、事前に「授業支援システム」を通じ
て配信する（各回の概ね一週間前）。
【その他の重要事項】
　この科目は、「国際私法Ⅰ」の知識を前提とする。
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　またこの科目は、国際家族法を扱うため、履修希望者は「親族法」「相続法」
を履修済みであるか、併せて履修することが望ましい。
【Outline and objectives】
　　 Private international law (conflict of laws) is the most basic
legal field governing cross-border disputes between private persons.
Nevertheless, the number of students learning private international law
is not so many because its concepts or techniques are very unique.
　　 In this class, we will go into detailed explanations of this subject
such as marriages, family relationships, adoptions, and successions. The
objective of this class is that participants will be able to interpret the
subject correctly and solve logically a complex problem caused by cross-
border transactions.

LAW300AB

国際人権法

北村　泰三、建石　真公子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
国際人権規約、ヨーロッパ人権条約、子どもの権利条約等の人権条約によっ
て人権を保護する国際人権法について、国際人権法の誕生の歴史や各人権条
約の仕組みや国内適用にあたっての憲法上の課題について学ぶ。
実際に国際人権法がどのような人権保障を行っているか、国際的および国内
的な解釈や判例を通じて現状を理解する。
【到達目標】
①国家を越えて、人権を国際社会において保障することの意義及びそのため
の仕組みを理解する。
②国際人権法の国内実施制度について理解する。多様な人権の内容について
理解する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
国際人権法の概要を学んだ後に、国内適用の現状を国内法や判例を通じて学ぶ。
春学期、秋学期共に、Zoom を利用したオンライン授業を基本とし、適宜、対
面授業を行う。
教材は、レジュメ配布、またＰＰＴを使用する。
Zoom の URL およびレジュメについては，前日に配付・通知する。
質問は、授業の際に、または Hoppi の掲示板に書いてください。なるべく 1
週間以内にお返事します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 国際人権法の意義 イントロダクション、国際人権法の発

展と形成の歴史的過程をたどる
2 国際人権法の目的、内容

と対象
弱者等の人権を保護するための法とし
て国際人権法を捉える

3 国連と人権 国連の人権活動について検討する。
4 人権条約の履行監視制度 人権条約上の国際的な履行監視制度の

概要を理解することをめざす。
5 地域的人権条約の実施 ヨーロッパ人権条約を例として，人権

の地域的な実施制度について学ぶ。
6 国内裁判所における人権

条約の適用・条約の国内
実施

人権条約を解釈・適用するための前提
的問題を検討

7 外国人の人権（１） 外国人の人権のうち，特別永住者の人
権問題を扱う。国内判例を主に検討す
る。

8 外国人の人権（２） 外国人の人権保護とヘイトスピーチ規
制について、国際判例及び日本の現状
について学ぶ

9 ジェンダーと差別（１） 女性差別撤廃条約－労働分野における
平等

10 ジェンダーと差別（２） 女性差別撤廃条約－家族分野における
個人の尊重

11 個人の尊重と子ども 子どもの権利条約の内容及び国内適用
の問題を考える

12 親の権利と子どもの権利
の交錯

ハーグ子奪取条約について、内容及び
国内適用の課題を学ぶ

13 個人の尊重と社会的少数
者

LGBT の権利は、国際人権法ではどの
ように保護されているか。国連及び
ヨーロッパ人権裁判所の判例から学ぶ

14 国際人権保障と「平和の
うちに生存する権利と国
際刑事裁判所

国連における人権としての平平和の概
念と制度、および個人の戦争犯罪を処
罰する国際刑事裁判所の内容と現状を
学ぶ

15 前期授業の総復習
イントロダクション
なぜ国内の人権保護に国
際人権法が必要か

前期で扱った内容の総復習。
秋学期の内容の紹介

16 憲法と国際法- 国内おけ
る国際人権法の法規範の
性質とは

後期の授業で学ぶことを理解する
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17 国内裁判所における人権
条約の適用- 履行監視制
度との関係で

人権条約上の国際的な履行監視制度の
概要を理解することをめざす。

18 女性差別撤廃条約と日本
における女性の人権保護
（１）
なぜ、女性の人権が問題
となるのか- 公的生活と
労働

日本における女性の人権の現状につい
て理解し、女性差別撤廃条約の観点か
ら保護について考える

19 女性差別撤廃条約と日本
における女性の人権保護
（２）
- 家族および私生活

歴史的に女性は公的な生活- 政治や労
働- に参画する権利が制約され、私的
な空間のみで生きてきたが、家族や婚
姻においても，家制度の下で女性の権
利は非常に制約されてきた。現在でも
その影響は残っているが、人権条約に
よってどのような改善が可能かを学ぶ。

20 子どもの権利条約と日本
の子どもの権利（１）

子どもの権利条約の内容及び国内適用
の問題を考える。貧困、施設収容、学
校などに関して，子どもの権利をどの
ように保護しうるかを考える。

21 子どもの権利と親の権利
の交錯

子奪取条約（ハーグ条約）について学
び、子どもの最善の利益について考え
る。

22 私生活の尊重と国際人権
法

ヨーロッパ人権条約では「私生活及び
家族生活の尊重」が規定されている。
日本の法制度では馴染みのないこれら
の権利について学び、憲法 13 条及び
24 条の解釈との関連を考える。

23 生殖医療と国際人権法 日本では生殖医療のあり方を定める法
が存在しない。そのため、日本では認
められていないか明確ではない生補医
療- 代理懐胎や受精卵の提供など- に
関しては、外国で実施する人々もい
る。しかし、生殖医療は，人の生命や
胚の価値に関わる重要なものであるこ
とから、国際的な基準の可能性につい
て考える。

24 LGBT と国際人権法 LGBT の権利保護は、国によって大き
く異なる。婚姻までほぼ全面的に認め
ている EU 諸国から、同性愛関係を死
刑とするイスラム諸国まで、その保護
の状況は多様である。国際人権法にお
ける LGBT の権利保護を学び、日本
における権利保護の可能性を考える。

25 人種差別撤廃条約とヘイ
トスピーチ：京都地裁と
大阪高裁の判決を例に考
える

人種差別撤廃条約が加盟国においてど
の湯に適用されているか。また現在の
国際社会における人種差別の撤廃の直
面する課題について学ぶ禁止委員会
は，我が国に対してどのような勧告を
行っているかを理解し，その実現に向
けた問題と課題を検討する。

26 障がい者の権利 障がい者権利条約の意義を考える。日
本における同条約の適用の現状を踏ま
え、障がい者の権利保護の改善に衝い
て考える。

27 Covid-19 と国際人権法 Covid-19 は，国際的な広がりを持つ
感染症（パンデミック）のため、その
対処については WHO などの国際的な
統制が必要となる。日本の対応を踏ま
えつつ、国際的な感染症対策の観点か
らどの様な人権保護が必要かを考える。

28 安全保障をめぐる国際人
権法と憲法

安全保障は、一国の主権の権限である
が、しかし、第二次世界大戦後には、
平和への権利を初め、人権保護の観点
から各国の武力行使は原則として禁止
されている。国際的な安全保障制度と、
日本の憲法 9 条との関係を考える。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前に配布レジュメを読んで疑問点を明らかにしておく。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
毎回レジュメを配付します。
【参考書】
戸波ほか編著『ヨーロッパ人権裁判所の判例 I ｣信山社、2008 年、「ヨーロッ
パ人権裁判所の判例 II」信山社、2019 年。
山下泰子ほか編『コンメンタール　女性差別撤廃条約』尚学社、2010 年。
国際法、憲法のテキスト。
【成績評価の方法と基準】
期末にレポート（前期と後期）（100 ％）
【学生の意見等からの気づき】
映画や DVD による授業の希望があったので試みたい。
【学生が準備すべき機器他】
パソコン

【Outline and objectives】
Learn about international human rights law that protects human rights
through human rights treaties such as the International Covenant on
Human Rights, the European Convention on Human Rights, and the
Convention on the Rights of the Child. .
Understand the current state of international human rights law
through human and international interpretations and precedents
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LAW300AB

国際刑事法

安藤　貴世

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本授業では、国際法の一分野である国際刑事法の基本構造を理解し、
国際刑事法に関する基礎的な知識を習得することを目的とする。特
に、主として国家間関係を規律する法である国際法体系において、個
人がいかなる法的地位を有し得るかという点について、国際犯罪の
処罰という観点から理解することを目指す。この科目は「国際社会
と法コース」に属している。

【到達目標】
（１）ニュルンベルク裁判から国際刑事裁判所（ICC）にいたる国際
社会における個人の処罰の歴史を理解する。
（２）国際犯罪の基本的な類型について学び、その処罰の枠組みにつ
いて理解する。
①コア・クライムと称される国際社会における最も重大な犯罪（ジェ
ノサイド、戦争犯罪、人道に対する犯罪、侵略犯罪）について概要
を確認したうえで、国際的な刑事裁判所（ICTY, ICTR, ICC）の基
本構造および活動について学ぶ。またシエラレオネやカンボジアな
どに設置された国際混合法廷についても概要を理解する。
②国際テロリズム、海賊行為、その他の国際犯罪（例として薬物犯
罪、金融犯罪）などの概要を確認し、これらの処罰の法的構造につ
いても理解する。
（３）上記（１）、（２）をもとに、国際刑事法に関わる国際社会の今
日的問題について考察し、自らの言葉で説明することができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。

【授業の進め方と方法】
授業は講義形式とし、オンライン方式にて実施する（Google
Classroom を使用したオンデマンド方式にて実施予定）。
授業の具体的な進め方などに関する詳細は、初回の授業開始前に学
習支援システム上で連絡・説明する。
課題等に対しては、以下の方法でフィードバックを行う。
・リアクションペーパー：授業の初めに前回の授業で提出されたリ
アクションペーパーからいくつか取り上げ、全体に対してフォード
バックを行う。
・小テスト：授業の初めに前回の授業で課された小テストに関する
解説を行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業計画の概要説明、参考文献紹

介、成績評価に関する説明
第 2 回 国際刑事法とは 国際刑事法の発展・特色
第 3 回 国際社会における個人

の処罰の歴史
戦間期の動き、ニュルンベルク裁
判から国際刑事裁判所（ICC）設
立まで

第 4 回 国際犯罪の種類　 国際犯罪の 3 類型
第 5 回 国際裁判所における個

人の処罰（1）
旧ユーゴ国際刑事裁判所
（ICTY)、ルワンダ国際刑事裁判
所（ICTR)

第 6 回 国際裁判所における個
人の処罰（2）

国際刑事裁判所（ICC）：設立経
緯、対象犯罪、管轄権行使の要件
など

第 7 回 国際裁判所における個
人の処罰（3）

国際刑事裁判所（ICC（続き））
：裁判例、ICC の課題など

第 8 回 その他の訴追方法 国際混合法廷（カンボジア、シエ
ラレオネなど）

第 9 回 国際刑事司法協力 犯罪人引渡制度の概要、意義
第 10回 国際テロリズム（1） テロリズムの定義、テロリズム防

止関連諸条約の概要
第 11回 国際テロリズム（2） テロリズムの処罰方式の特徴、現

代のテロリズムへの対処枠組み
第 12回 海賊行為 海賊行為の定義、処罰方式、海賊

問題の現状
第 13回 その他の国際犯罪 薬物犯罪、金融犯罪など
第 14回 試験、まとめと解説 全体の総括としての試験およびそ

の解説
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習：授業に関連する資料を事前に配布する場合があるので、それ
を十分に読んだうえで授業に臨む。
復習：各回の授業後に、講義内容についてノートを見つつ十分に復
習する。
本授業の準備学習・復習時間は、1 回につき、各 2 時間を標準とし
ます。

【テキスト（教科書）】
条約集を準備すること。岩沢雄司編『国際条約集 2021年版』（有斐
閣、2021年）を推奨するが、これ以外のものでも可。出版年度は最
近のものであれば、2021 年版でなくとも構わない。

【参考書】
開講時に紹介する。

【成績評価の方法と基準】
筆記試験（１回）（80 ％）。
授業内容に関する課題（小テスト（短答式クイズ）、リアクション
ペーパーなど、3～5 回）（20 ％）
詳細は初回の授業において説明する。
筆記試験は、授業の実施方法によってはレポートに変更になる可能
性がある。

【学生の意見等からの気づき】
講義内容に関連する参考資料などを配布するが、受講者はノートを
取り、講義内容についてその都度復習することが重要である。

【Outline and objectives】
The objective of this class is to understand the basic structure
of International Criminal Law. The lecture especially focuses
on the legal structure of punishment of individuals who are
responsible for international crimes, such as genocide, war
crimes, crime against humanity, international terrorism and
piracy. Through this class, students will learn and understand
the legal status of individuals in International Law which is
the set of rules among nations.
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LAW300AB

国際経済法

猪瀬　貴道

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　国際経済活動のうち貿易および投資を規律する法制度（国際（公）法的分
野）を中心に取り上げて基本原則について学び、どのような特色があり、ど
のように機能しているか理解する。国際経済活動における法的課題について
解決を考える。この科目は「企業・経営と法（商法中心）コース」と「国際社
会と法コース」に属している。
【到達目標】
　貿易および投資を中心とする国際経済活動に関する法的規律の基本構造（基
本的考え方（原理）、原則と例外）について基礎的な知識を修得する。
　国際経済活動から生じる問題や紛争の処理の実際について、先例から基本
的な判断枠組を理解して適切に説明ができる。具体的な例として「WTO の基
本原則と例外の関係」「WTO における貿易救済措置」「投資条約に基づく投資
家＝国家間紛争処理」「国際経済法と国家の規制権限」などについて関連条約
の条文や事例などに基づいて適切に説明でき、その課題について指摘できる。
　（発展）国際経済法と「途上国の開発・発展」「人権の保障」「環境の保護」
などを規律する法規範との調整方法について考えて適切な意見を持てる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
　貿易・投資・金融・商取引などの国際経済活動のうち、貿易分野の法的規律
（世界貿易機関 WTO を中心とする）および投資分野の法的規律（二国間投資
条約 BIT、自由貿易協定 FTA、経済連携協定 EPA および投資紛争解決国際
センター ICSID）について取り上げる。原則として講義方式で実施し、関連
条約の条文および事例を参照しながら基本構造について教員が解説する。教
科書を指定するが、授業計画は教科書の章立てとは若干異なるので、各授業
回において適宜参照箇所は指示する。
　受講人数等に応じて、授業における口頭質疑または授業後のリアクション
ペーパー、理解度チェックの小テストによって理解状況を確認する。フィー
ドバックは原則として授業での解説に取り入れる形で行う。
　（新型コロナウイルス感染症の状況によってオンライン授業・在宅授業となっ
た場合は、オンタイム（水曜 3時限）にオンライン会議システム上で PowerPoint
スライドの画面共有を利用して解説するとともに、Google Classroom にク
ラスを設定して、上記解説の録画動画のほか、資料等をアップロードしてオ
ンデマンド学習にも対応する。）
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 科目全体の内容、授業の進め方と注意

事項の確認をシラバスを参照しながら
行う。

2 国際経済法の基本枠組 国際経済活動の範囲とその法的規制に
ついて整理して、その規律原理と規律
対象を概説する。

3 国際貿易の法制度 国際貿易を規律する WTO の組織と機
能について、紛争解決を含めて概要と
特徴を取り上げる。

4 WTO の基本原則 WTO の基本原則である無差別原則と
自由化原則について条文や事例を参照
しながら解説する。

5 WTO の基本原則の例外 WTO の基本原則である無差別原則・
自由化原則の例外についてその内容や
意義について整理する。

6 WTO における貿易救済
措置

貿易救済措置として認められている
セーフガード、アンチダンピング、補
助金・相殺措置について概説する。

7 物品貿易以外の諸協定 農業貿易、サービス貿易、知的財産権
関連についての WTO の規律を概説す
る。

8 多数国間制度と地域経済
統合、二国間制度

多角的自由貿易体制を原則とする
WTO の限界、国際経済における地域
主義の位置づけについて検討する。

9 国際投資の法制度 私人による国境を超える経済活動の一
形態である外国直接投資の規律につい
て概説する。

10 投資条約制度の基本枠組 投資条約による外国投資の規律の基本
枠組について条文や事例を参照しなが
ら整理する。

11 投資条約における紛争処
理手続

投資家と国家との間の投資紛争の処理
方法の概要と特徴を取り上げる。

12 国際経済法と国家の規制
権限

環境、人権、公衆衛生などに関連した
国家の規制権限と国際経済法の規律原
理との間に生じる問題を概説する。

13 国際経済法と環境・公衆
衛生

環境保護・公衆衛生保護のためにとら
れた国家規制措置が国際経済法上の問
題となった事例について考える。

14 国際経済法の課題 国際経済法の課題について考えるとと
もに講義全体のまとめを行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　各自が、到達目標の達成に必要と考える内容の授業時間外の学習を行う必
要がある。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。準備学習
の例としては、教科書・参考書・参考資料の関連分野に目を通してわからない
部分を把握する。復習の例ととしては、教科書、配布資料と自分で作成した
ノートを見直し整理する。その他、授業において個別の課題を指示する場合
がある。
【テキスト（教科書）】
小林友彦・飯野文・小寺智史・福永有夏『WTO・FTA 法入門: グローバル経
済のルールを学ぶ』〔第 2 版〕法律文化社（2020 年）
【参考書】
中川淳司・清水章雄・平覚・間宮勇『国際経済法』〔第 3 版〕有斐閣（2019 年）
柳赫秀（編集）『講義　国際経済法』東信堂（2018 年）
小寺彰（編著）『国際投資協定』三省堂（2010 年）
松下満雄・中川淳司・清水章雄（編）『ケースブックWTO法』有斐閣（2009年）
小寺彰・中川淳司（編）『基本経済条約集』〔第 2 版〕有斐閣（2014 年）
経済産業省通商政策局編『不公正貿易報告書』（経済産業省　 http://www.meti.
go.jp/policy/trade_policy/wto_compliance_report/ 　）
その他の資料は授業の際に紹介する。
【成績評価の方法と基準】
　授業への能動的な参加・各授業回のリアクションペーパー・理解度チェッ
クの小テスト（20～30 ％）、期末試験（上記の到達目標に示した具体的な例
に関する論述型筆記試験またはレポート課題）（70～80 ％）により評価する。
　期末試験（論述型筆記試験またはレポート課題）の評価基準は、出題の意図
を正しく捉えて、正確な知識に基づいて論理的に私見を述べているもの（単
なる意見や感想は不可）を基本点として、論じている視点・論点の豊富さ、記
述内容の正確さ、論拠の説得力、他の法制度との比較の巧みさなどにより加
点し、文章の稚拙さ、余計な表現・表記や誤字・脱字などは減点する。
【学生の意見等からの気づき】
　具体的事例を取り上げて、法規範の理解を深める内容にする予定である。大
枠は、上記授業計画に則って行うが、受講者数、受講者の希望等に応じて調
整する。また、本科目の対象はルール形成の途上にあることから知識だけで
はなく基本的な考え方の修得について重視する。
【学生が準備すべき機器他】
　学習支援システム（Hoppii）および学習管理システム（LMS:Google
Classroom を使用予定）を活用して関連資料について指示を行う。また、
オンライン授業・在宅授業の可能性があるため、対応した情報機器（パソコ
ン等）および通信環境をできるだけ整備してほしい。
【Outline and objectives】
This course focuses on the international law (public international law)
governing international economic activities, especially international
trade and investment. I will lecture on the fundamental knowledge.
We will discuss what the basic principles are and how they work.
We consider solutions to legal issues in international economic
activities. This course belongs to the "Corporate, Management and Law
(Commercial Law)" and "International Society and Law" courses.
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法哲学Ⅰ

大野　達司

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　法哲学は、実定法の基礎・背景となる思想や理論を学ぶ学問である。受講
者が法哲学における基本的諸概念の習得を通じて、法を多様な観点から見る
ことができるようになることを本講義の目標とする。
　本科目は、法律学科科目の中で主として「文化・社会と法コース」の分野に
属するほか、他のすべてのコースとも関係する科目である。
【到達目標】
　法哲学は大きく分けて、法が追求するべき目的を取り扱う正義論と、法と
はなにかという問題を取り扱う法概念論とからなる。法哲学１では、前者の
正義論の基本を理解する。具体的には、社会が追求するべき正義とはなにか、
客観的な価値は存在するのか、自由や平等という価値はどのようなものであ
るのかという諸問題を代表的な法哲学者の議論を通じて学ぶ。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
春学期の開講はオンラインの可能性があります。それにともなう各回の授業
計画の変更については、学習支援システムでその都度提示します。質問は随
時受け付けます。授業内か、必要に応じて学習支援システムで応答します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 はじめに 授業・評価の方法と全体の概要
第 2 回 古典的正義論 現代正義論以前の正義論を見る
第 3 回 功利主義 正義とは諸個人の快の総和であるとす

る功利主義について見る
第 4 回 ロールズと『正義論』 現代正義論において最も主要な論者で

あるジョン・ロールズのリベラリズム
のうち、前期における議論について見
る

第 5 回 ロールズと『政治的リベ
ラリズム』

後期ロールズの議論を見る

第 6 回 ロールズとグローバル正
義論

ロールズのグローバル正義論を見る

第 7 回 振り返りと小テスト ここまでの振り返りと小テストを行う
第 8 回 リバタリアニズム 最小国家を超える国家は正当化できな

いとするリバタリアニズムの議論を見
る

第 9 回 コミュニタリアニズム 正義と人間の生き方を区別するリベラ
リズムを批判するコミュニタリアニズ
ムの議論を見る

第 10 回 リベラリズム対コミュニ
タリアニズム

リベラリズムとコミュニタリアニズム
の対立を整理する

第 11 回 自由 J・S・ミルを中心に自由に関する議論
を見る

第 12 回 平等 正義と平等の関係について見る
第 13 回 全体の振り返り 全体の振り返りと質疑応答を行う
第 14 回 学期末テストと解説 学期末試験を行った後、模範解答等の

説明を行う
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
配布するレジュメや教科書、下記に挙げる参考書、講義時に記載したノート
に基づいて予習復習をすること。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を
標準とする。
【テキスト（教科書）】
瀧川裕英/宇佐美誠/大屋雄裕『法哲学』(有斐閣、2014 年)、2,800 円＋税
【参考書】
那須耕介・平井亮輔編『レクチャー法哲学』法律文化社、2020 年
宇佐美誠／児玉聡／井上彰／松元雅和『正義論』法律文化社、2019 年
瀧川裕英編『問いかける法哲学』法律文化社、2018 年
平野仁彦/亀本洋/服部高宏『法哲学』有斐閣、2002 年
【成績評価の方法と基準】
対面授業ができない場合、期末レポートによるが、いずれにしても途中で、教
科書などで示されている「ケース」に関する小レポートを行う（2 回ぐらい予
定）。A4 で 1 枚ぐらいの簡単なもの。小レポート 30 ％、期末レポートもし
くは試験を 70 ％とする。

【学生の意見等からの気づき】
なし
【Outline and objectives】
"Philosophy of Law" is a discipline, which considers fundamental legal
ideas and backgrounds of positive laws. The aim of this lecture is that
students can understand basic concepts or principles, and get various
viewpoints for laws.
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法哲学Ⅱ

大野　達司

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　法哲学は、実定法の基礎・背景となる思想や理論を学ぶ学問である。受講
者が法哲学における基本的諸概念の習得を通じて、法を多様な観点から見る
ことができるようになることを本講義の目的とする。法哲学Ⅰを受けて、Ⅱ
では教科書 6 章からはじめるが、Ⅰの履修を条件にはしない。
　本科目は、法律学科科目の中で主として「文化・社会と法コース」の分野に
属するほか、他のすべてのコースとも関係する科目である。
【到達目標】
　法哲学は大きく分けて、法が追求するべき目的を取り扱う正義論と、法と
はなにかという問題を取り扱う法概念論とから成る。本講義では、後者の法
概念論を講義する。具体的には、法を用いるという活動はどのような活動な
のか、法と道徳や慣習はどのような相違点を持つのか、裁判官に代表される
法律家の営みはどのように理解されるべきかといった諸問題に関する代表的
な法哲学者の議論を理解できるようになることを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　受講者が、教科書における指定箇所を読んできていることを前提として講
義を行う。基本的には教科書を踏まえて講義するが、教科書では取り上げら
れていないが担当者が重要と考える法哲学に関するトピックも取り上げる。
　対面授業ができない場合、音声等のファイルと、レジュメをもとにすすめ
る。授業時間内・指定した期間に質問を学習支援システムで受け付け、随時
応答する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 はじめに 授業・評価の方法と全体の概要
第 2 回 6 章正義論の最前線、そ

の 1
１節グローバル正義論を中心に

第 3 回 ６章正義論の最前線、そ
の２

２節世代間正義と３節姓名と環境を中
心に

第 4 回 ７章ルールとしての法、
その１

１節命令としての法、２節命令から
ルールへを中心に

第 5 回 ７章ルールとしての法、
その２

３節法と道徳を中心に

第 6 回 ８章法の価値 自然法論・法の中の道徳、法の底にあ
る善

第 7 回 ９章法の権威 二つの法実証主義、理由・権威・法
第 8 回 １０章解釈としての法 法の意味論的理論、解釈、規約主義と

プラグマティズム、批判と応答
第 9 回 １１章批判理論 「主流派法学」の批判、CLS の理論と

主張、その後の批判理論
第 10 回 １２章遵法義務、その１ 遵法義務という問題、遵法義務の正当

化論、
第 11 回 １２章遵法義務、その２ 自然状態と自然義務、悪法と不服従
第 12 回 エピローグ法哲学の基礎

理論、その１
メタ倫理学と価値の多元性

第 13 回 エピローグ法哲学の基礎
理論、その２

法哲学はどのような分野か

第 14 回 全体のまとめ 後期全体のまとめと相互の関連につい
て

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキストの指定箇所を事前に読んでおくこと。本授業の準備学習・復習時間
は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
瀧川裕英/宇佐美誠/大屋雄裕『法哲学』(有斐閣、2014 年)、2,800 円＋税
【参考書】
宇佐美誠／児玉聡／井上彰／松元雅和『正義論』法律文化社、2019 年
平野仁彦/亀本洋/服部高宏『法哲学』有斐閣、2002 年
瀧川裕英編『問いかける法哲学』法律文化社、2016 年
那須耕介・平井亮輔編『レクチャー法哲学』法律文化社、2020 年
【成績評価の方法と基準】
期末試験、もしくはレポート（オンラインの場合）、小レポート（2 回ぐらい）、
それぞれ 70 ％、30 ％。小レポートは教科書などの「ケース」に関するもの
で、A4 で 1 枚程度。

【学生の意見等からの気づき】
なし
【学生が準備すべき機器他】
特になし
【その他の重要事項】
法哲学Ⅰの受講が望ましいが、要件ではないので、ご自由に受講して下さい。
【Outline and objectives】
　 Philosophy of law is an academic discipline that learns the
fundamental and background ideas and theories of the positive law. This
lecture aims to acquire basic concepts in Philosophy of law and to be able
to see the law from various viewpoints.
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日本法制史Ⅰ

川口　由彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この科目は、法律学科の「文化・社会と法」コースにおかれている。また、
「裁判と法」「行政・公共政策と法」「企業・経営と法（商法中心）/（労働法中
心）」の各コースでも履修が推奨されている。法を理解するためには、公法・
私法、刑事法・民事法など諸分野の法の相違を認識することが必要である。こ
の認識には、解釈論的理解と並んで法制史的理解も必要となる。平面的では
なく、立体的に法を学ぶ機会を提供するのが、法制史である。
【到達目標】
　現代日本法は、制定法を主体とし、六法典を中心に据えるという形態をとっ
ている。しかし、このようなあり方は、必ずしも近代法一般の態様ではない。
近代国家の下でも、判例法を主体とする国もあるし、法典主義の国でも法典
の数が異なることはよくあるからである。
　なぜ、日本の近代法はこのような姿なのか、それはどのような経緯を経て
そうなったのかを理解するのがこの授業の目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　人類社会は、生まれたときから何らかのルールをもってきた。それは、形
態、内容、実質、執行システム等いずれも多様なものである。
　法といわれているものは、こうしたルールの中のあるグループのことなの
だが、こうしたグループは、歴史上発生を見た社会もあれば、発生しなかっ
た社会もある。日本社会は、幸か不幸か、この法というグループをもつにい
たった社会である。
　しかし、そうはいっても、この法という社会規範は、国により民族により、
時代によりきわめて多様で、簡単に一般論を語らせてくれない難物である。
　この難物を扱うには、いろいろな方法があるが、各時代の人々から｢法｣と
呼ばれたものをピックアップして相互に比較し、そのうえで、おのおのの特
徴を捉えるというのは有効なアプローチの方法である。法史学という学問の
意義も一つには、そのあたりにある。
　講義では、明治以降の、通常｢近代法｣と呼ばれる｢法｣のあり方を座標軸と
した、今日の法の特徴を考えてみたい。
　現代日本法は、ほとんどが明治期に作られたものである。試みに六法をみ
てみよう。すると、民法の制定年は明治 29 年（1896 年）となっていて 19
世紀の産物であることがわかる。商法も明治 32 年（1899 年）と 19 世紀の
産物である。刑法は、明治 40 年（1907 年）制定だから、何とか 20 世紀の
所産といえるが、いずれにせよ明治時代の産物で、しかも、この刑法は、明治
13 年（1880 年）に制定された刑法（旧刑法）の条文をかなりひきずってい
るから、やはり、歴史ある法典といえる。日本の法典には、一世紀以上の長
い歴史があるのである。
　このような法は、一体どのようにして、どのような考え方の下でつくられ
たのか。考えてみれば、これら諸法典は、封建領主支配が解体してから、ほ
んのわずかの年数を経て外国法を摂取しつつつくられているのだから、その
営為たるや驚異的といえる。
　この急速な法の形成は、当然ながら、江戸時代にみられた法との｢断絶｣を
生み出した。この｢断絶｣には、封建法から近代法への変化という他国にも共
通してみられるものと、日本的なものから西欧的なものへの変容という二様
のものがある。
　しかも、こうした｢近代法｣の形成は、一概に既存の法との｢断絶｣のみとは
特徴づけられず、すぐれて日本的なもの・東アジア的なものの継承という要
素を多分に残したものであった。
　講義では、このような諸契機、諸要素が、どのように絡み合っているかに
焦点をあてつつ、日本の｢近代法｣の形成過程を考察したい。
講義では、単元が終わる都度、質問を募り、それに回答する。また、授業支援
システム上でも質問を募り、講義時間内に回答する。また、最終授業で、質
問内容を含めた履修者の授業理解について講評を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 講義の進め方・試験等についての説明

日本法制史Ⅰの授業は、4 月 23 日に
開始します。当日は、半年間の授業の
進め方、テキスト等について記載した
プリントを配布します。
4 月 30 日は休講日ですので、5 月に
入ってから、動画で 30 分間講義をし
て、質問を受け付け、次の授業までの
課題を出すという形で授業を進めてい
きます。
質問に対する回答は、次の授業で動画
または文書で行います。
テキストをもとに授業をしますので、
シラバスに書いてある川口由彦「日本
近代法制史第二版」（新世社）を必ず
用意してください。
単位認定方法は、学期末の筆記テスト
を予定していますが、その時期になっ
ても教室で試験ができないことが考え
られます。その場合は、学習支援シス
テムを用いたテストを検討します。

第 2 回 日本近代法史概観 時期区分について
第 3 回 19 世紀近代法とは何か 伝統ヨーロッパの｢市民社会｣と法
第 4 回 19 世紀のイギリス近代法 判例法主義の歴史的実態
第 5 回 19 世紀のフランス・ドイ

ツ近代法
法典主義の歴史的実態

第 6 回 固有名詞としての｢維新
法｣

明治初期の法的混乱

第 7 回 律型法典と西欧型法典１ criminal からの civil の分離・独立
第 8 回 律型法典と西欧型法典２ 東洋型罪刑法定主義と西欧型罪刑法定

主義
第 9 回 律型法典と西欧型法典３ 教育刑と応報刑－その歴史的文脈
第 10 回 近代法の形成１ 太政官制と内閣制
第 11 回 近代法の形成２ ｢統治権｣と｢主権｣
第 12 回 近代法の形成３ ボアソナードと旧民法
第 13 回 近代法の形成４ 法典論争－大分裂の謎
第 14 回 近代法の形成５ 法典調査会と明治民法
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　教科書、参考書を読んでくること。
本授業の準備・復習時間は、各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　川口由彦『日本近代法制史　第２版』（新世社）
【参考書】
　高谷知佳・小石川裕介編著『日本法史から何がみえるか』（有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
　論述式筆記試験 100 ％（テキスト・講義内容より出題。持ち込み不可。）
　
　教室で試験が出来ない場合は、期末レポートにより評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　学生によって歴史知識の有無がかなり異なることがわかってきたので、こ
の点に留意したい。
【Outline and objectives】
It is necessary to recognize difference in legal fields - public law/ private
law,criminal law/civil law- to understand law. Also it is necessary to
understand legal history besides law interpretation. It is legal history
to provide the opportunity to learn jurisprudence not superficially but
three-dimensionally.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

日本法制史Ⅱ

川口　由彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この科目は、法律学科の「文化・社会と法」コースにおかれている。また、
「裁判と法」「行政と公共政策と法」「企業・経営と法（商法中心）/（労働法中
心）」の各コースでも履修が推奨されている。法を理解するためには、公法・
私法、刑事法・民事法など諸分野の法の相違を認識することが必要である。こ
の認識には、解釈論的理解と並んで法制史的理解も必要となる。平面的では
なく、立体的に法を学ぶ機会を提供するのが、法制史である。
【到達目標】
　制定法主義を最も特徴的に表現する六法が成立する頃、日本社会は急速に
変化の様相を呈していく。この時期は、行政・軍事官僚システムや司法官僚
システムが自律性を高めていく時期で、明治末から大正にかけて重大な法的
変化が生じるようになる。
　司法・行政・立法の連携構造や公法・私法関係の変容を理解し、法を立体的
にとらえられるようにすることが授業の目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　日本法制史Ⅰでは、明治期に六法典を中心とする日本近代法が成立する過
程を述べた。
　これらの法の作成に際して参照された外国法は、フランス、ドイツ、イタ
リア、イギリス、アメリカ、オランダ、ベルギー等多岐にわたるが、これらの
様々な外国法は、日本人法律家の手によって吟味され、選択的に輸入された
ものであった。
　この選択のあり方を規定したのが、当時の日本がおかれた国際的位置（不平
等条約改正のための西欧型法典の速やかな作成）と、国内の規範状況であっ
た。国内の規範状況とは、江戸時代に形成された国家と社会の関係、及び広
範に日本社会を覆った慣習規範と西欧的規範の接合・すりあわせのあり方に
他ならない。
　このように形成された規範構造は、明治末から早くも再編成され、大正・昭
和期に大きな変更を加えられることとなる。
　日露戦争を契機に、都市商工業に冨を吸いあげられた農村の疲弊が顕著と
なり、その救済が特別法により行われるようになっていく。また、ネイショ
ンステイツ化が強調され、これに応じて、教育・社会事業等の分野に新たな
立法が展開されることとなるのである。現代法の中で肥大化してあらわれる
福祉法制や教育法制の原像がここに垣間見られる。
　政治的にも、明治天皇の死によって憲法システムは動揺をきたし、新たな
国家機構の構築が模索されていった。
　明治憲法体制は、本来、法的装置と法外的装置の組み合わせによって機能
するようになっていたが、｢天皇の意思｣がシステム上大きな後退をみるとと
もに、特別法による憲法機構の再構築という新たな展開がみられるようにな
るのである。
　また、社会的矛盾が拡大し、都市市民運動、労働運動、借地借家運動、小作
運動などが広く見られるようになり、これに応じて言論規制は後退する。これ
ら社会運動の展開に対応するため、調停法の制定や選挙法の改正、治安政策
の再編成が行われ、社会的主張が大幅に国家法の世界に流れ込むこととなっ
た。もっとも、これは、同時に国家的統合の触手がより深く社会の底部に及
ぶことを意味していた。
　この時期には、給与生活者世帯や単身者世帯が増加し、｢他人｣同士の社会的
接触の程度が高まって、｢家族｣をめぐる法は大きな変動の中におかれる。民法
制定当初から不安定だった｢家｣秩序は、決定的な解体過程に入り、民法・家
族法の改正論が展開することとなり、これが、第二次大戦後の｢家｣制度解体
につながるのである。
　このような変化の様相を考察し、今日の法構造に直接連接する史的文脈を
描出する。
　講義では、単元が終わる都度、質問を募り、それに回答する。また、授業支
援システム上でも質問を募り、講義時間内に回答する。また、最終授業で、質
問内容を含めた履修者の授業理解について講評を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 講義の進め方、試験等についての説明
第 2 回 明治期近代法史概観 法典体制の成立
第 3 回 明治天皇と法１ 和協の詔勅と大臣罷免
第 4 回 明治天皇と法２ 対外戦争と大元帥

第 5 回 明治天皇と法３ 軍令の成立
第 6 回 明治天皇と法４ 伊藤博文・梅謙次郎と植民地法制
第 7 回 刑法大改正 明治 40 年刑法の成立
第 8 回 大正天皇と法１ 天皇機関説の行方
第 9 回 大正天皇と法２ 国家・天皇・政党
第 10 回 大正天皇と法３ 宮中某重大事件
第 11 回 選挙法と治安対策 ｢普通選挙｣と治安維持法による国家・

社会システムの再編
第 12 回 法の｢民衆化｣ 各種調停法と陪審法の制定
第 13 回 昭和天皇と法１ 内閣瓦解
第 14 回 昭和天皇と法２ 軍縮と軍部
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　教科書、参考書を読んでくること。
本授業の準備・復習時間は、各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　川口由彦『日本近代法制史　第２版』（新世社）
【参考書】
高谷知佳・小石川裕介編著『日本法史から何がみえるか』（有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
　論述式筆記試験 100 ％（テキスト・講義内容から出題。持ち込み不可。）
　教室で試験が出来ない場合は、期末レポートにより評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　学生によって歴史知識の有無がかなり異なることがわかってきたので、こ
の点に留意したい。
【Outline and objectives】
It is necessary to recognize difference in legal fields - public law/ private
law, 　 criminal law/civil law- to understand law. Also it is necessary to
understand legal history besides law interpretation. It is legal history
to provide the opportunity to learn jurisprudence not superficially but
three-dimensionally.
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日本法制史Ⅲ

川口　由彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この科目は、法律学科の「文化・社会と法」コースにおかれている。また、
「裁判と法」「行政・公共政策と法」「企業・経営と法（商法中心）/（労働法中
心）」の各コースでも履修が推奨されている。法を理解するためには、公法・
私法、刑事法・民事法など諸分野の法の相違を認識することが必要である。こ
の認識には、解釈論的理解と並んで法制史的理解も必要となる。平面的では
なく、立体的に法を学ぶ機会を提供するのが、法制史である。
【到達目標】
　日本の近代法が作成されていく過程で近代法とは何かを示唆するような事
件がいくつも起きた。日本国家、日本社会の変動を法の視点から理解できる
ようにすることを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
　 1889 年に大日本帝国憲法が制定される以前の明治前半期は、国家は極め
て弱体で不安定だった。憲法はこの不安定さを克服するために作成されたも
のである。この不安定さを理解するために、奇兵隊員脱走事件、佐賀の乱、赤
坂喰違の変、地租改正反対一揆、竹橋事件、紀尾井坂の変、秩父事件、条約改
正反対運動等をとりあげる。
　　
　講義では、単元が終わる都度、質問を募り、それに回答する。また、授業支
援システム上でも質問を募り、講義時間内に回答する。また、最終授業で、質
問内容を含めた履修者の授業理解について講評を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 本講義の概要

講義の進め方と成績評価について
日本法制史Ⅲの授業は、4 月 24 日に
開始します。当日は、半年間の授業の
進め方、テキスト等について記載した
プリントを配布します。
5 月 1 日は休講日です。連休明けに、
動画で 30 分間講義をして、質問を受
け付け、次の授業までの課題を出すと
いう形で授業を進めていきます。
質問に対する回答は、次の授業で動画
または文書で行います。
テキストをもとに授業をしますので、
シラバスに書いてある川口由彦「日本
近代法制史第二版」（新世社）を必ず
用意してください。
単位認定方法は、学期末の筆記テスト
を予定していますが、その時期になっ
ても教室で試験ができないことが考え
られます。その場合は、学習支援シス
テムを用いたテストを検討します。

第 2 回 大日本帝国憲法の構造１ 「シラス」と「国約」
第 3 回 大日本帝国憲法の構造２ 内閣と議会
第 4 回 大日本帝国憲法の構造３ 宮中と府中
第 5 回 事件と法１ 大村益次郎襲撃事件
第 6 回 事件と法２ 奇兵隊員脱走事件
第 7 回 事件と法３ 佐賀の乱
第 8 回 事件と法４ 赤坂喰違事件
第 9 回 事件と法５ 地租改正反対一揆
第 10 回 事件と法６ 竹橋事件
第 11 回 事件と法７ 紀尾井坂の変
第 12 回 事件と法８ 秩父事件
第 13 回 事件と法９ 三大事件建白運動
第 14 回 事件と法１０ 大隈重信襲撃事件
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　教科書、参考書を読んでくること。
本授業の準備・復習時間は、各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　川口由彦『日本近代法制史　第２版』（新世社）

【参考書】
高谷知佳・小石川裕介編著『日本法史から何がみえるか』（有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
　論述式筆記試験 100 ％（テキスト・講義内容より出題。持ち込み不可。）
　教室で試験が出来ない場合は、期末レポートにより評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　学生によって歴史知識の有無がかなり異なることがわかってきたので、こ
の点に留意したい。
【Outline and objectives】
It is necessary to recognize difference in legal fields - public law/ private
law, 　 criminal law/civil law- to understand law. Also it is necessary to
understand legal history besides law interpretation. It is legal history
to provide the opportunity to learn jurisprudence not superficially but
three-dimensionally.
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LAW300AB

日本法制史Ⅳ

川口　由彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この科目は、法律学科の「文化・社会と法」コースにおかれている。また、
「裁判と法」「行政と公共政策と法」「企業・経営と法」の各コースでも履修が
推奨されている。法を理解するためには、公法・私法、刑事法・民事法など諸
分野の法の相違を認識することが必要である。この認識には、解釈論的理解
と並んで法制史的理解も必要となる。平面的ではなく、立体的に法を学ぶ機
会を提供するのが、法制史である。
【到達目標】
　近代日本の法典体系は、1898 年に完成した姿をあらわす。この時期以降に
起こった諸事件を通して、日本近代法の再編の姿を理解できるようにするこ
とを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
　法典体系が整備され、日清戦争、日露戦争を経て日本の国家は社会を深く統
制する力を獲得していく。この過程で生起した、星亨暗殺事件、日比谷焼打事
件、伊藤博文暗殺事件、大逆事件、米騒動、原敬暗殺事件、大杉栄殺害事件、
３１５事件、４１６事件、５１５事件、帝人事件、２２６事件等をとりあげる。
　講義では、単元が終わる都度、質問を募り、それに回答する。また、授業支
援システム上でも質問を募り、講義時間内に回答する。また、最終授業で、質
問内容を含めた履修者の授業理解について講評を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 講義の進め方、試験等についての説明
第 2 回 国制の再編 憲法と政党
第 3 回 事件と法１ 星亨暗殺事件
第 4 回 事件と法２ 日比谷焼打事件
第 5 回 事件と法３ 伊藤博文暗殺事件
第 6 回 事件と法４ 大逆事件
第 7 回 事件と法５ 米騒動
第 8 回 事件と法６ 原敬暗殺事件
第 9 回 事件と法７ 大杉栄殺害事件
第 10 回 事件と法８ ３１５事件
第 11 回 事件と法９ ４１６事件
第 12 回 事件と法１０ ５１５事件
第 13 回 事件と法１１ 帝人事件
第 14 回 事件と法１２ ２２６事件
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　教科書、参考書を読んでくること。
本授業の準備・復習時間は、各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　川口由彦『日本近代法制史　第２版』（新世社）
【参考書】
高谷知佳・小石川裕介編著『日本法史から何がみえるか』（有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
　論述式筆記試験（テキスト・講義内容より出題。持ち込み不可。）
　教室で試験が出来ない場合は、期末レポートにより評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　学生によって歴史知識の有無がかなり異なることがわかってきたので、こ
の点に留意したい。
【Outline and objectives】
It is necessary to recognize difference in legal fields - public law/ private
law, 　 criminal law/civil law- to understand law. Also it is necessary to
understand legal history besides law interpretation. It is legal history
to provide the opportunity to learn jurisprudence not superficially but
three-dimensionally.

LAW200AB

ドイツ法制史Ⅰ

田中　憲彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
ドイツ法制史Ⅰは、法はいかなる歴史的基礎の上に成り立つのかという視点
から考察を行うものであり、ドイツにおける法の淵源のひとつであるローマ
法について、その制度や思想を明らかにすることを目標とする。
本講義は「文化・社会と法コース」に属する。
ドイツの法の歴史を見ると、そこではローマ法とゲルマン法という二つの流れ
にさかのぼることができる。つまりこれらを融合しながらドイツの法は発展
していったのである。したがってドイツの法の歴史を学ぶためには、その構
成要素の一つであるローマ法を学ぶことが不可欠であり、さらには日本の近
代法の発展においてそれが果たした役割という観点から見ても、ローマ法に
ついての認識は重要である。この授業では、ローマ法の基本的な特徴につい
て、こうした法を生み出したローマ社会の構造と関連づけながら学んでいく。
【到達目標】
ローマ法はどのようにして生み出され、またどのような特徴をもっているの
か。まず、このことについて理解できる。さらに、ローマ法は、多くの古代社
会の法と同様に、他の規範と一体化しており、そのため当時の社会のあり方
と密接に関連しているから、ローマ社会の歴史についても把握できる。そし
て、ローマ法が日本の法制度にどのような影響を与えたのかについて、比較
法という視点から考察できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
レジュメや資料などのプリントを配付し、これを参照しながら授業を進めて
いく。レジュメは、それぞれのテーマごとに簡潔な内容とし、講義において
これに詳細な説明を加えるというやり方で理解が深まるようにする。資料は、
ローマの国家や社会に関する解説や図版などを参考にする。また、ローマ法史
料については、できるだけ原典に即して解説する。その際必要に応じてラテン
語の語彙や文法の説明を行う。さらに、ドイツ法制史におけるローマ法の位置
づけという観点から、ローマ法に関連したドイツの文献も適宜紹介していく。
この授業は「対面」の形態で行うが、履修者の便宜を図るために、講義資料を
「学習支援システム」に提示する。ただし、状況によっては、授業形態を変更
する場合がある。
履修者による授業のコメントについては、「学習支援システム」などを利用し
ながら講義内容の向上のために役立てていく。さらに、最終授業で、それま
での講義内容のまとめや復習だけでなく、授業の課題についての解説を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション　 ローマ法を学ぶ意義
第 2 回 歴史のなかのローマ法

(１) 歴史の全体像
ローマの歴史概観

第 3 回 歴史のなかのローマ法
(２) ローマ法の特徴

ローマ法の歴史的意義

第 4 回 共和政期ローマの法と国
制 (１) ローマの法

社会規範と法

第 5 回 共和政期ローマの法と国
制 (２) ローマの国制

社会構造と国制

第 6 回 共和政期における法の発
展 (１) 法の特徴

ローマ法の法源

第 7 回 共和政期における法の発
展 (２) 法の進化

十二表法の意義

第 8 回 ローマの訴訟制度 (１) 訴
訟の意味

紛争解決方法

第 9 回 ローマの訴訟制度 (２) 訴
訟の特徴

訴訟と法

第 10 回 ローマにおける家族 (１)
家族とは何か

家族の権力関係

第 11 回 ローマにおける家族 (２)
家族の構成

夫婦と親子

第 12 回 ローマ法と法学 (１) ロー
マ法の位置づけ

法学の発展

第 13 回 ローマ法と法学 (２) ロー
マ法の遺産

ローマ法大全

第 14 回 まとめ 授業のまとめと解説
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
下記の参考書や高校世界史の教科書などを利用しながらローマの歴史につい
て基本的な事項を確認するとともに、授業で学んだことをもとにしてローマ
法の成立や発展について理解を深める。
なお、本授業の準備学習および復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
テキストは使用しない。
【参考書】
勝田有恒・森征一・山内進『概説西洋法制史』（ミネルヴァ書房）
【成績評価の方法と基準】
ローマ法の特徴やローマの歴史が理解されているかを評価基準として、レポー
ト (100%) によって評価する。
【学生の意見等からの気づき】
受講者がさらに理解を深めることができるように、資料の配付や板書を適切
に行うとともに、コメントペーパーなどを利用して意見や感想を授業に反映
させていく。
【Outline and objectives】
The European law is composed of the Roman law and the Germanic law.
These two elements of law were combined, so that the European law
developed.
This course is designed to consider the Roman law that consists the
element of the European law.
Students should be able to explain the characteristics of the Roman law
and its historical background, and to understand the Japanese law with
the knowledge of the Roman law.

LAW200AB

ドイツ法制史Ⅱ

田中　憲彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
ドイツ法制史Ⅱは、法はいかなる歴史的基礎の上に成り立つのかという視点
から考察を行うものであり、ドイツの法が形成されるうえで重要な時代とさ
れる中世について、その歴史的意義を探求することを目標とする。
本講義は「文化・社会と法コース」に属する。　
ドイツの法は、ローマ法とゲルマン法という二つの要素が融合しながら発展
してきたと言うことができる。すなわち、ゲルマンの伝統的な法文化を基礎
にしながら、これにローマの法制度が加わることによって、ドイツに特有の
法が作り出されていったのである。とはいえ、これら二つの要素は分かちが
たく結びついており、またドイツの法の形成過程それ自体もきわめて複雑な
様相を呈している。この授業では、ドイツの法発展についての概括的な認識
を得るために、とくに古代末期から中世にかけてのヨーロッパ全体の動きに
注目しながら、この時代の法と社会の基本的な特徴を学んでいく。
【到達目標】
ゲルマン時代から中世初期にかけて、社会構造はどのように変化し、また紛
争解決のためのしくみはどのように構築されていったかについて、理解でき
る。さらに中世における都市法などのヨーロッパに特有の法形式、また封建
制という社会制度についての認識を深める。そして、ローマ法が中世におい
て果たした役割について、継受という観点から日本の法制度も視野に入れな
がら考察できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
レジュメや資料などのプリントを配付し、これを参照しながら授業を進めて
いく。レジュメは、それぞれのテーマごとに簡潔な内容とし、講義において
これに詳細な説明を加えるというやり方で理解が深まるようにする。資料は、
ヨーロッパ中世の社会に関する解説や図版などを参考にする。また、中世の
法史料は多様であるが、その中からそれぞれのテーマに関連するものを原典
と翻訳の形で提示し、解説する。ラテン語の説明も併せて行う。さらに、中
世史を扱ったドイツの文献についても紹介する。
この授業は「対面」の形態で行うが、履修者の便宜を図るために、講義資料を
「学習支援システム」に提示する。ただし、状況によっては、授業形態を変更
する場合がある。
履修者による授業のコメントについては、「学習支援システム」などを利用し
ながら講義内容の向上のために役立てていく。さらに、最終授業で、それま
での講義内容のまとめや復習だけでなく、授業の課題についての解説を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション　 法制史の課題と方法
第 2 回 ゲルマン社会の構造と紛

争解決 (１) ゲルマン社会
の構造

社会構造と国制

第 3 回 ゲルマン社会の構造と紛
争解決 (２) ゲルマン社会
の紛争解決

紛争解決のしくみ

第 4 回 フランク王国の成立と発
展 (１) フランク王国の成
立

ゲルマン人国家とフランク王国

第 5 回 フランク王国の成立と発
展 (２) フランク王国の発
展

フランク王国の国制

第 6 回 フランク王国の法 (１) 法
の制定

ゲルマン人の法典編纂

第 7 回 フランク王国の法 (２) 法
の機能

部族法典

第 8 回 中世の裁判 (１) 裁判とは
何か

裁判の意味

第 9 回 中世の裁判 (２) 裁判の過
程

裁判手続と証明

第 10 回 封建制 (１) 封建制の成立 社会体制と封建制
第 11 回 封建制 (２) 封建制の特徴 中世国家と封建制
第 12 回 中世都市と都市法 都市法の特徴と意義
第 13 回 法書 法書とは何か
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第 14 回 まとめ 授業のまとめと解説
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
下記の参考書や高校世界史の教科書などを利用しながらヨーロッパの歴史に
ついて基本的な事項を確認するとともに、授業で学んだことをもとにしてヨー
ロッパ中世における法の成立や発展、社会構造の変化などについて理解を深
める。
なお、本授業の準備学習および復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
テキストは使用しない。
【参考書】
勝田有恒・森征一・山内進『概説西洋法制史』（ミネルヴァ書房）
【成績評価の方法と基準】
ヨーロッパ中世の法や社会構造の特徴が理解されているかを評価基準として、
レポート (100%) によって評価する。
【学生の意見等からの気づき】
受講者がさらに理解を深めることができるように、資料の配付や板書を適切
に行うとともに、コメントペーパーなどを利用して意見や感想を授業に反映
させていく。
【Outline and objectives】
The European law is composed of the Roman law and the Germanic law.
In the medieval Europe the culture of the law was formed by introducing
the Roman law in the society based on the Germanic law.
This course is designed to study the European law in the Middle Ages.
Students should be able to explain the law and the society in the
medieval Europe, and to understand the Japanese law in connection
with the reception of the European law.

LAW200AB

イギリス法制史Ⅰ

高　友希子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
みなさんは、手続法は権利・義務などの法律関係や内容を規定する実体法（例
えば民法）を実現するためのものと理解していると思いますが、イギリスで
は手続法が実体法に先んじて発展しました。そのイギリスは、成文法主義の
日本とは異なり判例法主義で、判例の中から法が形成されてきました。また
イギリス法の理解に欠かせないコモン・ローとエクイティは、数多くの裁判
所が併存する形で運用され、裁判官たちは、大学（オックスフォードやケン
ブリッジ）の法学部ではなく、ロンドンにある法曹学院といういわゆるギル
ドで養成されてきました。
法制度や法の形成・発展はその国の長い歴史と密接な関係にあるため、なぜ
このような発展を遂げてきたのかを理解するためには、「国境」と「時空」を
超えた考察が必要になります。また、その考察を通して外国法を学ぶことは、
自らの置かれている世界を客観視する視点を得ること、すなわち現代の日本
の法や法制度を再考するための素地を養成することを可能にしてくれます。
Ⅰでは、イギリスの法制度を歴史の観点から考察することを通じて、その成
立および発展の過程を理解していきます。
この科目は法律学科の「文化・社会と法コース」に最も強く関係しますが、全
てのコースに属しています。
【到達目標】
１　イギリスの法制度を歴史の観点から考察することを通じて、判例法、慣
習法の世界を理解する。
２　「国境」と「時空」を超えた比較を通じて、日本の法制度を客観的に考
察・検討できるようになる。
３　自らとは異なる属性や理念を持つ人々や、自らとは異なる感性や認識、慣
習のもとで生きていた「他者」である過去の人々が、経験してきたことや直
面したことがどのような意味を持っているのかを考えることを通じて、複雑
な事象を柔軟で多様な視点から捉えることができるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
オンラインでの開講（オンデマンドとリアルタイム講義の組み合わせ）とな
ります。受講後に、学習支援システムに準備したクイズに取り組み、フィー
ドバック機能を利用して、各自、理解度を確認してください。
質問については、学習支援システムの掲示板あるいはクイズの質問欄に記入
してください（リアルタイム講義の後に質問することも可能です）。次回以降
の授業の中で解説します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス

イギリスとは？
授業概要の説明
連合王国とユニオンジャック

第 2 回 イギリス法とは？ コモン・ローとエクイティ
第 3 回 コモン・ロー訴訟手続

（１）
令状体系と訴訟方式：手続法が実体法
に先んじた世界

第 4 回 コモン・ロー訴訟手続
（２）

訴答術と陪審：裁判における法律家と
素人の役割

第 5 回 裁判所と裁判官 中央と地方の裁判所、旅する裁判官
第 6 回 コモン・ロー上位裁判所 王座裁判所、民訴裁判所、財務府裁判

所の成立と発展
第 7 回 エクイティと大法官府裁

判所
コモン・ロー裁判所で救済されない事
件への対応、その方法は？

第 8 回 エクイティ：思想と裁判
権

エクイティはイギリスに固有のものだ
ろうか？

第 9 回 国王評議会系列の裁判所 コモン・ローでもエクイティでもな
い、国王の大権的裁判権に基づく裁判
所とは？

第 10 回 カノン法と教会裁判所 教会法と世俗の法、裁判権をめぐる
ローマ教皇と国王の争い

第 11 回 司法審査制度 上訴、誤審、再審、弾劾裁判
第 12 回 法曹養成 現存する法曹学院とはどんなところだ

ろうか？
第 13 回 法学教育 大学法学部と法曹学院、その関係と役

割
第 14 回 法源 判例、慣習、制定法と法の解釈、法改

革運動
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
受講後に、学習支援システムに準備してあるクイズに取り組んでください。
更に理解を深めたい方は、授業の中で紹介する文献の講読や映像の視聴を通
じて、イギリスの法や法制度の背景となる社会や文化、歴史に触れることを
お勧めします。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
毎回、レジュメ・資料を配布します。
【参考書】
J.H. ベイカー／深尾裕造訳『イギリス法史入門（第 4 版）第Ⅰ部〔総論〕』（関
西学院大学出版会、2014 年）。
幡新大実『イギリスの司法制度』（東信堂、2009 年）。
小山貞夫『英米法律語辞典』（研究社）。
青山ほか『イギリス史１～３』（山川出版社）。
その他については、レジュメおよび講義中に適宜、指示します。
【成績評価の方法と基準】
学期末試験（60 ％）、クイズ（20 ％）、中間レポート（20 ％）
【学生の意見等からの気づき】
科目の性質上、初めて耳にする用語や概念が出てくることもあると思います
が、資料や図、ホワイトボードなどを使いながら、分かりやすく解説してい
きたいと思います。
【学生が準備すべき機器他】
学習支援システムの利用およびオンライン授業に対応するための通信機器
【Outline and objectives】
In this course, the students will learn about the origins and development
of English law, legal institutions and the legal profession.

LAW200AB

イギリス法制史Ⅱ

高　友希子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
みなさんは、手続法は権利・義務などの法律関係や内容を規定する実体法（例
えば民法）を実現するためのものと理解していると思いますが、イギリスで
は手続法が実体法に先んじて発展しました。そのイギリスは、成文法主義の
日本とは異なり判例法主義で、判例の中から法が形成されてきました。また
イギリス法の理解に欠かせないコモン・ローとエクイティは、数多くの裁判
所が併存する形で運用され、裁判官たちは、大学（オックスフォードやケン
ブリッジ）の法学部ではなく、ロンドンにある法曹学院といういわゆるギル
ドで養成されてきました。
法制度や法の形成・発展はその国の長い歴史と密接な関係にあるため、なぜ
このような発展を遂げてきたのかを理解するためには、「国境」と「時空」を
超えた考察が必要になります。また、その考察を通して外国法を学ぶことは、
自らの置かれている世界を客観視する視点を得ること、すなわち現代の日本
の法や法制度を再考するための素地を養成することを可能にしてくれます。
Ⅱでは、個別の法分野における法の形成および発展の過程を、政治・経済・文
化などの背景を踏まえて考察していきます。
この科目は法律学科の「文化・社会と法コース」に最も強く関係しますが、全
てのコースに属しています。
【到達目標】
１　判例を中心に、個別の法分野を政治や経済などの背景を踏まえて歴史の
観点から考察することを通じて、法（ルール）の形成・発展のプロセスだけで
なく、様々な法分野の重なりや、現代に至るまでの、あるいは現代とは異な
る法の枠組みを理解する。
２　「国境」と「時空」を超えた比較を通じて、日本法を客観的に考察・検討
することができるようになる。
３　自らとは異なる属性や理念を持つ人々や、自らとは異なる感性や認識、慣
習のもとで生きていた「他者」である過去の人々が、経験してきたことや直
面したことがどのような意味を持っているのかを考えることを通じて、複雑
な事象を柔軟で多様な視点から捉えることができるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
オンラインでの開講（オンデマンドとリアルタイム講義の組み合わせ）とな
ります。受講後に、学習支援システムに準備したクイズに取り組み、フィー
ドバック機能を利用して、各自、理解度を確認してください。
質問については、学習支援システムの掲示板あるいはクイズの質問欄に記入
してください（リアルタイム講義の後に質問することも可能です）。次回以降
の授業の中で解説します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス

不文憲法の国
授業概要の説明
マグナ・カルタ、権利請願、権利章典
の役割と意義

第 2 回 議会主権と国王大権 国王は勝手に課税できるのだろうか？
議会はそれを止められるのだろうか？

第 3 回 人権と法の支配 国王による恣意的な拘束は認められる
のだろうか？

第 4 回 国籍と外国人の人権 植民地政策のもとでの帰化や国籍付与
第 5 回 引受訴訟と契約法 約束や契約はなぜ守らなければならな

いのだろうか？
契約に拘束力を与える根拠

第 6 回 契約と損害賠償 得べかりし利益と予見可能性
（日本民法 416 条との関係）

第 7 回 不法行為法 工作物と厳格責任、過失による製造物
責任

第 8 回 信託の起源：ユース 土地をめぐるコモン・ロー上の権利と
利益取得権（エクイティ上の権利）、
どちらが保護されるのだろうか？

第 9 回 ユースから信託へ 女性は財産を保有できるのだろうか？
できるとしたらどのように？

第 10 回 商慣習とコモン・ロー 海外貿易におけるルール（商慣習）と
国内法の関係

第 11 回 コピーライトとコモン・
ロー

新しい利権の誕生、保護の対象は誰の
何？
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第 12 回 使用者と被用者をめぐる
ルール

誰が他者の過失に責任を負うのだろ
うか？
請負人の法的地位（日本民法 716 条
との関係）

第 13 回 救貧政策から福祉国家へ 救貧法、チャリティ
第 14 回 刑事法と警察組織 私訴、自力救済、聖域・聖職者の特権、

刑罰と死刑
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
受講後に、学習支援システムに準備したクイズに取り組んでください。
更に理解を深めたい方は、授業の中で紹介する文献の講読や映像の視聴を通
じて、イギリスの法や法制度の背景となる社会や文化、歴史に触れることを
お勧めします。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
毎回、レジュメ・資料を配布します。
【参考書】
J.H.ベイカー／深尾裕造訳『イギリス法史入門（第 4 版）第Ⅰ部〔総論〕』（関
西学院大学出版会、2014 年）。
J.H.ベイカー／深尾裕造訳『イギリス法史入門（第 4 版）第Ⅱ部〔各論〕』（関
西学院大学出版会、2014 年）。
小山貞夫『英米法律語辞典』（研究社）。
『イギリス史１～３』（山川出版社）。
その他については、レジュメおよび講義中に適宜、指示します。
【成績評価の方法と基準】
学期末試験（60 ％）、クイズ（20 ％）、中間レポート（20 ％）
【学生の意見等からの気づき】
科目の性質上、初めて耳にする用語や概念はありえますが、資料や図、ホワ
イトボードなどを使いながら、分かりやすく解説していきたいと思います。
【学生が準備すべき機器他】
学習支援システムの利用およびオンライン授業に対応するための通信機器
【Outline and objectives】
In this course, the students will learn about the knowledge of English
legal system and the relationship between English legal system and
social, economical and political force.

LAW200AB

法社会学

北村　隆憲

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
*今回は遠隔オンライン授業の方法により実施します（ただし，その後の状況
により変更する場合がある）．毎回，1 － 3 本の授業ビデオと関連書類をシス
テムにアップするので，受講生は毎回それらを学習して，レポート課題を提
出してもらうことになります．
法社会学は、法規も含めて様々な法的な制度やメカニズムが、実際の社会・文
化の中でどのように機能しているのかについて、経験科学的な方法を用いて
研究する社会科学の一分野であり、「文化・社会と法コース」に属する。法社
会学は他の実定法分野と異質な研究目標と研究方法を有するので、単に知識
の提供にとどまらず、法に対する「見方」「考え方」の相違についての認識を
持ってもらうことに、本講義の重要な目的の一つがある。今回は、エスノメ
ソドロジーと会話分析という社会学のアプローチを使って、日常的コミュニ
ケーションと法的場面における様々なコミュニケーションを検討する。
【到達目標】
法的場面における様々なコミュニケーションについて理解し、自分でも概要
を分析できるようにする。法的コミュニケーションの特徴と機能について分
析・理解できる．
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
授業はパワーポイントの映写により行う．頻繁にビデオや音声資料を利用す
る．必要な資料は授業時に配布する．また，ポータルサイトで資料を配布す
るので，常に該当授業サイトを参照すること．（遠隔授業で行う場合には，毎
回授業ビデオと資料をウェッブ上で配布する）
また，授業の内容や課題や質問に対しては，次回の授業の中でフィードバック
を行う．遠隔授業の場合には，個別にメールで対応して，質疑や議論のフィー
ドバックを行う．また，提出された課題については，そこでの問題点への対
応を含めて次回の授業でフィードバックされるように配慮する．
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 法的コミュニケーション

と法社会学
法的コミュニケーションとは何か。法
社会学的観点から理解する．

第 2 回 法的コミュニケーション
の詳細

法的コミュニケーションのメカニズム
について学習する

第 3 回 日常的コミュニケーショ
ンと法的コミュニケー
ション

日常的コミュニケーションと法的コ
ミュニケーションの諸特徴と応用

第 4 回 日常的コミュニケーショ
ンのメカニズム（順番交
替）

順番交代と会話の関係について

第 5 回 日常的コミュニケーショ
ンのメカニズム（順番交
替と行為連鎖）

行為連鎖のメカニズムについて．

第 6 回 行為連鎖 順番交代のルールと行為連鎖のメカニ
ズムの関係

第 7 回 修復の組織１ 修復の秩序：修復のメカニズムとは何
か

第 8 回 修復の組織２ 修復のメカニズムと法的コミュニケー
ション

第 9 回 陪審制度における法的コ
ミュニケーション

司法への国民参加市民の司法参加につ
いて理解する

第 10 回 裁判員制度における法的
コミュニケーション

陪審と裁判員ビデオの視聴と分析

第 11 回 優先性のメカニズムと法 優先性の秩序とは何か？
第 12 回 会話と優先性 優先性の秩序と法規範の関係
第 13 回 成員カテゴリーと法 成員カテゴリーとコミュニケーション
第 14 回 法における成員カテゴ

リーと結合活動
成員カテゴリーと結合活動の法的関連
性

第 15 回 成員カテゴリーと適用規
則

成員カテゴリー化装置の概要

第 16 回 成員カテゴリー化と法的
コミュニケーション

成員カテゴリー化装置が法的コミュニ
ケーションにどのような関連性を持つ
か
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第 17 回 反対尋問におけるコミュ
ニケーション

反対尋問のコミュニケーションの意義

第 18 回 反対尋問におけるコミュ
ニケーションと会話の秩
序

ケネディースミス・レイプ事件におけ
る反対尋問
ブラックの反対尋問のメカニズム

第 19 回 反対尋問の具体例と相互
行為分析

日本における反対尋問コミュニケー
ションの実際

第 20 回 反対尋問と成員カテゴ
リー分析

日本の反対尋問教育について

第 21 回 市民の司法参加と評議の
コミュニケーション

陪審評議のコミュニケーションと常識
の利用

第 22 回 評議のコミュニケーショ
ンにおける常識

裁判員評議における常識の利用

第 23 回 常識とは何か？ 実際の評議データから「常識」を発見
する

第 24 回 評議における常識とは何
か？

実際の評議データから「常識」を発見
する．特にその相互行為的特徴を学習

第 25 回 学校型コミュニケーショ
ンの諸特徴

オウム説法のコミュニケーションと教
育場面のコミュニケーションの比較

第 26 回 学校型コミュニケーショ
ンと法的コミュニケー
ション

教育場面のコミュニケーションと法的
コミュニケーションの異同

第 27 回 評議における裁判官の発
言

評議における裁判官のコントロールの
技法

第 28 回 緊急通報電話 緊急通報電話の特徴の学習
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回のレジュメを復習する。
授業の進行に合わせてテキストの該当部分を読む．
課題を行う本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
資料は大学のウェッブシステムで配布する．
【参考書】
エスノメソドロジー―人びとの実践から学ぶ (ワードマップ)単行本（ソフトカ
バー）前田泰樹 (編集),水川喜文 (編集),岡田光弘 (編集)新曜社 (2007/8/3)

【成績評価の方法と基準】
試験とともに，毎回の課題を実施するとともに，授業中の質問への応答など
授業に積極的に参加することを評価対象とする．詳細はガイダンス時に説明
する．出席も勘案する．期末試験（授業内試験の可能性もある）７０パーセ
ント，平常点（授業中の質疑，課題，小テスト）を３０パーセントとする．
【学生の意見等からの気づき】
板書が読みにくい場合があったので，今回はすべてパワーポイントのスライ
ドを作成して，投影しながら授業を進行させる．
【学生が準備すべき機器他】
特になし
【その他の重要事項】
通常授業ではあるが，授業中の作業や質問への応答が必須であるから，十分
積極的に授業に参加すること．
【Outline and objectives】
The sociology of law, or "law and society" studies, is a research field
in which to study how the law actually works in a variety of settings
in our society by collecting and examining various kinds of data from
social scientific perspectives. This year the class focuses particularly on
how communications in law-related situations are conducted,including
examinations in court, jury deliberations, lawyers’interviews/counseling
withe their clients, mediations and legal negotiations, and examins
the data from the perspective of ethonomethodology and conversation
analysis as a research method.

LAW300AB

英米法Ⅰ

小山田　朋子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　英米法の中でも現代アメリカ法を扱います。「日本の高校生がアメリカに留
学し、ハロウィンの日に仮装をして近所の家に行ったら射殺された」事件や、
「コーヒーをこぼしたおばあさんから訴えられたマクドナルド社が３億円の賠
償を命じられた（？）」事件を聞いたことがあるかもしれません。この授業で
は、これらの事件を扱います。そして、これらの事件などをきっかけにわが
国でも広まったアメリカ法のイメージや誤解について解説します。
　授業が終わる頃に、アメリカ法について、またわが国の法について、イメー
ジが変わっているかもしれません。（これまでの受講生からはそのような声が
寄せられました。）
　受講生が、一市民として生活する上で、日本法とアメリカ法ではどのような
違いがあるか考え、わが国の法についても新しい発見をすること、がこの授
業の目的です。「文化・社会と法コース」ともっとも強い関連を持ちますが、
他のコースも含めすべてのコースに属している科目です。
　なお、英語はまったく使用しません。
【到達目標】
わが国との比較から、アメリカ法の特徴をつかむこと、それによって、わが
国の法のあり方への理解も深めることができることを目指します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
今年度は、資料配布とＺＯＯＭでの授業を組み合わせた、オンラインでの開
講となります。くわしい日程やＺＯＯＭのＵＲＬ等は、4 月 5 日までに学習
支援システムの「お知らせ」に提示します。①解説を付した課題の資料を配
付するので各自学習する、②ＺＯＯＭでの授業を受ける、③学期に 2 回程度、
理解を確認するクイズやアンケートを行う、という方法を予定しています。
講義だけでなく、理解を助ける映像も使います。特に、陪審制については、実
際の陪審裁判を記録したビデオや映画等の教材も使って、裁判への素人の参
加について考えてみたいと思います。
また、数回に一度、それまでの授業の重要な部分や、リアクションペーパに
書かれた学生からの疑問点やコメントをとりあげ、解説します。
なお、英語はまったく使用しません。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業の進め方とアメリカ法を学ぶ意味
第 2 回 陪審制とは？ 　 映画『１２人の怒れる男』を見る
第 3 回 陪審制の説明 映画の解説と「服部くん事件」（ハロ

ウィンの日に射殺された高校生留学生）
第 4 回 陪審制の長所と短所 陪審制の長所と短所を分析する
第 5 回 陪審裁判にはどんな課題

があるか？
陪審裁判の映像を見る

第 6 回 陪審裁判の課題について 陪審裁判の映像を見て、解説する
第 7 回 陪審裁判の課題と制度 陪審裁判の課題についてどのような制

度があるか？
第 8 回 わが国との比較 わが国の裁判員制度との比較

（裁判員になりたい？）
第 9 回 懲罰的損害賠償とは？ マクドナルド事件（コーヒーが熱くて

３億円？！）
第 10 回 懲罰的損害賠償と陪審 「マクドナルド事件の陪審はクレイ

ジーなのか？」について映像を見る
第 11 回 懲罰的損害賠償の長所と

短所
映像の解説と分析

第 12 回 アメリカの建国 なぜイギリスから独立したのか？
第 13 回 アメリカの建国と憲法 どのような国家を目指したのだろう？

今日のアメリカの理解につなげる
第 14 回 まとめ 全体のまとめと疑問点の解説
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
アメリカ法の授業は初めて受講する学生ばかりですから、基礎知識は必要あ
りません。また、英語はまったく使用しないので、英語についての準備も必
要ありません。
授業では、数回に一度、授業内容を振り返ったり、学生からの疑問点に答え
る時間を設けるので、疑問点や理解できなかった部分について意識しておく
といいでしょう。本授業の復習時間は１時間を標準とします。
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【テキスト（教科書）】
授業はレジメを配布して行い、テキストは指定しません。
【参考書】
樋口範雄『はじめてのアメリカ法』（有斐閣）
（とても読みやすい本です）
そのほか授業内で適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
学習支援システムのテスト機能を使ったクイズを成績評価の対象とします（１
００％）。
【学生の意見等からの気づき】
授業内で理解を確認したりするための時間を取ってきましたが、その時間の
おかげで、理解できていなかった部分がわかったり、より理解を確実にする
ことができたという、学生からの感想がありました。
また、これまでに、難しかったとの声があった箇所については、より分かり
やすい解説を心がけています。
また、これまでの学生からの希望を受けて、数回に一度、それまでの授業の
重要な部分や学生からの疑問点やクイズの準備方法などを解説する時間を設
けるようにしました。
【学生が準備すべき機器他】
準備するものはありません。
【その他の重要事項】
授業の初回および２回目で、講義の進め方、成績評価についてなど説明します。
【Outline and objectives】
In this course, students will learn some aspects of modern American law,
and compare them with Japanese law.

LAW300AB

英米法Ⅱ

小山田　朋子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　英米法の中でも現代アメリカ法を扱います。「黒人などのマイノリティにつ
いて大学入試で優先的に合格とする制度は平等なのか」や、「同姓の２人が結
婚するのは権利なのか」という問題について、アメリカの最高裁判所は判決
を出してきました。「同性婚は憲法上の権利だ」という２０１５年の判決につ
いては、わが国でも新聞等で報じられました。
　もちろん結論もインパクトがありますが、「大学とは何か？」「結婚とは何
か？」ということが判決文の中で論じられているのは、新鮮だと思います。
　受講生が、わが国との比較を通して、アメリカ法への理解だけでなく、わ
が国の法についても新しい発見を得ることがこの授業の目的です。「文化・社
会と法コース」ともっとも強い関連を持ちますが、他のコースも含めすべて
のコースに属している科目です。
　なお、英語はまったく使用しません。また、英米法Ⅰを履修している必要
はありません。
【到達目標】
　わが国との比較から、アメリカ法の特徴をつかむこと、それによって、わ
が国の法のあり方への理解も深めることができることを目指します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
今年度は、資料配布とＺＯＯＭでの授業を組み合わせた、オンラインでの開
講となります。くわしい日程やＺＯＯＭのＵＲＬ等は、9 月 21 日までに学習
支援システムの「お知らせ」で提示します。①解説を付した課題の資料を配
付するので各自学習する、②ＺＯＯＭでの授業を受ける、③学期に 2 回程度、
理解を確認するクイズやアンケートを行う、という方法を予定しています。
講義だけでなく、理解を助ける映像も使います。また、数回に一度、それま
での授業の重要な部分や、リアクションペーパに書かれた学生からの疑問点
やコメントをとりあげ、解説します。
なお、英語はまったく使用しません。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業の進め方とアメリカ法を学ぶ意味
第 2 回 奴隷制はどのようになく

なったか？
映画『グローリー』を見る

第 3 回 奴隷制と憲法の関係 映画の解説と憲法
第 4 回 奴隷制と判例 奴隷制を最高裁はどう扱ったか？
第 5 回 奴隷制と憲法改正 憲法改正による変化
第 6 回 人種差別 人種差別はどのように残ったか？
第 7 回 人種差別と判例 最高裁は人種差別をどう扱ったか？
第 8 回 現代の人種差別：ア

ファーマティブ・アク
ション

アファーマティブ・アクション（大学
に優先的に合格させる）は望ましい
か？

第 9 回 現代の人種差別：陪審 陪審と人種差別の問題（O.J. シンプソ
ン事件：白人ばかり／黒人ばかりの陪
審でいいか？）

第 10 回 同性婚をめぐる判例 同性婚についての判決
第 11 回 同性婚をめぐる判例の分

析
同性婚についての判決と反対意見を比
較する

第 12 回 製造物責任の裁判 製造物責任法の裁判のビデオを見る
第 13 回 製造物責任法とは？ 映像の分析と法の解説
第 14 回 まとめ 全体のまとめと疑問点の解説
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
アメリカ法の授業は初めて受講する学生ばかりですから、基礎知識は必要あ
りません。
また、英語はまったく使用しないので、英語についての準備も必要ありません。
授業の受講の間には、数回に一度、授業内容を振り返ったり、学生からの疑
問点に答える時間を設けるので、疑問点や理解できなかった部分について意
識しておくといいでしょう。本授業の復習時間は１時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
授業はレジメを配布して行い、テキストは指定しません。
【参考書】
樋口範雄『はじめてのアメリカ法』（有斐閣）

— 128 —



　発行日：2021/4/1

（とても読みやすい本です）
そのほか授業内で適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
学習支援システムのテスト機能を使ったクイズを成績評価の対象とします（１
００％）。
【学生の意見等からの気づき】
授業内で理解を確認したりするための時間を取ってきましたが、その時間の
おかげで、理解できていなかった部分がわかったり、より理解を確実にする
ことができたという、学生からの感想がありました。
また、これまでに、難しかったとの声があった箇所については、より分かり
やすい解説を心がけています。
また、これまでの学生からの希望を受けて、数回に一度、それまでの授業の
重要な部分や学生からの疑問点やクイズの準備方法などを解説する時間を設
けるようにしました。
【学生が準備すべき機器他】
準備するものはありません。
【その他の重要事項】
授業の初回および２回目で、講義の進め方、成績評価についてなど説明します。
【Outline and objectives】
In this course, students will learn some aspects of modern American law,
and compare them with Japanese law.

LAW300AB

アジア法Ⅰ

陳　志明

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、アジア法Ⅱ（秋学期）と一体をなすものであり、アジア各国・地
域の法制度（特に憲法制度）をテーマとしています。アジア法Ⅰ及びアジア法
Ⅱは、法律学科の専門教育科目では基礎法科目に属し、「行政・公共政策と法
コース」、「企業・経営と法コース（商法中心）」、「企業・経営と法コース（労
働法中心）」、「国際社会と法コース」及び「文化・社会と法コース」では履修
が望まれる選択科目に挙げられています。春学期のアジア法Ⅰでは、総論と
してアジアの法制度の特質を概観した上で、東南アジアに属する各国の法制
度を中心に取り上げる予定です。
【到達目標】
受講生がアジア各国・地域の法制度について、その背景にある諸要因（歴史・
文化等）を踏まえつつ理解し、自分なりの問題意識及びそれに対する見解を
持つに至ることを目標としています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
「学習支援システム」上で教材配信型のオンライン授業を行い、毎回配信する
レジュメ及び資料を受講生が読む形で授業を進めます。また計 5 回の授業内
小レポートを課し、それに対するフィードバックは第 14 回授業のまとめに際
して包括的に行います。なお対面授業に復帰することになった場合、「授業の
進め方と方法」の変更は「学習支援システム」上に掲示します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 講義概要（シラバス）の説明
第 2 回 総論（アジアの法制度） アジアの法制度の特質

アジアの法制度を理解する上での留意
点

第 3 回 フィリピンの法制度① フィリピンの概観
フィリピンの歴史と法制度の変遷
現在のフィリピン憲法

第 4 回 フィリピンの法制度② フィリピンの統治構造
フィリピンの人権

第 5 回 マレーシアの法制度① マレーシアの概観
マレーシアの歴史と法制度の変遷
現在のマレーシア憲法

第 6 回 マレーシアの法制度② マレーシアの統治構造
マレーシアの人権

第 7 回 シンガポールの法制度 シンガポールの概観
シンガポールの歴史と法制度の変遷
現在のシンガポール憲法

第 8 回 タイの法制度① タイの概観
タイの歴史と法制度の変遷
現在のタイ憲法

第 9 回 タイの法制度② タイの統治構造
タイの人権

第 10 回 インドネシアの法制度① インドネシアの概観
インドネシアの歴史と法制度の変遷
現在のインドネシア憲法

第 11 回 インドネシアの法制度② インドネシアの統治構造
インドネシアの人権

第 12 回 ベトナムの法制度 ベトナムの概観
ベトナムの歴史と法制度の変遷
現在のベトナム憲法

第 13 回 カンボジアの法制度 カンボジアの概観
カンボジアの歴史と法制度の変遷
現在のカンボジア憲法

第 14 回 まとめ及び学期末レポー
ト

総復習並びにレポートの作成及び提出

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業前後に参考書の該当部分を読むことと併せて、新聞等でアジアの最新動
向を追うことを勧めます。この授業の準備学習・復習時間は、各 2 時間を標
準とします。
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【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。
【参考書】
作本直行編『アジア諸国の憲法制度』（経済協力シリーズ 182、アジア経済研
究所、1997 年）
大村泰樹・小林昌之編『東アジアの憲法制度』（経済協力シリーズ 187、日本
貿易振興会アジア経済研究所、1999 年）
安田信之『東南アジア法』（日本評論社、2000 年）
鮎京正訓編『アジア法ガイドブック』（名古屋大学出版会、2009 年）
稲正樹・孝忠延夫・國分典子編著『アジアの憲法入門』（日本評論社、2010 年）
加藤和英「仏暦 2560 年（西暦 2017 年）タイ王国憲法について」（『タイ国情
報』第 51 巻別冊第 1 号、日本タイ協会、2017 年 5 月、巻頭 1～18 ページ）
知花いづみ・今泉慎也『現代フィリピンの法と政治―再民主化後 30 年の軌
跡』（アジ研選書 53、アジア経済研究所、2019 年）
青木まき編『タイ 2019 年総選挙―軍事政権の統括と新政権の展望〔電子書
籍 PDF 版〕』（情勢分析レポート 32、アジア経済研究所、2020 年、https:
//www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Books/Josei/032.html、2021 年 2 月 1
日閲覧）
鮎京正訓編集代表・島田弦編著『インドネシア―民主化とグローバリゼーショ
ンへの挑戦』（アジア法整備支援叢書、旬報社、2020 年）
その他の参考書は、必要に応じてその都度紹介します。
【成績評価の方法と基準】
学期末レポート（80 ％）及び授業内小レポート（20 ％）によって評価しま
す。なお対面授業に復帰することになった場合、「成績評価の方法と基準」の
変更は「学習支援システム」上に掲示します。
【学生の意見等からの気づき】
例年受講生が大変多いこともあり、授業の形式は片方向的なものとなりがち
ですので、一定の双方向性を確保するため、授業後における個別の質問を歓
迎します。
【Outline and objectives】
The aim of this course is to help students acquire an understanding of
the characteristics of the legal system in Asia and the legal system of
each country belonging to Southeast Asia.

LAW300AB

アジア法Ⅱ

陳　志明

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、アジア法Ⅰ（春学期）と一体をなすものであり、アジア各国・地
域の法制度（特に憲法制度）をテーマとしています。アジア法Ⅰ及びアジア法
Ⅱは、法律学科の専門教育科目では基礎法科目に属し、「行政・公共政策と法
コース」、「企業・経営と法コース（商法中心）」、「企業・経営と法コース（労
働法中心）」、「国際社会と法コース」及び「文化・社会と法コース」では履修
が望まれる選択科目に挙げられています。秋学期のアジア法Ⅱでは、東アジ
アに属する各国・地域の法制度を中心に取り上げますが、南アジアに属する
インドの法制度、さらにイスラム法も取り上げる予定です。
【到達目標】
受講生がアジア各国・地域の法制度について、その背景にある諸要因（歴史・
文化等）を踏まえつつ理解し、自分なりの問題意識及びそれに対する見解を
持つに至ることを目標としています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
「学習支援システム」上で教材配信型のオンライン授業を行い、毎回配信する
レジュメ及び資料を受講生が読む形で授業を進めます。また計 5 回の授業内
小レポートを課し、それに対するフィードバックは第 14 回授業のまとめに際
して包括的に行います。なお対面授業に復帰することになった場合、「授業の
進め方と方法」の変更は「学習支援システム」上に掲示します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 インドの法制度① インドの概観

インドの歴史と法制度の変遷
現在のインド憲法

第 2 回 インドの法制度② インドの統治構造
インドの人権

第 3 回 イスラム法 イスラム法と聖典
イスラム法学と法学派
イスラム法の淵源

第 4 回 韓国の法制度① 韓国の概観
韓国の歴史と法制度の変遷
現在の韓国憲法

第 5 回 韓国の法制度② 韓国の統治構造
韓国の人権

第 6 回 北朝鮮の法制度 北朝鮮の概観
北朝鮮の歴史と法制度の変遷
現在の北朝鮮憲法

第 7 回 モンゴルの法制度 モンゴルの概観
モンゴルの歴史と法制度の変遷
現在のモンゴル憲法

第 8 回 中国の法制度① 中国の概観
中国の歴史と法制度の変遷
現在の中国憲法

第 9 回 中国の法制度② 中国の統治構造
中国の人権

第 10 回 香港の法制度 香港の概観
香港の歴史と法制度の変遷
現在の香港基本法

第 11 回 マカオの法制度 マカオの概観
マカオの歴史と法制度の変遷
現在のマカオ基本法

第 12 回 台湾の法制度① 台湾の概観
台湾の歴史と法制度の変遷
現在の台湾統治基本法

第 13 回 台湾の法制度② 台湾の統治構造
台湾の人権

第 14 回 まとめ及び学期末レポー
ト

総復習並びにレポートの作成及び提出
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業前後に参考書の該当部分を読むことと併せて、新聞等でアジアの最新動
向を追うことを勧めます。この授業の準備学習・復習時間は、各 2 時間を標
準とします。
【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。
【参考書】
鮎京正訓編『アジア法ガイドブック』（名古屋大学出版会、2009 年）
稲正樹・孝忠延夫・國分典子編著『アジアの憲法入門』（日本評論社、2010 年）
金永完『中国における「一国二制度」とその法的展開―香港・マカオ・台湾問
題と中国の統合』（国際書院、2011 年）
大河原知樹・堀井聡江『イスラーム法の「変容」―近代との邂逅』（イスラー
ムを知る 17、山川出版社、2015 年）
蔡秀卿・王泰升編著『台湾法入門』（法律文化社、2016 年）
孝忠延夫・浅野宜之『インドの憲法〔新版〕―「国民国家」の困難性と可能性』
（関西大学出版部、2018 年）
田中信行編『入門中国法〔第 2 版〕』（弘文堂、2019 年）
尹龍澤・青木清・大内憲昭・岡克彦・國分典子・中川敏宏・三村光弘編著『コ
リアの法と社会』（日本評論社、2020 年）
その他の参考書は、必要に応じてその都度紹介します。
【成績評価の方法と基準】
学期末レポート（80 ％）及び授業内小レポート（20 ％）によって評価しま
す。なお対面授業に復帰することになった場合、「成績評価の方法と基準」の
変更は「学習支援システム」上に掲示します。
【学生の意見等からの気づき】
例年受講生が大変多いこともあり、授業の形式は片方向的なものとなりがち
ですので、一定の双方向性を確保するため、授業後における個別の質問を歓
迎します。
【Outline and objectives】
The aim of this course is to help students acquire an understanding of
the legal system of India, the Islamic law, and the legal system of each
country and region belonging to East Asia.

LAW100AB

法思想史

大野　達司

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は「文化・社会と法コース」に属する。　
近代日本の法思想・法制度に対する海外法思想の影響と理解を概観する。
【到達目標】
近代日本法思想の海外法思想の受容と歴史的背景を理解し、近代化の意味と
ともに、とくに西欧法思想をわたしたちが学ぶ意味をとらえ、一般に目にす
る西欧中心の法思想史を学ぶきっかけをうる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
教科書に沿って、学習支援システムで配布するレジュメに基づいて授業を進
める。
対面授業ができない場合は、概要について動画・または音声ファイルをシス
テムにアップする予定。同システムを通じて、授業時間内・また一定の期間
質問を受け付ける。次回授業か、学習支援システムで応答する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第一回 はじめに 授業・評価の方法と全体の概要
第二回 第一章法と権利 近代初期日本への法と権利概念の継受
第三回 際 2 章自然法の思想 西欧自然法論の概要
第四回 第 3 章公と知識人 明治期の「市民社会」＝公共圏のあり

か
第五回 第 4 章憲法と自治 明治憲法制定期の議会制と自治をめぐ

る議論
第六回 第 5 章初期明治憲法理論

第 12 章天皇機関説事件
の法思想

穂積八束・美濃部達吉・上杉慎吉らの
法思想

第七回 第 6 章明治民法学 日本とドイツの法典論争
第八回 第 7 章刑法理論の対立　 初期刑法学以降の旧派と新派の対立と

意味
第九回 第 8 章大正デモクラシー 大正デモクラシーの法・政治思想と初

期フェミニズム
第十回 第 9 章マルクス主義法学 社会法の法思想のはじまりと、思想弾

圧
第十一回 第 10 章国際法と国際政

治
第一次大戦後の国際法・政治思想とケ
ルゼン・シュミット

第十二回 第 11 章国粋主義の法思
想

昭和初期の政治基盤の変容と右派法思
想

第十三回 第 13 章総動員体制（新
体制）の構築と法思想
第 14 章戦時体制下の法
思想

第二次大戦に突入するころの法思想

第十四回 第 15 章新憲法体制の法
思想

第二次大戦直後の法思想の対応

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
配布するレジュメに基づいて予習復習をすること。教科書を利用する場合は、
事前に指示した箇所を確認しておくこと本授業の準備学習・復習時間は各 2
時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
大野・森元・吉永『近代法思想史入門』法律文化社、2016 年
【参考書】
教科書にあげられているものの他、西欧法思想史について
森村進編『法思想の水脈』法律文化社、2016 年
西村清貴『近代ドイツの法と国制』成文堂、2017 年
中山・浅野・松嶋・近藤『法思想史』有斐閣、2019 年
西村清貴『法思想史入門』成文堂、2020 年
戒能通弘・神原和宏・鈴木康文『法思想史を読み解く』法律文化社、2020 年
授業では触れられないかもしれないが、
オリヴァー・リーマン『イスラム哲学への扉』中村廣治郞訳、ちくま学芸文
庫、2002 年
小嶋祐馬『中国思想史』KK ベストセラーズ、2017 年
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【成績評価の方法と基準】
オンラインの場合期末レポート (100 ％)。対面授業ができる場合（試験がで
きる場合）については、後日指示する。
【学生の意見等からの気づき】
なし
【学生が準備すべき機器他】
なし
学習支援システムが使えるように。
【Outline and objectives】
This lecture focuses on the modern Japanese legal thoughts and their
receptions from foreign legal thoughts as their backgrounds.

LAW300AB

法と遺伝学Ⅰ

和田　幹彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
★この授業は、「他学部公開科目」でもあります！
●テーマ： 21 世紀の遺伝学・法・法学・政策
そこの人！ 　ハイ、この頁に目をとめたあなたです。ちょっと考えてみて下
さい。もし、遺伝子検査で主要な病気にかかりやすいかどうか、予測できる
としたら？【以下のような概要を、この授業では学びます。】
　①恋人同士で遺伝子検査をして結果を教えますか？ 結果次第で結婚や子ど
もを断念する？
　②健康な子が欲しければ、胎児の出生前診断をしますか？ 　結果次第で中
絶しますか？
　③国民皆兵ならぬ国民皆遺伝子検査に賛成しますか？（アイスランドは一
度、導入しましたが、諸般の事情で、国家的な失敗に終わりました！）
この中の一つでも関心があれば、この授業に参加する意味があります。ただ、
ちょい待ち…　答は一つではない。世界中で、だれもこの三つの問に絶対的
な答を出した人はいないのです。答は一人一人が自分の頭で、自分のために、
考えるのです。論理的に。そして法学的に。法学部でない履修者は、一市民
として。
【以下がこの授業の目的（何を学ぶか）です。】
「自分の頭で考える：答は一つではない！」：日々の生活で実践できる、論理
的・法学的思考を訓練します。＜法と遺伝学＞の問題には、いまだに世界中
のどこにも「一つの正しい答」はありません。だから「誤った発言」はありえ
ない。安心して自分の心の中で議論して下さい。その中で、法学的思考が少
しずつ身に付くように、教師が工夫します。
発言が恥ずかしいという学生も、毎年、皆すぐ慣れて発言しています。それ
に「モノ言う能力」なしに 21 世紀を生きていけると思わないこと！ これこ
そ国際市場と日本の社会で、今、求められている技能です。
同時に、＜法と遺伝学＞は、21 世紀の人類社会の構図を決める問題です。な
らば、遺伝学・医学・心理学・生物学・法学の専門家だけでなく、市民が自分
の頭で考え、自ら決断すべきです。
21 世紀の遺伝学・医学の発展を踏まえ、「法と遺伝学」の関係を、法学の専門
家だけでなく、市民が自分の頭で考え、自ら決断すべきである、というのが
この授業の問いかけであり、目的であり、「何を学ぶか」です。
遺伝学を知らない人、他学部で法学に慣れていない人にも解りやすい授業を
心がけますので、安心して履修して下さい。
この科目は「文化・社会と法コース」に属します。
【到達目標】
学生は、21 世紀の遺伝学・医学の発展の中で、新たな法的問題を発見し、そ
の法的・政策学的な解決法を、「答えは一つではない」という大前提の下に、
「自分の頭で考える」能力を身につけます。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
●基本的に講義形式を取ります。しかし学生の自由な発言・質問を歓迎しま
す。そのために教室の前後にマイクを置きます。
●また、「質問用紙」を教室の前後に常備し、学生はいつでも質問を書いて教
員に提出できます。
●学生は、学期中に数回、「質問用紙」に授業の質問、感想、批判、自分の説
などを書き、提出します。（匿名可能です。）次回の授業でこれを教員が発表
し、質問には応え、その他にはコメントします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 教科書のプリント配布と

「法と遺伝学」を学ぶに当
たっての「遺伝学入門
(1)」

テーマに基づく講義＆質疑応答・ビデ
オ教材による遺伝学入門

第 2 回 デザイナー・チャイルド
：ヒトの受精卵の遺伝子
操作によって生まれる
「理想的な？」子どもの是
非 (1)

2001-02 年の国際連合の「ヒトクロー
ン禁止条約」の試みで、デザイナー
チャイルド問題は、どのように取り上
げられていたか？

第 3 回 デザイナー・チャイルド
：ヒトの受精卵の遺伝子
操作によって生まれる
「理想的な？」子どもの是
非 (2)

2003-05 年の日本で、デザイナー・
チャイルド問題はどのように取り上げ
られていたか？
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第 4 回 デザイナー・チャイルド
：ヒトの受精卵の遺伝子
操作によって生まれる
「理想的な？」子どもの是
非 (3)

2015-17 年の中国における研究で、デ
ザイナー・チャイルド問題は、どのよ
うに取り上げられていたか？ そして
2018 年、ついに中国でも規程違反と
されたデザイナー・チャイルドの現実
での誕生に世界はどう応じたか？

第 5 回 デザイナー・チャイルド
：ヒトの受精卵の遺伝子
操作によって生まれる
「理想的な？」子どもの是
非 (4) ：総括

テーマに基づく講義とクラス全体での
ディスカッション

第 6 回 「法と遺伝学」を学ぶに当
たっての「遺伝学入門
(2)」

最新遺伝学に基づく、過去の遺伝学の
誤解と現在の理解の解説とディスカッ
ション

第 7 回 「法と遺伝学」を学ぶに当
たっての「遺伝学入門
(3)」

21 世紀社会を生き抜く我々にとって、
特に法学を学ぶ学生にとって、なぜ
「遺伝学の基礎的知識」が必須か、そ
して「法と遺伝学」の学びが必要か、
の解説とディスカッション

第 8 回 iPS 細胞・ES 細胞・卵
子・精子：『同性間、特
にゲイ・カップル 2 人の
実子』の新たな可能性と、
法的・倫理的・社会的な
諸問題 (1)

この問題の前提となる iPS 細胞、ES
細胞に関する遺伝学的・生命科学的知
識の解説と、ディスカッション

第 9 回 iPS 細胞・ES 細胞・卵
子・精子：『同性間、特
にゲイ・カップル 2 人の
実子』の新たな可能性と、
法的・倫理的・社会的な
諸問題 (2)

2013 年の日本では、この問題がどう
扱われていたかの解説と、ディスカッ
ション

第 10 回 iPS 細胞・ES 細胞・卵
子・精子：『同性間、特
にゲイ・カップル 2 人の
実子』の新たな可能性と、
法的・倫理的・社会的な
諸問題 (3)

2015 年前半の日本では、この問題が
どう扱われていたかの解説と、ディス
カッション

第 11 回 iPS 細胞・ES 細胞・卵
子・精子：『同性間、特
にゲイ・カップル 2 人の
実子』の新たな可能性と、
法的・倫理的・社会的な
諸問題 (4)

2015 年後半の日本では、この問題が
どう扱われていたかの解説：特に長谷
川愛のアート作品「（不）可能な子供:
朝子とモリガの場合」とその NHK
特集番組の波紋の解説と、ディスカッ
ション

第 12 回 3 人の DNA を受け継ぐ
子どもの正当性と法的・
倫理的・社会的諸問題：
イギリスの新「ヒト受精
及び胚研究法」2015 年
改正とアメリカ・メキシ
コでの初出産例 (1)

2015 年 2 月、イギリスで改正された
この法律が及ぼした波紋の解説と、
ディスカッション

第 13 回 3 人の DNA を受け継ぐ
子どもの正当性と法的・
倫理的・社会的諸問題：
イギリスの新「ヒト受精
及び胚研究法」2015 年
改正とアメリカ・メキシ
コでの初出産例 (2)

2015 年 2 月にイギリスで改正された
この法律がその後、2017 年初頭にア
メリカのトップクラスの法学者・医学
者により、� この語の世界の模範例
となる � との論文を発表した解説
と、ディスカッション

第 14 回 3 人の DNA を受け継ぐ
子どもの正当性と法的・
倫理的・社会的諸問題：
イギリスの新「ヒト受精
及び胚研究法」2015 年
改正とアメリカ・メキシ
コでの初出産例 (3)

アメリカ・メキシコで、法改正に先行
して「3 人の DNA を受け継ぐ子ど
も」が出生した意味・意義・法的諸問
題の解説と、ディスカッション

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
●学生は、各回に必ず教科書の予習箇所を指定するので、各自自宅で予習を
すること。
●学生は、授業で扱った教科書の箇所と授業内容を必ず復習すること。
●準備（予習）・復習時間は、1 回の授業につき各々 2 時間（合計 4 時間）で
ある。
【テキスト（教科書）】
●教科書：すべてコピーを授業で配布する。
　★和田幹彦著『法と遺伝学』2005 年より、抜粋した教材。
　★和田幹彦著「『デザイナー・ベビー』『同性間の実子』再訪：実現性高まる
――『ゲノム編集』『男性 iPS 細胞からの卵子作製』の新技術と法規制・立法
の要否：同性婚認容のアメリカ連邦最高裁判決」2015 年
　★和田幹彦著「３人の DNA を継ぐ子を認める法改正――英国の新『ヒト
受精及び胚研究法』」2015 年　ほか
【参考書】
経塚淳子（監修）『遺伝のしくみ』新星出版社、2008 年刊、1,400 円＋税
【成績評価の方法と基準】
●期末試験 100 点。
●期末試験では、到達目標である：�21 世紀の遺伝学・医学の発展の中で、
新たな法的問題を発見し、その法的・政策学的な解決法を、「答えは一つでは
ない」という大前提の下に、「自分の頭で考える」能力を身につけた� かど
うかを評価します。

【学生の意見等からの気づき】
●質問をしやすい環境をより良く整備します。
●授業のスピードを速くしすぎず、ゆったりしたテンポで、学生がフォロー
し、ついていきやすいように工夫します。
●ビデオ、DVD、ブルーレイ教材を多用する予定です。
●時々、教科書や参考書にもないが、法学・法そのものの理解、遺伝学・遺伝
子操作・生命工学・最先端医学などの理解に役に立つ「手がかり」を挿入し、
授業を聞きやすくします。
【その他の重要事項】
●法学部以外の学生は、誰でも履修ができます。この科目を履修以前の、他
の法律科目の履修も必要ありません。
●法学部法律学科生は、通常の選択必修科目・選択科目を適正に履修してい
れば、準備は十分です。
●法学部政治学科・国際政治学科生は、他の法律科目履修の必要はありませ
ん。本授業で「政策と同時に、法学も学ぶ！」姿勢をしっかり持って下さい。
●全学部生に、同じく私による秋学期の「法と遺伝学 II」との合わせての履
修を強く勧めます。義務ではありません。
【Outline and objectives】
To learn the new issues of "Law and Genetics" which emerged in our
domestic and international society of 21st Century.
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LAW300AB

法と遺伝学Ⅱ

和田　幹彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
★この授業は「他学部公開科目」でもあります！
●授業の概要： 21 世紀の遺伝学・法・法学　そして…「人間の行動と、遺伝
子・脳科学の関係」
そこの人！ 　ハイ、この頁に目をとめたあなたです。ちょっと考えてみて下
さい。【以下の概要を、この授業では学びます。】
人間の行動って、どこまで遺伝子と脳で決まっちゃっているんでしょう？ 例
えば、
　①なぜ民法の「親族法」には、そもそも結婚についての法律があるの？ 　
その根源的な理由って何？ 　ヒトの進化と関係があるの？（あります！）
　②なぜ民法の「相続法」により相続はできるのか？「あかの他人」である配
偶者でも相続できるのはナゼ？ 　その根源的な理由って何？ 　ヒトの進化
と関係があるの？（あります！）
　③憲法や民法の詳しい法律の根底には、他の生物と共通の「法の根源的基
盤」があるのか？（あります！）
この中の一つでも関心があれば、この授業に参加する意味があります。ただ、
ちょい待ち…
答は一つではない。世界中で、だれもこの三つの問に絶対的な答を出した人
はいないのです。答は一人一人が自分の頭で、自分のために、考えるのです。
論理的に。そして法学的に。法学部生以外の方は市民の目線で。
【以下がこの授業の目的（何を学ぶか）です。】
「自分の頭で考える：答は一つではない！」：日々の生活で実践できる、論理
的・法学的思考を訓練します。＜法と遺伝学＞の問題には、いまだに世界中
のどこにも「一つの正しい答」はありません。だから「誤った発言」はありえ
ない。安心して自分の心の中で議論して下さい。その中で、法学的思考が少
しずつ身に付くように、教師が工夫します。
発言が恥ずかしいという学生も、毎年、皆すぐ慣れて発言しています。それ
に「モノ言う能力」なしに 21 世紀を生きていけると思わないこと！ これこ
そ国際市場と日本の社会で、今、求められている技能です。
同時に、＜法と遺伝学＞は、21 世紀の人類社会の構図を決める問題です。な
らば、21 世紀の遺伝学・行動遺伝学・進化生物学・進化心理学・脳神経法学
の発展を踏まえ、「法と遺伝学」の関係を、法学の専門家だけでなく、市民が
自分の頭で考え、自ら考察し、理解を深めるべきである、というのがこの授
業の問いかけであり、目的であり、「何を学ぶか」です。
この科目は「文化・社会と法コース」に属します。
【到達目標】
学生は、21 世紀の遺伝学・行動遺伝学・進化生物学・進化心理学・脳科学の発
展の中で、これらの自然科学との連動して、新たに（主には）「法とは何か？」
という法学の根源的な問いと向き合い、この問いへの「答えは一つではない」
という大前提の下に、「自分の頭で考える」「この問いに『応える』」能力を身
につけること。それがこの授業の到達目標です。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
●法学部生以外の方にも解りやすく、行動遺伝学・進化生物学・進化心理学・
脳科学と法学との関係を解説していきます。
●基本的に講義形式を取ります。しかし学生の自由な発言・質問を歓迎しま
す。そのために教室の前後にマイクを置きます。
●また、「質問用紙」を教室の前後に常備し、学生はいつでも質問を書いて教
員に提出できます。
●学生は、学期中に数回、「質問用紙」に授業の質問、感想、批判、自分の説
などを書き、提出します。（匿名可能です。）次回の授業でこれを教員が発表
し、質問には応え、その他にはコメントします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 「法とは何か？」の自然科学による再

分析の可能性の解説と、ディスカッ
ション

第 2 回 法の新たな定義と新たな
法源

定義に先立つ、遺伝学・行動遺伝学・
進化生物学・進化心理学・脳科学の基
礎的解説とディスカッション

第 3 回 事例１－霊長類（チンパ
ンジー）の社会集団にお
けるルールと制裁

フランス・ドゥヴァールの霊長類研究
と、それが「法学」にもたらしたイン
パクトの解説と、ディスカッション

第 4 回 事例２－ミツバチ・アリ
の社会集団における行動
パターン

世界、中でも日本におけるミツバチ・
アリ研究における「第三者罰」の可能
性、それが「法学」にもたらしたイン
パクトの解説と、ディスカッション

第 5 回 ヒトの「法」と動物の
「法」の差違＝言語；補
論－「文化 (culture)」の
新たな定義

「共創言語進化学」という新しい学問
領域における、「文化」「文化進化」
「法・法学」の位置づけの解説と、ディ
スカッション

第 6 回 「法と進化生物学」序論：
ダーウィンの進化生物学
とその発展－自然淘汰・
性淘汰

「法と進化生物学」の基礎となるダー
ウィンの自然淘汰・性淘汰の解説と、
ディスカッション

第 7 回 「法と進化生物学」の可能
性

「法はどこまで進化生物学で解明でき
るか？」の解説と、ディスカッション

第 8 回 「法と進化心理学」序論：
進化心理学とその近年の
めざましい発展

「法と進化心理学」の基礎となる L. コ
スミデスの「4 枚カード問題」実験の
解説と、ディスカッション

第 9 回 「法と進化心理学」の可能
性

「法はどこまで進化心理学で解明でき
るか？」の解説と、ディスカッション

第 10 回 「法と進化生物学」・「法と
進化心理学」・「法と行動
遺伝学」

これらの 3 つの学際分野の連県警と、
特に「行動遺伝学」とは何か？ 　「法
はどこまで行動遺伝学で解明できる
か？」の解説と、ディスカッション

第 11 回 「法と進化倫理学」－補論 内藤淳教授ほかによる「進化倫理学」
という学問史と、「法と進化倫理学」
という学際研究法により何が明らかに
なり得るか？ の解説と、ディスカッ
ション

第 12 回 法と脳科学（神経科学）
(1)

21 世紀初頭の、「法と脳科学」という
学際研究の端緒の解説と、ディスカッ
ション

第 13 回 法と脳科学（神経科学）
(2)

2015-16 年の、「法と脳科学」という
学際研究のブレークスルーの解説と、
ディスカッション

第 14 回 「法と進化生物学・心理
学、行動遺伝学、脳科学」
【総括】

これらの学際分野における「法とは何
か？」の自然科学的分析により、この
問いへの新たな答えを出そうとする試
みの解説と、ディスカッション

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
●学生は、各回に必ず教科書の予習箇所を指定するので、各自自宅で予習を
すること。
●学生は、授業で扱った教科書の箇所と授業内容を必ず復習すること。
●準備（予習）・復習時間は、1 回の授業につき各々 2 時間（合計 4 時間）で
ある。
【テキスト（教科書）】
和田幹彦「『法と進化生物学』・『法と進化心理学』序説」第１部（『法学志林』
連載）
詳しくは、これ以外にも、最新の文献を含めて初回の授業で指示する。教員
の和田が、すべてプリントして配布する予定。
【参考書】
経塚淳子（監修）『遺伝のしくみ』新星出版社、2008 年刊、1,400 円＋税【春
学期の「法と遺伝学 I」で使う本と同一】
【成績評価の方法と基準】
●期末試験 100 点。
●期末試験では、到達目標である：� 遺伝学・行動遺伝学・進化生物学・進
化心理学・脳科学の発展の中で、これらの自然科学との連動して、「法とは何
か？」という法学の根源的な問いと向き合い、この問いへの「答えは一つで
はない」という大前提の下に、「自分の頭で考える」「この問いに『応える』」
能力が身についた � かどうか、を基準に評価します。
【学生の意見等からの気づき】
●質問をしやすい環境をより良く整備します。
●授業のスピードを速くしすぎず、ゆったりしたテンポで、学生がフォロー
し、ついていきやすいように工夫します。
●ビデオ、DVD、ブルーレイ教材を多用する予定です。
●時々、教科書や参考書にもないが、法学・法そのものの理解、遺伝学・遺伝
子操作・生命工学・最先端医学などの理解に役に立つ「手がかり」を挿入し、
授業を聞きやすくします。
●時々、教科書や参考書にもないが、法学・法そのものの理解、遺伝学・行動
遺伝学・進化生物学・進化心理学・脳科学などの理解に役に立つ「手がかり」
を挿入し、授業を聞きやすくします。
【その他の重要事項】
●法学部以外の学生も、誰でも履修ができます。
　この科目履修以前の、他の法律科目の履修も必要ありません。
●法学部法律学科の学生は、通常の選択必修科目、選択科目を適正に履修し
ていれば、準備としては十分です。
●法学部政治学科・国際政治学科生は「法学を学際的に学ぶ！」姿勢をしっ
かり持って下さい。
●全学部生に、同じく私による春学期の「法と遺伝学 I」との合わせての履修
を強く勧めます。義務ではありません。
【Outline and objectives】
To learn the new issues of "Law, Behavioral Genetics, Evolutionary
Biology & Psychology, and Neuroscience".
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LAW300AB

知的財産法Ⅰ

武生　昌士

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は，知的財産法に分類される法律のうち主要なもののひとつである
著作権法を一通り学ぶことを内容とする。著作権法は基本的には民法の特別
法に位置付けられ，その意味ではやや応用的な科目ではあるものの，表現活
動全般において問題となり得る法律であるため，「裁判と法コース」，「企業・
経営と法コース（商法中心）」，「同（労働法中心）」，「文化・社会と法コース」
などを中心に幅広く関連を有し得る身近な法律であり，その基礎的な理解を
身に付けておくことは，受講生にとって将来的に公私両面にわたって意義を
有するものといえる。
【到達目標】
　著作権法について，制度全体についての一通りの体系的理解及び主要な論
点における基本的な考え方を身に付けてもらうことにより，今後著作権法に
関する問題に直面した際に，自分で調査し考えることができるだけの基礎的
素養を涵養することを目標とする。
　より具体的には，第一に，著作権法を理解する上で重要な基礎的な概念に
ついて十分に理解し，その内容を正確に示すことができるようになることを
目標とする。
　第二に，著作権法が問題となる具体的な事例（紛争）について，著作権法を
適用するとどのような帰結が導かれる（解決が図られる）こととなるのかを，
裁判例・学説の理解の前提に立った上で示すことができるようになることを
目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　この授業では，知的財産法の中核を担う法律のひとつである著作権法につ
いて，文化の発展に寄与するためにどのような制度が設けられているのかを，
具体的な裁判例にも触れながら，講義形式で一通り説明していく。音声付き
のパワーポイントをオンデマンドで視聴していただくことを基本形式とする
が，リアルタイムオンラインも必要に応じて実施する予定である。詳細は学
習支援システムを通じて期中に改めて告知することとしたい。
　下記授業計画に示した形での講義を予定しているが，順序や内容について
は必要に応じ変更する可能性がある。
　質問等はメール・学習支援システムを通じて随時受け付け，個別に，ある
いは次回授業を通じてフィードバックすることとしたい。期末の課題に関し
ては学習支援システムを通じて講評を行う予定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス・知的財産法

の概要
本講義の概要説明，知的財産法の全体
像

第 2 回 著作権法総説・権利の客
体 (1)

著作権法の概要，著作物の定義（総説）

第 3 回 権利の客体 (2) 著作物の定義（創作性要件など）
第 4 回 権利の客体 (3) 著作物の具体例，特殊な問題など
第 5 回 権利の主体 著作者の認定，職務著作，映画の場合

など
第 6 回 著作者人格権 公表権・氏名表示権・同一性保持権な

ど
第 7 回 著作権 (1) 各支分権について
第 8 回 著作権 (2) 著作権の制限
第 9 回 著作権 (3) 保護期間など
第 10 回 著作権に関する取引 著作権の譲渡、利用許諾など
第 11 回 著作隣接権 実演家の権利など
第 12 回 侵害と救済 (1) 侵害成立のための要件（依拠性・類似

性），間接侵害など
第 13 回 侵害と救済 (2) 民事的救済（差止め・損害賠償など）

及び刑事罰など
第 14 回 まとめ 講義全体の総括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　各回の終了時に，次回までに予習すべき資料（論文・裁判例等）を指定する
場合があるので，一読した上で授業に臨むこと。本授業の準備学習・復習時
間は各 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
　教科書は特に指定しない。なお、六法を持参するなどして，著作権法の条
文を確認できる状態で授業に臨んでほしい。
【参考書】
　島並良ほか『著作権法入門〔第 2 版〕』（有斐閣，2016），田村善之『知的財
産法〔第 5 版〕』（有斐閣，2010），中山信弘『著作権法〔第 3 版〕』（有斐閣，
2020）, 愛知靖之ほか『知的財産法』（有斐閣，2018）など。
　詳細は開講時に改めて，また授業中にも適宜，指示する。
【成績評価の方法と基準】
　期末試験の実施が可能であれば期末試験により評価する（期末試験 100 ％）。
試験の実施ができない場合，レポート課題で評価する（期末レポート 100 ％。
なお，期末レポートの場合，複数の課題を提示する予定である）。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　講義資料は各回の冒頭に配布するほか，授業支援システムにも誤記等を修
正したものを適宜アップロードするので，活用してほしい。
【その他の重要事項】
　民法（物権法，不法行為法など）や民事訴訟法などの科目を履修済みか，並行
して履修することが望ましいが，初学者にもわかりやすい講義を心がけたい。
　著作権法と特許法とを比較しながら学習することによって，知的財産法の
特質をより深く理解することができるため，できれば秋学期の「知的財産法
Ⅱ」を本講義に続けて受講してほしい。
【Outline and objectives】
This course covers the basics of Copyright Law.
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知的財産法Ⅱ

武生　昌士

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は，知的財産法に分類される法律のうち主要なもののひとつであ
る特許法を一通り学ぶことを内容とする。特許法は基本的には民法の特別法
と位置付けられるほか，特許権の発生には特許庁という行政庁が関係するこ
ともあり，私法・公法両面にわたり学習を進めた者がそれらの理解を活かし
てさらに進んで学ぶべき応用的な科目と位置付けることができる。特に「裁
判と法コース」，「企業・経営と法コース（商法中心）」，「同（労働法中心）」，
「文化・社会と法コース」における学習の最終段階において受講すべき科目の
ひとつである。
【到達目標】
　特許法について制度全体についての一通りの体系的理解及び主要な論点に
おける基本的な考え方を身に付けてもらうことにより，今後特許法に関する
問題に直面した際に，自分で調査し考えることができるだけの基礎的素養を
涵養すること，また，そのことを通じて，法的なものの考え方や法制度設計
の技法を習得することが目標である。
　より具体的には，第一に，特許法を理解する上で重要な基礎的な概念につ
いて十分に理解し，その内容を正確に示すことができるようになることを目
標とする。
　第二に，特許法が問題となる具体的な事例（紛争）について，特許法を適用
するとどのような帰結が導かれる（解決が図られる）こととなるのかを，裁
判例・学説の理解の前提に立った上で示すことができるようになることを目
標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　この授業では，知的財産法の中核を担う法律のひとつである特許法につい
て，産業の発達に寄与するためにどのような制度が設けられているのかを，具
体的な裁判例にも触れながら，講義形式で一通り説明していく。対面授業の
実施が情勢により不可能な場合，音声付きのパワーポイントをオンデマンド
で視聴していただくことを基本形式とするが，リアルタイムオンラインも必
要に応じて実施する予定である。詳細は学習支援システムを通じて期中に改
めて告知することとしたい。
　下記授業計画に示した形での講義を予定しているが，順序や内容について
は必要に応じ変更する可能性がある。
　質問等は対面の場合は出席票，オンラインの場合はメール・学習支援システ
ムを通じて随時受け付け，個別に，あるいは次回授業を通じてフィードバッ
クすることとしたい。期末の課題に関しては学習支援システムを通じて講評
を行う予定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス・知的財産法

の概要
本講義の概要説明，知的財産法の全体
像

第 2 回 特許法の概要・権利の客
体 (1)

特許法の全体像，発明の定義（自然法
則の利用要件）

第 3 回 権利の客体 (2)・特許の
要件 (1)

発明の定義（その他の要件），特許要
件（新規性・進歩性）

第 4 回 特許の要件 (2) 特許要件（先願・拡大先願など）
第 5 回 権利の主体 (1) 発明者，特許を受ける権利，共同発

明，冒認出願に対する救済など
第 6 回 権利の主体 (2) 職務発明など
第 7 回 権利取得の手続 出願，出願公開，審査，補正など
第 8 回 審判・審決取消訴訟 各種審判及び審決取消訴訟の目的と概

要
第 9 回 特許権 (1) 特許権の内容・存続期間など
第 10 回 特許権 (2) 特許権の制限，法定通常実施権など
第 11 回 特許権に関する取引 特許権の譲渡，専用実施権，通常実施

権など
第 12 回 侵害と救済 (1) 文言侵害・均等侵害・間接侵害など
第 13 回 侵害と救済 (2) 抗弁事由，民事的救済など
第 14 回 まとめ 授業全体の総括

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　各回の終了時に，次回までに予習すべき資料（論文・裁判例等）を指定する
場合があるので，一読した上で授業に臨むこと。本授業の準備学習・復習時
間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　教科書は特に指定しない。なお，六法を持参するなどして，特許法の条文
を確認できる状態で授業に臨んでほしい。
【参考書】
　田村善之『知的財産法〔第 5 版〕』（有斐閣，2010），中山信弘『特許法〔第
4 版〕』（弘文堂，2019），島並良ほか『特許法入門』（有斐閣，2014），駒田
泰土ほか『知的財産法Ⅰ特許法』（有斐閣，2014），愛知靖之ほか『知的財産
法』（有斐閣，2018）など。
　詳細は開講時に改めて，また授業中にも適宜，指示する。
【成績評価の方法と基準】
　　期末試験の実施が可能であれば期末試験により評価する（期末試験 100
％）。試験の実施ができない場合，レポート課題で評価する（期末レポート 100
％。なお，期末レポートの場合，複数の課題を提示する予定である）。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　講義資料は各回の冒頭に配布するほか，授業支援システムにも誤記等を修
正したものを適宜アップロードするので，活用してほしい。
【その他の重要事項】
　民法（物権法，不法行為法など）や民事訴訟法，行政法などの科目を履修済
みか，並行して履修することが好ましいが，初学者にもわかりやすい講義を
心がけたい。
　特許法と著作権法とを比較しながら学習することによって，知的財産法の
特質をより深く学習することができるため，できれば春学期の「知的財産法
Ⅰ」と連続で受講してほしい。
【Outline and objectives】
This course covers the basics of Patent Law.
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知的財産法Ⅲ

武生　昌士

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は，知的財産法に分類される法律のうち，「ブランド」の保護など
に関連する，いわゆる「標識法」に分類される法制度（商標法及び不正競争防
止法の一部）について一通り学ぶことを目的とする。これらの法律はいずれ
も民法の特別法に位置付けられるほか，消費者法や行政法，独占禁止法とも
関連を有するものであり，「裁判と法コース」，「企業・経営と法コース（商法
中心）」，「同（労働法中心）」，「文化・社会と法コース」における学習の最終段
階において受講すべき応用的な科目のひとつである。
【到達目標】
　知的財産法のうち，いわゆる標識法に分類される法制度について，一通り
の体系的理解及び主要な論点における基本的な考え方を身に付けてもらうこ
とにより，今後関連する問題に直面した際に，自分で調査し考えることがで
きるだけの基礎的素養を涵養することを目標とする。
　より具体的には，第一に，標識法を理解する上で重要な基礎的な概念につ
いて十分に理解し，その内容を正確に示すことができるようになることを目
標とする。
　第二に，標識法が問題となる具体的な事例（紛争）について，不正競争防止
法・商標法を適用するとどのような帰結が導かれる（解決が図られる）こと
となるのかを，裁判例・学説の理解の前提に立った上で示すことができるよ
うになることを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　この講義では，標識法に関する法制度としてどのようなものが設けられて
いるのかを，具体的な裁判例にも触れながら，講義形式で一通り説明してい
く。教室での授業が実施できない場合，音声付きのパワーポイントをオンデ
マンドで視聴していただくことを基本形式とするが，リアルタイムオンライ
ンも必要に応じて実施する予定である。詳細は学習支援システムを通じて期
中に改めて告知することとしたい。
　下記授業計画に示した形での講義を予定しているが，順序や内容について
は必要に応じ変更する可能性がある。
　質問等はメール・学習支援システムを通じて随時受け付け，個別に，ある
いは次回授業を通じてフィードバックすることとしたい。期末の課題に関し
ては学習支援システムを通じて講評を行う予定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス・知的財産法

の概要
本講義の概要説明，知的財産法の全体
像

第 2 回 標識法概説・不正競争防
止法総説

標識法の概説，不正競争防止法の全体
像

第 3 回 混同惹起行為の規律 (1) 不競法 2 条 1 項 1 号の趣旨及び要件
第 4 回 混同惹起行為の規律 (2) 不競争 2 条 1 項 1 号の要件
第 5 回 混同惹起行為の規律 (3) 不競法 2 条 1 項 1 号の要件及び効果
第 6 回 著名表示冒用行為の規律

(1)
不競法 2 条 1 項 2 号の趣旨及び要件

第 7 回 著名表示冒用行為の規律
(2)

不競法 2 条 1 項 2 号の要件及び効果

第 8 回 不競法のその他の関連規
定

不競法 2 条 1 項 19 号等の概説

第 9 回 商標法総説 商標法の全体像
第 10 回 商標の登録要件 (1) 積極的登録要件
第 11 回 商標の登録要件 (2) 消極的登録要件
第 12 回 商標権の保護範囲 商標権の内容，商標の類似性など
第 13 回 商標権の制限 権利行使が制限される場合について
第 14 回 まとめ 授業全体の総括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　各回の終了時に，次回までに予習すべき資料等を指定する場合があるので，
一読した上で授業に臨むこと。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標
準とする。
【テキスト（教科書）】
　教科書は特に指定しない。なお，六法を持参するなどして，不正競争防止法
等の条文を確認できる状態で授業に臨んでほしい（商標法は一般的な六法に
は掲載されていないので，留意されたい。詳細は開講時に改めて指示する）。

【参考書】
　田村善之『知的財産法〔第 5 版〕』（有斐閣，2010），茶園成樹編『知的財産
法入門〔第 2 版〕』（有斐閣，2017），愛知靖之ほか『知的財産法』（有斐閣，
2018）など。
　詳細は開講時に改めて，また授業中にも適宜，指示する。
【成績評価の方法と基準】
　期末試験の実施が可能であれば期末試験により評価する（期末試験 100％）。
試験の実施ができない場合，レポート課題で評価する（期末レポート 100％。
なお，期末レポートの場合，複数の課題を提示する予定である）。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　講義資料は各回の冒頭に配布するほか，授業支援システムにも誤記等を修
正したものを適宜アップロードするので，活用してほしい。
【その他の重要事項】
　民法（特に不法行為法）や消費者法，行政法，経済法，民事訴訟法，知的財
産法（特許法・著作権法）などの科目を履修済みか，並行して履修することが
好ましいが，初学者にもわかりやすい講義を心掛けたい。
【Outline and objectives】
This course covers the basics of Trademark Protection.
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法と経済学

神谷　高保

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この講義のテーマ（主題・題目）は、「法と経済学」であり、学生諸君の
到達目標は、「法の解釈や立法の妥当性を判定する一助となるような『法
制度の経済分析』の手法の『基礎』を正確に習得すること」です。「法と
経済学」は会社法、民法、刑法などの実定法の研究にとっても重要なも
のになってきています。
　（米国では実定法の習得と並行して「法と経済学」および「法律家の
ための分析的手法」といった講義が開講されています。
　本講義では、数式は用いず、ノーベル経済学賞を受賞したロナルド・
H・コースの「コースの定理」についても理解することができます。）
　会社法や契約法などの判例評釈や論文を読むためにも非常に有益です。
　また、公務員試験を受験する学生にとっては、ミクロ経済学の入門の
部分が試験の範囲と重なっている所があり、妥当な政策決定の仕方の基
礎を学ぶためにも、真剣に学んでおいて後悔しない法分野です。
　カリキュラム・ポリシーとの関係では、①「裁判と法コース」、「行政・
公共政策コース」、「企業・経営と法コース（商法中心）（労働法中心）」、
「国際社会と法コース」、「文化・社会と法コース」のいずれのコースを選
択する学生にとっても有益な能力を身につけることができます。②ソク
ラティック・メソッドによって議論することによって、問題を検討する
能力を身につけることもできます。③この教科書は視野を法律学以外の
世界にも広げることのできる教科書です。　法律学科の学生には、３・
４年次の開講、政治学科・国際政治学科の学生には、１～４年次の開講
となります。

【到達目標】
　学生諸君の到達目標は、上記のように、「法の解釈や立法の妥当性を判
定する一助となるような『法制度の経済分析』の手法の『基礎』を正確
に習得すること」です。　具体的には、「法と経済学の基礎」を学ぶため
の最適な教科書の一つであり、経済学を学んでいない者にとっても分か
りやすいとの定評があるロバート・D・クーター／トーマス・S・ユーレ
ン著・太田勝造訳『新版 法と経済学』（商事法務研究会）の最初の頁か
ら「契約法の経済分析」のところまでの内容を正確に理解することを目
標とします。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP3」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
　この講義は、アメリカのロースクールで行われているような対話形式
［ソクラティック・メソッド］－講義形式ではありません－で進めます。
毎回出席をとります。
　具体的には、毎回、教科書の範囲を指定し、教科書にある設問をゆっ
くり検討しながら解いてゆきます。
　また、教員は原則として授業開始の 10分前に教室に到着しており、こ
の 10 分間を利用して受講者の質問に答えています。
　この時間で足りない場合には、別途、質問に答える時間を用意します。
　　就職した後で、真剣に学んでおいて良かったと感じるような講義に
することが担当教員にとっての目標です。
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション。

　
授業内容、教科書、次週のテーマの
説明。

第 2 回 なぜ法律家が経済学を
学ぶのか。
　

教科書の（以下同じ）1-19 頁と注。

第 3 回 ミクロ経済学概観。
　

23-45 頁と注。

第 4 回 市場の均衡等。　　　
　　　　

45-66 頁と注。

第 5 回 厚生経済学等。　　　
　　　　

66-82 頁と注。

第 6 回 リスクと保険の経済学。
　　　　

82-101 頁と注。

第 7 回 所有権法の経済分析。
　　　

107-124 頁と注。

第 8 回 コースの定理、取引
費用。
　　　

124-145 頁と注。

第 9 回 所有権の保護のされ
方等。
　　

145-167 頁と注。

第 10 回 知的財産権の保護。分
配的正義について。　
　　　

167-196 頁と注。

第 11 回 契約法の経済分析。　
　

203-229 頁と注。

第 12 回 市場の完全性の仮定と
契約法。　　　　

229-255 頁と注。

第 13 回 契約違反に対する救
済等。
　

255-285 頁と注。

第 14 回 最適救済方法。
　　

285-311 頁と注。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　「法学部生のための履修の手引き」にも記載されているように、毎週
1 回の講義に出席するためには、いささか「自習」が必要です。テキス
トを読み、準備した上で、出席して下さい。私は充分に準備した上で授
業に臨みます。

【テキスト（教科書）】
　ロバート・D・クーター／トーマス・S・ユーレン著・太田勝造訳『新
版　法と経済学』（商事法務研究会、1997）。
　名著です。絶版になっていますが、図書館にも用意されています。ま
た、古書としてアマゾンなどで安く入手することができます。入手できな
い場合には、該当する部分のコピーを用意しますので安心してください。

【参考書】
　以下は必ず購入しなければならない訳ではありません。図書館や古書
（アマゾンなどでも入手できます。）も利用してみてください。
　スティーブン・シャベル著・田中亘・飯田高訳『法と経済学』（日本経
済新聞社、2010）(10,044 円)。
　他に、倉澤資成『入門　価格理論　第 2版』（日本評論社、1988）(3,240
円)、大庭コティさち子『考える・まとめる・表現する』（NTT出版、2009）
(2,376 円)。

【成績評価の方法と基準】
　「討議への貢献度」に２８点を配点します。「期末の筆記試験」または
後述の「レポートの提出」の配点は７２点です。
　筆記試験の内容は、全て授業中に検討した設問の中から２問が出題さ
れます。
　ただし、「レポートの提出」をこの「期末試験に代える」ことがありま
す。具体的には、悪疫の状況や受講者数などを考慮して、授業中に検討
したテーマと設問についてのレポートを提出するという「期末試験の代
替措置」を採用する場合があります。　なお、もしも採点結果に不満が
あった場合には採点の内容について個別に詳しく説明します。　 S、A、
B、C、D の評価となります。 
　

【学生の意見等からの気づき】
　授業評価（自主的に多摩大学の様式を使用して実施したもの）では、全
体的な教育効果は、７段階評価（「全く効果的でない」を１、「一応効果
的だ」を４、「きわめて効果的である」を７とする。）のもとで、６の評
価が７５％、７の評価が２５％です（２０１８年度の数字。）。

【学生が準備すべき機器他】
　使用しません。　資料や参考資料を読んできて下さい。

【その他の重要事項】
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。

【Outline and objectives】
Introduction to Law & Economics.
Economic analysis of property law and contract law.
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法律学特講（死刑論）

須藤　純正

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
現在わが国には存在する死刑制度について、これが人類の歴史の中でどのよ
うな機能を果たしてきたかを振り返り (過去・現在、世界に存在する政治的死
刑についても考えます。）、国際人権や比較法的観点を交えつつ、その運用状
況の実態を明らかにするとともに、その存続・廃止論などについての考察を
深める。この授業は各コースに共通して配当されている特講科目である。
【到達目標】
死刑適用がありうる重罪事件についての裁判員裁判が実施されて我々がこれ
にかかわることが要請される中で、受講生はこの授業が終了した時点で、具
体的な事件に際して、単なる感情論ではなく、かつ、思考停止に陥ることな
く、広い視点から合理的に死刑適用の当否を考えられるようになる。
国際的あるいは歴史的見地から、死刑存廃論や死刑執行における適正手続に
ついて自分なりの視座を持つことが到達目標となる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
基本的に講義形式を予定しているが、講義によって死刑制度への理解を深め
ると同時に、自分が設定する死刑をめぐる特定のテーマについて仕上げとし
て小論文の完成を目指す。その過程で参考図書を読んでその要約と感想を記
したレポートの発表、質疑・討論と相互評価、小論文の作成・提出に向けての
助言・指導が含まれる。
授業の残り１０分くらいをディスカッションに充てる。授業に関する学生の
コメントはリアクションペーパーに書いてもらっているが、自分の意見を教
員だけではなく、皆と共有したい場合には、授業支援システムの「掲示板」を
大いに利用してもらいたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス

死刑制度の世界の歴史
授業の概要の説明
西欧、日本における死刑制度の歴史

第 2 回 政治的死刑 ソクラテス、イエス、ルイ１６世、千
利休らの処刑、大逆事件、特攻出撃命
令、集団自決命令、東京裁判、テロと
死刑、暗殺命令。

第 3 回 死刑の代替刑 流刑、恩赦、死刑執行停止、死刑モラ
トリアム運動。

第 4 回 死刑とえん罪 合理的な疑いを超える証明とえん罪の
発生確率、死刑えん罪の救済（諸外国
の取組み）。

第 5 回 死刑とえん罪（続） 我が国の場合、帝銀事件、免田事件、
足利事件、わが国の対応の特徴、検察
官の役割、再審の壁。

第 6 回 応報刑論と死刑 応報主義の諸形態、社会と応報、被害
者と応報、仇討。

第 7 回 アメリカの死刑制度 存置州と廃止州、人種バイアス、薬物
注射による執行、執行の公開と被害者
遺族

第 8 回 アメリカの死刑をめぐる
憲法判断

ファーマン違憲判決、グレッグ合憲判
決、スーパー・デュー・プロセス。

第 9 回 終身刑論 わが国の無期刑囚の現状
仮釈放の運用
仮釈放なき無期刑

第 10 回 わが国の死刑基準 憲法３６条との関係
永山則夫事件
殺害された被害者の数の問題
裁判員裁判と死刑判断

第 11 回 わが国の死刑制度の運用 死刑犯罪
法が定める死刑手続
執行の告知時期
死刑囚の人権の制限

第 12 回 国際人権と死刑 啓蒙思想と死刑
死刑廃止の潮流
国際人権法と死刑
国連からのわが国への勧告

第 13 回 死刑適応能力 死刑と精神医療
刑訴法４７９条
マドリード宣言
オウム事件

第 14 回 正義論から見た死刑 死刑執行に際して刑務官が感じる罪悪
感、道徳と死刑、正義か不正義かは国
によって異なること。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業で紹介する文献を参照として図書、論文、映画など「柱となる資料」を最
低３点は用いて、授業終了後の小論文提出に向けて準備すること。文字数に制
限は設けないが、目安として３０００字ないし５０００字程度とする。論文
とは、「ある問題についての、自分の主張を何らかの調査に基づいて、合理的
な仕方で根拠付けようとする、一定の長さの文の集まり」とされている。小
論文のテーマの探し方、作成手順、作成要領については授業支援システム及
び授業内で指導する。オフィス・アワーも利用されたい。
小論文の作成作業に加えて、本授業の準備・復習時間は、各 1 時間を標準と
します。
【テキスト（教科書）】
特になし。授業でレジュメを配布する。
【参考書】
参考文献については授業内で多数紹介する。
【成績評価の方法と基準】
授業参加に基づく平常点（２０％）、中間のレポート提出（１０００字～２０
００字）（２０％）、授業終了後の死刑についての小論文提出（３０００字～
５０００字程度）（６０％）によって評価する。学期末試験に代わるものとし
て小論文を作成してもらうので、小論文とは別に学期末試験は実施しない。
【学生の意見等からの気づき】
毎年開講される授業ではない。数年前に３度ほど、最近では一昨年度に開講
している。刑事法の分野の中で死刑制度という限定的なテーマに特化した授
業であることから、死刑という特殊な刑罰について、多角的に掘り下げて考
えてみたいという学生には好評を得ている。一昨年度の実際の受講生は２０
名程度であった。正解などなく、賛否両論に分かれる様々なテーマについて、
思考停止に陥ることなく、とにかく自分で考えて仮説を打ち立て、理解を深
めていくという授業スタイルに魅力を感じる学生も多かった。はっきりした
知識の習得を目指す学生にとっては、すっきりしない授業であろう。これま
で政治学科、国際政治学科の学生の受講も少なくなかった。
【学生が準備すべき機器他】
特に該当なし。
【その他の重要事項】
この授業のテーマは、刑事政策の一部を構成するものであって、かつ、刑法
の刑罰論の一部を構成するものといえるが、必ずしもそれらの授業の履修を
前提とはしていない。
担当教員は検事・弁護士としての実務経験を有しているので、法務検察サイ
ドの死刑に対する姿勢、えん罪防止についての取り組み、死刑をめぐる世界
の潮流と日本の独自性などについて、ある程度掘り下げた議論ができると思
われる。
【Outline and objectives】
Capital punishment is a controversial topic in Japan and in many parts
of the world today. There are currently 106 countries that do not impose
the death penalty by law. The vast majority of countries in Europe have
abolished the death penalty, while 56 countries including Japan, China,
the United States retain it.
We will learn about the death penalty from various points of view.
Issues include the possibility of the execution of innocent persons, how
the United States Supreme Court decides the constitutionality of death
penalty in a State, the standard of imposing death penalty at trial in
Japan, etc.
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法律学特講（こども行政と法）

氏家　裕順

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　国や自治体は、子どもの成長を支援し、子どもを育成するために、児童手
当法などに基づく手当てを給付したり、児童福祉法などに基づく措置を実施
したりしている。また、国や自治体は、子どもの保護のために、青少年保護
条例や未成年者喫煙防止法などに基づく規制権限を行使する場合もある。子
どもの育成・保護のために適切な法制度が設けられ、行政活動が適法に行わ
れることが社会の発展にとって重要なことである。
　授業では、子どもの育成・保護のための法制度・行政活動の概要を理解する
とともに、制度の抱える問題について学ぶ。その目的は、法的問題を正確に
認識したりその解決に向けて積極的に取り組んだりすることのできる能力を
身につけることにある（行政・公共政策と法コース）。
【到達目標】
①児童手当などの、子どもに関する社会手当、②障害児に対する社会手当、③
保育所の利用と法的規制、④認可外保育所の利用と法的規制、⑤児童虐待の
発見と児童の保護、⑥青少年保護条例について、各制度の概要と抱える問題
を、それぞれ、説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　レジメと資料のほか、実際の対面式授業において解説すべき事項を記載し
た講義ノート（いずれも PDF 形式のもの）を、学習支援システムを用いて配
布する｡受講者にはレジメの内容を理解しながら到達目標に達するために、必
要に応じて講義ノートを併読し、あるいは、後掲の参考書を精読することが
期待される｡また、各回、コメント等を学習支援システムを通じて提出するこ
とも求められる｡質問は授業掲示板で受け付ける。
　上記のレジメ・資料等を用いた学習に並行して、月 1 回程度、復習の機会
を設ける予定である｡復習は、正規の授業時間中に、Webex を用いることに
よって、行う（実施日・参加のための URL 等、詳細は各受講者に対して学習
支援システムを通じて連絡する｡復習は、学習の便宜を図るためのものであっ
て、これに参加できない場合であっても不利益は生じない）｡
　上記とは別に、オリエンテーションは、Webex を用いて行う（その内容を
記した講義ノートも配布する）。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 主要な論点
第 2 回 子どもに関する社会手当

(1)
子どもに関する社会手当の概要

第 3 回 子どもに関する社会手当
(2)

児童手当

第 4 回 子どもに関する社会手当
(3)

児童扶養手当

第 5 回 子どもに関する社会手当
(4)

特別児童扶養手当

第 6 回 障害児に対する社会手当 障害児福祉手当
第 7 回 児童福祉 (1) 各種の保育と保育実施施設
第 8 回 児童福祉 (2) 保育所の利用
第 9 回 児童福祉 (3) 保育所の法的規制
第 10 回 児童福祉 (4) 認可外保育所の利用
第 11 回 児童福祉 (5) 認可外保育所の法的規制
第 12 回 児童福祉 (6) 児童虐待の発見と児童の保護
第 13 回 青少年の保護と育成 (1) 青少年保護条例のイメージ
第 14 回 青少年の保護と育成 (2) 青少年保護育成条例と関連法の関係
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前にレジメを読み授業で学ぶべき点を明確にしておく。授業後は、まとめ
ノートを作成し、理解度を深めるとともに、授業で紹介される参考文献を用
いて積極的に学びを深める。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準
とする。
【テキスト（教科書）】
配布レジメ
【参考書】
授業内で紹介するもの。

【成績評価の方法と基準】
レポートによる（100 ％）｡
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　（1）学習支援システムや Webex が利用できるだけの通信環境、（2）各回
の配布物を参照するための PDF 閲覧ソフトウェア（Adobe Acrobat Reader
〔無料〕など）、（3）レポート課題の閲覧・提出のために用いる、.doc, .docx.
の形式で保存できるソフトウェア（Microsoft Word など）、（4）上記（1）か
ら（3）までのものを利用するために必要となる PC、あるいは、スマートフォ
ン等｡
【Outline and objectives】
Some Acts of Parliament and bye-laws provide acts of executive agencies
necessary for bringing up or protecting children, in order to work
towards these goals. This course is designed to overview those statute
laws and executive functions, and also to learn problems of those statute
laws.
After completing this course, you should be able to:
- Sketch out an Act concerning child allowances and define its problems;
- Sketch out an Act concerning child rearing allowances and define its
problems;
- Sketch out an Act concerning special child rearing allowances and
define its problems;
- Sketch out an Act concerning disabled child welfare allowances and
define its problems;
- Sketch out an Act concerning the use of nursery centers and define its
problems;
- Sketch out an Act concerning the use of the other nursery facilities
(which established without administrative approval), and define its
problems;
- Sketch out Acts concerning detection and protection of children who
have suffered for child abuse, and also define its problems; and
- Sketch out bye-laws concerning protection of young people and define
its problems.

— 140 —



　発行日：2021/4/1

LAW200AB

法律学特講（政策と法）

氏家　裕順

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　われわれ市民の生活は各種の法によって規律されている。適切な法によっ
て公共的問題が解決されることが望ましいが、法に不備や欠陥があり、その
ため、既存の法を解釈・適用すると不都合が生じる場合があり、また、既存の
法を解釈・適用しても紛争を適切に解決することができない場合がある。法
の不備・欠陥を補う、社会の重要な手段が政策である。政策のあり方そのも
のも重要な論点であるが、既存の法の抱える問題を発見することが政策を検
討するために必要である。
　授業では、総論として解説される政策制度化の「骨組み」について理解す
るとともに、政策の制度化にあたり生じうる一般的な問題を学ぶ。また、個
別のテーマに沿ってとりあげられる既存の法の概要と抱える問題を学習する。
総論では法律学だけでなく、政治学の観点から解説がされることがある（第
６回～第８回）。個別テーマでは主に行政法学的な観点から解説がされる。受
講者は、授業後、それぞれの問題について、授業内で提示される手がかりや
文献を参照しながら必要となる解決策・政策を考えるべきである。これらを
通じて、法の抱える問題を正確に認識したり、その問題に対処するために必
要となる解決策を積極的に検討したりすることのできる能力を養ってほしい
（行政・公共政策と法コース）。
【到達目標】
　①立法事実の把握、各種の法的手段・仕組みとその機能、法的手段・仕組み
の実効性確保のための考慮事項、法律案の成立における内閣法制局・議院法
制局の役割それぞれについて説明することができる。
　②秘密保護、暴力団対策などのために制定されている法の概要と抱える問
題を説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　講義形式による。受講者から寄せられた意見・感想等にフィードバックす
るために授業冒頭で、受講者から提出された意見・感想等を紹介しコメント
する。ただし、通学できない場合には、以下の形式による。
　レジメと資料のほか、実際の対面式授業において解説すべき事項を記載し
た講義ノート（いずれも PDF 形式のもの）を、学習支援システムを用いて配
布する｡受講者にはレジメの内容を理解しながら到達目標に達するために、必
要に応じて講義ノートを併読し、あるいは、後掲の参考書を精読することが
期待される｡また、各回、コメント等を学習支援システムを通じて提出するこ
とも求められる｡質問には授業掲示板で回答する。このようなレジメ・資料等
を用いた学習に並行して、月 1 回程度、復習の機会を設ける予定である｡復習
は、正規の授業時間中に、Webexを用いることにより、行う（実施日・参加
のための URL 等、詳細は各受講者に対して学習支援システムを通じて連絡
する｡復習は、学習の便宜を図るためのものであって、これに参加できない場
合であっても不利益は生じない）｡
　授業方法など、受講者に対する連絡は、学習支援システムによって行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 科目の概要
第 2 回 総論 (1) 国と自治体の法務　政策の制度化の手

順
第 3 回 総論 (2) 立法事実の把握
第 4 回 総論 (3) 各種の法的手段・仕組みとその機能
第 5 回 総論 (4) 法的手段・仕組みの実効性
第 6 回 総論 (5) 内閣提出法律案と議員提出法律案
第 7 回 総論 (6) 法律案の成立と内閣法制局・議院法制

局
第 8 回 総論 (7) 条例による政策の制度化
第 9 回 個別的検討 (1) 各種の秘密保護制度　特定秘密保護法

の概要
第 10 回 個別的検討 (2) 特定秘密保護法の抱える問題
第 11 回 個別的検討 (3) 斜面地マンションの建築への対処
第 12 回 個別的検討 (4) 暴力団対策に関する法律とその抱える

問題
第 13 回 個別的検討 (5) 暴力団対策に関する条例の概要とその

抱える問題（東京都暴排条例を素材と
して）

第 14 回 個別的検討 (6) ストーカー行為等規制法の概要と抱え
る問題

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前にレジメを読み予習をするのはもちろん、授業後は、政策の制度化にあた
り生じうる一般的な問題の解決策や、既存の法の抱える問題に対処するため
に必要と思われる政策についての自らの考えを論理的に展開できるよう、授
業内容や自分の考えをまとめる。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を
標準とする。
【テキスト（教科書）】
配布レジメ
【参考書】
授業内で紹介するもの
【成績評価の方法と基準】
　定期試験による（100％）が、通学できない場合にはレポートによる（100％）
｡
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　学習支援システムを用いる。ただし、通学できない場合にはさらに、（1）
Webex が利用できるだけの通信環境、（2）各回の配布物を参照するための
PDF 閲覧ソフトウェア（Adobe Acrobat Reader〔無料〕など）、（3）レポー
ト課題の閲覧・提出のために用いる、.doc, .docx. の形式で保存できるソフト
ウェア（Microsoft Word など）、（4）上記（1）から（3）までのものを利用
するために必要となる PC、あるいは、スマートフォン等が必要である。
【Outline and objectives】
　　 After completing this course, concerning general matters on the
legislation of policy objectives, you should be able to:
- Explain legislative fact and offer an analysis of it, and also explain
importance of it in making the Act of Parliament and bye-laws;
- Explain how/what kind of legal measures should be provided and
composed in the statute law above mentioned, and besides, explain how
they should influence the public;
- Explain and offer an analysis particular issues which need considering
in making the Act of Parliament and bye-laws so as to ensure
effectiveness of them;
- Explain roles of peoples working in making the Act of Parliament and
bye-laws (peoples like a parliamentary counsel); and
- Explain process of making the Act of Parliament and bye-laws.
　　 After following through this course, as concerns a particular Act
of Parliament and a certain range of bye-laws, you should able to, for
example:
- Sketch out the Act on the Protection of Specially Designated Secrets
2013 (c.108), with identifying problems of that Act and offering solutions
to them; and
- Sketch out the Act to Prevent Illegal Activities by Members of
Organized Crime Groups (like hoodlums or mobster) 1991 (c.77) and
provide an overview of bye-laws made in order to exclude that Members
from our society, with identifying problems of the Act 1991 and bye-laws
and also offering solutions to them.
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法律学特講（知的財産法の今日的課題）

武生　昌士

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この講義では，知的財産法に関する諸問題のうち，著作権法・特許法・標識
法以外のものの中から，その時々に重要と思われる課題を個別的に採り上げ，
どのような制度が設けられているのかを，具体的な裁判例や関連する他の法
制度にも触れながら学んでいく。
　今年度も，近時その重要性をますます高めつつある営業秘密の保護を中心
に採り上げる。雇用の流動性が高まりつつある今日，その反面として，退職
従業員による営業秘密の流出といった案件を報道において目にする機会もま
た多くなっている。営業秘密の保護は，知的財産法のひとつである不正競争
防止法において規定されているものであるが，これは，市場において競争を
行っている事業者のみならず，その従業員や役員といった個人にも関係して
くる規律であるため，これについて一定の理解を身に付けておくことは社会
に出た際に少なくない意義を有するものである。
　この授業は，以上のような営業秘密に関する規律を中心に，不正競争防止法
のうちのいくつかの規定等を学ぶことを目的とするものである。民法（不法行
為法）や労働法を学んだ上での応用科目といった意味合いを有するが，情報
の秘密管理といった事柄は幅広い分野に関連し得るため，「裁判と法コース」，
「行政・公共政策と法コース」，「企業・経営と法コース（商法中心）」，「同（労
働法中心）」などの各コースにおける学習の最終段階において受講すべき科目
のうちのひとつとして位置付けられる。
【到達目標】
　不正競争防止法における営業秘密の保護に関する規律などを中心に，関連
する知的財産法上の規律について，制度全体についての一通りの体系的理解
及び主要な論点における基本的な考え方を身に付けてもらうことにより，今
後関連する問題に直面した際に，自分で調査し考えることができるだけの基
礎的素養を涵養することを目標とする。
　より具体的には，第一に，営業秘密保護の規律などを理解する上で重要な
基礎的な概念について十分に理解し，その内容を正確に示すことができるよ
うになることを目標とする。
　第二に，営業秘密保護などが問題となる具体的な事例（紛争）について，不
正競争防止法を適用するとどのような帰結が導かれる（解決が図られる）こ
ととなるのかを，裁判例・学説の理解の前提に立った上で示すことができる
ようになることを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　この授業では，不正競争防止法における営業秘密の保護（及びデザイン保
護に関する法制度等）をテーマとし，具体的な裁判例にも触れながら，講義
形式で一通り説明していく。音声付きのパワーポイントをオンデマンドで視
聴していただくことを基本形式とするが，リアルタイムオンラインも必要に
応じて実施する予定である。詳細は学習支援システムを通じて期中に改めて
告知することとしたい。
　下記授業計画に示した形での講義を予定しているが，順序や内容について
は必要に応じ変更する可能性がある。
　質問等はメール・学習支援システムを通じて随時受け付け，個別に，ある
いは次回授業を通じてフィードバックすることとしたい。期末の課題に関し
ては学習支援システムを通じて講評を行う予定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス・知的財産法

の概要
本講義の概要説明，知的財産法の全体
像に占める本講義の位置

第 2 回 営業秘密の不正利用 (1) 不競法 2 条 1 項 4～10 号総説，営業
秘密の定義（秘密管理性等）

第 3 回 営業秘密の不正利用 (2) 営業秘密の定義（有用性，非公知性等）
第 4 回 営業秘密の不正利用 (3) 不正利用行為
第 5 回 営業秘密の不正利用 (4) 適用除外，救済手段など
第 6 回 営業秘密の不正利用 (5) 営業秘密に関する問題演習，答案の書

き方の解説など
第 7 回 限定提供データの不正利

用
不競法 2 条 1 項 11 号～16 号の概説

第 8 回 商品形態模倣行為の規律
(1)

不競法 2 条 1 項 3 号の制度趣旨，保
護の要件

第 9 回 商品形態模倣行為の規律
(2)

保護の要件，適用除外

第 10 回 商品形態模倣行為の規律
(3)

請求主体，救済手段など

第 11 回 意匠法概説 (1) 登録意匠制度とは，意匠の定義
第 12 回 意匠法概説 (2) 意匠の定義，登録要件
第 13 回 意匠法概説 (3) 登録要件，意匠権・意匠権侵害概説な

ど
第 14 回 まとめ 授業の総括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　各回の終了時に，次回までに予習すべき資料や解いてくるべき課題などを出
す場合があるので，取り組んだ上で授業に臨むこと。本授業の準備学習・復
習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　教科書は特に指定しない。なお、六法を持参するなどして，不正競争防止法
等の条文を確認できる状態で授業に臨んでほしい（意匠法は一般的な六法に
は掲載されていないので，留意されたい。詳細は開講時に改めて指示する）。
【参考書】
　田村善之『知的財産法〔第 5 版〕』（有斐閣，2010），茶園成樹編『知的財産
法入門〔第 2 版〕』（有斐閣、2017），愛知靖之ほか『知的財産法』（有斐閣，
2018），茶園成樹編『意匠法〔第 2 版〕』（有斐閣，2020）など。
　詳細は開講時に改めて，また授業中にも適宜，指示する。
【成績評価の方法と基準】
　期末試験の実施が可能であれば期末試験により評価する（期末試験 100％）。
試験の実施ができない場合，レポート課題で評価する（期末レポート 100％。
なお，期末レポートの場合，複数の課題を提示する予定である）。
【学生の意見等からの気づき】
　受講生の理解の度合いを見計らいながら授業を進めるよう心掛けたい。
【学生が準備すべき機器他】
　講義資料は各回の冒頭に配布するほか、授業支援システムにも誤記等を修
正したものを適宜アップロードするので、活用してほしい。
【その他の重要事項】
　民法（特に不法行為法）や労働法，民事訴訟法，知的財産法などの科目を履
修済みか，並行して履修することが好ましいが，初学者にもわかりやすい講
義を心がけたい。
【Outline and objectives】
This course covers the basics of Trade Secret Protection (and Design
Protection).
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

法律学特講（大陸法思想史）

西村　清貴

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「文化・社会と法コース」に属する授業である。
ヨーロッパ大陸法 (特にドイツ法)を理解するにあたり重要な法律家、
哲学者に関する講義を通じて、大陸法思想を理解することを目的と
する。
　

【到達目標】
1. 大陸法がいかなる共通の基盤を有しているか理解できること
2. ドイツ法思想史において「法」と「法律 (制定法)」がどのように
区別されて論じられていたかを理解できること
3. 日本法が大陸法から何を学び、何を学ばなかったかを理解するた
めの視座を得ること

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に
関連。

【授業の進め方と方法】
講義形式で行う。
コロナ感染状況や大学の方針等にもよるが、オンデマンド方式によ
る講義に複数回の対面授業を組み合わせる方式を考えている。
なお、対面授業への出席をやむを得ない理由により避けたい受講者
のために、
対面授業の内容を録音した音声データを後日配信する予定である。
具体的なスケジュールは Hoppiを通じて連絡するため、よく確認す
ること。
質疑応答については、講義中にそのための時間を設けるほか、講義
前後に受け付ける。また、Hoppi を通じた質問も受け付ける。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第一回 はじめに 授業・評価の方法と全体の概要
第二回 古代ギリシアの法思想 古代ギリシアにおける法思想につ

いてみる
第三回 キリスト教の法思想 キリスト教における法思想につい

てみる
第四回 カントの法思想 ドイツ観念論の哲学者であるイマ

ニエル・カントについてみる
第五回 ヘーゲルの法思想 (1) ドイツ観念論の哲学者である G・

W・F・ヘーゲルの市民社会論に
ついてみる

第六回 ヘーゲルの法思想 (2) ヘーゲルの国家論についてみる
第七回 ここまでのまとめと質

疑応答
ここまでのまとめと質疑応答

第八回 歴史法学の法思想 (1) 歴史法学を代表する F・C・v・サ
ヴィニーの民族精神論についてみ
る

第九回 歴史法学の法思想 (2) サヴィニーの法源論についてみる
第十回 歴史法学後の法思想 サヴィニー以後の議論をみる
第十一
回

ハンス・ケルゼンの法
思想

ワイマール期の法哲学者であるハ
ンス・ケルゼンについてみる

第十二
回

カール・シュミットの
法思想

ワイマール期の憲法学者である
カール・シュミットについてみる

第十三
回

ここまでのまとめ ここまでのまとめと質疑応答の機
会を設ける

第十四
回

学期末試験と解説 学期末試験を行った後、模範解答
等の説明を行う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
配布するレジュメや教科書、下記に挙げる参考書、講義時に記載し
たノートに基づいて予習復習をすること。教科書については、事前
に該当箇所を示す。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準
とする。

【テキスト（教科書）】
西村清貴『法思想史入門』(成文堂、2020 年)、2200 円

【参考書】
勝田有恒／山内進編著『近世・近代ヨーロッパの法学者たち』(2008
年、ミネルヴァ書房)
勝田有恒／森征一／山内進編著『概説西洋法制史』(2004 年、ミネ
ルヴァ書房)
西村清貴『近代ドイツの法と国制』(2017 年、成文堂)

【成績評価の方法と基準】
講義に対する理解度を学期末試験で確認する (100 ％)。
大学の方針等により、レポート提出で代替する可能性がある。

【学生の意見等からの気づき】
板書について工夫したい。

【学生が準備すべき機器他】
資料配付等のために Hoppi を利用する。

【Outline and objectives】
This lecture aims to understand Europe (especially Germany)
law thoughts through discussion by lawyers and philosophers.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

法律学特講（英米法思想史）

金井　光生

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　主として、「文化・社会と法コース」との関連が深い授業です。
　法思想史のうち、英米系の法思想史を概観します。
　法も人間が「権利のための闘争」の中で生み出してきた共同の文化遺産で
ある以上、人類の長い思想の物語（narratives）に裏づけられています。
　法の意義と意味を深く知り、より生産的な実定法解釈を実践するために、単
なる思想の理解や知識の獲得を目的とするだけでなく、その現代日本法にお
ける意義も考えながら「自分で思索できる」ようになることを目指します。
　英米法思想の観点から、法・正義・人権などについて原理的に考えていきま
しょう。「人は哲学を学ぶことはできない…ただ哲学することを学びうるのみ
である」（カント『純粋理性批判』B866）。
　なお、「大陸法思想史」および「英米法」と併せて履修すると効果的です。
【到達目標】
（1）基本的な論点を理解できる。
（2）主要な思想を「自分の言葉で」説明できる。
（3）諸思想を踏まえたうえで、現代日本法の諸問題にアプローチできる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
【コロナ禍によりオンライン授業形式で行います。Hoppii 学習支援システム
等を活用した授業になります。詳細は学習支援システムの授業情報をご覧く
ださい。】
　教科書を前提に、文字ベースの講義録を配信する形で講義する予定です。
　講義録の指示に従って教科書等を読み、講義録の内容をノートを作成しな
がら理解してください。
　授業内容は、主に「コモン・ロー主義と制定法主義」という図式の下で、（1）
イギリス近代まで、（2）アメリカ近代まで、（3）現代の英米法思想、を扱う
予定です。
　適時にリアクションペーパーやレポートを課すことで理解度を測り、その
後の授業で、リアクションペーパーについては応答し、レポートについては
講評することで、フィードバックします。
＊授業計画はあくまで予定で、履修者や時間の関係等で変更する可能性があ
ります。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 英米法思想史を学ぶ意味と意義
第 2 回 英米法と英米法思想 コモン・ローと法思想
第 3 回 イギリスの自然法論と法

実証主義①
E. クック vs. Th. ホッブズ

第 4 回 イギリスの自然法論と法
実証主義②

J. ロック vs. D. ヒューム

第 5 回 イギリスの自然法論と法
実証主義③

W. ブラックストーン vs. J. ベンサム

第 6 回 イギリスの分析法学と歴
史法学

J. オースティン vs. H. メイン

第 7 回 イギリス・アメリカの憲
法思想①

マグナ・カルタ、権利章典、『ザ・フェ
デラリスト』など

第 8 回 イギリス・アメリカの憲
法思想②

独立宣言、合衆国憲法、プラグマティ
ズム法学など

第 9 回 現代英米正義論① J. ロールズ
第 10 回 現代英米正義論② R. ドゥオーキン、A. セン
第 11 回 現代英米正義論③ R. ノージック、M. サンデルなど
第 12 回 現代英米正義論④ H.L.A. ハート vs. R. ドゥオーキン
第 13 回 英米と大陸の法思想的対

話
英米におけるカント、デリダなど

第 14 回 まとめ：日本法への一源
流としての英米法

日本法思想との対話

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
（1）テキストとレジュメ・資料の指定範囲を予習・復習する。
（2）下記の参考書を活用して、自分なりに補習する。
（3）用語や関連する論点等を各自で図書館やデータベースを活用して調べる。
＊なお、本授業の準備学習・復習時間は「各 2 時間」を標準とします。

【テキスト（教科書）】
深田三徳ほか編著『よくわかる法哲学・法思想（第２版）』（ミネルヴァ書房、
2015 年）
【参考書】
竹下賢ほか編『はじめて学ぶ法哲学・法思想』（ミネルヴァ書房、2010 年）
田中成明ほか『法思想史（第２版）』（有斐閣、1997 年）
中山竜一ほか『法思想史』（有斐閣、2019 年）
田中英夫『英米法のことば』（有斐閣、1986 年）
大野達司ほか『近代法思想史入門』（法律文化社、2016 年）
戒能通弘『近代英米法思想の展開』（ミネルヴァ書房、2013 年）
金井光生『裁判官ホームズとプラグマティズム』（風行社、2006 年）
中山竜一『二十世紀の法思想』（岩波書店、2000 年）
田中英夫編集代表『英米法辞典』（東京大学出版会、1991 年）
【成績評価の方法と基準】
「到達目標」の達成の度合いに応じて評価します。
平常点・リアクションペーパー（20％）＋期末試験またはレポート課題（80％）
【学生の意見等からの気づき】
レジュメ・資料等を改良
【その他の重要事項】
「大陸法思想史」および「英米法」も科目履修することを推奨します。
【教員の著作】
『裁判官ホームズとプラグマティズム』（風行社、2006 年）、『フクシマで日本
国憲法〈前文〉を読む』（公人の友社、2014 年）、片桐直人ほか編『憲法のこ
れから』（日本評論社、2017 年）など
【Outline and objectives】
We learn the history of Anglo - American legal ideas. And we think
thoughtfully those ideas in comparison to Japanese legal ideas.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

法律学特講（憲法哲学）

金井　光生

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
【コロナ禍遠隔授業要請のため、内容を一部変更する場合があります。】
　「文化・社会と法コース」と密接な関連を有する科目です。
　本講義では、諸々の市民の法的な物語群（narratives）に支えられた共同の
文化作品として「憲法」を捉えて、人間の存在の constitution に照応した国
家の constitution として、憲法をナラティヴ論の観点から哲学的解釈学的に
解明し、立憲主義の普遍的な精神的基礎を哲学的人間学的に探究します。
　その際は、憲法物語として、多彩なテキスト（文芸作品、宗教聖典、戦争、
東日本大震災と福島原発事故の記録 etc.）を読解しながら、「法の支配」・「立憲
主義」の思想を読み取り、多様な人間の平和的共生ための「希望」のよすがと
して、公布・施行 70 年を経過した 1946 年日本国憲法の記憶を thoughtful
に思索していきます。
　単なる実定法解釈学以上の憲法の魂に触れたい人、せっかく大学に入った
のだから本格的な学芸としての法の醍醐味を味わいたい人、または、大学に
来てしまった者の責任として「学芸としての法」をじっくり思索したい人の
受講を求めます。
【到達目標】
（1）基本的な論点を理解できる。
（2）テキストの基本的な読解ができる。
（3）立憲主義をめぐる主要な思想を「自分の言葉で」物語ることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
【現時点では、コロナ禍によりオンライン授業形式で行う予定です。Hoppii 学
習支援システム等を活用した授業になります。詳細は学習支援システムの授
業情報をご覧ください。】
　基本的に講義形態です。テキストを前提にして、配信する講義録と資料を
ベースにノートを作成しながら学習してください。
　本講義は実験的なものです。毎年度、授業の後半に取り上げるテキストは
異なります。今年度は、「世界宗教の聖典類」等を中心に、憲法ナラティヴズ
の観点から読解していく予定です。
　ただし、下記【授業計画】はあくまで予定であり、コロナ禍との関係上、ま
た、受講者との対話的応答の中で、内容は変更する場合があります。大学の
授業は学生のみなさんとともに思索しながら、その都度の対話的探究の中で
共同制作していくものですから。
　そのためにも、適時にリアクションペーパーやレポートを課すことで理解度
を測り、その後の授業で、リアクションペーパーについては応答し、レポー
トについては講評することで、フィードバックします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス：「憲法哲学」

ということ
憲法物語群（ナラティヴズ）と立憲的
信

第 2 回 法とナラティヴズ① 法と文学
第 3 回 法とナラティヴズ② 法と物語の哲学
第 4 回 法とナラティヴズ③ 法と哲学的解釈学
第 5 回 小括 カフカ「法の前で」
第 6 回 憲法物語① ユダヤ教聖書（ヘブライ語聖書）
第 7 回 憲法物語② キリスト教聖書（ギリシア語聖書）
第 8 回 憲法物語③ イスラム教クルアーン
第 9 回 憲法物語④ インド・ヴェーダ聖典
第 10 回 憲法物語⑤ 初期仏典
第 11 回 憲法物語⑥ 大乗仏典・密教典
第 12 回 憲法物語⑦ 記紀神話・神道神典
第 13 回 憲法物語⑧ 夏目漱石、宮沢賢治など
第 14 回 まとめ：全世界の国民の

平和的生存権
「ナラティヴ」としての 1946 年日本
国憲法と、2011.3.11 ＆コロナ

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
（1）該当箇所の予習・復習をする
（2）図書館を徹底的に活用する（参考書など）
（3）本講義や関連科目の学びを自分の生き方や将来の職業にいかす
＊なお、本授業の準備学習・復習時間は「各 2 時間」を標準とします。

【テキスト（教科書）】
島薗進『宗教を物語でほどく――アンデルセンから遠藤周作へ』（NHK 出版
新書、2016 年）
【参考書】
H. アーレント（大久保和郎訳）『エルサレムのアイヒマン（新版）』（みすず書
房、2017 年）
大野達司ほか『近代法思想史入門』（法律文化社、2016 年）
大和田雅人『憲法とみやぎ人』（河北新報社、2018 年）
奥平康弘『「憲法物語」を紡ぎ続けて』（かもがわ出版、2015 年）
H.-G. ガダマー（轡田収ほか訳）『真理と方法（全 3 巻）』（法政大学出版局、
1986-2012 年）
金井光生『フクシマで日本国憲法〈前文〉を読む』（公人の友社、2014 年）
来栖三郎『法とフィクション』（東京大学出版会、1999 年）
小森陽一『ことばの力平和のちから』（かもがわ出版、2006 年）
柴田哲雄『フクシマ・抵抗者たちの近現代史』（彩流社、2018 年）
R. ドゥオーキン（小林公訳）『法の帝国』（未來社、1995 年）
夏目漱石『私の個人主義』（講談社学術文庫、1978 年）
野家啓一『物語の哲学』（岩波現代文庫、2005 年）
林田清明『《法と文学》の法理論』（北海道大学出版会、2012 年）
渡邊二郎『構造と解釈』（ちくま学芸文庫、1994 年）
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会『国会事故調報告書』（徳間書店、
2012 年）
【成績評価の方法と基準】
「到達目標」の達成の度合いに応じて評価します。
平常点・リアクションペーパー（20％）＋期末試験またはレポート課題（80％）
【学生の意見等からの気づき】
講義録・資料等を改良
【教員の著作】
『裁判官ホームズとプラグマティズム』（風行社、2006 年）、片桐直人ほか編
『憲法のこれから』（日本評論社、2017 年）など
【Outline and objectives】
We read the constitutional narratives as Japanese literary works etc.,
because a Constitution is also a constitutional narrative. We think
thoughtfully The Constitution of Japan who is supported by japanese
peoples’ narratives representing japanese constitutional faiths.
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法律学特講（社会保障法の現代的課題Ⅰ）

大原　利夫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本科目は、学生が社会保障法、特に児童虐待（ドメスティック・バイオレンス
を含む）に関する法的基礎を学び、児童虐待等に関する諸問題を学ぶことを
目的とする科目である。
この科目は、すべてのコースに属している。
【到達目標】
学生は、児童虐待に関する法制度の概要を説明することができる。
学生は、児童虐待の実態、法制度に関して、問題を抽出し、その解決策を提示
することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
この授業はオンデマンド授業です。受講生は授業動画を視聴し、文献を読み、
レポート課題を提出します。
レポート課題のフィードバックは、学習支援システムにおいて全体に対して
行います。
なお、受講生の要望等によって適宜授業内容・方法を修正する場合があります。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス～シラバスの

説明
社会保障法のイメージ、授業の進め方、
授業の受け方などについて説明する。

第 2 回 助けてといえない人たち 今、見えないところで何が起きている
のか、隠れた現代的社会問題としての
児童虐待、DV を扱う。

第 3 回 職権保護の緊迫する現場 虐待を受けている子どもの緊急保護の
実態を扱う。

第 4 回 保護された子どもたち 施設に保護された子どもについて、施
設内の日常と子どもの苦悩を扱う。

第 5 回 里親制度 里親制度を理解するために里親委託率
全国 2 位の静岡市を扱う。

第 6 回 虐待された子どもを育む
高校

虐待された過去を持つ子どもを社会が
どう育むべきか、ある高校を扱う。

第 7 回 性的虐待 その特性のために、顕在化しづらい性
的虐待を扱う。

第 8 回 性的虐待を受けた女性へ
の支援

性的虐待を受けた人を支援する NPO
を扱う。

第 9 回 保護施設を出た後の子ど
もたち

親の支援のない中で社会に出ていかな
ければならない現実と、新たな支援に
ついて扱う。

第 10 回 DV 家庭で育った子ども DV 家庭で育つとはどういうことか、
ある女性に焦点をあてる。

第 11 回 法制度の課題 児童虐待に関する制度の問題点とその
解決方法について扱う。

第 12 回 社会保障法の現代的課題
１

社会保障に関する最近のトピックを扱
う。

第 13 回 社会保障法の現代的課題
２

社会保障に関する最近のトピックを扱
う。

第 14 回 まとめ 授業の補足と総括を行う。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
基本的に予習は不要です。指示に従い、復習をして下さい。また、授業の中
で紹介した参考書等により、知見をさらに深めて下さい。本授業の準備学習・
復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。
【参考書】
『トピック社会保障法』本沢巳代子ほか著、信山社、2020 年。
『社会保障法』加藤智章ほか著、有斐閣、2019 年。
『よくわかる社会保障法』西村健一郎ほか著、有斐閣、2015 年。
『社会保障法』菊池馨実著、有斐閣、2014 年。
【成績評価の方法と基準】
レポート（100 ％）により評価します。

【学生の意見等からの気づき】
説明の仕方を工夫したいと思います。また、資料の用い方を工夫したいと思
います。
【その他の重要事項】
質問などは、メールにて随時、受け付けます。
この授業は基本的に虐待を扱いますので、フラッシュバックなどの症状が出
る方は、慎重に履修の判断をして下さい。
【Outline and objectives】
This course introduces the foundations and various problems of social
security law, especially law of child abuse, including domestic violence.
The goal of this course are to obtain 　
(1)Basic knowledge about law of child abuse
(2)Solving skills of problems about child abuse.
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法律学特講（社会保障法の現代的課題Ⅱ）

大原　利夫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本科目は、学生が社会保障法、特に障がい者法の基礎と障がいに関する諸問
題を学ぶための科目である。
この科目は、すべてのコースに属している。
【到達目標】
学生は、特別支援学校、ハンセン病、盲導犬、サリドマイド薬害、障がい者排
斥思想、脳死、吃音、顔の異形、出生前診断等に関して、問題を抽出し、その
解決策を提示することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
この授業はオンデマンド授業です。受講生は授業動画を視聴し、文献を読み、
レポート課題を提出します。
レポート課題のフィードバックは、学習支援システムにおいて全体に対して
行います。
なお、受講生の要望等によって適宜授業内容・方法を修正する場合があります。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス～シラバスの

説明
シラバスに基づき、授業の内容、すす
め方を説明する。また、導入としてボ
ランティアを扱う。

第 2 回 障がい者福祉１～障がい
者

障がい者と甲子園について扱う。

第 3 回 障がい者福祉２～障がい
者への差別

相模原障害者殺害事件を扱う。

第 4 回 障がい者福祉３～薬害と
障がい者

サリドマイド薬害について扱う。

第 5 回 障がい者福祉４～視覚障
がい

視覚障害者と盲導犬について扱う。

第 6 回 福祉１～介護労働 福祉の現場における介護人材について
扱う。

第 7 回 障がい者福祉５～吃音 多くの人が悩んでいるとされる吃音に
ついて扱う。

第 8 回 福祉２～脳死 脳死の判断基準について扱う。
第 9 回 障がい者福祉６～ハンセ

ン病
隔離政策がとられたハンセン病につい
て扱う。

第 10 回 障がい者福祉７～顔の異
形

顔のアザなど、顔の異形と障がいにつ
いて扱う。

第 11 回 福祉３～高福祉社会と低
福祉社会

高・低福祉社会について考えるために
諸外国を扱う。

第 12 回 福祉４～出生前診断 出生前診断と障がいについて扱う。
第 13 回 社会保障法の現代的課題 最近のトピックについて扱う。
第 14 回 まとめ 授業の補足と総括を行う。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
基本的に予習は不要です。指示に従って復習をして下さい。また授業の中で
紹介した参考書等により、知見をさらに深めて下さい。本授業の準備学習・復
習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。
【参考書】
『トピック社会保障法』本沢巳代子ほか著、信山社、2020 年。
『社会保障法』加藤智章ほか著、有斐閣、2019 年。
『よくわかる社会保障法』西村健一郎ほか著、有斐閣、2015 年。
『社会保障法』菊池馨実著、有斐閣、2014 年。
【成績評価の方法と基準】
レポート（100 ％）で評価します。
【学生の意見等からの気づき】
資料の用い方を工夫したいと思います。
【その他の重要事項】
質問などは、基本的にメールにて随時、受け付けます。なお、受講生の要望
等によって適宜授業内容・方法を修正する場合があります。

【Outline and objectives】
This course introduces the foundations and various problems of social
security law, especially disability law. The goal of this course are to
obtain
(1)Basic knowledge about of disability law.
(2)Solving skills of disability issues.
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法律学特講（（法学部同窓会寄付講座）企業法務への
案内）

武生　昌士

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は，いわゆる企業法務とは何か，法律学科で学んだ内容を活かし
て企業等で働くとは実際にはどういうことなのかといった事柄を，本学の卒
業生を中心としたゲストスピーカーの先生方からお話を伺うことを通じて学
んでいくものです。
　我が国では，社会の成熟・複雑多様化が進展するに伴い，個人や企業，ある
いは団体（地方公共団体や学校法人・NPO 法人など）を取り巻く権利義務関
係も，より複雑かつ精密なものとなりつつあります。これを受けて，社会に
おける法の支配の必要性はますます高まっていて，社会のあらゆる場面にお
いて，法律に準拠した判断を行うことによって紛争を未然に防止し，あるい
は適正かつ迅速に解決することが要請されているのが現状です。
　これに伴って，企業・団体に設けられた法務部は，その重要性に対する社
会的認識が日増しに高まるとともに，その活動も急速に充実化しつつありま
す。このような法務部が取り扱う諸問題（契約，人事・労務，経営，Ｍ＆Ａ，
知財，会計・税務，環境，訴訟等）が，実際に企業等でどのように扱われてい
るのか，その実態を法務部等の最前線で現に活躍しておられるゲストスピー
カーの先生方から学ぶのが，この授業の目的です。
　なお，ここでいう「法務」は，必ずしも狭義の法務部の仕事には限定される
ものではありません。法務の仕事を他の部署が担っている会社も少なくない
ですし，また法務部のみが法的な思考をしていればそれで足りるというもの
でもないからです。法的素養を活かして働くという事柄に関心を持つ皆さん
が幅広く受講してくださることを期待しています。
　以上のように，法律学科での学びが将来どのように活かされるかを知るた
めの講義ですので，法律学科に設けられた 6 つのコースすべてに関係するも
のと位置付けられます。
【到達目標】
　受講生が，我が国における法務部の取り扱う問題とそれに関係する法律の
解釈適用の実情を理解し，卒業後の進路のひとつとしての法務部，あるいは
法的素養を活かしつつ企業等で働くということに関する具体的イメージを獲
得すること。また，企業・団体の法務部が，法律の専門的素養を活かすことが
できる職場であり，かつ，社会的にも有用でやり甲斐のある職場であること
を理解すること。
　さらに，そのような職場を目指すために，在学中にどのような法分野を学
習しておくべきかについて，主体的に捉えることができるようになることも，
この授業の目標とするところです。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　この授業では，本学の卒業生を中心に，企業・団体の法務部等において実
務経験を有する方々をゲストスピーカーとしてお招きし，講義をしていただ
く形で授業を進めます。教室での授業又は Zoom を用いたリアルタイムオン
ライン授業を予定しています。
　講義していただく内容は，企業・団体の法務部等で実際に取り扱った事例
に即したものとなります。事例の具体的な分野としては，契約，人事・労務，
経営，Ｍ＆Ａ，知財，会計・税務，環境，訴訟等が想定されます。そして，取
り上げられた事例がどのようにして処理ないし解決されていったかというこ
とを，実務の機微に触れる形でご紹介いただきます。ゲストスピーカーの先
生によっては，受講生を指名して質問をされる場合があります。
　以下，過去の実績をベースに仮の授業計画を示しますが，テーマ・順番と
もに変更される可能性があります。
　ゲストスピーカーの先生方への質問は，当日お答えいただくほか，必要に
応じて後日，学習支援システムを通じてフィードバックします。また，期末
の試験又はレポートに関しても，学習支援システムを通じて講評を公開する
予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 担当教員によるこの授業に関する説明
第 2 回 企業法務とは何か？（企

業法務総論）
ゲストスピーカーによる講演

第 3 回 企業の資金調達の実態 ゲストスピーカーによる講演
第 4 回 インサイダー取引及び贈

収賄の企業内実務
ゲストスピーカーによる講演

第 5 回 会社法と株主総会の運営
について

ゲストスピーカーによる講演

第 6 回 企業と契約 ゲストスピーカーによる講演
第 7 回 人事・労務関係 ゲストスピーカーによる講演
第 8 回 企業の訴訟対応の実際 ゲストスピーカーによる講演
第 9 回 競争法関係 ゲストスピーカーによる講演
第 10 回 コンプライアンス・コー

ポレートガバナンス
ゲストスピーカーによる講演

第 11 回 国際政治と企業法務 ゲストスピーカーによる講演
第 12 回 不動産売買におけるトラ

ブルとその対処等
ゲストスピーカーによる講演

第 13 回 営造物管理瑕疵等につい
て

ゲストスピーカーによる講演

第 14 回 知っておきたい経済と金
融の見方

ゲストスピーカーによる講演

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　予習は基本的には必要ありませんが，事前準備を求められたテーマについ
ては，事前配布資料の読み込みなどが必要となる場合があります。
　復習については，各回の話題で特に興味を持った点について，各自自分な
りに調べてみることが推奨されます。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　テキストは特にありません。毎回，レジュメを配布する予定です。
【参考書】
　経営法友会企業法務入門テキスト編集委員会編著『企業法務入門テキスト
──ありのままの法務』（商事法務，2016）。
　このほか，必要に応じて各回に指示します。
【成績評価の方法と基準】
　毎回，講演に対する感想文（比較的短いもの）を提出してもらう予定であり，
これによって平常点を評価します（60 ％）。なお，ゲストスピーカーの講義回
の出席数が半数に満たない場合，単位を付与しません（いわゆる「足切り」）。
　このほか，期末試験（又は期末のレポート）によっても評価します（40 ％）。
試験・レポートといっても，毎回の講義から得られる細かい知識を問うもの
ではありませんので，あまり身構えずに取り組んでいただければと思います。
　ただし，毎回の感想文にせよ，期末試験・レポートにせよ，自身の将来の働
き方にどのように活かせるかを考えつつ，真剣にゲストスピーカーのお話を
聞いたということが読み手に伝わるような文章であることが，最低限求めら
れます。大半の学生にはわざわざ注意するまでもない事柄ですが，一部，こ
ちらの予想がまったく及ばないような低水準の感想文・答案が見られたので，
念のため注意喚起しておきます。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし。
【その他の重要事項】
　この授業は，多様な分野にわたるゲストスピーカーのお話を幅広く聴講す
ることを通じて，受講者の見聞や興味関心を広げることにより，今後の進路
選択等に役立ててもらうということを狙いとしています。そのため，受講者
が自身の興味関心のあるテーマの回のみをつまみ食い的に聴講するという受
講の仕方は，推奨されるものではありません。それゆえ，上記「成績評価の
方法と基準」欄にも記載したとおり，出席数による足切りを実施しています。
こうした授業の性質をよく理解した上で受講するようにしてください。
【Outline and objectives】
This omnibus course covers the basics of "corporate legal affairs". Most
of the speakers are the graduates of this university.
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法律学特講（コンテンツビジネスの実相と知的財産権）

安田　和史

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「デジタルコンテンツ白書 2020」（デジタルコンテンツ協会）の調査によると、
2019 年のコンテンツ産業の市場規模は 12 兆 8,476 億円（前年比 101.0%）
8 年連続して堅調に推移しているとされる。
コンテンツビジネスは、流通や収益構造などに大きな変化があらわれており、
毎年キープレイヤーが入れ替わっている。また、コンテンツビジネスは多岐
の分野にわたるが、授業では大きな変化が見られているゲーム市場、出版市
場、および、近年エンタテインメント化が進む広告をテーマに、法的な課題
等を交えて解説を行う。
また、授業では、ゲストスピーカーとして各分野の専門家および実務家を招
致し、受講者の理解を深めたいと考えている。
（なお、ゲストスピーカーのスケジュールによりシラバスの順番が入れ替わる
場合がありますのでご了承ください。また、COVID － 19 の影響により、イ
ンタビュー動画の配信になったり、LIVE 配信を行う場合がありますのでご
了承ください。）
この授業は，知的財産法に分類される法律のうちコンテンツビジネスに関連す
るものを中心として学ぶことを内容とするが、知的財産法を横断的に取り扱
うことになる。従って、知的財産法Ⅰ～Ⅲ [武生昌士] および法律学特講（知
的財産法の今日的課題）[武生昌士] を受講している（あるいは、将来受講す
る）と全体的な理解が深まるようになると思われることから推奨する。
「裁判と法コース」，「企業・経営と法コース（商法中心）」，「行政・公共政策と
法コース」，「文化・社会と法コース」などを中心に幅広く関連を有し得る。
【到達目標】
コンテンツビジネス（ゲーム、出版、広告）にかかる法的問題について理解
し、それを解消するための考え方を身につける。授業では、判例や実務的な
解決手段等を紹介するが、問題解決の手段はそれだけに留まらない。この授
業あるいはそれ以外で得た知識をフル活用して、自分であればどのような解
決手段を提案できるかということを考えられるようになってほしい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
授業では、コンテンツビジネス市場についてゲーム、出版、広告を主要なテー
マに掲げ、最新技術の動向を交えながら、コンテンツと法に関する解説を行
う。また、ある程度ビジネス環境等の理解ができたところで、法的問題につ
いて海賊版サイト問題や、ゲームのチートに関する法的な問題など、皆さん
に身近なケースを紹介しながら解説し理解を深める。知識を深めるというこ
とも重要であるが、問題解決のための考え方を養ってもらいたい。
授業形態は、講義形式で行う。また、教室を使うことが可能であれば実務家
を招いて体験学習やワークショップを行うことも考えている。
講義の後にリアクションペーパーを回収する。その中で、質問等がある場合
には記載してもらい、翌週の冒頭で質問に回答する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 コンテンツビジネスの実

相と知的財産の概要
初回講義では、講義の進め方および講
師の紹介、成績評価の方法などについ
て説明を行う。また、現在のコンテン
ツ市場について、解説を行う。

2 コンテンツビジネスの実
相と知的財産～プロテク
ト技術と知的財産法～

ゲームは、ゲーム機側とソフト側双方
にプロテクトがかけられており、違法
なソフトは起動しない技術的な工夫が
されている。しかしながら、このよう
な手段を回避するための装置やプログ
ラムを提供する者が存在しており、こ
の対応として著作権法や不正競争防止
法の規定が用いられる。近年において
は、民事対応のみならず、不正競争防
止法による刑事対応および、関税法に
おける水際措置が効果を上げている。
授業では、ゲームの技術的保護と関連
法に関する具体例を中心に解説する。

3 コンテンツビジネスの実
相と知的財産～通信規
格・メモリ等のインフラ
～

ゲーム機やソフトウェアの流通におい
て、メモリーや通信関連技術、ファイ
ル圧縮技術等の標準化が不可欠となる。
標準化は、複数の企業が所有する特許
権をプールすることで成立する。これ
らの特許は FRAND 宣言され、公正、
合理的かつ非差別的な条件（FRAND
条件）でライセンスされることになる。
しかしながら、FRAND 条件の前提が
あったとしても、特許権者とこれらの
特許を使用する者との間でライセンス
交渉が行われるにあたり、具体的な条
件等について折り合わず紛争が起きて
いる。FRAND に関する問題は、日本
のみならず国際的な問題であることか
ら、日米欧の現状について解説する。

4 コンテンツビジネスの実
相と知的財産～オンライ
ンゲーム（1）～

オンラインゲーム市場は、コンテンツ
市場の中でも極めて好調である。ソー
シャルモデルとフリーミアムモデルに
よる相乗効果もあり、高収益化に成功
している。他方で、オンラインゲーム
は悪質なユーザーによる「チート」行
為の被害が深刻化している。チート行
為は、ゲーム内の秩序を破壊し、企業
に経営上の被害をもたらす。授業では、
チート行為の一部が、知的財産法によ
る法的対応が可能であり、民事対応に
よる損害賠償請求や刑事対応が効果を
あげていることについて解説する。

5 コンテンツビジネスの実
相と知的財産～オンライ
ンゲーム（2）～

ゲームアプリは、Apple の App Store
や google の Google Play 等を通じて
ダウンロードされており、その総数
は、其々 200 万以上とも言われてい
る。このように競争が激しいゲームア
プリ市場において、自社のゲームコン
テンツを知的財産権等により保護する
ことは極めて重要である。AR 技術・
スマホの位置情報技術を用いたゲーム
アプリが世界中で大ヒットしている
が、関係各社は技術やキャラクターに
ついての知的財産権による保護に余念
がなく現在のところ同種のゲームアプ
リの追随を許していない。また、ス
タートアップ系の企業に勢いのある
ゲームアプリ業界であるが、知的財産
権のクリアランスが不十分であれば、
将来の経営リスクになる。授業では、
具体的な紛争事例等を交えながら、
ゲームアプリの知的財産権による保護
について解説する。

6 コンテンツビジネスの実
相と知的財産～ｘ R 関連
の最新技術の体験授業も
しくは専門家からのイン
タビュー１～

バーチャルリアリティ（VR）技術の
動向について、専門家を招いて解説を
行う。また、許される範囲で VR 技術
のデモ等を行いたいと考えている。
（受講人数によって、授業内容や体験
方法が異なることをご了承ください）

7 コンテンツビジネスの実
相と知的財産～ｘ R 関連
の最新技術の体験授業も
しくは専門家からのイン
タビュー２～

バーチャルリアリティ（VR）技術の
動向について、専門家を招いて解説を
行う。また、許される範囲で VR 技術
のデモ等を行いたいと考えている。
（受講人数によって、授業内容や体験
方法が異なることをご了承ください）

8 コンテンツビジネスの実
相と知的財産～広告コン
テンツの創作と法的制約
～

広告は、法的な制約を受けており、そ
の枠組みの中でクリエイターが制作を
行っている。
具体的には、他人の知的財産権等をは
じめとする権利を侵害しないように留
意する必要がある他、広告に関連する
法的規制も受けている。さらに、倫理
上の制約等も存在している。授業では、
これらの法的規制および広告コンテン
ツの創作との関係について解説する。

9 コンテンツビジネスの実
相と知的財産～広告コン
テンツにおけるクリエイ
ティブの実相（1）～

コピー、ネーミング、デザイン、ス
トーリー等、ひと口に「広告クリエイ
ティブ」と言っても様々なクリエイ
ティブが存在する。企業は広告会社と
タッグを組み、それらを駆使してブラ
ンディングや販売促進に励んでいる。
授業では、実際に広告業務に携わるク
リエイターもゲストとして参加し、前
回解説した法的問題も加味しつつ、広
告クリエイティブの実相について具体
的に解説する。

— 149 —



　発行日：2021/4/1

10 コンテンツビジネスの実
相と知的財産～広告コン
テンツにおけるクリエイ
ティブの実相（2）～

広告キャンペーンをプランニングする
際、その軸になることが多いのが「コ
ピー」である。コピーとは、綺麗な飾
り言葉ではなく、企業の哲学や戦略が
内包された「言葉のアイデア」と言え
る。講義では、広告会社で広告プラン
ニング業務や若手育成に携わるクリエ
イターもゲストとして参加し、前回解
説した内容を加味しつつ、実際にコ
ピーを企画する体験学習を実施する。

11 コンテンツビジネスの実
相と知的財産～出版市場
のデジタル化と流通の変
化～

デジタル出版が可能となったことで、
出版社を介さずに、直接出版をするこ
とが可能になった。出版社を介した出
版の場合、作家に入る印税は 10 ％で
ある。他方で、大手の電子出版サービ
スを利用すると、70 ％が作家に入る
ことになる。このような事実から、出
版社が将来的に不要になるのではとの
考え方も成立し得るが、プロの作家は
必ずしもそのようには考えていない。
この問題をひも解くために、作品の創
作において出版社がどのような役割を
担っているのかという点、および、法
的立場を明らかにした上で、「デジタ
ル出版時代には出版社は不要か？」と
いう点を考察する。

12 コンテンツビジネスの実
相と知的財産～違法サイ
トに対する出版社の戦い
～

インターネット上の違法コンテンツに
ついては、米国 DMCA に準拠した方
式（我が国ではプロ責法）による削除
申請をサイト事業者にすることで削除
される場合がある。また、これらはサ
イトによっては検出から削除まで自動
化されており一定の効果を上げていて
作業効率も上がっている。講義では、
出版社による海賊版対策の実際と法的
対抗手段について解説する。

13 令和 2 年著作権法改正と
海賊版対策

海賊版サイトは、毎年のように姿や国
を変え、コンテンツ事業者を翻弄して
いる。講義では、まず新たな対抗手段
として導入された令和 2 年著作権法改
正について解説する。なお、法改正は
行われたものの、既に現行法では対応
が難しい海賊版サイトが数多く存在し
ている状況にある。これらの実態を明
らかにするとともに、今後さらにどの
ような対抗手段が可能かについて検討
する。

14 コンテンツビジネスの実
相と知的財産　まとめ

コンテンツビジネスの実相と知的財産
について総括する。また、この講義の
時点で起きている注目すべき事例など
があれば解説を行う。
その他、期末レポートの課題について
説明を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
配布レジュメの内容について十分に復習すること。事前配布した資料につい
ては、授業当日までに内容について検討しておくこと。本授業の準備学習・復
習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
教科書は使用せず、レジュメを必要に応じて配布します。なお、プロジェク
ターには投影できても、事情により配布できない資料もありますのでご了承
ください。
【参考書】
経済産業省商務情報政策局（監修）『デジタルコンテンツ白書 2021』一般財
団法人デジタルコンテンツ協会（2021 年 8 月）
総務省『令和２年版情報通信白書』※総務省ウェブサイトで無料で取得可能。
『逐条解説不正競争防止法』※経産省ウェブサイトで無料で取得可能。
前田健他編著『図録知的財産法』（弘文堂、2021 年 02 月）
その他、島並良ほか『著作権法入門〔第 2 版〕』（有斐閣、2016）、田村善之
『知的財産法〔第 5 版〕』（有斐閣、2010）、中山信弘『著作権法〔第 2 版〕』
（有斐閣、2014）、茶園成樹編『知的財産法入門〔第 2 版〕』（有斐閣、2017）、
茶園成樹編『不正競争防止法』（有斐閣、2015）、土肥一史『知的財産法入門
〔第 16 版〕（中央経済、2019）』、藤野仁三 (著,編集) ＝ FRAND 研究会 (編
集)『標準必須特許ハンドブック SEP HANDBOOK〔第 2 版〕』発明推進協
会 (2021 年 4 月予定) など。
【成績評価の方法と基準】
毎回のリアクションペーパー [30%]+期末レポート [60%]+平常点 [10 ％]
リアクションペーパーの回収は当日のみ。公欠を除き、事後提出は認めません。
期末レポートの課題は、12 月初旬に講義の中で提示します。
Google classroom を使用します。
平常点は、授業への積極的な取り組みなどを評価します。
【学生の意見等からの気づき】
コンテンツビジネスと知的財産法の問題の中でも、現在ニュースなどで報じ
られている問題や、皆さんの身近で起きている問題、皆さんが抱えている疑
問などについては、質問をしてもらえれば、可能な限り講義で取り扱うよう
にします。

【学生が準備すべき機器他】
講義資料は各回の冒頭に配布します。授業支援システムにも誤記等を修正し
たものを適宜アップロードします。
【その他の重要事項】
知的財産法などの科目を履修済みか、並行して履修することが好ましいが、初
学者にもわかりやすい講義を心がけます。
【Outline and objectives】
Lectures on content business and intellectual property law.
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法律学特講（芸術振興の法と政策－アート・ロー入門
－）

澤田　悠紀

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：サマーセッション/Summer
Session
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　アリストテレスは「芸術は自然を模倣する」と述べ、オスカー・ワイルドは
「自然は芸術を模倣する」と述べたとされる。自然のみならず、社会もまた必
ずしも私たちの外にあるのではなく、私たちの見方によって自己の内に築き
上げられるものからなるとすれば、社会につき斬新な見方を提供する作品と
じっくりと向き合うことは、いわゆる"社会科学"的なものの見方を相対化し、
それを新たな角度から検討しなおすことを可能にする。
　この授業では、芸術と法の交錯領域における様々な実例を紹介しながら、社
会の見方の多様性に触れ、現代社会における理想的な法のあり方を自ら思考
していくための基礎を養う。
　この科目は、「文化・社会と法コース」に属している。
【到達目標】
①表現をめぐる国内外の様々な事案について学ぶ。
③「芸術とはなにか」「法とはなにか」について熟考する。
③今後、表現にまつわる社会的な問題に遭遇した際、どのような解決が図ら
れ得るか、自ら思考することができるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
オンデマンド型による講義と、Zoom によるプレゼンテーション・討論との組
み合わせにより進める。「その他の重要事項」を参照。シラバスに生ずべき変
更については学習支援システムにて通知するので、随時確認のこと。授業内
にフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 講義の進め方・扱うトピックの紹介な

ど
第 2 回 芸術と憲法 1 問題提起
第 3 回 芸術と憲法 2 表現の自由
第 4 回 芸術と民法 作品の使用・収益・処分
第 5 回 芸術と刑法 贋作・盗品・盗作
第 6 回 芸術と著作権法 1 創作
第 7 回 芸術と著作権法 2 模倣
第 8 回 芸術と意匠法 アートとデザイン
第 9 回 芸術と文化財保護/相続税

法
私有と公有/寄贈・物納・登録美術品制
度

第 10 回 芸術と所得税法・法人税
法

寄附金税制・補助金税制

第 11 回 芸術と国際問題 ベルヌ条約・武力紛争の際の文化財保
護条約・文化財不法輸出入等禁止条
約・主権免除

第 12 回 芸術と食品衛生法・医師
法・軽犯罪法など

近年の国内事例より

第 13 回 まとめ/プレゼンテーショ
ン 1

講義内容のまとめ/スクリーンシェアに
よるプレゼンテーションと質疑応答

第 14 回 プレゼンテーション 2 スクリーンシェアによるプレゼンテー
ションと質疑応答

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習は特に必要ないものの、復習は必ず行うこと。本授業の準備学習・復
習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
使用しない。
【参考書】
適宜、授業内において参考となるべき資料を紹介する。
【成績評価の方法と基準】
討論参加による授業への貢献３０％（１０％ × ３回）＋プレゼンテーション
４０％
【学生の意見等からの気づき】
オンデマンド型とリアルタイム型（Zoom）とを毎日組み合わせることで、臨
場感をもって進行させていきます。

【学生が準備すべき機器他】
ビジュアル（写真・映像・PPT など）を使用したプレゼンテーションをリア
ルタイムでスクリーンシェアできるパソコン・タブレット・スマートフォン等
【その他の重要事項】
Zoom は原則マイク・カメラをオフで行いますが、討論開始時と終了時（各 1
分程度）、お名前を呼ばれた際、プレゼンテーションを行う際には、カメラを
オンにしていただきます。絶対にカメラをオンにしたくないという方は、履
修を慎重に検討してください。
【Outline and objectives】
This course lets students explore a diverse array of art law disciplines.
Students will examine the functioning of law and policy in the field
of arts, paying special attention to how they shape our perception of
society.
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授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は、これから法律学を学ぶ学生のための入門科目です。全てのコー
スに属しています。憲法や民法、刑法などを学習するうえで、最低限必要と
なる法に関する知識や専門用語を学びながら、法律制度を体系的に理解する
とともに、法律の条文や裁判例の読み方などの基本的技術を身につけること
を目的としています。また、その国の文化や社会・経済システムの在り方が
法制度にどのような影響を与えているか、という学際的視点からも、法学を
学んでいきます。
【到達目標】
・法律制度の全体像を体系的に理解することができる。
・それぞれの分野の法律の意義と特徴を把握できる。
・さまざまな法律に共通する基礎知識や概念、専門用語を修得する。
・六法を参照しながら、法律文献を正確に読むことができる。
・裁判所の判決文の読み方を習得し、自分で裁判資料をリサーチして判旨の内
容を理解することができる。
・新聞等に掲載された法律に関する事件や記事を興味を持って読むことがで
きる。
・法律の相談を受けたときに、それがどの分野の法律に関わることであり、ど
のような条文と文献を読めばいいのか、助言することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
※履修登録前に、学習支援システムにて必ず最新情報を確認すること※
・本講義は、ハイフレックス授業とする。
※新型コロナウイルス感染症の状況によってはオンライン授業になる場合が
ある。オンライン授業となった場合は、Zoom を使用する。
・初回講義時（2021 年 4 月 13 日）は、Zoom にてオンラインで実施する。
・講義は、PowerPoint を用いながら講義形式で授業を進める。
・何らかのチャットアプリ（執筆時点では LINE オープンチャットを利用予
定）を用いて、双方向型の講義とする予定である。
・授業に関する質問等についてはチャットアプリにて、試験については学習支
援システム（採点基準や成績分布等の情報提供）を通じてフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業全体の説明と授業に臨むにあたっ

て準備すべきことを理解する。
第 2 回 法とは何か－法は国家に

よって強制される
法と社会規範・道徳の違い、法と国家
的サンクションについて学ぶ。

第 3 回 紛争解決ルールとしての
法源－成文法、慣習法、
慣習、判例法、条理など

紛争とその法的解決のルールについ
て、その根拠となる法源とは何かを学
び、裁判規範と行為規範の違いも理解
する。

第 4 回 制定法はいろいろ－法の
種類と全体構造

憲法と制定法の関係、制定法の性格と
役割を整理しながら、日本法の全体構
造を概観する。

第 5 回 法は正義を実現する－法
哲学と実定法およびその
解釈の関係

正義とは何か、法の理念・原理とは何
かを現代法哲学の議論を参考にしなが
ら学習し、実定法のあり方やその解釈
との関係を検証する。

第 6 回 法の継受とボアソナー
ド－日本法のルーツはど
こにあるのか

日本近代法のルーツを探りながら、日
本近代法の生みの親ともいえるボアソ
ナードと法政大学の由来を考える。

第 7 回 権利と義務－法的関係の
基本

紛争解決のルールとしての法的権利と
義務の意味や法律要件と効果について
学習する。

第 8 回 紛争解決と裁判制度 法的権利や義務の実現による紛争解決
の仕組みを裁判制度を中心に学ぶとと
もに、紛争解決制度の多様性を理解す
る。

第 9 回 法の適用と裁判過程①－
法学における三段階論法
とリアリズム法学

法の解釈とは何か、解釈方法論の基本
とリアリズム法学について学ぶ。

第 10 回 法の適用と裁判過程②－
一般条項の意義

法の解釈を通じた裁判官の法創造につ
いて一般条項を題材に学ぶ。

第 11 回 法の解釈と条文の基本的
ルール－法の技術的基礎
知識を学ぶ

法の規定の種類と条文構造の基本ルー
ル、判例法の性格と役割、裁判例の読
み方を学習する。

第 12 回 法のホット・イッシュー
①

最近の注目すべき最高裁判決を題材に
法の今日的問題を探る。

第 13 回 法のホット・イッシュー
②

最近の注目すべき最高裁判決を題材に
法の今日的問題を探る。

第 14 回 法学問題の答案の書き方 これまでの授業をまとめたうえで、記
述式問題に解答してもらう。そのう
で、法学問題の解答の仕方をレク
チャーする。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・授業の毎回のテーマごとに事前に配布されるプリントや授業支援システムに
アップされた資料を読んでくること。
・本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
配布プリントを使用します。
【参考書】
・道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に【第 2 版】』（弘文堂、2017 年）
・横田明美『カフェパウゼで法学を――対話で見つける＜学び方＞』（弘文堂、
2017 年）
・五十嵐清『法学入門【第 4 版新装版】』（日本評論社、2017 年）
・田中成明著『法学入門【新版】』（有斐閣、2016 年）。
【成績評価の方法と基準】
【レポート試験】
・中間試験としてレポート課題を提出していただきます。概要は学習支援シス
テム上で案内します。（30 ％）
【期末試験】
・期末試験として、筆記試験を実施します。（50 ％）
【Web 小テスト】
・講義ごとに実施する Web 小テスト（学習支援システムを利用します）の点
数を 20 点満点に換算して評価します。（20 ％）
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、期末試験をレポート試験に
変更する場合があります。
【学生の意見等からの気づき】
リアクションペーパーを複数回配布し、そこで記載された意見や要望を常時
取り入れることにする。
【学生が準備すべき機器他】
授業支援システムを必ず確認すること。
【その他の重要事項】
六法は必ず持参すること。タブレット・スマホ等でもよいが、授業中の私用
による利用は厳禁。
【専門領域と研究業績】
＜専門領域＞　社会法（社会保障法・労働法）
＜研究テーマ＞　非正規労働者の社会保障法、労働法上の課題
＜主要研究業績＞
「日本のクラウドソーシングの現状と労働法上の課題」（労働法律旬報 1903 ＝
1904 号、2018 年）、「日本の労働立法政策と人権・基本権論ー労働市場政策
における人権・基本権アプローチの可能性ー」（日本労働法学会誌 129 号、
2017 年）、「公契約規整の到達点と社会的価値実現の可能性」（法学志林 113
号、2016 年）、（共著）「労働契約法 20 条の研究」（労働法律旬報 1853 号、
2015 年）、「事業主の届出義務懈怠の私法上の責任と過失相殺 : 労働者の確認
請求不行使を中心にして」（賃金と社会保障 1645 号、2015 年）ほか
【Outline and objectives】
The objective of this course is to lecture fundamental terms and concepts
of jurisprudence for freshman of the Department of Law.

— 152 —



　発行日：2021/4/1

BSP100AB

法学入門

西田　幸介
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【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は、法学部法律学科の入門科目として、大きくいえば、法とはどの
ようなものなものかについて取り扱うものである。このための具体的なテー
マとして、法とは何か、法の存在形式、法の解釈、裁判制度、権利と義務を取
り上げる。
　法を学ぶとき、初学者がはじめに突き当たる壁として、専門用語の難解さ
がある。たとえば、自然人、法人、権利、義務などである。これらの言葉を正
確に説明できる法律学科の 1 年生はおそらくほとんどいないであろう。自然
人や法人という言葉はそもそも未知のものであろうし、権利と義務の正確な
意義を高校までに学んだ人はほとんどいないように思う。
　この授業の受講者は、法および法学を正しく理解するのに必要となる思考
方法を知り、法学の基礎的概念を理解し説明することができるようになると
同時に、法を解釈できるようになることを期待される。
【到達目標】
①法と法律の意義を説明できる。
②法を強制する方法を説明できる。
③法と道徳の違いを説明できる。
④制定法、慣習法、判例法の意義を説明できる。
⑤法の解釈の意義・方法・技術について説明できる。
⑥裁判の意義、裁判公開の原則、司法権の独立など裁判制度に関係する基本
的な概念を説明できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　授業は、オンデマンド授業とリアルタイムオンライン授業を併用して行う
（ハイブリッド型授業）そのために、Hoppii と Google クラスルームを利用
する。Hoppii は授業開始当初に受講者または受講希望者への連絡のために用
い、Google クラスルームを主として利用する。受講者は、① Google クラス
ルームを通して配信される動画を閲覧するか指定テキストの該当箇所を精読
した（必須）うえで、② Google クラスルームを通して理解度確認のための小
テストを受験し（任意）リアクションペーパーを提出し（任意）、③適宜実施
されるリアルタイムオンライン授業を受講することで、学習を進める。①と②
はオンデマンド授業である。小テストに対するフィードバックは、個別に得
点を開示しかつ解説を示すことによって行う。リアクションペーパーに対す
るフィードバックは、必要に応じて担当者が個別にコメントし、また、必要
に応じて授業内で受講者全員に向けてコメントをすることによって実施する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 法とは何か（１） 法の分類
第 2 回 法とは何か（２） 法の目的
第 3 回 法とは何か（３） 法の強制
第 4 回 法とは何か（４） 法と道徳
第 5 回 法の存在形式（１） 法源とは何か

成文法と不文法
制度上の法源と事実上の法源

第 6 回 法の存在形式（２） 制定法
第 7 回 法の存在形式（３） 判例法
第 8 回 法の存在形式（４） 慣習法

条理
第 9 回 法の解釈（１） 法の解釈とは何か

法の解釈の方法
第 10 回 法の解釈（２） 法の解釈の技術

法の解釈の科学性
第 11 回 司法制度（１） 裁判とは何か
第 12 回 裁判制度（２） 司法権
第 13 回 裁判制度（３） 司法権の独立
第 14 回 権利と義務 権利と義務の意義

権利の主体と客体
権利の分類
権利と政治的主張

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　参考書、その他授業内で指示された内容にもとづき学習する。本授業の準
備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
西田幸介『法学入門講義』（法政大学生協書籍部のみで販売）

【参考書】
・五十嵐清『法学入門』（日本評論社）
・大村敦志『法学入門』（羽鳥書店）
・澤木敬郎=荒木伸怡=南部篤『ホーンブック法学原理』（北樹出版）
・田中成明『法学入門』（有斐閣）
・星野英一『法学入門』（有斐閣）
・山田卓生『法学入門　社会生活と法』（信山社）
【成績評価の方法と基準】
　原則としてレポート（100 ％）のみで評価する。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。
【学生が準備すべき機器他】
　 Google クラスルームおよび学習支援システムを利用するので、インター
ネット環境だけでなく、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、イン
ターネットの利用が可能な情報機器の準備が必須である。スマートフォンの
みでも受講が可能なように配慮するが、スマートフォンのみの場合、レポー
ト作成に当たっては物理キーボードの利用を検討した方がよいだろう。
【Outline and objectives】
In this course, definition of Law and Statute, Law Enforcement,
difference between Law and Moral, Forms of Law, interpretion of
statute, Judicial System, and meanings of Right in Law are taken.
Words used in Law or Jurisprudence are difficult. So beginners of Law
initially have to learn what the terms of law mean. And also we should
interpret statutes because those are abstract and can be understand in
vorious meanings. In Department of Law, our University, at the first
semester, every students must learn basic law concept and become to be
able to interpret statute.
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【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、法律学科の新入生を対象に、法学の基本的な用語や概
念を学び、法学的なものの考え方（これを「リーガル・マインド」と
いう）を身につけることを目的とする。法学の基礎を学ぶがゆえに、
法律学科のすべてのコースに関連する科目である。

【到達目標】
①法学に関する基本的な用語や概念を理解し、それらを「自分の言
葉」として使えるようになる。
②法や法学の歴史的な発展過程を理解する。
③法令や判例の検索方法及び読解方法を習得する。
④立法過程や裁判制度など、法の定立・実行に関わる制度の概要を
理解する。
⑤上記①～④に基づいて、現代社会の法的問題を分析する能力を養う。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に
関連。

【授業の進め方と方法】
学習支援システムにアップロードしたプリントを教材として、原則
として対面の講義形式で授業を進める。ただし、感染状況の推移に
よっては、ZOOM などを用いたオンライン授業に変更することも
ある。
質問等に対する回答は、適宜、授業の中でフィードバックを行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション：

法学とは？ 　法学部
とは？

法学が何を対象とする学問であ
り、法学部とは何を学ぶ学部なの
かを考える。

第 2 回 法とは何か？ 社会規範としての法の位置づけ、
法と道徳の相違、法の特色などに
ついて学ぶ。

第 3 回 法の目的 法の目的としての正義について学
ぶ。

第 4 回 法の内容－権利と義務 法の主たる内容としての権利・義
務の種類について学ぶ。

第 5 回 法の分類 成文法と不文法の違いとそれぞれ
の内容・特質について学ぶ。

第 6 回 法の根拠 法の根拠としての自然法の意義、
および法実証主義による自然法批
判について学ぶ。

第 7 回 法の歴史と系統 大陸法と英米法の成立経緯および
両者の特徴について学ぶ。

第 8 回 日本法の歴史 日本における法の歴史、特に近代
法の継受の過程について学ぶ。

第 9 回 裁判制度 裁判制度の意義と種類、裁判所の
組織について学ぶ。

第 10回 裁判手続 裁判の過程と訴訟手続上の原則に
ついて学ぶ。

第 11回 法解釈の方法 法解釈の方法と基本的な法令用語
の意味について学ぶ。

第 12回 法解釈の目的 概念法学と自由法論の違いと特徴
について学ぶ。

第 13回 法の効力 法の効力の種類と原則について学
ぶ。

第 14回 現代法の課題 授業全体のまとめをするととも
に、現代における法的諸問題を考
える。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前に学習支援システムからプリントをダウンロードし、それをよ
く読んで要点を把握するとともに、疑問点を明らかにしておく。授
業後には、授業内容を振り返り、理解できたかどうか、疑問点が解
明されたかどうかを確認する。本授業の準備学習・復習時間は各 2
時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
授業支援システムにアップロードするプリントを用いる。特定のテ
キストは指定しないが、授業は概ね下記の「参考書」の内容に沿っ
て進める。

【参考書】
伊藤正己・加藤一郎（編）『現代法学入門〔第 4 版〕』（有斐閣双書、
2005 年）
澤木敬郎・荒木伸怡・南部篤『ホーンブック法学原理〔第 4版〕』（北
樹出版、2015 年）
田中成明『法学入門〔新版〕』（有斐閣、2016 年）

【成績評価の方法と基準】
学期末に実施する試験によって成績評価を行う（100 ％）。

【学生の意見等からの気づき】
初年次配当の授業であるため、なるべく平易な解説を心がけるよう
にしたい。

【その他の重要事項】
国会議員政策担当秘書の実務経験がある。その知識と経験を活かし
て、日本の政治運営の実態、および現実政治における法の役割につ
いても授業の中で随時触れていく。

【Outline and objectives】
This lecture aims to learn fundamental terms and concepts of
jurisprudence, targeting freshmen of legal department, and to
acquire the ability to think based on legal logic － this ability
is called "legal mind".
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BSP100AB

法学入門

小山田　朋子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
法学入門は、法律学科で設けられている入門的な科目のひとつである。全て
のコースに配置されている。本授業では、法律学を学ぶための導入科目とし
て、法律学、裁判、裁判員制度などについての基礎的な内容を学ぶ。
【到達目標】
受講者が、法律学、裁判、裁判員制度などについて基本的な知識・理解を身に
つけることを目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
オンラインと対面授業を組み合わせて開講します。なお、初回はＺＯＯＭで
の授業を予定しています。具体的な日程やＺＯＯＭのＵＲＬ等は、4 月 7 日
までに、学習支援システムの「お知らせ」で提示します。各自、教科書を入手
して下さい。①各回の課題として解説を付して指定する箇所および配付資料
を、各自学習する、②ＺＯＯＭまたは対面の授業を受ける、③理解を確認す
るクイズやアンケートを行う、という方法を予定しています。
法律学の導入として、教科書に基づく講義を行う。法とは何か、法と道徳、法
と裁判などの基礎的な知識および考え方を学ぶ上で、読みやすく、理解しや
すい教科書を指定し、その理解を助ける授業を行います。
数回に一度、授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか取り上げ、
全体に対してフィードバックを行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 「法」とは何か
第 2 回 法の特徴 法の技術性
第 3 回 法と秩序の関係 秩序と法
第 4 回 法と道徳の関係・理論 法と道徳の共通点と相違点
第 5 回 法と道徳の関係・具体例 法と道徳の関係の具体例
第 6 回 権利と義務 権利と義務の種類
第 7 回 法と実力 法と実力の関係
第 8 回 法と論理 解釈とは
第 9 回 法の解釈 解釈理念と解釈技術
第 10 回 法の目的 正義と法的安定性
第 11 回 法の成立、形式 法の成立、形式の種類
第 12 回 法の形式・制定法と慣習

法
制定法と慣習法とは

第 13 回 法の形式・判例法 判例法とは
第 14 回 裁判 裁判制度
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業及び教科書に基づく学習。教科書等の指定箇所を読み、疑問点を整理し
てくる。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
澤木敬郎、荒木伸怡、南部篤『ホーンブック法学原理』（北樹出版）
各自、この本の最新版を入手し、講義の際には持参すること。
【参考書】
授業中に紹介する。
【成績評価の方法と基準】
授業支援システムのテスト機能を使ったクイズ（１００％）。
【学生の意見等からの気づき】
授業の進行スピードや説明の方法などについて、学生の声を反映させていく
予定である。特に、導入科目であることを意識して、より理解しやすい授業
になるよう工夫する。
【学生が準備すべき機器他】
授業では板書その他の内容をノートに書き取ることが必須である。必ず毎回、
ノートを取る準備をしてくること。
【Outline and objectives】
This course is a basic subject introducing the legal study. In this course,
students will learn basic materials regarding the legal study, the judicial
system and so on.

BSP100AB

法学入門演習

青柳　由香

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業では、法学科目の履修に必要な基本的スキルを習得することを目的
とする。法学部の講義では、ノートをとったり、レポート課題を提出したり、
あるいは期末試験に臨む。これらは、高校までの勉強に対する技術とはやや
異なるところもある。そのため、この演習では、演習形式をとりつつ、法学
部の学生として必要な基本的スキルについて情報を共有しつつ、可能な範囲
で実際にそのスキルを使う訓練をする。むろんこの演習のみによってスキル
が完全に身につくわけではないが、演習を通じて、今後数年間の法学部での
勉学に必要な基礎を知ることができるだろう。
【到達目標】
以下について知見を得たうえで、演習中の取り組みを通じて、基礎的な技術
を習得する。
（１）法令の読み方
（２）判例の読み方
（３）法律文献の調べ方・読み方・使い方
（４）報告の仕方
（５）レポートの書き方
（６）試験に向けた準備
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
まず、レクチャ形式で法令・判例の読み方、レポートの書き方、報告の仕方な
どの事項について知見を共有する。各事項ごとに、エクササイズを行うこと
がある。そのうえで、獲得した技術に基づいて実際に報告・レポート課題な
どを行う。授業外での準備も必要になり、それなりの時間を費やす必要があ
ることが想定される。
【遠隔授業の実施について】
原則としてオンラインでのリアルタイム開講となる。Zoom を利用する。資
料等は学習支援システムを通じて配布する。毎回リアクションペーパーで質
問やコメントの提出を求める。学生からの重要な質問やコメントには、授業
中にフィードバックをする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 初回ガイダンス 授業の概要や進め方などについて、シ

ラバスにそって確認する。
法学で使用する主な文献・データベー
ス等を紹介する。

第 2回　 図書館ガイダンス 図書館の利用方法や OPAC、データ
ベースの利用方法等を学ぶ。

第 3 回 法学受講入門、資料の読
み方・まとめ方

法学の勉強ツール、受講の仕方等。
難易度の低い文章を読み、まとめ、話
す。

第 4 回 ノートテイク 法学部で授業を受講する際のノートの
とり方

第 5 回 資料収集 条文、判例、法律文献等の検索、複写
等を行い、資料収集をする。

第 6 回 資料の読み方 収集した資料等を用いて作業を行う。
第 7 回 レジュメの書き方 レポートの形式等について知る。
第 8 回 報告の仕方 ゼミ等での報告はどのように準備し、

報告するか
第 9 回 レポートの書き方 法学部で要求されるレポート
第 10 回 報告 実際に報告をして、相互に評価する
第 11 回 試験の準備 法学部における期末試験の形式等を知

り、どのような勉強が必要か検討する。
第 12 回 ノートテイクその２ 法学部で授業を受講する際のノートの

とり方
第 13 回 レポートの講評 提出されたレポートの添削内容につい

て講評を行う。改善のためにいかなる
修正が必要か、検討する。

第 14 回 レポートの再提出・見直
し、演習の総括

前回までに添削したレポートの最終点
検等

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
作業、レポート作成に十分な時間を割くこと。本授業の準備・復習時間は、各
２時間を標準とします。
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【テキスト（教科書）】
弥永真生『法律学習マニュアル』（有斐閣、第４版、2019）
【参考書】
授業中に指示する。
【成績評価の方法と基準】
平常点 50 ％、報告およびレポート 50 ％。
適宜リアクションペーパーの提出を求める。また報告・課題を課す。これら
はいずれも成績評価の対象とする。
【学生の意見等からの気づき】
オンラインの授業の良さを生かして、学生の法学への理解を促したい。
【学生が準備すべき機器他】
六法を持参すること。
【その他の重要事項】
図書館ガイダンスの日程や受講生の取り組みの状況により、講義計画の順序
等を変更することがある。
【Outline and objectives】
The purpose of this seminar is to acquire the basic skills necessary
for taking law courses. In the lectures at Faculty of Law, you will
take notes, submit assignments, or take the final exam. These are
somewhat different from the techniques for studying up to high school.
For this reason, in this seminar, enrolled students will practice using
the skills as much as possible while sharing information on the basic
skills required as a student in the law department. Of course, this in
class exercise alone will not allow you to become to use the skills fully,
but it will give you the basics you need to survive in the coming years.

BSP100AB

法学入門演習

倉部　真由美

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
〔この「法学入門演習」は，主として演習形式で行われる少人数クラスの授業
です。これから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくため
の最初の段階に位置付けられる専門科目ですので，できるだけ多くの１年生
により履修されることが期待されています。この科目は全てのコースに属す
る入門科目です。（以上、法律学科より）〕
【到達目標】
　授業冒頭数回の講義を通じて法律学における基本的な考え方や基本となる
知識（裁判の大まかな流れなど）を身に付けてもらうとともに，資料収集，プ
レゼンテーション，議論，レポート作成など，今後学習を進めていく上で必
要となる技術について経験を積むことが，本演習の目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　新入生の皆さんがこれから泳ぐことになる法律学という大海を自ら渡るた
めの基本的な技能と知識を習得するため、最初の数回は、担当者のレクチャー
により進める。中盤以降は、受講生には実践を通じて学習することが求めら
れる。実践では、最高裁の判例を１件採り上げ、皆で一緒に読み解きながら、
判例を理解するために学習が必要なテーマや論点について、受講生から報告
を受けて、皆で理解を深めたのちに、討論会を実施する。さらに、最終的に
は、学習したことの集大成として、各自でレポートを執筆して提出してもら
う。授業外での予習や準備をしてから授業に臨むことが求められるが、今後、
演習に参加する際などに役立つと思われるので、時間を惜しむことなく取り
組んでほしい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 講義の目的と内容を説明し、今後の予

定を確認する。受講生による自己紹介
も行う。

第 2 回 法とは何か／裁判制度 私たちの行動を規律する規範にはどの
ようなものがあり、どのような役割を
果たしているか、また、わが国の裁判
制度の仕組みを解説する。班分けを行
う。

第 3 回 法律学の資料収集の仕方 法律学に関する資料にはどのようなも
のがあるのか、資料をどのようにして
収集するのかを解説する。

第 4 回 図書館ガイダンス 図書館にて実施される図書館の利用の
仕方や資料の探し方などについてのガ
イダンスを受講する。

第 5 回 判例を読む 判例の読み方を解説しながら、一緒に
判例を読み進める。

第 6 回 判例評釈・論文を読む 判例評釈や論文を読む際に留意するこ
とを解説しながら、一緒に資料を読み
進める。

第 7 回 報告の仕方 演習などでレジュメを作成して報告を
する際に留意することを解説する。

第 8 回 レポート・論文を書く レポート・論文を書くためのプロセ
ス、資料の引用方法を解説する。

第 9 回 グループ報告① 本演習で取り扱う判例に関するテーマ
や論点について班による報告と質疑応
答。

第 10 回 グループ報告② 本演習で取り扱う判例に関するテーマ
や論点について班による報告と質疑応
答。

第 11 回 グループ報告③ 本演習で取り扱う判例に関するテーマ
や論点について班による報告と質疑応
答。

第 12 回 報告の総括／レポートを
書いてみよう①

各班の報告の仕方や内容を振り返り、
さらに対象判例についてディスカッ
ションをして理解を深める。／レポー
トを実際に書き始める。

第 13 回 レポートを書いてみよう
②／答案を書くポイント

レポートの執筆を進めながら、適宜、
質問を受け付ける。また、答案を書く
際のポイントや注意する点を解説する。

第 14 回 総括 レポートの提出と本演習の総括。
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　あらかじめ配布された資料には、たとえ内容が十分に理解できなくても、目
を通しておくこと。わからないところは印をつけておき、授業中に質問でき
るように準備しておこう。
　本演習は、「報告」に向けたグループワークと、「レポートの執筆・提出」に
向けた各自の作業の２つで構成されている。
　「報告」をする前には、グループごとにサブゼミ（自主的に準備をするため
に開く勉強会のこと）を開き，テーマに関連する判例や論文を自ら収集して、
調査検討し、レジュメを作成するなどの準備が求められる。報告者以外の者
は，あらかじめ配布された資料を読み，報告者への質問や議論ができるよう
に備えておくこと。
　以上のグループによる報告準備や，各自によるレポートの執筆など，授業
外での学習時間を一定程度確保する必要が生じるが，今後の学習に役立つ “訓
練” であると自ら位置付けて意欲的に取り組むことのできる学生の参加を期待
する。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　教科書は特に指定しない。資料は授業中に適宜指示・配布する。
　なお，六法（ポケット六法など）を持参すること。
【参考書】
・西南学院法学基礎教育研究会『法学部ゼミガイドブック　ディベートで鍛え
る論理的思考力〔改訂版〕』（法律文化社、2019 年）
・田高寛貴・原田昌和・秋山靖浩『リーガル・リサーチ＆リポート〔第 2 版〕』
（有斐閣、2019 年）
・いしかわまりこ・村井のり子・藤井康子『リーガル・リサーチ〔第 5 版〕』
（日本評論社、2016 年）
　詳細は開講時に改めて指示する。
【成績評価の方法と基準】
　報告内容や討論への参加状況などの平常点（40%）及び期末に課すレポー
ト課題など（60%）を総合的に評価する。
　なお，無断欠席をした場合およびレポート未提出の場合、原則として単位
を与えない。欠席の連絡は教員へのメール送付によること。詳細は開講時に
改めて指示する。
【学生の意見等からの気づき】
　レポート作成の方法については，文献の引用の仕方などを中心に，より丁
寧な指導を心掛けたい。
【Outline and objectives】
An introductory study of legal research, reading legal materials, writing
legal reports, and presentation on legal topics. The principal goal of this
course is the mastery of the basic tools of legal analysis, the principles of
legal writing, and the techniques of legal research using both print and
online resources.

BSP100AB

法学入門演習

足利　沙緒理

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
〔この「法学入門演習」は，主として演習形式で行われる少人数クラスの授業
です。これから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくため
の最初の段階に位置付けられる専門科目ですので，できるだけ多くの１年生
により履修されることが期待されています。この科目は全てのコースに属す
る入門科目です。（以上、法律学科より）〕
　演習形式の授業を通して、法律学を学んでいくうえでの基礎を学ぶ。
【到達目標】
①法令の読み方を学ぶ。
②判例の読み方を学ぶ。
③法律に関する文献の調べ方や使い方を学ぶ。
④報告の仕方を学ぶ。
⑤レポートの書き方を学ぶ。
⑥①～⑤で学んだことをふまえ、実際に、報告や報告の準備、レポート作成
などを行う過程の中で、法律学における基本的な考え方、自ら学ぶ方法・姿
勢を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　まずはじめに、法令や判例の読み方、法律に関する文献の調べ方、レジュ
メやレポートの作成方法などについて学んだうえで、それらをもとに、受講
生に、身近な法律問題を題材として、実際に報告・討論、レポート作成をして
もらう。
　授業はオンラインで行い、資料の配付・課題等の提出・フィードバックは
「学習支援システム」を使って行う。
　授業後半のグループ報告については、Zoom を使って行うことを予定してい
るが、法令や判例の読み方などについて説明をする授業の前半部分でも、受
講生としっかりコミュニケーションをとることができるように意識をして授
業を進めていく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の概要や進め方などについて、シ

ラバスにそって確認する。
第 2 回 法律に関する文献の紹介 法律を勉強していく際に使用する主な

文献を紹介する。
第 3 回 法令の読み方 条文の構造や六法の索引を使った条文

の探し方などについて説明した後、実
際に六法を使って、条文を探し、読む。

第 4 回 判例の読み方 実在する判例を読み進めながら、判決
文の構成や判決を読む際に気をつける
ポイントなどについて説明する。

第 5 回 法律に関する文献の調べ
方

法令や判例、文献の検索方法として、
手元にある資料の情報をもとに調べる
方法とデータベースを使って調べる方
法についてを中心に説明する。

第 6 回 法律に関する文献の使い
方

いくつかの文献に目を通すなどしなが
ら、判例評釈やコンメンタールなどを
使っての学習の深め方や文献を読み進
めていく際に気を配るとよい点などに
ついて説明する。

第 7 回 報告の仕方 ゼミなどで報告を担当することになっ
た場合におけるテーマの選び方やレ
ジュメの作成方法といった報告のため
の準備の進め方や実際に報告をする際
に気をつけることについて説明する。

第 8 回 レポートの書き方 レポートを書くために必要な準備やレ
ポートの書き進め方、参考文献の記し
方など、レポート作成にあたっての注
意事項について説明する。

第 9 回 グループ報告① 関心のある判例や法律問題についての
グループ報告とそれをふまえての受講
者全員での討論①

第 10 回 グループ報告② 関心のある判例や法律問題についての
グループ報告とそれをふまえての受講
者全員での討論②
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第 11 回 グループ報告③ 関心のある判例や法律問題についての
グループ報告とそれをふまえての受講
者全員での討論③

第 12 回 グループ報告④ 関心のある判例や法律問題についての
グループ報告とそれをふまえての受講
者全員での討論④

第 13 回 グループ報告⑤ 関心のある判例や法律問題についての
グループ報告とそれをふまえての受講
者全員での討論⑤

第 14 回 まとめ 受講者によるレポートの提出。
この授業で学んだことについて、これ
からどのように活かしていくかを意識
しつつ、適宜補足も加えるなどしなが
らふりかえる。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業内で指示される課題への対応、報告のための準備（レジュメの作成など）、
レポートの作成など。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
特に指定しない。
授業中に適宜、資料を配布する。
【参考書】
いしかわまりこほか『リーガル・リサーチ〔第 5 版〕』（日本評論社，2016）
そのほか、授業中にも適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
課題 50 ％、報告・レポート 50 ％
【学生の意見等からの気づき】
　法令や判例の読み方、レジュメやレポートの作成方法などについて説明を
する授業の前半部分でも受講者に実践してもらう機会をより多く取り入れる
などして、14 回の授業全てに受講者が積極的に参加できるよう、引き続き心
がける。
【Outline and objectives】
This class is seminar-style class that consists of a small number of
students and aims at building the foundations which are essential to
study law with whatever intention ― how to read the articles and the
cases, research the legal literatures, make a presentation and write a
paper on legal issue and think in study of law ― by not only listening to
a lecture but working on exercises yourselves.
And so, this class should be very instructive to all new students who
begin studying law from now on.

BSP100AB

法学入門演習

神谷　高保

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この「法学入門演習」は、主として演習形式で行われる少人数クラスで
の授業で、今年度も複数の教員により複数のクラスが開講されます。こ
れから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくための最
初の段階に位置付けられる専門科目ですので、できるだけ多くの１年生
が履修することが期待されています。
　法律学の基本的な考え方に対する理解を深めることが学生諸君の目標
でありテーマです。
　法学部を卒業した社会人（会社員や公務員であろうと法律専門職であ
ろうと）として不可欠な能力を身につけることを目指しています。
　（法律学をしっかり学ぶことができます。真剣に学びたいと考えてい
る皆さんにとっては非常に有益な授業です。）
　私のクラスで用いる田中英夫教授の『実定法学入門　第３版』は、一
見古そうに見えますが、熟読すればするほど味のある教科書で、いまだ
に各大学で教材として用いられています。担当教員に、「この教科書を用
い［た］授業‥［で］、『読む力』を身に付けることができたのが合格に
結びついたと思っています」と便りを寄せた司法試験合格者の方もいま
す［もちろん、本演習を受講したからといって、司法試験・司法書士試
験・公務員試験などの難しい試験の合格が保証されるわけではありませ
ん。あなた自身の人に優る努力が不可欠です］。　
　カリキュラム・ポリシーとの関係では、本演習は、①「裁判と法コー
ス」、「行政・公共政策コース」、「企業・経営と法コース（商法中心）（労働
法中心）」、「国際社会と法コース」、「文化・社会と法コース」のいずれの
コースを選択する学生にとっても基礎となる能力を身につけるためのも
のです。②予習をすることが大前提です。予習をした上でソクラティッ
ク・メソッドによって議論することによって、問題を検討する能力を身
につけることができます。③努力をいとわなければ、この教科書は視野
を法律学以外の世界にも広げることのできる教科書です。

【到達目標】
　田中英夫教授の『実定法学入門　第３版』によって、法律家としての
考え方の基本を会得することが学生諸君の目標です。あなたが努力する
ことが不可欠の条件です。
　この教科書のすべての問いに答えられるようになることが第一の目標
です。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
　この演習は、法学入門講義の補完として、公法・私法・刑事法の基本
的な構造、それぞれの法解釈や裁判所の判例の読み方などについて理解
を深めることを目的にしています。参加者は、法学入門の講義を受講中
であることが条件となります。
　（演習のみの受講は認められていません。）
　授業の方法は、アメリカのロー・スクールでも行われているソクラティッ
ク・メソッド［対話形式］－講義形式ではありません－によって行いま
す。発言に対してはコメントをいたします。毎回出席を取ります。
　毎回、小型六法を持参すること。
　教員は原則として授業開始の 10 分前に教室に到着しており、この 10
分間を利用して受講者の質問に答えています。この時間で足りない場合
には、別途、質問に答える時間を用意します。
　担当教員自身も１９７１年にこの教科書の旧版を用いたソクラティッ
ク・メソッドによる授業を受けました。
　かつて親炙した故田中英夫教授の気持ちを引き継ぐつもりでこの授業
に取り組みたいと考えています。予習を厭わない、意欲のある皆さんの
参加を熱望しています。
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No
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【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 教科書の使い方と法の

定義。
教科書の（以下同じ）１３頁まで
と、３３６頁から３５９頁まで。

第 2 回
　

ある家屋引渡請求事件。 １４頁から３６頁。

第 3 回 法の強制の諸形態など。 ３７頁から５９頁。
第 4 回 裁判と法源など。 ５９頁から８３頁。
第 5 回 制定法の効力など。 ８４頁から１０５頁。
第 6 回 制定法の解釈（１）。 １０６頁から１２４頁。
第 7 回 制定法の解釈（２）。 １２５頁から１４８頁。
第 8 回 制定法の解釈（３）。 １４８頁から１７６頁。
第 9 回 判例。 １７６頁から１９９頁。
第 10 回 判例による法形成（１）。 ２００頁から２２５頁。
第 11 回 判例による法形成（２）。 ２２５頁から２４４頁。
第 12 回 司法制度と法律家（１）。 ２４４頁から２６７頁。
第 13 回 司法制度と法律家（２）。 ２６８頁から２８８頁。
第 14 回 法律家の養成。 ２８９頁から３３５頁。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　毎回、充分な時間をかけて予習をする必要があります。それなりの覚
悟をして、毎週教科書２３頁程度を予習し、教科書にある設問に答える
用意をしてきて下さい。
　田中英夫教授も、この教科書の中で、
「本書は、元来、一回正味１時間半程度の授業につき、学生に毎回約２０
頁（「法律家の養成」の章など資料の性質によってはそれ以上）を割当て
て予習させることを目安にして、作られたものである。この約２０頁（場
合によってはそれ以上）という量は、アメリカのロー・スクールの学生
が５０分授業に本書より大判のケイスブックの約２０頁を予習すること
が期待されていること、および、単位制のたてまえ上１時間の講義に予
習復習合せて２時間を学生が費やすことが期待されていることからいっ
て、決して無理な量とはいえないであろう。」と述べています。

【テキスト（教科書）】
　田中英夫編著『実定法学入門　第３版』（東京大学出版会、2013）(3,024
円)【オン・デマンド版です。アマゾンなどからも入手できます。】。

【参考書】
　弥永真生『法律学習マニュアル［第４版］』（有斐閣、2015）(2,160 円)
と中野次雄編『判例とその読み方［三訂版］』（有斐閣、2009）(3,240 円)
を、まずはざっと読んでみて、法律学の勉強の仕方、判例の読み方、講
義の聞き方、文献の調べ方などを、可能な範囲で理解してみて下さい。
　（分からなくても、がっかりする必要はありません。演習が終わる頃
には、教科書に書いてあることはおおよそ分かるようになっています。）
　大庭コティさち子『考える・まとめる・表現する』（NTT 出版、2009）
(2,376 円)。

【成績評価の方法と基準】
　成績評価 100 点満点の内、「討議への貢献度」に２８点を配点します。
「期末試験」または後述の「レポートの提出」の配点は７２点で、試験問
題は教科書中の問題２問です。その問題に答えるために必要な法律上の
争点を指摘し、その争点についての判例の見解を検討した上で、自分の
結論と理論構成を述べる必要があります。
　ただし、「レポートの提出」をこの「期末試験に代える」ことがありま
す。具体的には、悪疫の状況や受講者数などを考慮して、授業中に検討
した事項又は設問についてのレポートを提出するという「期末試験の代
替措置」を採用する場合があります。Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価となり
ます。

【学生の意見等からの気づき】
　予習をして、すべての講義に出席するのが、上達の第一歩です。
　授業評価（多摩大学の様式を使用したもの）では、全体的な教育効果
は、７段階評価（「全く効果的でない」を１、「一応効果的だ」を４、「き
わめて効果的である」を７と評価する。）のもとで、４の評価が２７％、
５の評価が１３％、６の評価が２７％、７の評価が３３％です（％の小
数点未満は四捨五入。2018 年度の数字。)

【学生が準備すべき機器他】
　使用しません。そのかわり、教科書を、眼光紙背に徹するという心構
えで、事前に読んできて下さい。

【その他の重要事項】
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。

【Outline and objectives】
Introduction to The Study of Positive Law.
- Source of Law, Construction of Law and Case.-

BSP100AB

法学入門演習

廣尾　勝彰

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
〔この「法学入門演習」は，主として演習形式で行われる少人数クラスの授業
です。これから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくため
の最初の段階に位置付けられる専門科目ですので，できるだけ多くの１年生
により履修されることが期待されています。この科目は全てのコースに属す
る入門科目です。（以上、法律学科より）〕
【到達目標】
本授業の到達目標は，法律学を学ぶうえで必要とされる基礎的な知識と技法
をしっかりと身につけることである。
　　　　　
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
本授業はテキストと六法を参照しながら演習形式で実施する。
なお，課題等の提出・フィードバックは「学習支援システム」を通じて行う予
定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 授業ガイダンス 授業の概要と目的，到達目標，授業の

進め方と方法，授業計画，授業時間外
の学習，テキスト，参考文献，成績評
価の方法と基準，その他の重要事項に
ついて確認する。

第 2 回 図書館ガイダンス 図書館の利用の仕方を知る。
第 3 回 法学の基礎① 法とは何か、法律学とは何かを考える。
第 4 回 法学の基礎② 法と法律学の歴史を知る。
第 5 回 法学の基礎③ 法律と法体系を知る。
第 6 回 法学の基礎④ 民事裁判制度とその役割を知る。
第 7 回 法学の基礎⑤ 刑事裁判制度とその役割を知る。
第 8 回 法学の基礎⑥ 判例の読み方を知る。
第 9 回 法学の展開① 憲法の解説・論文を読む。
第 10 回 法学の展開② 民法の解説・論文を読む。
第 11 回 法学の展開③ 刑法の解説・論文を読む。
第 12 回 法学の展開④ 会社法の解説・論文を読む。
第 13 回 法学の展開⑤ 民事訴訟法の解説・論文を読む。
第 14 回 法学の展開⑥ 刑事訴訟法の解説・論文を読む。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習としては，テキストを読みながら各回のテーマについてしっかりと
予習する。
復習・宿題としては，受講した授業内容について簡単な「まとめ」を作成・提
出する。
なお，本授業の準備学習・復習時間は各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
南野森編『ブリッジブック法学入門〔第２版〕』（信山社，2013）
【参考書】
伊藤真著『伊藤真の法学入門〔補訂版〕』（日本評論社，2017）
【成績評価の方法と基準】
平常点１００％
内訳は，授業時間内の発言・質疑応答の評価（６０％），授業時間外の学習の
評価（４０％）
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【その他の重要事項】
授業出席時にはテキストと六法を持参すること
【Outline and objectives】
This "Introductory Exercise for Law" is a small-class class mainly
conducted in exercise form. It is a specialized subject that can be
positioned at the first stage to learn legal studies systematically.
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BSP100AB

法学入門演習

神谷　高保

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この「法学入門演習」は、主として演習形式で行われる少人数クラスで
の授業で、今年度も複数の教員により複数のクラスが開講されます。こ
れから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくための最
初の段階に位置付けられる専門科目ですので、できるだけ多くの１年生
が履修することが期待されています。
　法律学の基本的な考え方に対する理解を深めることが学生諸君の目標
でありテーマです。
　法学部を卒業した社会人（会社員や公務員であろうと法律専門職であ
ろうと）として不可欠な能力を身につけることを目指しています。
　（法律学をしっかり学ぶことができます。真剣に学びたいと考えてい
る皆さんにとっては非常に有益な授業です。）
　私のクラスで用いる田中英夫教授の『実定法学入門　第３版』は、一
見古そうに見えますが、熟読すればするほど味のある教科書で、いまだ
に各大学で教材として用いられています。担当教員に、「この教科書を用
い［た］授業‥［で］、『読む力』を身に付けることができたのが合格に
結びついたと思っています」と便りを寄せた司法試験合格者の方もいま
す［もちろん、本演習を受講したからといって、司法試験・司法書士試
験・公務員試験などの難しい試験の合格が保証されるわけではありませ
ん。あなた自身の人に優る努力が不可欠です］。
　カリキュラム・ポリシーとの関係では、本演習は、①「裁判と法コー
ス」、「行政・公共政策コース」、「企業・経営と法コース（商法中心）（労働
法中心）」、「国際社会と法コース」、「文化・社会と法コース」のいずれの
コースを選択する学生にとっても基礎となる能力を身につけるためのも
のです。②予習をすることが大前提です。予習をした上でソクラティッ
ク・メソッドによって議論することによって、問題を検討する能力を身
につけることができます。③努力をいとわなければ、この教科書は視野
を法律学以外の世界にも広げることのできる教科書です。

【到達目標】
　田中英夫教授の『実定法学入門　第３版』によって、法律家としての考
え方の基本を会得することが学生諸君の目標です。あなたが努力すること
が不可欠の条件です。この教科書のすべての問いに答えられるようにな
ることが第一の目標です。ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、
「DP3」、「DP4」に関連。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
　この演習は、法学入門講義の補完として、公法・私法・刑事法の基本
的な構造、それぞれの法解釈や裁判所の判例の読み方などについて理解
を深めることを目的にしています。参加者は、法学入門の講義を受講中
であることが条件となります。
　（演習のみの受講は認められていません。）
　授業の方法は、アメリカのロー・スクールでも行われているソクラティッ
ク・メソッド［対話形式］－講義形式ではありません－によって行いま
す。発言に対してはコメントを致します。毎回出席を取ります。毎回、
小型六法を持参すること。
　教員は原則として授業開始の 10 分前に教室に到着しており、この 10
分間を利用して受講者の質問に答えています。この時間で足りない場合
には、別途、質問に答える時間を用意します。
　担当教員自身も１９７１年にこの教科書の旧版を用いたソクラティッ
ク・メソッドによる授業を受けました。
　かつて親炙した故田中英夫教授の気持ちを引き継ぐつもりでこの授業
に取り組みたいと考えています。予習を厭わない、意欲のある皆さんの
参加を熱望しています。
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 教科書の使い方と法の

定義。
教科書の（以下同じ）１３頁まで
と、３３６頁から３５９頁まで。

第 2 回
　

ある家屋引渡請求事件。 １４頁から３６頁。

第 3 回 法の強制の諸形態など。 ３７頁から５９頁。
第 4 回 裁判と法源など。 ５９頁から８３頁。
第 5 回 制定法の効力など。 ８４頁から１０５頁。
第 6 回 制定法の解釈（１）。 １０６頁から１２４頁。
第 7 回 制定法の解釈（２）。 １２５頁から１４８頁。
第 8 回 制定法の解釈（３）。 １４８頁から１７６頁。
第 9 回 判例。 １７６頁から１９９頁。
第 10 回 判例による法形成（１）。 ２００頁から２２５頁。
第 11 回 判例による法形成（２）。 ２２５頁から２４４頁。
第 12 回 司法制度と法律家（１）。 ２４４頁から２６７頁。
第 13 回 司法制度と法律家（２）。 ２６８頁から２８８頁。
第 14 回 法律家の養成。 ２８９頁から３３５頁。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　毎回、充分な時間をかけて予習をする必要があります。それなりの覚
悟をして、毎週教科書２３頁程度を予習し、教科書にある設問に答える
用意をしてきて下さい。田中英夫教授も、この教科書の中で、
　「本書は、元来、一回正味１時間半程度の授業につき、学生に毎回約
２０頁（「法律家の養成」の章など資料の性質によってはそれ以上）を割
当てて予習させることを目安にして、作られたものである。この約２０
頁（場合によってはそれ以上）という量は、アメリカのロー・スクール
の学生が５０分授業に本書より大判のケイスブックの約２０頁を予習す
ることが期待されていること、および、単位制のたてまえ上１時間の講
義に予習復習合せて２時間を学生が費やすことが期待されていることか
らいって、決して無理な量とはいえないであろう。」と述べています。

【テキスト（教科書）】
　田中英夫編著『実定法学入門　第３版』（東京大学出版会、2013）(3,024
円)【オン・デマンド版です。アマゾンなどからも入手できます。】。

【参考書】
　弥永真生『法律学習マニュアル［第４版］』（有斐閣、2015）(2,160 円)
と中野次雄編『判例とその読み方［三訂版］』（有斐閣、2009）(3,240 円)
を、まずはざっと読んでみて、法律学の勉強の仕方、判例の読み方、講
義の聞き方、文献の調べ方などを、可能な範囲で理解してみて下さい。
　（分からなくても、がっかりする必要はありません。演習が終わる頃
には、教科書に書いてあることはおおよそ分かるようになっています。）
　大庭コティさち子『考える・まとめる・表現する』（NTT 出版、2009）
(2,376 円)。

【成績評価の方法と基準】
　成績評価 100 点満点の内、「討議への貢献度」に２８点を配点します。
「期末試験」または後述の「レポートの提出」の配点は７２点で、試験問
題は教科書中の問題２問です。その問題に答えるために必要な法律上の
争点を指摘し、その争点についての判例の見解を検討した上で、自分の
結論と理論構成を述べる必要があります。
　ただし、「レポートの提出」をこの「期末試験に代える」ことがありま
す。具体的には、悪疫の状況や受講者数などを考慮して、授業中に検討
した事項又は設問についてのレポートを提出するという「期末試験の代
替措置」を採用する場合があります。Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価となり
ます。

【学生の意見等からの気づき】
　予習をして、すべての講義に出席するのが、上達の第一歩です。
　授業評価（多摩大学の様式を使用したもの）では、全体的な教育効果
は、７段階評価（「全く効果的でない」を１、「一応効果的だ」を４、「き
わめて効果的である」を７と評価する。）のもとで、４の評価が２５％、
６の評価が１７％、７の評価が５８％です（％の小数点未満は四捨五入。
2018 年度の数字。）

【学生が準備すべき機器他】
　使用しません。そのかわり、教科書を、眼光紙背に徹するという心構
えで、事前に読んできて下さい。

【その他の重要事項】
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。

【Outline and objectives】
Outline & Objectives:
Introduction to The Study of Positive Law.
- Source of Law, Construction of laws and Cases.-
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法学入門演習

LEBRETON CAROLINE

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
〔この「法学入門演習」は，主として演習形式で行われる少人数クラスの授業
です。これから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくため
の最初の段階に位置付けられる専門科目ですので，できるだけ多くの１年生
により履修されることが期待されています。この科目は全てのコースに属す
る入門科目です。（以上、法律学科より）〕
　演習形式の授業を通して、法律学を学んでいくうえでの基礎を学ぶ。
【到達目標】
①法令の読み方を学ぶ。
②判例の読み方を学ぶ。
③法律に関する文献の調べ方や使い方を学ぶ。
④報告の仕方を学ぶ。
⑤レポートの書き方を学ぶ。
⑥①～⑤で学んだことをふまえ、実際に、報告や報告の準備、レポート作成
などを行う過程の中で、法律学における基本的な考え方、自ら学ぶ方法・姿
勢を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　まずはじめに、法令や判例の読み方、法律に関する文献の調べ方、レジュ
メやレポートの作成方法などについて学んだうえで、それらをもとに、受講
生に、身近な法律問題を題材として、実際に報告・討論、レポート作成をして
もらうことを予定しているが、春学期の少なくとも前半はオンラインでの開
講となるため、それにともなう各回の授業計画の変更については、学習支援
システムでその都度提示する。
報告・討論や質問に対するフィードバック方法は、授業内でコメントするこ
とや、レポートの場合はリポートを添削して返却することにする。
本授業の開始日は 4 月 7 日とし、この日までに具体的なオンライン授業の方
法などを、学習支援システムで提示する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス

法律に関する文献の紹介
授業の概要や進め方などについて、シ
ラバスにそって確認する。
法律を勉強していく際に使用する主な
文献を紹介する。

第 2 回 図書館ガイダンス 図書館の利用方法や OPAC の使い方、
データベースの使い方などについての
説明をうける。

第 3 回 法令の読み方 条文の構造や六法の索引を使った条文
の探し方などについて説明した後、実
際に六法を使って、条文を探し、読む。

第 4 回 判例の読み方 実在する判例を読み進めながら、判決
文の構成や判決を読む際に気をつける
ポイントなどについて説明する。

第 5 回 法律に関する文献の使い
方

いくつかの文献に目を通すなどしなが
ら、判例評釈やコンメンタールなどを
使っての学習の深め方や文献を読み進
めていく際に気を配るとよい点などに
ついて説明する。

第 6 回 法律に関する文献の調べ
方

法令や判例、文献の検索方法として、
手元にある資料の情報をもとに調べる
方法とデータベースを使って調べる方
法についてを中心に説明する。

第 7 回 報告の仕方 ゼミなどで報告を担当することになっ
た場合におけるテーマの選び方やレ
ジュメの作成方法といった報告のため
の準備の進め方や実際に報告をする際
に気をつけることについて説明する。

第 8 回 レポートの書き方 レポートを書くために必要な準備やレ
ポートの書き進め方、参考文献の記し
方など、レポート作成にあたっての注
意事項について説明する。

第 9 回 グループ報告① 関心のある判例や法律問題についての
グループ報告とそれをふまえての受講
者全員での討論①

第 10 回 グループ報告② 関心のある判例や法律問題についての
グループ報告とそれをふまえての受講
者全員での討論②

第 11 回 グループ報告③ 関心のある判例や法律問題についての
グループ報告とそれをふまえての受講
者全員での討論③

第 12 回 グループ報告④ 関心のある判例や法律問題についての
グループ報告とそれをふまえての受講
者全員での討論④

第 13 回 グループ報告⑤ 関心のある判例や法律問題についての
グループ報告とそれをふまえての受講
者全員での討論⑤

第 14 回 まとめ 受講者によるレポートの提出。
この授業で学んだことについて、これ
からどのように活かしていくかを意識
しつつ、適宜補足も加えるなどしなが
らふりかえる。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
報告のための準備（資料の収集やレジュメの作成など）。
レポートの作成。
そのほか、授業内で指示される課題への対応。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特に指定しない。
授業中に適宜、資料を配布する。
【参考書】
弥永真生『法律学習マニュアル〔第 4 版〕』（有斐閣，2016）
いしかわまりこほか『リーガル・リサーチ〔第 5 版〕』（日本評論社，2016）
そのほか、授業中にも適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
報告内容や討論への参加状況などの平常点（40%）及び期末に課すレポート
課題など（60%）を総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
本年度授業担当者変更によりフィードバックできません。
【Outline and objectives】
This class is seminar-style class that consists of a small number of
students and aims at building the foundations which are essential to
study law with whatever intention ― how to read the articles and the
cases, research the legal literatures, make a presentation and write a
paper on legal issue and think in study of law ― by not only listening to
a lecture but working on exercises yourselves.
And so, this class should be very instructive to all new students who
begin studying law from now on.
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國分　典子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
〔この「法学入門演習」は，主として演習形式で行われる少人数クラスの授業
です。これから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくため
の最初の段階に位置付けられる専門科目ですので，できるだけ多くの１年生
により履修されることが期待されています。この科目は全てのコースに属す
る入門科目です。（以上、法律学科より）〕
【到達目標】
（１）高等学校までに学修してきた知識を前提に，法学がどのような視点から
社会の事象にアプローチするのかを理解すること，（２）法学部で学んでゆく
にあたって必要な、調べる，書く，議論する，といった基礎的技能を修得する
ことを目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
前半では、資料の探し方、レポートの書き方、ゼミでの報告のしかた、判例の
読み方などについて学びます。その後、参加者による報告とディスカッショ
ンを予定しています（但し人数によって変更する可能性があります）。報告や
ディスカッションの内容に関しては、授業の終わりに教員からコメントの形
でフィードバックを行うほか、各種質問については、随時、授業内および授
業後に受け付け、回答します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 本演習に関する紹介を行った上で，大

学での学習一般，さらに特に法学部に
おける学習に関する案内を行います。
授業の進め方について説明します。参
加者どうしの自己紹介も行う予定です。

第 2 回 法とは何か 法とは何かについて、参加者全員で考
えてみます。

第 3 回 資料の調べ方 法学を勉強するための資料の調べ方等
を解説します。具体的なテーマについ
て調べてみます。

第 4 回 図書館ガイダンス 学内図書館の使い方や館内の案内を行
うとともに，文献調査の方法を説明し
ます（なお，実施日時については，前
後する可能性があります）。

第 5 回 判例の読み方（１） 具体的な判例を探し、読むときの注意
点を学びます。

第 6 回 判例の読み方（２） 判例を読んで、まとめてみる練習をし
ます。

第 7 回 判例の読み方（３） 判例評釈の手法を学びます。
第 8 回 ゼミでの報告のしかた 報告をするときの注意点、レジュメの

まとめ方などを学びます。
第 9 回 参加者の報告（１） 個別テーマについての報告を聞き、参

加者で議論します。
第 10 回 参加者による報告（２） 個別テーマについての報告を聞き、参

加者で議論します。
第 11 回 参加者による報告（３） 個別テーマについての報告を聞き、参

加者で議論します。
第 12 回 参加者による報告（４） 個別テーマについての報告を聞き、参

加者で議論します。
第 13 回 答案・レポートの書き方 答案やレポートを書くにあたっての注

意点を考えます。
第 14 回 まとめ 個別報告について総括し、レポートを

提出します。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
演習形式の授業なので、参加者は各回に必要な準備をし、また議論に参加をし
て、積極的に発言するようにします。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
田高寛貴・秋山靖浩・原田昌和『リーガル・リサーチ＆リポート　法学部の学
び方』第２版（有斐閣、2019 年）および六法（どの出版社でも可）を持参す
ること。
【参考書】
適宜，授業の中で紹介します。

【成績評価の方法と基準】
演習における参加状況と個別報告を評価した平常点（50%）及び期末に課す
レポート課題等（50%）を総合的に評します。
【学生の意見等からの気づき】
参加者がより積極的に参加できる内容にする必要があると思っています。
【学生が準備すべき機器他】
その場で資料や判例検索の練習をしてもらうことがありますので、できればス
マートフォンかタブレットを持って参加して頂ければと思います。ただ持っ
ていなければ参加できないというわけではありません。
【Outline and objectives】
In this class, you 　 will learn the basic way to study law. This class will
be the first step to study law systematically, so that many students will
be encouraged to take it.
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赤坂　正浩

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この「法学入門演習」は、主として演習形式で行われる少人数クラスの授
業です。これから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくた
めの最初の段階に位置付けられる専門科目ですので、できるだけ多くの１年
生により履修されることが期待されています。この科目は全てのコースに属
する入門科目です。（以上、法律学科より）
【到達目標】
　授業前半の講義を通じて、法学における基本的な考え方や知識（裁判の大
まかな流れなど）を身につけ、後半のグループ報告で、報告の準備、プレゼン
テーション、ディスカッション、レポート作成など、今後法学の学修を進め
ていく上で必要となる技術について経験することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　今後の新型コロナウィルスの感染状況が予測しがたいため、この授業はすべ
てオンラインで実施する予定である。前半８回は、担当教員による講義を予定
しており、授業予定日までに学習支援システムにその回のレジュメをアップ
するので、受講生はこれと教科書の関連個所を読んで、受講してほしい。受
講後に、レジュメに示された設問について解答するリアクションペーパーを
ワード文書で作成して、次回の授業日までにメール添付で担当教員宛に送付
すること。リアクションペーパーの内容に受講生の多くに共通する誤解や問
題点が見出されるような場合には、学修支援システムを通じてコメントする。
　受講生によるグループ学習を予定している後半６回分の授業方法について
は、改めて指示することにしたい。最終的には各自レポートを執筆してもらう。
　
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 今後の授業の進め方について説明する

とともに、日本の現行法の種類と相互
関係、六法の見方などの最も基本的な
事項を最初に解説する。

第 2 回 裁判所制度 法が適用され実現される究極の場は裁
判である。そこで、現在の日本の裁判
所の仕組みの概要を解説する。

第 3 回 法律家の役割 裁判をはじめとする法の適用という仕
事のプロフェッショナルが法律家であ
る。法律家は、これまで主として法学
部卒業者のなかからリクルートされて
きた。法律家の種類と役割について解
説する。

第 4 回 法と裁判の役割 ヨーロッパ近代法を引き継いだ現代日
本法にとって、最も重要とも言える
「民事法」と「刑事法」、「民事責任」と
「刑事責任」の区別について解説する。

第 5 回 民事裁判の仕組み 民事責任追及の場としての民事裁判の
ごくおおまかな仕組みを解説する。

第 6 回 家事裁判・行政裁判の仕
組み

民事裁判の一種とも言えるが、相対的
に独立の仕組みである家事裁判と行政
裁判のおおまかな内容を解説する。

第 7 回 刑事裁判の仕組み 刑事責任追及の場としての刑事裁判の
ごくおおまかな仕組みを解説する。

第 8 回 司法権と違憲審査権 違憲審査制が民事裁判・刑事裁判とど
のような関係に立つ仕組みであるかを
解説する。

第 9 回 グループ報告（1 － 1） 指定した教材の検討
第 10 回 グループ報告 (1 － 2） 指定した教材の検討
第 11 回 グループ報告（1 － 3） 指定した教材の報告と討論
第 12 回 グループ報告（2 － 1） 指定した教材の検討
第 13 回 グループ報告（2 － 2） 指定した教材の検討
第 14 回 グループ報告（2 － 3） 指定した教材の報告と討論
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　以上のグループによる報告準備や、各自によるレポートの執筆など、授業
外での学習時間を一定程度確保する必要が生じるが、今後の学習に役立つ “ト
レーニング” であると自ら位置付けて意欲的に取り組むことのできる学生の参
加を期待する。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
　市川正人・酒巻匡・山本和彦『現代の裁判・第７版』（有斐閣、2017 年）
　なお、六法（ポケット六法など）を第１回目の授業から必ず準備すること。
【参考書】
　成田博『民法学習の基礎・第３版』（有斐閣、2014 年）
【成績評価の方法と基準】
　前半８回分の講義レジュメの設問に対するリアクションペーパー８本（32％）、
後半６回分の授業参加状況（参加方法は後日指示する）（18 ％）、期末に課す
レポート課題（50%）を総合的に評価する。
　
【学生の意見等からの気づき】
　レポート作成の方法については、文献の引用の仕方などを中心に、より丁
寧な指導を心掛けたい。
【学生が準備すべき機器他】
　受講生は、可能なかぎり早めに、Zoom の最新ヴァージョンをインストー
ルしたパソコンと、１００分単位のオンライン遠隔授業に参加できるような
ネット環境を準備するように努めてほしい。
【Outline and objectives】
This is one of the introducing courses to legal education of undergrad-
uate level.Students offer the basic information about Japanese legal
system and actively learn research and reporting skills about legal
cases.
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授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この「法学入門演習」は，主として演習形式で行われる少人数クラスの授
業です。これから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくた
めの最初の段階に位置付けられる専門科目であり，今後の学習に必要となる
基礎的知識，基本的な考え方及び技術を学びます。
【到達目標】
　法律に関する基礎的知識や基本的な考え方を身に付け，更に資料収集，レ
ポート作成，報告，討論など学習を進めるために必要な技術を学びます。
　これをもとに，実際に，判例の調査・研究，成果発表を行い，全受講生で議
論をします。また，実際にレジュメ及びレポートを作成します。
　以上を通じて，今後の学習に必要となる基礎的知識や基本的な考え方を身
に付け，技術を修得します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　最初は基本的な法学のルールなどを講義と質疑応答を行う形で進めます。そ
の後は、ディスカッション形式で授業を進めます。そして、グループ分けを
して受講生グループ内の議論を経て，クラスで報告を行います。全受講生で，
その報告をもとに議論をします。
　今までの学習とは異なり、大学で学ぶことの意義を知ってもらうこと、自
主的な学習ができるようになること、法学の特徴などを知り、慣れていくこ
とを基本的な目標とします。
　また、法律実務家などをお迎えしてお話を伺う機会も作りたいと思ってい
ます。過去には現司法試験考査委員を務める弁護士の先生、再審事件として
現在再審開始が審理されている袴田事件弁護団事務局長の先生に講演をお願
いしてお越しいただいています。
その場合、シラバス上の予定を変更し、講演と質疑応答の回が入ることにな
ります
可能な限り講演をしていただく方向で交渉しています。
また、その他調整ができれば法律事務所の見学なども実施できたらと計画し
ております。
可能な限り口頭でのやりとりを入れて進行していきます。疑問点があれば積
極的に質問してください。
また、質問課題等に関しては、演習内でコメント解説を行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス

法とは何か
自己紹介，授業概要の説明，学習の基
本的ツール（六法，教科書等），学習の
仕方を学ぶ。
法と道徳，法と強制，法の目的，権利
と義務，法と裁判，法源，事実認定と
法の解釈，実体法と手続法を学ぶ。

第 2 回 法令・文献・判例の調べ
方・読み方
図書館の活用法

法令の読み方，辞典・演習書・副教
材・論文・インターネット等の調べ方
を学ぶ。判例の意義，判例集・判例評
釈の調べ方，判例の読み方（事案，問
題点，判旨，先例，射程等）を学ぶ。
図書館における文献調査の方法を学ぶ。

第 3 回 法律の分類等について学
ぶ

公法、私法などの分類、それぞれの分
類の意義などについて学ぶ

第 4 回 テーマに関連する判例の
理解

判例に当たり，実際に判例を読んでみ
る。不明な点は，辞典・文献を調査す
るなどして，その内容を理解し，グ
ループ内で共有化する。

第 5 回 判例評釈・学説の調査① 判例評釈・学説を読み，その内容を理
解する。具体的な論点の検討を通じ
て，法律解釈の手法の基礎を学ぶ。

第 6 回 判例評釈・学説の調査② 判例評釈・学説を精読し，論点の理解
を深める。理解した内容をグループで
共有し，レジュメの作成に着手する。

第 7 回 レジュメの作成 分担箇所につきレジュメを完成させ
る。グループ内のレジュメ相互の調整
を図る。

第 8 回 法律の答案の書き方 答案をどう描くか、判例や学説の扱い
はどうするか、を学びます。

第 9 回 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

第 10 回 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

第 11 回 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

第 12 回 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

第 13 回 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

第 14 回 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキストを読んでおくこと
また、法律の知識だけでは法学は理解できなくなるので、法律に限らない幅
広い分野の本（新書、文庫などの入門でよい）をできるだけ読んでみること
【テキスト（教科書）】
「法学学習Ｑ＆Ａ」有斐閣、横田・小谷・堀田
その他適宜資料を配布する
【参考書】
伊藤正己＝加藤一郎編『現代法学入門〔第 4 版〕』（有斐閣，2005 年）
中野次雄偏『判例とその読み方〔三訂版〕』（有斐閣，2009 年）
弥永真生『法律学習マニュアル〔第 4 版〕』（有斐閣，2016 年）
我妻榮『法律における理屈と人情』（日本評論社,2016 年）
【成績評価の方法と基準】
　報告内容や討論への参加状況などの平常点　 60%
　期末のレポート課題　 40%

【学生の意見等からの気づき】
２０２０年度はゲストに弁護士２名を招くことができた
本年も可能な範囲で一線で活躍する実務家をゲストとして招きたい
【その他の重要事項】
　
【Outline and objectives】
This course will introduce necessary legal knowledge, basic skills
and techniques that are required for further study, including: data
collection, report preparation, reporting and discussion.
Based on these, judicial precedent research is undertaken followed by
result announcements and detailed presentation discussions.
In addition, students will be required to prepare actual resumes and
reports.
Through this study you will acquire the necessary basic knowledge and
concepts for future learning.
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BSP100AB

法学入門演習

日野田　浩行

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　〔この「法学入門演習」は、主として演習形式で行われる少人数クラスでの
授業で、今年度は全部で 18 クラス開講されます。これから法律学科において
系統的・総合的に法律学を学んでいくための最初の段階に位置付けられる専
門科目ですので、できるだけ多くの１年生により履修されることが期待され
ています。この科目は全てのコースに属する入門科目です。（以上、法律学科
より）〕
　法学を学ぶためには、いくつかのスキルが必要になってきます。①まず第
一に、リサーチと呼ばれる、法令、判例、判例評釈その他の文献の法学情報検
索を行えることです。②第二に、法的思考の基本的作法を身につけることで
す。③第三に、法的思考の作法にのっとって、自分の考えを口頭で、あるい
は文章で表すことです。
　みなさんは、これから講義形式での授業を履修したり、「ゼミ」と呼ばれる
小人数の演習形式の授業に参加することになりますが、たとえば講義でレポー
トを提出し、あるいは試験で答案を作成する際、あるいはゼミで特定のテーマ
につき「レジュメ」と呼ばれる報告概要にのっとって自ら報告を行い、他の演
習参加者と議論をする際、こうしたスキルを要求されることになります。本演
習では、特に社会的に注目を集めた憲法裁判を手がかりにして、判例を調査し
たり、実際に判決文を読んだり、さらにその憲法裁判について報告したりす
ることを通じて、法律を学ぶための基本的なスキルを学ぶこを目的とします。
【到達目標】
　この演習の第１の目標は、まず法律文献、判例、条文等の法情報検索がで
きるようになることです。図書館にある雑誌・書籍を使用しての検索、イン
ターネットやデータベースを使った検索を行います。　
　第２の目標は、法的思考の基本的作法を会得することです。この演習では、
上記のとおり特に重要な憲法判例を用いて、事実関係、争点および当事者の
主張の対立軸を確認したうえで、法的推論を経たうえで結論を出し、結論に
至るまでの論理展開を説明できるようになることを目指します。
　第３の目標は、法的思考の基本的作法に基づいて、レポートやレジュメを
作成し、また報告を行うことができるようになることです。指定された課題
につき、レジュメに沿って報告と討論を行い、またレポートを作成するとい
うという作業を通じて、法的思考に基づいたアウトプットを適切に行う基礎
的なスキルを獲得することを目指します。　
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
本授業は基本的には Zoom を用いてのオンラインでの授業となります。具体
的には、次のような形で行います（第５回授業のみ図書館ガイダンスの予定
ですが、状況により変更の可能性があります）。
①学習支援システムの本授業の「お知らせ」コーナーにて、授業を実施する
Zoom ミーティングの URL・ID・パスワードや、Zoom の SSO でのサイン
オンの手順等についてお知らせしますので、本授業（担当教員にも注意して
ください）の受講が決まったら、学習支援システムの本授業への登録をお願
いします。
②授業が開始されたら、学習支援システムの「教材」コーナーに、あらかじめ
入手しておいてほしい資料や予習事項を記した Assignment sheet を、１週
間前くらいに学習支援システムにアップロードしますので、予習等行って下
さい。
③授業日の２日前までに授業内容のスライド・ファイルをアップロードしま
すので、ダウンロードして、できれば事前に目を通しておいて下さい。
④授業の実施時間（火曜日 10:40～12:20）に、Zoom を用いてスライド解説
や質疑応答等を行います。
⑤授業時に通信環境の不具合等で Zoom での授業に参加できなかった人には、
Assignment sheet やスライドの内容につき、ミニッツ・シートを作成して
メールにて提出してもらいます（当日中、または数日後に）。書式は用意して
学習支援システムにアップロードしておきますが、メール本文に内容を記し
てもかまいません。
　また、授業ではグループでの報告、そのレジュメ作成の準備等も行っても
らいます。レジュメの内容や報告等についてはクラス内での討論を行います
が、教員からも適宜コメントを行うことにより、フィードバックを行います。
　
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス・法とその制

度
この授業の進め方や六法等準備するも
のを説明して、法律学を学ぶ前提とな
る法制度の基本や、憲法裁判の基礎と
なる違憲審査制についての基本的解説
を行います。

第 2 回 判例の調べ方と学び方
～刑事事件の憲法裁判を
手がかりに～

最高裁判所が昭和４８年４月４日に下
した尊属殺重罰規定違憲判決を素材
に、各審級の判例の調べ方や、基本的
な判例の論理の展開を学び、最高裁判
所の判決では少数意見が述べられるこ
とが多いことも学びましょう。

第 3 回 民事裁判と憲法 最高裁判所が昭和６２年４月２２日に
下した森林法違憲判決を読みながら、
民事裁判における法的判断と判例の読
み方について学びましょう。

第 4 回 行政裁判と憲法 最高裁判所が昭和５０年４月３０日に
下した薬事法違憲判決を読みながら、
行政裁判における法的判断と判例の読
み方について学びましょう。

第 5 回 図書館ガイダンス
（状況によって変更の可
能性あり）

図書館の利用の仕方やデータベースの
利用の仕方について学びましょう

第 6 回 判例の展開を学ぼう 嫡出性の有無による法定相続分差別違
憲訴訟を素材に、下級裁判所や最高裁
判所がどのような判断を行ってきた
か、判例の展開を学びましょう。

第 7 回 判例評釈や調査官解説を
読んでみよう

判例の意味を考えるうえでは、研究者
が執筆した判例評釈が大きな手がかり
になります。また、最高裁判所裁判官
の審理を補佐する調査官が執筆する解
説は、最高裁判例を読み解くうえで、
法律家にとっての貴重な資料となって
います。指定された判例について、判
例評釈や調査官解説の調べ方を学び、
それらを実際に読んでみましょう。

第 8 回 学説を学ぼう いくつかのテーマを素材に、学説の見
解の調べ方や、異なる学説がいくつか
存在する場合の比較検討の仕方につい
て学びましょう。

第 9 回 判例報告の準備をしよう 第８回までに学んだことを生かして、
指定された最高裁判所の判例について
報告するために、資料の検討やレジュ
メ作成といった準備を行いましょう。

第 10 回 判例を報告しよう
＜１＞

最高裁判所の近年の代表的判例を取り
上げ、グループを組んで報告をしてみ
ましょう。（第１回報告）

第 11 回 判例を報告しよう
＜２＞

第１０回授業に引き続き、第１０回授
業とは異なる最高裁判所の近年の代表
的判例を取り上げ、グループを組んで
報告をしてみましょう。（第２回報告）

第 12 回 報告内容について討論を
行おう

第１０回・第１１回で報告されたテー
マについて、討論を行いましょう。

第 13 回 レポートの書き型を学ぼ
う

第１２回までに学んだことを応用し
て、特定の法律問題についてのレポー
トの書き方を学びましょう。

第 14 回 法律学の検討の仕方や答
案の書き方を実践してみ
よう

特定の法律問題について、どのように
して検討を行い、それを文章化して
いったらよいのかを学びましょう。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
前回の演習、あるいはそれ以前に配布される資料を読み、指定された課題に
ついて検討して下さい。またグループに分かれての報告や討論を行ってもら
う予定にしていますが、各グループ内でそのための準備をしっかり行って下
さい。（各グループ内でもパソコン・スマホ等を利用しての準備をお願いする
ことになるかもしれません）
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
資料を配布します。
【参考書】
田高寛貴ほか『リーガル・リサーチ＆リポート〔第２版〕』（有斐閣・2019 年）
いしかわまりこ・村井のり子・藤井康子『リーガル・リサーチ〔第５版〕』（日
本評論社・2016 年）
弥永真生『法律学習マニュアル〔第４版〕』（有斐閣・2016 年）
山下純司・島田聡一郎・宍戸常寿『法解釈入門～「法的」に考えるための第一
歩 [補訂版]』（有斐閣・2018 年）
【成績評価の方法と基準】
平常点
　報告・レジュメの内容 30 ％　討論参加度 20 ％
期末評価
　レポート 50%:

【学生の意見等からの気づき】
判例等資料の入手方法については、図書館ガイダンスの機会のほか、オンラ
インでの授業の中で、具体的な手順を伝えたいと思います。
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【学生が準備すべき機器他】
Assignment sheet、スライド・ファイル、および資料等の配布については、
学習支援システムを利用します。また、授業は Zoomでのオンライン授業と
なります。Zoomが利用でき、また学習支援システムにアクセスし、文書等を
ダウンロードできる情報端末機器と情報環境は準備しておいてください。
【その他の重要事項】
図書館ガイダンスは、図書館側のスケジュールとの関係で、上記授業計画の
別の回に行うか、あるいは実施できない可能性もありますが、変更がある場
合、できるだけ早くお知らせします。
【Outline and objectives】
This seminar aims at learnig to think like a lawyer, and cultivating the
ability of legal argumentarion through presentation and discussion.

BSP100AB

法学入門演習

野嶋　愼一郎

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この「法学入門演習」は，主として演習形式で行われる少人数クラスの授業
である。本授業は、裁判や法律の基礎を学ぶことを目的としているので、「裁
判と法コース」に属する。これから法律学科において系統的・総合的に法律
学を学んでいくための最初の段階に位置付けられる専門科目なので，できる
だけ多くの１年生により履修されることが期待されている。
【到達目標】
　講義を通じて、憲法、民法、刑法、訴訟法における基本的な考え方、基本と
なる知識、裁判の大まかな流れなどを身に付けてもらうとともに、基本的事案
を題材にした表現、議論、レポート作成など、今後法律の学習を進めていく上
で必要となる技術について経験を積んでもらうことが、本演習の目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　毎回、次回までの課題を与えるので、各自が基本書・判例等を読んで、法律
的問題点について回答を考えてくる。授業では、前半は課題について議論し、
後半は講義形式で各法律のエッセンスを教える。
　次回までの課題について、合計６回、法律的文章作成の練習のため、レポー
ト形式での提出（レポート用紙２枚程度）を求めるので、必ず提出すること。
また、期末レポートとして、授業全般の中からテーマを選んで出題する。
レポートについては、添削して返却あるいは授業内でコメントするなどして、
フィードバックをする予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス

法とは何か
内容説明，授業計画など
裁判の基準、法の解釈、法の体系

第 2 回 憲法１　人権 基本的人権の保障
精神的自由権
経済的自由権
★レポート課題１出題

第 3 回 憲法２　統治 統治機構
国民主権（民主主義）
三権分立（自由主義）
違憲立法審査権

第 4 回 民法１　総則・物権 総則 (意思表示、代理、時効）
物権 (対抗問題）
★レポート課題２出題

第 5 回 民法２　債権総論 詐害行為取消権
多数当事者の債権債務
契約解除
危険負担

第 6 回 民法３　債権各論 各種契約 (売買、消費貸借、賃貸借、
請負）、
不法行為
★レポート課題３出題

第 7 回 民法４　親族・相続 離婚問題
相続問題

第 8 回 刑法１　総論 構成要件該当性
違法性
責任
共犯論
★レポート課題４出題

第 9 回 刑法２　各論 個人的法益
社会的法益
国家的法益

第 10 回 民事訴訟法１ 民事訴訟手続の流れ
弁論主義
訴訟代理人の役割
★レポート課題５出題

第 11 回 民事訴訟法２ 判決の効力
多数当事者

第 12 回 刑事訴訟法１ 捜査
刑事弁護人の役割
★レポート課題６出題

第 13 回 刑事訴訟法２ 公判段階の手続の流れ
裁判員裁判
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第 14 回 まとめ 授業全体の総括
★期末レポート　出題

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　各自が課題に関連する判例や基本書を調査・検討し、レポート作成などの
準備が求められる。
　また、授業において、課題に関する議論では、自らの意見・立場を法律的根
拠に基づいて的確に主張できるようにしなければならない。本授業の準備学
習・復習時間は各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　教科書は特に指定しない。資料は授業中に適宜指示・配布する。
　なお，六法（ポケット六法など）を持参すること。
【参考書】
　参考書は特に指定しない。　
　指定する場合は開講時に伝える。
【成績評価の方法と基準】
授業中における評価（平常点）
　授業での質疑応答　２０％
　課題の評価　　　　５０％
期末における評価
　レポート課題　３０％
【学生の意見等からの気づき】
　法律は、非常に難しく、とっつきにくいという印象があると思う。法律は、
社会に生起する紛争を解決する規範、基準としての役割を持っている。弁護
士は、どのような事件を扱い、法律を用いて事件をどのように解決するのか、
などの実務経験を話すことにより、法律の役割・面白さを少しでも伝えられ
ればと思っている。
【Outline and objectives】
This "law guide practice" is the class of the small class which is mainly
performed by the practice form. This tuition belongs to a course of a
trial and a law. The special subject which is placed in the first stage to
learn jurisprudence now.

BSP100AB

法学入門演習

萩澤　達彦

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
〔この「法学入門演習」は，主として演習形式で行われる少人数ク
ラスの授業です。これから法律学科において系統的・総合的に法律
学を学んでいくための最初の段階に位置付けられる専門科目ですの
で，できるだけ多くの１年生により履修されることが期待されてい
ます。この科目は全てのコースに属する入門科目です。（以上、法律
学科より）〕

【到達目標】
授業冒頭数回の講義を通じて法律学における基本的な考え方や基本
となる知識（裁判の大まかな流れなど）を身に付けてもらうととも
に，資料収集，プレゼンテーション，議論，レポート作成など，今
後学習を進めていく上で必要となる技術について経験を積んでもら
うことが，本演習の目標である。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に
関連。

【授業の進め方と方法】
新入生の皆さんがこれから泳ぐことになる法律学という大海を自ら
渡るための基本的な技能と知識を習得するため、最初の数回は、担
当者のレクチャーにより進める。中盤以降は、受講生との議論を通
じて学習する。この議論では、テキストに示された問題を順次採り
上げ、皆で一緒に読み解きながら、具体的問題を理解するために必
要な手法や基礎知識を確認しながら進める。学生の議論の内容やそ
のやり方について，授業内で，教員から，指導的観点から，コメン
トがなされる、終盤では、各人が問題意識を持ち，その問題意識を、
受講生から報告してもらい、その内容につき，最終レポート作成に
役立つような助言が教員からなされる、また，その問題意識につき
全員で議論をし、理解を深める。さらに、最終的には、学習したこ
との集大成として、各自でレポートを執筆して提出してもらう。授
業外での予習や準備をしてから授業に臨むことが求められるが、今
後、演習に参加する際などに役立つと思われるので、時間を惜しむ
ことなく取り組んでほしい。
　なお，新型コロナウイルス感染症の影響で，講義は Zoomミーティ
ングでオンラインで実施される場合がある。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
ガイダ
ンス

ガイダンス・自己紹介 講義の目的と内容を説明し，今後
の予定を確認する。受講生の問題
意識を確認する。

法入門 法の基本的事項を学ぶ 法律学の前提知識を学ぶ。配布し
たプリントを使う。前もって読ん
でおくこと。

法はな
ぜ必要
か？

法はなぜ必要か？ 法の成り立ち，しくみについて学
ぶ。教科書の CHAPTER 1 を予
習しておくこと。

法のは
たらき

法のはたらき 法がどのようにはたらくかを学
ぶ。教科書の　 CHAPTER 2 を
予習しておくこと。

さまざ
ま な
ルール

さまざまなルール さまざまなルールのあり方につい
て学ぶ。教科書の CHAPTER 3
を予習しておくこと。
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法を使
う

法を使う 法の使い方を学ぶ。教科書の
CHAPTER 4 を予習しておくこ
と。

法をあ
てはめ
る

法をあてはめる 法をあてはめることについて学
ぶ。教科書の CHAPTER 5 を予
習しておくこと。

法を使
う：応
用編

法を使う：応用編 応用的な法の使いかたについて学
ぶ。教科書の CHAPTER 6 を予
習しておくこと。

法を作
る

法を作る 法の作リ方について学ぶ。教科書
の CHAPTER 7 を予習しておく
こと。

法学っ
て な
に？

法学について 法学について学ぶ。教科書の
CHAPTER 8 を予習しておくこ
と。

介護と
法

親の介護と法律関係 親の介護に関する法的問題点につ
いて学ぶ。教科書の Stage10 を
予習しておくこと。

法学の
勉強の
あり方
（1）

法学の勉強のあり方
（1）

法学の勉強のあり方について学
ぶ。教科書の PART 2 の前半を
予習しておくこと。

国際法
と国内
法法学
の勉強
のあり
方（2）

法学の勉強のあり方
（2）

国際法の国内法への影響について
学ぶ。教科書の教科書の PART 2
の後半をを予習しておくこと。

ブレゼ
ンテー
ション

受講生が選んだテーマ
についてのプレゼン
テーション

受講生が自分の選んだテーマにつ
いて簡単なプレゼンテーションを
行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　教科書の該当部分を事前に読んで，わからないことがあったら，自
分なりに調べておくこと。
　本演習は、適切な議論ができるようになることと，レポートを執
筆できるようになることを目的としている。レポートについては，
テーマに関連する判例や論文を自ら収集して、調査検討し、その結
果を執筆することが求められる。本授業の準備学習・復習時間は各
2 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
森田果『法学を学ぶのはなぜ？ –気づいたら法学部，にならないた
めの法学入門』（有斐閣，2020 年）
　なお，六法（ポケット六法など）を持参すること。

【参考書】
高橋和之ほか『法律学小辞典第 5 版』（有斐閣，2016），道垣内弘
人『プレップ法学を学ぶ前に〔第 2 版〕』。

【成績評価の方法と基準】
報告内容や討論への参加状況などの平常点（50%）及び期末に課す
レポート課題など（50%）を総合的に評価する。
　なお，欠席が多い場合およびレポート未提出の場合、単位を与え
ない。

【学生の意見等からの気づき】
　教員と学生との年齢差が大きいので，その点を考慮しつつ講義を
進めたい。

【学生が準備すべき機器他】
　レポートを Web 上で提出する環境を整えてください。この点に
ついては，講義の中で説明をします。

【Outline and objectives】
This "Introductory Exercise for Law" is a small-class class
mainly conducted in exercise form. It is a specialized subject
that can be positioned at the first stage to learn legal studies
systematically.

BSP100AB

法学入門演習

佐野　文彦

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
法学における基本的な知識・技術を取り扱う、初学者を対象とした演習形式
の授業である。我が国の法制度などの知識、リーガルリサーチなどの技術を
学修することで、今後主体的に法学を学んでいくための基礎的な能力を身に
つける。
【到達目標】
法学を学ぶ学生として、我が国の法制度を理解した上で、法的問題を発見し、
法令・判例等の調査を行い、主体的に問題に取り組む能力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
第 2 回から 10 回までは、予習を前提に、教科書やレジュメに沿って、双方
向型の授業を主に行ったうえで、第 11 回以降は、担当グループによる判例報
告をもとに、全員で議論する形で授業を行う。質問・要望等については講義
内で対応するとともに、適宜メール・掲示板等を用いて対応する。
なお、ハイフレックス制を予定しているが、状況によってはオンラインでの
開講となる。詳細は学習支援システムで連絡するため、履修者は登録を忘れ
ないようにすること。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業内容や進め方の説明、自己紹介
第 2 回 法学の議論方法 (1) 法的三段論法
第 3 回 法学の議論方法 (2) 前提としての法律/判例の探し方
第 4 回 法学の議論方法 (3) 法律の読み方
第 5 回 法学の議論方法 (4) 法解釈の方法
第 6 回 法の分類 法規範の段階等
第 7 回 判例について (1) 裁判制度について
第 8 回 判例について (2) 判例とは何か
第 9 回 判例について (3) 判例の読み方
第 10 回 各法分野の概観 代表的な法分野についての解説
第 11 回 判例報告１ 担当グループによる報告と討論
第 12 回 判例報告２ 担当グループによる報告と討論
第 13 回 判例報告３ 担当グループによる報告と討論
第 14 回 判例報告４ 担当グループによる報告と討論
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前に指示された課題には必ず取り組んで授業に参加すること。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第 2 版〕』（弘文堂、2017）
を教科書として使用する。
六法（小型のもので可）
は毎回参照できるようにすること。
レジュメ・追加資料がある場合は適宜配布する。
【参考書】
受講者に委ねるが、初回に案内を行う。
【成績評価の方法と基準】
議論への参加 70%、報告 30%。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【学生が準備すべき機器他】
オンラインでの開講になる可能性等を踏まえて、各自 PC 等の機器を用意す
るように。
【その他の重要事項】
最初は誰しも慣れないものなので、遠慮せず積極的に議論や質問を行ってく
ださい。
【Outline and objectives】
This course is designed to introduce students to the basic concepts and
rules of law.
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BSP100AB

法学入門演習

笹久保　徹

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　法学入門演習は、演習形式で行われる少人数クラスでの授業である。これ
から法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくための最初の段
階に位置付けられる専門科目であり、できるだけ多くの１年生によって履修
されることが期待されている。
　本授業では、新入生が法学部でその後の４年間を過ごす際に必要とされる
法律学の基本的な考え方を学び、自ら学習を進める際に求められる知識およ
び技能を身に付けることを目的とする。
【到達目標】
・日本の法制度の概要及び争いを法的に解決していく手順（裁判の流れ等）を
知る。
・判例の読み方を学習し、それを通じて法的な思考方法を理解する。
・図書館の利用方法、資料収集の方法、報告の方法、レポート作成の方法等、
今後の学習を進める上で身につけておくべきスキルを取得する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　本授業は、最初の数回において、担当教員による講義形式の授業によって、
わが国の法制度の概要や役割を学ぶ。その後は、受講生が参加する形式の授
業によって、ディベートや報告等を経験してもらう。
　受講生に様々な課題を課すため、是非とも積極的な姿勢で授業に参加して
もらいたい。最終授業やオフィス・アワーで、課題に対して講評する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の内容と進め方についての説明
第 2 回 我が国の法について 日本の法制度の概要に関する説明、お

よび、条文の読み方、解釈などの説明
第 3 回 法律文献の調査・入手１ 法律文献の検索方法等に関する説明
第 4 回 法律文献の調査・入手２ 図書館ガイダンス
第 5 回 法律文献の調査・入手３ 法律文献を実際に検索して入手する訓

練
第 6 回 判例の読み方１　 判例の読み方および授業内での報告方

法の解説
第 7 回 判例の読み方２ 実際に判例を読む
第 8 回 ディベートの練習１ 設題を用いたディベートの練習
第 9 回 ディベートの練習２ 設題を用いたディベートの練習
第 10 回 受講生の報告１ 受講生による報告と討論
第 11 回 受講生の報告２ 受講生による報告と討論
第 12 回 受講生の報告３ 受講生による報告と討論
第 13 回 受講生の報告４ 受講生による報告と討論
第 14 回 レポートの作成 レポートの作成方法の説明
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備・復習時間は、各４時間を標準とする。授業内で指定される
課題の予習、資料の収集、報告の準備、レポートの作成等がある。
【テキスト（教科書）】
　特に指定なし。適宜、資料を配布する。
【参考書】
　中野次雄編『判例とその読み方〔三訂版〕』（有斐閣、2009 年）、弥永真生
『法律学習マニュアル〔第 4 版〕』（有斐閣、2016 年）、いしかわまりこ他『リー
ガル・リサーチ〔第 5 版〕』（日本評論社、2016 年）等。その他は授業内で指
示する。購入したい学生は、講師の説明を受けてから購入し方がよい。
【成績評価の方法と基準】
　平常点（討論への参加等）の評価　 30 ％。
　課題の提出・報告の評価　 70 ％。
　なお、課題を一つでも提出しない場合または報告をしない場合には不合格
（評価Ｄ）とする。
【学生の意見等からの気づき】
　受講生からは、「報告のために自ら学習して、みんなの前で報告することが
良い経験になった」という感想が多く、今年度も少人数での報告を予定して
いる。
【学生が準備すべき機器他】
　リアルタイム・オンライン授業 (Zoom を使用) が中心となるため、受講生
は Zoom が使用できる端末が必要となる (マイクが使用できる必要あり)。

【その他の重要事項】
　受講生は最新の六法を持参すること。受講生は、並行して「法学入門」の
講義を受講していることが望ましい。聴講は不可とする。
【Outline and objectives】
This course introduces to students the basics of Japanese law.
The goals of this course are to (1) able to obtain basic knowledge about
Japanese law, (2) able to obtain skills to research legal materials,
(3) able to learn debate.
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BSP100AB

法学入門演習

石井　宏司

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「法学入門演習」は、主として演習形式で行われる少人数クラスでの授業です。
これから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくための最初
の段階に位置付けられる専門科目ですので、できるだけ多くの１年生により
履修されることが期待されています。
　法学入門演習は演習形式の授業である。授業は参加各人が積極的に参加し、
参加各人が法学的な方法論に則り法学的な方法論で調査を行いその上で報告
討論を行うことができるようになることを目標とする。
　このために、本講義においては最初に法学入門と並行して調査発表に必要
な範囲の法学の基礎的な知識を学ぶ。次に法律学的な調査を行う方法論を学
ぶ。最後にそれらを踏まえた上で研究発表を行うものとする。
　この他に大学における法学ゼミとしての特質を生かし裁判の見学や現役の
裁判官検事等の講演等を予定している。
【到達目標】
学生は法学的な方法論に則り思考がで行えるようにすることを目標とする。
具体的には
・法令の読み方、六法の使い方がわかるようになる
・判例の読み方及び検索方法がわかるようになる
・学校図書館および学術データベース等による学説や判例等の調査が行えるよ
うになる
・レジュメ及びレポートの作成ができるようになる
・一定のテーマに関する法学的な規則に則った報告質疑応答ができるように
なる
ことを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
第一に法律学的な調査を行う方法論を学ぶ。
第二に調査発表に備え必要な範囲の法学の基礎的な知識を学ぶ。
最後にそれらを踏まえた上で研究発表討論を行う。
新型コロナが蔓延する現状では Zoom によるオンライン方式の授業を予定し
ている。感染状況により対面方式を行うことを予定しているが、大学のガイ
ドラインに従う。
授業内における発表については授業中に配布する資料の手順に従ってください。
授業内容の質問及び何か気づいた点フィードバック等については、授業中の
資料内で指定するメールアドレスにメールで送信してください。調査等の事
情で返信に数日かかることがあります。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の方法・内容採点方法等について

の説明等
第 2 回 法とは何か① 法についての一般的な説明、公法と私

法、などの用語等の説明を行う
第 3 回 法とは何か② 六法等の主要な法律についての概略的

な説明を行う
第 4 回 法律の適用場面における

法
実際の法律の適用場面における法、裁
判例（判例）、裁判所等について

第 5 回 法律資料の調査方法① 判例以外の法律学に関する資料にどの
ようなものがあるのか説明を行う

第 6 回 法律資料の調査方法② 図書館において実際に法律資料の収集
を実践する

第 7 回 判例および判例評釈を読
む①

自分で調査発表を行うにあたり、判例
および判例評釈を読む。その際に留意
すべき点等を解説する

第 8 回 判例および判例評釈を読
む②

自分で調査発表を行うにあたり、判例
および判例評釈を読む。その際に留意
すべき点等を解説する

第 9 回 受講生による研究発表討
論①

これまでの授業を踏まえて
受講生自ら研究発表討論を行ってもら
います

第 10 回 受講生による研究発表討
論②

これまでの授業を踏まえて
受講生自ら研究発表討論を行ってもら
います

第 11 回 受講生による研究発表討
論③

これまでの授業を踏まえて
受講生自ら研究発表討論を行ってもら
います

第 12 回 受講生による研究発表討
論④

これまでの授業を踏まえて
受講生自ら研究発表討論を行ってもら
います

第 13 回 受講生による研究発表討
論⑤

これまでの授業を踏まえて
受講生自ら研究発表討論を行ってもら
います

第 14 回 受講生による研究発表討
論⑥

これまでの授業を踏まえて
受講生自ら研究発表討論を行ってもら
います

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
前半の講義形式の授業については復習を重視してください
後半の研究発表討論形式の授業においてはレジュメ作成等の事前準備が必須
です。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
テキストは特に指定しません。
授業において板書きまたはプリント等を配布します。
【参考書】
授業において指定します
【成績評価の方法と基準】
授業における発言等を評価（50 点）に加えてレポート発表（50 点）を総合
的に踏まえて評価します。
平常点については授業中の発言や質問等を考慮して評価します。
レポートの作成と発表は全員必ず行ってもらいます。
レポートや発表の形式等についての詳細な内容は授業内で指示します。
【学生の意見等からの気づき】
講義においては親切な講義を心がけています。
レポートおよび発表について、学生の能力に合わせた適切な補助を行うので
安心してください。
【学生が準備すべき機器他】
レポートを作成してもらうので、PC（場合によってはスマホ）を用いて作成
することができる環境を整える必要がある。
【その他の重要事項】
最新版の小型の六法は毎回用意してください。
【Outline and objectives】
This course is about fundamental of Law. In this course you can learn
the sources, forms, terminology and development of Japanese law. The
goal of the course is to equip students to become sophisticated learner
of legal research.
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　発行日：2021/4/1

BSP100AB

法学入門演習

京藤　哲久

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　「法学入門演習」は、主として演習形式で行われる少人数クラスでの授業
です。これから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくため
の最初の段階に位置付けられる専門科目ですので、できるだけ多くの１年生
により履修されることが期待されています。
　法学を学ぶためには、いくつかの技術を学ぶことが必要です。一つには、リ
サーチと呼ばれる文献や法律、判例、判例評釈などの法学情報の検索を行う
技術です。二つには、法的なものの考え方を身につけることです。三つには、
このような法的な物の考え方に従って、自分の考えを口頭で、あるいは文章
で表現することで、ゼミ報告のレジュメ、討論、レポートや試験答案作成と
かかわります。本演習は、法学部で初めて法律を学ぶ学生
を対象として、法律を学ぶための基本的な技術を学ぶこを目的とします。
　入門的授業なので厳密に限定はできませんが、裁判と法コース、文化・社
会と法コースに近い内容の授業となります。
　対面型の授業ができない場合には zoom で授業しますが、対面型とほぼか
わらない授業です。
【到達目標】
　以下の三つの目的に近づくことを到達目標としています。
　第一の目的は、法律文献、判例、条文等の法情報検索ができるようになる
ことです。①図書館にある雑誌・書籍を使用しての検索、②インターネット
やデータベースを使った検索を行います。　
　第二の目的は、法的な物の考え方を会得することです。教材を用いて法の
全体像の概観をしますが、これを基礎に、新聞記事や話題となった判例を題
材として、問題点、利害関係の対立、法的に保護すべき利益という点を整理
し、結論を出し、結論に至るまでの思考過程を説明できるようになることで
す。法的な物の考え方を会得するために、可能なら、演習の中で学生同士で
討論も行います。　
　第三の目的は、法的な思考に基づいて、法学が要求する一定の形式に従っ
て、レポートやレジュメを作成できるようになることです。指定された課題に
従って、実際にレポートやレジュメを作成し、検討したうえで、再度修正す
るという作業を行いより良いレポート・レジュメが作成できるようにします。
　
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
教材は事前に配布します。学生は目を通したうえで演習に参加してください。
リアクションペーパー等の提出物については、毎回とは限りませんが、コメン
トを付したうえで返却します。真剣に取り組んだと評価できるものについて
は、必ずコメントしていますから、努力に応じて得るものが大きくなるとい
う仕組みになっています。共有にあたいするものは授業内でも紹介の上、コ
メントします。
　
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 内容説明，授業計画，受講生自己紹介

など。
履修者は、第一回の授業の前に、自分
がもっとよく理解したいと思うテーマ
（法と関係していなくてもよい）につ
いて、イメージ程度でよいから、考え
ておいてください。参考になりそうな
文献等について助言できるかもしれま
せん。

第 2 回 法と社会 1 前回の続き
憲法の役割について考えます。

第 3 回 法と社会 2 民法の役割について考えます。
第 4 回 法と社会 3 刑法の役割について考えます。
第 5 回 法を知る方法、法の学び

方ーー理論編ーー
法の学び方についてレクチャーの後、
教師が実践してみます。

第 6 回 法を知る方法、法の学び
方ーー実践編ーー

皆さんに、教わったことを実践しても
らいます。

第 7 回 法と社会 4 教材の後半部分　手続法その他につい
て考えます。

第 8 回 法と社会 5 続き

第 9 回 法情報の収集方法
文献調査の方法を学ぶ
テキストの読み方

法律の勉強の仕方、文献の引用方法な
どについてレクチャーします（レポー
ト作成の準備）

第 10 回 法律の構造を理解しよう。
条文を読もう。
条文を分析してみよう。

条文を正しく読む方法・スキルについ
て学びます

第 11 回 立法の役割と司法の役割
判例を読んでみよう

裁判とは何かについて考え、判例の読
み方についてレクチャーします。

第 12 回 判例を読んでみよう 判例を読んで、どのように勉強したら
よいかについて学びます。

第 13 回 発表と討論 1 グループによる発表とそれに基づく質
疑応答を行う。
発表のスキルについて考えます。

第 14 回 発表と討論 2 グループによる発表とそれに基づく質
疑応答を行う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習は最低限でよいが、復習では配付教材で授業で取り扱った部分を自分な
りにまとめ直して欲しい。小テストの方式できちんと復習し、理解できてい
るかを確かめます。
学生の皆さんの関心も考慮して進める予定ですが、扱うテーマに応じて、適
宜、指示することがあります。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標
準とします。
【テキスト（教科書）】
日本法の全体像を理解するための簡単な教材は、こちらで用意します。
なお，六法（ポケット六法など）は購入するでしょうから、それを携帯する
こと。
【参考書】
発表予定のテーマ、レポート予定のテーマに応じて適宜指示することがあり
ます。
法律学小辞典のような辞典をもっていることが望ましい。
【成績評価の方法と基準】
報告内容や討論への参加状況などの平常点（40%）及び期末に課すレポート
課題など（60%）
【学生の意見等からの気づき】
法学特有の用語、考え方になじみがないので、最初は戸惑うと思いますか、で
きるだけ分かりやすく説明を心がけます。進行にあわせて、予定通りに行かな
いことがありますが、学生の理解の度合を考えながら、臨機応変に対応するこ
とがありますが、授業の終了時には、必ず次回の予定を明確にして進めます。
リアクション・ペーパーを書いて、出してもらいます。
オンラインの場合、毎回、5-10 分ほど学生同士で話し合うブレークアウト・
セッションを設けます。学生同士が議論したり話し合える機会になっていて
学生には好評でしたから、今年も行います。
【学生が準備すべき機器他】
担当者は情報機器の扱いにも慣れているほうなので、この機会にスキルを磨き
たいという意欲がある者は、とくにパソコンを用意することが望ましい。こ
の機会に ONENOTE というソフトは使えるようになって欲しいと考えてい
ます（万能のソフトの一つですが、文章の精読、条文の厳密な読み方、判例の
精読に大きな効果を発揮します。）。
【その他の重要事項】
教師を活用しよう。質問をしよう。図書館を活用しよう。努力不足でも単位
は取得できるだろうが、自分の能力を想定以上に伸ばすことができるだろう
貴重な時期ですから、汗をかかないまま過ごすのは、とてももったいないこ
とと思います（後でかならず気付く。）。
オンラインの場合、配付教材に沿って授業を進めるので、進行の予定を変更
する。初回に指示します。
【Outline and objectives】
This course is a introductory course of law mainly designed for freshers
of law faculty.
In order to learn law, it is desirable and necessary to learn some
essential techniques–how to retrieve legal information, how to use
legal reasoning correctly, how to be persuasive. These skills would be
improved through this course. Don’t forget that it is important to learn
how to think.
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BSP100AB

法学入門演習

坂本　正幸

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この「法学入門演習」は，主として演習形式で行われる少人数クラスの授業
です。これから法律学科において系統的・総合的に法律学を学んでいくため
の最初の段階に位置付けられる専門科目であり，今後の学習に必要となる基
礎的知識，基本的な考え方及び技術を学びます。
【到達目標】
　法律に関する基礎的知識や基本的な考え方を身に付け，更に資料収集，レ
ポート作成，報告，討論など学習を進めるために必要な技術を学びます。
　これをもとに，実際に，判例の調査・研究，成果発表を行い，全受講生で議
論をします。また，実際にレジュメ及びレポートを作成します。
　以上を通じて，今後の学習に必要となる基礎的知識や基本的な考え方を身
に付け，技術を修得します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　最初は基本的な法学のルールなどを講義と質疑応答を行う形で進めます。そ
の後は、ディスカッション形式で授業を進めます。そして、グループ分けを
して受講生グループ内の議論を経て，クラスで報告を行います。全受講生で，
その報告をもとに議論をします。
　今までの学習とは異なり、大学で学ぶことの意義を知ってもらうこと、自
主的な学習ができるようになること、法学の特徴などを知り、慣れていくこ
とを基本的な目標とします。
　また、法律実務家などをお迎えしてお話を伺う機会も作りたいと思ってい
ます。過去には現司法試験考査委員を務める弁護士の先生、再審事件として
現在再審開始が審理されている袴田事件弁護団事務局長の先生に講演をお願
いしてお越しいただいています。
その場合、シラバス上の予定を変更し、講演と質疑応答の回が入ることにな
ります
可能な限り講演をしていただく方向で交渉しています。
演習内で議論をしていくことも身に着けていきたいので、疑問や意見の発言
を望みます。
課題や質問等に関しては、演習内でコメント、解説していきます
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 法解釈入門１ガイダンス

法とはなにか
事例を通じて法解釈の手法を学ぶ

2 法令・文献・判例の調べ
方・読み方
図書館の活用法

事例を通じて法解釈の手法を学ぶ

3 法律の分類等について学
ぶ

公法、私法などの分類、それぞれの分
類の意義などについて学ぶ

4 テーマに関連する判例の
理解

判例に当たり，実際に判例を読んでみ
る。不明な点は，辞典・文献を調査す
るなどして，その内容を理解し，グ
ループ内で共有化する。

5 判例評釈・学説の調査 判例評釈・学説を読み，その内容を理
解する。具体的な論点の検討を通じ
て，法律解釈の手法の基礎を学ぶ。

6 判例評釈・学説の調査 判例評釈・学説を精読し，論点の理解
を深める。理解した内容をグループで
共有し，レジュメの作成に着手する。

7 レジュメの作成 分担箇所につきレジュメを完成させ
る。グループ内のレジュメ相互の調整
を図る。

8 法律の答案の書き方 答案をどう描くか、判例や学説の扱い
はどうするか、を学びます。

9 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

10 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

11 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

12 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

13 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

14 事例・判例の検討 判例を参照しながら事例の検討を行い
ます。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキストを読んで置くこと
また、法律の知識のみでは法学は理解できなくなるので、幅広い分野の本（新
書、文庫などの入門でよい）を読んでおくと有用である
【テキスト（教科書）】
「法学学習Ｑ＆Ａ」有斐閣、横田・小谷・堀田
その他適宜資料を配布する
【参考書】
伊藤正己＝加藤一郎編『現代法学入門〔第 4 版〕』（有斐閣，2005 年）
中野次雄偏『判例とその読み方〔三訂版〕』（有斐閣，2009 年）
弥永真生『法律学習マニュアル〔第 4 版〕』（有斐閣，2016 年）
我妻榮『法律における理屈と人情』（日本評論社,2016 年）
【成績評価の方法と基準】
　報告内容や討論への参加状況などの平常点　 60%
　期末のレポート課題　 40%

【学生の意見等からの気づき】
２０２０年度はゲストに弁護士２名を招くことができた
本年も可能な範囲で一線で活躍する実務家をゲストとして招きたい
【Outline and objectives】
Learning law is not only to read books but also to interest in people’s
lives and social movements.
It is important to be able to use the provisions and judicial precedents
written in the book in concrete cases.
This exercise is aimed at learning the basics of legal interpretation.
We will learn mainly about civil cases.
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LAW200AB

法律実務入門Ⅰ

藤本　茂

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は，法律実務家をめざす人のための入門講座です。法学部で法律の
勉強をしている学生で，法律実務家の実態を知らない者は意外と多いと感じま
す。弁護士や裁判官，検察官といった「法曹三者」についてはある程度理解し
ていても，自分の将来の進路としては少し難しすぎると考える学生も多くい
て，結局は法律実務家の道をあきらめてしまうのでしょう。しかし，世の中に
は，法曹三者以外にも，実に様々な法律実務家が存在し，彼らは立派に自立し
て社会的に有益な活動をしています。こうした法律実務家のことをほとんど
知らない学生に，その仕事の内容とその資格を得るためのノウハウを知って
もらうことがこの授業の目的です。この科目は全てのコースに属しています。
【到達目標】
　この講義を通じて，受講生が自分の進むべき道を考えることができれば目
標は達成されたと思っています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に強く関連。「DP1」、「DP3」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　外部からゲストスピーカーを招へいし，講演をしてもらう形で授業を進ます。
　※　コロナが収まらない状況から，今年度春学期もオンライン授業が予定
されます。そこで，オンラインを念頭に置いて記します。
・オンラインの講義は、通常の授業時間帯に Zoom を利用して実施されます。
・授業の進め方の説明については、授業開始時（4 月 9 日（金））の所定の授
業時間に Zoom にています。
・Zoom では、「ビデオの停止」「ミュート」で参加してください。
・この講義は、外部講師によるオムニバス方式で実施されます。外部講師の先
生方は、法政大学の教職員でない方が多くいらっしゃいます。そのため、こ
の講義の模様が第三者に配信されるとトラブル発生の原因ともなりかねませ
ん。講義の録画・録音は絶対にしないでください。Zoom の設定で、受講者は
録画等を行えないように設定してありますが、この点ご協力願います。
・主催者側が講義内容を録画することもありません。個別の通信回線不調を理
由とした講義の再実施にも応じられません。オンライン講義のリスクとして
引き受けてください。
・Zoom のミーティング ID やパスワードは、学習支援システムを通じて事前
に周知いたします。学習支援システムに登録したメールアドレス宛てにメー
ルが送信されます。
・2 回目以降，各回の講義終了後に選択式の問題が出題されます。期限までに
解答してください。（解答期限は、各回の講義終了後 15 分間となります。）
・質問等は、授業内で Zoom のチャットを利用するか、学習支援システムの
「授業内掲示板」をご利用ください。
　※　質問等への回答について，チャットでの質問については講師の先生が
口頭で回答します。時間的に回答できなかった質問やチャットに間に合わな
かった質問については，学習支援システムの「授業内掲示板」を介して講師
の先生の回答をアップして対応します。
・教材（レジュメ等）は、学習支援システムに事前にアップロードいたします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 この講義の目的と全体構

成について
担当者によるこの講義の目的

第 2 回 法律実務家を目指す諸君
に

法政士業の会会長による講義

第 3 回 弁護士の職務と役割 弁護士による講義
第 4 回 裁判官の職務と役割 裁判官による講義
第 5 回 検察官の職務と役割 検察官による講義
第 6 回 法科大学院の仕組みと機

能
法科大学院教授による講義

第 7 回 法曹三者の職務について 担当者による講義
第 8 回 裁判所事務官・書記官の

職務と役割
裁判所書記官による講義

第 9 回 労働基準監督官の職務と
役割

労働基準監督官による講義

第 10 回 公認会計士の職務と役割 公認会計士による講義
第 11 回 弁理士の職務と役割 弁理士による講義
第 12 回 社会保険労務士の職務と

役割
社会保険労務士による講義

第 13 回 不動産鑑定士の職務と役
割

不動産鑑定士による講義

第 14 回 法律実務家を目指すこと
について

担当者による総括

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
講義をよく聞いて，必ず復習をすること。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
テキストはないが，各講師の授業についてのレジュメを配布する予定。
【参考書】
必要に応じて指示する。
【成績評価の方法と基準】
◎　小テストおよび平常点，課題によって評価します。
・オンライン講義実施を念頭にして，下記の方法で評価します。対面授業の場
合は教室で実施することになります。
（講義後に実施する選択問題－ Web 小テスト）
・各回の講義終了後に選択式の問題が出題されます。この正答率を評価基準と
します。（配点 70 点）
・第 2 回目の各回の講義終了後に選択式の問題が出題されます。期限までに
解答してください。（解答期限は、各回の講義終了後 15 分間となります。）
（平常点）
・講義ごとに実施するリアクションペーパーの提出状況及びその内容を評価し
ます。（配点 10 点）
・内容は、講義への積極的参加度などを評価基準とします。
（課題）
・テーマを授業支援システムなどを通して知らせます。（20 点）
【学生の意見等からの気づき】
　おおむね評判の良い講義であるが，実務家の講師選択に対する注文もある。
講師の幅を広げてみることも考えたい。
　なお，従前の課題－受講生の数に対応しない教室の狭，マイク設備の不備－
は，昨年度新教室に移動したことによって改善された。
　後部座席の学生の私語や学生の授業途中の退席などの指摘もある。学生の
モラルに問いかけつつ，対応したい。
【Outline and objectives】
This course 　 will lecture to second grade student of department of law
about the activity of Law practitioners.
We know many kind of Law practitioners, for example, Lawyer,
Judge, Prosecutor, Patent attorney, Certified Public Accountants, Labor
standards inspectors, etc.
This course contents from 11 guest speakers of above Law practitioners.
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法律実務入門Ⅱ

藤本　茂

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は，文字通り法律実務家をめざす人のための入門講座です。春学
期の「法律実務入門Ⅰ」の続編です。
　法学部で法律の勉強をしている学生で，法律実務家の実態を知らない者は
意外と多いと思います。この科目は法律実務家から直に職務を伺うことによ
り，近い将来の進路を真剣に考えるきっかけとし，その仕事の内容とその資
格を得るためのノウハウを知ってもらうことを目的としています。
　秋学期は，弁護士の様々な仕事をより具体的なテーマに即して講義をして
いただきます。
　この科目は全てのコースに属しています。
【到達目標】
　この講義を通じて、受講生が自分の進むべき道を考えることができれば目
標は達成されたと思われる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP4」に強く関連。「DP1」、「DP3」に
関連。
【授業の進め方と方法】
※外部からゲストスピーカーを招へいし，講演をしてもらう形で授業を進める。
※秋学期はコロナがどうなるか，不明なところがあります。春学期と同様，オ
ンラインによる授業を念頭に記します。
・オンラインの講義は、通常の授業時間帯に Zoom を利用して行います。
・授業の進め方の説明については、秋学期授業開始時（9 月 17 日（金））の所
定の授業時間に Zoom にて行います。
・Zoom では、「ビデオの停止」「ミュート」で参加してください。
・この講義は、外部講師によるオムニバス方式で実施されます。外部講師の先
生方は、法政大学の教職員ではありません。そのため、この講義の模様が第
三者に配信されるとトラブル発生の原因ともなります。講義の録画・録音は
絶対にしないでください。Zoom の設定で、受講者は録画等を行えないように
設定してありますが、この点ご協力お願いいたします。
・主催者側が講義内容を録画することもありません。個別の通信回線不調を理
由とした講義の再実施にも応じられません。オンライン講義のリスクとして
引き受けてください。
・Zoom のミーティング ID やパスワードは、学習支援システムを通じて事前
に周知いたします。学習支援システムに登録したメールアドレス宛てにメー
ルが送信されます。
・第 2 回目の各回の講義終了後に選択式の問題が出題されます。期限までに
解答してください。（解答期限は、各回の講義終了後 15 分間となります。）
・質問等は、授業内で Zoom のチャットを利用するか、学習支援システムの
「授業内掲示板」をご利用ください。
　※　質問等への回答について，チャットでの質問については講師の先生が
口頭で回答します。時間的に回答できなかった質問やチャットに間に合わな
かった質問については，学習支援システムの「授業内掲示板」を介して講師
の先生の回答をアップして対応します。
・教材（レジュメ等）は、学習支援システムに事前にアップロードいたします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 この講座の目的を考え

る－秋学期を迎えて
担当者による本講義の目的と内容

第 2 回 家事事件と弁護士 弁護士による講義
第 3 回 知的財産権と弁護士 弁護士による講義
第 4 回 会社再建と弁護士 弁護士による講義
第 5 回 民事調停と弁護士 弁護士による講義
第 6 回 人権裁判と弁護士 弁護士による講義
第 7 回 労働委員会について 担当者による講義
第 8 回 司法書士の職務と役割 司法書士による講義
第 9 回 税理士の職務と役割 税理士による講義
第 10 回 経営者から見た法律実務

家の必要性会社
経営者による講義

第 11 回 顧問弁護士の役割 弁護士による講義
第 12 回 労働者側弁護士の役割 弁護士による講義
第 13 回 若手弁護士の役割 弁護士による講義
第 14 回 総括－法律実務家を目指

すことを問う
科目担当者による講義

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
講義をよく聞いて，必ず復習をすること。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
テキストはないが，各講師の授業についてのレジュメを配布する予定。
【参考書】
必要に応じて指示する。
【成績評価の方法と基準】
◎　小テストおよび平常点，課題によって評価します。
・オンライン講義実施を念頭にして，下記の方法で評価します。対面授業の場
合は教室で実施することになります。
（講義後に実施する選択問題－ Web 小テスト）
・各回の講義終了後に選択式の問題が出題されます。この正答率を評価基準と
します。（配点 70 点）
・第 2 回目の各回の講義終了後に選択式の問題が出題されます。期限までに
解答してください。（解答期限は、各回の講義終了後 15 分間となります。）
（平常点）
・講義ごとに実施するリアクションペーパーの提出状況及びその内容を評価し
ます。（配点 10 点）
・内容は、講義への積極的参加度などを評価基準とします。
（課題）
・テーマを授業支援システムなどを通して知らせます。（20 点）
【学生の意見等からの気づき】
　おおむね評判の良い講義であるが，実務家の講師選択に対する注文もある。
講師の幅を広げてみることも考えたい。
　なお，従前の課題－受講生の数に対応しない教室の狭，マイク設備の不備－
は，昨年度新教室に移動したことによって改善された。
　後部座席の学生の私語や学生の授業途中の退席などの指摘もある。学生の
モラルに問いかけつつ，対応したい。
【Outline and objectives】
This course 　 will lecture to second grade student of department of law
about the activity of Law practitioners.
We know many kind of Law practitioners, for example, Lawyer, Judge,
Prosecutor, etc.
This course contents from 11 　 guest speakers of Lawyers, Judicial
scrivener, Tax Accountant, etc.
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外国書講読（英語）Ⅰ

CHRISTOPHER C MOSLEY

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　法、政治、国際政治にかかわる、やや専門的な援護文献の読解力向上を目
的とした講義です。並行して、英語で質問し､聞き、理解する能力の向上も目
指します。
　法律学科のコース科目（国際社会と法コースと行政・公共政策と法コース）
ですが、政治学科、国際政治学科の学生も歓迎します。
【到達目標】
　法・政治・国際政策にかかわる、やや専門的文献な英語の読解力を高める。
英語の基礎的および応用的な文法を復習し、習得する。
英語の新たな表現、たとえば「国際公法、環境法、人権､国際人権」といった
新たな分野での新しいボキャブラリーを身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
初回授業：必ず英和・和英辞典を持参すること（電子辞書・スマホも可）。
授業方法：基本的にゼミ形式で、質問、回答などを優しい英語を使いながら
行います。（但し、英語の聞き取り／発言が不得手でも、努力により参加は十
分可能です。）
事前：次回以後の英語文献を配布――参加者は持ち帰り、予習する。予習に
際しては、新出単語や表現を（英和）辞書やグーグルで徹底的に調べてくる。
授業：①参加学生全員による英語文献の音読・講読　意味内容の把握（要約
；部分的に精読・全訳）②文献の検討
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 Introduction to

International Human
Rights Law

英和・和英辞典（電子辞書・スマホも
可能）を必ず持参すること。
テキストの輪読、検討

第 2 回 The International
Human Rights System

テキストの輪読、検討

第 3 回 Civil and Political
Rights

テキストの輪読、検討

第 4 回 Freedom of Expression,
Assembly, and
Association

テキストの輪読、検討

第 5 回 Right to Privacy &
LGBT Rights

テキストの輪読、検討

第 6 回 Internet and Human
Rights

テキストの輪読、検討

第 7 回 Fair Trial and Penal
Rights

テキストの輪読、検討

第 8 回 Economic and Social
Rights

テキストの輪読、検討

第 9 回 Right to Health &
Disability Rights

テキストの輪読、検討

第 10 回 Children’s Rights,
Right to Education,
Family Rights

テキストの輪読、検討

第 11 回 Right to Work, Labor
Rights, Business and
Human Rights

テキストの輪読、検討

第 12 回 Legal Writing Practice テキストの輪読、検討
第 13 回 Women’s Rights テキストの輪読、検討
第 14 回 Human Trafficking テキストの輪読、検討
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
教材の内容を理解できるように、分からない単語、熟語は全て辞書（スマホ
も良い）とグーグルで予習して調べておくこと。本授業の準備学習・復習時
間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
教師が作成した教材を配布します。
新聞の記事や、論文等を配布します。
子どもの権利、女性の権利、環境と人権、表現の自由、ビジネスと人権等が
テーマです。

【参考書】
各自の持っている英和・和英辞典（スマホによる辞典やグーグル検索も行う）。
【成績評価の方法と基準】
授業での質問や議論への参加を評価します（60 ％）。
二つリアクションペーパーの提出（40 ％）。
最初のペーパーは練習問題ですが、一週間後に 2 番目のペーパー（最終試験）
に使用できるフィードバックを添えて返送します。どちらのペーパーも、私が
「Legal Writing Practice」クラスで教えている方法に従い、他のクラスの内
容に基づいています。
【学生の意見等からの気づき】
This class is slightly reorganized to bring together civil & political
rights topics and economic and social rights topics, to help students
understand these categories better. It also moves labor rights to this
term as an economic and social right.

【Outline and objectives】
This is a legal seminar course aimed at engaging legal materials and
discussion on topics in international human rights law concerning law,
politics, and international politics. The course aims to improve student’s
ability to be critical, understand, argue, and write on legal materials in
English. The course is for students in the departments of law, political
science, and international politics.
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CHRISTOPHER C MOSLEY

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　法、政治、国際政治にかかわる、やや専門的な援護文献の読解力向上を目
的とした講義です。並行して、英語で質問し､聞き、理解する能力の向上も目
指します。
　法律学科のコース科目（国際社会と法コースと行政・公共政策と法コース）
ですが、政治学科、国際政治学科の学生も歓迎します。法律学科、政治学科、
国際政治学科の学生、どなたも歓迎します。
【到達目標】
法・政治・国際政策にかかわる、やや専門的文献な英語の読解力を高める。
英語の基礎的および応用的な文法を復習し、習得する。
英語の新たな表現、たとえば「国際公法、環境法、人権､国際人権」といった
新たな分野での新しいボキャブラリーを身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　初回授業：必ず英和・和英辞典を持参すること（電子辞書・スマホも可）。
授業方法：基本的にゼミ形式で、質問、回答などを優しい英語を使いながら
行います。（但し、英語の聞き取り／発言が不得手でも、努力により参加は十
分可能です。）
事前：次回以後の英語文献を配布――参加者は持ち帰り、予習する。予習に
際しては、新出単語や表現を（英和）辞書やグーグルで徹底的に調べてくる。
授業：①参加学生全員による英語文献の音読・講読　意味内容の把握（要約
；部分的に精読・全訳）②文献の検討。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 Right to Life and

Freedom from Torture
and Inhuman
Treatment

英和・和英辞典（電子辞書・スマホも
可能）を必ず持参すること。
テキストの輪読、検討

第 2 回 Armed Conflict and
Human Rights and
International
Humanitarian Law

テキストの輪読、検討

第 3 回 International Criminal
Law 1

テキストの輪読、検討

第 4 回 International Criminal
Law 2

テキストの輪読、検討

第 5 回 Transitional Justice テキストの輪読、検討
第 6 回 Compliance &

Accountability for
Violations

テキストの輪読、検討

第 7 回 Refugees and
Displaced People’s
Rights

テキストの輪読、検討

第 8 回 Terrorism and Human
Rights

テキストの輪読、検討

第 9 回 Racial Discrimination
Law

テキストの輪読、検討

第 10 回 Indigenous Rights テキストの輪読、検討
第 11 回 The Rohingya Crisis

Case Study
テキストの輪読、検討

第 12 回 Legal Writing Practice テキストの輪読、検討
第 13 回 Environment and

Human Rights
テキストの輪読、検討

第 14 回 Disasters, Climate
Change, and Human
Rights

テキストの輪読、検討

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
教材の内容を理解できるように、分からない単語、熟語は全て辞書（スマホ
も良い）とグーグルで予習して調べておくこと。本授業の準備学習・復習時
間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
教師が作成した教材を配布します。

新聞の記事、論文等も配布します。
生命権、武力紛争と人権、難民、テロリズム、環境、大規模災害（福島など）
と人権等がテーマです。
【参考書】
各自の持っている英和・和英辞典（スマホによる辞典やグーグル検索も行う）。
【成績評価の方法と基準】
授業での質問や議論への参加を評価します（60 ％）。
二つリアクションペーパーの提出（40 ％）。
最初のペーパーは練習問題ですが、一週間後に 2 番目のペーパー（最終試験）
に使用できるフィードバックを添えて返送します。どちらのペーパーも、私が
「Legal Writing Practice」クラスで教えている方法に従い、他のクラスの内
容に基づいています。
【学生の意見等からの気づき】
The business and human rights class has been moved to the first term,
as an economic and social right, and international criminal law has been
extended into two classes given the scope of the topic and basis for later
classes.

【Outline and objectives】
This is a seminar course aimed at improving English comprehension of
legal materials on topics in international human rights law concerning
law, politics, international politics. It aims to improve student’s ability
to be critical, understand, argue, and write on legal topis in English. The
course is open to students in the departments of law, political science,
and international politics.
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田中　佐代子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は各コースの基礎となるものであり、法学の学問的視野を広める土
台となることを目的とする。
具体的には、英語で書かれた国際法の文献を読み、内容について議論する。
【到達目標】
英語で書かれた国際法文献の内容を正確に理解できるようになること。
その内容について討論ができるようになること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
事前に配布する英文を受講生各自が予習して来た上で、授業当日は、全員で
内容を確認し、正確に理解する。できる限り、当該英文で扱われたテーマに
ついての討論の時間もとりたい。
初回は Zoom を用いてリアルタイムオンライン授業を行う（事前の指示は学
習支援システム上で行う）。二回目以降は、感染状況や受講生の意向等をふま
えて、対面授業を実施するか、あるいは、Zoom のリアルタイムオンライン授
業を継続するか、決定する。なお、Zoom 授業の場合、受講生はビデオはオフ
でも構わないが、マイクはオンにして発言できる環境で受講する必要がある。
なお、国際法を体系的に学んだことのない学生にも配慮して進める。法律学
科以外の学生ももちろん歓迎する。
受講生からの質問等に対しては、授業内のコメントによりフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業計画の説明
第 2 回 文献の輪読と討論（１） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 3 回 文献の輪読と討論（２） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 4 回 文献の輪読と討論（３） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 5 回 文献の輪読と討論（４） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 6 回 文献の輪読と討論（５） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 7 回 文献の輪読と討論（６） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 8 回 文献の輪読と討論（７） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 9 回 文献の輪読と討論（８） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 10 回 文献の輪読と討論（９） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 11 回 文献の輪読と討論（１０） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 12 回 文献の輪読と討論（１１） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 13 回 文献の輪読と討論（１２） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 14 回 総括 理解度の確認と全体の復習
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回の予習として、英語文献を精読してくること。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする（ただし、これはあく
まで一般的な標準の時間であり、実際には各回の内容等により大きく異なる
ことがある）。
【テキスト（教科書）】
一例として、ASIL Insights, https://www.asil.org/insights（米国国際法学会
の HP 上で国際法に関連する時事的なトピックについて解説・分析したもの）。
受講生の関心に応じてテキストは変更する可能性がある。（例えば 2019 年度
は、Harold Hongju Koh, The Trump Administration and International
Law (OUP, 2018) を扱った。）
教材の入手方法については初回に説明する。

【参考書】
開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
平常点（100 ％）。予習、当日の質疑・討論への参加を総合的に評価する。
（想定以上に履修者数が多いなど、平常点での評価が難しい場合には、成績評
価方法を変更することがある。変更する場合は、授業中に詳しく説明すると
ともに、学習支援システム上に掲示する。）
【学生の意見等からの気づき】
受講生の自習の方法について十分説明するようにしたい。
【Outline and objectives】
In this seminar, participants are expected to read and discuss on English
literatures on international law.
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田中　佐代子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は各コースの基礎となるものであり、法学の学問的視野を広める土
台となることを目的とする。
具体的には、英語で書かれた国際法の文献を読み、内容について議論する。
【到達目標】
英語で書かれた国際法文献の内容を正確に理解できるようになること。
その内容について討論ができるようになること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
事前に配布する英文を受講生各自が予習して来た上で、授業当日は、全員で
内容を確認し、正確に理解する。できる限り、当該英文で扱われたテーマに
ついての討論の時間もとりたい。
初回は Zoom を用いてリアルタイムオンライン授業を行う（事前の指示は学
習支援システム上で行う）。二回目以降は、感染状況や受講生の意向等をふま
えて、対面授業を実施するか、あるいは、Zoom のリアルタイムオンライン授
業を継続するか、決定する。なお、Zoom 授業の場合、受講生はビデオはオフ
でも構わないが、マイクはオンにして発言できる環境で受講する必要がある。
なお、国際法を体系的に学んだことのない学生にも配慮して進める。法律学
科以外の学生ももちろん歓迎する。
受講生からの質問等に対しては、授業内のコメントによりフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業計画の説明
第 2 回 文献の輪読と討論（１） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 3 回 文献の輪読と討論（２） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 4 回 文献の輪読と討論（３） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 5 回 文献の輪読と討論（４） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 6 回 文献の輪読と討論（５） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 7 回 文献の輪読と討論（６） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 8 回 文献の輪読と討論（７） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 9 回 文献の輪読と討論（８） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 10 回 文献の輪読と討論（９） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 11 回 文献の輪読と討論（１０） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 12 回 文献の輪読と討論（１１） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 13 回 文献の輪読と討論（１２） 全員で文献の内容を確認し、討論を行

う
第 14 回 総括 理解度の確認と全体の復習
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回の予習として、英語文献を精読してくること。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする（ただし、これはあく
まで一般的な標準の時間であり、実際には各回の内容等により大きく異なる
ことがある）。
【テキスト（教科書）】
一例として、ASIL Insights, https://www.asil.org/insights（米国国際法学会
の HP 上で国際法に関連する時事的なトピックについて解説・分析したもの）。
受講生の関心に応じてテキストは変更する可能性がある。（例えば 2019 年度
は、Harold Hongju Koh, The Trump Administration and International
Law (OUP, 2018) を扱った。）
教材の入手方法については初回に説明する。

【参考書】
開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
平常点（100 ％）。予習、当日の質疑・討論への参加を総合的に評価する。
（想定以上に履修者数が多いなど、平常点での評価が難しい場合には、成績評
価方法を変更することがある。変更する場合は、授業中に詳しく説明すると
ともに、学習支援システム上に掲示する。）
【学生の意見等からの気づき】
受講生の自習の方法について十分説明するようにしたい。
【Outline and objectives】
In this seminar, participants are expected to read and discuss on English
literatures on international law.
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氏家　裕順

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本科目は、すべてのコースに属する科目である。本科目では、外国語の法
律文献のうち、英語で書かれたものを読む能力を養う。そのために英語で書
かれた英国の文献を精読する。
【到達目標】
　辞書を参照しながら、英語で書かれた英国の法律文献を正確に読み、その
内容を理解することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　英国の大学の学部生向けに書かれた、同国の公法や法制度一般を解説して
いる教科書（後掲の参考書のいずれか）を読む。
　毎回１～２ページの予定。参加者が予習したものを発表する形式とする。そ
のために毎回、Webex を使用する。URL 等は、学習支援システムを通じて
連絡する。参加者の発表や質問には、授業内で回答する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業の進め方　輪読する文献の紹介
第 2 回 輪読 文献を読む①
第 3 回 輪読 文献を読む②
第 4 回 輪読 文献を読む③
第 5 回 輪読 文献を読む④
第 6 回 輪読 文献を読む⑤
第 7 回 輪読 文献を読む⑥
第 8 回 輪読 文献を読む⑦
第 9 回 輪読 文献を読む⑧
第 10 回 輪読 文献を読む⑨
第 11 回 輪読 文献を読む⑩
第 12 回 輪読 文献を読む⑪
第 13 回 輪読 文献を読む⑫
第 14 回 輪読 文献を読む⑬
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　毎回指定される範囲を予習するとともに、復習も行う。予習では文法構造
を把握し、法律用語を辞書で調べる。その辞書はオリエンテーションで紹介
する。復習では授業で重要であると指摘されたことを理解できているかどう
かを確認する。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
配布する複写物
【参考書】
Emily Allbon and Sanmeet Kaur Dua, Elliott & Quinn’s English Legal
System (20th edn, Pearson 2019) 148-173.
Hilaire Barnett, Constitutional & Administrative Law (13th edn,
Routledge 2020) 51-78.
A.T.H. Smith, Glanville Williams: Learning the Law (17th edn, Sweet
& Maxwell 2020) 1-12.

【成績評価の方法と基準】
　平常点により評価し（100%）、文献を正確に読み、その内容を理解するため
に必要となる予習をしている場合、合格とする｡ただし、受講者が多数で平常
点評価が困難であると認める場合（30 人以上）、平常点評価に代えてレポート
の提出を求める（100 ％）。レポートの課題は、輪読した範囲から出題する。
【学生の意見等からの気づき】
　輪読している文献の英語が難しいとの意見もある。それでも、授業内での
学習のほか、予習・復習を行えば、理解できると評価されている。そのため、
予習・復習の手助けを今後も適切に行っていきたい。
【学生が準備すべき機器他】
　毎回、予習したもの（word〔あるいは pages、txt〕形式のファイル）を、
学習支援システムを用いて提出する。受講者が準備すべき物は、（1）学習支
援システムと Webex を利用するための通信環境、（2）MicrosoftWord など
「.doc,.docx,.dot,.pages,.txt」の形式で保存できるソフトウェア、（3）PC あ
るいはスマートフォンである。

【その他の重要事項】
　
【Outline and objectives】
In order to enhance your linguistic ability to read english-language
literatures on law, this cours is designed to read British textbook such
as Hilaire Barnett, Constitutional & Administrative Law (13th edn,
Routledge 2020) intensively.
After completing this cours, you should be able to:
- Read english-language British literatures on law correctly, using your
dictionaries; and
- Understand their meanings.
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　発行日：2021/4/1

LAW200AB

外国書講読（英語）Ⅱ

氏家　裕順

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本科目は、すべてのコースに属する科目である。本科目では、外国語の法
律文献のうち、英語で書かれたものを読む能力を養う。そのために英語で書
かれた英国の文献を精読する。
【到達目標】
　辞書を参照しながら、英語で書かれた英国の法律文献を正確に読み、その
内容を理解することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　英国の大学の学部生向けに書かれた、同国の公法や法制度一般を解説して
いる教科書など（後掲の参考書のいずれか）を読む。
　毎回１～２ページの予定。参加者が予習したものを発表する形式とする。
　通学できない場合には、発表等のために、毎回 Webex を利用する｡ Webex
を利用するための URL は、学習支援システムを通じて各受講者に知らせる｡
参加者の発表や質問には、授業内で回答する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業の進め方　輪読する文献の紹介
第 2 回 輪読 文献を読む①
第 3 回 輪読 文献を読む②
第 4 回 輪読 文献を読む③
第 5 回 輪読 文献を読む④
第 6 回 輪読 文献を読む⑤
第 7 回 輪読 文献を読む⑥
第 8 回 輪読 文献を読む⑦
第 9 回 輪読 文献を読む⑧
第 10 回 輪読 文献を読む⑨
第 11 回 輪読 文献を読む⑩
第 12 回 輪読 文献を読む⑪
第 13 回 輪読 文献を読む⑫
第 14 回 輪読 文献を読む⑬
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　毎回指定される範囲を予習するとともに、復習も行う。予習では文法構造
を把握し、法律用語を辞書で調べる。その辞書はオリエンテーションで紹介
する。復習では授業で重要であると指摘されたことを理解できているかどう
かを確認する。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
配布する複写物
【参考書】
Emily Allbon and Sanmeet Kaur Dua, Elliott & Quinn’s English Legal
System (20th edn, Pearson 2019) 710-725.
Hilaire Barnett, Constitutional & Administrative Law (13th edn,
Routledge 2020) 121-152.
A.T.H. Smith, Glanville Williams: Learning the Law (17th edn, Sweet
& Maxwell 2020) 265-279.

【成績評価の方法と基準】
　平常点により評価し（100%）、文献を正確に読み、その内容を理解するた
めに必要となる予習をしている場合、合格とする｡ただし、受講者が多数で平
常点評価が困難であると認める場合（30 人以上）、平常点評価に代えて期末
試験を実施する（100 ％）。期末試験の問題は、輪読した範囲から出題する。
通学できない場合には、期末試験ではなく、レポートを課する。出題範囲は
期末試験の場合と同じものとする。
【学生の意見等からの気づき】
　輪読している文献の英語が難しいとの意見もある。それでも、授業内での
学習のほか、予習・復習を行えば、理解できると評価されている。そのため、
予習・復習の手助けを今後も適切に行っていきたい。

【学生が準備すべき機器他】
　毎回、予習したものを印刷して教員に提出することとする。ただし、通学
できない場合には、毎回、予習したもの（word〔あるいは pages、txt〕形式
のファイル）を、学習支援システムを用いて提出する｡したがって、その場合
に受講者が準備すべき物は、（1）学習支援システムと Webex を利用するため
の通信環境、（2）Microsoft Word など「.doc, .docx, .dot, .pages,.txt」の形
式で保存できるソフトウェア、（3）PC あるいはスマートフォンである。
【Outline and objectives】
In order to enhance your linguistic ability to read english-language
literatures on law, this cours is designed to read British textbook such
as Hilaire Barnett, Constitutional & Administrative Law (13th edn,
Routledge 2020) intensively.
After completing this cours, you should be able to:
- Read english-language British literatures on law correctly, using your
dictionaries; and
- Understand their meanings.
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外国書講読（仏語）Ⅰ

大津　浩

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　現代フランスの政治思想と憲法理論との連関について示唆に富むフランス
語原典の前半部分を輪読することで、フランス語の翻訳・読解能力と現代フ
ランスの政治思想・憲法理論そのものについての理解を深めるコースワーク
科目である。
【到達目標】
　フランス語原典を読みこなす力を身に着ける。加えて、現代フランスの政
治思想と憲法理論との連関性を十分に理解できるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　輪番制を採る。学生は割り当てられた部分のフランス語原典を翻訳し、報告
する。教師は適宜、文法や訳語について解説を行う。加えて、参考書などを利
用してテキストが扱うフランスの憲法理論と政治思想についての解説も行う。
　本授業で用いるテキストは、2020 年度の本授業でも用いたものであるが、
2020 年度はテキストの最初の部分しか翻訳できなかったので、2021 年度も
引き続き同じテキストを用いて、残りの部分を翻訳する。2021 年度に初め
て本授業を受講する学生のために、2020 年度に翻訳した部分の全てを予め
Hoppii にアップして受講生全員が入手できるようにするので、2021 年度に
初めて本授業を受講する学生は事前に上記の翻訳を読了してから授業に臨ん
でもらうことになる。
　授業は対面式を予定しているが、大学の方針が変更された場合には、Zoom
によるリアルタイムのオンライン授業を行う（詳細は春学期開始時の第 1 回
ガイダンス時に連絡する）。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の進め方とローテーションの設定

テキスト序章と第 1 章（１）（日本語
訳された部分）の解説

第 2 回 第１部・第２章（１） 民主主義のイデオロギー的な基盤とし
ての諸価値について輪読する（１）

第 3 回 第１部・第２章（２） 民主主義のイデオロギー的な基盤とし
ての諸価値について輪読する（２）

第 4 回 第１部・第２章（３） 民主主義のイデオロギー的な基盤とし
ての諸価値について輪読する（３）

第 5 回 第１部・第３章（１） 民主主義の目的としての全体の利益の
確定について輪読する（１）

第 6 回 第１部・第３章（２） 民主主義の目的としての全体の利益の
確定について輪読する（２）

第 7 回 第１部・第３章（３） 民主主義の目的としての全体の利益の
確定について輪読する（３）

第 8 回 第１部・第４章（１） 民主主義の道具としての多数派代表制
メカニズムについて輪読する（１）

第 9 回 第１部・第４章（２） 民主主義の道具としての多数派代表制
メカニズムについて輪読する（２）

第 10 回 第１部・第４章（３） 民主主義の道具としての多数派代表制
メカニズムについて輪読する（３）

第 11 回 第１部・第５章（１） 民主主義の条件としての法的・政治的
要件について輪読する（１）

第 12 回 第１部・第５章（２） 民主主義の条件としての法的・政治的
要件について輪読する（２）

第 13 回 第１部・第５章（３） 民主主義の条件としての法的・政治的
要件について輪読する（３）

第 14 回 春学期のまとめ 第１部の内容全体について再検討する
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　事前に各回の予定部分の仏語原文を各自で翻訳しておくこと。事後には、授
業で示された翻訳内容と自己の翻訳とを照らし合わせて、よりよい仏語翻訳
の技術を身に着けること。
　本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　 Bertrand MATHIEU, Le droit contre la démocratie ?, L.G.D.J.,2017
(ISBN 978-2-275-05736-1)
※本書は希望する学生には必要部分のコピーを配布する予定である。

【参考書】
　授業中、適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
　輪番で割り当てられた原典の翻訳内容（60 ％）と質疑その他の授業への積
極的参加度（40 ％）
【学生の意見等からの気づき】
初歩のフランス語を学ぶ学生が多いので、進度を遅らせて、フランス語の文法
や法思想、政治思想の背景についての解説を多くとることが必要だった。今
後も学生の状況に応じて、進度については臨機応変に進める。
【学生が準備すべき機器他】
オンライン式授業の場合は当然であるが、対面式の場合も事前に Hoppii を通
じて各回のレポーターの翻訳や教師の翻訳や資料を配布する関係上、PC、タ
ブレット、スマートフォン等の情報端末が必要になる。
【Outline and objectives】
　 Reading of a first half of French text concerning French political and
constitutional theories.
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外国書講読（仏語）Ⅱ

大津　浩

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　現代フランスの政治思想と憲法理論との連関について示唆に富むフランス
語原典の後半部分を輪読することで、フランス語の翻訳・読解能力と現代フ
ランスの政治思想・憲法理論そのものについての理解を深めるコースワーク
科目である。
【到達目標】
　フランス語原典を読みこなす力を身に着ける。加えて、現代フランスの政
治思想と憲法理論との連関性を十分に理解できるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　輪番制を採る。学生は割り当てられた部分のフランス語原典を翻訳し、報告
する。教師は適宜、文法や訳語について解説を行う。加えて、参考書などを利
用してテキストが扱うフランスの憲法理論と政治思想についての解説も行う。
　本授業で用いるテキストは、2020 年度の本授業でも用いたものであるが、
2020 年度はテキストの最初の部分しか翻訳できなかったので、2021 年度も
引き続き同じテキストを用いて、残りの部分を翻訳する。2021 年度秋学期に
初めて本授業を受講する学生のために、2020 年度及び 2021 年度春学期の
「外国書講読（仏語）」の既翻訳部分の全てを予め Hoppii にアップして受講生
全員に入手できるようにするので、2021 年度秋学期に初めて受講する学生は
事前に上記の翻訳を読了してから授業に臨んでもらうことになる。
　授業は対面式を予定しているが、大学の方針が変更された場合には、Zoom
によるリアルタイムのオンライン授業を行う（詳細は春学期開始時の第 1 回
ガイダンス時に連絡する）。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンスと第２部・第

１章（１）
授業の進め方をレクチャーしたのち、
非民主的な法秩序の発展について輪読
する（１）

第 2 回 第２部・第１章（２） 非民主的な法秩序の発展について輪読
する（２）

第 3 回 第２部・第２章Ａ 民主主義と人権の関係に関して、人権
概念の変容について輪読する

第 4 回 第２部・第２章Ｂ 民主主義と人権の関係に関して、イデ
オロギー的枠付手段としての法につい
て輪読する

第 5 回 第２部・第２章Ｃ 民主主義と人権の関係に関して、民主
的政治権力への対抗権力の強化につい
て輪読する

第 6 回 第３部・第１章Ａ 民主主義の超越又は再構築に関して、
参加民主主義の幻想について輪読する

第 7 回 第３部・第１章Ｂ 民主主義の超越又は再構築に関して、
ポピュリズムの「楔」について輪読す
る

第 8 回 第３部・第１章Ｃ 民主主義の超越又は再構築に関して、
非自由主義的民主主義の経験について
輪読する

第 9 回 第３部・第２章Ａ 民主主義を救う法に関して、国家権限
の再構築と明確化について輪読する

第 10 回 第３部・第２章Ｂ 民主主義を救う法に関して、政治決定
への人民の介入制度の再構築について
輪読する

第 11 回 結論（１） 自由民主主義を救うべきか？ につい
て輪読する（１）

第 12 回 結論（２） 自由民主主義を救うべきか？ につい
て輪読する（２）

第 13 回 結論（３） 自由民主主義を救うべきか？ につい
て輪読する（３）

第 14 回 まとめ 本書全体について意見交換を行う
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　事前に各回の予定部分の仏語原文を各自で翻訳しておくこと。事後には、授
業で示された翻訳内容と自己の翻訳とを照らし合わせて、よりよい仏語翻訳
の技術を身に着けること。

　本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　 Bertrand MATHIEU, Le droit contre la démocratie ?, L.G.D.J.,2017
(ISBN 978-2-275-05736-1)
※本書は希望する学生にはコピーを配布する予定である。
【参考書】
　授業中、適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
　輪番で割り当てられた原典の翻訳内容（60 ％）と質疑その他の授業への積
極的参加度（40 ％）
【学生の意見等からの気づき】
　初歩のフランス語を学ぶ学生が多いので、進度を遅らせて、フランス語の
文法や法思想、政治思想の背景についての解説を多くとることが必要だった。
今後も学生の状況に応じて、進度については臨機応変に進める。
【学生が準備すべき機器他】
　オンライン式授業の場合は当然であるが、対面式の場合も事前に Hoppii を
通じて各回のレポーターの翻訳や教師の翻訳や資料を配布する関係上、PC、
タブレット、スマートフォン等の情報端末が必要になる。
【Outline and objectives】
　 Reading of a second half of French text concerning French political
and constitutional theories.
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LAW200AB

演習

和田　幹彦

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：8 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・「法・生命工学・法解釈学―家族と民法特に『親族・相続法』、『法と遺伝学』
を素材として―」【それ以外の法的問題の検討も、学生の希望により歓迎する】
・この科目は、６つのコースすべてに属する。
【到達目標】
１）家族法：学説や判例を覚えるだけではなく、「答えは一つではない」との
大前提の下に、「自分の頭で考え」、親族法・相続法の説得的な解釈論を展開
できる実力を身につける。
２）「法と遺伝学・神経科学（脳科学）」： 21世紀の遺伝学・脳科学・医学の
発展の中で、新たな法的問題を発見し、その法的・政策学的な解決法を、「答
えは一つではない」という大前提の下に、「自分の頭で考える」能力を養う。
３）学生は【授業の概要と目的】の枠外でも、家族・生命工学・生命倫理に直
接関わらないテーマならすべて、法的観点から研究テーマとすることが可能。
自由に自分の頭で考えたテーマについて、自力で図書館やデータベース、イ
ンターネットでリサーチを行い、ゼミ生と教員の前でレジュメをまとめ、口
頭発表する能力を養う。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
●キーワード：< ワクワクするテーマ> について< 自分の頭で考える> ！
ゼミのネライは、教育の最終ステージの大学だからこそ可能な< 好きなこと
をやる！〉〈自由にモノを考える！ > というチャンスを最大限に活かすこと。
これを家族法と「法と遺伝学・脳科学」他の自由テーマの理解の深化につな
げます。
●課題・報告等に関するフィードバックは、授業において、適宜、行います。
●概要：授業計画に示します。でも、この概要もテーマも過去の和田ゼミの例
に過ぎません。今年度のゼミの方法も、ディベート・模擬裁判（やるとして）
も、テーマは皆で話し合って決めます！
●< ディベートなんかできない> と当初言ったゼミ生も、半年後には< やっ
て良かった> という感想が多々出ています。
●私は日本とスイスで 6年間銀行勤務し、ドイツに 5 年、アメリカに 3 年住
みました。「他文化・多文化」はヒトゴトではありません。
● 2001-03、アメリカで「法と遺伝学/法と進化心理学」を研究しました。遺
伝子操作によるデザイナー・ベビー出生は、遂に 2018 年 11 月中国で実現し
てしまいました。21 世紀を生きる諸君に他文化との接触・紛争解決は日常茶
飯事。激動の時代を生きるのに、法・遺伝学・脳科学・生命工学への取り組み
も必須。ゼミでの法と文化、法と生命工学、そして法解釈学の研究は、在学
中かぎりの「机上の空論」ではなく、諸君の人生に深く関連しり、役に立つこ
とに目覚めてほしいです。
●「親族法」「相続法」と、「法と遺伝学Ⅰ＆Ⅱ」の同時履修を勧めますが、義
務ではありません。
●【重要】2-3 年生、または 3-4 年生の 2 年間を続けて履修することが前提
です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1回 イントロダクション ゼミ生と教員の自己紹介、今後の予定

の打ち合わせ
第 2回 ゼミ研究方法の選定 春学期～夏合宿にかけて、ディベート

をやるかどうか選定
第 3回 ゼミの研究テーマの選定

とディベート技術の習得
(1)

ディベートを行う場合、指定する
「ディベートの教科書」を少しずつ読
み進め、ディベートの技術を身につけ
る。質疑応答を歓迎する（次回以後も
同様。）

第 4回 ゼミの研究テーマの選定
とディベート技術の習得
(2)

全員で取組むテーマの絞り込み

第 5回 ゼミの研究テーマの選定
とディベート技術の習得
(3)

全員で取組むテーマのさらなる絞り込
み

第 6回 ゼミの研究テーマの選定
とディベート技術の習得
(4)

全員で取り組むテーマの決定

第 7回 ディベートの論題（全体
テーマ）についての発表
(1)

決定されたテーマについて、資料収
集、発表

第 8回 全体テーマについての発
表 (2)

決定されたテーマについて、さらに詳
しい資料収集、発表

第 9回 全体テーマについての発
表 (3)

決定されたテーマについて、さらに詳
しい資料収集、発表

第 10回 全体テーマについての発
表 (4)

決定されたテーマについて、さらに詳
しい資料収集、発表

第 11回 全体テーマについての発
表 (5)

決定されたテーマについて、さらに詳
しい資料収集、発表

第 12回 全体テーマについての発
表 (6)

決定されたテーマについて、さらに詳
しい資料収集、発表

第 13回 全体テーマについての討
論 (1)

ディベートを行う場合、練習試合：第
1 試合

第 14回 全体テーマについての討
論 (2)

ディベートを行う場合、練習試合：第
2 試合

第 15回 全体テーマについての討
論 (3)

ディベートを行う場合、練習試合：第
3 試合

第 16回 ［ゼミ合宿］ ディベート本番試合 3 ラウンドを行う
第 17回 ゼミ合宿ディベートの成

果発表
ディベートの「決勝戦」を行う

第 18回 個人・グループ研究発表
(1)

各自興味のあるテーマについて発表を
行う。個人でも、2 人以上のグループ
でも OK。

第 19回 個人・グループ研究発表
(2)

各自興味のあるテーマについて発表を
行う。個人でも、2 人以上のグループ
でも OK。

第 20回 個人・グループ研究発表
(3)

各自興味のあるテーマについて発表を
行う。個人でも、2 人以上のグループ
でも OK。

第 21回 個人・グループ研究発表
(4)

3 年生は、翌年の進入ゼミ生にディ
ベートを教えるため、研鑽のために 3
年生だけでディベートのテーマを決
め、試合を行うことも可能。

第 22回 個人・グループ研究発表
(5)

3 年生は、翌年の進入ゼミ生にディ
ベートを教えるため、研鑽のために 3
年生だけでディベートのテーマを決
め、試合を行うことも可能。

第 23回 個人・グループ研究発表
(6)

3 年生は、翌年の進入ゼミ生にディ
ベートを教えるため、研鑽のために 3
年生だけでディベートのテーマを決
め、試合を行うことも可能。

第 24回 個人・グループ研究発表
(7)

各自興味のあるテーマについて発表を
行う。個人でも、2 人以上のグループ
でも OK。

第 25回 個人・グループ研究発表
(8)

各自興味のあるテーマについて発表を
行う。個人でも、2 人以上のグループ
でも OK。

第 26回 個人・グループ研究発表
(9)

各自興味のあるテーマについて発表を
行う。個人でも、2 人以上のグループ
でも OK。

第 27回 個人・グループ研究発表
(10)

各自興味のあるテーマについて発表を
行う。個人でも、2 人以上のグループ
でも OK。

第 28回 ゼミ総括・総合討論 教材として、映像教材を用いる（予定）
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習は必須である。
●準備（予習）・復習時間は、1 回の授業につき各々 2 時間（合計 4 時間）で
ある。
●春学期は、各回とも、ディベート行う場合は、教員が教科書を指定する。指
示されたら必ず予習して、質問を考えてくること。
●秋学期は、個人・グループ・研究発表の 1 週間前に、発表者は簡単なレジュ
メを配布する。発表者以外のゼミ生は、これを読んで自分の意見＆質問を形
成して、翌週の本番の個人発表に臨むこと。
【テキスト（教科書）】
ディベートを行うことをゼミ生自身が決定した場合の教科書：
西部直樹『はじめてのディベート聴く・話す・考える力を身につける―しく
みから試合の模擬練習まで』あさ出版、2009年刊、1,575円（あくまで予定
なので、ゼミ開講前には、絶対に買わないこと。）
【参考書】
個人・グループ研究発表を行うゼミ生には、必要に応じて参考書・文献・資料
を教員からも紹介する。
【成績評価の方法と基準】
平常点 (30 ％) と、授業のディスカッション・ディベートへの参加 (40 ％)、
そして各自・各グループが取組んだ研究発表 (30 ％；初年度ゼミ生の秋学期
は 2 度目のディベート等も可能) を、総合的に評価します。
【学生の意見等からの気づき】
●質問をしやすい環境をより良く整備する。
●授業のスピードを速くしすぎず、ゆったりしたテンポで、学生がフォロー
し、ついてきやすいように工夫する。
●時々、教科書や、参考書にもないが、法解釈や、「家族法」・「法と遺伝学」・
「法と脳科学」・「家族に関わる諸問題」・法学・法そのものの理解に役に立つ
エピソードを挿入し、授業をに参加しやすくする。
●ゼミは、憲法と、民法の「総則」「物権」「債権」をなるべく履修済み、また
は履修中であることが望まれます。義務ではありません。
●オフィスアワーは（月）の昼休み 12:30～13:00 まで、BT 0905教室です。
ゼミ生は誰でも質問や相談に来ることを歓迎します。
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【【副題】】
「民法、特に親族法・相続法」「法と遺伝学」
【【聴講について】】
許可していません。
【Outline and objectives】
Seminar of approximately 20-25 students only, with focus on "Law, Life
Technology, Legal Interpretation: Famiily Law, Laws of Inheritances of
Japan; ’Law, Genetics & Neuroscience’" (Other topics are welcome to be
discussed, provided that the students would like to.)

LAW200AB

演習

高須　順一

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　民法財産法についてのケーススタディです。民法の解釈能力の向上を目指
し、法科大学院への進学や各種法律試験の受験に有意義と思っています。「裁
判と法コース」に直結する演習と理解しています。
　本年度は、昨年度に引き続き、2020 年４月１日施行の改正債権法の習得に
比重を置いた演習にしたい。
【到達目標】
　２年間のゼミを通じて民法財産法の主要な争点について、ひととおり学習
することを目標とします。とりわけ、121 年ぶりの抜本改正となった改正債
権法の内容を十分に理解してもらえるようなゼミを行い、新民法の実像を理
解することを目指します。また、ゼミ受講によって主体的に勉強するという
スキルを身につけることができるにようします。法律の知識の習得はもちろ
んのこと、法的なものの考え方を体得することもできるようにします。
　また、１２月に京都で実施されるインターカレッジ民法討論会に参加し、プ
レゼンテーション能力の向上にも務める予定です。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　予め設例として提示された紛争事例の当事者の立場に立ってもらい、紛争
の解決を目指すシミュレーション方法を採用しています。このような方式を
取る関係上、毎回のゼミについて予習を行うことが不可欠です。そして、ゼ
ミ当日は自分の頭で考え、対立当事者に対して自分の考えを主張し説得する
ことを心がけてもらいます。また、私のゼミは単位の取得のみを目的とする
ことなく、卒業後も付き合っていけるような人間関係を作っていきたいと考
えています。「元気一杯、高須ゼミ」のキャッチフレーズのもと、勉強以外の
活動も活発に行います。
　なお、教室での対面授業を想定しているが、新型コロナウィルスの感染状
況によっては、ｚｏｏｍ等を利用したオンライン遠隔授業になる場合もある。
　ゼミ課題に関するフィードバックは、毎回の授業においてその都度、行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション １年間のゼミの運営方法等を説明する。
第 2 回 シミュレーション問題の

実例
実際にシミュレーション問題を利用し
てゼミを行ってみる。

第 3 回 総則法を中心とする問題
の検討その 1

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 4 回 総則法を中心とする問題
の検討その 2

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 5 回 総則法を中心とする問題
の検討その 3

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 6 回 総則法を中心とする問題
の検討その 4

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 7 回 物権法を中心とする問題
の検討その 1

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 8 回 物権法を中心とする問題
の検討その 2

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 9 回 物権法を中心とする問題
の検討その 3

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 10 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 1

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 11 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 2

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 12 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 3

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 13 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 4

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 14 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 5

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 15 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 6

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 16 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 7

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 17 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 8

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 18 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 9

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

— 184 —



　発行日：2021/4/1

第 19 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 10

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 20 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 11

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 21 回 改正債権法を中心とする
問題の検討その 12

オリジナル問題を使用してゼミを行な
う。

第 22 回 改正債権法の検討その 1 債権法改正に関する資料等を使用し
て、改正法に特化したゼミを行う。

第 23 回 改正債権法の検討その 2 債権法改正に関する資料等を使用し
て、改正法に特化したゼミを行う。

第 24 回 改正債権法の検討その 3 債権法改正に関する資料等を使用し
て、改正法に特化したゼミを行う。

第 25 回 改正債権法の検討その 4 債権法改正に関する資料等を使用し
て、改正法に特化したゼミを行う。

第 26 回 改正相続法の検討その１ 相続法改正に関する資料等を使用し
て、改正法に特化したゼミを行う。

第 27 回 改正相続法の検討その２ 相続法改正に関する資料等を使用して
ゼミを行う。

第 28 回 改正相続法の検討その３ 相続法改正に関する資料等を使用して
ゼミを行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　私のゼミでは他大学のゼミとの合同ゼミの実施や、毎年、関西で行われるイ
ンターカレッジ民法討論会への参加などの対外的な活動を積極的に行ってい
ます。昨年度は早稲田大学のゼミとの間で合同ゼミを行いました。また、イ
ンカレ民法は一昨年、昨年と続けて３位入賞でした。これらのイベントにつ
いても積極的に参加してもらい、民法の実力を付けてもらいます。本授業の
準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　私が作成したゼミ教材（問題集）をテキストとして使用します。その他に
も、私が法科大学院の民事法演習で使用している教材や、債権法改正に関し
て法務省が作成した法制審議会資料等についても適宜、利用する予定です。
【参考書】
　必要があれば、その都度、指摘します。
【成績評価の方法と基準】
　１年を通じたゼミにおける平常点で成績を評価します（１００％）。ただし、
ゼミ内においてレポート等を提出してもらうこともあります。
【学生の意見等からの気づき】
　アンケート該当科目ではありませんので、特にありません。
【学生が準備すべき機器他】
　特に使用する予定はありません。
【その他の重要事項】
　私は本学の昭和 56 年度卒業生であり、永年、弁護士を行ってきたもので
す。司法改革が現実のものとなった今、法曹養成制度も大きく変わろうとし
ています。このような時代にあって、私は、法律家をめざす後輩の皆さんの
ために、少しでもお役に立ちたいと考えております。平成 16 年度に設立さ
れた本学法科大学院の実務家教員に就任したのも、そのような考えからです。
若い皆さんにとって、勉強よりも大切な何かがあることは、私自身の学生時
代の実感からも理解できるところです。しかし、それと同時に自分自身の将
来を自分自身の力で切り開くために努力することの大切さも分かって欲しい
と思います。熱気あふれるゼミにしたいと考えています。元気な皆さんの参
加を期待します。
【副題】
　民法・改正債権法
【聴講について】
　基本的には聴講は予定していません。
【Outline and objectives】
It is a case study about the civil law property law. Aiming at
improvement of the ability for interpretation of the civil law, I think it to
be significant for the examination of the entrance into a school of higher
grade to the law school and various law examinations. It is understood
with practice to be connected directly with "a trial and the law course".
In this year, I want to make it the practice that placed more weight on
the acquisition of the enforcement planned revised credit law on April
1, 2020.

LAW200AB

演習

宮本　健蔵

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本演習では、これまで「財産法上の諸問題の研究」というテーマの下で、2
年間のゼミ活動を通して、財産法のすべての領域における主要な問題を総合
的に検討してきたが、本年度は、ゼミ生の希望に従い、物権法の領域を引き
続き扱うことにしたい。
　この演習は法律学科の６つのコースすべてに共通する科目である。
【到達目標】
　ゼミでの活発な議論を通して、民法の知識を深めるとともに、民法の総合
的な理解を得ることが目的である。法科大学院への進学や公務員試験などに
資するだけでなく、法学部学生に求められる能力すなわち問題発見能力、問
題分析能力、問題解決能力、論理的構成能力、説得能力、反撃能力などを育む
ことを目指したい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　テーマ毎に決定された担当班が研究報告をし、その後、全員で議論するとい
う方法で授業を進めたい。担当班はもちろんのこと、受講生の全員が積極的
に発言して議論に参加できるように十分な事前準備をすることが求められる。
　授業内で課題等を出題した場合は、そのフィードバックは、授業において、
適宜、行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業計画とゼミの進め方。

ゼミに取り組む姿勢など。
第 2 回 No.51 　法定地上権 (1) 研究報告とディベート
第 3 回 No.51 　法定地上権 (2) 研究報告とディベート
第 4 回 No.52 　抵当権と利用権

の関係 (1)
研究報告とディベート

第 5 回 No.52 　抵当権と利用権
の関係 (2)

研究報告とディベート

第 6 回 No.54 　共同抵当 (1) 研究報告とディベート
第 7 回 No.54 　共同抵当 (2) 研究報告とディベート
第 8 回 No.55 　不動産の譲渡担

保① (1)
研究報告とディベート

第 9 回 No.55 　不動産の譲渡担
保① (2)

研究報告とディベート

第 10 回 No.56 　不動産の譲渡担
保② (1)

研究報告とディベート

第 11 回 No.56 　不動産の譲渡担
保② (2)

研究報告とディベート

第 12 回 No.57 　集合譲渡担保
(1)

研究報告とディベート

第 13 回 No.57 　集合譲渡担保
(2)

研究報告とディベート

第 14 回 No.58 　所有権留保 (1) 研究報告とディベート
第 15 回 No.58 　所有権留保 (2) 研究報告とディベート
第 16 回 No.59 　代理受領の第三

者効 (1)
研究報告とディベート

第 17 回 No.59 　代理受領の第三
者効 (2)

研究報告とディベート

第 18 回 No.44 　動産質・質権設
定と転質 (1)

研究報告とディベート

第 19 回 No.44 　動産質・質権設
定と転質 (2)

研究報告とディベート

第 20 回 No.45 　債権質・担保価
値維持義務 (1)

研究報告とディベート

第 21 回 No.45 　債権質・担保価
値維持義務 (2)

研究報告とディベート

第 22 回 通行地役権の対抗問題 研究報告とディベート
第 23 回 位置指定道路の通行と妨

害排除請求権
研究報告とディベート

第 24 回 所有者不明土地問題と物
権法 (1)
　

研究報告とディベート

第 25 回 所有者不明土地と物権法
(2)

研究報告とディベート
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第 26 回 改正相続法と物権法 (1) 研究報告とディベート
第 27 回 改正相続法と物権法 (2) 研究報告とディベート
第 28 回 改正相続法と物権法 (3) 研究報告とディベート
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　ゼミで活発な議論を行うためには、単にテキストを読んでくるだけでは足
りない。これ以外にも、各テーマに関連する文献や判例を収集して分析・検
討して、総合的な知識を修得することが望まれる。
　また、日頃の疑問を解消できるように、積極的に発言することが大いに期
待される。
　なお、本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
千葉恵美子・潮見佳男・片山直也編『Law Practice 民法Ⅰ (総則・物権編)』
第 4 版、商事法務、2018 年
【参考書】
新版注釈民法　有斐閣
民法判例百選Ⅰ (総則・物権)(第７版，2015 年)
宮本健蔵編著『新・マルシェ物権法・担保物権法』(2020年、嵯峨野書院)など。
【成績評価の方法と基準】
平常点 (100%)。特にゼミでの発言回数とその内容を重視して評価する。
なお、無断欠席した場合には単位を与えない。
　
【学生の意見等からの気づき】
切磋琢磨して大きく成長することを期待したい。
【聴講について】
聴講可。なお、正規の受講者数などを考慮して許可しない場合もある。
【Outline and objectives】
The theme of this seminar is the study of problems in property law. In
this semester, we will mainly deal with the issue of property rights.

LAW200AB

外国書講読（独語）Ⅰ

大野　達司

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、各コースの基礎となるものであり、法律学の学問的視野を広め
る土台となることを目的としている。対象はドイツ法・政治であり、関連す
るドイツ語文献を読んでみる。なお、ドイツ語未修者でも履修できる。
【到達目標】
法学や政治学の基本概念を、日独の比較の中で理解する。両国の法文化・政
治文化を比較して、歴史的な背景（法の継受など）に配慮しながら、現代的課
題での共通性を考えてみるために、まず各自ドイツ語の文献に挑戦し、授業
の中で文献の内容を理解できるようになる。未修者は自分で辞書を引きなが
ら調べられるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
毎回一頁ほどのペースで、テキストの輪読を行う。参加者の習熟に合わせて増
減する。対面授業が難しい場合には、zooom を用いて実施する。テクストは
授業支援システムで配布する。語学そのものというより、内容理解と背景の確
認ができるように。質問は学習支援システム、授業内で受け付け、応答する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 西洋法継受について 全体の概略的説明と、場合によっては

テキストの変更（以下変更無い場合の
予定）

2 教科書 305 頁 家制度について
3 教科書 306 頁 儒教の家観念
4 教科書 307 頁 穂積陳重
5 教科書 308 頁 穂積八束
6 教科書 309 頁 国家と社会
7 教科書 310 頁 穂積、富井、梅
8 教科書 311 頁 ドイツ民法との対比
9 教科書 312 頁 富国強兵
10 教科書 313 頁 比較法と固有法
11 教科書 314 頁 法意識の変革
12 教科書 315 頁 近代化の礎石としての民法制定
13 教科書 316 頁 刑法典
14 教科書 317 頁 日露戦争
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前の予習。文法的な問題だけでなく、内容について日本語の文献を参考に
しながら、できるだけ自分で調べておく。授業外では、毎週 1 時間程度の予
習・復習をする。
【テキスト（教科書）】
Paul Christian Schenk, Der deutsche Anteil an der Gestaltung des
modernen japanischen Rechts- und Verfassungswesens, Franz Steiner,
1997 の予定だが、参加者と相談の上決定する。昨年度（秋学期のⅡ）では、
Carl Schmitt, Gesetz und Urteil をとりあげた。今年度は、上記テクストの
ほか、Axel Honneth Das Recht der Freiheit も候補にしている。フランク
フルトの社会哲学者による、近代・現代法や正義論に関する著書。人権論や
民主主義論。
【参考書】
川口由彦『日本近代法制史』、大野・森元・吉永『近代法思想史入門』など
【成績評価の方法と基準】
平常点と「努力点」70 ＋ 30 ％
平常点は、各回での参加度合い。努力点とは、参加者それぞれで出発点が違う
ので、初回と比べて最終回までにどれだけ理解度が増したか、を基準とする。
【学生の意見等からの気づき】
実施せず
【学生が準備すべき機器他】
とくにないが、テキストを授業支援システムで配布することがある。
【その他の重要事項】
内容に関連したドイツ映画を参考にすることがある。大学院との合同授業。初
学者・他学科学生も歓迎。
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【Outline and objectives】
Students read together German Text about legal, political or social
topics and translate into Japanese. The aim is to understand their basic
concepts and to acquire skills for reading German text by oneself.

LAW200AB

演習

川村　洋子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　判例となっている事件を詳細に調査・検討し、民法財産法の基本的制度が
現実の紛争解決において機能する場面で明らかとなる問題点や限界をとらえ、
その制度の理解を深めることを目的とする。
　学生を主体とした判例報告と議論を通じて、全コースにまたがり、民法に
よる問題解決の仕方に親しみ，民法的な思考様式を修得する意義をもつ。
【到達目標】
・判例を通じて限界事例を検討することによって、民法の法制度の基本につい
ての理解を確実にする。
・民法の知識を活用して、具体的な問題を解決する能力を身につけること
・民法（債権法）改正の動向との関係を理解する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　演習形式による。
　新型コロナ・ウィルスの感染状況に応じて、リアルタイムオンライン授業
と対面授業とを併用する（ハイフレックス方式）。
　受講生による報告等に対し、適宜、問題点や今後の課題の指摘を含むコメ
ントを行い、到達度を把握する手がかりを与える。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 課題・概要の説明
第 2 回 プレップ 判例研究の方法について
第 3 回 判例研究①（とりあげる

判例は受講生と決定）
受講生による発表・議論

第 4 回 判例研究② 受講生による発表・議論
第 5 回 判例研究③ 受講生による発表・議論
第 6 回 判例研究④ 受講生による発表・議論
第 7 回 判例研究⑤ 受講生による発表・議論
第 8 回 判例研究⑥ 受講生による発表・議論
第 9 回 判例研究⑦ 受講生による発表・議論
第 10 回 判例研究⑧ 受講生による発表・議論
第 11 回 判例研究⑨ 受講生による発表・議論
第 12 回 判例研究⑩ 受講生による発表・議論
第 13 回 判例研究⑪ 受講生による発表・議論
第 14 回 判例研究⑫ 受講生による発表・議論
第 15 回 判例研究⑬ 受講生による発表・議論
第 16 回 判例研究⑭ 受講生による発表・議論
第 17 回 判例研究⑮ 受講生による発表・議論
第 18 回 判例研究⑯ 受講生による発表・議論
第 19 回 判例研究⑰ 受講生による発表・議論
第 20 回 判例研究⑱ 受講生による発表・議論
第 21 回 判例研究⑲ 受講生による発表・議論
第 22 回 判例研究⑳ 受講生による発表・議論
第 23 回 判例研究㉑ 受講生による発表・議論
第 24 回 裁判傍聴その他（時期未

定）
裁判傍聴その他（時期未定）

第 25 回 ディベート 近時の法的課題についてディベート形
式で討論を行う

第 26 回 ゼミ・レポート① レポートの書き方
第 27 回 ゼミ・レポート② 課題設定・検討
第 28 回 ゼミ・レポート③ 内容の検討
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　授業では毎回、判決を素材に、事実関係、判決内容、先例および関連判決、
その判決のテーマに関する学説等を担当者に報告してもらい、判決が提起し
た問題について全員で討議する。従って、事前に、担当者は報告の準備とレ
ジュメの配布、他は報告テーマの予習が求められる。授業後は、授業内で指
摘された課題についての考察、補足調査等を行い、期末レポートに備えるこ
とが求められる。
　本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
開講時に指示。
【参考書】
開講時に指示。
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【成績評価の方法と基準】
出席を前提として、分担する報告の内容（40%）、他人の報告についての討論
への参加（20%）、期末レポート（40%）、を勘案して評価する。
【学生の意見等からの気づき】
該当項目なし
【副題】
民法
【聴講について】
不可
【学生へのメッセージ】
　演習は、講義と違って、皆さんがイニシアティヴをもつことになります。し
たがって、そのような意欲のある人が参加して下さい。既存の知識を当然視せ
ず、自分が納得するまで主題に対して誠実に疑問をぶつける姿勢を望みます。
【Outline and objectives】
This seminar examines “hard” cases (non-routine, atypical or contro-
versial cases) on civil law, mainly on laws of contract, debtor-creditor,
property and torts. Using case studies, we will explore how the basic
legal institutions work in practice and seek out their functions and also
their boundaries.
Students are required to give a presentation on the cases of their choice,
and participate in class discussion.
Upon completion of this seminar, the successful students will be able
to use critical thinking skills to understand the factual as well as legal
aspects of the civil law cases, and develop a deeper understanding of the
workings of private practice.
This seminar falls under all Course Models.

LAW200AB

演習

廣尾　勝彰

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本授業では、判例を素材ににしながら、民事訴訟法の重要論点を検討する。
民事訴訟法は、「裁判と法コース」においては必修の法律の一つであるし、「行
政・公共政策と法コース」「企業・経営と法コース」「文化・社会と法コース」
においても重要な法律の一つである。
本授業の目的は、民事訴訟法の重要論点を検討する能力を備えた学生の養成
である。
【到達目標】
本授業の到達目標は、民事訴訟法の重要論点について、具体的な事件（判例）
を素材にしながら、書面または口頭で解説および質疑応答ができるようにな
ることである。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
本授業は、各回、まず報告者の発表を聞き、つぎに質疑応答や討論をすると
いう方法で実施する。
なお、課題等の提出・フィードバックは「学習支援システム」を通じて行う予
定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の概要と目的，到達目標，授業の

進め方と方法，授業計画，授業時間外
の学習，テキスト，参考文献，成績評
価の方法と基準，その他の重要事項に
ついて確認する。

第 2 回 訴訟要件① 法人でない団体の当事者能力について
検討する。

第 3 回 訴訟要件② 任意的訴訟担当について検討する。
第 4 回 訴訟要件③ 財産管理人の当事者適格について検討

する。
第 5 回 訴訟要件④ 債権者代位訴訟について検討する。
第 6 回 訴訟要件⑤ 確認の利益について検討する。
第 7 回 審判の対象と資料① 申立事項について検討する。
第 8 回 審判の対象と資料② 二重起訴の禁止について検討する。
第 9 回 審判の対象と資料③ 弁論主義について検討する。
第 10 回 審判の対象と資料④ 一般条項の主張・立証について検討す

る。
第 11 回 審判の対象と資料⑤ 釈明権について検討する。
第 12 回 審理の過程① 事実認定・専門訴訟について検討する。
第 13 回 審理の過程② 文書提出命令について検討する。
第 14 回 判決および訴訟の終了① 訴訟物の範囲について検討する。
第 15 回 判決および訴訟の終了② 争点効について検討する。
第 16 回 判決および訴訟の終了③ 基準時後の形成権の行使について検討

する。
第 17 回 判決および訴訟の終了④ 一部請求について検討する。
第 18 回 判決および訴訟の終了⑤ 既判力の主観的範囲について検討する。
第 19 回 判決および訴訟の終了⑥ 判決の反射的効力について検討する。
第 20 回 多数当事者① 通常共同訴訟について検討する。
第 21 回 多数当事者② 主観的予備的併合・同時審判申出訴訟

について検討する。
第 22 回 多数当事者③ 固有必要的共同訴訟について検討する。
第 23 回 多数当事者④ 類似必要的共同訴訟について検討する。
第 24 回 多数当事者⑤ 独立当事者参加について検討する。
第 25 回 多数当事者⑥ 補助参加について検討する。
第 26 回 多数当事者⑦ 訴訟告知の効力について検討する。
第 27 回 多数当事者⑧ 訴訟承継について検討する。
第 28 回 上訴 上訴の利益について検討する。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
報告者はレジュメの作成
報告者以外の者は質問の準備
なお、本授業の準備学習・復習時間は各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
長谷部由起子ほか編著『ケースブック民事訴訟法〔第４版〕』（弘文堂，2013）
【参考書】
高橋宏志著『重点講義民事訴訟法（上）〔第２版補訂版〕』（有斐閣，2013）
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高橋宏志著『重点講義民事訴訟法（下）〔第２版補訂版〕』（有斐閣，2014）
高橋宏志ほか編『民事訴訟法判例百選〔第５版〕』（有斐閣，2015）
【成績評価の方法と基準】
平常点１００％
内訳は，授業時間内の発言・質疑応答の評価（６０％），授業時間外の学習の
評価（４０％）
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【Outline and objectives】
In this class, important issues of the Code of Civil Procedure will be
examined, using court cases as materials.
The Code of Civil Procedure is one of the laws that must be learned in
"Court and Law Course". And in "Administrative / Public Policy and
Law Course", "Corporate / Management and Law Course", "Culture /
Society and Law Course", it is also an important law to study.
The purpose of this class is to develop students with the ability to
consider important issues of the Code of Civil Procedure.

LAW200AB

演習

大澤　彩

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
生活と民法をテーマとして、全てのコースにまたがる法領域の少人数ゼミで
ある。
【到達目標】
生活に関わる民法および特別法の基礎的な知識を身につける。
テーマを自分で設定し、自分で調査・収集した学説・判例などを素材にその
テーマについての報告を行う能力を身につける。
1 つのテーマについて他の受講生と法的な議論を行う能力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　私たちの生活は法律問題と常に隣り合わせであるといっても過言ではない。
例えば、子どもがこんにゃくゼリーを喉に詰まらせて死亡した場合、残された
家族は誰に対してどのような責任追及ができるのだろうか。英会話スクール
に入会した人が、通学が困難になって途中で止めた場合、それまでに支払っ
た受講料はどのぐらい返ってくるべきなのか。医者の治療ミスで後遺症が生
じた場合に、医者に対して損害賠償を請求することができるか。
　これらの法律問題を解決する際に必要になってくるのが民法はもちろん、消
費者契約法や製造物責任法などの特別法の知識である。このゼミは私たちの
日常の生活で起こりうる問題を法的に解決するための知識のみならず、思考
方法（リーガルマインド）を身につけることを目的とする。
　民法はもちろん、民法以外の多くの特別法についても勉強する必要があり、
負担は決して軽くないが、生活と民法についてさらに「楽しく」考えること
ができればと考えている。
　報告担当班が事前に課題レジュメと課題裁判例をクラウドにアップし、報
告担当班以外の学生も予習をしておくこと。演習当日はグループディスカッ
ションや模擬裁判形式によって議論を活発に行う。
　秋学期に立教大学のゼミとの合同ゼミを予定している。コロナの感染拡大
状況によるが、消費生活センターの見学などの課外活動も予定している。
学生の報告や質問に対しては、授業内でコメントする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス ガイダンス
第 2 回 判例・法令の調べ方 講義
第 3 回 契約の成立 報告・ディスカッション
第 4 回 契約締結上の過失 報告・ディスカッション
第 5 回 錯誤、詐欺 報告・ディスカッション
第 6 回 説明義務論 報告・ディスカッション
第 7 回 消費者契約法 報告・ディスカッション
第 8 回 公序良俗論 報告・ディスカッション
第 9 回 製品安全① 報告・ディスカッション
第 10 回 製品安全② 報告・ディスカッション
第 11 回 不当条項規制① 報告・ディスカッション
第 12 回 不当条項規制② 報告・ディスカッション
第 13 回 サービス契約をめぐる問

題
報告・ディスカッション

第 14 回 不法行為法① 報告・ディスカッション
第 15 回 不法行為法② 報告・ディスカッション
第 16 回 旅行契約をめぐるトラブ

ル
報告・ディスカッション

第 17 回 悪徳商法 報告・ディスカッション
第 18 回 食の安全問題 報告・ディスカッション
第 19 回 欠陥住宅トラブル 報告・ディスカッション
第 20 回 賃貸借トラブル 報告・ディスカッション
第 21 回 医療過誤 報告・ディスカッション
第 22 回 スポーツ事故 報告・ディスカッション
第 23 回 電子商取引① 報告・ディスカッション
第 24 回 電子商取引② 報告・ディスカッション
第 25 回 金融取引 報告・ディスカッション
第 26 回 未成年者による不法行為 報告・ディスカッション
第 27 回 親族・相続問題① 報告・ディスカッション
第 28 回 親族・相続問題② 報告・ディスカッション
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
報告担当者は課題判例（教員が指定する場合もあるが、特に秋学期は学生が
自分たちで適切な判例を選んで指定する）や関連する学説を検討し、報告準
備を行う。その際、レジュメを作成すること。その他の参加者も課題判例を
読み、報告を聞いた上でディスカッションに参加できるよう、綿密な準備を
行うこと。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
民法の概説書（特に民法総則、契約法、不法行為法に関する概説書。詳細は
随時指示する）と六法を必ず持参すること。
消費者法の文献として、大村敦志『消費者法（第 4 版）』（有斐閣、2011 年）
それ以外の文献も随時指示
【参考書】
開講時に指定する。
【成績評価の方法と基準】
　平常点（遅刻厳禁。欠席が全体の 2 割に及ぶ場合は不可）、討論への参加な
ど、ゼミに取り組む姿勢、報告・レポートの内容によって判断する。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。
【学生が準備すべき機器他】
学習支援システムで授業方法の変更（対面とオンラインの切り替えなど）を
通知することがあるため、アクセスできるようにすること。
【その他の重要事項】
民法の科目、および、消費者法Ⅰ、Ⅱを履修すること。
【副題】
民法
【聴講について】
不可
【Outline and objectives】
In this seminar, we discuss about civil law and consumer law on the
theme of "Life and Civil law".

LAW200AB

演習

倉部　真由美

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　倒産処理制度全体の概要と倒産法の基礎を理解し、倒産処理をめぐる諸問
題を具体的に検討する。
「裁判と法」「企業・経営と法」の各コースに属する少人数ゼミナールである。
【到達目標】
　本演習では、個人や企業の破産から経済的な再生まで幅広く対象とし、倒
産法上の主要な論点・判例、注目されている事件などを採り上げて検討して
いく。本演習での学習・研究を通じて、第一に、わが国における倒産処理制度
全体の概要と破産法をはじめとした各種倒産法の基礎を理解し、第二に、倒
産処理をめぐる諸問題を具体的に検討する力を養うことを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　初回はガイダンスを行い、第 2 回には、テーマと報告担当者の決定、必要
な文献の配布を行う。第 3 回には、昨年度の受講生から、前年度に学んだこ
との紹介と倒産法の概要について報告をしてもらう。第 4 回以降は、ゼミ生
に進行を委ね、特定のテーマや判例について、担当班から報告をしてもらい、
これを受けて参加者全体での質疑応答と討議を中心に進めていく。
　最初の数回の報告では、破産法の基本を押さえ、一定の理解が得られたと
ころで、破産法の主要な論点・判例の検討や、民事再生法・会社更生法、事業
再生にもかかわる大きなテーマへと展開していきたい。
　ゼミ生の理解度と関心に応じて、扱うテーマと進度を調整していく予定で
ある。また、最高裁判例を用いた討論会の開催も予定している。時期等につ
いてはゼミ生と相談しながら調整していく。
　課外活動についても、ゼミ生の自主性に委ねている。
なお、「破産法 I」「破産法 II」を（可能であれば、「民事再生法」も）同時に
履修しているか、すでに履修済みであることが望ましい。本演習において高
度な検討を可能にするためにも、これらの講義を通じて基礎を身につけてお
くことを強く勧める。
　授業外での質問は、個別に対応するほか、必要に応じて、授業中に共有し
コメントする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 担当者の自己紹介、ゼミの目的および

運営方法の説明、今後の予定の確認、
成績に関する説明、ゼミ生による紹介
カード記入・自己紹介、各種委員の説
明、ゼミのテーマについて意見聴取・
相談。

第 2 回 次回以降の報告準備 テーマと報告担当者の決定、文献配
布。報告の準備の仕方やテーマに関す
る質疑応答。

第 3 回 倒産法の世界への誘い 昨年度の受講生から、前年度に学んだ
ことの紹介と倒産法の概要について報
告。

第 4 回 テーマに関する報告 1-1 報告とディスカッション
第 5 回 テーマに関する報告 1-2 報告とディスカッション
第 6 回 テーマに関する報告 2-1 報告とディスカッション
第 7 回 テーマに関する報告 2-2 報告とディスカッション
第 8 回 テーマに関する報告 3-1 報告とディスカッション
第 9 回 テーマに関する報告 3-2 報告とディスカッション
第 10 回 テーマに関する報告 4-1 報告とディスカッション
第 11 回 テーマに関する報告 4-2 報告とディスカッション
第 12 回 テーマに関する報告 5-1 報告とディスカッション
第 13 回 テーマに関する報告 5-2 報告とディスカッション
第 14 回 総括 春学期に扱ったテーマについてまとめ。
第 15 回 テーマに関する報告 6-1 報告とディスカッション
第 16 回 テーマに関する報告 6-2 報告とディスカッション
第 17 回 テーマに関する報告 7-1 報告とディスカッション
第 18 回 テーマに関する報告 7-2 報告とディスカッション
第 19 回 テーマに関する報告 8-1 報告とディスカッション
第 20 回 テーマに関する報告 8-2 報告とディスカッション
第 21 回 テーマに関する報告 9-1 報告とディスカッション
第 22 回 テーマに関する報告 9-2 報告とディスカッション
第 23 回 テーマに関する報告 10-1 報告とディスカッション
第 24 回 テーマに関する報告 10-2 報告とディスカッション
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第 25 回 テーマに関する報告 11-1 報告とディスカッション
第 26 回 テーマに関する報告 11-2 報告とディスカッション
第 27 回 テーマに関する報告 12 報告とディスカッション
第 28 回 総括 秋学期に扱ったテーマについてまとめ。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　報告を担当する班は、事前にサブゼミを開き、入念な準備が必要である。レ
ジュメを作成して配布すること。
　報告が割り当てられていない場合も、あらかじめ配布された資料を読み、予
習しておくこと。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
倉部真由美＝高田賢治＝上江洲純子『ストゥディア倒産法』（有斐閣、2018 年）
【参考書】
資料の探し方、プレゼンテーション、レジュメの準備の仕方などの技術的な
ことについて
・西南学院法学基礎教育研究会『法学部ゼミガイドブック　ディベートで鍛え
る論理的思考力〔改訂版〕』（法律文化社、2019 年）
・田高寛貴・原田昌和・秋山靖浩『リーガル・リサーチ＆リポート〔第 2 版〕』
（有斐閣、2019 年）
・いしかわまりこ・村井のり子・藤井康子『リーガル・リサーチ〔第 5 版〕』
（日本評論社、2016 年）
【成績評価の方法と基準】
平常点 100 ％：十分な準備をしてゼミに臨んでいるか、積極的に発言してい
るか、レジュメ・報告内容はわかりやすく、充実しているかといった点を総
合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
とくにない。
【Outline and objectives】
This is the seminar on Insolvency law and system in Japan. We
will study on various topics and cases on Bankcruptcy Act and Civil
rehabilitation act.

LAW200AB

演習

杉本　和士

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・この演習では，民法・会社法等の実体法と民事訴訟法等の民事手続法の知識
を踏まえつつ，判例や事例の検討を通じて，具体的な民事紛争に関する法的
諸問題について報告や議論を行うことで，問題に対する理解を深めることを
目的とします。
・受講生が，具体的な民事紛争において生起する諸問題について実体法たる民
法と手続法たる民事訴訟法の基礎知識を総合的に運用できる能力を身につけ
ることを目的とします。
・「裁判と法」「企業・経営と法」の各コースに属する少人数ゼミナールである。
【到達目標】
・具体的には，民事訴訟法上の概念・規律が具体的にはどのような民事紛争に
おいて問題となるのか，という点のほか，②実効性のある民事紛争の解決を
図るべく，訴訟手続において両当事者がいかなる要件事実（これに該当する
具体的事実）を主張・立証すべきか（いわゆる「要件事実論」），③訴訟手続の
事前事後にいかなる民事執行手続・民事保全手続を活用すべきなのか，④金
融取引における債権者の立場から，いかにして確実に債権の回収を図るべき
か（「債権回収法」）といった諸点についての理解を深める。
・併せて，訴訟における当事者の主張立証の構造を理解すべく，民事裁判実務
の基本である「要件事実論」の考え方の基礎を習得する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
・この演習では，事例問題又は裁判例を題材に，担当教員の作成する設問教材
の検討を中心に行います。主に民法（＋会社法）及び民事訴訟法に関する基
礎知識の確認を行うとともに，各テーマに関する具体的な検討課題に取り組
みます。
・毎回，受講生が上記の設問教材について十分な予習・検討を行っていること
を前提に，担当教員と受講生との間で質疑応答及び議論を行う形式で演習を
進行します。
・また，併せて，各事例の中心テーマ又は判例について事前に受講生に割り当
てて，担当受講生によって報告を行ってもらい，全員で議論を行うこともあ
ります。
・各回の演習の初めに，前回の内容に関する質問を採り上げて，全体に対して
フィードバックを行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス，民事訴訟に

関する基礎の確認
演習の進行に関するガイダンスを行た
上で，民事訴訟法の基礎知識について
確認を行う。

第 2 回 動産引渡請求訴訟，建物
収去土地明渡訴訟におけ
る主張立証構造―要件事
実論の基礎（１）

動産引渡請求訴訟に関する具体的事例
を通じて，民法及び民事訴訟法の基礎
知識を確認しつつ，「要件事実論」の
考え方を学ぶ。

第 3 回 動産引渡請求訴訟，建物
収去土地明渡訴訟におけ
る主張立証構造―要件事
実論の基礎（２）

建物収去土地明渡訴訟に関する最判平
成 6 年 2 月 8 日民集 48 巻 2 号 373
頁について検討を行う。

第 4 回 動産引渡請求訴訟，建物
収去土地明渡訴訟におけ
る主張立証構造―要件事
実論の基礎（３）

建物収去土地明渡訴訟に関する最判平
成 6 年 2 月 8 日民集 48 巻 2 号 373
頁に関する検討を踏まえて，主張立証
の構造について検討を行う。併せて，
関連する手続上の問題を検討する。

第 5 回 貸金返還請求訴訟及び保
証債務履行請求訴訟に関
する諸問題（１）

貸金返還請求訴訟及び保証債務履行請
求訴訟に関する具体的事例を通じて，
民法及び民事訴訟法の基礎知識を確認
し，主張立証の構造を検討する。

第 6 回 貸金返還請求訴訟及び保
証債務履行請求訴訟に関
する諸問題（２）

民事訴訟法における共同訴訟に関する
規律を踏まえて，事例の検討を行う。

第 7 回 貸金返還請求訴訟及び保
証債務履行請求訴訟に関
する諸問題（３）

最判昭和 51 年 10 月 21 日民集 30
巻 9 号 903 頁について検討を行い，
民事訴訟法における反射効概念につい
ての検討を行う。
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第 8 回 金融担保法：集合動産譲
渡担保とその実行（１）

集合動産譲渡担保に関する最高裁判例
を概観した上で，最判平成 22 年 12
月 2 日民集 64 巻 8 号 1990 頁につ
いて検討を行う。

第 9 回 金融担保法：集合動産譲
渡担保とその実行（２）

引き続き，最判平成 22 年 12 月 2 日
民集 64 巻 8 号 1990 頁について検討
を行う。

第 10 回 金融担保法：集合債権譲
渡担保とその実行（１）

集合債権譲渡担保に関する最高裁判例
を概観した上で，最判平成 19 年 2 月
15 日民集 61 巻 1 号 243 頁について
の検討を行う。

第 11 回 金融担保法：集合債権譲
渡担保とその実行（２）

引き続き，最判平成 19 年 2 月 15 日
民集 61 巻 1 号 243 頁についての検
討を行う。

第 12 回 賃貸借契約終了に基づく
不動産明渡請求訴訟に関
する諸問題―証明責任の
分配，既判力（１）

賃貸借契約終了に基づく不動産明渡請
求訴訟に関する具体的事例を通じて，
民法及び民事訴訟法の基礎知識を確認
し，主張立証の構造を検討する。

第 13 回 賃貸借契約終了に基づく
不動産明渡請求訴訟に関
する諸問題―証明責任の
分配，既判力（２）

賃貸借契約解除に関する，いわゆる信
頼関係破壊の法理に関して，最判昭和
41 年 1 月 28 日民集 20 巻 1 号 136
頁に関して，民法及び民事訴訟法の観
点から検討を行う。

第 14 回 総括 春学期で検討した内容を復習する。
第 15 回 ガイダンス，所有権留保

（１）
ガイダンスを行った上で，所有権留保
に関する基礎知識の検討を行う。

第 16 回 所有権留保（２） 最判平成 21 年 3 月 10 日民集 63 巻
3 号 385 頁に関する検討を行い，その
主張立証の構造を検討する。

第 17 回 医療関係訴訟に関する諸
問題―訴訟物，証拠の収
集，証明，証拠調べ，専
門委員制度（１）

医療関係訴訟に関する具体的事例を通
じて，民事訴訟法上の関連する概念や
諸制度について検討を行う。

第 18 回 医療関係訴訟に関する諸
問題―訴訟物，証拠の収
集，証明，証拠調べ，専
門委員制度（２）

引き続き，医療関係訴訟に関する具体
的事例を通じて，民事訴訟法上の関連
する概念や諸制度について検討を行う。

第 19 回 明文のない任意的訴訟担
当の可否に関する判例法
理

最大判昭和 45 年 11 月 11 日民集 24
巻 12 号 1854 頁についての検討を行
う。

第 20 回 二重起訴禁止に関する諸
問題，二重起訴禁止と相
殺の抗弁に関する判例法
理（１）

請負代金支払請求と瑕疵修補に代わる
損害賠償請求に関する民法上の基礎知
識を確認した上で，最判平成 18 年 4
月 14 日民集 60 巻 4 号 1497 頁につ
いての検討を行う。

第 21 回 二重起訴禁止に関する諸
問題，二重起訴禁止と相
殺の抗弁に関する判例法
理（２）

引き続き，最判平成 18 年 4 月 14 日
民集 60 巻 4 号 1497 頁についての検
討を行う。

第 22 回 交通事故訴訟に関する諸
問題―処分権主義，一部
請求論，損害額の認定
（１）

不法行為訴訟としての交通事故訴訟に
関する具体的事例を通じて，民法及び
民事訴訟法の基礎知識について検討を
行う。

第 23 回 交通事故訴訟に関する諸
問題―処分権主義，一部
請求論，損害額の認定
（２）

一部請求に関する最判平成 10 年 6 月
12 日民集 52 巻 4 号 1147 頁につい
て検討する。

第 24 回 交通事故訴訟に関する諸
問題―処分権主義，一部
請求論，損害額の認定
（３）

一部請求に関する最判平成 20 年 7 月
10 日判時 2020 号 71 頁について検
討する。

第 25 回 債権者代位訴訟に関する
諸問題―訴訟担当，既判
力，訴訟参加（１）

債権者代位訴訟に関する具体的事例を
通じて，民法及び民事訴訟法の基礎知
識を確認し，主張立証の構造を検討す
る。

第 26 回 債権者代位訴訟に関する
諸問題―訴訟担当，既判
力，訴訟参加（２）

債権者代位権に関する平成 29 年改正
民法における規律について検討する。

第 27 回 債権者代位訴訟に関する
諸問題―訴訟担当，既判
力，訴訟参加（３）

債権者代位訴訟に関する最判昭和 48
年 4 月 24 日民集 27 巻 3 号 596 頁
について検討を行う。

第 28 回 総括 秋学期で検討した内容を復習する。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・演習時に，検討する事例問題や裁判例を配布・指定します。毎回，受講生全
員が，指定する裁判例及び設問教材の検討のみならず，関連文献・判例を精
読してくる等，十分な予習を行ってくることを当然の前提とします。意欲的
な学生の参加を期待しています。
・なお，本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・教員の配布する教材及び資料を用いて進めます。
・使用する教材等は，全て「法政大学学習支援システム」において PDF ファ
イルとして配布します。必ず受講前に各自で教材を準備して下さい。
【参考書】
・司法研修所編『新問題研究　要件事実　付－民法（債権関係）改正に伴う追
補ー』（法曹会，2020 年）

・司法研修所編『改訂・紛争類型別の要件事実―民事訴訟における攻撃防御の
構造―』（法曹会，2006 年）
【成績評価の方法と基準】
・演習における回答，発言や報告に加えて，レポートやリアクションペーパー
等に関する総合評価によります。演習における回答・発言・報告の内容に対す
る評価（60 ％），レポート等の評価（40 ％）とします。
・なお，成績評価に際しては，上記の到達目標が指標となります。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline and objectives】
This course introduces solutions of civil cases to students taking this
course.
By the end of the course, students should be able to do the following:
- Recognize and recall principles, concepts and proceedings in civil law
and civile proceedings.
- Apply the principles or proceedings to various cases.
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演習

柴田　和史

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
会社法・企業結合法・大規模会社法・小規模会社法の諸問題。
会社法を通じての日本社会の研究。会社法理論の社会的発展の可能
性の研究。資本主義社会における株式会社の存在意義。民主主義と
株式会社理論の関係。国家の構造と会社の構造。株式会社法と労働
法の交錯の問題。
みんなが発言できる楽しいゼミ。頭に浮かんだことを遠慮なく発言
できる温かいゼミ。間違っても笑っていられる楽しいゼミ。
テーマは、「和をもって貴しとする」ですね（笑）。

【到達目標】
教師である柴田教授は、どうせあまり勉強をしない学生に対して、学
生本人が努力をしないうちに、学生本人が知らないうちに、会社法
における株式会社に関する基本的かつ重要な条文を理解させてしま
うことを目標としています。
このゼミに入れば、卒業するときは会社法のエキスパートです。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
会社法、株式会社の仕組み、合併、会社分割、株式交換・株式移転、
株式交付、企業買収、Cach Out、新株予約権、Ｍ＆Ａ、ポイズン・
ピル、完全一人会社、擬似一人会社、旧有限会社型株式会社、商法
総則、商行為法、有価証券法理などを解説し、その問題点を全員で
検討する。
なお、必要に応じて、法政大学の学習支援システムを活用するから、
必ず、確認してほしい。
第 1 回目に出席（参加）しない者は、以後、ゼミへの参加を認めな
いし、また、単位も認めないので、十分に注意してほしい。
学生の報告や授業内および授業外の質問については、原則として、授
業内でフィードバックする。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 学習の進め方・演習の

進め方
演習における学習姿勢および学習
方法についての説明

2 株式会社および会社法
の構造

株式会社の内部構造および会社法
の構造などの解説

3 取締役① 取締役の権限・取締役の選任終任
などの解説

4 取締役② 取締役会に関する解説
5 取締役③ 取締役の義務についての解説と検

討
6 取締役④ 取締役の忠実義務についての解説

と検討
7 取締役⑤　 取締役の責任についての解説と検

討
8 取締役⑥ 株主代表訴訟などの解説と検討
9 株主総会① 株主総会の権限などの解説
10 株主総会② 株主総会の決議方法などの解説
11 株主総会③ 株主総会の決議の瑕疵などの解説
12 合併 合併に関する解説と検討
13 会社分割 会社分割に関する解説と検討

14 株式交換・株式移転 株式交換・株式移転に関する解説
と検討

15 事例研究 具体的な事例について、その法的
問題を検討する。

16 M&A の歴史 アメリカおよび日本における
M&A の歴史の解説

17 トラスト・コンツェル
ン

トラスト・コンツェルンなどの解
説と検討

18 日本の財閥 日本の財閥に関する解説
19 親子会社 親子会社などに関する解説と検討
20 持株会社 持株会社などに関する解説と検討
21 小規模会社① 完全一人会社などに関する解説と

検討
22 小規模会社② 擬似一人会社などに関する解説と

検討
23 新株予約権① 新株予約権の基本構造の解説
24 新株予約権② 新株予約権の現在価値の解説
25 M&A の攻撃方法　 M&A の攻撃方法などの解説
26 M&A の防禦方法① M&A の防禦方法①などの解説
27 M&A の防禦方法② M&A の防禦方法②などの解説
28 日本の事例 日本の事例の解説と検討

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
教科書として指定した柴田和史（著）『日経文庫ビジュアル・図でわ
かる会社法（第 2 版）』を熟読することが望まれる。
なお、柴田和史（著）『日経文庫ビジュアル・図でわかる会社法（第
2版）』は、見た目よりも、はるかに内容が充実しているから、これ
を頭にたたき込んでおけば、各種資格試験にも十分対応できるし、
会社法の知識としては就活で要求される水準を軽く超えることにな
る。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
柴田和史（著）『日経文庫ビジュアル・図でわかる会社法（第２版）』
（日本経済新聞出版社・2021 年 1 月）。
柴田和史（著）『会社法詳解（第３版）』（商事法務・2021 年 3 月）。

【参考書】
柴田和史（著）『類型別中小企業のための会社法（第３版）』（三省堂・
2021）または『類型別中小企業のための会社法（第２版）』（三省堂・
2015）
柴田和史（著）『教養としての会社法』（2021 年刊行予定）。

【成績評価の方法と基準】
平常点および積極的で有意義な発言で評価する。
ゼミであるから、全回の出席は当然とする。2回以上欠席すると、原
則として、単位は認めない。基本的に出席点は全体評価点の 60％と
し、そのほか、授業中の積極的な発言、事前の学習、討論への貢献、
各回テーマへの積極的な取組姿勢などを総合的に判断して 40 ％と
し、合計 100 ％とする。
新型コロナ・ウイルスに対する大学の対応方針によるが、可能であ
れば、教室でゼミ授業を行いたいと考えている。
なお、新型コロナ・ウイルスの対応から、授業をオンライン方式で行
う場合、学生の発言がどの程度、自由に行えるかが不明であり、討
論や議論がどの程度、有意義かつ有効に行えるか不明である。した
がって、オンライン方式の授業において評価がうまくできないと判
断するときは、個別報告やレポート、場合によつては、ゼミ論文な
どで評価を行うことがあるかもしれない。

【学生の意見等からの気づき】
実施していない。

【学生が準備すべき機器他】
オンライン授業を行う場合には、学生は、私のオンライン授業に対
応した機器を用意しなければならないことになる。双方向の画像機
能および音声機能が要求される。

【副題】
会社法

【聴講について】
許可しない。

【Outline and objectives】
You will study on Corporation Law, Commercial Law, Civil Law,
Criminal Law, Labor Law and Securities Regulation.
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演習

荒谷　裕子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：8 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本演習は、「企業・経営と法コース（商法中心）」に属する演習であると位置
づけることができる。本演習では、会社法・金融商品取引法の講義で習得し
た基礎知識を発展させて、実務的な法学教育を念頭に、実際に実務で問題と
なった事例を題材として取り上げ応用力を身につけることを目標とする。
【到達目標】
①会社法・金融商品取引法の知識を身につけ、ビジネスに必要な様々な用語
やスキームを理解し、新聞の経済面を読み解く実力をつけるとともに、就職
活動に役立つ専門知識を習得する。
②会社法・金融商品取引法の講義で習得した基礎的知識を発展させて、具体
的な事例に対処する応用力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　会社法は、2006 年 5 月に商法典から独立・施行され、さらに 2014 年 (平
成 26 年)、2019 年（令和元年）にも法改正がなされている。金融商品取引法
も、毎年改正がなされている。このように、会社法・金融商品取引法は他の法
律に比べて、改正が頻繁になされていることに加えて、新聞紙上では、上場有
名企業による粉飾決算やデータ改ざん事件、中央官庁のエリートのインサイ
ダー取引事件や企業買収など会社法や金融商品取引法にかかわる記事が日々
大きく取り上げられており、人々の関心を集めている。そこで、本演習では、
株式会社は実際にどのように経営されているのか、またどういうことが具体
的に法律上問題となっているのかということを理解するために、まずその概
要について学ぶとともに、最近話題となっている時事問題や判例を取り上げ
て、その法律上の問題点や課題についても、併せて検討を加える予定である。
なお、東京証券取引所や日本銀行の見学などのフィールドワーク、獨協大学
との合同ゼミ、実務家との意見交換会なども行う予定である。　
　演習において効果的に学力をつけるためにも、会社法・金融商品取引法の
講義を履修することが望ましい。
　なお 4 年生の参加も認めるが、4 年生が 8 単位を習得するためには、毎回
出席するかそれが困難な場合には、年度末に 5,000 字以上の論文を提出する
ことが要件となる。
　授業外の質問に対しては、授業支援システムの掲示板もしくは次回の授業
で回答する形でフィードバックする。
【重要】　新型コロナウイルス感染防止の観点から、教室での授業が実施でき
ない場合には、Zoom による双方向オンライン型授業を実施する。初回の授業
は、オンラインで、授業の実施方法等について、ガイダンスを行う予定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション オリエンテーション
第 2 回 事例研究 (1) 事例研究（株主総会）
第 3 回 判例研究 (1) 判例研究（株主総会）
第 4 回 事例研究 (2) 事例研究（取締役等経営機関）
第 5 回 判例研究 (2) 判例研究（取締役等経営機関）
第 6 回 合同ゼミ 獨協大学の商法ゼミと同一テーマにつ

いて報告・ディスカッションを行う。
第 7 回 日本銀行見学 日本銀行を見学するとともに、日本経

済と会社のかかわりについて、レク
チャーを受ける。

第 8 回 判例研究 (3) 判例研究（役員の責任）
第 9 回 事例研究 (3) 事例研究（役員の責任）
第 10 回 判例研究 (4) 判例研究（株式）
第 11 回 上場企業の取締役による

講義
上場企業の取締役による講義のあと、
実務の現状と課題についてディスカッ
ションを行う。

第 12 回 模擬裁判 模擬裁判ー具体的な事例に基づいて原
告被告に分かれて模擬裁判を行う。

第 13 回 模擬裁判 模擬裁判ー具体的な事例に基づいて原
告被告に分かれて模擬裁判を行う。

第 14 回 模擬裁判 模擬裁判ー具体的な事例に基づいて原
告被告に分かれて模擬裁判を行う。

第 15 回 模擬裁判 模擬裁判ー具体的な事例に基づいて原
告被告に分かれて模擬裁判を行う。

第 16 回 事例研究 (4) 事例研究（M&A）
第 17 回 判例研究（5） 判例研究（M&A）

第 18 回 東京証券取引所見学 東京証券取引所を見学し、取引所のシ
ステムを学ぶとともに、株式の模擬売
買体験を行う。

第 19 回 事例研究（5） 事例研究（公開買付）
第 20 回 判例研究 (6) 判例研究（公開買付）
第 21 回 事例研究（6） 事例問題を解きながら会社法上の複合

的な論点・問題点を研究する
第 22 回 統治機構・内部統制シス

テムについて研究
実務家・監査役等との意見交換に備え
て事前準備を行う

第 23 回 上場会社の監査役・監査
役スタッフとの意見交換
会を行う

実務家から会社実務について、レク
チャーを受けるとともに、会社法と実
務運営の相違や、課題等について質疑
応答を行う。

第 24 回 事例研究 (7) 事例研究（M&A）
第 25 回 判例研究 (7) 判例研究（M&A）
第 26 回 事例研究 (8) 事例研究（インサイダー取引）
第 27 回 判例研究 (8) 判例研究（インサイダー取引）
第 28 回 総括 1 年間の研究のまとめを行う
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　事前に与えられた課題に対して、慣例する判例・論文・テキストを読み、設
問を解いてゼミに臨む。新聞もしくはインターネットニュースの経済面は、毎
日読み、今、何が会社法・金融商品取引法上、具体的に何が問題となっている
か理解する。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
・伊藤・大杉・田中・松井著「会社法第 4 版 (LEGAL QUEST)」有斐閣
・田中亘「会社法（第 3 版）」東京大学出版会
・奥島孝康・鳥山恭一編「演習ノート会社法 (第７版)」法学書院
【参考書】
・浜田道代・岩原紳作編「会社法の争点」有斐閣
・江頭憲治郎・岩原紳作他編「会社法判例百選（第 3 版）」有斐閣
・江頭憲治郎「株式会社法（第 7 版）」有斐閣
【成績評価の方法と基準】
　報告・議論への参加状況などを総合的に考慮して評価する（平常点 100%）。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし
【学生が準備すべき機器他】
Zoom を利用できるように準備してください。
【その他の重要事項】
　
【副題】
　会社法・金融商品取引法
【聴講について】
　可（正規のゼミ生と同じ条件で参加することが必要）
【Outline and objectives】
The objective of this Seminar is to give the participants a general
overview of what is the rules of the existing company law.
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演習

橡川　泰史

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
演習形式で行う授業である。
商法の主要論点について受講者自身による調査に基づく報告とゼミ参加者全
員による討論を通じて、商法に関するより深い理解を獲得することを目的と
する。
【到達目標】
1．商法について、細切れの論点の集まりとしてではなく、1 つのまとまりの
ある法分野として理解する。
2．法調査や法解釈の手法を身に付けること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
当面、オンラインで授業を行います。
授業の具体的進行方法については、参加者がリアルタイム・オンライン形式
で支障なく参加できるか否かで変わるのですが、今年度はできる限りリアル
タイムの演習を実施します。事前に演習課題を提示して、全員に解答を事前
に用意してもらうという、いわゆる問題演習の形式は継続したいと思います。
授業外での教材や課題等への質問についても、授業（配信動画を含む）の中
でフィードバックします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 演習の進め方 受講方法

テーマ選択
資料検索法

第 2 回 演習 社員権と株主権
第 3 回 演習 全員出席総会
第 4 回 演習 議決権代理行使の制限
第 5 回 演習 株主総会決議の瑕疵
第 6 回 演習 表見代表取締役
第 7 回 演習 業務執行監督のための権限分配
第 8 回 演習 取締役の責任
第 9 回 演習 内部統制システム
第 10 回 演習 株式会社の設立
第 11 回 演習 仮想払込み
第 12 回 演習 剰余金分配
第 13 回 演習 資本金・準備金の増減
第 14 回 演習 募集株式の発行
第 15 回 演習 募集新株予約権の発行
第 16 回 演習 有利発行規制
第 17 回 演習 著しく不公正な方法による新株発行
第 18 回 演習 平時における買収防衛策
第 19 回 演習 新株予約権無償割当による買収防衛
第 20 回 演習 委任状争奪戦と株主への利益供与
第 21 回 演習 株式発行無効の訴え
第 22 回 演習 企業再編手続
第 23 回 演習 企業再編無効の訴え
第 24 回 演習 詐害的・濫用的会社分割
第 25 回 演習 決済システムと手形・小切手
第 26 回 演習 無因性・要式性・文言性
第 27 回 演習 手形行為の成立時期
第 28 回 演習 裏書の連続の効果
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
関連判例の検索及び事実・判旨の整理。
関連論文の調査。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
次のうちのどれか一冊以上。必ず最新版を入手して下さい。
田中亘『会社法（第 3 版）』（東京大学出版会）
伊藤靖史ほか『会社法　 LEGAL QUEST(第 4 版）』（有斐閣）
高橋美加ほか『会社法（第 3 版）』（有斐閣）
六法はいずれは定期試験で使うことになるので、「デイリー六法」令和 3 年版
または「ポケット六法」令和 3 年版を必携。
【参考書】
必要に応じて指定する。

【成績評価の方法と基準】
出席・報告・討論・レポートの内容による平常点〔100 ％〕
【学生の意見等からの気づき】
（特になし）
【副題】
会社法演習
【聴講について】
認めない。
【Outline and objectives】
This is a seminar-style class.
The seminar participants will report on the major issues of commercial
law based on their own research, and all seminar participants will
participate in discussions.
The objective is to help seminar participants gain a deeper understand-
ing of commercial law.

— 195 —



　発行日：2021/4/1

LAW200AB

演習

武生　昌士

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は，知的財産法上の諸問題を，著作権法を中心に研究するゼミナー
ル（演習）です。知的財産法についての理解を深めるとともに，報告と議論
を通じて法的なものの考え方に磨きをかけることなどを目的とします。主と
して「裁判と法コース」「企業・経営と法コース（商法中心）」「同（労働法中
心）」に関連するものといえますが，表現活動全般に関係する問題を取り扱う
ものですので，他のコースも含め幅広い関心に応え得る内容となっています。
【到達目標】
　事前の報告準備や，ゼミでのプレゼンテーション及び議論を通じて，知的財
産法（とりわけ著作権法）に関する体系的理解を身に付けてもらうとともに，
関連資料を調査すること，グループでの分担作業を円滑に進めること，人前
で話すこと，生産的な議論を進めることといった，社会に出た際に必要とな
る技術について経験を積んでもらうことが，本演習の目標です。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　今年度も，少なくとも春学期は Zoom でのリアルタイムオンライン授業と
いう形式になりそうですが，情勢が許せば教室での対面形式に移行できれば
と考えています。
　まず，全体を 5 班（各班 6 名前後）に分けます。各班の担当は 2 週を 1
セットとし，第 1 週には与えられたテーマ（判例）に関する研究報告をし，他
の 4 班から質問事項を出してもらいます。その上で第 2 週には報告班 VS 他
の各班のディベートを行います（各 10 分程度）。最終的にディベートの勝敗
を報告班と質問班以外の残り 3 班の投票により決定し，各学期ごとに優勝班
を決定するという形で進めています。
　報告回，討論回ともに，事前の準備（授業時間外のいわゆるサブゼミ）が重
要です。関連資料の調査・収集・検討，レジュメの作成・発表，質問に対する
追加調査等，班員同士の協力・共同作業・役割分担が不可欠となります。
　今年度も著作権法を主な検討対象とする予定ですが，受講者の関心に応じ
て，不正競争防止法などの関連法分野も取り扱うことができればと考えてい
ます。各回のテーマは，重要判例を中心にあらかじめ候補を用意しておきま
すが，受講者に別途希望するテーマがある場合，可能な限り要望に応えたい
と思います。また，演習の形式についても，受講者と相談しながら適宜，ア
レンジを加えていければと思っています。積極的な参加を期待します。
　なお，春学期の冒頭数回は，知的財産法に関する概説的な講義形式の授業
を予定しています。
　授業についてのフィードバックは毎回の演習を通じて行うほか，必要に応
じて学習支援システムを通じてのフィードバックなども行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 年間計画，自己紹介，テーマ選定，グ

ループ分けなど
第 2 回 知的財産法・著作権法概

説
知的財産法全体及び著作権法の概要に
関する講義

第 3 回 ゼミ報告の進め方 判例・法令・論文などの資料検索の方
法や，サブゼミ・プレレジュメ・レ
ジュメ・報告の進め方などに関する講
義

第 4 回 第 1 班報告 選定したテーマに関する報告と各班か
らの質問

第 5 回 第 1 班報告に関する討論 質問事項に関する報告班と各班との
ディベート

第 6 回 第 2 班報告 選定したテーマに関する報告と各班か
らの質問

第 7 回 第 2 班報告に関する討論 質問事項に関する報告班と各班との
ディベート

第 8 回 第 3 班報告 選定したテーマに関する報告と各班か
らの質問

第 9 回 第 3 班報告に関する討論 質問事項に関する報告班と各班との
ディベート

第 10 回 第 4 班報告 選定したテーマに関する報告と各班か
らの質問

第 11 回 第 4 班報告に関する討論 質問事項に関する報告班と各班との
ディベート

第 12 回 第 5 班報告 選定したテーマに関する報告と各班か
らの質問

第 13 回 第 5 班報告に関する討論 質問事項に関する報告班と各班との
ディベート

第 14 回 春学期まとめ 優勝班表彰，秋学期に関する相談等
第 15 回 秋学期ガイダンス 秋学期の進め方に関する確認・相談等
第 16 回 レポート課題説明 3 年生に対するレポート課題について

の説明（4 年生はお休み。順番は前後
する可能性あり）。

第 17 回 4 年生から 3 年生への就
活に関するアドバイス

ゼミ別就職セミナーを踏まえつつ，さ
らに具体的・個別的なアドバイスを行
う。（順番・内容は変更の可能性あり）

第 18 回 第 1 班報告 選定したテーマに関する報告と各班か
らの質問

第 19 回 第 1 班報告に関する討論 質問事項に関する報告班と各班との
ディベート

第 20 回 第 2 班報告 選定したテーマに関する報告と各班か
らの質問

第 21 回 第 2 班報告に関する討論 質問事項に関する報告班と各班との
ディベート

第 22 回 第 3 班報告 選定したテーマに関する報告と各班か
らの質問

第 23 回 第 3 班報告に関する討論 質問事項に関する報告班と各班との
ディベート

第 24 回 第 4 班報告 選定したテーマに関する報告と各班か
らの質問

第 25 回 第 4 班報告に関する討論 質問事項に関する報告班と各班との
ディベート

第 26 回 第 5 班報告 選定したテーマに関する報告と各班か
らの質問

第 27 回 第 5 班報告に関する討論 質問事項に関する報告班と各班との
ディベート

第 28 回 秋学期まとめ・全体総括 優勝班表彰，秋学期及び年間のまとめ
等

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　報告に際しては，担当グループがサブゼミを開き，テーマに関連する判例
や論文を調査検討するなどの準備が求められます。報告の前の週に，翌週の
報告の概要と予習すべき文献などを記載した簡単なプレレジュメを配布して
ください。
　報告班以外の班は，上記プレレジュメで指示された文献などを読み，報告
者への質問ができるように準備しておいてください。いかによい質問をでき
るか，また翌週の討論会までに質問内容を補強する資料等をどれだけ探し出
し，よりよい立論をできるかが，ディベートでの勝利の鍵となります。積極
的な取組みを期待します！
　本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準としますが，サブゼミを標準
的にこなしていれば，自ずとそれ以上の学習時間が積み重ねられるはずです。
【テキスト（教科書）】
　教科書は特に指定しません。
【参考書】
　主たる参考書として，島並良ほか『著作権法入門〔第 2 版〕』（有斐閣，2016）
を挙げておきます。こちらはできれば一人一冊持っていることが望ましいです。
　そのほか，野口祐子『デジタル時代の著作権（ちくま新書 867）』（筑摩書
房，2010），田村善之『知的財産法〔第 5 版〕』（有斐閣，2010），中山信弘『著
作権法〔第 2 版〕』（有斐閣，2014），小泉直樹ほか編『著作権判例百選〔第 6
版〕』（有斐閣，2019）などを挙げておきます。
　詳細は開講時に改めて指示します。
【成績評価の方法と基準】
　報告内容や討論への参加状況などの平常点を中心に評価します（3 年生：平
常点 70 ％，レポート課題 30 ％。4 年生：平常点 100 ％）。
　レポート課題については，グループ報告を行ったテーマなどについてより
掘り下げたものを，夏休み明け又は 1 月末頃に提出してもらうことを予定し
ています。詳細は開講時に改めて指示します。
　なお，無断欠席をした場合，原則として単位を与えません。欠席の連絡は
教員へのメール又は LINE での連絡によることなど，詳細は開講時に改めて
指示します。
【学生の意見等からの気づき】
　授業時間の延長は極力避けるよう心掛けたいと思います。
【学生が準備すべき機器他】
　資料配布等で授業支援システムを利用する場合があります。詳細は改めて
指示しますが，念のため注意しておいてください。
【副題】
知的財産法
【聴講について】
基本的に予定していません。
【Outline and objectives】
This seminar covers the cases in Intellectula Property Law, mainly
Copyright Law. Members form themselves in groups of five, and every
group works one presentation day and one debate day in every semester.
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潘　阿憲

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本ゼミは、会社法の分野における近時の重要な判例を取りあげ、株式会社の
機関等に関する重要な論点を掘り下げて検討するものであり、企業・経営と
法コースの関連科目である。
【到達目標】
本ゼミの履修により、株式会社法の主要な制度の内容およびこれに関連する
判例の立場を理解し習得することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
新型コロナウイルスの影響により、春学期はオンラインでの開講となる。各
回の授業計画に変更がある場合には、学習支援システムでその都度提示する。
また、受講生からの授業外の質問については、授業内で回答することとする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 法人格の否認 ・最判昭和 44・2・27 民集 23 巻 2 号

511 頁
・福岡高判平成 23・10・27 金法
1936 号 74 頁

第 2 回 共有株式の権利行使者の
指定方法

・最判平成 9・1・28 判時 1599 号
139 頁

第 3 回 株主に対する利益供与 ・最判平成 18・4・10 民集 60 巻 4 号
1273 頁

第 4 回 株式の譲渡 ・最判昭和 63・3・15 判時 1273 号
124 頁
・最判平成 7・4・25 裁判集民事 175
号 91 頁

第 5 回 失念株と不当利得 ・最判平成 19・3・8 民集 61 巻 2 号
479 頁

第 6 回 株主総会決議の瑕疵等そ
の１

・最判昭和 45・8・20 判時 607 号
79 頁
・神戸地裁尼崎支判平成 12・3・28 判
タ 1028 号 288 頁

第 7 回 株主総会決議の瑕疵等そ
の 2

・最判昭和 42・9・28 民集 21 巻 7 号
1970 頁
・最判平成 9・9・9 判タ 955 号 145
頁

第 8 回 取締役権利義務者の解任 ・最判平成 20・2・26 民集 26 巻 2 号
638 頁

第 9 回 取締役会決議の瑕疵 ・最判昭和 44・3・28 民集 23 巻 3 号
645 頁
・福岡高那覇支判平成 10・2・24 金商
1039 号 3 頁

第 10 回 代表取締役と取引の安全 ・最判平成 6・1・20 民集 48 巻 1
号 1 頁
・最判昭和 44・12・2 民集 23 巻 12
号 2396 頁

第 11 回 競業取引規制 ・東京地判昭和 56・3・26 判時 1015
号 27 頁
・東京高判平成 16・6・24 判時 1875
号 139 頁

第 12 回 利益相反取引規制 ・最大判昭和 43・12・25 民集 22 巻
13 号 3511 頁
・仙台高決平成 9・7・25 判タ 964 号
256 頁

第 13 回 取締役の報酬 ・最判平成 15・2・21 金判 1180 号
29 頁
・最判平成 4・12・18 民集 46 巻 9 号
3006 頁

第 14 回 取締役の会社に対する責
任

・東京地判平成 16・9・28 判時 1886
号 111 頁
・最判平成 12・7・7 民集 54 巻 6 号
1767 頁

第 15 回 取締役の第三者に対する
責任

・最大判昭和 44・11・26 民集 23 巻
11 号 2150 頁
・東京高判平成 17・1・18 金商 1209
号 10 頁

第 16 回 募集株式の有利発行 ・東京地決平成 16・6・1 判時 1873
号 159 頁

第 17 回 募集事項の公示の欠缺 ・最判平成 9・1・28 民集 51 巻 1 号
71 頁

第 18 回 著しい不公正な方法によ
る募集株式の発行

・最判平成 6・7・14 判時 1512 号
178 頁

第 19 回 新株予約権の有利発行 ・東京地判平成 18・6・30 判タ 1220
号 110 頁

第 20 回 違法な新株予約権の行使
による株式の発行

・東京地判平成 21・3・19 判時 2052
号 108 頁

第 21 回 株主代表訴訟 ・東京地判平成 4・2・13 判時 1427
号 137 頁
・東京高決平成 7・2・20 判タ 895 号
252 頁

第 22 回 監査役・会計監査人 ・最判平成元・9・19 判時 1354 号
149 頁
・最判昭和 61・2・19 民集 40 巻 1 号
32 頁

第 23 回 帳簿閲覧請求の拒絶事由 ・最判平成 21・1・15 民集 63 巻 1 号
1 頁

第 24 回 重要財産の譲渡と特別決
議

・最判昭和 40・9・22 民集 19 巻 6 号
1600 頁

第 15 回 合併比率の不公正と合併
無効事由

・東京高判平成 2・1・31 資料版商事
77 号 193 頁

第 26 回 反対株主の株式買取請求
に係る「公正な価格」

・最決平成 23・4・19 金判 1366 号 9
頁

第 27 回 会社分割無効の訴えにお
ける原告適格の有無

・東京高判平成 23・1・26 金判 1363
号 30 頁

第 28 回 会社法総則の諸問題 ・仙台高判昭和 61・10・23 判タ 624
号 218 頁
・最判昭和 33・2・21 民集 21 巻 2 号
282 頁

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回指定された判例を良く読んで準備すること。本授業の準備学習・復習時
間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
江頭憲治郎ほか編『会社法判例百選〔第 3 版〕』（有斐閣、2016 年）
【参考書】
授業時に指定する
【成績評価の方法と基準】
成績評価は、出席状況やゼミでの発表などに基づいて行うが、出席状況は 30％、
ゼミ発表は 60 ％、授業態度その他は 10 ％とする。
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【Outline and objectives】
Case Study on Corporation Law
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森田　章夫

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本授業は，主として国際社会と法コースに属する少人数ゼミナールであり，
国際紛争処理の実行の検討等を通じて，国際社会における国際法のあり方を
学ぶ。具体的には，どのような判例・国家実行によって国際法の基礎的な理
論が形成されてきたか，及びそのような国際法がいかに適用されてきたかを
学習する。
【到達目標】
　専門的な側面において国際法の基礎的な考え方を身に付けると共に，より一
般的な側面においては，自ら興味を持った事項について調査し，検討し，そ
れを文章にした上でレジュメにまとめ，発表し，また他人の議論を内在的に
理解し討議するという技術を身に付けることを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　少なくとも当初は、オンラインでの開講を予定している。それにともなう
各回の授業計画、学習に必要な資料等、具体的なオンライン授業の方法その
他は、学習支援システムで提示する。
　課題等に対するフィードバックは、オンライン授業中でのコメントや学習
支援システム掲示板を用いて行う。
　履修者は，国際法上重要な国際判例・国家実行、論文を取り上げ，分析し，
報告することが求められる。
　具体的には、国際法の各分野（国際法の法源、条約法、国際法と国内法、国
家管轄権、国家領域、海洋法、宇宙法、国際人権、国家責任、国際安全保障、
武力紛争法、軍備管理等）で生じた重要事例について、百選の他、専門の論
文や評釈を用いた検討を行う。なお，判決の原文は基本的に英語であるため、
可能であれば原文にあたることが期待される。
　論文については、比較的最近の論文を、各自の興味関心に応じて選択し、報
告を基に、検討を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 演習概要の説明 演習概要・演習運営方法の説明等，自

己紹介。
第 2 回 春学期計画の作成 各回の対象となる事件と報告者の決定。
第 3 回 図書館利用方法 図書館ガイダンス
第 4 回 報告と討議 事件１
第 5 回 報告と討議 事件２
第 6 回 報告と討議 事件３
第 7 回 報告と討議 事件４
第 8 回 報告と討議 事件５
第 9 回 報告と討議 事件６
第 10 回 報告と討議 事件７
第 11 回 報告と討議 事件８
第 12 回 報告と討議 事件９
第 13 回 報告と討議 事件 10
第 14 回 秋学期計画の作成 秋学期の日程作成
第 15 回 報告と討議（合宿または

フィールドワークその他）
事件 11

第 16 回 報告と討議（合宿または
フィールドワークその他）

事件 12

第 17 回 報告と討議（合宿または
フィールドワークその他）

事件 13

第 18 回 報告と討議 論文１
第 19 回 報告と討議 論文２
第 20 回 報告と討議 論文３
第 21 回 報告と討議 論文４
第 22 回 報告と討議 論文５
第 23 回 報告と討議 論文６
第 24 回 報告と討議 論文７
第 25 回 報告と討議 論文８
第 26 回 報告と討議 論文９
第 27 回 報告と討議 論文１０
第 28 回 年間のまとめと展望 国際社会における国際法の意義
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　履修者は，報告回においてはレジュメの作成と報告準備，またその他の回
においても入念な予習が求められる。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
・小寺彰、森川幸一、西村弓編『国際法判例百選［第 2 版］』（有斐閣、2011 年）
他に，最新の条約集（任意の出版社のもの）。
【参考書】
　参考文献は授業内で指示する。また，授業支援システムを通じて配布する
こともある。
【成績評価の方法と基準】
平常点（100 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
　不明な点はそのままとしないで、分からないことは成長のチャンスと考え
ること。積極的な質問、討論を歓迎する。
【その他の重要事項】
　毎回の出席が要求される。
【Outline and objectives】
This class is a small group seminar belonging to the international
society and law course. The objective of the class is to learn international
law through the examination of international judicial decisions and case
studies of international dispute settlement. The subjects taken up in the
class include “sources” of international law, jurisdiction, international
law and domestic law, the law of treaties，state responsibility, and the
law of the sea.
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演習

建石　真公子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習は、裁判と法コースに置かれている。
憲法における人権の裁判的保障に関する課題について、自ら調べて報告し、ゼ
ミ生との議論を通じて理解を深める。
演習の目的は、人権の裁判的保障に関する憲法上の課題に関して検討するた
めの方法を知り、テーマに即して考え、多様な考えを持つ人々と議論しつつ
理解を深め、現代憲法に関する課題の解決について表現することができるよ
うになることである。
【到達目標】
人権の裁判的保障に関して、憲法上の課題を見つけ、その課題の考察方法を
理解する。
法的な課題について様々な資料を基に考える力を養う。
考えた結果を適切な表現で報告し、他のゼミ生と課題を深める方向での議論
ができる。
国際社会との関係における日本国憲法のあり方を考え、社会制度や民主主義
などの実践において活かすことができるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
春学期は、対面授業とオンライン授業とを状況によって変えていきます。
ゼミの進め方は、まず報告の仕方、判例の読み方について学んだ後に、2 人で
一組になり自由にテーマを選び 2 週続けて 1 等のテーマについて報告する。
第 1 週めは，憲法課題を明確にし、第 2 週めの報告では第 1 週に出された課
題について検討を深める。
可能ならば、例年通り、夏季休暇中に，他大学（明治大学、成城大学, 青山学
院大学）との合同ゼミを行う。
3 年生は、学期の最後にレポート提出。4 年生は 2 月末までにゼミ論文提出。
提出されたレポート及びゼミ論文に関しては、評価や課題を口頭で、あるい
は文章でフィードバックします。授業への質問は、授業開始後にメールアド
レスを連絡するので、いつでもメールで連絡してください。また、Hoppi の
掲示板を利用することもできます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション

教材の読解。
ゼミの予定、メンバー紹介、役割分担、
報告予定の決定など。教材の読解。

2 憲法 13 条を理解する。 教材をもとに、学説について学ぶ
3 憲法 13 条を理解する

（２）
教材をもとに、判例について学ぶ

4 憲法 13 条を理解する
（３）

教材をもとに、解釈の対立について学
ぶ

5 個別報告- 日本の最高裁
判所判例の特徴の検討

学生の報告に基づいて検討、議論

6 個別報告- 日本の最高裁
判所判例の特徴の検討
（２）

学生の報告に基づいて検討、議論

7 個別報告- 違憲審査制の
国際比較（１）

学生の報告に基づいて検討、議論

8 個別報告- 違憲審査制の
国際比較

学生の報告に基づいて検討、議論

9 個別報告- 個人の尊重
(人格権）の保障

学生の報告に基づいて検討、議論

10 個別報告- 個人の尊重
（人格権）の保障

学生の報告に基づいて検討、議論

11 弁護士による講義 2021 年度は、安保法違憲訴訟の弁護
団の杉浦ひとみ弁護士に安保法と 9 条
及び 13 条との関係について講義をし
ていただく予定です。

12 4 年生の卒論中間報告
（１）

4 年生による卒論のテーマ及び構想報
告

13 4 年生の卒論中間報告
（２）

4 年生による卒論のテーマ及び構想報
告

14 春学期まとめ 課題を整理し、合同ゼミについて準備
方法を確認する。

15 秋学期のイントロダク
ション

合同ゼミの報告、
課題報告のテーマと報告者の決定

16 個別報告 学生の報告に基づいて検討、議論

17 個別報告 学生の報告に基づいて検討、議論
18 個別報告 学生の報告に基づいて検討、議論
19 個別報告 学生の報告に基づいて検討、議論
20 映画で学ぶ憲法 ＤＶＤを観て、憲法の課題について

ディスカッション
21 個別報告 学生の報告に基づいて検討、議論
22 個別報告 学生の報告に基づいて検討、議論
23 外部講師（弁護士）によ

る講義
一橋大学アウティング裁判の原告弁護
士による講義

24 個別報告- 学生の報告に基づいて検討、議論
25 個別報告 学生の報告に基づいて検討、議論
26 4 年生卒論報告（１） 4 年生による卒論報告
27 4 年生卒論報告（２） 4 年生による卒論報告
28 秋学期の課題のまとめ 秋学期の議論で出された課題を確認す

る。3 年生は，レポートテーマの決定。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備として、課題について憲法上の論点に関して、学説、判例を元に明らか
にする。(報告者だけでなく全員）
復習として，レジュメを見直し、議論内容を確認し、自分なりの答えを考え
る。本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
持っている憲法の教科書、判例集。
他は適宜紹介します。
【参考書】
春学期はまず、青柳幸一『憲法における人間の尊厳』を教材として，憲法 13
条を勉強します。
【成績評価の方法と基準】
議論への参加： 60 ％。
レポートや課題の提出： 40 ％。
【学生の意見等からの気づき】
報告に関するアドバイスを、ブログ等で残しておく方法を試みてみます。
【学生が準備すべき機器他】
特になし。
【その他の重要事項】
新聞、ネットニュースなどで、常に憲法問題や国際問題にアンテナを張って
おいてください。
【Outline and objectives】
Study and report the constitutional theory and cases on issues con-
cerning judicial guarantee of human rights, deepen their understanding
through discussions with seminar students.
The purpose of the seminar is to understand the methods for considering
the constitutional issues, to think according to the theme, to deepen
understanding while discussing with people with diverse ideas, and to
express the solution of the problem on the contemporary constitution
issues.
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演習

神谷　高保

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　【重要：①教科書は下記では江頭憲治郎教授『株式会社法第７版』と記載
されていますが、2021 年 4 月中旬に第８版が公刊される予定です。新三年
生はこの第８版を購入してください。② 2021 年 2 月 10 日時点での予定で
すが、演習の開始は春学期最初の月曜日である４月２６日月曜日第２限から
とします。変更がある場合には、授業支援システムでお知らせします。また、
詳しくは授業支援システムを見てください。】
　この演習のテーマ（主題・題目）は、「会社法」であり、学生諸君の到達目
標は、「江頭憲治郎教授の『株式会社法第７版』を正確に理解すること」です。
　会社法は、会社員となる学生、すなわち、企業社会で生きてゆこうとする
学生のみならず、法科大学院の受験や司法書士・税理士などの資格の取得を
めざす学生にとっても不可欠なもので、真剣に学んでおいて全く後悔しない
法分野です。　
　カリキュラム・ポリシーとの関係では、本演習は、①「裁判と法コース」、
「行政・公共政策コース」、「企業・経営と法コース（商法中心）（労働法中心）」、
「国際社会と法コース」を選択する学生にとって有益な能力を身につけること
ができます。
　②予習をすることが大前提です。予習をした上でソクラティック・メソッ
ドによって議論することによって、問題を検討する能力を身につけることも
できます。
　③努力をいとわなければ、この教科書は視野を法律学以外のコーポレート・
ファイナンス、会計、法と経済学といった世界にも広げることのできる教科
書です。
　追加記述：なお、単位制の考え方のもとでは１時限の講義に予習・復習合
せて２時間を学生が費やすことが標準とされ、また、期待されています。
【到達目標】
　学生諸君の到達目標は、「江頭憲治郎教授の『株式会社法第７版』を正確に
理解すること」です。
　具体的には、現時点での会社法に関する最高の体系書の一つと言って良い
江頭憲治郎教授の『株式会社法第７版』（有斐閣）の内容を正確に理解するこ
と、および、会社法の基本的な判例、すなわち、『会社法判例百選第３版』の
中にある基本的な判例を理解することが学生諸君の目標です（取り上げる判
例は、事前に伝えます）。
　一年後に会社法に対する理解が一変したとゼミ生が感ずるようになること
が、担当教員にとっての目標です。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　この講義は、発表担当の学生が、教員とともに、アメリカのロースクール
で行われている対話形式［ソクラティック・メソッド］－講義形式ではあり
ません－で進めます。
　適宜、教員が助け船を出します。毎回出席を取ります。
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション。 演習内容、教科書、次週のテーマの説

明。
第 2 回 企業形態、営利企業、法

人性。
教科書の（以下同じ）１頁から３５頁。

第 3 回 株主有限責任、会社法の
役割。

３５頁から６６頁。
会社法判例百選第３版の中の判例を１
件（以下同じ）。
　 [なお、教科書の範囲と判例の内容
とは、必ずしも対応していません。ま
た、判例に対応した『会社法の争点』
の項目も検討します。］

第 4 回 定款の作成、発起設立な
ど。

６６頁から１０１頁。

第 5 回 設立、株式（１）。 １０２頁から１３６頁。
第 6 回 株式（２）。 １３６頁から１５４頁。
第 7 回 全部取得条項付株式、株

券等。
１５４頁から１９１頁。

第 8 回 振替口座簿、株主名簿等。 １９１頁から２２４頁。
第 9 回 株式の担保化、自己株式。 ２２４頁から２６５頁。
第 10 回 自己株式取得規制、株式

の併合と分割等。
２６５頁から３０５頁。

第 11 回 機関の構成と権原配分等。 ３０５頁から３３４頁。
第 12 回 議決権、取締役（１）。 ３３４頁から３７８頁。
第 13 回 取締役（２）。 ３７８頁から４０８頁。
第 14 回 取締役（３）。 ４０８頁から４３８頁。
第 15 回 取締役（４）。 ４３８頁から４６７頁。
第 16 回 取締役の責任（１）。 ４６７頁から４９６頁。
第 17 回 取締役の責任（２）。 ４９６頁から５２７頁。
第 18 回 監査役。 ５２７頁から５５４頁。
第 19 回 指名委員会等設置会社。 ５５５頁から５８１頁。
第 20 回 監査等委員会設置会社。 ５８１頁から６２０頁。
第 21 回 決算。 ６２０頁から６５１頁。
第 22 回 計算書類。 ６５１頁から６８３頁。
第 23 回 剰余金の処分と剰余金の

配当。
６８３頁から７１１頁。

第 24 回 資金調達。 ７１３頁から７４４頁。
第 25 回 株式の発行等（１）。 ７４５頁から７８７頁。
第 26 回 株式の発行等（２）。 ７８８頁から８３２頁。
第 27 回 新株予約権。 ８３３頁から８６２頁。
第 28 回 会社の基礎の変更。 ８６２頁から８９７頁。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　「法学部生のための履修の手引き」にも記載されているように、毎週 1 回
の講義に出席するためには「自習」が必要です。法律学辞典を座右に置き、テ
キストを熟読し、準備した上で、出席して下さい。私も充分に準備した上で
演習に臨みます。
　本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　①江頭憲治郎『株式会社法第７版』（有斐閣、2017）(6,048 円)。
　②江頭憲治郎・岩原紳作・神作裕之・藤田友敬編『会社法判例百選第３版』
（有斐閣、2016）(2,592 円)
　③浜田道代・岩原紳作編『会社法の争点』（有斐閣、2009）(2,469 円)。
【参考書】
　神田秀樹『会社法第２０版』（弘文堂、2018）(2,700 円)。
　また、弥永真生『法律学習マニュアル［第４版］』（有斐閣、2015）(2,160
円) と中野次雄編『判例とその読み方［三訂版］』（有斐閣、2009）(3,240 円)
を予め読んで、法律学の勉強の仕方、判例の読み方、講義の聞き方、文献の調
べ方などを再確認しておいて下さい。
　重要な判例の判決文や評釈はその都度配布します。
　田中英夫編著『実定法学入門　第 3版』（東京大学出版会、2013）(3,024円)。
　大庭コティさち子『考える・まとめる・表現する』（NTT出版、2009）(2,376円)。
【成績評価の方法と基準】
　武漢で発生したウイルスに起因して春学期の日程の変更が為されています
が、遠隔授業の場合においても成績評価の基準は変わりません。
　もしも、成績評価の基準を変更する必要がある場合には、学習支援システ
ムによって、その内容をお伝えします。
　成績評価 100 点満点の内、討議への貢献度に３０点を配点し、発表の内容
に７０点を配点します。
　 S、A、B、C、D の評価となります。
【学生の意見等からの気づき】
　予習をして、すべての講義に出席するのが、上達の第一歩です。
　授業評価（多摩大学の様式を使用したもの）では、この演習の全体的な教育
効果は、７段階評価（「全く効果的でない」を１、「一応効果的だ」を４、「き
わめて効果的である」を７と評価する。）のもとで、２の評価が１１％、４の
評価が２２％、５の評価が３３％、６の評価が３３％です（％の小数点未満
は四捨五入。2018 年度の春学期の数字。）
【学生が準備すべき機器他】
　使用しません。そのかわり、予習のための資料や参考資料を読んできて下
さい。
【その他の重要事項】
　オフィス・アワーも用意しています。別途、掲示でお伝えします。
【副題】
　会社法の研究.

【聴講について】
　聴講はできません。
【Outline and objectives】
Outline: The Study of Japanese Corporation Laws and Cases.
Objectives: To understand the invisible structure of corporate law.
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演習

堀井　雅道

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
子ども法・教育法とそれらに関する現代的課題について基礎的かつ応用的な
知識を習得するとともに理解を深める。子どもや教育に関する法制は、特に
教育や児童福祉をはじめとする行政や政策に密接に関連しており、「行政・公
共政策と法コース」における学びとして位置づけられる。
【到達目標】
本演習では子ども法及び教育法とそれに関する現代的課題について基礎的な
知識を習得するとともに、学生の主体的な研究や対話的な討議等を通じて理
解を深めることを目指す。また、その過程で研究や調査、報告の手法等につ
いて実践的に体得する。具体的な到達目標は以下の通りである。
①子ども法・教育法の現代的課題について興味や関心をもち適切な課題を設
定することができる。
②上記①の課題について、文献・資料等の購読を通じて子ども法・教育法に関
する知識を習得するとともに、独自のフィールドワーク調査等をもとに個人
もしくはグループごとに適切に発表することができる。
③上記②を受けてゼミ生が相互に意見交換を行い、理解を深めるとともに自
らの意見を表明することができる。
④上記をもとにして、懸賞論文及びゼミ報告書としてまとめることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
基本的には (1) グループ研究・発表と (2) 個人研究・発表などで構成する。
自分たちが設定した課題をもとにグループごとに研究を行う。グループ研究
では、設定した課題に関する文献・資料等をもとに基本的な知識を習得し、発
表と意見交換を通じて理解を深める。また、その過程では個人もしくはグルー
プでフィールドワーク調査等を行い、課題解決に向けて現実的、多角的な視
点で検討を行う。
その上で、これらの成果について学内の懸賞論文、年度末にはゼミ報告書と
してまとめる。
4 月 22 日（水）より開始する。初回は堀井が Youtube のライブ配信でガイ
ダンスを行い、以降は zoom 等を用いて行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ゼミナールガイダンス

（1）
教員・ゼミ生の意見交換と問題意識の
確認（１）自己紹介、指導体制と年間
計画等の確認

第 2 回 ゼミナールガイダンス
（2）

教員・ゼミ生の意見交換と問題意識の
確認（２）

第 3 回 ゼミナールガイダンス
（3）

研究グループの構成及び研究テーマの
設定

第 4 回 子ども法・教育法の特別
講義

子ども・教育をめぐる現代課題を例
に、子ども法・教育法の視点から講
義、意見交換

第 5 回 研究グループ基礎研究
（1）

研究グループの研究準備①グループに
おける課題検討

第 6 回 研究グループ基礎研究
（2）

研究グループの研究準備②グループと
教員との相談

第 7 回 グループ研究発表・検討
（1）

グループＡによる発表と意見交換、討
議

第 8 回 グループ研究発表・検討
（2）

グループＢによる発表と意見交換、討
議

第 9 回 グループ研究発表・検討
（3）

グループＣによる発表と意見交換、討
議

第 10 回 グループ研究発表・検討
（4）

グループＤによる発表と意見交換、討
議

第 11 回 グループ研究発表・検討
（5）

グループＡによる二次発表と意見交
換、討議

第 12 回 グループ研究発表・検討
（6）

グループＢによる二次発表と意見交
換、討議

第 13 回 グループ研究発表・検討
（7）

グループＣによる二次発表と意見交
換、討議

第 14 回 グループ研究発表・検討
（8）

グループＤによる二次発表と意見交
換、討議

第 15 回 秋期オリエンテーション 秋期の日程・運営体制等の確認、懸賞
論文の提出に向けた調整等

第 16 回 夏期休業中の研究成果報
告（1）グループＡ・Ｂ

グループＡ・Ｂによる最終発表と意見
交換

第 17 回 夏期休業中の研究成果報
告（2）グループＣ・Ｄ

グループＣ・Ｄによる最終発表と意見
交換

第 18 回 秋期の発表に向けて（1） 秋期の発表グループ分けと課題設定
第 19 回 秋期の発表に向けて（2） 秋期の発表グループ分けと課題設定
第 20 回 秋期発表に向けたグルー

プ準備（1）
グループＡ～Ｇ、秋学期の研究テーマ
の設定と予備的研究

第 21 回 秋期発表に向けたグルー
プ準備（2）

秋期の発表について教員、グループに
おける打ち合わせ

第 22 回 秋期発表 (1) 個人もしくはグループＡによる発表、
意見交換・討議

第 23 回 秋期発表 (2) 個人もしくはグループＢによる発表、
意見交換・討議

第 24 回 秋期発表 (3) 個人もしくはグループＣによる発表、
意見交換・討議

第 25 回 秋期発表 (4) 個人もしくはグループＤによる発表、
意見交換・討議

第 26 回 秋期発表 (5) 個人もしくはグループＥによる発表、
意見交換・討議

第 27 回 秋期発表 (6) 個人もしくはグループＦによる発表、
意見交換・討議。

第 28 回 秋期発表 (7) 個人もしくはグループＧによる発表、
意見交換・討議

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
所属する研究グループのテーマや課題について、日常的に子ども法や教育法に
関する文献や資料、新聞等から情報を収集すること。本授業の準備学習・復
習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
１．姉崎洋一・荒牧重人他編『ガイドブック教育法』三省堂、2015 年
２．荒牧重人・小川正人他編『新基本法コンメンタール教育関係法』日本評論
社、2015 年
３．教育六法（出版社は任意）最新年
【参考書】
『子どもの権利条約ガイドブック』（三省堂）、『子どもの権利研究』（日本評論
社）、『季刊教育法』（エイデル研究所）、日本教育法学会編『教育法の現代的争
点』（法律文化社）や『逐条解説子どもの権利条約』等を活用する。
【成績評価の方法と基準】
評価基準は以下の通りである。
①個人もしくはグループ研究において、子ども法・教育法に関する興味、関
心をふまえ、適切に課題を設定することができる。（20 ％）
②上記の課題について、文献・資料等を用いて基本的な知識とフィールドワー
ク調査等にもとづく成果をもとに発表することができる。（30 ％）
③発表をもとに、ゼミ生と討議や意見交換を行い、理解を深め、課題解決の
方向性を明らかにすることができる。（20 ％）
④上記の成果を懸賞論文やゼミ報告書としてまとめることができる。（30 ％）
以上をもとに、総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
学生主体でゼミを運営しており、2020 年度秋期は教育法を学ぶ上で教育学に
関する知識も必要との学生幹部からの発案から、子ども・教育に関わる映画・
映像作品等をもとにその紹介と子ども法・教育法における課題について、3・4
年生の混合によるグループをつくり発表と討議を行った。子どもや教育に関
わるテーマを扱い、理解を深めるために有意義な映画等が数多くあることを
知ることができた。
【学生が準備すべき機器他】
発表に際して情報機器（パソコン）を主に使用しますの。自身のパソコン・タ
ブレットや大学からの貸し出し用のものを持参してください。
【その他の重要事項】
特になし
【副題】
子ども法・教育法
【聴講について】
通年のゼミ活動（自主ゼミ、合宿を含む）に出席、参加できることが条件です。
【備考】
運営幹部（春期は 4 年生、秋期より 3 年生に交代）を中心にゼミの方針やス
ケジュールを決定します。特別な理由を除き、当然ながら「出席」が大前提
です。
【Outline and objectives】
Learning basic knowledge and deepening understanding about children
law and education law, their contemporary issues.
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演習

西田　幸介

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　行政法のゼミを選択する理由は様々であろうが、受講者には卒業時に「行
政法は十分に理解できた」、「行政法では誰にも負けない」などといえるよう
になってほしい。また、いかなる職業に就くにしても、プレゼンテーション
能力やコミュニケーション能力は欠くことができない。
　そこで、講義形式の授業では十分に理解できない行政法の制度や解釈を、具
体的な事例や判例の検討を通して、報告・討論形式で学ぶこととする。
　春学期は、具体的な事例を素材に行政法の基本的な事項を学ぶ（基礎編）。
秋学期は、受講者が行政法に関するテーマを各自で選択して、それに関して
検討する（テーマ研究）。いずれも、受講者の報告（発表）と討論によって授
業を進める。希望があれば、後期のテーマ研究については、報告集を作成し
たい。なお、適宜、受講者の意見を聞きながら、懇親会や合宿を実施したい
と考えている。
　この授業を通して、受講者は、行政法を深く修得すると同時に、大学生と
して必要なプレゼンテーション能力やコミュニケーション能力を身につける
ことが期待される。
【到達目標】
①行政法の基礎的事項について、他人に説明して理解させることができる。
②行政に関する紛争を処理する枠組みを提示することができる。
③明確で要領のいいプレゼンテーションを行うことができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　一般的な演習形式による。すなわち、受講者による報告と討論を中心とする。
　リアルタイムのオンライン授業を基本としつつ、新型コロナウイルスの感
染状況に応じて、可能であれば、対面授業を実施する。ただし、対面授業を
実施する場合でも、インターネットを利用して受講者が自宅等の教室外でも
受講が可能なように配慮する。
　少人数の演習形式で授業を実施するため、授業内の発表に対するフィード
バックは、毎回、授業内で口頭により行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 年間計画

参考書の提示
報告分担の決定

第 2 回 事例１住民票の職権消除
（１）

基礎事項の報告

第 3 回 事例１住民票の職権消除
（２）

弁護士チームの報告

第 4 回 事例１住民票の職権消除
（３）

公務員チームの報告

第 5 回 事例２市民会館使用許可
の取消処分（１）

基礎事項の報告

第 6 回 事例２市民会館使用許可
の取消処分（２）

弁護士チームの報告

第 7 回 事例２市民会館使用許可
の取消処分（３）

公務員チームの報告

第 8 回 事例３医師試験の受験資
格認定（１）

基礎事項の報告

第 9 回 事例３医師試験の受験資
格認定（２）

弁護士チームの報告

第 10 回 事例３医師試験の受験資
格認定（３）

公務員チームの報告

第 11 回 事例４墓地の経営許可
（１）

基礎事項の報告

第 12 回 事例４墓地の経営許可
（２）

弁護士チームの報告

第 13 回 事例４墓地の経営許可
（３）

公務員チームの報告

第 14 回 春学期のまとめ
秋学期の授業について

反省会
秋学期の授業の進め方

第 15 回 事例６水道水源保護条例
（１）

基礎事項の報告

第 16 回 事例６水道水源保護条例
（２）

公務員チームの報告

第 17 回 事例６水道水源保護条例
（３）

弁護士チームの報告

第 18 回 テーマの設定（１） テーマ設定の方法
グループ分け

第 19 回 テーマの設定（２） 各グループでのテーマ設定
第 20 回 研究報告Ａ（１） （３年生）テーマ設定の理由、行政法

体系における位置づけ、取組み方等
第 21 回 研究報告Ａ（２） （３年生）テーマ設定の理由、行政法

体系における位置づけ、取組み方等
第 22 回 研究報告Ｂ（１） （４年生）グループ研究に基づく報告

（2017 年度からの継続）
第 23 回 研究報告Ｂ（２） （４年生）グループ研究に基づく報告

（2017 年度からの継続）
第 24 回 研究報告Ｂ（３） （４年生）グループ研究に基づく報告

（2017 年度からの継続）
第 25 回 研究研究Ｃ（１） （３年生）グループ研究に基づく報告
第 26 回 研究研究Ｃ（２） （３年生）グループ研究に基づく報告
第 27 回 研究研究Ｃ（３） （３年生）グループ研究に基づく報告
第 28 回 秋学期のまとめ

次年度の授業について
反省会
次年度の授業の進め方

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　グループごとに与えられた課題や選択したテーマについて研究し、報告の
用意をする。また、報告に当たっていない場合でも、報告される内容につい
て予習をする。また、自主的にサブゼミを実施する。
　本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
宇賀克也『行政法』2018 年、第 2 版、有斐閣
【参考書】
　演習であるので、各自が探すことが望ましいため、指定しない。
【成績評価の方法と基準】
　報告、討論への参加により評価する（平常点 100%）。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　インターネット環境だけでなく、パソコン、タブレット、スマートフォン
など、インターネットの利用が可能な情報機器の準備が必須である。スマー
トフォンのみでも受講が可能なように配慮する。
【副題】
行政法
【聴講について】
不可
【Outline and objectives】
In this course, the students learn Administrative Law by presentations
and discussions. They have to study themes or subjects decided by
the teacher or themselves, and in class give the presentations and
take discussions about these. In the spring term, case studies about
Administrative Law are taken up. The students need to read the facts
in cases, refer to some courts’ decisions, and answer some questions.
In the fall term, the students in 6th semester will decide themes by
themselves, and then research about these. In same term, the students
in 8th semester will give presentations about their themes that have
decided at last year, and write papers on these.
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田中　佐代子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
国際法文献講読
「国際社会と法コース」を中心に、全コースにまたがる少人数ゼミである。
国際法の基礎的かつ重要な文献を講読し、現代国際法上の諸問題に対する理
解を深める。
【到達目標】
中央集権機関を欠く国際社会の法である国際法は、その定立・適用・執行い
ずれの側面についても国内法と大きく異なり、分権性、多元性を特徴とする。
ここに国際法の複雑さと面白さがあり、それを具体的に理解することが目標
である。
同時に、文献を正確に理解する力、関連する情報を収集し調査を行う力、自
身の見解を的確に伝える力、議論する力を養うための訓練の場としたい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
初回は Zoom を用いてリアルタイムオンライン授業を行う（事前の指示は、
学習支援システム上もしくは受講者へのメールで行う）。二回目以降は、感染
状況や受講生の意向等をふまえて、対面授業を実施するか、Zoom リアルタイ
ムオンライン授業を継続するか、決定する。
学生に対するフィードバックは、授業中のコメント等により行う。授業時間
中以外の質問については、メール等で対応する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 演習概要の説明と報告者

の決定
演習の進め方、参考文献等について説
明し、各回の報告担当者を決定する

第 2 回 図書館での専門演習ガイ
ダンス

図書館・オンラインデータベースでの
調査方法を学ぶ

第 3 回 報告と討論（１） 報告担当者からの報告と全員での討論
（１）

第 4 回 報告と討論（２） 報告担当者からの報告と全員での討論
（２）

第 5 回 報告と討論（３） 報告担当者からの報告と全員での討論
（３）

第 6 回 報告と討論（４） 報告担当者からの報告と全員での討論
（４）

第 7 回 報告と討論（５） 報告担当者からの報告と全員での討論
（５）

第 8 回 報告と討論（６） 報告担当者からの報告と全員での討論
（６）

第 9 回 報告と討論（７） 報告担当者からの報告と全員での討論
（７）

第 10 回 報告と討論（８） 報告担当者からの報告と全員での討論
（８）

第 11 回 報告と討論（９） 報告担当者からの報告と全員での討論
（９）

第 12 回 報告と討論（１０） 報告担当者からの報告と全員での討論
（１０）

第 13 回 報告と討論（１１） 報告担当者からの報告と全員での討論
（１１）

第 14 回 春学期のまとめ 復習、各自の今後の課題の確認
第 15 回 秋学期初回打ち合わせ 報告担当者の決定
第 16 回 報告と討論（１２） 報告担当者からの報告と全員での討論

（１２）
第 17 回 報告と討論（１３） 報告担当者からの報告と全員での討論

（１３）
第 18 回 報告と討論（１４） 報告担当者からの報告と全員での討論

（１４）
第 19 回 報告と討論（１５） 報告担当者からの報告と全員での討論

（１５）
第 20 回 報告と討論（１６） 報告担当者からの報告と全員での討論

（１６）
第 21 回 報告と討論（１７） 報告担当者からの報告と全員での討論

（１７）
第 22 回 報告と討論（１８） 報告担当者からの報告と全員での討論

（１８）

第 23 回 報告と討論（１９） 報告担当者からの報告と全員での討論
（１９）

第 24 回 報告と討論（２０） 報告担当者からの報告と全員での討論
（２０）

第 25 回 報告と討論（２１） 報告担当者からの報告と全員での討論
（２１）

第 26 回 報告と討論（２２） 報告担当者からの報告と全員での討論
（２２）

第 27 回 報告と討論（２３） 報告担当者からの報告と全員での討論
（２３）

第 28 回 まとめ 一年間の総括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
受講者は毎回、文献の指定された範囲について予習してくる。報告担当者は、
事前に報告用レジュメを作成する。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする（ただし、これはあく
までごく一般的な標準であり、各回の内容や報告の割当て等により大きく異
なることがある）。
【テキスト（教科書）】
田高寛貴ほか『リーガル・リサーチ＆リポート』（第二版、有斐閣、2019 年）。
ただし、3 月までの教科書類の出版状況等に鑑みて変更の可能性があるため、
テキストは初回授業での説明の後に購入されたい。
そのほか講読対象とする文献は受講者の希望を考慮しつつ決定する。
【参考書】
開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
平常点による（100 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【副題】
国際法
【聴講について】
正規の受講者と同様に報告を担当し討論に参加できる学生のみ聴講を認める。
聴講を希望する者は開講前に担当教員に相談すること。
【Outline and objectives】
This seminar provides participants with a solid understanding on the
contemporary problems of international law. Participants are expected
to explore various international law literatures.
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青柳　由香

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習では、経済法を対象として、市場における事業者らの活動を規律する
ルールにいかなるものがあるか、またどのような機能・意義を有しているか
を、演習の形を通じて理解することを目的とする。
【到達目標】
独占禁止法の基本概念を習得している。
事業者による競争制限的行為により、市場における競争が制限されるメカニ
ズムについて十分に理解している。
事業活動における「公正な競争」のあり方及びその必要性について十分に理
解している。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
判例・審決例や論文を題材に、受講生による報告とそれに対する質疑応答を
中心に、経済法に対する理解を深める。受講生による報告は、グループによ
るもの個人によるものを予定する。
【遠隔授業の実施について】
オンラインでの開講を原則とする。社会的な状況に鑑みて可能であれば対面
でのゼミを実施する。その場合、ゼミ生の意向を考慮する。授業内での議論
を通じて、フィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロ 春学期の演習の目的の確認。経済法の

外観について。報告事例の担当決め。
第 2 回 判例報告準備１ 判例等の報告の準備を実施する。
第 3 回 判例報告１ 判例等を報告する。
第 4 回 判例報告２ 判例等を報告する。
第 5 回 判例報告３ 判例等を報告する。
第 6 回 判例報告４ 判例等を報告する。
第 7 回 判例報告５ 判例等を報告する。
第 8 回 判例報告６ 判例等を報告する。
第 9 回 判例報告７ 判例等を報告する。
第 10 回 判例報告８ 判例等を報告する。
第 11 回 判例報告９ 判例等を報告する。
第 12 回 判例報告１０ 判例等を報告する。
第 13 回 判例報告１１ 判例等を報告する。
第 14 回 総括 春学期における本演習のテーマ全体を

概観し、通底する問題を検討する
第 15 回 イントロ 秋学期の授業の目的等の確認。判例の

担当決め。
第 16 回 判例報告１２ 判例等を報告する。
第 17 回 判例報告１３ 判例等を報告する。
第 18 回 判例報告１４ 判例等を報告する。
第 19 回 判例報告１５ 判例等を報告する。
第 20 回 判例報告１６ 判例等を報告する。
第 21 回 判例報告１７ 判例等を報告する。
第 22 回 判例報告１８ 判例等を報告する。
第 23 回 判例報告１９ 判例等を報告する。
第 24 回 判例報告２０ 判例等を報告する。
第 25 回 判例報告２１ 判例等を報告する。
第 26 回 判例報告２２ 判例等を報告する。
第 27 回 判例報告２３ 判例等を報告する。
第 28 回 総括 秋学期における本演習のテーマ全体を

概観し、通底する問題を検討する
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
判例・審決例や論文の報告のために準備をする必要があるので、まとまった
時間の学習が求められる。
本授業の準備・復習時間は、各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
岸井大太郎他『経済法』（有斐閣、第 9 版、2020 年）2970 円
金井貴嗣ほか『経済法判例・審決百選（第 2 版）』（有斐閣、2017 年）3080 円
【参考書】
授業中に適切な参考文献を紹介する。

【成績評価の方法と基準】
報告・レポート 60 ％、質疑応答・平常点 40 ％。報告は教場で実施すること
を予定している。実施が困難な場合は、やむを得ず報告の方法を変更する。
積極的に質疑応答に参加してください。遠隔授業においては、掲示板等にお
けるやり取りにもぜひ参加してください。
【学生の意見等からの気づき】
受講生の協力
【Outline and objectives】
The purpose of this seminar is to understand the rules that govern the
activities of business operators in the market and what their functions
and roles.
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髙橋　滋

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
Ⅰ「行政・公共政策と法コース」に属する行政法に関する文献の講読、判例の
分析を通じて、①法律文献の読解の能力、②判例分析の能力を磨き、究極的
には、③法的な思考能力の修得を目指す。
Ⅱ少人数のクラスにおいて、参加学生による報告・討論を中心とした演習を行
うことを通じて、①主体的に論理的に思考できる能力、②他者との間で理性的
な対話を行う作法、③集団に積極的に参加し、意見を交流できる力等を養う。
【到達目標】
Ⅰ知識面
①他の講義等により与えられた行政法に関する必要な知識を再確認し、各種
試験の短答試験に対応できる程度の知識を定着させる。
②さらに進んで、行政上の紛争解決、公務の遂行等に不可欠となる重要な行
政法令、重要な行政判例 (事実関係・判旨) の概要についても、確実な知識を
身に付ける。
Ⅱ能力面
①法律文献の読解ができる能力を養う。併せて、最高裁判所をはじめとする
裁判例の論理が理解できる能力を身に付ける。
②特に、上級審で結論が変更された事案等につき、事実関係や当事者の攻撃
防御を踏まえて展開される判決の論理、特に、最高裁判所が採用した法的な
論理を追うことにより、法的思考能力を修得する。
③少人数のディスカッションの中で、自らの意見を論理的に組み立て、相手方
と理性的に対話し、集団の中で的確に議論を組織・構築する能力を修得する。
④ 20,000 字程度の卒業論文を執筆しあるいは卒業発表を作成することを通
じ、必要とされる材料を主体的に収集し、論理的かつ平易な文章を作成でき
る能力を修得する。ただし、30 枚程度のスライドを Power Point を用いて
作成し、卒業研究として、卒業論文に代替することを認める。
⑤また、学年末試験最終日に卒論発表会を行い、社会人として必要なプレゼ
ンテーションに係る最低限の知識・経験の取得を目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
Ⅰ　基本的に２年間のサイクルを想定して、演習を実施する。
Ⅱ　３年次には、報告者あるいは報告班を決めた上で、著名な最高裁判例に
ついて、判例の分析を共同で実施する。その他の時間は教科書の輪読と討議
に充てる。
Ⅲ４年次には、３年次の学生の学習を補助しつつ、卒論あるいは卒業発表の
作成作業を行う。
Ⅳ　学生の希望に応じ、毎年度、２か所程度の見学会 (行政官庁、地方公共団
体、裁判所等) の実施を検討する (２０２１年度は後半に実施予定)。
Ⅴ　学生の希望に応じ、毎年夏に１泊程度の合宿を実施することも検討する。
報告・討論の形式で学生へのフィードバックは確実に実施される。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 演習の進め方、報告の割り当て
第 2 回 行政法教科書輪読（1） 行政法教科書の輪読 (１)
第 3 回 行政法教科書輪読（２） 行政法教科書の輪読 (２)
第 4 回 行政判例報告 (１) 行政判例報告 (１)
第 5 回 行政判例報告 (２) 行政判例報告 (２)
第 6 回 行政判例報告 (３) 行政判例報告 (３)
第 7 回 行政法教科書輪読 (３) 行政法教科書輪読 (３)
第 8 回 行政法教科書輪読 (４) 行政法教科書輪読 (４)
第 9 回 行政法教科書輪読 (５) 行政法教科書輪読 (５)
第 10 回 行政法教科書輪読 (６) 行政法教科書輪読 (６)
第 11 回 行政判例報告 (４) 行政判例報告 (４)
第 12 回 行政判例報告 (５) 行政判例報告 (５)
第 13 回 行政判例報告 (６) 行政判例報告 (６)
第 14 回 卒論報告 (４年) 卒論報告 (４年生) 第１回報告
第 15 回 行政法見学会及び準備

(１)
行政法見学会の準備 (その１）

第 16 回 行政法見学会及び準備
(２)

行政法見学会の準備 (その２）

第 17 回 行政法見学会及び準備
(３)

行政法見学会

第 18 回 行政法教科書輪読 (７) 行政法教科書輪読 (７)
第 19 回 行政法教科書輪読 (８) 行政法教科書輪読 (８)
第 20 回 行政判例報告 (１) 行政判例報告 (１)

第 21 回 行政判例報告 (２) 行政判例報告 (２)
第 22 回 行政判例報告 (３) 行政判例報告 (３)
第 23 回 卒論・卒業研究のテーマ

選択
卒論・卒業研究のテーマ選択（３年生）

第 24 回 卒論・卒業研究の報告 卒論・操業研究の報告・中間報告 (４
年生)

第 25 回 行政判例報告 (４) 行政判例報告 (４)
第 26 回 行政判例報告 (５) 行政判例報告 (５)
第 27 回 行政判例報告 (６) 行政判例報告 (６)
第 28 回 卒論・卒業研究の自由相

談 (３年生)・卒論・卒業
研究の仮提出 (４年生)

卒論・卒業研究の自由相談（３年生)
卒論・卒業研究仮提出 (４年生）

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参加者に対しては、テーマに即して、適宜、準備をし、ゼミにおいて積極的に
発言することが求められる。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
報告・討論の形式で学生へのフィードバックは確実に実施される。
【テキスト（教科書）】
髙橋滋『行政法 (第 2 版)』(弘文堂、2018 年) 　 3,500 円
宇賀＝交告＝山本『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ〈第 7 版〉』(有斐閣、2017 年) 　各
2,484 円
【参考書】
参考文献は、各回につき事前に指示する。
【成績評価の方法と基準】
Ⅰ報告の内容 (５０%)
必要な文献を丁寧に読解しているか。文献・判例の整理は適切か。全体のつ
ながり、項目立ては整理されたものとなっているか。収集した材料、分析の
題材に即して、自らの考えが的確にまとめられているか。教員及び他の参加
者の質問に的確に答えられているか。全体の議論を報告者の立場から的確に
導くことができているか。
Ⅱ準備の内容 (５０%)
シラバスの指示、各回の教員の指示に即して適切に事前の準備がされている
か。積極的に発言できているか。他者と論理的に対話ができているか。集団
の議論を的確に組織し、リードできているか。
Ⅲ卒業論文
卒業論文は任意であるため、成績評価の対象外である。
【学生の意見等からの気づき】
ゼミについては、学生の意見を踏まえ、常に内容等の再検討を行ってきている。
【学生が準備すべき機器他】
参照すべき行政法規がミニ六法には掲載されていないこともあるので、法令
データベースを参照できる情報機器 (無線 LAN の接続が可能な PC、スマー
トフォーン等) を持参することが望ましい。
【その他の重要事項】
法科大学院志望者・公務員試験受験者の聴講は、毎回出席の要件を充たすこ
とを確約した者のみ認める。
【Outline and objectives】
This seminar is supposed to have two major steps for each grades. At
third grade, students will analyze some cases of administrative law and
report famous cases at the Supreme Court. At fourth grade, students
will write the thesis while helping third-grade students.
This seminar is for course of administrative-public policy and law.
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金子　匡良

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この演習では、憲法に関するテーマに沿って、関連する法令・判例・学説等を
各自が調べ、それらを土台にして自分なりの見解をまとめ、他の履修者と議
論を行うことによって、憲法に対する理解を深めることを目的とする。本演
習は「裁判と法コース」「行政・公共政策と法コース」に位置づけられる。
【到達目標】
①法令・判例・学説の検索方法及び読解方法を習得する。
②法的な論理に則って自分の見解をまとめ、それを提示する能力を習得する。
③他の参加者と法的な議論を交わす能力を習得する。
④上記①②③を通じて、憲法に対する理解を深める。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
毎回、1～2 名の報告者を指名し、その報告者が与えられたテーマについて報
告し、自らの見解を提示した上で、参加者全員で討議を行う。原則として対
面方式で授業を行う予定であるが、受講者の意向および感染状況によっては、
ZOOM などを用いたオンライン形式に変更することもある。
報告に対するコメントなどは、原則としてゼミの時間中にフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 演習の進め方等について説明する。
第 2 回 ガイダンス① 法令・判例・学説の調べ方について学

ぶ。
第 3 回 ガイダンス② レジュメの作り方、報告の仕方等につ

いて学ぶ
第 4 回 テーマ① テーマ①に関する報告と討論
第 5 回 テーマ①（続き） テーマ①に関する報告と討論の続き
第 6 回 テーマ② テーマ②に関する報告と討論
第 7 回 テーマ②（続き） テーマ②に関する報告と討論の続き
第 8 回 テーマ③ テーマ③に関する報告と討論
第 9 回 テーマ③（続き） テーマ③に関する報告と討論の続き
第 10 回 テーマ④ テーマ④に関する報告と討論
第 11 回 テーマ④（続き） テーマ④に関する報告と討論の続き
第 12 回 テーマ⑤ テーマ⑤に関する報告と討論
第 13 回 テーマ⑤（続き） テーマ⑤に関する報告と討論の続き
第 14 回 春学期のまとめ 再報告・補足報告及び全体のまとめ
第 15 回 オリエンテーション 秋学期のテーマ及び報告者の決定
第 16 回 テーマ⑥ テーマ⑥に関する報告と討論
第 17 回 テーマ⑥（続き） テーマ⑥に関する報告と討論の続き
第 18 回 テーマ⑦ テーマ⑦に関する報告と討論
第 19 回 テーマ⑦（続き） テーマ⑦に関する報告と討論の続き
第 20 回 テーマ⑧ テーマ⑧に関する報告と討論
第 21 回 テーマ⑧（続き） テーマ⑧に関する報告と討論の続き
第 22 回 テーマ⑨ テーマ⑨に関する報告と討論
第 23 回 テーマ⑨（続き） テーマ⑨に関する報告と討論の続き
第 24 回 テーマ⑩ テーマ⑩に関する報告と討論
第 25 回 テーマ⑩（続き） テーマ⑩に関する報告と討論の続き
第 26 回 テーマ⑪ テーマ⑪に関する報告と討論
第 27 回 テーマ⑪（続き） テーマ⑪に関する報告と討論の続き
第 28 回 秋学期のまとめ 再報告・補足報告及び全体のまとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
報告者は、与えられた報告テーマに関する法令・判例・学説を丹念に調べ、そ
れをレジュメにまとめて報告の準備をしてくる。報告者以外の受講者も、必
要な情報を収集し、テーマに関する疑問点や質問事項、自分なりの見解等を
考えておくこと。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
なし。
【参考書】
適宜指示する。
【成績評価の方法と基準】
報告の内容（80 ％）及び討論への寄与度（20 ％）を総合して評価する。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。

【副題】
憲法をめぐる諸問題の探究
【聴講について】
聴講可。ただし、事前に担当教員に相談すること。
【Outline and objectives】
In this seminar, to deepen understanding the Japanese Constitution,
each student examines statutes,precedents or academic theories
concerning the given theme, compile own opinion, and based on them
discuss with the other participants.
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演習

國分　典子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
日本国憲法についての基本的な論点を学ぶとともに、比較憲法的な観点から
憲法とは何か、国家とは何かを考えます。個別テーマについての報告を聞き、
参加者で議論します。前期には、判例研究を通して日本国憲法の基本的な論
点を扱い、後期には、アジア地域の憲法にも注意を向け、比較法的な視点か
ら主に統治機構の問題を扱います。「行政・公共政策と法」コースと「国際社
会と法」コースに位置づけられる内容です。
【到達目標】
憲法の基本的な論点を理解することを目標とします。また日本の憲法または
日本の国家のあり方について、アジアないし国際社会の中で客観的に考えら
れる力を養うことを目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
最初に、報告のしかたについてのガイダンスを行った後、テーマの選択と報
告の順番を決め、レポーター形式で進めます。レポーターは、レジュメを用
意してください。
授業では、レポーターの報告のあと、参加者で議論を行い、最後に担当教員
から全体の講評を行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 一年間のスケジュールを確認し、ゼミ

の進め方、報告者のグループ分けなど
を行います。

第 2 回 報告とレジュメのまとめ
方

報告の準備のしかたについてのガイダ
ンスを行います。

第 3 回 判例の読み方 最近の違憲審査判決を読んでみます。
第 4 回 個別テーマ（１） レポーターによる報告
第 5 回 前回のテーマについての

議論
前回の論点いついての検討

第 6 回 個別テーマ（２） レポーターによる報告
第 7 回 前回のテーマについての

議論
前回の論点についての検討

第 8 回 個別テーマ（３） レポーターによる報告
第 9 回 前回のテーマについての

議論
前回の論点についての検討

第 10 回 個別テーマ（４） レポーターによる報告
第 11 回 前回のテーマについての

議論
前回の論点についての検討

第 12 回 個別テーマ（５） レポーターによる報告
第 13 回 前回のテーマについての

議論
前回の論点についての検討

第 14 回 これまでのまとめ これまでの総括と後期の予定の確認
第 15 回 後期のテーマの確認と割

り当て
後期のテーマの選定と担当者の決定

第 16 回 個別テーマ（６） レポーターによる報告
第 17 回 前回のテーマについての

議論
前回の論点についての検討

第 18 回 個別テーマ（７） レポーターによる報告
第 19 回 前回のテーマについての

議論
前回の論点についての検討

第 20 回 個別テーマ（８） レポーターによる報告
第 21 回 前回のテーマについての

議論
前回の論点についての検討

第 22 回 個別テーマ（９） レポーターによる報告
第 23 回 前回のテーマについての

議論
前回の論点についての検討

第 24 回 個別テーマ（１０） レポーターによる報告
第 25 回 前回のテーマについての

議論
前回の論点についての検討

第 26 回 個別テーマ（１１） レポーターによる報告
第 27 回 前回のテーマについての

議論
前回の論点ついての検討

第 28 回 まとめ 一年を振り返っての検討

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定したテーマについての資料をあらかじめ読み、活発な議論ができるよう
に準備します。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
資料については、最初の授業で説明します。
【参考書】
参考書についてはそのつど必要に応じて説明します。
【成績評価の方法と基準】
レポーターとしての報告６０点、毎回の演習の際の積極的な議論への参加と
そのための準備の程度（４０点）の計１００点で評価します。
【学生の意見等からの気づき】
参加者がきちんと準備してゼミに臨めるよう工夫したいと思います。
【その他の重要事項】
具体的な進め方については、受講生との話し合いで変更する可能性があります。
【Outline and objectives】
In the spring term, we will focus some fundamental issues of Japanese
Constitution through case studies. In the fall term, we will turn
off attention to the Asian Constitution, and focus mainly on issues
of government institutions in terms of comparative perspectives of
constitution.
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演習

田中　開

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
刑事法の諸問題。
全てのコースに配置される分野の少人数ゼミナールである。
【到達目標】
参加学生が刑事法の基本的な諸問題につき理解を深めることを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
刑事法の基本的問題につき、学生の希望に応じて担当者を決め、各回、担当学
生の報告、参加学生全員による討論、及び教員による指導を行う。なお、裁
判傍聴や法律事務所の訪問等も実施する予定である。
なお、新型コロナウイルスの影響で、当分の間は Zoom を用いて、リモート
授業を行う予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 授業の概要の紹介等 授業の概要につき説明し、各回の担当

者を決定する
2 刑事法の諸問題１ 正当防衛
3 刑事法の諸問題２ 責任能力（心神喪失・心神耗弱）
4 刑事法の諸問題３ 錯誤
5 刑事法の諸問題４ 共謀共同正犯
6 刑事法の諸問題５ 間接正犯
7 刑事法の諸問題６ ＧＰＳ捜査
8 刑事法の諸問題７ 通信の傍受
9 刑事法の諸問題８ 証人の保護
10 刑事法の諸問題９ 取調べの録音・録画
11 刑事法の諸問題１０ 合意制度と刑事免責制度
12 刑事法の諸問題１１ 裁判員制度
13 刑事法の諸問題１２ 刑事裁判の流れ。傍聴の仕方・注意事

項。
14 裁判傍聴 東京地裁において裁判傍聴を行う
15 刑事法の諸問題１３ 窃盗罪
16 刑事法の諸問題１４ 脅迫罪
17 刑事法の諸問題１５ 公務執行妨害罪
18 刑事法の諸問題１６ 公務員の汚職事件
19 刑事法の諸問題１７ 放火罪
20 刑事法の諸問題１８ サイバー犯罪
21 刑事法の諸問題１９ ストーカー対策
22 刑事法の諸問題２０ テロ等準備罪と捜査
23 刑事法の諸問題２１ ちかん冤罪
24 刑事法の諸問題２２ 賭博罪
25 刑事法の諸問題２３ 少年法の改正
26 刑事法の諸問題２４ 少年非行・少年犯罪
27 刑事法の諸問題２５ 死刑制度
28 刑事法の諸問題２６ 刑務所における処遇
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキスト、参考文献をよく読むほか、関連判例を判例百選、判例タイムズ、判
例時報などで調べておくこと。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標
準とします。
【テキスト（教科書）】
開講時に指示する。
【参考書】
必要に応じ、指示する。
【成績評価の方法と基準】
報告、討論の状況を勘案して評価する（平常点１００％）。
【学生の意見等からの気づき】
より一層、自由闊達な意見交換ができるような雰囲気を作り出すべく、授業
の改善を図りたい。
【Outline and objectives】
Seminar.
Problems of Criminal Law.
Students are required to report and discuss problems of criminal law
they are interested in.

LAW200AB

演習

安東　美和子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
犯罪を処罰する法に関連する諸問題につき，理解を深めるための少人数のゼ
ミナールである。
全てのコースに属する内容を含む。
【到達目標】
犯罪を処罰する法に関連する諸問題（手続法が中心であるが，それ以外の法
分野や，犯罪学・刑事政策等，広く犯罪や処罰に関する問題全般を扱う。）に
つき，理解を深め，広く社会的政策的視野から論じられる力を身に付けるこ
とが目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
授業方法は，本学の行動方針にしたがうが，少人数の演習であるので，行動
制限レベル 2 以上の場合，原則として対面授業とオンライン授業（Zoom）を
併用するハイフレックス型で行う。
春学期冒頭の第１回及び秋学期冒頭の第 15 回は，下記の授業計画のとおり，
教員が犯罪を処罰する法に関連する諸問題について概観し、今後のテーマ及
び報告担当者の決定を行う。なお，この決定に当たっては，受講生の自主性
を尊重する。
第 2～14，16～28 回は，犯罪を処罰する法に関連するテーマについて，報告
担当者が研究して作成したレジュメに基づき報告を行った上、受講生間で議
論する方法により行う。学生からの質問や課題等に対するフィードバックは、
授業内に適宜行う。
刑事関係の施設（刑務所，裁判所，検察庁等）見学の校外学習については，新
型コロナウィルス感染状況により実施するかどうかを決めていきたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
第 1 回 報告テーマの決定等 犯罪を処罰する法に関連する諸問題に

ついて概観し、春学期中の第 2 回から
第 14 回までの報告回のテーマと報告
担当者を決定する。

第 2 回 報告１ 決定されたテーマに沿って報告担当者
が報告し、受講生間で議論する。

第 3 回 報告２ 同上
第 4 回 報告３ 同上
第 5 回 報告４ 同上
第 6 回 報告５ 同上
第 7 回 報告６ 同上
第 8 回 報告７ 同上
第 9 回 報告８ 同上
第 10 回 報告９ 同上
第 11 回 報告１０ 同上
第 12 回 報告１１ 同上
第 13 回 報告１２ 同上
第 14 回 報告１３ 同上
第 15 回 報告テーマの決定等 犯罪を処罰する法に関連する諸問題に

ついて概観し、秋学期中の第 16 回か
ら第 28 回までの報告テーマと報告担
当者を決定する。

第 16 回 報告１４ 決定されたテーマに沿って報告担当者
が報告し、受講生間で議論する。

第 17 回 報告１５ 同上
第 18 回 報告１６ 同上
第 19 回 報告１７ 同上
第 20 回 報告１８ 同上
第 21 回 報告１９ 同上
第 22 回 報告２０ 同上
第 23 回 報告２１ 同上
第 24 回 報告２２ 同上
第 25 回 報告２３ 同上
第 26 回 報告２４ 同上
第 27 回 報告２５ 同上
第 28 回 報告２６ 同上
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
報告担当者は、関連文献を調査し、レジュメを作成し，報告及びその後の議
論の準備を行うこと。報告担当者以外の受講生は，事前に配付されるレジュ
メを読んで議論に備えること。
本授業の準備学習・復習時間は各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
各自が使っている刑法，刑事訴訟法，刑事政策等のテキスト
【参考書】
そのつど指示する。
【成績評価の方法と基準】
平常点 100 ％
内訳は、報告　 60 ％、討論への参加・寄与　 40 ％
【学生の意見等からの気づき】
引き続き刑事訴訟実務を踏まえた授業を行っていきたい。
【学生が準備すべき機器他】
Zoom に接続できる電子機器
【Outline and objectives】
In this course, students learn various kind of problems about laws and
practices in criminal justice.

LAW200AB

演習

今井　猛嘉

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：8 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
刑法の基本原理を具体的に理解すること。
本科目は「裁判と法コース」にあげられるような、刑法についての理解を深
める内容である。
【到達目標】
判例を自分で検索し、理解できるように、自学自習の習慣をつけること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　法の解釈・立法に関係する近時の重要問題を取り上げ、検討を加える。検
討の素材は多岐にわたるが、刑法総論・各論の各分野から、できるだけ多く
の、かつタイムリーな論点を取り上げる。
学生からの質問には、基本的には講義中に対応し、疑問点を残させないよう
に留意する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
第 1 回 刑法総論① 構成要件論（序論）
第 2 回 刑法総論② 構成要件論（行為論）
第 3 回 刑法総論③ 構成要件論（因果関係論）
第 4 回 刑法総論④ 構成要件論（不作為犯論、その他）
第 5 回 刑法総論⑤ 違法性論（序論）
第 6 回 刑法総論⑥ 違法性論（正当防衛）
第 7 回 刑法総論⑦ 違法性論（緊急避難）
第 8 回 刑法総論⑧ 違法性論（その他の正当化事由）
第 9 回 刑法総論⑨ 責任論（序論）
第 10 回 刑法総論⑩ 責任論（故意論）
第 11 回 刑法総論⑪ 責任論（過失論）
第 12 回 刑法総論⑫ 責任論（錯誤論）
第 13 回 刑法総論⑬ 共犯論（序論）
第 14 回 刑法総論⑭ 共犯論（共同正犯）
第 15 回 刑法総論⑮ 共犯論（教唆、幇助）
第 16 回 刑法総論⑯ 共犯論（共犯の錯誤）
第 17 回 刑法総論⑰ 共犯論（共犯関係からの離脱１）
第 18 回 刑法総論⑱ 共犯論（共犯関係からの離脱２）
第 19 回 刑法各論① 個人的法益に関する罪（殺人罪等）
第 20 回 刑法各論② 個人的法益に関する罪（傷害罪等）
第 21 回 刑法各論③ 個人的法益に関する罪（名誉毀損罪等）
第 22 回 刑法各論④ 個人的法益に関する罪（住居侵入罪等）
第 23 回 刑法各論⑤ 社会的法益に関する罪（放火罪）
第 24 回 刑法各論⑥ 社会的法益に関する罪（文書偽造罪１）
第 25 回 刑法各論⑦ 社会的法益に関する罪（文書偽造罪２）
第 26 回 刑法各論⑧ 社会的法益に関する罪（その他の罪）
第 27 回 刑法各論⑨ 国家的法益に関する罪（賄賂罪１）
第 28 回 刑法各論⑩ 国家的法益に関する罪（賄賂罪２）
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各自による学習本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
刑法判例百選（総論）
刑法判例百選（各論）
【参考書】
西田典之「刑法総論」、「刑法各論」
山口　厚「刑法総論」、「刑法各論」
【成績評価の方法と基準】
平常点とレジュメの提出による。
【学生の意見等からの気づき】
時事問題に関する解説を増やしたい。
【副題】
刑法
【聴講について】
新年度第 1 回目のセミナーへの出席を許可する。
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【Outline and objectives】
In this seminar,the participants will discuss many recent issued related
to the criminal law as well as criminal procedure law.
In doing so,they are required to deepen their understanding to the
criminal law in the broader scense.
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演習

須藤　純正

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
刑事法演習である。民法と交錯するホワイトカラー犯罪をはじめとして色々
な刑事事件の具体的裁判例を素材とし、例えば公務員へのお歳暮の付け届け
は贈賄罪になるか否などの論点についてディベート形式で検討する。判例は
有罪と無罪の判断が分かれるようなきわどい事例やユニークであったり、あ
る意味議論して面白いものを積極的に取り上げたい。
【到達目標】
刑法への理解を深め、事実認定（証拠に基づいて判決の基礎となる事実を認
定する）や法律の適用についての直観力・応用力を身につける。
ゼミに入った当初は、「なんとなくこう思います。」とか、自分の常識（偏見？）
からの根拠のあいまいな直感的な意見の発表でも全く差し支えない。回数を
重ねるごとに先輩やほかの学生の意見を聴き、自分とはことなる視点や自分の
発言の足りない部分に気づいていき、「Ａという理由だからＢだと思います」
と自分の意見を論理的に話すことができるようになる。論理的思考力を高め、
複雑な状況下でも正しい判断が下せるようなり、自分と考えの異なる人を説
得するスキルを身につけることが到達目標となる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　判例を素材とした討論は、各週ごとに通常 2 人でテーマをレジュメにまと
めて発表した後、争点についての各人の見解により、有罪・無罪の 2 チームに
分かれて討論を行う。グループ内での議論を踏まえてのグループ相互のディ
ベートをし、最後に教員がコメントをして終了となる。３年生と４年生が混
成チームで議論を進めるので、４年生が３年生にアドバイスすることがあり、
３年生も回数を重ねるごとに論理的な意見が言えるようになる。４年生にも
なると、あえて自分の考えとは反対側に回って、議論を盛り上げようとする
学生もいる。
模擬裁判を前期と後期に各１回ずつ行い、それぞれの役割において法律の適
用を実際に体験すると共にプレゼンテーション力を養う。検察・弁護の両サ
イドがそれぞれ証拠を出して論理的に主張し、被告人の行為を一つひとつ刑
法的に犯罪の構成要素にあてはめて、それが犯罪として評価できるか否かを
明らかにする。最終的には裁判員が評議をして結論を下す。
模擬裁判は準備から捜査（検察官の取調べ）・公判・裁判員制度による評議・
判決まで行い、締めくくりとして反省会を行う。正解やきっちりしたシナリ
オがある訳ではないため、証人の立て方や証人への質問の仕方で、自分たち
の主張を有利に展開できるかどうかも変わってくる。模擬裁判に参加する学
生にとって、法律の知識だけではなく、どのような展開に持ち込めば有利に
なるか、柔軟な企画力や発想力も大切といえる。
授業開始日は 4 月 22 日です。少なくとも 5 月 6 日まではオンラインでの開
講となります。具体的方法は、学習支援システム、当ゼミの Line、メールで
提示します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス ゼミの概要説明、自己紹介、ゼミ長な

ど係の決定
第 2 回 建物賃借権を侵害する行

為と正当防衛
裁判例討議（広島地判平成 20・1・18）

第 3 回 喧嘩闘争と軽微な暴行 裁判例討議（八王子簡判平成 10・11・
6）

第 4 回 騒音による傷害の成否 裁判例討議（最決平成 17・3・29）
第 5 回 エホバの証人事件 裁判例討議（最判平成 12・2・29 民

集 54 巻 2 号 582 頁）
第 6 回 模擬裁判（窃盗被告事件） 役割分担、グループごとの打合せ
第 7 回 同上 検察官捜査、グループごとの証拠精

査、争点の決定、裁判所進行打合せ、
公判準備

第 8 回 同上 第１回公判（人定質問、起訴状朗読、
証拠調べ、証人尋問）

第 9 回 同上 第２回公判（被告人質問から結審まで）
第 10 回 同上 裁判評議、判決宣告
第 11 回 同上（反省会） 役割ごとの感想発表、コメンテーター

のコメント
第 12 回 安楽死 裁判例討議（横浜地判平成 7・3・28）
第 13 回 生徒指導としての有形力

の行使
裁判例討議（横浜地判平成 20・11・
12）
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第 14 回 職場におけるハラスメン
ト

裁判例討議（広島地判平成 21・12・
15）

第 15 回 裁判員裁判の死刑判決は
控訴審で無期懲役に変更
できるのか？
君は賛成か反対か？

裁判例討議（東京高判平成２５年１０
月８日）

第 16 回 懲戒権と親権の濫用 裁判例討議（松江地判平成 13・11・
27）

第 17 回 乳児揺さぶられ衝撃性症
候群

裁判例討議（大阪高判令和 2・2・6）

第 18 回 預かった賄賂資金を目的
に従って渡せば贈賄罪、
では渡さずに使った方が
マシか？

裁判例討議（最判昭和 36・10・10）

第 19 回 自分名義のクレジット
カードを使用して詐欺に
なることがあるのか？

裁判例討議（東京高判昭和 59・11・
19）

第 20 回 模擬裁判（殺人未遂被告
事件）

役割分担など

第 21 回 同上 捜査、公判準備
第 22 回 同上 第１回公判
第 23 回 同上 第２回公判
第 24 回 同上 第３回公判
第 25 回 同上 反省会、レポート提出
第 26 回 満員電車の痴漢事件 裁判例討議（最判平成 21・4・14）
第 27 回 被害者の同意 裁判例討議（最判昭和 55・11・13）
第 28 回 所有権留保と横領 裁判例討議（岡山地判昭和 43・5・31）
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　判例を素材とした討論に際しては、指示された参考文献、関係判例に基づく
学習。模擬裁判に際しては、それぞれの役割に応じて指示された内容に基づく
学習（起訴状など文書起案、証拠の精査、手続過程の理解など）及び法廷傍聴。
　授業の準備と復習・発展に各 2 時間程度充てるのが望ましい。
【テキスト（教科書）】
　テキストはなし。
【参考書】
　素材とする判例、模擬裁判の教材などについては適宜教示する。
【成績評価の方法と基準】
　裁判例討議での発表、レジュメ作成、模擬裁判レポートのほか、議論に積
極的に参加してくれたことなど授業への貢献度を平常点として評価する（１
００％）。
【学生の意見等からの気づき】
　ディベート、模擬裁判と夏季合宿における刑務所見学はこのゼミの独自性
であるが、好評を得ていると自負している。
【学生が準備すべき機器他】
　学生はＰＣ，パワーポイントを用いてディベート事例を報告することが多い。
【その他の重要事項】
　夏休み合宿ではアップ・ツー・デートな問題についてグループ討論を行っ
てもよい。その場合、テーマは複数の候補から学生の希望を入れて決定する。
　裁判所、刑務所など施設見学を希望する学生が多い場合は、グループ討論
に代えて、施設見学を企画する。
　担当教員は検事、弁護士としての実務経験を有しており、毎回のディベー
トの講評においては、法律論ばかりではなく、刑事裁判、犯罪捜査、取調べに
関する実務経験に基づいたエピソードを交える。
【副題】
　刑事法
【聴講について】
　模擬裁判を実施する授業についてのみ、面接の上５名までの聴講を許可する。
【Outline and objectives】
This is a seminar on Criminal Law in Japan. We examine various kinds
of criminal cases- for example, white collar crimes which contain issues
concerned with civil law and commercial law. We discuss such cases
separating into both sides for guilty and not guilty.

LAW200AB

演習

佐藤　輝幸

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本授業は，刑法に関する一定の基本的な知識を有する 3，4 年次生を対象
に，少人数の演習形式によって，刑法的な思考枠組みを用いて問題を理解し，
解決する実践的学修を行う。全てのコースと関連を有する少人数のゼミナー
ルである。
　刑法の基礎的な判例及び文献を読み，その正確な理解と背景的知識を習得
することを目的とする。
【到達目標】
　刑法の基礎的な判例を正確に理解することができる。
　判例の理解に必要な文献を収集，調査することができる。
　基礎的な判例について，その体系的位置付けや理論的，歴史的背景につい
て調査することができる。
　先端的な問題について，本授業で得た上記の知識及び能力を用い，ある程
度その位置付けや解釈を自ら試みることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　 3 名程度のグループを作り，対象となる判例・文献に関して報告を行い，そ
れについて全員で議論する。後日その議論及び関連する論点の調査を行い，そ
の結果について再度報告する。報告および質疑については，授業内および学習
支援システムによって，補足的な説明やさらなる調査事項の示唆などを行う。
　学生の希望によっては，刑事法関係の施設見学等の校外学習を行うことが
ある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の進め方の説明，自己紹介，報告

グループ及び検討文献の決定
第 2 回 方法論の説明 基礎的な知識，調査・報告の方法につ

いての説明（講義形式）
第 3 回 報告 (1) 検討判例の報告及び議論
第 4 回 報告 (2) 検討判例の報告及び議論
第 5 回 報告 (3) 検討判例の報告及び議論
第 6 回 再報告 (1) 報告 (1) についての再調査の報告及び

議論
第 7 回 再報告 (2) 報告 (2) についての再調査の報告及び

議論
第 8 回 再報告 (3) 報告 (3) についての再調査の報告及び

議論
第 9 回 報告 (4) 検討文献の報告及び議論
第 10 回 報告 (5) 検討文献の報告及び議論
第 11 回 報告 (6) 検討文献の報告及び議論
第 12 回 再報告 (4) 報告 (4) についての再調査の報告及び

議論
第 13 回 再報告 (5) 報告 (5) についての再調査の報告及び

議論
第 14 回 再報告 (6) 報告 (6) についての再調査の報告及び

議論
第 15 回 秋学期検討文献の決定 春学期の反省，秋学期検討文献の決定
第 16 回 報告 (7) 検討文献の報告及び議論
第 17 回 報告 (8) 検討文献の報告及び議論
第 18 回 報告 (9) 検討文献の報告及び議論
第 19 回 再報告 (7) 報告 (7) についての再調査の報告及び

議論
第 20 回 再報告 (8) 報告 (8) についての再調査の報告及び

議論
第 21 回 再報告 (9) 報告 (9) についての再調査の報告及び

議論
第 22 回 報告 (10) 検討文献の報告及び議論
第 23 回 報告 (11) 検討文献の報告及び議論
第 24 回 報告 (12) 検討文献の報告及び議論
第 25 回 再報告 (10) 報告 (10) についての再調査の報告及

び議論
第 26 回 再報告 (11) 報告 (11) についての再調査の報告及

び議論
第 27 回 再報告 (12) 報告 (12) についての再調査の報告及

び議論

— 211 —



　発行日：2021/4/1

第 28 回 授業終わりに 授業のまとめ，今後の学習へのアドバ
イスなど

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　報告者は，検討文献について検討し，報告原稿にまとめる。その際，当該
文献だけではなく，その文献の検討に必要な資料についても収集し，自分な
りにその文献を理解し，位置付けることが求められる。
　報告者以外の者は，検討文献を読み，それに関する刑法上の問題点につい
て，復習ないし考えておく。
　検討文献を読むだけであれば，15 分程度で可能である。報告の準備は，資
料の収集，精読，グループでの相談，報告資料の作成等が必要であるが，自身
が満足できるまでどこまででも突き詰めることができるので，時間で区切る
ことは無意味であるが，少なくとも 5～8 時間程度はかける必要があろう。
【テキスト（教科書）】
なし。
【参考書】
検討文献に応じて授業中に適宜示す。
【成績評価の方法と基準】
報告（75 ％），議論への寄与（25 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　感染状況に応じて，教室での授業とオンラインの同時通信の両方の可能性
がある。オンラインで行う場合には，インターネット環境および音声機器が
必要となる。
【Outline and objectives】
We research the criminal cases and papers about criminal law in this
seminar.

LAW200AB

演習

浜村　彰

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　労働法の基礎的知識を修得していることを前提に、事例問題・判例研究・労
働法のテーマ研究などを通じて、労働法の課題探求・理論の応用・問題解決能
力を獲得させることを目的とする。これらの 3 つの課題を消化することを通
じて、労働法の様々な問題について、企業などの社会において専門的見地から
課題を探求し、問題を解決する能力を獲得できるようにする。本演習は、主と
して企業・経営と法コース（労働法中心）に属する少人数ゼミナールである。
【到達目標】
・労働法の基本理論を習得して、具体的な事例に適用し、適切な解を見つけ出
すことができる。
・具体的な事例を通して、その主要な論点を析出し、その論点について適用さ
れる条文、解釈理論をリサーチすることができる。
・リサーチした解釈理論を理解・整理し、そこからもっとも適切な解決方式を
見出すことができる。
・自分の見出した解釈理論を論理的に再構成し、説得力ある形で表現し、コ
ミュニケーションできる。
・労働法の政策的課題を発見し、課題解決のための論文・資料をリサーチして
再構成し、積極的な提案をすることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　対面授業を基本として開講する予定であるが、状況に応じてハイフレック
ス型またはハイブリット型授業を行うこととする。授業計画の変更について
は、学習支援システムでその都度提示する。
　労働法をめぐる最近の法的問題について事例問題を使った模擬裁判と最近
の判例を素材にしたケース・スタディを行う。事例・模擬裁判としては、教
員が作成したケースにつき、労働者側チームと使用者側チームの 2 グループ
に分けて、相手方を論破し、または譲歩を引き出すまで徹底的な議論を行う。
模擬裁判方式で対面的議論を行い、相手方主張の正確な理解、その問題点の
発見、それに基づく自己理論の構築、相手方との正確なコミュニケーション
能力などを培う。判例研究では、具体的なケースを素材として、争点・論点
の正確な把握と整理、判例理論の正確な理解と意義付け、当該ケースの理論
課題の発見と自己理論の展開・構築などの作業を通じて、労働法理論の応用
能力を修得させる。労働法のテーマ研究では、最新の労働法制上の課題を素
材に、労働法の立法論を学習し、政策立案能力を養成する。判例研究として
は、ここ 2、3 年の間に出された最高裁判決を中心に新しい理論テーマを取り
上げて検討することにする。また、労働法のテーマ研究では、労働契約法な
どの最近の立法論上の課題を取り上げ、労働法の政策的課題を研究する。
　大体このくらいでというところにとどまらず、一歩でも先に進んで勉強を
深めてほしい。
・授業の初めに，前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか
取り上げ，全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ゼミのオリエンテーショ

ン　
・1 年間のゼミ目標の共有化
・ゼミ長ほかゼミ各種委員の選出、1
年間の計画、ゼミ全体および各ゼミ員
の 1 年間の目標設定など。

第 2 回 模擬裁判 (1) 　　　 ・労働法の対面的議論における自己理
論の構築とコミュニケーション能力の
獲得
・事例問題について、使用者側グルー
プと労働者側グループでそれぞれ自己
の見解を主張し、相手方の主張の問題
点を批判しながら、当該問題の最も妥
当な解決策を探求する。模擬裁判の 1
回目は、4 年生が模範的な模擬裁判を
行う。

第 3 回 判例研究 (1) 　　　 ・裁判例の読み方と判例研究の方法を
習得すること
・最近の労働法の裁判例を使って、裁
判例の読み方、争点整理の仕方、裁判
例の意義付け、その問題点の報告の仕
方を学習する。判例研究の 1 回目は 4
年生が模範的な報告を行う。
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第 4 回 新入生歓迎合宿　 ・ゼミ新入生向けの労働法の基礎知識
の学習
・大学セミナーハウスで 4 年生が新入
生向けの労働法の基礎知識を択一問題
を使って教授する。

第 5 回 模擬裁判 (2) 　　　 ・労働法の対面的議論における自己理
論の構築とコミュニケーション能力の
獲得
・事例問題について、使用者側グルー
プと労働者側グループでそれぞれ自己
の見解を主張し、相手方の主張の問題
点を批判しながら、当該問題の最も妥
当な解決策を探求する。

第 6 回 模擬裁判 (3) 　　　 同上
第 7 回 模擬裁判 (4) 　　　 同上
第 8 回 判例研究 (2) 　　　 ・具体的な裁判例を素材に実際に判例

研究を行って、争点・論点の正確な把
握と整理、判例理論の正確な理解と意
義付け、当該ケースの理論課題の発見
と自己理論の展開・構築を行う力をつ
けること
・この 2 年間に出された最高裁労働判
例を素材に、各グループに判例研究報
告をさせ、ゼミで議論をする。担当グ
ループは、①事実関係の正確な把握、
②争点・論点の抽出と整理、③判旨の
要約、④本判決の位置づけ、⑤本判決
の問題点と検討の作業を行って、ゼミ
で報告し、ほかのグループは、報告を
もとに質問、議論して、労働法の判例
理論の理解を深める。

第 9 回 判例研究 (3) 　　　 同上
第 10 回 判例研究 (4) 　　　 同上
第 11 回 判例研究 (5) 　　　 同上
第 12 回 すぐやる事例問題 (1) 　

　　
・事例問題について、その場で法的問
題点を抽出して、解決策を見出す力を
つけること
・授業の当日に、教員の作成した事例
問題を読み、ゼミ全体の議論の中で、
法的論点を摘出して、その問題を解決
する方法を探究させる。

第 13 回 特定テーマ研究 (1) 　　
　

・最新の労働法制上の課題を素材に、
労働法の立法論を学習し、政策立案能
力を養成する。

第 14 回 特定テーマ研究 (2) 　　 同上
第 15 回 特定テーマ研究 (3) 　　

　
同上

第 16 回 特定テーマ研究 (4) 　　
　

同上

第 17 回 模擬裁判 (5）　　　 第 5 回と同様
第 18 回 模擬裁判 (6) 　　　 同上
第 19 回 判例研究 (6) 　　　 第 8 回と同様
第 20 回 判例研究 (7) 　　　 同上
第 21 回 判例研究 (8) 　　　 同上
第 22 回 判例研究 (9) 　　　 同上
第 23 回 すぐやる事例問題 (2) 　

　　
第 12 回と同様

第 24 回 模擬裁判 (7）　　　 第 5 回と同様
第 25 回 模擬裁判 (8) 　　　 同上
第 26 回 判例研究 (10) 　　　 第 8 回と同様
第 27 回 判例研究 (11) 　　　 同上
第 28 回 判例研究 (12) 　　　 同上
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・本授業の準備・復習時間は、各 4 時間を標準とする。
・全体的には「ベーシック労働法（第 8 版）」をはじめとした労働法の基本テ
キストを読んで理解してくること。
・模擬裁判については、事例問題の事前の争点の発見・整理と自己の主張を理
論構築するために、労働法のテキストだけではなく、当該テーマを論じた論
文・資料などを調べて共同学習すること。
・判例研究については、報告担当グループは、教材の裁判例とそれに関連した
テキストと論文を事前に読み、論点を整理し、それ以外のグループは、当該
判決と関連論文を事前に読み、疑問点を整理してくること。
・特定テーマ研究については、担当グループは当該特定テーマに関連する論文、
資料を整理して報告すること、それ以外は主要論文を読んでくること。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　特に指定しない。事例問題や裁判例をプリントして配布する。ただし、ゼ
ミに参加する前提として、浜村編著の「ベーシック労働法（第 8 版）」（有斐
閣、2020 年）を読破していることが最低限必要。
【参考書】
ジュリスト増刊新・法律学シリーズ 7 労働法の争点
ジュリスト増刊労働判例百選（第 9 版）
『新版労働法重要判例を読むⅠ・Ⅱ』（日本評論社、2013 年）など
【成績評価の方法と基準】
平常授業での報告や議論に際しての参加度・貢献度により評価（平常点 100％）

なお、成績評価と直接関係ないが、ゼミ生は必ず「労働組合法」の講義を履修
すること。
【学生の意見等からの気づき】
授業改善アンケートの対象ではない
【学生が準備すべき機器他】
・報告グループは、報告レジュメを図解入りでパワーポイントを用いてプレゼ
ンテーションを行う。
・授業支援システムを通じて毎回の課題やその準備のための資料を配布する。
【その他の重要事項】
なし
【専門領域と研究業績】
＜専門領域＞労働法
＜研究テーマ＞従業員代表制、労働契約法、労働時間法
＜主要研究業績＞
『ベーシック労働法第 8 版』（有斐閣、2020 年）、『ライフステージと法（第 8
版）』（有斐閣、2020 年）、「改正労働者派遣法による派遣労働者の均等・均衡
待遇」季労 268 号（2020 年）、「最高裁判例法理の再検討⑥秋北バス事件－就
業規則の法的性質」労旬 1957 号（2020 年）、「プラットホームエコノミーと
就労者の法的保護」労委労協 762 号（2020 年）、「タクシー乗務員の歩合給か
らの残業手当相当額の控除」ジュリスト令和２年度重要判例解説（2021 年）
【聴講について】
可
【Outline and objectives】
This seminar aims at acquiring the ability to solve problems of labor
law through case studies and theme research,on the premise that you
have acquired the basic knowledge of labor law. We will explore issues
from a professional point of view about various problems of labor law in
enterprise society .
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LAW200AB

演習

山本　圭子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
現在の労働法は、法改正が頻繁に行われダイナミックに変化しています。各
自が選択したテーマに即して, 雇用社会に係る法制度を研究します。
「企業・経営と法コース（労働法中心）」に属する少人数ゼミです。
【到達目標】
労働法の理解と問題解決の能力を高め、学生諸君の積極的なキャリア形成に
資することを目的としています。インターンシップへの参加や、ゼミ卒業生
との交流を活発に行うとともに、キャリア・アドバイザーの資格を有する担
当教員やゼミ生相互のディスカッションを通して労働法に関する専門的な知
識を身につけて、問題解決能力を養うことを目標としています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
演習は、報告者（2 人）が報告を行い、事例について討論を行う。詳細は開講
時に説明する。ゼミ内の報告、発言内容については、ゼミの中で学生からの
意見に対してコメントする。年 2 回提出させるレポートについては、ゼミの
中でコメントをしたうえで、添削して返却する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 1 文献検索、レジュメ，発表等の説明
第 2 回 オリエンテーション 2 班分け、担当決め
第 3 回 労働法を学ぶ意義 労働法の意義とシステムを学ぶ
第 4 回 労働法とは何か 労働法の構成を学ぶ
第 5 回 採用、採用内定、試用 雇用のスタートに関するルールを学ぶ
第 6 回 労働条件の決定システム 労働条件の決定システムを学ぶ
第 7 回 労働契約／就業規則 労契法の基礎と就業規則法制を学ぶ
第 8 回 雇用の展開 労働契約上の権利義務を学ぶ
第 9 回 賃金 賃金、賞与、退職金等を学ぶ
第 10 回 労働時間 労働時間規制の意義を学ぶ
第 11 回 休暇、休業等 休憩、休日、休暇、休業を学ぶ
第 12 回 人事異動 昇格・配転・出向・転籍・休職を学ぶ
第 13 回 懲戒 懲戒の意義と根拠、限界を学ぶ
第 14 回 労働災害の救済 労災保険制度と安全配慮義務を学ぶ
第 15 回 労働条件の変更 労働条件の不利益変更法理を学ぶ
第 16 回 雇用関係の変動 企業の組織変動と労働契約を学ぶ
第 17 回 雇用の終了 労働契約の終了に関する法理を学ぶ
第 18 回 守秘義務・競業禁止 守秘義務、競業避止義務を学ぶ
第 19 回 雇用平等 男女雇用機会均等法を学ぶ
第 20 回 パート・有期雇用 パート有期法を学ぶ
第 21 回 派遣労働者 労働者派遣法を学ぶ
第 22 回 労働基本権 労働基本権と労組法の意義を学ぶ
第 23 回 労働組合 組合の組織と運営について学ぶ
第 24 回 団体交渉 団交権の保障について学ぶ
第 25 回 労働協約 労働協約の意義と効力を学ぶ
第 26 回 不当労働行為 不当労働行為制度を学ぶ
第 27 回 団体行動 組合活動と争議行為を学ぶ
第 28 回 労働紛争解決システム 個働法、労働審判法を学ぶ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日頃から新聞、雑誌などの労働法に関する記事を読んでおくこと。本授業の
準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
水町勇一郎『労働法（第 8 版）』有斐閣、2020 年、3200 円＋税
【参考書】
野川忍・水町勇一郎編『実践・新しい雇用社会と法』有斐閣、2019 年、3100
円＋税、菅野和夫『労働法第 12 版』弘文堂、2019 年、6500 円＋税、川田
知子・長谷川聡『労働法』弘文堂、2020 年、2800 円＋税、山田省三・石井
保雄『トピック労働法』信山社、2020 年、3200 円＋税
【成績評価の方法と基準】
演習での発表・発言 50 ％＋夏期レポート 25 ％＋秋学期終了時のレポート
25 ％で評価する。
【学生の意見等からの気づき】
発表者にパワーポイントの利用を奨励し、プレゼンテーションの力をつける
ことができた。

【学生が準備すべき機器他】
パソコンを使用してのレジュメの作成、配布及びレポートの提出。パワーポ
イントを利用してのプレゼンテーション。
【その他の重要事項】
ゼミには毎回参加の上、ディスカッション・ゼミ行事に積極的に参加すること。
【副題】
現代労働法の課題
【Outline and objectives】
Solving the problem of modern labor law
The current labor law is changing dynamically. We will consider the
legal system concerning employment society by theme for each theme.
It is a small group seminar belonging to "Business Administration / Law
Course (Labor Law Center)".
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LAW200AB

演習

水野　圭子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
労働時間規制、有給休暇、賃金、解雇、男女雇用平等、ワークライフバランス
など労働法の重要な問題について、また、近年問題となっている比較的新し
い労働法の問題について、比較法的な検討も含め、研究発表を行う。昨年度
は、LGBTQ と懲戒について取り上げた。今年度は、パンデミックと労働に
ついても検討を行いたいと考えている。
　これらを通じて、働くことにかかわる法律について、基本的な知識を習得
し、それに基づいて、労働法に関する様々な問題について、討論を行えるよ
うにする。
【到達目標】
関心のあるテーマについて、問題点を指摘し、学説、判例検討して、問題に
対する結論を示すことができるようにする。また、判例を取り上げる際には、
法的判断の枠組み、関連判例における判例の位置づけ、取り上げた判例の射
程距離を読み解くことができるようにする。また、レジュメを作成し、解り
やすい報告を行い、質疑応答、司会ができるようにする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
現状においては、対面型で討論を行う演習が難しい可能性が高いので、Zoom
を利用したオンラインによる演習を行います。
　
　課題として示された判例について、報告担当グループがサブゼミ等を行い、
レジュメを作成し報告を行います。それに対して、報告者以外のゼミ生は、オ
ンライン上によるグループ討論をへて、報告者グループに対する質疑応答を
行います。報告者は、報告に当たっては、提起される質問を予想し十分な準
備をしたうえで報告をすることが求められます。
　報告者グループ以外のゼミ生は、指定された判例を読み、事実、判例要旨
をまとめたペーパーを毎回提出しなければなりません。判例の読解や労働法
の知識を深めるとともに、グループディスカッション、ディベートが活発に
行われるように演習を進めます。グループ報告については、ゼミにおいてコ
メントし、不十分な点については、再度の修正報告を求めることがあります。
また、ゼミの中で学生からの意見、質問にに対してコメントします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第　 1回 ガイダンス 使用する資料、報告の形式、レジュ

メ、取りあげる判例などについて説明
を行う。

第　 2回 判例の読み方 判例とはなにか、どのように読むかを
検討する。

第　 3回 報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 4回 報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 5回 報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 6回 報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 7回 報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 8回 報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 9回 報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 10
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 11
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 12
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 13
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 14
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 15
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 16
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 17
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 18
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 19
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 20
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 21
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 22
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 23
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 24
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 25
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 26
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 27
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

第　 28
回

報告 労働法の重要問題について判例をベー
スとして検討を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
報告者グループは十分な準備を行って報告を行うこと。
ゼミに参加するに当たって、メイン判例を必ず熟読しておくこと。本授業の
準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
『労働法講義（第２版）』高橋賢司　中央経済社 2018 年　 3800 円　改版さ
れた場合には、新 3 年生は、新しいものを準備してください。
【参考書】
『ベーシック労働法』浜村彰　他　有斐閣
『労働法』西谷敏　日本評論社、
『労働法』浅倉むつ子他　有斐閣
『労働法』水町勇一郎　有斐閣
【成績評価の方法と基準】
報告の内容、質疑応答、報告に関係する提出課題、議論に対する積極的な参
加、ゼミの運営に対する貢献を総合評価する。
試験による評価ではなく平常点で 100 ％の評価を行う。
【学生の意見等からの気づき】
今年度は、開講当初は、資料投下型のグループ学習、環境が整ってからは ZOOM
による報告と討論でゼミが行われた。
　これについては、対面型ができなかったことをゼミ生一同残念に思う反面、
ZOOM の機能であるブレークアウトルームを利用したグループ討論や資料の
共有等によって、十分活発な議論が行われたのではないかとの指摘があった。
　
　とくに、ブレークアウトルームによるゼミ生同士の討論は、好評であり、今
後も活用したいと考えている。
　オンラインの講義では、一方的なものになりがちである中、ゼミ生や教員
と近しい距離でゼミができたことが良かったとの指摘があり、今後も距離感
を意識したゼミ運営を心掛けたい。
　また、レジュメを報告の前に教員がチェックすることにより、オンライン
であっても、効果的なゼミ報告ができたと意見があり、今後も継続する予定
である。
　報告判例については、教科書に載っているような判例だけではなく、最新の
判例を取り上げたことについても、興味深かったとの指摘を受けたので、今
後も新しい判例を取り上げることにしたい。
　
【副題】
労働法
【聴講について】
原則不可
【Outline and objectives】
In this seminar, we will conduct research on important themes such as
working time regulation, wages, dismissal, annual paid leave, gender
employment equality, work-life balance. Also, we will study about some
new problems which has become important issues of labor law in recent
years . Last year, we considered LGBTQ and disciplinary action. 　 We
also plan to consider pandemics and labor this year. 　
By conducting the above examination,
e acquire the basic knowledge of Labor Law and make active discussions
based on that knowledge,including comparative legal review.
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演習

沼田　雅之

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「企業・経営と法コース（労働法中心）」に属する少人数ゼミナールである。受
講者は、社会法（労働法、社会保障法）や社会政策上の諸問題について、グ
ループワークによる判例研究やテーマ研究を通じて、基礎的知識を定着し、そ
の応用力を獲得する。さらに、説得力をもったプレゼンにより、発信力を高
められる。
【到達目標】
１．グループワークに向けた資料収集、問題分析ができるようになる。
２．グループワークで、自分の意見を表明し、成果に反映できる。
３．社会法や関連する社会政策に関する応用的知識を獲得できる。
４．テーマ報告の内容を正確に理解できる。
５．テーマ報告の内容を適切かつ簡潔にプレゼンテーションできる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
・授業形式は対面授業とする。
※新型コロナウイルス感染症の状況によってはオンライン授業になる場合が
ある。オンライン授業となった場合は Zoom を使用する。
１．最新の労働判例研究に関するグループ発表と最新の社会法・社会政策上
の個別テーマに関するテーマ報告を毎週交互に行う。
２．法的な技術だけによる議論に終始するつもりはなく、同じゼミ生同士、そ
の人格を尊重しながらも、互いに理解し、あるときは互譲し、本音で語り合
える環境を創って、人間性を伴った議論ができることを目指す。
※演習中にあった質問については、演習当日またはサブゼミ時に直接フィー
ドバックを行う。また、LINE グループを利用してフィードバックすること
もある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス ゼミ運営の方法等の説明。
第 2 回 グループワークによる社

会法に関する判例研究
社会法に関する判例研究をグループ単
位で行い、労使双方の立場から討論を
行なう。

第 3 回 テーマ報告（個別報告） 社会法・社会政策に関する個別のテー
マ報告（プレゼン）とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 4 回 グループワークによる社
会法に関する判例研究

社会法に関する判例研究をグループ単
位で行い、労使双方の立場から討論を
行なう。

第 5 回 テーマ報告（個別報告） 社会法・社会政策に関する個別のテー
マ報告（プレゼン）とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 6 回 グループワークによる社
会法に関する判例研究

社会法に関する判例研究をグループ単
位で行い、労使双方の立場から討論を
行なう。

第 7 回 テーマ報告（個別報告） 社会法・社会政策に関する個別のテー
マ報告（プレゼン）とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 8 回 グループワークによる社
会法に関する判例研究

社会法に関する判例研究をグループ単
位で行い、労使双方の立場から討論を
行なう。

第 9 回 テーマ報告（個別報告） 社会法・社会政策に関する個別のテー
マ報告（プレゼン）とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 10 回 グループワークによる社
会法に関する判例研究

社会法に関する判例研究をグループ単
位で行い、労使双方の立場から討論を
行なう。

第 11 回 テーマ報告（個別報告） 社会法・社会政策に関する個別のテー
マ報告（プレゼン）とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 12 回 グループワークによる社
会法に関する判例研究

社会法に関する判例研究をグループ単
位で行い、労使双方の立場から討論を
行なう。

第 13 回 テーマ報告（個別報告） 社会法・社会政策に関する個別のテー
マ報告（プレゼン）とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 14 回 模擬裁判に向けた準備
（論点抽出）

夏合宿で実施する模擬裁判の事前準備
をグループごとに行う。

第 15 回 グループワークによる社
会法に関する判例研究

社会法に関する判例研究をグループ単
位で行い、労使双方の立場から討論を
行なう。

第 16 回 テーマ報告（個別報告） 社会法・社会政策に関する個別のテー
マ報告（プレゼン）とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 17 回 グループワークによる社
会法に関する判例研究

社会法に関する判例研究をグループ単
位で行い、労使双方の立場から討論を
行なう。

第 18 回 テーマ報告（個別報告） 社会法・社会政策に関する個別のテー
マ報告（プレゼン）とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 19 回 グループワークによる社
会法に関する判例研究

社会法に関する判例研究をグループ単
位で行い、労使双方の立場から討論を
行なう。

第 20 回 テーマ報告（個別報告） 社会法・社会政策に関する個別のテー
マ報告（プレゼン）とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 21 回 グループワークによる社
会法に関する判例研究

社会法に関する判例研究をグループ単
位で行い、労使双方の立場から討論を
行なう。

第 22 回 テーマ報告（個別報告） 社会法・社会政策に関する個別のテー
マ報告（プレゼン）とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 23 回 卒業研究報告（個別報告） 4 年生よる社会法・社会政策に関する
卒業研究の個別報告とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 24 回 卒業研究報告（個別報告） 4 年生よる社会法・社会政策に関する
卒業研究の個別報告とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 25 回 卒業研究報告（個別報告） 4 年生よる社会法・社会政策に関する
卒業研究の個別報告とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 26 回 卒業研究報告（個別報告） 4 年生よる社会法・社会政策に関する
卒業研究の個別報告とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 27 回 卒業研究報告（個別報告） 4 年生よる社会法・社会政策に関する
卒業研究の個別報告とそれに対する質
疑応答を行なう。

第 28 回 卒業研究報告（個別報告） 4 年生よる社会法・社会政策に関する
卒業研究の個別報告とそれに対する質
疑応答を行なう。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・個人あるいはグループ単位で、課題に関する事前準備を行う。
・本授業の準備学習は 5 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
教科書は使用しない。
【参考書】
随時ゼミの中で指示する。
【成績評価の方法と基準】
１．グループワーク・テーマ報告に向けた資料収集、問題分析や問題把握が、
大きな問題なく遂行できている（60 点）。
２．グループワーク・テーマ報告で、自分の意見を表明し、レジュメや PowerPoint
の資料、あるいは自分がのぞむ議論のテーマ設定といった成果に反映できて
いる（20 点）。
３．１～２に関する学習を通じて、社会法・社会政策上の応用的知識を獲得
できている（10 点）。
４．１～３について、適切かつ簡潔にプレゼンテーションできいる（10 点）。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。
【副題】
労働法・社会保障法・社会政策上の課題
【聴講】
聴講は事前に担当教員に相談すること。
【Outline and objectives】
The objective of this Seminar is to discuss on issues of Social Law and
Social Policy .
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授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　「企業・経営と法コース (労働法中心)」の少人数ゼミで判例研究が主である。
　今，雇用社会は雇用システムの変容，少子高齢人口減社会にあって大きく
変容している。
　判例研究を主に行っているが，昨今の長時間労働を象徴する残業問題，解
雇規制緩和議論と金銭解決問題，ホワイトカラーエグゼンプションなどを分
析するのも面白い。
　労働法演習は労働問題の法的解決のありようを，自ら調べ読み理解を深め，
互いに議論する。これを通じて論理的思考を身に着けることができ積極的な
議論は自分の成長になる。失敗を恐れない積極的な姿勢が期待される。
【到達目標】
　各自関心のある労働法上のテーマを議論を通じて学び理解し自分で考え解
決できる力を身につけることがゴール。
　それには，自分で調べ理解したところを他者に理解してもらえるよう工夫
して発表し，皆で議論する，それができるようになること。言葉を尽くして，
他者に自分の理解や考え方を理解してもらう。
　自分なりに理解できているとの確信を持てることが重要である。
　真摯な姿勢が評価に繋がる，と信じよう。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
◎　今年度も，新型コロナのため，授業の見通しがきかない。そのため授業開
始にあたっては，学習支援システムを見るように。欠席せざるを得ないときは
予め，メールで連絡するように。アシスタントにも忘れずに連絡するように。
◎　重要労働判例のなかで興味を持ったテーマ（解雇など）について，グルー
プで調べ報告し，議論をする。だいたい 1 テーマにつき 2 回の授業時間を
使って進める (予定)。１回目はテーマの労働問題が発生する背景と重要判例
の事実概要・判旨の理解。２回目はそのテーマに関する法的論点（争点）の報
告と議論。できなかったら，２回で終わることはない。
　　
◎　リアクションペーパー提出は，義務としない。授業の中で質問して議論
することがゼミの本質と考えているので授業内で十分議論をしてほしい。個
人的な疑問については，メールで質問してほしい。メールで回答するが，ほ
かのみんなにも考えてもらいたいといった，質問内容であるときは授業内掲
示板（Hoppii）で回答する。課題については，例年，3 年生に向けて春季休
みを使って課題を出しているが，これについてはメールにてコメントして返
している。今年も実施する予定である。
　
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 4
月 21 日

ガイダンス　 演習の進め方。また労働問題を知る一
助として新聞の切抜きの報告など

第 2 回 グループ編成とテーマの
決定

グループで報告テーマを決める。以下
では 5 グループできたと仮定する

第 3 回 レジュメ作成 報告の仕方，レジュメ作成の仕方を学
習する。

第 4 回 日本型雇用システムの形
成・定着と変容

戦後雇用社会を理解することの重要性
を学ぶ。

第 5 回 重要判例の研究①
第 1 グループによるテー
マの事実関係と判旨の報
告

問題意識および重要判例の事実の概要
と判旨の確認と検討。

第 6 回 重要判例の研究①
第 1 グループによる法的
論点の報告と議論

前回を踏まえて法的論点の報告，討論。

第 7 回 重要判例の研究②
第 2 グループによるテー
マの事実関係と判旨の報
告

問題意識および重要判例の事実の概要
と判旨の確認と検討。

第 8 回 重要判例の研究②
第 2 グループによる法的
論点の報告と討論

前回を踏まえて法的論点の報告，討論。

第 9 回 重要判例の研究③
第３グループによる事実
関係と判旨の報告

問題意識および重要判例の事実の概要
と判旨の確認と検討。

第 10 回 重要判例の研究③
第３グループによる法的
検討の報告と討論

前回を踏まえて法的論点の報告，討論。

第 11 回 重要判例の研究④
第 4 グループによる事実
関係と判旨の報告

問題意識および重要判例の事実の概要
と判旨の確認と検討。

第 12 回 重要判例の研究④
第４グループによる法的
検討の報告と討論

前回を踏まえて法的論点の報告，討論。

第 13 回 重要判例の研究⑤
第５グループによる事実
概要と判旨の報告

問題意識および重要判例の事実の概要
と判旨の確認と検討。

第 14 回 重要判例の研究⑤
第５グループによる法的
検討の報告と討論

前回を踏まえて法的論点の報告，討論。

第 15 回 夏季合宿の反省
秋学期のテーマとグルー
ピングの決定

新たなグループ編成をする。
そのグループでテーマ研究か春学期の
ような判例研究方式かを決める。

第 16 回 秋学期でのテーマと方針
の概要紹介

前回を踏まえて，各グループの方針と
テーマを報告。

第 17 回 重要判例あるいはテーマ
研究①－第 1 グループ

問題意識あるいは判例の事実の概要と
判旨の確認

第 18 回 重要判例あるいはテーマ
研究①－第 1 グループ

前回を踏まえ法的論点を中心にした報
告，討論。

第 19 回 重要判例あるいはテーマ
研究②－第 2 グループ

問題意識あるいは判例の事実の概要と
判旨の確認

第 20 回 重要判例あるいはテーマ
研究②－第 2 グループ

前回を踏まえ法的論点を中心にした報
告，討論。

第 21 回 重要判例あるいはテーマ
研究③－第 3 グループ

問題意識あるいは判例の事実の概要と
判旨の確認

第 22 回 重要判例あるいはテーマ
研究③－第 3 グループ

前回を踏まえ法的論点を中心にした報
告，討論。

第 23 回 最新判例あるいはテーマ
研究④－第 4 グループ

問題意識あるいは判例の事実の概要と
判旨の確認

第 24 回 最新判例あるいはテーマ
研究④－第 4 グループ

前回を踏まえて，再考した報告と討論

第 25 回 最新判例あるいはテーマ
研究⑤－第 5 グループ

興味ある最新判例の事実の概要と判旨
の確認

第 26 回 最新判例あるいはテーマ
研究⑤－第 5 グループ

前回を踏まえて，再考した報告と討論

第 27 回 最近の労働政策につい
て－準備

最近労働政策の概要と社会的背景をま
とめる。

第 28 回 最新労働政策の研究－発
表

前回のまとめを各グループで議論した
結果を発表する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　報告グループはテーマを選んだ問題意識を明確にして，重要判例や最新判
例を読み関連判例や文献を学び，論点を整理する。それを報告レジュメとし
てまとめる。
　報告グループ以外の者は，報告予定の重要判例，最新判例や文献を読み質
問を用意しておく。
　報告グループ以外の者がどのくらい報告テーマの問題を深読みし発言する
かが，議論の質を決定する。
　これらの準備が重要であることを認識して積極的に準備をしてきてほしい。
　本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　年間を通じて読んでおくべきテキストは，藤本茂・沼田雅之・山本圭子・細
川良編著『ファーストステップ労働法』（エイデル研究所　 2020）
　テーマを選ぶ際，テーマの報告準備の最初に用いる際に有用な文献として，
「労働判例百選 [第９版]」（有斐閣）。
　
【参考書】
『基礎から学ぶ労働法』（エイデル研究所）シリーズ。
労働六法 (旬報社)
労働判例百選 (有斐閣)
労働法の争点 (有斐閣)
菅野和夫著『労働法〔第１２版〕』（弘文堂）
その他，テーマ毎の雑誌論文など
【成績評価の方法と基準】
　報告と議論への参加状況などで判断する（平常点 100 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
演習は授業改善アンケート対象外。
【学生が準備すべき機器他】
連絡やインターネットによる資料収集など，パソコンを使う。持っていない
者は貸与の方法もあるので，大学からの通知を丹念に見るように。
リモート授業実施に必要な，WIFI などの環境・器具。ZOOM を使う。
【Outline and objectives】
This seminar will focus on Japanese Labor Law and will introduce to
Labor Union Act, Labor Standards Act and the Labor Contract Act.
The group consisting of several students report on a certain theme of
labor law and discuss to it.
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演習

川口　由彦

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：8 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　あるく・みる・よむ法文化論－「日本法」という文化
戦国・江戸・明治にみる日本法をテーマとする。「文化・社会と法コース」に
属する。
【到達目標】
　法は規範の一種であるが、なぜ特定の規範のみが「法」と呼ばれるのか。そ
れ以外の規範はいったいどのように分布し、それは実態として法とどのよう
な関係を持っているのか。このゼミでの調査・学習でこのことが理解できる
ようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　「文化」とは、人間が行う精神的営みの全体を指す言葉で、人間の意思（関
係）を問題とする法も、当然この文化の一種だといえる。この演習では、日
本においてみられる文化としての法を日常生活レベルから考察していきたい。
そして、その方法として、「あるく・みる・よむ」という方法をとりたい。
　あるく－東京には、「史蹟」が意外に多く残っている。また、「みせる場」で
ある演芸場や博物館などが多くある。これらを歩くことにより法文化を「体
感」する。
　みる－人類は、20 世紀にはいって以来、多くの映像作品をつくりだしてき
た。映画、ドラマ、ドキュメント、落語、講談等、その種類は限りない。これ
らをみることにより法文化を「可視化」する。
　よむ－法文化の理解には、文章を読み込み、その意味を追求することが不
可欠である。「あるく」「みる」を総括し、それぞれの場面で活発なディベー
トのできるよう徹底して本を読み込む。
　このような経験を通して、そこに様々な文化を読みとるという、楽しみなが
ら法について考え、ディベートする演習としていきたい。文章をもとに討論す
るのも意味があるが、作者や演者の意図を横目でみながら、映像の中に「法
文化」の徴表を拾い出すことは、きわめてスリリングな推理と論理の作業で
ある。本ゼミは、こうした形のスリリングなディベートにより成立している。
　
　ゼミでは、単元が終わる都度、質問を募り、それに回答する。また、毎回｢
ゼミ感想用紙｣を提出してもらうので、それに基づいた講評を毎回行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 1 年間の授業の進め方についての説明
第 2 回 映画を見ての討論 公事方御定書の学習
第 3 回 同上 出入筋の学習
第 4 回 本を読んでの討論 吟味筋の学習
第 5 回 同上 町奉行所の学習
第 6 回 同上 裁許・内済の学習
第 7 回 史跡巡り 東京都内の法制史関連史跡を見る
第 8 回 本を読んでの討論 司法職務定制の学習
第 9 回 同上 代言人の学習
第 10 回 同上 司法省法学校の学習
第 11 回 映画を見ての討論 復讐と法についての学習
第 12 回 本を読んでの討論 私立法学校の学習
第 13 回 同上 裁判事務心得の学習
第 14 回 演芸場での学習（春学期

最終回）
「一文惜しみ」と法についての学習

第 15 回 ゼミ論文構想発表会（秋
学期初回）

4 年生による論文作成

第 16 回 本を読んでの討論 勧解の学習
第 17 回 同上 代言人規則の学習
第 18 回 同上 勧解略則の学習
第 19 回 同上 勧解の消滅についての学習
第 20 回 史跡巡り 東京都内の法制史関連史跡を見る
第 21 回 映画を見ての討論 自力救済と法についての学習
第 22 回 本を読んでの討論 弁護士法についての学習
第 23 回 同上 弁護士会史の学習
第 24 回 演芸場での学習 「胴乱の幸助」と法についての学習
第 25 回 ゼミ論文中間報告会 4 年生のゼミ学習の成果を学ぶ
第 26 回 同上（つづき） 同上
第 27 回 本を読んでの討論 相馬事件の学習
第 28 回 同上 法典論争の学習

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　図書館等での調査。指定する必読文献を読むこと。
本授業の準備・復習時間は、各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
佐々木克『幕末の天皇・明治の天皇』（講談社）
【参考書】
　授業の際のプリントで指示する。
【成績評価の方法と基準】
3 年生　平常点 70 ％、レポート（春夏秋各 10 ％）
4 年生　平常点 50 ％、ゼミ論文 30 ％、レポート（春夏各 10 ％）
【学生の意見等からの気づき】
　アンケート対象外科目。
【副題】
　日本法制史
【聴講について】
　可（ゼミ生としての課題をすべて果たすこと。）
【Outline and objectives】
By this class, I feature the theme of analysis of the Japanese law in the
Edo and the Meiji era.
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大野　達司

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：8 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
演習は、少人数教育による学習の場である。カリキュラムの上では、法律学の
基礎的学習を前提に、法哲学の専門的な学習を行う。法哲学の基礎知識を討論
を通じて習得する。それを通じて、現代社会や現代法の問題に対する視座を
歴史的背景とともに獲得する。この授業は、文化・社会と法コースに属する。
【到達目標】
法哲学や社会思想の基本的考え方を理解して、多様な社会問題への「法哲学
的」アプローチを身につける。また逆に、法哲学等の考え方のリアリティを
検証する。また思想の由来や新しさを考えてみる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　共通の文献を用いながら、報告者を分担し、報告・討論を行う。さらに個別
のテーマ報告は参加者と相談の上決める。各自の関心に応じたテーマ設定も
考えておくこと。
　なお、対面授業が難しい場合、zoom によるオンラインでの開講となる。対
面と同じく、報告のレジュメを学習支援システムにあげ、それを用いながら
報告質疑を実施する。各回の授業計画の変更については、学習支援システム
でその都度提示する。本授業の開始までに具体的なオンライン授業の方法な
どを、学習支援システムで提示する。質問は授業内の他、学習支援システム
でも随時受け付ける。応答はすぐ出来ない場合など、学習支援システムか次
回授業で行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 演習の目標の周知 文献の紹介と選択、報告者の分担決定
第 2 回 宇佐美誠ほか『正義論』

第２章
正義にかなった社会とは何か

第 3 回 第３章 幸福を増大することが正義なのか
第 4 回 第４章 何を分配するか
第 5 回 第５章 どこまでが個人の責任か
第 6 回 第６章 再分配は平等をめざすべきか
第 7 回 第７章 再分配は自由を侵害するか
第 8 回 第８章 貧困と格差
第 9 回 第９章 家族と教育
第 10 回 第１０章 医療と健康
第 11 回 第１１章 死刑
第 12 回 第１２章 戦争
第 13 回 第１３章 人口
第 14 回 第１４章 地球環境
第 15 回 法と国家１ 裁判員制度は廃止すべきか
第 16 回 法と国家２ 女性議席を設けるべきか
第 17 回 法と国家３ 悪法に従う義務はあるか
第 18 回 法と国家４ 国家は廃止すべきか
第 19 回 法と国家５ 国際社会に法は存在するか
第 20 回 法と国家の現代的状況 １９回までのまとめ
第 21 回 歴史の中の法と国家１ 国粋主義の法思想
第 22 回 歴史の中の法と国家２ 天皇機関説事件の法思想
第 23 回 歴史の中の法と国家３ 総動員体制〈新体制〉の構築と法思想
第 24 回 歴史の中の法と国家４ 戦時体制下の法思想
第 25 回 歴史の中の法と国家５ 新憲法体制の法思想
第 26 回 歴史の中の法と国家６ 大正デモクラシーとマルクス主義法学
第 27 回 歴史の中の法と国家７ 国際法と国際政治
第 28 回 全体のまとめ 一年間扱った諸問題の関連を総括する
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
報告者は要旨と意見をまとめ、レジュメを配布する。他の参加者は該当箇所
の予習・質問点の準備。報告者だけでなく、『正義論』ではとくに各章にある
「ケース」を考えておくこと。直観でどう思うか、そしてケースでどういうこ
とが問題になりうるか、何が問われているのか分析してみよう。『法思想史』
では登場人物や事件など、自分で調べてみよう。本授業の準備学習・復習時
間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
開講時に指示する。宇佐美誠・児玉聡・井上彰・松元雅和『正義論ベーシッ
クスからフロンティアまで』や大野・森元・吉永『近代法思想史入門』法律文
化社を予定している

【参考書】
開講時に指示する
【成績評価の方法と基準】
平常点・報告・討論への参加の平常点による。平常点 50 ％課題 50 ％
課題は、随時実施するレポートと報告のまとめレポート。
【学生の意見等からの気づき】
アンケートはとっていないが、より積極的な参加を促すため、授業内外での
レポート課題などにより、各人の関心を確かめながら進めたい。
【学生が準備すべき機器他】
パワーポイントを使えるように。学習支援システムと zoom を自分で使える
ようにと。
【その他の重要事項】
司会者、指定質問者を予め決めるが、全員が毎回発言機会をもつように。法
思想史・法哲学の講義を受講していることが望ましい。朝の演習だが、遅刻
しないように。病気などによりやむを得ず欠席する場合には、その回の課題
について翌週までにレポートを提出すること。
【副題】
法哲学
【聴講について】
不可
【Outline and objectives】
Reports and discussion about main topics of legal philosophy, especially
practical ones.
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LAW200AB

演習

高　友希子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
英国の法と社会を題材に、歴史的な視点あるいは日本との比較による考察・検
討を通じて、物事を多角的に捉え熟慮した上で他者へ発信していく力を涵養
します。
なお、この科目は主として「文化・社会と法コース」に属する少人数ゼミナー
ルとなります。
【到達目標】
文献・資料の徹底した調査・検討を通じて、それらを正確に読み関連項目を調
べる力、調べたことをまとめて報告する力、討論を行う力、レポート作成能
力の向上をはかり、論理的に思考し発信する力の獲得を目指します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
予め受講者に担当を割り当て、報告を行ってもらった後に、レジュメを含む
報告全体への講評をし、その後、教員を交えて全員で討論します。報告担当
者でない受講者についても、事前準備を必須とします。
グループ研究については、テーマの選定から報告の作成まですべて学生主体で
進めてもらいますが、適宜、助言をすることで完成度を高めていきます。ま
た、学期末に提出するレポートについては、個別に添削します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業概要の説明
第 2 回 法とは何かについて考え

る
解釈法学と立法学

第 3 回 外国法の参照について① 憲法、民法の視点から
第 4 回 外国法の参照について② 刑法、労働法の視点から
第 5 回 外国法の参照について③ 法制史、英米法の視点から
第 6 回 イギリス史① 古代
第 7 回 イギリス史② 中世
第 8 回 イギリス史③ 近世
第 9 回 イギリス史④ 近世・近代
第 10 回 イギリス史⑤ 近代
第 11 回 イギリス史⑥ 現代
第 12 回 判例を読む① 契約法
第 13 回 判例を読む② 不法行為法
第 14 回 信託法① 信じて託す行為

信託博物館における実習
第 15 回 信託法② ユースの発生と展開
第 16 回 信託法③ ユースから信託へ
第 17 回 信託法④ イギリスにおける信託
第 18 回 グループ研究報告① 学生による自由報告
第 19 回 信託法⑤ アメリカにおける信託
第 20 回 信託法⑥ 日本における信託
第 21 回 イギリスの法と社会① 法制史の視点から
第 22 回 グループ研究報告② 学生による自由報告
第 23 回 イギリスの法と社会② 政治史の視点を踏まえて
第 24 回 イギリスの法と社会③ 思想史の視点を踏まえて
第 25 回 弾劾制度：日英米の司法

制度
裁判官弾劾裁判所における実習

第 26 回 グループ研究報告③ 学生による自由報告
第 27 回 イギリスの法と社会④ 経済史の視点を踏まえて
第 28 回 イギリスの法と社会⑤ 文化史の視点を踏まえて
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
報告担当者は事前の準備を行い、担当者以外についても、文献を読み理解し
てきてください。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
末弘厳太郎「立法学に関する多少の考察」『法律時報』53 巻 14 号（1981 年）。
尾崎一郎ほか「外国法の参照」『法律時報』92 巻 4 号（2020 年）。
川北稔編『イギリス史（上）（下）』（山川出版社、2020 年）。
その他については、適宜、指示します。
【参考書】
J.H. ベイカー（深尾裕造訳）『イギリス法史入門（第 4 版）第Ⅰ部〔総論〕』
（関西学院大学出版会、2014 年）。

J.H. ベイカー（深尾裕造訳）『イギリス法史入門（第 4 版）第Ⅱ部〔各論〕』
（関西学院大学出版会、2014 年）。
小山貞夫『英米法律語辞典』（研究社）。
タマール・フランケル（溜箭将之監訳）『フィデューシャリー「託される人」
の法理論』（弘文堂、2014 年）。
友松義信『信託の世界史』（金融財政事情研究会、2018 年）。
青山吉信、今井宏、村岡健次、木畑洋一編『イギリス史１～３』（山川出版社）。
その他については、適宜、指示します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 100 ％（報告、討論、グループワーク、レポート、出席）
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【学生が準備すべき機器他】
学習支援システムの利用およびオンライン授業に対応するための通信機器
【副題】
英国の法と社会：歴史と比較の視点から
【聴講について】
原則として認めない。
【Outline and objectives】
This course is intended to enhance students’ ability to read, understand,
analyze, and discuss the issues of law and history.
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LAW200AB

演習

金井　光生

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
テーマ：「〈人格的コミュニケーションとしての正義〉の法の下で平和的に共
生することを thoughtful に考える」
目的：「裁判と法コース」・「文化・社会と法コース」に属する法哲学ゼミです。
　 Recht（法＝権利＝正義）に対する基本的な見方や法的思考を対象として、
法を諸々の人間の生の物語（narratives）に支えられた共同の文化作品という
観点において哲学・思想の面から捉え、議論を通じて自分で考えることを目
標とします。様々な問題を素材にして法哲学的に思索し、リーガル・マイン
ドと法的想像力を養うと同時に、他の実定法諸科目をより深く学ぶ上での基
礎的な素養や社会人に向けての教養も養います。
　法学を学んでいると、一度は、「法とはなんだろう？」、「なぜ法は必要なの
だろう？」、「どうして法に従わなくてはならないのだろう？」といった疑問
をもつことがあると思います。その時あなたはもう法哲学の入り口に立って
いるのです。また、災害その他の社会や自然の問題の中で、Recht というも
のそれ自体をしっかり考えてみることは、公務員志望者等はもちろん、広く
一般市民として当然に重要です。ゼミ卒業生たちはゼミでの学びを踏まえて
各界で活躍しています。
　 thoughtless にではなく thoughtful に人間らしく Recht において生きる
ということ。
　基礎学問的興味のある方、実定法解釈学をより深く究めたい方、実定法解
釈学に疲れた方、せっかく大学に入ったのだから人間的学芸と人間的交流で
リア充してみたい方などを歓迎します。
　近年の文献はもとより、百年前、千年前の古典名著ですら簡単に手に入る
現代に何も読まないのは、せっかく苦労して大学に入ったのにもったいない
ので、多くの文献に触れて議論していきましょう！
【到達目標】
（1）テキストの基本的な理解ができる
（2）担当部分の報告のみならず、すべての議論に積極的に参加できる
（3）「自分で思考」し「自分の言葉」で表現・プレゼンテーションできる
（4）現代の諸問題について法哲学－憲法学的に思索できる
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
【コロナ禍により現時点ではオンライン授業を原則としますが、適宜相談の上、
対面式等を実施したいと思います。】
　本演習では、テーマに沿って、現代の具体的問題を扱った文献から、有名
でも一人で読むには大変そうな古典名著に至るまで、みんなで輪読すること
で、必須の読解力や教養を身に付けるとともに、自分たちの生と法がどのよ
うに関わっているか、Recht についてどのような考え方があるのかなどを学
び、思索していきます。その際には、関連する判例や実定法解釈学にも触れ
ながら、法と法学の本質的な部分に触れることができるように配慮します。
　今年 10 年を迎えた東日本大震災と福島原発事故については、時間を割く予
定です。
　また、コロナ禍等がない平時は例年、感性と教養と正義観を養うために、福
島大学ゼミとの合同合宿や課外授業や芸術鑑賞ほか多くのイベントなども行っ
て「生きた学び」を行ってきました。
　また、ゼミでは適時にリアクションペーパーやレポートを課すことで理解
度を測り、その後のゼミの冒頭で、リアクションペーパーについては応答し、
レポートについては講評することで、フィードバックします。
＊これから新たに刊行される文献等もある以上、すべてを前もってシラバス
化することは不可能なため、以下の「授業計画」等はあくまで予定です。講
義ではなくゼミですので、ゼミ生とともにその都度ライブの授業を作り上げ
ていくのが本来の姿です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション オリエンテーション
第 2 回 図書館ガイダンス（予定） 図書館ガイダンス
第 3 回 輪読とディスカッション

①
平野『法哲学』第 1 章・第 2 章

第 4 回 輪読とディスカッション
②

平野『法哲学』第 3 章

第 5 回 輪読とディスカッション
③

平野『法哲学』第 4 章

第 6 回 輪読とディスカッション
④

平野『法哲学』第 5 章

第 7 回 輪読とディスカッション
⑤

平野『法哲学』第 6 章

第 8 回 まとめ① 平野『法哲学』全体を振り返る
第 9 回 輪読とディスカッション

①
中山『法思想史』第 1 部

第 10 回 輪読とディスカッション
②

中山『法思想史』第 2 部

第 11 回 輪読とディスカッション
③

中山『法思想史』第 3 部

第 12 回 輪読とディスカッション
④

中山『法思想史』第 4 部

第 13 回 輪読とディスカッション
⑤

中山『法思想史』第 5 部

第 14 回 まとめ② 中山『法思想史』全体を振り返る
第 15 回 輪読とディスカッション

①
中山『二十世紀の法思想』第 1 章

第 16 回 輪読とディスカッション
②

中山『二十世紀の法思想』第 2 章

第 17 回 輪読とディスカッション
③

中山『二十世紀の法思想』第 3 章

第 18 回 輪読とディスカッション
④

中山『二十世紀の法思想』第 4 章

第 19 回 輪読とディスカッション
⑤

中山『二十世紀の法思想』第 5 章

第 20 回 まとめ③ 中山『二十世紀の法思想』全体を振り
返る

第 21 回 輪読とディスカッション
①

大野『近代法思想史入門』第 1 章・第
2 章

第 22 回 輪読とディスカッション
②

大野『近代法思想史入門』第 3 章・第
4 章

第 23 回 輪読とディスカッション
③

大野『近代法思想史入門』第 5 章・第
6 章

第 24 回 輪読とディスカッション
④

大野『近代法思想史入門』第 7 章・第
8 章

第 25 回 輪読とディスカッション
⑤

大野『近代法思想史入門』第 8 章・第
9 章

第 26 回 輪読とディスカッション
⑥

大野『近代法思想史入門』第 10 章・
第 11 章

第 27 回 輪読とディスカッション
⑦

大野『近代法思想史入門』第 12 章・
第 13 章

第 28 回 輪読とディスカッション
⑧とまとめ

大野『近代法思想史入門』第 14 章・
第 15 章、および全体を振り返る

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　ゼミ開始後は、指定されたテキストを読み、関連する参考文献等で理解を
深めて、報告担当者以外も質問や議論ができるようにしてください。
　課外授業やイベント等にも積極的に参加してください。
　本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
中山竜一ほか『法思想史』（有斐閣アルマ、2019 年）
平野仁彦ほか『法哲学』（有斐閣アルマ、2002 年）
＊その他は適宜、相談の上決定します。
【参考書】
H. アーレント（大久保和郎訳）『エルサレムのアイヒマン（新版）』（みすず書
房、2017 年）
大野達司ほか『近代法思想史入門』（法律文化社、2016 年）
笹倉秀夫『法哲学講義』（東京大学出版会、2002 年）
中山竜一『二十世紀の法思想』（岩波書店、2000 年）
樋口陽一『国法学・人権原論（補訂）』（有斐閣、2007 年）
平井亮輔編『正義』（嵯峨野書院、2004 年）
金井光生『裁判官ホームズとプラグマティズム―＜思想の自由市場＞論にお
ける調和の霊感』（風行社、2006 年）
金井光生『フクシマで日本国憲法＜前文＞を読む（福島大学ブックレット
No.10）』（公人の友社、2014 年）
金井光生「フクシマ憲法物語」片桐直人ほか編『憲法のこれから』（日本評論
社、2017 年）
神島裕子『正義とは何か』（中公新書、2018 年）
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会『国会事故調報告書』（徳間書店、
2012 年）
【成績評価の方法と基準】
平常点（80 ％）＋提出物（20 ％）
「到達目標」の到達度に応じて評価します。
【学生の意見等からの気づき】
演習につきアンケートなし
【その他の重要事項】
（1）ゼミ開始までに、木村草太『キヨミズ准教授の法学入門』（星海社新書、
2012 年）、金井光生『フクシマで日本国憲法〈前文〉を読む』（公人の友社、
2014 年）を読んでおくと有益です。
（2）例年は、他大学との合同合宿、社会見学、芸術鑑賞、イベント等も行っ
ています。
（3）「法哲学」・「大陸法思想史」・「英米法思想史」・「憲法」の各講義科目も履
修することをお勧めします。
【副題】
法哲学、法思想、憲法哲学
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【聴講について】
受入可。事前に事務を通じて担当教員と連絡を取ること。報告や課題の負担
等は正規のゼミ生と同様に扱います。
【Outline and objectives】
Theme ： personal communication and law as jusutice (Recht)
Goal ： We inhabit a nomos-universe under the law as justice. We learn
how to the way of lawful life: the personal communicative life under the
right to live in peace (The Constitution of Japan).

LAW200AB

演習

小山田　朋子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　英米法の中でもアメリカ法を対象とします。いくつかの法分野について日
本法と比較することによってアメリカ法の特徴や全体像をつかむことを目指
します。一市民として生活する上で、日本法とアメリカ法とではどのような
違いがあるだろうかという視点から両国の法の違いを共に考えたいと思いま
す。それによって受講生がわが国の法のあり方への理解も深めることを目指
します。
　「文化・社会と法コース」ともっとも強い関連を持ちますが、他のコースも
含めすべてのコースに属している科目です。
【到達目標】
わが国との比較から、アメリカ法の特徴や全体像をつかむこと、それによっ
て、わが国の法のあり方への理解も深めることを目指します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
オンラインと対面授業を組み合わせて行いますが、くわしい日程等は、4 月 7
日までに学習支援システムの「お知らせ」で提示しますので、各自確認して
ください。
アメリカ法について以下のテーマなどから、メンバーの関心のあるテーマを
選び、文献を読んでいきます。具体的なテーマは、メンバーと話し合って決
めます。
資料の探し方や日米の比較のしかたも身につくようにします。授業内および
授業外で学生から質問等を受け付け、授業内でフィードバックを行います。
テーマ（例）
・日本の裁判員制度、アメリカの陪審制
・医療と法（医療ミス、インフォームド・コンセントなど）
・プライバシー
・表現の自由
・製造物責任
・代理法
・懲罰的損害賠償
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション オリエンテーションおよびテーマ決め
第 2 回 現代アメリカ法（陪審制） テーマに基づく報告と討論
第 3 回 現代アメリカ法（陪審制

と日本の裁判員制度）
テーマに基づく報告と討論

第 4 回 現代アメリカ法（医療と
法・医療事故）

テーマに基づく報告と討論

第 5 回 現代アメリカ法（医療と
法・インフォームド・コ
ンセント）

テーマに基づく報告と討論

第 6 回 現代アメリカ法（医療と
法・製薬）

テーマに基づく報告と討論

第 7 回 現代アメリカ法（プライ
バシー）

テーマに基づく報告と討論

第 8 回 現代アメリカ法（自己決
定権）

テーマに基づく報告と討論

第 9 回 現代アメリカ法（同性婚） テーマに基づく報告と討論
第 10 回 現代アメリカ法（中絶） テーマに基づく報告と討論
第 11 回 現代アメリカ法（デ

ユー・プロセス）
テーマに基づく報告と討論

第 12 回 現代アメリカ法（表現の
自由）

テーマに基づく報告と討論

第 13 回 現代アメリカ法（名誉毀
損）

テーマに基づく報告と討論

第 14 回 まとめ（前期に出た疑問
点や論点について）

テーマに基づく報告と討論

第 15 回 オリエンテーション オリエンテーションおよびテーマ決め
第 16 回 現代アメリカ法（信教の

自由）
テーマに基づく報告と討論

第 17 回 現代アメリカ法（製造物
責任法の判例）

テーマに基づく報告と討論

第 18 回 現代アメリカ法（製造物
責任法の分析）

テーマに基づく報告と討論
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第 19 回 現代アメリカ法（代理法
の判例）

テーマに基づく報告と討論

第 20 回 現代アメリカ法（代理法
の分析）

テーマに基づく報告と討論

第 21 回 現代アメリカ法（信託法
の判例）

テーマに基づく報告と討論

第 22 回 現代アメリカ法（信託法
の分析）

テーマに基づく報告と討論

第 23 回 現代アメリカ法（信託法
の日米比較）

テーマに基づく報告と討論

第 24 回 現代アメリカ法（懲罰的
損害賠償の判例）

テーマに基づく報告と討論

第 25 回 現代アメリカ法（懲罰的
損害賠償の分析）

テーマに基づく報告と討論

第 26 回 現代アメリカ法（人種を
めぐる問題）

テーマに基づく報告と討論

第 27 回 現代アメリカ法（ア
ファーマティブ・アク
ション）

テーマに基づく報告と討論

第 28 回 まとめ（後期に出た疑問
点や論点について）

テーマに基づく報告と討論

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業で扱う資料について、指定箇所を読み、疑問点を整理してくる。
報告者になっている回には、レジュメまたはレポートを準備してくる。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
テキストはゼミ開始後に指定します。
【参考書】
田中英夫『英米法総論　上下』（東大出版会）
樋口範雄『はじめてのアメリカ法』（有斐閣）
判例集：別冊ジュリスト『英米判例百選』および『アメリカ法判例百選』（い
ずれも有斐閣)
　　　　　　　　　　　
そのほかゼミ内で適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
授業内での発言、プレゼンテーション（１００％）。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。
【Outline and objectives】
In this course, students will learn some aspects of modern American law,
and compare them with Japanese law.

POL300AC

現代政策学特講Ⅰ（千代田区）

杉崎　和久

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：オータムセッション/Autumn
Session
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本授業は、政治学科科目の中で「政策」の分野に属する実習を中心とする 2
単位科目である。市ヶ谷キャンパスが所在する千代田区における地域社会の
政策課題をフィールドワーク（現地調査）を通じて発見し、考察すること。
なお、沖縄県の２大学（沖縄大学・名桜大学）、および千代田区内近接大学の
高等教育連携強化コンソーシアムに参加する各大学（大妻女子大学・大妻女
子大学短期大学部、共立女子大学・共立女子短期大学、東京家政学院大学、二
松学舎大学）の学生も受講可能となっている。
【到達目標】
千代田区に関する事前学習、現地実習等を通じて、地域の特性（課題、魅力等）
を理解し、さらに自ら政策課題を発見して解決策を考える力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
本授業は、オータムセッション期間中（９月１３～１６日）に対面による講義
と現地調査、発表を行う。それに加えて、事前にオンデマンド講義（２回）、
調査企画検討をリアルタイムオンラインによるグループワークで行う。
なお、事前学習では小レポート提出、調査企画検討ではグループでの問題関
心の整理をする。またオータムセッション期間中は、グループごとに成果発
表を行い、さらに終了後には個人レポートを提出する。これらの課題等に対
しては、事前学習、オータムセッション期間中は授業内で、終了後の課題に
ついては、学習支援システム上で講評や解説を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
7 月 オリエンテーション 授業の進め方および目的を理解する

（オンデマンド）。
7 月 事前学習「千代田区概論」 対象となる千代田区の概説をする（オ

ンデマンド）。
7～8 月 現地実習の事前準備 グループごとに現地実習の準備（情報

収集と質問事項）をする（リアルタイ
ムオンライン）。

9 月 13
日午前

現地実習オリエンテー
ション

実習の進め方等について共有する。

9 月 13
日午後

現地実習（千代田区内） 調査対象地域を訪問し、調査を実施す
る。

9 月 14
日午前

講義：地域課題解決に取
り組む学生の取組

大学生による地域課題解決に向けた活
動紹介（ゲスト講師）

9 月 14
日午後

現地実習（千代田区内） 調査対象地域を訪問し、調査を実施す
る。

9 月 15
日午前

講義：千代田区の施策 千代田区の行政施策について行政関係
者が解説する（ゲスト講師）。

9 月 15
日午後

現地実習（千代田区内） 調査対象地域を訪問し、調査を実施す
る。

9 月 16
日

成果発表 グループごとに、地域の課題解決や発
展に関するプレゼンテーションを行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
オータムセッション期間中の現地実習準備、発表準備等のために、必要に応
じて授業外の時間での作業が必要になる場合がある。
また、事前学習における小レポート作成、実習準備等は授業外の時間に行う
ことが前提としている。さらに授業終了後には個人レポート提出を予定して
いる。
【テキスト（教科書）】
なし
【参考書】
必要に応じて、授業内で紹介する。
【成績評価の方法と基準】
グループ別発表の評価（40 ％）、最終個人レポートの評価（40 ％）、事前学
習小レポートの評価（10 ％）、グループワーク等への貢献度（10 ％）
【学生の意見等からの気づき】
なし。
【学生が準備すべき機器他】
授業に関する連絡事項、
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【その他の重要事項】
受講を希望する学生には、併せて「現代政策学特講Ⅱ（沖縄）」を受講するこ
とを推奨する。両講とも受講することで、異なる地域社会の比較研究を目指
すために必要な多角的な視点をさらに獲得することが期待される。
【Outline and objectives】
The purpose of this lecture is to discover and consider policy issues in
the community through fieldwork in Chiyoda Ward.

POL300AC

現代政策学特講Ⅱ（沖縄）

明田川　融

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：スプリングセッション/Spring
Session
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講は、実習を中心とする 2 単位科目である。本講は、沖縄大学（那覇市）・
名桜大学（名護市）および千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソー
シアム（略称「千代田区キャンパスコンソ」）に参加する大妻女子大学・大妻
女子大学短期大学部、共立女子大学・共立女子短期大学、東京家政学院大学、
二松学舎大学で受講を希望する学生とともに、沖縄でフィールドワーク（現
地調査）を行う。調査は、沖縄本島に離島を加えて実施し、それぞれの歴史・
文化を理解し、地域社会の政策課題を考察するとともに、本島と離島の文化・
産業の違い等を体感して比較の視点をもって研究を進めることを目指す。
　本講の受講を希望する学生には、併せて「現代政策学特講Ⅰ（千代田区）」
を受講することを推奨する。両講とも受講することで、異なる地域社会の比較
研究を目指すために必要な多角的な視点をさらに獲得することが期待される。
【到達目標】
　現地調査に先立ち、講義を通じて公共政策・行政等に関する基礎的な知識
を身につける。
　そして現地実習や課題解決型授業によって地域の特性や魅力を理解し、さ
らに自ら政策課題を発見して解決策を考える力をつける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　本年度は明田川が全体の主担当となるほか、他の政治学科教員も加わり、講
義や現地調査を行う。スプリングセッションにおける現地調査が主となるが、
それに先立ち、事前学習やレポートの提出等の課題を課す。現地調査を実施
した後は、グループごとのプレゼンテーションを予定し、最終的には、各受
講生が調査実習報告レポートを取りまとめて提出する。
　フィードバックについては――上記との重複も含まれるが――フィールド
ワーク準備段階では事前学習後に、また、沖縄本島でのフィールドワーク中は
毎日の調査終了後および本島全体の調査終了後に、さらに、離島でのフィー
ルドワーク中も毎日の調査終了後および離島全体の調査終了後に、学生の報
告と同報告に対する教員の論評というかたちでフィードバックを行う。沖縄
本島および離島では、同地の研究者、自治体職員、産業界等からコメンテー
ターをお招きし、学生の報告に対する講評をいただくというかたちでのフィー
ドバックも行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1回　
①

事前学習 授業の進め方および目的を理解する。

第 2回　
②

オンデマンド事前学習 オンデマンド授業や課題図書を活用し
現地調査に必要な知識に関する講義を
受講し、課題レポートを提出する。

第 3回　
③

現地実習（沖縄本島：初
日）

・調査対象地を訪ねるとともに「沖縄
の文化・歴史・公共政策」に関する講
義を受講する。

第 4回　
④⑤

現地実習（沖縄本島：２
日目）

・調査対象地を訪ねるとともに「沖縄
県の経済と産業振興」に関する講義を
受講する。

第 5回　
⑥⑦

現地実習（沖縄本島：３
日目）

・那覇周辺や戦跡をフィールドとした
現地調査を行う。

第 6回　
⑧

現地実習（離島・未定：
４日目）

・離島に移動し「歴史と政策」に関す
る講義を受講する。

第 7回　
⑨⑩

現地実習（離島・未定：
５日目）

・調査対象地を訪ねるとともに、当該
離島の「商業・観光振興の課題と取組
み」に関する講義を受講する。

第 8回　
⑪⑫

現地実習（未定６日目） ・グループワーク
・グループ別に調査結果をとりまとめ、
報告の準備をする。

第 9回　
⑬

現地実習（未定７日目） ・グループごとに、沖縄の魅力創出な
いし政策課題の解決をテーマとするプ
レゼンテーションを行う。

第 10 回
　⑭

事後学習 ・各自調査実習報告レポートを作成し
提出する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間ではおそらく不足する。

— 224 —



　発行日：2021/4/1

　現地調査の成否は、事前準備に大きく左右されるため、情報収集を精力的
に行うことが求められる。
【テキスト（教科書）】
　必要に応じて、指示する。
【参考書】
　必要に応じて、授業内で紹介する。
【成績評価の方法と基準】
　事前課題 (30%)、現地調査における積極性 (20%) や、調査報告レポートの
内容 (50%) により評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　なし。
【学生が準備すべき機器他】
　学習支援システムやオンラインによる授業に参加できるような機器および
ネット環境
【その他の重要事項】
　本講は、大学内外の多くの方々の協力を得て成立している。
　そこで、(1) 各種提出物等の締め切りを厳守すること、(2) ヒアリング先に
礼節を失することがないように注意すること。その他、要するに社会常識を
守ることに十分留意することが求められる。
　なお、本講で得られる他大学の学生等との交流機会を存分に活かしてほしい。
　重要なお知らせ（2021 年 2 月 9 日）
　新型コロナ禍の状況により、授業の開始日や方法、フィールドワーク地等
につき重要な連絡がなされる可能性がありますので、受講生は本 Web シラバ
スおよび学習支援システムを小マメにチェックするようにしてください。
【Outline and objectives】
The purpose of this lecture is to discover and consider policy issues in
the community through fieldwork in Okinawa Prefecture. This lecture
has been a part of the convective projects between Tokyo and Okinawa
supported by Cabinet Office.

POL300AC

公共政策フィールドワーク

杉崎　和久、名和田　是彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：6 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本授業は「政治学科科目の中で「政策」の分野に属すし、実習を中心とする 6
単位科目である。日本の地域社会における政策課題をフィールドワークを通
じて発見し、考察する。人口構造が大きく変化する中で現実を直視しつつ将
来を展望する問題意識と洞察力を養うことを目的とする。
【到達目標】
フィールドワークに先立つ講義や各種情報収集等により、現代における地域
社会の変容と種々の政策領域における主体形成について理解し、問題の所在
を認識する。そのうえで、フィールド調査の手法を体得し、調査結果の分析
を経て、課題解決の提案としてまとめ上げる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」に強く関連。「DP2」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
本授業は夏期（９月前半を予定）に調査実習（現地集合で３泊４日程度）に参
加することが必須である。
春学期は公共政策に関連する基本事項に関する講義、地域を把握するための
基礎資料の把握、夏期調査実習に向けたの事前調査（グループワーク）を行
います。
秋学期は夏期調査実習を踏まえた成果を発表し、それを踏まえた問題意識等
に基づいた事例調査を行い、最後は提案作成、発表を行う。
また、授業は原則オンラインで行うが、一部リアルタイムオンラインで行う
こともある。課題は春学期２回（地域調査２回）、秋学期２回（夏期研修報告
と最終提案）が出題される。これらは授業以外の時間に調査等を行い、授業
内での発表を行う。課題等へのフィードバックは授業内で行う。
　
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業の進め方を説明する。受講を希望

する者は必ず出席すること。
第 2 回 地域調査の進め方 統計資料、行政計画書などから地域の

現状を把握する方法を理解する
第 3 回 地方自治概論 地方自治の仕組みについて概説する

（法学部教員）
第 4 回 コミュニティ政策概論 政府が活動を補う地域コミュニティの

活動やこれらの活性化政策について概
説する（名和田）

第 5 回 地域調査報告と解説① 行政資料、統計等を通じて把握した地
域特性等を発表する。

第 6 回 都市計画概論 都市の空間制御、都市施設配置の仕組
みについて概説する。（杉崎）

第 7 回 地域福祉概論 地域において人びとが安心して暮らせ
るよう、地域住民等が協力して課題解
決をする取組を概説する。（ゲスト講
師）

第 8 回 地域調査報告と解説① 歴史資料等を通じて把握した地域特性
等を発表する。

第 9 回 地域経済概論 地域の経済的活動について概説する。
（ゲスト講師）

第 10 回 夏期調査実習地の事前調
査①

事前調査の企画立案、調査実施をする。

第 11 回 夏期調査実習地の事前調
査②

事前調査を実施する。

第 12 回 夏期調査実習地の事前調
査③

事前調査結果の報告をする。

第 13 回 夏期調査実習の企画検討
①

夏期調査実習の企画立案をする。

第 14 回 夏期調査実習の企画検討
②

夏期調査実習の企画を発表する。

第 15 回 夏期調査実習レポートの
発表

夏期調査実習の報告をする（各地域ご
と）。

第 16 回 事例調査テーマの発表① 事例調査テーマの構想を発表する。
第 17 回 事例調査テーマの発表② 事例調査テーマの構想を発表する。
第 18 回 公共政策の最前線から① 公共政策の最前線で実践するゲストか

らの話題提供（予定：厚谷夕張市長）
第 19 回 事例調査企画の発表① 事例調査の企画内容を発表する。
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第 20 回 事例調査企画の発表② 事例調査の企画内容を発表する。
第 21 回 公共政策の最前線から② 公共政策の最前線で実践するゲストか

らの話題提供（自治体職員を予定）
第 22 回 事例調査結果の発表① 事例調査結果を発表する。
第 23 回 事例調査結果の発表② 事例調査結果を発表する。
第 24 回 事例調査結果の発表③ 事例調査結果を発表する。
第 25 回 公共政策の最前線から③ 公共政策の最前線で実践するゲストか

らの話題提供（自治体職員を予定）
第 26 回 最終レポート報告① 提案内容を発表する。
第 27 回 最終レポート報告② 提案内容を発表する。
第 28 回 総括議論 一年間の授業内容を振り返る。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
課題は、春学期２回、秋学期２回が出題される。これらは授業以外の時間を
使って、調査等を行い、授業内での発表を行う。また、グループ作業で行う
春学期後半の夏期調査実習の事前調査、調査企画検討は必要に応じて授業時
間外での活動が想定される。秋学期の提案作成に向けた事例調査の企画、調
査実施は授業時間外に行うことになる。
【テキスト（教科書）】
とくに使用しない。
【参考書】
必要に応じて、授業内で紹介する。
【成績評価の方法と基準】
平常点 60 ％（各回のコメント（学習支援システムを通じて提出）、課題評価
40 ％（春学期２回、秋学期２回）。
【学生の意見等からの気づき】
今年度から担当者変更のため該当せず。
【学生が準備すべき機器他】
授業に関する連絡、課題提出等には学習支援システムを利用する。
事例調査等には、インターネットを利用することを想定している。また、提
出物作成、課題発表には、パソコンを利用して、ワープロ、表計算、プレゼン
テーションソフトを使うことを想定している。
さらに、一部オンラインで行う授業は zoom を使用する予定である。
【その他の重要事項】
夏期調査実習は、３～４地域を予定している。そのため、受講者定員を２０
名程度に限定する。受講希望者が多い場合は、１年生を優先して受講生を決
定する。そのため第１回（４月７日）には受講希望者は必ず出席すること。
なお、夏期調査実習は、公共交通での移動な関東地方以外の地方自治体を予
定しており、現地までの移動、現地での移動のための交通費、宿泊費は自己
負担となる（参考：以前の夕張市での実習の際には 45,000 円程度の自己負担
費用。ただし、関東から新千歳空港まで交通費は含まず）
【Outline and objectives】
In this class, you will discover and consider policy issues in the local
community in Japan through fieldwork.
The purpose is to look into the future of the community in a declining
population.

POL300AC

政治学特殊講義Ⅰ（日韓比較政治思想）

崔　先鎬

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科科目の中で「思想・歴史系」の分野に属する科目です。この講義にお
いては、近代と日韓の思想を通して、両国における政治・社会・文化につい
ての思考能力、並びに両国関係をめぐる諸問題に対する関心の向上を目指し
ます。
近代という時代を克服して、戦後の日韓と世界で指導的役割を発揮しながら
活躍した知識人の思想を基に、現在を構成する一員としての我々が備えるべ
き問題意識を歩むべき方向性について真剣に考えて行きたいです。
【到達目標】
一般論としての政治学分野に加えて、最も重要な近隣諸国である日韓関係に
ついての理解を高めたい学生のために、両国の歴史・文化・社会をめぐる諸問
題について考察していく予定です。
社会科学としての政治思想分野、とくに日韓関係に興味のある人、並びに、こ
れらについてこれから学んでいくことで学問的視座を広げたいと思う人も無
論歓迎します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
政治学的一般論について理論書を通して学習しつつ、歴史的な取り組みから
現代の時事問題に至るまでの内容を包括して説明を行います。日韓をめぐる
いろいろな問題意識を有する学生を包容し、文書購読を行います。また、理
論的文献の他に、新聞、雑誌、並びに、ドキュメンタリなどを使用して、その
内容と主題について分析を行います。
課題等の提出・フィードバックは学習支援システムを通じて行う予定です。な
お、提出された課題等における良い内容は、次回の授業の更なる議論に活か
す予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第一回 （前期）

オリエンテーション
講義全般についての紹介

第二回 近現代の日韓における状
況について

関連内容の紹介・説明

第三回 日韓関係をめぐる市民社
会の論理と心理について
①

関連内容の紹介・説明

第四回 日韓関係をめぐる市民社
会の論理と心理について
②

関連内容の紹介・説明

第五回 日韓における人間と道徳
認識について①

関連内容の紹介・説明

第六回 日韓における人間と道徳
認識について②

関連内容の紹介・説明

第七回 日韓におけるナショナリ
ズムの諸問題について①

関連内容の紹介・説明

第八回 日韓におけるナショナリ
ズムの諸問題について②

関連内容の紹介・説明

第九回 歴史的視座から見た日韓
における西欧認識につい
て①

関連内容の紹介・説明

第十回 歴史的視座から見た日韓
における西欧認識につい
て②

関連内容の紹介・説明

第十一回 日韓の学問世界における
普遍的ものの追求につい
て①

関連内容の紹介・説明

第十二回 日韓の学問世界における
普遍的ものの追求につい
て②

関連内容の紹介・説明

第十三回 現代の日韓おける態度決
定の諸問題について①

関連内容の紹介・説明

第十四回 現代の日韓おける態度決
定の諸問題について②

関連内容の紹介・説明
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
様々な語彙・用語を丁寧に読むこと。授業中はノートを取ること。
授業内容の録画・録音・写真撮影は絶対しないこと。本授業の準備学習・復習
時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
歴史教育研究会編『日韓交流の歴史』東京、明石書店、2007 年
（必要な場合、映画・ドキュメンタリー等の映像を使用いたします。その他、
必要な場合はコピーを配布いたします。）
三谷太一郎『日本の近代とは何であったかー問題史的考察』岩波新書 1650、
東京、岩波書店、2017 年
【参考書】
南原繁『政治哲学序説』、岩波書店、1988年
白樂濬『歴史と文化』、延世大学出版部、1995年
中野勝郎・杉田敦・崔先鎬ほか『市民社会と立憲主義』、法政大学出版局、
2012 年
中野勝郎・崔先鎬ほか『境界線の法と政治』、法政大学出版局、
2016 年
【成績評価の方法と基準】
例年の場合、参加度 (＝手書きのレポートなどの提出物、30%) ＋試験 (黒の
油性ボールペンのみ使用可、70%) です。
（ただし、非常事態宣言に伴うオンライン講座の対応となった場合、参加度の
みの 100%の評価 (受講態度 50%＋提出物 50%) といたします。無論、上記の
措置が解除され大学での試験実施が可能な場合は通常通りの実施となります。）
【学生の意見等からの気づき】
日韓関係における持続可能な信頼の構築
【学生が準備すべき機器他】
ノート筆記
【その他の重要事項】
授業内容の録画・録音・写真撮影は絶対に行わないこと。
試験時に黒の油性ボールペンを必ず用意すること。
【Outline and objectives】
By this subject about the modern history in Japanese & Korean politics,
society, the culture study it. In addition, by this lecture, to the improve
interest about various the relationship around Japanese & Korean’s
modern age. Particularly, to consider education system with the Elite
between these two countries.

POL300AC

政治学特殊講義Ⅱ（日韓比較政治思想）

崔　先鎬

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科科目の中で「思想・歴史系」の分野に属する科目です。この講義にお
いては、近代と日韓の思想を通して、両国における政治・社会・文化につい
ての思考能力、並びに両国関係をめぐる諸問題に対する関心の向上を目指し
ます。
近代という時代を克服して、戦後の日韓と世界で指導的役割を発揮しながら
活躍した知識人の思想を基に、現在を構成する一員としての我々が備えるべ
き問題意識を歩むべき方向性について真剣に考えて行きたいです。
【到達目標】
一般論としての政治学分野に加えて、最も重要な近隣諸国である日韓関係に
ついての理解を高めたい学生のために、両国の歴史・文化・社会をめぐる諸問
題について考察していく予定です。
社会科学としての政治思想分野、とくに日韓関係に興味のある人、並びに、こ
れらについてこれから学んでいくことで学問的視座を広げたいと思う人も無
論歓迎します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
政治学的一般論について理論書を通して学習しつつ、歴史的な取り組みから
現代の時事問題に至るまでの内容を包括して説明を行います。日韓をめぐる
いろいろな問題意識を有する学生を包容し、文書購読を行います。また、理
論的文献の他に、新聞、雑誌、並びに、ドキュメンタリなどを使用して、その
内容と主題について分析を行います。
課題等の提出・フィードバックは学習支援システムを通じて行う予定です。な
お、提出された課題等における良い内容は、次回の授業の更なる議論に活か
す予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第一回 （後期）

オリエンテーション
講義全般についての紹介

第二回 日韓における文化的共通
認識と歴史的価値につい
て①

関連内容の紹介・説明

第三回 日韓における文化的共通
認識と歴史的価値につい
て②

関連内容の紹介・説明

第四回 日韓における文化的共通
認識と歴史的価値につい
て③

関連内容の紹介・説明

第五回 日韓におけるリベラリズ
ムとデモクラシーについ
て①

関連内容の紹介・説明

第六回 日韓におけるリベラリズ
ムとデモクラシーについ
て②

関連内容の紹介・説明

第七回 日韓におけるリベラリズ
ムとデモクラシーについ
て③

関連内容の紹介・説明

第八回 日韓における市民社会に
ついて①

関連内容の紹介・説明

第九回 日韓における市民社会に
ついて②

関連内容の紹介・説明

第十回 日韓における市民社会に
ついて③

関連内容の紹介・説明

第十一回 日韓における文化多元主
義について①

関連内容の紹介・説明

第十二回 日韓における文化多元主
義について②

関連内容の紹介・説明

第十三回 国際関係としての日韓に
ついて

関連内容の紹介・説明

第十四回 日韓友好関係の意義と可
能性について

関連内容の紹介・説明
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
様々な語彙・用語を丁寧に読むこと。授業中はノートを取ること。
授業内容の録画・録音・写真撮影は絶対しないこと。本授業の準備学習・復習
時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
歴史教育研究会編『日韓交流の歴史』東京、明石書店、2007 年
（必要な場合、映画・ドキュメンタリー等の映像を使用いたします。その他、
必要な場合はコピーを配布いたします。）
三谷太一郎『日本の近代とは何であったかー問題史的考察』岩波新書 1650、
東京、岩波書店、2017 年
【参考書】
南原繁『政治哲学序説』、岩波書店、1988年
白樂濬『歴史と文化』、延世大学出版部、1995年
中野勝郎・杉田敦・崔先鎬ほか『市民社会と立憲主義』、法政大学出版局、
2012年
中野勝郎・崔先鎬ほか『境界線の法と政治』、法政大学出版局、
2016 年
【成績評価の方法と基準】
例年の場合、参加度 (＝手書きのレポートなどの提出物、30%) ＋試験 (黒の
油性ボールペンのみ使用可、70%) です。
（ただし、非常事態宣言に伴うオンライン講座の対応となった場合、参加度の
みの 100%(受講態度 50%＋提出物 50%) の評価といたします。無論、上記の
措置が解除され大学での試験実施が可能な場合は通常通りの実施となります。）
【学生の意見等からの気づき】
日韓関係における持続可能な信頼の構築
【学生が準備すべき機器他】
ノート筆記
【その他の重要事項】
授業内容の録画・録音・写真撮影は絶対に行わないこと。
試験時に黒の油性ボールペンを必ず用意すること。
【Outline and objectives】
By this subject about the modern history in Japanese & Korean politics,
society, the culture study it. In addition, by this lecture, to the improve
interest about various the relationship around Japanese & Korean’s
modern age. Particularly, to consider education system with the Elite
between these two countries.

POL300AC

政治学特殊講義Ⅰ（安全保障政策）

半田　滋

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
日本の安全保障政策について考察します。日本防衛を担うのは一義的には自
衛隊です。日米安全保障条約により、米軍にもその役割が求められています。
海外で武力行使せず、専守防衛に徹してきた自衛隊は冷戦後、海外活動に乗
り出しました。さらに安全保障関連法により、集団的自衛権の行使、他国軍
への後方支援へと踏み込もうとしています。日本はシビリアンコントロール
（文民統制）の国ですから、もちろん政治による決定です。政治が決める自衛
隊や米軍のあり方について、具体的な事例をもとに学びます。
【到達目標】
日本の安全保障政策を理解すること。中国、北朝鮮などの軍事力の現状と狙
いを知ることにより、日本を取り巻く安全保障環境について考察を深めます。
そのうえで自衛隊に求められる役割が日本防衛だけでなく、国際秩序の構築、
人道復興支援などに広がり、そうした活動が結果的に日本や国際社会の平和
につながることを理解していきます。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
新型コロナウイルスの影響で大学での授業が困難な状態となっており、Hoppii
の学習支援システムを使った授業を行います。詳しくは仮登録すれば、授業支
援システムの「政治学特殊講義Ⅰ (安全保障政策)」にアクセスできますので、
読んでみてください。仮登録後の授業は「学習支援システム」に私がアップ
する「お知らせ」や「教材」を活用して授業を進めます。youtube などの使
用については検討中です。（２月１０日現在）
授業の初めに前回の授業で提出されたリアクションペーパーなどからいくつ
か取り上げ、回答します。またメールなどでいただいた疑問についても回答
します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス（日本国憲法

と自衛隊）
戦争放棄を明記した日本国憲法のも
と、政府は自衛隊を合憲としていま
す。自衛隊とはどのような存在なので
しょうか。また国民は自衛隊をどうみ
ているのでしょうか。自衛隊の全体像
を勉強します。

第 2 回 日米安全保障体制とは 米国は日米安全保障条約により、日本
に基地を置くことが認められていま
す。米軍の役割は日本防衛にあるはず
ですが、基地の存在が日本の主権侵害
につながる例もあります。米軍駐留の
意味について学びます。

第 3 回 沖縄の米軍基地の現状と
問題点

国土面積の０．６％に過ぎない沖縄県
に米軍専用施設の７割が集中していま
す。米海兵隊のための辺野古新基地の
建設をめぐり、沖縄県は政府と鋭く対
立しています。沖縄の基地の現状と問
題点を学びます。

第 4 回 多様化する自衛隊の活動 自衛隊は、日本が他国から侵略された
ことがないので防衛出動をゼロ。その
一方で災害派遣や福島第一原発の事故
には出動し、災害救援隊の色彩が強
まっています。自衛隊の国内における
実像に迫ります。

第 5 回 国連平和維持活動（ＰＫ
Ｏ）への参加

冷戦後、自衛隊はＰＫＯへの参加を開
始しました。すでに１４回の派遣実績
があります。南スーダンＰＫＯでは
「違憲」との批判がある安保法制が適
用されました。憲法との整合性と活動
の実態をみます。

第 6 回 ソマリア沖の海賊対処／
拡大するジブチの自衛隊
海外拠点

現在、自衛隊の海外活動はソマリア沖
の海賊対処が典型例です。海賊対処の
ためにジブチに恒久施設を持った自衛
隊の活動とその狙いは何でしょうか。
２０２０年から始まった中東の監視任
務の実態に迫ります。
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第 7 回 米国艦艇への洋上補給／
憲法違反の判決を受けた
イラクでの空輸

米国のアフガニスタン攻撃、イラク戦
争に合わせて自衛隊は対米支援を実施
しました。初の戦地派遣です。このう
ち憲法違反の判決を受けた活動もある
のです。何が起きていたのか検証しま
す。

第 8 回 中国の軍事力強化とその
狙い

巨大経済圏・安全保障構想「一帯一
路」を進める中国。海軍力を強め、外
洋進出を図る一方で、米軍の南シナ海
進出は阻止する構えです。中国の狙い
を理解し、日本の安全にどのうよな影
響があるのか学びます。

第 9 回 北朝鮮の核・ミサイル開
発の狙いと朝鮮半島情勢

核とミサイル開発を進める北朝鮮。南
北首脳会談、米朝首脳会談を経て、朝
鮮半島情勢は変化したといえるので
しょうか。北朝鮮の核・ミサイルが日
本の安全保障にどのようにかかわるの
か学習します。

第 10 回 米国から導入した弾道ミ
サイル迎撃システムの問
題点

自衛隊は米国以外では唯一、米国製の
ミサイル防衛システムを導入していま
す。導入を断念したイージス・アショ
アに代わり、イージス・システム搭載
艦という珍妙な艦艇２隻の建造が決ま
りました。問題点を探ります。

第 11 回 首都圏に配備されたオス
プレイの問題点

防衛省は千葉県にオスプレイ１７機を
配備します。米軍と合わせると日本を
飛ぶオスプレイは合計５３機に。欠陥
機と呼ばれるオスプレイ配備の理由と
その問題点を探ります。

第 12 回 安全保障関連法による自
衛隊の変化・その１

安倍晋三政権は安全保障関連法を成立
させ、自衛隊の活動に集団的自衛権行
使を含めました。多くの憲法学者から
違憲との指摘もある活動の中身をみて
いきます。

第 13 回 安全保障関連法による自
衛隊の変化・その２

前の授業に続き、安全保障関連法によ
る自衛隊の変化を勉強します。憲法改
正による自衛隊明記の意味も考えてい
きます。

第 14 回 テスト これまで学んできた自衛隊や米軍の現
状、日本を取り巻く安全保障環境など
について幅広く出題します。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日本を取り巻く安全保障環境はこの四半世紀の間に大きく変わりました。政
府は「防衛計画の大綱」を変えるなかで、空母保有を打ち出すなど日本の安
全保障政策は大きく変化しています。中国は南シナ海での活動をさらに活発
化させるのか、核・ミサイル開発を進めてきた北朝鮮は今後、どうなるのか。
新聞、テレビを通じて、日々の動きを追い、日本の安全がどのような形で維
持されていくのか注視してください。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
半田滋『変貌する日本の安全保障』（弓立社）
【参考書】
防衛省『令和２年版防衛白書　日本の防衛』
【成績評価の方法と基準】
テストにより、評価する。
【学生の意見等からの気づき】
政治の動きと自衛隊の活動は一体化しているので、「新聞が参考になる」との
学生の意見がありました。本授業では、新聞のみならず、テレビ、インター
ネット情報も積極的に取り入れていきます。
【学生が準備すべき機器他】
授業内容は毎回、ポータルサイト（Hoppii の学習支援システム）にアップし
ます。そのために必要な機材（パソコン、スマートフォン、プリンターなど）
を準備してください。
【その他の重要事項】
東京新聞記者として防衛省・自衛隊、在日米軍の取材を３０年以上、続けて
きました。現場から見える安全保障の実像を学生のみなさんと共有していき
ます。
【Outline and objectives】
I will examine Japanese security policy. It is the Self Defense Force
who uniquely plays Japan defense. U.S. military roles are required
by the Japan-US Security Treaty. Without exercising force abroad,
the Self Defense Force, which has dedicated itself to exclusive defense,
began working overseas after the Cold War. Furthermore, by the
security-related law, we are trying to step into the exercise of collective
self-defense rights and backward support to other national forces. Since
Japan is a country of civilian control , of course, it is decision by
politics. We will learn about the way the SDF and the US military are
determined by politics based on concrete examples.

POL300AC

政治学特殊講義Ⅰ（現代の政治理論）

面　一也

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治理論は危機の時代に生まれる、と言われる。危機に立ち向かいその解決
を目指す点で、政治学は古来より医学に喩えられてもきた。本授業では、二
度の世界大戦、大衆社会化に伴う人間の画一化、マイノリティの排除や差別、
テロとの戦い、ポピュリズム…等々の危機に対峙してきた、現代の代表的な
政治理論を概観しながら、今日の政治がなお抱えている諸課題に関して、批
判的考察を行なう。とくに問うべきは、それらの政治理論がはたして問題を
解決できているのかどうか、もしできていないとしたら、それは何を意味し
ているのか、である。
【到達目標】
1 　現代の政治理論の主要な争点を理解する。
2 　今日の政治的諸課題について理解する。
3 　現在および将来の政治的諸課題に対する批判的考察力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
講義形式で行なう。リアクションペーパーの提出（2 ～ 3 回）を予定してい
る。リアクションペーパー実施後の授業時に、提出されたリアクションペー
パーからいくつか取り上げ、全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 授業の概要と進め方、教材などについ

て。
2 フリードリヒ・ニーチェ

1
文体の技法、キリスト教道徳への批判

3 ニーチェ 2 近代デモクラシーへの批判
4 ニーチェ 3 末人と超人
5 ニーチェ 4 大いなる政治
6 ハンナ・アーレント 1 活動、自由、公的空間：人はいかに共

に生きるべきか
7 アーレント 2 全体主義への批判：人間の本性の破壊

に抗して
8 アーレント 3 人間の条件：「活動＞仕事＞労働」の

ヒエラルヒー、その近代における転倒
9 アーレント 4 公的空間の再興：いかにして、またそ

もそも、それは可能なのか
10 ジョン・ロールズ 1 正義論の構想：ベトナム戦争や人種

差別への反対、功利主義の克服
11 ロールズ 2 正義の二原理：リベラル・デモク

ラシーと社会福祉国家の擁護
12 ロールズ 3 正義論をめぐる論争：新自由主義によ

る批判を中心に
13 ロールズ 4 正義論の国際社会への適用：永遠平和

のための正しい戦争、人道的介入と核
武装

14 期末筆記試験 まとめと解説
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
復習に力点を置くことを勧める。ノートと引用資料をよく読み返し、自らの
考察を簡単に書き留めておくとよい。初回授業時に詳しく説明するが、成績
評価に際しても考察を重視する。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を
標準とする。
【テキスト（教科書）】
授業時に配布する引用資料を主に用いる。
【参考書】
藤原保信、飯島昇藏編著『西洋政治思想史Ⅱ』新評論、1995 年。
杉田敦、川崎修編著『西洋政治思想資料集』法政大学出版局、2014 年。
【成績評価の方法と基準】
期末試験（80 ％）、リアクションペーパー（20 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
授業外の発展学習をいっそう促す授業内容を心がけたい。
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【Outline and objectives】
It is often said that political theory is born in an age of crisis. In terms of
confronting those crises and aiming to solve them, political science has
been compared to medical science since ancient times. In this course, we
will study some representative contemporary political theories, which
confronted, for example, the crisis of two world wars, the human
standardization in mass society, the discrimination or elimination of
minority, terrorism, populism in democratic society, etc. I will try to
ask critical questions on the issues which the contemporary political
theories are still confronting. Especially, the question to ask is whether
these theories can solve the problems, and if not, what it means to us.

POL300AC

政治学特殊講義Ⅱ（現代の政治理論）

面　一也

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治理論は危機の時代に生まれる、と言われる。危機に立ち向かいその解決
を目指す点で、政治学は古来より医学に喩えられてもきた。本授業では、二
度の世界大戦、大衆社会化に伴う人間の画一化、マイノリティの排除や差別、
テロとの戦い、ポピュリズム…等々の危機に対峙してきた、現代の代表的な
政治理論を概観しながら、今日の政治がなお抱えている諸課題に関して、批
判的考察を行なう。とくに問うべきは、それらの政治理論がはたして問題を
解決できているのかどうか、もしできていないとしたら、それは何を意味し
ているのか、である。
【到達目標】
1 　現代の政治理論の主要な争点を理解する。
2 　今日の政治的諸課題について理解する。
3 　現在および将来の政治的諸課題に対する批判的考察力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
講義形式で行なう。リアクションペーパーの提出（2 ～ 3 回）を予定してい
る。リアクションペーパー実施後の授業時に、提出されたリアクションペー
パーからいくつか取り上げ、全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 授業の概要と進め方、教材などについ

て。
2 カール・シュミット 1 　 政治的なものの概念：友と敵の区別、

臨戦体制または戦争国家へ
3 シュミット 2 リベラル・デモクラシーと近代社会へ

の批判：議会のお喋り、娯楽社会化と
人間のサル化

4 シュミット 3 権威国家の擁護：独裁と両立する “真
のデモクラシー”

5 シュミット 4 ナチズムへの加担
6 アレクサンドル・コ

ジェーヴ１
欲望の自我：動物的欲望と人間的欲望

7 コジェーヴ 2 生死を賭けた承認をめぐる闘争
8 コジェーヴ 3 主人と奴隷の弁証法から血塗られた革

命へ
9 コジェーヴ 4 　 歴史の終わり：賢者によるホモ・サヒ

゚エンスの飼育国家
10 ミシェル・フーコー１ “真理” を語る者は誰か？ ：近代批判

としての系譜学的問い
11 フーコー 2 規律=訓練テクノロジー：権力への

自発的服従
12 フーコー 3 司牧者権力と生政治：知と権力の結託

による生の監視
13 フーコー 4 近代への抵抗：新しい主体の可能性
14 期末筆記試験 まとめと解説
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
復習に力点を置くことを勧める。ノートと引用資料をよく読み返し、自らの
考察を簡単に書き留めておくとよい。初回授業時に詳しく説明するが、成績
評価に際しても考察を重視する。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を
標準とする。
【テキスト（教科書）】
授業時に配布する引用資料を主に用いる。
【参考書】
藤原保信、飯島昇藏編著『西洋政治思想史Ⅱ』新評論、1995 年。
杉田敦、川崎修編著『西洋政治思想資料集』法政大学出版局、2014 年。
【成績評価の方法と基準】
期末試験（80 ％）、リアクションペーパー（20 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
授業外の発展学習をいっそう促す授業内容を心がけたい。
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【Outline and objectives】
It is often said that political theory is born in an age of crisis. In terms of
confronting those crises and aiming to solve them, political science has
been compared to medical science since ancient times. In this course, we
will study some representative contemporary political theories, which
confronted, for example, the crisis of two world wars, the human
standardization in mass society, the discrimination or elimination of
minority, terrorism, populism in democratic society, etc. I will try to
ask critical questions on the issues which the contemporary political
theories are still confronting. Especially, the question to ask is whether
these theories can solve the problems, and if not, what it means to us.

POL300AC

現代政策学特講Ⅰ（立法学）

正木　寛也

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本科目は、政治学科科目の中で「選択科目」に属しており、Ⅰ・Ⅱを通して、
法制度の形成（立法）過程を着眼点として立法学の全体像を俯瞰するもので
す。解釈法学に対する概念としての立法学の必要性は古くから指摘され、こ
れまでも、様々な分野の研究者が各自の視点からの「立法学」を論じていま
す。本科目は、今日までの立法学に関する議論を整理するとともに、法制度
がいかにして形成されるかを、立法過程論にとどまらず、立法される（べき）
内容に係る憲法、民事法、刑事法等との関係の在り方といった立法政策論の
観点も加えて多角的に分析することにより、立法学を政治学と解釈法学及び
基礎法学の間に位置付けて体系的に構築することを試みます。Ⅰでは、主に
政策の形成過程から分析します。
【到達目標】
法制度は天賦のものでも不動不変のものでもなく、それを「書いた人」がお
り、また、社会の動きに対応して日々変化し続けるものです。政治学科・国際
政治学科の皆さんにおいては、政治過程において政策がいかにして形成され
るか、そして、政策のアウトプットの一形態としての法制度がいかにして構
築されるかを理解することにより、また、法律学科の皆さんにおいては、解
釈の対象としてのみ捉えられがちな実定法に、それを誰が主体的に形成して
いるかという視点を加えることで実定法を動的に理解できるようにすること
により、各々の専攻分野に対する理解を深めるとともに、今後、皆さんが社
会において（法）制度に関わる場面で、制度を使う側に立っても制度を作る
立場に立っても、有益な視点を得ることを目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
講義形式で行い、映像の使用も検討中です。立法学の理論だけでなく、国会
でリアルタイムに展開している政治・立法過程を随時紹介し、理論と交差さ
せることで理解の深化を図ります。また、具体例として取り上げるテーマに
ついても、皆さんの要望に可能な限り対応する予定です。さらに、各段階に
おいて、考える時間を確保することにより法制度の形成過程における立法者
の思考の流れを追体験してもらうとともに、提出された質問や課題の回答を
端緒にしたフィードバックを適宜行うこと等を通じて、「実用」性を高める工
夫もしたいと思います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 講義のアウトライン
第 2 回 「立法学」とはなにか テーマに沿った講義
第 3 回 立法学の再定位 テーマに沿った講義
第 4 回 政策形成過程概論 テーマに沿った講義
第 5 回 政府における政策形成過

程
テーマに沿った講義

第 6 回 政府における政策形成の
事例研究（１）

テーマに沿った講義

第 7 回 政府における政策形成の
事例研究（２）

テーマに沿った講義

第 8 回 政党における政策形成過
程

テーマに沿った講義

第 9 回 政党における政策形成の
事例研究

テーマに沿った講義

第 10 回 政策形成と選挙制度の関
係

テーマに沿った講義

第 11 回 選挙制度概論 テーマに沿った講義
第 12 回 選挙制度史 テーマに沿った講義
第 13 回 日本の選挙制度 テーマに沿った講義
第 14 回 まとめ まとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
政治の場で議論される社会における諸課題と法制度は、密接に結びついてい
ます。政治と法との関係を常に意識するとともに、授業で紹介する文献等を
読むことにとどまらず、普段意識していないところにも法があり、それは所
与のものではなく人によって作られたものである、という視点から幅広く学
び、深く考えるようにしてください。
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本授業の準備学習・復習時間は各２時間を標準とします。まず、この「時間」
の記載がどのような根拠に基づいているか、を入口にして、なぜそういう時
間が必要なのか、時間数の根拠は何か、さらに、それは妥当なものであるの
か、と思考を進めてもらえるといいと思います。
【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。
【参考書】
法制執務用語研究会『条文の読み方』（有斐閣、2012 年）。その他については、
講義において適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
授業の進度に合わせて適時（学期中に数回）課す課題（５０％）、学期末レ
ポート（５０％）
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【その他の重要事項】
教員は、衆議院法制局において 20 年以上にわたり議員立法の補佐に携わって
おり、題材として実際の法律の立法過程を取り扱うのはもちろん、授業の時
点において国会で議論されているテーマ（近年の授業で紹介した事例として、
TPP、安全保障関連法案、違法伐採、入管法改正など）について具体的に説
明することで、皆さんが興味を持ち、より深く理解してもらえるような授業
を心がけています。
【Outline and objectives】
In this course, the students will learn about formulating policy and law-
making process in Japan.

POL300AC

現代政策学特講Ⅱ（立法学）

正木　寛也

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本科目は、政治学科科目の中で「選択科目」に属しており、Ⅰ・Ⅱを通して、
法制度の形成（立法）過程を着眼点として立法学の全体像を俯瞰するもので
す。解釈法学に対する概念としての立法学の必要性は古くから指摘され、こ
れまでも、様々な分野の研究者が各自の視点からの「立法学」を論じていま
す。本科目は、今日までの立法学に関する議論を整理するとともに、法制度
がいかにして形成されるかを、立法過程論にとどまらず、立法される（べき）
内容に係る憲法、民事法、刑事法等との関係の在り方といった立法政策論の
観点も加えて多角的に分析することにより、立法学を政治学と解釈法学及び
基礎法学の間に位置付けて体系的に構築することを試みます。Ⅱでは、議会
（国会）における議論・調整を通じた法制度の形成過程から分析します。
【到達目標】
法制度は天賦のものでも不動不変のものでもなく、それを「書いた人」がお
り、また、社会の動きに対応して日々変化し続けるものです。政治学科・国際
政治学科の皆さんにおいては、政治過程において政策がいかにして形成され
るか、そして、政策のアウトプットの一形態としての法制度がいかにして構
築されるかを理解することにより、また、法律学科の皆さんにおいては、解
釈の対象としてのみ捉えられがちな実定法に、それを誰が主体的に形成して
いるかという視点を加えることで実定法を動的に理解できるようにすること
により、各々の専攻分野に対する理解を深めるとともに、今後、皆さんが社
会において（法）制度に関わる場面で、制度を使う側に立っても制度を作る
立場に立っても、有益な視点を得ることを目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
講義形式で行い、映像の使用も検討中です。立法学の理論だけでなく、国会
でリアルタイムに展開している政治・立法過程を随時紹介し、理論と交差さ
せることで理解の深化を図ります。また、具体例として取り上げるテーマに
ついても、皆さんの要望に可能な限り対応する予定です。さらに、各段階に
おいて、考える時間を確保することにより法制度の形成過程における立法者
の思考の流れを追体験してもらうとともに、提出された質問や課題の回答を
端緒にしたフィードバックを適宜行うこと等を通じて、「実用」性を高める工
夫もしたいと思います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 講義のアウトライン
第 2 回 代議制民主政治論 テーマに沿った講義
第 3 回 議会制度概論 テーマに沿った講義
第 4 回 二院制と立法過程 テーマに沿った講義
第 5 回 日本の立法の量的・質的

分析
テーマに沿った講義

第 6 回 立法の今日的課題 テーマに沿った講義
第 7 回 立法政策と立法事実論 テーマに沿った講義
第 8 回 法制度設計の政治性と倫

理
テーマに沿った講義

第 9 回 事例研究（１） 具体的な法律の立法過程の分析
第 10 回 事例研究（２） 具体的な法律の立法過程の分析
第 11 回 事例研究（３） 具体的な法律の立法過程の分析
第 12 回 事例研究（４） 具体的な法律の立法過程の分析
第 13 回 事例研究（５） 具体的な法律の立法過程の分析
第 14 回 まとめ まとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
政治の場で議論される社会における諸課題と法制度は、密接に結びついてい
ます。政治と法との関係を常に意識するとともに、授業で紹介する文献等を
読むことにとどまらず、普段意識していないところにも法があり、それは所
与のものではなく人によって作られたものである、という視点から幅広く学
び、深く考えるようにしてください。
本授業の準備学習・復習時間は各２時間を標準とします。まず、この「時間」
の記載がどのような根拠に基づいているか、を入口にして、なぜそういう時
間が必要なのか、時間数の根拠は何か、さらに、それは妥当なものであるの
か、と思考を進めてもらえるといいと思います。
【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。
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【参考書】
法制執務用語研究会『条文の読み方』（有斐閣、2012 年）。その他については、
講義において適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
授業の進度に合わせて適時（学期中に数回）課す課題（５０％）、学期末レ
ポート（５０％）
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【その他の重要事項】
教員は、衆議院法制局において 20 年以上にわたり議員立法の補佐に携わって
おり、題材として実際の法律の立法過程を取り扱うのはもちろん、授業の時
点において国会で議論されているテーマ（近年の授業で紹介した事例として、
TPP、安全保障関連法案、違法伐採、入管法改正など）について具体的に説
明することで、皆さんが興味を持ち、より深く理解してもらえるような授業
を心がけています。
【Outline and objectives】
In this course, the students will learn about formulating policy and law-
making process in Japan.

BSP100AC

政治学入門演習

明田川　融

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、政治学科の専門科目を学ぶための入門科目として位置づけられま
す。政治学（あるいは社会科学）の基礎的な文献を読んで、大意をつかみ取
り、そのなかで気づいた論点や疑問点を議論し、さらに文献の要約や論点・疑
問点についてレジュメやリポートを書くといったことから構成されています。
【到達目標】
政治学科の 1 年生を対象に、読む、書く、発言する、議論を理解する等の大
学生としての基本的な能力を身に付けること、さらに読みやすい文献に接し
ながら政治学とはどのような学問なのか、その具体的なイメージを持つこと
を目標にしています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
学生の積極性・主体性が不可欠となるゼミ形式の授業です。意欲ある学生の
参加を保証するために十分な開講数を確保し、またクラス指定をして各演習
の人数規模の適正化を図るようにしています。このため、初回の授業で履修
希望者には様々な連絡をすることとなりますので、初回の授業にはかならず
出席してください。
授業は、基本的には文献講読ですが、理解を深めるために、特定のテーマに
ついて調べて発表することが求められることもあります。
フィードバックは必要に応じて授業内で随時なされます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業内容の説明
第 2 回 演習 文献講読
第 3 回 演習 文献講読
第 4 回 演習 文献講読
第 5 回 演習 文献講読
第 6 回 演習 文献講読
第 7 回 演習 文献講読
第 8 回 演習 文献講読
第 9 回 演習 文献講読
第 10 回 演習 文献講読
第 11 回 演習 文献講読
第 12 回 演習 文献講読
第 13 回 演習 文献講読
第 14 回 演習 文献講読
第 15 回 演習 文献講読
第 16 回 演習 文献講読
第 17 回 演習 文献講読
第 18 回 演習 文献講読
第 19 回 演習 文献講読
第 20 回 演習 文献講読
第 21 回 演習 文献講読
第 22 回 演習 文献講読
第 23 回 演習 文献講読
第 24 回 演習 文献講読
第 25 回 演習 文献講読
第 26 回 演習 文献講読
第 27 回 演習 文献講読
第 28 回 演習 文献講読
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定された文献は必ず読み、レポートや発表の準備を行うことが不可欠です。
また、夏休みには指定図書についてレポートを書く課題が出されます。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
各演習とも参加者と相談しながら適宜選択していくことになります。
【参考書】
適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 100 ％。
ただし、平常点の内容については担当講師が、初回の授業で説明します。
【学生の意見等からの気づき】
授業の性質上、授業アンケートは実施していません。
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【その他の重要事項】
なお、大学の行動方針レベルが 2 となった場合、この授業は原則としてオン
ラインで行う。詳細は学習支援システムで伝達する。（3 月 16 日　明田川記）
【Outline and objectives】
An introduction to Politics

BSP100AC

政治学入門演習

河野　有理

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、政治学科の専門科目を学ぶための入門科目として位置づけられま
す。政治学（あるいは社会科学）の基礎的な文献を読んで、大意をつかみ取
り、そのなかで気づいた論点や疑問点を議論し、さらに文献の要約や論点・疑
問点についてレジュメやリポートを書くといったことから構成されています。
【到達目標】
政治学科の 1 年生を対象に、読む、書く、発言する、議論を理解する等の大
学生としての基本的な能力を身に付けること、さらに読みやすい文献に接し
ながら政治学とはどのような学問なのか、その具体的なイメージを持つこと
を目標にしています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
学生の積極性・主体性が不可欠となるゼミ形式の授業です。意欲ある学生の
参加を保証するために十分な開講数を確保し、またクラス指定をして各演習
の人数規模の適正化を図るようにしています。このため、初回の授業で履修
希望者には様々な連絡をすることとなりますので、初回の授業にはかならず
出席してください。
授業は、基本的には文献講読ですが、理解を深めるために、特定のテーマに
ついて調べて発表することが求められることもあります。
フィードバックは必要に応じて授業内で随時なされます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業内容の説明
第 2 回 演習 文献講読
第 3 回 演習 文献講読
第 4 回 演習 文献講読
第 5 回 演習 文献講読
第 6 回 演習 文献講読
第 7 回 演習 文献講読
第 8 回 演習 文献講読
第 9 回 演習 文献講読
第 10 回 演習 文献講読
第 11 回 演習 文献講読
第 12 回 演習 文献講読
第 13 回 演習 文献講読
第 14 回 演習 文献講読
第 15 回 演習 文献講読
第 16 回 演習 文献講読
第 17 回 演習 文献講読
第 18 回 演習 文献講読
第 19 回 演習 文献講読
第 20 回 演習 文献講読
第 21 回 演習 文献講読
第 22 回 演習 文献講読
第 23 回 演習 文献講読
第 24 回 演習 文献講読
第 25 回 演習 文献講読
第 26 回 演習 文献講読
第 27 回 演習 文献講読
第 28 回 演習 文献講読
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定された文献は必ず読み、レポートや発表の準備を行うことが不可欠です。
また、夏休みには指定図書についてレポートを書く課題が出されます。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
各演習とも参加者と相談しながら適宜選択していくことになります。
【参考書】
適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 100 ％。
ただし、平常点の内容については担当講師が、初回の授業で説明します。
【学生の意見等からの気づき】
授業の性質上、授業アンケートは実施していません。
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【Outline and objectives】
An introduction to Politics

BSP100AC

政治学入門演習

面　一也

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、政治学科の専門科目を学ぶための入門科目として位置づけられま
す。政治学（あるいは社会科学）の基礎的な文献を読んで、大意をつかみ取
り、そのなかで気づいた論点や疑問点を議論し、さらに文献の要約や論点・疑
問点についてレジュメやリポートを書くといったことから構成されています。
【到達目標】
政治学科の 1 年生を対象に、読む、書く、発言する、議論を理解する等の大
学生としての基本的な能力を身に付けること、さらに読みやすい文献に接し
ながら政治学とはどのような学問なのか、その具体的なイメージを持つこと
を目標にしています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
学生の積極性・主体性が不可欠となるゼミ形式の授業です。意欲ある学生の
参加を保証するために十分な開講数を確保し、またクラス指定をして各演習
の人数規模の適正化を図るようにしています。このため、初回の授業で履修
希望者には様々な連絡をすることとなりますので、初回の授業にはかならず
出席してください。
授業は、基本的には文献講読ですが、理解を深めるために、特定のテーマに
ついて調べて発表することが求められることもあります。
フィードバックは必要に応じて授業内で随時なされます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業内容の説明
第 2 回 演習 文献講読
第 3 回 演習 文献講読
第 4 回 演習 文献講読
第 5 回 演習 文献講読
第 6 回 演習 文献講読
第 7 回 演習 文献講読
第 8 回 演習 文献講読
第 9 回 演習 文献講読
第 10 回 演習 文献講読
第 11 回 演習 文献講読
第 12 回 演習 文献講読
第 13 回 演習 文献講読
第 14 回 演習 文献講読
第 15 回 演習 文献講読
第 16 回 演習 文献講読
第 17 回 演習 文献講読
第 18 回 演習 文献講読
第 19 回 演習 文献講読
第 20 回 演習 文献講読
第 21 回 演習 文献講読
第 22 回 演習 文献講読
第 23 回 演習 文献講読
第 24 回 演習 文献講読
第 25 回 演習 文献講読
第 26 回 演習 文献講読
第 27 回 演習 文献講読
第 28 回 演習 文献講読
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定された文献は必ず読み、レポートや発表の準備を行うことが不可欠です。
また、夏休みには指定図書についてレポートを書く課題が出されます。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
各演習とも参加者と相談しながら適宜選択していくことになります。
【参考書】
適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 100 ％。
ただし、平常点の内容については担当講師が、初回の授業で説明します。
【学生の意見等からの気づき】
授業の性質上、授業アンケートは実施していません。
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【Outline and objectives】
An introduction to Politics

BSP100AC

政治学入門演習

塚本　元

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、政治学科の専門科目を学ぶための入門科目として位置づけられま
す。政治学（あるいは社会科学）の基礎的な文献を読んで、大意をつかみ取
り、そのなかで気づいた論点や疑問点を議論し、さらに文献の要約や論点・疑
問点についてレジュメやリポートを書くといったことから構成されています。
【到達目標】
政治学科の 1 年生を対象に、読む、書く、発言する、議論を理解する等の大
学生としての基本的な能力を身に付けること、さらに読みやすい文献に接し
ながら政治学とはどのような学問なのか、その具体的なイメージを持つこと
を目標にしています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
学生の積極性・主体性が不可欠となるゼミ形式の授業です。意欲ある学生の
参加を保証するために十分な開講数を確保し、またクラス指定をして各演習
の人数規模の適正化を図るようにしています。このため、初回の授業で履修
希望者には様々な連絡をすることとなりますので、初回の授業にはかならず
出席してください。
授業は、基本的には文献講読ですが、理解を深めるために、特定のテーマに
ついて調べて発表することが求められることもあります。
フィードバックは必要に応じて授業内で随時なされます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業内容の説明
第 2 回 演習 文献講読
第 3 回 演習 文献講読
第 4 回 演習 文献講読
第 5 回 演習 文献講読
第 6 回 演習 文献講読
第 7 回 演習 文献講読
第 8 回 演習 文献講読
第 9 回 演習 文献講読
第 10 回 演習 文献講読
第 11 回 演習 文献講読
第 12 回 演習 文献講読
第 13 回 演習 文献講読
第 14 回 演習 文献講読
第 15 回 演習 文献講読
第 16 回 演習 文献講読
第 17 回 演習 文献講読
第 18 回 演習 文献講読
第 19 回 演習 文献講読
第 20 回 演習 文献講読
第 21 回 演習 文献講読
第 22 回 演習 文献講読
第 23 回 演習 文献講読
第 24 回 演習 文献講読
第 25 回 演習 文献講読
第 26 回 演習 文献講読
第 27 回 演習 文献講読
第 28 回 演習 文献講読
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定された文献は必ず読み、レポートや発表の準備を行うことが不可欠です。
また、夏休みには指定図書についてレポートを書く課題が出されます。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
各演習とも参加者と相談しながら適宜選択していくことになります。
【参考書】
適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 100 ％。
ただし、平常点の内容については担当講師が、初回の授業で説明します。
【学生の意見等からの気づき】
授業の性質上、授業アンケートは実施していません。
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【Outline and objectives】
An introduction to Politics

BSP100AC

政治学入門演習

金子　元

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、政治学科の専門科目を学ぶための入門科目として位置づけられま
す。政治学（あるいは社会科学）の基礎的な文献を読んで、大意をつかみ取
り、そのなかで気づいた論点や疑問点を議論し、さらに文献の要約や論点・疑
問点についてレジュメやリポートを書くといったことから構成されています。
【到達目標】
政治学科の 1 年生を対象に、読む、書く、発言する、議論を理解する等の大
学生としての基本的な能力を身に付けること、さらに読みやすい文献に接し
ながら政治学とはどのような学問なのか、その具体的なイメージを持つこと
を目標にしています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
学生の積極性・主体性が不可欠となるゼミ形式の授業です。意欲ある学生の
参加を保証するために十分な開講数を確保し、またクラス指定をして各演習
の人数規模の適正化を図るようにしています。このため、初回の授業で履修
希望者には様々な連絡をすることとなりますので、初回の授業にはかならず
出席してください。
授業は、基本的には文献講読ですが、理解を深めるために、特定のテーマに
ついて調べて発表することが求められることもあります。
フィードバックは必要に応じて授業内で随時なされます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業内容の説明
第 2 回 演習 文献講読
第 3 回 演習 文献講読
第 4 回 演習 文献講読
第 5 回 演習 文献講読
第 6 回 演習 文献講読
第 7 回 演習 文献講読
第 8 回 演習 文献講読
第 9 回 演習 文献講読
第 10 回 演習 文献講読
第 11 回 演習 文献講読
第 12 回 演習 文献講読
第 13 回 演習 文献講読
第 14 回 演習 文献講読
第 15 回 演習 文献講読
第 16 回 演習 文献講読
第 17 回 演習 文献講読
第 18 回 演習 文献講読
第 19 回 演習 文献講読
第 20 回 演習 文献講読
第 21 回 演習 文献講読
第 22 回 演習 文献講読
第 23 回 演習 文献講読
第 24 回 演習 文献講読
第 25 回 演習 文献講読
第 26 回 演習 文献講読
第 27 回 演習 文献講読
第 28 回 演習 文献講読
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定された文献は必ず読み、レポートや発表の準備を行うことが不可欠です。
また、夏休みには指定図書についてレポートを書く課題が出されます。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
各演習とも参加者と相談しながら適宜選択していくことになります。
【参考書】
適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 100 ％。
ただし、平常点の内容については担当講師が、初回の授業で説明します。
【学生の意見等からの気づき】
授業の性質上、授業アンケートは実施していません。
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【Outline and objectives】
An introduction to Politics

BSP100AC

政治学入門演習

細井　保

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、政治学科の専門科目を学ぶための入門科目として位置づけられま
す。政治学（あるいは社会科学）の基礎的な文献を読んで、大意をつかみ取
り、そのなかで気づいた論点や疑問点を議論し、さらに文献の要約や論点・疑
問点についてレジュメやリポートを書くといったことから構成されています。
【到達目標】
政治学科の 1 年生を対象に、読む、書く、発言する、議論を理解する等の大
学生としての基本的な能力を身に付けること、さらに読みやすい文献に接し
ながら政治学とはどのような学問なのか、その具体的なイメージを持つこと
を目標にしています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
学生の積極性・主体性が不可欠となるゼミ形式の授業です。意欲ある学生の
参加を保証するために十分な開講数を確保し、またクラス指定をして各演習
の人数規模の適正化を図るようにしています。このため、初回の授業で履修
希望者には様々な連絡をすることとなりますので、初回の授業にはかならず
出席してください。
授業は、基本的には文献講読ですが、理解を深めるために、特定のテーマに
ついて調べて発表することが求められることもあります。
フィードバックは必要に応じて授業内で随時なされます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業内容の説明
第 2 回 演習 文献講読
第 3 回 演習 文献講読
第 4 回 演習 文献講読
第 5 回 演習 文献講読
第 6 回 演習 文献講読
第 7 回 演習 文献講読
第 8 回 演習 文献講読
第 9 回 演習 文献講読
第 10 回 演習 文献講読
第 11 回 演習 文献講読
第 12 回 演習 文献講読
第 13 回 演習 文献講読
第 14 回 演習 文献講読
第 15 回 演習 文献講読
第 16 回 演習 文献講読
第 17 回 演習 文献講読
第 18 回 演習 文献講読
第 19 回 演習 文献講読
第 20 回 演習 文献講読
第 21 回 演習 文献講読
第 22 回 演習 文献講読
第 23 回 演習 文献講読
第 24 回 演習 文献講読
第 25 回 演習 文献講読
第 26 回 演習 文献講読
第 27 回 演習 文献講読
第 28 回 演習 文献講読
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定された文献は必ず読み、レポートや発表の準備を行うことが不可欠です。
また、夏休みには指定図書についてレポートを書く課題が出されます。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
各演習とも参加者と相談しながら適宜選択していくことになります。
【参考書】
適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 100 ％。
ただし、平常点の内容については担当講師が、初回の授業で説明します。
【学生の意見等からの気づき】
授業の性質上、授業アンケートは実施していません。
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【Outline and objectives】
An introduction to Politics

BSP100AC

政治学入門演習

岡﨑　加奈子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、政治学科の専門科目を学ぶための入門科目として位置づけられま
す。政治学（あるいは社会科学）の基礎的な文献を読んで、大意をつかみ取
り、そのなかで気づいた論点や疑問点を議論し、さらに文献の要約や論点・疑
問点についてレジュメやリポートを書くといったことから構成されています。
【到達目標】
政治学科の 1 年生を対象に、読む、書く、発言する、議論を理解する等の大
学生としての基本的な能力を身に付けること、さらに読みやすい文献に接し
ながら政治学とはどのような学問なのか、その具体的なイメージを持つこと
を目標にしています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
学生の積極性・主体性が不可欠となるゼミ形式の授業です。意欲ある学生の
参加を保証するために十分な開講数を確保し、またクラス指定をして各演習
の人数規模の適正化を図るようにしています。このため、初回の授業で履修
希望者には様々な連絡をすることとなりますので、初回の授業にはかならず
出席してください。
授業は、基本的には文献講読ですが、理解を深めるために、特定のテーマに
ついて調べて発表することが求められることもあります。
フィードバックは必要に応じて授業内で随時なされます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業内容の説明
第 2 回 演習 文献講読
第 3 回 演習 文献講読
第 4 回 演習 文献講読
第 5 回 演習 文献講読
第 6 回 演習 文献講読
第 7 回 演習 文献講読
第 8 回 演習 文献講読
第 9 回 演習 文献講読
第 10 回 演習 文献講読
第 11 回 演習 文献講読
第 12 回 演習 文献講読
第 13 回 演習 文献講読
第 14 回 演習 文献講読
第 15 回 演習 文献講読
第 16 回 演習 文献講読
第 17 回 演習 文献講読
第 18 回 演習 文献講読
第 19 回 演習 文献講読
第 20 回 演習 文献講読
第 21 回 演習 文献講読
第 22 回 演習 文献講読
第 23 回 演習 文献講読
第 24 回 演習 文献講読
第 25 回 演習 文献講読
第 26 回 演習 文献講読
第 27 回 演習 文献講読
第 28 回 演習 文献講読
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定された文献は必ず読み、レポートや発表の準備を行うことが不可欠です。
また、夏休みには指定図書についてレポートを書く課題が出されます。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
各演習とも参加者と相談しながら適宜選択していくことになります。
【参考書】
適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 100 ％。
ただし、平常点の内容については担当講師が、初回の授業で説明します。
【学生の意見等からの気づき】
授業の性質上、授業アンケートは実施していません。
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【Outline and objectives】
An introduction to Politics

BSP100AC

政治学入門演習

及川　智洋

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、政治学科の専門科目を学ぶための入門科目として位置づけられま
す。政治学（あるいは社会科学）の基礎的な文献を読んで、大意をつかみ取
り、そのなかで気づいた論点や疑問点を議論し、さらに文献の要約や論点・疑
問点についてレジュメやリポートを書くといったことから構成されています。
【到達目標】
政治学科の 1 年生を対象に、読む、書く、発言する、議論を理解する等の大
学生としての基本的な能力を身に付けること、さらに読みやすい文献に接し
ながら政治学とはどのような学問なのか、その具体的なイメージを持つこと
を目標にしています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
学生の積極性・主体性が不可欠となるゼミ形式の授業です。意欲ある学生の
参加を保証するために十分な開講数を確保し、またクラス指定をして各演習
の人数規模の適正化を図るようにしています。このため、初回の授業で履修
希望者には様々な連絡をすることとなりますので、初回の授業にはかならず
出席してください。
授業は、基本的には文献講読ですが、理解を深めるために、特定のテーマに
ついて調べて発表することが求められることもあります。
フィードバックは必要に応じて授業内で随時なされます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業内容の説明
第 2 回 演習 文献講読
第 3 回 演習 文献講読
第 4 回 演習 文献講読
第 5 回 演習 文献講読
第 6 回 演習 文献講読
第 7 回 演習 文献講読
第 8 回 演習 文献講読
第 9 回 演習 文献講読
第 10 回 演習 文献講読
第 11 回 演習 文献講読
第 12 回 演習 文献講読
第 13 回 演習 文献講読
第 14 回 演習 文献講読
第 15 回 演習 文献講読
第 16 回 演習 文献講読
第 17 回 演習 文献講読
第 18 回 演習 文献講読
第 19 回 演習 文献講読
第 20 回 演習 文献講読
第 21 回 演習 文献講読
第 22 回 演習 文献講読
第 23 回 演習 文献講読
第 24 回 演習 文献講読
第 25 回 演習 文献講読
第 26 回 演習 文献講読
第 27 回 演習 文献講読
第 28 回 演習 文献講読
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定された文献は必ず読み、レポートや発表の準備を行うことが不可欠です。
また、夏休みには指定図書についてレポートを書く課題が出されます。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
各演習とも参加者と相談しながら適宜選択していくことになります。
【参考書】
適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 100 ％。
ただし、平常点の内容については担当講師が、初回の授業で説明します。
【学生の意見等からの気づき】
授業の性質上、授業アンケートは実施していません。
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【Outline and objectives】
An introduction to Politics

POL300AC

外国書講読（英語）Ⅰ

杉田　敦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この講義では、政治学に関連する英語文献の購読を通じて、語学力・語彙力
を向上させると同時に、政治学に関する高度な知識の取得を目指す。講義は
大学院修士課程と合同で行うため、出席者には大学院進学希望者などを主と
して想定している。
【到達目標】
語彙を増やし、文法的な知識を改善し、併せて政治学上の知見を深める。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。「DP1」に
関連。
【授業の進め方と方法】
事前に文献を読み、当日、日本語訳・要約ならびに討論を行う。なお、講義の
進捗状況や受講者の到達度に従い、その都度テキストを指定する。
随時、リアクションペーパー等の提出を受け、それに基づいて講義を補足する。
感染症の状況によっては、遠隔で実施することもありうる。学習支援システ
ムにおいて通知する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 文献講読 文献を読み、議論する。①
第 2 回 文献講読 文献を読み、議論する。②
第 3 回 文献講読 文献を読み、議論する。③
第 4 回 文献講読 文献を読み、議論する。④
第 5 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑤
第 6 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑥
第 7 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑦
第 8 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑧
第 9 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑨
第 10 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑩
第 11 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑪
第 12 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑫
第 13 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑬
第 14 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑭
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定範囲の文献を事前に必ず読むこと。積極的に討論に参加すること。
【テキスト（教科書）】
開講時に相談の上、指定する。
【参考書】
特になし。
【成績評価の方法と基準】
語学的な向上と、政治学的な知見を総合的に、平常点により評価。
【学生の意見等からの気づき】
初回につき該当せず。
【その他の重要事項】
感染症の状況に応じて、対面または遠隔で実施する。対面で実施する場合に
も、遠隔での参加も可能なように手配する。
【Outline and objectives】
This class aims to improve your grammatical skills and vocabularies,
and to help you to have advanced knowledges in political studies. As
this is a joint-class with a grauate school, you will be most welcome if
you are planning to go on to school.
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POL300AC

外国書講読（英語）Ⅱ

杉田　敦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この講義では、政治学に関連する英語文献の購読を通じて、語学力・語彙力
を向上させると同時に、政治学に関する高度な知識の取得を目指す。講義は
大学院修士課程と合同で行うため、出席者には大学院進学希望者などを主と
して想定している。
【到達目標】
語彙を増やし、文法的な知識を改善し、併せて政治学上の知見を深める。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。「DP1」に
関連。
【授業の進め方と方法】
事前に文献を読み、当日、日本語訳・要約ならびに討論を行う。なお、講義の
進捗状況や受講者の到達度に従い、その都度テキストを指定するので、具体
的な進行についてはここでは記載しない。
随時、リアクションペーパー等の提出を受け、それに基づいて講義を補足する。
感染症の状況によっては、遠隔により実施する。学習支援システムにおいて
通知する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 文献講読 文献を読み、議論する。①
第 2 回 文献講読 文献を読み、議論する。②
第 3 回 文献講読 文献を読み、議論する。③
第 4 回 文献講読 文献を読み、議論する。④
第 5 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑤
第 6 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑥
第 7 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑦
第 8 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑧
第 9 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑨
第 10 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑩
第 11 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑪
第 12 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑫
第 13 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑬
第 14 回 文献講読 文献を読み、議論する。⑭
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定範囲の文献を事前に必ず読むこと。積極的に討論に参加すること。
【テキスト（教科書）】
開講時に相談の上、指定する。
【参考書】
特になし。
【成績評価の方法と基準】
語学的な向上と、政治学的な知見を総合的に、平常点により評価。
【学生の意見等からの気づき】
初回につき、該当せず。
【その他の重要事項】
感染症の状況に応じて、対面または遠隔で実施する。対面で実施する場合に
も、遠隔での参加も可能なように手配する。
【Outline and objectives】
This class aims to improve your grammatical skills and vocabularies,
and to help you to have advanced knowledges in political studies. As
this is a joint-class with a grauate school, you will be most welcome if
you are planning to go on to school.

POL300AC

外国書講読（独語）Ⅰ

上田　知夫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
倫理学の基礎に関わるドイツ語の教科書を読み、学術的なドイツ語の読解力
を身につける。
【到達目標】
ドイツ語の学術的な文章を論理的に読むことができるようになること。
倫理学（道徳の哲学）についての基本的な理解を手に入れること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
内容としては、演習形式でドイツ語の文章を精読します（各回約 2 ページ進
むことを目指します）。
担当者は決めず、ランダムに文章ごとに担当者を指名しますので、指名された
者は、その文章に関係する文法事項を述べることを求められます。参加者の
レベルに合わせて質問は調節しますので、初学者でも問題なくついてこられ
るように努力します。少人数授業ですので毎回授業中に予習時の疑問点など
については解説していきます。また授業後のオフィスアワーを活用して、よ
り詳細な解説を行うことも可能です。
また内容について、各回教員が小さな議論を作ってきますので、それを検討
することも重要です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション：

"Vorbemerkung"解説
オリエンテーション： 3 つの講義を通
じた前言部分の解説

第 2 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(59-61
ページ）

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 3 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(62-63
ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 4 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(64-65
ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 5 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(66-67
ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 6 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(68-69
ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 7 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(70-71
ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 8 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(72-73
ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 9 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(74-75
ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 10 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(76-77
ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 11 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(78-79
ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 12 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(80-83
ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 13 回 第 1 講義「道徳への意味
論的アクセス」(84-86
ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語で議
論

第 14 回 まとめ まとめおよび第 2 講義への接続
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキストの該当箇所の文法事項を予習することが必須です。文法事項で解説
してほしいこと、わかることの区別をきちんとつけてくる予習をしてくださ
い。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
Ernst Tugendhat『Probleme der Ethik』Reclam (1984)所収の
"Drei Vorlesungen über die Probleme der Ethik"
の内の講義 1 つを選んで精読します。
初回にコピーを配布します。
【参考書】
ドイツ語の文法の授業で使った教科書および独和辞典を 1 冊持ってきてくだ
さい。
独和辞典を所有していない方は、
『アクセス独和辞典』（三修社）
『大独和辞典』（小学館）
などを入手してください。
文法書を所有していない人は、
中島他『必携ドイツ語文法総まとめ』（白水社）
などを持参してください。
その他は、授業内で指示します。
【成績評価の方法と基準】
予習を重視し、平常点により採点します (100%)。予習に基づいて分かること
と分からないことの区別をつけられる学生や、教室で積極的に発言をする学
生を歓迎します。
【学生の意見等からの気づき】
単にテクストを淡々と訳読するだけではなくて、書かれていることの背景と
なる意図や問題についてきちんと掘り起こして議論できるようにしたいと思
います。
【学生が準備すべき機器他】
辞書は、電子辞書・スマートフォンアプリ・紙媒体のどれでも結構ですが、必
ず持ってきてください。
文法書・文法教科書も、必ず持ってきてください。
（どちらも平常点の評価ポイントになります。）
【その他の重要事項】
ドイツ語の初級文法のクラスを履修していることをおすすめしますが、意欲
のある学生は初級文法を履修せずにこの科目を履修することを認めます。（昨
年度は文法を初めて学ぶ学生もいました。）
【Outline and objectives】
This course aims to acquire academic reading skills in the German
language by reading a German textbook on ethics.

POL300AC

外国書講読（独語）Ⅱ

上田　知夫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
倫理学の基礎に関わるドイツ語の教科書を読み、学術的なドイツ語の読解力
を身につける。
【到達目標】
ドイツ語の学術的な文章を論理的に読むことができるようになること。
倫理学に関わる概念や議論についての基本的な理解を手に入れること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
演習形式で、ドイツ語の文章を精読します。
担当者は決めず、ランダムに文章ごとに担当者を指名しますので、指名された
者は、その文章に関係する文法事項および/または訳を述べることを求められ
ます。参加者のレベルに合わせて質問は調節しますので、初学者でも問題な
くついてこられるように努力します。少人数授業ですので毎回授業中に予習
時の疑問点などについては解説していきます。また授業後のオフィスアワー
を活用して、より詳細な解説を行うことも可能です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 第 2 講義「経験からの道

徳的な学習は可能か」(87
ページ)

問題設定とドイツ語の文章講読および
日本語での議論

第 2 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(87-88 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 3 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(89-90 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 4 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(91-92 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 5 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(93-94 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 6 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(95-96 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 7 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(97-98 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 8 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(99-100 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 9 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(101-102 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 10 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(103-104 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 11 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(105-106 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 12 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(106-107 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 13 回 第 2 講義「経験からの道
徳的な学習は可能か」
(108 ページ)

ドイツ語の文章講読および日本語での
議論

第 14 回 まとめ まとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキストの該当箇所の文法事項を予習することが必須です。文法事項で解説
してほしいこと、わかることの区別をきちんとつけてくる予習をしてくださ
い。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
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【テキスト（教科書）】
Ernst Tugendhat『Probleme der Ethik』Reclam (1984)所収の
"Drei Vorlesungen über die Probleme der Ethik"
の内の第 2 講義を精読します。
必要箇所をコピーして配布する予定ですが、Amazon で購入すると、1 冊 732
円ほどです。
【参考書】
ドイツ語の文法の授業で使った教科書および独和辞典を 1 冊持ってきてくだ
さい。
独和辞典を所有していない方は、
『アクセス独和辞典』（三修社）
『大独和辞典』（小学館）
などを入手してください。
文法書を所有していない人は、
中島他『必携ドイツ語文法総まとめ』（白水社）
などを持参してください。
その他は、授業内で指示します。
【成績評価の方法と基準】
予習を重視し、平常点により採点します (100%)。予習に基づいて自分が何が
分かっているか、どこが分からないかを区別できる学生や、教室で積極的に
発言をする学生を歓迎します。
【学生の意見等からの気づき】
単にテクストを淡々と訳読するだけではなくて、書かれていることの背景と
なる意図や問題についてきちんと掘り起こして解説しつつ議論できるように
したいと思います。
【学生が準備すべき機器他】
辞書は、電子辞書・スマートフォンアプリ・紙媒体のどれでも結構ですが、必
ず持ってきてください。
文法書・文法教科書も、必ず持ってきてください。
（どちらも平常点の評価ポイントになります。）
【その他の重要事項】
ドイツ語の初級文法のクラスを履修していることをおすすめしますが、意欲
のある学生は初級文法を履修せずにこの科目を履修することを認めます。
春学期を履修していなくても、この科目を履修することはできるようになっ
ています。
【Outline and objectives】
This course aims to acquire academic reading skills in the German
language by reading a German textbook on political science.

POL300AC

外国書講読（独語）Ⅰ

細井　保

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科科目の中で「歴史・思想・理論」の分野に属する科目であり、ドイツ
語を母語とする者が著した同分野についての文献を購読する。その際、ドイ
ツ語のテクストを主とするか、和訳を主とするかは、受講者のドイツ語力に
よって決める。
現時点では Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen（シュミット『政治的
なものの概念』）の購読を予定している。同書でシュミットは Die spezifisch
politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen
und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund
und Feind（政治的な行動や動機の基因と考えられる、特殊政治的な区別と
は、友と敵という区別である）とのべ、その有名な友敵理論を展開する。本
購読では、二〇世紀はじめに特殊政治的なものの起因を論じたこの政治学の
古典をとりあげることによって、あらためて政治とは何か、ということを受
講者とともに考察したい。
なお進み具合によっては、Theorie des Partisanen Zwischenbemerkung
zum Begriff des Politischen（『パルチザンの理論』）も講読したいと考えて
いる。
【到達目標】
ドイツ語の文章をとおして政治・社会・文化事象についての情報を入手でき
るようになること。ドイツ語圏の政治・社会・文化事象をめぐる知識の獲得。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
本科目の授業形態は演習である。すなわち授業内での発表などを考えている。
シラバス執筆段階では以下の授業計画を予定している。ドイツ語の難易度に
ついては、履修者のレベルに応じて決めるので、テーマとドイツ語に関心さ
えあれば、無理なく参加できるようにする方針である。フィードバックは授
業中随時なされる。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 導入 準備情報
2 Der Begriff des

Politischen
購読

3 Der Begriff des
Politischen

購読

4 Der Begriff des
Politischen

購読

5 Der Begriff des
Politischen

購読

6 Der Begriff des
Politischen

購読

7 Der Begriff des
Politischen

購読

8 ふりかえり 前半の内容
9 Theorie des Partisanen 購読
10 Theorie des Partisanen 購読
11 Theorie des Partisanen 購読
12 Theorie des Partisanen 購読
13 Theorie des Partisanen 購読
14 ふりかえり 後半の内容
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
文章を事前に読み、読書ノートを作成。本授業の準備学習・復習時間は各 2
時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
独文については授業内で配布
【参考書】
授業内で紹介。
【成績評価の方法と基準】
平常点（報告および討論）を総合して評価。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
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【その他の重要事項】
現下の状況に鑑みて、今年度の春学期の進め方等は、授業支援システムに記
していきますので、履修者は必ず、同支援システムにも登録し、定期的に閲
覧するようにしてください。
【Outline and objectives】
In diesem Seminar werden wir deutsche Texte über Kultur, Gesellschaft
und Politik lesen.
English Keywords: German text, politics, society, culture

POL300AC

外国書講読（独語）Ⅱ

細井　保

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科科目の中で「歴史・思想・理論」の分野に属する科目であり、ドイツ
語を母語とする者が著した同分野についての文献を購読する。その際、ドイ
ツ語のテクストを主とするか、和訳を主とするかは、受講者のドイツ語力に
よって決める。
現時点ではWalter Benjamin: Zur Kritik der Gewalt（1920/1920:ベンヤミ
ン『暴力批判論』）の購読を予定している。この文章をベンヤミンは、Die Aufgabe
einer Kritik der Gewalt läßt sich als die Darstellung ihres Verhältnisse
zu Recht und Gerechtigkeit unterschreiben （暴力批判論の課題は、暴力
と、法および正義との関係をえがくことだ、といってよいだろう）という一
文ではじめ、暴力の是非を、ある目的とその目的を達成するための手段と関
連づけて考察することからはじめる。ほぼ同じ時期にウェーバーもまた『職
業としての政治』のなかでこの論点に言及し、心情倫理と責任倫理について
論じる。ベンヤミンは、かれの議論を、神話的暴力と神的暴力の対比へと展
開させてゆく。本購読では、二〇世紀はじめに暴力・政治・法を考察したこの
文章をとりあげることによって、あらためて政治における暴力について受講
者とともに考察したい。
【到達目標】
ドイツ語の文章をとおして政治・社会・文化事象についての情報を入手でき
るようになること。ドイツ語圏の政治・社会・文化事象をめぐる知識の獲得。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
本科目の授業形態は演習である。すなわち授業内での発表などを考えている。
シラバス執筆段階では以下の授業計画を予定している。ドイツ語の難易度に
ついては、履修者のレベルに応じて決めるので、テーマとドイツ語に関心さ
えあれば、無理なく参加できるようにする方針である。フィードバックは授
業中随時なされる。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 導入 準備情報
2 Zur Kritik der Gewalt 購読
3 Zur Kritik der Gewalt 購読
4 Zur Kritik der Gewalt 購読
5 Zur Kritik der Gewalt 購読
6 Zur Kritik der Gewalt 購読
7 Zur Kritik der Gewalt 購読
8 ふりかえり 前半の内容
9 Zur Kritik der Gewalt 購読
10 Zur Kritik der Gewalt 購読
11 Zur Kritik der Gewalt 購読
12 Zur Kritik der Gewalt 購読
13 Zur Kritik der Gewalt 購読
14 ふりかえり 後半の内容
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
文章を事前に読み、読書ノートを作成。本授業の準備学習・復習時間は各 2
時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
独文は授業内で配布
【参考書】
授業内で紹介。
【成績評価の方法と基準】
平常点（報告および討論）を総合して評価。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【Outline and objectives】
In diesem Seminar werden wir deutsche Texte über Kultur, Gesellschaft
und Politik lesen.
English Keywords: German text, politics, society, culture
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授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　文法の知識を固め、語彙を増やしながら、フランス語で書かれた文章の読
解力を養います。扱う文章のジャンルは、物語、評論、時事です。また、文章
の読解を通して、フランスの社会、歴史、文化についての知見を広げます。
【到達目標】
　中～上級レベルのフランス語読解力を身につけることが目標です。フランス
語の構文を確実に把握し、文章を正しく読みこなせるようにします。ただし到
達目標は受講者のフランス語の習熟度に合わせて変更することもあり得ます。
　また、初級文法の学習を終えていることを受講の前提としますが、未習項
目があれば補足します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。「DP1」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　訳読が中心となります。易しめの文章から始め、原書（外国人学習者向け
に易しく書きかえられていない文章）を読んでいきます。翻訳書のあるもの
は、翻訳書を見ながらでも構いません。少しずつペースを上げ、最終的には
辞書を引きながら、日本語訳の出ていない原書の文章を読めるようにします。
　課題や試験へのフィードバックは授業内および学習支援システムを通じて
行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 授業の内容、進め方、教材の説明
2 外国人学習者向けに易し

く書きかえられた文章
講読

3 外国人学習者向けに易し
く書きかえられた文章

講読

4 短編の抜粋 講読
5 短編の抜粋 講読
6 短編の抜粋 講読
7 評論文の抜粋 講読
8 評論文の抜粋 講読
9 評論文の抜粋 講読
10 評論文の抜粋 講読
11 時事文の抜粋 講読
12 時事文の抜粋 講読
13 時事文の抜粋 講読
14 期末試験 筆記試験とまとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・授業の予習を行うこと。
・文章を音読する練習も行うこと。
本授業の準備学習・復習時間は各 1 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
プリントを使用します。受講者の関心が一致すれば、教科書を指定すること
もあります。
【参考書】
授業内で指示します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 50 ％、試験 50 ％（教室授業が可能な場合）
【学生の意見等からの気づき】
特にありません。
【学生が準備すべき機器他】
仏和辞書
【その他の重要事項】
・予定している授業内容は授業計画に掲げた通りですが、本授業は年度によっ
て受講希望者のフランス語習熟度に違いが見られます。そのため最終的に教
材は受講者のフランス語習熟度と関心も考慮して決定します。関心のある方
は初回授業に参加してみてください。
・昨年度の春学期は『ル・モンド』の抜粋とモーパッサンの短編を読みました。

【Outline and objectives】
Reading a French text. This course is designed for students who are
improving Freanch reading comprehension.
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授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
文法の知識を固め、語彙を増やしながら、フランス語で書かれた文章の読解
力を養います。扱う文章のジャンルは物語、評論、時事です。また、文章の読
解を通して、フランスの社会、歴史、文化についての知見を広げます。
【到達目標】
　中～上級レベルのフランス語読解力を身につけることが目標です。フランス
語の構文を確実に把握し、文章を正しく読みこなせるようにします。ただし到
達目標は受講者のフランス語の習熟度に合わせて変更することもあり得ます。
　また、初級文法の学習を終えていることを受講の前提としますが、未習項
目があれば補足します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。「DP1」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　訳読が中心となります。易しめの文章から始め、原書（外国人学習者向け
に易しく書きかえられていない文章）を読んでいきます。翻訳書のあるもの
は、翻訳書を見ながらでも構いません。少しずつペースを上げ、最終的には
辞書を引きながら、日本語訳の出ていない原書の文章を読めるようにします。
　課題や試験へのフィードバックは授業内および学習支援システムを通じて
行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 授業の内容、進め方、教材の説明
2 外国人学習者向けに易し

く書きかえられた文章
講読

3 外国人学習者向けに易し
く書きかえられた文章

講読

4 短編の抜粋 講読
5 短編の抜粋 講読
6 短編の抜粋 講読
7 評論文の抜粋 講読
8 評論文の抜粋 講読
9 評論の抜粋 講読
10 評論文の抜粋 講読
11 時事文の抜粋 講読
12 時事文の抜粋 講読
13 時事文の抜粋 講読
14 試験 筆記試験とまとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・授業の予習を行うこと。
・文章を音読する練習も行うこと。
本授業の準備学習・復習時間は各 1 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
プリントを配布します。受講者の関心が一致すれば教科書を指定することも
あります。
【参考書】
授業内で指示します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 50 ％、試験 50 ％（教室授業が可能な場合）
【学生の意見等からの気づき】
特にありません。
【学生が準備すべき機器他】
仏和辞書
【その他の重要事項】
・予定している授業内容は授業計画に掲げた通りですが、本授業は年度によっ
て受講希望者のフランス語習熟度に違いが見られます。そのため最終的に教
材は受講者のフランス語習熟度と関心も考慮して決定します。関心のある方
は初回授業に参加してみてください。
・昨年度の秋学期は『ル・モンド』の記事の抜粋、ゾラの短編、ヴォルテール
の哲学コント、ランボーの詩を読みました。

【Outline and objectives】
Reading a French text. This course is designed for students who are
improving Freanch reading comprehension.
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授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この講義においては、ハングルを通して、政治・社会・文化についての思考能
力、並びに文献分析能力の向上を目指します。
この科目を受講するには、「第二外国語として初級レヴェルの韓国語を履修済
み・TOPIK 三級以上・ハングル検定三級以上の何れかの語学力」が必要です。
【到達目標】
基礎レヴェルのハングル学習能力をもとに、基本的なハングル文献判読能力
を高めたい学生のために学習を行う予定です。
語学としてのハングル・日韓関係に興味のある人、並びに、これらについて
これから学んでいくことで学問的視座を広げたいと思う人も無論歓迎します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
文例集を参考にさまざまな実用文について学習しつつ、現地の時事雑誌など
を使用して訳の比較を行います。少ない語彙で表現できるレヴェルから、語
彙そのものを高めるレヴェルまで、いろいろな語学水準の学生を包容し、文
書講読の練習を行います。
また、ハングル文献、新聞、雑誌、並びに、現地で制作したドキュメンタリな
どを使用して、その内容と主題について分析を行う予定です。
課題等の提出・フィードバックは学習支援システムを通じて行う予定です。な
お、提出された課題等における良い内容は、次回の授業の更なる議論に活か
す予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第一回 （前期) レヴェルテスト・

オリエンテーション
レヴェルテスト・講義全般についての
紹介

第二回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第三回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第四回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第五回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第六回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第七回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第八回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第九回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第十回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第十一回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第十二回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第十三回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第十四回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
様々な語彙・用語を丁寧に読むこと。
必要に応じてノートを取ること。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を
標準とします。
【テキスト（教科書）】
コピーを配布いたします。
（必要な場合、映画・ドキュメンタリー等の映像、並びに音楽等を使用して進
めて行く予定です。今期は非常事態宣言に伴うオンライン講座の対応となっ
た場合、Web 上の文書にて講読することといたします。）
【参考書】
日韓・韓日辞書は必要です。紙の辞書を用意してください。
Hana韓国語教育研究会編『韓国語ライティングの文例集』、アルク、
2010年
和田春樹・石坂浩一編『岩波小辞典　現代韓国・朝鮮』、岩波書店、
2002年
【成績評価の方法と基準】
例年の場合、平常点；講座への貢献・参加度 (50%) ＋手書きのレポートなど
の提出物 (50%) です。（ただし、非常事態宣言に伴うオンライン講座の対応と
なった場合、上記の参加度とレポートを合わせての平常点 100%の評価といた
します。無論、上記の措置が解除され大学での試験実施が可能な場合は通常
通りの実施となります。）

【学生の意見等からの気づき】
日韓関係の再構築
【Outline and objectives】
By this lecture, the consider about Japanese & Korean politics, society,
culture through by the Korean language (=Hangul) and improve the
ability of the documents analysis.
Hangul of the beginner’s class level as the second foreign language has
been studied to attend this subject or linguistic ability more than the
TOPIK third grade is necessary.
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授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この講義においては、ハングルを通して，政治・社会・文化についての思考能
力、並びに文献分析能力の向上を目指します。
この科目を受講するには、「第二外国語として初級レヴェルの韓国語を履修済
み・TOPIK 三級以上・ハングル検定三級以上の何れかの語学力」が必要です。
【到達目標】
基礎レヴェルのハングル学習能力をもとに、基本的なハングル文献判読能力
を高めたい学生のために学習を行う予定です。
語学としてのハングル・日韓関係に興味のある人、並びに、これらについて
これから学んでいくことで学問的視座を広げたいと思う人も無論歓迎します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
文例集を参考にさまざまな実用文について学習しつつ、現地の時事雑誌など
を使用して訳の比較を行います。少ない語彙で表現できるレヴェルから、語
彙そのものを高めるレヴェルまで、いろいろな語学水準の学生を包容し、文
書講読の練習を行います。
また、ハングル文献、新聞、雑誌、並びに、現地で制作したドキュメンタリな
どを使用して、その内容と主題について分析を行う予定です。
課題等の提出・フィードバックは学習支援システムを通じて行う予定です。な
お、提出された課題等における良い内容は、次回の授業の更なる議論に活か
す予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第一回 （後期）レヴェルテスト・

オリエンテーション
レヴェルテスト・講義全般についての
紹介

第二回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第三回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第四回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第五回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第六回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第七回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第八回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第九回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第十回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第十一回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第十二回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第十三回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
第十四回 文献購読 関連語彙、並びに用語の紹介・説明
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
様々な語彙・用語を丁寧に読むこと。
必要に応じてノートを取ること。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を
標準とします。
【テキスト（教科書）】
コピーを配布いたします。
（必要な場合、映画・ドキュメンタリー等の映像、並びに音楽等を使用して進
めて行く予定です。）
【参考書】
日韓・韓日辞書は必要です。紙の辞書を用意してください。
Hana韓国語教育研究会編『韓国語ライティングの文例集』、アルク、
2010年
和田春樹・石坂浩一編『岩波小辞典　現代韓国・朝鮮』、岩波書店、
2002年
【成績評価の方法と基準】
例年の場合、平常点；講座への貢献・参加度 (50%) ＋手書きのレポートなど
の提出物 (50%) です。（ただし、非常事態宣言に伴うオンライン講座の対応と
なった場合、上記の参加度とレポートを合わせての平常点 100%の評価といた
します。無論、上記の措置が解除され大学での試験実施が可能な場合は通常
通りの実施となります。）
【学生の意見等からの気づき】
日韓関係の再構築

【Outline and objectives】
By this lecture, the consider about Japanese & Korean politics, society,
culture through by the Korean language (=Hangul) and improve the
ability of the documents analysis.
Hangul of the beginner’s class level as the second foreign language has
been studied to attend this subject or linguistic ability more than the
TOPIK third grade is necessary.
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　発行日：2021/4/1

POL300AC

外国書講読（中国語）Ⅰ

黄　偉修

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「言語は生き物、進化する物」と言われていますが、その言語を使う
国における政治、経済、社会、文化などの要因が、言語の「生き方」
「進化」に影響を与えたのです。この授業は、毎回時事的な中国語、
具体的には雑誌及び新聞記事の講読を行います。また、中国大陸に
限らず、台湾と香港などでも中国語が使用されているため、中国語
圏の文献を幅広く使用します。履修者が読解には必要な力を身に付
けることは本講の主な目的です。また、履修者が文献を通じて中国
語圏全体への理解を深めることも本講の重要な目的ですので、中国
語圏の事情に興味のある学生、これから中国語圏の事情について学
びたい学生の履修を歓迎します。

【到達目標】
①辞書さえあれば中国語の新聞や雑誌の内容が理解できる能力を身
に付けます。
②中国語の文献を通じて中国語圏の政治、経済、社会、文化などに
対する理解を深めます。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」、「DP4」に強く関連。

【授業の進め方と方法】
①辞書の持参：必ず辞書を持参してください。電子辞書も可。
②授業の進行：文献の意味内容の把握（教員による専門用語・文法
の解説、音読）→ 文献の検討（教員の解説、受講者の質問、議論）
→ 感想文の提出
③教員は受講者の能力や関心の方向に応じて文献・補足の教材・解
説に柔軟に調整し、工夫します。
④課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法：感想
提出後に学生に対して個別に、あるいは次回の授業の初めに全体に
対してフィードバックを行います。また、最終授業で，13回までの
講義内容のまとめ、復習、講評、解説を行います。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンスおよびプ

レースメントテスト
①授業方針などを説明します。
②学生の中国語力を確認するため
に簡単な試験を行います（成績評
価基準に含みません）。辞書を必
ず持参してください。
③中国語検定の合格証明書を持っ
ていれば持ってきてください。
④プレースメントテストの解説を
行います

第 2 回 中国語教材の読解 文献の読解。
第 3 回 中国語教材の読解 同上
第 4 回 中国語教材の読解 同上
第 5 回 中国語教材の読解 同上
第 6 回 中国語教材の読解 同上
第 7 回 中国語教材の読解 同上
第 8 回 中国語教材の読解 同上
第 9 回 中国語教材の読解 同上
第 10回 中国語教材の読解 同上
第 11回 中国語教材の読解 同上

第 12回 中国語教材の読解 同上
第 13回 中国語教材の読解 同上
第 14回 試験・総括 今学期の授業の総括

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
①授業に出席するだけでは語学は身に付きません。今まで学んだ文
法と単語を繰り返して復習してください。
②中国を中心とするアジアに関する記事（日本語の記事も可）を読
む習慣を身につけてください。

【テキスト（教科書）】
教科書は特に指定しません。担当教員が中華圏を紹介する文献、必
要な参考資料を受講者の中国語能力と希望、興味関心などを考慮し
て印刷・配布します。

【参考書】
各自の持っている日中・中日辞書

【成績評価の方法と基準】
課題（50 ％）、授業内での議論への参加（50 ％）を評価します。

【学生の意見等からの気づき】
記事の内容が難しいという意見が時にありましたが、外国語を学ぶこ
とは、言葉を通して自分の知らない世界を知ることにつながります。
そのため、はじめは時に難しい単語、わからない分野の知識が多くて
骨が折れます。しかし、身に付けば自分の世界が広がります。担当
教員が柔軟に調整・工夫していきますので、一緒に頑張りましょう。

【Outline and objectives】
This course will offer students a series of literature from the
Chinese world (Taiwan, Hong Kong, and China). The goal
of this course is to enable students to not only comprehend
the usage of Chinese vocabulary at progressively higher levels,
but also to also enhance their ability to translate simple
phrases (from Chinese to Japanese). Additionally, this course
will provide students with a basic understanding of the
Chinese world through literature. This course’s goals will be
accomplished by the student’s ability to apply a basic core of
reading skills (e.g. skimming and making inferences).
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　発行日：2021/4/1

POL300AC

外国書講読（中国語）Ⅱ

黄　偉修

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「言語は生き物、進化する物」と言われていますが、その言語を使う
国における政治、経済、社会、文化などの要因が、言語の「生き方」
「進化」に影響を与えたのです。この授業は、毎回時事的な中国語、
具体的には雑誌及び新聞記事の講読を行います。また、中国大陸に
限らず、台湾と香港などでも中国語が使用されているため、中国語
圏の文献を幅広く使用します。履修者が読解には必要な力を身に付
けることは本講の主な目的です。また、履修者が文献を通じて中国
語圏全体への理解を深めることも本講の重要な目的ですので、中国
語圏の事情に興味のある学生、これから中国語圏の事情について学
びたい学生の履修を歓迎します。

【到達目標】
①辞書さえあれば中国語の新聞や雑誌の内容が理解できる能力を身
に付けます。
②中国語の文献を通じて中国語圏の政治、経済、社会、文化などに
対する理解を深めます。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」、「DP4」に強く関連。

【授業の進め方と方法】
①辞書の持参：必ず辞書を持参してください。電子辞書も可。
②授業の進行：文献の意味内容の把握（教員による専門用語・文法
の解説、音読）→ 文献の検討（教員の解説、受講者の質問、議論）
→ 感想文の提出
③教員は受講者の能力や関心の方向に応じて文献・補足の教材・解
説に柔軟に調整し、工夫します。
④課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法：感想
提出後に学生に対して個別に、あるいは次回の授業の初めに全体に
対してフィードバックを行います。また、最終授業で，13回までの
講義内容のまとめ、復習、講評、解説を行います。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンスおよびプ

レースメントテスト
①授業方針などを説明します。
②学生の中国語力を確認するため
に簡単な試験を行います（成績評
価基準に含みません）。辞書を必
ず持参してください。
③中国語検定の合格証明書を持っ
ていれば持ってきてください。
④プレースメントテストの解説を
行います。

第 2 回 中国語教材の読解 文献の読解。
第 3 回 中国語教材の読解 同上
第 4 回 中国語教材の読解 同上
第 5 回 中国語教材の読解 同上
第 6 回 中国語教材の読解 同上
第 7 回 中国語教材の読解 同上
第 8 回 中国語教材の読解 同上
第 9 回 中国語教材の読解 同上
第 10回 中国語教材の読解 同上
第 11回 中国語教材の読解 同上

第 12回 中国語教材の読解 同上
第 13回 中国語教材の読解 同上
第 14回 試験・総括 試験および今学期の授業の総括

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
①授業に出席するだけでは語学は身に付きません。今まで学んだ文
法と単語を繰り返して復習してください。
②中国を中心とするアジアに関する記事（日本語の記事も可）を読
む習慣を身につけてください。本授業の準備学習・復習時間は各 2
時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
教科書は特に指定しません。担当教員が中華圏を紹介する文献、必
要な参考資料を受講者の中国語能力と希望、興味関心などを考慮し
て印刷・配布します。

【参考書】
各自の持っている日中・中日辞書

【成績評価の方法と基準】
期末課題（50％）、授業内での議論への参加（50％）を評価します。

【学生の意見等からの気づき】
記事の内容が難しいという意見が時にありましたが、外国語を学ぶこ
とは、言葉を通して自分の知らない世界を知ることにつながります。
そのため、はじめは時に難しい単語、わからない分野の知識が多くて
骨が折れます。しかし、身に付けば自分の世界が広がります。担当
教員が柔軟に調整・工夫していきますので、一緒に頑張りましょう。

【Outline and objectives】
This course will offer students a series of literature from the
Chinese world (Taiwan, Hong Kong, and China). The goal
of this course is to enable students to not only comprehend
the usage of Chinese vocabulary at progressively higher levels,
but also to also enhance their ability to translate simple
phrases (from Chinese to Japanese). Additionally, this course
will provide students with a basic understanding of the
Chinese world through literature. This course’s goals will be
accomplished by the student’s ability to apply a basic core of
reading skills (e.g. skimming and making inferences).
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　発行日：2021/4/1

POL100AC

政治理論Ⅰ

杉田　敦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　政治学基本科目群に属する科目である。「政治的な議論に用いられるさまざ
まな概念について、それぞれの意味の広がりを知ることにより、政治的な議
論を実り多いものにすることができる。この講義では、デモクラシー、自由、
正義という、近代政治学において最も重要な三つの概念をめぐって、その歴
史的な背景や理論的な対立軸などについて習得する。
（なお、政治理論 I と政治理論 II は連続的なので、政治理論 I を先に受講す
ることが望ましい。）
【到達目標】
　この授業では、政治について考える際に必要な概念、たとえばデモクラシー、
自由、権力などについて、その理論的な基礎を学ぶ。講義を通じて、それぞ
れの理論の歴史的および哲学的な背景にかんする知識を深め、政治を見る視
点を養うものとする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
原則として対面で実施するが、感染症の流行状況によっては、遠隔の動画によ
る講義を導入する。また、対面で実施し、その録画を閲覧できるようにする
こともありうる。実施方法については、学習支援システムにおいて指示する。
講義内で随時、質問に答えるほか、学習支援システムの掲示板を利用として
質問に答える。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 政治理論とは何か 政治理論とは何か、政治学における経

験的アプローチと規範的アプローチに
ついて

第 2 回 デモクラシー（１） 古代ギリシアにおける起源
第 3 回 デモクラシー（２） 選挙法改正までの展開
第 4 回 デモクラシー（３） 大衆デモクラシー批判
第 5 回 デモクラシー（４） エリート理論の展開
第 6 回 デモクラシー（５） ２０世紀のデモクラシー論
第 7 回 デモクラシー（６） 現代デモクラシー論
第 8 回 自由（１） 古代的な自由と近代的な自由
第 9 回 自由（２） 自由主義の成立
第 10 回 自由（３） 二つの自由概念
第 11 回 自由（４） 現代の自由論
第 12 回 正義（１） ロールズの正義論ー１
第 13 回 正義（２） ロールズの正義論ー２
第 14 回 まとめ 全体のまとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習：次回講義に関連する部分について、参考書等に目を通し、不明な部分
について調べておく。
復習：講義内容をさらに深めるための参考文献を可能な限り手に取り、理解
を深める。
【テキスト（教科書）】
特定の教科書は使用しない。
【参考書】
川崎修・杉田敦編『現代政治理論・新版』（有斐閣）
杉田敦・川崎修編『西洋政治思想資料集』(法政大学出版局）
【成績評価の方法と基準】
期末試験により評価する予定。ただし、感染症の状況によっては、課題等に切
り替えることもありうる。方法については、随時、学習支援システムによっ
て通知する。
【学生の意見等からの気づき】
板書の方法等について考慮する。
【Outline and objectives】
　 This class belongs to the category of the history, thought, and theory.
Studying on various concepts used in political discourses, you will have
useful information for understanding politics. You will learn historical
backgrounds and theoretical points about three important concepts,
namely, democracy, liberty, and justice.

POL100AC

政治理論Ⅱ

杉田　敦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　政治学基本科目群に属する科目である。政治的な議論に用いられるさまざ
まな概念について、それぞれの意味の広がりを知ることにより、政治的な議
論を実り多いものにすることができる。この講義では、正義、公共性、権力
という、近代政治学において最も重要な三つの概念をめぐって、その歴史的
な背景や理論的な対立軸などについて習得する。
（なお、政治理論 I と政治理論 II は連続的なので、政治理論 I を先に受講す
ることが望ましい。）
【到達目標】
　この授業では、政治について考える際に必要な概念、たとえばデモクラシー、
自由、権力などについて、その理論的な基礎を学ぶ。講義を通じて、それぞ
れの理論の歴史的および哲学的な背景にかんする知識を深め、政治を見る視
点を養うものとする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
原則として対面で実施するが、感染症の流行状況によっては、遠隔の動画によ
る講義を導入する。また、対面で実施し、その録画を閲覧できるようにする
こともありうる。実施方法については、学習支援システムにおいて指示する。
　講義内で随時、質問に答えるほか、学習支援システムの掲示板を利用とし
て質問に答える。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 正義（１） 共通善と功利主義
第 2 回 正義（２） ロールズの正義論
第 3 回 正義（３） ロールズ批判
第 4 回 正義（４） グローバル正義論
第 5 回 正義（５） 正戦論
第 6 回 公共性（１） 市民社会論
第 7 回 公共性（２） ハバーマスの公共性論
第 8 回 公共性（３） アーレントの公共性論
第 9 回 権力論（１） 近代の権力論ー１
第 10 回 権力論（２） 近代の権力論ー２
第 11 回 権力論（３） フーコーの権力論ー１
第 12 回 権力論（４） フーコーの権力論ー２
第 13 回 権力論（５） 権力論の課題
第 14 回 まとめ 全体のまとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習：次回の内容に関連した文献を調べ、不明な部分について調べておく。
復習：講義内容をさらに深めるための参考文献を可能な限り手に取り、理解
を深める。
【テキスト（教科書）】
特定の教科書は使用しない。
【参考書】
川崎修・杉田敦編『現代政治理論・新版』（有斐閣アルマ）
杉田敦・川崎修編『西洋政治思想資料集』(法政大学出版局）
【成績評価の方法と基準】
期末試験により評価する予定。ただし、感染症の状況によっては課題に切り替
えることもありうる。詳細については、学習支援システムにおいて通知する。
【学生の意見等からの気づき】
板書のあり方などを配慮する。
【Outline and objectives】
This class belongs to the category of the history, thought, and theory.
Studying on various concepts used in political discourses, you will have
useful information for understanding politics. You will learn historical
backgrounds and theoretical points about three important concepts,
namely, justice, publicness, and power.
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POL200AC

比較政治論Ⅰ

新川　敏光

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では、近代政治の基本的分析枠組（国民国家、民主主義、資
本主義）を設定し、欧米日本における近代政治の形成・発展を比較
検討する。

【到達目標】
　現代政治の諸問題を、歴史的空間的比較の視座（比較歴史制度発
展論）から、理論的に理解する。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
講義方式によって行う。
二回目以降の講義では、前回の講義に関する質問や疑問への対応を
含む、簡単なまとめを行う。また最終回では、全体に関するまとめ
のほか、それまでの提出物への講評も行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第一回 本講義の射程 比較とは何か、政治とは何かを

テーマに本講義の目的と対象範囲
を明らかにする。

第二回 権力と支配 権力とは何か、そして支配とは何
かについて検討する。

第三回 近代国民国家 近代国民国家をモデル化し、英仏
独米における国民国家形成を比較
する。

第四回 政治体制：リベラルデ
モクラシー

近代における政治範型である自由
民主主義についてモデル化する

第五回 実証的デモクラシー論 現代デモクラシーの実証諸理論と
各国の事例を比較検討する。

第六回 資本主義経済の発展：
レッセ・フェール・夜
警国家から帝国主義の
時代へ

資本主義経済の発展とそれに呼応
した国家機能の拡大を考察する。

第七回 左右イデオロギーの収
斂

資本主義経済の批判理論である社
会主義理論と擁護理論である自由
主義、双方における変化（収斂）
を考察する。

第八回 福祉国家パラダイム 国民国家、資本主義経済、階級政
治の新たな枠組の誕生として福祉
国家を検討する

第九回 福祉国家の多様性 福祉国家の多様性を類型論に基づ
いて紹介する。

第一〇
回

福祉国家の経済体制 フォーディズム、ケイン主義、埋
め込まれた自由主義について検討
する。

第一一
回

福祉国家の政治体制 階級闘争の民主化、民主的階級闘
争がリベラル・デモクラシーの安
定化をもたらしたことを論ずる。

第一二
回

福祉国家と資本主義の
多様性

福祉国家の多様性は、各国の資本
主義経済システムの多様性と連動
するものであることを明らかにす
る。

第一三
回

福祉国家の影 福祉国家の負の側面として、管理
社会化、国家部門の肥大を検討す
る

第一四
回

総括 国民国家の変化、政治経済体制の
変化を確認する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前にアップロードされた教材について予習し、講義後はノートを
整理し、理解が不十分な点について調べ、不明な点は次回質問する
こと。

【テキスト（教科書）】
新川敏光・大西裕・大矢根聡・田村哲樹『政治学』（有斐閣）

【参考書】
新川敏光『福祉国家変革の理路』（ミネルヴァ書房）

【成績評価の方法と基準】
成績評価は、学習支援システムを通じての課題レポートの評価によっ
て行う。

【学生の意見等からの気づき】
事前に学習支援システムに教材をアップロードする。

【学生が準備すべき機器他】
特になし。

【その他の重要事項】
本年度の講義は、コロナ・ウィルス対策のため、ズームを使用する
予定です。通知は、すべて学習支援システムを通じて行いますので、
登録を忘れないようにしてください。

【Outline and objectives】
　 This course is to compare the developments of the nation
state, democracy, and capitalism in major industrial societies.
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POL200AC

比較政治論Ⅱ

新川　敏光

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
20 世紀後半以降、とりわけ福祉国家の危機、東西冷戦の終焉、グ
ローバル化といわれる時代におきた政治変化について、欧米日を中
心に検討する。
　なお比較の方法、基準については、比較政治論 Iで紹介するので、
できるだけ I を履修のうえで本講義を受講すること。

【到達目標】
　本講義では、20世型国民国家パラダイムともいうべき福祉国家が
国際システム、資本主義経済、社会構造の変化に伴い有効性を失い、
国民統合の手段として再分配に代わってイデオロギーが再び大きな
役割を担うようになり、その結果暴力の爆発、ポピュリズムの台頭、
格差の深刻化が生じていることを概念的理論的に理解できるように
する。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
講義方式による。二回目以降の講義では、前回の講義に関する質問
や疑問への対応を含む、簡単なまとめを行う。また最終回では、全
体に関するまとめのほか、それまでの提出物への講評も行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第一回 福祉国家の危機① ケインズ主義に代わって経済学主

流となったネオ・リベラリズムの
政治的文脈を明らかにする。

第二回 福祉国家の危機② ネオ・リベラリズム台頭の背景と
して、戦後の国際経済システム、
「埋め込まれた自由主義」の崩壊
を明らかにする。

第三回 福祉国家の危機③ 豊かな社会のなかでの階級的求心
力の低下と脱フォーディズムにお
ける労働の柔軟化について検討す
る。

第四回 新自由主義の現実 1980 年代いち早く新自由主義政
権が生まれた英サッチャー政権、
米レーガン政権、日本中曽根政権
を比較検討する。

第五回 グローバル化と格差社
会

東西冷戦によって本格化したグ
ローバル化の世界的影響力につい
て検討する。

第六回 左の右旋回：「第三の
道」、「新しい中道」

ネオ・リベラリズムの台頭に対す
る左の刷新（穏健化）について、
英米独を中心に検討する。

第七回 危険社会論 個人化が進むなかで、階級社会論
に代わって出てきた危険社会論の
もつ射程と限界について検討す
る。

第八回 人口減少社会とジェン
ダー・ポリティクス

近代を超える新たな政治論として
注目されるジェンダー論について
検討する

第九回 文明の衝突 東西冷戦の終焉は、「文明の衝突」
を招くというハンチントン・テー
ゼについて検討する

第十回 ポピュリスト・ナショ
ナリズム：分断の政治

欧米における福祉ショービニズ
ム、そしてポピュリスト・ナショ
ナリズムの台頭を紹介する。

第一一
回

スカーフ問題 仏独英におけるムスリム系女性の
スカーフ問題への対応を比較検討
する。

第一二
回

多文化主義という選択
肢

多文化主義は社会的分岐、並行社
会を招くという議論を検討する。

第一三
回

民主主義の可能性 民主主義に関する悲観的見解が支
配的となる今日、改めて民主主義
の可能性について検討する。

第一四
回

総括と展望 近年の政治の変化がもつ意味と危
険性について検討する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　アップロードされた教材を参考に予習し、講義後はノートを整理
し、理解が不十分な点は調べ、なお不明な点は次回質問すること。

【テキスト（教科書）】
新川敏光他『政治学』（有斐閣）

【参考書】
新川敏光『福祉国家変革の理路』（ミネルヴァ書房）
　　　　　

【成績評価の方法と基準】
成績評価は、課題レポートによって行う。

【学生の意見等からの気づき】
事前に教材を学習支援システムにアップロードします。　

【学生が準備すべき機器他】
特になし。

【その他の重要事項】
比較政治論 IIは Iの議論を前提としているので、まず Iを履修して
ほしい。

【Outline and objectives】
This course is to clarify the transformation of the 20th century
paradigm of politics by examining the crisis of the welfare
state, the end of the cold war, and globalization.
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POL200AC

公共政策Ⅰ

渕元　初姫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は政策・都市・行政の分野に属する科目です
私たちの日々の暮らしは、公共政策の存在を前提として成り立っていますが、
その政策の対象や内容は、時代とともに変化してきました。本講義は、公共
政策が求められてきた背景をはじめとして、その構造や理論についての基礎
的な理解を得ることを目的としています。
【到達目標】
本講義では、学生が、①公共政策の成り立ちと、公共政策に関する基礎理論
を理解し、②現代社会における政策課題を把握することを目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
教員による講義のほか、履修人数によっては、学生によるディスカッション
の機会を設けることがあります。また、講義の内容について学生の理解を確
認するため、授業内にリアクション・ペーパーの記入と提出を求めます。こ
れは不定期に合計 3 回ほど実施する予定で、成績評価の対象となります。授
業の初めに，前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか取
り上げ，全体に対してフィードバックを行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業のテーマ、到達目標、評価基準等

について説明する。
第 2 回 福祉国家と公共政策 なぜ公共政策が必要とされてきたのか

を論じる。
第 3 回 公共政策学の誕生前史 公共政策学の誕生についてそのルーツ

を探る。
第 4 回 公共政策学の成立 公共政策がアメリカで成立したことの

背景を整理する。
第 5 回 公共政策学の発展 公共政策学の発展とその挫折について

検討する。
第 6 回 公共政策学の変容 公共政策学の変容と、多様な政策科学

のアプローチについて学ぶ。
第 7 回 公共政策学と関連諸科学 公共政策に関する諸学問分野の中で、

政治学的アプローチの特徴と、隣接す
る諸科学の基本的な特徴を整理する。

第 8 回 公共政策の基本構造 公共政策の構成要素について説明する。
第 9 回 公共政策の行為者 国民、議会、官僚などが果たす役割の

ほか、「新しい」担い手について説明
する。

第 10 回 公共政策の手法 公共政策の目的を実現するためにどの
ような手法が講じられているのかを検
討する。

第 11 回 政策決定と利益 政策決定における 3 つの「I」のうち、
Interests（利益）について述べる。

第 12 回 政策決定と制度 政策決定における 3 つの「I」のうち、
Institutions（制度）について述べる。

第 13 回 政策決定とアイディア 政策決定における 3 つの「I」のうち、
Ideas（アイディア）について述べる。

第 14 回 まとめと筆記試験 授業を振り返り、その内容についてま
とめる。また、授業内容に関する筆記
試験を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
新聞やインターネットなどを通じて、身近な政策課題について関心をもつよ
うに心がけてください。皆さんが居住する自治体のホームページなども重要
な情報源です。
授業中は、重要であると思う点等についてノートをとり、不明な点があれば、
教員に質問したり、出席者同士で問いかけあうことも必要です。講義の後は、
復習としてその内容について振り返り、知識の定着をはかるとともに、自らの
興味や関心と関連付けて考えてみることも大切です。本授業の準備学習・復
習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特に指定しません。必要に応じてプリント等を配布します。
【参考書】
必要に応じて授業中に紹介します。

【成績評価の方法と基準】
期末試験（70%）及び授業内リアクション・ペーパー（30%）により評価し
ます。
【学生の意見等からの気づき】
身近な話題や、時事的なトピックを出来る限り取り入れることにより、現代
の政策課題に対する関心や理解を深めていきたいと考えています。
【Outline and objectives】
Public policy affects us all in countless ways every day. It embraces
a wide range of activities, from child care and health programmes to
environmental protection and foreign affairs. In all these areas, public
policies are contested with regard to the role of the state and civil
society. We will study the evolution of public policy and policy studies
and will explore concepts and theories in historical and contemporary
perspective.

— 255 —



　発行日：2021/4/1

POL200AC

公共政策Ⅱ

渕元　初姫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は政策・都市・行政の分野に属する科目です
この授業は、政治学の視点から実証的な政策分析を行うために必要となるモ
デルや方法を理解するとともに、現代社会における政策課題に関する価値の
対立について学び、それらの解決策について自ら思考する力を身につけるこ
とを目的としています。
【到達目標】
本講義では、学生が、①現代社会における様々な政策課題について分析を行
う際に必要となる理論やモデルについて学ぶとともに、②公共的意志決定に
際する政策的争点を理解することを目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
教員による講義のほか、履修人数によっては、学生によるディスカッション
の機会を設けることがあります。また、講義の内容について学生の理解を確
認するため、授業内にリアクション・ペーパーの記入と提出を求めます。授
業の初めに，前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか取
り上げ，全体に対してフィードバックを行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業のテーマ、到達目標、評価基準等

について説明する。
第 2 回 問題の発見と原因の分析 政策分析とは何かを考える。
第 3 回 理論とモデル 政策の分析に際して、なぜ理論やモデ

ルが必要とされるのかを論じる。
第 4 回 政策分析におけるモデル

の基礎
アクターに着目したモデル、方法論に
着目したモデルについて学ぶ。

第 5 回 政策のライフ・ステージ
と政策過程

政策過程を段階に分けて整理する概念
を検討する。

第 6 回 政策決定における合理性
と不確実性

合理性とは何か、合理的な意志決定は
可能か検討する。

第 7 回 政策分析のモデル：アリ
ソンのモデル

アリソンによる「３つのモデル」につ
いて説明する。

第 8 回 政策分析のモデル：キン
グダンのモデル

キングダンによる「政策の窓モデル」
について説明する。

第 9 回 政策と政府統計 政策立案に際してその根拠となる政府
統計について知る。

第 10 回 政策と人口 人口移動と政策の関連について考える。
第 11 回 政策の帰結 意図せざる結果について考える。
第 12 回 政策と価値 公共政策がめざす諸価値について説明

する。
第 13 回 価値の対立 時事的な政策課題を取り上げ、価値の

対立関係について考える。
第 14 回 まとめと筆記試験 授業を振り返り、その内容についてま

とめる。また、授業内容に関する筆記
試験を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
新聞やインターネットなどを通じて、身近な政策課題について関心をもつよ
うに心がけてください。皆さんが居住する自治体のホームページなども重要
な情報源です。
授業中は、重要であると思う点等についてノートをとり、不明な点があれば、
教員に質問したり、出席者同士で問いかけあうことも必要です。講義の後は、
復習としてその内容について振り返り、知識の定着をはかるとともに、自らの
興味や関心と関連付けて考えてみることも大切です。本授業の準備学習・復
習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特に指定しません。必要に応じてプリント等を配布します。
【参考書】
必要に応じて授業中に紹介します。
【成績評価の方法と基準】
期末試験（70%）及び授業内リアクション・ペーパー（30%）により評価し
ます。

【学生の意見等からの気づき】
視聴覚教材を利用し、その解説を通じて政策過程を学ぶことは効果があるよ
うです。継続して取り組んでいくつもりです。また、授業に関連したテーマ
に関する自主学習を促すための情報提供をさらに丁寧に行うようにしたいと
考えています。
【Outline and objectives】
The course is intended to familiarise students with the range of contexts
in which public policy is practiced and to introduce them to models
of public policy-making. The course will provide students with a firm
grounding in public policy.
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ジェンダー論Ⅰ

中野　洋恵

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、政治学科科目の中で現代政治科目群に属する科目で、ジェンダー
の視点から政治・政策を考察することを目的としています。ジェンダーは、現
代社会を読み解くうえで、極めて有効な概念です。今日では、社会科学や人
文科学における鍵概念の一つになっています。ジェンダーの概念とは何か？
一言でいえば、権威化され、硬直化した既成の観念を批判し、新鮮かつ柔軟
な見方を提示するための「ものの見方」であり、「考え方」と言うことができ
ます。ジェンダーの概念は、これまで主流派政治学が見過ごしてきた社会の
周縁や見捨てられた人びと、あるいは生活世界の問題に光を当て、停滞した
既存の学問や固定化し融通性を失った通説への挑戦だといっても過言ではあ
りません。本講義は、このような政治学における新しい領域としてのジェン
ダーの視点に光を当てます。このジェンダー論Ⅰでは、ジェンダーとはどの
ような考え方なのか、その意味や意義、アプローチなどを学びます。言わば、
ジェンダー論の基礎編になります。
【到達目標】
授業では、この「ジェンダー」を、現代社会を読み解く分析概念として位置
づけ、政治や政策を、従来にない新しい観点から再考することを目指します。
すなわち、既存の理論や考え方、あるいは通説を批判的に検討し、それらと
は異なった、そして意外性のある見方や考え方を学びます。そしてそれがそ
れがどのような政策につながっているのかを理解してほしいと考えます。こ
のような学びを通して、学生にはこれまでの概念を批判的に問い直し、自分
自身の解答に到達する能力を身につけることを目指します。政治や政策は机
上の理論ではなく、私たちの政策に密接にかかわっています。だからこそ参
画して変えていくことが可能になるのです。そのために、ものごとの本質を
見抜く、能力を磨くことを目標としています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
ジェンダーの視点から政治、政策の中心的な課題を問い直します。
(1) ジェンダー概念
本講義では、政治、政策の課題をジェンダーの視点から検討し、どのような
変化がみられるのか、そのそしてその要因はどのような政治的、社会的と関
わっているのかを理解します。
この作業の前提として、講義ではまずジェンダーとは何か、ジェンダーに基づ
く見方や考え方、またジェンダー分析の射程について学びます。従来、ジェ
ンダーは男女の役割や関係を表す用語として用いられてきましたが、今にち
では様ざまな社会関係に応用され、また性の多様性を表現する概念に発展し
ています。
(2) 様々な政策からジェンダー問題を理解する
1999 年に可決された男女共同参画社会基本法、2020 年 12 月に閣議決定さ
れた「第 5 次男女共同参画基本計画」で強調されている政策を理解します。
(3) ジェンダー平等を進めるために
平等であることに異議を唱える人はあまりいないと思います。また、平等は
人権が尊重され、誰もが幸福に生きるため社会的基盤といっても良いでしょ
う。しかし、いまだに、性別、人種や民族、性的マイノリティ、障がいのある
人びとが差別的に取り扱われているという現実があります。
どうすればいいのか、国内の動きや海外の動きを見ることによって考えます。
　授業ではパワーポイントの資料や行政で作成されている動画などを随時活
用します。また、対話やグループワークなどを取り入れ、参加型の授業を試み
ます。毎回、リアクションペーパーを提出していただきます。授業の初めに，
前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか取り上げ，全体
に対してフィードバックを行います。
授業は対面で実施します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 序：本講義の目的、講義

の見取り図
講義の全体像の理解

本講義の概要、全体を通して学ぶべき
こと、受講の姿勢

第 2 回 ジェンダーとは？ ①
ジェンダーについての理
解を深める

ジェンダーとは「社会的・文化的に形
成された性別」のこと。人間には生ま
れついての生物学的性別（セックス／
sex）とは異なる。どうしてジェン
ダーについて考える必要があるかを理
解する。

第 3 回 ジェンダーとは？ ②
日常生活の中のジェン
ダー問題を考える

私たちが当たり前だと思っている
「ジェンダー」について日常の生活か
ら考える。私たちの生活の中にある
ジェンダーを考える。

第 4 回 家族とジェンダー①
親密な近親者ベースの小
さな集団である家族につ
いて考える

家族とは何か？
夫婦別姓や同性婚についても考察する。

第 5 回 家族とジェンダー② 日本では「男性は外で働き、女性は家
事育児」と考えられてきました。これ
を性別役割分業意識という。
ここでは性別役割分業について理解す
る。

第 6 回 教育とジェンダー① 一般に教育の場は男女平等だと言われ
ていいる。問題はないのかを考える。

第 7 回 教育とジェンダー② 「理系は男子が得意で女子は文系が得
意」という言説について考える。内在
しているアンコンシャス・バイアスを
理解する。

第 8 回 労働とジェンダー① 「ワーク・ライフ・バランス」が政策課
題になっている。女性の継続就労が当
たり前になりつつある中の課題につい
て言及する。

第 9 回 労働とジェンダー② 女管理職に女性が少ないのはどうして
なのか？ 企業等の意思決定の場に女
性が少ない問題点とその要因を明らか
にする。

第 10 回 メディアとジェンダー インターネット、テレビ、新聞や雑誌
など私たちのまわりは情報にあふれて
いるがジェンダーのステレオタイプを
再生産することが少なくない。メディ
アをジェンダーの視点で分析するとと
もに「メディア・リテラシー」を理解
する。

第 11 回 災害等とジェンダー 自然災害や人的災害はジェンダー問題
を表出させる。地震などの自然災害や
コロナ禍でどのような問題が生じたか
について言及する。

第 12 回 国内のジェンダー平等政
策

ジェンダー平等を進めるためにどのよ
うな方策がとられてきたのかを理解す
る。

第 13 回 国際的に見たジェンダー
平等の取組

世界の中でも日本のジェンダー平等の
ランキングは低い。国際的な動向を踏
まえ日本の課題を考える。政治分野に
どうして女性が少ないか、その要因も
考える。

第 14 回 授業内試験 持ち込み不可
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前の下調べ、授業後のノート整理は不可欠です。また、理解を深めるため
に、紹介文献等を読むことを薦めます。本授業の準備学習・復習時間は各 2
時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
毎回レジュメや参考資料を配付する、映像資料も活用する。
【参考書】
前田健太郎『女性のいない民主主義』（岩波書店 2019 年）
・第 5 次男女共同参画基本計画
http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/4th/index.html
・内閣府「仕事と生活の調和」推進サイト　ワーク・ライフ・バランスの実現
に向けて
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/index.html
・女性に対する暴力
若年層を対象とした性的な暴力の啓発教材
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html
NWEC 実践研究第９号「ジェンダーに基づく暴力」
・内閣府男女共同参画局女性活躍推進法見える化サイト
http://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/index.html
・厚生労働省女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
・内閣府男女局　理工チャレンジ（リコチャレ）
http://www.gender.go.jp/c-challenge/
・科学技術振興機構　ダイバーシティ推進
http://www.jst.go.jp/diversity/index.html
・初等中等教育における男女共同参画
国立女性教育会館
https://www.nwec.jp/research/hqtuvq0000002ko2.html 三浦まり・衛藤幹
子編著『ジェンダー・クオータ－世界の女性議員はなぜ増えたのか』（明石書
店、2014 年）
【成績評価の方法と基準】
授業参加とリアクションペーパーの提出（40%）
筆記試験（授業内試験、持ち込み不可）(60%)
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【学生の意見等からの気づき】
学生の理解度に注意を払い、受講へのモチベーションを高めるように努力し
ます。難しい内容もありますので、レジュメによる補完、丁寧な説明を心が
けます。
【Outline and objectives】
This lecture is part of the category of political theory and history. It aims
to examine politics from viewpoints of socio-politically marginalized
people. This viewpoints are rephrased as “gender perspectives”. Gender
is one of the most important concepts in social science discourse. In
the lecture, I will critically discuss political phenomena, events and
institutions through gender lens. This lecture will provide you for a
fresh spectrum of politics, different from the mainstream of political
studies or political science.

POL200AC

ジェンダー論Ⅱ

梅垣　千尋

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、政治学科科目の中で現代政治科目群に属する科目です。ジェン
ダーと政治をめぐる問題を、時間的にも空間的にも射程を広げてとらえ返す
ことを目的とします。具体的には、おもにイギリス近現代史に焦点を当てな
がら、ジェンダーの視点からみた政治のあり方について、現代日本に生きる
私たちに新たな気づきを与えるさまざまな歴史的事例を学びます。
【到達目標】
・現代日本のジェンダーと政治をめぐる問題を、国際的および歴史的視点から
相対化できるようになる。
・ジェンダーの視点から、議会内外の政治のあり方を複眼的にとらえ、政治の
多元性について理解する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
講義が中心となりますが、可能なかぎり視聴覚資料を使用して理解を助けま
す。授業の終わりにリアクションペーパーを提出してもらい、次回の授業で
その内容をいくつか取り上げ、全体にむけてフィードバックを行いながらさ
らなる議論に活かします。また、前半のテーマと後半のテーマのそれぞれの
締め括りの回では、全体でディベートを行う予定です。なお、対面授業の実
施方法（実施の有無も含めて）は、受講者数や教室環境に応じて変更するこ
とがあります。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 〈ジェンダーと政治〉について考える
第 2 回 歴史とジェンダー（１） 近世君主制とジェンダー
第 3 回 歴史とジェンダー（２） 近代君主制とジェンダー
第 4 回 歴史とジェンダー（３） 現代君主制とジェンダー
第 5 回 歴史とジェンダー（４） 女性君主をめぐる問題
第 6 回 歴史とジェンダー（５） 日本における女性天皇の可能性
第 7 回 女性と政治参加（１） 政治の民主化とフェミニズム
第 8 回 女性と政治参加（２） 女性参政権運動
第 9 回 女性と政治参加（３） 政治運動とジェンダー
第 10 回 女性と政治参加（４） ウーマンリブ運動
第 11 回 女性と政治参加（５） 労働運動とジェンダー
第 12 回 女性と政治参加（６） 女性首相の誕生
第 13 回 女性と政治参加（７） 政治的リーダーシップとジェンダー
第 14 回 女性と政治参加（８） 日本におけるクオータ制の可能性
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業前は、事前配布される授業の資料に目を通し、わからない用語や気になる
事柄があれば調べておくこと。授業後は、講義内容を振り返り、各自の関心
に従って参考文献を読み進めること。この講義の準備学習・復習時間は、そ
れぞれ 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特に使用しません。
【参考書】
授業時にその都度、紹介します。
【成績評価の方法と基準】
・平常点 80 ％（リアクションペーパーの内容にたいする評価点の合算）
・レポート 20 ％（前半のテーマと後半のテーマのそれぞれに関連して 2 本分）
詳しい評価基準や積算方法については、初回の授業で説明します。
【学生の意見等からの気づき】
本年度授業担当者変更により、フィードバックできません。
【学生が準備すべき機器他】
資料の事前配付や課題の提出は、学習支援システムを利用する予定です。受
講にあたっては、学習支援システムを活用できる環境が必要です。
【その他の重要事項】
ディベートの回では、可能なかぎり多くの受講者に発言を求める予定です。
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【Outline and objectives】
This course explores a range of historical issues involving gender and
politics with a particular focus on modern British history.

POL200AC

マス・コミュニケーション論Ⅰ

郭　善英

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
マス・コミュニケーションの特徴・役割など関する基本的な概念と理論を学
び、実際行っているコミュニケーション、メディア現象をより分析的・批判
的に考察できる能力を養う。
【到達目標】
１）マス・コミュニケーションに関する概念・理論にを理解する。
２）現代社会におけるマスコミュニケーションの役割・重要性を理解し、分
析的・批判的に考察する。
３）学習した理論・概念を現実のメディア・コミュニケーション現象に適用
し、自分の意見・議論を共有する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」に強く関連。「DP2」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
-主に講義とケース分析を行い、ケース分析では最近話題になるメディア現象
などを中心に紹介します。学生には自らのケース紹介およびディスカッショ
ン参加が求められます。
-毎回、授業内容のチェック及び意見・感想などをワークシートに記入しても
らいます。ワークシートは原則、授業当日中に提出してもらい、提出内容に
つきましては次回の授業中に解説を行い、意見・感想の内容はクラスで共有
し議論します。
-レポートとテストは採点の後、学習情報システムにて返却します。
-対面授業が難しい場合、Zoom によるリアルタイム授業を行い、出席できな
い学生には授業の録画を提供します。（事前相談必要）
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 授業概要：マス・コミュ

ニケーションとは？
授業の構成とマス・コミュニケーショ
ン論を学ぶ意義について紹介します。

2 メディアからみるメディ
ア (1)

映画・ドラマなどで描かれたメディア
の姿から、今のメディアについて議論
します。

3 マス・コミュニケーショ
ンの歴史

マス・コミュニケーション、マス・メ
ディアの歴史と関連概念の変遷につい
て学びます。

4 マス・メディアの機能と
規範理論

マス・メディアの機能とメディアの在
り方に関する規範理論を学びます。

5 ニュースの社会学 報道の過程に影響を及ぼす社会的要因
を通じて、マス・メディアと社会の関
係を考察しなす。

6 ２つのパラダイム (1) コミュニケーション学の２大パラダイ
ムの中、主流・伝統パラダイムを学び
ます。

7 ２つのパラダイム (2) マルクス主義に基づく批判的パラダイ
ムを学びます。

8 メディアからみるメ
ディア (２)
（＊書評提出）

映画・ドラマなどで描かれたメディア
の姿から、今のメディアについて語り
ます。

9 マス・コミュニケーショ
ンと民主主義

民主主義のためのメディアの役割につ
いて学びます。

10 オールド・メディアと
ニュー・メディア

インターネットなどニュー・メディア
の特徴について学びます。

11 マス・コミュニケーショ
ン効果理論

マス・コミュニケーションの効果に関
する理論を学びます。

12 オーディエンス論 批判的理論の伝統の中発展してきた
オーディエンスに関する理論を学びま
す。

13 表現の自由とメディア倫
理

表現の自由と他の価値が衝突するケー
スやメディアの倫理問題が問われる
ケースから、倫理性を判断するために
考慮すべき基準・原則を学びます。

14 期末テスト オープンブック形式で、授業内容に基
づき自分の意見を述べます。
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
新聞、テレビ、ネットニュースなど、メディア・コンテンツに接し、気になる
現象、議論などを考えておいてください。本授業の準備学習・復習時間は各
2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
決まった教科書はありません。
【参考書】
マクウェール、デニス (2010)『マスコミュニケーション研究』慶應義塾大学
出版会
McQuail, Denis and Mark Deuze. 2020. McQuail’s Mass Communica-
tion Theory. London: Sage.
スタンリー J. バラン、デニス K. デイビス (2007)『マス・コミュニケーショ
ン理論上―メディア・文化・社会
Baran, Stanley J.and Dennis K. Davis. 2020. Mass Communication
Theory: Foundations, Ferment, and Future. Oxford University Press.

【成績評価の方法と基準】
授業参加 30%（出席・ワークシート・ディスカッション参加など）
テスト 40%（オープンブック形式）
書評 15%
期末レポート 15%

【学生の意見等からの気づき】
１年生が多い授業ですので、概念や理論よりはケース紹介を割合を増やし、課
題のチェックでフォローしていきます。
映画などの活用は学生から反応が良いし、良いコメント・議論にもなります
ので引き続き活用します。オンライン授業での試行錯誤に照らして、オンデ
マンドとリアルタイム両方を活用しながら、学生同士の議論をより活発にさ
せたいと思います。
【Outline and objectives】
This course introduces basic concepts and theories about the charac-
teristics and roles of mass communication, in order to provide grounds
on that students can develop analytical and critical viewpoints on
communication and media phenomena.

POL200AC

マス・コミュニケーション論Ⅱ

郭　善英

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
マス・コミュニケーション I から学んだマス・コミュニケーション一般の概
念・理論を元に、コミュニケーション学の具体的な分野の概念・理論を学び、
自分の興味のあるテーマのケース研究を行うことを目的とします。
【到達目標】
１）コミュニケーション学の具体的分野の概念・理論にを理解する。
２）自分の興味のあるコミュニケーション・メディア現象を紹介するケース
研究を行い、3-4 ページのレポートを作成する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」に強く関連。「DP2」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
-主に講義とケース分析を行い、ケース分析では最近話題になるメディア現象
などを中心に紹介します。学生には自らのケース紹介およびディスカッショ
ン参加が求められます。
-毎回、授業内容のチェック及び意見・感想などをワークシートに記入しても
らいます。ワークシートは原則、授業当日中に提出してもらい、提出内容に
つきましては次回の授業中に解説を行い、意見・感想の内容はクラスで共有
し議論します。
-レポートとテストは採点の後、学習情報システムにて返却します。
-対面授業が難しい場合、Zoom によるリアルタイム授業を行い、出席できな
い学生には授業の録画を提供します。（事前相談必要）
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 授業概要・課題案内 授業で紹介するコミュニケーション学

の分野について紹介し、期末プロジェ
クトのケース研究について案内します。

2 国際コミュニケーション:
概念と理論 (1)

国境を越えて行われるコミュニケー
ション現象を語る理論の中、主流パラ
ダイムの流れを学びます。

3 国際コミュニケーション:
概念と理論 (２)

文化帝国主義など、国際コミュニケー
ションを語る批判的理論を学びます。
展過程について学びます。

4 【TOPIC】グローバル・
オーディエンスとファン
活動

海外のコンテンツを消費するオーディ
エンスについて学び、積極的なファン
活動の様子とその影響力について議論
します。

5 メディア・イベントと国
際報道

海外の出来事を報道する国際報道の特
徴を国際的なメディア・イベントを中
心に議論します。

6 メディア経済と統治 メディア産業の特徴と役割について学
びます。

7 広告と消費社会 現代社会における広告の役割と位置づ
けについて議論します。

8 【TOPIC】　フェイク
ニュース
(*ケース研究テーマ提出)

フェイクニュースに関する番組を視聴
し、その原因と対策について考察しま
す

9 政治とコミュニケーショ
ン

テレビ討論や政治広告など、政治とコ
ミュニケーションに関する理論を学び
ます。

10 児童とコミュニケーショ
ン

子ども・青少年とコミュニケーション
の関係に関する理論を学びます。

11 コミュニケーションと多
様性

ジェンダー、人種、社会的マイノリ
ティーなど、コミュニケーションと多
様性の問題について話します。

12 ケース研究発表 (1) レポート提出の前に、これまで分かっ
た内容を発表し、クラスからコメント
を受けます。

13 ケース研究発表 (2) レポート提出の前に、これまで分かっ
た内容を発表し、質疑応答・悩み相談
などを行います。

14 期末テスト オープンブック形式で、授業内容に基
づき自分の意見を述べます。
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
新聞、テレビ、ネットニュースなど、メディア・コンテンツに接し、気になる
現象、議論などを考えておいてください。本授業の準備学習・復習時間は各
2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
決まった教科書はありません。
【参考書】
マクウェール、デニス (2010)『マスコミュニケーション研究』慶應義塾大学
出版会
McQuail, Denis and Mark Deuze. 2020. McQuail’s Mass Communica-
tion Theory. London: Sage.
スタンリー J. バラン、デニス K. デイビス (2007)『マス・コミュニケーショ
ン理論上―メディア・文化・社会
Baran, Stanley J.and Dennis K. Davis. 2020. Mass Communication
Theory: Foundations, Ferment, and Future. Oxford University Press.

【成績評価の方法と基準】
授業参加 30%（出席・ワークシート・ディスカッション参加など）
テスト 30%（オープンブック形式）
ケース研究 40% (発表 10%, 期末レポート 30%)

【学生の意見等からの気づき】
１年生が多い授業ですので、概念や理論よりはケース紹介を割合を増やし、課
題のチェックでフォローしていきます。
映画などの活用は学生から反応が良いし、良いコメント・議論にもなります
ので引き続き活用します。オンライン授業での試行錯誤に照らして、オンデ
マンドとリアルタイム両方を活用しながら、学生同士の議論をより活発にさ
せたいと思います。
【Outline and objectives】
With the foundation of the theories and concepts studied in Mass
Communication I, this course introduces concepts and theories in
specific fields of communication studies. At the end of the semester,
students will develop their own interests into case studies.

ECN100AC

経済原論Ⅰ

鈴木　誠

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　経済原論は、経済の根本原理を解明することを目的とする科目であり、「政
治学基本科目群」の分野に属する。個々の企業の生産活動と家計の消費行動
の法則を明らかにするのが、ミクロ経済学である。
　ミクロ経済の基本的なフレームワークを学んだうえで企業と消費者の行動
メカニズムを考察する。そして 1990 年にバブルが崩壊しその後巨額の財政
赤字を解消できず、デフレから脱却できない理由を学ぶことができる。
　従来の常識にとらわれることなく日本が今様々な困難を抱えている状況に
いかに対処するかを考える力を身につけることができる。
【到達目標】
　この授業では、政治と経済は表裏一体であることを理解し、経済活動がど
のようなメカニズムの上で成り立っているのかを理解し、自ら日本経済が抱
える問題や課題を見つけることができるようになることを目標とする。
　その上でどうすればいいのかを考える力を取得することが到達目標である。
また、この授業のテーマは日本の望ましい経済の姿を考えることにある。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　新型コロナウイルスの状況により、授業形態は変更される可能性があるが、原
則オンラインで実施の予定である。参考までに、昨年はリアルタイムで Zoom
を使ったオンライン授業が実施された。課題等のフィードバックは全体に向
けて翌週の資料に掲載する。授業形態が変更する場合には、授業支援システ
ムを通して、その都度告知する。なお、対面による講義形式中心の授業を行
う場合には、14 回の講義のなかで 4 回程度リアクションペーパーを配り、質
問を次回の授業の冒頭で回答するとともに、全体に向けてフィードバックを
行う予定である。
　経済原論Ⅰ（春学期）は企業の投資行動や家計の消費行動などミクロ経済学
を学び、経済原論Ⅱ（秋学期）は日本の生産額がどのように決まってくるのか
などマクロ経済学を学ぶ。経済原論ⅠとⅡの両方を受講することが望ましい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション①－

経済学の十大原理（テキ
スト第 1 章）

人々はどのように意思決定するか、
人々はどのように影響しあうのか、経
済は全体としてどのように動いている
か

2 イントロダクション②－
経済学者らしく考える
（テキスト第２章）

科学者としての経済学者、政策アドバ
イザーとしての経済学者、なぜ経済学
者の意見は一致しないのか

3 イントロダクション③－
相互依存と交易からの利
益（テキスト第３章）

現代経済の寓話、比較優位

4 イントロダクション④－
相互依存と交易からの利
益（テキスト第３章）

比較優位の応用例、結論

5 ミクロ経済学：市場にお
ける需要と供給の作用①
（テキスト第４章）

市場と競争、需要、供給

6 ミクロ経済学：市場にお
ける需要と供給の作用②
（テキスト第４章）

需要と供給を組み合わせる、結論（価
格はどのようにして資源を配分するか）

7 ミクロ経済学：需要、供
給、および政府の政策①
テキスト第５章）

価格規制、税金

8 ミクロ経済学：需要、供
給、および政府の政策②
（テキスト第５章）

付論　弾力性、結論

9 ミクロ経済学：消費者、
生産者、市場の効率性①
ミクロ経済学：

消費者余剰と生産者余剰

10 ミクロ経済学：消費者、
生産者、市場の効率性②
（テキスト第６章）

市場の効率性、結論（市場の効率性と
市場の失敗）

11 ミクロ経済学：税と効
率・公平①（テキスト第
６章付論）

税と効率、税と公平、結論（効率と公
平のトレードオフ）
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12 ミクロ経済学：外部性①
（テキスト第７章）

外部性と市場の効率性、外部性に対す
る公共政策、外部性に対する当時者間
による解決法、結論

13 春学期のまとめ① ミクロ経済学の現実への適用例（消費
と貯蓄の選択理論からゼロ金利を解釈
する）

14 春学期のまとめ② 異次元金融緩和政策と物価
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前に講義のパワーポイント資料（授業支援システムに掲載）を参照してお
くこと。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間が理想であるが、とくに復
習をしっかりすること。
【テキスト（教科書）】
『マンキュー　入門経済学［第 3 版］』　東洋経済新報社
https://str.toyokeizai.net/books/9784492315217/

【参考書】
『ミクロ経済学入門の入門』（坂井豊貴、岩波新書）
https://www.iwanami.co.jp/book/b285381.html

【成績評価の方法と基準】
受講態度 50 ％+期末レポート 50 ％
受講態度は 4 回程度提出したリアクションペーパーの内容で評価
【学生の意見等からの気づき】
授業支援システムやリアクションペーパーの配布を通じて学生からの意見を
取り入れ、授業内容の改善を図る。
【学生が準備すべき機器他】
事前に PC などで授業支援システムにアクセスして、レジメをダウンロード
できる環境を整えることが望ましい。
【その他の重要事項】
内閣府および内閣官房での実務経験がある教員が、政府月例経済報告、経済
財政白書などで養った経済分析、および政策立案のプロセスなどを授業で解
説する。
【Outline and objectives】
This course introduces the Principles of Micro Economics to students
taking this course. Economics is a study of mankind in the ordinary
business of life.
Why should you,as a student in the 21st century ,embark on the study
of ecomics?There are three reason.The first reason to study economics
is that is will help you understand the world in which you live.The
second reason to study economics is that it will make you a more astute
particpant in the economy.The third reason to study economics is that it
will give you a better understanding of both the potential and limits of
economic policy.

ECN100AC

経済原論Ⅱ

鈴木　誠

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　経済原論は、経済の根本原理を解明することを目的とする科目であり、「政
治学基本科目群」に属する。個々の企業の生産量や家計の消費量などの集計
量がどのように決まるのか、その法則を明らかにするのが、マクロ経済学で
ある。
　その基本的なフレームワークを学んだうえで資本主義の生成とそのメカニ
ズムを考察する。そして 21 世紀になって世界的に広がった格差や不平等問題
について考察する。
　従来の常識にとらわれることなく日本が今様々な困難を抱えている状況に
いかに対処するかを考える力を身につけることができる。
【到達目標】
　この授業では、政治と経済は表裏一体であることを理解し、経済活動がど
のようなメカニズムの上で成り立っているのかを考察し、自ら日本経済が抱
える問題や課題を見つけることができるようになることを目標とする。
　その上でどうすればいいのかを考える力を取得することが到達目標である。
また、テーマは日本の望ましい経済の姿を考えることにある。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　新型コロナウイルスの状況により、授業形態は変更される可能性があるが、原
則オンラインで実施の予定である。参考までに、昨年はリアルタイムで Zoom
を使ったオンライン授業が実施された。課題等のフィードバックは全体に向
けて翌週の資料に掲載する。授業形態が変更する場合には、授業支援システ
ムを通して、その都度告知する。なお、対面による講義形式中心の授業を行
う場合には、14 回の講義のなかで 4 回程度リアクションペーパーを配り、質
問を次回の授業の冒頭で回答するとともに、全体に向けてフィードバックを
行う予定である。
経済原論Ⅰ（春学期）は企業の投資行動や家計の消費行動などミクロ経済学を
学び、経済原論Ⅱ（秋学期）は日本の生産額がどのように決まってくるのか
などマクロ経済学を学ぶ。経済原論ⅠとⅡの両方を受講することが望ましい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 マクロ経済学：国民所得

の測定①－経済の所得と
支出、国内総生産の測定、
GDP の構成要素（テキ
スト第８章）

経済の所得と支出、国内総生産の測
定、GDP の構成要素

2 マクロ経済学：国民所得
の測定②－実質 GDP と
名目 GDP,GDP は経済
厚生のよい尺度か、結論
（テキスト第８章）

実質 GDP と名目 GDP、GDP は経済
厚生のよい尺度か、結論

3 マクロ経済学：生計費の
測定①－消費者物価指数
（テキスト第９章）

消費者物価指数、インフレーションの
影響に対する経済変動の補正

4 マクロ経済学：生計費の
測定②－インフレーショ
ンの影響に対する経済変
数の補正（テキスト第９
章）

結論

5 マクロ経済学：生産と成
長①－世界の国々の経済
成長、生産性：その役割
と決定要因（テキスト第
１０章）

世界の国々の経済成長、生産性（その
役割と決定要因）

6 マクロ経済学：生産と成
長②－経済成長と公共政
策、結論：長期的成長の
重要性（テキスト第１０
章）

経済成長と公共政策、結論（長期的成
長の重要性）

7 マクロ経済学：貯蓄、投
資と金融システム①－国
民所得勘定における貯蓄
と投資（テキスト第１１
章）

アメリカ経済における金融機関、日本
との比較、国民所得勘定における貯蓄
と投資
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8 マクロ経済学：貯蓄、投
資と金融システム②－貸
付資金市場、結論（テキ
スト第１１章）

貸付資金市場、結論

9 マクロ経済学：付論 1、2
テキスト第１１章）

貨幣システム、貨幣の需給とインフ
レーションの古典派理論

10 マクロ経済学：総需要と
総供給①（テキスト第１
２章）

経済変動に関する三つの重要な事実、
短期の経済変動の説明

11 マクロ経済学：総需要と
総供給②－（テキスト第
１２章）

総需要曲線、総供給曲線、経済変動の
二つの要因、結論

12 マクロ経済学：開放マク
ロ経済学①（テキスト第
１３章）

財と資本の国際フロー、国際取引に
とっての価格（実質為替相場と名目為
替相場）、為替相場決定の最初の理論
：購買力平価、結論

13 秋学期のまとめ① マクロ経済学の現実への適用（米中新
冷戦について）

14 秋学期のまとめ② マクロ経済学の現実への適用（財政の
持続性について）

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前に講義のパワーポイント資料（授業支援システムに掲載）を参照してお
くこと。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間が理想であるが、とくに復
習をしっかりすること。
【テキスト（教科書）】
『マンキュー　入門経済学［第 3 版］』　東洋経済新報社
https://str.toyokeizai.net/books/9784492315217/

【参考書】
『経済学の考え方』宇沢弘文、岩波新書、1989
https://www.iwanami.co.jp/book/b267872.html

【成績評価の方法と基準】
受講態度 50 ％+期末レポート 50 ％
受講態度はチャットや「学習支援システム」の授業内掲示板を通じた質問な
どで評価
【学生の意見等からの気づき】
チャットや「学習支援システム」の授業内掲示板を通じて学生からの意見を
取り入れ、授業内容の改善を図る。
【学生が準備すべき機器他】
Zoom で授業を受けられる環境を整え、事前に PC などで授業支援システム
にアクセスして、レジメをダウンロードできる環境を整えることが望ましい。
【その他の重要事項】
内閣府および内閣官房での実務経験がある教員が、政府月例経済報告、経済
財政白書などで養った経済分析、および政策立案のプロセスなどを授業で解
説する。
【Outline and objectives】
This course introduces the Principles of Macro Economics to students
taking this course. Economics is a study of mankind in the ordinary
business of life.
Why should you,as a student in the 21st century ,embark on the study
of ecomics?There are three reason.The first reason to study economics
is that is will help you understand the world in which you live.The
second reason to study economics is that it will make you a more astute
particpant in the economy.The third reason to study economics is that it
will give you a better understanding of both the potential and limits of
economic policy.

POL100AC

政治体制論Ⅰ

細井　保

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　政治学科科目の中で現代政治科目群に属する科目であり、政治における基本
制度を、それが前提とし、実現しようとする理念と合わせて論ずる。したがっ
てサブタイトルをつけるとすれば「政治における制度とその理念」となる。
【到達目標】
　政治を制度とその理念の両側面から同時に考察することによって、穏当な、
少なくとも人間性に著しく反しない政治の在り方への手がかりを見出したい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　この政治の「制度（構造）」と「精神（理念）」の複合的な把握を、下記授業
計画に示したようなかたちで、広く政治体制一般を論じることによって試み
る。授業の初めに，前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいく
つか取り上げ，全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 導入 講義の進め方・政治体制とは何か
第 2 回 バリントン・ムーア 独裁と民主政治の社会的期限
第 3 回 バリントン・ムーア 独裁と民主政治の社会的期限
第 4 回 フアン・リンス 民主体制の崩壊
第 5 回 フアン・リンス 民主体制の崩壊
第 6 回 山口定 ファシズム
第 7 回 山口定 ファシズム
第 8 回 ふりかえり 前半の内容
第 9 回 ライト・ミルズ パワー・エリート
第 10 回 ライト・ミルズ パワー・エリート
第 11 回 ロバート・ダール ポリアーキー
第 12 回 ロパート・ダール ポリアーキー
第 13 回 補足：高橋進 国際政治史の理論
第 14 回 ふりかえり 後半の内容
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　講義内容を毎回まとめることが出来るように復習を心がけてください。
【テキスト（教科書）】
　特定のテキストは使用しない予定ですが、授業計画（テーマと内容）に記
した著者名の文献はすべて文庫本で読むことができます。履修者は極力、事
前・事後にそれらの文献を読むように心がけてください。
【参考書】
　参考文献は逐次、講義内であげてゆきます。
【成績評価の方法と基準】
　評価は平常点と期末試験で行う。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし。
【その他の重要事項】
　現下の状況に鑑みて、今年度の春学期の進め方等は、授業支援システムに
記していきますので、履修者は必ず、同支援システムにも登録し、定期的に
閲覧するようにしてください。
【Outline and objectives】
Diese Vorlesung ist ein Versuch, um ein Überblick über die Vergle-
ichende politische Regime zu geben.
English Keyword: comparing political regimes
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POL200AC

日本政治論Ⅰ

中嶋　一成

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
日本政治を形作ってきた政党や政権の歩みを追いつつ、日本政治を理解
するための基礎を学ぶ。本年は衆議院選挙ならびに東京都議会選挙とい
う大きな選挙が実施されることから、政治という幅広い概念の中から、有
権者として必要な知識を身につける。

【到達目標】
自らが有権者として政治のアクターであることを自覚し、国家、地域、
社会と自らの関係性を考えられるようになる。国政、地方政治を問わず、
自らの知識、経験、考察を通じ、先入観や固定観念を排し、虚偽の情報・
伝聞に惑わされず、何が真実であるかを、自らの力で見極められるよう
になる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
対面授業を基本とするが、新型コロナウイルスの感染状況や学生の希望な
ども考慮しながら、オンラインによる授業も併用する。時間的に可能で
あれば、東京都議選で候補者の街頭演説を視察することも検討する。シ
ラバスをはじめ授業計画の変更などは、学習支援システムでその都度、提
示する。主要テーマごとに小レポートを求める。リアクションペーパー
の毎回提出は必須としないが、氏名を伏した上で授業の中で取り上げる
こともありうる。
授業の初めに、前回の授業後に提出されたリアクションペーパーや小レ
ポートをいくつか取り上げ、全体に対し、リアクションペーパーや小レ
ポートの課題に対する講評や解説をし、フィードバックを行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 日本政治の現状と課題 現代日本の政治に求められているも

のは何か、浮かび上がっている課題
を考える

2 戦後政治① 「５５年体制」の成立から「三角大
福中」と呼ばれる５大派閥政権まで
を知る

3 戦後政治② 「５大派閥統治」の終焉から、リク
ルート事件に端を発する非自民党政
権の誕生、小泉政権までを検証する

4 戦後政治③ 「官邸主導」と呼ばれる安倍政権・
菅政権の特質を考察する

5 自民党の政権維持シス
テム①

自民党の政権維持を可能にしてきた
システムを学ぶ

6 自民党の政権維持シス
テム②

政権維持のために構築してきたシス
テムの変容と、それがもたらす功罪
を考える

7 自民党が選択した連立
政権

自民党としては初となる中曽根政権
時代の新自由クラブとの連立から現
在の公明党との連立まで、その経緯
や性質の違いを考える

8 野党の現状 「反対ばかりしている」「多弱」と批
判される野党の現状、課題を探る

9 選挙① 選挙制度とその変遷をたどり、各制
度の問題点や各党候補者の選挙戦
略・選挙運動に与える影響を分析す
る

10 選挙② 有権者はいかに政党や候補者を選ぶ
のか、候補者たちはどのように票を
集めるのかを知る

11 地方政治 低投票率が目立つ自治体の首長や議
員選挙。地方政治の在り方と、どん
な課題に直面しているのかを考える

12 政治と民意 大阪維新の会が進める「大阪都構
想」と、沖縄の米軍普天間飛行場の
代替施設建設を例に、示された民意
と政治の関係性を考察する

13 政治報道の現状 政治報道の現状を紹介するととも
に、問題点を考える

14 試験・まとめと解説 授業全般を通して学習したことに関
し試験を実施する

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日々、新聞の政治記事を読んで何が起きているかを把握する。地方、中
央問わず興味が持てる、あるいは持てそうな議員を見つけて、公式ＨＰ
や新聞などをチェックするなどして、定点観測する。新型コロナウイル
ス感染が収束した場合は事務所訪問や本人参加の集会や街頭演説などへ
の参加、本人との面会などを体験してみる。本授業の準備学習・復習時
間は各１時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
毎回必ず使用する教科書はない

【参考書】
（購入が可能な書籍）
「自民党―「一強」の実像」（中北浩爾著、中公新書、２０１７年、８８
０円）
「検証　安倍イズム～胎動する新国家主義」（柿崎明二著、岩波新書、２
０１５年、８００円）
「戦後政治史　第四版」（石川真澄、山口二郎共著、岩波新書、２０２１
年３月発売）
「平成政治史」（大嶽秀夫著、ちくま新書、２０２０年、１０００円）
「政権交代とは何だったのか」（山口二郎著、岩波新書、２０１２年、８
８０円）
「戦う民意」（翁長雄志著、角川書店、２０１５年、１５４０円）
　＊沖縄の米軍普天間飛行場移設問題に関して、あまり知識がない学生
は必読。なお、電子版の入手は容易、１１００円）
（購入が困難な書籍）
「自民党政権」（佐藤誠三郎、松崎哲久共著、中央公論新社、１９８６年、
２６６９円）
「補助金と政権党」（広瀬道貞著、朝日新聞出版、１９８１年、１２１０円）
「自民党税制調査会」（木代泰之著、東洋経済新報社、１９８５年、１２
１０円）

【成績評価の方法と基準】
テーマごとの小レポートで５０％、期末試験が４０％、平常点が１０％

【学生の意見等からの気づき】
リアクションペーパーを利用し、その後の授業に生かす。

【学生が準備すべき機器他】
なし

【その他の重要事項】
教官は共同通信社政治部で２０年以上にわたり、政治取材を続け、ここ
１０年は国政、地方選を問わず、どの候補者が当選するかを判断する総
括責任者として主に選挙の現場から政治を見てきた。授業では日本の政
治を俯瞰、分析するだけでなく、学生も有権者として政治の重要なアク
ターになることを踏まえ、渦中にある当事者の視点や気づきを交えなが
ら授業を行う

【Outline and objectives】
Ｔ he aim of this course is to help students acquire a basic ability
to grasp politics with certainty.
Ｔ hen this course introduces current status of japanease politics to
students taking this course.
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POL100AC

政治体制論Ⅱ

細井　保

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　政治学科科目の中で現代政治科目群に属する科目であり、政治における基本
制度を、それが前提とし、実現しようとする理念と合わせて論ずる。したがっ
てサブタイトルをつけるとすれば「政治における制度とその理念」となる。
【到達目標】
　政治を制度とその理念の両側面から同時に考察することによって、穏当な、
少なくとも人間性に著しく反しない政治の在り方への手がかりを見出したい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　この政治の「制度（構造）」と「精神（理念）」の複合的な把握を、下記授業
計画に示したようなかたちで、担当者が考える政治体制論を講じることによっ
て試みる。その際、分節政治理論と全体主義の時代経験の理解に取り組む予
定である。授業の初めに，前回の授業で提出されたリアクションペーパーか
らいくつか取り上げ，全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 序論 原初的条件と現代政治の条件
第 2 回 分節政治理論 農村型社会と都市型社会
第 3 回 分節政治理論 近代化の過渡媒体国家
第 4 回 分節政治理論 大衆政治の問題性
第 5 回 分節政治理論 シビル・ミニマム
第 6 回 分節政治理論 多元・重層化
第 7 回 分節政治理論 官僚内閣制・国会内閣制
第 8 回 中間考察 分節政治理論の可能性
第 9 回 天皇制国家の支配原理 装置と生活共同態
第 10 回 全体主義の時代経験 戦争
第 11 回 全体主義の時代経験 政治
第 12 回 全体主義の時代経験 政治
第 13 回 全体主義の時代経験 生活
第 14 回 結び 分節政治理論と全体主義
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　講義内容を毎回まとめることが出来るように復習を心がけてください。
【テキスト（教科書）】
　特定のテキストは使用しない予定です。
【参考書】
・松下家一『現代政治の条件』
・松下圭一『現代政治の基礎理論』
・藤田省三『天皇制国家の支配原理』
・藤田省三『全体主義の時代経験』　
このほかにも参考文献は逐次、講義内であげてゆきます。
【成績評価の方法と基準】
　評価は平常点と期末試験で行う。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし。
【Outline and objectives】
Diese Vorlesung ist ein Versuch, um ein Überblick über die Vergle-
ichende politische Regime zu geben.
English Keyword: comparing political regimes

POL200AC

日本政治論Ⅱ

藤田　直央

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治とは、私たちはどんな社会を目指すのかという目標をどう定め、どう実
現するかを探る営みである。そのことを理解し、私たちが今の日本で政治を
実践するために必要な問題意識を身につける。
【到達目標】
歴代最長の安倍前内閣と野党分裂に象徴される、今の自民党「一強」政権。そ
れが生まれるに至った経緯を１９９０年代以降に焦点を当てて概観する。節
目節目の政治課題と選挙結果という「国民の選択」をたどることで、今後の日
本にとってどんな政治のあり方が望ましいのか考えを深められるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
授業前の課題資料読み込み、講義、授業後のリアクションペーパー提出とい
うサイクルで進めます。授業の初めに前回のリアクションペーパーをいくつ
か取り上げフィードバックを行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 はじめに　コロナ禍と政

治
政治とはどのような社会を目指すの
か、いかにその目標を定めで実現する
かの営み。まず目下のコロナ禍につい
て考える

2 日本政治の課題とは 少子高齢化、中国・北朝鮮の軍拡への
対応、そしてコロナ禍…課題山積なの
になぜ投票率は上がらないのか

3 自民党・二度の政権転落
①

１９５５年の結党から９３年の最初の
下野までを概観

4 自民党・二度の政権転落
②

１９９４年の社会党との連立による政
権復帰から、９９年の公明党との連立
まで

5 自民党・二度の政権転落
③

２００１年から０６年までの小泉純一
郎政権での自民党の復調

6 自民党・二度の政権転落
④

２００６年から０９年まで安倍（一
次）、福田、麻生と内閣が転々とした j
自民党下野前夜

7 民主党政権誕生の背景 「政権交代可能な二大政党制」の実現
を掲げた１９９６年小選挙区制導入の
帰結

8 民主党政権の混乱① 鳩山政権の普天間移設問題、菅政権の
東日本大震災対応

9 民主党政権の混乱② 野田政権の消費増税解散、その後の民
主党分裂

10 安倍内閣、歴代最長の理
由①

自民党の変質。１９９０年代の選挙制
度、政治資金改革で総裁に権力集中、
派閥弱体化

11 安倍内閣、歴代最長の理
由②

第一次内閣の反省で経済優先。公明に
加え維新とも連携。逆に政権を経験し
た民主党は分裂

12 今後の争点①憲法改正 改憲は必要なのか、なぜ自民党はこだ
わるのか。なぜ歴代最長の安倍内閣で
実現できなかったか

13 今後の争点②外交・安全
保障

「脅威」を外交でどう減らすか、自衛
隊の役割拡大、在日米軍基地問題な
ど、さらに議論を深めるべき分野

14 まとめ 授業を振り返りつつ到達目標に沿っ
て、とりまとめを行う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
コロナ禍はじめ現在進行形の課題に政府がどう対応しようとしているか、国会
でどんな議論がされているかについて、新聞記事を読んで把握しておく。Ｓ
ＮＳ等で関心を持った国会議員や政党の主張や経歴をウェブサイトなどでさ
らに掘ってみる。この授業の準備学習・復習時間は各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
毎回必ず使用する教科書はありません。

— 265 —



　発行日：2021/4/1

【参考書】
①戦後政治史　第三版（石川真澄・山口二郎著、岩波新書、２０１０年、９４
０円）
②政権交代とは何だったのか（山口二郎著、岩波新書、２０１２年、８８０円）
③日本は「右傾化」したのか（小熊英二・樋口直人編、慶応大学出版会、２０
２０年、２０００円）
④ナショナリズムを陶冶する　ドイツから日本への問い（藤田直央著、朝日
新聞出版社、２０２１年、１６５０円）
⑤新聞・ネットの関連記事（随時連絡）
【成績評価の方法と基準】
授業ごとのリアクションペーパーで６０％、期末レポートで４０％。
【学生の意見等からの気づき】
リアクションペーパーをその後の授業に生かします。
【Outline and objectives】
The aim of this course is to understand that politics is setting and
trying to realize the goal of our society generally, and to learn basic
contemporary issues for us to practice politics in Japan especially.

POL100AC

日本政治史Ⅰ

明田川　融

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本科目は選択必修科目のなかの学科基礎科目群に属する。そして、政治学
が実証科学、法則科学、批判科学、そして政策科学という多層性をもつ学と
すれば、その基層をなすものといえよう。近現代日本政治の複雑な道筋をた
どりながら、そこから何らかのパターンや問題点を抉りだし、こんごの政策
立案ならびに制度構想に資することを目的とする。
【到達目標】
　近現代日本政治の制度（しくみ）と過程（ながれ）を理解する。そのさい、
日沖（琉）関係の視座（中村哲）、天皇制国家の支配原理（藤田省三）、官治
集権と自治分権の対立軸（松下圭一）など、いわば法政政治学の先達たちが
提示した問題意識や争点を念頭に置きつつ、日本政治史を理解することを心
がけたい。また、政治制度や運用実態の、一見して自明と思われるようなこ
とでも批判的に検証する態度や眼力を涵養したい。たとえば、そもそも「日
本」政治史というけれど、民主化の歩みにおいて、沖縄のそれと、いわゆる本
土のそれとは一絡げにできるか？
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　幕末・維新から第二次大戦での敗北にいたる時期の日本政治史を概説する。
憲法、政党政治、選挙制度、議会制、官僚機構、中央・地方関係、内政と外交
の連関などとともに、為政者の側だけでなく民衆運動をふくむ民主化のさま
ざまな担い手の言動にも可能なかぎり論及しながら講義をおこないたい。
　第 2 回目以降、授業のはじめに、前回授業で教員がだした課題に対する個々
の受講生の解答からいくつか取りあげ、受講生全体に対するフィードバック
を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業の目的・到達目標・成績評価方法

などにつき説明。参考文献リスト配布
第 2 回 幕藩体制の動揺 徳川幕藩体制後期の変動と諸改革。維

新への条件
第 3 回 明治国家の成立 維新政府と民権運動。長州支配の淵源

と政党の結成
第 4 回 憲法制定、議院開設 体制モデルの相剋。イギリス・モデル

対ドイツ・モデル
第 5 回 初期議会と政党政治 議会政治、政党政治事始め。議会制に

おける政党の定位・役割
第 6 回 政党政治の展開 原敬内閣まで。試される政党の力
第 7 回 憲政の常道 政友会と民政党。二大政党制の経験
第 8 回 都市化と政治 「男子普通選挙」制の導入、社会主義

運動。社会変動期における政治課題
第 9 回 国際政治と内政 ワシントン会議、ロンドン軍縮会議と

国内政治。国際協調と国内民主化の連
関、

第 10 回 政党政治の凋落 国家改造運動、テロ事件、「満州事
変」。政と軍

第 11 回 新体制運動 国家総動員と翼賛政治。政党政治の終
焉

第 12 回 戦争のなかの政治 日中戦争の拡大と対米開戦決定過程。
戦争のはじめ方

第 13 回 敗戦への道程１ 沖縄戦から対米英和平工作まで
第 14 回 敗戦への道程２ ポツダム宣言受諾にいたる政治過程
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
この授業を履修する学生は、理解を深めるために、各回のテーマについて事
前に予習し、講義後はノートを整理し、配布プリントを見直すなど、授業実
施期間を通して、各々が適当と判断する時間の授業時間外学修が必要となる。
参考までに、大学設置基準によれば、この授業の準備学習・復習時間は各 2
時間が標準となる。
【テキスト（教科書）】
　特になし。
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【参考書】
　さしあたり、以下を挙げておく。
　鶴見俊輔ほか編著『日本の百年』1～9、筑摩書房（ちくま学芸文庫）2007-2008
年。
　沖縄県文化振興会史料編纂室編『沖縄県史』各論編第 5 巻（近代）編集工
房東洋企画、2011 年。
　升味準之輔『日本政治史』1～3、東京大学出版会、1988 年。
【成績評価の方法と基準】
　期末試験（70 ％）、出席状況をふくむ平常点等（30 ％）を考慮して、総合
的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　学習支援システムやオンラインによる授業に参加できるような機器および
ネット環境
【その他の重要事項】
重要なお知らせ（2021 年 2 月 9 日）
　新型コロナ禍により、授業の開始日や方法等につき重要な連絡がなされる
可能性がありますので、受講生は本 Web シラバスおよび学習支援システムを
小マメにチェックするようにしてください。
【Outline and objectives】
　 Political history of Japan 1 is categorized to one of the basic subjects
in the department of politics. In this class, we trace the complicated
course of the political history of modern Japan. From that work, we find
out the patterns and questions of the course and lessons of the past for
the policy-making and the institution-planning.

POL100AC

日本政治史Ⅱ

明田川　融

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本科目は選択必修科目のなかの学科基礎科目群に属する。そして、政治学
が実証科学、法則科学、批判科学、そして政策科学という多層性をもつ学と
すれば、その基層をなすものといえよう。近現代日本政治の複雑な道筋をた
どりながら、そこから何らかのパターンや問題点を抉りだし、こんごの政策
立案ならびに制度構想に資することを目的とする。
【到達目標】
　近現代日本政治の制度（しくみ）と過程（ながれ）を理解する。そのさい、
日沖（琉）関係の視座（中村哲）、天皇制国家の支配原理（藤田省三）、官治
集権と自治分権の対立軸（松下圭一）など、いわば法政政治学の先達たちが
提示した問題意識や争点を念頭に置きつつ、日本政治史を理解することを心
がけたい。また、政治制度や運用実態の、一見して自明と思われるようなこ
とでも批判的に検証する態度や眼力を涵養したい。たとえば、そもそも「日
本」政治史というけれど、民主化の歩みにおいて、沖縄のそれと、いわゆる本
土のそれとは一絡げにできるか？
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　第二次大戦末期から対日講和にいたる時期の日本政治史を概説する。憲法、
政党政治、選挙制度、議会制、官僚機構、中央・地方関係、内政と外交の連関
などとともに、為政者の側だけでなく民衆運動をふくむ民主化のさまざまな
担い手の言動にも可能なかぎり論及しながら講義をおこないたい。
　第 2 回目以降、授業のはじめに、前回授業で教員がだした課題に対する個々
の受講生の解答からいくつか取りあげ、受講生全体に対するフィードバック
を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業の目的・到達目標・成績評価方法

などにつき説明。参考文献リスト配布
第 2 回 前史 沖縄戦、ヒロシマ、ナガサキと戦後政

治
第 3 回 対日占領のはじまり 立案過程と究極目標
第 4 回 統治体制の変革 象徴天皇制への道
第 5 回 双面神の憲法構想 「平和憲法」と沖縄
第 6 回 早期講和と安保問題 芦田メモと昭和天皇の沖縄メッセージ
第 7 回 戦後政党政治の起動 いわゆる本土と沖縄
第 8 回 対日政策の転換 交錯する二つの論理
第 9 回 講和論争 国務省 vs. 米軍部、全面講和論 vs. 片

面講和論
第 10 回 講和交渉 日米の外交指導
第 11 回 対日講和条約の成立 潜在主権方式（第 3 条）を中心に
第 12 回 日米安保条約の成立 「安保条約の論理」を中心に
第 13 回 サンフランシスコ体制 その光と影を考える
第 14 回 補論 戦後政治史と昭和天皇
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　この授業を履修する学生は、理解を深めるために、各回のテーマについて
事前に予習し、講義後はノートを整理し、配布プリントを見直すなど、授業
実施期間を通して、各々が適当と判断する時間の授業時間外学修が必要とな
る。参考までに、大学設置基準によれば、この授業の準備学習・復習時間は各
2 時間が標準となる。
　「日本の政治と外交Ⅰ」および「日本の政治と外交Ⅱ」をも履修することが
望ましい。
【テキスト（教科書）】
　特になし。
【参考書】
　さしあたり、以下を挙げておく。
　升味準之輔『日本政治史』4、東京大学出版会、1988 年。
　河野康子『日本の歴史 24 　戦後と高度成長の終焉』講談社（講談社学術文
庫）、2010 年。
　中野好夫・新崎盛暉『沖縄戦後史』岩波書店（岩波新書）1976 年。
　新崎盛暉『沖縄現代史　新版』岩波書店（岩波新書）2005 年。
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　　櫻澤誠『沖縄現代史：米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで』中
央公論新社（中公文庫）、2015 年。
【成績評価の方法と基準】
　期末試験（70 ％）、出席状況をふくむ平常点等（30 ％）を考慮して、総合
的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　　学習支援システムやオンラインによる授業に参加できるような機器およ
びネット環境
【その他の重要事項】
　重要なお知らせ（2021 年 2 月 9 日）
　新型コロナ禍により、授業の開始日や方法等につき重要な連絡がなされる
可能性がありますので、受講生は本 Web シラバスおよび学習支援システムを
小マメにチェックするようにしてください。
【Outline and objectives】
　 Political history of Japan 2 is categorized to one of the basic subjects
in the department of politics. In this class, we trace the complicated
course of the political history of post-war Japan. From that work, we
find out the patterns and questions of the course and lessons of the past
for the policy-making and the institution-planning.

POL100AC

日本政治思想史Ⅰ

河野　有理

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「日本政治思想史 I」：政治学科科目の中で、歴史・思想科目群に属します。江
戸から明治にかけての政治思想史の流れについて、主要な思想家の議論の概
要を押さえつつ、理解を深めていきます。
【到達目標】
現代日本においてたとえ「保守」的立場を標榜する人物といえども、江戸時代
への「復古」を本気で主張することはほとんど想定できません。しかし、な
ぜなのでしょうか。考えてみれば不思議なことです。この問いは、もちろん、
日本にとって明治維新（明治革命）がいかなる意味を持ったのかという問い
と深く結びついています。「維新」という言葉や明治維新についての通俗的イ
メージは広く流布していますが、明治維新を江戸の政治思想史からさかのぼっ
て説明できる人は決して多くありません。なぜ明治維新は起きたのか。そし
てそれにはどんな意味があったのか。説明してみたいとは思いませんか。こ
の講義はそのための機会を提供することを目指しています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
現在のところ、zoom 等を用いたリアルタイムのオンライン講義を想定してい
ます。適宜、小レポートやアンケートの提出を求めることで双方向性を確保し
ます。また、授業の初めに、前回の授業で提出されたリアクションペーパー
からいくつか取り上げ、全体に対してフィードバックを行う予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 導入 授業の進め方や評価の方法について。
第 2 回 江戸時代とは何か 「名」と「身分」
第 3 回 武士について 軍人と「ならずものの道徳」
第 4 回 儒学について 東アジアのグローバル政治哲学
第 5 回 伊藤仁斎 儒学の日本化
第 6 回 新井白石 日本の儒学化
第 7 回 荻生徂徠（１） 「礼楽」の政治思想――方法、学問、言

語
第 8 回 荻生徂徠（２） 「礼楽」の政治思想――アーキテク

チュアによる支配
第 9 回 本居宣長（１） 「みやび」の（反）政治思想――方法・

学問・言語
第 10 回 本居宣長（２） 「みやび」の（反）政治思想――「美」

の逆説
第 11 回 海保青陵 「市場」の政治思想
第 12 回 横井小楠・吉田松陰 「危険思想」としての儒学
第 13 回 福澤諭吉（１） 「社交」の政治思想
第 14 回 福澤諭吉（２） 「愛国心」と「やせ我慢」について
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参加者は、指定したテキストを通読し、講義の内容をよく復習しつつ、翌週
の講義に臨むようにしてください。また、講義で紹介した史料、あるいはテ
キストに引用されている史料の原典にあたり、教員やテキスト執筆者の解釈
のあらさがしをすることも望ましい授業外学習として推奨に値します。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
渡辺浩『日本政治思想史　十七～十九世紀』（東京大学出版会、2010 年）
【参考書】
苅部直『日本思想史への道案内』（NTT 出版、2017 年）
原武史『日本政治思想史』（放送大学教材、2017 年）
【成績評価の方法と基準】
レポート（70 ％）、小テスト・アンケートの提出状況（30 ％）
【学生の意見等からの気づき】
無し。
【学生が準備すべき機器他】
講義は zoom によるリアルタイム・オンラインで行う予定です。最低限、web
に接続できる環境を各自で確保してください。
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【その他の重要事項】
以上、特に covid19 事態に即して変更を加えた部分については、状況の変化
に伴い再度の変更がありえますので、学生ポータルで最新の情報を入手する
ように注意してください。
【Outline and objectives】
This course is designed to overview the history of Japanese political
thought from 1600 to 1868, focusing on some Confucian Thinkers and
Native-Learning(Kokugaku) thinkers.

POL100AC

日本政治思想史Ⅱ

河野　有理

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「日本政治思想史 II」：政治学科科目の中で、歴史・思想科目群に属します。
近代日本の政治思想史について、主要な思想家の議論を概観しつつ、時に原
典史料にあたり、その理解を深めていきます。
【到達目標】
「日本」とはいったい何でしょうか。それはいったいいかなるものであったの
でしょうか、あるいはありえたのでしょうか。「これからどうすべきか」を論
じるにあたり、しばしば「今までがどうであったのか」についてのイメージ
を持つことが重要になってきます。この講義では、近代日本に大きな影響を
与えた思想家のなかでも特に「これまで日本がどうであったのか」を自らの
立論の前提として重視している（ように見える）人々をとりあげ、彼ら（残念
ながらすべて男性なのですが、随時、同時代の女性の視点を導入して相対化
する努力をしていきたいと思います）が提示する様々なる「日本」像につい
て考えていきたいと思います。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
現在のところ、zoom 等を用いたリアルタイムのオンライン講義を行う予定で
す。授業の初めに、前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいく
つか取り上げ、全体に対してフィードバックを行う予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 導入 進行方法や成績評価について
第 2 回 福澤諭吉と田口卯吉 「文明論」の衝撃
第 3 回 植木枝盛と中江兆民 反〈上から目線〉の政治思想
第 4 回 徳富蘇峰と陸羯南 それでも〈上から目線〉の必要につい

て
第 5 回 竹越三叉と山路愛山 〈史論〉の復権
第 6 回 内村鑑三と新渡戸稲造 〈キリスト教 made in Japan〉の破壊

力
第 7 回 高山樗牛と北村透谷 〈美的反逆〉の系譜
第 8 回 「国民道徳」と井上哲次郎 道徳憲法としての「教育勅語」とその

新しさ
第 9 回 柳田国男と折口信夫 「民俗学」の登場：私たちは私たちの

ことをよく知っているのか？
第 10 回 和辻哲郎と津田左右吉 「日本」について改めて
第 11 回 権藤成卿と大川周明 〈偽史〉の政治学
第 12 回 「講座派」と三木清・戸坂

潤
〈マルクス主義〉の降臨

第 13 回 京都学派 〈超克せよ〉と近代は言う
第 14 回 丸山眞男 〈作為せよ〉と近代は言う
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参加者は、指定したテキストを通読し、講義の内容をよく復習しつつ、翌週
の講義に臨むようにしてください。また、講義で紹介した史料、あるいはテ
キストに引用されている史料の原典にあたり、教員やテキスト執筆者の解釈
のあらさがしをすることも望ましい授業外学習として推奨に値します。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
苅部直『日本思想史への道案内』（NTT 出版、2017 年）
【参考書】
渡辺浩『日本政治思想史　十七～十九世紀』（東京大学出版会、2010 年）
原武史『日本政治思想史』（放送大学教材、2017 年）
【成績評価の方法と基準】
定期試験（90 パーセント）、講義への積極的な貢献度（10 パーセント）
【学生の意見等からの気づき】
無し。
【学生が準備すべき機器他】
無し。
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【Outline and objectives】
This course is designed to overview the history of Japanese political
thought from 1868 to 1945, focusing on various thinkers who tried to
embrace "Western Impact" in various ways.

POL200AC

アメリカ政治史Ⅰ

中野　勝郎

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本科目は「歴史・思想」の科目群に属する科目です。アメリカ合衆
国の歴史と政治を考察します。
アメリカ合衆国を通史的にではなく文脈的に考察していきます。

【到達目標】
アメリカ合衆国の政治・経済・社会・文化は、日本と密接な関係を
もち、また、日本に影響を与えていますが、一般に思われているほ
どそれらの理解は簡単ではありません。アメリカという国のもつさ
まざまな政治的社会的文化的特質を考察しながら、それらについて
理解を深めます。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に
関連。

【授業の進め方と方法】
教室で対面授業を行なう予定ですが、それができない場合には、オ
ンライン授業に切り替えます。
オンライン授業の場合、リアルタイムではなく、あらかじめ収録し
ていた授業を YouTubeで限定配信します。YouTubeの URLは授
業日までに HOPPII にアップします。
授業にかんする情報も、すべて、HOPPII にアップします。
アップする頻度が高いかもしれませんので、受講者は、同システム
で確認するようにしてください。
毎回提出されるリアクションペーパーについては、次回の授業内で
回答します。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 時間・空間・人間１ 「時間」の視点からアメリカ合衆

国を考察する１
第 2 回 時間・空間・人間２ 「時間」の視点からアメリカ合衆

国を考察する２
第 3 回 時間・空間・人間３ 「空間」の視点からアメリカ合衆

国を考える１
第 4 回 時間・空間・人間４ 「空間」の視点からアメリカ合衆

国を考える２
第 5 回 時間・空間・人間５ 「人間」の視点からアメリカ合衆

国を考える１
第 6 回 時間・空間・人間６ 「人間」の視点からアメリカ合衆

国を考える２
第 7 回 アメリカニズム１ 19 世紀アメリカニズム１
第 8 回 アメリカニズム２ 19 世紀アメリカニズム２
第 9 回 アメリカニズム３ 20 世紀アメリカニズム１
第 10回 アメリカニズム４ 20 世紀アメリカニズム２
第 11回 三つの伝統１ 聖書的伝統１
第 12回 三つの伝統２ 聖書的伝統２
第 13回 三つの伝統３ 共和主義的伝統
第 14回 三つの伝統４ 自由主義的伝統

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業中に適宜参考文献を指示します。
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【テキスト（教科書）】
特に指定しません。

【参考書】
授業中に適宜紹介します。

【成績評価の方法と基準】
学期末試験 (100 ％）
教室試験ができない場合には、レポートによる評価をおこないます。

【学生の意見等からの気づき】
ノートを取りやすいように心がける。

【Outline and objectives】
U.S. Politics and History

POL200AC

アメリカ政治史Ⅱ

中野　勝郎

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本科目は「歴史・思想」の科目群に属する科目です。アメリカ合衆
国の歴史と政治を考察します。
アメリカ合衆国を通史的にではなく文脈的に考察していきます。

【到達目標】
アメリカ合衆国の政治・経済・社会・文化は、日本と密接な関係を
もち、また、日本に影響を与えていますが、一般に思われているほ
どそれらの理解は簡単ではありません。アメリカという国のもつさ
まざまな政治的社会的文化的特質を考察しながら、それらについて
理解を深めます。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に
関連。

【授業の進め方と方法】
教室での授業を予定しています。
教室での授業ができない場合には、オンライン授業に切り替えます。
オンライン授業の場合、あらかじめて収録した授業を YouTube で
限定配信します。
YouTube の URL は授業日までに HOPPII にアップします。
毎回提出されるリアクションペーパーについては、次回の授業内に
回答します。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 憲法１ 立憲主義
第 2 回 憲法２ 連邦制
第 3 回 憲法３ 三権分立制
第 4 回 大統領制１ 大統領の権限
第 5 回 大統領制２ 大統領と議会
第 6 回 裁判所 権力機構としての裁判所
第 7 回 政党政治１ 政党制
第 8 回 政党政治２ 現代の政党政治
第 9 回 選挙 選挙・政党・議会
第 10回 地方自治 自己統治と自律
第 11回 人種とエスニシティ１ 移民
第 12回 人種とエスニシティ２ 多文化主義
第 13回 アメリカの世紀１ 対外政策
第 14回 アメリカの世紀２ 「アメリカ文明」とはなにか

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業中に適宜参考文献を指示します。

【テキスト（教科書）】
特に指定しません。

【参考書】
授業中適宜紹介します。

【成績評価の方法と基準】
学期末試験（１００％）
教室試験ができない場合には、レポートにより成績評価をおこない
ます。
詳細については、授業中に説明します。
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【学生の意見等からの気づき】
ノートを取りやすいように心がける。

【Outline and objectives】
U.S.Politics and History

POL200AC

ヨーロッパ政治史Ⅰ

網谷　龍介

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は，近現代ヨーロッパの歴史を政治発展という視角から鳥瞰する
ものである（したがってミクロな歴史過程を講じるものではない）．
　政治の世界は，個人の創発的行為と集合的に形成されたパターンの双方か
ら織り成されている．しかもその「パターン」は一様ではなく，時代・社会毎
に異なっている．
　そこで，政治現象の理解には，ある社会の事例を他の社会との比較の中に
おくとともに，その事例を歴史的な文脈に位置付けて理解することが重要と
なる．この作業をヨーロッパを題材として行うのが，この授業の内容である．
　学生はこの授業を通じて，特定の国（たとえば日本）の現在の政治を理解
するために必要な背景となる知識と，政治の多様性についての認識を獲得す
ることができる．
【到達目標】
・ヨーロッパの政治発展における共通の課題・趨勢の概略を理解する
・各社会の対応のヴァリエーションを類型化しながら理解する
・ヨーロッパの政治発展を題材としてうまれてきた比較政治学上の鍵概念を理
解する
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　講義により行う．学生は概ね 2 回につき 1 通の予習課題を提出する．予習
課題を基礎として，授業時間中には理解が不足している部分の補足や，発展
的内容を中心に講じる．毎回リアクションペイパーを実施し，理解度を確認
しながら進めていく．
　リアクションペイパーや予習課題を通じて提示された質問や意見に対して
は，リプライを配布するほか，重要なものについて授業中に応答を行う．
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 内容の導入を行うとともに，授業の前

提としてヨーロッパに成立した「国民
国家」という枠組について説明する．

2 自由主義的議会政治 19 世紀のヨーロッパ政治を概観し，
そこにおける中心的な理念としての自
由主義と，それを基礎とする議会政治
の枠組みについて説明する．

3 民主主義の挑戦 20 世紀に入って選挙権がすべての成
人（男子）に拡大されたことで，19 世
紀の政治モデルがどのような困難に直
面し，どのような解決が模索された
か，概観する．

4 オランダ・ベルギー (1) オランダやベルギーの政治発展を，
「柱」という観点から検討する．

5 オランダ・ベルギー (2) オランダやベルギーの政治発展を，
「多極共存型デモクラシー」という観
点から検討する．

6 北欧諸国 (1) 北欧諸国の政治発展を，「社会的亀裂」
という観点をから検討する．

7 北欧諸国 (2) 北欧諸国の政治発展を，「福祉国家」
という観点から検討する．

8 レビュー・セッション (1) これまでの内容をまとめるとともに，
補足的内容を講じる．

9 ドイツ (1) ドイツの政治発展を「民主主義の崩
壊」という観点から検討する．

10 ドイツ (2) ドイツの政治発展を「連邦制」という
観点から検討する．

11 イギリス (1) イギリスの政治発展を「近世的政治制
度の漸進的拡張」という観点から検討
する．

12 イギリス (2) イギリスの政治発展を「戦後コンセン
サス」と「サッチャリズム」という観
点から検討する．

13 レビュー・セッション (2) これまでの内容をまとめるとともに，
補足的内容を講じる．
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14 全体のまとめ 授業全体を総括する
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　予習課題提出回については，テキストの事前に指定された部分を読み，要
約やコメントを提出する．授業終了後は内容を復習しコメントペイパーや小
テストに備える．事前学習・復習をあわせて授業時間外学習は各回概ね 4 時
間を標準とする．
【テキスト（教科書）】
網谷龍介・伊藤武・成廣孝『ヨーロッパのデモクラシー改訂第 2 版』ナカニ
シヤ出版，2014 年．
【参考書】
マーク・マゾワー『暗黒の大陸』未来社，2015 年．
篠原一『ヨーロッパの政治』東京大学出版会，1986 年．
馬場康雄・平島健司編『ヨーロッパ政治ハンドブック第 2 版』東京大学出版
会，2010 年．
中山洋平・水島治郎『ヨーロッパ政治史』放送大学教育振興会，2020 年．
【成績評価の方法と基準】
授業前提出課題 34%： A4 で 1 ページ程度の予習課題を提出．テキストの指
定部分について内容のまとめとコメント・疑問を記載する．内容を自分で理解
しようとしているか，疑問やコメントが適切に記載されているかを評価する．
授業内課題 26%：小テスト，リアクション・ペイパーなどを不定期に実施す
る．授業内容についての理解度を確認する．
学期末試験 40%：全体としての講義の理解度と到達目標の達成度を確認する．
【学生の意見等からの気づき】
　特になし
【Outline and objectives】
This course gives an overview of European political history from the
perspective of "Political Development" leading to democratic regimes.
"Politics" of a given society in a given era is moulded by the collective
patterns of political behaviour and creative and path-breaking action
of a person. We focus on those patterns, which has been forged
historically and takes different forms in various societies. For that
reason, it is imporatant to take comparative and historical approach
to understand "politics" in a given setting. Therefore, the course is
concentrated on the Euroepan cases but has further implication to
understand democratization pathways.

POL200AC

ヨーロッパ政治史Ⅱ

網谷　龍介

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は，近現代ヨーロッパの歴史を政治発展という視角から鳥瞰する
ものである（したがってミクロな歴史過程を講じるものではない）．
　政治の世界は，個人の創発的行為と集合的に形成されたパターンの双方か
ら織り成されている．しかもその「パターン」は一様ではなく，時代・社会毎
に異なっている．
　そこで，政治現象の理解には，ある社会の事例を他の社会との比較の中に
おくとともに，その事例を歴史的な文脈に位置付けて理解することが重要と
なる．この作業をヨーロッパを題材として行うのが，この授業の内容である．
　学生はこの授業を通じて，特定の国（たとえば日本）の現在の政治を理解
するために必要な背景となる知識と，政治の多様性についての認識を獲得す
ることができる．
【到達目標】
・ヨーロッパの政治発展における共通の課題・趨勢の概略を理解する
・各社会の対応のヴァリエーションを類型化しながら理解する
・ヨーロッパの政治発展を題材としてうまれてきた比較政治学上の鍵概念を理
解する
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　講義により行う．学生は概ね 2 回につき 1 通の予習課題を提出する．予習
課題を基礎として，授業時間中には理解が不足している部分の補足や，発展
的内容を中心に講じる．毎回リアクションペイパーを実施し，理解度を確認
しながら進めていく．
　リアクションペイパーや予習課題を通じて提示された質問や意見に対して
は，リプライを配布するほか，重要なものについて授業中に応答を行う．
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 内容の導入を行う．
2 戦後ヨーロッパの政治変

動
第二次大戦後のヨーロッパ政治と，そ
こにおける政治変動の「波」を概観す
る．

3 デモクラシーの変容から
融解へ？

戦後ヨーロッパ型のデモクラシーがど
のように変容してきたかを概観する．

4 フランス (1) フランスの政治発展を，「議会主権体
制」という観点から検討する．

5 フランス (2) フランスの政治発展を，「半大統領制」
という観点から検討する．

6 イタリア (1) イタリアの政治発展を，「自由主義と
政治的クライエンテリズム」という観
点をから検討する．

7 イタリア (2) イタリアの政治発展を，「政権選択型
デモクラシーの創出」という観点から
検討する．

8 レビュー・セッション (1) これまでの内容をまとめるとともに，
補足的内容を講じる．

9 南欧諸国 (1) スペイン・ポルトガルの政治発展を
「権威主義体制」という観点から検討
する．

10 南欧諸国 (2) スペイン・ポルトガルの政治発展を
「民主制への移行」という観点から検
討する．

11 中欧諸国 (1) 中欧諸国の政治発展を「社会主義体制
からの体制変動」という観点から検討
する．

12 中欧諸国 (2) 中欧諸国の政治発展を「民主制の定
着」という観点から検討する．

13 レビュー・セッション (2) これまでの内容をまとめるとともに，
補足的内容を講じる．

14 全体のまとめ 授業全体を総括する
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　予習課題提出回については，テキストの事前に指定された部分を読み，要
約やコメントを提出する．授業終了後は内容を復習しコメントペイパーや小
テストに備える．事前学習・復習をあわせて授業時間外学習は各回概ね 4 時
間を標準とする．
【テキスト（教科書）】
網谷龍介・伊藤武・成廣孝『ヨーロッパのデモクラシー改訂第 2 版』ナカニ
シヤ出版，2014 年．
【参考書】
マーク・マゾワー『暗黒の大陸』未来社，2015 年．
篠原一『ヨーロッパの政治』東京大学出版会，1986 年．
馬場康雄・平島健司編『ヨーロッパ政治ハンドブック第 2 版』東京大学出版
会，2010 年．
中山洋平・水島治郎『ヨーロッパ政治史』放送大学教育振興会，2020年．
【成績評価の方法と基準】
授業前提出課題 34%： A4 で 1 ページ程度の予習課題を提出．テキストの指
定部分について内容のまとめとコメント・疑問を記載する．内容を自分で理解
しようとしているか，疑問やコメントが適切に記載されているかを評価する．
授業内課題 26%：小テスト，リアクション・ペイパーなどを実施する．授業
内容についての理解度を確認する．
学期末試験 40%：全体としての講義の理解度と到達目標の達成度を確認する．
【学生の意見等からの気づき】
　特になし
【Outline and objectives】
This course gives an overview of European political history from the
perspective of "Political Development" leading to democratic regimes.
"Politics" of a given society in a given era is moulded by the collective
patterns of political behaviour and creative and path-breaking action
of a person. We focus on those patterns, which has been forged
historically and takes different forms in various societies. For that
reason, it is imporatant to take comparative and historical approach
to understand "politics" in a given setting. Therefore, the course is
concentrated on the Euroepan cases but has further implication to
understand democratization pathways.

POL200AC

ヨーロッパ政治思想史Ⅰ

犬塚　元

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
Google Classroom 　クラスコード　 elze4bv
オンデマンド授業をあくまで原則としますが、状況が許す場合に限っ
て、数回は対面授業（ハイフレックス対応）を実施する可能性があ
ります。オンデマンド授業は、Google Classroom（クラスコード　
elze4bv）を使用し、毎回、動画視聴（60 分程度）＋課題実施とい
うメニューとします。質問には、Google Classroom を利用して随
時対応します。
この「ヨーロッパ政治思想史Ⅰ」は、政治学科科目の中で歴史・思想
科目群に属する科目です。ヨーロッパにおける政治学・政治思想の
歴史を学びます。政治学・政治思想の歴史を学ぶことを通じて、政
治や政治学について理解を深めることが目的です。

【到達目標】
「ヨーロッパ政治思想史Ⅰ」は、おもに、ヨーロッパの古代・中世の
政治思想史を扱います。現代の政治学の用語・概念のほとんどが、
すでに古代ギリシア・ローマに登場していることから明らかなよう
に、古代の政治思想は、近現代の政治学にもきわめて大きな影響を
及ぼしており、後者を理解するためにも非常に重要です。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
講義形式。資料を配布します。履修者は、各自で、Google Classroom
でこの授業を登録してください。（クラスコード　 elze4bv）　Google
Classroomで実施するオンライン課題は、2020年度と同じように、
各週に採点して返却します。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 はじめに この授業の概要
第 2 回 ギリシアの政治１ ヘロドトス　トゥキュディデス
第 3 回 ギリシアの政治２ アテナイとラケダイモン
第 4 回 プラトン１ 『ソクラテスの弁明』　
第 5 回 プラトン２ 『ゴルギアス』
第 6 回 プラトン３ 『ポリテイア』
第 7 回 アリストテレス１ 『ニコマコス倫理学』
第 8 回 アリストテレス２ 『政治学』
第 9 回 ローマ共和政 歴史と制度
第 10回 ポリュビオス 『歴史』　政体循環　混合政体　
第 11回 キケロ 暴君放伐　自然法
第 12回 政治思想としてのキリ

スト教
聖書　アウグスティヌス　

第 13回「中世」の政治思想 聖権と俗権　トマス
第 14回 まとめ 授業内試験

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
政治思想史を学ぶためになにより重要なのは、講義を聴くことでも、
教科書や研究文献を読むことでもなく、過去のテクストを実際に読
んでみることです。授業で紹介する古典をひとつでも読んでみるこ
とが望ましい。
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【テキスト（教科書）】
必要な資料は配布します。資料配付にあたっての注意事項は、初回
の講義で説明します。

【参考書】
参考文献は、各回の授業で説明します。

【成績評価の方法と基準】
平常点（70%）、期末の授業内試験（30%）

【学生の意見等からの気づき】
講義のスピードや難易度に留意して授業をおこないます。

【学生が準備すべき機器他】
Google Classroom で動画を視聴して課題を実施するために、情報
通信環境が必須です。

【Outline and objectives】
Explores history of political thought,especially of the ancient
Greek and Rome and the middle ages.

POL200AC

ヨーロッパ政治思想史Ⅱ

犬塚　元

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
Google Classroom 　クラスコード　 oyzc6w6
オンデマンド授業をあくまで原則としますが、状況が許す場合に限っ
て、数回は対面授業（ハイフレックス対応）を実施する可能性があ
ります。オンデマンド授業は、Google Classroom（クラスコード　
oyzc6w6）を使用し、毎回、動画視聴（60分程度）＋課題実施とい
うメニューとします。質問には、Google Classroom を利用して随
時対応します。
この「ヨーロッパ政治思想史 II」は、政治学科科目の中で歴史・思想
科目群に属する科目です。ヨーロッパにおける政治学・政治思想の
歴史を学びます。政治学・政治思想の歴史を学ぶことを通じて、政
治や政治学について理解を深めることが目的です。

【到達目標】
「ヨーロッパ政治思想史Ⅱ」は、おもにヨーロッパにおける初期近代
の政治思想史を扱います。とくに、宗教改革後の凄惨な宗教対立が、
ヨーロッパの政治思想・政治学にきわめて大きな影響を及ぼしたこ
とについて適切に理解することが、この授業の目標となります。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
講義形式。資料を配布します。履修者は、各自で、Google Classroom
でこの授業を登録してください。（クラスコード　 oyzc6w6）　
Google Classroomで実施するオンライン課題は、2020年度と同じ
ように、各週に採点して返却します。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 講義の概要
第 2 回 ルネサンス マキアヴェッリ
第 3 回 宗教対立１ ルター　カルヴァン　べーズ　オ

トマン
第 4 回 宗教対立２ ボダン
第 5 回 イングランドの宗教対

立１
レヴェラーズ

第 6 回 イングランドの宗教対
立２

ホッブズ

第 7 回 イングランドの宗教対
立３

ハリントン

第 8 回 イングランドの宗教対
立４

ロック

第 9 回 18 世紀の文明社会論 モンテスキュー
第 10回 文明への懐疑 ルソー
第 11回 革命の時代１ フェデラリスト
第 12回 革命の時代２ バーク
第 13回 19 世紀の自由主義 トクヴィル　ミル
第 14回 まとめ 授業内試験
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
政治思想史を学ぶためになにより重要なのは、講義を聴くことでも、
教科書や研究文献を読むことでもなく、過去のテクストを実際に読
んでみることです。授業で紹介する古典をひとつでも読んでみるこ
とが望ましい。

【テキスト（教科書）】
必要な資料は配布します。資料配付にあたっての注意事項は、初回
の講義で説明します。

【参考書】
参考文献は、各回の授業で説明します。

【成績評価の方法と基準】
平常点（70%）、期末の授業内試験（30%）

【学生の意見等からの気づき】
講義のスピードや難易度に留意して授業をおこないます。

【学生が準備すべき機器他】
Google Classroom で動画を視聴して課題を実施するために、情報
通信環境が必須です。

【Outline and objectives】
Explores history of political thought,especially of the early
modern Europe.

POL200AC

福祉政策Ⅰ

石川　久

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　政治学科科目の中で「政策系」の分野に属する科目である。
　政府のもっとも重要な役割として、健康で文化的な最低限度の生活の保障
がある。それらは各行政分野で担われるが、その基本となるのは各福祉政策
の形成とその展開にある。本授業では、それぞれの福祉分野の概要を理解し、
その問題点、課題を考えられるようになることである。
　
【到達目標】
・今日の日本がおかれている福祉環境と福祉政策の概要を理解する。
・福祉政策における地方自治体と国との関係やその役割を理解する。
・それぞれの福祉政策分野ごとにその制度と実際の運用・適用について理解を
深める。
・これらについて問題点を探り、今後の課題と改革について考えることがで
きる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
　学習支援システム「教材」に各回授業の PPT ファイルと PDF ファイルを
掲載する。
　授業では、以下の項目について、自治体現場での実務・実践経験や具体的事
例を取り上げながら、できる限り、分かりやすく、役に立つ講義を中心に行う。
　 1 　政策主体としての自治体と福祉環境の変化
　 2 　福祉政策・計画とその実現手法としての法務・財務
　 3 　子育て・子育ち支援などの子ども家庭福祉政策
　 4 　年金などの高齢者福祉政策
各回のリアクションを受け止めるため、専用のメールを開設し、このメール
に疑問・質問、感想など求め、理解度や疑問に対応しながら授業を進める。授
業の初めに，前回の授業で提出されたリアクション (疑問・質問、感想等）か
らいくつか取り上げ，全体に対してフィードバックを行う。
　
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業の概要、注意事項、評価方法など

を説明する。
第 2 回 福祉事業の変遷 福祉政策・福祉事業の変遷について概

説する。
第 3 回 福祉環境の変化 (1)

人口構造の変化
日本社会の人口構造の変化（少子高齢
化・人口減少など）が福祉政策に及ぼ
す影響などについて考える。

第 4 回 福祉環境の変化 (2)
地方分権

福祉政策の主体としての自治体、特に
分権改革（地方分権）と福祉事業につ
いて考える。

第 5 回 福祉環境の変化 (3)
措置から契約へ

社会福祉構造改革、「措置」から「契
約」への変化について考える。

第 6 回 福祉の計画と法務・財務 福祉分野の計画とその実現手法として
の法務・財務を考える。

第 7 回 子ども家庭福祉政策 (1)
子どもの人権と福祉政策

子どもの人権と福祉政策について考え
る。

第 8 回 子ども家庭福祉政策 (2)
子育て・子育ち支援①

子育て・子育ち支援の歴史とその考え
方について考える。

第 9 回 子ども家庭福祉政策 (3)
子育て・子育ち支援②

子育て・子育ち支援の現況と問題点・
課題について考える。

第 10 回 子ども家庭福祉政策 (4)
子ども虐待

子ども虐待について考える。

第 11 回 子ども家庭福祉政策 (5)
ひとり親家庭

ひとり親家庭（母子・父子家庭）の福
祉について考える。

第 12 回 高齢者福祉政策 (1)
所得の保障

高齢者の所得保障としての年金、合わ
せて「定年」延長などについて考える。

第 13 回 高齢者福祉政策 (2)
生きがいと就労

高齢者の生きがいや社会参加、就労な
どについて考える。

第 14 回 授業のまとめ。
到達度確認。

授業のまとめを行い、到達度の確認を
行う。
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキスト、参考図書、その他授業内で指示された内容に基づく学習。事前に
ＰＰＴファイルを「授業支援システム」に掲載されるので、あらかじめ見て
おく。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
『図解　福祉政策はやわかり 第 1 次改訂版』石川久　学陽書房　 2017 　
￥2100 　
【参考書】
石川久『福祉課のシゴト』ぎょうせい
石川久他編著『自治体政策と訴訟法務』学陽書房
自治六法・福祉六法
その他適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
到達目標に照らして、各授業の要点を理解しているかどうかを確認するため、
期末に試験を行う。この学期末試験（80 ％程度）、専用メールへのりアクショ
ン（20 ％程度）の割合で評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　従来の授業に改善を要する特段の指摘がなかったため、原則として従来ど
おり、パワーポイントを用いた授業を行う。
　
【学生が準備すべき機器他】
原則としてパワーポイントファイル（または、同様の内容のＰＤＦファイル）
を用いて授業を進める。
【その他の重要事項】
＜対面授業の場合＞
　授業の講義終了後、20 分程度の時間をとり、質問や意見交換の機会を設
ける。
自治体において、法務や財務を統括する総合政策部長を歴任し、福祉事務所
に勤務 (福祉課長）した経験を活かし、各福祉分野の実践について、より現実
的でわかりやすい授業を行う。
【Outline and objectives】
It is a subject belonging to the field of "policy system" among subjects of
political science courses.
As the government’s most important role, there is guarantee of a
minimum healthy and cultural life. Though they are carried out in
each administrative field, the foundation becomes the formation and
development of each welfare policy. In this lesson, it is to understand
the outline of each welfare field, to be able to think about the problem.

POL200AC

福祉政策Ⅱ

石川　久

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科科目の中で「政策系」の分野に属する科目である。
政府のもっとも重要な役割として、健康で文化的な最低限度の生活の保障があ
る。それらは各行政分野で担われるが、その基本となるのは各福祉政策の形
成とその展開にある。本授業では、それぞれの福祉分野の概要を理解し、そ
の問題点、課題を考えられるようになることである。
【到達目標】
・今日の日本がおかれている福祉環境と福祉政策の概要を理解する。
・福祉政策における地方自治体と国との関係やその役割を理解する。
・それぞれの福祉政策分野ごとにその制度と実際の運用・適用について理解を
深める。
・これらについて問題点を探り、今後の課題と改革について考えることがで
きる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
授業では、以下の項目について、自治体現場での実務・実践経験や具体的事
例を取り上げながら、できる限り、分かりやすく、役に立つ講義を行う。
　 1 　高齢者介護などの高齢者福祉政策
　 2 　障がい者の社会参加などの障がい者福祉政策
　 3 　生活保護制度
　 4 　地域福祉の計画と実践
各回のリアクションを受け止めるため、専用のメールを開設し、このメール
に疑問・質問、感想など求め、理解度や疑問に対応しながら授業を進める。
　
　 5 　ボランティア・ＮＰＯなどの活動、専門職など多様な福祉の担い手
　 6 　健康づくり、医療保険などの保健・医療政策
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業の概要、注意事項、評価方法など

を説明する。
第 2 回 介護保険制度 (1)

制度の創設
介護保険制度の創設、制度の概要につ
いて解説する。

第 3 回 介護保険制度 (2)
制度の運用と課題・問題
点、今後の展望

介護保険制度の運用と課題・問題点、
今後の展望について考える。

第 4 回 障がい者福祉政策 (1)
制度の歴史・概要

障がい者福祉施策の概要について解説
する。

第 5 回 障がい者福祉政策 (2)
措置から自立支援に

障害者自立支援援制度について考える。

第 6 回 障がい者福祉政策 (3)
総合支援、就労・雇用

障害者総合支援制度、就労・雇用につ
いて考える。

第 7 回 生活保護制度 (1)
制度の歴史・概要

生活保護制度の概要について解説する。

第 8 回 生活保護制度 (2)
運用の実態

生活保護の具体的運用、その実態を考
える。

第 9 回 生活保護制度 (3)
制度の課題・問題点、今
後の展望

生活保護、生活困窮者支援制度の運用
と課題・問題点、今後の展望について
考える。

第 10 回 地域福祉
制度の創設、理念

地域福祉の概要・考え方を解説し、地
域福祉の計画と実践、現状と課題・問
題点、今後の展望について考える。

第 11 回 ボランティア活動 ボランティアの始まりと基礎、福祉と
の関係を理解し、現状と課題・問題
点、今後の展望について考える。

第 12 回 ＮＰＯの法と組織 ＮＰＯの法と組織、活動について概説
し、現状・課題・問題点、今後の展望
について考える。

第 13 回 保健・医療政策 日本の保健・医療の全体像を解説し、
現状・課題・問題点、今後の展望につ
いて考える。

第 14 回 授業のまとめ
到達度確認。

授業のまとめを行い、到達度を確認す
る。
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキスト、参考図書、その他授業内で指示された内容に基づく学習。事前に授
業のＰＰＴファイルとＰＤＦファイルが「学習支援システム」に掲載されるの
で、それを見ておく。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
『図解　福祉政策はやわかり 第 1 次改訂版』石川久　学陽書房　 2017 　
￥2100 　
【参考書】
石川久『福祉課のシゴト』ぎょうせい
石川久他編著『自治体政策と訴訟法務』学陽書房
自治六法・福祉六法
その他適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
到達目標に照らして、各授業の要点を理解しているかどうかを確認するため、
期末に試験を行う。この学期末試験（80 ％程度）、専用メールへのりアクショ
ン（20 ％程度）の割合で評価する。
【学生の意見等からの気づき】
従来の授業に改善を要する特段の指摘がなかったため、原則として従来どお
り、パワーポイントを用いた授業を行う。
各回に専用メールでの質問、感想等を受けながら理解度や疑問に対応し授業
を進める。
【学生が準備すべき機器他】
原則としてパワーポイントソフトを用いて授業を進める。
【その他の重要事項】
＜対面授業の場合＞
　授業の講義終了後、20 分程度の時間をとり、質問や意見交換の機会を設
ける。
自治体において、法務や財務を統括する総合政策部長を歴任し、福祉事務所
に勤務 (福祉課長）した経験を活かし、各福祉分野の実践について、より現実
的でわかりやすい授業を行う。
【Outline and objectives】
It is a subject belonging to the field of "policy system" among subjects of
political science courses.
As the government’s most important role, there is guarantee of a
minimum healthy and cultural life. Though they are carried out in
each administrative field, the foundation becomes the formation and
development of each welfare policy. In this lesson, it is to understand
the outline of each welfare field, to be able to think about the problem.

POL200AC

比較福祉国家Ⅰ

山本　卓

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
＜この授業は、現代政治科目群に属する科目である。＞
福祉国家のかたちは国際的に多様である。では、福祉国家はどのよ
うに多様であり、また、何がその多様性を生み出しているのだろう
か。「福祉国家Ⅰ」では、これらの点を説明しようと提示されてきた
理論・視点を、データ分析の実習的な要素もとり入れて学習する。さ
らに、福祉国家の今日的状況について、「福祉国家と経済のグローバ
ル化」という観点から考察する。

【到達目標】
①福祉国家の国際的な多様性を説明する代表的な理論について説明
できる。
②福祉国家・福祉レジームの類型を、その分析枠組みと合わせて説
明できる。
③用意されたデータを使って、上記の分析枠組みを用いた考察がで
きる。
④福祉国家に対する経済的グローバル化の影響について説明できる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に
関連。

【授業の進め方と方法】
●毎回、電子ブックの教材をオンデマンドで配信します（配信の案
内は、学習支援システムでおこないます）。
●習得状況の確認を目的とする小課題を複数回出し、指定する期日
内の提出を求めます（提出先は、学習支援システム）。
●教員に質問等をする機会を Zoom 上で設けます。
●課題や質問等へのフィードバックは、全体に対しては教材内での
紹介やコメントの形で、個別的にはメールや学習支援システム（教
員のコメント）でおこないます。
●授業用データサイト： Comparative study of Welfare States
（https://public.tableau.com/profile/welfarestates#!/）を用いて分
析・考察をおこなうことがある。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業の概要について説明を受けた

のちに、福祉国家の概念について
「北欧モデル」を事例に学習する。

第 2 回 福祉国家と経済分野の
グローバル化（１）

経済的グローバル化が福祉国家に
どのような変化をもたらしている
のを、映像資料を使って考察す
る。

第 3 回 福祉国家と経済分野の
グローバル化（２）

前回学習を踏まえて、福祉国家に
対する経済的グローバル化の影響
を、構造的に分析する。

第 4 回 福祉国家の多様性：給
付面の国際比較

ILO の World Social Protection
Data 等を使って、社会給付にか
かわる各国の状況を共時的に分析
する。

第 5 回 福祉国家の多様性を説
明する理論（１）近代
化・収斂説

近代化・収斂説に基づくと、福祉
国家の国際的多様性はどのように
説明されるのか学習する。
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第 6 回 福祉国家の多様性を説
明する理論（２）権力
資源動員論

権力資源動員論に基づくと、福祉
国家の国際的多様性はどのように
説明されるのか学習する。

第 7 回 福祉国家の多様性を説
明する理論（３）新制
度論

新制度論に基づくと、福祉国家の
国際的多様性はどのように説明さ
れるのかを学習する。

第 8 回 前半の振り返り 前半の学習内容を振り返り総合す
る。

第 9 回 福祉国家の類型（１）
福祉レジームと脱商品
化

福祉レジームの概念を学習した上
で、福祉レジームを分類する基準
のひとつめとして「脱商品化」指
標の構成を学習する。

第 10回 福祉国家の類型（２）
社会的階層化

福祉レジームを分類する基準のふ
たつめとして「社会的階層化」を
学習する。また、「社会的階層化」
との関係で、ミーンズテスト、選
別主義と普遍主義、再分配のパラ
ドクスについても考察する。

第 11回 福祉国家の類型（３）
福祉レジームの三類型

データを使って「脱商品化」指標
と「社会的階層化」指標に基づい
た国際比較をおこなう。それを踏
まえて、E・アンデルセンの提示
した福祉レジームの三類型を考察
する。

第 12回 ジェンダー・家族・福
祉国家

男性稼ぎ主モデル、家族主義、脱
家族化の概念を学習する。

第 13回 家族主義・脱家族化の
国際比較

家族主義・脱家族化を福祉レジー
ム類型の基準とする視点から、国
際比較をおこなう。

第 14回 振り返りと総括 各自、春学期の学習内容を振り返
り、総括する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業で出される課題に取り組む。また、授業内で紹介された各種資
料を使って、学習した内容に関する知見を深める。本授業の準備学
習・復習時間は各 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
配信する電子ブックの教材を使用する。

【参考書】
・OECD Social and welfare issues（http://www.oecd.org/social/
soc/）
・ILO, World Social Protection Data（https://www.social-
protection.org/gimi/gess/WSPDB.action?id=32）
・その他、授業の中で適宜紹介する。

【成績評価の方法と基準】
課題の提出状況とその内容（90%）、提出課題や質問での、授業全体
にとって有意義な視点や問題の提起（10%）、で評価する。

【学生の意見等からの気づき】
主体的、発展的な学習を促す教材等の開発に、引き続き努めます。

【学生が準備すべき機器他】
・PC やタブレットなどの情報機器および通信環境。
・この授業では、電子教材の配信や課題提出に関する案内を、学習支
援システムでおこないます。履修を考えられる場合には、学習支援
システムへの登録を早めにおこなってください。

【Outline and objectives】
This course will provide students with the conceptual knowl-
edge and comparative methods to understand and analyze
international diversity of welfare state. It also introduces
a viewpoint to understand the relationship between welfare
state and economic globalization.

POL200AC

比較福祉国家Ⅱ

山本　卓

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
＜この授業は、現代政治科目群に属する科目である。＞
　
20世紀の第 3四半期までに福祉国家を形成した諸国では、1980・90
年代以降の福祉国家再編の過程を経て、「新しい福祉国家」が「新し
い福祉国家の政治」とともに姿を現しつつあるとされる。では、そ
れらは具体的にはどのようなものなのだろうか？ 本授業ではこの
問いを、社会政策・福祉政策学の分野で提示されてきた理論や視点
を、諸国の社会保障分野における制度、政策に当てはめて考察する
ことを通して考察する。

【到達目標】
① 福祉多元主義の観点から諸国の福祉制度、政策を比較・考察で
きる。
②政府間財政関係の観点から、社会支出に関する財政統計を分析で
きる。
③ 福祉三角形のモデルを応用して、福祉国家再編の政治を分析で
きる。
④福祉ガバナンスの視点を諸国の福祉制度、政策に当てはめて考察
できる。
⑤ 諸国の年金改革を、高齢期所得保障政策の観点から国際比較で
きる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に
関連。

【授業の進め方と方法】
●毎回、電子ブックの教材をオンデマンドで配信します（配信の案
内は、学習支援システムでおこないます）。
●習得状況の確認を目的とする小課題を複数回出し、指定する期日
内の提出を求めます（提出先は、学習支援システム）。
●教員に質問等をする機会を Zoom 上で設けます。
●課題や質問等へのフィードバックは、全体に対しては教材内での
紹介やコメントの形で、個別的にはメールや学習支援システム（教
員のコメント）でおこないます。
●授業用データサイト： Comparative study of Welfare States
（https://public.tableau.com/profile/welfarestates#!/）を用いて分
析・考察をおこなうことがある。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 授業の概要について説明を受けた

のち、秋学期の学習テーマを理解
する。

第 2 回 福祉国家の行財政 (1)
サービス供給

福祉サービスの供給面について学
習する。

第 3 回 福祉国家の行財政 (2)
企画・規制と政府間関
係

福祉サービスの企画・規制面につ
いて、政府間財政関係（中央・地
方関係）の視点と合わせて学習
する。
政府財政統計の枠組みを用いて学
習する。

— 279 —



　発行日：2021/4/1

第 4 回 福祉国家の行財政 (3)
政府間関係の国際比較

社会保障制度における政府間財政
関係を国際比較する。

第 5 回 福祉国家の行財政 (4)
政府間財政関係

COFOG に基づく政府財政統計
の体系を学習することを通して、
福祉国家の政府間財政関係につい
て学習する。
を、所得再分配の観点と合わせて
国際比較する。

第 6 回 福祉国家の行財政 (5)
政府間財政関係の国際
比較

政府間財政関係について、統計数
値の制度的背景を分析する視点を
学ぶ。

第 7 回 【歴史の窓】同業組合
と互助・共済――社会
保険の一源流

ヨーロッパの同業組合に関するビ
デオを視聴し、互助・共済活動の
歴史を学ぶ。

第 8 回 福祉国家の財源――
税・所得分布・社会保
障

財源構成と所得分布 (所得の不平
等、貧困率) の関係を、OECD の
国際統計を用いて国際比較する。

第 9 回 福祉多元主義 福祉多元主義の歴史的背景を学ん
だのち、福祉多元主義に基づいた
福祉国家再編を福祉三角形のモデ
ルを使って分析する。

第 10回 福祉国家再編の動向 福祉国家再編の国際的動向とし
て、Privatization（民営化・民
間化）、市場化、脱家族化の三つ
を取り上げて考察する。

第 11回 福祉ガバナンス 福祉政策におけるガバナンス的視
点の主流化を、福祉多元主義との
関係を軸に理解する。

第 12回 医療保障のガバナンス
(1)イギリス

福祉ガバナンスの理念型を学習し
た上で、イギリス・ドイツ・アメ
リカの医療保障にその類型を当て
はめて考察する。この回では、イ
ギリスを取り上げる。

第 13回 医療保障のガバナンス
(2)ドイツ

福祉ガバナンスの理念型を、イギ
リス・ドイツ・アメリカの医療保
障に当てはめて考察する。この回
では、ドイツとアメリカを取り上
げる。

第 14回 高齢期の所得保障 高齢期の収入源について国際比較
したのち、年金改革の国際的動向
について考察する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業で出される課題に取り組む。また、授業内で紹介された各種資
料を使って、学習した内容に関する知見を深める。本授業の準備学
習・復習時間は各 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
配信する電子ブックの教材を使用する。

【参考書】
・IMF Data, Government Finance Statistics
・OECD Social and welfare issues（http://www.oecd.org/social/
soc/）
・ISSA, Social Security Country Profiles（https://www.issa.int/
country-profiles）
・European Observatory on Health Systems and Policies (https:
//www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory)
・厚生労働省『世界の厚生労働（海外情勢報告）』
その他、授業の中で適宜紹介する。

【成績評価の方法と基準】
課題の提出状況とその内容（90%）、提出課題や質問での、授業全体
にとって有意義な視点や問題の提起（10%）、で評価する。

【学生の意見等からの気づき】
主体的、発展的な学習を促す教材等の開発に、引き続き努めます。

【学生が準備すべき機器他】
・PC やタブレットなどの情報機器および通信環境。
・この授業では、電子教材の配信や課題提出に関する案内を、学習支
援システムでおこないます。履修を考えられる場合には、学習支援
システムへの登録を早めにおこなってください。

【Outline and objectives】
This course will provide students with the conceptual
knowledge and methods to understand and analyze welfare
institutions and policies of modern welfare states. Specific
social policy areas, such as health and pension will be focused
and recent reforms will be discussed comparatively.
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POL200AC

環境政策

上岡　直見

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
概要を動画で紹介しています。
https://youtu.be/TEQnKuMEBjw
現実社会の中で法律的・政治的な考え方や評価を求められる分野は多岐
にわたりますが、環境の分野においては物理現象を対象にします。これ
は刑法・民法・商法等とは異なる点です。法令・判例・事例を知るだけ
では具体的なイメージが把握できません。どの「政策」でも唯一の正解
はありませんが、（１）解決すべき課題を認識し、（２）目標を設定し、
（３）それをどのように達成するかを考える過程は共通です。法曹・公務
員・企業などいずれの道に進んでもこの過程で改めて勉強が求められま
す。課題に対して、資源すなわちヒト・モノ・カネを割り当て、効果の予
測と評価を行う過程が必要です。環境問題を現象面と数量面で捉え、誰
が・何を・どれだけすればよいのかを考えます。環境問題は対象が広い
ため全部のテーマは取り上げられませんが「環境政策」ではエネルギー・
地球温暖化等を取り上げます。また時事問題として感染症やデマの伝播
シミュレーション等も取り上げます。学習支援システム"教材"でテキス
ト"環境政策資料_2021 年版"を提供しているので、履修を検討している
人は参考にして下さい。

【到達目標】
（１）環境問題はなぜ起きるのか、感覚や風説ではなく物理的な現象とし
てメカニズムを把握する考え方を習得する。
（２）政策の立案・評価を数字を用いて検討する手法を習得する。また広
くは環境問題にかぎらず数字を通じた客観的・論理的な考え方に親しむ。
（３）エネルギー・放射線・大気汚染・騒音・道路政策等の基本的な知識
を理解する。
（４）問題の基本的な構造を理解した後、応用問題について自分で結果を
導く手法を習得し、環境問題に限らず広くビジネス全般にも応用できる
手法を知る。
（５）メディア等で提供される情報を一方的に受け取るだけでなく、多く
の情報の中から要点を整理し自分なりの考え方を構築できる考え方を習
得する。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
大学の行動制限レベルに対応して教室授業が適切でない場合は「オンデ
マンド方式」で実施します。本来の時間割に合わせてその週の学習内容
を動画等で提示します。テキストを参考にして学習後、学習支援システ
ムの「テスト/アンケート機能」を使用して、理解したこと・コメント・質
問等を返して下さい（教室授業のリアクションペーパーに相当）。それに
より参加の確認とします。コメント・質問等に対しては、次回以降に個
別または要約・抜粋して回答あるいは補足の説明を行います。テキスト
の各章は概ねシラバスの各回に対応していますが、社会情勢の変化や注
目される訴訟・判決などの状況により随時変更することがあります。（※
コロナの状況により内容や授業の進め方に変更が生じることも考えられ
ます。「学習支援システム」の「お知らせ」を常にチェックして下さい）

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 はじめに／新型コロナ

Ⅰ─シミュレーション
と社会

ガイダンス／この科目の目的として
現象を数字で捉える考え方を紹介す
る。現象を数字で捉えることによる
論理的な判断。感染症の侵入を広義
の環境問題として取り上げる。（演
習：ある都市に感染症が侵入した場
合の拡大のシミュレーションと対策
効果の試算）

2 新型コロナⅡ─感染症
と社会・経済

新型コロナに関して「命か経済か」
という議論が行われた。いずれも一
方的に断定できないが、そのバラン
スをどう考えたらよいのか。新型コ
ロナに関して発生したさまざまな影
響を整理して考える。

3 危険・安全とは何か 厚労省のサイトでは新型コロナワク
チンの接種について「予防の効果と
副反応のリスクの双方について理解
した上で」と記載されているが、ワ
クチンに限らずそもそも「安全・危
険」とは何か、客観的な指標はある
のか、数字で評価する考え方や方法
を紹介する。

4 「正しい情報」とは何か
／環境問題で取り扱う
数字

環境に関する数値の単位や換算につ
いて考え方や取り扱いに慣れる。
（演習：大きな（あるいは小さな）
数の計算、単位の換算、データとそ
の解釈の関連）

5 経済・社会システムと
環境のかかわり／さま
ざまな経済・雇用効果

環境にかかわる現象は、人間の経済
の活動の結果としてあらわれるもの
であり環境を直接コントロールする
政策は存在しない。環境をコント
ロールするのは経済政策であること
を説明。（演習：日常の消費が誘発
する環境負荷、エネルギー需給の将
来予測など）

6 東京オリンピック（中
止の場合は別の事例）
の環境負荷

東京オリンピックを例に、大規模プ
ロジェクと環境負荷の関係、それが
もたらす健康被害等について考え
る。（演習：オリンピックの準備・
開催に伴う環境負荷の発生とその影
響について）

7 地球温暖化のメカニズ
ム

宇宙における地球の位置づけ、地球
の大気の温度はどのように決まって
いるか、温暖化のメカニズムについ
て考える。（演習：地球の熱バラン
スと大気の温度に関する試算）

8 原発や放射線の基礎情
報／放射線被曝につい
て

放射線の被曝はどのように計算・評
価したらよいか。放射線は人間にど
のように到達するか。法令や制度・
基準によって被曝はどのように影響
されるか。（演習：空気や食品を通
じた一般消費者の被曝を計算してみ
る）

9 大気汚染物質や放射性
物質の拡散と人間への
到達

放射性物質や大気汚染物質について
発生源から人間への到達はどのよう
な要因によって左右されるか。（演
習：発生源からの拡散について簡略
化した例題により概要を理解する）

10 発電・送電・停電 電気の需要・供給は「発電」だけで
はなく送電のシステムと併せて考え
る必要がある。電気はどのように発
電し送電されてくるか。停電とはど
ういうことか、停電を防ぐための取
り組み。北海道大停電（2018 年）、
関東大停電（2019 年）等について。
（演習：電力需給に関する試算）

11 電力の費用について考
える

電力の価格（電力料金）はどのよう
に決まっているのか、「真のコスト」
とは何かを考える。原子力事故の損
害賠償についての法的側面について
も考える。（演習：発電コストはど
のように計算されるのか。また事故
リスクコストを考慮した電力価格に
ついて試算）

12 環境インパクト／「環
境に優しい」とは何か
／ライフサイクルアセ
スメント

物質の有害性に関する考え方を紹
介。「環境に優しい」とはどのよう
に評価すべきか。「水素社会」は本
当にクリーンなエネルギー体系か。
（演習：電気自動車やバイオ燃料に
関する評価）
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13 エネルギー体系の概観
と将来／「脱炭素社会」
は可能か

世界や日本で人々はエネルギーをど
のように使ってきたか。政府は
2050 年に CO2 ゼロ社会を目指す
としているが、それにはどのような
方策があるか、またそれは可能かを
考える。

14 環境を経済評価する／
環境政策の歴史

どのような政策にもメリット・デメ
リットの両面があるが、それをどの
ように評価して人々の合意を形成す
るか。環境政策の評価に係る生命や
健康の経済価値の評価、「社会的費
用」の考え方（演習：大気汚染の経
済損失）また明治期から現在までの
環境政策と法律的観点の変化を資料
的に紹介する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前にテキストに目を通しておくことを勧めます。毎回ではありません
が高校数学の範囲で指数・対数を使用する問題があります。（指数と対数
の変換ができれば可）時間の制約から授業内で演習は実施できない場合
があるので事後に自分で計算してみることを勧めます。

【テキスト（教科書）】
学習支援システム"教材"でテキスト"環境政策資料_2021 年版"を提供し
ています。

【参考書】
指定の参考書はありません。

【成績評価の方法と基準】
【オンデマンド方式となった場合の対応】
学習支援システムの「テスト/アンケート機能」を利用して、全 14 回中
10回以上の参加コメント（教室授業のリアクションペーパーに相当）と、
春学期中間および終了時の課題 2 回の提出を単位の条件とします。指示
があった時にテキストに基づく課題を提出（「テスト/アンケート機能」を
利用）して下さい。評価の配分は、各回授業の参加 70 ％・課題 2 回合
計 30 ％とします。なお参加の条件を満たしても課題を提出しない場合
は単位対象外です。（※コロナの状況により授業の進め方に変更が生じる
ことも考えられます。「学習支援システム」の「お知らせ」を常にチェッ
クして下さい）
【教室授業となった場合の対応】
オンデマンド方式となった場合に準じますが、学習支援システム「お知
らせ」による情報に注意して下さい。

【学生の意見等からの気づき】
学習の内容だけでなく、日常生活や就職活動、就職後の仕事に対する姿
勢、対人関係などに関するコメントが参考になったとの感想が多かった
ので、関連した情報提供も併せて行うようにします。

【学生が準備すべき機器他】
テキストはスマートフォンやタブレットでも閲覧できますが画面が狭く
図表などが見づらいのでＰＣの使用を推奨します。

【その他の重要事項】
【実務経験】２０００年まで企業に所属し化学プラントの設計、安全性解
析、運転、環境対策等の実務経験があり、技術士資格（化学部門）を有
しています。その応用として環境に関する訴訟の専門家証人として参加
経験があります。これらの経験から、法律的な観点に立ちつつも数量的
かつ具体的に環境問題を捉え、問題を解決する手順を考える授業を目指
しています。
【履修について】履修歴や前提科目は問わず１年生から選択可能です。原
則としてシラバスの順序で授業を行いますが、エネルギー・環境・政治・
原子力や核の分野では常に新しい事態が生じるため、内容を臨時に変更
することがあります。

【Outline and objectives】
There are wide variety of fields that require legal and political
thinking and evaluation. On the other hand, we need to focus on
physical phenomena in the field of the environment issue. This
view point is different from the criminal law, civil law, commercial
law, etc. We cannot find the image just by knowing the laws,
precedents, and cases. Although there is no single correct answer
for any "policy", the common thinking procedure would be: (1)
recognizing the problem to be solved, (2) setting a goal, and (3)
thinking about how to achieve it is common. Regardless of whether
you are a legal profession, a civil servant, or getting jobs at private
company after graduation, you will be required to study again in
this process. To realize a policy, it is necessary to allocate human
resources and budget to the tasks, and to predict and evaluate
the effects. We will consider environmental problems in terms of
phenomena and quantities, and consider who to be responsible,
what to do, and how much to do. As the scope of environmental
issues is very wide, all themes will not be covered in the class,
but energy and global warming will be taken up mainly. In
addition, COVID-19 and infectious transmission simulations will
be discussed as hot issue.
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POL200AC

都市の環境問題

上岡　直見

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
概要を動画で紹介しています。
https://youtu.be/TEQnKuMEBjw
現実社会の中で法律的・政治的な考え方や評価を求められる分野は多岐
にわたりますが、環境の分野においては物理現象を対象にします。これ
は刑法・民法・商法等とは異なる点です。法令・判例・事例を知るだけ
では具体的なイメージが把握できません。どの「政策」でも唯一の正解
はありませんが、（１）解決すべき課題を認識し、（２）目標を設定し、
（３）それをどのように達成するかを考える過程は共通です。法曹・公務
員・企業などいずれの道に進んでもこの過程で改めて勉強が求められま
す。課題に対して、資源すなわちヒト・モノ・カネを割り当て、効果の予
測と評価を行う過程が必要です。環境問題を現象面と数量面で捉え、誰
が・何を・どれだけすればよいのかを考えます。環境問題は対象が広い
ため全部のテーマは取り上げられませんが、環境政策ではエネルギー・
地球温暖化等を取り上げます。また時事問題として感染症やデマの伝播
シミュレーション等も取り上げます。学習支援システム"教材"でテキス
ト"環境政策資料_2021 年版"を提供しているので、履修を検討している
人は参考にして下さい。「都市の環境問題」では主に交通や都市に起因す
る環境問題とその検討手法を取り扱います。

【到達目標】
（１）環境問題はなぜ起きるのか、感覚や風説ではなく物理的な現象とし
てメカニズムを把握する考え方を習得する。
（２）政策の立案・評価を数字を用いて検討する手法を習得する。また広
くは環境問題にかぎらず数字を通じた客観的・論理的な考え方に親しむ。
（３）エネルギー・放射線・大気汚染・騒音・道路政策等の基本的な知識
を理解する。
（４）問題の基本的な構造を理解した後、応用問題について自分で結果を
導く手法を習得する。
（５）メディア等で提供される情報を一方的に受け取るだけでなく、多く
の情報の中から要点を整理し自分なりの考え方を構築できる考え方を習
得する。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
大学の行動制限レベルに対応して教室授業が適切でない場合は「オンデ
マンド方式」で実施します。本来の時間割に合わせてその週の学習内容
を動画等で提示します。テキストを参考にして学習後、学習支援システ
ムの「テスト/アンケート機能」を使用して、理解したこと・コメント・質
問等を返して下さい（教室授業のリアクションペーパーに相当）。それに
より参加の確認とします。コメント・質問等に対しては、次回以降に個
別または要約・抜粋して回答あるいは補足の説明を行います。テキスト
の各章は概ねシラバスの各回に対応していますが、社会情勢の変化や注
目される訴訟・判決などの状況により随時変更することがあります。（※
コロナの状況により内容や授業の進め方に変更が生じることも考えられ
ます。「学習支援システム」の「お知らせ」を常にチェックして下さい）

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 ガイダンス／都市のエ

ネルギー消費と環境
ガイダンス／この科目の目的として
現象を数字で捉える考え方を紹介す
る。現象を数字で捉えることによる
論理的な判断。都市や交通に起因す
る環境問題をどのように考えればよ
いかを紹介する。

2 住宅や街区の省エネル
ギーと電力需要

環境問題は狭義の環境政策ではなく
住宅・都市政策にも関連が深い。住
宅や街区の省エネルギーはどのよう
な方法があるか。（演習：さまざま
な省エネルギーに関する施策と効
果、住宅の断熱について）東京五輪
が夏に開催されることにより競技環
境が問題となっているが地表面の温
度の計算や低下対策を検討する。
（演習：地表面の熱バランスと温度
の試算）

3 騒音問題 都市の環境問題としてしばしば取り
上げられる騒音（生活騒音・道路騒
音など）について、考え方の基本や
対策などについて検討する。

4 水害とダム 水害など気象災害が多発・巨大化し
ている。気象災害の考え方と効果的
な防止対策を考える。（演習：河川
の水位の推定と効果的な洪水対策）

5 交通を数字で捉える 交通と環境を結びつけて検討するた
めにはどのようなデータが必要なの
か。人や物がいつ・どこからどこ
へ・どのように（手段）動いている
かを把握する方法を紹介する。

6 交通に関する環境負荷 自動車・鉄道・航空・船舶など手段
別の交通に関する環境負荷の基礎数
値を把握する。（演習：自動車・鉄
道・航空・船舶のエネルギー消費量
の試算）

7 日本の道路政策の歴史 交通に起因する環境問題のほとんど
は道路（自動車）に起因する問題で
ある。道路政策がどのように立案・
実施されてきたかを紹介する。

8 都市の構造と環境 交通に関する環境問題は、単に交通
手段やエコカー等の問題ではなく、
都市や地域の構造が密接に関連して
いる。（演習：道路整備状況や自動
車保有台数の統計的関連についての
例題計算など）

9 交通需要の推計 環境政策の立案のためには交通の将
来状況を予測する必要がある。予測
法の代表的な手法を紹介する。（演
習：将来交通需要の予測や分布に
関する例題）

10 手段や経路の選択 人々はどのような要因で交通手段や
交通経路を選んでいるのか。その代
表的な手法を理解する。（演習：簡
略化したモデルにより料金や所要時
間による交通手段分担に関する例題
計算）（演習：アクアラインを事例
に簡略化した均衡計算による道路選
択に関する簡単な例題計算）

11 費用便益分析 道路事業を例に「費用便益分析」に
ついて解説する。この手法は交通問
題だけではなく環境政策その他あら
ゆる政策に共通する。時間損失・気
候変動・大気汚染・騒音など社会的
な費用、大都市圏の鉄道の混雑に関
する評価等に関する検討。（演習：
実際の道路事業について費用便益分
析の例題計算）

12 貨物はどう動いている
か／フードマイレージ

通常、市民があまり意識することの
ない貨物輸送や物流について解説す
る。身近な食品をテーマに、日常生
活がもたらす環境負荷を試算する。
（演習：フードマイレージ（食品の
輸送にかかわる環境負荷）に関する
試算）

13 戦争こそ最大の災害 戦争こそ最大の環境破壊であり人権
侵害と言える。概念的な議論でなく
戦争は経済的にどのような評価がで
きるか考え方を紹介する。また兵器
（特にミサイル）について技術的な
内容を紹介する。
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14 核兵器と環境問題 2021 年 1 月に核兵器禁止条約が発
効したが、世界唯一の被爆国である
日本は条約に参加していない。核兵
器をめぐるさまざまな情勢や、世界
の核兵器の現状、核兵器の被害の詳
細などについて紹介する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前にテキストに目を通しておくことを勧めます。毎回ではありません
が高校数学の範囲で指数・対数を使用する問題があります。（指数と対数
の変換ができれば可）時間の制約から授業内で演習は実施できない場合
があるので事後に自分で計算してみることを勧めます。

【テキスト（教科書）】
学習支援システム"教材"でテキスト"環境政策資料_2021 年版"を提供し
ています。

【参考書】
指定の参考書はありません。

【成績評価の方法と基準】
【オンデマンド方式となった場合の対応】
学習支援システムの「テスト/アンケート機能」を利用して、全 14 回中
10回以上の参加コメント（教室授業のリアクションペーパーに相当）と、
春学期の概ね半分経過時と、終了時の課題 2 回の提出を単位の条件とし
ます。指示があった時にテキストに基づく課題を提出（「テスト/アンケー
ト機能」を利用）して下さい。評価の配分は、各回授業の参加 70 ％・課
題 2 回合計 30 ％とします。なお参加の条件を満たしても課題を提出し
ない場合は単位対象外です。（※コロナの状況により授業の進め方に変更
が生じることも考えられます。「学習支援システム」の「お知らせ」を常
にチェックして下さい）
【教室授業となった場合の対応】
オンデマンド方式となった場合に準じますが、学習支援システム「お知
らせ」による情報に注意して下さい。

【学生の意見等からの気づき】
学習の内容だけでなく、日常生活や就職活動、就職後の仕事に対する姿
勢、対人関係などに関するコメントが参考になったとの意見が多かった
ので、関連した情報提供も併せて行うようにします。

【学生が準備すべき機器他】
テキストはスマートフォンやタブレットでも閲覧できますが画面が狭く
図表などが見づらいのでＰＣの使用を推奨します。

【その他の重要事項】
【実務経験】２０００年まで企業に所属し化学プラントの設計、安全性解
析、運転、環境対策等の実務経験があり、技術士資格（化学部門）を有
しています。その応用として環境に関する訴訟の専門家証人として参加
経験があります。これらの経験から、法律的な観点に立ちつつも数量的
かつ具体的に環境問題を捉え、問題を解決する手順を考える授業を目指
しています。
【履修について】履修歴や前提科目は問わず１年生から選択可能です。原
則としてシラバスの順序で授業を行いますが、エネルギー・環境・政治・
原子力や核の分野では常に新しい事態が生じるため、内容を臨時に変更
することがあります。

【Outline and objectives】
There are wide variety of fields that require legal and political
thinking and evaluation. On the other hand, we need to focus on
physical phenomena in the field of the environment issue. This
view point is different from the criminal law, civil law, commercial
law, etc. We cannot find the image just by knowing the laws,
precedents, and cases. Although there is no single correct answer
for any "policy", the common thinking procedure would be: (1)
recognizing the problem to be solved, (2) setting a goal, and (3)
thinking about how to achieve it is common. Regardless of whether
you are a legal profession, a civil servant, or getting jobs at private
company after graduation, you will be required to study again in
this process. To realize a policy, it is necessary to allocate human
resources and budget to the tasks, and to predict and evaluate
the effects. We will consider environmental problems in terms of
phenomena and quantities, and consider who to be responsible,
what to do, and how much to do. As the scope of environmental
issues is very wide, all themes will not be covered in the class, but
energy and global warming will be taken up mainly.

ECN200AC

経済政策Ⅰ

濱秋　純哉

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科科目の中で「政策・都市・行政」の分野に属する科目であり，現実の
経済政策を経済学に基づいて考える。政府は，ダムや道路の建設，教育サー
ビスの提供，及び社会保障制度の整備などの「経済政策（公共政策）」を行っ
ている。民間企業の自由な活動に任せる分野がある一方で，このように政府
が直接・間接に財・サービスの提供に関与する分野があるのはなぜだろうか。
このような疑問に対して，経済学の余剰分析の考え方に基づき考察を加える。
【到達目標】
この講義では，受講者各人が，現実の経済政策を評価する力を身に付けるこ
とを目標とする。具体的には，経済学の余剰分析の考え方に基づき，外部性
の問題や望ましい公共財の供給について主体的に考察できるようになること
を目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
Zoom を通じたリアルタイム配信型のオンライン授業で，直感的な理解が進む
ように図表を使った説明を交えながら経済政策に関するトピックを解説する。
授業の途中や最後に復習問題を解く時間を設け，受講者が自分の頭で考える
機会も作る。復習問題については，翌週の授業の冒頭で解答の説明と受講者
の回答についての講評（多かった間違いや興味深い回答の紹介など）を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 経済学で経済政策を考える意味
2 市場の働き 1 完全競争市場とは何か
3 市場の働き 2 需要曲線と供給曲線
4 市場の働き 3 消費者余剰の図示
5 弾力性の概念 価格弾力性とは何か
6 企業行動と生産者余剰 1 様々な費用の概念
7 企業行動と生産者余剰 2 企業の利潤最大化行動と供給曲線
8 企業行動と生産者余剰 3 生産者余剰の図示
9 外部性 1 外部性の概念
10 外部性 2 外部性の存在と市場の効率性
11 外部性 3 規制，ピグー税，及び排出権市場によ

る外部性の問題の解決
12 公共財 1 排除可能性と消費の競合性
13 公共財 2 公共財の最適供給の条件，公共財の自

発的供給
14 公共財 3 国家公共財と地方公共財
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業の準備学習・復習を行うこと。準備学習・復習時間は、各 2 時間を標準
とする。
【テキスト（教科書）】
八田達夫，2008，『ミクロ経済学Ｉ』東洋経済新報社
N・グレゴリー・マンキュー，2013，『マンキュー経済学 I ミクロ編 [第 3 版]』
東洋経済新報社
【参考書】
小川光・西森晃，2015，『公共経済学』中央経済社
【成績評価の方法と基準】
期末試験（50%），3 回の宿題（40%），復習問題の回答の提出（10%）によっ
て評価する。
【学生の意見等からの気づき】
毎回の授業で学生が受け身の学習にならないように，授業中に簡単な質問に
答えてもらったり，授業内容に即した復習問題を行ったりする。また，経済
学の抽象的な概念の説明の際には，必ず具体例とセットで説明することで理
解を促す。
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【Outline and objectives】
Governments conduct a wide range of economic and other public policies
including, for example, the construction of dams and roads, the provision
of education services, and the provision of a social security system.
While of course there are a large number of areas that are left to the
private sector, the question nevertheless is why there are areas in which
governments directly and indirectly contribute to the provision of goods
and services. This course considers this issue from a microeconomic
perspective using welfare analysis.

ECN200AC

経済政策Ⅱ

濱秋　純哉

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科科目の中で「政策・都市・行政」の分野に属する科目であり，現実の
経済政策を経済学に基づいて考える。政府や中央銀行は，財政政策や金融政
策などの「経済政策」を行っているが，どのような目的で，さらには，どのよ
うな根拠に基づいて政策を実行しているのだろうか。このような疑問に対し
て，マクロ経済学の IS-LM 分析の手法を用いて考察する。また，GDP，物
価指数，失業率の各種マクロ統計の作成方法とその計測上の課題，及び近年
の雇用問題についても検討を行う。
【到達目標】
この講義では，受講者各人が経済学の考え方に基づいて，現実の経済政策を
評価する力を身に付けることを目標とする。具体的には，各種マクロ統計の
作成方法と統計の読み方を理解すること，及び財政政策と金融政策が経済に
与える影響について主体的に考察できるようになることを目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
Zoom を通じたリアルタイム配信型のオンライン授業で，直感的な理解が進む
ように図表を使った説明を交えながら経済政策に関するトピックを解説する。
授業の途中や最後に復習問題を解く時間を設け，受講者が自分の頭で考える
機会も作る。復習問題については，翌週の授業の冒頭で解答の説明と受講者
の回答についての講評（多かった間違いや興味深い回答の紹介など）を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション マクロ経済と私たちの生活
2 データで見る日本経済 1 GDP の概念と作成方法
3 データで見る日本経済 2 物価指数の概念と作成方法
4 データで見る日本経済 3 失業率の概念と作成方法
5 雇用問題 1 摩擦的失業への政策的対処
6 雇用問題 2 最低賃金引き上げの影響
7 雇用問題 3 若年者の雇用問題，「世代効果」への

政策的対処
8 IS-LM モデルの構築 1 ケインジアンの交差図，乗数効果
9 IS-LM モデルの構築 2 IS 曲線の導出
10 IS-LM モデルの構築 3 貨幣量の測定とコントロール
11 IS-LM モデルの構築 4 LM 曲線の導出
12 IS-LM モデルの応用 1 財政政策の効果とクラウディング・ア

ウト
13 IS-LM モデルの応用 2 金融政策の効果
14 IS-LM モデルの応用 3 「流動性の罠」の下での財政政策と金

融政策の効果
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本講義を履修するにあたり，経済政策 I を履修済みのことが望ましい。また，
授業の準備学習・復習を行うこと。準備学習・復習時間は，各 2 時間を標準
とする。
【テキスト（教科書）】
N・グレゴリー・マンキュー，2017，『マクロ経済学 I（第 4 版）』東洋経済
新報社
【参考書】
福田慎一・照山博司，2016，『マクロ経済学・入門（第 5 版）』有斐閣
【成績評価の方法と基準】
期末試験（50%），3 回の宿題（40%），復習問題の回答の提出（10%）によっ
て評価する。
【学生の意見等からの気づき】
毎回の授業で学生が受け身の学習にならないように，授業中に簡単な質問に
答えてもらったり，授業内容に即した復習問題を行ったりする。また，経済
学の抽象的な概念の説明の際には，必ず具体例とセットで説明することで理
解を促す。
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【Outline and objectives】
Governments and central banks conduct economic policies such as
fiscal policy and monetary policy, but for what purpose and on what
basis do they implement such policies? This course considers these
questions from a macroeconomic perspective using IS-LM analysis. The
course also examines how various macroeconomic statistics such as GDP
statistics, price indexes (consumer price indexes and GDP deflators),
and unemployment rates are compiled as well as related measurement
issues, and moreover, investigates employment issues in recent years.

POL200AC

都市政策

杉崎　和久

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科科目の中で「行政・地方自治科目群」に属し、多様な利害と価値観が
錯綜する都市において、私たちの活動の基盤となる空間形成を制御するシス
テムである都市計画法等の諸制度の内容について概観するものである。
【到達目標】
１）都市空間の形成を制御するシステム（制度、プロセス等）を理解できる
こと
２）都市空間の現代的な課題を認識し、成長を前提とした既存システムの抱
える課題について考察できること
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
・オンデマンド教材を用いて行う。
・金曜日中に授業動画とスライド資料を学習支援システムにアップロードする。
・受講者は、各自オンデマンド教材を視聴し、学習支援システムの「課題」を
通じて出題された課題を翌週水曜日正午までに提出する。
・課題内容については、授業の中で概観し、重要な論点については解説を行う
ことを通じてフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 都市とは何か オリエンテーション・都市の成り立ち

と集積
第 2 回 近代都市計画の誕生 計画的都市の形成過程
第 3 回 都市計画概要 都市計画の目的、手段、対象、都市計

画法の体系
第 4 回 都市施設１ 都市施設の概要、道路
第 5 回 都市施設２ 公園緑地
第 6 回 都市計画事業 概要、土地区画整理事業、市街地再開

発事業
第 7 回 土地利用規制 近代都市計画の誕生、ゾーニング、地

域地区・用途地域、集団規定（建築基
準法）

第 8 回 地域特性に相応しい 土
地利用規制１

補助的地域地区、地区計画

第 9 回 地域特性に相応しい 土
地利用規制２

建築協定（建築基準法）、まちづくり
条例等

第 10 回 開発許可制度 経済成長期の開発と開発許可制度の導
入、概要概要

第 11 回 都市の計画 都市計画マスタープラン（都市計画区
域マスタープランと市町村マスタープ
ラン）

第 12 回 都市計画の決め方 都市計画決定のプロセスと市民参加
第 13 回 人口減少社会とコンパク

トシティ
立地適正化計画、地域公共交通

第 14 回 公共施設のマネジメント 都市インフラの長期的管理運営
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
・「土地利用に関するレポート」は、自らが生活する地域の土地利用の現状、土
地利用規制等を考察するため、資料収集や現地調査が必要となる。
【テキスト（教科書）】
・学習支援システムを通じて、オンデマンド教材（動画）とスライド資料を配
布する。
【参考書】
1. 饗庭伸ほか著「初めて学ぶ都市計画」（市ケ谷出版社)
2. 伊藤雅春ほか著「都市計画とまちづくりがわかる本」（彰国社）
3. 高見沢実著「初学者のための都市工学入門」（鹿島出版会）
4. 住民主体のまちづくり研究ネットワーク 編著「住民主体の都市計画」（学
芸出版社）
5. 武田重明ほか著「小さな都市から都市をプランニングする」（学芸出版社）
1～3 は基本事項の解説等、4.5 は参考事例の紹介
【成績評価の方法と基準】
評価は、授業ごとに出題する課題の合計（70 ％）、レポート課題（30 ％）の
合計点で評価する（期末試験は実施しない）。
①授業ごとに出題する課題の評価は下記になる。
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・Ａ：授業内容を踏まえて、独自に事例や制度の調査を行うなど独自の視点か
らの意見や考え方が記述されれている。Ｂ：適切な分量を満たし、授業内容
を踏まえた内容が記述されている。Ｃ：授業内容を踏まえた内容が記述され
ていないか、適切な分量をみなしていない。Ｄ：未記入とする。
なお、提出締切時間は厳守すること（締切時間を過ぎたものは理由の如何に
関係なく、採点評価しない）。
②レポート課題について
・出題は、６月中の講義の中で行う（実施日は未定）。
・提出締切は、授業内で指示する。提出は、学習支援システムを通じて行う。
（締切日時以降の提出は、いかなる理由があっても受理しない。そのため余裕
をもって提出作業をすることが望ましい。）
・レポート課題の評価は、Ａ：独自の視点からの意見が掛かれている優れた内
容である。Ｂ：レポートの課題主旨ができ、適切な内容である。Ｃ：レポー
トの課題主旨が理解できず、表現方法も含めて不十分な内容である、とする。
【学生の意見等からの気づき】
背景となる社会事情、実現する都市空間などについて理解を深めるため、具
体的な都市における事例解説を行い、それらの解説のための視覚資料等の改
善を行いたい。
【学生が準備すべき機器他】
この講義は、オンデマンド教材にて実施する。動画配信、資料配布、課題提
出等に学習支援システムを活用する。そのためオンデマンド教材を視聴する
インターネット環境、課題作成、提出をするための環境が必要になる。
【その他の重要事項】
複数の地方自治体の現場において、行政と地域住民をつなぐまちづくりコー
ディネーターとして勤務経験を有する教員が地域での実践事例を交えながら、
都市の空間制御に関する仕組みについて講義する。
【Outline and objectives】
In this lecture, we overview the system to control the space in the city.

POL200AC

まちづくり論

杉崎　和久

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科科目の中で「行政・地方自治科目群」に属し、全国一律の都市空間制
御の仕組みである都市計画法の運用に加えて、特定課題別の政策的対応、さ
らに地方自治体や地域住民等が地域特性や課題に対応して都市空間制御を実
践している事例について概観するものである。
【到達目標】
１）地域特性に対応した都市空間制御等の運用事例の特徴・効果等を分析で
きること
２）現代、将来に対する都市計画等システムの課題を認識できること
３）都市問題には、多様な利害の存在していることを理解し、それを踏まえ
た課題解決が行われることを理解すること
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
・オンデマンド教材を用いて行う。
・金曜日中に授業動画とスライド資料を学習支援システムにアップロードする。
・受講者は、各自オンデマンド教材を視聴し、学習支援システムの「課題」を
通じて出題された課題を翌週水曜日正午までに提出する。
・課題内容については、授業の中で概観し、重要な論点については解説を行う
ことを通じてフィードバックする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 地域課題と地域独自の取組（まちづく

り）
第 2 回 戦後の住宅政策 セーフティネットとしての役割を果た

してきた住宅供給を目的とする政策に
ついて理解する。

第 3 回 住環境改善の取組 大都市への人口集中に伴う住環境の悪
化とそれに対する対応について理解す
る。

第 4 回 防災まちづくり１（大規
模地震への対応）

地震・火災など大規模災害に備えた対
策について理解する。

第 5 回 防災まちづくり２（気候
変動に伴う災害への対応）

近年増加している水害等への対応につ
いて理解する。

第 6 回 商業・流通政策 購買活動の変化に伴う都市構造、空間
の変化を理解する。

第 7 回 中心市街地活性化 都市の郊外化に伴う中心市街地の空洞
化とそれに対応した施策を理解する。

第 8 回 歴史的街並み保存・再生 歴史的価値を持つ街並みや集落を継承
し、活用していく取組について理解す
る。

第 9 回 アーバンデザイン・景観 地域特性の活かした都市空間を形成す
る方法について理解する。

第 10 回 ユニバーサルデザイン・
バリアフリー

多様な主体の社会参加を担保する都市
空間の

第 11 回 エリアマネジメント 地域の価値を高める地域運営の取組を
理解する。

第 12 回 公共空間の利活用 身近な空間を利用した地域の魅力向上
のための取組を理解する。

第 13 回 都市のモビリティ 高齢社会における都市空間の移動の課
題とその対応について理解する。

第 14 回 都市農地の保全 都市空間における農地の価値の再評価
とその施策について理解する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
・「地域課題に関するレポート」は、自らが生活する地域の土地利用の現状、課
題に関する考察をするため、資料収集や現地調査が必要となる。
【テキスト（教科書）】
・学習支援システムを通じて、オンデマンド教材（動画）とスライド資料を配
布する。
【参考書】
伊藤雅春ほか著「都市計画とまちづくりがわかる本」（彰国社）
饗庭伸ほか著「初めて学ぶ都市計画」（市ケ谷出版社)
三船康道＋まちづくりコラボレーション著「まちづくりキーワード事典」（学
芸出版社）
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住民主体のまちづくり研究ネットワーク編著「住民主体の都市計画」（学芸出
版社）
高見沢実著「初学者のための都市工学入門」（鹿島出版会）ほか
【成績評価の方法と基準】
評価は、授業ごとに出題する課題の合計（70％）、レポート課題（30％）の
合計点で評価する（期末試験は実施しない）。
①授業ごとに出題する課題の評価は下記になる。
・Ａ：授業内容を踏まえて、独自に事例や制度の調査を行うなど独自の視点か
らの意見や考え方が記述されれている。Ｂ：適切な分量を満たし、授業内容
を踏まえた内容が記述されている。Ｃ：授業内容を踏まえた内容が記述され
ていないか、適切な分量をみなしていない。Ｄ：未記入とする。
なお、提出締切時間は厳守すること（締切時間を過ぎたものは理由の如何に
関係なく、採点評価しない）。
②レポート課題について
・出題は、６月中の講義の中で行う（実施日は未定）。
・提出締切は、授業内で指示する。提出は、学習支援システムを通じて行う。
（締切日時以降の提出は、いかなる理由があっても受理しない。そのため余裕
をもって提出作業をすることが望ましい。）
・レポート課題の評価は、Ａ：独自の視点からの意見が掛かれている優れた内
容である。Ｂ：レポートの課題主旨ができ、適切な内容である。Ｃ：レポー
トの課題主旨が理解できず、表現方法も含めて不十分な内容である、とする。
【学生の意見等からの気づき】
背景となる社会事情、実現する都市空間などについて理解を深める視覚資料
等の改善を行いたい。
【学生が準備すべき機器他】
この講義は、オンデマンド教材にて実施する。授業動画配信、資料配布、課
題提出等には学習支援システムを活用する。そのためオンデマンド教材を視
聴するインターネット環境、課題作成、提出をするための必要な環境が必要
となる。
【その他の重要事項】
・春学期の「都市政策」を受講している前提で講義を進める。
・授業担当者は、複数の地方自治体の現場において、行政と地域住民をつなぐ
まちづくりコーディネーターとして勤務経験を有する教員が地域での実践事
例を交えながら、都市の空間制御に関する仕組みについて講義する。
【Outline and objectives】
In this lecture, we examine the case of controlling space to solve regional
problems.

POL200AC

公共投資論Ⅰ

田畑　琢己

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
毎年、公共投資に関係する事件が発生している。例えば、一昨年発生した
台風は放置された森林からの大量の倒木による道路や送電線の寸断、千
曲川や阿武隈川の堤防決壊などの大きな被害をもたらした。昨年は東京
外環道のトンネル工事ルート上にある住宅街で起きた道路陥没事件、九
州豪雨で氾濫した球磨川の治水対策を契機とする川辺川ダム再計画の問
題などである。被害の原因又は被害を受けた森林、道路、送電線、堤防
は過去の公共投資により整備されたものである。公共投資論Ⅰでは、最
初に最近注目を集めている自然災害を解説してから、公共投資で重要な
役割を果たした田中角榮と公共投資の歴史を扱う。その後、道路、河川、
ダムなどの個別の公共投資の種類や歴史を解説する。授業を通じて、日
本の公共投資はどのようにあるべきかを考えてほしい。春学期の公共投
資論Ⅰと秋学期の公共投資論Ⅱは相互に関連しているが、どちらか片方
のみの受講でも内容を理解できるように授業を進めるので、公共投資論
Ⅰのみの受講も歓迎する。

【到達目標】
道路、河川・ダム、森林・林業などの公共投資について、その歴史、現在
の問題点、今後の公共投資のあり方を考えることができる。特に、一昨
年、新しい公共投資の財源として森林環境税・森林環境贈与税が創設さ
れた。これは毎年国民 1 人当たり 1,000 円を負担して総額 620 億円に
達する。森林環境税・森林環境贈与税は目的税であるが、戦後、日本で
初めて目的税（ガソリン税）を創設したのは田中角榮である。これらの
目的税は受講生の皆さんも負担する税金であり、公共投資の財源となっ
ている。公共投資について自分の考えを持てることを期待する。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP3」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
オンラインでの開講になった昨年度の経験から授業支援システムのみで
の受講も認めます（教室での授業に出席しなくても構いません。）。授業
の初めに、前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか
取り上げ、全体に対してフィードバックを行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 オリエンテーション 授業内容や授業の進め方について説

明する。課題リポートを提示する。
2 自然災害と森林・林業 近年、多発している自然災害と森

林・林業の政策との関係を講じる。
3 公共投資の政策と歴史 田中角榮が主導した最初の法律「全

国総合開発法」による全国総合開発
計画は公共投資の青写真となってい
る。この全国総合開発計画を中心に
公共投資の歴史を講じる。

4 田中角榮と議員立法 公共投資を行うために多くの法律を
造った田中角榮を講じる。田中角榮
自ら国会へ提出した 33 本の議員立
法の中で道路 3 法、特に戦後初めて
の目的税となったガソリン税を中心
に、その成立過程について講じる。

5 道路事業 道路の種類、歴史、問題点などにつ
いて講じる。

6 河川・ダム事業 河川とダムの種類、歴史、問題点な
どについて講じる。

7 鉄道事業 鉄道の種類、歴史、問題点などにつ
いて講じる。
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8 空港事業・港湾事業 空港、港湾の種類、歴史、問題点な
どについて講じる。

9 土地改良事業 土地改良の種類、歴史、問題点など
について講じる。

10 電力事業 電力の種類、歴史、問題点などにつ
いて講じる。

11 水道事業 水道の種類、歴史、問題点などにつ
いて講じる。

12 公園事業 公園の種類、歴史、問題点などにつ
いて講じる。

13 林道政策と林道技術 明治時代以降の林道政策が林道技術
に与えた影響について講じる。

14 とりまとめ 「公共投資論Ⅰ」を振り返り総括す
る。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　公共投資に関する新聞記事、ニュースなどを見て公共投資の問題点や
今後の公共投資のあり方について自分なりの考え方を持つようにしてく
ださい。

【テキスト（教科書）】
教科書は使用しない。参考資料は各回の授業で配布し、参考文献は各回
の授業で示す。

【参考書】
田畑琢己『公共事業裁判の研究　－需要予測論と比較衡量論』（日本評論
社、2016）
田畑琢己『公共事業裁判の研究　－技術基準論』（志學社、2017）
田畑琢己『公共事業裁判の研究　－民事事件の科学技術的分析』（志學社、
2018）
五十嵐敬喜=小川明雄『公共事業のしくみ』（東洋経済新報社、2001）

【成績評価の方法と基準】
授業内容は公共投資について幅広く扱います。授業は毎回独立した内容
とするので興味がある授業のみを受講しても構いません。授業への参加
（授業支援システムによる参加も含む。）での質問や意見と課題リポート
の提出・内容を見ます。授業（授業支援システムによる参加も含む。）で
の質問と意見 20%、課題リポート 80%を成績評価の基準とする。

【学生の意見等からの気づき】
なし。

【学生が準備すべき機器他】
なし。

【その他の重要事項】
新聞などに掲載されている公共投資の記事などを読んでほしい。

【Outline and objectives】
Every year, incidents related to public investment occur. For
example, the typhoon that occurred two years ago caused great
damage such as the disruption of roads and power transmission
lines due to a large number of fallen trees from abandoned forests,
and the collapse of the banks of the Chikuma and Abukuma rivers.
Last year, there was a road collapse incident in a residential area
on the tunnel construction route of the Tokyo Gaikan Expressway,
and the problem of replanning the Kawabe River dam triggered by
hydraulic control measures for the Kuma River, which was flooded
by heavy rain . Causes of damage or damaged forests, roads, power
lines, and embankments have been constructed by past public
works. Public Works Theory I first explains the natural disasters
that have been attracting attention recently, and then deals with
Kakuei Tanaka, who played an important role in public investment,
and the history of public investment. After that, we will explain the
types and history of individual public works such as roads, rivers
and dams. Through the class, I would like you to think about what
Japan’s public investment should be. Public Investment Theory
I and Public Investment Theory II are interrelated, but since the
lessons will be conducted so that the content can be understood
even if only one of them is taken, it is welcome to take only Public
Investment Theory I.

POL200AC

ロシア政治史Ⅰ

油本　真理

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「ロシア政治史」では主に 20世紀以降のロシアにおける歴史と政治
を学ぶ。そのうち、「ロシア政治史Ⅰ」では、帝政末期からソ連期を
経て現在に至るまでの通史を概観する。なお、本科目は「歴史・思
想科目群」に属する。

【到達目標】
(1)ロシアという国について、その歴史や政治の様々な事項について
説明できる。(2) 政治学で学んだ諸概念を応用してロシアの事例を
分析することができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
講義形式で実施する。毎回の授業後にリアクションペーパーを提出
してもらい、その次の授業の冒頭で質問やコメントへのフィードバッ
クを行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 ガイダンス 講義の進め方、本講義の対象地域

について
2 世界史とロシア 世界近現代史におけるロシアの位

置づけ
3 帝政期 「大改革」とその後
4 ロシア革命① 帝政の終焉とソ連政権の樹立
5 ロシア革命② 内戦と初期のソ連・ソ連建国
6 ソ連① スターリン時代・大祖国戦争
7 ソ連② 後期スターリン時代・フルシチョ

フ時代
8 ソ連③ ブレジネフ時代・ペレストロイカ

の開始
9 ソ連④ ペレストロイカの進展・ソ連解体
10 現代ロシア① エリツィン大統領第 1 期目
11 現代ロシア② エリツィン大統領第２期目・プー

チン大統領の登場
12 現代ロシア③ プーチン大統領第 2期目と「タン

デム」期
13 現代ロシア④ プーチン大統領の再登板後
14 まとめ まとめ・期末試験

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各週のテーマに関わる参考文献を予め示すので、授業前に目を通し
ておく。授業の後には理解が不十分であった箇所を洗い出し、自分
で調べる。調べてもわからなかったことについてはその次の授業で
質問する。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
特になし。必要な資料は事前に授業支援システムにアップロード
する。

【参考書】
栗生沢猛夫『図説ロシアの歴史増補新装版』河出書房新社、2014年。
和田春樹編『ロシア史 (新版世界各国史)』山川出版社、2002 年。
川端香男里・佐藤経明編『新版ロシアを知る事典』平凡社、2004年。
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【成績評価の方法と基準】
平常点（リアクションペーパーの提出）（40％）、期末試験（60％）。

【学生の意見等からの気づき】
歴史をより身近に感じられるようにするため、可能な限り写真や映
像を用いて授業を行う。

【Outline and objectives】
This course will explore the history and politics of Russia. The
first part of the course will be structured in a chronological
order. The discussion topics will include causes and conse-
quences of the Russian Revolution, characteristics of Soviet
rule, collapse of the Soviet Union, regime change (including
transition to market economy), and recent development of
authoritarianism under Vladimir Putin. No prior knowledge
of Russian history and politics is required.

POL200AC

ロシア政治史Ⅱ

油本　真理

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「ロシア政治史」では主に 20世紀以降のロシアにおける歴史と政治
を学ぶ。そのうち、「ロシア政治史Ⅱ」では、様々なテーマを取り上
げ、ソ連・ロシアの事例を他国の経験とも比較しながら検討する。な
お、本科目は「歴史・思想科目群」に属する。

【到達目標】
(1)ロシアという国について、その歴史や政治の様々な事項について
説明できる。(2) 政治学で学んだ諸概念を応用してロシアの事例を
分析することができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
講義形式で実施する。毎回の授業後にリアクションペーパーを提出
してもらい、その次の授業の冒頭で質問やコメントへのフィードバッ
クを行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 ガイダンス 本講義の進め方、取り上げるテー

マについて
2 ソ連とロシア① 帝政期・ソ連
3 ソ連とロシア② ソ連・現代ロシア
4 政治体制① 選挙
5 政治体制② 政党・社会運動
6 国家と社会① 体制と市民
7 国家と社会② 家族・ジェンダー
8 様々な政治主体① 宗教と政治
9 様々な政治主体② 軍・治安機関
10 国家と市場① 経済体制
11 国家と市場② 社会政策
12 民族と政治① 連邦制
13 民族と政治② ナショナリズム
14 まとめ まとめ・期末試験

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各週のテーマに関わる参考文献を予め示すので、授業前に目を通し
ておく。授業の後には理解が不十分であった箇所を洗い出し、自分
で調べる。調べてもわからなかったことについてはその次の授業で
質問する。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
特になし。必要な資料は事前に授業支援システムにアップロード
する。

【参考書】
松戸清裕・浅岡善治・池田嘉郎・宇山智彦・中嶋毅・松井康浩編『ロ
シア革命とソ連の世紀（全 5 巻）』岩波書店、2017 年。
川端香男里・佐藤経明編『新版ロシアを知る事典』平凡社、2004年。

【成績評価の方法と基準】
平常点（リアクションペーパーの提出）（40％）、期末試験（60％）。

【学生の意見等からの気づき】
リアクションペーパーへのフィードバックを重視し、双方向的な授
業を心がける。
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【Outline and objectives】
This course will explore the history and politics of Russia.
The second part of the course will be structured according
to the relevant topics. The discussion topics will include
political regime, state ‒ society relationship, politics and
economy, center ‒ periphery relationships, and ethnicity and
nationalism. In each class, we will try to focus on the
continuity and discontinuity between the Soviet Union and
present Russia.

POL100AC

行政学

金井　利之

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この講義は政策行政系の科目であり、政治学科の政治学基本科目群
に属する。
現代日本の行政と官僚制の役割と活動の様々な特徴について解説す
る。学生が行政との相互作用をするときのための基礎的な知識を学
習する。

【到達目標】
行政や官僚制あるいは行政職員の行動について、そのような現象と
して現れることを理解するとともに、そのような行政と対面したと
きに、どのように対処するかを考える能力を開発するための基礎体
力を身につける。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
法学部のディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、
「DP3」、「DP4」に関連。
人間環境学部のディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。

【授業の進め方と方法】
現代日本行政の様々な特徴について、それぞれ、１回１テーマを採
り上げて、逐次解説していく。ハイブリッド方式である。Zoom に
よるミーティングを活用して講義を行う。但し、何回かに一回は、
教室での対面の回（討論会）を設ける予定である。討論会において、
学生による報告、学生間討議、教員による解説などのフィードバッ
クも行う。ただし、COVID-19の状況や交通機関・外出へのハード
ルなどによって変化するので、対面の回を具体的に何月何日に設定
するかは、予定と変更になることも有り得る。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 概要説明 この講義の基本的な狙いについて

説明する
第 2 回 相対性 行政の役割と機能について、行政

以外の様々な役割と機能との相対
関係を論じる。

第 3 回 空間性 行政の空間との関係について、具
体例も含みつつ、多角的に論じ
る。

第 4 回 時間性 行政と時間との関係について、具
体例も含みつつ、多角的に論じ
る。

第 5 回 討論会（１） 対面を原則とする。感染状況に
よっては、日時を前後することは
ある。具体的な時事問題を採り上
げて、学生に解答を報告させ、そ
のれを踏まえて学生間の討論を行
う。

第 6 回 権威性 行政の権威性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 7 回 区別性 行政の区別性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 8 回 専門性 行政の専門性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。
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第 9 回 秘密性 行政の秘密性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 10回 討論会（２） 対面を原則とする。感染状況に
よっては、日時を前後することは
ある。具体的な時事問題を採り上
げて、学生に解答を報告させ、そ
のれを踏まえて学生間の討論を行
う。

第 11回 合法性 行政の合法性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 12回 自律性 行政の自律性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 13回 妥当性 行政の妥当性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 14回 討論会（３） 対面を原則とする。感染状況に
よっては、日時を前後することは
ある。具体的な時事問題を採り上
げて、学生に解答を報告させ、そ
のれを踏まえて学生間の討論を行
う。

第 15回 公平性 行政の公平性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 16回 民主性 行政の民主性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 17回 代表性 行政の代表性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 18回 中立性 行政の中立性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 19回 討論会（４） 対面を原則とする。感染状況に
よっては、日時を前後することは
ある。具体的な時事問題を採り上
げて、学生に解答を報告させ、そ
のれを踏まえて学生間の討論を行
う。

第 20回 総合性 行政の総合性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 21回 計画性 行政の計画性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 22回 調整性 行政の調整性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 23回 討論会（５） 対面を原則とする。感染状況に
よっては、日時を前後することは
ある。具体的な時事問題を採り上
げて、学生に解答を報告させ、そ
のれを踏まえて学生間の討論を行
う。

第 24回 必要性 行政における／対する必要性につ
いて、具体例も含みつつ、多角的
に論じる。

第 25回 限界性 行政の限界性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 26回 決定性 行政の決定性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 27回 責任性 行政の責任性について、具体例も
含みつつ、多角的に論じる。

第 28回 総括討論会 対面を原則とする。１年間の講義
をフ踏まえて、総括討論を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業の序盤から中盤にかけては教科書の該当部分を事前に読んでおく
さまざまな行政現象に関して、新聞、インターネット、テレビ、雑
誌 (できるだけ週刊誌）等の情報に接するように努力する。特に、紙
媒体としての新聞を読むことを強く求める。
本授業の準備学習・復習時間は、教科書購読１５分、新聞閲読毎日
１５分 × ７日＝１１５分で、合計１２０分を標準とする。

【テキスト（教科書）】
金井利之『行政学概説』放送大学教育振興会、２０２０年、本体３
１００円

【参考書】
講義のなかにおいて、必要に応じて適宜、言及する。

【成績評価の方法と基準】
授業への参加（０％）
討論会での報告・発言（０％）
夏休み課題レポート（後期冒頭提出）（３０％）
学年末試験（対面試験の実施が困難など、状況を見ながら形式を検
討する。レポートに振替する可能性もある）（７０％）

【学生の意見等からの気づき】
発言については、文脈を踏まえ、真意を忖度した上で、傾聴と理解
の精神が重要である。

【学生が準備すべき機器他】
オンライン受講できるようなデバイス／周辺環境

【その他の重要事項】
新聞／雑誌を読む

【Outline and objectives】
This is a class regarding public policy and administration.
I aims at providing characteristics of roles and activities
of modern Japanese public administration and bureaucracy.
Students could study basic knowledge when they would
interact with public administration.
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POL200AC

自治体論

土山　希美枝

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講は「政策・都市・行政」の分野に含まれる内容に重点を置く。
　こんにちの「都市型社会」の特性を理解し、
こんにちの公共政策のありかたと理念を理論的にとらえつつ、自治とその機
構である自治体について学ぶ。これを通じて、社会を構造的にとらえ、地域
課題や公共課題を自治の目線から考える視角を養う。
　なお、本講の履修後（できれば続けて）秋学期の「自治体政策論」を受講す
ることが望ましい。両講義をあわせて自治・自治体・公共政策が理解できるよ
う設計されている。
【到達目標】
　都市型社会の構造、近代化と政策類型の歴史的展開を知る。「自ずから治め
る」自治をデモクラシー理論から理解する。その機構としての自治体が日本
でどのように成立してきたかを理解する。
　都市型社会における自治とその主体のありかた、自治体との関係を理解し、
制度と機能、現状と課題を理解する。
　地域課題や公共課題を自治の視点からとらえ、政策を考察するための基礎
的な知識と能力を得る。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」、「DP3」に関連。
【授業の進め方と方法】
　講義を中心とするが、アクティブ・ラーニングとして参加者どうしの意見
交換を行うことがある。必要に応じて視聴覚教材を利用することがある。
　「自治」と「自治体」をめぐって、「いま、わたしたちの目の前に存在する事
象」がどういう構造と機能をもっているのかを理解するために、歴史的、理
論的な整理も行う。
　講義後のコメントシートによる質問やコメントを歓迎する。次回の講義で、
前講義をふりかえる時間をつくり、共有されるべき質問等にはそこで答えて
いく。
　なお、本講の履修後（できれば続けて）秋学期の「自治体政策論」を受講す
ることが望ましい。両講義をあわせて自治・自治体・公共政策が理解できるよ
う設計されている。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 導入 本講義の全体像と概要を示し、講義の

進めかたについて解説する
第 2 回 都市型社会と公共政策 こんにちの都市型社会と公共政策

（〈政策・制度〉ネットワーク）の関係
をとらえる

第 3 回 農村型社会の成立と近代
化

社会構造の変化を人類史的にとらえる

第 4 回 近代化と都市型社会の成
立

近代化と政策類型の展開をとらえる

第 5 回 自治としてのデモクラ
シー

デモクラシーとロック・モデルという
「発見」を理解する

第 6 回 自治と権力と支配 権力と権限の差を整理し、日常にある
「権力による支配」を理解する

第 7 回 日本の近代化と自治 日本の近代化と自治をめぐる言説を整
理する

第 8 回 高度成長期の社会変動 高度成長期の社会変動と、それがもた
らした政策課題をとらえる

第 9 回 高度成長期の社会変動と
「自治体の発見」

高度成長期の社会変動による「政策主
体としての自治体」の登場をとらえる

第 10 回 高度成長期の社会変動と
「自治体の政府化」

革新自治体の潮流と、自治体改革の展
開をとらえる

第 11 回 「政府としての自治体」の
機能と制度

こんにちの自治体を機構と機能の面か
らとらえる

第 12 回 「政府としての自治体」の
今日的課題

「自治体の政府化」をとらえ、今日的
課題を整理する

第 13 回 自治の主体、自治体の主
体

地域公共政策の主体としての市民と自
治体の関係をとらえる

第 14 回 まとめ 講義の全体をふりかえり、総括する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本講義では「準備学習・復習時間は各 2 時間」が標準となるよう大学設置基
準によって定められている。自治・自治体を理解するためには、講義の受講、
示した資料や参考文献を理解するだけでなく、課題の現場である社会（とくに
地域社会）でおこる事象を標準時間にとどまらず日常的にメディアやニュー
スをつうじてとらえ、考察することが必要である。
【テキスト（教科書）】
石橋章市朗・佐野亘・土山希美枝・南島和久『公共政策学』（ミネルヴァ書房）。
松下圭一『政策型思考と政治』（東京大学出版会）。
【参考書】
天川晃『天川晃最終講義　戦後自治制度の形成』（放送大学叢書）。
今井照『地方自治講義』（ちくま新書）。
金井利之『自治制度』（東京大学出版会）。
土山希美枝『高度成長期「都市政策」の政治過程』（日本評論社）。
松下圭一『ロック「市民政府論」を読む』（岩波現代文庫）。ほか、講義中に指
示する。
【成績評価の方法と基準】
　期末試験を中心（新型コロナ感染症の状況によってはレポート）（80 ％）と
し、講義終了時に課すコメント等の提出状況などを平常点（20％）として扱う。
【学生の意見等からの気づき】
　講義終了時にコメントや質問を受け付け、その後の講義にいかす。
【学生が準備すべき機器他】
　なし。
【その他の重要事項】
　本講の履修後（できれば続けて）秋学期の「自治体政策論」を受講すること
が望ましい。両講義をあわせて自治・自治体・公共政策が理解できるよう設計
されている。
【Outline and objectives】
In this lecture, we will understand theories for modern (urban type)
society , development of pubic policy, local governance and local
government. We will cultivate the ability to consider of self-governance
with perspective for society, local issues and public issues.
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自治体政策論

土山　希美枝

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講は「自治体論」と同様に「政策・都市・行政」の分野に含まれる内容に
重点を置く。
　「自治体論」で学んだ内容に加え、都市型社会における政策過程とその主
体を理解し、「政府としての自治体」の成立を確認しながら、自治体〈政策・
制度〉の構造、特徴、展開を事例とともに理解する。
　なお、本講義の履修前（できれば直前の）春学期に開講する「自治体論」を
履修することが望ましい。両講義は一対である。
【到達目標】
　自治の機構としての自治体とその政策の構造、特徴、展開を理解する。自
治と自治体における政策課題の広がり・深まりを歴史的にとらえ、政策主体
の多様化と政策手法の開発を、実践と理論を架橋しながらとらえる。
　これらを通じて、地域課題を自治の視点からとらえ、政策を構想する基礎
的な知識と能力を得る。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　講義を中心とするが、アクティブ・ラーニングとして参加者どうしの意見
交換を行うことがある。必要に応じて視聴覚教材を利用することがある。
　「自治」と「自治体」の政策（地域の公共政策・政府政策）をめぐって、「い
ま、わたしたちの目の前に存在する事象」がどういう構造と機能をもってい
るのかを理解するために、歴史的、理論的な整理も行う。
　講義後のコメントシートによる質問やコメントを歓迎する。次回の講義で、
前講義をふりかえる時間をつくり、共有されるべき質問等にはそこで答えて
いく。
　なお、本講義の履修前（できれば直前の）春学期に開講する「自治体論」を
履修することが望ましい。両講義は一対である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 導入 本講義の全体像と概要を示し、講義の

進めかたについて解説する
第 2 回 都市型社会の自治体 こんにちの社会構造と政策類型、自治

体の機能を確認する
第 3 回 高度成長期と自治体 高度成長期がどのように「政府として

の自治体」を登場させたかを理解する
第 4 回 自治体政策とその制御 「政府としての自治体」と、政府政策・

公共政策の関係、二元的代表制と政策
との関係を整理する

第 5 回 自治体の政策過程 公共政策の過程、また自治体の政策過
程を整理する

第 6 回 自治体と政策主体の多様
化

政策過程とそこに登場する政策主体を
整理する

第 7 回 自治体の政策分野 自治体政策を分野からとらえる
第 8 回 自治体の先駆政策 資料をもとに、自治体政策について学

ぶ
第 9 回 自治体政策の資源 人事、財政などの現状と課題を整理す

る
第 10 回 自治体政策と計画 総合計画や計画的行政の現状と課題を

整理する
第 11 回 自治体政策と市民 市民型政策と自治体政策への市民参

加、現状と課題を整理する
第 12 回 市民と自治体の先駆政策 事例をもとに、市民と自治体による先

駆政策について学ぶ
第 13 回 自治体政策と分権 分権、政府間関係と政策への影響を考

える
第 14 回 まとめ 講義全体をふりかえり、総括する
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本講義では「準備学習・復習時間は各 2 時間」が標準となるよう大学設置基
準によって定められている。自治・自治体を理解するためには、講義の受講、
示した資料や参考文献を理解するだけでなく、課題の現場である社会（とくに
地域社会）でおこる事象を標準時間にとどまらず日常的にメディアやニュー
スをつうじてとらえ、考察することが必要である。
【テキスト（教科書）】
石橋章市朗・佐野亘・土山希美枝・南島和久『公共政策学』（ミネルヴァ書房）。

松下圭一『政策型思考と政治』（東京大学出版会）。
【参考書】
天川晃『天川晃最終講義　戦後自治制度の形成』（放送大学叢書）。
今井照『地方自治講義』（ちくま新書）。
金井利之『自治制度』（東京大学出版会）。
土山希美枝『高度成長期「都市政策」の政治過程』（日本評論社）。
松下圭一『ロック「市民政府論」を読む』（岩波現代文庫）。ほか、講義中に指
示する。
【成績評価の方法と基準】
　期末試験を中心（新型コロナ感染症の状況によってはレポート）（80 ％）と
し、講義終了時に課すコメント等の提出状況などを平常点（20％）として扱う。
【学生の意見等からの気づき】
　講義終了時にコメントや質問を受け付け、その後の講義にいかす。
【学生が準備すべき機器他】
　なし。
【その他の重要事項】
　本講の履修後（できれば続けて）秋学期の「自治体政策論」を受講すること
が望ましい。両講義をあわせて自治・自治体・公共政策が理解できるよう設計
されている。
【Outline and objectives】
In this lecture, we understand the theories of public policy in modern
(urban type) society and local government in Japan. We also understand
the structure, features and development of local public policy.
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コミュニティ政策（日本）

名和田　是彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科の科目の中では行政・地方自治科目群に属します。「コミュニティ」
及び「コミュニティ政策」とは何であるか、日本のそれはどういう特徴を持っ
ているかを理解することが、この「コミュニティ政策（日本）」のテーマであ
り、到達目標です。結論から言うと、日本の「コミュニティ」は、欧米なら地
方自治体等として政治制度の中に位置づけられているはずの身近な地域単位
です。それが日本では長らく民間サイドに放置されてきました。高度成長期
後にこうした「コミュニティ」を再び制度化する政策が試みられ、コミュニ
ティは政治社会の構成要素となっていきました。そして、バブル経済崩壊の
1990 年代以降の厳しい時代においては独特な役割を期待され、また新たな法
制度のもとに展開してきています。本講義はこうした日本特有の身近な地域
社会の構造を解明することを目指しています。なお、本講義は、昨年度まで
の「コミュニティ論Ⅰ」を改称したものです。
【到達目標】
コミュニティ、自治体内分権（都市内分権）、協働といった政策用語が織りな
す今日の日本のコミュニティ政策の概要と、その日本的特異性を、理解する
こと。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
コミュニティ政策はある意味で日本に特有なものです。それを理解するため
には、日本と異なった構造をもつ国や比較的類似した国との比較の視点をも
つことが不可欠です。外国の状況をそれとして扱うのは「コミュニティ政策
（理論・国際比較）」の課題とし、本講義では、諸外国との比較を念頭に置きつ
つ、コミュニティ論の基礎理論を端緒的に提示し、それに基づいて日本のコ
ミュニティとコミュニティ政策について概説します。
各回とも事前に講義資料を配付しますので、受講者は予習をして講義に臨ん
でください。また、講義中に受講者に投げかけをしたり議論をしたりします
ので、受講者はそれに呼応して積極的に発言してください。数回程度リアク
ションペーパーまたは課題を提出していただきますが、それに対しては原則
として次の回にコメントをいたします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 序説　コミュニティ政策

というもの、地域的まと
まりという発想

「地域的まとまり」の「重層構造」につ
いて、受講者の直感的了解を掘り起こ
し、講義の理論的基礎を獲得する。

第 2 回 自治会・町内会の構造と
特質

自治会・町内会の理解抜きには日本の
コミュニティは語れない。日本独自の
地域組織とされる自治会・町内会の基
本的な性格を、これまでの社会学等の
研究に基づいて整理する。

第 3 回 自治会・町内会の構造と
特質　続き

前回に引き続いて、自治会・町内会に
ついて整理する。

第 4 回 地域的まとまりを「運営」
するための制度的諸条件

ミルトン・コトラーの考え方に学びな
がら、地域的まとまりを秩序づけるた
めには、どのような制度的条件が必要
かを考える。そして、日本では、自治
会・町内会が民間組織であるにもかか
わらず、地域的まとまりを運営できて
きたことを解明する。

第 5 回 コミュニティ政策の開始 昭和の大合併が終わったあと日本は経
済の高度成長に入り、都市化の道を歩
む。その結果生じた諸矛盾の激発がコ
ミュニティ政策を促した。その最初の
時期から１９７０年代の様子を概観す
る。

第 6 回 １９８０年代のコミュニ
ティ政策とその転換

１９８０年代のコミュニティ政策はコ
ミュニティ・センター自主管理が主柱
であった。これがバブル経済の崩壊と
ともに変わってくる。この様子を、自
治体内分権的な仕組みが登場してくる
ことに即して明らかにすると同時に、
地域集会施設の変容についても触れる。

第 7 回 日本型自治体内分権の成
立

１９９０年代からいくつかの自治体で
取組まれた新しいコミュニティ政策
は、地方自治法に「地域自治区」制度
が規定されるあたりからさらに加速し
てくる。この動きを日本型自治体内分
権として捉える。

第 8 回 日本型自治体内分権と自
治会・町内会

自治会・町内会は２０００年前後から
特有の弱体化過程に入ったと私は見
る。だからこそ自治体内分権という新
しいコミュニティ政策が採用されるの
であるが、にもかかわらずその制度が
主要にあてにしているのは自治会・町
内会である。そのため自治体内分権の
実践には独特な困難が伴っている。こ
のことをいくつかの実例に則して考察
する。

第 9 回 日本型自治体内分権の類
型的特徴

日本型自治体内分権は、参加と協働を
基本理念とした、国際比較的に見ても
特異な性格のものである。その類型的
完成形を高松市の仕組みを分析するこ
とによって解明する。

第 10 回 日本型自治体内分権制度
としての地域自治区制度
の運用

地方自治法上の地域自治区制度を採用
している自治体は多くないが、日本型
自治体内分権としての特徴をよく観察
できる重要な考察対象である。宮崎市
を例にとって、日本型自治体内分権の
「限界」について考察する。

第 11 回 日本型自治体内分権の事
例研究

さらに考察材料を増やすために、どち
らかといえば「参加」を重視して始
まった上越市の地域自治区制度の運用
とその変化を扱う。さらに、地域自治
区制度ではない、独自の仕組みを設計
して自治体内分権制度を行っている自
治体の例も取り上げる。

第 12 回 日本型自治体内分権の限
界と可能性

各地の事例を通じて読み取れる、日本
型自治体内分権の限界を整理し、現在
諸方面で構想されたり試行されたりし
ている限界突破の構想を吟味する。

第 13 回 現代日本のコミュニティ
政策の総体的動向

以上を総括しつつ、現代日本で政策と
してコミュニティがどのように見られ
扱われているかを整理する。

第 14 回 現代コミュニティの展望 財政危機と不況の中で格差が拡大して
いる。この状況のもとでコミュニティ
はどのような役割を果たせるのか、総
務省や日本都市センターなどが行った
全国調査をもとに私見を述べ、受講者
と意見交換したい。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
2020 年度はすべてオンライン授業となったために、非常に充実した（ほぼ教
科書と言っていい程度の）講義資料を配布しました。今年度もこの講義資料
を事前に配布し、これに基づいて講義を行いますので、受講者はこれを予習・
復習することが基本です。さらに、講義中に参考文献を紹介しますので、これ
も読んで学習してください。また、2020 年度ほどではなくても、課題を何度
か出しますので、その際には、単に講義資料の該当箇所を復習するだけでは
なく、課題を解答するに必要な資料を自ら探して調べることも求められます。
【テキスト（教科書）】
教科書は特に使用しません。
【参考書】
講義の各回に扱うテーマについての文献はその都度示しますが、全体に関わ
る私の著作として次のものを挙げておきます。
名和田是彦『コミュニティの法理論』（創文社、1998 年）
名和田是彦編著『コミュニティの自治』（日本評論社、2009 年）
【成績評価の方法と基準】
成績は、何度か出題する課題を採点して判定します。上にも示したように、課
題に取り組む際には、講義資料の該当箇所をよく復習するとともに、必要な
資料を自ら探して調べることも必要です。採点に当たっては、内容の正しさ
よりも、課題を受け止めてよく調べよく考えたかどうかを重視して採点しま
す。社会科学においては、正解が複数ある、あるいは正解がはっきりしない、
という場合もよくあります。どこかにある「正解」なるものを探す、という
学習態度では身につきません。
【学生の意見等からの気づき】
昨年度は、オンライン授業であったため、毎回課題を出して、かつこれを採点
するのみならず、次回授業で論評するという双方向的なやりとりがあり、私
も多くを学ぶことができました。説明の仕方、提示の仕方によって思わぬ誤
解が生じたりすることにも気づきました。今年度の講義資料は、これを生か
してブラッシュアップしたいと思います。
【Outline and objectives】
I start in this lecture from the theoretical idea that the "community"
in the context of Japanese policy making means the neighborhood
unit which lost its institutional framework through the merge. I will
analyze the history and the recent tendency of Japanese community
policy, paying special attention to internationall comparison with those
in European, American and Asian countries, especially Germany.
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　発行日：2021/4/1

POL200AC

コミュニティ政策（理論・国際比較）

名和田　是彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科の科目の中で、行政・地方自治科目群に属する科目です。コミュニ
ティないしコミュニティ政策は、ある意味で日本特有の現象といえます。諸
外国は，日本でコミュニティ政策として処理している課題を、別な形で処理
しているからです。この「コミュニティ政策（理論・国際比較）」では、諸外
国（特にドイツ）との比較を正面から行なうことによって、日本でコミュニ
ティ政策が必然化してくることを明らかにできる、普遍的な理論枠組を提示
したいと思います。
なお、本講義は、昨年度までの「コミュニティ論Ⅱ」を改称したものです。
【到達目標】
日本のコミュニティ政策の概略を理解した上で、こうした政策的営みが国際
的に見てきわめて特異なものであることを理解し、日本社会の特異な構造の
一側面を考えることができるようになること。
具体的には、近代地方自治制度のもとでは、市町村こそがコミュニティを運営
する基本的な仕組みであることの理解、市町村合併を経た後コミュニティに
どのような制度的枠組を付与するかで国際比較的な偏差が生ずることの理解、
その中で日本はきわめて特異な経過をたどったことの理解、こうした理解を
可能にする理論枠組である「地域的まとまり論」の理解、が到達目標です。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
基本的に講義形式ですが、時折受講者からの発言を求め、受講者の問題意識を
共有したり、理解度や知識水準を確認したりして、授業内容を受講者の能力
とニーズに合ったものにするように努めます。また、配布資料を充実し、事
前事後の学習に役立つようにします。数回程度リアクションペーパーまたは
課題を提出していただきますが、それに対しては原則としてその次の回にコ
メントをいたします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 地域的まとまり論の概略

とドイツの政治制度概説
国民国家の中央政府の機能だけでは、
民主的な意思決定とはいえないし、身
近な公共サービスもきちんと行なわれ
ない。身近な地域社会（本講義ではこ
れを「コミュニティ」とよぶ）にも運
営組織が必要である。それが市町村で
あった。その制度的特徴はどこにある
かを考えて導入的序論とする。また、
本講義ではドイツを主要な対象として
いるので、ドイツの政治制度について
入門的概説を行う。

第 2 回 ドイツの都市内分権制度
　その 1 　ブレーメンの
戦後史と都市内分権制度
の発展

しばらくドイツの都市内分権制度につ
いて説明する回が続く。その初回とし
て、ブレーメン市の都市内分権の歴史
的経緯について扱う。

第 3 回 ドイツの都市内分権制度
　その 2 　ブレーメン市
の地域評議会制度の実態
と仕組み

ブレーメン市の都市内分権制度の実態
をまずは入門的に概観し、ついで法令
に基づいて制度的仕組みの説明を行う。

第 4 回 ドイツの都市内分権制度
　その 3 　ブレーメン市
の地域評議会制度の仕組
み

現行法令に基づき、ブレーメン市の都
市内分権制度を、前回に引き続き、説
明する。

第 5 回 ドイツの都市内分権制度
　その 4 　ブレーメン市
地域評議会制度の実態分
析

制度的な仕組みが理解されたところ
で、ブレーメン市の都市内分権の実態
を細かく分析していく。

第 6 回 ドイツの都市内分権制度
　その 5 　ノルトライ
ン＝ヴェストファーレン
州とハンブルク市

ブレーメン市以外の事例として、ドル
トムント市ないしノルトライン＝ヴェ
ストファーレン州及びハンブルク市の
仕組みを説明する。

第 7 回 ドイツの農村部における
小規模自治体連携制度　
その 1 　概説

市町村合併を経ても、きめ細かな自治
の重層構造をつくり、身近な地域社会
を制度化して丁寧に政治に反映させる
ドイツのやり方は、都市部に限らな
い。今回は農村部の仕組みを見る。

第 8 回 ドイツの農村部における
小規模自治体連携制度　
その 2 　ニーダーザクセ
ン州の「連合自治体」制
度

前回に引き続き、ドイツの農村部の仕
組みを見るが、今度はニーダーザクセ
ン州にしぼり、その「連合自治体」制
度を詳しく説明する。

第 9 回 都市内分権制度の法的性
格をめぐる憲法裁判から

考察の材料が出そろったところで、理
論的考察に入る。まずは、都市内分権
制度をめぐって行われたドイツの四つ
の憲法裁判を手がかりとする。

第 10 回 ドイツの「協働」政策と
ボランティア観念

ドイツの都市内分権は基本的に「参加」
型で、日本の「協働」型とは好対照で
あるが、現代ドイツは「協働」的な政
策を必要としていないわけではない。
ドイツの「市民社会」重視政策を見る。

第 11 回 地域的まとまり論の理論
史　その 1 　ギールケの
「領域社団」論

理論的予備考察も終えたところで、本
格的な理論編に入る。本講義が提唱し
ている「地域的まとまり」論は、ドイ
ツのゲルマニスト法学派が提唱した
「領域社団」概念を淵源としている。
その源流をたどる。

第 12 回 地域的まとまり論の理論
史　その 2 　マックス・
ヴェーバーの「領域団体」
論

ギールケとプロイスによって完成され
た「領域社団」概念を、社会科学的な
分析概念として再構成したマックス・
ヴェーバーの理論を説明する。

第 13 回 地域的まとまり論の理論
構成

理論史を踏まえ、また自治会・町内会
という独自の「領域団体」が展開する
日本の現実をも踏まえて、「地域的ま
とまり論」の基本骨格を提示する。

第 14 回 まとめと展望 本講義をまとめるとともに、都市内分
権以外に日本でコミュニティ政策とし
て行われている政策についても、のこ
された研究課題として触れる。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回事前に学習支援システムを通じて講義資料を配付します。これの予習・復
習が基本です。また講義の中で参考文献や参考資料を提示しますので、それ
も勉強してください。課題が出された場合には、講義資料の該当箇所を復習
することを基本としながらも、自分で資料を探して調べることも必要です。
【テキスト（教科書）】
教科書は特に使用しません。
【参考書】
講義の各回に扱うテーマについての文献はその都度示しますが、全体に関わ
る私の著作として次のものを挙げておきます。
名和田是彦『コミュニティの法理論』(創文社)
名和田是彦編著『コミュニティの自治』(日本評論社)
特に後者は、共同研究者とともに作った本で、欧米やアジアのコミュニティ
についても論じています。やや高価ですが図書館で読むことができます。
【成績評価の方法と基準】
何度か課題を出し、それを採点することによって成績評価を行います。上記の
ように、課題への解答に当たっては、該当する講義資料の箇所を十分に復習
することはもちろん、参考として提示した資料や文献、さらには独自に探し
て調べた資料などをもとに、取り組んでください。「正解」かどうかよりも、
各自が主張する結果にどのようにたどり着いたか、その論証過程が主たる評
価の対象となります。社会科学においては、「正解」が複数あったり、そもそ
も「正解」が不分明だったりすることが、よくあります。大切なのは、そうし
た問題について、各自が十分に調べて考え抜き、説得力ある論証を提示する
ことです。
【学生の意見等からの気づき】
昨年度はすべてオンライン授業で、講義資料も充実させ、また毎回課題を出
して次の回に論評するということをやったので、受講者の反応も比較的よく
分かりました。提示の仕方や話す順序によって思わぬ誤解が生ずるなど、気
をつけるべき点にも気づきました。今年度も、双方向のコミュニケーション
を大切にしたいと思います。
【Outline and objectives】
I start in this lecture from the theoretical idea that the "community"
in the context of Japanese policy making means the neighborhood unit
which lost its institutional framework through the merge. In this
lecture I focus on an international comparison of Japanese community
policy with that in European, American and Asian countries, especially
Germany so that students can understand the characteristics of the
Japanese community policy as well as the Japanese society itself.
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　発行日：2021/4/1

ECN100AC

財政と金融Ⅰ

島澤　諭

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
日本は現在、①少子化、高齢化の進展への対応、②財政再建への対応、③金融
システムの安定化、といった多くの課題を抱えている。本講義では、政府や
金融機関の経済活動に関する実態及び基礎的理論について踏まえた後、現実
の日本財政や金融についてデータを参照しながら学習する。
【到達目標】
市場主義経済における政府の役割について、どのような考え方があるのかを理
解する。また、日本の財政や金融を取り巻く問題を把握する。その上で、政府
の役割と日本の財政がどうあるべきかまた今後どうあるべきかについて、自分
なりの意見を持てるようになるための論理的思考力、分析能力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
現在のところ、基本的には講義資料に沿って講義を進めることを予定してい
る。参考文献がある時にはその都度指示する。また、各回のテーマは以下を
予定するが、受講生の知識・理解度を勘案し、必要に応じて授業スピードの
変更を行う。
最終授業で、13 回までの講義内容を振り返り、授業内で行った課題に対する
講評や解説を行う
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス ガイダンス
第 2 回 財政の役割（１） 経済活動と政府、財政の役割、大きな

政府と小さな政府
第 3 回 財政制度（１） 財政と法律、予算制度
第 4 回 財政制度（２） 財政投融資、地方財政制度
第 5 回 通貨金融についての基礎

知識（１）
金融の概念、金融機関の役割

第 6 回 通貨金融についての基礎
知識（２）

通貨の概念、通貨の供給、通貨の需要

第 7 回 金融・資本市場（１） 相対市場と公開市場、短期金融市場と
長期金融市場

第 8 回 金融・資本市場（２） 金融派生商品市場、オンショア市場と
オフショア市場

第 9 回 日本の財政問題（１） 財政赤字の累増、財政赤字の構造的要
因

第 10 回 日本の財政問題（２） 財政赤字の問題点
第 11 回 政府支出の理論と実際

（１）
政府支出の理論

第 12 回 政府支出の理論と実際
（２）

政府支出の膨張要因、政府支出の構造

第 13 回 租税の原則と経済効果
（１）

税の役割と租税原則、公平な税とは、
課税と経済効率

第 14 回 全体のまとめと復習 全体のまとめと復習
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備・復習時間は、各 4 時間を目安とする。
【テキスト（教科書）】
なし
【参考書】
受講者が授業を補完するために勉強する場合は、以下の文献が参考となる。
（１）井堀利宏『財政学（第４版）』新世社
（２）畑農鋭矢、林正義、吉田浩『財政学をつかむ』有斐閣
（３）釣雅雄、宮崎智視『グラフィック財政学』新世社
（４）小黒一正等『財政学 15 講』新世社
（５）林宜嗣等『財政学（第４版）』新世社
【成績評価の方法と基準】
現在のところ、中間課題（40 ％）と期末レポート（60 ％）で評価することを
予定。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。

【その他の重要事項】
経済企画庁（現内閣府）の行政官として官庁エコノミストとして様々な政策
立案や執行に携わった経験等も踏まえて講義する。
【Outline and objectives】
Japan is currently facing a number of challenges, including (1) coping
with the declining birthrate and aging population, (2) dealing with fiscal
reconstruction, and (3) stabilizing the financial system. In this lecture,
we will study the actual situation and basic theories on economic
activities of the government and financial institutions, and then refer
to data on the actual Japanese fiscal and financial situation.
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　発行日：2021/4/1

ECN100AC

財政と金融Ⅱ

島澤　諭

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
日本は現在、①少子化、高齢化の進展への対応、②財政再建への対応、③金融
システムの安定化、といった多くの課題を抱えている。本講義では、政府や
金融機関の経済活動に関する実態及び基礎的理論について踏まえた後、現実
の日本財政や金融についてデータを参照しながら学習する。
【到達目標】
日本財政や金融、社会保障制度・財源の現状と課題を理解し、経済学の視点
から財政・社会保障制度、金融政策の効果について考察するための基礎知識
の習得を目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
現在のところ、基本的には講義資料に沿って講義を進めることを予定してい
る。参考文献がある時にはその都度指示する。また、各回のテーマは以下を
予定するが、受講生の知識・理解度を勘案し、必要に応じて授業スピードの
変更を行う。
最終授業で、13 回までの講義内容を振り返り、授業内で行った課題に対する
講評や解説を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス ガイダンス
第 2 回 社会保障の財政問題 I

（１）
超高齢社会と社会保障

第 3 回 社会保障の財政問題 I
（２）

最低生活の保障、年金問題

第 4 回 社会保障の財政問題 II
（１）

医療と財政

第 5 回 社会保障の財政問題 II
（２）

社会福祉の改革

第 6 回 景気変動と財政政策（１） 国民所得の決定
第 7 回 景気変動と財政政策（２） 乗数、ビルトインスタビライザー
第 8 回 景気変動と財政政策（３） 財政政策の効果
第 9 回 景気変動と金融政策（１） 通貨と実体経済のかかわり
第 10 回 景気変動と金融政策（２） インフレーションとデフレーション
第 11 回 公債の負担（１） 公債とは、公債発行の問題点、クラウ

ディングアウト
第 12 回 公債の負担（２） 公債の将来世代に対する負担
第 13 回 公債の負担（３） 中立命題
第 14 回 全体のまとめと復習 全体のまとめと復習
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備・復習時間は、各 4 時間を目安とする。
【テキスト（教科書）】
なし
【参考書】
受講者が授業を補完するために勉強する場合は、以下の文献が参考となる。
（１）井堀利宏『財政学（第４版）』新世社
（２）畑農鋭矢、林正義、吉田浩『財政学をつかむ』有斐閣
（３）釣雅雄、宮崎智視『グラフィック財政学』新世社
（４）小黒一正等『財政学 15 講』新世社
（５）小塩隆士『社会保障の経済学（第 4版）』日本評論
（６）島澤諭『シルバー民主主義の政治経済学』日本経済新聞出版社
【成績評価の方法と基準】
中間課題 40 ％、期末試験 60%で評価することを予定。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【その他の重要事項】
経済企画庁（現内閣府）の行政官として官庁エコノミストとして様々な政策
立案や執行に携わった経験等も踏まえて講義する。

【Outline and objectives】
Japan is currently facing a number of challenges, including (1) coping
with the declining birthrate and aging population, (2) dealing with fiscal
reconstruction, and (3) stabilizing the financial system. In this lecture,
we will study the actual situation and basic theories on economic
activities of the government and financial institutions, and then refer
to data on the actual Japanese fiscal and financial situation.
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POL200AC

協同組合論

杉崎　和久

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　政治学科科目の中で「政策」の分野に属する科目である。
　一人ひとりが尊重され、生き活きと暮らし続ける社会を実現していくため、
協同組合や NPO 等の非営利市民事業による様々な取り組みが行なわれてい
ます。グローバリズムが加速する中で、貧困根絶や仕事の創出等に関する協同
組合の貢献は国際的に評価されており、国連は 2012 年を「国際協同組合年」
とし、2013 年に社会的連帯経済タスクフォースを立ち上げました。一方、日
本では人口が減少し、超高齢社会に突入し、働く者の数が減少する中、経済
ばかりでなく社会システムの停滞・行き詰まりが表面化していますが、こう
した問題に市場や行政だけでは十分に対応できない状況下においても、諸外
国のように生協等の協同組合による実践の価値や可能性が広く認識されてい
るとはいえません。このような中で 2020 年 12 月労働者協同組合法が成立し
ました。協同組合運動は新しい段階を迎えます。なぜ今、「非営利・協同」の
運動と事業に期待がよせられているのか。「もう一つの世界は可能か－協同組
合と社会的連帯経済」この点を本講座の中心テーマとし、協同組合あるいは
非営利市民事業の歴史的社会的背景、現状、そして今後の展望や可能性につ
いて、第一線の学者および実践者による講義を行ないます。
【到達目標】
①　世界における協同組合および社会的企業の歴史・沿革を踏まえ、日本に
おける活動状況や今日的な意義や課題について知ること。
②　非営利市民事業及び協同組合が展開する事業・活動が、市民生活に及ぼ
す役割について知ること。
③　協同組合をはじめ非営利市民事業の今後の展望や可能性等について考え
ることなどを通じて、生活者・市民が主体者である新しい公共政策の理論と
実践について考える基礎力を身につけること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連。
【授業の進め方と方法】
授業は原則「対面」で行う予定であるが、講師等の都合によりオンデマンド
教材などを併用することがある。
この講座では、①世界の協同組合をはじめとした非営利・協同セクターが切り
開いてきた歴史を学ぶとともに、②生協を中心にした日本の協同組合や NPO
等の非営利市民事業の活動を広く検証し、③協同組合や NPO 等を中心とす
る非営利・協同セクターが今日の日本の地域の課題解決にどのような可能性
を持っているか、④生活者・市民が主体者である公共政策をどのように実践
し、担っていくのか、など協同組合・非営利市民事業の現代的意義について、
テーマ毎にゲストスピーカーによる実践報告を交えながら検討する。
小レポート等から提出された質問について、講義時間等に回答する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
春学期および秋学期
回 テーマ 内容
第 01 回 ①開催あいさつ

②ガイダンス
①主催者の開催あいさつ
②本講座の主旨、狙い、講座概要、成
績評価方法などを説明します。
③世界の多様な協同組合、社会的連帯
経済の実践例と生活クラブ運動に触
れ、営利企業や行政が解決できぬ課
題、公共政策への挑戦を学びます。

第 02 回 協同組合法制の変遷と今
日的課題

　 1948 年に制定された生活協同組合
法は 2008 年に大きな改正がされまし
た。しかしその後も社会の変化は急速
であり現行生協法にも様々な課題が生
じています。生協法を中心に協同組合
運動と事業における課題認識を現行法
との関連で深めます。

第 03 回 食を取巻く課題と協同組
合の役割

　生活クラブ生協の事業と運動の取組
みを、具体的な食品問題（添加物、農
薬、放射能、BSE 等）を事例に紹介し
ます。さらに、消費者、生産者の立場
から、食の安全、農業保護などについ
てグローバル経済システムの視点を踏
まえた問題提起を行います。

第 04 回 地域づくりを拓く協同組
合

　働く人たちがつくる協同組合である
ワーカーズ・コレクティブ実践と協同
組合地域協議会の連系を学びます。

第 05 回 地域福祉における非営
利・協同の可能性

地域が主体的にまちづくりに取り組む
こと目的とした、「市民版地域福祉計
画」の策定を地域協議会に呼びかけ、
必要なしくみづくりに自ら問題意識を
持って取り組む主体を広げるために地
域の活動を支援している活動を紹介し
ます。

第 06 回 女性たちが担う新しい働
き方の可能性―サブシス
テンス・ワーカーとは―

労働組合でも NPO 法人でもアンペイ
ドワークでもない、ワーカーズ・コレ
クティブとは何か。世界的にも、人間
らしい働き方ディーセント・ワークが
求められていて、いのちの維持をベー
スにおいて、労働の自由度をひろげな
がら生産と流通、そして地域の共生の
関係を紡ぎ直す「サブシステンス」の
概念を踏まえ、その理論と意義を学び
ます。

第 07 回 食を中心とした生活提案
とまちづくり

　日本の協同組合が日本の食文化を守
り伝えていくことに果たした役割は大
きい。日本の風土に沿った食のあり方
や添加物などの問題をとおした生活提
案やまちづくりを学びます。

第 08 回 貧困とまちづくりへの挑
戦～空き室調査から

貧困と福祉課題を背景とした空室調査
とまちづくり課題を紹介します。

第 09 回 市民によりエネルギー自
給の可能性を探る～エネ
ルギーの共同購入

生活クラブのエネルギー自給の取り組
みの背景と課題を研究者の立場から論
じます。　

第 10 回 市民金融によるコミュ二
ティ・エンパワーメント

お金に意志と意思をもたせるために市
民がつくった市民のための非営利市民
金融による、公正な暮らしや働き方、
持続可能な社会づくりをすすめる取組
みを紹介します。

第 11 回 協同組合と若者――韓国
の事例から

韓国では、2012 年に「協同組合基本
法」を施行し、また 2013 年度に「ソ
ウル市特別協同組合活性化支援条例」
が制定されて以来、3,000 に及ぶ協同
組合が設立しています。特に若者の協
同組合への参加に焦点をあてて、その
現状を紹介します。

第 12 回 市民の政治参加とイン
ターネット選挙

生活クラブ・生活者ネットの政治運動
の経験と実践、インターネット選挙の
実際を学びます。

第 13 回 市民による公共政策実現
のプロセス～食品安全条
例の直接請求と制定過程

1 人の市民・生活者として石けん運動
や地下水の保全運動を進めているなか
で、生協活動の仲間によるボランテイ
ア選挙で都議に当選し、都議会で「食
品安全条例」制定などを経験し、現在
市民参加型の社会を創るための福祉、
環境、自治の分野における調査研究活
動に取り組むなど、生活者運動と政策
実現に向けた政治参加の経験と実践を
紹介します。

第 14 回 全体まとめワークショッ
プ

13 回の諸座を踏まえ、協同組合のビ
ジョンおよび問題提起を受け、非営
利・協同セクターへの理解、見識を深
めることを目的に、グループに分かれ
てワークショップを行います。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予定されたテーマについて自分なりに調べてみてください。本授業の準備学
習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
授業内で適宜資料を配布します。
【参考書】
適宜、案内します。
【成績評価の方法と基準】
①各講義時の小レポートによる評価の合計：講座の感想、意見をもとにミニ
レポート（100 字～200 字程度）の作成を毎回、講座終了前に行い、評価を
行う。
【学生の意見等からの気づき】
なし。
【学生が準備すべき機器他】
講師によって、パワーポイント、映像を活用します。
【Outline and objectives】
This lecture will learn about the history, current situation, future
prospects and possibilities of cooperatives or nonprofit projects.
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POL300AC

演習

土山　希美枝

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域から公共政策を考える
いま日本社会は、構造的な変化を経験しつつある。急速な高齢化と人口減少
時代の到来、社会経済構造の変化、グローバル化、情報化などの、社会の全
体的な規模での変化が、一人一人の生活の場での政策課題を浮上させている。
福祉政策や環境政策はもちろん、近い将来諸君が直面する労働市場の変容へ
の対応もその一例である。
このゼミでは、身近な地域社会という場を対象として、今日的な政策課題につ
いて考える。単にそこにある政策的取り組みを調べて来るだけではなく、具
体的な課題解決の方法について自らの手と足を使って提案したり試作したり
する「作業」を通して、法や制度、そしてまた政治が公共政策にどのように関
わっているのかについての理解を深めていきたい。
自分の足で歩き、手を動かしながら、具体的な現実から地域社会の政策課題を
考えていきたい。フットワークと、好奇心にあふれた人の参加を期待したい。
【到達目標】
学生は地域課題の構造的な分析を通して政策課題の理解ができる。
学生は政策構想の立案作業を通して政策作成の基礎的な技法を身につけている。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
2020 年度廣瀬克哉ゼミからの進級者と、ゼミ応募者で構成されるゼミだが、
廣瀬の総長就任にともない、2021 年度から土山希美枝と廣瀬克哉が共同で担
当して運営する。主担当者は土山となる。
対面を基本として授業を行う予定だが、感染状況によっては一時 Zoom によ
るオンラインに切りかえる場合がある。
文献講読、授業内でのグループワーク、授業外でのグループ作業にもとづい
た政策構想や意見の発表、関係学会主催の学生政策コンペ参加のための準備
作業などをおこなう予定である。
課題に対するフィードバックは、主として授業におけるコメントとして行い、
当事者への直接的な返答だけでなく、ゼミ員共通の学びとなるようにしたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 自己紹介とアイスブレイ

キング
自己紹介とアイスブレイキング

第 2 回 導入とテキスト選定 3 年生による前年度のゼミ論文の発表
第 3 回 導入テキスト講読 1 導入段階の文献を講読する
第 4 回 導入テキスト講読 2 導入段階の文献を講読する
第 5 回 導入テキスト講読 3 導入段階の文献を講読する
第 6 回 導入テキスト講読 4 導入段階の文献を講読する
第 7 回 グループワーク準備 春学期グループワークの具体化のため

の企画検討
第 8 回 導入テキスト講読 5・グ

ループワーク
導入段階の文献を講読し、関連テーマ
でグループワークを行う

第 9 回 導入テキスト講読 6・グ
ループワーク

導入段階の文献を講読し、関連テーマ
でグループワークを行う

第 10 回 テキスト選定・グループ
ワーク

導入段階の文献を講読し、関連テーマ
でグループワークを行う

第 11 回 フィールドワーク報告 テーマに関連したフィールドワークを
行った結果を報告する

第 12 回 テキスト講読 1・グルー
プワーク

文献を講読し、関連テーマでグループ
ワークを行う

第 13 回 テキスト講読 2・グルー
プワーク

文献を講読し、関連テーマでグループ
ワークを行う

第 14 回 グループワーク発表 グループワークの成果を発表し、相互
に批評検討する

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキストの予習、現場に赴いての調査、ゼミ全体への報告のための資料作成。
本授業の準備学習・復習時間は計 4 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
随時参加者と相談の上決めていく
【参考書】
随時参加者と相談の上決めていく
【成績評価の方法と基準】
授業での報告、討論などでの貢献度を総合的に評価する。

現場から政策課題についての論点を発見し、実地調査、文献調査と、遠州参加
者間での討議を通して、政策課題についての検討を行い、その成果を他者に
伝達可能な形で発表する力が身についていればＳ。以下、その達成度によっ
て成績評価を行う。
【学生の意見等からの気づき】
学生の意見を反映して、報告担当者の分担決定方法を変更した。
【学生が準備すべき機器他】
特になし
【その他の重要事項】
「実務経験のある教員による授業」に該当
共同担当者の廣瀬は過去 20 年以上にわたり、地方自治体の行政や議会の附属
機関の委員（特別職地方公務員）等を担当してきた経歴があり、それにもと
づいて自治体政策の評価や立案についての実践的な指導を行っている。2018
年度には、そのような活動の一環として、地方議会議員研修のグループワー
クに、演習履修者の有志が支援者として参加し、学生と議員の双方にとって
地方議会と政策のあり方について具体的に検討する好機となった。
【Outline and objectives】
Study public policy through local government policy such as town
planing, area management, platform building for revitalization of local
industry and so on in Japan and other countries.
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POL300AC

演習

土山　希美枝

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域から公共政策を考える
いま日本社会は、構造的な変化を経験しつつある。急速な高齢化と人口減少
時代の到来、社会経済構造の変化、グローバル化、情報化などの、社会の全
体的な規模での変化が、一人一人の生活の場での政策課題を浮上させている。
福祉政策や環境政策はもちろん、近い将来諸君が直面する労働市場の変容へ
の対応もその一例である。
このゼミでは、身近な地域社会という場を対象として、今日的な政策課題につ
いて考える。単にそこにある政策的取り組みを調べて来るだけではなく、具
体的な課題解決の方法について自らの手と足を使って提案したり試作したり
する「作業」を通して、法や制度、そしてまた政治が公共政策にどのように関
わっているのかについての理解を深めていきたい。
自分の足で歩き、手を動かしながら、具体的な現実から地域社会の政策課題を
考えていきたい。フットワークと、好奇心にあふれた人の参加を期待したい。
【到達目標】
学生は地域課題の構造的な分析を通して政策課題の理解ができる。
学生は政策構想の立案作業を通して政策作成の基礎的な技法を身につけている。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
2020 年度廣瀬克哉ゼミからの進級者と、ゼミ応募者で構成されるゼミだが、
廣瀬の総長就任にともない、2021年度から土山希美枝と廣瀬克哉が共同で担
当して運営する。主担当者は土山となる。対面を基本として授業を行う予定
だが、感染状況によっては一時 Zoomによるオンラインに切りかえる場合が
ある。
文献講読、授業内でのグループワーク、授業外でのグループ作業にもとづい
た政策構想や意見の発表、関係学会主催の学生政策コンペ参加のための準備
作業などをおこなう。また、秋学期末に提出するゼミ論文の執筆準備作業を
おこなう。
課題に対するフィードバックは、主として授業におけるコメントとして行い、
当事者への直接的な返答だけでなく、ゼミ員共通の学びとなるようにしたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 政策コンペ企画 学会主催の政策コンペに向けての企画

を検討する
第 2 回 政策コンペ準備 政策提言の立案作業をおこなう
第 3 回 政策コンペ参加 学会主催の学生政策コンペに出場する
第 4 回 テキスト講読①およびゼ

ミ論文テーマ発表①
文献講読と、３年生によるゼミ論文の
テーマ発表

第 5 回 テキスト講読②およびゼ
ミ論文テーマ発表②

文献講読と、２年生によるゼミ論文の
テーマ発表

第 6 回 テキスト講読③ 文献を講読し、テーマに冠してグルー
プワークを行う

第 7 回 テキスト講読④ 文献を講読し、テーマに冠してグルー
プワークを行う

第 8 回 テキスト講読⑤ 文献を講読し、テーマに冠してグルー
プワークを行う

第 9 回 ゼミ論文中間報告① ゼミ論文の作成準備状況の発表と仕上
げに向けての方針の検討①

第 10 回 ゼミ論文中間報告② ゼミ論文の作成準備状況の発表と仕上
げに向けての方針の検討②

第 11 回 ゼミ論文中間報告③ ゼミ論文の作成準備状況の発表と仕上
げに向けての方針の検討③

第 12 回 テキスト講読⑥ 文献を講読し、テーマに冠してグルー
プワークを行う

第 13 回 ゼミ論文発表① ３年生によるゼミ論文の発表と合評
第 14 回 ゼミ論文発表② ２年生によるゼミ論文の発表と合評
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキストの予習、現場に赴いての調査、ゼミ全体への報告のための資料作成。
本授業の準備学習・復習時間は計 4 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
随時参加者と相談の上決めていく
【参考書】
随時参加者と相談の上決めていく

【成績評価の方法と基準】
授業への出席と、報告・討論などでの貢献度を 40%、レポート 60%を総合し
て評価する。
【学生の意見等からの気づき】
学生の意見を反映して、報告担当者の分担決定方法を変更した。
【学生が準備すべき機器他】
特になし
【その他の重要事項】
「実務経験のある教員による授業」に該当
共同担当者の廣瀬は過去 20 年以上にわたり、地方自治体の行政や議会の附属
機関の委員（特別職地方公務員）等を担当してきた経歴があり、それにもと
づいて自治体政策の評価や立案についての実践的な指導を行っている。2018
年度には、そのような活動の一環として、地方議会議員研修のグループワー
クに、演習履修者の有志が支援者として参加し、学生と議員の双方にとって
地方議会と政策のあり方について具体的に検討する好機となった。
【Outline and objectives】
Study public policy through local government policy such as town
planing, area management, platform building for revitalization of local
industry and so on in Japan and other countries.
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POL300AC

演習

塚本　元

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「民族問題」を世界各地の事例を分析することで解き明かしていく。世界各地
では「民族問題」（学術用語ではエスニシティ）に関する問題が存在している。
本年度はベルギーの分析から出発し、他地域（東南アジア特にマレーシア・台
湾・カナダ等）の分析へと広げていく。
【到達目標】
歴史上も現在においても、「民族問題」（エスニシティ）は様々な地域で重要で
ある。そして、平和的に解決される場合も、紛争にいたる場合、国家の分裂・
独立をもたらす場合も存在する。この「民族問題」を具体的に分析していく
能力を高めたい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
授業中における学生の発表意見に対して担当教員のコメント、意見を行う。授
業外においても学生からの質問に、授業中口頭で、授業外でメールで返答する。
状況に応じて、リアルタイムのオンライン授業と、教室での対面授業と同時
配信型授業の併用、の組み合わせになる。具体的には参加者にメールで連絡
する。
この演習は 2 時間連続で行われる。毎回冒頭 50 分程度その時点で話題になっ
ている時事的問題を取り上げ自由に討論し、そののち本題に入る。春学期は
主に文献講読にあてる。学生諸君が事前に割り当てられたテキストをまとめ
て論点を指摘し、それに基づいた討論へと移る。適宜、演習のテーマに関係
した記録フィルム・歴史映画などを教材として使用する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
第 1回　 イントロダクション 演習の進め方の説明。第 2 回～第 9 回

は言語対立をかかえながら平和的共存
を維持しているベルギーを取り上げる

第 2回　 文献講読 概説：エスニシティとは。ベルギーに
おける言語対立。フランス語圏とオラ
ンダ語圏。ワロンとフラマン。連邦制

第 3 回 文献講読 松尾秀哉『物語　ベルギーの歴史』①
ベルギー前史、ベルギー独立 1830～
64

第 4 回 文献講読 松尾、同上②帝国主義と民主主義
1865～1909 ③二つの大戦と国王問題
1909～44 ④戦後復興期 1945～59

第 5 回 文献講読 松尾、同上⑤連邦国家への道 1960～
92 年⑥分裂危機 1993～、「合意の政
治」のゆくえ

第 6 回 映画の鑑賞 「民族問題」「民族紛争」に関する映画
の鑑賞。そののち討論へ

第 7 回 文献講読 『ベルギーを知るための 52 章』①、展
開する地方分権化

第 8 回 文献講読 『ベルギーを知るための 52 章』②ベル
ギーにおける言語分布、フランス語、
オランダ語、ドイツ語

第 9 回 文献講読 『ベルギーを知るための 52 章』③政治
と言語との関係

第 10 回 文献講読 『もっと知りたいマレーシア』（一部）、
民族と言語、政治と経済

第 11 回 文献講読 『ラーマンとマハティール』①第 6 章、
5 月 13 日事件とラーマンの退陣、②
第 7 章ラザク政権とブミプトラ政策

第 12 回 文献講読 『ラーマンとマハティール』③第 8 章、
フセイン政権とダークワ運動の展開、
④第 9 章　マハティールの登場と挑戦

第 13 回 文献講読　 『ラーマンとマハティール』⑤第 10 章
EAEC と WAWASAN2020、⑥終章

第 14 回 文献講読 「アジア通貨危機後のマレーシア」
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回、あらかじめ指定したテキストを全員が熟読し、論点を整理してくること。

【テキスト（教科書）】
松尾秀哉『物語ベルギーの歴史』（中公新書、2014 年）840 円、小川秀樹『ベ
ルギーを知るための 52 章』（明石書店、2009 年）2000 円、荻原宜之『ラー
マンとマハティール』（岩波書店、1996 年）2500 円
【参考書】
鈴木恂女「アジア通貨危機後のマレーシア」（『国際政治 185 　変動期東南ア
ジアの内政と外交』（日本国際政治学会、2016 年）2000 円
【成績評価の方法と基準】
各学生に割り当てられたテキスト講読における報告（30 ％）・授業における
討論への参加（20 ％）・平常点（50 ％）
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline and objectives】
The theme is some problems of ethnicity in many regions for example
Belgium,Malaysia and Canada.
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POL300AC

演習

塚本　元

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「民族問題」（学術用語ではエスニシティ）を世界各地の事例を分析することを
通じて解き明かす。春学期のベルギー・マレーシア等の分析に引き続き、他
地域（東欧、中東または東南アジア・カナダなど）の分析へと広げていく。後
半には参加者の個人報告を行う。
【到達目標】
歴史上も現在においても「民族問題」（エスニシティの問題）は様々な地域で
重要である。この「民族問題」を具体的に分析していく力を高めたい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
授業中における学生の発表、意見に対して担当教員のコメント、意見を行う。
授業外においても、学生からの質問に授業中口頭で、授業外でメールで返信
する。授業内で、個人研究発表につき個々の学生と意見の交流、指導を行う。
状況に応じて、リアルタイムのオンライン授業と、教室での対面授業と同時
配信型授業の併用、との組み合わせ n になる。具体的には参加者にメールで
連絡する。
この演習は二時間連続で行われる。毎回冒頭 50 分程度、その時点で話題に
なっている時事的問題を取り上げ、討論を行う。そののち、本題に入ることに
する。秋学期で最も重要なのは各学生の個人研究報告であおこなうる。その
テーマは、最大限尊重する。「民族問題」（エスニシティ）に関係すれば、世界
のどの地域を選ぶのも自由である。担当教員も適切な助言をする。また、こ
の報告はゼミレポートの中間報告ともなる。文献講読と個人報告を並行して
行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
第 1回　 文献講読 月村太郎『民族紛争』①民族紛争とは

何か
第 2回　 文献講読、個人報告テー

マアンケート
月村、同上②スリランカ。各学生の個
人研究報告のテーマについてアンケー
トを取り、その内容に関して担当教員
の助言・説明

第 3 回 文献講読、個人報告テー
マアンケート

月村、同上③クロアチアとボスニア

第 4 回 文献講読および個人研究
報告

月村、同上④ルワンダ。、個人研究報
告への担当教員の助言

第 5 回 文献講読、個人研究報告 月村、同上⑤ナゴルノ・カラバフ。個
人研究報告への担当教員の助言

第 6 回 文献講読、個人研究報告 月村、同上⑥キプロス。各学生による
個人研究報告を行い、討論を行う。個
人研究報告への担当教員の助言

第 7 回 文献講読、個人研究報告 月村、同上⑦コソヴォ。各学生による
個人研究報告を行い、討論を行う。個
人研究報告への担当教員の助言

第 8 回 文献講読、個人研究報告 月村、同上⑧なぜ発生するのか。各学
生による個人研究報告とこれへの討論。
個人研究報告への担当教員の助言。

第 9 回 個人研究報告 月村、同上⑨予防はできないのか。各
学生による個人研究報告とこれへの討
論。個人研究報告への担当教員の助言

第 10 回 個人研究報告 月村、同上⑩どのように成長するのか。
各学生の個人研究報告と討論、担当教
員からゼミレポートの執筆につき助言

第 11 回 文献講読、個人研究報告 月村、同上、⑪紛争の終了から多民族
社会の再建へ。各学生の個人研究報告
と討論、担当教員からゼミレポート執
筆につき助言

第 12 回 個人研究報告 各学生の個人研究報告と討論、担当教
員からゼミレポート執筆につき助言

第 13 回 個人研究報告 各学生の個人研究報告と討論、担当教
員からゼミレポート執筆につき助言

第 14 回 個人研究報告 各学生の個人研究報告と討論、担当教
員からゼミレポート執筆につき助言

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回、あらかじめ指定したテキストを全員が熟読し論点を整理してくること。
個人研究報告やゼミレポートの準備をすること。
【テキスト（教科書）】
月村太郎『民族紛争』（岩波新書、2013 年）800 円。参加学生の興味と関心
によって、他のテキストを決定する
【参考書】
21 世紀研究会編『新・民族の世界地図』（文春新書、2006 年）」800 円など
【成績評価の方法と基準】
割り当てられたテキスト講読における報告（10 ％）・授業における討論への参
加（20 ％）・平常点（30 ％）、学年末に提出するゼミレポート（40 ％）（8000
字程度）
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline and objectives】
The theme is some problems of ethnicity in many regions for example
Belgium, Malaysia and Canada.
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POL300AC

演習

杉田　敦

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
現代の政治理論（さまざまな価値との関係で政治について考えること）の諸
問題を扱う。
【到達目標】
現代政治理論について知識を深めると共に、現実の政治問題についての理解
力・想像力を高めたい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
このゼミは２時限連続で行われるが、最初の時限では、学生諸君が中心とな
り、時事的な問題等についての報告・討論を行う。次の時限では、指定文献に
ついて、担当者による報告と全体での討論が行われる。
感染症の状況によっては、遠隔を併用する。
随時、リアクションペーパーなどを実施し、授業に反映する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 現代における政治理論の射程について

理解し、ゼミの進め方について確認す
る。

第 2 回 文献講読 開講後に指定
第 3 回 文献講読 開講後に指定
第 4 回 文献講読 開講後に指定
第 5 回 文献講読 開講後に指定
第 6 回 文献講読 開講後に指定
第 7 回 映画鑑賞 政治に関連した映画を鑑賞し、議論す

る
第 8 回 文献講読 開講後に指定
第 9 回 文献講読 開講後に指定
第 10 回 文献講読 開講後に指定
第 11 回 文献講読 開講後に指定
第 12 回 文献講読 開講後に指定
第 13 回 文献講読 開講後に指定
第 14 回 文献講読 開講後に指定
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回、あらかじめ指定したテキストを全員が熟読し、論点を整理してくるこ
とを前提とする。
【テキスト（教科書）】
テキストについては、随時、相談の上で決定する。
【参考書】
川崎修・杉田敦編『現代政治理論』（有斐閣アルマ）
その他、開講後に指定する。
【成績評価の方法と基準】
出席状況および発言状況を総合的に判断し、平常点で評価。
【学生の意見等からの気づき】
引き続き、真剣かつなごやかなゼミ運営を心がけたい。
【学生が準備すべき機器他】
時に映画を見る
【その他の重要事項】
感染症の状況に応じて、対面または遠隔で実施する。対面で実施する場合に
も、遠隔での参加も可能なように手配する。
【副題】
演習
【Outline and objectives】
You will study on various problems concerning contemporary political
theory.

POL300AC

演習

杉田　敦

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
現代の政治理論（さまざまな価値との関係で政治について考えること）の諸
問題を扱う。
【到達目標】
現代政治理論について知識を深めると共に、現実の政治問題についての理解
力・想像力を高めたい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
このゼミは２時限連続で行われるが、最初の時限では、学生諸君が中心とな
り、時事的な問題等についての報告・討論を行う。次の時限では、指定文献に
ついて、担当者による報告と全体での討論が行われる。
感染症の状況によっては、遠隔を併用する。
随時、リアクション・ペーパーなどを実施し、授業に反映する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 文献講読 開講後に指定
第 2 回 文献講読 開講後に指定
第 3 回 文献講読 開講後に指定
第 4 回 文献講読 開講後に指定
第 5 回 映画鑑賞 政治学に関連した映画を鑑賞し、議論

する。
第 6 回 文献講読 開講後に指定
第 7 回 文献講読 開講後に指定
第 8 回 合同ゼミ 他大学の演習と合同で実施し、交流を

深める　
第 9 回 文献講読 開講後に指定
第 10 回 文献講読 開講後に指定
第 11 回 文献講読 開講後に指定
第 12 回 ゼミ論文相談 ゼミ論文のテーマ・内容について相談
第 13 回 文献講読 開講後に指定
第 14 回 文献講読 開講後に指定
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回、あらかじめ指定したテキストを全員が熟読し、論点を整理してくるこ
とを前提とする。
【テキスト（教科書）】
教科書は使用しない。
【参考書】
川崎修・杉田敦編『現代政治理論』（有斐閣アルマ）
その他、開講後に指定する。
【成績評価の方法と基準】
出席状況および発言状況を総合的に判断し、平常点で評価。
【学生の意見等からの気づき】
引き続き、真剣かつなごやかなゼミ運営を心がけたい。
【学生が準備すべき機器他】
時に映画を見る
【その他の重要事項】
感染症の状況に応じて、対面または遠隔で実施する。対面で実施する場合に
も、遠隔での参加も可能なように手配する。
【副題】
演習
【Outline and objectives】
You will study on various problems concerning contemporary political
theory.
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POL300AC

演習

中野　勝郎

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
アメリカ合衆国を理解するためのテキストを精読します。
あわせて、アメリカ合衆国がかかえるさまざまな問題について研究発表をお
こないます。
【到達目標】
アメリカ合衆国の政治思潮を形成している市民宗教と反知性主義についての
文献を精読します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
対面での演習を予定していますが、教室授業がおこなえない場合には、オン
ラインでの演習に切り替えます。
演習にかんする情報は、すべて、HOPPII にアップします。
シラバスの内容変更については、第一回の演習のときに、話し合いましょう。
毎回提出されるコメントについては授業内で議論します。
中間テストと期末テストの内容については個別に講評します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 年間の計画と進め方
第 2 回 文献の講読 森本あんり『反知性主義』１
第 3 回 文献の講読 森本あんり『反知性主義』２
第 4 回 文献の講読 森本あんり『反知性主義』３
第 5 回 文献の講読 リチャード・ホフスタッター『アメリ

カの反知性主義』１
第 6 回 文献の講読 リチャード・ホフスタッター『アメリ

カの反知性主義』２
第 7 回 文献の講読 リチャード・ホフスタッター『アメリ

カの反知性主義』３
第 8 回 中間テスト リチャード・ホフスタッター『アメリ

カの反知性主義』講読分についてのレ
ポート

第 9 回 文献の講読 リチャード・ホフスタッター『アメリ
カの反知性主義』4

第 10 回 文献の講読 リチャード・ホフスタッター『アメリ
カの反知性主義』５

第 11 回 文献の講読 リチャード・ホフスタッター『アメリ
カの反知性主義』６

第 12 回 文献の講読 リチャード・ホフスタッター『アメリ
カの反知性主義』７

第 13 回 文献の講読 リチャード・ホフスタッター『アメリ
カの反知性主義』８

第 14 回 文献の講読 リチャード・ホフスタッター『アメリ
カの反知性主義』９

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
アメリカ合衆国の政治・社会・文化にかんする書籍を読み映画を見る癖をつ
けてください。
【テキスト（教科書）】
森本あんり『反知性主義』（新潮選書、2015 年）
リチャード・ホフスタッター『アメリカの反知性主義』（みすず書房、2003 年）
【参考書】
授業時に適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
中間テスト 40 ％
期末テスト 40 ％
報告と討論 20 ％
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【その他の重要事項】
無断欠席が 2 回をこえた場合、欠席が 3 回をこえた場合、原則として、除名
とします。
【Outline and objectives】
Reading books and articles on American politics and society

POL300AC

演習

中野　勝郎

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「アメリカとはなにか」という問いに、さまざまな視点・側面から考えてみよ
うと思っています。
【到達目標】
アメリカの市民宗教について検討します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
文献の輪読
毎回提出されるコメントについては授業内に議論します。
中間テストと期末テストの内容については、個別に講評します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 文献の講読 Robert Bellah,

Civil Religion in America(1967) に
ついて、
イントロダクション

第 2 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)1

第 3 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)2

第 4 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)3

第 5 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)4

第 6 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)5

第 7 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)6

第 8 回 中間テスト Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967) に
ついてのレポート

第 9 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)7

第 10 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)8

第 11 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)9

第 12 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)10

第 13 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)11

第 14 回 文献の講読 Robert Bellah,
Civil Religion in America(1967)12

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
アメリカ合衆国の政治・社会・文化にかんする書籍を読み映画を見る癖をつ
けてください。
【テキスト（教科書）】
Robert Bellah, Civil Religion in America(1967)
テキストは用意します。
【参考書】
授業時に適宜紹介します。
【成績評価の方法と基準】
中間テスト 40 ％
期末テスト 40 ％
報告と討論 20 ％
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【その他の重要事項】
欠席と遅刻については、春学期と同様です。
【Outline and objectives】
Reading books and articles on American politics and society
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POL300AC

演習

細井　保

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本演習では、これまでサッカーを入り口として「大衆社会と政治」をテー
マに考察してきた。この基本テーマはかわらない。
　担当教員は、2017 年から 2018 年のオーストリア共和国ウィーン市におけ
る在外研究での研究・教育およびサッカー・生活についての得がたい経験を、
2019 年度から演習で還元することに努めている。とくに 2015 年の難民の受
け入れ以降の中欧における社会・政治の変容について、移民や難民の受け入
れと排除、多様性を許容する人々と逆に同質性を重視する人々との対立につ
いて考察している。サッカーという大衆文化現象をめぐって、まさしくこれ
らの対立や矛盾がしばしば顕現し、語られてもいる。
　演習では、文献の講読と報告、履修者同士によるグループディスカッショ
ン、各自が関心のあるテーマをとりあげてのゼミ論の執筆が大きな柱となる。
こうした活動により、個人として、社会として、政治として、上記の対立と矛
盾にどのように向き合いべきなのか、という問いを発していってほしい。
　テーマの間口の広さは、本演習の特徴ということができるだろう。これま
で培ってきた履修者の自主性を重んじる本演習の方針を生かし、担当教員が
在外研究以降得た知見を反映させながら、「大衆社会と政治」についての理解
をさらに深めていきたい。
【到達目標】
・現代における政治について、思考する力を身につける。
・報告やレポートの作成を通じて、自らの考えを表現し、他者へ論理的に説明
する能力を養う。
・グループディスカッションを実施することにより、集団での討議のなかで、
相互に意見を述べ合い、理解する力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
【方法】演習形式。
【概要】演習のなかで共通の文献を講読し、さらに夏期合宿を実施する予定で
ある。
　演習の具体的な方法としては、文献について各回のテーマごとに報告者によ
る報告をおこない、それにたいし質疑応答ののち、グループディスカッショ
ンをおこなう。フィードバックは授業中随時なされる。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 導入 春学期はじめに
第 2 回 大衆社会① 大衆社会とは何か
第 3 回 大衆社会② 大衆文化
第 4 回 大衆社会③ 解放か、抑圧か
第 5 回 ポピュリズム① ポピュリズムとは何か
第 6 回 ポピュリズム② ポピュリズムはなぜ台頭するか
第 7 回 ポピュリズム③ 左派か、右派か
第 8 回 中欧の変容① 2015 年まで
第 9 回 中欧の変容② 2015 年
第 10 回 中欧の変容③ 2015 年以降
第 11 回 同質性と多様性① 地域と移民・難民
第 12 回 同質性と多様性② 学校と移民・難民
第 13 回 同質性と多様性③ サッカークラブと移民・難民
第 14 回 まとめ 春学期の内容を振り返り、ディスカッ

ションする。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習：文献の次回予定箇所を熟読すること。
復習：ディスカッションを含めた演習の内容振り返り、再度文献を読み返す
こと。
そのほか、関連する用語や事象について、積極的に調査することを心がけて
ください。準備・復習時間は各自必要な時間数をあててください。
【テキスト（教科書）】
演習の中で適宜紹介していく。
【参考書】
演習の中で適宜紹介していく。
【成績評価の方法と基準】
平常点（報告内容および討論）を総合して評価する。

【学生の意見等からの気づき】
報告やディスカッションなどの活動を、学生みずからが積極的に取り組むこ
とができるよう指導していく。
【Outline and objectives】
In diesem Seminar diskutieren wir über die Problemen der Massenge-
sellschaft und die der Massendemokratie.
English Keywords: mass society, mass culture, mass democracy, citizen,
civil society, civil government
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POL300AC

演習

細井　保

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　現代政治・社会の様々な相を観察しながら、市民とは何か、すなわちその
特性および可能性について考えるとともに、大衆政治として表出する現代政
治・社会の困難について考察していく。
【到達目標】
・現代における政治について、思考する力を身につける
・報告やレポートの作成を通じて、自らの考えを表現し、他者へ論理的に説明
する能力を養う。
・グループディスカッションを実施することにより、集団での討議のなかで、
相互に意見を述べ合い、理解する力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
【方法】演習形式。
【概要】秋学期は、夏期書評レポートをこなした上で、各自がテーマを発見し、
それぞれのゼミ論執筆へ向けた報告をおこない、これにたいし質疑・応答す
る。フィードバックは授業中随時なされる。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 導入 秋学期はじめに
第 2 回 ゼミ論中間報告１ 設定したテーマについて、報告とグ

ループディスカッション
第 3 回 ゼミ論中間報告１ 設定したテーマについて、報告とグ

ループディスカッション
第 4 回 ゼミ論中間報告１ 設定したテーマについて、報告とグ

ループディスカッション
第 5 回 ゼミ論中間報告１ 設定したテーマについて、報告とグ

ループディスカッション
第 6 回 ゼミ論中間報告１ 設定したテーマについて、報告とグ

ループディスカッション
第 7 回 ゼミ論中間報告１ 設定したテーマについて、報告とグ

ループディスカッション
第 8 回 ゼミ論中間報告２ 途中経過（考えられる結論）につい

て、報告とグループディスカッション
第 9 回 ゼミ論中間報告２ 途中経過（考えられる結論）につい

て、報告とグル―プディスカッション
第 10 回 ゼミ論中間報告２ 途中経過（考えられる結論）につい

て、報告とグル―プディスカッション
第 11 回 ゼミ論中間報告２ 途中経過（考えられる結論）につい

て、報告とグル―プディスカッション
第 12 回 ゼミ論中間報告２ 途中経過（考えられる結論）につい

て、報告とグル―プディスカッション
第 13 回 ゼミ論中間報告２ 途中経過（考えられる結論）につい

て、報告とグル―プディスカッション
第 14 回 まとめ 議論をふりかえって
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習：次回テーマに関する文献・資料を精読・分析すること。
復習：ディスカッションを含めた演習の内容振り返り、再度文献・資料を読
み返すこと。
そのほか、関連する用語や事象について、積極的に調査することを心がけて
ください。準備・復習時間は各自必要な時間数をあててください。
【テキスト（教科書）】
演習のなかで適宜紹介する。
【参考書】
演習のなかで適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
夏期課題、平常点（報告および討論）、ゼミ論文（400 字 ×25 枚＝ 10000 字
程度）を総合して評価する。
【学生の意見等からの気づき】
ゼミの活動やゼミ論文の作成を、学生が積極的に取り組むことができるよう
指導していく。
【Outline and objectives】
In diesem Seminar diskutieren wir über die Problemen der Massenge-
sellschaft und die der Massendemokratie.

English Keywords: mass society, mass culture, mass democracy, citizen,
civil society, civil government
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演習

山口　二郎

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
現代民主政治の諸問題を考える

【到達目標】
グローバル資本主義の展開がもたらす経済的不安定の増加、IT革命
と政治を論じる言論空間の変容、移民やテロなど、様々な脅威が民
主政治を脅かしている。アメリカ、西欧、日本における民主政治の
動揺を追跡し、その原因を探求する。そのうえで、市民として政治
の役割と政策の方向性について、それぞれの立場で考えるための知
識と視座を身に着ける。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
現代民主政治が直面する様々な問題について、理論的、現実的に考
察する。民主政治に対して過度な期待を抱かず、シニカルにもなら
ないという意味で、政治に対するリテラシーを養うことが、究極的
な目標である。
春学期は関連する文献を多読する予定で、報告者のみならずメンバー
全員の積極的な議論によってゼミを進めていくので、毎回の議論の
中でフィードバックを行う。世の中の動きに対応して取り上げる教
材が変更される可能性がある。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション ゼミに関する説明
第 2 回 宇野重規『民主主義と

は何か』1 章
参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

第 3 回 同上、２章 参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

第 4 回 同上、３章 参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

第 5 回 同上、４章 参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

第 6 回 同上、５章 参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

第 7 回 映画を見る マイケル・ムーア監督「華氏１１
９」を見て、現代民主政治のあい
路について感がる

第 8 回 山口二郎『民主主義は
終わるのか』１章

参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

第 9 回 同上、２章 参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

第 10回 同上、３章 参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

第 11回 同上、４章 参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

第 12回 同上、５章 参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

第 13回 同上、６章、終章 参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

第 14回 ジョージ・オーウェル
『動物農場』

参加者があらかじめ内容要約と問
題点を書き、提出したうえで、議
論を進める

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参加者は毎回指定された文献を読み、あらかじめ内容の要約と問題
点を提示するレジュメを用意すること。
本授業の準備学習には相当な時間がかかることを覚悟すること。

【テキスト（教科書）】
宇野重規『民主主義とは何か』（講談社現代新書）
山口二郎『民主主義は終わるのか』（岩波新書）
ジョージ・オーウェル『動物農場』（川端康雄訳、岩波文庫）

【参考書】
授業中に指示する

【成績評価の方法と基準】
ゼミへの積極的な参加態度
報告の出来具合
ゼミ論文の作成
上記３要素を３分の１ずつ考慮する

【学生の意見等からの気づき】
時間をかけて、学生の自発的な発言を待ち、結論を急がず考える。

【その他の重要事項】
夏休みに２泊３日程度の合宿を行う

【Outline and objectives】
In this seminar, we will discuss grave crisis and big challenges
that modern democracy confronts in many advanced countries.
We aim at understanding causes of the current crisis and
finding solutions to these problems.
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山口　二郎

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
現代民主政治の危機をどう乗り越えるか
【到達目標】
グローバル資本主義のもたらす格差、貧困、文化衝突、反知性主義の蔓延に
よって変容を迫られている現代民主政治の様々な問題点について理解すること
民主主義を支える市民としてのコモンセンスを養うこと
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
現代民主政治が直面する様々な危機について、理論的、現実的に考察する。民
主政治に対して過度な期待を抱かず、シニカルにもならないという意味で、政
治に対するリテラシーを養うことが、究極的な目標である。
秋学期は、文献講読と、映画観賞を行うが、世の中の動きに応じて文献が変
更されることもある。報告者のみならずメンバー全員の積極的な議論によっ
て運営するので、毎回の議論を通してフィードバックを行う。
後半は自主研究の発表によって進める
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 映画 Brexit を見る 映画を観賞し、感想文を提出する
第 2 回 丸山眞男『政治的思考』

①
参加者があらかじめ内容要約と問題点
を書き、提出したうえで、議論を進め
る

第 3 回 『政治的思考』② 参加者があらかじめ内容要約と問題点
を書き、提出したうえで、議論を進め
る

第 4 回 『政治的思考』③ 参加者があらかじめ内容要約と問題点
を書き、提出したうえで、議論を進め
る

第 5 回 『政治的思考』④ 参加者があらかじめ内容要約と問題点
を書き、提出したうえで、議論を進め
る

第 6 回 エーリッヒ・フロム『自
由からの逃走』①

参加者があらかじめ内容要約と問題点
を書き、提出したうえで、議論を進め
る

第 7 回 『自由からの逃走』② 参加者があらかじめ内容要約と問題点
を書き、提出したうえで、議論を進め
る

第 8 回 『自由からの逃走』③ 参加者があらかじめ内容要約と問題点
を書き、提出したうえで、議論を進め
る

第 9 回 『自由からの逃走』④ 参加者があらかじめ内容要約と問題点
を書き、提出したうえで、議論を進め
る

第 10 回 自主研究の発表① 自主研究によるゼミ論文を作成するた
めの構想発表および相互討論

第 11 回 自主研究の発表② 自主研究によるゼミ論文を作成するた
めの構想発表および相互討論

第 12 回 自主研究の発表③ 自主研究によるゼミ論文を作成するた
めの構想発表および相互討論

第 13 回 自主研究の発表④ 自主研究によるゼミ論文を作成するた
めの構想発表および相互討論

第 14 回 自主研究の発表⑤ 自主研究によるゼミ論文を作成するた
めの構想発表および相互討論

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参加者は毎回指定された文献を読み、あらかじめ内容の要約と問題点を指摘す
るレジュメを用意すること。全員が書評の要点を口頭で報告したうえで、討
議を進める。
後半は、参加者それぞれの問題関心に応じて、現代民主政治に関する事例研
究の報告を中心に進める。テーマの選定は自由であるが、年度末までに 400
字詰原稿用紙で 20 枚以上のレポートを書くこと
本授業の準備学習には相当な時間が必要となることを覚悟すること。
【テキスト（教科書）】
丸山眞男『政治的思考』（岩波文庫）
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』（日高六郎訳、創元社）

【参考書】
授業中に指示する
【成績評価の方法と基準】
ゼミへの積極的な参加態度
報告の出来具合
ゼミ論文の作成
上記３要素を３分の１ずつ考慮する
【学生の意見等からの気づき】
学生同士の討論が進むよう、ファシリテーションを工夫する。
【その他の重要事項】
休暇中に合宿を行うことも考える
【Outline and objectives】
In this seminar, we will discuss various challenges to modern democracy
and consider how to overcome problems in democratic politics.
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授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科科目の中で「行政・地方自治科目群」に属する科目である。演習を通
じて、都市空間に関わる現代的な課題について、文献資料や現地調査等を通
じて、社会的背景、システム等の課題等の構造を理解する。
【到達目標】
１）都市空間に関する現代的課題について、その社会的拝見、システム等の
課題を理解すること
２）現代的課題に関する先駆的な取組事例をケーススタディし、さらなる改
善方策を提案すること
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
・授業は原則対面で行う予定であるが、一部リアルタイムオンライン授業など
で行うこともある。
・東京を対象としたフィールドワーク等を通じて、現代の都市空間における課
題の把握、夏期調査に向けた事前学習、秋学期以降のゼミ論文作成のための
準備を行う。
・課題等については、授業内でフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 演習の進め方を説明します。
第 2 回 現代東京に関するフィー

ルドワーク１
現代の東京のおける特徴的な地域の現
地踏査をする。

第 3 回 現代東京に関するフィー
ルドワーク２

現代の東京のおける特徴的な地域の現
地踏査をする。

第 4 回 フィールドワーク振り返
り

フィールドワークの知見を共有する。

第 5 回 文献探索方法 図書館利用に関するガイダンス等の方
法を理解する。

第 6 回 現代の都市課題１ 関心ある都市課題について発表する。
第 7 回 現代の都市課題２ 関心ある都市課題について発表する。
第 8 回 夏季調査企画検討／ゼミ

論文テーマ案検討
夏季調査の候補地の選定をする。

第 9 回 ゼミ論文参考文献の講読 ゼミ論文のテーマに関係する文献を講
読し、その内容を紹介する。

第 10 回 夏季調査企画検討／ゼミ
論文参考文献の講読

ゼミ論文のテーマに関係する文献を講
読し、その内容を紹介する。

第 11 回 ゼミ論文参考文献の講読 ゼミ論文のテーマに関係する文献を講
読し、その内容を紹介する。

第 12 回 夏季合宿調査 夏期合宿地に関する事前調査を行う。
第 13 回 ゼミ論文テーマ検討 ゼミ論文テーマを検討する。
第 14 回 夏期調査準備 調査実施に向けた準備作業を行う
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
演習で指示した文献の通読、担当文献の要約作成、夏期調査の企画検討等は演
習以外の時間での準備が必要となる。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
演習のなかで適宜指示します。
【参考書】
演習のなかで適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
平常点（60 点）、ゼミ内での発言や課題提出などゼミへの貢献度（40 点）
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【その他の重要事項】
複数の地方自治体の現場において、行政と地域住民をつなぐまちづくりコー
ディネーターとして勤務経験を有する教員が地域での実践事例を交えながら、
演習を行う。
【Outline and objectives】
In this seminar, through literature survey and field work, we
understand the background etc for solving the problem in the city.

POL300AC

演習

杉崎　和久

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科科目の中で「行政・地方自治科目群」に属する科目である科目であ
る。演習を通じて、都市空間に関わる現代的な課題について、文献資料や現
地調査等を通じて、社会的背景、システム等の課題等の構造を理解する。
【到達目標】
１）都市空間に関する現代的課題について、その社会的拝見、システム等の
課題を理解すること
２）現代的課題に関する先駆的な取組事例をケーススタディし、さらなる改
善方策を提案すること
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
・授業は原則対面で行う予定であるが、一部リアルタイムオンライン授業など
で行うこともある。
・ゼミ論文の作成のための、研究企画作成、調査実施、論文執筆を進めながら、
演習での指導を行います。
・課題等については、授業内でフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 夏期調査報告書発表 夏期調査報告書内容を共有します
第 2 回 ゼミ論文作成にむけたオ

リエンテーション
ゼミ論文作成のための説明をします

第 3 回 ゼミ論文テーマ検討 ゼミ論文のテーマを決めます
第 4 回 既往研究の収集 テーマに関連する既往研究を収集しま

す
第 5 回 ゼミ論文に関係する論点

整理
既往研究からテーマに関する論点を整
理する

第 6 回 研究企画 研究企画を検討する
第 7 回 調査企画 調査企画を検討する
第 8 回 調査実施 調査を実施する（必要に応じて調査等

の相談をうけます）
第 9 回 調査実施 調査を実施する（必要に応じて調査等

の相談をうけます）
第 10 回 中間発表報告 調査状況の報告をします
第 11 回 論文相談（論文作成） 論文執筆をします（必要に応じて相談

をうけます）
第 12 回 論文相談（論文作成） 論文執筆をします（必要に応じて相談

をうけます）
第 13 回 ゼミ論文提出、発表１ 論文を提出し、発表します
第 14 回 ゼミ論文発表２ 提出した論文の発表をします
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
演習で指示した文献の通読、担当文献の要約作成、夏期調査の企画検討等は演
習以外の時間での準備が必要となる。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
演習のなかで適宜指示します。
【参考書】
演習のなかで適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
平常点（60 点）、ゼミ内での発言や課題提出などゼミへの貢献度（40 点）
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【その他の重要事項】
複数の地方自治体の現場において、行政と地域住民をつなぐまちづくりコー
ディネーターとして勤務経験を有する教員が地域での実践事例を交えながら、
演習を行う。
【Outline and objectives】
In this seminar, through literature survey and field work, we
understand the background etc for solving the problem in the city.
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演習

山本　卓

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
少子高齢化や共働き世帯の増加といった社会変化がもたらす構造的
課題について学びつつ、それらの課題にかかわる地域レベルでの取
り組みを、地域福祉政策の視点を中心に考えていく。地域福祉は、自
治体の政策枠組みで見ると、子育て支援や高齢者の生活支援、ある
いは障害者支援といった広がりを持っている。受講生は、最終的に
は各自の関心分野に当てはめて考えるための視点――その構造的背
景をおさえた上で地域福祉の具体的な活動について考察する視点―
―を学習する。

【到達目標】
１)地域福祉の主体・制度・政策を、それらに関する動向や背景と合
わせて学習する。
２)グループの中で質問、議論する力を高める。
３) 個人ないしグループで調査を企画し、調査内容をプレゼンする
力を向上させる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
　基本的に各回、文献を批判的に読み、小グループないし全体でディ
スカッションをおこなう。映像資料を使った考察や行政機関が作成
する報告書等の読解なども学習に織り交ぜる予定である。ゼミでの
企画として、外部講師からお話しを伺う回を設けることも考えられ
る。秋学期のゼミでは、上記の内容に、個人またはグループでおこ
なう調査報告とその準備が加わる。
　合宿等のゼミ内で企画するイベントについては、実施の有無・時
期・内容について、ゼミの時間も使って検討する。フィードバック
は、ディスカッション、質問、報告の過程でおこなわれる。個別的
な質問には、メール等でも回答する。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション

＆春学期の活動計画
ゼミの狙い等について説明したの
ち、春学期のゼミでの活動の詳細
について議論、計画する。

第 2 回 映像による学習 ゼミのテーマにかかわる具体的な
活動を、映像資料で学習する。

第 3 回 テキストの輪読①：地
域福祉の政策化

『地域福祉政策論』第一章を読む

第 4 回 ゼミ内の企画イベント ゼミ生の親睦を深めるための企画
第 5 回 テキストの輪読②：地

域福祉のガバナンス
『地域福祉政策論』第二章を読む

第 6 回 テキストの輪読③：地
域福祉政策とその財源

『地域福祉政策論』第三章を読む

第 7 回 テキストの輪読④：地
域福祉計画

『地域福祉政策論』第四章を読む

第 8 回 地域福祉計画の事例学
習＆夏休み中の活動
についての話し合い

実際の地域福祉計画を取り上げ、
同計画についてより具体的に学習
する。

第 9 回 テキストの輪読⑤：制
度福祉と地域福祉の連
携

『地域福祉政策論』第五章を読む

第 10回 テキストの輪読⑥：
ソーシャルキャピタル

『地域福祉政策論』第六章を読む

第 11回 テキストの輪読⑦：地
域福祉実践

『地域福祉政策論』第八章を読む

第 12回 テキストの輪読⑧：自
治体の取り組み事例Ⅰ

『地域福祉マネジメント』第七章
を読む

第 13回 テキストの輪読⑨：自
治体の取り組み事例Ⅱ

『地域福祉マネジメント』第八章
を読む

第 14回 テキストの輪読⑩：自
治体の取り組み事例Ⅲ

『地域福祉マネジメント』第九章
を読む

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
次の回に取り上げる文献等を、疑問点の整理と合わせて自分なりに
吸収したうえでゼミに参加するための準備をおこなう。また、個人
やグループでおこなう報告の準備や調査を授業時間外に進めること
がある。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
・新川達郎、川島典子 (編著)『地域福祉政策論』(学文社、2019 年)
・平野隆之『地域福祉マネジメント：地域福祉と包括的支援体制』(有
斐閣、2020 年)

【参考書】
・NHK「地域づくりアーカイブス」（https://www.nhk.or.jp/chiiki/）
・その他、適宜紹介する。

【成績評価の方法と基準】
平常点 100%で評価する。

【学生の意見等からの気づき】
アンケートの対象外。

【学生が準備すべき機器他】
PC やタブレットなどの情報機器とインターネット接続環境。

【その他の重要事項】
秋学期の演習（授業コード： A0460) と合わせて履修することが望
ましい。

【Outline and objectives】
Students can learn community welfare in Japan’s society with
its structual backgrounds such as ageing population and family
changes.
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演習

山本　卓

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
少子高齢化や共働き世帯の増加といった社会変化がもたらす構造的
課題について学びつつ、それらの課題にかかわる地域レベルでの取
り組みを、地域福祉政策の視点を中心に考えていく。地域福祉は、自
治体の政策枠組みで見ると、子育て支援や高齢者の生活支援、ある
いは障害者支援といった広がりを持っている。受講生は、最終的に
は各自の関心分野に当てはめて考えるための視点――その構造的背
景をおさえた上で地域福祉の具体的な活動について考察する視点―
―を学習する。

【到達目標】
１)地域福祉の主体・制度・政策を、それらに関する動向や背景と合
わせて学習する。
２)グループの中で質問、議論する力を高める。
３) 個人ないしグループで調査を企画し、調査内容をプレゼンする
力を向上させる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
　基本的に各回、文献を批判的に読み、小グループないし全体でディ
スカッションをおこなう。映像資料を使った考察や行政機関が作成
する報告書等の読解なども学習に織り交ぜる予定である。ゼミでの
企画として、外部講師からお話しを伺う回を設けることも考えられ
る。秋学期のゼミでは、上記の内容に、個人またはグループでおこ
なう調査報告とその準備が加わる。
　合宿等のゼミ内で企画するイベントについては、実施の有無・時
期・内容について、ゼミの時間も使って検討する。フィードバック
は、ディスカッション、質問、報告の過程でおこなわれる。個別的
な質問には、メール等でも回答する。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション

＆秋学期の活動計画
秋学期のゼミでの活動の詳細につ
いて議論、計画する。

第 2 回 映像による学習 ゼミのテーマにかかわる具体的な
活動を、映像資料で学習する。

第 3 回 ゼミ内の企画イベント ゼミ生の懇親を深める企画の実行
第 4 回 テキストの輪読①　社

会変化
『人口減少と社会保障』第一章を
読む

第 5 回 テキストの輪読②　社
会保障制度

『人口減少と社会保障』第二章を
読む

第 6 回 テキストの輪読③　社
会的孤立

『人口減少と社会保障』第三章を
読む

第 7 回 テキストの輪読④
「全世代型」社会保障

『人口減少と社会保障』第四章を
読む

第 8 回 テキストの輪読⑤　人
口減少への適応

『人口減少と社会保障』第五章を
読む

第 9 回 ゼミ内の企画イベント ゼミ全体での企画とその実行
第 10回 調査報告の最終準備 ゼミ内での調査報告に向けた最終

準備。
第 11回 調査報告　テーマ１ ゼミ生による調査報告と質疑応答

１

第 12回 調査報告　テーマ２ ゼミ生による調査報告と質疑応答
２

第 13回 調査報告　テーマ３ ゼミ生による調査報告と質疑応答
３

第 14回 調査報告　テーマ４ ゼミ生による調査報告と質疑応答
４

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
次の回に取り上げる文献等を、疑問点の整理と合わせて自分なりに
吸収したうえでゼミに参加するための準備をおこなう。また、個人
やグループでおこなう報告の準備や調査を授業時間外に進めること
がある。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
・山崎史郎『人口減少と社会保障：孤立と縮小を乗り越える』(中公
新書、2017 年)

【参考書】
・NHK「地域づくりアーカイブス」（https://www.nhk.or.jp/chiiki/）
・その他、適宜紹介する。

【成績評価の方法と基準】
平常点 100%で評価する。

【学生の意見等からの気づき】
ゲストスピーカーから話を伺う機会を設けることを積極的に検討
する。

【学生が準備すべき機器他】
PC やタブレットなどの情報機器とインターネット接続環境。

【Outline and objectives】
Students can learn community welfare in Japan’s society with
its structual backgrounds such as ageing population and family
changes.
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授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
参加者が主体的に取り組むことによって、政治学や国際政治学に関する知識
や考え方を習得することを目指す。特に中東の政治と宗教について理解する
ことを目指す。同時に問題を発見し解決する能力の向上を目指す。
【到達目標】
文献を丁寧に読み、自分の意見を発表し、論理的な文章を書き、共同で問題
の発見・解決に取り組む、という能力の向上を図ることが目標
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
テーマに関する文献講読、個人＆グループ発表、ディスカッション、チュー
トリアルを行う。
授業の初めに，前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか
取り上げ，全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 春学期の内容についての決定
第 2 回 文献講読 内容紹介と議論
第 3 回 文献講読 内容紹介と議論
第 4 回 文献講読 内容紹介と議論
第 5 回 文献講読 内容紹介と議論同上
第 6 回 ディスカッション

＆チュートリアル
特定テーマに関する議論とレポート

第 7 回 ディスカッション
＆チュートリアル

特定テーマに関する議論とレポート

第 8 回 ディスカッション
＆チュートリアル

特定テーマに関する議論とレポート

第 9 回 ディスカッション
＆チュートリアル

特定テーマに関する議論とレポート

第 10 回 文献講読 内容紹介と議論
第 11 回 文献講読 内容紹介と議論
第 12 回 文献講読 内容紹介と議論
第 13 回 文献講読 内容紹介と議論
第 14 回 総括 ゼミのまとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前に与えられた課題に対応すること、演習で扱う文献に必ず目を通すこと,
新聞などメディアを通じて情報を得ることなど、そしてゼミ終了後にゼミに
おける議論を振り返ることなどを 2 時間程度行うこと。
【テキスト（教科書）】
第一回目に参加者との話し合いで決定する。
【参考書】
必要に応じて紹介する。
【成績評価の方法と基準】
ゼミの課題にたいする対応度
【学生の意見等からの気づき】
アンケートなし
【Outline and objectives】
The fundamental aim of this seminar is followings:
To acquire the basic knowledge and analytical framework of politics and
international politics.
To improve abilities to discover public problems and solve them.
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演習

木村　正俊

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
参加者が主体的に取り組むことによって、政治学や国際政治学に関する知識
や考え方を習得することを目指す。特に中東の政治と宗教について理解する
ことを目指す。同時に問題を発見し解決する能力の向上を目指す。
【到達目標】
文献を丁寧に読み、自分の意見を発表し、論理的な文章を書き、共同で問題
の発見・解決に取り組む、という能力の向上を図ることが目標
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
テーマに関する文献講読、個人＆グループ発表、ディスカッション、チュー
トリアルを行う。
授業の初めに，前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか
取り上げ，全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 秋学期の内容についての決定
第 2 回 グループ報告 グループ毎に研究報告
第 3 回 グループ報告 グループ毎に研究報告
第 4 回 グループ報告 グループ毎に研究報告
第 5 回 グループ報告 グループ毎に研究報告
第 6 回 ディスカッション

＆チュートリアル
ディスカッション＆チュートリアル

第 7 回 ディスカッション
＆チュートリアル

ディスカッション＆チュートリアル

第 8 回 ディスカッション
＆チュートリアル

ディスカッション＆チュートリアル

第 9 回 ディスカッション
＆チュートリアル

ディスカッション＆チュートリアル

第 10 回 個人報告 自分が選んだテーマに関する研究報告
第 11 回 個人報告 自分が選んだテーマに関する研究報告
第 12 回 個人報告 自分が選んだテーマに関する研究報告
第 13 回 個人報告 自分が選んだテーマに関する研究報告
第 14 回 総括 ゼミのまとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前に与えられた課題に対応すること、演習で扱う文献に必ず目を通すこと,
新聞などメディアを通じて情報を得ることなど、そしてゼミ終了後にゼミに
おける議論を振り返ることなどを 2 時間程度行うこと。
【テキスト（教科書）】
第一回目に参加者との話し合いで決定する。
【参考書】
必要に応じて紹介する。
【成績評価の方法と基準】
ゼミの課題にたいする対応度
【学生の意見等からの気づき】
アンケートなし
【Outline and objectives】
The fundamental aim of this seminar is followings:
To acquire the basic knowledge and analytical framework of politics and
international politics.
To improve abilities to discover public problems and solve them.
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　発行日：2021/4/1

POL300AC

演習

犬塚　元

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
ヨーロッパ政治思想史のゼミ。政治学・政治理論・政治思想史に関
連する文献を読んで、ディスカッションすることが、ゼミの基本活
動です。文献読解とディスカッションという方法を通じて政治につ
いて分析することが目的です。対面とオンライン（Zoom 使用）を
組み合わせたハイブリッド型で開講する予定です。

【到達目標】
（１）文献をゆっくり正確に読む。（２）文献にもとづいて検討・討
論する。（３）政治学の古典を丁寧に読解をすることを通じて、政治
学の基礎を学ぶ。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
文献講読とディスカッション。取り扱う文献は、欧米人が書いた文
献を読むことが多くなりますが、基本的に日本語訳を使用します。
古典を読むことは、そんなに容易なことではないので、最初は無理
のないように、ゆっくりスキルアップしていきます。日々の進歩を
実感することはむずかしいはずですが、１年後、２年後には着実に、
読む力、語る力、聞く力、書く力、共存する力のスキルアップを実
感できるようにします。（課題（試験やレポート等）に対するフィー
ドバックは、適宜オンライン、オフラインでおこないます。）

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 はじめに 半期のゼミの予定
2 文献購読１ 文献１の１
3 文献購読２ 文献１の２
4 文献購読３ 文献１の３
5 文献購読４ 文献１の４
6 文献購読５ 文献２の１
7 文献購読６ 文献２の２
8 文献購読７ 文献２の３
9 文献購読８ 文献２の４
10 文献購読９ 文献３の１
11 文献購読１０ 文献３の２
12 文献購読１１ 文献３の３
13 文献購読１２ 文献４の１
14 文献購読１３ 文献４の２

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習は必須であり、読まずに参加するフリーライドはできません。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
受講者と相談して確定します。

【参考書】
受講者と相談して確定します。

【成績評価の方法と基準】
平常点（理解度、ディスカッションへの貢献、100点）。欠席・遅刻・
早退をせずに毎回出席することが成績評価の前提となります。

【学生の意見等からの気づき】
受講者との対話、受講者のあいだの対話を重視します。

【学生が準備すべき機器他】
パソコンと電子通信機器が必要です。

【Outline and objectives】
An introductory seminar to history of political thought.
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　発行日：2021/4/1

POL300AD

地球環境論Ⅰ

授業形式： ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
自然環境と人間との調和・共生を実現するためには、社会の様々な取り組みが
互いに効果を及ぼし合いながら、望ましい状態を目指していけるような環境
政策を進めなければなりません。自然環境政策論Ⅰ（春期）では、対象とな
る自然環境の理解と、人間活動との軋轢に対する基盤的な政策を中心に、ま
た自然環境政策論Ⅱ（秋期）では、様々な課題に対する社会的・国際的な手立
てと、今後の新たな政策の可能性について考究します。
【到達目標】
以下の 3 点について知識と理解を深め、その要点を説明できる力を身に付け
ます。
①日本における自然環境保全へ向けた誘導的・社会的・経済的な取り組みの
考え方とその実際
②諸外国における取組みの事例とその仕組み
③国際条約など国際的な枠組みによる保全
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
「環境影響評価や環境計画などの誘導的・計画的なアプローチ」、「法によらな
い保全事例」、「諸外国における特徴的な保全とその仕組み」、「国際的な枠組み
による保全」、「経済的なアプローチ」、「地域の自然資源の活用とエコツーリ
ズム」について学びます。国内外の実例やエピソードを交えたプレゼンテー
ションにより、知識と解決意識を積み重ね到達目標に向かいます。
また、課題提出後の授業、または学習支援システムにおいて、提出された課
題からいくつかポイントを取り上げ、全体に対してフィードバックを行いま
す。大学の行動方針レベルの変更に応じた授業形態の詳細は学習支援システ
ムでお知らせします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンスと序論 講義の進め方、文明の盛衰と自然環

境、人を動かす概念の進化など
第 2 回 自然との共生と軋轢 日本における動物・水と人との関わ

り、開発と自然保護の対立
第 3 回 環境影響評価 1 環境アセスメントの特徴と手続き、日

本における制度構築の経過
第 4 回 環境影響評価 2 特徴的な仕組みと事例、戦略的環境ア

セスメント
第 5 回 法によらない保全メカニ

ズム
生態学と環境計画、自然環境保全指針
などの地域ビジョン、NPO による取
組事例、協定等の自発的手法

第 6 回 海外の自然環境政策に学
ぶ 1

フランスの地方自然公園とエコミュ
ゼ、ドイツのビオトープ

第 7 回 海外の自然環境政策に学
ぶ 2

イギリスのナショナルトラスト・グラ
ウンドワーク、日本のトラスト活動

第 8 回 海外の自然環境政策に学
ぶ 3

欧州の農業環境政策、環境支払い

第 9 回 国際的な取り組み 1 ラムサール条約、世界遺産条約、生物
多様性条約

第 10 回 国際的な取り組み 2 ワシントン条約と象牙問題の事例
第 11 回 国際的な取り組み 3 世界農業遺産、ジオパーク
第 12 回 生物多様性と経済 企業活動とリスク、認証制度、生態系

サービスへの支払い、生物多様性オフ
セット、自然資本

第 13 回 エコツーリズム エコツーリズムとは、管理型観光と自
主型観光

第 14 回 地域資源の活用 自然の価値を高める経済的な循環事
例、地域づくりに生かす試み

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回の講義で紹介される資料等を使用して必ず予習・復習をします。
毎回のテーマに関わる基礎知識について予習するとともに、講義で抱いた疑
問について毎回の講義後に自主学習によって解決します。また日頃接するメ
ディアや、時折訪ねる自然地や公園などで、自然環境に対する関心を払うよ
う努めます。本授業の準備学習・復習時間は、各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特定のものは使用しません。講義において適宜資料を配布します。

【参考書】
講義において随時紹介します。
【成績評価の方法と基準】
対面授業においては期末試験により評価します（100%）。
【学生の意見等からの気づき】
知識の羅列と詰め込みにならないよう、重要な点を強調し、具体的な事例や
挿話を交えながら、できる限り丁寧に説明し理解を促していきます。
【その他の重要事項】
自然環境政策論Ⅰ（春期）とⅡ（秋期）は内容と視点が異なり、両方で自然環
境政策を網羅するものとしていますので、併せて受講することが望ましいで
す。自然についてより詳しく学習したい人にはサイエンスカフェⅢ（生態学）
（春期）と自然環境論Ⅳ（秋期）の受講を勧めます。また講義改善や理解促進
の目的で、毎回リアクションペーパーを提出してもらいます。
【関連の深いコース】
履修の手引き「D.6専門科目一覧・コース関連科目表」を参照してください。
【実務経験のある教員による授業】
公務員、独立行政法人、民間企業
【Outline and objectives】
In this lecture, students will learn social, international and economic
measures and possibilities of future new policies for nature conservation
and sustainable use of the natural resources.
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　発行日：2021/4/1

POL300AC

演習

犬塚　元

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
ヨーロッパ政治思想史のゼミ。政治学・政治理論・政治思想史に関
連する文献を読んで、ディスカッションすることが、ゼミの基本活
動です。文献読解とディスカッションという方法を通じて政治につ
いて分析することが目的です。対面とオンライン（Zoom 使用）を
組み合わせたハイブリッド型で開講する予定です。

【到達目標】
（１）文献をゆっくり正確に読む。（２）文献にもとづいて検討・討
論する。（３）政治学の古典を丁寧に読解をすることを通じて、政治
学の基礎を学ぶ。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
文献講読とディスカッション。取り扱う文献は、欧米人が書いた文
献を読むことが多くなりますが、基本的に日本語訳を使用します。
古典を読むことは、そんなに容易なことではないので、最初は無理
のないように、ゆっくりスキルアップしていきます。日々の進歩を
実感することはむずかしいはずですが、１年後、２年後には着実に、
読む力、語る力、聞く力、書く力、共存する力のスキルアップを実
感できるようにします。（課題（試験やレポート等）に対するフィー
ドバックは、適宜オンライン、オフラインでおこないます。）

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 はじめに 半期のゼミの予定
2 文献購読１ 文献１の１
3 文献購読２ 文献１の２
4 文献購読３ 文献１の３
5 文献購読４ 文献１の４
6 文献購読５ 文献２の１
7 文献購読６ 文献２の２
8 文献購読７ 文献２の３
9 文献購読８ 文献２の４
10 文献購読９ 文献３の１
11 文献購読１０ 文献３の２
12 文献購読１１ 文献３の３
13 文献購読１２ 文献４の１
14 文献購読１３ 文献４の２

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習は必須であり、読まずに参加するフリーライドはできません。
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
受講者と相談して確定します。

【参考書】
受講者と相談して確定します。

【成績評価の方法と基準】
平常点（理解度、ディスカッションへの貢献、100点）。欠席・遅刻・
早退をせずに毎回出席することが成績評価の前提となります。

【学生の意見等からの気づき】
受講者との対話、受講者のあいだの対話を重視します。

【学生が準備すべき機器他】
パソコンと電子通信機器が必要です。

【Outline and objectives】
An introductory seminar to history of political thought.
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POL300AD

地球環境論Ⅱ

授業形式： ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　環境問題とは人間活動が自然生態系に及ぼす物理的、化学的、生物的な作
用とその反作用です。「何がおきているのか」を理解し、「どうすればよいの
か」を考えるためには，科学知識が欠かせません。環境科学Ⅰでは比較的狭
い地域に発生する問題について、環境科学Ⅱでは地球規模や国境を超える問
題について、環境科学Ⅲでは資源の問題について論じ、受講生諸君が環境問
題の発生メカニズムと対処法に関する科学の基礎を習得することを目指しま
す。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかだけを履修してもかまいません。
【到達目標】
　以下の環境問題の発生メカニズムと対策技術の基礎を理解することを目標
とします。
　・人口増加のパターンと要因
　・オゾンホールが南極上空にできるメカニズム
　・気候変動のメカニズムと緩和策、適応策
　・気候変動をめぐる社会
　・越境大気汚染の原因と対策
　・中国の資源と環境
　・環境国際協力
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
　テキスト（下記参照）とパワーポイントを用いて講義を行います。テキス
トに記載していない事項については資料を配布します。配布資料は，原則と
して授業支援システムにアップしますので、事前にダウンロードしてくださ
い。講義の終わりに理解度をチェックするためのミニテストを実施します。
　課題提出後の授業、または学習支援システムにおいて、提出された課題から
いくつかポイントを取り上げ、全体に対してフィードバックを行います。大
学の行動方針レベルの変更に応じた授業形態の詳細は学習支援システムでお
知らせします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション、人

口
国際環境政策の難しさ、人口増加のメ
カニズム、都市人口

第 2 回 オゾン層・その１（第７
章）

紫外線、フロンガス

第 3 回 オゾン層・その２（第７
章）

オゾン層破壊のメカニズム、オゾン層
保護対策

第 4 回 気候変動・その１（第８
章）

ＩＰＣＣ、二酸化炭素の温室効果

第 5 回 気候変動・その２（第８
章）

二酸化炭素の循環、気候予測、温暖化
の影響

第 6 回 気候変動・その３（第８
章）

国際交渉の歴史、パリ協定

第 7 回 気候変動・その４（第８
章）

緩和策

第 8 回 気候変動・その５（第８
章）

適応策

第 9 回 越境汚染（第９章） 酸性雨の化学、光化学オキシダント、
プラスチックごみ

第 10 回 中国の環境と資源・その
１（第１１章）

人口，食料と水資源

第 11 回 中国の環境と資源・その
２（第１１章）

エネルギー、公害、政策

第 12 回 環境国際協力 開発途上国の現状、環境プロジェクト
とセーフガード・ポリシー

第 13 回 環境国際協力 事例研究
第 14 回 まとめ 全体のまとめと復習
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　毎回の講義で紹介される資料等を使用して復習してください。
　授業計画、テーマにカッコ内でテキストの該当する章を示しました。これ
をあらかじめ読んでから受講してください。本授業の準備学習・復習時間は、
各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　藤倉良・藤倉まなみ　『文系のための環境科学入門』　有斐閣コンパクト

【参考書】
　講義中に指定します。
【成績評価の方法と基準】
成績評価は授業後の小テストによる出席 (50%)と期末試験（50%)で行います。
【学生の意見等からの気づき】
　中学卒業程度の理科の知識を前提に講義しますが、高校卒業以上の物理の
知識が必要となる講義もあります。その場合にも、極力、平易な解説を試み
ます。
【学生が準備すべき機器他】
　特にありません。
【関連の深いコース】
履修の手引き「D.6専門科目一覧・コース関連科目表」を参照してください。
【実務経験のある教員による授業】
　担当教員は環境庁（現環境省）で土壌汚染対策や悪臭対策、国際環境協力
等を担当した他、環境基本法の立法にも関与してきました。その当時の経験
等を踏まえて講義を進めます。
【Outline and objectives】
Environmental problems are physical, chemical and biological con-
sequences and reactions on natural ecosystems caused by human
activities. In order to understand "what is happening" and "what
should be done", scientific knowledge is indispensable. In this lecture,
students will learn the basics of science regarding mechanisms and
countermeasures of environmental problems such as climate change,
ozone layer protection, acid rain and resource and environmental
problems in China.
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POL300AC

演習

水野　和夫

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　 21 世紀の現在、世界で起きていること、たとえば、デフレ、ゼロ金利、エ
イズ、SARS、MARS、新型インフルなどの「新種の感染症新時代」などどれ
も、近代にとってみれば「例外状況」である。例外状況においてこそ物事（こ
こでは資本主義）の本質が現れるのだから、21 世紀の現在はまさに研究テー
マとしてふさわしいといえよう。同時に、近代の本質をとらえるには政治と
経済を一体化して考察が必要となる。
　資本主義とグローバリゼーションや民主主義の関係を考え、資本主義が高
度に発達した 21 世紀におきてなぜ貧困や不平等問題が生じるかなどについて
研究し、現実の世界で見える現象の水面下でどういった構造変化が起きてい
るかと学ぶことができる。
　演習の目的は春学期、秋学期とも同じ。
【到達目標】
　ゼミの 2 年間での到達目標は、「近代とはいかなる時代か？」を理解するこ
とによって、近代の次に来るであろう 21 世紀のシステムはどの方向に向かう
かをある程度予想することが可能となる。
　目に見える現象の水面下でどういった構造変化が起きているかに関して、説
明できる唯一の理論は存在しないものの、筋道をたたて考察することによっ
て、その構造変化を引き起こしている原動力は何かを見つけることができる。
そうすることで、新しい時代にどう対処すればいいのか判断能力を養うこと
ができる。
　到達目標は春学期・秋学期を通じて同じ。　
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　講義とグループごとの発表、そして活発な質疑応答。
　まず、下記【授業計画】①～④の論文を読んで、21 世紀の経済現象をとら
えるための基本的な枠踏みを把握する。その後、利子および資本の本質を考
え、現在のゼロ金利は何を意味しているのかを考察する。
　サブゼミ（自主ゼミ）を導入し、（1）17 世紀の資本論（『ヴェニスの商人』）、
（2）19 世紀の資本論（マルクス）、（3）20 世紀の資本論（ケインズ）につい
て、資本をどのようにとらえたかを考察する。
　授業の初めに，前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつ
か取り上げ，全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ゼミの進め方を説明 下記①～④の論文の発表、『21 世紀の

資本』の各章の発表グループを決定
第 2 回 ①「収拾のつかぬ方へ」

（エルスナ―他）、
世界史は「蒐集」の歴史

第 3 回 ②「現代帝国主義の国際
法的諸形態」（カール・
シュミット）

支配と非支配の正当性、債権国と債務
国

第 4 回 ③「歴史における危機」
（ブルクハルト）

歴史の危機における金利の推移、21
世紀と、過去 3 回の「歴史の危機」と
の比較

第 5 回 ④「わが孫たちの経済的
可能性」（ケインズ）

ゼロ金利の意味、貨幣愛の

第 6 回 『21 世紀の資本』はじめ
に、第 1 章

防止策所得と産出経済成長──幻想と
現実

第 7 回 『21 世紀の資本』第 2
章、3 章

資本の変化

第 8 回 『21 世紀の資本』第 5 章 長期的に見た資本／所得比率、3 年生
ゼミ論の演題と構成の発表（3 人前後）

第 9 回 『21 世紀の資本』第 6 章 21 世紀における資本と労働の分配、3
年生ゼミ論の演題と構成の発表（3 人
前後）

第 10 回 『21 世紀の資本』第 7 章 格差と集中──予備的な見通し、3 年
生ゼミ論の演題と構成の発表（3 人前
後）

第 11 回 『21 世紀の資本』第 10
章資本所有の格差

『ベニスの商人』（DVD 鑑賞）

第 12 回 ⑤イーグルトン「ヴェニ
スの商人」『シェイクスピ
ア　言語・欲望・貨幣』

⑥本橋哲也「シャイロックの財産はど
こへ」（第 2 章）『本当はこわいシェィ
クスピア　〈性〉と〈植民地〉の渦中
へ』

第 13 回 ⑦岩崎宗治「〈運命の女
神〉と資本主義の結婚」
（第 3 章）『シェイクスピ
アの文化史　社会・演
劇・イコノロジー』名古
屋大学出版会、2002 年

シャイロックとポーシャ・アントニ
オーニについて、議論契約重視か慈悲
か

第 14 回 春学期のまとめ 夏合宿の準備
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間が理想であるが、とくにプレゼンの
準備をしっかりすること。
【テキスト（教科書）】
「収拾つかぬ方へ（序論）」、『蒐集』ジョン・エルスナー/ロジャー・カーディ
ナル編、原書 1994、高山宏/富島美子/浜口稔訳、1998、研究社）
「現代帝国主義の国際法的法的諸形態（1932）」、『カール・シュミット著作集
　Ⅰ』（2007）長尾龍一訳、慈学社出版
「歴史における危機（第 4 章）」、『世界史的考察』（ヤーコプ・ブルクハルト、
1868 年、ちくま学芸文庫、新井靖一訳、2009）
「わが孫たちの経済的可能性」（1930 年）『ケインズ全集　 9 　説得論集』宮
崎義一訳、東洋経済新報社、1981）
『21 世紀の資本』（ピケティ、みすず書房）
イーグルトン「ヴェニスの商人」（第 3 章）『シェィクスピア　言語・欲望・
貨幣』大橋洋一訳、平凡社、2013 年
本橋哲也「シャイロックの財産はどこへ」（第 2 章）『本当はこわいシェィク
スピア　〈性〉と〈植民地〉の渦中へ』　講談社選書メチエ、2004 年
岩崎宗治「〈運命の女神〉と資本主義の結婚」（第 3 章）『シェイクスピアの文
化史　社会・演劇・イコノロジー』名古屋大学出版会、2002 年
【参考書】
『資本主義の終焉と歴史の危機』（水野和夫、集英社新書）
『閉じてゆく帝国と逆説の 21 世紀経済』（水野和夫、集英社新書）
【成績評価の方法と基準】
プレゼンの発表内容（50 ％）と、質問の頻度（50 ％）で評価
【学生の意見等からの気づき】
毎時間、最後の 15 分間程度使って、ゼミの望ましいあり方を議論し、改善し
ていく。
【学生が準備すべき機器他】
授業支援システムを通じて、レジメをダウンロードできる機器を準備。
【その他の重要事項】
内閣府および内閣官房での実務経験がある教員が、政府月例経済報告、経済
財政白書などで養った経済分析、および政策立案のプロセスなどを演習で解
説する。
【Outline and objectives】
This course introduces the cause of deflation and zero interest rate, and
effect of globalization, and the problem of povery to students taking this
course.
Student can consider the pluses and minuses of Capitalism in the 21st
century and a subject modern society.
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POL300AC

演習

水野　和夫

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　 21 世紀の現在、世界で起きていること、たとえば、デフレ、ゼロ金利、エ
イズ、SARS、MARS、新型インフルなどの「新種の感染症新時代」などどれ
も、近代にとってみれば「例外状況」である。例外状況においてこそ物事（こ
こでは資本主義）の本質が現れるのだから、21 世紀の現在はまさに研究テー
マとしてふさわしいといえよう。同時に、近代の本質をとらえるには政治と
経済を一体化して考察が必要となる。
　資本主義とグローバリゼーションや民主主義の関係を考え、資本主義が高
度に発達した 21 世紀におきてなぜ貧困や不平等問題が生じるかなどについて
研究し、現実の世界で見える現象の水面下でどういった構造変化が起きてい
るかと学ぶことができる。
　演習の目的は春学期、秋学期とも同じ。
【到達目標】
　ゼミの 2 年間での到達目標は、「近代とはいかなる時代か？」を理解するこ
とによって、近代の次に来るであろう 21 世紀のシステムはどの方向に向かう
かを理解できる。
　目に見える現象の水面下でどういった構造変化が起きているかに関して、説
明できる唯一の理論は存在しないものの、筋道をたたて考察することによっ
て、その構造変化を引き起こしている原動力は何かを見つけることができる。
　 3 年生はゼミ論の作成にとりかかり、論文を書く能力を身につけることが
できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　授業の初めに，前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつ
か取り上げ，全体に対してフィードバックを行う。
　講義とグループごとの発表、そして活発な質疑応答。
　まず、下記①～④の論文を読んで、帝国とグローバリゼーションの関係に
ついて考察する。
　つぎに、10～11 月にかけて、近刊書を輪読し、ゼロ金利や米中新冷戦の背
景を考察する。
　 12 月は『サド侯爵夫人』（第 2 幕）を読み、21 世紀は近代が続いている
のか、あるいはポスト近代の時代に入っているのかを考える。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 秋学期の目標について 下記①～④の論文、近刊書の発表グ

ループを決定
第 2 回 帝国とは ①「『帝国』とは何か」（第 1 章）『帝国

の研究　―原理・類型・関係̶』（山本
有造編、名古屋大学出版会、2003 年）
②「帝国の表彰」（松浦寿輝）山内昌之
他編（1997）『帝国とは何か』岩波書店

第 3 回 近代とは ③「序論」『近代とはいかなる時代
か？ 　モダニティの帰結』（アンソ
ニー・ギデンズ、而立書房、松尾精
文/小幡正敏訳、原著 1990、1993）
④「グローバリゼーションと領域民主
主義（第 1 章）、『変容する民主主義　
グローバル化の中で』（A．マッグルー
【編】、1997 原著、松下冽【監訳】、日
本経済評論社、2003）

第 4 回 はじめに（近刊書、署名
未定）

第 1 章「ゼロ金利と『蒐集』」第 1 節
「蒐集の歴史の終わりを意味するゼロ
金利」

第 5 回 第 2 節「崩壊寸前の米国
社会」

第 3 節「21 世紀の『歴史の危機』」

第 6 回 第 2 章第 1 節「13 世紀
『商人の時代』になにが起
きたのかー中世のグロー
バリゼーション」

3 年生ゼミ論中間発表（3 名前後）

第 7 回 第 2 章第 2 節「グローバ
リゼーションと新自由主
義」

3 年生ゼミ論中間発表（3 名前後）

第 8 回 第 2 章第 3 節「債権国
VS. 債務国」所得収支の
重要性

3 年生ゼミ論中間発表（3 名前後）

第 9 回 第 3 章「利子と資本」
第 1 節「利子の根拠はど
こにあるのか」

時差説と搾取説

第 10 回 第 3 章第 2 節「不正なも
のは有用であり、公平な
ものは有用でない」のは
なぜか

資本は「石か種子か」（ラ・フォンテー
ヌ「財産を失った守銭奴」、トルスト
イ『ホルストメール』）

第 11 回 第 3 章 3 節「消費と投資
どちらを重視すべきか」

「毎日の生活を充実させるか vs. 将来
に備えるのか」

第 12 回 終章「21 世紀の日本の課
題」－国家債務、経常収
支、エネルギー問題の関
連性

ケインズの「明日のことなど心配しな
くていい社会」とは

第 13 回 近代とは（サブゼミのま
とめ）

『サド侯爵夫人』（第 2 幕）を題材に近
代、ポスト近代を考える―ルネかモン
トルイユ夫人か

第 14 回 2 年間のまとめ（3 年生） 3 年生ゼミ論最終発表
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間が理想であるが、とくにプレゼンの
準備をしっかりすること。
【テキスト（教科書）】
「『帝国』とは何か」（第 1 章）『帝国の研究　―原理・類型・関係̶』（山本有
造編、名古屋大学出版会、2003 年）
「帝国の表彰」（松浦寿輝）山内昌之他編（1997）『帝国とは何か』岩波書店
「序論」『近代とはいかなる時代か？ 　モダニティの帰結』（アンソニー・ギデ
ンズ、而立書房、松尾精文/小幡正敏訳、原著 1990、1993）
「グローバリゼーションと領域民主主義（第 1 章）、『変容する民主主義　グ
ローバル化の中で』（A．マッグルー【編】、1997 原著、松下冽【監訳】、日本
経済評論社、2003）
【参考書】
『資本主義の終焉と歴史の危機』（水野和夫、集英社新書）
【成績評価の方法と基準】
プレゼンの発表内容（50 ％）と、質問の頻度（50 ％）で評価
【学生の意見等からの気づき】
毎時間、最後の 15 分間程度使って、ゼミの望ましいあり方を議論し、改善し
ていく。
【学生が準備すべき機器他】
授業支援システムを通じて、レジメをダウンロードできる機器を準備。
【その他の重要事項】
内閣府および内閣官房での実務経験がある教員が、政府月例経済報告、経済
財政白書などで養った経済分析、および政策立案のプロセスなどを演習で解
説する。
【Outline and objectives】
This course introduces the cause of deflation and zero interest rate, and
effect of globalization, and the problem of povery to students taking this
course.
Student can consider the pluses and minuses of Capitalism in the 21st
century and a subject modern society.
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POL300AC

演習

明田川　融

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　「政治」という営みを理解する方法は多様ですが、本演習では人物に着目
します。学生は、近代の政治指導者による政治課題への取り組みを跡づける
作業をつうじて、政治の理解に近づきます。
【到達目標】
　「政治」という営みを理解する方法は、制度に着目するやり方や過程に着目
するやり方など多様です。このゼミでは人物に着目しようと思います。参加
学生は、近代の日本の宰相が、具体的にどのような政治課題に取り組み、何
を実現し、何を実現し得なかったのかを考察する作業をつうじて、政治とい
うものの理解に少しでも近づくことを目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　さしあたりゼミでは、参加学生の関心が高い（と思われる）以下の宰相た
ちを取りあげて考察を加えて生きたいと考えています。そのさい、あらかじ
め決められた報告者によるレポートとそれをめぐる参加学生による討論が授
業の生命線となります。
　第 2 回目以降、授業のはじめに、前回授業で教員がだした課題に対する個々
の受講生の解答からいくつか取りあげ、受講生全体に対するフィードバック
を行う。
　なお、大学の行動方針レベルが 2 となった場合、この授業は原則としてオ
ンラインで行う。詳細は学習支援システムで伝達する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 担当教員による授業のテーマおよび内

容の説明
第 2 回 ゼミ 大久保利通とその政策課題
第 3 回 ゼミ 伊藤博文・山県有朋とその政策課題
第 4 回 ゼミ 松方正義とその政策課題
第 5 回 ゼミ 大隈重信とその政策課題
第 6 回 ゼミ 西園寺公望・桂太郎とその政策課題
第 7 回 ゼミ 原敬とその政策課題
第 8 回 ゼミ 高橋是清とその政策課題
第 9 回 ゼミ 加藤高明・若槻礼次郎・浜口雄幸とそ

の政策課題
第 10 回 ゼミ 犬養養とその政策課題
第 11 回 ゼミ 近衛文麿とその政策課題
第 12 回 ゼミ 米内光政とその政策課題
第 13 回 ゼミ 東條英機とその政策課題
第 14 回 ゼミ 鈴木貫太郎とその政策課題
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　ゼミで報告者がレポートを行う文献の当該箇所をあらかじめ読んでおき、そ
の内容を把握し、質問や論点を整理して授業に望むことが望ましい。受講者
は、授業実施期間を通して、各々が適当と判断する時間の授業時間外学修が
必要となる。参考までに、大学設置基準によれば、この授業の準備学習・復習
時間は各 2 時間が標準となる。
【テキスト（教科書）】
　特定の教科書はとくに用いません。授業で取りあげる政治家ごとに適宜に
指示します。
【参考書】
　政策領域が外交に限定されるものの、さしあたり、佐道明広・服部龍二・小
宮一夫編著『人物で読む近代日本外交史―大久保利通から広田弘毅まで―』吉
川弘文館、2008 年をあげておきます。
【成績評価の方法と基準】
　出席とゼミでの報告や討議の状況を主な内容とする平常点のみ（100 ％）。
【学生の意見等からの気づき】
　ごく少人数による授業という性格上、アンケートは実施せず。したがって
特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　学習支援システムやオンラインによる授業に参加できるような機器および
ネット環境
【その他の重要事項】
　重要なお知らせ（2021 年 2 月 9 日）

　新型コロナ禍により、授業の開始日や方法等につき重要な連絡がなされる
可能性がありますので、受講生は本 Web シラバスおよび学習支援システムを
小マメにチェックするようにしてください。
　重要なお知らせ（2021 年 3 月 16 日）
　大学の行動方針レベルが 2 となった場合、この授業は原則としてオンライ
ンで行う。詳細は学習支援システムで伝達する。　
【Outline and objectives】
　 There are various ways to understand ’politics.’ In this seminar, we
forcus on the political leaders of the modern Japan. Students consider
that the leaders coped with political issues. And through that work,
students approach the understanding of politics.
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POL300AC

演習

明田川　融

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　「政治」という営みを理解する方法は多様ですが、本演習では人物に着目
します。学生は、現代の政治指導者による政治課題への取り組みを跡づける
作業をつうじて、政治の理解に近づきます。
【到達目標】
　「政治」という営みを理解する方法は、制度に着目するやり方や過程に着目
するやり方など多様です。このゼミでは人物に着目しようと思います。参加
学生は、現代の日本の宰相が、具体的にどのような政治課題に取り組み、何
を実現し、何を実現し得なかったのかを考察する作業をつうじて、政治とい
うものの理解に少しでも近づくことを目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　さしあたりゼミでは、参加学生の関心が高い（と思われる）以下の宰相た
ちを取りあげて考察を加えて生きたいと考えています。そのさい、あらかじ
め決められた報告者によるレポートとそれをめぐる参加学生による討論が授
業の生命線となります。
　また秋学期は、とりあげた宰相たちとからめながら、適宜に戦後（と必要
なかぎり戦前も含む）の政党政治について、学習したいと思います。できれ
ば、これまで殆ど研究蓄積のない沖縄の政党についても、その組織・人物・歴
史にそくして学びたいと考えています。
　上記に関連して、昨年度は学生の学習関心が沖縄基地問題をめぐる政治・外
交史へと向き、そのような主題を扱った文献を精読し、また、沖縄県議会議
員さんをオンライン授業にお招きしてお話をうかがい、質疑応答を交わすと
いった新たな試みも行いました。今年度もそうした内容を授業に取り入れて
いきたいと考えています。
　第 2 回目以降、授業のはじめに、前回授業で教員がだした課題に対する個々
の受講生の解答からいくつか取りあげ、受講生全体に対するフィードバック
を行う。
　なお、大学の行動方針レベルが 2 となった場合、この授業は原則としてオ
ンラインで行う。詳細は学習支援システムで伝達する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 春学期の総括と秋学期授業テーマ・内

容の説明
第 2 回 ゼミ 片山哲・芦田均とその政策課題
第 3 回 ゼミ 吉田茂とその政策課題
第 4 回 ゼミ 鳩山一郎とその政策課題
第 5 回 ゼミ 石橋湛山とその政策課題
第 6 回 ゼミ 岸信介とその政策課題
第 7 回 ゼミ 池田勇人とその政策課題
第 8 回 ゼミ 佐藤栄作とその政策課題
第 9 回 ゼミ 田中角栄とその政策課題
第 10 回 ゼミ 三木武夫・福田赳夫とその政策課題
第 11 回 ゼミ 大平正芳とその政策課題
第 12 回 ゼミ 中曽根康弘とその政策課題
第 13 回 ゼミ 竹下登・橋本龍太郎とその政策課題
第 14 回 ゼミ 小泉純一郎とその政策課題
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　ゼミで報告者がレポートを行う文献の当該箇所をあらかじめ読んでおき、そ
の内容を把握し、質問や論点を整理して授業に望むことが望ましい。受講者
は、授業実施期間を通して、各々が適当と判断する時間の授業時間外学修が
必要となる。参考までに、大学設置基準によれば、この授業の準備学習・復習
時間は各 2 時間が標準となる。
【テキスト（教科書）】
　特定の教科書はとくに用いません。授業で取りあげる政治家ごとに適宜に
指示します。
【参考書】
　政策領域が外交に限定されるものの、さしあたり、佐道明広・服部龍二・小
宮一夫編著『人物で読む現在日本外交史―近衛文麿から小泉純一郎まで―』吉
川弘文館、2008 年をあげておきます。
【成績評価の方法と基準】
　出席とゼミでの報告や討議の状況を主な内容とする平常点のみ（100 ％）。

【学生の意見等からの気づき】
　ごく少人数による授業という性格上、アンケートは実施せず。したがって
特になし。
【学生が準備すべき機器他】
　学習支援システムやオンラインによる授業に参加できるような機器および
ネット環境
【その他の重要事項】
　重要なお知らせ（2021 年 2 月 9 日）
　新型コロナ禍により、授業の開始日や方法等につき重要な連絡がなされる
可能性がありますので、受講生は本 Web シラバスおよび学習支援システムを
小マメにチェックするようにしてください。
　重要なお知らせ（2021 年 3 月 16 日）
　大学の行動方針レベルが 2 となった場合、この授業は原則としてオンライ
ンで行う。詳細は学習支援システムで伝達する。
【Outline and objectives】
　 There are various ways to understand ’politics.’ In this seminar, we
forcus on the political leaders of the post-war Japan. Students consider
that the leaders coped with political issues. And through that work,
students approach the understanding of politics.

— 321 —



　発行日：2021/4/1

POL300AC

演習

新川　敏光

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
今日の政治における様々な課題を取り上げ、文献講読および演習参加者の個
人研究によって学習する。
【到達目標】
講読および個別研究によって、より深い政治理解を得る。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
授業は、文献の講読・報告・討論によって進められる。各人の報告について
は、毎回コメントを行い、クラス全体で議論を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 講読① 文献の講読
第 2 回 講読② 同上
第 3 回 講読③ 同上
第 4 回 講読④ 同上
第 5 回 講読⑤ 同上
第 6 回 講読⑥ 同上
第 7 回 講読⑦ 同上
第 8 回 講読⑧ 同上
第 9 回 講読⑨ 同上
第 10 回 報告① 三年生の個人研究報告
第 11 回 報告② 三年生の個人研究報告＋二年生の個人

研究テーマの発表
第 12 回 報告③ 二年生の個人研究テーマ発表
第 13 回 報告④ 同上
第 14 回 まとめ 全体の講評と夏休みの課題決定
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
文献を予め読み、報告を担当する場合は原稿を作成すること、最終的には個
人研究をレポートにまとめること。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間
を標準とする。
【テキスト（教科書）】
テーマごとに複数の文献を用いる。基本的には新書レベルのものを考えている。
【参考書】
文献を随時紹介する。
【成績評価の方法と基準】
平常点（４０％）、報告（３０％）、レポート（３０％）
【学生の意見等からの気づき】
随時学生からの意見や要望を聞き、それに応えられるように授業内容や進行
に修正を加えている。
【学生が準備すべき機器他】
特になし
【その他の重要事項】
対面授業を予定しているが、今後の状況次第では、ズームに移行することも
ありえる。告知は、すべて学習支援システムを通じて行うので、登録を忘れ
ないようにすること。
【Outline and objectives】
This class aims to learn and understand various issues in real politics.

POL300AC

演習

新川　敏光

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
前期同様、文献講読と個人研究報告を行う。

【到達目標】
講読及び個人研究によって現実性への理解を深める。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
授業は、講読・報告・討論によって進められる。各人の報告につい
ては、毎回コメントを行い、クラス全体で議論を行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 報告① 三年生の発表
第 2 回 報告② 同上
第 3 回 講読① 文献講読
第 4 回 講読② 同上
第 5 回 講読③ 同上
第 6 回 報告① 二年生の研究報告同上
第 7 回 報告② 同上
第 8 回 報告③ 同上
第 9 回 各種活動① 関連する映画鑑賞、施設訪問等
第 10回 講読④ 文献講読
第 11回 講読⑤ 同上
第 12回 修了論文報告① 三年生の修了論文発表会
第 13回 修了論文報告② 二年目の演習参加者の修了論文公

表会
第 14回 まとめ 修了論文の最終提出

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
文献を事前に読み、報告担当の場合は事前にレジュメを準備し、最
終的にはレポートを作成すること。本授業の準備学習・復習時間は
各 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
複数のテキストを用いる予定であるが、基本的には新書レベルのも
のを考えている。　

【参考書】
教科書を補足する文献を随時紹介する。

【成績評価の方法と基準】
平常点（４０%）、報告（３０％）、レポート（３０％）

【学生の意見等からの気づき】
講読と報告を基本としているが、演習参加者の要望に基づき、随時
各種活動を取り入れる。

【学生が準備すべき機器他】
特になし

【その他の重要事項】
対面授業を予定しているが、今後の状況次第では、ズームに移行す
ることもありえる。告知は、すべて学習支援システムを通じて行う
ので、登録を忘れないようにすること。
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【Outline and objectives】
This class aims to learn and understand various issues in real
politics.

POL300AC

演習

油本　真理

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本ゼミでは非・民主主義体制の統治や動員メカニズム、政治体制の
変動（民主化・権威主義体制への移行など）、民主主義体制の強みと
問題点などについて検討する。

【到達目標】
(1)民主主義体制および非・民主主義体制、また政治変動に関する諸
理論を自分なりに整理し、説明することができる。(2)各自が関心を
持った国の政治体制について既存の議論を踏まえて分析できる。(3)
議論や論文作成の技術を習得する。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
演習形式で行う。授業内での受講者の報告・コメント・グループディ
スカッションの成果発表等に対してはその場でフィードバックを行
う。また、課題・レポートに対しては講評・相互閲覧の機会を設ける。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 ガイダンス 演習のテーマ、目的、方法などの

説明
2 文献講読① 文献の要約・論点提起と全体討論
3 文献講読② 文献の要約・論点提起と全体討論
4 文献講読③ 文献の要約・論点提起と全体討論
5 文献講読④ 文献の要約・論点提起と全体討論
6 文献購読⑤ 文献の要約・論点提起と全体討論
7 文献講読⑥ 文献の要約・論点提起と全体討論
8 文献講読⑦ 文献の要約・論点提起と全体討論
9 文献講読⑧ 文献の要約・論点提起と全体討論
10 文献講読⑨ 文献の要約・論点提起と全体討論
11 文献講読⑩ 文献の要約・論点提起と全体討論
12 文献講読⑪ 文献の要約・論点提起と全体討論
13 文献講読⑫ 各自の構想発表に基づきレポート

執筆にむけた議論
14 まとめ 半期の総括

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
課題文献は必ず事前に読み、疑問点やコメントをまとめる。また、各
自が関心のあるテーマについて関連する文献を読み、レポート執筆
に向けた準備を進める。したがって、本授業は十分な準備・復習を
必要とする。

【テキスト（教科書）】
受講者の関心に合わせて決定する。

【参考書】
受講者の関心に合わせてテーマ別に参考書を指定する。

【成績評価の方法と基準】
平常点（100％）。演習への貢献度、課題への取り組みなどを総合的
に評価する。

【学生の意見等からの気づき】
早い段階から自分なりの問題関心を見つけられるように工夫する。

— 323 —



　発行日：2021/4/1

【その他の重要事項】
欠席・遅刻の場合は必ず事前に教員に連絡すること。3 回を超えて
欠席した場合は成績評価の対象としない。

【Outline and objectives】
This seminar will explore the nature of democratic and
non-democratic regimes. Its central topics will include
governance and mobilization in non-democratic regimes,
mechanism behind regime change (democratization, collapse
of democracy etc), and the strengths and weaknesses of
democracy. Students are required to deliver presentations,
actively participate in discussion, and submit research papers.

POL300AC

演習

油本　真理

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本ゼミでは非・民主主義体制の統治や動員メカニズム、政治体制の
変動（民主化・権威主義体制への移行など）、民主主義体制の強みと
問題点などについて検討する。

【到達目標】
(1)民主主義体制および非・民主主義体制、また政治変動に関する諸
理論を自分なりに整理し、説明することができる。(2)各自が関心を
持った国の政治体制について既存の議論を踏まえて分析できる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
演習形式で行う。授業内での受講者の報告・コメント・グループディ
スカッションの成果発表等に対してはその場でフィードバックを行
う。また、課題・レポートに対しては講評・相互閲覧の機会を設ける。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 ガイダンス 春学期の振り返り、文献情報の共

有
2 構想発表 ゼミ論文の構想発表と質疑応答
3 文献講読① 文献の要約・論点提起と全体討論
4 文献講読② 文献の要約・論点提起と全体討論
5 文献講読③ 文献の要約・論点提起と全体討論
6 文献講読④ 文献の要約・論点提起と全体討論
7 中間報告 ゼミ論文の中間報告と質疑応答
8 文献講読⑤ 文献の要約・論点提起と全体討論
9 文献講読⑥ 文献の要約・論点提起と全体討論
10 文献講読⑦ 文献の要約・論点提起と全体討論
11 文献講読⑧ 文献の要約・論点提起と全体討論
12 ゼミ論文発表① ゼミ論文の内容発表と討論
13 ゼミ論文発表② ゼミ論文の内容発表と討論
14 まとめ 半期の総括

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
課題文献は必ず事前に読み、疑問点やコメントをまとめる。また、
各自が関心のあるテーマについてのレポートを執筆する。したがっ
て、本授業は十分な準備・復習を必要とする。

【テキスト（教科書）】
受講者の関心に合わせて決定する。

【参考書】
受講者の関心に合わせてテーマ別に参考書を指定する。

【成績評価の方法と基準】
平常点（100 ％）。演習への貢献度、ゼミ論文などを総合的に評価
する。

【学生の意見等からの気づき】
早い段階から自分なりの問題関心を見つけられるように工夫する。

【その他の重要事項】
欠席・遅刻の場合は必ず事前に教員に連絡すること。3 回を超えて
欠席した場合は成績評価の対象としない。
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【Outline and objectives】
This seminar will explore the nature of democratic and
non-democratic regimes. Its central topics will include
governance and mobilization in non-democratic regimes,
mechanism behind regime change (democratization, collapse
of democracy etc), and the strengths and weaknesses of
democracy. Students are required to deliver presentations,
actively participate in discussion, and submit research papers.

BSP100AD

Hosei Oxford Programme

溝口　修平

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この授業は本来、春学期の土曜３・４限に行う事前研修と夏休み期間中に
海外で行う英語研修を組み合わせた授業ですが、2021 年度は海外での英語研
修は行わず、春学期と秋学期の土曜３限に行う授業によって、受講生の英語
でのコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を向上させることを
目的とします。
【到達目標】
　受講生の英語でのコミュニケーション能力を向上させることがこの授業の
第１の目標です。この授業では、受講生全員に英語でプレゼンテーションを
行わせることによって、人前で英語で何かについて話すことに対する抵抗感
を減らすことをまず目指します。また大学在学中だけでなく、卒業後も役に
立つプレセンテーション能力を身につけてもらうことを第２の目標とします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　受講生は、各自でプレゼンテーションのテーマを設定し、最終的に自分で調
べた内容を英語で発表します。春学期の授業では、まずテーマの設定や、設定
したテーマについての情報の収集のしかたや収集した情報の分析方法につい
てアドバイスします。その後、それぞれ設定したテーマに関して調査を行い、
その成果を日本語で発表します。秋学期には、ネイティブ・スピーカによる
指導を受けながら、英語でプレゼンテーションをするための準備を行い、最
終的には全員が英語で発表します。日本語、英語のプレゼンテーションに対
し、担当教員が講評を行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 オリエンテーション 授業の進め方についての説明
2 プレゼンテーションの

テーマ設定
各受講者に、自分で調査を行うテーマ
を決めてもらいます。

3 プレゼンテーションの基
礎 (1)

プレゼンテーションを行う上で注意す
べき点について学びます。

4 プレゼンテーションの基
礎 (2)

各受講者に、プレゼンテーションの
テーマとそのテーマを選んだ理由につ
いて、説明してもらいます。

5 情報収集とプレゼンテー
ション時の情報の出所の
示し方

情報を収集する際やプレゼンテーショ
ンをする際の情報の出所の示し方につ
いて気をつけなければならないことに
ついて学んでもらいます。

6 日本語でのプレゼンテー
ション（１）

自分で調査した結果について、各受講
者に日本語でプレゼンテーションを
行ってもらいます。

7 日本語でのプレゼンテー
ション（２）

自分で調査した結果について、各受講
者に日本語でプレゼンテーションを
行ってもらいます。

8 英語でのプレゼンテー
ションの準備（１）

ネイティブ・スピーカーによる授業を
受けて、英語でプレゼンテーションを
するための準備をします。

9 英語でのプレゼンテー
ションの準備（２）

ネイティブ・スピーカーによる授業を
受けて、英語でプレゼンテーションを
するための準備をします。

10 英語でのプレゼンテー
ションの準備（３）

ネイティブ・スピーカーによる授業を
受けて、英語でプレゼンテーションを
するための準備をします。

11 英語でのプレゼンテー
ションの準備（４）

ネイティブ・スピーカーによる授業を
受けて、英語でプレゼンテーションを
するための準備をします。

12 英語でのプレゼンテー
ションの準備（５）

ネイティブ・スピーカーによる授業を
受けて、英語でプレゼンテーションを
するための準備をします。

13 英語でのプレゼンテー
ション (１)

各受講者に英語でプレゼンテーション
してもらいます。

14 英語でのプレゼンテー
ション (２)

各受講者に英語でプレゼンテーション
してもらいます。
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　プレゼンテーションの準備の多くは、授業時間外に行ってもらいます。こ
のため、本科目に必要な準備学習・復習時間は、他の科目の平均的な予習・復
習時間である 2 時間を大きく上回ります。
【テキスト（教科書）】
　特定のテキストは使用しません。
【参考書】
　参考文献は、適宜授業の中で指示します。
【成績評価の方法と基準】
　授業の中で行うディスカッション、質疑応答や提出物などの評価が 30 ％、
プレゼンテーションの評価が 70 ％のウェイトで成績評価を行います。
【学生の意見等からの気づき】
　大学入学後できるだけ早い段階で、プレゼンテーション能力を高めておき
たいという学生の意見を踏まえて、英語のコミュニケーション能力の向上だ
けでなく、プレゼンテーション能力の向上にも重点を置くことにしました。
【その他の重要事項】
　 2020 年度以前の入学者で、本科目の単位を未修得の者は必ず履修すること
【Outline and objectives】
This course aims to enhance students’ English communication and
presentation skills. Unlike in the previous years, students will not
be required to attend an intensive English language training program
abroad in this academic year. Students are required not only to attend
lectures and workshops both in the spring and fall terms but also to
make a presentation in English.

POL300AC

演習

上田　知夫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
倫理学の基礎となる行為や自由の問題をテキストを読みながら考察する。
【到達目標】
文献をその論理的な構成に即して理解し、その際に具体的な事例を手がかり
として採用することができるようになる。
論理トレーニングを通じて、言語の論理的な運用能力を身につけることがで
きる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
演習形式で行為論の教科書を精読します。毎回レポーターを決め、そのレポー
ターのまとめに即して議論します。レポーターのまとめについては、毎回議
論を通じてフィードバックします。
また各回の後半に論理トレーニングを行います。論理トレーニングの課題につ
いては、Hoppii を通じて提出していただき、毎回、総評を授業中に行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション オリエンテーション
第 2 回 「行為の意図をめぐる謎」

第 1-2 節
テキスト精読と論理トレーニング

第 3 回 「行為の意図をめぐる謎」
第 3-4 節

テキスト精読と論理トレーニング

第 4 回 「行為の意図をめぐる謎」
第 5-6 節

テキスト精読と論理トレーニング

第 5 回 「行為の意図をめぐる謎」
第 7 節および本章のまと
め

テキスト精読と論理トレーニング

第 6 回 「意図的行為の解明」第
1-2 節

テキスト精読と論理トレーニング

第 7 回 「意図的行為の解明」第
3-4 節

テキスト精読と論理トレーニング

第 8 回 「意図的行為の解明」第
5-6 節

テキスト精読と論理トレーニング

第 9 回 「意図的行為の解明」の章
のまとめ

テキスト精読と論理トレーニング

第 10 回 「行為の全体像の解明」第
1-2 節

テキスト精読と論理トレーニング

第 11 回 「行為の全体像の解明」第
3-4 節

テキスト精読と論理トレーニング

第 12 回 「行為の全体像の解明」第
5-6 節

テキスト精読と論理トレーニング

第 13 回 「非体系的な倫理学へ」 テキスト精読と論理トレーニング
第 14 回 まとめ まとめおよび授業内で行った課題の総

評
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキスト、参考図書、その他授業内で指示された内容にもとづく学習を行う。
【テキスト（教科書）】
古田徹也『それは私がしたことなのか：行為の哲学入門』（新曜社、2013 年）
野矢茂樹『新版　論理トレーニング』（産業図書、2006 年）
【参考書】
授業中に適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
演習への貢献度（レポーターとしての発表+教室内での議論への参加）： 80%
論理トレーニングの宿題： 20%

【学生の意見等からの気づき】
演習科目のため、授業改善アンケートは実施していません。
【学生が準備すべき機器他】
ネットワークに接続できるパソコンおよびノートを鮮明に撮影できるカメラ
（スマートフォン可）
【Outline and objectives】
This seminar aims to examine philosophical action theories to obtain
basic philosophical understandings on human actions, freedom and/or
ethics.
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POL300AC

演習

上田　知夫

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
文献をその論理的な構成に即して理解し、その際に具体的な事例を手がかり
として採用することができるようになる。
論理トレーニングを通じて、言語の論理的な運用能力を身につけることがで
きる。
【到達目標】
文献をその論理的な構成に即して理解し、その際に具体的な事例を手がかり
として採用することができるようになる。
学問的な文書の作成を実際に行うことで、春学期に練習した論理トレーニン
グの成果を実際に応用できるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
演習形式で行為論の論文集から論文を選んで精読をする。毎回レポーターを
決め、そのレポーターのまとめに即して議論します。レポーターのまとめに
ついては、毎回議論を通じてフィードバックします。
また各回は各自の論文作成作業を行います。論文作成の途上では、個別面談
を行い、成果物についてのフィードバックを行います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクションおよ

び論文作成
イントロダクションおよび文献検索練
習

第 2 回 論文講読および論文作成 前半は論文を精読し、後半は文献リス
ト作成練習をします。

第 3 回 論文講読および論文作成 前半は論文を精読し、後半は読書メモ
作成練習をします。

第 4 回 論文講読および論文作成 前半は論文を精読し、後半はアウトラ
インの作り方を練習します。

第 5 回 論文講読および論文作成 前半は論文を精読し、後半はゼミ論文
の構想を考えます。

第 6 回 論文講読および論文作成 前半は論文を精読し、後半はゼミ論文
に必要な文献を各自メモを取りながら
読みます。

第 7 回 論文講読および論文作成 前半は論文を精読し、後半はゼミ論文
に必要な文献を各自メモを取りながら
読みます。

第 8 回 論文講読および論文作成 前半は論文を精読し、後半はメモを参
考にしながらアウトラインを作成しま
す。

第 9 回 論文講読および論文作成 前半は論文を精読し、後半はアウトラ
インに従ってゼミ論文を執筆します。

第 10 回 論文講読および論文作成 前半は論文を精読し、後半はアウトラ
インに従ってゼミ論文を執筆します。

第 11 回 論文作成 個別にコメントをしながら、ゼミ論文
を仕上げます。

第 12 回 論文作成 個別にコメントをしながら、リバイズ
されたゼミ論文を仕上げます。

第 13 回 論文作成 個別にコメントをしながら、ゼミ論文
の最終仕上げをします。

第 14 回 論文成果発表 出来上がった論文の成果を相互に発表
し、総評を行います。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキスト、参考図書、その他授業内で指示された内容にもとづく学習を行う。
【テキスト（教科書）】
門脇俊介、野矢茂樹（編）『自由と行為の哲学』（春秋社、2010 年）
絶版に付き、必要箇所をコピーしてお渡しします。
【参考書】
授業中に適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
演習への貢献度（レポーターとしての発表+教室内での議論への参加）： 50%
ゼミ論文の作業への取り組み： 30%
ゼミ論文の出来： 20%

【学生の意見等からの気づき】
演習科目のため、授業改善アンケートは実施していません。

【学生が準備すべき機器他】
ネットワークに接続できるパソコンおよびノートを鮮明に撮影できるカメラ
（スマートフォン可）
【Outline and objectives】
This seminar aims to examine philosophical action theories to obtain
basic philosophical understandings on human actions, freedom and/or
ethics.
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　発行日：2021/4/1

POL100AD

国際政治学入門

森　聡

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義は、初学者（法学部政治学科及び国際政治学科の 1 年生等）の受講
を念頭に置いた国際政治学の入門講座である。その目的は、国際政治学に関
する基礎知識を修得するとともに、専門知識を体系的に学習するための準備
を行うことにある。
　複雑さを増してやまない国際社会の諸問題を、広い視野から理解したり説
明したりするのに必要な国際政治学や国際関係論と呼ばれる学問分野の基本
概念や理解・認識の枠組み（パラダイムないしリサーチ・プログラム）を解説
する。現在進行中の国際政治経済、国際安全保障の話題を随時取り上げる。
【到達目標】
　次の三つの到達目標を目指して、＜国際政治学ないし国際関係論の主要パ
ラダイム＞について学ぶ。
　第一に、国際政治学における基本的な用語・概念や主要なテーマについて
の知識を身につける。
　第二に、国際政治学ないし国際関係論を捉えるための分析枠組みにまつわ
る諸々のポイントを正確に理解する。
　第三に、現実の国際社会の諸事象を、基本的な概念や分析枠組みを使って
理解し、諸資料を活用しながら実証的に説明できる初歩的な能力を修得する。
　また、2 年次以降に、国際政治の専門的なテーマに関する理論を扱う学術論
文を正確に理解するための基礎理解力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　春学期は、Zoom によるライブ形式での開講とする。
　授業計画を変更する場合には、学習支援システムでその都度告知する。学
習支援システムからの授業に関する通知メールを確認されたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 国際政治学のあゆみ 主要パラダイムの概観。学問としての

国際政治学の発展の歴史。
2 国際政治学における分析

の枠組み
理論とは何か。分析レベルの問題。リ
サーチ・プログラムとは何か。

3 競争の国際政治―理論編 リアリズムの中核概念。古典的リアリ
ズムとは何か。構造的リアリズムとは
何か。攻撃的・防御的リアリズム。

4 競争の国際政治―事例編 米中対立、米露対立の原因と展開。
5 協調の国際政治―理論編 リベラリズムの中核概念。観念的・商

業的・共和的リベラリズムとは何か。
ネオリベラル制度論とは何か。ネオ・
ネオ論争。リベラリズムへの批判。

6 協調の国際政治―事例編 国際貿易・金融システムの仕組み。気
候変動をめぐる国際政治。

7 観念の国際政治―理論編 コンストラクティビズムの中核概念。
適切性の論理と結果の論理とは何か。
規範と文化に関する諸理論。コンスト
ラクティビズムへの批判。

8 観念の国際政治―事例編 人権と制裁・介入の国際政治。
9 中間レビュー 前半の諸理論の振り返り
10 対外政策の理論―「点」

からみる国際政治
対外政策を動かす国内要因を理解する。
指導者、政党、利益集団、世論など。

11 対外政策の事例 第三次世界大戦を回避した米ソの危機
外交

12 国際秩序の理論―「面」
からみる国際政治

国家が共通の規則や制度に拘束されて
いると考えている時に生まれる国際関
係を理解する。

13 国際秩序の事例 冷戦終結後の大国間秩序の変容
14 総括 学期中の主要課題に関する解説・講評

を行う。学期末レポート課題の説明な
ど。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は 2 時間程度を目安とします。
【テキスト（教科書）】
テキストは特に指定しない。授業支援システムで講義用資料を配信する。

【参考書】
　必要に応じて授業中に示す。以下を購入する義務はないが、要すれば適宜
参照されたい。
・田中明彦・中西寛編『新・国際政治経済の基礎知識（新版）』、有斐閣ブック
ス、2004 年、2400 円。
・小笠原高雪・栗栖薫子・広瀬佳一・宮坂直史・森川幸一編『国際関係・安全
保障用語辞典』、ミネルヴァ書房、2013 年、3000 円。
・世界地図。
【成績評価の方法と基準】
成績は、レポート課題により評価する予定。
【学生の意見等からの気づき】
・毎回、授業の冒頭で、前回後半の講義内容を振り返って、記憶を喚起する。
・複雑な概念を扱う際には、二回の講義を利用して説明を行う。
【学生が準備すべき機器他】
　講義用アウトライン（見出し入りレジュメ）を授業支援システムにアップ
ロードするので、履修者は各自でそれをダウンロードして、授業に持参する
とよい。アウトラインに、授業で使用するパワーポイントや講義の内容を書
き込んでいくとよい。
【国際政治学、現代アメリカの対外政策】
＜専門領域＞　国際政治学、戦後アメリカの外交と安全保障
＜研究テーマ＞　先端技術と国際政治、パワーシフトと国際秩序、現代アメ
リカのインド太平洋戦略など
＜主要研究業績＞
・川島真・森聡編著『アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序』、東京大学
出版会、2020 年。
・"US Technological Competition with China: The Military, Industrial
and Digital Network Dimensions," Asia Pacific Review, Vol.26, No.1
(2019), pp.77-120.
・"U.S. Defense Innovation and Artificial Intelligence," Asia Pacific
Review, Vol.25, No.2 (Fall 2018), pp.16-44.
・「統合作戦構想と太平洋軍―マルチ・ドメイン・バトル構想の開発と導入」、
土屋大洋編著、『アメリカ太平洋軍の研究―インド・太平洋の安全保障』、千
倉書房、2018 年 7 月。
・「リベラル国際主義への挑戦―アメリカの二つの国際秩序観の起源と融合」、
『レヴァイアサン』第 58 号（2016 年 4 月）、23-48 頁。
・「アメリカのアジア戦略と中国」、北岡伸一・久保文明監修『希望の日米同盟
―アジア太平洋の海洋安全保障』、中央公論社、2016 年、39-91 頁。
・『ヴェトナム戦争と同盟外交―英仏の外交とアメリカの選択 1964-1968 年』、
東京大学出版会、2009 年（日本アメリカ学会清水博賞受賞）。
など
【Outline and objectives】
This is an introductory course on international politics. The objective
of this course is to gain knowledge of basic concepts of international
relations in order to lay the foundation for systematically learning
advanced theories of international relations. Students would be exposed
to the main paradigms or research programs relating to international
politics.
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　発行日：2021/4/1

POL100AD

国際政治の理論と現実

森　聡

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本科目は、国際政治学の基礎知識を身につけた受講者を念頭に置いた国際政
治学の専門講座である。履修者が、複雑な国際事象を広い視野から理解した
り説明したり、あるいは現代の世界がいかに変化してきたかを理解するのに
必要な国際政治学に関する専門知識を体系的に修得することを目指す。現在
進行中の国際情勢も紹介しながら、国際秩序の理論や概念を手掛かりに、国
際政治の大きな動態を分析したり理解する能力を養う。
【到達目標】
　＜国際政治の理論と現実＞について学ぶ。国際秩序という視点から現代の
国際政治現象について理解するための理論や分析枠組みを学び、諸資料を活
用して国際社会の諸問題を動態的に分析する能力を習得することを到達目標
とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　授業は、オンライン講義形式（ライブ型）を中心に進める。日々動く国際
情勢にも随時言及しながら、講義を展開する。状況次第では、少人数グルー
プと教員との間のディスカッション・セッションを設ける。詳細は、学習支
援システムを通じて告知する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 導入 国際政治学の主要パラダイムの確認。

授業要領の説明。
2 国際秩序の理論（１） 国際社会の成立。政治秩序の構成要

素。国際秩序とは何か。
3 国際秩序の理論（２） 国際秩序の国内類推論、市場類推論。
4 20 世紀の国際秩序（１） 1919 年の秩序構築とその変容
5 20 世紀の国際秩序（２） 1945 年の秩序構築とその変容
6 20 世紀の国際秩序（３） 冷戦期の国際秩序とその変容
7 20 世紀の国際秩序（４） ポスト冷戦期の国際秩序とその変容
8 21 世紀の国際経済秩序

（１）
国際通商秩序の歴史とその変容。ブレ
トンウッズ体制から WTO への発展。
自由貿易協定の拡散。自由貿易に対す
る反動と保護主義。

9 21 世紀の国際経済秩序
（２）

国際金融秩序の歴史とその変容。グ
ローバル金融危機。

10 21 世紀の国際安全保障
秩序

パワーシフトと国際秩序の変容。リベ
ラル覇権秩序は劣化しているか。

11 21 世紀の地域秩序（１）
―東アジア

米中「新冷戦」の展開。北朝鮮問題の
行方。アメリカの同盟システムの行方。

12 21 世紀の地域秩序（２）
―ヨーロッパ

ヨーロッパの地域秩序の変容。ロシア
とウクライナ危機。移民・難民危機。
ブレグジットの意味。NATO の行方。

13 21 世紀の地域秩序（３）
―中東

中東の地域秩序の変容。イラン＝サウ
ジアラビア・イスラエルの対立。ロシ
アの関与。

14 新領域における秩序 サイバー空間、宇宙空間における秩序
の行方。
学期中の主要課題に関する解説・講評
を行う。学期末レポート課題の説明な
ど。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　関心を持ったトピックについて、参考書で関連用語を調べ、理解を深めると
いう個人的な努力を積めば、ゼミでの研究に結びつく力を養うことができる。
　新聞の国際面の記事を読みながら、授業で習った概念を使って、そこで報
じられている事件・事象をどう理解できるかを常に考える癖をつけるとなお
良い。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　テキストは特に指定しない。
【参考書】
　必要に応じて授業中に示す。
　以下を購入する義務はないが、要すれば適宜参照されたい。
・田中明彦・中西寛編『新・国際政治経済の基礎知識（新版）』、有斐閣ブック
ス、2004 年、2400 円。

・小笠原高雪・栗栖薫子・広瀬佳一・宮坂直史・森川幸一編『国際関係・安全
保障用語辞典』、ミネルヴァ書房、2013 年、3000 円。
・中西寛・石田淳・田所昌幸著『国際政治学』、有斐閣、2013 年、3200 円。
・世界地図。
【成績評価の方法と基準】
　成績は、基本的にレポート課題により評価する予定だが、状況次第では授
業内試験に切り替える可能性もあるので、開講時に告知する。
【学生の意見等からの気づき】
・複雑な概念を扱う場合には、講義で少なくとも 2 回解説する。
【その他の重要事項】
　担当教員は、Ⅰ種外務公務員（国家公務員総合職相当）として外務省での
実務経験あり。授業においては、外交をめぐる実務や政治という視点を織り
込んだ講義・解説を行う。
【国際政治学、現代アメリカの対外政策】
＜専門領域＞　国際政治学、戦後アメリカの外交と安全保障
＜研究テーマ＞　先端技術と国際政治、パワーシフトと国際秩序、現代アメ
リカのインド太平洋戦略など
＜主要研究業績＞
・川島真・森聡編著『アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序』、東京大学
出版会、2020 年。
・"US Technological Competition with China: The Military, Industrial
and Digital Network Dimensions," Asia Pacific Review, Vol.26, No.1
(2019), pp.77-120.
・"U.S. Defense Innovation and Artificial Intelligence," Asia Pacific
Review, Vol.25, No.2 (Fall 2018), 16-44.
・「統合作戦構想と太平洋軍―マルチ・ドメイン・バトル構想の開発と導入」、
土屋大洋編著、『アメリカ太平洋軍の研究―インド・太平洋の安全保障』、千
倉書房、2018 年 7 月。
・「リベラル国際主義への挑戦―アメリカの二つの国際秩序観の起源と融合」、
『レヴァイアサン』第 58 号（2016 年 4 月）、23-48 頁。
・「アメリカのアジア戦略と中国」、北岡伸一・久保文明監修『希望の日米同盟
―アジア太平洋の海洋安全保障』、中央公論社、2016 年、39-91 頁。
・『ヴェトナム戦争と同盟外交―英仏の外交とアメリカの選択 1964-1968 年』、
東京大学出版会、2009 年（日本アメリカ学会清水博賞受賞）。
など
【Outline and objectives】
　 This is a specialized lecture course for students who are already
familiar with the basic concepts of international relations theory. The
objective of this course is to systematically gain specialized knowledge of
international politics by learning major theories of international order
as well as ongoing contemporary international affairs.
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　発行日：2021/4/1

POL100AD

ヨーロッパ統合論Ⅰ

宮下　雄一郎

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義は、ヨーロッパ統合の動きを国際関係史の視点で論じたうえで、現
状分析を行う。目的は、まずヨーロッパ統合の史的展開を把握し、主権国家
を中心とした世界のなかでのその異質性に関する理解を深めることである。
【到達目標】
　本講義の到達目標は、なぜ近代主権国家の概念が誕生したヨーロッパで今
度はそれを超克しようとする運動が生じたのかを理解することである。そし
て、地域統合の中身が多様であり、現実と理想との相克とのなかで史的展開
が行われたことを理解することである。
　なお、今年度は「ヨーロッパ統合論 II」が開講されないことから、ヨーロッ
パの現状分析についても講義のなかに組み入れ、歴史と現在の動きの双方を
理解できるよう工夫したい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　 2021 年度の春学期については「コロナ禍」から脱していないと思われる。
それゆえ講義については状況の改善が見られるまでオンライン（Zoom）で進
める。
従来どおり、レジュメを主要な講義内容とする。事前にアップロードしておく。
Zoom については、同時配信と録画を併用する。
　また、最終回の授業で 13 回までに行われた学生からの質問への応答、レ
ポートなどの課題の解説、さらには復習を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 講義の進行方法／成績評価／参考文献

などについて
第 2 回 地域統合とは？ 地域統合に関する基礎的概念
第 3 回 戦争史のなかのヨーロッ

パ統合
ヨーロッパ統合の思想

第 4 回 国際秩序とヨーロッパ統
合構想

総力戦の時代のヨーロッパ

第 5 回 ヨーロッパ統合の生成 石炭と鉄鋼から始まる統合
第 6 回 冷戦とヨーロッパ統合

（１）
経済統合路線の確立

第 7 回 冷戦とヨーロッパ統合
（２）

「力・利益・価値」の体系のなかの地域
統合

第 8 回 冷戦の終焉とヨーロッパ
統合

「ドイツ問題」をめぐる政治力学

第 9 回 欧州連合（EU）の誕生 実体的な地域統合体としての EU
第 10 回 EU の機構 制度としての地域統合体
第 11 回 日本と EU 経済連携協定の意味
第 12 回 イギリスと「ヨーロッパ」 地域統合体のなかの大国
第 13 回 ヨーロッパをめぐる安全

保障環境
大国間のパワーポリティクスと EU

第 14 回 総括 ヨーロッパ統合と国際政治
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　担当教員が講義のなかで言及する参考文献に目を通すことが望ましい。本
授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
特になし（担当教員が作成するレジュメを軸に講義を進行する）
【参考書】
遠藤乾編『ヨーロッパ統合史【増補版】』（名古屋大学出版会、2014 年）
【成績評価の方法と基準】
　成績評価の方法については、試験またはレポート（70%）、そして受講態度
（30%）も踏まえ、総合的に見て実施する。
【学生の意見等からの気づき】
　今年度は「ヨーロッパ統合論 II」で扱う予定の内容も含め、凝縮された講
義とする。
【学生が準備すべき機器他】
パソコン等、オンライン講義に対応した機器が必要である。

【その他の重要事項】
　担当教員がアップロードしたレジュメは印刷のうえ、各自ファイルなどで
保存することが肝要である。
　授業の進行状況によっては、シラバス内容に変更を加える可能性もある。
私語厳禁・食事厳禁・イヤホン（ワイヤレスを含む）の使用厳禁（講義の妨げ
になると判断した場合、成績の総合評価に反映させる場合もある）
　 Zoom の同時配信を利用して講義に参加する履修者は音声をミュートにし
ておくこと。
【Outline and objectives】
Outline: The aim of this course is to learn about the history of European
integration and the ongoing dynamics of European international
relations.
Objectives: Understanding European integration from a historical
perspective / Understanding the actual politics of European Union
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POL100AD

ＥＵの政治と社会Ⅰ

吉武　信彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では、現代ヨーロッパを理解するため、ＥＵ（欧州連合）を取り上げ
る。特に、冷戦終結までの発展の歴史を考察し、ヨーロッパ統合がなぜ始ま
り、いかに発展してきたのか、また加盟国はその中でいかなる対応に迫られ
てきたのかを詳しく検討する。
　現代世界は相互依存関係が進み、一国が全く独立した形で政策を実施するこ
とが困難になりつつある。国内の一政策も国際的な影響を受けるため、世界
全体の大きな枠組みの中で考えざるを得ない。そうした現状の典型的な事例
は、第二次世界大戦後のヨーロッパであろう。ＥＵに見られるように、ヨー
ロッパ統合の動きが進展し、様々な共通政策が行なわれ、従来の国際政治を
大きく変えつつある。このヨーロッパの事例は今後の世界を考える上で極め
て貴重な視点を提供してくれると思われる。
【到達目標】
　講義の到達目標としては、現代ヨーロッパに関して以下の２点をめざす。
（１）分析、評価するための手法（特に、歴史的分析、分析レベル）を学び、そ
れに基づいてＥＵの歴史と現状を理解し、分析できること。
（２）自分自身の意見を具体的根拠に基づいて展開できるようになること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　コロナ禍が終息せず、キャンパス、教室での安全確保が難しい状況では、遠
隔講義で実施したい。講義の方式、計画の変更については、学習支援システ
ムでその都度提示する。
　講義は、同時配信ではなく、授業計画に沿った形で、講義資料を毎週講義時
間に学習支援システムを通じて提示する形をとりたい。第 1 回目の講義で具
体的な内容、評価方法などを説明する。必要に応じて、講義についてのリア
クション・ペーパー、自習を促す課題なども学習支援システムを通じて出し
たい。これへのフィードバック（講評、解説）は、その後の講義資料で行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 講義の概要説明（講義の

目的、計画、成績評価等
の説明）

講義の目標・内容を確認し、成績評価
の方法も説明することにより、本講義
を最終的に履修するか否かについて情
報を提供する。

第 2 回 ＥＵ研究の整理・分析の
枠組み

配布する参考文献表に基づいてこれま
でのＥＵ研究の歴史を整理し、その特
徴をまとめる。また、今後の講義で必
要になる基本用語、分析の枠組みにつ
いても説明する。

第 3 回 日欧関係史の特徴と概略 日欧関係の歴史を振り返ることによ
り、日本、ヨーロッパ双方のもつイ
メージとその課題について考える。

第 4 回 ヨーロッパの範囲と特徴 ヨーロッパの地理的範囲をめぐる問
題、ヨーロッパの国々の共通性と多様
性について考える。

第 5 回 ヨーロッパ統合前史
（1940 年代前半まで）

第二次世界大戦までのヨーロッパにお
いて提起されてきた様々なヨーロッパ
統一構想の歴史について考える。

第 6 回 第二次世界大戦後のヨー
ロッパに関するＤＶＤ

第二次世界大戦後のヨーロッパの状況
について、当時の実際の映像を通して
考える。

第 7 回 欧州審議会の設立（1940
年代後半）

1940 年代後半のヨーロッパ統合の動
きを紹介する。特に、冷戦下のヨー
ロッパ分断、欧州審議会の設立につい
て考える。

第 8 回 欧州石炭鉄鋼共同体（Ｅ
ＣＳＣ）の設立（1950
年代前半）

1950 年のシューマン・プランに基づ
いて 1952 年に発足した欧州石炭鉄鋼
共同体（ＥＣＳＣ）の設立経緯とその
意味について考える。

第 9 回 欧州防衛共同体（ＥＤＣ）
構想の挫折（1950 年代
前半）

1950 年代前半に失敗に終わった欧州
防衛共同体（ＥＤＣ）構想の経緯とそ
の意味について考える。

第 10 回 欧州経済共同体（ＥＥＣ）
の設立（1950 年代後半）

1950 年代中葉の停滞を経て、1958 年
に発足した欧州経済共同体（ＥＥＣ）
の設立経緯とその意味について考える。

第 11 回 欧州共同体（ＥＣ）の発
展（1950 年代後半～
1960 年代）

1950 年代後半から 1960 年代までの
欧州共同体（ＥＣ）発展の流れを紹介
し、ＥＣの仕組みについても考える。

第 12 回 ドゴールの挑戦（1960
年代）

1960 年代にヨーロッパ統合の停滞を
招いたフランス大統領ドゴールに焦点
を当て、ＥＣ停滞の経緯とその後への
影響について考える。

第 13 回 ＥＣの停滞（1970 年代
～1980 年代前半）

1970 年代中葉以降、石油危機に伴い
停滞したヨーロッパ経済の状況と原
因、ＥＣへの影響について考える。

第 14 回 域内市場計画の展開
（1980 年代後半～1990
年代初め）

1980 年代後半、不況脱出のためにＥ
Ｃが開始した域内市場計画について、
その展開と結果を考える。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
履修者には以下の 3 点をお願いしたい。
（１）新聞、テレビ、インターネットなどを通じて、ヨーロッパに関する日々
のニュースに触れ、ヨーロッパについて関心を深める。
（２）前回の講義内容を復習して、講義に臨む。
（３）講義を一方的に聴くだけではなく、配布する参考文献表の中から関心の
あるテーマに関する専門書を１冊でも多く読む。本授業の準備学習・復習時
間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　特になし。
【参考書】
　拙著『日本人は北欧から何を学んだか』（新評論、2003 年）。拙著『国民投
票と欧州統合』（勁草書房、2005 年）。共編著『映画のなかの「北欧」』（小鳥
遊書房、2019 年）。
　そのほか、２回目の講義で詳細な参考文献表を配布する。
【成績評価の方法と基準】
　遠隔授業のため、試験期間中に春学期末試験を行うことはしない。
　成績は、中間レポート（20 ％）と期末レポート（80 ％）の 2 回のレポー
トで採点する。ともに、学習支援システムを通じて提出することになる。具
体的な方法と締め切りなどは、学習支援システムに提示予定の第 1 回講義資
料の中で詳しく説明したい。執筆する時間は十分確保する。
【学生の意見等からの気づき】
（１）春学期に関しては、全体的にやや歴史的分析が多い講義となる。それを
補うために、現在のヨーロッパ情勢について新聞記事などを用いて紹介する
ように努めたい。
（２）配布する講義資料は、できる限りわかりやすくするとともに、写真、図
表なども積極的に利用したい。
（３）授業計画を確実に実施できるよう、テンポよく講義を進めたい。
（４）期末レポートでは、専門書を多く読んでもらうことになる。図書館、書
店等を通じて早めに入手し、読み始めることをお勧めする。
【学生が準備すべき機器他】
　特になし。
【その他の重要事項】
　秋学期のＩＩと連続して履修することが望ましい。
【Outline and objectives】
This course will focus on the history of the European Integration before
the end of the Cold War to understand the contemporary Europe. Why
and how did the European Integration start and develop from a small
community into the European Union (EU) ? It is very important to
examine the EU from a historical point of view, because Europe has
adapted itself to a challenging situation in the world since the end of
the Second World War. The EU is a unique example of the regional
cooperation. This course will give you a different perspective on Europe
and International Politics.
Keywords: European Integration, Cold War, ECSC, EEC, EC, EU
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ＥＵの政治と社会Ⅱ

吉武　信彦

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では、現代ヨーロッパを理解するため、ＥＵ（欧州連合）を取り上げ
る。特に、冷戦終結後のヨーロッパ統合の歴史を考察した後、ＥＵの政策決
定過程、ＥＵ内の政治力学などを詳しく検討する。それにより現代国際政治
の中のヨーロッパについて現状を把握し、将来を展望したい。
　現代世界は相互依存関係が進み、一国が全く独立した形で政策を実施するこ
とが困難になりつつある。国内の一政策も国際的な影響を受けるため、世界
全体の大きな枠組みの中で考えざるを得ない。そうした現状の典型的な事例
は、第二次世界大戦後のヨーロッパであろう。ＥＵに見られるように、ヨー
ロッパ統合の動きが進展し、様々な共通政策が行なわれ、従来の国際政治を
大きく変えつつある。このヨーロッパの事例は今後の世界を考える上で極め
て貴重な視点を提供してくれると思われる。
【到達目標】
　講義の到達目標としては、現代ヨーロッパに関して以下の２点をめざす。
（１）分析、評価するための手法（特に、歴史的分析、分析レベル）を学び、そ
れに基づいてＥＵの歴史と現状を理解し、分析できること。
（２）自分自身の意見を具体的根拠に基づいて展開できるようになること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　コロナ禍が終息せず、キャンパス、教室での安全確保が難しい状況では、遠
隔講義で実施したい。講義の方式、計画の変更については、学習支援システ
ムでその都度提示する。
　講義は、同時配信ではなく、授業計画に沿った形で、講義資料を毎週講義時
間に学習支援システムを通じて提示する形をとりたい。第１回目の講義で具
体的な内容、評価方法などを説明する。必要に応じて、講義についてのリア
クション・ペーパー、自習を促す課題なども学習支援システムを通じて出し
たい。これへのフィードバック（講評、解説）は、その後の講義資料で行う。
　なお、本講義では、冷戦終結後のヨーロッパ統合の歴史、ＥＵの政策決定
過程、ＥＵ内の政治力学などを概説する。基本的に授業計画に沿った内容を
資料等を用いて講義する。現代ヨーロッパを多角的に理解するためには、春
学期のＩと連続して履修することが望ましい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 講義の概要説明（講義の

目的、計画、成績評価等
の説明）

講義の目標・内容を確認し、成績評価
の方法も説明することにより、本講義
を最終的に履修するか否かについて情
報を提供する。

第 2 回 冷戦終結とＥＵの設立
（1990 年代前半）

冷戦終結の経緯と 1993 年に発足した
ＥＵの設立経緯、各国の思惑、基本的
枠組みについて考える。

第 3 回 冷戦終結時のヨーロッパ
に関するＤＶＤ

冷戦終結時のヨーロッパの状況につい
て、当時の実際の映像を通して考える。

第 4 回 アムステルダム条約の締
結（1990 年代後半）

ＥＵを改革する基本条約であるアムス
テルダム条約（1999 年発効）の締結
経緯、その内容について考える。

第 5 回 ＥＵ拡大とニース条約の
締結（1990 年代後半～
2000 年代前半）

拡大問題の歴史を整理した後、1990
年代後半以降の拡大の進展について概
観する。さらにニース条約（2003 年
発効）の締結経緯、その内容について
考える。

第 6 回 欧州憲法条約、リスボン
条約の締結と混迷（2000
年代～）

2004 年署名の欧州憲法条約、2007 年
署名のリスボン条約に焦点を当て、そ
の批准過程における停滞、組織の変化
について考える。

第 7 回 ヨーロッパ統合の現在 現在のＥＵが直面している問題を取り
上げ、その現状と今後の課題について
考える。

第 8 回 ＥＵの諸機関（１）欧州
委員会、理事会

ＥＵの政策決定を考える上で重要な機
関である欧州委員会、閣僚理事会を取
り上げ、その役割を検討する。

第 9 回 ＥＵの諸機関（２）欧州
理事会、欧州議会ほか

ＥＵの政策決定を考える上で重要な機
関である欧州理事会、欧州議会、その
他の機関を取り上げ、その役割を検討
する。

第 10 回 ＥＵの政治（１）ＥＵレ
ベル

ＥＵの政治がいかに行なわれているか
をＥＵレベルに焦点を当て考える。特
に、ＥＵ諸機関間の政治、加盟国間の
政治について紹介する。

第 11 回 ＥＵの政治（２）国内レ
ベル

ＥＵの政治がいかに行なわれているか
を加盟国レベルに焦点を当て考える。
特に、加盟国国会の地位低下を紹介す
る。

第 12 回 ＥＵの政治（３）国際レ
ベル

ＥＵの政治がいかに行なわれているか
を国際レベルに焦点を当て考える。特
に、国際政治における役割の増大を紹
介する。

第 13 回 ＥＵと日本 ＥＵと日本との間の経済関係、政治関
係を歴史的に整理し、現状と今後の課
題について考える。

第 14 回 まとめ 冷戦終結後のＥＵの発展と現状につい
て復習しつつ、ヨーロッパ統合の意味
と課題を現在の国際政治の中で考える。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
履修者には以下の 3 点をお願いしたい。
（１）新聞、テレビ、インターネットなどを通じて、ヨーロッパに関する日々
のニュースに触れ、ヨーロッパについて関心を深める。
（２）前回の講義内容を復習して、講義に臨む。
（３）講義を一方的に聴くだけではなく、配布する参考文献表の中から関心の
あるテーマに関する専門書を１冊でも多く読む。本授業の準備学習・復習時
間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　特になし。
【参考書】
　押村高、小久保康之編著『ＥＵ・西欧』（ミネルヴァ書房、2012 年）。共編
著『北欧・南欧・ベネルクス』（ミネルヴァ書房、2011 年）。共編著『映画の
なかの「北欧」』（小鳥遊書房、2019 年）。
　そのほか、２回目の講義で詳細な参考文献表を配布する。
【成績評価の方法と基準】
　遠隔授業のため、試験期間中に秋学期末試験を行うことはしない。
　成績は、中間レポート（20 点）と期末レポート（80 点）の 2 回のレポー
トで採点する。ともに、学習支援システムを通じて提出することになる。具
体的な方法と締め切りなどは、学習支援システムに提示予定の第 1 回講義資
料の中で詳しく説明したい。執筆する時間は十分確保する。
【学生の意見等からの気づき】
（１）全体的にやや歴史的分析が多い講義となる。それを補うために、現在の
ヨーロッパ情勢について新聞記事などを用いて紹介するように努めたい。
（２）配布する講義資料は、できる限りわかりやすくするとともに、写真、図
表なども積極的に利用したい。
（３）授業計画を確実に実施できるよう、テンポよく講義を進めたい。
（４）期末レポートでは、専門書を多く読んでもらうことになる。図書館、書
店等を通じて早めに入手し、読み始めることをお勧めする。
【学生が準備すべき機器他】
　特になし。
【その他の重要事項】
　春学期のＩと連続して履修することが望ましい。
【Outline and objectives】
This course will focus on the history of the European Integration after
the end of the Cold War to understand the contemporary Europe.
Why was the European Union (EU) established in 1993 and how is it
working? It is very important to examine the EU from a historical point
of view, because Europe has confronted serious problems since the end of
the Cold War, for example the financial crisis and the refugee crisis. This
course will give you a different perspective on Europe and International
Politics.
Keywords: European Integration, Cold War, EU, Deepening and
Enlargement, referendums
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LAW200AB

演習

佐野　文彦

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：年間授業/Yearly
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
学生が主体となって報告・討論を行うゼミである。
刑法総論・各論の近時の判例・裁判例の検討を行う。
【到達目標】
社会的・現実的な問題との関係で刑法総論・各論の議論を確認することで、刑
法の理解を深めるとともに、抽象的なレベルに止まらない議論を行う能力を
身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
担当報告者が報告を行い、それに基づいて議論を行う。質問・要望等につい
ては講義内で対応するとともに、適宜メール・掲示板等を用いて対応する。
ハイフレックス制を予定しているが、状況によってはオンラインによって行
う。具体的な実施方法などは、学習支援システムで提示するので、履修者は
登録を忘れないようにすること。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 全体のスケジュール・担当分野の確認
第 2 回 刑法総論についての復習 全体で刑法総論の一般的議論を確認
第 3 回 構成要件 因果関係
第 4 回 構成要件 故意の認定
第 5 回 構成要件 故意（事実的要素と評価的要素）
第 6 回 構成要件 過失
第 7 回 違法性阻却 正当防衛
第 8 回 違法性阻却 過剰防衛
第 9 回 正犯共犯 共同正犯
第 10 回 正犯共犯 狭義の共犯
第 11 回 罪数 包括一罪
第 12 回 刑罰 死刑
第 13 回 刑罰 没収追徴
第 14 回 まとめ 前期の議論を踏まえた刑法総論の理解

の確認
第 15 回 刑法各論についての復習

１
全体で刑法各論（財産犯以外）の一般
的議論を確認

第 16 回 生命・身体に対する罪 危険運転
第 17 回 業務に対する罪 業務妨害
第 18 回 名誉に対する罪 インターネットと名誉毀損
第 19 回 自由に対する罪 性犯罪改正について
第 20 回 公共危険罪 放火
第 21 回 取引の安全に対する罪 文書偽造
第 22 回 取引の安全に対する罪 不正指令電磁的記録
第 23 回 国家に対する罪 犯人隠避・証拠隠滅
第 24 回 刑法各論についての復習

２
全体で財産犯の一般的議論を確認

第 25 回 財産犯 窃盗
第 26 回 財産犯 強盗
第 27 回 特殊詐欺 特殊詐欺と未遂
第 28 回 特殊詐欺 特殊詐欺と共犯
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
予習と復習が求められる。とりわけ担当回の報告については、その報告を元
に討論が行われるので、綿密な準備が求められる。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
対象とする判例裁判例については配布する。
『判例刑法総論』『判例刑法各論』（有斐閣）を副教材とする。
【参考書】
刑法総論・各論で指定されたものを参考書とする。
その他については、必要に応じてその都度指示する。
【成績評価の方法と基準】
平常点による。
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【学生が準備すべき機器他】
各自 PC 等の機器を使用できるようにしておくこと。

【Outline and objectives】
In this course, we will explore the criminal law by analyzing the recent
court cases.

— 333 —



　発行日：2021/4/1

POL100AD

ラテンアメリカの政治と社会Ⅰ

真嶋　麻子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義では、ラテンアメリカ地域の多様性を学び、この地域の政治と社会を
理解するための基本的な視点を学ぶことを目的とする。そのためにまず、ラ
テンアメリカの政治史を振り返り、いくつかの国を取り上げて地域の多様性
を学ぶ。これを基礎として、現在のラテンアメリカ諸国が直面する課題とそ
れに対してどのように取り組んでいるのかを考えていく。
【到達目標】
1. ラテンアメリカ地域の政治と社会の多様性ならびに地域的特徴について説
明できるようになる。
2. ラテンアメリカ地域内の関心を持った国について、その政治および社会の
特徴と課題を説明できるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
基本的に講義形式で行うが、課題提出やプレゼンテーションの機会を設け、学
生自身が学び考えたことを発信することを重視する。履修者数や授業の進み
具合によって、予定を変更することがある。
授業の初めに、前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか
取り上げ、全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション ラテンアメリカ地域の概要
第 2 回 政治体制の変遷 植民地支配からの独立、ナショナリズ

ム、ポピュリズム、軍政
第 3 回 民主化・経済危機の

1980 年代
民主化の要因と南米諸国の民主化につ
いて理解する

第 4 回 新自由主義の時代 新自由主義がもたらした問題群
第 5 回 地域的多様性① アルゼンチンの政治と社会の特徴を理

解する
第 6 回 地域的多様性② ブラジルの政治と社会の特徴を理解す

る
第 7 回 地域的多様性③ メキシコの政治と社会の特徴を理解す

る
第 8 回 地域的多様性④ 中米諸国の政治と社会の特徴を理解す

る
第 9 回 地域的多様性⑤ カリブ海諸国の政治と社会の特徴を理

解する
第 10 回 現代社会の課題① 貧困と格差
第 11 回 現代社会の課題② 先住民運動と文化的多様性
第 12 回 現代社会の課題③ 組織犯罪と暴力
第 13 回 現代社会の課題④ 政治の左傾化と社会運動
第 14 回 試験・まとめと解説 春学期に解説した内容についての確認

を行う
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参考文献を参照し講義内容の理解を深めると共に、ラテンアメリカの現状への
理解を深めるためテレビ・新聞・インターネット等で伝えられる地域の政治・
経済・社会に関する情報に積極的に触れるようにしてください。本授業の準
備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特になし。
【参考書】
授業内で提示する。
【成績評価の方法と基準】
期末テスト　 70%
授業内課題 30%

【学生の意見等からの気づき】
特になし。

【Outline and objectives】
This course is a survey of Latin American politics and society. We
will start on the political history of Latin America and understand
regional diversity through examples of some countries. Also, we will
consider the challenges facing Latin American countries today and how
they are tackling them. Our goal is to learn the basic perspectives for
understanding the politics and society of the region.
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POL100AD

ラテンアメリカの政治と社会Ⅱ

真嶋　麻子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義では、国際関係とラテンアメリカとの連関について学び、ラテンアメリ
カ地域の政治と社会を理解するための視点を学ぶ。そのためにまず、アメリ
カ合衆国との関係を中心としたラテンアメリカの国際関係史を振り返る。こ
れを基礎として、地球規模の様々な課題に対してラテンアメリカ地域がどの
ように取り組んでいるのかを考えていく。
【到達目標】
1. ラテンアメリカ地域の政治と社会を特徴づけてきた国際関係要因について
説明できるようになる。
2. 関心を持った地球規模課題とラテンアメリカ地域との関わりについて説明
できるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
基本的に講義形式で行うが、課題提出やプレゼンテーションの機会を設け、学
生自身が学び考えたことを発信することを重視する。履修者数や授業の進み
具合によって、予定を変更することがある。
授業の初めに、前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか
取り上げ、全体に対してフィードバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション ラテンアメリカ地域の概要
第 2 回 国際関係史① 植民地支配からの独立と経済発展
第 3 回 国際関係史② 米国の覇権主義の拡大
第 4 回 国際関係史③ 経済危機とネオリベラリズムの台頭
第 5 回 国際関係史④ ポスト冷戦期の地域協調
第 6 回 地球規模課題とは何か グローバル社会で生じている課題の事

例を学ぶ
第 7 回 地球規模課題とラテンア

メリカ①
軍縮・非核地帯

第 8 回 地球規模課題とラテンア
メリカ②

武力紛争と平和

第 9 回 地球規模課題とラテンア
メリカ③

人権

第 10 回 地球規模課題とラテンア
メリカ④

移行期正義

第 11 回 地球規模課題とラテンア
メリカ⑤

貧困問題

第 12 回 地球規模課題とラテンア
メリカ⑥

地球環境問題

第 13 回 地球規模課題とラテンア
メリカ⑦

地域主義と域内協力

第 14 回 試験・まとめと解説 秋学期に解説した内容についての確認
を行う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参考文献を参照し講義内容の理解を深めると共に、ラテンアメリカの現状への
理解を深めるためテレビ・新聞・インターネット等で伝えられる地域の政治・
経済・社会に関する情報に積極的に触れるようにしてください。本授業の準
備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特になし。
【参考書】
畑惠子・浦部浩之編『ラテンアメリカ地球規模課題の実践』新評論、2021 年。
その他の参考資料は授業内で提示します。
【成績評価の方法と基準】
期末テスト　 70%
授業内課題 30%

【学生の意見等からの気づき】
特になし。

【その他の重要事項】
本講義は春学期開講の「ラテンアメリカの政治と社会 I」を履修済みであるこ
とを前提に進める。未履修の場合は、初回授業時に提示する参考文献を第 2
回講義時までに読んでおくこと。
【Outline and objectives】
This course is a survey of Latin American politics and society. We will
start on the international political history of Latin America focusing on
the relations between Latin American countries and the USA. Also, we
will analyze how Latin American countries are struggling with global
issues. Our goal is to understand international relations and Latin
America, and to learn the basic perspectives for understanding the
politics and society of the region.
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POL100AD

グローバル・ガバナンス

本多　美樹

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
グローバル・ガバナンスの概念は比較的新しく、その概念をめぐっ
ては議論が続いている。しかし、実際の国際社会では、開発援助の
分野においてだけでなく、さまざまな地球規模の問題領域に応用さ
れている概念である。この講義の目的は、グローバル・ガバナンス
の基本的な知識を理論と実践の両方において身に付けることにある。
まず、グローバル・ガバナンスの概念の登場と発展について整理し
たのち、グローバル・ガバナンスのおもな担い手である国連による
実践例として、人権ガバナンス、地球環境ガバナンス、安全保障に
おけるガバナンス、ガバナンスを支える規範や価値、視座などを取
り上げる。その際、ガバナンスが形成されてきた「分野」、ガバナン
スに参加する「行為主体（アクター）」、ガバナンスの「手段」に注
目する。そして、グローバル・ガバナンスの有効性と限界、課題に
ついて考える。

【到達目標】
・理論と実践の両方において、「グローバル・ガバナンス」に関する
基本的な知識を身に付けることができる。
・「グローバル・ガバナンス」の有効性、限界、課題について自分な
りの考えをもつことができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
授業は講義を中心に進める。毎回の授業後に課題の提出を求める。
授業の初めに、前回の授業で提出されたリアクションペーパーから
いくつか取り上げ、全体に対してフィードバックを行う。
この授業は大人数の履修者が予想されるため、新型コロナウイルス
感染症に対する大学側の指導に従ってオンデマンドで行う。詳しく
は、Hoppii でお知らせする。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション、

グローバリゼーション
とグローバル・ガバナ
ンス

授業の目的と進め方、
グローバリゼーションとは？

2 ガバナンスの概念の登
場と発展

ガバナンス概念の登場と発展

3 ガバナンス形成に有効
な分析概念

国際規範、価値、視座とは？

4 ガバナンスの実践①国
際開発援助分野（1）

開発ガバナンス I

5 ガバナンスの実践②国
際開発援助分野（2）

開発ガバナンス II

6 ガバナンスの実践③人
権分野

人権ガバナンス

7 ガバナンスの実践④地
球環境分野（2）

環境ガバナンス I

8 ガバナンスの実践⑤地
球環境分野（2）

環境ガバナンス II

9 ガバナンスの実践⑥保
健分野

感染症ガバナンス

10 ガバナンスの実践⑦人
の移動

人の移動をめぐるガバナンス

11 ガバナンスの実践⑧安
全保障分野（1）

集団安全保障体制

12 ガバナンスの実践⑨安
全保障分野（2）

軍縮ガバナンス I

13 ガバナンスの実践⑩安
全保障分野（3）

軍縮ガバナンス II

14 まとめ ガバナンスの有効性、限界、課題
について考える。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日々のニュースをフォローするなど国際社会での出来事に関心を寄
せること。授業後には復習を行うこと。関連するセミナーなどへの
参加も望ましい。授業の準備・復習を 2 時間程度行うこと。

【テキスト（教科書）】
特に指定しない。資料は毎回配布する。

【参考書】
・山田哲也『国際機構論入門』東京大学出版会、2018 年。
・内田孟男編著『地球社会の変容とガバナンス』中央大学出版部、
2010 年。
・山本吉宣『国際レジームとガバナンス』有斐閣、2008 年。
・村田晃嗣・君塚直孝ほか『国際政治学をつかむ　新版』有斐閣、
2015年。
・世界地図。
・Rosenau, James N. and Ernst-Otto Czempiel, eds., Gov-
ernance Without Government: Order and Change in World
Politics, Cambridge University Press, 1992.
・Stiglitz, Josef E. and Mary Kaldor eds., The Quest for
Security: Protection without Protectionism and Challenge of
Global Governance, Columbia University Press, 2013.
その他、各回の関連文献・資料については、授業の際に随時紹介する。

【成績評価の方法と基準】
毎回の授業後の課題提出 40％と期末試験 60％のウエイトで成績評
価をする。
なお、4 回以上課題の提出を怠った学生は期末試験を受ける資格を
失う。よって単位の授与はないので気を付けること。

【学生の意見等からの気づき】
特になし。

【学生が準備すべき機器他】
レジュメと配布資料、パワーポイントや資料映像を使用する。

【その他の重要事項】
日々国際社会で起きる出来事に関心を持ち、関連文献を積極的に読
むこと。

【担当教員の専門分野等】
＜専門領域＞
国際関係論、国際機構論、伝統的・非伝統的安全保障研究、国連研究
＜研究テーマ＞
国際社会による「平和」のための協働と確執、アジア太平洋地域の
伝統的・非伝統的安全保障
＜主要研究業績＞
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主な著書として、「国連による『スマート・サンクション』と金融
制裁：効果の追求と副次的影響の回避を模索して」『国連の金融制
裁：法と実務』（東信堂、2018 年）、「平和構築の新たな潮流と『人
間の安全保障』：ジェンダー視座の導入に注目して」『東南アジア
の紛争予防と「人間の安全保障」』（明石書店、2016 年）、『国連に
よる経済制裁と人道上の諸問題：「スマート・サンクション」の模
索』（国際書院、2013 年）、『北東アジアの「永い平和」：なぜ戦争
は回避されたか』（勁草書房、2012 年）、「『グローバル・イシュー』
としての人権とアジア：新たな国際規範をめぐる国際社会の確執に
注目して」『グローバリゼーションとアジア地域統合』（勁草書房、
2012 年）、“‘Smart Sanctions’ by United Nations and Financial
Sanctions,” United Nations Financial Sanctions (Routledge,
2020),“Coordination challenges for the UN-initiated peace-
building architecture Problems in locating‘universal’norms and
values on the local,”Complex Emergencies and Humanitarian
Response (Union Press, 2018), “The Role of UN Sanctions
against DPRK in the Search of Peace and Security in East Asia:
Focusing on the Implementation of UN Resolution 1874,” East
Asia and the United Nations: Regional Cooperation for Global
Issues (Japan Association for United Nations Studies, 2010)な
どがある。執筆した主な教科書として、『国際機構論　活動編』（国
際書院、2020 年）、『国際機構論　総合編』（国際書院、2015 年）、
『国際学のすすめ』（東海大学出版会、2013 年）などがある。

【Outline and objectives】
The international community faces diversified transnational
issues such as poverty, refugees, human rights abuse,
organized crimes, financial crisis and so on. Who can control
such global issues? These issues cannot be understood within
the nation-centered narratives anymore. This course provides
students with opportunities to become acquainted with “global
issues” and learn that many diversified international actors
have made efforts to solve these issues. Students are
expected to know that states, businesses, NGOs and other
entities can make contributions to the settlement of these
issues in cooperation with each other, and with regional and
international institutions. These efforts and social movements
by the diversified actors are called "global governance."
Students will understand how the international community
tries to formulate, keep, and manage "global governance" today.

POL100AD

国際協力論Ⅰ

志賀　裕朗

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　新型コロナウィルス感染の世界的拡大は、今後の世界のあり方を
激変させると言われている。世界の片隅で起きた感染が日本を含む
先進国に大きな打撃を与えたことで、国際社会が一致団結してこの
困難に立ち向かい、途上国での感染拡大防止に取り組むことの重要
性は明白になったが、米中の対立や先進諸国の思惑の違いなどで、国
際社会が一致できるかはますます不確実となっている。
　こうした不安定な世情のなか、「問題の本質がどこにあるのか」を
的確に見定めたうえで、健全な猜疑心をもって「定説」を疑い、自
らの頭で考え、他人を説得できる自分なりの見解を持つことが、現
代国際社会を生きる上で不可欠のリテラシー（基礎的素養）となっ
ている。
　本講義ではまず、途上国問題や開発援助のあり方について建設的
な議論と創造的な発想をするうえで不可欠の前提となる基礎知識を
習得することを目指す。次いで、「自分なりの考え」を持ち、それを
友人や講師と議論することの重要性、難しさと楽しさを体感するこ
とを目指す。講師は、政府開発援助（ODA）の実務家であり研究者
でもあるので、援助の現場における生の経験と、研究分野における
最新の議論とのバランスのとれた講義を行いたい。

【到達目標】
　まず、途上国問題および開発援助についての基礎知識を習得する
ことを目指す。途上国問題を理解するとは、開発途上国において、何
が、なぜ問題になっているのか、その原因は何か（何と考えられて
いるか）を理解することである。また開発援助を理解するとは、途
上国問題に対してどのようなアクターが、どのような問題意識と動
機にもとづいて、どのような方法で対処しようとしているか、その
試みは上手くいっているのか、成功していないとすればそれは何故
かを理解することである。本講義では、こうした論点を、大きな国
際政治経済史の流れの中に位置づけて理解することを目指す。
　次いで、こうした知識を活用しつつ、様々な論点に関する多様な
意見のなかから、自分なりの意見を形成して説得的に提示できるよ
うになることを目指す。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
出来るだけインターアクティブな授業としたい。講師はしつこく「な
ぜ？」という問いを投げかけ、議論を奨励するので、受講生は積極
的に議論に参加してほしい。自分らしい “Something New” を創造
して世界に訴えたい、主体性と自律性をもって自分の夢を追いかけ
たい！ と願う学生の積極的受講を期待している。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 オリエンテーション 講義の目的と概要、成績評価方法

等の説明を行う。
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2 コロナ危機と途上国 新型コロナウィルスのパンデミッ
クは途上国に急速に広がりつつあ
る。国民の命と生活を守るうえ
で、途上国政府はどんな課題やジ
レンマに直面しているかを検討す
る。

3 コロナ危機と開発援助 国際社会は、パンデミックと戦う
途上国を、どのように支援できる
だろうか。先進国経済も悪化し、
米中の対立が激化するなか、「ポ
ストコロナの世界」における開発
援助の将来を考える。

4 途上国が（コロナ危機
以前から）直面する課
題

途上国が（コロナ危機前から）直
面してきた様々な課題を、SDGS
（持続可能な開発目標）を参考に
しながら広く検討する。

5 開発援助の仕組み 開発援助にはどのようなアクター
（援助機関、途上国政府、企業、
NGO 等）が携わっているのか、
援助政策はどのようにして決定さ
れているのか、等を検討する。

6 開発思想の歴史① 貧しい国はなぜ貧しく、豊かな国
はなぜ豊かなのか、貧しい国を豊
かにするには何が必要なのか。こ
うした問いにどう答えるかは、途
上国の開発戦略・援助機関の援助
戦略を立案する上で重要である。
こうした開発思想の歴史的展開を
振り返る。

7 開発思想の歴史② 開発思想については、アメリカや
欧州諸国と日本のあいだで大きな
相違がある。それは如何なるもの
か、そうした
違いがなぜ存在するのかを考え
る。

8 中間振り返り これまで学習・議論したことを振
り返り、ディスカッションを行
う。

9 日本の政府開発援助
（ODA）①

欧米諸国、世界銀行のような国際
機関、または中国の援助と比較し
て、日本の ODAにはどのような
特徴があるのか、その長所と欠点
を検討する。

10 日本の政府開発援助
（ODA）②

日本の ODAの代表的な事例（借
款によるインフラ整備支援や、法
整備を目指した技術援助）を取り
上げ、その特徴を、他国による援
助と比較しながら検討する。

11 途上国問題と開発援
助の
新潮流①

近年の国際政治経済情勢の変動の
なかで、途上国問題や開発援助の
あり方がどのように変化しつつあ
るかを検討する。

12 途上国問題と開発援
助の
新潮流②

近年の日本を取り巻く国際政治経
済情勢の変化や途上国問題の変動
を受けて、日本はどのような援助
政策を打ち出そうとしているのか
を検討する。

13 ロールプレイング・
ゲーム

途上国問題あるいは開発援助に関
する具体的なテーマを取り上げ、
それに関連するア
クター（二国間援助機関、国際機
関、途上国政府、NGO 等）の役
割を各自で分担して実際に戦略立
案や交渉を体験するゲームを行
う。

14 振り返りと総括 改めて、コロナ危機が我々に突き
付けたものを振り返る。それは、
途上国だけの問題だろうか？ 日
本を含む先進国にもその問題は存
在しないだろうか？

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
受講生は、講師からの指示に基づき、参考文献等を使用しながら特定
のテーマについてのレポートを作成・提出するほか、グループディ
スカッションの準備等を行う。本授業の準備学習・復習時間は各 2
時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
特に使用しない。

【参考書】
西垣昭、下村恭民、辻一人、2009年、『開発援助の経済学:「共生の
世界」と日本の ODA』、有斐閣。
木村宏恒、近藤久洋、金丸裕志編、2013年、『開発政治学の展開: 途
上国開発戦略におけるガバナンス』、勁草書房。
木村宏恒編、2018 年、『開発政治学を学ぶための 61 冊：開発途上
国のガバナンス理解のために』、明石書店。

【成績評価の方法と基準】
授業中に提出を求める課題（40％）と最終試験（60%）で成績を評
定する予定であるが、履修学生数によって変更がありうる。

【学生の意見等からの気づき】
授業時間の延長が無いように心がける。また、前回よりも講義（講
師からの説明）の比重を減らし、学生自身が参加し議論する時間の
割合を高めるつもりである。なお、授業の内容・方法等に関する要
望・提案・批判は大歓迎であるので、随時受け付けます。

【学生が準備すべき機器他】
各自 PC 持参が望ましい。

【その他の重要事項】
■本講義は、国際協力機構、国際協力銀行、財務省等で開発援助の
実務に携わってきた講師が、援助の実務と理論の双方を踏まえた講
義を行う。
■本講義の履修に先立って履修しておくべき科目は無い。途上国問
題、開発援助、国際政治経済に関する前提知識も一切必要としない。
■「国際開発論Ⅱ」を併せて受講することを推奨する。
■本講義は決して「ラクタン」（楽に単位が取れる科目）では無いの
で、その点を十分に理解して臨むよう希望する。
■提出物において剽窃が認められた場合には、理由の如何を問わず
に不合格判定とするので十分に注意すること。受講生は「剽窃」の
意味を事前に確認しておくこと。

【Outline and objectives】
How should we eradicate poverty and inequality? How should
we achieve peace and justice? How should we guarantee
prosperity, health, education, and decent work for all? Japan
has been tackling these challenges for over sixty years,
by providing aid (Official Development Assistance: ODA)
to developing countries with distinctive aid philosophy and
unique instruments.
This course firstly introduces a basic knowledge about
development issues and Japan’s ODA policy. Then students are
encouraged to think critically about the conventional wisdom
on global agendas. The course will be interactive, with the
combination of lecture, group discussion, and role-playing
game. No prior knowledge is required.
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POL100AD

国際協力論Ⅱ

志賀　裕朗

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　中国をはじめとする新興国の台頭、米トランプ政権誕生やブレグジットに
象徴される「不寛容と不機嫌」な国内世論の醸成と拡散、地域紛争の続発と
環境問題の深刻化など、国際政治経済情勢の大きな変動に伴って、まだ誰も
答えを見いだせていない人類の難問が次々に生まれている。いわゆる「途上
国」において発生する様々な問題にどう対応すべきか、開発援助のあり方を
どう変えていくべきかも、こうした難問の一つである。
　こうしたなか、「問題の本質がどこにあるのか」を的確に見定めたうえで、
健全な猜疑心をもって「定説」を疑い、自らの頭で考え、他人を説得できる自
分なりの見解を持つことが、現代国際社会を生きる上で不可欠のリテラシー
（基礎的素養）となっている。
　本講義では、途上国や開発援助に関する様々な問題を、ひとつひとつ時間を
かけて深く掘り下げて検討することを通じて、正解の無い難問について「自
分なりの考え」を持ち、それを友人や講師と議論することの重要性、難しさ
と楽しさを体感することを目指す。講師は、政府開発援助（ODA）の実務家
であり研究者でもあるので、援助の現場における生の経験と、研究分野にお
ける最新の議論とのバランスのとれた講義を行いたい。
　
【到達目標】
　本講義では、ひとつのテーマについて徹底的に議論することを通じて、「国
際協力論Ⅰ」で学んだ幅広い知識を深めることを目指す。同時に、様々な論
点に関する多様な意見のなかから、自分なりの意見を形成して説得的に提示
するためのスキルを獲得することも目指す。
　なお、国際情勢の変動や受講生の希望により議論するテーマを変更する可
能性が高い（そのため、シラバスに提示したテーマはあくまでも暫定的なも
のである）。議論したいテーマ、疑問に思うテーマの提案を大いに歓迎する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
本講義では、テーマについて講師が導入の説明を行ったのち、受講生からの意
見の発表およびディスカッションを行う。重点は後者にあり、その意味で本講
義は「講義」よりも「ゼミ」に近い形態となる。講師はしつこく「なぜ？」と
いう問いを投げかけ、議論を奨励するので、受講生は事前に必要な準備を行っ
たうえで積極的に議論に参加することが求められる。自分らしい “Something
New” を創造して世界に訴えたい、主体性と自律性をもって自分の夢を追いか
けたい！ と願う学生の積極的受講を期待している。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 オリエンテーション 講義の目的と概要の説明を行う。
2 途上国が直面する多様な

課題①
サブサハラ・アフリカには、世界の
HIV-AIDS 患者の 7 割が集中すると
言われ、特に南アフリカ共和国では 30
代前半の女性の罹患率が 36 ％という
深刻さである。なぜこうした事態が起
きているのか、これに効果的に対処す
るにはどうすればよいかを議論する。

3 途上国が直面する多様な
課題②

「戦後最悪の人道危機」と言われ、国
民の実に半数が難民となっているシリ
ア紛争と難民問題に国際社会はどう対
処すべきかを、近年欧米を中心とする
先進国で台頭する排外主義的な動きと
関連づけながら議論する。

4 途上国が直面する多様な
課題③

「なぜ異なる民族は殺し合うのか、殺
し合った民族を共存・和解させるには
どうすればよいのか」を、1990 年代
に発生したボスニア・ヘルツェゴヴィ
ナ紛争とその後の同国の状況、日本の
援助（平和構築支援）の実例を題材に
議論する。

5 途上国が直面する多様な
課題④

1970 年代の東京の深刻な交通渋滞を
見たタイの政府関係者は「バンコクは
東京のようにはならない」と言った
が、バンコクは世界有数の交通渋滞都
市になってしまった。これを見たベト
ナムの政府関係者は「ハノイはバンコ
クのようにはならない」と言ったが、
ハノイもまた深刻な交通渋滞に悩まさ
れている。他の国の教訓から学ぶこと
はなぜ難しいのだろうか？ アジアの
都市交通問題を例に、考えてみたい。

6 開発思想と援助手法① 「東・東南アジア諸国の多くが高度経
済成長を達成したのに対して、アフリ
カ諸国の多くはなぜ長期にわたる経済
停滞を経験し、今なお貧しいままなの
か？」という問いを検討する。

7 開発思想と援助手法② 「汚職腐敗がひどい独裁国家に対して
は援助を行うべきではない」という主
張の是非を検討する。

8 近年の国際政治経済情勢
の激変と国際援助秩序①

これまで国際開発援助を主導してきた
欧米先進国において、異なる文化や価
値観に対する軽蔑や不寛容が台頭して
いるほか、客観的な事実が重視されな
い「ポスト真実（post-truth）の時代」
が来たと言われる。こうした動きは、
今後の開発援助や途上国問題の解決に
どう影響するのかを議論する。

9 近年の国際政治経済情勢
の激変と国際援助秩序②

2015 年に採択された SDGs（持続可
能な開発目標）を読み、2000 年に策
定された MDGs（ミレニアム開発目
標）と比較しながら、その特徴と問題
点を議論する。

10 近年の国際政治経済情勢
の激変と国際援助秩序③

「2000 年代以降、中国は援助を急増さ
せ、人権侵害を行っている独裁国家を
支援したり環境を破壊したりしている
ほか、アジアインフラ投資銀行
（AIIB）等の援助機関を設置して開発
援助に関する既存の国際秩序を混乱さ
せている」という見解について議論す
る。

11 日本の政府開発援助
（ODA）の特徴①

第二次大戦における敗北から 10 年も
経っていない 1954 年、日本はアメリ
カや世界銀行から多額の援助を受けな
がら、途上国に対する援助を開始し
た。それは何故だったか、そうした経
験が日本のその後の援助のあり方にど
のように影響したかを検討する。

12 日本の政府開発援助
（ODA）の特徴②

日本の ODA は借款を多用するという
特徴を持っている。このことは、「援
助は豊かな国が貧しい国に対して行う
慈善なのだから無償であるべきだ」と
考える欧州諸国からの強い批判にさら
されてきた。「金利を取ってカネを貸
す」援助方式の是非を議論する。

13 日本の政府開発援助
（ODA）の特徴③

2015 年に日本政府が発表した「開発
協力大綱」を読み、日本が ODA を通
じてどのように国際貢献をしようとし
ているか、過去の「ODA 大綱（1992
年制定、2003 年改訂）」と比較しなが
ら読み解く。

14 授業内容の振り返りと総
括

これまで学習した内容を振り返り、こ
れから学習すべきことを展望する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
受講生は、講義で取り上げる問題について事前に調べ、自分の意見とその根
拠を簡潔に記載したペーパー（A4 サイズで 2 枚以内）を作成して講義に臨
むこと。事前の調査に際しては、英語のソースにアクセスすることを推奨す
る。なお、講義のトピックは学生の興味も勘案して決定する（シラバス通り
とは限らない）。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特に使用しない。
【参考書】
近藤康太郎、2020 年、『三行で撃つー< 善く、生きる> ための文章塾』、CCC
メディアハウス。
小坂井敏晶、2017 年、『答えのない世界を生きる』、祥伝社。
【成績評価の方法と基準】
授業で提出を求める課題（60 ％）およびディスカッションへの積極的参加の
度合い（40 ％）によって成績を評定する予定（最終試験は行わない）である
が、履修学生の数によって変更がありうる。
【学生の意見等からの気づき】
授業時間の延長が無いように心がける。なお、授業の内容・方法等に関する
要望・提案・批判は大歓迎であるので、随時受け付けます。
【学生が準備すべき機器他】
各自 PC 持参が望ましい。
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【その他の重要事項】
■本講義は、国際協力機構、国際協力銀行、財務省等で開発援助の実務に携
わってきた講師が、援助の実務と理論の双方を踏まえた講義を行う。
■途上国問題や開発援助に関する前提知識があることが望ましい。本講義の
履修に先立って履修しておくべき科目は無いが、「国際協力論Ⅰ」を併せて受
講することを推奨する。
■本講義は決して「ラクタン」（楽に単位が取れる科目）ではない。特に、全
く発言しないような消極的姿勢の場合には単位を与えないので、その点を十
分に理解したうえで履修に臨むよう希望する。
■提出物において剽窃が認められた場合には、理由の如何を問わず不合格判
定とするので十分に注意すること。受講生は「剽窃」の意味を事前に確認し
ておくこと。
【Outline and objectives】
How should we eradicate poverty and inequality? How should we
achieve peace and justice? How should we guarantee prosperity,
health, education, and decent work for all? Students are encouraged
to think critically about the conventional wisdom on the global agendas
mentioned above. The course will be interactive, with the combination
of lecture, group discussion, and role-playing game. No prior knowledge
is required.

POL100AD

国際社会の法Ⅰ

新垣　修

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
国際社会における法の役割について学びます。具体的には、毎回取り上げる
様々なトピックを通じ、国際法や国内法が果たす機能について理解を深めま
す。本年度は特に、感染症に関する国際法の歴史（1850 年- 第二次世界大戦
期）に重点を置きます。
【到達目標】
１　国際社会における国際法や国内法の意味について理解します。
２　メディアで取り上げられる国際時事問題を法的視点から捉え、これにつ
いて議論できるようにします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
１ディスカッションを含むインターアクティブな授業を行いますので、積極
的な参加が求められます。
２シラバスの計画にしたがい、講師の説明とパワーポイントの資料を用いて
授業を進めます。
３　授業内試験（１）のフィードバックについてですが、できるだけ早期に
採点し、その結果を個別に告知するとともに、第９回授業以降で採点の基準
や正解例を説明します。そのことで、ご自分の評価を理解できるようにしま
す。それでも評価に疑問が残る場合には、フォローアップとして、授業後に
オンラインで個別の照会を受け付けます。
４　授業内試験（２）のフィードバックについてですが、試験終了直後に採点
の基準や正解例を説明します。そのことで、ご自分の評価を理解できるよう
にします。その後、できるだけ早期に採点し、結果を個別に告知します。ま
たそれでも評価に疑問が残る場合には、フォローアップとして、個別の照会
をオンラインで受け付けます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 プロローグ：法とは何

か？
１　はじめに
２　法とは何か？
３　国際法の法源
４　国際法の変化
５　まとめ

2 国際社会における法と政
治

１　はじめに
２　国際法の法的性質
（１）否定説
（２）肯定説
３　法と社会の構造
４　国際社会における法と政治の関係
５　まとめ

3 法政大学は独立国家にな
れるか？

１　国家であるということ：主権
２　国家承認
（１）　法政大学は独立国家になれ
るか？
（２）　国家承認とは？
（３）　国家承認の法的性質
（４）　国家と認められるための要件
（５）　国家承認の方法
３まとめ

4 戦争と平和について考え
よう

１　はじめに
２　正戦論
３　無差別戦争観
４　国際連盟の時代：戦争の違法化
５　国際連合の時代：武力行使禁止
６　平和のための結集決議と国連平和
維持活動（PKO）
７　冷戦時代の PKO
８　冷戦終結後の PKO
９　まとめ

5 国籍と無国籍 １　はじめに
２　国籍とその決定
３　国籍の得喪
４　国際法の機能：国籍の調整
５　無国籍
６　まとめ
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6 人道支援と法：救済と正
義のジレンマ

１　はじめに
２　国際赤十字の誕生
３　その後のデュナン
４　国際人道法の発展
５　人道支援とは何か？
６　人道支援のジレンマ
７　まとめ

7 ルワンダとジェノサイド １　はじめに
２　ルワンダ略史
３　ルワンダと植民地政策
４　ウガンダにおけるツチ難民
５　ジェノサイド
６　国際社会の対応
７　まとめ

8 授業内試験（１） 第１回- 第 7 回までの範囲の試験
9 感染症をめぐる国際法の

歴史（１）： 1850-1890
年代：国際衛生条約の誕
生

１　はじめに
２　前史
３　国際衛生会議と 19 世紀の国際衛
生条約
４　まとめ

10 感染症をめぐる国際法の
歴史（２）： 1900-1910
年代：東方の脅威からの
防衛

１　はじめに
２　ペスト・コレラ・黄熱
３　背景と経緯
４　 1903 年国際衛生条約
５　 1907 年公衆衛生国際事務局のパ
リにおける設立に関する国際協定
６　 1912 年国際衛生条約
７　まとめ

11 感染症をめぐる国際法の
歴史（３）： 1920 年代
：欧州から世界へ

１　はじめに
２　チフスと天然痘
３　背景と経緯
４　 1926 年国際衛生条約
５　まとめ

12 感染症をめぐる国際法の
歴史（４）： 1930 年代
：海陸から空へ

１　はじめに
２　空と感染症
３　背景と経緯
４　 1933 年航空国際衛生条約
５　 1926 年国際衛生条約を修正する
ための 1938 年条約
６　 1900-1930 年代の国際衛生条約
の性質
７　まとめ

13 感染症をめぐる国際法の
歴史（５）： 1940 年代
中頃：第二次世界大戦

１　はじめに
２　戦争と感染症
３　背景と経緯
４　 1926 年国際衛生条約を修正する
ための 1944 年条約
５　 1933 年航空国際衛生条約を修正
するための 1944 年条約
６　 1944 年条約を延長するための
1946 年議定書
７　 1944 年国際衛生条約の性質
８　まとめ

14 エピローグ＆授業内試験
（２）

本講義全体のまとめ＆授業内試験
（２）（第 8 回ー第 13 回）

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
アウトライン集（添付）にしたがって予習を行なってください。本授業の準
備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
2021 年 6 月頃に出版予定の書籍があります。授業中に案内しますので、オ
ンラインなどで購入してください。
【参考書】
第１回- 第７回まではアウトライン集（添付）に記載しています。第 9 回以
降については授業で案内します。
【成績評価の方法と基準】
授業内試験（１）の成績　　　　　 30%
授業内試験（２）の成績　　　　　 70%

【学生の意見等からの気づき】
「ディスカッションや意見共有の機会が多くて良かった」との趣旨の意見があ
りました。
【その他の重要事項】
アウトライン集（添付）を参照してください。
教員は国連機関と開発援助機関での実務経験を有しており、実践を批判的視
点から考察する。
【Outline and objectives】
This course explores to seek out the role of law in international society.
Examining various topics, participants of the course will learn functions
both of international law and municipal law. The course of this year
focuses on history of infectious diseases in international law.

POL100AD

国際社会の法Ⅱ

新垣　修

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
感染症に関する国際法やグローバル政策の歴史を中心に学びます。特に、冷
戦時代とポスト冷戦時代、コロナ時代における感染症をめぐる国際法の枠組
みや、グローバル政策での取り組みに力点をおいて講義をします。コロナに
翻弄される日常にあって身の回りにばかり目を奪われがちですが、この課題
を歴史と世界から俯瞰したいと思います。
【到達目標】
１　感染症に関する国際法とグローバル政策の基本を理解します。
２　感染症をめぐる国際法と国際政治の交差を考えます。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
１　講義形式ですが、ディスカッションを含むインターアクティブな授業を
行います。したがって、授業への積極的な参加が求められます。
２　講師の説明とパワーポイントのデータを基盤に授業を進めます。
３　授業内試験（１）のフィードバックについてですが、できるだけ早期に
採点し、その結果を個別に告知するとともに、第９回授業以降で採点の基準
や正解例を説明します。そのことで、ご自分の評価を理解できるようにしま
す。それでも評価に疑問が残る場合には、フォローアップとして、授業後に
オンラインで個別の照会を受け付けます。
４　授業内試験（２）のフィードバックについてですが、試験終了直後に採点
の基準や正解例を説明します。そのことで、ご自分の評価を理解できるよう
にします。その後、できるだけ早期に採点し、結果を個別に告知します。ま
たそれでも評価に疑問が残る場合には、フォローアップとして、個別の照会
をオンラインで受け付けます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 プロローグ：法と何か？ １　コースオリエンテーション

２　法とは何か？
３　国際社会と法
４　まとめ

2 国際社会における法と政
治

１　はじめに
２　国際法の法的性質
３　法と社会の構造
４　法と強制力
５　国際社会の組織化
６　まとめ

3 1940 年代後半： WHO
の誕生

１　戦前の機関
２　背景と経緯
３　 WHO 憲章
４　まとめ

4 1950 年代：国際衛生規
則

１　マラリア根絶プログラム
２　背景と経緯
３　国際衛生規則の概要
４　国際衛生規則の性質
５　まとめ

5 1960-1970 年代：国際保
健規則

１　冷戦と感染症
２　背景と経緯
３　国際衛生規則から国際保健規則へ
３　乖離
４　まとめ

6 授業内試験（１） 第１回から第５回までの試験
7 1980-1990 年代：国際人

権法との連動
１　 HIV/エイズ
２　背景と経緯
３　 1980 年代：自由権
４　 1990 年代：社会権
５　まとめ

8 2000 年代：国際保健規
則の再生を目指して

１　 SARS
２　背景と経緯
３　 2005 年国際保健規則の内容と
性質
４　まとめ
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9 2010 年代：安全保障と
の連動

１　エボラ出血熱
２　背景と経緯
３　国連エボラ緊急対応ミッション
４　感染症の安全保障化：米国を中
心に
５　まとめ

10 2020 年： COVID-19
（新型コロナウイルス）

１　分断の中の一体感
２　国家責任
３　船舶
４　まとめ

11 医薬品へのアクセス １　 1980 年代まで
２　 1990 年代： HIV/エイズと
TRIPS 協定
３　 2000 -2010 年代：ドーハ宣言と
国際人権法
４　 2011 年：鳥インフルエンザ
（H5N1）ワクチン
５　 2020 年：新型コロナウイルス
（COVID-19）ワクチン
６　まとめ

12 生物兵器とバイオテロ １　第二次世界大戦以前：感染症の武
力化とその制限
２　 1960 年代以降：生物兵器禁止
条約
３　冷戦終結以降：バイオテロ
４　まとめ

13 感染症レジームの変遷 １　欧州レジーム
２　国際レジーム
３　グローバル・ガバナンスへ？

14 エピローグ＆第２回授業
内試験

第７回- 第 13 回までの範囲のテスト

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
シラバスと教科書にしたがい、予習を行います。本授業の準備学習・復習時
間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
2021 年 6 月頃に出版予定です。授業中に案内しますので、オンラインなど
で購入してください。
【参考書】
授業中に案内します。
【成績評価の方法と基準】
第 1 回授業内試験　　 40 ％
第 2 回授業内試験　　 60 ％
【学生の意見等からの気づき】
「具体的な事例を通して学んだことが良かった」との趣旨のフィードバックが
多かった。
【その他の重要事項】
教員は国連機関と開発援助機関での実務経験を有しており、実践を批判的視
点から考察する。
【Outline and objectives】
This course will explore history of international law and global
policy concerning infectious diseases. It focuses on framework of the
international law and actions taken under the global policy during the
periods of Cold War, Post Cold War and COVID-19. It is valuable to
figure out the issues from the historical and global perspectives.

POL200AD

International Politics

森　聡

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　 This is a specialized course that forms a part of the practice-oriented
course cluster of the Department of Global Politics, and it is also
designated as a Global Open Course.
　 The course objective is to learn and think about the latest topics in
international affairs by using English as the primary language.The first
half of the course will cover topics related to international relations in
East Asia, and the latter half will cover other topics.

【到達目標】
　 The three goals of this course are as follows. First, the participant
will gain knowledge of the latest debates surrounding various ongoing
international affairs. Second, the participants will acquire the basic
skill to analyze and understand various phenomena of international
affairs through "modelized thinking." Third, the participants will
enhance the ability to use English for international politics.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Classes will be held online but may change during the course of the
semester. Any changes to the course schedule will be announced
through the Study Support System (the university’s online courseware).
Participants are advised to check announcements on the Study Support
System.
　オンラインでの開講となるが、状況次第で変更される可能性がある。それ
に伴う各回の授業計画の変更については、学習支援システムでその都度告知
する。学習支援システムの「お知らせ」サイトを随時確認されたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
Session
1

Introduction Overview of the course;the levels of
analysis problem in international
relations.

Session
2

The evolution of
international order
since the Second World
War

Ideal types of international order
and the change of international
order.

Session
3

The emergence of great
power competition

Changing great power relations
since the end of the Cold War.

Session
4

U.S.-China relations
Part 1

Shifts in U.S. policy toward China

Session
5

U.S.-China relations
Part 2

Technological competition

Session
6

U.S.-China relations
Part 3

East and South China Seas, the
Belt and Road Initiative, the Free
and Open Indo-Pacific, the Digital
Silk Road, etc.

Session
7

Review Session Review of the first half of the
course content.

Session
8

Denuclearization of
North Korea

Diplomacy surrounding the North
Korean nuclear crises since the end
of the Cold War

Session
9

Alliance politics Japan-U.S. relations and the North
Atlantic Treaty Organization
(NATO)

Session
10

The Iran-Saudi rivalry
and the Syrian crisis

Consequences of competition over
regional hegemony between Iran
and Saudi Arabia.

Session
11

New Domains in
International Politics

Cyberspace, outer space, and
international security.

Session
12

The international
economic order

The politics of international trade

Session
13

Transnational issues
and international
politics

The politics of climate change and
the pandemic.
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Session
14

Conclusion The future of international politics
and international order. Review of
major tasks assigned during the
semester.

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Class participants are encouraged to read the international affairs
section of a newspaper(s) everyday. Participants should also read
assigned readings in advance of the lectures.
本授業の準備学習・復習時間は約 2 時間を目安とします。
【テキスト（教科書）】
The instructor will assign latest articles as appropriate in class.

【参考書】
There are no pre-designated reference books.

【成績評価の方法と基準】
Grading will be based on a report.

【学生の意見等からの気づき】
As this course will be taught in English, the speed of the instructor’s
talk in class will be adjusted as appropriate.

【その他の重要事項】
　 Lectures will be conducted in English in principle, but Japanese
phrases will also be referred to when there is a need for explanation.
　 A brief review of the contents of the previous session might be
conducted in Japanese with the purpose of facilitating the participants’
understanding of the subject matter.
　 The instructor was a former Japanese Foreign Ministry official. He
will aim to explain the intricacies of foreign and security policy-making
when appropriate.

【国際政治学、アメリカの外交・安全保障政策】
＜専門領域＞　国際政治学、戦後アメリカの外交と安全保障
＜研究テーマ＞　先端技術と国際政治、パワーシフトと国際秩序、現代アメ
リカのインド太平洋戦略など
＜主要研究業績＞
・川島真・森聡編著『アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序』、東京大学
出版会、2020 年。
・"US Technological Competition with China: The Military, Industrial
and Digital Network Dimensions," Asia Pacific Review, Vol.26, No.1
(2019), pp.77-120.
・"U.S. Defense Innovation and Artificial Intelligence," Asia Pacific
Review, Vol.25, No.2 (Fall 2018), 16-44.
・「統合作戦構想と太平洋軍―マルチ・ドメイン・バトル構想の開発と導入」、
土屋大洋編著、『アメリカ太平洋軍の研究―インド・太平洋の安全保障』、千
倉書房、2018 年 7 月。
・「リベラル国際主義への挑戦―アメリカの二つの国際秩序観の起源と融合」、
『レヴァイアサン』第 58 号（2016 年 4 月）、23-48 頁。
・「アメリカのアジア戦略と中国」、北岡伸一・久保文明監修『希望の日米同盟
―アジア太平洋の海洋安全保障』、中央公論社、2016 年、39-91 頁。
・『ヴェトナム戦争と同盟外交―英仏の外交とアメリカの選択 1964-1968 年』、
東京大学出版会、2009 年（日本アメリカ学会清水博賞受賞）。
など
【Outline and objectives】
This is a specialized course that forms a part of the practice-oriented
course cluster of the Department of Global Politics, and it is also
designated as a Global Open Course.
The course objective is to learn and think about the latest topics in
international affairs by using English as the primary language.The first
half of the course will cover topics related to international relations in
East Asia, and the latter half will cover other topics.

POL200AD

Essay Writing

ERIK　 HADLAND

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
Proficiency in writing essays
keywords: basic English, general cognitive ability, special knowledge,
global governance, statecraft

【到達目標】
Apply systems of grammar, syntax, and composition;
apply knowledge of keywords above.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
We will learn grammar and writing production systems and key
concepts. Lectures or online meetings will fill in the gaps. This can
be done individually, but if possible, we’ll use a team system.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 systems/goals

325-06
set goals, explain systems

2 305-01, 305-03
verbs/nouns

Lecture, check, record

3 305-02, 305-03
verbs/nouns

Lecture, check, record

4 305-05, 305-04
verbs/nouns

Lecture, check, record

5 305-06, 305-04
verbs/nouns

Lecture, check, record

6 305-07 simple
sentences

Lecture, check, record

7 305-08 compound
sentences

Lecture, check, record

8 305 complex sentences Lecture, check, record
9 305-10

compound/complex
sentences

Lecture, check, record

10 315 phrasal verbs Lecture, check, record
11 335/345

vocab/syntax/essay
Lecture, check, record

12 335/345
vocab/syntax/essay

Lecture, check, record

13 375 pattern
recognition/essay

Lecture, check, record

14 395 opinion/essay or
305-09,10 grammar
test

final submission

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Most weekly homework assignments can be finished in about 90 for the
average student. Some students will put in more effort.

【テキスト（教科書）】
read write speak listen. Ginza Press (2021). Distribution will depend on
the current health policy.

【参考書】
communication system, phone apps.

【成績評価の方法と基準】
Grading and evaluation will 80% be based on weekly homework
assignments, and 20% final writing tests.

【学生の意見等からの気づき】
Changes in goals are based on student performances. If students fail to
show understanding of goals, we will continue with those tasks.

【学生が準備すべき機器他】
Phone/device, apps. Be sure to prepare 5 color highlighters: orange,
yellow, green, blue, purple.

【その他の重要事項】
None
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【Outline and objectives】
Proficiency in writing essays
keywords: basic English, general cognitive ability, special knowledge,
global governance, statecraft

POL200AD

Essay Writing

ERIK　 HADLAND

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
Proficiency in writing essays
keywords: basic English, general cognitive ability, special knowledge,
global governance, statecraft

【到達目標】
Apply systems of grammar, syntax, and composition;
apply knowledge of keywords above.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
We will learn grammar and writing production systems and key
concepts. Lectures or online meetings will fill in the gaps. This can
be done individually, but if possible, we’ll use a team system.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 systems/goals

325-06
set goals, explain systems

2 305-01, 305-03
verbs/nouns

Lecture, check, record

3 305-02, 305-03
verbs/nouns

Lecture, check, record

4 305-05, 305-04
verbs/nouns

Lecture, check, record

5 305-06, 305-04
verbs/nouns

Lecture, check, record

6 305-07 simple
sentences

Lecture, check, record

7 305-08 compound
sentences

Lecture, check, record

8 305 complex sentences Lecture, check, record
9 305-10

compound/complex
sentences

Lecture, check, record

10 315 phrasal verbs Lecture, check, record
11 335/345

vocab/syntax/essay
Lecture, check, record

12 335/345
vocab/syntax/essay

Lecture, check, record

13 375 pattern
recognition/essay

Lecture, check, record

14 395 opinion/essay or
305-09,10 grammar
test

final submission

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Weekly homework assignments should be completed in less than 90
minutes.

【テキスト（教科書）】
read write speak listen. Ginza Press (2021). Distribution will depend on
the current health policy.

【参考書】
communication system, phone apps.

【成績評価の方法と基準】
Grading and evaluation will 80% be based on weekly homework
assignments, and 20% final writing tests.

【学生の意見等からの気づき】
Changes in goals are based on student performances. If students fail to
show understanding of goals, we will continue with those tasks.

【学生が準備すべき機器他】
Phone/device, apps. Be sure to prepare 5 color highlighters: orange,
yellow, green, blue, purple.

【その他の重要事項】
None
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【Outline and objectives】
Proficiency in writing essays
keywords: basic English, general cognitive ability, special knowledge,
global governance, statecraft

POL200AD

Essay Writing

ERIK　 HADLAND

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
Proficiency in writing essays
keywords: basic English, general cognitive ability, special knowledge,
global governance, statecraft

【到達目標】
Apply systems of grammar, syntax, and composition;
apply knowledge of keywords above.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
We will learn grammar and writing production systems and key
concepts. Lectures or online meetings will fill in the gaps. This can
be done individually, but if possible, we’ll use a team system.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 systems/goals

325-06
set goals, explain systems

2 305-01, 305-03
verbs/nouns

Lecture, check, record

3 305-02, 305-03
verbs/nouns

Lecture, check, record

4 305-05, 305-04
verbs/nouns

Lecture, check, record

5 305-06, 305-04
verbs/nouns

Lecture, check, record

6 305-07 simple
sentences

Lecture, check, record

7 305-08 compound
sentences

Lecture, check, record

8 305 complex sentences Lecture, check, record
9 305-10

compound/complex
sentences

Lecture, check, record

10 315 phrasal verbs Lecture, check, record
11 335/345

vocab/syntax/essay
Lecture, check, record

12 335/345
vocab/syntax/essay

Lecture, check, record

13 375 pattern
recognition/essay

Lecture, check, record

14 395 opinion/essay or
305-09,10 grammar
test

final submission

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Most students should be able to finish weekly homework assignments
in about 90 minutes. Some students will put in more effort.

【テキスト（教科書）】
read write speak listen. Ginza Press (2021). Distribution will depend on
the current health policy.

【参考書】
communication system, phone apps.

【成績評価の方法と基準】
Most of the grade 80% will be based on weekly homework assignments,
and the other 20% on final tests.

【学生の意見等からの気づき】
If students understand concepts, we will continue with our goals. If
problems occur, we will review material until an understanding can be
reached.

【学生が準備すべき機器他】
Phone/device, apps. Be sure to prepare 5 color highlighters: orange,
yellow, green, blue, purple.

— 345 —



　発行日：2021/4/1

【その他の重要事項】
None

【Outline and objectives】
Proficiency in writing essays
keywords: basic English, general cognitive ability, special knowledge,
global governance, statecraft

POL200AD

Essay Writing

キンユア　レイバン　キスンゾ

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
This course will help students to learn the art of gathering, organising,
evaluating, and presenting ideas in a systematic method for either
general, formal, or academic audience.

【到達目標】
Students in this course will learn and practice writing as a tool to help
them express opinions in variety of topics, environments, and settings.
Although the primary focus of this course is beyond English language
grammar, students will also be expected to demonstrate grammatical
accuracy in their work. By the end of the course, students are expected
to have gained skills relating to clarity of thought, confidence, and
excellence in presenting their original ideas.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Important: This course may be conducted online. In this case, you
will need access to a computer connected to the internet and Zoom
connection.
The course will be based around classroom listening, discussion, and
writing tasks. Reading and writing tasks will mainly be carried out
outside the class. The assignments will be given in specified days
requiring students to show comprehension of class contents. All written
assignments will be returned in time with written feedback. Students
are requested to freely engage the instructor for clarifications and
questions. The classroom language will be English, and students will
be required to actively participate in classroom and homework tasks.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Course orientation and

introduction 1
Information about the course,
finding about the other class
members, and the instructor.

2 Course orientation and
introduction 2

General and basic rules of writing
grammar; a) Parts of speech, b)
capitalisation and punctuation, c)
subject verb agreement, d)
paragraph rules.

3 Pre-writing research How to prepare, read, and research
for writing. collecting materials.

4 Topics and thesis Selecting an argument, supporting
opinions, paragraph structure, and
writing a paragraph.

5 Anatomy of an essay Introduction, outline, body, and
conclusion. How to choose and craft
topic sentences.

6 Types of writing
a) anecdotal story

Learn how make paragraph and
begin using writing styles.
Assignment 1

7 Types of writing
b) descriptive writing

Sensory description, place
description, and describing a
person.
Learn to use similes and
metaphors, simple and compound
sentences,identify fragments and
run-on sentences.
Assignment 2

8 Types of writing
c) expository writing

Learn to construct and use thesis
statement, supporting statements,
simple and complex sentences, and
write a conclusion.
Assignment 3

9 Types of writing
d) Opinion and
persuasive essay

Learn essay formatting, persuasive
techniques, and developing
supporting details.
Assignment 4
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10 Types of writing
e) compare and
contrast essay

Learn formatting and outlining,
and developing supporting details.
Assignment 5

11 Types of writing
f) formal and academic
writing

Learn structures and terms,
citation, and formatting.
Assignment 6

12 The art of presentation Written presentation
13 The art of presentation Oral presentation. The art of being

articulate, commanding, and
persuasive.

14 Review and conclusion Final submission and review quiz

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Students will be required to use the Internet to research topics in
preparation for the classroom sessions. Writing tasks will also be set
for homework.

【テキスト（教科書）】
There is no set textbook for this course, but students are required to
bring an A4 folder to organise their notes.
The instructor will provide the materials for the class.

【参考書】
Oshima, A., & Hogue, A. (2017). Longman Academic Writing Series: 3 -
Essays (Fifth ed.). New York: Pearson Longman.

【成績評価の方法と基準】
Grades will be calculated as follows:
20% class attendance and participation
10% assignment 1
10% assignment 2
10% assignment 3
10% assignment 4
10% assignment 5
10% assignment 6
20% final quiz

【学生の意見等からの気づき】
N/A

【学生が準備すべき機器他】
A4 folder.

【その他の重要事項】
Students are expected to attend all of the classes, and to come to class
on time.
There may be some changes to the syllabus above in order to allow for
some flexibility to cater for the needs of particular classes.

【Outline and objectives】
The course will specifically orient students to general rules of writing
and style, paragraph and sentence structures,formatting, developing of
supporting details,constructing a thesis statement,pre-writing research
skills, and presentation skills in both written and oral form.

POL200AD

Essay Writing

MICHAEL RAYNER

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
The course will develop the participants’ English writing, listening,
vocabulary and discussion skills through consideration of various issues
related to current affairs.

【到達目標】
This course will focus on the essay-writing process from the initial
stages of gathering information and note-taking, to the organisation of
an essay, and the final stage of proof-reading for content and accuracy.
The course will give students practice in these skills, and will require
the students to apply the skills in order to produce a problem-solution
paragraph and multi-paragraph discussion essay.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Important: This course will be conducted online. You will need access
to a computer connected to the internet. We will use Zoom and Google
Classroom for the classes.
The course will be based around classroom listening, discussion and
writing tasks which will involve students working in groups and pairs.
Reading and writing tasks will mainly be carried out outside the class.
There will also be some work on vocabulary building. The classroom
language will be English, and students will be required to actively
participate in classroom and homework tasks.
Feedback on homework tasks will be provided via Google Classroom and
Gmail using rubrics along with personalized comments. For the final
essay, personalized feedback will be provided on the two drafts using
the comments feature of Google Docs.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Course orientation information about the course

finding about the other class
members

2 Problems in the news topic input
news report about a problem:
listening
vocabulary
discussion

3 Writing opinions and
support

giving opinions
comparing spoken/written opinions
writing opinions
types of support for opinions

4 Writing a
problem-solution
paragraph

conventions of paragraph format
and organization
writing a paragraph

5 Controversial topics topic input
news report about a controversial
topic
listening
vocabulary
discussion

6 Discussion essay
Organisation
conventions

analysis of the organisation of a
typical discussion essay
vocabulary review
paragraph feedback

7 Quiz
Discussion essay
details
Gathering information
1

quiz on paragraph structure
paragraph submission
final report details
TED Talks listening

8 Discussion essay
Gathering information
2

BBC news report listening
vocabulary

9 Discussion essay
Planning

vocabulary review
news article presentation
essay planning
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10 Discussion essay
First draft

paragraph structure
topic sentences
introductions
conclusions
final report first draft

11 Discussion essay
Editing for content and
format

peer feedback on content and
format
flow - linking words and phrases
second draft - editing for content

12 Discussion essay
Editing for accuracy

instructor feedback on accuracy
correction key
third draft - editing for accuracy

13 Discussion essay
Writing tutorial

individual tutorial

14 Essay submission and
review quiz

final essay submission
review quiz

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Students will be required to use the Internet to research topics in
preparation for the classroom sessions. Writing tasks will also be set
for homework.. 本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no set text for this course.
The instructor will provide the materials for the class on Google
Classroom and in Google Drive.

【参考書】
Class materials and descriptions will be available on Google Classroom
and in Google Drive.

【成績評価の方法と基準】
There is no final examination for this course.
Grades will be calculated in the following way:
15% class participation
15% quiz 1
15% problem-solution paragraph
15% quiz 2
40% discussion essay

【学生の意見等からの気づき】
More feedback on student work.

【学生が準備すべき機器他】
Computer with reliable Internet connection (the class cannot be taken
using a smartphone).
Hosei Google account.

【その他の重要事項】
Students are expected to attend all of the classes, and to come to class
on time.
There may be some changes to the syllabus above in order to allow for
some flexibility to cater for the needs of particular classes.

【Outline and objectives】
The course will develop the participants’ English writing, listening,
vocabulary and discussion skills through consideration of various issues
related to current affairs.

POL200AD

Essay Writing

MICHAEL RAYNER

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
The course will develop the participants’ English writing, listening,
vocabulary and discussion skills through consideration of various issues
related to current affairs.

【到達目標】
This course will focus on the essay-writing process from the initial
stages of gathering information and note-taking, to the organisation of
an essay, and the final stage of proof-reading for content and accuracy.
The course will give students practice in these skills, and will require
the students to apply the skills in order to produce a problem-solution
paragraph and multi-paragraph discussion essay.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Important: This course will be conducted online. You will need access
to a computer connected to the internet. We will use Zoom and Google
Classroom for the classes.
The course will be based around classroom listening, discussion and
writing tasks which will involve students working in groups and pairs.
Reading and writing tasks will mainly be carried out outside the class.
There will also be some work on vocabulary building. The classroom
language will be English, and students will be required to actively
participate in classroom and homework tasks.
Feedback on homework tasks will be provided via Google Classroom and
Gmail using rubrics along with personalized comments. For the final
essay, personalized feedback will be provided on the two drafts using
the comments feature of Google Docs.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Course orientation information about the course

finding about the other class
members

2 Problems in the news topic input
news report about a problem:
listening
vocabulary
discussion

3 Writing opinions and
support

giving opinions
comparing spoken/written opinions
writing opinions
types of support for opinions

4 Writing a
problem-solution
paragraph

conventions of paragraph format
and organization
writing a paragraph

5 Controversial topics topic input
news report about a controversial
topic
listening
vocabulary
discussion

6 Discussion essay
Organisation
conventions

analysis of the organisation of a
typical discussion essay
vocabulary review
paragraph feedback

7 Quiz
Discussion essay
details
Gathering information
1

quiz on paragraph structure
paragraph submission
final report details
TED Talks listening

8 Discussion essay
Gathering information
2

BBC news report listening
vocabulary

9 Discussion essay
Planning

vocabulary review
news article presentation
essay planning
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10 Discussion essay
First draft

paragraph structure
topic sentences
introductions
conclusions
final report first draft

11 Discussion essay
Editing for content and
format

peer feedback on content and
format
flow - linking words and phrases
second draft - editing for content

12 Discussion essay
Editing for accuracy

instructor feedback on accuracy
correction key
third draft - editing for accuracy

13 Discussion essay
Writing tutorial

individual tutorial

14 Essay submission and
review quiz

final essay submission
review quiz

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Students will be required to use the Internet to research topics in
preparation for the classroom sessions. Writing tasks will also be set
for homework.. 本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no set text for this course.
The instructor will provide the materials for the class on Google
Classroom and in Google Drive.

【参考書】
Class materials and descriptions will be available on Google Classroom
and in Google Drive.

【成績評価の方法と基準】
There is no final examination for this course.
Grades will be calculated in the following way:
15% class participation
15% quiz 1
15% problem-solution paragraph
15% quiz 2
40% discussion essay

【学生の意見等からの気づき】
More feedback on student work.

【学生が準備すべき機器他】
Computer with reliable Internet connection (the class cannot be taken
using a smartphone).
Hosei Google account.

【その他の重要事項】
Students are expected to attend all of the classes, and to come to class
on time.
There may be some changes to the syllabus above in order to allow for
some flexibility to cater for the needs of particular classes.

【Outline and objectives】
The course will develop the participants’ English writing, listening,
vocabulary and discussion skills through consideration of various issues
related to current affairs.

POL200AD

Debate

Alan　 MEADOWS

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
This is an undergraduate debate course.

【到達目標】
This course aims to help students practice fluency, exchange opinions
and enhance critical thinking skills through the medium of debate. The
focus will be on building, presenting and evaluating arguments.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
A variety of formal and informal topical issues and debate styles will
be introduced. In the early stages of the course, students will analyze
a specific topic question, conduct research to find evidence, write either
affirmative or negative case positions and then present their case in an
open class debate. As the course proceeds, depth and breadth of study
will be expanded so as to require students to carry out individualized
assignments, which will further refine their organizational, analytical
and speaking skills.
*IMPORTANT: Depending upon the COVID-19 situation, part or all of
this course may be conducted online. As such, this syllabus is flexible
and changes may occur. If online, a much greater emphasis will be
placed on critical thinking and discussion. It is your responsibility to
check for updates and announcements both (i) on the course page within
Hoppii, and (ii) in emails sent to your registered email address.
If classes are conducted online, Zoom will be the main platform used.
Students will need a device that is connected to the internet and
familiarity with Zoom protocol.
Feedback for homework and other assignments will be provided via
Zoom, email or during class, if the lessons are face-to-face.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 Course Orientation Explanation of the course

requirements followed by
self-introductions.

第 2 回 The Mechanics of
Debate

Organizing, explaining and
supporting your opinion.
Challenging supports and
organizing your refutation.

第 3 回 Case Study Examination of the key arguments
relating to a debate topic to be
selected after consultation with the
students.

第 4 回 Case Study Continuation of previous lesson.
第 5 回 First In-Class Debates Topic to be decided in consultation

with students.
第 6 回 First In-Class Debates

(continued)
Topic to be decided in consultation
with students.

第 7 回 Topic Selection for
Second and Third
In-Class Debates

Debate discussion game. Students
select topics for upcoming formal
debates under guidance of the
instructor.

第 8 回 Impromptu Debates First round of impromptu debates.
第 9 回 Second In-Class

Debates
Start of second round of formal
debates based around topics
previously chosen by students.

第 10 回 Second In-Class
Debates (continued)

Continuation of previous lesson.

第 11 回 Impromptu Debates Second round of impromptu
debates.

第 12 回 Third In-Class Debates Start of third round of formal
debates based around topics
previously chosen by students.

第 13 回 Third In-Class Debates
(continued)

Continuation of previous lesson.
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第 14 回 Third In-Class Debates
(continued)
Course Wrap up

Continuation of previous lesson.

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
This is very much a practical course in which students will be actively
engaged in a variety of tasks and activities. They will be expected to do
sufficient research and preparation outside of the classroom to enable a
meaningful and productive series of debates to occur during class time.
This syllabus is flexible and subject to change. The amount of time
needed for the class to complete assignments and each round of
debates is difficult to predict. Stay alert in class for precise dates for
assignments. 本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no set text for this course.

【参考書】
Relevant materials will be provided by the instructor in the early stages
of the course. Students will be responsible for gathering and organizing
their own research materials as the course proceeds.

【成績評価の方法と基準】
20% First In-Class Debate.
20% Second In-Class Debate.
20% Third In-Class Debate.
20% Impromptu Debates.
20% Active class participation and homework.
Students are expected to play an active role in all aspects of this class in
order to foster and maintain an academically challenging environment
throughout the course.

【学生の意見等からの気づき】
None.

【Outline and objectives】
The course presents students with a range of debate topics. It is
designed to give students the ability to identify, analyze, explain,
summarize and evaluate key arguments. They will then learn the
mechanics of debate and be able to present and defend their case within
an academically challenging environment.

POL200AD

Debate

Alan　 MEADOWS

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
This is an undergraduate debate course.

【到達目標】
This course aims to help students practice fluency, exchange opinions
and enhance critical thinking skills through the medium of debate. The
focus will be on building, presenting and evaluating arguments.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
A variety of formal and informal topical issues and debate styles will
be introduced. In the early stages of the course, students will analyze
a specific topic question, conduct research to find evidence, write either
affirmative or negative case positions and then present their case in an
open class debate. As the course proceeds, depth and breadth of study
will be expanded so as to require students to carry out individualized
assignments, which will further refine their organizational, analytical
and speaking skills.
* Important: Depending upon the COVID-19 situation,part or all of this
course may be conducted online. As such, this syllabus is flexible and
changes may occur. If online, a much greater emphasis will be placed
on critical thinking and discussion. It is your responsibility to check for
updates and announcements both (i) on the course page within Hoppii,
and (ii) in emails sent to your registered email address.
If classes are conducted online, Zoom will be the main platform used.
Students will need a device that is connected to the internet and
familiarity with Zoom protocol.
Feedback for homework and other assignments will be provided via
Zoom, email or during class, if the lessons are face-to-face.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 Course Orientation Explanation of the course

requirements followed by
self-introductions.

第 2 回 The Mechanics of
Debate

Organizing, explaining and
supporting your opinion.
Challenging supports and
organizing your refutation.

第 3 回 Case Study Examination of the key arguments
relating to a debate topic to be
selected after consultation with the
students

第 4 回 Case Study Continuation of previous lesson.
第 5 回 First In-Class Debates Topic to be decided in consultation

with students.
第 6 回 First In-Class Debates

(continued)
Topic to be decided in consultation
with students.

第 7 回 Topic Selection for
Second and Third
In-Class Debates

Debate discussion game. Students
select topics for upcoming formal
debates under guidance of the
instructor.

第 8 回 Impromptu Debates First round of impromptu debates.
第 9 回 Second In-Class

Debates
Start of second round of formal
debates based around topics
previously chosen by students.

第 10 回 Second In-Class
Debates (continued)

Continuation of previous lesson.

第 11 回 Impromptu Debates Second round of impromptu
debates.

第 12 回 Third In-Class Debates Start of third round of formal
debates based around topics
previously chosen by students.

第 13 回 Third In-Class Debates
(continued)

Continuation of previous lesson.
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第 14 回 Third In-Class Debates
(continued)
Course Wrap up

Continuation of previous lesson.

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
This is very much a practical course in which students will be actively
engaged in a variety of tasks and activities. They will be expected to do
sufficient research and preparation outside of the classroom to enable a
meaningful and productive series of debates to occur during class time.
This syllabus is flexible and subject to change. The amount of time
needed for the class to complete assignments and each round of
debates is difficult to predict. Stay alert in class for precise dates for
assignments. 本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no set text for this course.

【参考書】
Relevant materials will be provided by the instructor in the early stages
of the course. Students will be responsible for gathering and organizing
their own research materials as the course proceeds.

【成績評価の方法と基準】
20% First In-Class Debate.
20% Second In-Class Debate.
20% Third In-Class Debate.
20% Impromptu Debates.
20% Active class participation and homework.
Students are expected to play an active role in all aspects of this class in
order to foster and maintain an academically challenging environment
throughout the course.

【学生の意見等からの気づき】
None.

【Outline and objectives】
The course presents students with a range of debate topics. It is
designed to give students the ability to identify, analyze, explain,
summarize and evaluate key arguments. They will then learn the
mechanics of debate and be able to present and defend their case within
an academically challenging environment.

POL200AD

Debate

Alan　 MEADOWS

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
This is an undergraduate debate course.

【到達目標】
This course aims to help students practice fluency, exchange opinions
and enhance critical thinking skills through the medium of debate. The
focus will be on building, presenting and evaluating arguments.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
A variety of formal and informal topical issues and debate styles will
be introduced. In the early stages of the course, students will analyze
a specific topic question, conduct research to find evidence, write either
affirmative or negative case positions and then present their case in an
open class debate. As the course proceeds, depth and breadth of study
will be expanded so as to require students to carry out individualized
assignments, which will further refine their organizational, analytical
and speaking skills.
*IMPORTANT: Depending upon the COVID-19 situation, part or all of
this course may be conducted online. As such, this syllabus is flexible
and changes may occur. If online, a much greater emphasis will be
placed on critical thinking and discussion. It is your responsibility to
check for updates and announcements both (i) on the course page within
Hoppii, and (ii) in emails sent to your registered email address.
If classes are conducted online, Zoom will be the main platform used.
Students will need a device that is connected to the internet and
familiarity with Zoom protocol.
Feedback for homework and other assignments will be provided via
Zoom, email or during class, if the lessons are face-to-face.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Course Orientation Explanation of the course

requirements followed by
self-introductions.

2 The Mechanics of
Debate

Organizing, explaining and
supporting your opinion.
Challenging supports and
organizing your refutation.

3 Case Study Examination of the key arguments
relating to a debate topic to be
selected after consultation with the
students.

4 Case Study Continuation of previous lesson.
5 First In-Class Debates Topic to be decided in consultation

with students.
6 First In-Class Debates

(continued)
Topic to be decided in consultation
with students.

7 Topic Selection for
Second and Third
In-Class Debates

Debate discussion game. Students
select topics for upcoming formal
debates under guidance of the
instructor.

8 Impromptu Debates First round of impromptu debates.
9 Second In-Class

Debates
Start of second round of formal
debates based around topics
previously chosen by students.

10 Second In-Class
Debates (continued)

Continuation of previous lesson.

11 Impromptu Debates Second round of impromptu
debates.

12 Third In-Class Debates Start of third round of formal
debates based around topics
previously chosen by students.

13 Third In-Class Debates
(continued)

Continuation of previous lesson.
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14 Third In-Class Debates
(continued)
Course Wrap up

Continuation of previous lesson.

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
This is very much a practical course in which students will be actively
engaged in a variety of tasks and activities. They will be expected to do
sufficient research and preparation outside of the classroom to enable a
meaningful and productive series of debates to occur during class time.
This syllabus is flexible and subject to change. The amount of time
needed for the class to complete assignments and each round of
debates is difficult to predict. Stay alert in class for precise dates for
assignments. 本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no set text for this course.

【参考書】
Relevant materials will be provided by the instructor in the early stages
of the course. Students will be responsible for gathering and organizing
their own research materials as the course proceeds.

【成績評価の方法と基準】
20% First In-Class Debate.
20% Second In-Class Debate.
20% Third In-Class Debate.
20% Impromptu Debates.
20% Active class participation and homework.
Students are expected to play an active role in all aspects of this class in
order to foster and maintain an academically challenging environment
throughout the course.

【学生の意見等からの気づき】
None.

【学生が準備すべき機器他】
smartphone/tablet, laptop, twitter, comm system.

【Outline and objectives】
The course presents students with a range of debate topics. It is
designed to give students the ability to identify, analyze, explain,
summarize and evaluate key arguments. They will then learn the
mechanics of debate and be able to present and defend their case within
an academically challenging environment.

POL200AD

Debate

Alan　 MEADOWS

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
This is an undergraduate debate course.

【到達目標】
This course aims to help students practice fluency, exchange opinions
and enhance critical thinking skills through the medium of debate. The
focus will be on building, presenting and evaluating arguments.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
A variety of formal and informal topical issues and debate styles will
be introduced. In the early stages of the course, students will analyze
a specific topic question, conduct research to find evidence, write either
affirmative or negative case positions and then present their case in an
open class debate. As the course proceeds, depth and breadth of study
will be expanded so as to require students to carry out individualized
assignments, which will further refine their organizational, analytical
and speaking skills.
*IMPORTANT: Depending upon the COVID-19 situation, part or all of
this course may be conducted online. As such, this syllabus is flexible
and changes may occur. If online, a much greater emphasis will be
placed on critical thinking and discussion. It is your responsibility to
check for updates and announcements both (i) on the course page within
Hoppii, and (ii) in emails sent to your registered email address.
If classes are conducted online, Zoom will be the main platform used.
Students will need a device that is connected to the internet and
familiarity with Zoom protocol.
Feedback for homework and other assignments will be provided via
Zoom, email or during class, if the lessons are face-to-face.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Course Orientation Explanation of the course

requirements followed by
self-introductions.

2 The Mechanics of
Debate

Organizing, explaining and
supporting your opinion.
Challenging supports and
organizing your refutation.

3 Case Study Examination of the key arguments
relating to a debate topic to be
selected after consultation with the
students.

4 Case Study Continuation of previous lesson.
5 First In-Class Debates Topic to be decided in consultation

with students.
6 First In-Class Debates

(continued)
Topic to be decided in consultation
with students.

7 Topic Selection for
Second and Third
In-Class Debates

Debate discussion game. Students
select topics for upcoming formal
debates under guidance of the
instructor.

8 Impromptu Debates First round of impromptu debates.
9 Second In-Class

Debates
Start of second round of formal
debates based around topics
previously chosen by students.

10 Second In-Class
Debates (continued)

Continuation of previous lesson.

11 Impromptu Debates Second round of impromptu
debates.

12 Third In-Class Debates Start of third round of formal
debates based around topics
previously chosen by students.

13 Third In-Class Debates
(continued)

Continuation of previous lesson.
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14 Third In-Class Debates
(continued)
Course Wrap up

Continuation of previous lesson.

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
This is very much a practical course in which students will be actively
engaged in a variety of tasks and activities. They will be expected to do
sufficient research and preparation outside of the classroom to enable a
meaningful and productive series of debates to occur during class time.
This syllabus is flexible and subject to change. The amount of time
needed for the class to complete assignments and each round of
debates is difficult to predict. Stay alert in class for precise dates for
assignments. 本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no set text for this course.

【参考書】
Relevant materials will be provided by the instructor in the early stages
of the course. Students will be responsible for gathering and organizing
their own research materials as the course proceeds.

【成績評価の方法と基準】
20% First In-Class Debate.
20% Second In-Class Debate.
20% Third In-Class Debate.
20% Impromptu Debates.
20% Active class participation and homework.
Students are expected to play an active role in all aspects of this class in
order to foster and maintain an academically challenging environment
throughout the course.

【学生の意見等からの気づき】
None

【Outline and objectives】
The course presents students with a range of debate topics. It is
designed to give students the ability to identify, analyze, explain,
summarize and evaluate key arguments. They will then learn the
mechanics of debate and be able to present and defend their case within
an academically challenging environment.

POL200AD

Debate

MICHAEL RAYNER

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
This course will give students practice in the skills required to
participate in a formal debate, including presenting, supporting and
refuting arguments. The course aims to develop students’ ability to
think critically, and to build their confidence in debating current affairs
in English.

【到達目標】
By the end of the course, participants will understand the format of a
typical formal debate, and will understand how to present, support and
refute arguments.
Students will also be able to participate in a formal debate in English as
part of a team.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Important: This course will be conducted online. You will need access to
a computer connected to the Internet and a Hosei Google account. We
will use Zoom for all of the classes.
In the class, students will consider a number of controversial topics,
and engage in activities designed to stimulate discussion of these topics.
For homework, students will read internet sources to deepen their
understanding of the topics, and prepare arguments in preparation for
class debate. Students will be taught the terms and structure of formal
debate, and topics will be debated both in small groups, and as a whole
class. Classroom activities will be conducted in English, and there
will be a focus on vocabulary, communication strategies and critical
thinking.
Feedback on homework tasks will be provided via Google Classroom and
Gmail using rubrics along with personalized comments.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Orientation class information

student information
2 Expressing opinions expressing opinions

types of opinions
expressing
agreement/disagreement
resolutions

3 Resolutions introduction to debate terms
resolutions in the news reading
resolutions in the news reading -
writing

4 Reasons and support types of reasons
practice supporting opinions with
reasons
identifying types of support
case study 1 - vegetarianism -
listening and identifying support

5 Debate organisation
first affirmative
constructive (FAC)
speech

first affirmative constructive
speech organisation
FAC group writing

6 Refutation 1 types of refutation
FAC practice
refutation group practice

7 Refutation 2
Speech "manner"

FAC and refutation group practice -
various topics

8 First affirmative
constructive speech
performance

first affirmative constructive
speech performance in front of class

9 Debate organisation
negative constructive
speech

negative constructive speech
organisation and practice
choose final debate topics and
groups
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10 Debate practice debate review and small group
practice

11 Challenging support practice in questioning support
12 Debate preparation group data collation and

preparation
13 Rebuttal rebuttal speech organisation

group preparation for final debate
14 Final debates final debate performance

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Students will be required to research topics outside class using articles
on English language internet news sites, and to prepare arguments for
classroom debate. 本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no set text for this course.
Materials will be provided by the instructor. Students will be
responsible for gathering and organizing their own research materials
as the course proceeds.

【参考書】
Class information and materials will be available here on the Google
Classroom and in Google Drive.

【成績評価の方法と基準】
There is no final examination for this course.
Your grade will be:
• 30% class participation
• 10% resolution homework
• 15% first affirmative constructive speech (recording)
• 15% debate technical language quiz
• 30% final debate

【学生の意見等からの気づき】
more small group discussion
more help with content for final debate

【学生が準備すべき機器他】
A computer with reliable Internet connection and Zoom software
installed (a smartphone will not be sufficient for the class).
A Hosei Google account.

【その他の重要事項】
Students are expected to play an active role in all aspects of this class in
order to foster and maintain an academically challenging environment
throughout the course.

【Outline and objectives】
This course will give students practice in the skills required to
participate in a formal debate, including presenting, supporting and
refuting arguments. The course aims to develop students’ ability to
think critically, and to build their confidence in debating current affairs
in English.

POL200AD

Debate

MICHAEL RAYNER

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
This course will give students practice in the skills required to
participate in a formal debate, including presenting, supporting and
refuting arguments. The course aims to develop students’ ability to
think critically, and to build their confidence in debating current affairs
in English.

【到達目標】
By the end of the course, participants will understand the format of a
typical formal debate, and will understand how to present, support and
refute arguments.
Students will also be able to participate in a formal debate in English as
part of a team.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Important: This course will be conducted online. You will need access to
a computer connected to the Internet and a Hosei Google account. We
will use Zoom for all of the classes.
In the class, students will consider a number of controversial topics,
and engage in activities designed to stimulate discussion of these topics.
For homework, students will read internet sources to deepen their
understanding of the topics, and prepare arguments in preparation for
class debate. Students will be taught the terms and structure of formal
debate, and topics will be debated both in small groups, and as a whole
class. Classroom activities will be conducted in English, and there
will be a focus on vocabulary, communication strategies and critical
thinking.
Feedback on homework tasks will be provided via Google Classroom and
Gmail using rubrics along with personalized comments.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Orientation class information

student information
2 Expressing opinions expressing opinions

types of opinions
expressing
agreement/disagreement
resolutions

3 Resolutions introduction to debate terms
resolutions in the news reading
resolutions in the news reading -
writing

4 Reasons and support types of reasons
practice supporting opinions with
reasons
identifying types of support
case study 1 - vegetarianism -
listening and identifying support

5 Debate organisation
first affirmative
constructive (FAC)
speech

first affirmative constructive
speech organisation
FAC group writing

6 Refutation 1 types of refutation
FAC practice
refutation group practice

7 Refutation 2
Speech "manner"

FAC and refutation group practice -
various topics

8 First affirmative
constructive speech
performance

first affirmative constructive
speech performance in front of class

9 Debate organisation
negative constructive
speech

negative constructive speech
organisation and practice
choose final debate topics and
groups
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10 Debate practice debate review and small group
practice

11 Challenging support practice in questioning support
12 Debate preparation group data collation and

preparation
13 Rebuttal rebuttal speech organisation

group preparation for final debate
14 Final debates final debate performance

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Students will be required to research topics outside class using articles
on English language internet news sites, and to prepare arguments for
classroom debate. 本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no set text for this course.
Materials will be provided by the instructor. Students will be
responsible for gathering and organizing their own research materials
as the course proceeds.

【参考書】
Class information and materials will be available here on the Google
Classroom and in Google Drive.

【成績評価の方法と基準】
There is no final examination for this course.
Your grade will be:
• 30% class participation
• 10% resolution homework
• 15% first affirmative constructive speech (recording)
• 15% debate technical language quiz
• 30% final debate

【学生の意見等からの気づき】
more small group discussion
more help with content for final debate

【学生が準備すべき機器他】
A computer with reliable Internet connection and Zoom software
installed (a smartphone will not be sufficient for the class).
A Hosei Google account.

【その他の重要事項】
Students are expected to play an active role in all aspects of this class in
order to foster and maintain an academically challenging environment
throughout the course.

【Outline and objectives】
This course will give students practice in the skills required to
participate in a formal debate, including presenting, supporting and
refuting arguments. The course aims to develop students’ ability to
think critically, and to build their confidence in debating current affairs
in English.

POL200AD

海外メディア分析実習

TIMOTHY MAZORODZE

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
This course is designed to help students to become informed participants
in the media. Students will learn to identify, analyze, interpret
and evaluate media content. Students are expected to reflect on
the content, and respond critically via discussions, presentations and
writing assignments. These activities will help students to develop
critical thinking skills, and improve their English communication skills,
both oral (presentation & group interaction) and writing.

【到達目標】
The course will focus on identifying the major themes in various foreign
media, and creating critical responses to these media themes. Students
are expected to gain awareness of media techniques, and develop both
critical thinking skills and communication skills.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Due to the pandemic management protocols, this class shall be held
online using two primary platforms, Zoom and Google Classroom.Class
meetings will be held on Zoom while materials and assignments will be
posted on google classroom. Class activities will also involve watching
Youtube videos and exploring social media contents.
Students are encouraged to download and install Zoom and Google
Classroom applications on their computers or tablets. Instructional
videos on how to use these platforms are freely available online. All
students should study such material to gain familiarity with the basic
functions of these learning platforms before the beginning of classes.
Before the class the ID and password for joining the class will be posted
on Hopii.
We will have two basic class styles. The instructor will tell you at least
a week before whether the class will be type 1 or type 2.
1. Online using Zoom.
The majority of classes will follow this style. Students are expected
to check in for some live interaction/discussions at the regular class
time. After that you will receive assignments, whether videos, slides or
readings that you have to access and respond to within the class time.
If you do not check-in or do your assigned work you will be considered
absent.
2.Assignment based.
Sometimes students will not be required to show up online during class
time. Instead you will complete assignments on Google Classroom in
your free time. This lesson style is more flexible allowing you do to do
the work when it is convenient for you. However, you need to observe
the deadlines for assignments.
When the classes start, students are also expected to give presentations
and write essays or journal entries. Active participation in class is a
basic requirement of this course and will contribute to the final grade.
The instructor will typically introduce issues/themes/skills during the
first half of each class and the remainder of the time will be devoted to
peer interaction among the students.
Assignments
All assignments are to be submitted using Google Classroom. The
instructor will use the same platform, Google Classroom, to provide
feedback to the students.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Orientation Introductions and orientation.

Course procedure and expectations.
2 What do we mean by

Media?
Defining media
Types of media
The nature of media messages.

3 Media Literacy The rationale for media literacy.
Key media literacy skills.
-awareness and understanding
-analysis and evaluation
-creation and participation
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4 Media Literacy Key media literacy skills
-curiosity
-engagement
-flexibility and open-mindedness

5 The New Media Traditional and contemporary
media.
Media and technology.
Participatory media

6 Media Messages News
Advertising
Entertainment
Social media

7 Communication Step 1 Preparing for presentations and
short essays.
Writing with clarity and grace.
Workshops.

8 Communication Step 2 Speaking with the audience in
mind.
Writing with the reader in mind.
Communication goals setting.

9 Issues in foreign media Facts and Opinions.
The language of facts and opinions.
Values in media messages.
Presentations and group
discussions.

10 Issues in foreign media Journalism and news
Media ownership and reporting.
Voice and perspective.
Representation.
Presentations and group
discussions.

11 Issues in foreign media Stereotypes and gender
Presentations and discussions

12 Advertising and the
media

Presentations on advertising.
Group discussions.

13 Make-up assignments Reading and response paper
14 Make-up assignments Reading and response paper

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Assignments will include accessing media content(movies, reading,
music) and reflecting, then responding to the media in writing. 本授業の
準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no required textbook for this class. Selected handouts will
be provided by the instructor and students will be required to identify
material from current media to watch and respond to. The texts below
are recommended for those who want to improve the following skills by
themselves.

【参考書】
Media Literacy
Potter, J.W., (2016) Introduction to Media Literacy. Los Angeles: Sage.
Writing
Williams, J.M.(2009) Style: The Basics of Clarity and Grace. New York:
Pearson.

【成績評価の方法と基準】
The final grade will be based on attendance and participation as well as
scores in the presentations and essay and group work activities.
Attendance and participation 28%
Quizzes/response paper 20%
Final Presentation 22%
Final Essay 30%
The main goal of the class is to develop critical thinking skills and clarity
in communication. Students’ work will be graded based on these.

【学生の意見等からの気づき】
Not applicable

【学生が準備すべき機器他】
Folder for storing handouts.

【その他の重要事項】
This syllabus is flexible and subject to changes. However, the main goals
and expected outcomes of the class are fixed. Please take note of any
change of plans especially those affecting assignments and deadlines.

【Outline and objectives】
See above

POL200AD

海外メディア分析実習

TIMOTHY MAZORODZE

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
This course is designed to help students to become informed participants
in the media. Students will learn to identify, analyze, interpret
and evaluate media content. Students are expected to reflect on
the content, and respond critically via discussions, presentations and
writing assignments. These activities will help students to develop
critical thinking skills, and improve their English communication skills,
both oral (presentation & group interaction) and writing.

【到達目標】
The course will focus on identifying the major themes in various foreign
media, and creating critical responses to these media themes. Students
are expected to gain awareness of media techniques, and develop both
critical thinking skills and communication skills.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Due to the pandemic management protocols, this class shall be held
online using two primary platforms, Zoom and Google Classroom.Class
meetings will be held on Zoom while materials and assignments will be
posted on google classroom. Class activities will also involve watching
Youtube videos and exploring social media contents.
Students are encouraged to download and install Zoom and Google
Classroom applications on their computers or tablets. Instructional
videos on how to use these platforms are freely available online. All
students should study such material to gain familiarity with the basic
functions of these learning platforms before the beginning of classes.
Before the class the ID and password for joining the class will be posted
on Hopii.
We will have two basic class styles. The instructor will tell you at least
a week before whether the class will be type 1 or type 2.
1. Online using Zoom.
The majority of classes will follow this style. Students are expected
to check in for some live interaction/discussions at the regular class
time. After that you will receive assignments, whether videos, slides or
readings that you have to access and respond to within the class time.
If you do not check-in or do your assigned work you will be considered
absent.
2.Assignment based.
Sometimes students will not be required to show up online during class
time. Instead you will complete ssignments on Google Classroom in your
free time. This lesson style is more flexible allowing you do to do the
work when it is convenient for you. However, you need to observe the
deadlines for assignments.
When the classes start, students are also expected to give presentations
and write essays or journal entries. Active participation in class is a
basic requirement of this course and will contribute to the final grade.
The instructor will typically introduce issues/themes/skills during the
first half of each class and the remainder of the time will be devoted to
peer interaction among the students.
Assignments
All assignments are to be submitted using Google Classroom. The
instructor will use the same platform, Google Classroom, to provide
feedback to the students.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Orientation Introductions and orientation.

Course procedure and expectations.
2 What do we mean by

Media?
Defining media
Types of media
The nature of media messages.

3 Media Literacy The rationale for media literacy.
Key media literacy skills.
-awareness and understanding
-analysis and evaluation
-creation and participation
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4 Media Literacy Key media literacy skills
-curiosity
-engagement
-flexibility and open-mindedness

5 The New Media Traditional and contemporary
media.
Media and technology.
Participatory media

6 Media Messages News
Advertising
Entertainment
Social media

7 Communication Step 1 Preparing for presentations and
short essays.
Writing with clarity and grace.
Workshops.

8 Communication Step 2 Speaking with the audience in
mind.
Writing with the reader in mind.
Communication goals setting.

9 Issues in foreign media Facts and Opinions.
The language of facts and opinions.
Values in media messages.
Presentations and group
discussions.

10 Issues in foreign media Journalism and news
Media ownership and reporting.
Voice and perspective.
Representation.
Presentations and group
discussions.

11 Issues in foreign media Stereotypes and gender
Presentations and discussions

12 Advertising and the
media

Presentations on advertising.
Group discussions.

13 Make-up assignments Reading and response paper
14 Make-up assignments Reading and response paper

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Assignments will include accessing media content(movies, reading,
music) and reflecting, then responding to the media in writing. 本授業の
準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no required textbook for this class. Selected handouts will
be provided by the instructor and students will be required to identify
material from current media to watch and respond to. The texts below
are recommended for those who want to improve the following skills by
themselves.

【参考書】
Media Literacy
Potter, J.W., (2016) Introduction to Media Literacy. Los Angeles: Sage.
Writing
Williams, J.M.(2009) Style: The Basics of Clarity and Grace. New York:
Pearson.

【成績評価の方法と基準】
The final grade will be based on attendance and participation as well as
scores in the presentations and essay and group work activities.
Attendance and participation 28%
Quizzes/response paper 20%
Final Presentation 22%
Final Essay 30%
The main goal of the class is to develop critical thinking skills and clarity
in communication. Students’ work will be graded based on these.

【学生の意見等からの気づき】
Not applicable

【学生が準備すべき機器他】
Folder for storing handouts.

【その他の重要事項】
This syllabus is flexible and subject to changes. However, the main goals
and expected outcomes of the class are fixed. Please take note of any
change of plans especially those affecting assignments and deadlines.

【Outline and objectives】
See above

POL300AC

演習

名和田　是彦

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科の中で演習は、必修ではないものの、幅広く知識を得、能力を養う
重要な場と位置付けられており、講義では得られない効果があるものと考え
られています。
「コミュニティとコミュニティ政策」をテーマとします。
各自が必ず自分のフィールドを持ってそこに出掛けていき、現実の中から何ら
かの結論を得ること、そして、そのための補助手段として、自分の研究テーマ
に関連した文献や資料を探し出し、その少なくとも一部を読み解くこと、を
基本とすることは例年と同じです。
今年度春学期は、ウィルス問題のために通常の開講ができませんが、4 月 21
日に何らかの形で授業を開始します。学習支援システムでのお知らせ等やメー
ルによる連絡に注意してください。
【到達目標】
各参加者がそれぞれのテーマとフィールドを持ち、調査研究をゼミ論文とし
て仕上げていくことが到達目標です。
そのプロセスの中で、自分の企図を明確に持ち、それを遂行するための企画を
立てる力、仲間とともに議論して議論を組み立てる力、及び政策文書やデー
タを読み解く力を、養うことが副次的な目標です。。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
上記テーマのもとに自分が取り組みやすいテーマを設定し、フィールド調査
を行ってもらいます。春学期にその企画書を、秋学期に中間報告を、それぞ
れみんなで検討し、最後にゼミ論文を提出します。これをやり遂げるために、
授業時間では、コミュニティ関係の重要な政策文書の講読、あるいは野外共
同調査を織り込んでいきます。また、テーマに関連する文献や資料を探しだ
して自分の研究の材料とすることに取り組むための「文献調査報告」の場も
適宜設けます。
授業時間内の研究作業やその後のレポート課題提出ののちには、原則として
当該授業時間またはその次の回にコメントをいたします。
ゼミはみんなで作っていく授業ですから、はっきりした予定を最初から立て
ることはなじみません。以下に示す授業計画はあくまでも目安にすぎないも
のとして受け止めてください。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 開講、自己紹介、今後の

予定の話し合いなど
ゼミの趣旨の確認、自己紹介、予定の
話し合い。

第 2 回 政策文書を読み解く　１ コミュニティ政策の基本的な政策文書
（例えば 1969 年の国民生活審議会報
告書など）を講読する。

第 3 回 政策文書を読み解く　２ 前回に引き続き、基本的な政策文書を
みんなで読む。

第 4 回 共同調査について 今年度行なう共同調査について、調査
対象地や調査テーマなどを議論する。
ディベートを行なう時間もあるかもし
れない。

第 5 回 共同調査の具体化 共同調査の具体的な進め方について議
論する。ディベートや今後のゼミ運営
について話す時間ももつかもしれない。

第 6 回 理論文献を読む　その 1 コミュニティ政策を扱った学術的な作
品の中でも、やさしく懇切に書かれて
いるものを選んで、みんなで読む。

第 7 回 理論文献を読む　その 2 前回の続き。
第 8 回 共同調査の実施 このあたりの時期に、共同調査を行な

うことができるといいと考えている。
さしあたり、授業時間中に出かけて終
了するような予定を考えている。

第 9 回 共同調査の振り返り 実施した共同調査についてのゼミ生の
感想をもとに、調査の心構え、手法、
着眼点、などなどを議論し、各個人研
究の参考にしてもらう。

第 10 回 政策文書を読み解く　そ
の 3

さらにコミュニティ政策の基本的な政
策文書を読み、そろそろ自分の個人研
究の内容を考えて行く。
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第 11 回 文献報告 各自の研究テーマがまだ確定はされて
いない段階において、それぞれが気に
なっているテーマに関連する文献を探
索し、一つ選んで報告してもらう。場
合によっては、特定の文献を講読する
ことが必要になっているかもしれない。

第 12 回 個人研究の企画書報告 各ゼミ生から、自分の調査研究企画書
をだしてもらい、それを発表して、み
んなで議論する。

第 13 回 政策文書を読み解く　そ
の 4

ゼミ生のそれぞれの個人研究テーマが
そろったところで、適当な政策文書を
さらに講読する。

第 14 回 まとめ 春学期のまとめをするとともに、必要
に応じて夏休み中の合宿の相談をする。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
このゼミは、各自がそれぞれのテーマとフィールドを定めて、調査研究を行
なうことを骨子としています。訪問先で行なわれている活動に定期的に参加
させてもらうなど、何度か訪ねて実際の様子を見たり、当事者の話を聞いた
りする、といったやり方を特に推奨しています。こうした課外の研究活動を
行うことが必須です。なお、フィールド調査にあたっては、応じてくださる
地域の方々、専門機関の方々に十分配慮し、大人の思慮深さをもって地域に
入ってください。
【テキスト（教科書）】
このゼミは、まず自らの体験を通じてコミュニティを学ぶことを重視してい
ますが、ゼミの進行とともにベーシックな知識を共有することも必要なので、
主として重要な政策文書を選んで講読も行います。また、各自の研究テーマ
に関連する文献を学び、これを報告することを必須としています。
【参考書】
個別の研究領域の文献は挙げればきりがないので、各自探索してもらうこと
を基本としていますが、コミュニティ政策を学びはじめるときのやさしい入
門的文献として、中田実『新版　地域分権時代の町内会・自治会』（自治体研
究社、2017 年）は推奨されます。
社会調査の面白く読める古典として次の二つを挙げておきます。
ホワイト『ストリート・コーナーソサエティ』（有斐閣）
S. ウェッブ,B. ウェッブ『社会調査の方法』（東京大学出版会）
【成績評価の方法と基準】
春学期においては、文献報告をして（10 ％）各自テーマを設定し（15 ％）、
秋学期に中間報告を行い（10 ％）、ゼミ論文を提出する（40 ％）ことを必須
とします。このほか、授業における議論への参加状況（15 ％）、ゼミ運営へ
の貢献度（10 ％）を勘案して、評価する予定です。
【学生の意見等からの気づき】
政治学科の演習はアンケートの実施対象外です。
【副題】
コミュニティとコミュニティ政策
【Outline and objectives】
One of the seminars held in the department of politics, focusing on the
theme of "local community and community policy". The participants
should have their own theme and make a field work of their own.
Moreover they should study some papers written by national or local
governments or by NPO’s and analyse data collected for a policy making.

POL200AD

海外メディア分析実習

TIMOTHY MAZORODZE

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
This course is designed to help students to become informed participants
in the media. Students will learn to identify, analyze, interpret
and evaluate media content. Students are expected to reflect on
the content, and respond critically via discussions, presentations and
writing assignments. These activities will help students to develop
critical thinking skills, and improve their English communication skills,
both oral (presentation & group interaction) and writing.

【到達目標】
The course will focus on identifying the major themes in various foreign
media, and creating critical responses to these media themes. Students
are expected to gain awareness of media techniques, and develop both
critical thinking skills and communication skills.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Due to the pandemic management protocols, this class shall be held
online using two primary platforms, Zoom and Google Classroom.Class
meetings will be held on Zoom while materials and assignments will be
posted on google classroom. Class activities will also involve watching
Youtube videos and exploring social media contents.
Students are encouraged to download and install Zoom and Google
Classroom applications on their computers or tablets. Instructional
videos on how to use these platforms are freely available online. All
students should study such material to gain familiarity with the basic
functions of these learning platforms before the beginning of classes.
Before the class the ID and password for joining the class will be posted
on Hopii.
We will have two basic class styles. The instructor will tell you at least
a week before whether the class will be type 1 or type 2.
1. Online using Zoom.
The majority of classes will follow this style. Students are expected
to check in for some live interaction/discussions at the regular class
time. After that you will receive assignments, whether videos, slides or
readings that you have to access and respond to within the class time.
If you do not check-in or do your assigned work you will be considered
absent.
2.Assignment based.
Sometimes students will not be required to show up online during class
time. Instead you will complete ssignments on Google Classroom in your
free time. This lesson style is more flexible allowing you do to do the
work when it is convenient for you. However, you need to observe the
deadlines for assignments.
When the classes start, students are also expected to give presentations
and write essays or journal entries. Active participation in class is a
basic requirement of this course and will contribute to the final grade.
The instructor will typically introduce issues/themes/skills during the
first half of each class and the remainder of the time will be devoted to
peer interaction among the students.
Assignments
All assignments are to be submitted using Google Classroom. The
instructor will use the same platform, Google Classroom, to provide
feedback to the students.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Orientation Introductions and orientation.

Course procedure and expectations.
2 What do we mean by

Media?
Defining media
Types of media
The nature of media messages.

3 Media Literacy The rationale for media literacy.
Key media literacy skills.
-awareness and understanding
-analysis and evaluation
-creation and participation
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4 Media Literacy Key media literacy skills
-curiosity
-engagement
-flexibility and open-mindedness

5 The New Media Traditional and contemporary
media.
Media and technology.
Participatory media

6 Media Messages News
Advertising
Entertainment
Social media

7 Communication Step 1 Preparing for presentations and
short essays.
Writing with clarity and grace.
Workshops.

8 Communication Step 2 Speaking with the audience in
mind.
Writing with the reader in mind.
Communication goals setting.

9 Issues in foreign media Facts and Opinions.
The language of facts and opinions.
Values in media messages.
Presentations and group
discussions.

10 Issues in foreign media Journalism and news
Media ownership and reporting.
Voice and perspective.
Representation.
Presentations and group
discussions.

11 Issues in foreign media Stereotypes and gender
Presentations and discussions

12 Advertising and the
media

Presentations on advertising.
Group discussions.

13 Make-up assignments Reading and response paper
14 Make-up assignments Reading and response paper

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Assignments will include accessing media content(movies, reading,
music) and reflecting, then responding to the media in writing. 本授業の
準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no required textbook for this class. Selected handouts will
be provided by the instructor and students will be required to identify
material from current media to watch and respond to. The texts below
are recommended for those who want to improve the following skills by
themselves.

【参考書】
Media Literacy
Potter, J.W., (2016) Introduction to Media Literacy. Los Angeles: Sage.
Writing
Williams, J.M.(2009) Style: The Basics of Clarity and Grace. New York:
Pearson.

【成績評価の方法と基準】
The final grade will be based on attendance and participation as well as
scores in the presentations and essay and group work activities.
Attendance and participation 28%
Quizzes/response paper 20%
Final Presentation 22%
Final Essay 30%
The main goal of the class is to develop critical thinking skills and clarity
in communication. Students’ work will be graded based on these.

【学生の意見等からの気づき】
Not applicable

【学生が準備すべき機器他】
Folder for storing handouts.

【その他の重要事項】
This syllabus is flexible and subject to changes. However, the main goals
and expected outcomes of the class are fixed. Please take note of any
change of plans especially those affecting assignments and deadlines.

【Outline and objectives】
See above

POL300AC

演習

名和田　是彦

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
政治学科の中で演習は、必修ではないものの、幅広く知識を得、能力を養う
重要な場と位置付けられており、講義では得られない効果があるものと考え
られています。
「コミュニティとコミュニティ政策」をテーマとします。
各自が必ず自分のフィールドを持ってそこに出掛けていき、現実の中から何ら
かの結論を得ること、そして、そのための補助手段として、自分の研究テーマ
に関連した文献や資料を探し出し、その少なくとも一部を読み解くこと、を
基本とすることは例年と同じです。
今年度春学期は、ウィルス問題のために通常の開講ができませんが、4 月 21
日に何らかの形で授業を開始します。学習支援システムでのお知らせ等やメー
ルによる連絡に注意してください。
【到達目標】
各参加者がそれぞれのテーマとフィールドを持ち、調査研究をゼミ論文とし
て仕上げていくことが到達目標です。
そのプロセスの中で、自分の企図を明確に持ち、それを遂行するための企画を
立てる力、仲間とともに議論して議論を組み立てる力、及び政策文書やデー
タを読み解く力を、養うことが副次的な目標です。。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
上記テーマのもとに自分が取り組みやすいテーマを設定し、フィールド調査
を行ってもらいます。春学期にその企画書を、秋学期に中間報告を、それぞ
れみんなで検討し、最後にゼミ論文を提出します。これをやり遂げるために、
授業時間では、コミュニティ関係の重要な政策文書の講読、あるいは野外共
同調査を織り込んでいきます。また、テーマに関連する文献や資料を探しだ
して自分の研究の材料とすることに取り組むための「文献調査報告」の場も
適宜設けます。
ゼミはみんなで作っていく授業ですから、はっきりした予定を最初から立て
ることはなじみません。以下に示す授業計画はあくまでも目安にすぎないも
のとして受け止めてください。
授業時間内の研究作業やその後のレポート課題提出ののちには、原則として
当該授業時間またはその次の回にコメントをいたします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 開講、自己紹介、今後の

予定の話し合いなど
ゼミの趣旨の確認、自己紹介、予定の
話し合い。

第 2 回 政策文書を読み解く　１ コミュニティ政策の基本的な政策文書
（例えば 1969 年の国民生活審議会報
告書など）を講読する。

第 3 回 政策文書を読み解く　２ 前回に引き続き、基本的な政策文書を
みんなで読む。

第 4 回 共同調査について 今年度行なう共同調査について、調査
対象地や調査テーマなどを議論する。
ディベートを行なう時間もあるかもし
れない。

第 5 回 共同調査の具体化 共同調査の具体的な進め方について議
論する。ディベートや今後のゼミ運営
について話す時間ももつかもしれない。

第 6 回 理論文献を読む　その 1 コミュニティ政策を扱った学術的な作
品の中でも、やさしく懇切に書かれて
いるものを選んで、みんなで読む。

第 7 回 理論文献を読む　その 2 前回の続き。
第 8 回 共同調査の実施 このあたりの時期に、共同調査を行な

うことができるといいと考えている。
さしあたり、授業時間中に出かけて終
了するような予定を考えている。

第 9 回 共同調査の振り返り 実施した共同調査についてのゼミ生の
感想をもとに、調査の心構え、手法、
着眼点、などなどを議論し、各個人研
究の参考にしてもらう。

第 10 回 政策文書を読み解く　そ
の 3

さらにコミュニティ政策の基本的な政
策文書を読み、そろそろ自分の個人研
究の内容を考えて行く。
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第 11 回 文献報告 各自の研究テーマがまだ確定はされて
いない段階において、それぞれが気に
なっているテーマに関連する文献を探
索し、一つ選んで報告してもらう。場
合によっては、特定の文献を講読する
ことが必要になっているかもしれない。

第 12 回 個人研究の企画書報告 各ゼミ生から、自分の調査研究企画書
をだしてもらい、それを発表して、み
んなで議論する。

第 13 回 政策文書を読み解く　そ
の 4

ゼミ生のそれぞれの個人研究テーマが
そろったところで、適当な政策文書を
さらに講読する。

第 14 回 まとめ 春学期のまとめをするとともに、必要
に応じて夏休み中の合宿の相談をする。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
このゼミは、各自がそれぞれのテーマとフィールドを定めて、調査研究を行
なうことを骨子としています。訪問先で行なわれている活動に定期的に参加
させてもらうなど、何度か訪ねて実際の様子を見たり、当事者の話を聞いた
りする、といったやり方を特に推奨しています。こうした課外の研究活動を
行うことが必須です。なお、フィールド調査にあたっては、応じてくださる
地域の方々、専門機関の方々に十分配慮し、大人の思慮深さをもって地域に
入ってください。
【テキスト（教科書）】
このゼミは、まず自らの体験を通じてコミュニティを学ぶことを重視してい
ますが、ゼミの進行とともにベーシックな知識を共有することも必要なので、
主として重要な政策文書を選んで講読も行います。また、各自の研究テーマ
に関連する文献を学び、これを報告することを必須としています。
【参考書】
個別の研究領域の文献は挙げればきりがないので、各自探索してもらうこと
を基本としていますが、コミュニティ政策を学びはじめるときのやさしい入
門的文献として、中田実『新版　地域分権時代の町内会・自治会』（自治体研
究社、2017 年）は推奨されます。
社会調査の面白く読める古典として次の二つを挙げておきます。
ホワイト『ストリート・コーナーソサエティ』（有斐閣）
S. ウェッブ,B. ウェッブ『社会調査の方法』（東京大学出版会）
【成績評価の方法と基準】
春学期においては、文献報告をして（10 ％）各自テーマを設定し（15 ％）、
秋学期に中間報告を行い（10 ％）、ゼミ論文を提出する（40 ％）ことを必須
とします。このほか、授業における議論への参加状況（15 ％）、ゼミ運営へ
の貢献度（10 ％）を勘案して、評価する予定です。
【学生の意見等からの気づき】
政治学科の演習はアンケートの実施対象外です。
【副題】
コミュニティとコミュニティ政策
【Outline and objectives】
One of the seminars held in the department of politics, focusing on the
theme of "local community and community policy". The participants
should have their own theme and make a field work of their own.
Moreover they should study some papers written by national or local
governments or by NPO’s and analyse data collected for a policy making.

POL200AD

海外メディア分析実習

TIMOTHY MAZORODZE

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
This course is designed to help students to become informed participants
in the media. Students will learn to identify, analyze, interpret
and evaluate media content. Students are expected to reflect on
the content, and respond critically via discussions, presentations and
writing assignments. These activities will help students to develop
critical thinking skills, and improve their English communication skills,
both oral (presentation & group interaction) and writing.

【到達目標】
The course will focus on identifying the major themes in various foreign
media, and creating critical responses to these media themes. Students
are expected to gain awareness of media techniques, and develop both
critical thinking skills and communication skills.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Due to the pandemic management protocols, this class shall be held
online using two primary platforms, Zoom and Google Classroom.Class
meetings will be held on Zoom while materials and assignments will be
posted on google classroom. Class activities will also involve watching
Youtube videos and exploring social media contents.
Students are encouraged to download and install Zoom and Google
Classroom applications on their computers or tablets. Instructional
videos on how to use these platforms are freely available online. All
students should study such material to gain familiarity with the basic
functions of these learning platforms before the beginning of classes.
Before the class the ID and password for joining the class will be posted
on Hopii.
We will have two basic class styles. The instructor will tell you at least
a week before whether the class will be type 1 or type 2.
1. Online using Zoom.
The majority of classes will follow this style. Students are expected
to check in for some live interaction/discussions at the regular class
time. After that you will receive assignments, whether videos, slides or
readings that you have to access and respond to within the class time.
If you do not check-in or do your assigned work you will be considered
absent.
2.Assignment based.
Sometimes students will not be required to show up online during class
time. Instead you will complete assignments on Google Classroom in
your free time. This lesson style is more flexible allowing you do to do
the work when it is convenient for you. However, you need to observe
the deadlines for assignments.
When the classes start, students are also expected to give presentations
and write essays or journal entries. Active participation in class is a
basic requirement of this course and will contribute to the final grade.
The instructor will typically introduce issues/themes/skills during the
first half of each class and the remainder of the time will be devoted to
peer interaction among the students.
Assignments
All assignments are to be submitted using Google Classroom. The
instructor will use the same platform, Google Classroom, to provide
feedback to the students.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Orientation Introductions and orientation.

Course procedure and expectations.
2 What do we mean by

Media?
Defining media
Types of media
The nature of media messages.

3 Media Literacy The rationale for media literacy.
Key media literacy skills.
-awareness and understanding
-analysis and evaluation
-creation and participation
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4 Media Literacy Key media literacy skills
-curiosity
-engagement
-flexibility and open-mindedness

5 The New Media Traditional and contemporary
media.
Media and technology.
Participatory media

6 Media Messages News
Advertising
Entertainment
Social media

7 Communication Step 1 Preparing for presentations and
short essays.
Writing with clarity and grace.
Workshops.

8 Communication Step 2 Speaking with the audience in
mind.
Writing with the reader in mind.
Communication goals setting.

9 Issues in foreign media Facts and Opinions.
The language of facts and opinions.
Values in media messages.
Presentations and group
discussions.

10 Issues in foreign media Journalism and news
Media ownership and reporting.
Voice and perspective.
Representation.
Presentations and group
discussions.

11 Issues in foreign media Stereotypes and gender
Presentations and discussions

12 Advertising and the
media

Presentations on advertising.
Group discussions.

13 Make-up assignments Reading and response paper
14 Make-up assignments Reading and response paper

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Assignments will include accessing media content(movies, reading,
music) and reflecting, then responding to the media in writing. 本授業の
準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
There is no required textbook for this class. Selected handouts will
be provided by the instructor and students will be required to identify
material from current media to watch and respond to. The texts below
are recommended for those who want to improve the following skills by
themselves.

【参考書】
Media Literacy
Potter, J.W., (2016) Introduction to Media Literacy. Los Angeles: Sage.
Writing
Williams, J.M.(2009) Style: The Basics of Clarity and Grace. New York:
Pearson.

【成績評価の方法と基準】
The final grade will be based on attendance and participation as well as
scores in the presentations and essay and group work activities.
Attendance and participation 28%
Quizzes/response paper 20%
Final Presentation 22%
Final Essay 30%
The main goal of the class is to develop critical thinking skills and clarity
in communication. Students’ work will be graded based on these.

【学生の意見等からの気づき】
Not applicable

【学生が準備すべき機器他】
Folder for storing handouts.

【その他の重要事項】
This syllabus is flexible and subject to changes. However, the main goals
and expected outcomes of the class are fixed. Please take note of any
change of plans especially those affecting assignments and deadlines.

【Outline and objectives】
See above

POL200AD

海外メディア分析実習

松元　千枝

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
The rise of digital media and the Internet has increased the need
to distinguish fake news - or “alternative truth” - from trustworthy
information. The course broadens awareness of this global phenomenon
while helping students to find their own language to express ideas and
opinions. The course is based on the premise that we stand at the cusp
of a sea change in the media as it transitions to cyberspace, in Japan and
across the planet, and that we need new approaches to understanding
the consequences.

【到達目標】
This course focuses on developing critical thinking skills by analyzing
the mass media and what it produces. By examining the complexity of
the nature and the background of media, the aim is to equip students
with the “media literacy” tools to give them a better understanding of
the role the media plays in global politics, as well as prompting them to
think about how they can improve how the media functions.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Classes will combine lectures, discussions, presentations and reports.
We learn from one another by exchanging ideas and opinions. Students
are expected to share their thoughts, personal experiences and views
in class. Class discussions will be based on regular monitoring of
international news generated through print media, online sources, SNS,
broadcast stations and other media. Students are required to show
their understanding of the issues through homework assignments, to
which the instructor will give feedback. The course will be primarily
in English, with some discussions in Japanese. There may be guest
speakers. Students are encouraged to bring any digital devices that
may help with their research in class.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Course orientation Course overview and introduction
2 Media independence 　

①
Right to know, press freedom and
media responsibilities

3 Media independence② Right to know, press freedom and
media responsibilities

4 Media and social issues
①

Nuclear or non-nuclear

5 Media and social issues
②

Influences and special interest
groups

6 Guest speaker Talk with Karoshi family
7 Media comparative

analysis①
Domestic media vs. overseas media

8 Media comparative
analysis②

Alternative media vs. conventional
media

9 Media in our lives① Fake news or real news
10 Media in our lives② Trust in media: What affects

people’s trust in media
11 Media in our lives③ Media as tools for social movement
12 Presentation① Presentations on global media

analysis
13 Presentation② Presentations on global media

analysis
14 Final examination Final examination

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
This is a practical course in which students will actively engage in a
variety of tasks and activities. They will be expected to do sufficient
research and preparation, as well as completing homework assignment
as our classroom discussions will draw from these materials.

【テキスト（教科書）】
There is no textbook for this course.

【参考書】
A range of diverse materials will be provided by the instructor.
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【成績評価の方法と基準】
CLASS PARTICIPATION (15%): Students are expected to actively
participate in class discussions and read daily news in and outside of
Japan, as well as materials suggested.
HOMEWORK (15%): Students are required to complete homework
assignments.
PAPER (20%): Students are required to submit one report of
approximately 1,000 words and reaction papers.
PRESENTATION (25%): Students are required to make a 15-minute
group presentation.
FINAL EXAM (25%): The exam will be an essay format. The topic of
the essay will draw from the lectures and the discussions in class.

【学生の意見等からの気づき】
Not Applicable

【学生が準備すべき機器他】
Students can bring in any digital tools that may help classroom
discussions.

【その他の重要事項】
The syllabus is flexible and subject to change. The choice of topics to be
studied may change in line with the current events and the latest news.

【None】
None

【None】
None

【None】
None

【None】
None

【None】
None

【Outline and objectives】
The rise of digital media and the Internet has increased the need
to distinguish fake news - or “alternative truth” - from trustworthy
information. The course broadens awareness of this global phenomenon
while helping students to find their own language to express ideas and
opinions. The course is based on the premise that we stand at the cusp
of a sea change in the media as it transitions to cyberspace, in Japan and
across the planet, and that we need new approaches to understanding
the consequences.

POL200AD

海外メディア分析実習

松元　千枝

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
The rise of digital media and the Internet has increased the need
to distinguish fake news - or “alternative truth” - from trustworthy
information. The course broadens awareness of this global phenomenon
while helping students to find their own language to express ideas and
opinions. The course is based on the premise that we stand at the cusp
of a sea change in the media as it transitions to cyberspace, in Japan and
across the planet, and that we need new approaches to understanding
the consequences.

【到達目標】
This course focuses on developing critical thinking skills by analyzing
the mass media and what it produces. By examining the complexity of
the nature and the background of media, the aim is to equip students
with the “media literacy” tools to give them a better understanding of
the role the media plays in global politics, as well as prompting them to
think about how they can improve how the media functions.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
Classes will combine lectures, discussions, presentations and reports.
We learn from one another by exchanging ideas and opinions. Students
are expected to share their thoughts, personal experiences and views
in class. Class discussions will be based on regular monitoring of
international news generated through print media, online sources, SNS,
broadcast stations and other media. Students are required to show their
understanding of the issues through their homework assignments, to
which the instructor will give feedback. The course will be primarily
in English, with some discussions in Japanese. There may be guest
speakers. Students are encouraged to bring any digital devices that
may help with their research in class.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Course orientation Course overview and introduction
2 Media independence① Right to know, press freedom and

media responsibilities
3 Media independence② Right to know, press freedom and

media responsibilities
4 Media and social issues

①
Nuclear or non-nuclear

5 Media and social issues
②

Influences and special interest
groups

6 Guest speaker Talk with Karoshi family
7 Media comparative

analysis①
Domestic media vs. overseas media

8 Media comparative
analysis 　②

Alternative media vs. conventional
media

9 Media in our lives① Fake news or real news
10 Media in our lives 　② Trust in media: What affects

people’s trust in media
11 Media in our lives 　③ Media as tools for social movement
12 Presentation① Presentations on global media

analysis
13 Presentation② Presentations on global media

analysis
14 Final examination Final examination

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
This is a practical course in which students will actively engage in a
variety of tasks and activities. They will be expected to do sufficient
research and preparation, as well as completing homework assignment
as our classroom discussions will draw from these materials.

【テキスト（教科書）】
There is no textbook for this course.

【参考書】
A range of diverse material will be provided by the instructor.
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【成績評価の方法と基準】
CLASS PARTICIPATION (15%): Students are expected to actively
participate in class discussions and read daily news in and outside of
Japan, as well as materials suggested.
HOMEWORK (15%): Students are required to compete homework
assignments.
PAPER (20%): Students are required to submit one report of
approximately 1,000 words, reaction papers and homework.
PRESENTATION (25%): Students are required to make a 15-minute
group presentation.
FINAL EXAM (25%): The exam will be an essay format. The topic of
the essay will draw from the lectures and the discussions in class.

【学生の意見等からの気づき】
Not Applicable

【学生が準備すべき機器他】
Students can bring in any digital devices that may help with in-class
discussions.

【その他の重要事項】
The syllabus is flexible and subject to change. The choice of topics to be
studied may change in line with the current events and the latest news.

【None】
None

【None】
NoneNone

【None】
None

【None】
None

【None】
None

【Outline and objectives】
The rise of digital media and the Internet has increased the need
to distinguish fake news - or “alternative truth” - from trustworthy
information. The course broadens awareness of this global phenomenon
while helping students to find their own language to express ideas and
opinions. The course is based on the premise that we stand at the cusp
of a sea change in the media as it transitions to cyberspace, in Japan and
across the planet, and that we need new approaches to understanding
the consequences.

POL200AD

文章の書き方セミナー

勝又　ひろし

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
現代はネットを通じて毎日膨大な文字量のやり取りをしている。そ
の玉石混交の情報の中から、「自分の頭」で考え、調べて、取材し、
問題の所在を明らかにして、それを文章として表現する能力を養う。
多様な手段で集めた情報をよく吟味、比較、文章化することによっ
て「自分の信じたいことを信じる」のではなく、少しでもより正し
く、より真実に近い知識と教養を身につけることを目指す。

【到達目標】
人物インタビュー、裁判傍聴、撮影、取材、メディア業界人による
特別セミナーなどを通じて、資料収集と文章作成の基本を身につけ
ることができる。問題点を把握し、わかりやすく、読みやすい文章
をまとめることができるように、文章を添削してから、再度書き直
す過程を組み込んでいる。これによって、学生が平均より上位レベ
ルの文章作成技術を習得し、マスコミ志望者のみならず、通常の論
文執筆や、エントリーシートなど就職試験の文章作成にも生かせる
能力を養える。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
新型コロナウィルスの感染状況にもよるが、基本的に学習支援シス
テムとメールを活用した授業を中心に行い、要所で対面授業を行い
たい。授業概要は「自分へのインタビュー」、「テーマ作文」、「裁判
傍聴記」、「法政の人」の合計 4本の取材、執筆を行って、文章作成
の基本技術を習得する。いずれも 600字の短文にまとめるが、添削
したものを再度書き直すことが求められる。文章の講評は、講師が
プロフェッショナルな視点から行うと同時に、学生同士が学習支援
システムを通じてグループで相互に講評する。文章の書き方の基本、
インタビュー技術などの取材方法、著作権など、文章作成に関連し
た知識についても資料配布で学ぶ。メディアのプロをゲスト講師と
して招く回も設ける。最終課題の「法政の人」については、学生自
らが企画し、取材依頼、インタビュー、執筆を行う。クラスは 20人
程度を予定し、希望者が多い場合は抽選で選抜する。授業テーマの
回数は前後することもある。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 受講理由を書いてメー

ルで送る
課題「受講を希望する理由」を
600字で書く。
※受講希望者多数の場合は抽選を
行う。

第 2 回 文章をどう書くか、新
聞記事などに学ぶ（対
面）

定型記事とインタビュー原稿につ
いて資料と解説

第 3 回 自分へのインタビュー
実習（対面）

自分自身にインタビューする。
テーマは「私の学生生活」。600
字写真付き。1週間後に締め切り
（添削・書き直し）
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第 4 回 「法政の人」の取材企
画を考える

自ら取材したい法政の学生、教
員、職員、OBOG 等を選び、ど
ういう視点で記事にするかという
企画を作成し、取材を開始する。
「法政の人」は 600字、写真付き
（添削・書き直し）

第 5 回 自分へのインタビュー
原稿の講評

学習支援システムを通じてグルー
プで相互に講評し、書き直し

第 6 回 （テーマ作文）自作映
像から文章を紡ぎ出す

与えられたテーマに沿って、自分
で撮った写真を素材に、撮影意
図、何を表現したいかを 600 字
でまとめる。（添削のみ）

第 7 回 著作権入門（対面） 論文作成以外にも日常生活やネッ
トでの書き込みなどに役に立つ、
実用的著作権講義。

第 8 回 （テーマ作文）自作映
像から文章を紡ぎ出す
の講評

学習支援システムを通じてグルー
プで相互に講評

第 9 回 裁判を傍聴する（対
面）

実際の公判を傍聴して、傍聴記を
作成するための講義。傍聴記を
600 字。（添削・書き直し）

第 10回 特別セミナー（対面） ニュースポータルサイトの編集者
を招き、ネットで読まれる文章と
はどのようなものかを解説しても
らう。

第 11回 特別セミナー（対面） 新聞社の校閲記者をまねき「この
文章がおかしい」をテーマに、よ
くない文章例を解説してもらう。

第 12回 裁判傍聴記の講評 学習支援システムを通じて、グ
ループで相互に講評

第 13回 ドキュメンタリー映画
鑑賞（対面）

ジャーナリズムをテーマとした映
画を鑑賞し、感想を 600 字でま
とめる。（提出のみ）

第 14回「法政の人」を講評 学習支援システムを通じてグルー
プ相互で講評し、書き直し

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
文章の執筆と書き直しはメール添付で送る形式を取る。自分で企画
する「法政の人」の取材や、写真撮影などは、授業外の時間に行う。
裁判傍聴については、傍聴する裁判や時間を自分で決めて行うが、コ
ロナウィルスの感染状況によって裁判が行われていない場合はほか
の課題に変更する。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準
とするが、「法政の人」インタビュー、裁判傍聴には 5時間前後かか
る場合がある。

【テキスト（教科書）】
使用しない。レジュメや資料を適宜配布する。

【参考書】
必要がある場合は、講義で適宜紹介する。

【成績評価の方法と基準】
最初の「受講を希望する理由」を除く文章作成と書き直しの総計 8
回の原稿提出で評価する（70 ％）。締め切り日の厳守や学習支援シ
ステムへの書き込みなど平常点による総合評価も加味する（30％）。

【学生の意見等からの気づき】
本年度授業担当者変更によりフィードバックできません

【学生が準備すべき機器他】
原稿の執筆は PC を使用し、Word 利用が望ましい。学習支援シス
テムの利用やメール、クラウドを用いたファイル共有も行うので、
最低限のデジタルスキルが必要。写真撮影はスマホでも構わないが、
カメラを使った方が意図が明確な写真を撮りやすい。

【Outline and objectives】
Today’s students exchange a huge amount of characters every
day through the Internet. From the information on the mixture
of truth and false, develop the ability to think, investigate,
interview, clarify the location of the problem, and express
it as sentences. By carefully examining, comparing, and
documenting information, we aim to acquire knowledge and
culture that is as correct and closer to the truth as possible,
rather than "believing what we want to believe".

POL200AD

文章の書き方セミナー

勝又　ひろし

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
現代はネットを通じて毎日膨大な文字量のやり取りをしている。そ
の玉石混交の情報の中から、「自分の頭」で考え、調べて、取材し、
問題の所在を明らかにして、それを文章として表現する能力を養う。
多様な手段で集めた情報をよく吟味、比較、文章化することによっ
て「自分の信じたいことを信じる」のではなく、少しでもより正し
く、より真実に近い知識と教養を身につけることを目指す。

【到達目標】
人物インタビュー、裁判傍聴、撮影、取材、メディア業界人による
特別セミナーなどを通じて、資料収集と文章作成の基本を身につけ
ることができる。問題点を把握し、わかりやすく、読みやすい文章
をまとめることができるように、文章を添削してから、再度書き直
す過程を組み込んでいる。これによって、学生が平均より上位レベ
ルの文章作成技術を習得し、マスコミ志望者のみならず、通常の論
文執筆や、エントリーシートなど就職試験の文章作成にも生かせる
能力を養える。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」に強く関連。「DP2」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
新型コロナウィルスの感染状況にもよるが、基本的に学習支援シス
テムとメールを活用した授業を中心に行い、要所で対面授業を行い
たい。授業概要は「自分へのインタビュー」、「テーマ作文」、「裁判
傍聴記」、「法政の人」の合計 4本の取材、執筆を行って、文章作成
の基本技術を習得する。いずれも 600字の短文にまとめるが、添削
したものを再度書き直すことが求められる。文章の講評は、講師が
プロフェッショナルな視点から行うと同時に、学生同士が学習支援
システムを通じてグループで相互に講評する。文章の書き方の基本、
インタビュー技術などの取材方法、著作権など、文章作成に関連し
た知識についても資料配布で学ぶ。メディアのプロをゲスト講師と
して招く回も設ける。最終課題の「法政の人」については、学生自
らが企画し、取材依頼、インタビュー、執筆を行う。クラスは 20人
程度を予定し、希望者が多い場合は抽選で選抜する。授業テーマの
回数は前後することもある。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 受講理由を書いてメー

ルで送る
課題「受講を希望する理由」を
600字で書く。
※受講希望者多数の場合は抽選を
行う。

第 2 回 文章をどう書くか、新
聞記事などに学ぶ（対
面）

定型記事とインタビュー原稿につ
いて資料と解説

第 3 回 自分へのインタビュー
実習（対面）

自分自身にインタビューする。
テーマは「私の学生生活」。600
字写真付き。1週間後に締め切り
（添削・書き直し）
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第 4 回 「法政の人」の取材企
画を考える

自ら取材したい法政の学生、教
員、職員、OBOG 等を選び、ど
ういう視点で記事にするかという
企画を作成し、取材を開始する。
「法政の人」は 600字、写真付き
（添削・書き直し）

第 5 回 自分へのインタビュー
原稿の講評

学習支援システムを通じてグルー
プで相互に講評し、書き直し

第 6 回 （テーマ作文）自作映
像から文章を紡ぎ出す

与えられたテーマに沿って、自分
で撮った写真を素材に、撮影意
図、何を表現したいかを 600 字
でまとめる。（添削のみ）

第 7 回 著作権入門（対面） 論文作成以外にも日常生活やネッ
トでの書き込みなどに役に立つ、
実用的著作権講義。

第 8 回 （テーマ作文）自作映
像から文章を紡ぎ出す
の講評

学習支援システムを通じてグルー
プで相互に講評

第 9 回 裁判を傍聴する（対
面）

実際の公判を傍聴して、傍聴記を
作成するための講義。傍聴記を
600 字。（添削・書き直し）

第 10回 特別セミナー（対面） ニュースポータルサイトの編集者
を招き、ネットで読まれる文章と
はどのようなものかを解説しても
らう。

第 11回 特別セミナー（対面） 新聞社の校閲記者をまねき「この
文章がおかしい」をテーマに、よ
くない文章例を解説してもらう。

第 12回 裁判傍聴記の講評 学習支援システムを通じて、グ
ループで相互に講評

第 13回 ドキュメンタリー映画
鑑賞（対面）

ジャーナリズムをテーマとした映
画を鑑賞し、感想を 600 字でま
とめる。（提出のみ）

第 14回「法政の人」を講評 学習支援システムを通じてグルー
プ相互で講評し、書き直し

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
文章の執筆と書き直しはメール添付で送る形式を取る。自分で企画
する「法政の人」の取材や、写真撮影などは、授業外の時間に行う。
裁判傍聴については、傍聴する裁判や時間を自分で決めて行うが、コ
ロナウィルスの感染状況によって裁判が行われていない場合はほか
の課題に変更する。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準
とするが、「法政の人」インタビュー、裁判傍聴には 5時間前後かか
る場合がある。

【テキスト（教科書）】
使用しない。レジュメや資料を適宜配布する。

【参考書】
必要がある場合は、講義で適宜紹介する。

【成績評価の方法と基準】
最初の「受講を希望する理由」を除く文章作成と書き直しの総計 8
回の原稿提出で評価する（70 ％）。締め切り日の厳守や学習支援シ
ステムへの書き込みなど平常点による総合評価も加味する（30％）。

【学生の意見等からの気づき】
本年度授業担当者変更によりフィードバックできません

【学生が準備すべき機器他】
原稿の執筆は PC を使用し、Word 利用が望ましい。学習支援シス
テムの利用やメール、クラウドを用いたファイル共有も行うので、
最低限のデジタルスキルが必要。写真撮影はスマホでも構わないが、
カメラを使った方が意図が明確な写真を撮りやすい。

【Outline and objectives】
Today’s students exchange a huge amount of characters every
day through the Internet. From the information on the mixture
of truth and false, develop the ability to think, investigate,
interview, clarify the location of the problem, and express
it as sentences. By carefully examining, comparing, and
documenting information, we aim to acquire knowledge and
culture that is as correct and closer to the truth as possible,
rather than "believing what we want to believe".

POL300AD

アジア国際政治概論

水野　孝昭

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
東アジアの「戦争」について、戦前と戦後の日本、米国、ベトナム、南北朝鮮、
中国・台湾などそれぞれの視点から考えていきます。「民族解放」「祖国統一」
という理念が現実の国際政治の中でどう機能してきたのか、米中対立が再燃
している背景は何か、なぜ朝鮮半島の分断は続くのか、などアジア太平洋で
の「新冷戦」を考えていきましょう。
【到達目標】
21 世紀の東アジアの国際関係を理解する前提として歴史的背景と構造を押さ
える。軍事パワーとしての大日本帝国とその崩壊、米国の覇権と「民族解放」
のイデオロギーの衝突としての朝鮮戦争とベトナム戦争、冷戦後の ASEAN
の模索、21 世紀の中国の台頭と米中対立に至る流れを把握する。
　現在の日本と各パワー（米国、中国、南北朝鮮、東南アジア）との関係を政
治・安全保障、経済、文化・市民社会という各次元で理解する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
前半は、東アジアの国際関係の成り立ちについて、エポックメーキングになっ
たそれぞれの時代の「戦争」を軸に検討する。後半は安全保障、領土紛争、歴
史認識、経済統合などの現在の争点を取り上げ、受講生がテーマを選択して
プレゼンを行い討論する。その質疑を含めて講評する。また最終授業で講義
のまとめだけでなく、争点のプレゼンに対する講評や総括質疑も行い、「議論
する力」を身につける。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 「東アジアのパラドックス」／政治と

安全保障、経済と文化／地政学とナ
ショナリズム

第 2 回 アジアの「帝国」とパ
ワーシフト

大日本帝国の戦争と植民地支配の遺産
／パワーの定義

第 3 回 米国はアジアか？ 米国にとっての東アジア／日本の戦略
的価値／朝鮮戦争とべトナム戦争

第 4 回 中国：分断国家から超大
国へ

中華アイデンティティー／「一帯一路」

第 5 回 中国と日本：歴史、領土、
外交、経済

米中国交正常化と日中関係／日米中ト
ライアングル

第 6 回 韓国：民主化とナショナ
リズム

半島国家の地政学　南北統一の展望　
日韓関係

第 7 回 北朝鮮：化石体制の行方 金王朝とスターリニズム／核兵器開発
と６者協議／拉致問題

第 8 回 ベトナム戦争からカンボ
ジア和平：「戦場から市
場へ」

独立と民族解放のベトナム戦争／ドイ
モイと市場経済／対中、対米関係

第 9 回 ＡＳＥＡＮ：成長のはざ
まで　

アジア金融危機と開発独裁の問題点／
中進国のワナ／

第 10 回 民主化と開発：フィリピ
ンとミャンマー

開発独裁から民主化したフィリピンや
インドネシア、軍政のタイ、ミャン
マーの経験は？

第 11 回 南シナ海と領土紛争 ＡＳＥＡＮ地域フォーラムなど多国間
協調の意義と限界

第 12 回 米中新時代？ 冷戦の再
現？

米国の「アジア回帰」と中国の「一帯
一路」や海洋戦略／

第 13 回 日本外交の選択 日米安保体制とは／朝鮮半島有事シナ
リオ／対中戦略は？

第 14 回 21 世紀のアジア
講義内容のまとめ

２１世紀の東アジアと日本について総
括する。授業内で行った試験や小レ
ポート等、課題に対する講評や解説も
行う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
東アジアは、日々動いています。領土紛争や歴史認識について現実に起きて
いる問題について、歴史的文脈を踏まえて論理的に説明できる能力が求めら
れます。英文ニュースサイトを読むなど日々のニュースに敏感になってくだ
さい。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
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【テキスト（教科書）】
特定の教科書は指定しません。
毎回の指定文献は授業の初回で指示します。
【参考書】
毛利和子　『日中漂流』（岩波新書）
服部龍二　『外交ドキュメント　歴史認識』（岩波新書）
図説「ゼロからわかる日本の安全保障」
ジョン・ダワー　『敗北を抱きしめて』（上下）
イアン・ブルマ　『戦争の記憶　日本人とドイツ人』
若宮啓文　『和解とナショナリズム』
植木千可子　『平和のための戦争論』（ちくま新書）
ドン・オーバードーファー　『二つのコリア』（共同通信）
【成績評価の方法と基準】
コメントペーパーなど授業参加、平常点が４割。期末試験が６割。
テーマを選んでプレゼンを行い、その内容をまとめたペーパーを提出するこ
とで期末試験に代えることもできる。
【学生の意見等からの気づき】
毎回の授業内容や順序は、できるだけ現実の国際社会の動きに合わせていく
ので、必ずアジアに関する国際ニュースをチェックすること。
【学生が準備すべき機器他】
ipad などネットが閲覧できる情報機器を持参するのが望ましい。
【その他の重要事項】
朝日新聞での 30 年間の記者経験、とくにハノイ、ワシントン、ニューヨーク
での特派員としての経験をいかして、戦争報道や国際報道のメディアリテラ
シーを高めることを目指す。
【Outline and objectives】
This class tries to provide a fresh look at strategic landscapes
in Asian region through Japan’s experiences. Asian countries in
general have been enjoying economic growth and development by
trade and investment. Regional economic integrations and economic
interdependences, however, do not mean political reconciliation nor a
stable regional order. We will examine these trends and think of the
future perspectives in Asia.

POL300AD

朝鮮半島の政治と社会Ⅰ

権　鎬淵

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は主に 1945 年以後の朝鮮半島における政治史および政治システムを
主なテーマとして取り上げ、韓国及び北朝鮮政治に関する基本知識を身につ
ける。
【到達目標】
朝鮮半島の政治・経済・社会を理解し、日本との関係を考えていく。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　この授業では、南北分断の背景、朝鮮戦争の状況、冷戦構造の確立、南北そ
れぞれの政治体制・経済体制・国際関係の成立過程、日韓関係の主要争点の概
要と歴史を講義する。
　毎回の授業の中で、前回の授業で提出されたリアクションペーパー、課題、
小リポートに対する講評や解説も行う。
　授業の形態は対面授業を原則とする。オンラインによる受講が保障されて
る関係で、対面授業やオンライン同時中継が併行されるハイフレックス型授
業になる。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 戦後東アジアの始り 戦争の終戦状況：中国、ソ連、朝鮮半

島
第 2 回 朝鮮半島の分断 38 度線の由来

分断の状況、分断の責任
第 3 回 南北権力の特徴 李承晩、金日成
第 4 回 朝鮮戦争 戦争の背景

戦争の展開過程と終わり方
第 5 回 東アジアの冷戦構造 朝鮮戦争の国際・国内政治構造
第 6 回 ４・１９学生革命と５・

１６軍事クーデター
４・１９学生革命と５・１６軍事クー
デターを解説

第 7 回 朴正煕政権とその政策 朴正煕の経歴と政策内容
第 8 回 日韓国交正常化 その過程、内容と問題点
第 9 回 全斗煥政権 1979-88 年
第 10 回 民主化運動とその実現 1987 年新憲法成立
第 11 回 金泳三、盧泰愚政権 主な政策を中心に
第 12 回 金大中、盧武鉉政権 その政策を中心に
第 13 回 李明博、朴槿恵の保守政

権と「ろうそく革命」で
成立した文在寅政権

その政策を中心に

第 14 回 対日政策 日本との関係
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参考書や映像（Youtube、映画など）を見てくるように求めることがある。
本授業の準備・復習時間は、各２時間程度を目途とする。
【テキスト（教科書）】
開講時に開示する
【参考書】
1. 木宮正史『国際政治のなかの韓国現代史』山川出版社、2012 年
2. ドン・オーバードーファー、ロバート・カーリン『二つのコリア〔第三版〕
̶国際政治の中の朝鮮半島　』共同通信社, 2015 年
【成績評価の方法と基準】
平常点（２０％）、試験（８０％）
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【学生が準備すべき機器他】
Projector を使って映像物を見ることがある。
【Outline and objectives】
This course introduces the post-war political histories of Korean
peninsular ( South Korea and North Korea ).
The aim of this course is to help students understand the political
system and it situations of South Korea and North Korea, and the
relations of them and Japan.

— 366 —



　発行日：2021/4/1

POL300AD

朝鮮半島の政治と社会Ⅱ

権　鎬淵

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は主に 1945 年以後の朝鮮半島の経済制度や社会文化システムを主な
テーマとして取り上げ、専門知識を身につける。韓国だけではなく、北朝鮮
についても説明する。
【到達目標】
南北朝鮮の政治・経済・社会を理解し、日本との関係を考えていく。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
この授業では、朝鮮半島の経済制度・社会システム・文化を分析する。主に講
義による説明によって授業を行うが、映像（Youtube、映画など）や書物の感
想文の提出や特定テーマに関する意見交換を行うこともある。
　毎回の授業の中で、前回の授業で提出されたリアクションペーパー、課題、
小リポートに対する講評や解説も行う。
　授業の形態は対面授業を原則とする。オンラインによる受講が保障されて
る場合は、対面授業やオンライン同時中継が並行されるハイフレックス型授
業になる。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 韓国の対北政策 北風政策 vs太陽政策
第 2 回 北朝鮮の対南政策 統一戦線戦略、「わが民族同士」
第 3 回 北朝鮮の核兵器や弾道ミ

サイル問題
核兵器、ミサイル能力

第 4 回 南北の兵役制度 徴兵制の詳細説明
第 5 回 大統領制度 選挙システム・権限・役割
第 6 回 国会、憲法裁判所、司法

システム
機関の役割

第 7 回 韓国の経済制度１ 財閥、不動産
第 8 回 韓国の経済制度２ 税金、福祉、雇用
第 9 回 北朝鮮の経済システム どこが問題か
第 10 回 教育制度 受験戦争、就職難
第 11 回 韓国の社会問題１ 地域対立、格差問題
第 12 回 韓国の社会問題２ 女性関連
第 13 回 日韓の主要争点 歴史認識の問題

領土問題、慰安婦問題
第 14 回 統一の可能性について 吸収合併論、急変事態論、漸進的統一

論などを点検
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参考書や映像（Youtube など）を見てくるように求めることがある。
本授業の準備・復習時間は、各２時間程度を目途とする。
【テキスト（教科書）】
1. 木宮正史『国際政治のなかの韓国現代史』山川出版社、2012 年
2. ドン・オーバードーファー、ロバート・カーリン『二つのコリア〔第三版〕
̶国際政治の中の朝鮮半島　』共同通信社, 2015 年
【参考書】
授業中に随時開示する。
【成績評価の方法と基準】
平常点（２０％）、試験（８０％）
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【学生が準備すべき機器他】
Projector を使って映像物を見ることがある。
【Outline and objectives】
This course introduces the economic, social and culture system of post-
war Korean peninsular ( South Korea and North Korea ).
The aim of this course to help students understand Korea’s basic system
and consider the more desirable relations with Japan and Korea.

POL300AD

台湾の政治と社会Ⅰ

塚本　元

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
1945年から現在に至るまで台湾は「中華民国政府」の実効支配下にある。1950
年代から 80 年代に至るまでその統治は「権威主義体制」（リンス）であった。
この台湾における権威主義体制の在り方を解き明かすことを目指す。
【到達目標】
台湾という政治社会の在り方を、「権威主義体制」という角度から明らかにす
る。同時に世界各地に存在した、また存在する「権威主義体制」を理解して
いく足掛かりを見い出す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
前年度のリアクションペーパーを参考に授業中に講評する。授業中口頭で、授
業外にメールで学生からの質問うけ回答する。
春学期の全期間リアルタイムのオンラインで授業を基本とする。具体的には
学習支援システムでその都度提示する。変更ある場合にも学習支援システム
で提示する。
「権威主義体制」は世界各地に存在するが、台湾における権威主義体制は以下
のような特徴を持つ。中華民国政府・国民党とともに 1949 年前後に中国本
土から台湾に移り住んできた少数派の「外省人」が 1945 年以前から台湾に
居住する圧倒的多数を占める「本省人」に対し政治的優位に立つ外部支配の
性格を持つ。エスニシティ（ethnicity）の問題がある。国共内戦が 1950 年
以降東西冷戦と結合した、分裂国家であり、内戦体制を維持していた。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 台湾とは 地理的台湾と政治的台湾
第 2 回 分裂国家台湾 正統な中国中央政府と自己主張する中

華民国政府の立場と台湾に限定される
実効支配という現実の乖離・分裂

第 3 回 歴史的背景 先住民の生活、鄭氏政権、清朝支配
第 4 回 日本植民地 初期の武力鎮圧、「漢人」「先住民」、日

本化、産業インフラの整備
第 5 回 中華民国への編入 第二次大戦における日本の敗戦、カイ

ロ会談
第 6 回 二二八事件 1947 年 劣悪な中華民国統治、自然発生的暴

動、弾圧、多数の死者
第 7 回 省籍矛盾 少数の「外省人」による圧倒的多数の

「本省人」への政治的優位
第 8 回 「農地改革」と「公営企

業」の払い下げ
農民への利益の配分、本省人上層との
連合

第 9 回 東西冷戦と中国国共内戦
の結合

アメリカによる「中華民国政府」への
支援、朝鮮戦争（1950～53）

第 10 回 台湾式の「権威主義体制」
①

内戦体制、「法統」、「万年国会」、長期
戒厳令、国民党の大きな役割、アメリ
カという「外部正統性」、ストロング
マン蒋介石・蒋経国父子

第 11 回 台湾式の「権威主義体制」
②

「地方政治エリート」の存在、地方公
職選挙の定期実施、地方派閥の存在。
選挙クライアンティズム（恩顧・庇護
関係）。無所属（党外）の存在、アメリ
カの影響 (民主主義のウィンドー)

第 12 回 「大陸反攻」の挫折 1950 年代の中国沿岸島嶼をめぐる武
力衝突、1958 年金門島砲撃事件

第 13 回 アメリカの台湾支持の限
定性

中国内戦には関与せず、「中国包囲網」
の拠点台湾

第 14 回 1960 年代経済開発への
志向

アメリカの政策変化、暴力的性格の減
少

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
文献・書籍・マスメディア・インターネット等で現代台湾政治に関する知識を
収集すること。前記につき授業期間全体で 10 時間程度行うことが望ましい。
【テキスト（教科書）】
特に指定はしない
【参考書】
野嶋剛『台湾とは何か』（ちくま新書、2016 年）860 円。
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【成績評価の方法と基準】
基本的にオンラインでの開講となったことにともない、学習支援システムを
通じてのレポート提出となる可能性が高い。詳しくは学習支援システムを通
して連絡する。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline and objectives】
The regime of "The Repubric of China" on Taiwan from 1945 till 1980s
was "Authoritarian Regime". The class indicate the characteristics of
Auhoritarian Regime on Taiwan.

POL300AD

台湾の政治と社会Ⅱ

塚本　元

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
台湾における「権威主義体制」が 1980 年代から 90 年代にかけて「民主化」
していく過程を明らかにする。そして、「ポリアーキー」としての民主主義が
定着していく過程も射程にいれる。
【到達目標】
台湾における民主化過程を明らかにするとともに、世界各地における民主化
とその定着の過程を明らかにする足掛かりとする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
前年度のリアクションペーパーを参考に授業中に講評する。授業中口頭で、授
業外にメールで学生からの質問を受け、これに回答する。
秋学期の全期間リアルタイムのオンライン授業を基本とする。具体的には学
習支援システムで提示する。変更がある場合に学習支援システムで提示する。
1970 年代以降台湾はアメリカ・日本などの主要国との外交関係を失い、国
際的な孤立に直面する。分裂国家中国の片割れとして特殊な状況の中で台湾
は民主化の過程を歩むことになった。そして、民主化過程は、「本土化（台湾
化）」＝民主化という形で、エスニシティの問題と密接に関係することになる。
すなわち、民主化の結果、住民の大多数を占める本省人が政権の主導権をに
ぎることになった。そして、「外省人」対「本省人」との対立の図式に代わっ
て、「閩南」・「客家」・「先住民」・「外省人」という「四大エスニシティ」の図
式が立ち現われてきた。このようなエスニシティを前提とした民主主義政治
が展開されることになる。また、80 年代までの台湾の権威主義体制が「国共
内戦」によって正当化されたことから、民主化は同時に脱内戦化を意味する。
台湾における民主化を可能にした前提条件は、その経済成長であった。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 蒋経国改革 対外的危機の到来、1970 年代の蒋経

国による体制手直し：個別的本省人の
登用（李登輝を含む）、国会の部分改選

第 2 回 「党外勢力」の形成 70 年代地方選挙で「党外」は無視で
きない議席を獲得

第 3 回 「高雄事件」（1979 年） 対米断交という決定的対外的危機、体
制・「党外勢力」ともに危機感、高雄市
における武力弾圧

第 4 回 「民主化」過程の開始・体
制の強硬な弾圧路線の失
敗

高雄事件弁護団の活躍、アメリカの圧
力による裁判の公開、被告への重刑、
翌年以降の選挙での高雄事件関係者の
当選、体制及びその周辺によるテロ事
件への批判

第 5 回 社会運動の展開 非政治的な様々な社会運動の展開：高
度経済成長による諸矛盾への抗議。民
主化運動への新たな人材の供給

第 6 回 制度的な民主化の具体化
（80 年代後半）

民主化の実行か・再度強硬な弾圧かの
二社択一が権威主義体制に迫られる　
「ストロングマン」蒋経国は民主化を
選択、自由化の先行：野党民進党結
成・長期戒厳令解除・マスコミへの規
制の撤廃・独立や二二八事件を含む
「タブーの解消」

第 7 回 初めての本省人総統李登
輝の就任

1988 年就任時には極めて脆弱な権力
基盤、特に国民党内

第 8 回 「静かな革命」 李登輝その他の国民党本省人と野党民
進党との暗黙の共闘、台湾における
「一個半の党主席」

第 9 回 国民党内での権力闘争 「二月政争」：李登輝が自前の総統に
就任。国民党主席としての権力（総統
より、ある意味で強力）

第 10 回 　憲政改革：政治参加の
問題の解決

民主化の決定的転換点、憲法の実質改
正（形式的には、増修条文の付加とい
う部分改正）、内戦体制の法廷解消
（反乱鎮定動員時期の終結、同臨時条
項の廃止）、対中国本土関係の破綻防
止のため「国家統一綱領」の制定
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第 11 回 一連の「出発選挙」 1991 年「国民大会選挙」（台湾のみ、
全員改選）、 1992 年「立法委員選挙」
（実質的国会）全員改選

第 12 回 初めての総統直接選挙
1996 年

国民党候補李登輝の圧勝、第三次台湾
海峡危機と呼ばれる中国からの政治
的・軍事的圧力

第 13 回 両義的な中国との関係　 「台湾統一」を目指す中華人民共和国
政府・台湾の中国への経済的依存関係
の深化・台湾（「中華民国」）としての
独自性、台湾にとっての狭い選択肢

第 14 回 民主化の定着？ 国民党から民進党への政権交代（2000
年陳水遍総統）、民進党から国民党へ
の政権交代（馬英九総統）、再度の政
権交代（民進党、蔡英文総統、議会多
数）、地方選挙の重要性

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
文献・書籍・マスメディア・インターネット等で現代台湾政治に関する知識を
収集すること。前記につき授業全体で 10 時間程度行うことが望ましい。
【テキスト（教科書）】
特に指定はしない
【参考書】
野嶋剛『台湾とは何か』（ちくま新書、2016 年）860 円
【成績評価の方法と基準】
基本的にオンラインでの開講となったことに伴い、学習支援システムを通じ
てのレポート提出となる可能性が高い。詳しくは学習支援システムを通じて
連絡する。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【学生が準備すべき機器他】
。
【Outline and objectives】
The regime of "the Republic of China" on Taiwan has changed
from "Authoritarian Regime" to democracy(Polyarcy) " in 1980s and
1990s.The class reflect this transition process.

POL300AD

中国の政治と社会Ⅰ

熊倉　潤

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業では、中国政治の基礎について学ぶ。本学期は特に、党、国家、解放
軍、法治、中央・地方関係に焦点をあてる。授業を通じて、中国政治について
の基礎的な理解を養うことを目的とする。
【到達目標】
この授業を通じて、中国政治についての基礎的な理解を養い、今後中国に関
するニュースに接した時に自己の見解を持てるようにすること、また将来中
国への赴任など中国と関わる機会を想定し、現代中国政治の概要を説明でき
るようにすることを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
授業形式は、ひとまず対面授業を想定する（新型コロナウイルス感染状況、学
生の人数等によっては、オンラインに変更する可能性もある）。
基本的に講義形式で進めるが、毎回の授業の冒頭で学生数人によるニュース
報告の時間を設ける。ニュース報告では、教員が事前に指定した各回のテー
マに関連するニュース、あるいは学生が自分で選んだ中国関連のニュースに
ついて、概要をとりまとめたうえで、自己の見解を発表し、その後質疑応答、
教員のコメントを受ける（別途オフィス・アワーの時間に講評を受けること
もできる）。原則として１学期に１回、ニュース報告を担当することが望まし
い。授業後には教科書・参考書をよく読んで、学期末レポートの作成を準備
する必要がある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 初回ガイダンス 本授業概要、講義予定、参考文献ほか
第 2 回 中国とは何か 「中国」の由来ほか概観
第 3 回 中国共産党（１） 党・国家体制
第 4 回 中国共産党（２） 党内統治と党の組織
第 5 回 国家機構（１） 国家主席と党主席
第 6 回 国家機構（２） 立法機関、行政機関
第 7 回 国家機構（３） 司法機関、諮問機関
第 8 回 中国人民解放軍（１） 党軍関係、軍の組織機構
第 9 回 中国人民解放軍（２） 核兵器、通常兵器、宇宙、サイバー
第 10 回 法制度と法治（１） 憲法・法体系と立法過程
第 11 回 法制度と法治（２） 裁判制度と信訪制度
第 12 回 中央地方関係 地方行政制度
第 13 回 民族統治 民族区域自治制度
第 14 回 まとめ 一学期間の総括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習としては、教科書をよく読んで、地域についての理解を深める。また
報告担当者はニュース報告を準備する。毎回の授業で課題は出さないが、授
業内容をよく復習して、期末レポートの準備をする。本授業の準備学習・復
習時間は各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
川島真、小嶋華津子編著『よくわかる現代中国政治』ミネルヴァ書房、2020年。
【参考書】
授業で適宜参考書を紹介する。
【成績評価の方法と基準】
ニュース報告（40 ％）および期末提出のレポートの論理性、独創性（60 ％）
【学生の意見等からの気づき】
本年度新規科目につきアンケートを実施していません。
【学生が準備すべき機器他】
対面教室授業が実施できない場合のオンライン授業に備えるべく、Wi-Fi 環
境等の準備を進めておくこと。
【その他の重要事項】
本講義参加に際しては、中国現代史に関する基礎知識があることが望ましい
が、必ずしも必須のものではない。なお、「中国の政治と社会Ⅰ」を受講しよ
うとするものは、「中国の政治と社会Ⅱ」も併せて受講すること。
【担当教員の専門分野等】
＜専門領域＞中国、旧ソ連の政治、現代史
＜研究テーマ＞中ソ関係、民族問題
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＜主要研究業績＞『民族自決と民族団結̶̶ソ連と中国の民族エリート』東
京大学出版会、2020 年。
【Outline and objectives】
In this course, we will study the basics of Chinese politics. Especially we
will focus on the party, state, army (PLA), rule of law, and the central-
periphery relations. Our goal is to deepen understandings of the politics
of China.

POL300AD

中国の政治と社会Ⅱ

熊倉　潤

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業では、「中国の政治と社会Ⅰ」に引き続き、中国政治の基礎について
学ぶ。本年は特に、中国共産党成立 100 周年にあたることもあり、本学期で
は党の誕生から現代に至る中国共産党政治の歴史過程に焦点をあてる。「中国
の政治と社会Ⅰ」および「中国の政治と社会Ⅱ」を通じて、中国政治について
の基礎的な理解を養うことを目的とする。
【到達目標】
「中国の政治と社会Ⅰ」に引き続き、中国政治についての基礎的な理解を養い、
今後中国に関するニュースに接した時に自己の見解を持てるようにすること、
また将来中国への赴任など中国と関わる機会を想定し、現代中国政治の概要
を説明できるようにすることを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
授業形式は、ひとまず対面授業を想定する（新型コロナウイルス感染状況、学
生の人数等によっては、オンラインに変更する可能性もある）。
基本的に講義形式で進めるが、毎回の授業の冒頭で学生数人による報告の時
間を設ける。この報告では、教員が１回前の授業で出した各回のテーマに関
連する問い（たとえば大躍進運動について学んだ回では、なぜ毛沢東はこの
ような政策を打ち出したのか、といった問いが出されるだろう）に対し、概
要をとりまとめたうえで見解を発表し、その後質疑応答、教員のコメントを
受ける（別途オフィス・アワーの時間に講評を受けることもできる）。原則と
して１学期に１回、報告を担当することが望ましい。授業後には教科書・参
考書をよく読んで、学期末レポートの作成を準備する必要がある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 初回ガイダンス、中国共

産党成立前夜の中国
本授業概要、予定、参考文献紹介、清
末民初の中国を取り巻く状況、ロシア
革命の勃発、五四運動

第 2 回 中国共産党の誕生と国民
党

初期の党、国共合作、コミンテルンの
指導

第 3 回 中国共産党の戦い 剿匪、長征、抗日、延安整風
第 4 回 中華人民共和国の成立 建国前後の政治と社会、新民主主義、

統一戦線、抗米援朝、反革命鎮圧、三
反五反、過渡期総路線、集団化

第 5 回 反右派闘争と大躍進運動 百花斉放・百家争鳴、整風、大躍進、
人民公社、廬山会議

第 6 回 プロレタリア文化大革命
と毛沢東時代の終焉

海瑞罷官、紅衛兵、武闘、革命委員会
の成立、軍の台頭、林彪事件、批林批
孔、毛の死

第 7 回 華国鋒と鄧小平 「二つのすべて」、「四つの近代化」、「四
つの基本原則」、鄧小平の台頭、歴史
決議

第 8 回 改革開放と政治・社会 人民公社解体、経済特区、地方保護主
義、企業自主権の拡大、社会主義初級
段階論、政治改革、天安門事件

第 9 回 江沢民時代の政治・社会
（１）

社会主義市場経済、愛国主義教育、制
度改革、軍ビジネスの禁止

第 10 回 江沢民時代の政治・社会
（２）

メディアの市場化、法輪功取り締ま
り、単位の解体、社区の建設、「三つの
代表」、西部大開発

第 11 回 胡錦濤時代の政治・社会
（１）

胡錦濤政権の成立、和諧社会と科学的
発展観、県レベル人代選挙の変容、限
定的な「民主」の試み

第 12 回 胡錦濤時代の政治・社会
（２）

インターネット統制、宗教事務条例、
北京オリンピックと上海万博、リーマ
ンショックと景気対策

第 13 回 習近平時代の政治・社会
（１）

習近平政権の成立、軍制改革

第 14 回 習近平時代の政治・社会
（２）

反腐敗運動と社会統制の強化、新常態
とイノベーション
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習としては、教科書・参考書をよく読んで、地域についての理解を深
める。また報告担当者は教員が１回前の授業で出した各回のテーマに関連す
る問いに対する報告を準備する。毎回の授業で課題は出さないが、授業内容
をよく復習して、期末レポートの準備をする。本授業の準備学習・復習時間
は各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
川島真、小嶋華津子編著『よくわかる現代中国政治』ミネルヴァ書房、2020年。
【参考書】
授業で適宜参考書を紹介するが、以下の岩波新書３冊は準備学習として一読
しておくとよい。
＊石川禎浩（2010）『シリーズ中国近現代史３　革命とナショナリズム 1925-
1945』岩波新書
＊久保亨（2011）『シリーズ中国近現代史４　社会主義への挑戦 1945-1971』
岩波新書
＊高原明生・前田宏子（2014）『シリーズ中国近現代史 5 　開発主義の時代
へ 1972-2014』岩波新書
【成績評価の方法と基準】
報告（40 ％）および期末提出のレポートの論理性、独創性（60 ％）
【学生の意見等からの気づき】
本年度新規科目につきアンケートを実施していません。
【学生が準備すべき機器他】
対面教室授業が実施できない場合のオンライン授業に備えるべく、Wi-Fi 環
境等の準備を進めておくこと。
【その他の重要事項】
本講義参加に際しては、中国現代史に関する基礎知識があることが望ましい
が、必ずしも必須のものではない。なお、「中国の政治と社会Ⅰ」を受講しよ
うとするものは、「中国の政治と社会Ⅱ」も併せて受講すること。
【担当教員の専門分野等】
＜専門領域＞中国、旧ソ連の政治、現代史
＜研究テーマ＞中ソ関係、民族問題
＜主要研究業績＞『民族自決と民族団結̶̶ソ連と中国の民族エリート』東
京大学出版会、2020 年。
【Outline and objectives】
In this course, we will study the basics of Chinese politics. Especially
we will focus on the historical process of Chinese politics since the
formation of the Chinese Communist Party (1921). Our goal is to deepen
understandings of the politics
of China.

POL300AD

東南アジアの政治と社会Ⅰ

浅見　靖仁

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　東南アジアの国々のうち、タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシアの
４か国を取り上げ、これらの国々の政治経済状況について解説します。受講
生が、これらの国々の政治経済状況についての基本的な知識を身につけ、そ
れに基づいて、東南アジアの国々と日本との関係や東南アジアの今後のあり
方について自分なりの考えをもつようになることを目的とします。この授業
を履修する場合は、【授業の進め方と方法】に書かれている説明をよく読んだ
上で必ず初回の授業に出席して下さい。
【到達目標】
　この授業では、受講生が、タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシアの
４か国について、その政治経済的状況について体系的に理解し、これらの国々
について強い関心を持つようになることを目標とします。これら４か国の政
治経済状況の相違点や共通点について基本的な知識を習得し、さらにはそう
した特徴をこれらの国々が有するようになった理由や今後これらの国々がど
のように変化していくかについて、受講生が自分なりの考えを持つようにな
ることを目指します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　授業は講義形式で行います。受講生の理解度を確認するために、毎回の授
業後に簡単な小テストを行います。受講生が提出した小テストには、メール
でコメントします。
　初回の授業は、Zoom を使ってオンラインで行います。Zoom を使って受講
するのに必要な情報は「学習支援システム」に記載しますので、この授業の
履修を希望する人は第１回授業までに「学習支援システム」に「仮登録」して
meeting ID や passcode、link などを確認しておいてください。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 オリエンテーション この授業で取り上げる４つの国の概要

と第２週以降の授業の進め方について
説明します。

2 植民地時代以前及び植民
地期の東南アジア

第２次大戦以前の東南アジアの状況に
ついて解説します。

3 独立：「異なる人々」に
よる支配から「同胞」に
よる支配へ

タイについては 1932 年の絶対王政か
ら立憲王政への移行について、他の３
か国については独立について解説しま
す。

4 農村の余剰労働力問題と
混迷するナショナリズム

農村に大量の余剰労働力が存在してい
たことが、東南アジアの政治に与えた
影響について解説します。

5 官僚型権威主義体制論と
開発独裁論

1950 年代から 60 年代にかけて、東
南アジアの国々で、強権的な政権が登
場した背景について解説します。

6 輸入代替型工業化 輸入代替型工業化がこの授業でとりあ
げる４つの国に導入された経緯の違い
について解説します。

7 民主化の第２の波 輸入代替型工業化の行き詰まりと貧富
の格差の拡大が、４つの国の政治に与
えた影響について解説します。

8 輸入代替型工業化の行き
詰まりと輸出指向型工業
化への転換の試み

輸入代替型工業化の行き詰まりへの対
応は、４つの国でかなり異なりまし
た。そのような違いが生じた経緯を解
説します。

9 東南アジアの外国投資
ブームと中間層の台頭

1980 年代後半から 90 年代前半の東
南アジアへの外国投資ブームが、４つ
の国の政治や経済に与えた影響につい
て解説します。

10 グローバリゼーションの
光と影：アジア金融危機
とその後の回復

1997 年に東南アジアを襲った金融危
機とそれに伴って生じた政治的な変化
について解説します。

11 民主主義の第３の波 中間層の成長と貧困層の生活水準の一
定の向上がもたらした政治的変化につ
いて解説します。
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12 東南アジアと「中進国の
罠」

「中進国の罠」という概念を紹介し、
それに対して、東南アジアの４つの国
がどう対応しているかについて解説し
ます。

13 2020 年の東南アジア 東南アジアの４つの国の現在の政治経
済状況について解説します。

14 東南アジアと日本の関係 東南アジアの４つの国と日本との関係
について解説します。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　毎回の授業終了後に小テストを行います。小テストは授業終了後 24 時間以
内に学習支援システムを利用して提出してもらいます。受講生が毎週４時間
くらいを予習・復習に使うことを想定して授業を行います。
【テキスト（教科書）】
特定の教科書は使用しません。
【参考書】
加納啓良『東大講義東南アジア近現代史』めこん、2012 年
白石隆『海の帝国：東南アジアをどう考えるか』中公新書、2000 年
【成績評価の方法と基準】
　毎回の授業のあとの小テストが 10 ％、授業中の発言が 10 ％、期末テスト
が 80 ％のウェイトで成績評価を行います。
【学生の意見等からの気づき】
　高校の授業では、東南アジアについてあまり詳しく習っていない人が多いの
で、東南アジアについての基本的な知識から教えます。しかし基本的な知識
を教えるだけではあまり面白くないので、東南アジア以外の国々ついて考察
する際にも役立つような一般理論（二重経済論、官僚型権威主義体制論、「中
進国の罠」論など）も教えます。
【学生が準備すべき機器他】
　資料配布、課題提出などは学習支援システムを利用して行います。最初の
授業までに、「学習支援システム」に「自己登録」しておいてください。「学習
支援システム」への「自己登録」の仕方については、「学習支援システム」の
スターティングガイドを参照してください。
【その他の重要事項】
　秋学期に開講する「東南アジアの国家と社会 II」とは扱う国が異なるので、
「東南アジアの国家と社会 II」を先に履修して、「東南アジアの国家と社会 I」
を次年度以降に履修しても全く問題ありません。
【Outline and objectives】
This course aims to deepen students’ understanding on political
economy of four Southeast Asian countries, namely, Thailand, the
Philippines, Malaysia, and Indonesia. It also aims to familiarize
students with some basic theories and notions regarding interrelations
between democratization and economic development, such as bureau-
cratic authoritarianism, dual-sector model, middle-income trap, and
three waves of democratization. Prior knowledge about Southeast Asia
is not required. Students are allowed to write their answers in English
in the final exam, if they prefer.

POL300AD

オセアニアの政治と社会Ⅰ

今泉　裕美子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
オセアニアは、ミクロネシア、ポリネシア、メラネシアの三地域か
らなるが、この名称、区分はヨーロッパからの外来者によるもので
あり、いずれの島も欧米諸国や日本による植民地化や占領の経験を
持つ。また、現在の国や非自治地域の単位から見渡すと、大半を占
めるのは小さな島嶼である。しかも、これら島嶼は太平洋に生存を
依存しており、海からの視点で島じまを捉える必要がある。
島尾敏雄は日本列島を「ヤポネシア」と表現したが、複数の島嶼から
成り立つ日本列島も太平洋に依存し、オセアニアの島嶼と歴史的に
深い関わりをもってきた。しかし日本からのオセアニアへの関心は
小さく、あったとしても情報に偏りや不正確さが目立つ。ところが、
オセアニアの島嶼には日本に注目し、日本と草の根の交流を行って
きた人びともいる。経済大国、技術大国として援助を求めるだけで
はない。なぜだろうか。
オセアニアの島嶼の現状をみると、現代世界が抱える諸問題が集約
的かつ深刻に現れている。例えば、海面上昇や巨大台風による被害、
核実験による放射能被害は、島の人々の離散、社会、文化の消滅の
危機をもたらす。彼らは極小国家、非自治地域であるがゆえに、大
国中心の「国際関係」や「平和」を問い直し、外来のものを受入れ
ながら、祖先から引き継いだ知恵や共同体を鍛え、島を離れた同胞
たちともつながりながら、問題に取り組んできた。
本授業では、上記のようなオセアニアの島嶼の実情や取り組みを、オ
セアニア島嶼への人類の到達から第一次世界大戦までの歴史を中心
に学ぶ。「オセアニアの政治と社会Ⅱ」の前提となる授業である。

【到達目標】
①オセアニアの島嶼の政治や社会の特徴、抱える問題を、歴史的な
文脈のなかで理解することができる。
②オセアニアの島嶼から国際関係の歴史、基本的な概念や構造、動
態を見つめ直し、これら島嶼が抱える問題から現代世界の諸問題に
通じる視座を養う。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
①授業はオンラインで行う（ただし【その他の注意事項】を確認す
ること）。レジュメや資料は、教員からの指示に応じて事前に、ある
いは授業中にダウンロードして閲覧、視聴する。
②リアクションペーパーなど提出物で注目すべきコメントや質問が
あれば、授業内で紹介し、受講生のさらなる学びにつなげる。
③オセアニア情勢、学生の関心、理解度に応じて、授業計画を一部
変更する場合がある。
④授業内でクイズやテスト、意見を聞く機会を設けることがある。
⑤授業の予習、復習のために課題を出すことがある。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション　

　
授業の進め方、注意事項の説明。
受講生の本授業への関心について
アンケートをとる。

第 2 回 「オセアニア」とは？
　　

オセアニア研究に基づく呼称、範
囲、概念を学ぶ。
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第 3 回 現代日本におけるオセ
アニア認識

日本および受講者のオセ兄ア認識
の特徴を確認し、本授業のオセア
ニア島嶼へのアプローチを確認す
る。

第 4 回 オセアニアの問題につ
ながる日本①

「ビキニ事件」から、東日本大震
災での福島第一原発事故に始まる
放射線被害の問題を考える。

第 5 回 オセアニアの問題につ
ながる日本②

グアム島を例に、オセアニアの島
嶼の軍事化に対する先住民族の取
り組みをとりあげ、本授業のテー
マを共有する

第 6 回 オセアニアへの人類の
進出とくらし①　　　

島嶼の人々が現在自らのアイデン
ティティーのよりどころとする航
海や漁労を学ぶ

第 7 回 オセアニアへの人類の
進出とくらし②　　

島嶼の人々が現在自らのアイデン
ティティーのよりどころとする、
巨石文化を学ぶ。

第 8 回 世界の一体化のなかの
オセアニアの植民地化
①

近代国際関係のなかでヨーロッパ
人のオセアニア進出、島嶼の人々
との｢出会い」、これらが双方の社
会にもたらした影響を学ぶ。

第 9 回 世界の一体化のなかの
オセアニアの植民地化
②

近代国際関係のなかで列強による
島嶼の植民地化、現在の脱植民地
化の問題との関連を学ぶ。

第 10回 世界の一体化のなかの
オセアニアの植民地化
③　

列強による島嶼の植民地化の実態
を、具体的な事例から学ぶ。

第 11回 近代世界における欧米
人と日本人のオセアニ
ア認識　

欧米人のオセアニア認識を、絵
画、文学などを対象に学び、近代
日本のオセアニア認識への影響を
学ぶ。

第 12回 オセアニアにとっての
第一次世界大戦①

ANZAC 軍などを事例に、オセア
ニアにとっての第一次世界大戦経
験を学ぶ。

第 13回 オセアニアにとっての
第一次世界大戦②

第一次世界大戦によるオセアニア
の再分割を委任統治制度の創設か
ら理解し、現代に続く問題を学
ぶ。

第 14回 まとめ 春学期授業の総括。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
①シラバスやレジュメに提示した参考文献、特に授業中に指示した
部分は必ず読む。
②オセアニア関連の HP などを参照し、オセアニア情報に意識的に
接する。
③予習、復習それぞれ 2 時間程度を標準とする。

【テキスト（教科書）】
テキストは用いない。

【参考書】
山本真鳥編『オセアニア史』山川出版社、2000 年。
吉岡政徳監修『オセアニア学』京都大学学術出版会、2009 年。
印東道子編『ミクロネシアを知るための 58章』明石書店、2005年。
石森大知ほか編『南太平洋（メラネシア・ポリネシア）を知るため
の 58 章』明石書店、2010 年。
今泉裕美子「太平洋の「地域」形成と日本－日本の南洋群島統治か
ら考える」李成市他編『岩波講座日本歴史第 20 巻（地域論）』岩波
書店、2014 年。
その他必要に応じて、授業時に提示する。

【成績評価の方法と基準】
①リアクションペーパー、授業内で適宜実施するクイズ、テスト、課
題への提出物を総合して（50%）。セメスター末のレポート（50%）。
②提出物について、指示した期限、提出先を守らない場合、やむを
得ない事情（対象となる事情や証明資料の提出は定期試験のルール
に則る）がない限り未提出として扱う。

【学生の意見等からの気づき】
昨年度は担当していないため記入する内容はない。

【学生が準備すべき機器他】
オンライン授業では、パソコンかタブレットを準備することが望ま
しい。

【その他の重要事項】
・オンライン授業では Zoom を使う予定であり、提出物は学習支援
システムを通じて提出してもらう。
・授業内容によっては動画や画像を配信したり、グループディスカッ
ションを行うため、有線接続など安定的な接続環境で、通信容量に
制限がない状態にしておくのが望ましい。
・沖縄県の県史、市史などの編さん、執筆に関わって来たため、地域
住民の経験をどう記録し、歴史として次世代に継承するか、そのた
めの聞き取りの方法、地域外の研究者として地域にいかに関わるの
か、の経験に基づく「地域研究」の方法を紹介する。
・社会情勢の変化、これに伴う大学の方針によって授業形態が変化
する場合は通知する。

【Outline and objectives】
This course will introduce students a fundamental understand-
ing of the politics and society of Oceania through a focus on the
history of Pacific Islands.
The course then examines some important specific issues
such as human migration; the processes of imperialism and
colonialism; militarization as a neocolonialism; decolonization
movement by indigenous peoples; navigation and livelihood in
the Pacific Ocean. The focus is on before World War II. This
course is highly recommended for those who are planning to
take “Politics and Society of Oceania II”.
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POL300AD

オセアニアの政治と社会Ⅱ

今泉　裕美子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
オセアニアは、ミクロネシア、ポリネシア、メラネシアの三地域からなるが、
この名称、区分はヨーロッパからの外来者によるものであり、いずれの島も欧
米諸国や日本による植民地化や占領の経験を持つ。また、現在の国や非自治
地域の単位から見渡すと、大半を占めるのは小さな島嶼である。しかも、こ
れら島嶼は太平洋に生存を依存しており、海からの視点で島じまを捉える必
要がある。
島尾敏雄は日本列島を「ヤポネシア」と表現したが、複数の島嶼から成り立つ
日本列島も太平洋に依存し、オセアニアの島嶼と歴史的に深い関わりをもっ
てきた。しかし日本からのオセアニアへの関心は小さく、あったとしても情
報に偏りや不正確さが目立つ。ところが、オセアニアの島嶼には日本に注目
し、日本と草の根の交流を行ってきた人びともいる。経済大国、技術大国と
して援助を求めるだけではない。なぜだろうか。
オセアニアの島嶼の現状をみると、現代世界が抱える諸問題が集約的かつ深
刻に現れている。例えば、海面上昇や巨大台風による被害、核実験による放
射能被害は、島の人々の離散、社会、文化の消滅の危機をもたらす。彼らは
極小国家、非自治地域であるがゆえに、大国中心の「国際関係」や「平和」を
問い直し、外来のものを受入れながら、祖先から引き継いだ知恵や共同体を
鍛え、島を離れた同胞たちともつながりながら、問題に取り組んできた。
本授業では、上記のようなオセアニアの島嶼の実情や取り組みを、日本が最
も深いかかわりを持つミクロネシアを中心に学ぶ。本年度の「オセアニアの
政治と社会Ⅰ」を受講していることを強く推奨する。
【到達目標】
①オセアニアをミクロネシアと日本との関わり合いを通じて学ぶ。
②ミクロネシアと日本との関係を、歴史から、そして歴史に学び、国際関係
や日本の近現代史を捉え直す。
③ミクロネシアと日本の関係を踏まえ、太平洋島嶼の一員としての日本の立
場性、役割について基礎的な知識を身につけ、自分の考えを述べられるよう
にする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
①授業はオンラインで行う（ただし【その他の注意事項】を確認すること）。
レジュメや資料は、教員からの指示に応じて事前に、あるいは授業中にダウ
ンロードして閲覧、視聴する。
②リアクションペーパーなど提出物で注目すべきコメントや質問があれば、授
業内で紹介し、受講生のさらなる学びにつなげる。
③オセアニア情勢、学生の関心、理解度に応じて、授業計画を一部変更する
場合がある。
④授業内でクイズやテスト、意見を聞く機会を設けることがある。
⑤授業の予習、復習のために課題を出すことがある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション－三

つのネシアとミクロネシ
ア

授業の進め方、注意事項の説明。「オ
セアニアの政治と社会Ⅰ」との関連づ
け。受講生の本授業テーマについてア
ンケートをとる。

第 2 回 ミクロネシアと日本との
交流の現状

外交レベルから地域、市民レベルの交
流の事例を紹介し、第 3 回以後のテー
マの意義を確認する。

第 3 回 「南洋群島」時代のミクロ
ネシア①－委任統治制度

委任統治として行われた日本によるミ
クロネシア統治を、一次世界大戦後の
世界の植民地支配体制の再編のなかで
学ぶ。

第 4 回 「南洋群島」時代のミクロ
ネシア②－日本に紹介さ
れた姿

戦前の日本に紹介された「南洋群島」
情報の特徴を学び、現在のわれわれの
ミクロネシア認識との関連を考える。

第 5 回 「南洋群島」時代のミクロ
ネシア③植民地社会の特
徴

現地住民人口の 2 倍もの日本人が移民
し、なかでも沖縄出身者が多かった植
民地社会の特徴を学ぶ。

第 6 回 日本による南洋群島統治
④-チャモロとカロリニア
ンの経験

チャモロとカロリニアンの植民地経験
を、日本の教育政策を中心に学ぶ。

第 7 回 The Typhoon of War －
ミクロネシアの第二次世
界大戦経験①

沖縄戦に先駆けて地上戦が行われた南
洋群島での戦争を、沖縄戦と比較し関
係づけながら、オセアニアの島嶼にっ
ての戦争経験を理解する。

第 8 回 The Typhoon of War －
ミクロネシアの第二次世
界大戦経験②

南洋群島での戦争を生き抜いてきた
人々が戦争経験をどう伝えようとして
いるか、非体験者としてのその継承を
考察する。

第 9 回 ｢核の海」ミクロネシア―
核実験の開始と展開

度重なる核実験を実施したアメリカ、
アメリカの核の傘のもとにある日本、
核による軍事植民地化を強いられたミ
クロネシア、について学ぶ。

第 10 回 ｢核の海」ミクロネシア－
戦略的信託統治

「核の海」を生み出したアメリカによ
る戦略的信託統治と、ミクロネシアの
人々の離散、脱植民地化への取り組み
を学ぶ。

第 11 回 「核の海」ミクロネシア－
「ビキニ事件」

冷戦体制下の日米関係、日本への原子
力発電の導入、日本から世界に広がっ
た反核運動を「ビキニ事件」から学ぶ。

第 12 回 ミクロネシアと日本の関
係再開　

「ミクロネシア協定」を中心に戦後日
本とミクロネシアとの関係を学ぶ。

第 13 回 オセアニアのなかのミク
ロネシア

受講生の関心を踏まえたテーマを取り
上げる。

第 14 回 まとめ 授業を総括し、私たちとオセアニアの
島嶼との関係を改めて考える。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
①シラバスやレジュメに提示した参考文献、特に授業中に指示した部分は必
ず読む。
②オセアニア関連の HP などを参照し、オセアニア情報に意識的に接する。
③予習、復習それぞれ 2 時間程度を標準とする。
【テキスト（教科書）】
テキストは用いない。
【参考書】
山本真鳥編『オセアニア史』山川出版社、2000 年。
印東道子編『ミクロネシアを知るための 58 章』明石書店、2005 年。
吉岡政徳監修『オセアニア学』京都大学学術出版会、2009 年。
石森大知ほか編『南太平洋（メラネシア・ポリネシア）を知るための 58 章』
明石書店、2010 年。
中山京子編『グアム・サイパン・マリアナ諸島を知るための 54 章』2012 年。
今泉裕美子「太平洋の「地域」形成と日本－日本の南洋群島統治から考える」
李成市他編『岩波講座日本歴史第 20 巻（地域論）』岩波書店、2014 年。
その他必要に応じて、授業時に提示する。
【成績評価の方法と基準】
①リアクションペーパー、適宜実施するクイズ、テスト、課題への提出物を
総合して（50%）。セメスター末のレポート（50%）。
②提出物について、指示した期限、提出先を守らない場合、やむを得ない事
情（対象となる事情や証明資料の提出は定期試験のルールに則る）がない限
り未提出として扱う。
【学生の意見等からの気づき】
昨年度は担当していないため記入する内容はない。
【学生が準備すべき機器他】
オンライン授業では、パソコンかタブレットを準備することが望ましい。
【その他の重要事項】
・オンライン授業では Zoom を使う予定であり、提出物は学習支援システム
を通じて提出してもらう。
・授業内容によっては動画や画像を配信したり、グループディスカッションを
行うため、有線接続など安定的な接続環境で、通信容量に制限がない状態に
しておくのが望ましい。
・沖縄県の県史、市史などの編さん、執筆に関わって来たため、地域住民の経
験をどう記録し、歴史として次世代に継承するか、そのための聞き取りの方
法、地域外の研究者として地域にいかに関わるのか、の経験に基づく「地域
研究」の方法を紹介する。
・社会情勢の変化、これに伴う大学の方針によって授業形態が変化する場合は
通知する。
【Outline and objectives】
This course will introduce students a fundamental understanding of the
politics and society of Oceania through a focus on the history of Pacific
Islands.
The course then examines some important specific issues such as human
migration; the processes of imperialism and colonialism; militarization
as a neocolonialism; decolonization movement by indigenous peoples;
navigation and livelihood in the Pacific Ocean. The focus is on
Micronesia-Japan relations. It is strongly recommended that this course
be taken after taking “Politics and Society of Oceania I.”

— 374 —



　発行日：2021/4/1

POL300AD

北アメリカの政治と社会Ⅰ

西山　隆行

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
アメリカ政治の基本的特徴について解説します。北アメリカの政治と社会 1
では、統治機構と政策過程に焦点を当てて講義を行います。
【到達目標】
アメリカの統治機構や政治制度の特徴を他国との比較を念頭に置きつつ理解
し、現代のアメリカ政治を自ら分析することができるようになることを目指
します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
オンライン方式（オンデマンド方式）でクラスを実施します。
毎週、授業内容のポイントをまとめた資料と解説動画の URL を Hoppii に
アップします。それとテキストの内容を各自で検討した後、質問事項やコメ
ントをメールで教員に送付していただきます。それに対するフィードバック
を動画に再度まとめて、Hoppii を通して皆様にお伝えします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション オバマ政権・トランプ政権の分析
第 2 回 合衆国憲法の構造 建国期の思想と権力分立
第 3 回 大統領制 1 大統領制の仕組みと連邦議会
第 4 回 大統領制 2 大統領権力についての考察
第 5 回 裁判所 裁判所の政治的性格についての検討
第 6 回 連邦制と地方政府 連邦制と地方政府の基本的性格
第 7 回 官僚制 アメリカの国家の発展と官僚制の仕組

み
第 8 回 政党 二大政党の基本的性格
第 9 回 選挙 1 アメリカ政治における選挙の意味
第 10 回 選挙 2 大統領選挙の仕組み
第 11 回 選挙 3 連邦議会選挙、マスメディアと政治
第 12 回 選挙 4 選挙と政策過程
第 13 回 対外政策 1 アメリカの対外政策の特徴
第 14 回 対外政策 2 世界におけるアメリカの位置づけ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキストの該当部分を事前学習として予習するとともに、授業中に紹介する
文献を復習として参照してください。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
西山隆行『アメリカ政治入門』東京大学出版会、2018 年
【参考書】
西山隆行『格差と分断のアメリカ』東京堂出版、2020 年
西山隆行『アメリカ政治講義』ちくま新書、2018 年
岡山裕・西山隆行編『アメリカの政治』弘文堂、2019 年
【成績評価の方法と基準】
中間レポート： 30 ％
学期末レポート： 70 ％
【学生の意見等からの気づき】
2020 年度の履修者からのレスポンスを踏まえて、授業内容の時間とフィード
バック等の時間の二部構成で、毎週の授業を構成するようにしたいと思います。
【その他の重要事項】
北アメリカの政治と社会 2 では、政治社会の特徴と対外政策について検討し
ます。併せて履修することを推奨します。
質問等ある場合は、シラバスに記しているメールアドレスに遠慮なく連絡し
てください。
【Outline and objectives】
This class examines the basic structure of American government.

POL300AD

北アメリカの政治と社会Ⅱ

西山　隆行

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
アメリカ政治の基本的特徴について検討する。北アメリカの政治と社会 2 で
は、政治社会の特徴に焦点を当てて検討する。
【到達目標】
アメリカ政治の基本的特徴を、諸外国との比較を念頭に置きつつ、自ら分析
することができるようになることを目指します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
オンライン方式（オンデマンド方式）で実施します。授業内容をまとめた資
料と、解説動画の URL を毎週 Hoppii を用いてお伝えします。テキストと併
せてそれらを学習し、質問やコメントがある場合は教員にメールで届けてく
ださい。その内容を踏まえた動画を作成し、Hoppii を通してその URL をお
届けするので、その内容を確認してください。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 大統領のスピーチ等を参照しつつ、ア

メリカの政治社会の特徴について検討
する。

第 2 回 アメリカ例外主義とナ
ショナリズム 1

アメリカのナショナリズムの特徴

第 3 回 アメリカ例外主義とナ
ショナリズム 2

アメリカ政治の発展と多文化主義

第 4 回 移民とエスニシティ 1 アメリカの移民政策
第 5 回 移民とエスニシティ 2 中南米系移民をめぐる政治過程
第 6 回 人種問題 1 アメリカの人種問題の歴史
第 7 回 人種問題 2 今日の人種問題をめぐる政治過程
第 8 回 白人性をめぐる問題 白人性をめぐる政治過程
第 9 回 市民的自由と社会秩序 1 アメリカにおける秩序形成と銃規制
第 10 回 市民的自由と社会秩序 2 言論・プレスの自由と犯罪者の権利
第 11 回 宗教とモラルをめぐる政

治 1
社会的争点と政教分離

第 12 回 宗教とモラルをめぐる政
治 2

アメリカ政治の保守化と宗教の関係

第 13 回 社会福祉政策 1 アメリカの社会福祉政策の歴史
第 14 回 社会福祉政策 2 年金、公的扶助、医療保険
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
テキストの該当部分を授業開始前に読んでおくこと。また、授業中に紹介す
る資料を復習として参照すること。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間
を標準とします。
【テキスト（教科書）】
西山隆行『アメリカ政治入門』東京大学出版会、2018 年
【参考書】
西山隆行『格差と分断のアメリカ』東京堂出版、2020 年
西山隆行『アメリカ政治講義』ちくま新書、2018 年
西山隆行『移民大国アメリカ』ちくま新書、2016 年
岡山裕・西山隆行編『アメリカの政治』弘文堂、2019 年
【成績評価の方法と基準】
中間レポート： 30 ％
期末レポート： 70 ％
【学生の意見等からの気づき】
毎週の授業を、授業内容に関する解説と、質問やコメントを踏まえてのフィー
ドバックの二部構成で展開することにしました。
【その他の重要事項】
アメリカの統治機構の基本的性格と政策過程については、北アメリカの政治
と社会 1 で扱います。両方を合わせて履修することを推奨します。
質問やコメントがある場合は、シラバスに記載するメールアドレスに、遠慮
なく連絡してください。
【Outline and objectives】
This class will examine the basic structure of american political society.
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POL300AD

アメリカ政治外交史

森　聡

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　アメリカの建国から第二次世界大戦までの政治と外交の歴史について、国
内政治上の変化が対外政策にいかなる変化を生じさせたのかを解説する。ま
た、アメリカの対外関与が、いかなる国際的な要因の変化を受けながら射程
を広げていったのかを説明する。さらに、資料を活用しながら、重要な歴史
的局面における政策転換に作用した諸要因を明らかにする。
【到達目標】
　次の到達目標を目指す。第一に、アメリカの政治制度の特徴と由来につい
ての専門的な知識を習得する。第二に、アメリカ外交を国内政治と対外政策
との相互連関という視点から理解できる能力を身につける。
　また、授業で紹介する資料について、その文脈や位置づけについて考察す
る能力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　春学期の少なくとも前半は、オンラインでの開講となる。それにともなう各
回の授業計画の変更については、学習支援システムでその都度告知する。本授
業の開始日は、4 月 21 日とする。具体的な授業方法などは、学習支援システ
ムで提示する。学習支援システムの「お知らせ」サイトを随時確認されたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 合衆国憲法の政治制度 連邦制と三権分立。
2 大統領と連邦議会の外交

権限
大統領の権限。連邦議会の権限。官僚
機構の役割。

3 独立革命 植民地から合衆国憲法の制定まで。
4 フランス革命への対応と

1812 年の米英戦争
米国内における権力闘争と外交。

5 モンロー・ドクトリン 欧州諸国との駆け引き。
6 南北戦争と対外関係 南北戦争と米国の外交
7 領土拡張と門戸開放政策 西方への拡張。アジアへの関与。
8 革新主義と対アジア政策 ローズヴェルト、タフト、ウィルソン

の時代の政治と外交。
9 第一次世界大戦とパリ講

話会議
第一次世界大戦への参戦過程と戦後処
理。

10 1920 年代の共和党政権
の内政と外交、中南米で
の善隣外交

戦間期の政治。ドル外交の展開。

11 大恐慌とニューディール 1930 年代の政治。ニューディール連
合の結成。

12 1930 年代のアジアと
ヨーロッパ

台頭する日本とドイツへの対応。

13 第二次世界大戦をめぐる
外交と戦略

レンド・リース法の制定。戦争準備。
日米交渉。

14 戦時体制と終戦外交 第二次世界大戦期の内政と外交。
学期中の主要な課題に関する解説・講
評を行う。学期末レポート課題の説明
など。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特に指定しない。
【参考書】
斎藤眞、古矢旬『アメリカ政治外交史（第二版）』、東京大学出版会、2012 年。
斎藤眞、久保文明編『アメリカ政治外交史教材・英文資料選（第二版）』、東京
大学出版会、2008 年。
【成績評価の方法と基準】
成績は、レポート課題により評価する予定。
【学生の意見等からの気づき】
前回の授業のポイントを、次回の講義の冒頭で確認のために解説する。

【現代アメリカ外交、国際政治学】
＜専門領域＞　国際政治学、戦後アメリカの外交と安全保障
＜研究テーマ＞　先端技術と国際政治、パワーシフトと国際秩序、現代アメ
リカのインド太平洋戦略など
＜主要研究業績＞
・川島真・森聡編著『アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序』、東京大学
出版会、2020 年。
・"US Technological Competition with China: The Military, Industrial
and Digital Network Dimensions," Asia Pacific Review, Vol.26, No.1
(2019), pp.77-120.
・"U.S. Defense Innovation and Artificial Intelligence," Asia Pacific
Review, Vol.25, No.2 (Fall 2018), 16-44.
・「統合作戦構想と太平洋軍―マルチ・ドメイン・バトル構想の開発と導入」、
土屋大洋編著、『アメリカ太平洋軍の研究―インド・太平洋の安全保障』、千
倉書房、2018 年 7 月。
・「リベラル国際主義への挑戦―アメリカの二つの国際秩序観の起源と融合」、
『レヴァイアサン』第 58 号（2016 年 4 月）、23-48 頁。
・「アメリカのアジア戦略と中国」、北岡伸一・久保文明監修『希望の日米同盟
―アジア太平洋の海洋安全保障』、中央公論社、2016 年、39-91 頁。
・『ヴェトナム戦争と同盟外交―英仏の外交とアメリカの選択 1964-1968 年』、
東京大学出版会、2009 年（日本アメリカ学会清水博賞受賞）。
など
【Outline and objectives】
This is a lecture course on the history of American politics and
diplomacy covering the period from the founding of the nation to the
Second World War. It will shed light on how domestic political factors
and international factors affected U.S. foreign engagement. Documents
will be used from time to time to explain how historically significant
decisions were influenced by various factors.
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POL300AD

中国の政治と外交Ⅰ

八塚　正晃

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本授業では、近現代中国の政治外交史についての基礎知識を付けた上で、
現在の中国政治外交における種々の論点についての理解を深めることを
目指す。国際社会において存在感を増す中国の外交について理解するこ
とで、アジア国際政治学やグローバルガバナンス全体についての専門知
識がより深まることも期待される。

【到達目標】
近現代中国の政治政治外交史を理解したうえで、今日の中国政治外交に
おける個別の論点について議論できるようになる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」
に関連。

【授業の進め方と方法】
【重要】新型コロナ・ウイルスの感染状況により、授業形態は対面、オン
ラインのライブ配信／オンデマンド、またはハイブリッド形態となりま
す。授業の形態については、授業支援システムを通じて事前に連絡をし
ます。
今日の中国外交を理解するうえで、中華人民共和国成立以前や毛沢東時
代、鄧小平時代の政治外交史の基礎知識は不可欠である。そのため、本
授業は近現代中国の政治外交史に関する講義を中心とする。近現代中国
の政治外交史を理解したうえで、今日の中国外交における個別の論点に
ついて議論できるように、今日の中国外交をめぐる論点に関連する事柄
に重点を置きながら、授業を進める。そのうえで、「中国の政治と外交Ⅱ」
では、今日の中国外交に関わるアクターと政策決定の基本構造とその変
遷について学び、各論点について考える。
また、授業で提出された課題からいくつか代表例を取り上げ、全体に対
してフィードバックを行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業概要、参考文献などの説明
第 2 回 近代中国の政治と外交

（１）
東アジアの「伝統的」な国際秩序と
列強の中国進出

第 3 回 近代中国の政治と外交
（２）

日中戦争と国共内戦

第 4 回 毛沢東時代の政治と外
交（１）

中華人民共和国の成立：社会主義建
設と冷戦の進展

第 5 回 毛沢東時代の政治と外
交（２）

「一辺倒」政策、脱植民地化、米国
による封じ込め

第 6 回 毛沢東時代の政治と外
交（３）

中ソ対立と文化大革命

第 7 回 毛沢東時代から鄧小平
時代へ

西側諸国との関係改善と対外開放

第 8 回 鄧小平時代の政治と外
交（１）

改革開放、全方位外交、政治体制改
革の試み

第 9 回 鄧小平時代の政治と外
交（２）

冷戦終結と天安門事件

第 10 回 鄧小平時代の政治と外
交（３）

社会主義市場経済の発展と香港返還

第 11 回 江沢民政権期の政治と
外交

市場経済の浸透と課題、東アジア地
域主義の興隆、パートナーシップ外
交

第 12 回 胡錦涛政権期の政治と
外交

中国の大国化と「韜光養晦」の修正

第 13 回 習近平政権の政治と外
交（１）

集権化、軍事改革、「一帯一路」構想

第 14 回 習近平政権の政治と外
交（２）

「中国の夢」の虚実、周辺外交の蹉
跌、

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業内で指定する参考書の該当ページや配布資料を読んだうえで、次の
授業に臨んで欲しい。課題として、文献や授業内容に関するミニ・レポー
トを提出してもらうこともある。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
川島真・小嶋華津子編『よくわかる中国政治』ミネルヴァ書房、2020 年

【参考書】
岡本隆司『ハンドブック　近代中国外交史』ミネルヴァ書房、2019 年
毛里和子『現代中国外交』岩波書店、2018 年
益尾知佐子・青山瑠妙・三船恵美・趙宏偉『中国外交史』東京大学出版
会、2017 年
加茂具樹編『「大国」としての中国』一藝社、2017 年
中園和仁『中国がつくる国際秩序』ミネルヴァ書房、2013 年
福田円『中国外交と台湾ー「一つの中国」原則の起源』慶應義塾大学出
版会、2013 年
リンダ・ヤーコブソンほか『中国の新しい対外政策ー誰がどのように決
定しているのか』岩波書店、2011 年
家近亮子、松田康博、唐亮編『５分野から読み解く現代中国（改訂版）―
歴史・政治・経済・社会・外交』晃洋書房、2009 年
川島真・毛利和子『グローバル中国への道程ー外交１５０年』岩波書店、
2009 年
川島真・服部龍二編『東アジア国際政治史』名古屋大学出版会、2007 年
岡部達味『中国の対外戦略』東京大学出版会、2002 年

【成績評価の方法と基準】
平常点（オンラインの場合は課題提出状況）が５０％、最終試験（ある
いはレポート）が５０％で成績評価する。また、授業内で報告やディス
カッションを行う場合は、それらを通じたクラスへの貢献度に関しても
評価（加点）する。なお、新型コロナ・ウイルス感染状況に伴って変更
が生じた場合には、授業支援システムを通じて連絡する。

【学生の意見等からの気づき】
授業におけるテキストや参考書の活用方法を工夫する。
授業時間における講義と議論のバランスを取り、時間に余裕を持った授
業運営に努める。

【Outline and objectives】
This course aims to provide basic knowledge about the history of
Chinese politics and international relations in 20th century, and to
deepen understanding of current issues of China’s diplomacy.
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POL200AD

外交総合講座

本多　美樹

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業の目的は、日本と国際社会の主要なカウンターパートの外
交関係の現状と課題を知るとともに、軍縮問題、移民問題、開発や
環境問題といった国際社会が共に直面する越境的な諸問題について、
日本の政府のみならず、企業や市民社会もどのように他国の多様な
アクターと取り組んでいるのかについても理解を深めることにある。
各回の授業に、実務家、ジャーナリスト、研究者、民間企業や NGO
からの有識者に講義していただき、質疑応答も活発に行うことによっ
て、政府間関係からでは知りえない広義の「外交」への理解を深める。

【到達目標】
・国際社会の主要なカウンターパートと日本の外交関係の現状と課
題について基本的な知識を身に着ける。
・国際社会が直面する地球規模の諸問題に対して日本がどのような
政策を取り、他の主体（アクター）とどのように協働して取り組ん
でいるのか、現状と課題を知る。
・日本の各分野の政策における課題に気づき、自分なりの意見を持つ。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」に強く関連。
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
政府間関係だけではない広義の「外交」への理解を促すため、ゲス
トスピーカーの講義の後には毎回、質疑応答の場を設ける。（*ゲス
トスピーカーの予定と調整を行うため、授業の順序とトピックは変
更する可能性がある。）
毎回の授業後には講義への理解を確認するため、Hoppiiを通じて課
題の提出を求める。課題に対するフィードバックは個々に行うとと
もに、必要に応じて次の授業の際にコメントする。
対面での授業を予定しているが、新型コロナウイルス感染症の拡大
状況によって判断する。詳しくは、Hoppii でお知らせする。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 授業の目的と進め方の説明
2 日本の対アジア外交 ゲストスピーカによる講義と質疑

応答
3 日本の対米外交 ゲストスピーカによる講義と質疑

応答
4 日本の対欧外交 ゲストスピーカによる講義と質疑

応答
5 日本の対アフリカ外交 ゲストスピーカによる講義と質疑

応答
6 日本の対 UN 外交 ゲストスピーカによる講義と質疑

応答
7 メディアから見た日本

の外交①
ゲストスピーカによる講義と質疑
応答

8 メディアから見た日本
の外交②

ゲストスピーカによる講義と質疑
応答

9 日本の民間外交 ゲストスピーカによる講義と質疑
応答

10 核軍縮と日本の政策 ゲストスピーカによる講義と質疑
応答

11 移民と日本の政策 ゲストスピーカによる講義と質疑
応答

12 人権と日本の政策 ゲストスピーカによる講義と質疑
応答

13 開発と日本の政策 ゲストスピーカによる講義と質疑
応答

14 環境問題と日本の政策 ゲストスピーカによる講義と質疑
応答

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回、講義に関連する資料を事前に読んでから授業に臨むこと。授
業の予習復習には 2 時間程度時間を要する。

【テキスト（教科書）】
特になし。関連資料は毎回事前に配布する。

【参考書】
関連資料は随時授業時に知らせる。

【成績評価の方法と基準】
講義や質疑応答への活発な参加などの平常点（40%）と課題の提出
（60%）から総合的に判断する。なお、4回以上課題の提出を怠った
学生には単位の授与はないので気を付けること。

【学生の意見等からの気づき】
なし。

【学生が準備すべき機器他】
特になし。

【その他の重要事項】
受講生は日々のニュースをフォローするなど、国際社会での出来事
に関心を寄せること。関連するセミナーやシンポジウムへの参加が
望ましい。これについても随時紹介する。

【担当教員の専門分野等】
＜専門領域＞
国際関係論、国際機構論、伝統的・非伝統的安全保障研究、国連研究
＜研究テーマ＞
国際社会による「平和」のための協働と確執、アジア太平洋地域の
伝統的・非伝統的安全保障
＜主要研究業績＞
主な著書として、「国連による『スマート・サンクション』と金融
制裁：効果の追求と副次的影響の回避を模索して」『国連の金融制
裁：法と実務』（東信堂、2018 年）、「平和構築の新たな潮流と『人
間の安全保障』：ジェンダー視座の導入に注目して」『東南アジア
の紛争予防と「人間の安全保障」』（明石書店、2016 年）、『国連に
よる経済制裁と人道上の諸問題：「スマート・サンクション」の模
索』（国際書院、2013 年）、『北東アジアの「永い平和」：なぜ戦争
は回避されたか』（勁草書房、2012 年）、「『グローバル・イシュー』
としての人権とアジア：新たな国際規範をめぐる国際社会の確執に
注目して」『グローバリゼーションとアジア地域統合』（勁草書房、
2012 年）、“‘Smart Sanctions’ by United Nations and Financial
Sanctions,” United Nations Financial Sanctions (Routledge,
2020),“Coordination challenges for the UN-initiated peace-
building architecture Problems in locating‘universal’norms and
values on the local,”Complex Emergencies and Humanitarian
Response (Union Press, 2018), “The Role of UN Sanctions
against DPRK in the Search of Peace and Security in East Asia:
Focusing on the Implementation of UN Resolution 1874,” East
Asia and the United Nations: Regional Cooperation for Global
Issues (Japan Association for United Nations Studies, 2010)な
どがある。執筆した主な教科書として、『国際機構論　活動編』（国
際書院、2020 年）、『国際機構論　総合編』（国際書院、2015 年）、
『国際学のすすめ』（東海大学出版会、2013 年）などがある。
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【Outline and objectives】
This course provides students with the basic information and
challenges of the Japan’s policy toward her major counterparts
including the United States, Asian nations, European nations,
African nations and international institutions. The foreign
policy will be analyzed from a wide variety of interdisciplinary
perspectives – historical, political, economic, and security
relations – and through diverse paradigmatic lenses. The
course invites officials from Japanese ministries, journalists,
political scientists, experts from businesses and NGOs.
Through lectures by guest speakers and question-and-answer
sessions, students are expected to gain a better understanding
of the Japanese foreign policy from broader perspective and to
form their own ideas towards it.

POL300AD

中国の政治と外交Ⅱ

八塚　正晃

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本授業では、近現代中国の政治政治外交史についての基礎知識を付けた上で、
現在の中国政治外交における種々の論点についての理解を深めることを目指
す。国際社会においても存在感を増す中国の外交について理解することで、ア
ジア国際政治学やグローバルガバナンス全体についての専門知識がより深ま
ることも期待される。
【到達目標】
近現代中国の政治外交史を理解したうえで、今日の中国外交における個別の
論点について議論できるようになることを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
この授業は「中国の政治と外交Ⅰ」を履修していることを前提に行われる。「中
国の政治と外交Ⅰ」では、近現代中国の政治外交史に関する講義を行った。こ
の授業では、今日の中国外交を理解するために、中国外交に関わるアクターと
政策決定の基本構造とその変遷に関する講義を行った後、近年注目を集めて
いる各論について授業を行う。この部分では履修者による報告やディスカッ
ションを取り入れる予定なので、積極的な参加が期待される。
授業で提出された課題からいくつか代表例を取り上げ、全体に対してフィー
ドバックを行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 「大国」としての中国外交
第 2 回 中国の政治体制と外交 中国共産党の執政体制と外交はどのよ

うに関係しているか
第 3 回 中国外交の基本方針 中国外交の基本方針はどのように変化

してきたか
第 4 回 中国外交の決定過程 中国の外交政策は誰が決定しているか
第 5 回 中国政治外交と軍 中国の政治外交において軍はどのよう

に関わっているか
第 6 回 中国外交の論点（１）米

中関係
対立と共存の大国関係

第 7 回 中国外交の論点（２）中
国の核心的利益

チベット、ウイグル、香港をめぐる中
国と国際社会

第 8 回 中国外交の論点（３）中
台関係

「一つの中国」原則をめぐるポリティ
クス

第 9 回 中国外交の論点（４）「一
帯一路」構想と周辺関係

中国と発展途上地域の関係

第 10 回 中国外交の論点（５）中
国の領土問題

中国は隣国とどのような領土問題を抱
え、対処してきたか

第 11 回 中国外交の論点（６）海
洋政策

中国の海洋政策の背景と現状

第 12 回 中国外交の論点（７）新
領域の安全保障

中国の宇宙、サイバー空間における政
策と課題

第 13 回 中国外交の論点（８）日
中関係

「友好」関係から「戦略的」関係へ

第 14 回 中国外交の未来 中国外交の課題と展望
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業内で指定するテキストの該当ページや配布資料を読んだうえで、次の授
業に臨んで欲しい。課題として、文献に関するミニ・レポートを提出しても
らうこともある。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
川島真・小嶋華津子『よくわかる中国政治』ミネルヴァ書房、2020 年
【参考書】
益尾知佐子『中国の行動原理』中公新書、2019 年
毛里和子『現代中国外交』岩波書店、2018 年
阿南友亮『中国はなぜ軍拡を続けるのか』新潮選書、2017 年
益尾知佐子・青山瑠妙・三船恵美・趙宏偉『中国外交史』東京大学出版会、
2017 年
加茂具樹編『「大国」としての中国』一藝社、2017 年
中園和仁『中国がつくる国際秩序』ミネルヴァ書房、2013 年
福田円『中国外交と台湾ー「一つの中国」原則の起源』慶應義塾大学出版会、
2013 年
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リンダ・ヤーコブソンほか『中国の新しい対外政策ー誰がどのように決定し
ているのか』岩波書店、2011 年
家近亮子、松田康博、唐亮編『５分野から読み解く現代中国（改訂版）―歴
史・政治・経済・社会・外交』晃洋書房、2009 年
川島真・毛利和子『グローバル中国への道程ー外交１５０年』岩波書店、2009年
川島真・服部龍二編『東アジア国際政治史』名古屋大学出版会、2007 年
岡部達味『中国の対外戦略』東京大学出版会、2002 年
【成績評価の方法と基準】
授業中に出題する課題（５０％）および期末試験の結果（５０％）によって評
価する。授業中に出題する課題については、遅れての提出や代替するレポー
ト提出などを認めない。また、授業内で報告やディスカッションを行う場合
は、それらを通じたクラスへの貢献度に関しても評価（加点）する。
【学生の意見等からの気づき】
授業におけるテキストや参考書の活用方法を工夫する。
授業時間における講義と議論のバランスを取り、時間に余裕を持った授業運
営に努める。
【Outline and objectives】
This course aims to provide basic knowledge about the history of
Chinese politics and international relations in 20th century, and to
deepen understanding of current issues of China’s diplomacy.

POL300AD

ヨーロッパ政治外交史Ⅰ

宮下　雄一郎

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では、ウィーン体制に至るまでの近代ヨーロッパの国際政治史につ
いて学ぶ。
　現代世界に根付いている「主権国家」、「外交」などの概念はヨーロッパにそ
の誕生の起源がある。つまり、ヨーロッパについて学ぶということは、ヨー
ロッパのみならず、日本を含む世界各地域の国際政治史の一端を学ぶことに
もつながるのだ。この点に本講義の意義がある。
国際政治史の主役は国家であるが、その国家は人間によって構成されている。
そうした人間のなかでも、主に政治と外交の分野で政策を立案し、決定を下
す政治エリートに焦点をあてて講義を実施する。
【到達目標】
　到達目標は「勢力均衡」や「ヨーロッパ協調」という政治学の概念を理解し
たうえで、該当する時代の歴史に関する知見を深めることである。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながらの講義となる。ワクチン接
種が広く行われるなど、改善が見られるまでオンライン中心で進める。Zoom
を利用する予定であり、同時配信と録画を併用する。事前にレジュメをアッ
プロードする点はこれまでと変わらない。
　また、最終回の授業で 13 回までに行われた学生からの質問への応答、レ
ポートなどの課題の解説、さらには復習を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス・総論 授業の進め方・「ヨーロッパ」という

枠組みについて
第 2 回 神聖ローマ帝国のヨー

ロッパ
カール 5 世と広大な帝国- 「過剰拡
張」をめぐる苦悩-

第 3 回 「1648 年」の歴史的意義 三〇年戦争と神聖ローマ帝国の再編
第 4 回 ルイ 14 世の時代（１） ルイ 14 世と「長い 18 世紀」のはじ

まり
第 5 回 ルイ 14 世の時代（２） ルイ 14 世とスペイン王位継承戦争

（1701 - 1714 年）
第 6 回 中欧における二元体制 マリア・テレジアとフリードリヒ大王
第 7 回 戦争に揺れるヨーロッパ

（１）
オーストリア王位継承戦争（1740 -
1748 年）

第 8 回 戦争に揺れるヨーロッパ
（２）

外交革命と七年戦争（1756 - 1763
年）

第 9 回 革命と戦争（１） フランス革命の勃発（1789 年）-
「近代」の幕開け-

第 10 回 革命と戦争（２） ナポレオンの「ヨーロッパ」- 帝国の
構築による覇権的秩序の試み-

第 11 回 革命と戦争（３） ナポレオンの凋落
第 12 回 国際秩序の探求（１） ウィーン体制の確立と勢力均衡
第 13 回 国際秩序の探求（２） 古典外交の盛衰
第 14 回 ヨーロッパ国際政治史の

魅力
試験／政治学と国際政治史

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　担当教員が講義のなかで言及する参考文献に目を通すことが望ましい。本
授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
特になし（担当教員が作成するレジュメを軸に講義を進行する）
【参考書】
小川浩之・板橋拓己・青野利彦『国際政治史』（有斐閣ストゥディア、2018 年）
君塚直隆『近代ヨーロッパ国際政治史』（有斐閣コンパクト、2010 年）
君塚直隆『ヨーロッパ近代史』（ちくま新書、2019 年）
【成績評価の方法と基準】
成績評価については、試験、あるいはレポート（70％）、そして受講態度（30％）
なども踏まえ、総合的に見て実施する。
【学生の意見等からの気づき】
ヨーロッパ政治外交史 II を併せて履修することが望ましい。
【学生が準備すべき機器他】
オンライン講義に必要なパソコン等の機器が必要である。
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【その他の重要事項】
　原則として、レジュメは一度しか配布しないので、各自ファイルなどで保
存することが肝要である。
　私語厳禁・食事厳禁・イヤホン（ワイヤレスを含む）の使用厳禁（講義の妨
げになると判断した場合、成績の総合評価に反映させる場合もある）
　 Zoom の同時配信により講義に参加する履修者は、音声をミュートにして
おくこと。
【Outline and objectives】
Outline: The aim of this course is to learn about the history of
international relations of Europe from the 16th century to the period
of the Congress of Vienna.
Objectives:Understantding the bases of international relations from a
historical perspective

POL300AD

ヨーロッパ政治外交史Ⅱ

宮下　雄一郎

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では、ウィーン体制下の国際秩序とその動揺を皮切りに、現代に至
るまでのヨーロッパ国際政治史について学ぶ。
　ヨーロッパの大国が域外に勢力を拡張することで、そのヨーロッパの様々
な制度や慣習がアメリカ、アジア、あるいはアフリカに普及した時代を扱う。
それは各地に新たな大国が出現したことで、圧倒的なパワーを誇ってきたヨー
ロッパ列強の相対的な地位が低下した時代でもあった。革命、総力戦、冷戦、
あるいは地域統合を経たヨーロッパの変遷を追っていくことで、各時代の状
況を把握することを目指したい。
【到達目標】
　本講義の到達目標は、ヨーロッパの歴史を鳥瞰し、国際秩序の構築と崩壊
が繰り返された経緯に関する知見を深めることである。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　授業は、担当教員が作成するレジュメを使いながら、講義形式で進める。
2021 年の秋学期も「コロナ禍」から日本が脱していない場合、オンライン中
心の講義となる。春学期同様、Zoom による同時配信、録画の併用となるであ
ろう。
　また、最終回の授業で 13 回までに行われた学生からの質問への応答、レ
ポートなどの課題の解説、さらには復習を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ウィーン体制の動揺（１） フランス七月革命（1830 年）とその

影響
第 2 回 ウィーン体制の動揺（２） クリミア戦争
第 3 回 「鉄血宰相」ビスマルクの

外交（１）
ビスマルクとウィーン体制の終焉に向
けた動き

第 4 回 「鉄血宰相」ビスマルクの
外交（２）

「ビスマルク体制」の構築

第 5 回 総力戦の洗礼（１） 第一次世界大戦への道- 「ヨーロッ
パ」の世界化-

第 6 回 総力戦の洗礼（２） 第一次世界大戦と「ヨーロッパ優位の
時代」の終焉（1914 - 1918 年）

第 7 回 戦間期の国際政治 「危機の二〇年」と権力政治（1919 -
1939 年）

第 8 回 総力戦と国際秩序の変動 第二次世界大戦の勃発と戦後国際秩序
の構築に向けた動き（1939 - 1945
年）

第 9 回 冷戦の幕開け ヨーロッパ分断と冷戦の構造化
第 10 回 冷戦とヨーロッパ統合 地域統合の時代の西ヨーロッパ
第 11 回 東西冷戦の変容（１） 共産主義体制の動揺
第 12 回 東西冷戦の変容（２） 「ヨーロッパ」の黄昏とデタント
第 13 回 「1989 年」とポスト冷戦

の時代
冷戦の終焉と「9.11」以降の国際政治

第 14 回 国際政治史について- 政
治学と歴史学-

試験／時代状況を把握するための指針

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　担当教員が講義のなかで言及する参考文献に目を通すことが望ましい。本
授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
特になし（担当教員が作成するレジュメを軸に講義を進行する）
【参考書】
参考書・参考資料等
①　君塚直隆『近代ヨーロッパ国際政治史』（有斐閣コンパクト、2010 年）
②　渡邊啓貴編『ヨーロッパ国際関係史―繁栄と凋落、そして再生［新版］』
（有斐閣アルマ、2008 年）　
③　モーリス・ヴァイス（細谷雄一・宮下雄一郎監訳）『戦後国際関係史―二
極化世界から混迷の時代へ』（慶應義塾大学出版会、2018 年）
④　小川浩之・板橋拓己・青野利彦『国際政治史―主権国家体系のあゆみ』（有
斐閣ストゥディア、2018 年）
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【成績評価の方法と基準】
　成績評価については、試験またはレポート（70％）、そして受講態度（30％）
なども踏まえ、総合的に見て実施する。
【学生の意見等からの気づき】
ヨーロッパ政治外交史 I を履修済みであることが望ましい。
【学生が準備すべき機器他】
特になし。
【その他の重要事項】
　原則として、レジュメは一度しか配布しないので、各自ファイルなどで保
存することが肝要である。
　私語厳禁・食事厳禁・イヤホン（ワイヤレスを含む）の使用厳禁（講義の妨
げになると判断した場合、成績の総合評価に反映させる場合もある）。
　 Zoom の同時配信を利用して講義に参加する履修者に関しては、音声を
ミュートにしておくこと。
【Outline and objectives】
Outline: This course, in the continuity of the spring semester, will focus
on the history of international relations of Europe. Subjects related to
colonialism, the decline of European Powers, wars of 20th century and
the rise of the extra-European Powers will be treated.
Objectives: Understanding the bases of international relations from a
historical perspective.

POL300AD

アジア比較政治論Ⅰ

黄　偉修

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本授業では、まず比較政治学に関するを基礎知識を共有し、東アジア
における多様な近代化や政治発展のあり方を体系的に理解する。そ
のうえで、アジア国際政治の歴史とも絡めながら、東アジア各国の
政治体制の特徴についての専門知識を深める。さらに、各国の政治
体制に関する知識を現実の国際情勢と照らし合わせ、東アジア各国
や地域において生じている現代の諸問題について対話（ダイアロー
グ）を行う。

【到達目標】
比較政治学の分析概念や枠組みを用いて、東アジア各国の近代化や
政治発展の特徴を分析できるようになる。また、各国の政治体制の
特徴を理解した上で、各国の国内や諸国家間の関係において生じて
いる諸問題について、構造的な説明をすることができるようになる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
「アジア比較政治論Ⅰ」においては、比較政治学の基礎知識について
説明した上で、東アジア各国の近代化と政治発展について、その経
路が類似している国家をグループ分けしながら全体像を掴む。これ
らの授業の前提に立ち、「アジア比較政治論Ⅱ」では東アジア各国の
近代化と政治体制にかんする専門知識を深めたうえで、特に中国・
香港・台湾といった地域を事例として取り上げ、政治体制の違いが
地域において生じている諸問題とどのように関連しているのかを考
える。毎回の授業の初めに、前回の授業で提出されたリアクション
ペーパーからいくつか取り上げ、全体に対してフィードバックを行
う。最終授業で 13回までの講義内容のまとめや復習だけはでなく、
授業内で行った課題に対する講評や解説も行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業概要、計画、参考文献などの

説明
第 2 回 比較政治学とはどのよ

うな学問か
国際政治学や地域研究との関係

第 3 回 政治体制の類型 全体主義・権威主義・民主主義体
制

第 4 回 執政制度と政党システ
ム

執政制度の定義と諸類型、執政制
度と政党システム

第 5 回 東アジアの脱植民地化
と冷戦

第二次大戦後の脱植民地化のなか
で国家建設が抱えた課題

第 6 回 東アジアの開発主義と
経済発展（１）

日本、韓国、台湾の開発主義と経
済発展

第 7 回 東アジアの開発主義と
経済発展（２）

シンガポール、フィリピン、マ
レーシア、タイ、インドネシアの
開発主義と経済発展

第 8 回 東アジアの民主化
（１）

韓国、台湾の民主化

第 9 回 東アジアの民主化
（２）

フィリピン、インドネシア、タ
イ、ミャンマーのと民主化

第 10回 権威主義体制の継続 シンガポール、マレーシア、カン
ボジア、ブルネイの権威主義体制
と改革
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第 11回 東アジアの社会主義国 中国、北朝鮮、ベトナム、ラオス
における社会主義国家建設の試み

第 12回 東アジアの中の日本 日本の経済発展と政治体制
第 13回 アジア地域統合への道 アジア地域主義、地域機構

ASEAN の理想と現実
第 14回 東アジア諸国におけ

る政
治発展の課題と展望

授業の総括と解説、最新の動向の
紹介

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業内で指定するテキストの該当ページや配布資料を読んで復習し
てほしい。課題として、文献に関するミニ・レポートなどを提出し
てもらうこともある。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標
準とする。

【テキスト（教科書）】
特に指定しないが、セクションごとに読むべき文章を配布するので、
それらには必ず目を通すこと。

【参考書】
久保慶一・末近浩太・高橋百合子『比較政治学の考え方』有斐閣、
2016 年
粕谷祐子『比較政治学』ミネルヴァ書房、2014 年
川村晃一ほか編『東南アジアの比較政治学』アジア経済研究所、2012年
西村成雄・小此木政夫編『現代東アジアの政治と社会』放送大学教
育振興会、2010 年
片山裕・大西裕編『アジアの政治経済入門（新版）』有斐閣、2010年
建林正彦・曽我謙悟・待鳥聡史『比較政治制度論』有斐閣、2008年

【成績評価の方法と基準】
中間課題（40%)、期末課題（50%）、授業の後に提出してもらうリ
アクションペーパーを基準とした平常点（10%）によって評価する。

【学生の意見等からの気づき】
昨年度から授業担当者変更によりフィードバックできません。

【Outline and objectives】
This course aims to provide basic concepts of comparative
politics, and to systematically analyze various courses of
modernization and political development of Asian countries.

POL300AD

アジア比較政治論Ⅱ

黄　偉修

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本授業では、まず比較政治学に関するを基礎知識を共有し、東アジア
における多様な近代化や政治発展のあり方を体系的に理解する。そ
のうえで、アジア国際政治の歴史とも絡めながら、東アジア各国の
政治体制の特徴についての専門知識を深める。さらに、各国の政治
体制に関する知識を現実の国際情勢と照らし合わせ、東アジア各国
や地域において生じている現代の諸問題について対話（ダイアロー
グ）を行う。

【到達目標】
比較政治学の基本的な考え方を身につけ、東アジアにおける開発主
義と民主化、あるいは権威主義体制の継続について学ぶ。同時に、現
在の東アジアにおける近代化や政治発展のあり方の多様性について
理解する。そのうえで、東アジア各国・地域の内政や対外関係にお
いて生じている諸問題について、構造的な説明をすることができる
ようになる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
「アジア比較政治論Ⅰ」においては、東アジア各国の近代化と政治発
展について、その経路が類似している国家をグループ分けしながら
授業をすすめた。「アジア比較政治論Ⅱ」では、「アジア比較政治論
Ⅰ」での授業内容を前提に、民主化を遂げた台湾の政治、市場経済
を導入しつつも共産党の一党体制を継続する中国の政治、さらには
中国返還後の香港における政治について比較を行いながら理解を深
める。そのうえで、東アジア地域における政治体制を異にする諸国
の共存や協力の可能性について考えてみたい。毎回の授業の初めに、
前回の授業で提出されたリアクションペーパーからいくつか取り上
げ、全体に対してフィードバックを行う。最終授業で 13 回までの
講義内容のまとめや復習だけではなく、授業内で行った課題に対す
る講評や解説も行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 授業概要、計画の説明と「アジア

比較政治論Ⅰ」の復習
第 2 回 東アジアの民主主義ー

台湾を中心に（１）
民主化のプロセス

第 3 回 東アジアの民主主義ー
台湾を中心に（２）

選挙政治と社会の亀裂

第 4 回 東アジアの民主主義ー
台湾を中心に（３）

未成熟な民主主義

第 5 回 東アジアの民主主義ー
台湾を中心に（４）

民主主義後退の可能性

第 6 回 東アジアの権威主義ー
中国を中心に（１）

権威主義体制継続のシステム

第 7 回 東アジアの権威主義ー
中国を中心に（２）

限定的な改革

第 8 回 東アジアの権威主義ー
中国を中心に（３）

政治参加や自由の制限

第 9 回 東アジアの権威主義ー
中国を中心に（４）

民主化の可能性
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第 10回 民主主義と権威主義の
狭間ー「一国二制度」
下の香港（１）

「一国二制度」の特徴

第 11回 民主主義と権威主義の
狭間ー「一国二制度」
下の香港（２）

香港における自由と民主

第 12回 東アジア地域政治と中
国・台湾・香港の関係

政治体制の違いが阻む統合

第 13回 東アジアの中の日本 東日本大震災、新型コロナウイル
スの感染拡大をはじめ、日本の政
策過程にはどのような問題がある
かについて比較の視点で講義を進
めたい。

第 14回 政治体制と地域協力、
まとめ

東アジア地域に共通する価値や理
念があるかという点を説明した上
で、授業の総括および最新の動向
の紹介を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業内で指定するテキストの該当ページや配布資料を読んで復習し
てほしい。課題として、文献に関するミニ・レポートなどを提出し
てもらうこともある。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標
準とする。

【テキスト（教科書）】
特に指定しないが、セクションごとに読むべき文章を配布するので、
それらには必ず目を通すこと。

【参考書】
川島真、小嶋華津子『よくわかる現代中国政治』ミネルヴァ書房、
2020 年
松田康博、清水麗編著『現代台湾の政治経済と中台関係』晃洋書房、
2018 年
久保慶一・末近浩太・高橋百合子『比較政治学の考え方』有斐閣、
2016 年
倉田徹、張彧暋『香港－－中国と向き合う自由都市』岩波新書、2015年
粕谷祐子『比較政治学』ミネルヴァ書房、2014 年
西村成雄・小此木政夫編『現代東アジアの政治と社会』放送大学教
育振興会、2010 年
片山裕・大西裕編『アジアの政治経済入門（新版）』有斐閣、2010年
建林正彦・曽我謙悟・待鳥聡史『比較政治制度論』有斐閣、2008年

【成績評価の方法と基準】
中間課題（40%)、期末課題（50%）、授業の後に提出してもらうリ
アクションペーパーを基準とした平常点（10%）によって評価する。

【学生の意見等からの気づき】
昨年度から授業担当者変更によりフィードバックできません。

【Outline and objectives】
This course aims to provide basic concepts of comparative
politics, and to systematically analyze various courses of
modernization and political development of Asian countries.

POL300AD

国際ＮＧＯ論Ⅰ

山口　誠史

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　飢餓や貧困、人権侵害、環境破壊など、様々な地球規模の課題が
ますます深刻化しています。これらの課題に対して、国境を越えて
市民の立場から非営利で解決に取り組む NGO の役割が重要になっ
てきています。
　 NGO の援助においては、物質的な支援よりも、人々の潜在的な
能力を強めて、住民自身が自立的に改善に取り組んでいくことを重
視しています。このような NGO の開発理念やアプローチを実例か
ら学び、NGO が社会の中で果たす役割と今後の課題を理解し、自
分たちに何ができるかを考えることを目的とします。

【到達目標】
（１）地球規模課題に取り組む NGO の特徴と課題を理解する。
（２）一人ひとりの市民が、国際協力にどのように関わることができ
るか、糸口を見つける。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
　私が実際に途上国や日本国内で経験してきた現場の活動を中心に、
パワーポイントやビデオを使って授業を進めます。
　講義だけではなく、グループワークや投票・発表など、学生の皆
さんにも参加してもらう機会を作ります。
　授業終了後に課題またはリアクションペーパーを提出してもらい
ます。リアクションペーパーについては、次回の授業の冒頭で主な
コメントの紹介や質問に対する回答を行います。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション 講義の狙いおよび春学期の授業計

画を説明した後、国際協力の背景
第 2 回 日本の NGO の概要 NGO とは何か、日本の国際

NGO の特徴と課題
第 3 回 NGO と ODA 政府が行う ODA の概要と NGO

との違い
第 4 回 開発効果 ODA 援助効果と CSO 開発効果

およびイスタンブール原則につい
て

第 5 回 MDGs と SDGs 貧困削減や環境保全など世界が共
通に目指す国際目標である
MDGs と SDGs の背景と課題

第 6 回 教育 途上国の教育問題を理解するため
に、「世界一大きな授業」を実施
する

第 7 回 緊急救援 ソマリアにおける緊急救援を例
に、飢餓の原因と NGO による緊
急救援活動

第 8 回 貧困と地域開発 バングラデシュの貧困、開発、
NGO、ソーシャルビジネス（外
部講師）

第 9 回 難民問題 アフガニスタンを題材に難民問題
に関する概要と現状について
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第 10回 人道支援 シリアなどの紛争地における人道
支援活動

第 11回 農村開発 カンボジアにおける農村開発プロ
ジェクトの事例研究

第 12回 保健医療 I カンボジアにおける保健状況と
NGO による母子保健プロジェク
トの成果

第 13回 保健医療 II 東ティモールのおける学校保健プ
ロジェクトの事例研究

第 14回 まとめ 春学期の授業の全体を振り返る

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
講義において、適時次回授業までの課題および予習内容を指示します。
また、1，2 回のレポート作成を指示します。
本授業の準備学習・復習時間は各 1 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
特にテキストは使いません。
授業中に使用するパワーポイントを授業支援システムにアップし
ます。

【参考書】
・めざすは貧困なき世界、高柳彰夫、フェリス女学院大学
・SDGs ―危機の時代の羅針盤、南博、稲場雅紀、岩波新書
・シェア＝国際保健協力市民の会ウェブサイト
https://share.or.jp/index.html
・国際協力 NGO センター（JANIC) ウェブサイト
https://www.janic.org/

【成績評価の方法と基準】
成績評価は、課題の提出及び内容（50％）、レポート（10%）、試験
または代替レポート (40%) を目安とします。

【学生の意見等からの気づき】
資料については、見やすい資料を作るように心がけるとともに、で
きるだけ最新のデータを収集して作成します。
議論だけでなく、いっしょに作業を行うグループワークを積極的に
取り入れたいと思います。

【その他の重要事項】
ソマリア、カンボジアでの 4 年半の駐在を含め、30 年間におよぶ
NGO 職員としての経験をもとに、市民による国際協力とは何かを
講義する。

【Outline and objectives】
Starvation and poverty, human rights violations, various global
problems including the environmental disruption worsen more
and more. For these problems, the role of the NGO which works
on solution from a civic viewpoint becomes important.
In the help of the NGO, it is important that strengthen the
potential ability of people than material support, and people
themselves work on improvement autonomously. You learn an
idea and the approach of such an NGO and I expect that you
think about what you can do to solve global problem.

POL300AD

国際ＮＧＯ論Ⅱ

山口　誠史

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　飢餓や貧困、人権侵害、環境破壊など、様々な地球規模の課題が
ますます深刻化しています。これらの課題に対して、国境を越えて
市民の立場から非営利で解決に取り組む NGO の役割が重要になっ
てきています。
　 NGO の援助においては、物質的な支援よりも、人々の潜在的な
能力を強めて、住民自身が自立的に改善に取り組んでいくことを重
視しています。このような NGO の開発理念やアプローチを実例か
ら学び、NGO が社会の中で果たす役割と今後の課題を理解し、自
分たちに何ができるかを考えることを目的とします。

【到達目標】
（１）地球規模課題に取り組む NGO の特徴と課題を理解する。
（２）一人ひとりの市民が、国際協力にどのように関わることができ
るか、糸口を見つける。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
　私が実際に途上国や日本国内で経験してきた現場の活動を中心に、
パワーポイントやビデオを使って授業を進めます。
　講義だけではなく、グループワークや投票・発表など、学生の皆
さんにも参加してもらう機会を作ります。
　授業終了後に毎回リアクションペーパーを提出してもらいます。
リアクションペーパーについては、次回の授業の冒頭で主なコメン
トの紹介や質問に対する回答を行います。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 HIV/AIDS 　 I HIV/AIDS の概要とアジアにお

ける事例
第 2 回 HIV/AIDS 　 II アフリカにおける HIV/AIDS の

事例
第 3 回 環境 ラオスにおける森林プロジェクト

の事例研究
第 4 回 在日外国人支援 在日外国人の健康問題に取り組む

NGO の事例研究
第 5 回 国内における緊急救援 東日本大震災における国際協力

NGO の活躍と課題
第 6 回 NGO 間のネットワー

ク
ネットワークの意義と NGO間の
連携

第 7 回 企業との連携 NGO と企業との連携の意義と事
例研究

第 8 回 BOP ビジネス 途上国における NGOと企業との
連携

第 9 回 NGO の組織運営とア
カウンタビリティ

NGO の組織の特徴と、NGO 活
動を支える組織運営の概要

第 10回 NGO の財務とファン
ドレイジング

NGO の財務構造とそれを支える
ファンドレイジング（資金集め）

第 11回 プロジェクト立案入門
編

ひとつのエピソードをきっかけ
に、問題分析から事業立案を体験
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第 12回 政策提言 I 地球規模の課題に対する提言活動
の事例として、対人地雷廃絶の道
を解説

第 13回 働く場としての NGO NGO の職場環境や待遇を含む
NGO の現状とリクルートまでの
プロセス

第 14回 まとめ 秋学期全体の授業のまとめ

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
講義において、適時次回授業までの課題および予習内容を指示します。
また、1，2 回のレポート作成を指示します。
本授業の準備学習・復習時間は各 1 時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
特にテキストは使いません。
授業中に使用するパワーポイントを授業支援システムにアップし
ます。

【参考書】
・めざすは貧困なき世界、高柳彰夫、フェリス女学院大学
・SDGs ―危機の時代の羅針盤、南博、稲場雅紀、岩波新書
・あの日私たちは東北へ向かった　国際協力 NGO と 3・11、国際
協力 NGO センター、早稲田大学出版部
・シェア＝国際保健協力市民の会ウェブサイト
https://share.or.jp/index.html
・国際協力 NGO センター（JANIC) ウェブサイト
https://www.janic.org/

【成績評価の方法と基準】
成績評価は、課題の提出及び内容（50％）、レポート（10%）、試験
または代替レポート (40%) を目安とします。

【学生の意見等からの気づき】
資料については、見やすい資料を作るように心がけるとともに、で
きるだけ最新のデータを収集して作成します。
議論だけでなく、いっしょに作業を行うグループワークを積極的に
取り入れたいと思います。

【その他の重要事項】
ソマリア、カンボジアでの 4 年半の駐在を含め、30 年間におよぶ
NGO 職員としての経験をもとに、市民による国際協力とは何かを
講義する。

【Outline and objectives】
Starvation and poverty, human rights violations, various global
problems including the environmental disruption worsen more
and more. For these problems, the role of the NGO which works
on solution from a civic viewpoint becomes important.
In the help of the NGO, it is important that strengthen the
potential ability of people than material support, and people
themselves work on improvement autonomously. You learn an
idea and the approach of such an NGO and I expect that you
think about what you can do to solve global problem.

POL300AD

国際文化交流Ⅰ

牧田　東一

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
授業概要：国際関係論の中で扱われる文化の問題について基本的な理解をし
たうえで、歴史的な経緯を追いながら、今日の国際文化関係の基層となってい
る、国民国家と文化の関係、帝国主義時代の宗主国と植民地の文化関係、脱
植民地化の過程で問われてきた文化的依存関係等について、何が不公正であ
るのか、何が問題であるのかを考える。
授業の目的・意義：国際政治の本質を理解するために、文化という国家のもっ
とも基礎的な部分を理解し、国際政治・国際関係の動因の重要な要素として
の文化が分かるようになる、ことを目的とする。
【到達目標】
国際関係論で取り上げられる文化は他の学問領域における文化とは異なり、国
際政治に影響を与えるものとしての文化である。その点をまず理解すること
が必要である。その上で、普遍に捉えられる国際関係に、文化の違いがどの
ように影響するのかを理解すること。今日の国家間関係の中で文化の問題と
される諸課題の歴史的経緯を理解すること。そこで、何が不公正なのかを理
解すること。さらに、国家がどのように文化を国家アイデンティティの表象
として用いるのかを理解すること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
授業は、Youtube を使った授業ビデオを事前に見て、授業当日に Zoom（オ
ンライン会議アプリ）を用いてオンライン授業を行います。Zoom は無料で
簡単にダウンロードできます。詳しくは、授業支援システムの「授業内掲示
板」を見てください。事前に、授業支援システムの「教材」に、①すべての回
のレジュメ（PDF) および 30 分ｘ 2 つ程度の Zoom を使った授業録画ビデ
オを開始の週の日曜日までにアップします。それを予め見て予習の上、時間
割通りの時間に Zoom 授業に参加してください。授業では、主にテーマを与
えてグループディスカッションを行います。30～40 分程度です。その後、10
～15 分程度、授業支援システムを使っての小テストを行います。成績評価は
小テストの平均値（50 ％）と期末レポート（50 ％）とします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション：国

際関係における文化の問
題

国際関係という政治経済を中心とする
領域において、文化がどのように扱わ
れるのか。

第 2 回 ナショナリズムと国民国
家

国家の成立と文化の関係をナショナリ
ズムの観点から理解する。

第 3 回 伝統とは何か：伝統の創
造

国家と文化の関係において重要な「伝
統」の操作について。

第 4 回 帝国主義と文化政策 国民国家とはことなる帝国における支
配政策が被支配民族の文化をどのよう
に扱うのか。

第 5 回 文化国際主義 国家を超えようとする国際主義は、ど
のように多様な国際社会の文化を扱お
うとするのか。

第 6 回 近代化へのアンチテー
ゼ、文化相対主義

帝国主義支配への反省から、人類文化
の普遍性に挑戦する文化相対主義の考
え方とは何か。

第 7 回 文化変容の理論、文化触
変論

国際交流、異文化接触によって、文化
はどのように変容するのか。

第 8 回 文化帝国主義批判 欧米文化の不当な影響力を批判する文
化帝国主義批判とは何か。

第 9 回 文明の衝突論 ハンチントンの文明の衝突論の内容と
それへの批判。

第 10 回 原理主義 冷戦後の宗教の重要性と原理主義の国
際社会への影響を考える。

第 11 回 欧米諸国の対外文化政策 国家が文化を用いて対外政策を組み立
てるという観点から、欧米諸国の外交
における文化の位置づけを考える。

第 12 回 日本の対外文化政策 明治以降の近代日本は、どのように外
に対して自らの文化を表象してきたの
か。
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第 13 回 地域形成のための域内文
化協力

EU 統合に見られる新しい欧州人アイ
デンティティ形成に向けての EU 文化
政策とは何か。

第 14 回 ユネスコと文化政策 世界遺産登録というユネスコの人類規
模の文化政策はどのような意味がある
のか。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業の各回で参考文献を紹介するので、関心のあるテーマについて、自ら進
んで勉強を進めること。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とし
ます。
【テキスト（教科書）】
テキストは定めない。
【参考書】
参考文献は授業の各回にレジュメで示す。
【成績評価の方法と基準】
授業の参加 50 ％、レポート 50 ％。（レポートは 1 回）。授業への参加は、
第 1 回を除いて、小テストを行い、その点数の平均とする。遅刻の場合は、小
テストの点数を半分とするので、遅刻しないように。レポートは、授業の中
盤で課題を示す。参考文献を最低 1 冊読んで、課題について自分の意見をま
とめる。提出は授業支援システムを利用。
小テストの採点については、簡単なコメントをつける他、次の回の授業の際
に、共通の問題点（減点の理由）を解説し、また高得点の回答の内容を紹介す
るなど、フィードバックを行う。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。
【学生が準備すべき機器他】
なし。
【その他の重要事項】
なし。
【Outline and objectives】
This lecture deals with the various issues related culture in
International Relations. It follows historical course of cultural issues
appeared, including relationshiop between nation state and culture,
cultural relations between Capital country and its colonies during
imperialism period, problems of cultural dependency voiced in the
process of decolonization, focusing on unfairness and real problems
raised.
The students are expected to understand the issue of culture that is the
base of nation and an important factor of dynamism of international
politics.

POL300AD

国際文化交流Ⅱ

牧田　東一

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
授業概要：国際移民の問題を多文化共生の観点から理解する。日本の多文化
状況について理解を深めると同時に、他の先進国における移民政策や移民の
人権擁護について理解する。
授業の目的・意義：国際移民を国際関係における一つの避けがたい現象であ
ることをまず理解し、客観的な観点、また国際人権の観点から考える姿勢を
身につけることを目的とする。その前提の上で、政府がとりうる政策につい
て、最終的には日本の政策の可能性について、自ら考えるための基礎的な知
識を身につける。
【到達目標】
日本を含む先進国の多文化状況の現状、原因、課題について理解する。移民
問題の一つの対処方法である多文化主義の理念と現実について、海外の事例
を含めて理解する。日本における多文化共生の理念と現実について理解する。
日本の移民に対する政府、自治体、市民社会の政策や活動について、内容と
課題を理解する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
授業は、事前に youtube を使って講義ビデオを見て、授業当日は Zoom（オ
ンライン会議アプリ）を用いてオンライン授業を行います。Zoom は無料で
簡単にダウンロードできます。詳しくは、授業支援システムの「授業内掲示
板」を見てください。事前に、授業支援システムの「教材」に、①すべての回
のレジュメ（PDF) および 30 分ｘ 2 つ程度の Zoom を使った授業録画ビデ
オを授業の週の日曜日までにアップします。それを予め見て予習の上、時間
割通りの時間に Zoom 授業に参加してください。授業では、主にテーマを与
えてグループディスカッションを行います。30～40 分程度です。その後、10
～15 分程度、授業支援システムを使っての小テストを行います。成績評価は
小テストの平均値（50 ％）と期末レポート（50 ％）とします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 国際移民の時代 国際移民を歴史的に概観し、グローバ

ル化と移民の関係を理解する。
第 2 回 在日韓国朝鮮人の移民の

原因
帝国主義の時代の遺産である旧植民地
出身者の中で最大集団である在日韓国
朝鮮人の形成を歴史的に理解する。

第 3 回 在日韓国朝鮮人の社会生
活、文化

戦後日本において、在日韓国朝鮮人が
どのように生きてきたのか、その社会
的貢献を含めて理解する。

第 4 回 アジア系新移民 1970 年代以降のアジア系の新移民に
ついて、その原因や置かれた状況を理
解する。

第 5 回 日系移民 1990 年代にアジア系に取って代わっ
た中南米からの日系移民の原因と現状
を理解する。

第 6 回 フランス、ドイツの移民
問題

フランスとドイツの移民問題、移民政
策の基本を理解する。

第 7 回 イギリスの移民問題、多
文化主義

イギリスの移民問題、多文化主義の思
想を理解する。

第 8 回 アメリカの移民問題、多
文化主義

アメリカの移民問題、多文化主義を理
解する。

第 9 回 カナダの多文化主義 カナダの移民問題、多文化主義を理解
する。

第 10 回 オーストラリアの多文化
主義

オーストラリアの移民問題、多文化主
義を理解する。

第 11 回 在日外国人が抱える諸問
題

在日外国人の人々が抱えている様々な
問題を広く把握する。

第 12 回 日本の移民政策の変化と
現状

日本政府の移民政策を歴史的に見ると
同時に、現状の課題を考える。

第 13 回 地方自治体の外国人政策
の変化と現状

地方自治体で行われている外国籍住民
への政策を神奈川県を例に見る。

第 14 回 民間 NPO による外国人
支援

外国人支援を行っている民間団体、
NPO の活動の特徴、限界などを見る。
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業で取り上げる様々なテーマについて、参考文献を自ら読み進め、理解を
深める。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
テキストは定めない。
【参考書】
参考文献は授業の各回にレジュメで示す。
【成績評価の方法と基準】
授業への参加 50 ％、レポート 50 ％。（レポートは 1 回） 。授業への参加
は、第 1 回を除いて、小テストを行い、その点数の平均とする。遅刻の場合
は、小テストの点数を半分とするので、遅刻しないように。レポートは、授
業の中盤で課題を示す。参考文献を最低 1 冊読んで、課題について自分の意
見をまとめる。提出は授業支援システムを利用。
小テストの採点については、簡単なコメントをつける他、次の回の授業の際
に、共通の問題点（減点の理由）を解説し、また高得点の回答の内容を紹介す
るなど、フィードバックを行う。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。
【学生が準備すべき機器他】
なし
【その他の重要事項】
なし
【Outline and objectives】
This lecture deals with problems related to migration and mutlicultural
situation in the recipient society, focusing on Japanese situation, but it
also deals with immigration and human rights policy in other developed
countries.
The students are expected to uderstand international migration as an
unavoidable phenomenon of the present world and see it from objective
viewpoint and international human rights protection. Then, they are
also expected to acquire knowledge to think by themselves possible
government migrant policies in Japan.

POL300AD

国際経済論Ⅰ

田村　晶子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
国際貿易の基礎理論を講義します。なぜ自由な貿易が望ましいのか、貿易が
もたらす利益、関税などの貿易政策が社会全体におよぼす影響を理解し、Ｆ
ＴＡやＥＰＡなどが進む現在の国際貿易体制について考えます。
【到達目標】
貿易の基礎理論により、どのように貿易の利益が示せるかを説明できる。貿
易政策が、各経済主体に与える影響を説明し、その是非を議論できる。地域
貿易協定の是非について、理論に基づき議論できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
パワーポイントを用いて講義します。キーワードや数式、グラフなどを書き
込む形の空白のある配布資料を配布します。毎回の授業内容を復習する練習
問題を学習支援システムで解き、得点は自動採点でフィードバックされます。
次回授業で解法について解説します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 イントロダクション ガイダンスと世界貿易の概要
第 2 回 比較優位の理論① リカードモデルの仮定
第 3 回 比較優位の理論② 貿易後の相対価格と世界供給
第 4 回 比較優位の理論③ 貿易の利益と実証研究
第 5 回 資源と貿易① ヘクシャーオリーンモデルの仮定
第 6 回 資源と貿易② 貿易による利益と実証研究
第 7 回 グローバル経済の企業 輸出の判断と多国籍企業
第 8 回 貿易政策のツール① 輸入関税の効果、費用と便益
第 9 回 貿易政策のツール② 輸出補助金の効果
第 10 回 貿易政策のツール③ 輸入割当と輸出自主規制の効果
第 11 回 貿易政策の政治経済 自由貿易の進展、WTO
第 12 回 地域貿易協定の効果 ＦＴＡが与える影響
第 13 回 貿易政策をめぐる論争 戦略的貿易政策
第 14 回 講義のまとめと質問 講義内容への質問
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参考文献を読んで準備学習をする。毎回の授業終了後に練習問題を解き、配
付資料で復習をする。準備は 1 時間、復習は 3 時間を目安とします。
【テキスト（教科書）】
なし。
【参考書】
クルグマン・オブズフェルド・メリッツ（山形浩生、守岡桜訳）『クルーグマ
ン国際経済学理論と政策〔原書第 10 版〕上:貿易編』丸善出版、2017 年
石川城太・椋寛・菊地徹著『国際経済学をつかむ（第 2 版）』有斐閣、2013 年
【成績評価の方法と基準】
練習問題 (13 回を予定）（30 ％）と、期末に行う定期試験（70 ％）
【学生の意見等からの気づき】
進度を気をつけて、学生が理解しているかを確認しながら授業を進めます。
【学生が準備すべき機器他】
パワーポイント、授業支援システムを利用します。
【Outline and objectives】
Students study the basics of International Trade. Students will
comprehend why free trade is desirable, as well as they will learn
the effect of trade policy such as tariffs. Then students consider the
international trade framework with Free Trade Agreements.
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POL300AD

国際経済論Ⅱ

田村　晶子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
国際金融論、国際マクロ経済学の基礎を勉強します。為替レートの決定理論
を勉強した上で、為替介入の効果や現在の国際通貨体制の問題について考え
ます。国際収支表の見方や経常収支と国内経済との関係について理解します。
【到達目標】
国際収支表を理解し、経常収支、金融収支の内容を説明できる。為替レート
の決定要因から、現在の為替レートの動きを説明できる。為替レートの適正
水準を理解する。統一通貨や通貨危機など、国際通貨体制における問題を議
論できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
パワーポイントを用いて講義を行います。キーワードや数式グラフなどを自
分で書き込む空白のある配布資料を配布します。毎回の授業の練習問題を学
習支援システムから出し、自動採点で得点をフィードバックします。次回の
授業で解き方を解説し、理解を深めます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 国際収支表の項目　 日本の国際収支表の見方
第 2 回 国際収支の記入方法 国際収支表の記入例
第 3 回 開放経済における国民所

得恒等式
貯蓄・投資バランス

第 4 回 外国為替市場 外国為替市場のしくみ
第 5 回 外国為替取引の種類 さまざまな外国為替取引
第 6 回 短期為替レート決定① 外国為替市場における需給の一致
第 7 回 短期為替レート決定② 金融政策と為替レート
第 8 回 短期為替レート決定③ 先渡為替レートとリスク要因
第 9 回 長期為替レート決定① 絶対的、相対的購買力平価
第 10 回 長期為替レート決定② 実質為替レートと貿易
第 11 回 外国為替介入 外国為替市場介入の効果
第 12 回 最適通貨圏の理論 固定為替レートの範囲
第 13 回 国際金融体制 国際金融における課題
第 14 回 授業のまとめ 授業全体のまとめと質問
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参考文献を読んで準備学習をする。授業終了後に練習問題を解き、配付資料
で復習をする。準備は 1 時間、復習は 3 時間を目安とします。
【テキスト（教科書）】
なし
【参考書】
クルグマン・オブズフェルド（山形浩生、守岡桜訳）『クルーグマン国際経済
学理論と政策〔原書第 10 版〕下:金融編』丸善出版、2017 年
清水順子・大野早苗・松原聖・川﨑健太郎著『徹底解説　国際金融』日本評論
社、2016 年
高木信二著「入門国際金融（第 4 版）」日本評論社、2011 年
【成績評価の方法と基準】
毎回の授業の練習問題（30 ％）と、期末に行う定期試験（70 ％）
【学生の意見等からの気づき】
パワーポイントの進度に気をつけて、学生の理解度に気を配ります。
【学生が準備すべき機器他】
パワーポイントと授業支援システムを利用します。
【Outline and objectives】
Students study the basics of International finance and Open Economy
Macroeconomics. For International Finance foundation, students study
the determination of exchange rates, then consider the effects of the
foreign exchange intervention and the problems of monetary systems.
For Open Economy Macroeconomics foundation, students learn balance
of payments and the relation between current account and domestic
economy.

POL300AD

グローバル・ビジネス論Ⅰ

籠宮　信雄

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
グローバル化の進む国際社会で、ヒト、モノ、カネの世界を巡る動きが加速し
ています。貿易・投資を中心に国際社会のグローバル化がどのように進んで
いるか、それを支える制度的な仕組みはどうなっているか、どのような問題が
生じているかといった問題について、経済学の理論を基盤としつつ、国際政
治・国際経済の実際との関係を意識しながら掘り下げていきたいと思います。
【到達目標】
貿易と投資を中心にグローバル化の実相を理解し、国際政治・経済・社会の理
解の一助とすることを目指します。なお、現在まさに進行中の問題・課題に
ついては、必ずしも正解が何か結論が出ていないものもあり、そうした課題
にアプローチする際に、どのような議論がこれまで行われてきたかを十分把
握した上で、自分自身の考え方を論理的に整理していくことを学んでいただ
きたいと思っています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
講義毎の主要項目について基礎的な内容を説明しつつ、トピックに応じて具体
的なケースを掘り下げることを試みます。シラバスに沿った形で講義は進め
ますが、必要に応じ変更がありえます。特段のテキストは指定しないが、参
考文献にある程度準拠します。講義に積極的に参加の上、疑問があればその
都度問いかけてください。
課題等の提出・フィードバックは「学習支援システム」を通じて行う予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 回 オリエンテーション 講義のエッセンス、評価方法など
2 回 貿易のメリット 貿易のメリットを経済学のモデルで説

明します。
3 回 貿易のメリットに関する

留意点と貿易摩擦
貿易に関しての経済学のモデルに関す
る留意点、現実とモデルとの相違を説
明し、なぜ貿易摩擦が起きるのかを考
察します。

4 回 ＧＤＰとは 一国の経済規模や構造を見るＧＤＰ統
計の仕組みについて概説します。

5 回 国際収支の仕組み 国と国との収支のやり取りを示す国際
収支の構造を概説します。

6 回 マクロ経済と国際収支 国際収支の不均衡の発生についてマク
ロ経済学的なモデルによる説明を紹介
します。

7 回 為替レートの仕組み 為替相場制度の仕組み、変動相場制の
下で為替レートはどのように決まるか
を概説します。

8 回 自由貿易を進める国際的
な仕組み

WTO による自由貿易の仕組み、その
歴史などを概説します。

9 回 経済連携協定 日本をはじめ各国で取り組まれている
経済連携協定について紹介します。

10 回 経済統合 経済連携協定を越える地域における経
済統合について欧州連合（ＥＵ）を例
に概説します。

11 回 対外直接投資 グローバリゼーションが進む中で直接
投資が増加する背景・効果、留意点を
概説します。

12 回 中国など新興国の経済発
展とグローバリゼーショ
ン

先進国中心の経済構造は、21 世紀に
入って中国や他の新興国の経済発展に
より大きく変貌したことを概説します。

13 回 グローバル・バリュー・
チェーン

グローバル・バリュー・チェーンがど
のように形成されてきたか、その効果
と留意点は何かを概説します。

14 回 まとめ 学期全体を通じたまとめ
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日常のグローバルなニュースに接しながら、その背景にある変化や要因を論
理的に考察することが重要です。各回の授業の予習・復習に必要な学習時間
の目安はそれぞれ 2 時間程度です。
【テキスト（教科書）】
特段のテキストは使用しません。
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講義の際に適宜、レジュメ、資料を配布します。
【参考書】
国際経済学に関する基礎的な教科書。例えば以下にある程度準拠します。
阿部顕三、遠藤正寛（2012 年）、「国際経済学」、有斐閣アルマ
浦田秀次郎、小川英治、澤田康幸（2011 年）、「はじめて学ぶ国際経済」、有
斐閣アルマ
大川良文（2019 年）、「入門国際経済学」、中央経済社
追加がありえます。
【成績評価の方法と基準】
期末レポート（50 ％）、出席や授業への参加度（50 ％）などを踏まえて総合
的に判断します。
期末レポートについては、講義を踏まえた基礎的な理解、論理的な記述、創
造性・独創性のある論旨と掘下げ、社会科学のレポートとしての妥当性を評
価基準とします。
【学生の意見等からの気づき】
基礎的・理論的な説明をしながら、現在の経済社会が直面している問題にも
議論を広げていきたいと考えています。
【学生が準備すべき機器他】
なし。
【その他の重要事項】
社会科学の一般的な知識で理解可能な授業なので他学部からの受講生は歓迎
します。
経済学的な議論を中心とするが、経済官庁で 30 余年にわたり、調査・分析、
政策の企画・立案、国際業務に携わった実務経験者の視点も交え、グローバ
リゼーションについて論じていきます。
【Outline and objectives】
The globalization has been accelerating in the past decades. In this
lecture, I will discuss globalization taking advantage of the theoretical
framework of economic sciences as well as addressing the actual
development of international politics/economy. Main issues of the
lecture include international trade and investment, the institutional
framework of international society and rising problems caused by
globalization.

POL300AD

グローバル・ビジネス論Ⅱ

籠宮　信雄

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
広い意味での技術進歩により世界経済は成長を続けてきた。日本経済はどの
ように発展してきたのか、経済が成長するにはどのような条件が必要なのか、
それを支える制度的な仕組みはどうなっているか、近年のデジタル技術の発
展は経済社会にどのような可能性を開き、一方でどのような課題をつきつけ
ているのか、といった問題を掘り下げる。
【到達目標】
経済成長に必要な条件を把握するとともに、新しい技術の発展の中で、個人や
企業にどのようなことが求められているのかを理解し、現代の国際政治・経
済・社会の理解の一助とすることを目指します。
なお、現在まさに進行中の問題・課題については、必ずしも正解が何か結論
が出ていないものもあります。そうした課題にアプローチする際に、どのよ
うな議論がこれまで行われてきたかを十分把握した上で、自分自身の考え方
を論理的に整理していくことを学んでいただきたいと思っています。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
講義毎の主要項目について基礎的な内容を説明しつつ、最近の議論や分析を
紹介していきます。シラバスに沿った形で講義は進めていきますが、変更が
ありえます。
課題等の提出・フィードバックは「学習支援システム」を通じて行う予定です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 回 日本経済の成長と産業構

造の変化
グローバリゼーションが進む国際社会
の中での日本経済の立ち位置を確認す
るため、戦後の経済成長と産業構造の
変化を振り返ります。

2 回 経済成長　 経済成長の要因として、広い意味での
技術進歩、生産性の役割を説明します。

3 回 日本的経営とその変化　 いわゆる日本的経営が、グローバリ
ゼーションや人口高齢化の中でどのよ
うな変容を迫られているかを考察しま
す。

4 回 日本的雇用慣行とその変
化

いわゆる日本的雇用慣行と言われてき
たものが、グローバリゼーションや人
口高齢化の中でどのような変容を迫ら
れているかを考察します。

5 回 人口高齢化と経済 日本経済を念頭に置きつつ、人口高齢
化が経済発展にどのような影響を及ぼ
すのかを考察します。

6 回 ICT 革命のインパクト ICT 革命は経済社会に大きな影響を与
えていること、しかし、実は生産性の
側面からは十分に把握されていないこ
となどを説明します。

7 回 AI と雇用 AI の発展により雇用の多くが失われ
るという説もあります。そうした議論
を紹介します。

8 回 グローバリゼーションと
技術進歩

先進国における賃金の伸び悩みや格差
拡大はグローバリゼーションや技術進
歩の影響と言われていますが、様々な
議論があることを紹介します。　

9 回 地球規模の課題　 温暖化問題などを例に取り国際的な協
力、対応を考察します。

10 回 グローバリゼーションへ
のアンチテーゼ　

いわゆるポピュリズムの台頭、トラン
プ現象、英国のＥＵ離脱などについて
概説。

11 回 経済危機への対応 (1) 　リーマンショックへの国際社会の対
応とその教訓などを概説します。

12 回 経済危機への対応 (2) 　 コロナショックへの国際社会の対応と
その教訓などを概説します。

13 回 長期停滞論 先進国経済が長期的な停滞に陥ってい
るという議論を紹介します。

14 回 まとめ 学期全体を通じたまとめ
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【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日常のグローバルなニュースに接しながら、その背景にある変化や要因を論
理的に考察することが重要です。各回の授業の予習・復習に必要な学習時間
の目安はそれぞれ 2 時間程度です。
【テキスト（教科書）】
講義の際に適宜、レジュメ、資料を配布します。
また、講義の一部については、小峰隆夫、村田啓子（2020 年）「最新　日本
経済入門（第 6 版）、日本評論社、を教科書として活用します。
【参考書】
阿部顕三、遠藤正寛（2012 年）、「国際経済学」、有斐閣アルマ
浦田秀次郎、小川英治、澤田康幸（2011 年）、「はじめて学ぶ国際経済」、有
斐閣アルマ
大川良文（2019 年）、「入門国際経済学」、中央経済社
そのほか適宜追加文献を紹介します。
【成績評価の方法と基準】
期末レポート（50 ％）、出席や授業への参加度（50 ％）などを踏まえて総合
的に判断します。
期末レポートについては、講義を踏まえたグローバルビジネスの基礎的な理
解、論理的な記述、創造性・独創性のある論旨と掘下げ、社会科学のレポート
としての妥当性を評価基準とします。
【学生の意見等からの気づき】
基礎的・理論的な説明をしながら、現在の経済社会が直面している問題にも
議論を広げていきたいと考えています。
【学生が準備すべき機器他】
なし。
【その他の重要事項】
社会科学の一般的な知識で理解可能な授業なので他学部からの受講生は歓迎
します。
経済学的な議論を中心とするが、経済官庁で 30 余年にわたり、調査・分析、
政策の企画・立案、国際業務に携わった実務経験者の視点を交えつつ、グロー
バリゼーションと技術進歩の関係、日本経済について論じていきたいと思い
ます。
【Outline and objectives】
The global society have experienced economic growth led by the
technological progress in a broad definition. In this lecture, I will
discuss the development of Japanese economy and various conditions for
economic growth including the institutional framework of the nations.
I will also touch upon the issues surrounding the possible impacts of
and problems caused by the digitalization in the globalized economy and
society.

POL300AD

国際政治経済学Ⅰ

本多　美樹

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
今日の国際社会は、経済格差、金融危機、ネット犯罪、環境問題な
ど、ひとつの国家では解決できない「グローバル・イシュー」に直面
している。これらの政治、経済、技術など多領域にわたる国際問題
を理解するために、国際政治経済学（IPE: International Political
Economy）」の視点は有効である。この授業では、政治と経済の相
互作用に着目して、IPE の視点が必要になってきた国際秩序の変容
について歴史的に整理した後、国際社会が直面する諸問題について
IPE の視点から考察する。そして、現在の国際秩序をグローバル、
リージョナル、ナショナルの 3つの次元から観察することによって、
今後の国際秩序を展望する。
なお、本年度は秋学期に「国際政治経済学 II」を開講しないことか
ら、II の受講希望者は来年度に履修してほしい。

【到達目標】
（１）「政治と経済の相互作用」に着目して、国際政治経済学（IPE）
の視点から国際社会を観察する眼を養うことができる。
（２）国際社会が直面するさまざまな問題について「政治と経済の緊
張関係」に注目して考えることができるようになる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、
「DP4」に関連。

【授業の進め方と方法】
授業は講義形式で進める。毎回授業後に課題の提出を求める。課題
に対するコメントは個々に随時フィードバックするとともに、質問
に対する回答については、次の授業の初めにいくつか取り上げ、全
体に対してフィードバックを行う。
対面での授業を予定しているが、新型コロナウイルス感染症の拡大
状況によって判断する。詳しくは、Hoppii で随時お知らせする。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション：

経済の論理と政治の論
理

国際政治経済学（IPE）とは何
か。IPE の成立と展開

2 IPE の理論的枠組み
①

国際関係論の流れ I

3 IPE の理論的枠組み
②

国際関係論の流れ II

4 力の構造と国際経済体
制①

国際政治経済体制とは何か（ブレ
トンウッズ体制の成立）

5 力の構造と国際経済体
制②

冷戦とブレトンウッズ体制

6 国際政治経済体制の動
態①

保護貿易をめぐる政治と経済

7 国際政治経済体制の動
態②

安全保障と経済、経済の安全保障
とは？

8 国際政治経済体制の動
態③

経済の「グローバル化」

9 国際政治経済体制の動
態④

金融の「グローバル化」

10 国際政治経済体制の動
態⑤

「グローバル化」と経済格差
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11 国際政治経済秩序の模
索①

グローバルなレベルから

12 国際政治経済秩序の模
索②

リージョナルなレベルから

13 国際政治経済秩序の模
索③

ナショナルなレベルから

14 国際政治経済学から見
る国際秩序の展望

「グローバル」を問い直す

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業に出席する前にテキストの関連箇所を熟読し、授業後には復習
をすること。また、関心を持ったトピックについては、各自で調べ
学習をして理解を深めること。授業の予習・復習時間は各 2 時間程
度を目安とする。

【テキスト（教科書）】
野林健・大芝亮・納家政嗣・山田敦・長尾悟『国際政治経済学・入
門』（第 3 版）、有斐閣、2007 年。毎回、関連資料を配布する。

【参考書】
・野林健・長尾悟『国際政治経済を学ぶ：多極化と新しい国際秩序』
ミネルヴァ書房、2011 年。
・田中明彦・中西寛『新・国際政治経済の基礎知識』有斐閣、2010年。
世界地図。
このほか各回の関連文献・資料については、授業の際に随時紹介する。

【成績評価の方法と基準】
各回授業後に提出する課題 40％、期末試験 60％のウェイトで成績
評価を行う。「聴いて、書いて、考える」姿勢で授業に臨むこと。
なお、4 回以上課題の提出を怠った学生は期末試験を受ける資格を
失う。よって単位の授与はないので気を付けること。

【学生の意見等からの気づき】
特になし。

【学生が準備すべき機器他】
レジュメと配布資料を使用する。

【担当教員の専門分野等】
＜専門領域＞
国際関係論、国際機構論、伝統的・非伝統的安全保障研究、国連研究
＜研究テーマ＞
国際社会による「平和」のための協働と確執、アジア太平洋地域の
伝統的・非伝統的安全保障
＜主要研究業績＞
主な著書として、「国連による『スマート・サンクション』と金融
制裁：効果の追求と副次的影響の回避を模索して」『国連の金融制
裁：法と実務』（東信堂、2018 年）、「平和構築の新たな潮流と『人
間の安全保障』：ジェンダー視座の導入に注目して」『東南アジア
の紛争予防と「人間の安全保障」』（明石書店、2016 年）、『国連に
よる経済制裁と人道上の諸問題：「スマート・サンクション」の模
索』（国際書院、2013 年）、『北東アジアの「永い平和」：なぜ戦争
は回避されたか』（勁草書房、2012 年）、「『グローバル・イシュー』
としての人権とアジア：新たな国際規範をめぐる国際社会の確執に
注目して」『グローバリゼーションとアジア地域統合』（勁草書房、
2012 年）、“‘Smart Sanctions’ by United Nations and Financial
Sanctions,” United Nations Financial Sanctions (Routledge,
2020),“Coordination challenges for the UN-initiated peace-
building architecture Problems in locating‘universal’norms and
values on the local,”Complex Emergencies and Humanitarian
Response (Union Press, 2018), “The Role of UN Sanctions
against DPRK in the Search of Peace and Security in East Asia:
Focusing on the Implementation of UN Resolution 1874,” East
Asia and the United Nations: Regional Cooperation for Global
Issues (Japan Association for United Nations Studies, 2010)な
どがある。執筆した主な教科書として、『国際機構論　活動編』（国
際書院、2020 年）、『国際機構論　総合編』（国際書院、2015 年）、
『国際学のすすめ』（東海大学出版会、2013 年）などがある。

【Outline and objectives】
The international community faces so-called global or transna-
tional issues including economic disparity, financial crisis, and
cybercrimes. In order to have a better understanding of those
issues, the perspective of international political economy (IPE)
is useful. This course overviews the changing international
community from the historical perspective, focusing on the
interactive roles of politics and economy, and then analyzes
global issues with the IPE perspective.
IPE-II will not be available in the 2021 fall semester.
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POL300AD

演習

溝口　修平

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この演習では、ロシアが関わる国際問題について学ぶことにより、国際関係
を多面的に分析する視点と能力を養うことを目的とする。近年の国際関係に
おいては、ウクライナ危機、シリア内戦、米国大統領選挙への関与疑惑など、
ロシアは様々な面で注目を集め、日本との関係においても、北方領土問題が
未解決のまま残されている。このように、現代の国際社会においてロシアは
重要な位置を占めているが、ロシアや旧ソ連諸国についてはあまり知られて
いない。この演習では、ロシアを主要な題材としながら、多角的に物事を捉
え、国際関係を客観的に捉える能力を身につけることを目指す。
　前期の授業では、ロシアの政治や現代の国際関係に関する基本文献を輪読
し、それについてディスカッションをすることでこれらの問題に対する理解
を深める。また、プレゼンテーションの方法や文章の書き方の基礎について
も学ぶ。
【到達目標】
１ロシアの政治や外交に関する基本的知識を身につけ、それを説明すること
ができる。
２現代の国際関係においてロシアがどのような立場に置かれているかを理解
し、それを説明することができる。
３プレゼンテーションの方法や文章の書き方など基本的なアカデミック・ス
キルを修得する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
ゼミの進行は、文献の輪読、ディスカッションを基本としますが、ドキュメ
ンタリーや映画などを議論の材料として活用したり、グループで調査する機
会も設けたりします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 今学期の予定、講読文献の決定、自己

紹介と役割分担決め
2 プレゼンテーションの技

法
プレゼンテーションを効果的に行うた
めに必要なことを学ぶ

3 グループワーク（１） 3 - 4 人のグループごとに、与えられ
た課題について調べた内容を報告し、
参加者で討論する。

4 文献講読（１） 文献に関する報告とディスカッション
5 文献講読（２） 文献に関する報告とディスカッション
6 文献講読（３） 文献に関する報告とディスカッション
7 文献講読（４） 文献に関する報告とディスカッション
8 文献講読（５） 文献に関する報告とディスカッション
9 文献講読（６） 文献に関する報告とディスカッション
10 文献講読（７） 文献に関する報告とディスカッション
11 文献講読（８） 文献に関する報告とディスカッション
12 グループワーク（２） 3 - 4 人のグループごとに、与えられ

た課題について調べた内容を報告し、
参加者で討論する。

13 ゼミ論文構想発表（１） 論文の書き方に関する講義、ゼミ論文
の構想発表を行う。

14 ゼミ論文構想発表（２） 論文の書き方に関する講義、ゼミ論文
の構想発表を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回指定された文献を読み、課題を提出した上で授業に参加すること。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
開講時に指示する。
【参考書】
開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
各回の課題の完成度（30 ％）
討論への参加の積極性（40 ％）
グループ・ワークにおける貢献（30 ％）
【学生の意見等からの気づき】
学生が協力して課題に取り組むことへの要望が多かったので、グループで作
業をする時間を増やしました。

【学生が準備すべき機器他】
特になし。
【Outline and objectives】
In this seminar, students will be expected to acquire the abilities to
comprehend and analyze the problems of international relations from
various angles. We need to know not only the Western way of thinking,
which we are familiar with, but also other perspectives. From this
viewpoint, we will explore Russian foreign policy and Russia’s role in
the international society. Students will also be expected to improve
academic skills such as writing essays, making a presentation, having a
discussion with other participants.
All students in the course are expected to come to each seminar having
read and prepared to discuss the reading for each week. In addition,
each student will be asked at least once to present and/or comment upon
some of reading.
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POL300AD

演習

溝口　修平

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　この演習では、ロシアが関わる国際問題について学ぶことにより、国際関
係を多面的に分析する視点と能力を養うことを目的とする。近年の国際関係
においては、ウクライナ危機、シリア内戦、米国大統領選挙への関与疑惑な
ど、ロシアは様々な面で注目を集め、日本との関係においても、北方領土問
題が未解決のまま残されている。このように、現代の国際社会においてロシ
アは重要な位置を占めているが、ロシアや旧ソ連諸国についてはあまり知ら
れていない。しかし、複雑な国際関係を客観的に理解するためには多角的に
物事を捉える必要があり、（賛同するかは別として）ロシアの立場を知ること
は重要である。
　後期の授業では、前期よりやや専門的な文献や英語文献を読むことで、国
際問題に対する理解を多面的に深める。また、各受講者が自分の関心のある
テーマについて発表し、その内容を３年生はゼミ論文に、２年生はレポート
にまとめる。他の受講者の論文を互いに読み批評し合う機会も設ける。
【到達目標】
１ロシアの政治や外交に関する専門的な文献や英語文献を読み、理解するこ
とができる。
２学術的なマナーに則って、自分の関心のあるテーマについて調べ、発表し、
論文にまとめることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
ゼミの進行は、文献の輪読、ディスカッションを基本としますが、ドキュメ
ンタリーや映画などを議論の材料として活用したり、グループで調査する機
会も設けたりします。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 今学期の予定、文献の説明と分担決め
2 文献講読（１） 文献に関する報告とディスカッション
3 文献講読（２） 文献に関する報告とディスカッション
4 文献講読（３） 文献に関する報告とディスカッション
5 文献講読（４） 文献に関する報告とディスカッション
6 個人報告の構想発表 学期後半で報告するテーマの決定
7 文献講読（５） 文献に関する報告とディスカッション
8 文献講読（６） 文献に関する報告とディスカッション
9 個人報告（１） 各受講者がゼミ論文の概要を報告し、

その内容について討論する
10 個人報告（２） 各受講者がゼミ論文の概要を報告し、

その内容について討論する
11 個人報告（３） 各受講者がゼミ論文の概要を報告し、

その内容について討論する
12 個人報告（４） 各受講者がゼミ論文の概要を報告し、

その内容について討論する
13 個人報告（５） 各受講者がゼミ論文の概要を報告し、

その内容について討論する
14 相互評価 ゼミ論文、レポートを学生間で相互評

価し、互いに講評する。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回指定された文献を読み、課題を提出した上で授業に参加すること。本授
業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
開講時に指示する。
【参考書】
開講時に指示する。
【成績評価の方法と基準】
各回の課題の完成度（20 ％）
討論への参加の積極性（20 ％）
報告とゼミ論文またはレポート（60 ％）
【学生の意見等からの気づき】
学生が協力して課題に取り組むことへの要望が多かったので、グループで作
業をする時間を増やしました。

【Outline and objectives】
In this seminar, students will be expected to acquire the abilities to
comprehend and analyze the problems of international relations from
various angles. We need to know not only the Western way of thinking,
which we are familiar with, but also other perspectives. From this
viewpoint, we will explore Russian foreign policy and Russia’s role in
the international society. Students will also be expected to improve
academic skills such as writing essays, making a presentation, having a
discussion with other participants.
All students in the course are required to come to each seminar having
read and prepared to discuss the reading for each week. In addition,
each student will be asked at least once to present and/or comment upon
some of reading.
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日本の政治と外交Ⅱ

高橋　和宏

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義では、「政治（選挙、政党、派閥）」「外交」「経済」「安全保障」という
4 つを焦点として、1945 年から 2000 年代までの日本の政治・外交の軌跡を
政権ごとに検証する。とくに、歴代の首相の役割に注目し、リーダーシップ
という視点から戦後日本政治外交史についての基礎的な理解を深めることを
目的とする。
【到達目標】
戦後日本の政治外交の歴史的展開を理解し、現代の政治・外交上の課題を歴
史的文脈に位置付けて考察できる知識を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
講義形式。
対面授業とリアルタイムのオンライン授業（ZOOM）を併用するハイフレッ
クス型の授業を想定している。新型コロナウイルスの影響などで授業方法を
変更する場合は学習支援システムを通じて連絡する。
各回の授業の最後に小テストを課す。この小テストは学習支援システム上か
ら回答するので、学生は学習支援システムに接続できるノートパソコンやタ
ブレットを準備すること。
小テストへのフィードバックは、次回の授業の冒頭で行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の進め方、評価方法、参考文献の

紹介
第 2 回 占領・講和期の政治と外

交（1）
東久邇宮稔彦内閣～芦田均内閣

第 3 回 占領・講和期の政治と外
交（2）

吉田茂内閣

第 4 回 高度成長期の政治と外交
（1）

鳩山一郎内閣～岸信介内閣

第 5 回 高度成長期の政治と外交
（2）

池田勇人内閣・佐藤栄作内閣

第 6 回 1970 年代の政治と外交
（1）

田中角栄内閣・三木武夫内閣

第 7 回 1970 年代の政治と外交
（2）

福田赳夫内閣・大平正芳内閣

第 8 回 1980 年代の政治と外交
（1）

鈴木善幸内閣・中曽根康弘内閣

第 9 回 1980 年代の政治と外交
（2）

竹下登内閣・宇野宗佑内閣

第 10 回 1990 年代の政治と外交
（1）

海部俊樹内閣・宮澤喜一内閣

第 11 回 1990 年代の政治と外交
（2）

細川護煕・羽田孜内閣

第 12 回 1990 年代の政治と外交
（3）

村山富市内閣～森喜朗内閣

第 13 回 2000 年代の政治と外交 小泉純一郎内閣
第 14 回 総括 これまでの議論を総括し、戦後日本政

治外交を俯瞰的に考察する
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
講義内容をよりよく理解するために、参考書を授業の予習・復習に活用する
こと。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
指定しない。
【参考書】
五百旗頭真編『戦後日本外交史（第 3 版増訂版）』有斐閣アルマ、2014 年
石川真澄・山口二郎『戦後政治史（第 3 版）』岩波新書、2010 年
宮城大蔵『現代日本外交史』中公新書、2016 年
渡邉昭夫編『戦後日本の宰相たち』中公文庫、2001 年

【成績評価の方法と基準】
小テスト（50 ％）
期末試験（50 ％）
【学生の意見等からの気づき】
映像資料を活用することで、より深い歴史理解を促す。
【学生が準備すべき機器他】
レジュメの配布や小テストの回答に学習支援システムを利用するので、学習
支援システムに接続できるノートパソコンやタブレットを準備すること。
【担当教員の専門分野】
＜専攻領域＞日本外交史、経済外交論、国際関係史
＜研究テーマ＞冷戦期の日米関係、国際経済秩序をめぐる日本外交
＜主要業績＞『ドル防衛と日米関係　高度成長期日本の経済外交 1959~1969
年』（千倉書房、2018 年）など。
【Outline and objectives】
This course provides students with basic understandings on politics and
diplomacy of postwar Japan from 1945 to the 2000s, focusing on the roles
of the Prime Ministers and tracing the political, diplomatic, economic,
and security issues of each administration.
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POL300AD

演習

弓削　昭子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
In this seminar on International Development and Peace-
building, the students will examine the various issues related
to economic, social and human development as well as
peacebuilding, focusing on developing countries. They will
learn about Agenda 2030 on Sustainable Development and the
Sustainable Development Goals (SDGs) and issues related to
its implementation. The students will learn about the different
roles and activities of various actors in this field, including
governments, international organizations, civil society, the
private sector, and others, and how they interact to achieve the
SDGs.

【到達目標】
The students will deepen their understanding of the range of
international development and peacebuilding issues including
the SDGs and the roles and activities of various actors in
this field and their respective strengths and limitations. They
will enhance their understanding of different approaches in
tackling development problems, including poverty, inequality,
gender issues, human development, vulnerability, human
rights, environment and climate change, and peacebuilding.
The students will also develop a deeper understanding on
various collaborative partnerships among different actors.
Through presentations and discussions in English, the
students will also enhance their English language proficiency.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
The course offers a blend of theory and practice on issues
related to international development and peacebuilding. The
course will also cover discussions that are taking place at
the UN and other global forums, and the students will
examine how their outcome apply to various development
situations in different countries. Students are expected to
read the assigned materials, make presentations, and actively
participate in class discussions. The course will be conducted
in English considering that its proficiency is required to
study materials related to international development and
peacebuilding, produced by UN as well as other international
organizations and global actors.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Introduction Introduction and expectations
2 2030 Agenda and

Sustainable
Development Goals
(SDGs)

Status of SDGs and related
issues

3 SDGs 　
implementation
issues

Operational issues related to
SDGs

4 Approaches to
development

Presentation and discussion

5 Poverty reduction Presentation and discussion
6 Reducing inequality Presentation and discussion
7 Human

development
Presentation and discussion

8 Health and
development

Presentation and discussion

9 Education and
development

Presentation and discussion

10 Gender equality and
women’s
empowerment

Presentation and discussion

11 Discrimination and
human rights

Presentation and discussion

12 Humanitarian
assistance

Presentation and discussion

13 Environment
protection and
climate change

Presentation and discussion

14 Summary and
review

Review of course materials

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Students should spend an average of 2 hours each for preparing
and reviewing materials for every class.

【テキスト（教科書）】
・David Holme, Should Rich Nations Help the Poor?, Polity
Press, 2016.
・Jeffrey Sachs, The End of Poverty - How We Can Make It
Happen in Our Lifetime, Penguin Books, 2005.

【参考書】
・Dean Karlan and Jakob Appel, More Than Good Intentions
- Improving the Ways the World’s Poor Borrow, Save, Farm,
Learn and Stay Healthy, Plume, 2012.
・Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Develop-
ment, Thirteenth Edition. Pearson Education Limited, 2020.
・紀谷昌彦・山形辰史.『私たちが国際協力する理由人道と国益の向
こう側』、日本評論社、2019.
・南博・稲場雅紀.『SDGs危機の時代の羅針盤』、岩波新書、2020.
・蟹江憲史、『SDGs（持続可能な開発目標）』、中央新書、2020.
・マイケル・P・トダロ、ステファン・C・スミス『トダロとスミス
の開発経済学、原著第 10 版』森杉壽芳監訳、OCDI 開発経済研究
会訳、ピアソン桐原、2010 年

【成績評価の方法と基準】
Presentation and participation in class discussions as well
as participation in other Seminar activities (special Seminar
sessions, study tour, etc.)

【学生の意見等からの気づき】
The outcome of the class evaluation from last semester will be
reflected in this year’s class.

【その他の重要事項】
As the professor had spent many years working as United
Nations staff member, she teaches this course covering
both theory and practice, reflecting her own professional
experience and perspectives on issues related to international
development and peacebuilding.   

【Outline and objectives】
As written above.
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演習

弓削　昭子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
In this seminar on International Development and Peace-
building, the students will examine the various issues related
to economic, social and human development as well as
peacebuilding, focusing on developing countries. They will
learn about Agenda 2030 on Sustainable Development and the
Sustainable Development Goals (SDGs) and issues related to
its implementation. The students will learn about the different
roles and activities of various actors in this field, including
governments, international organizations, civil society, the
private sector, and others, and how they interact to achieve the
SDGs.

【到達目標】
The students will deepen their understanding of the range of
international development and peacebuilding issues including
the SDGs and the roles and activities of various actors in
this field and their respective strengths and limitations. They
will enhance their understanding of different approaches in
tackling development problems, including poverty, inequality,
gender issues, human development, vulnerability, human
rights, environment and climate change, and peacebuilding.
The students will also develop a deeper understanding on
various collaborative partnerships among different actors.
Through presentations and discussions in English, the
students will also enhance their English language proficiency.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
The course offers a blend of theory and practice on issues
related to international development and peacebuilding. The
course will also cover discussions that are taking place at
the UN and other global forums, and the students will
examine how their outcome apply to various development
situations in different countries. Students are expected to
read the assigned materials, make presentations, and actively
participate in class discussions. The course will be conducted
in English considering that its proficiency is required to
study materials related to international development and
peacebuilding, produced by UN as well as other international
organizations and global actors.

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 Orientation and

review of spring
semester materials

Orientation and expectations
of fall semester

2 Approaches to
nation building

Presentation and discussion

3 Democratic
governance

Presentation and discussion

4 Poverty reduction
and peace

Presentation and discussion

5 Socio-economic
development and
peace

Presentation and discussion

6 Inequality and
social stability

Presentation and discussion

7 Human rights and
development

Presentation and discussion

8 Sustainable
livelihoods

Presentation and discussion

9 Conflict prevention Presentation and discussion
10 Post-conflict

reconstruction
Presentation and discussion

11 Peacebuilding Presentation and discussion
12 Fragile states Presentation and discussion
13 Global partnerships

for sustainable
development

Presentation and discussion

14 Summary and
review

Review of course materials

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
Students should spend an average of 2 hours each for preparing
and reviewing materials for every class.

【テキスト（教科書）】
・Paul Collier, The Bottom Billion, Why the Poorest Countries
Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford University
Press, 2008.
・Jeffrey Sachs, The End of Poverty, How We Can Make it
Happen in Our Lifetime, Penguin Books, 2005.

【参考書】
・Craig Zelizer(ed), Integrated Peacebuilding - Innovative
Approaches to Transforming Conflict. Westview Press, 2013.
・Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Develop-
ment, Thirteenth Edition. Pearson Education Limited, 2020.
・マイケル・P・トダロ、ステファン・C・スミス『トダロとスミス
の開発経済学、原著第 10 版』森杉壽芳監訳、OCDI 開発経済研究
会訳、ピアソン桐原、2010 年.
・紀谷昌彦・山形辰史.『私たちが国際協力する理由人道と国益の向
こう側』、日本評論社、2019.
・南博・稲場雅紀.『SDGs危機の時代の羅針盤』、岩波新書、2020.
・蟹江憲史、『SDGs（持続可能な開発目標）』、中央新書、2020.

【成績評価の方法と基準】
Presentation and participation in class discussions as well
as participation in other Seminar activities (special Seminar
sessions, study tour, etc.). For third year students, Seminar
Report submission is required at the end of the semester (40%).

【学生の意見等からの気づき】
The outcome of the class evaluation from last semester will be
reflected in this course.

【その他の重要事項】
As the professor had spent many years working as United
Nations staff member, she teaches this course covering
both theory and practice, reflecting her own professional
experience and perspectives on issues related to international
development and peacebuilding.   

【Outline and objectives】
As written above.
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森　聡

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本演習では、現代の国際政治における重要課題を自ら見出し、その課題に
関する先行研究を渉猟し、専門的な知識を体系的に吸収し、論理的な方法で
課題に接近し、自らの仮説を立ててそれを立証する能力を修得することを目
的とする。
　この目的を達成すべく、本演習では、まず国際政治学の諸概念に関する基
礎知識や各種のリサーチ・メソッドを身につけ、参加者各自がケース・スタ
ディを行い、専門性の高いテーマについて分析・考察する。
　今年度は、「米中関係はアジア・中東・欧州・グローバルガバナンスをどう
変えるか」というテーマで演習を実施する。
【到達目標】
①国際政治学の基礎知識を身につけ、専門知識を正確に修得する。
②国際事象の分析・考察に必要な方法論についての知識を修得する。
③既存の研究とは異なる、オリジナルな視点に立った仮説を立て、それを論
理的に実証する研究上の取り組みを経験し、強靭な論理性を身につける。
④問題の原因に関する仮説を立て、その問題に対処するための方法を考案す
る能力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　班ごとに分担する文献の講読・発表、ショート・ペーパーに基づく参加者同
士の討議、担当教員による解説を主な要素として授業を進める。また、参加
者は各自でケース・スタディを実施し、その成果を発表する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 導入 ケース・スタディとは何か。リサーチ

の方法。レジュメの作成要領。
2 国際関係理論の概観 国際関係理論とは何か
3 分析レベルの問題 国際政治を突き動かす要因とは何か
4 事例としての中国問題 中国の台頭を取り巻く国際政治
5 リアリズム リアリズムとは何か。パワーと安全保

障の視点からみる中国問題。
6 リベラリズム リベラリズムとは何か。利益と制度の

視点からみる中国問題。
7 コンストラクティビズム コンストラクティビズムとは何か。規

範とアイデンティティの視点からみる
中国問題。

8 ケース・スタディとは何
か

定性的研究の手法。

9 外交とは何か（１） 外交の歴史的変遷の概観。外交交渉の
仕組み。

10 外交とは何か（２） 「旧外交」の歴史。
11 外交とは何か（３） 「新外交」の歴史。第二次世界大戦後

の現代外交の歴史。
12 抑止 抑止とは何か。事例の検討。
13 強制外交 強制外交とは何か。事例の検討。
14 危機管理 危機管理とは何か。事例の検討。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・所属班の担当文献についての報告レジュメの作成。
・課題ペーパーの作成。
・ケース・スタディの調査と発表準備。
・新聞の国際面・政治面のフォロー。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　授業内で指示する。
【参考書】
・小笠原高雪・栗栖薫子・広瀬佳一・宮坂直史・森川幸一編『国際関係・安全
保障用語辞典』、ミネルヴァ書房、2013 年、3000 円。
【成績評価の方法と基準】
　報告レジュメの完成度（20 ％）、各回の課題ペーパーの完成度（30 ％）、討
議への参加度（10 ％）、ケース・スタディ（2 年生）や研究計画（3 年生）の
完成度（それぞれ 40 ％）で評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　基礎知識を習得する春学期には、基本的に邦語文献を扱う。

【学生が準備すべき機器他】
　 WORD、パワーポイント、PDF の各ファイルの基本的な操作や加工の要
領を各自で習得しておくこと。
【その他の重要事項】
　担当教員は、Ⅰ種外務公務員（国家公務員総合職相当）として外務省での
実務経験あり。演習においては、外交をめぐる実務や政治という視点を織り
込んだ解説も随時行う。
【国際政治学、現代アメリカの対外政策】
＜専門領域＞　国際政治学、戦後アメリカの外交と安全保障
＜研究テーマ＞　先端技術と国際政治、パワーシフトと国際秩序、現代アメ
リカのインド太平洋戦略など
＜主要研究業績＞
・川島真・森聡編著『アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序』東京大学出
版会、2020 年。
・"US Technological Competition with China: The Military, Industrial
and Digital Network Dimensions," Asia Pacific Review, Vol.26, No.1
(2019), pp.77-120.
・"U.S. Defense Innovation and Artificial Intelligence," Asia Pacific
Review, Vol.25, No.2 (Fall 2018), 16-44.
・「統合作戦構想と太平洋軍―マルチ・ドメイン・バトル構想の開発と導入」、
土屋大洋編著、『アメリカ太平洋軍の研究―インド・太平洋の安全保障』、千
倉書房、2018 年 7 月。
・「リベラル国際主義への挑戦―アメリカの二つの国際秩序観の起源と融合」、
『レヴァイアサン』第 58 号（2016 年 4 月）、23-48 頁。
・「アメリカのアジア戦略と中国」、北岡伸一・久保文明監修『希望の日米同盟
―アジア太平洋の海洋安全保障』、中央公論社、2016 年、39-91 頁。
・『ヴェトナム戦争と同盟外交―英仏の外交とアメリカの選択 1964-1968 年』、
東京大学出版会、2009 年（日本アメリカ学会清水博賞受賞）。
など
【Outline and objectives】
The objectives of this seminar is to encourage students to identify
meaningful topics relating to contemporary international politics,
survey existing literature on the subject, absorb specialized knowledge
of the field, devise a logical method to approach the subject matter, and
verify one’s own hypotheses.
In order to achieve these goals, the seminar will aim to provide students
with basic knowledge relating to international relations theory and
methodologies, encourage students to undertake case studies, and
analyze highly specialized subjects in the field.
The overarching topic for the Academic Year 2021 is "How will US-China
relations reshape Asia, Europe, Middle East, and Global Governance?"
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平和・軍事研究Ⅰ

権　鎬淵

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
世の中を知るために、いろいろなレンズが使われる。お金というレンズで世の
中を分析すると、それまでに見えにくかった現象がより明確に理解できると同
様に、軍事というレンズを通して世界を眺めると、それまでに見えなかった
ことが鮮明に見えてくるかも知れない。戦後の日本では軍事というレンズを
もって国際および国内を観察するという試みを意図的に避けてきた一方、昨
今の一部勢力には歪んだ見方が流行ったりして、大学生や教養人として健全
たる軍事的な判断能力が求められる。
　この科目は軍事というレンズで世界や国際秩序を理解する授業である。細
かい軍事知識が説明される場合も多いが、それは「世界を知るため」の必要
最小限にとどまる。「平和」を願うなら、「軍事」のことを考えなければなら
ない。平和を理想だけに求めず、武力万能論にも走らず、「平和」を現実的に
追求していくことを模索していく。
【到達目標】
平和や軍事問題に関する基礎的な見方や知識の習得、国際政治への性悪説的
なアプローチに接し、自分なりの安全保障観の確立を目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
世界の基本秩序は軍事力の力関係によって形づくられるが、その力関係の根
本を作るのはやはり核兵器である。核兵器を語らずに世界秩序の基本を語る
ことはできない。武器というものは使われない時でも存在するだけで力を発
揮しており、核兵器はなおさらである。
　　被爆経験のある日本ではこれまで正面で取り上げることがなかった、核
兵器や核戦略のことを徹底的に分析する。
　毎回の授業の中で、前回の授業で提出されたリアクションペーパー、課題、
小リポートに対する講評や解説も行う。
　授業の形態は対面授業を原則とする。オンラインによる受講が保障されて
る関係で、対面授業やオンライン同時中継が並行されるハイフレックス型授
業になる。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 軍事という観点から世界

を見る。
軍事はなぜ重要なのか

第 2 回 原子爆弾と水素爆弾の構
造

作る方法と作らせない方法も

第 3 回 核戦略序論 両方とも核を保有している場合、どう
戦うのか？

第 4 回 相互確証破壊戦略 奇抜な内容の戦略が世界を支配する
第 5 回 限定的な核使用戦略 核兵器を使いやすくする戦略
第 6 回 Middle Power の核戦略 イギリス、フランス、中国の核戦略の

考え方。
第 7 回 冷戦終了後の核兵器状況 2019 年の時点で、世界に 1 万発の核

兵器が現存
第 8 回 （時事問題について、随時

解説）
（時事問題）

第 9 回 北朝鮮の核 なぜ、北朝鮮は核兵器に固執するのか。
第 10 回 日本の冷戦時代の戦略 「非核 3 原則」「専守防衛」は表面的な

だけで、実態とは全然異なる。
第 11 回 日本の核能力 核燃料リサイクル政策と今後取りうる

核戦略の選択肢を説明する。
第 12 回 中国の核戦力 中国の核戦略、核戦力の詳細
第 13 回 （時事問題について、随時

解説）
（時事問題）

第 14 回 ミサイル防衛 「飛んでくる弾を弾で落とす」戦略は
有効か

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参考書や映像（Youtube など）、展示物を見てくるように求めることがある。
本授業の準備・復習時間は、各２時間程度を目途とする。
【テキスト（教科書）】
開講時に開示する
【参考書】
授業中に随時開示する。

【成績評価の方法と基準】
授業への参加（20%)、試験 (80 ％）
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【Outline and objectives】
This course introduces the international political history, mainly based
on arms race competition for supremacy in nuclear warfare between the
United States, the Soviet Union, and their respective allies during the
Cold War.
It introduces also contemporary big military issues, missile defense
system and terror issues.
The aim of this course is to help students understand international
political situations with basic knowledge of nuclear warfare systems.
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演習

森　聡

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：○

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本演習では、現代の国際政治における重要課題を自ら見出し、その課題に
関する先行研究を渉猟し、専門的な知識を体系的に吸収し、論理的な方法で
課題に接近し、自らの仮説を立ててそれを立証する能力を修得することを目
的とする。
　この目的を達成すべく、本演習では、まず国際政治学の基礎知識や各種の
リサーチ・メソッドを身につけ、参加者各自がケース・スタディを行い、専門
性の高いテーマについて分析・考察する。
　今年度は、「米中関係はアジア・欧州・中東・グローバルガバナンスをどう
変えるか」というテーマで演習を実施する。
【到達目標】
①国際政治学の基礎知識を身につけ、専門知識を正確に修得する。
②国際事象の分析・考察に必要な方法論についての知識を修得する。
③既存の研究とは異なる、オリジナルな視点に立った仮説を立て、それを論
理的に実証する研究上の取り組みを経験し、強靭な論理性を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　班ごとに分担する文献の講読・発表、ショート・ペーパーに基づく参加者同
士の討議、担当教員による解説を主な要素として授業を進める。また、参加
者は共通の課題について各自でゼミ・ペーパーを執筆する。
　なお、下記の授業計画は暫定的なものであり、前期の進捗状況等を踏まえ、
適宜修正する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 導入 前期の総括と復習。
2 米中関係の歴史 1970 年代以降の米中関係の歴史的展

開。
3 米中関係の争点（１） 米中の軍事バランスと安全保障問題。
4 米中関係の争点（２） 米中の経済摩擦と国際貿易システム。
5 米中関係の争点（３） 技術覇権をめぐる米中間の競争。
6 米中関係の争点（４） 米中間の地政学的競争。一帯一路とイ

ンド太平洋戦略。
7 米中関係の争点（５） 人権と民主主義・権威主義をめぐる米

中関係。
8 中間レビュー 前半の振り返り。
9 米中関係とアジア 東南アジア諸国、太平洋諸国と米中関

係。
10 米中関係と中東 中東諸国と米中関係。
11 米中関係と欧州 欧州諸国と米中関係。
12 米中関係とグローバルガ

バナンス（１）
気候変動問題をめぐる米中関係。

13 米中関係とグローバルガ
バナンス（２）

国際機関における規範形成をめぐる米
中関係。

14 総括 米中関係と世界秩序。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・所属班の担当文献についての報告レジュメの作成。
・課題ペーパーの作成。
・ゼミ・ペーパー、ゼミ論文の執筆。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　使用文献は授業時間内に指示する。
【参考書】
・小笠原高雪・栗栖薫子・広瀬佳一・宮坂直史・森川幸一編『国際関係・安全
保障用語辞典』、ミネルヴァ書房、2013 年、3000 円。
【成績評価の方法と基準】
　 2 年生は、報告レジュメの完成度（15 ％）、課題ペーパーの完成度（15 ％）、
期末に提出するゼミ・ペーパーの完成度（70 ％）で評価する。
　 3 年生は、ゼミ論文の完成度（100 ％）で評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　英語文献を扱う場合、報告レジュメを準備するための時間を十分に設ける。
【学生が準備すべき機器他】
　 WORD、パワーポイント、PDF の各ファイルの基本的な操作や加工の要
領を各自で習得しておくこと。

【その他の重要事項】
　担当教員は、Ⅰ種外務公務員（国家公務員総合職相当）として外務省での
実務経験あり。演習においては、外交をめぐる実務や政治という視点を織り
込んだ解説も随時行う。
【国際政治学、現代アメリカの対外政策】
＜専門領域＞　国際政治学、戦後アメリカの外交と安全保障
＜研究テーマ＞　先端技術と国際政治、パワーシフトと国際秩序、現代アメ
リカのインド太平洋戦略など
＜主要研究業績＞
・川島真・森聡編著『アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序』東京大学出
版会、2020 年。
・"US Technological Competition with China: The Military, Industrial
and Digital Network Dimensions," Asia Pacific Review, Vol.26, No.1
(2019), pp.77-120.
・"U.S. Defense Innovation and Artificial Intelligence," Asia Pacific
Review, Vol.25, No.2 (Fall 2018), 16-44.
・「統合作戦構想と太平洋軍―マルチ・ドメイン・バトル構想の開発と導入」、
土屋大洋編著、『アメリカ太平洋軍の研究―インド・太平洋の安全保障』、千
倉書房、2018 年 7 月。
・「リベラル国際主義への挑戦―アメリカの二つの国際秩序観の起源と融合」、
『レヴァイアサン』第 58 号（2016 年 4 月）、23-48 頁。
・「アメリカのアジア戦略と中国」、北岡伸一・久保文明監修『希望の日米同盟
―アジア太平洋の海洋安全保障』、中央公論社、2016 年、39-91 頁。
・『ヴェトナム戦争と同盟外交―英仏の外交とアメリカの選択 1964-1968 年』、
東京大学出版会、2009 年（日本アメリカ学会清水博賞受賞）。
など
【Outline and objectives】
The objectives of this seminar are to: encourage students to identify
meaningful topics relating to contemporary international politics,
survey existing literature on the subject, absorb specialized knowledge
of the field, devise a logical method to approach the subject matter, and
verify one’s own hypotheses.
In order to achieve these goals, the seminar will aim to provide students
with basic knowledge relating to international relations theory and
methodologies, encourage students to undertake case studies, and
analyze highly specialized subjects in the field.
The main topic for the Academic Year 2021 is "How will US-China rela-
tions reshape Asia, Europe, the Middle East and Global Governance?"
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　発行日：2021/4/1

POL300AD

平和・軍事研究Ⅱ

権　鎬淵

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開：○ グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
授業の前半は、戦後日本の軍事政策の概要と歩みに関して分析や解説を行う。
授業の後半は、日本をめぐる東アジアの軍事情勢を詳しく分析する。領土問
題をはじめ、日本や東アジアの主要な軍事争点を解説する。
これらを通じて、国際政治における戦争と平和に関する専門知識と東アジア
地域の軍事情勢に関する知識を身につける。
【到達目標】
平和や軍事問題に関する基礎知識の習得、国際政治への性悪説的なアプロー
チ、東アジア地域の情勢認識、自分なりの安全保障観の確立を目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
　主に教員の講義をもって授業を行うが、理解を助けるために各種の映像物
を見せることもある。関係する展示会（例えば、国際航空宇宙展など）や記
念館への展覧や感想文を求めることもある。
　毎回の授業の中で、前回の授業で提出されたリアクションペーパー、課題、
小リポートに対する講評や解説も行う。
　授業の形態は対面授業を原則とする。オンラインによる受講が保障されて
る関係で、対面授業やオンライン同時中継が並行されるハイフレックス型授
業になる。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 平和とは何か 戦争がなければ平和なのか。
第 2 回 超大国による平和

勢力均衡による平和
過去に存在したり考案された平和構築
方法の長短所と効力を検証

第 3 回 集団安保による平和
軍備競争による平和

過去に存在したり考案された平和構築
方法の長短所と効力を検証

第 4 回 世界政府、国連による平
和

過去に存在したり考案された平和構築
方法の長短所と効力を検証

第 5 回 世界政府、国連による
平和
地域統合、国際法による
平和

過去に存在したり考案された平和構築
方法の長短所と効力を検証

第 6 回 機能主義
（functionalism）による
平和

過去に存在したり考案された平和構築
方法の長短所と効力を検証

第 7 回 終戦の状況と戦後日本の
スタート

平和憲法、自衛隊創設、サンフランシ
スコ講和条約

第 8 回 日本の軍事政策１ 日米安保
第 9 回 日本の軍事政策２ 核政策・防衛大綱
第 10 回 日本の軍事政策３ 自衛隊とその装備
第 11 回 領土問題 個別の領土問題を概観
第 12 回 中国の軍事政策 中国の核戦力・通常戦力
第 13 回 北朝鮮の軍事政策 核とミサイル戦力

南の韓国に対する戦略
第 14 回 韓国の軍事政策 北に対する戦略

通常戦力、兵役制度
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
参考文献を読んだり、映像（Youtube など）や展示物を見て、感想文を提出
するように求められることがある。
本授業の準備・復習時間は、各２時間程度を目途とする。
【テキスト（教科書）】
開講時に提示する。
【参考書】
開講時に提示する。
【成績評価の方法と基準】
授業への参加（20%）、試験（80 ％）
【学生の意見等からの気づき】
特になし。
【Outline and objectives】
The first half of this course introduces the ideas and measures to
achieve international peace which many scholars and politicians have
envisioned.

It explains its details of ideas and will check how and why it will
work or not. The second part of this course introduces the history of
post-war Japan’s military policy and the military situation of East-Asia
surrounding Japan.
The aim of this course is to help students understand the correlation
of war and peace , and the knowledge of Japan’s military policy and
military situation surrounding Jap[an.
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　発行日：2021/4/1

POL300AD

演習

高橋　和宏

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この演習では現代の日本外交が直面している諸課題を歴史的観点から考察す
る。「過去」と「現代」とを連接して考える知的トレーニングを積み、日本外
交が現在のさまざまな課題にどう対応し、また将来どのような政策をとって
いくべきなのかを分析的に説明できる思考力を習得することを目的とする。
【到達目標】
日本外交を扱ったさまざま文献の輪読を通じて、基本的な知識を修得すると
ともに、現代的な課題や今後の方向性を考察できる洞察力を身につける。ま
た、効果的なプレゼンテーションの方法や建設的なディスカッションやディ
ベートの方法も学ぶ。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
・10 分国際問題プレゼンテーション（各回 5 名）
・日本外交・国際問題についてのグループ・プレゼンテーション（各回 3 グ
ループ）及びディスカッション
授業は当面はハイフレックス（対面とリアルタイム・オンラインの併用）で
行うが、特別な事情がない場合には原則対面の授業に参加すること。オンラ
イン用の URL は学習支援システムに掲示する。
学生によるプレゼンテーションに対して教員及びゼミ員から質疑応答を行い、
その問題点や評価点をフィードバックする。
また、新型コロナウイルスの状況次第で関係機関の訪問も検討する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 演習の進め方、計画などの説明
第 2 回 日本外交・国際問題に関

するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（1）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 3 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（2）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 4 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（3）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 5 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（4）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 6 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（5）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 7 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（6）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 8 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（7）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 9 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（8）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 10 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（9）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 11 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（10）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 12 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（11）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 13 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（12）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 14 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（13）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
履修者はプレゼンテーションの準備をしっかりと行うとともに、質疑応答や
ディスカッションにも積極的に議論に参加すること。
プレゼンテーション準備などのための授業時間外の学習は 4 時間を標準とす
るが、完成度を高めるためには、それを上回る学習が必要である。
【テキスト（教科書）】
指定しない。
【参考書】
授業において随時紹介する。
【成績評価の方法と基準】
プレゼンテーション、ディスカッション、ディベートでの貢献度（100 ％）
【学生の意見等からの気づき】
学生のプレゼンテーション能力の向上についても指導し、外部機関が開催す
るプレゼンテーション大会への参加を目指す。
【その他の重要事項】
履修者に応じて、授業計画を調整することがある。
【担当教員の専門分野】
＜専攻領域＞日本外交史、経済外交論、国際関係史
＜研究テーマ＞冷戦期の日米関係、国際経済秩序をめぐる日本外交
＜主要業績＞『ドル防衛と日米関係　高度成長期日本の経済外交 1959~1969
年』（千倉書房、2018 年）など。
【Outline and objectives】
This seminar is designed for students to acquire logical and analytical
thinking on Japan’s current diplomatic issues from a historical
perspective, dealing with the topics concerning the security in East
Asia. It also enhances the development of students’ skill in making an
effective oral presentation and a productive discussion.
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　発行日：2021/4/1

POL300AD

演習

高橋　和宏

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この演習では現代の日本外交が直面している諸課題を歴史的観点から考察す
る。「過去」と「現代」とを連接して考える知的トレーニングを積み、日本外
交が現在のさまざまな課題にどう対応し、また将来どのような政策をとって
いくべきなのかを分析的に説明できる思考力を習得することを目的とする。
【到達目標】
日本外交を扱ったさまざまな文献の輪読を通じて、基本的な知識を修得すると
ともに、現代的な課題や今後の方向性を考察できる洞察力を身につける。ま
た、効果的なプレゼンテーションの方法や建設的なディスカッションやディ
ベートの方法も学ぶ。仕方も学ぶ。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
・10 分国際問題プレゼンテーション（各回 5 名）
・日本外交・国際問題についての輪読とディスカッション
・ゼミ論文の報告
学生による報告やプレゼンテーションに対して、教員及びゼミ員から質疑応
答を行い、その問題点や評価点をフィードバックする。
また、新型コロナウイルスの状況次第で関係機関の訪問も検討する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 演習の進め方、計画などの説明
第 2 回 日本外交・国際問題に関

するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（1）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 3 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（2）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 4 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（3）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 5 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（4）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 6 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（5）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 7 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（6）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 8 回 ゼミ論文中間報告 ゼミ論文の中間報告（3 年生）及び質
疑応答

第 9 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（7）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 10 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（8）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 11 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（9）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 12 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（10）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 13 回 日本外交・国際問題に関
するプレゼンテーショ
ン・ディスカッション
（11）

履修者によるプレゼンテーション及び
ディスカッション

第 14 回 ゼミ論文発表会 ゼミ論文の報告（3 年生）及び質疑応
答

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
履修者はプレゼンテーションの準備をしっかりと行うとともに、質疑応答や
ディスカッションにも積極的に議論に参加すること。
プレゼンテーション準備などのための授業時間外の学習は 4 時間を標準とす
るが、完成度を高めるためには、それを上回る学習が必要である。
【テキスト（教科書）】
指定しない。
講読対象文献については初回の授業の際に確定する。
【参考書】
授業において随時紹介する。
【成績評価の方法と基準】
【2 年生】
プレゼンテーション・ディスカッション・ディベートへの貢献度（100 ％）
【3 年生】
プレゼンテーション・ディスカッション・ディベートへの貢献度（50 ％）
ゼミ論文（50 ％）
【学生の意見等からの気づき】
学生のプレゼンテーション能力の向上についても指導し、外部機関が開催す
るプレゼンテーション大会への参加を目指す。
【その他の重要事項】
履修者に応じて、授業計画を調整することがある。
【担当教員の専門分野】
＜専攻領域＞日本外交史、経済外交論、国際関係史
＜研究テーマ＞冷戦期の日米関係、国際経済秩序をめぐる日本外交
＜主要業績＞『ドル防衛と日米関係　高度成長期日本の経済外交 1959~1969
年』（千倉書房、2018 年）など。
【Outline and objectives】
This seminar is designed for students to acquire logical and analytical
thinking on Japan’s current diplomatic issues from a historical
perspective, dealing with the topics concerning the security in East
Asia. It also enhances the development of students’ skill in making an
effective oral presentation and a productive discussion.
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田辺　亮

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習（必修科目）では、「国内外の行政・時事問題・調達等を学び考える」
をテーマとして、国内外の行政・時事問題・調達等について学び考えていく。
それにより、国内外の諸問題に対する観察力・分析力や幅広い教養を身につ
け、あわせて主体性やコミュケーション力等を養っていくことを目的とする。
【到達目標】
国内外の行政・時事問題・調達等について理解を深めるとともに、各自の関心
に沿って課題の発見とテーマの設定を行い、収集した資料・文献を検討して
考察結果を整理し、それを説得力ある形で発表・議論することができるよう
になる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
ガイダンス・各自の関心表明の後、国内外の行政・時事問題・調達等につい
て、文献輪読・個人研究調査・ディベートなどのグループワークを通して、学
び考えていく。更に、各自が進路を意識して調べ考える機会としても有意義
な、業種・業界プレゼンも適宜実施される。実施予定の合宿については、ゼミ
生の皆さんとも相談しながら決定したい。なお各テーマは、各回完結や同じ
比重・時間配分で進めていくとは限らず、履修者数や履修者の関心及び演習
の進行度合い・形態等に応じて、適宜調整・実施していく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス１ ゼミの概要説明や各自の関心表明等
第 2 回 ガイダンス２ ゼミの進行の打ち合わせや発表の担当

決め等
第 3 回 国内外の行政１と時事問

題１
日本の中央政府の行政に関する考察・
発表等と時事問題の発表・検討

第 4 回 国内外の行政２と時事問
題２

日本の地方政府の行政に関する考察・
発表等と時事問題の発表・検討

第 5 回 国内外の行政３と時事問
題３

国際行政に関する考察・発表等と時事
問題の発表・検討

第 6 回 国内外の公共調達１と時
事問題４

日本の中央政府の公共調達に関する考
察・発表等と時事問題の発表・検討

第 7 回 国内外の公共調達２と時
事問題５

日本の地方政府の公共調達に関する考
察・発表等と時事問題の発表・検討

第 8 回 国内外の公共調達３と時
事問題６

国際行政の公共調達に関する考察・発
表等と時事問題の発表・検討

第 9 回 合宿の検討１ 合宿の概要についての検討を行う
第 10 回 ディベートに向けた検討

１
ディベートのテーマと進め方の検討

第 11 回 ディベートに向けた検討
２

ディベートのグループごとの検討

第 12 回 ディベートに向けた検討
３

ディベートの実施に備えて準備検討状
況を把握し課題の特定も行う

第 13 回 ディベートの実施 検討を進めてきたディベートを実施す
る

第 14 回 合宿の検討２ 合宿の詳細についての検討を行う
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
特に発表・報告の担当となった回については、事前準備をしっかり行って下
さい。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
各自の関心・予備知識や関連科目の履修状況等も踏まえて、適宜決定する。
【参考書】
各自の関心・予備知識や関連科目の履修状況等も踏まえて、適宜決定する。
【成績評価の方法と基準】
演習への参加・出席態度、ならびに発表・報告の完成度によって評価を行う
（平常点 100%）。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。
【学生が準備すべき機器他】
なし。

【その他の重要事項】
上記の授業計画は、新学期のガイダンスを通しての履修学生との打ち合わせ
や、実際の演習の進度及び追加の案件等により修正・変更されることがあり
うる。
【Outline and objectives】
Main theme of this seminar is to learn and consider about domestic and
international public administration, public procurement and current
topics. By taking this seminar, students are expected to acquire
and improve various skills including observation and analytical ability
towards domestic and international various issues, broad knowledge,
activeness, communication skills and so on.
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坂根　徹

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習（必修科目）では、「国内外の行政・時事問題・調達等を学び考える」
をテーマとして、国内外の行政・時事問題・調達等について学び考えていく。
それにより、国内外の諸問題に対する観察力・分析力や幅広い教養を身につ
け、あわせて主体性やコミュケーション力等を養っていくことを目的とする。
【到達目標】
国内外の行政・時事問題・調達等について、具体的な検討テーマを定めディ
ベート・グループワークを通して理解を深めるとともに、各自の関心に沿っ
て課題の発見とテーマの設定を行い、収集した資料・文献を検討して考察結
果を整理し、それを説得力ある形で発表・議論することができるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
秋学期の導入の後、国内外の行政・時事問題・調達等について、文献輪読・
ディベート・グループワーク・個人研究調査などを通して、学び考えていく。
更に、各自が進路を意識して調べ考える機会としても有意義な、業種・業界
プレゼンも適宜実施される。なお各テーマは、各回完結や同じ比重・時間配
分で進めていくとは限らず、履修者数や履修者の関心及び演習の進行度合い・
形態等に応じて、適宜調整・実施していく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 秋学期の導入 秋学期の概要説明や全般的検討
第 2 回 グループワークに向けた

検討
本演習のテーマに関係する、グループ
ワークを実施する具体的なテーマを検
討する

第 3 回 ディベートに向けた検討
１

本演習のテーマに関係する、ディベー
トを実施する具体的なテーマを検討す
る

第 4 回 グループワーク１ グループワークのテーマに関するグ
ループごとの検討

第 5 回 ディベートに向けた検討
２

ディベートのグループごとの検討

第 6 回 グループワーク２ グループワークの発表に備えて準備検
討状況を把握し課題の特定も行う

第 7 回 ディベートに向けた検討
３

ディベートの実施に備えて準備検討状
況を把握し課題の特定も行う

第 8 回 グループワーク３ グループワークの成果発表
第 9 回 ディベートの実施 検討を進めてきたディベートを実施す

る
第 10 回 個人研究テーマの検討１ これまでの各自の学習・関心を踏まえ

て、本演習のテーマに関係する、具体
的な個人研究テーマを固めていく

第 11 回 個人研究テーマの検討２ 各自の個人研究テーマについて具体的
な主要な論点を明らかにする

第 12 回 個人研究テーマの検討３ 各自の個人研究テーマについて期末発
表に向けた課題について議論する

第 13 回 個人研究テーマの期末発
表１

個人研究テーマに関する最終発表と議
論を行う

第 14 回 個人研究テーマの期末発
表２と締め括り

個人研究テーマに関する最終発表と議
論の続きや全体の締め括りを行う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
特に発表・報告の担当となった回については、事前準備をしっかり行って下
さい。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
各自の関心・予備知識や関連科目の履修状況等も踏まえて、適宜決定する。
【参考書】
各自の関心・予備知識や関連科目の履修状況等も踏まえて、適宜決定する。
【成績評価の方法と基準】
演習への参加・出席態度、ならびに発表・報告の完成度によって評価を行う
（平常点 100%）。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。
【学生が準備すべき機器他】
なし。

【その他の重要事項】
上記の授業計画は、秋学期の導入等を通しての履修学生との打ち合わせや、実
際の演習の進度及び追加の案件等により修正・変更されることがありうる。
【Outline and objectives】
Main theme of this seminar is to learn and consider about domestic and
international public administration, public procurement and current
topics. By taking this seminar, students are expected to acquire
and improve various skills including observation and analytical ability
towards domestic and international various issues, broad knowledge,
activeness, communication skills and so on.
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八塚　正晃

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この演習では中国・香港・台湾の現代政治、および日本とこれらの地域の関係
を中心とするアジア国際政治について学ぶ。中国・香港・台湾について理解す
ることは、隣人である私たちにとって必要不可欠なことである。それだけで
はなく、中国・香港・台湾の現代政治や日本とこれらの地域との関係のなかに
は、比較政治学や国際政治学を学ぶ上で興味深い学問的な問いかけも、たく
さん詰まっている。本ゼミでは、前期には現代の中国・香港・台湾について理
解するための基礎知識を整理したうえで、後期には履修者と相談しつつ具体
的な論点を設定して専門知識をつけ、現実との対話（ダイアローグ）を行う。
【到達目標】
現代の中国・香港・台湾をとりまく様々な論点のなかから、自分が関心を持て
る問題を発見し、そのことについて調査し、プレゼンテーションやレポート
作成などを通じて調査したことを表現できる能力をつける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
【重要】新型コロナ・ウイルスの感染状況によって、対面／オンラインのいず
れか、またはハイブリッドで実施することもありうる。授業形態は事前に連
絡する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション（１） 授業の概要、計画、参考資料などの説

明、自己紹介
第 2 回 オリエンテーション（２） 輪読・調査実施のための基礎知識の紹

介、図書館ガイダンス
第 3 回 プレゼンテーションの技

法
中国・香港・台湾関係の書籍に限定し
たビブリオバトルを行う

第 4 回 中国大陸について知る
（１）

テキストを基にしたプレゼンテーショ
ンとディスカッション

第 5 回 中国大陸について知る
（２）

テキストを基にしたプレゼンテーショ
ンとディスカッション

第 6 回 中国大陸について知る
（３）

テキストを基にしたプレゼンテーショ
ンとディスカッション

第 7 回 台湾について知る（１） テキストを基にしたプレゼンテーショ
ンとディスカッション

第 8 回 台湾について知る（２） テキストを基にしたプレゼンテーショ
ンとディスカッション

第 9 回 台湾について知る（３） テキストを基にしたプレゼンテーショ
ンとディスカッション

第 10 回 香港について知る（１） テキストを基にしたプレゼンテーショ
ンとディスカッション

第 11 回 香港について知る（２） テキストを基にしたプレゼンテーショ
ンとディスカッション

第 12 回 香港について知る（３） テキストを基にしたプレゼンテーショ
ンとディスカッション

第 13 回 調査準備ワークショップ
（１）

海外研修と個人テーマに関するワーク
ショップ

第 14 回 調査準備ワークショップ
（２）

海外研修と個人テーマに関するワーク
ショップ

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定する課題文献（資料）を事前に読み、授業の前に感想文を提出してもらう
ことがある。また、自分のプレゼンテーションやゼミ論文執筆に対して真剣に
取り組んで欲しい。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
朝日新聞国際報道部『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』（朝日
新聞出版、2019 年）
若林正丈・家永真幸（編）『台湾研究入門』（東京大学出版会、2020 年）
野嶋剛『香港とは何か』（ちくま新書、2020 年）
【参考書】
赤松美和子・若松大祐編『台湾を知るための 60 章』明石書店、2016 年
倉田徹・吉川雅之編『香港を知るための 60 章』明石書店、2016 年
倉田徹・張彧暋『香港ー中国と向き合う自由都市』岩波新書、2015 年
野嶋剛『台湾とは何か』ちくま新書、2016 年
国分良成ほか『日中関係史』有斐閣、2014 年

高原明生・服部龍二編『日中関係史 1972-2012 Ⅰ政治』東京大学出版会、
2012 年
川島真、松田康博、楊永明、清水麗『日台関係史　 1945-2008』東京大学出
版会、2009 年
佐藤望編著『アカデミック・スキルズ―大学生のための知的技法入門（第２
版）』慶應義塾大学出版会、2012 年
【成績評価の方法と基準】
平常点（３０％）、グループワークへの貢献度・成果物（３０％）、ゼミ活動へ
の貢献度（４０％）で評価する。
【学生の意見等からの気づき】
該当しない
【Outline and objectives】
This course aims to analyze and discuss contemporary politics and
external relations of Hong Kong, Taiwan and Mainland China.
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演習

八塚　正晃

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この演習では中国・香港・台湾の現代政治、およびこれらの地域と日本の関係
を中心とするアジア国際政治について学ぶ。中国・香港・台湾について理解す
ることは、隣人である私たちにとって必要不可欠なことである。それだけで
はなく、中国・香港・台湾の現代政治や日本とこれらの地域との関係のなかに
は、比較政治学や国際政治学を学ぶ上で興味深い学問的な問いかけも、たく
さん詰まっている。本ゼミでは、前期には現代の中国・香港・台湾について理
解するための基礎知識を整理したうえで、後期には履修者と相談しつつ具体
的な論点を設定して専門知識をつけ、現実との対話（ダイアローグ）を行う。
【到達目標】
現代の中国・香港・台湾をとりまく様々な論点のなかから、自分が関心を持て
る問題を発見し、そのことについて調査し、プレゼンテーションやレポート
作成などを通じて調査したことを表現できる能力をつける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
前期および後期の授業は、主に①教員による講義と文献講読、②ゲストによ
る特別講義、③履修者によるプレゼンテーションとディスカッションによっ
て構成する予定である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 レポート・論文作成の技

法
リサーチペーパー制作上の確認事項と
注意

第 2 回 リサーチペーパー構想報
告（１）

テーマの選定に関するワークショップ

第 3 回 リサーチペーパー構想報
告（２）

テーマの選定に関するワークショップ

第 4 回 リサーチペーパー構想報
告（３）

テーマの選定に関するワークショップ

第 5 回 リサーチペーパー構想報
告（４）

テーマの選定に関するワークショップ

第 6 回 リサーチペーパー中間報
告（１）

ペーパーの構成と進捗に関するプレゼ
ンテーションとディスカッション

第 7 回 リサーチペーパー中間報
告（２）

ペーパーの構成と進捗に関するプレゼ
ンテーションとディスカッション

第 8 回 リサーチペーパー中間報
告（３）

ペーパーの構成と進捗に関するプレゼ
ンテーションとディスカッション

第 9 回 リサーチペーパー中間報
告（４）

ペーパーの構成と進捗に関するプレゼ
ンテーションとディスカッション

第 10 回 リサーチペーパー最終報
告（１）

調査結果に関するプレゼンテーション
とディスカッション

第 11 回 リサーチペーパー最終報
告（２）

調査結果に関するプレゼンテーション
とディスカッション

第 12 回 リサーチペーパー最終報
告（３）

調査結果に関するプレゼンテーション
とディスカッション

第 13 回 リサーチペーパー最終報
告（４）

調査結果に関するプレゼンテーション
とディスカッション

第 14 回 リサーチのまとめ リサーチブックの編集会議
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
指定する課題文献（資料）を事前に読み、授業の前に感想文を提出してもらう
ことがある。また、自分のプレゼンテーションやレポート作成に対して真剣に
取り組んで欲しい。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
教科書は特に指定しないが、各回のテーマに沿った論文を事前に配布するの
で、必ず読んでおくこと。
【参考書】
川島真・小嶋華津子編『よくわかる中国政治』ミネルヴァ書房、2020 年
松田康博・清水麗編『現代台湾の政治経済と中台関係』晃洋書房、2018 年
赤松美和子・若松大祐編『台湾を知るための 60 章』明石書店、2016 年
倉田徹・吉川雅之編『香港を知るための 60 章』明石書店、2016 年
倉田徹・張彧暋『香港ー中国と向き合う自由都市』岩波新書、2015 年
野嶋剛『台湾とは何か』ちくま新書、2016 年
国分良成ほか『日中関係史』有斐閣、2014 年
高原明生・服部龍二編『日中関係史 1972-2012 Ⅰ政治』東京大学出版会、
2012 年

川島真、松田康博、楊永明、清水麗『日台関係史　 1945-2008』東京大学出
版会、2009 年
佐藤望編著『アカデミック・スキルズ―大学生のための知的技法入門（第２
版）』慶應義塾大学出版会、2012 年
【成績評価の方法と基準】
平常点（３０％）課題、プレゼンテーション、レポートにおける努力と成果
（５０％）、ディスカッションなどへの貢献度（２０％）によって評価する。
【学生の意見等からの気づき】
該当しない
【Outline and objectives】
This course aims to analyze and discuss contemporary politics and
external relations of Hong Kong, Taiwan and Mainland China.
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演習

浅見　靖仁

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　受講生のプレゼンやグループワーク、ディベートなどを行うことによって、
東南アジアの政治経済についての知識とそれを分析する方法を少しずつ身に
つけてもらいます。また受講生のプレゼン能力やディベート力の向上も目指
します。
　演習の目的は、東南アジアの国々を好きになってもらうことです。自分の
生まれ育った国と同じ程度とまではいかなくても、自分の母国以外にも、結
構よく知っていてかなり好きな国があることは、母国や普段自分が暮らして
いる社会と自分との関係を複眼的な視点から見ることを可能にしてくれます。
【到達目標】
　演習参加者全員が以下の目標を達成することを目指します。
(1) 自信を持って、東南アジアが好きだと言えるようになる。(2) 東南アジア
に友人をできるだけたくさん作る。(3) 多少のおこがましさは感じながらも東
南アジアにちょっと詳しいと言えるようになる。(4) 東南アジアについての知
識や自分なりの意見を、つたない英語でも堂々と人前で話せるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　演習は講義とは違いますので、東南アジアの国々についての情報や知識を
私が学生に一方通行的に伝えるという形式ではなく、ゼミ生が自分たち自身
で情報や知識を収集して、それを発表する形式で行います。演習参加者には、
１月に１回はパワーポイントや動画を用いた 10 ～ 15 分程度のプレゼンをし
てもらいます。プレゼンで示された情報やその解釈について、私がコメント
をすることによって情報収集の方法や情報の解釈についてのスキル、さらに
はパワーポイントや動画編集のスキルなども身につけてもらいます。プレゼ
ンのための情報収集には東南アジアで発行されている英字新聞や英文の報告
書なども用います。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 オリエンテーション 　演習の進め方に関する説明と東南ア

ジアに関する基本的知識の確認
第 2 回 プレゼンテーションの基

本スキル
　プレゼンテーションの基本的スキル
を学びます。

第 3 回 東南アジア諸国の政治情
勢の分析 (1)

　東南アジア諸国の中から数カ国を選
び、それらの国の政治情勢についての
プレゼンテーションを行ってもらいま
す。

第 4 回 東南アジア諸国の政治情
勢の分析 (2)

　東南アジア諸国の中から数カ国を選
び、それらの国の政治情勢についての
プレゼンテーションを行ってもらいま
す。

第 5 回 東南アジア諸国の経済統
計データの収集と分析方
法 (1)

　東南アジア諸国の政府機関のウェブ
サイトで、経済関係の統計データを入
手する方法と、それをエクセルに取り
込んで、グラフを作成したり、簡単な
統計分析を行う方法について学びます。

第 6 回 東南アジア諸国の経済統
計データの収集と分析方
法 (2)

　東南アジア諸国の政府機関のウェブ
サイトで、経済関係の統計データを入
手する方法と、それをエクセルに取り
込んで、グラフを作成したり、簡単な
統計分析を行う方法について学びます。

第 7 回 東南アジア諸国の経済状
況に関するプレゼン (1)

　グループに分かれて、自分たち自身
で収集・分析したデータを用いて、東
南アジアの特定の国の経済状況につい
てプレゼンをしてもらいます。

第 8 回 東南アジア諸国の経済状
況に関するプレゼン (2)

　グループに分かれて、自分たち自身
で収集・分析したデータを用いて、東
南アジアの特定の国の経済状況につい
てプレゼンをしてもらいます。

第 9 回 東南アジアの政治社会情
勢についての調査方法 (1)

　東南アジアの政治社会情勢について
の情報の収集のしかたについて学びま
す。

第 10 回 東南アジアの政治社会情
勢についての調査方法 (2)

　東南アジアの政治社会情勢について
の情報の収集のしかたについて学びま
す。

第 11 回 東南アジアの社会問題 (1) 　グループに分かれて、各自が担当す
る東南アジアの国の特定の社会問題に
ついてのプレゼンをしてもらいます。

第 12 回 東南アジアの社会問題 (2) 　グループに分かれて、各自が担当す
る東南アジアの国の特定の社会問題に
ついてのプレゼンをしてもらいます。

第 13 回 フィールドワークの基礎 　特定のテーマについてフィールド調
査を行うための基本的スキルについて
学びます。

第 14 回 英語でのインタビュー・
スキル

　英語で、インタビューするためのス
キルを習得するために、英語で模擬イ
ンタビューを行ってもらいます。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　授業時間内は、プレゼンテーションが中心になりますので、そのための準備
作業がかなりの時間必要になります。少なくとも毎週２～３時間は、正規の授
業時間以外にプレゼンテーションのための準備作業が必要になると思います。
【テキスト（教科書）】
　特定のテキストは用いません。Reading assignment は各回のテーマに応
じて、随時指示します。
【参考書】
　参考文献も適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
　毎週の演習の準備に相当時間がとられることになりますので、ゼミ論文等
は課しません。成績評価は毎回の演習でのプレゼンテーションに基づいて行
います。
【学生の意見等からの気づき】
　ゼミ生からの提案をとりいれ、2017 年度からは、ゼミ生を５～６人の班に
分けて、それぞれの班によるプレゼンとプレゼンで取り上げられたテーマに
ついてのディスカッションを行う時間を大幅に増やしました。
【学生が準備すべき機器他】
　動画編集や統計分析のための PC が必要になります。毎回の演習に PC を
持参する必要はありませんが、演習時間内のプレゼンテーションの準備作業
には PC が不可欠です。
【その他の重要事項】
　 2021 年度にこの演習を履修できる学生の選考はすでに終わっています。
2022 年度にこの演習に参加することに関心のある１年生は、オープン・ゼミ
やゼミ説明会などを積極的に利用してください。またオープン・ゼミやゼミ
説明会が開催される期間ではなくても、このゼミについて関心がある場合は、
いつでも担当教員に電子メール（asami@hosei.ac.jp）で連絡してください。
【Outline and objectives】
This course aims to deepen and widen students’ interest and
understanding of political economy of Southeast Asia by encouraging
them to actively participate in group works and debates. It will also
enhance students’ presentation techniques and analytical skills.
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演習

浅見　靖仁

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　秋学期の演習の目的は、東南アジアの国々を春学期よりもさらに好きになっ
て、東南アジアの国々についてさらに詳しくなってもらうことです。そして
東南アジアの国々に対する自分自身の気持ちや考えを英語で堂々と話せるよ
うになることです。
【到達目標】
　演習参加者全員が以下の目標を達成することを目指します。
(1) あまりおこがましさを感じずに、東南アジアについては、ちょっと詳しい
と言えるようになる。(2) 東南アジアや日本の政治問題、経済問題、社会問題
について、東南アジアの大学生たちと英語で意見交換できるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　秋学期も春学期と同様に、東南アジアの国々についての情報や知識を私が学
生に一方通行的に伝えるという形式ではなく、学生が自分たち自身で情報や知
識を収集して、それを発表するという形式で行います。演習参加者には、１月
に１回はパワーポイントや動画を用いた 10 ～ 15 分程度のプレゼンをしても
らいます。自分のプレゼンをしっかりと行うだけでなく、他の演習参加者の
プレゼンに対して、的確なコメントやアドバイスをすることも求められます。
　３限は、ゼミ生を５～６人の５つの班に分けて、それぞれの班によるプレゼ
ンテーションとプレゼンテーションで取り上げられたテーマについてのディ
スカッションを行います。プレゼンテーションで取り上げるテーマは、東南
アジアに関するものであれば、各班が自由に選ぶことができます。
　以下の授業計画は、主に４限に行う内容についての計画です。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 夏休みの成果報告 (1) 　夏休みの研修旅行等の成果を、プレ

ゼンテーションしてもらいます。
第 2 回 夏休みの成果報告 (2) 　夏休みの研修旅行等の成果を、プレ

ゼンテーションしてもらいます。
第 3 回 東南アジアの政治分析 (1) 　東南アジアの中からいくつかの国を

選び、その国の今後の政治状況を予測
してもらいます。

第 4 回 東南アジアの政治分析 (2) 　東南アジアの中からいくつかの国を
選び、その国の今後の政治状況を予測
してもらいます。

第 5 回 東南アジアの経済分析 (1) 　東南アジアの中からいくつかの国を
選び、その国の今後の経済状況を予測
してもらいます。

第 6 回 東南アジアの経済分析 (2) 　東南アジアの中からいくつかの国を
選び、その国の今後の経済状況を予測
してもらいます。

第 7 回 東南アジアにおける
NGO/市民団体の役割 (1)

　東南アジアにおける NGO/市民団体
の役割と課題について考察します。

第 8 回 東南アジアにおける
NGO/市民団体の役割 (2)

　東南アジアにおける NGO/市民団体
の役割と課題について考察します。

第 9 回 日本と東南アジアの経済
関係 (1)

　日本と東南アジアの経済的関係につ
いてプレゼンテーションを行ってもら
います。

第 10 回 日本と東南アジアの経済
関係 (2)

　日本と東南アジアの経済的関係につ
いてプレゼンテーションを行ってもら
います。

第 11 回 日本と東南アジアの政治
関係 (1)

　日本と東南アジアの政治的関係につ
いてプレゼンテーションを行ってもら
います。

第 12 回 日本と東南アジアの政治
関係 (2)

　日本と東南アジアの政治的関係につ
いてプレゼンテーションを行ってもら
います。

第 13 回 ゼミ修了プレゼン (1) 　１年間の学習の成果をプレゼンして
もらいます。

第 14 回 ゼミ修了プレゼン (2) 　１年間の学習の成果をプレゼンして
もらいます。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　授業時間内は、プレゼンテーションが中心になりますので、そのための準備
作業がかなりの時間必要になります。少なくとも毎週２～３時間は、正規の授
業時間以外にプレゼンテーションのための準備作業が必要になると思います。

【テキスト（教科書）】
　特定のテキストは用いません。Reading assignment は各回のテーマに応
じて、随時指示します。
【参考書】
　参考文献も適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
　毎週の演習の準備に相当時間がとられることになりますので、ゼミ論文等
は課しません。成績評価は毎回の演習でのプレゼンテーションに基づいて行
います。
【学生の意見等からの気づき】
　ゼミ生からの提案をとりいれ、2017 年度からは、ゼミ生を５～６人の班に
分けて、それぞれの班によるプレゼンとプレゼンで取り上げられたテーマに
ついてのディスカッションを行う時間を大幅に増やしました。
【学生が準備すべき機器他】
　プレゼンのための PC が必要になります。毎回の演習に PC を持参する必
要はありませんが、演習時間内のプレゼンテーションの準備作業には PC が
不可欠です。
【その他の重要事項】
　 2021 年度にこの演習を履修できる学生の選考はすでに終わっています。
2022 年度にこの演習に参加することに関心のある１年生は、オープン・ゼミ
やゼミ説明会などを積極的に利用してください。またオープン・ゼミやゼミ
説明会が開催される期間ではなくても、このゼミについて関心がある場合は、
いつでも担当教員に電子メール（asami@hosei.ac.jp）で連絡してください。
【Outline and objectives】
This course in the fall term aims not only to further deepen students’
interest and understanding of political economy in Southeast Asia
but also to strengthen students’ self-confidence in expressing their
own ideas and opinions on various political and social issues in
Southeast Asia. Students are encouraged to actively participate in class
discussions.
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　発行日：2021/4/1

POL300AD

演習

宮下　雄一郎

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習では、ヨーロッパの国際関係を歴史的な観点から学ぶ。さらにヨーロッ
パの現状分析も行う。その目的は、事実を学ぶことで知識を蓄積するにとど
まらず、歴史と現状をとおして国際関係の主要な担い手である国家や、その
国家の担い手である人間に関する知見を深めることである。
【到達目標】
本演習の到達目標は、以下のとおりである。第 1 に、ヨーロッパを学ぶこと
で知性・教養を習得することである。第 2 に、ゼミでの発表をとおして、報
告の能力、討論の能力、そしてレジュメを作成することから、物事を論理的
にまとめる能力を習得することである。第 3 に、セミ論文の執筆をとおして、
文章作成能力を習得することである。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
演習の進め方については昨年度と同様、Zoom を利用した双方向同時配信型
の利用となるでしょう。場合によっては、教室での対面型と Zoom を利用し
たハイブリッド形式も採用します。しかし、昨年度の実体験を踏まえますと、
毎回ハイブリッドというわけにはいきません。
ゼミ生相互の議論・交流については、Zoom のブレイクアウトルームを積極的
に活用する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 演習の運営、内容などに関する説明。
第 2 回 ヨーロッパ研究入門 担当教員による、ヨーロッパに関する

古典的な研究や最近の研究動向。
第 3 回 文献購読／ゼミ論文構想

報告（１）
履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

第 4 回 文献購読／ゼミ論文構想
報告（２）

履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

第 5 回 文献購読／ゼミ論文構想
報告（３）

履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

第 6 回 文献購読／ゼミ論文構想
報告（４）

履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

第 7 回 文献購読／ゼミ論文構想
報告（５）

履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

第 8 回 文献購読／ゼミ論文構想
報告（６）

履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

第 9 回 文献購読／ゼミ論文構想
報告（７）

履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

第 10 回 文献購読／ゼミ論文構想
報告（８）

履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

第 11 回 文献購読／ゼミ論文構想
報告（９）

履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

第 12 回 文献購読／ゼミ論文構想
報告（10）

履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

第 13 回 文献購読／ゼミ論文構想
報告（11）

履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

第 14 回 文献購読／ゼミ論文構想
報告（12）

履修者によるレジュメに基づく報告、
問題提起に続き、議論を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本演習は課題文献を用いながら進行する。それゆえ、報告者だけではなく、そ
の他の履修者も文献の該当する箇所を事前に読み、自らの考えをまとめてお
くことが必須である。
3 年生に関しては、ゼミ論文の執筆に鋭意取り組む必要がある。本授業の準備
学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
①　高坂正堯『国際政治―恐怖と希望〈改版〉』（中公新書、2017 年）
【参考書】
①　モーゲンソー（原彬久訳）『国際政治- 権力と平和（上・中・下）』（岩波
文庫、2013 年）
②　服部龍二『高坂正堯―戦後日本と現実主義』（中公新書、2018 年）
③　ポール・ゴードン・ローレン他（木村修三他訳）『軍事力と現代外交- 現
代における外交的課題〔原書第 4 版〕』（有斐閣、2009 年）
④　ジョゼフ・S・ナイ・ジュニア（田中明彦／村田晃嗣訳）『国際紛争- 理
論と歴史〔原書第 10 版〕』（有斐閣、2017 年）

⑤　細谷雄一『国際秩序― 18 世紀ヨーロッパから 21 世紀アジアへ』（中公
新書、2012 年）
【成績評価の方法と基準】
演習におけるレジュメの内容、報告内容、議論への参加度、あるいはゼミ論
文の内容などを軸に、演習への貢献度を踏まえて総合的に評価を実施する。
【学生の意見等からの気づき】
グループワークの導入。
【学生が準備すべき機器他】
オンラインでゼミを実施するために必要なパソコンなどの機器。
【その他の重要事項】
本演習ではヨーロッパそのものだけではなく、ヨーロッパをとおして政治や
歴史について考えたい。それゆえ、アジア、アフリカ、アメリカなど他の地
域についても場合によってはゼミのテーマとして扱うこともある。
秋学期には合同ゼミ（慶應義塾大学、成蹊大学、明治大学、法政大学）の開催
を予定しているので、それを踏まえた演習活動を行いたい。もちろん、「コロ
ナ禍」のなかでの活動となるので、実際に開催できるかどうかは不透明である。
【Outline and objectives】
Outline: The aim of this seminar is to acquire the basic skills of
international relations.
Objectives: Understanding international relations from a theoretical
perspective.

— 410 —



　発行日：2021/4/1

POL300AD

経済外交論Ⅰ

高橋　和宏

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
国際関係において政治・外交と経済とは不可分の関係にある。本講義は、第
一次世界大戦終結から 1970 年代前半までの国際関係において経済要因が強
く影響した事例を取り上げ、国際政治経済的視点から 20 世紀史を展望する。
具体的には、①第二次大戦勃発における経済要因（第一次世界大戦後の賠償
問題、世界恐慌等、日本の大陸政策と経済政策の連関）と、②冷戦における経
済要因（ブレトンウッズ体制の成立、米ソの体制間競争、朝鮮戦争とベトナ
ム戦争、ニクソン・ショック）といったテーマを素材として議論する。
【到達目標】
第一次世界大戦終結以後の外交課題における「政治」と「経済」との重層性・連
関性を理解し、現代の国際関係を複眼的視点から理解する能力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
講義形式。
対面授業とリアルタイムのオンライン授業（ZOOM）を併用するハイフレッ
クス型の授業を想定している。新型コロナウイルスの影響などで授業方法を
変更する場合は学習支援システムを通じて連絡する。
ただし、初回の授業は対面では行わず、ZOOM を用いたリアルタイムのオン
ライン授業のみとする。ZOOM の情報は学習支援システムに掲示する。
各回の授業の最後に小テストを課す。この小テストは学習支援システム上か
ら回答するので、学生は学習支援システムに接続できるノートパソコンやタ
ブレットを準備すること。
小テストへのフィードバックは、次回の授業の冒頭で行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の進め方、評価方法、参考文献の

紹介
第 2 回 第二次世界大戦の勃発に

おける経済要因（1）
第一次世界大戦後の賠償問題とドイツ
政治

第 3 回 第二次世界大戦の勃発に
おける経済要因（2）

世界恐慌とヨーロッパ安全保障情勢

第 4 回 戦間期日本の経済と外交
（1）

ワシントン体制・世界恐慌・満洲事変

第 5 回 戦間期日本の経済と外交
（2）

満洲事変から日中戦争へ

第 6 回 戦間期日本の経済と外交
（3）

日中戦争から日米開戦へ

第 7 回 戦時中の国際経済秩序構
想

戦時中の戦後国際経済秩序に向けた動
き

第 8 回 冷戦における経済要因
（1）

ブレトンウッズ体制の成立

第 9 回 冷戦における経済要因
（2）

マーシャルプラン－援助によるドルの
提供と東西分断―

第 10 回 冷戦における経済要因
（3）

朝鮮戦争－戦争によるドルの提供と冷
戦の固定化―

第 11 回 冷戦における経済要因
（4）

「核」の価格－冷戦の常態化と核戦略－

第 12 回 冷戦における経済要因
（5）

ベトナム戦争－ブレトンウッズ体制崩
壊への道―

第 13 回 冷戦における経済要因
（6）

ニクソンショック―ブレトンウッズ体
制の崩壊とアメリカの威信―

第 14 回 総括 これまでの議論を総括し、国際関係史
における経済要因の意味を理解する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
講義内容をよりよく理解するために、参考書の授業の予習・復習に活用する
こと。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
指定しない。
講読対象文献については初回の授業の際に確定する。
【参考書】
石井修『国際政治史としての二十世紀』有信堂、2000 年
佐々木卓也『冷戦　アメリカの民主主義的生活様式を守る戦い』有斐閣、2011年

有賀貞『現代国際関係史』東京大学出版会、2019 年
ドックリル・ホプキンス『冷戦　 1945 － 1991』岩波書店、2009 年
ウェスタッド『冷戦（上）（下）』名古屋大学出版会、2020 年
マクマン『冷戦史』勁草書房、2018 年
【成績評価の方法と基準】
小テスト（50 ％）
期末試験（50 ％）
【学生の意見等からの気づき】
映像資料を活用することで、より深い歴史理解を促す。
【学生が準備すべき機器他】
事前の資料配布や授業各回に行う小テストの回答のために学習視線システム
を利用する。
【その他の重要事項】
受講生に応じて、授業計画を調整することがある。
【担当教員の専門分野】
＜専攻領域＞日本外交史、経済外交論、国際関係史
＜研究テーマ＞冷戦期の日米関係、国際経済秩序をめぐる日本外交
＜主要業績＞『ドル防衛と日米関係　高度成長期日本の経済外交 1959~1969
年』（千倉書房、2018 年）など。
【Outline and objectives】
In international relations, the economy is inseparably linked to politics
and diplomacy. This course examines in detail the international history
in the 20th century from a perspective of the international political
economy. Particular attention will be dedicated to the outbreak of World
War II and the origin and development of the Cold War.
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POL300AD

演習

宮下　雄一郎

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習では、ヨーロッパの国際関係を歴史的な観点から学ぶ。さらにヨーロッ
パの現状分析も行う。その目的は、事実を学ぶことで知識を蓄積するにとど
まらず、歴史と現状をとおして国際関係の主要な担い手である国家や、その
国家の担い手である人間に関する知見を深めることである。
【到達目標】
本演習の到達目標は、以下のとおりである。第 1 に、ヨーロッパを学ぶこと
で知性・教養を習得することである。第 2 に、ゼミでの発表をとおして、報
告の能力、討論の能力、そしてレジュメを作成することから、物事を論理的
にまとめる能力を習得することである。第 3 に、セミ論文の執筆をとおして、
文章作成能力を習得することである。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　本演習の履修者は以下のことを行う。第 1 に、文献購読、レジュメ作成、報
告、討論。第 2 に、ゼミ論文の執筆と発表。そのほか、適宜、ゼミの公式行
事への参加が求められる。秋学期は、とりわけゼミ論文の執筆を念頭に置い
た演習を実施する。
　秋学期の日本が依然として「コロナ禍」にあるか否かで授業形態は大きく
変わってくると思われる。Zoom を利用した双方向同時配信型の演習となる
可能性が濃厚である。
　なお、開催できた場合に限るが、合同ゼミ（慶應義塾大学、成蹊大学、明治
大学、法政大学）への出席も必須である。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 論文とは何か？ 担当教員が、論文の書き方に関する説

明を行う。
第 2 回 文献購読／ゼミ論文中間

報告（１）
レジュメ作成、報告、討論をとおして
学術論文執筆の技法を学ぶ。

第 3 回 文献購読／ゼミ論文中間
報告（２）

レジュメ作成、報告、討論をとおして
学術論文執筆の技法を学ぶ。

第 4 回 文献購読／ゼミ論文中間
報告（３）

レジュメ作成、報告、討論をとおして
学術論文執筆の技法を学ぶ。

第 5 回 文献購読／ゼミ論文中間
報告（４）

レジュメ作成、報告、討論をとおして
学術論文執筆の技法を学ぶ。

第 6 回 文献購読／ゼミ論文中間
報告（５）

レジュメ作成、報告、討論をとおして
学術論文執筆の技法を学ぶ。

第 7 回 文献購読／ゼミ論文中間
報告（６）

レジュメ作成、報告、討論をとおして
学術論文執筆の技法を学ぶ。

第 8 回 文献購読／ゼミ論文中間
報告（7）

ゼミ論文の執筆状況について報告する。

第 9 回 文献購読／ゼミ論文中間
報告（8）

ゼミ論文の執筆状況について報告する。

第 10 回 文献購読／ゼミ論文中間
報告（9）

ゼミ論文の執筆状況について報告する。

第 11 回 文献購読／ゼミ論文中間
報告（10）

ゼミ論文の執筆状況について報告する。

第 12 回 文献購読／ゼミ論文中間
報告（11）

ゼミ論文の執筆状況について報告する。

第 13 回 ゼミ論文作成作業（１） ゼミ論文の編集作業の実施。
第 14 回 ゼミ論文作成作業（２） ゼミ論文の編集作業の実施。
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
春学期に続き、課題文献を事前に精読することが求められる。それとともに、
ゼミ論文執筆に向けた作業が必須となる。それは、既存研究の把握、そして
史資料の収集を実施しなければならない。本授業の準備学習・復習時間は各
2 時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
担当教員の方で提示する予定である。
【参考書】
①　細谷雄一編『戦後アジア・ヨーロッパ関係史- 冷戦・脱植民地化・地域主
義』（慶應義塾大学出版会、2015 年）
②　葛谷彩他編『歴史のなかの国際秩序観- 「アメリカの社会科学」を超え
て』（晃洋書房、2017 年）

【成績評価の方法と基準】
演習におけるレジュメの内容、報告内容、議論への参加度、そして 3 年生に
ついては、ゼミ論文の内容などを軸に、演習への貢献度を踏まえて評価を実
施する。ゼミ論文の提出は「ゼミ卒業」のための必須条件である。
【学生の意見等からの気づき】
グループワークの導入。Zoom のブレイクアウトルームを活用する。
【学生が準備すべき機器他】
Zoom を利用しての演習となる可能性が高いので、パソコンとその周辺機器は
必須となる。
【その他の重要事項】
3 年生に関しては、秋学期の最も重要な課題はゼミ論文の執筆と論文集の編纂
に関する作業である。既存研究の精読、史資料の収集など、春の段階から実
施しておくことが肝要である。
また、重要なイベントとして合同ゼミがあるので、実施可能な場合には、入
念な準備が必要である。
【Outline and objectives】
Outline: The aim of this course is to acquire the basic skills for writing
academic papers.
Objectives: Writing a research paper before the end of semester.
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POL300AD

経済外交論Ⅱ

高橋　和宏

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
国際関係において政治・外交と経済とは不可分の関係にある。本講義は、1970
年代前半から現代までの国際関係において経済要因が強く影響した事例を取
り上げ、国際政治経済的視点から現代史を展望する。具体的には、① 1970 年
代以降のアジア冷戦における経済要因（アジア開発主義と冷戦、中ソ対立、日
本の経済外交とアジア、中東戦争と石油危機）、②冷戦終結における経済要因
（レーガノミクスと米ソ核交渉、プラザ合意）、③ポスト冷戦期の経済と外交
（湾岸戦争、「東アジアの奇跡」とアジア通貨危機、9・11 同時多発テロ、リー
マンショック、アジア地域主義の展開）といったテーマを素材として議論する。
【到達目標】
1970 年代から現代までの外交課題における「政治」と「経済」との重層性・連
関性を理解し、現代の国際関係を複眼的視点から理解する能力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP2」に強く関連。「DP1」、「DP3」、「DP4」に
関連。
【授業の進め方と方法】
講義形式。
対面授業とリアルタイムのオンライン授業（ZOOM）を併用するハイフレッ
クス型の授業を想定している。新型コロナウイルスの影響などで授業方法を
変更する場合は学習支援システムを通じて連絡する。
各回の授業の最後に小テストを課す。この小テストは学習支援システム上か
ら回答するので、学生は学習支援システムに接続できるノートパソコンやタ
ブレットを準備すること。
小テストへのフィードバックは、次回の授業の冒頭で行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ガイダンス 授業の進め方、評価方法、参考文献の

紹介
第 2 回 冷戦後期のアジアにおけ

る経済と外交（1）
ベトナム戦争の終結とアジアの「開発
主義」

第 3 回 冷戦後期のアジアにおけ
る経済と外交（2）

中ソ対立

第 4 回 冷戦後期のアジアにおけ
る経済と外交（3）

「第三世界」の変容と中印対立

第 5 回 冷戦後期のアジアにおけ
る経済と外交（4）

中東戦争と石油危機

第 6 回 冷戦終結における経済要
因（1）

レーガノミクスと冷戦

第 7 回 冷戦終結における経済要
因（2）

米ソ核交渉

第 8 回 冷戦終結における経済要
因（3）

冷戦の終結

第 9 回 冷戦後の経済と外交（1） 日米経済摩擦と湾岸戦争
第 10 回 冷戦後の経済と外交（2）「東アジアの奇跡」と日本
第 11 回 冷戦後の経済と外交（3） アメリカの復活とアジア通貨危機
第 12 回 冷戦後の経済と外交（4） 9・11 同時多発テロ―テロと貧困―
第 13 回 冷戦後の経済と外交（5） リーマンショック、現代アジアの地域

主義
第 14 回 総括 これまでの議論を総括し、経済外交の

意義と課題を考える
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
講義内容をよりよく理解するために、参考書を授業の予習・復習に活用する
こと。
本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
指定しない。
【参考書】
石井修『国際政治史としての二十世紀』有信堂、2000 年
佐々木卓也『冷戦　アメリカの民主主義的生活様式を守る戦い』有斐閣、2011年
有賀貞『現代国際関係史』東京大学出版会、2019 年
ドックリル・ホプキンス『冷戦　 1945 － 1991』岩波書店、2009 年
ウェスタッド『冷戦（上）（下）』名古屋大学出版会、2020 年
マクマン『冷戦史』勁草書房、2018 年

【成績評価の方法と基準】
小テスト（50 ％）
期末試験（50 ％）
【学生の意見等からの気づき】
映像資料を活用することで、より深い歴史理解を促す。
【学生が準備すべき機器他】
事前の資料配布や各回の小テスト回答のために学習支援システムを利用する。
【その他の重要事項】
受講生に応じて、授業計画を調整することがある。
【担当教員の専門分野】
＜専攻領域＞日本外交史、経済外交論、国際関係史
＜研究テーマ＞冷戦期の日米関係、国際経済秩序をめぐる日本外交
＜主要業績＞『ドル防衛と日米関係　高度成長期日本の経済外交 1959~1969
年』（千倉書房、2018 年）など。
【Outline and objectives】
In international relations, the economy is inseparably linked to politics
and diplomacy. This course explores in detail the international history of
political economy since the 1970s. Particular attention will be dedicated
to the economic development of Asia in the shadow of the Cold war,
the end of the Cold war from a perspective of international political
economy, and the linkage of international economy and diplomacy in
the 21st century.
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POL300AD

演習

本多　美樹

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
2021 年度のグランドテーマは、「グローバル・イシューをどう解決
するのか？ ――多様なアクターによる協働と確執」である。私たち
が現在、新型コロナ感染症拡大の脅威を身をもって経験しているよ
うに、ヒト、モノ、カネ、サービスなどが国境を越えて頻繁に行き
来することによって様々な問題、いわゆる「グローバル・イシュー」
が国際社会の安定を脅かしている。グローバル化は私たちに恩恵を
与えるが、多くの不利益ももたらす。グローバル・イシューの解決
のためには、国家のみならず、地域・国際機構、NGOなどの市民社
会、企業といった多様な行為主体（アクター）による協働が必要だ
が、グローバル化への反発や、自国第一主義の台頭、国際協力への
懐疑・拒否など、協調行動への「障害」もあちこちで見られる。そ
こで、ゼミでは、紛争、経済格差、人の移動、環境、感染症、開発
などの分野において何が問題解決への協調行動を推し進め、何が障
害となっているのか考察することによって、国際社会で起きている
現象と国際社会を構成する多様なアクターの動き（協働と確執）へ
の理解を深める。

【到達目標】
・国際関係を観察する際のツールとしての「理論」とアカデミックス
キルを身に付けることができる。
・国際秩序の変容と、関心をもつ国家の安全保障環境を理解するこ
とができる。
・文献収集、先行研究の整理、報告、討論を通じて、研究対象に向き
合う姿勢を修得することができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
前半は、国家主権、国際秩序、国際関係理論などについて学び、国
際関係を観察する「眼」を養う。その後、グループに分かれて研究
対象を選び、問題設定、先行研究の整理、文献購読、考察、報告、討
論を進める。その際に、必要なアカデミック・スキルを身に付ける。
自由な発想で、さまざまな行為主体（アクター）が国際秩序の維持
と回復に努力している様、確執の様を理解する。
対面での授業を予定しているが、新型コロナウイルス感染症の拡大
状況によっては zoom を利用して行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 オリエンテーション 参加者の自己紹介。ゼミの進め方

についての説明。アカデミック・
マナーについて。

2 国際政治へのアプロー
チ①

国際関係をどう観察するか？

3 国際政治へのアプロー
チ②

国際秩序の変容

4 国際政治へのアプロー
チ③

安全保障 I

5 国際政治へのアプロー
チ④

安全保障 II

6 グループ・ワーク① 研究対象の選択
7 グループ・ワーク② 研究対象の選択、文献収集、先行

研究の整理

8 グループ・ワーク③ グループによる学習
9 グループ・ワーク④ グループによる学習
10 グループ・ワーク⑤ 中間報告会、フィードバック
11 グループ・ワーク⑥ グループによる活動
12 グループ・ワーク⑦ グループによる活動
13 グループ・ワーク⑧ グループによる活動
14 まとめ 最終報告会、これまでの活動の総

括
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・関連文献を積極的に講読すること。
・グループで文献購読、先行研究の整理、報告に取り組むこと。
・六大学合同セミナーへの参加のほか、関連セミナーや勉強会への
参加が望ましい。本演習に必要な準備学習・復習時間は、他の科目
の平均的な予習・復習時間である 2 時間を大きく上回る。

【テキスト（教科書）】
授業内で随時紹介する。

【参考書】
・村田晃嗣、君塚直隆、石川卓、栗栖薫子、秋山信将著『国際政治学
をつかむ』有斐閣、2015 年。
・Saskia Sassen著、伊豫谷登士翁（翻訳）『グローバリゼーション
の時代―国家主権のゆくえ』平凡社、1999 年。
・篠田英朗『「国家主権」という思想―国際立憲主義への軌跡』勁草
書房、2012 年。
・大澤真幸ほか編著『ナショナリズムとグローバリズム』新曜社、
2014 年。
・世界地図
その他、必要に応じて授業内で紹介する。

【成績評価の方法と基準】
個人およびグループワークでのパフォーマンス（先行研究の整理
20%、報告レジュメおよび PPT の完成度 20 ％、報告 40%、討論
への参加度 20%）から総合的に判断する。

【学生の意見等からの気づき】
特になし。

【学生が準備すべき機器他】
特になし。

【その他の重要事項】
・通常は、前期にゼミ合宿（全員参加）、後期に研修旅行（任意参加）
を行っているが、感染症拡大の状況をみて判断する。
・WORD、PPTなどの基本的な操作を習得しておくことが望ましい。
・日々のニュースをフォローするなど国際社会での出来事に関心を
持つこと、興味に合せて文献の積極的な講読が望ましい。

【担当教員の専門分野等】
＜専門領域＞
国際関係論、国際機構論、伝統的・非伝統的安全保障研究、国連研究
＜研究テーマ＞
国際社会による平和のための協働と確執、アジア太平洋地域の伝統
的・非伝統的安全保障
＜主要研究業績＞
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主な著書として、「国連による『スマート・サンクション』と金融
制裁：効果の追求と副次的影響の回避を模索して」『国連の金融制
裁：法と実務』（東信堂、2018 年）、「平和構築の新たな潮流と『人
間の安全保障』：ジェンダー視座の導入に注目して」『東南アジア
の紛争予防と「人間の安全保障」』（明石書店、2016 年）、『国連に
よる経済制裁と人道上の諸問題：「スマート・サンクション」の模
索』（国際書院、2013 年）、『北東アジアの「永い平和」：なぜ戦争
は回避されたか』（勁草書房、2012 年）、「『グローバル・イシュー』
としての人権とアジア：新たな国際規範をめぐる国際社会の確執に
注目して」『グローバリゼーションとアジア地域統合』（勁草書房、
2012 年）、“‘Smart Sanctions’ by United Nations and Financial
Sanctions,” United Nations Financial Sanctions (Routledge,
2020),“Coordination challenges for the UN-initiated peace-
building architecture Problems in locating‘universal’norms and
values on the local,”Complex Emergencies and Humanitarian
Response (Union Press, 2018), “The Role of UN Sanctions
against DPRK in the Search of Peace and Security in East Asia:
Focusing on the Implementation of UN Resolution 1874,” East
Asia and the United Nations: Regional Cooperation for Global
Issues (Japan Association for United Nations Studies, 2010)な
どがある。執筆した主な教科書として、『国際機構論　活動編』（国
際書院、2020 年）、『国際機構論　総合編』（国際書院、2015 年）、
『国際学のすすめ』（東海大学出版会、2013 年）などがある。

【Outline and objectives】
The 2021 seminar focuses on the phenomena of globalization
and international efforts for tackling with transnational or
global issues. The international community faces diversified
issues such as poverty, refugees, human rights abuse,
organized crimes, financial crisis and so on. Who can control
such global issues? These issues cannot be understood
within the nation-centered narratives anymore. This seminar
provides students with opportunities to become acquainted
with “global issues” and learn that diversified actors have made
efforts for tackling with such issues. Students are expected
to know how nations, businesses, NGOs and other entities
can contribute to the settlement of these issues in cooperation
with each other. These efforts and social movements by the
diversified actors are called "global governance." Students are
expected to understand how the international community tries
to formulate and manage "global governance."

POL300AD

演習

本多　美樹

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
2021 年度のグランドテーマは、「グローバル・イシューをどう解決
するのか？ ――多様なアクターによる協働と確執」である。私たち
が現在、新型コロナ感染症拡大の脅威を、身をもって経験している
ように、ヒト、モノ、カネ、サービスなどが国境を越えて頻繁に行き
来することによって様々な問題、いわゆる「グローバル・イシュー」
が国際社会の安定を脅かしている。グローバル化は私たちに恩恵を
与えるが、多くの不利益ももたらす。グローバル・イシューの解決
のためには、国家のみならず、地域・国際機構、NGOなどの市民社
会、企業といった多様な行為主体（アクター）による協働が必要だ
が、グローバル化への反発や、自国第一主義の台頭、国際協力への
懐疑・拒否など、協調行動への「障害」もあちこちで見られる。そ
こで、ゼミでは、紛争、経済格差、人の移動、環境、感染症、開発
などの分野において何が問題解決への協調行動を推し進め、何が障
害となっているのか考察することによって、国際社会で起きている
現象と国際社会を構成する多様なアクターの動き（協働と確執）へ
の理解を深める。

【到達目標】
・国際関係を観察する際のツールとしての「理論」とアカデミックス
キルを身に付けることができる。
・国際秩序の変容と、関心をもつ国家の安全保障環境を理解するこ
とができる。
・文献収集、先行研究の整理、報告、討論を通じて、研究対象に向き
合う姿勢を修得することができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
秋学期はグループ活動を中心に行う。グループに分かれて研究対象
を選び、問題設定、先行研究の整理、文献購読、考察、報告、討論を
進める。その際に、必要なアカデミック・スキルを身に付ける。自
由な発想で、様々な行為主体（アクター）が国際秩序の維持と回復
に努力している様を理解する。
三年生は、ゼミ活動の集大成として年度末に提出するゼミ論執筆に
向けて準備を行う。
対面での授業を予定しているが、新型コロナウイルス感染症の拡大
状況によっては zoom を利用して行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 オリエンテーション 秋学期のゼミ活動の進め方
2 特別課題 招聘講義と討論
3 グループ・ワーク① 研究対象の選択
4 グループ・ワーク② 研究対象の選択、文献収集、先行

研究の整理
5 グループ・ワーク③ グループによる学習
6 中間報告会① グループによる研究報告会
7 中間報告会② グループによる研究報告会
8 グループ・ワーク① 中間報告会のフィードバックとグ

ループによる学習
9 グループ・ワーク② グループによる学習
10 グループ・ワーク③ グループによる活動
11 グループ・ワーク④ グループによる活動
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12 最終報告会① グループによる研究発表会
13 最終報告会② グループによる研究発表会
14 まとめ 今年度の活動の総括、グループ論

文準備、三年生ゼミ論課題相談会
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・関連文献を積極的に講読すること。
・グループで文献購読、先行研究の整理、報告に取り組むこと。
・関連セミナーや勉強会への参加が望ましい。本演習に必要な準備
学習・復習時間は、他の科目の平均的な予習・復習時間である 2 時
間を大きく上回る。

【テキスト（教科書）】
授業内で随時紹介する。

【参考書】
・村田晃嗣、君塚直隆、石川卓、栗栖薫子、秋山信将著『国際政治学
をつかむ』有斐閣、2015 年。
・Saskia Sassen著、伊豫谷登士翁（翻訳）『グローバリゼーション
の時代―国家主権のゆくえ』平凡社、1999 年。
・篠田英朗『「国家主権」という思想―国際立憲主義への軌跡』勁草
書房、2012 年。
・大澤真幸ほか編著『ナショナリズムとグローバリズム』新曜社、
2014 年。
・世界地図
その他、必要に応じて授業内で紹介する。

【成績評価の方法と基準】
個人とグループワークでのパフォーマンス（先行研究の整理 20%、
報告レジュメおよび PPT の完成度 20 ％、報告 40%、討論への参
加度 20%）から総合的に判断する。

【学生の意見等からの気づき】
特になし。

【学生が準備すべき機器他】
特になし。

【その他の重要事項】
・通常では、前期にゼミ合宿（全員参加）、後期に研修旅行（任意参
加）を行っているが、感染症の拡大状況によって判断する。
・WORD、PPTなどの基本的な操作を習得しておくことが望ましい。
・日々のニュースをフォローするなど国際社会での出来事に関心を
持つこと、興味に合せて文献の積極的な講読が望ましい。

【担当教員の専門分野等】
＜専門領域＞
国際関係論、国際機構論、伝統的・非伝統的安全保障研究、国連研究
＜研究テーマ＞
国際社会による平和のための協働と確執、アジア太平洋地域の伝統
的・非伝統的安全保障
＜主要研究業績＞
主な著書として、「国連による『スマート・サンクション』と金融
制裁：効果の追求と副次的影響の回避を模索して」『国連の金融制
裁：法と実務』（東信堂、2018 年）、「平和構築の新たな潮流と『人
間の安全保障』：ジェンダー視座の導入に注目して」『東南アジア
の紛争予防と「人間の安全保障」』（明石書店、2016 年）、『国連に
よる経済制裁と人道上の諸問題：「スマート・サンクション」の模
索』（国際書院、2013 年）、『北東アジアの「永い平和」：なぜ戦争
は回避されたか』（勁草書房、2012 年）、「『グローバル・イシュー』
としての人権とアジア：新たな国際規範をめぐる国際社会の確執に
注目して」『グローバリゼーションとアジア地域統合』（勁草書房、
2012 年）、“‘Smart Sanctions’ by United Nations and Financial
Sanctions,” United Nations Financial Sanctions (Routledge,
2020),“Coordination challenges for the UN-initiated peace-
building architecture Problems in locating‘universal’norms and
values on the local,”Complex Emergencies and Humanitarian
Response (Union Press, 2018), “The Role of UN Sanctions
against DPRK in the Search of Peace and Security in East Asia:
Focusing on the Implementation of UN Resolution 1874,” East
Asia and the United Nations: Regional Cooperation for Global
Issues (Japan Association for United Nations Studies, 2010)な
どがある。執筆した主な教科書として、『国際機構論　活動編』（国
際書院、2020 年）、『国際機構論　総合編』（国際書院、2015 年）、
『国際学のすすめ』（東海大学出版会、2013 年）などがある。

【Outline and objectives】
The 2021 seminar focuses on the phenomena of globalization
and international efforts for tackling with transnational or
global issues. The international community faces diversified
issues such as poverty, refugees, human rights abuse,
organized crimes, financial crisis and so on. Who can control
such global issues? These issues cannot be understood
within the nation-centered narratives anymore. This seminar
provides students with opportunities to become acquainted
with “global issues” and learn that diversified actors have made
efforts for tackling with such issues. Students are expected
to know how nations, businesses, NGOs and other entities
can contribute to the settlement of these issues in cooperation
with each other. These efforts and social movements by the
diversified actors are called "global governance." Students are
expected to understand how the international community tries
to formulate and manage "global governance."
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POL300AD

演習

権　鎬淵

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
このゼミでは、国際政治や安全保障の捉え方、アメリカというスーパーパワー
への接し方、中韓/北朝鮮等との隣国関係、東アジアの軍事情勢、テロの捉え
方等々について、みんなと考えて一緒に議論していくゼミである。
　安全保障においてもかなりの既存観念が存在するが、それらを十分理解した
うえ、激論のうえ、自分なりの安全保障観を形成していくことを目標とする。
【到達目標】
安全保障においてもかなりの既存観念が存在するが、それらを十分理解した
うえ、激論のうえ、自分なりの安全保障観を形成していくことを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
　ゼミの進め方は二通りの方法があり、第一の方法は決められたテキストを
毎週５０－８０ページを読んできて、それについてみんなと議論する。　具
体的には、テキストの章ごとにレジメ係を 1 人、反論係を 1 人、司会を 1 人
決めて、レジメ係がテキストの内容を要約報告し、反論係がテキスト内容に
反論を行ったうえで、各自が事前にメモしてきた質問や議題を中心に、司会
役の進行で自由討論を行うような形で、ゼミを行う方法。第２の方法は、大
きな争点（例えば日本の核武装問題）を軸に、ゼミ生全員を賛否両派・中間派
のグループに分け、グループごとに事前学習や議論の攻め方を工夫し、ゼミ
の時間に議論の火花を飛ばしあう方法である。
　授業の初めに、前回の授業で提出されたリアクションペーパー、課題、小
リポートに対する講評や解説も行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ゼミ入門 ゼミの進め方の説明、テキスト選び、

自己紹介、日程相談
第 2 回 核戦略入門 講義、質疑応答、討論
第 3 回 核兵器の現状 討論
第 4 回 核戦争のリスク 討論
第 5 回 核運用論の中身 討論
第 6 回 ゼミ論の書き方 年末提出のゼミ論について
第 7 回 核戦略の費用 討論
第 8 回 新たな軍拡競争 討論
第 9 回 ミサイル防衛１ 討論
第 10 回 セミ論テーマのプロポー

ザル
セミ論テーマの提起と相互検討

第 11 回 セミ論テーマの見直し作
業

修正されたセミ論テーマの提起と相互
検討

第 12 回 米ソの核戦力 討論
第 13 回 中国・北朝鮮の核戦力 討論
第 14 回 防衛関連施設の見学 感想文あり
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備・復習時間は、合計５時間程度を目途とする。
コロナ感染症が治まる場合は、ゼミ合宿や防衛関連施設（自衛隊基地、戦跡
地）の見学を行うことがある。
【テキスト（教科書）】
ゼミ初期には、『核のボタン』（2020 年、朝日新聞出版）を上記の第一のゼミ
進行方法で議論していく。
テーマ別にゼミ生が独自に調べた内容に基づいて討論を行う時期には、特に
テストは定めていない。
【参考書】
ウィリアム・J・ペリー『核戦争の瀬戸際で』（東京堂出版、2018 年）
【成績評価の方法と基準】
出席 30 ％　討論への参加度 30 ％　ゼミ論 40 ％
【学生の意見等からの気づき】
演習であるため、その都度反映する。
【副題】
なし

【Outline and objectives】
This seminar course introduces the way how to understand interna-
tional politics and security issues. It also introduces the issue of coping
with sole Super power (USA) and the issue of coping with China, South
Korea and North Korea.
The aim of this course is to help students understand the contemporary
military perspectives and make their own views on military issues.
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LAW200AB

外国書講読（独語）Ⅱ

大野　達司

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
備考（履修条件等）：成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学
生：履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。
他学部公開： グローバル： 成績優秀：○ 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この授業は、各コースの基礎となるものであり、法律学の学問的視野を広め
る土台となることを目的としている。対象はドイツ法・政治とその近代日本
への影響であり、関連するドイツ語文献を読んでみる。
【到達目標】
法学や政治学の基本概念を、日独の比較の中で理解する。ドイツ語を履修し
ているない場合も、概要をある程度把握できるように関連文献を使って予習
する。最終的にドイツ語文献を自分で読んでみようという意欲がわくだけの
語学力を身につけるようになる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に関連。
【授業の進め方と方法】
毎回一頁ほどのペースで、テキストの輪読を行う。参加者の習熟に合わせて増
減する。対面授業が難しい場合には、zooom を用いて実施する。テクストは
学習支援システムで配布する。語学そのものというより、内容理解と背景の確
認ができるように。質問は授業内、学習支援システムで受け付け、応答する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 西洋法継受について 全体の概略的説明と、場合によっては

テキストの変更（以下変更無い場合の
予定）

2 317 頁 ドイツ方針受容の帰結
3 318 頁 ドイツ法ブーム
4 319 頁 ドイツ法学と穂積
5 320 頁 概念法学？
6 321 頁 末弘法学
7 322 頁 その後
8 323 頁 ドイツ民法との対比
9 324 頁 結論：はじめに
10 325 頁 憲法史
11 326 頁 官僚制と軍制
12 327 頁 教育システム
13 328 頁 軍事文化
14 329 頁 アメリカ化
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前の予習。文法的な問題だけでなく、内容についてできるだけ日本語の資料
などをもとに、自分で調べる。授業以外には 1 時間程度、予習（復習）する。
【テキスト（教科書）】
Paul Christian Schenk, Der deutsche Anteil an der Gestaltung des
modernen japanischen Rechts- und Verfassungswesens, Franz Steiner,
1997 の予定だが、参加者と相談の上決定する。昨年度（秋学期のⅡ）では、
Carl Schmitt, Gesetz und Urteil をとりあげた。今年度は、上記テクストの
ほか、Axel Honneth Das Recht der Freiheit も候補にしている。フランク
フルトの社会哲学者による、近代・現代法や正義論に関する著書。人権論や
民主主義論。
【参考書】
川口由彦『日本近代法制史』、大野・森元・吉永『近代法思想史入門』など
【成績評価の方法と基準】
平常点と「努力点」70 ＋ 30 ％
平常点は、各回での参加度合い。努力点とは、参加者それぞれで出発点が違う
ので、初回と比べて最終回までにどれだけ理解度が増したか、を基準とする。
【学生の意見等からの気づき】
実施せず
【学生が準備すべき機器他】
とくにないが、テキストを授業支援システムで配布することがある。
【その他の重要事項】
内容に関連したドイツ映画を参考にすることがある。大学院との合同授業。初
学者でも可。

【Outline and objectives】
This Seminar gives the basis for any courses. Its aim is to enlarge
the perspectives of the law students. What we read together here is
German articles or parts of books, whose objects are German law or
politics and their influence to modern Japanese idea of law. We will
read not only the texts themselves, but also another related texts for
deeper understanding of the contents of texts.
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POL300AD

演習

権　鎬淵

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：4 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
このゼミでは、国際政治や安全保障の捉え方、アメリカというスーパーパワー
への接し方、中韓/北朝鮮等との隣国関係、東アジアの軍事情勢、テロの捉え
方等々について、みんなと考えて一緒に議論していくゼミである。
　安全保障においてもかなりの既存観念が存在するが、それらを十分理解した
うえ、激論のうえ、自分なりの安全保障観を形成していくことを目標とする。
【到達目標】
安全保障においてもかなりの既存観念が存在するが、それらを十分理解した
うえ、激論のうえ、自分なりの安全保障観を形成していくことを目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
本年度のゼミでは、東アジアの国際情勢において、日本と中国・韓国との関
係が悪化している現状にかんがみ、ゼミ生を２，３のグループに分け、争点
の分析をもとに、賛否両論を徹底的に行うことにする。
　授業の初めに、前回の授業で提出されたリアクションペーパー、課題、小
リポートに対する講評や解説も行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 セミ論プロポーザル１ 討論
第 2 回 セミ論プロポーザル２ 討論
第 3 回 軍備競争問題１ 討論
第 4 回 軍備競争問題２１ 討論
第 5 回 日本人拉致問題 討論
第 6 回 北朝鮮の軍事問題１ 討論
第 7 回 北朝鮮の軍事問題２ 討論
第 8 回 ゼミ論中間発表１ 討論
第 9 回 ゼミ論中間発表２ 討論
第 10 回 見学日 防衛関連施設の見学
第 11 回 日中問題１ 討論
第 12 回 日中問題２ 討論
第 13 回 日韓問題１ 討論
第 14 回 日韓問題２ 討論
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備・復習時間は、各２ー３時間程度を目途とする。
コロナ感染症が治まる場合は、ゼミ合宿や防衛関連施設（自衛隊基地、戦跡
地）の見学を行うことがある。
【テキスト（教科書）】
テーマ別にゼミ生が独自に調べた内容に基づいて討論を行うもので、特にテ
ストは定めていない。
【参考書】
随時、開示する。
【成績評価の方法と基準】
出席 30 ％　討論への参加度 30 ％　ゼミ論 40 ％
【学生の意見等からの気づき】
演習であるため、その都度反映する。
【副題】
なし
【Outline and objectives】
This seminar course introduces the way how to understand interna-
tional politics and security issues. It also introduces the issue of coping
with sole Super power (USA) and the issue of coping with China, South
Korea and North Korea.
The aim of this course is to help students understand the contemporary
military perspectives and make their own views on military issues.
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法曹コース演習Ⅰ

赤坂　正浩、交告　尚史

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
憲法および行政法の分野における重要な判例を読み、公法学の基本的な考え
方を学ぶ。原則として憲法の教員と行政法の教員が同一の判例を素材に指定
するので、公法学を構成する両分野の着眼点および思考法の相異を理解する
よう努めてもらいたい。
【到達目標】
憲法・行政法の重要な判例を読み解くことを通じて、憲法・行政法の学修の仕
方を体得するとともに、講義で得た基本的な知識を深化・定着させ、法科大
学院既修コースへの接続に十分な学力を養う。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
各回の判例について、その要点を担当教員が解説したのち、受講者を指名して
当該判例の主要な論点についての理解を確認し、問題によっては受講者間の意
見交換を促す。受講者からの質問や意見に対するフィードバックは、基本的に
学習支援システムを使って行なうが、次回の講義で簡単に触れるようにする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 薬局距離制限判決 A クラス（憲法）：薬局距離制限判決

を素材にして、職業選択の自由、法令
違憲審査について学ぶ。
B クラス（行政法）：同じ判決を素材
にして、裁量権行使の有り方について
学ぶ。

第 2 回 旅券法判決 A クラス（憲法）：旅券法昭和 33 年
判決を素材にして、居住移転の自由、
処分違憲審査について学ぶ。
B クラス（行政法）：旅券法昭和 60
年判決を素材に、行政処分の理由付記
の問題について学ぶ。

第 3 回 マクリーン判決 A クラス（憲法）：マクリーン判決を
素材にして、外国人の人権、居住移転
の自由、表現の自由、処分違憲審査に
ついて学ぶ。
B クラス（行政法）：同じ判決を素材
に、裁判所が行政機関の裁量権行使を
審査する際の判断枠組みについて学ぶ。

第 4 回 剣道受講拒否事件判決 A クラス（憲法）:剣道受講拒否事件判
決を素材にして、信教の自由、処分違
憲審査について学ぶ。
B クラス（行政法）：同じ判決を素材
にして、裁量統制の判断枠組みが基本
的人権との関係で相を変える様を観察
する。

第 5 回 在外国民選挙権判決 A クラス（憲法）：在外国民選挙権訴
訟判決を素材にして、参政権、立法の
不作為の違憲審査について学ぶ。
B クラス（行政法）：同じ判決を素材
にして、選挙権を行使できなかった在
外国民が争った訴訟形式について学ぶ。

第 6 回 国籍法違憲判決 A クラス（憲法）：国籍法違憲判決を
素材にして、法の下の平等、法令違憲
審査について学ぶ。
B クラス（行政法）：同じ判決を素材
にして、公法上の当事者訴訟である
「確認訴訟」の仕組みについて学ぶ。

第 7 回 大阪空港判決 A クラス（憲法）：大阪空港判決を素
材にして、幸福追求権、民事差止め・
損害賠償請求における違憲審査につい
て学ぶ。
B クラス（行政法）：空港騒音に悩む
周辺住民らが選択できる訴訟形式につ
いて、視野を広げて考察する。
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第 8 回 薬局距離制限判決 A クラス（行政法）：薬局距離制限判
決を素材にして、裁量権行使の有り方
について学ぶ。
B クラス（憲法）：同じ判決を素材に
して、職業選択の自由、法令違憲審査
について学ぶ。

第 9 回 旅券法判決 A クラス（行政法）：旅券法昭和 60
年判決を素材に、行政処分の理由付記
の問題について学ぶ。
B クラス（憲法）：旅券法昭和 33 年
判決を素材にして、居住移転の自由、
処分違憲審査について学ぶ。

第 10 回 マクリーン判決 A クラス（行政法）：マクリーン判決
を素材に、裁判所が行政機関の裁量権
行使を審査する際の判断枠組みについ
て学ぶ。
B クラス（憲法）：同じ判決を素材に
して、外国人の人権、居住移転の自
由、表現の自由、処分違憲審査につい
て学ぶ。

第 11 回 剣道受講拒否事件判決 A クラス（行政法）：剣道受講拒否事
件判決を素材にして、裁量統制の判断
枠組みが基本的人権との関係で相を変
える様を観察する。
B クラス（憲法）:同じ判決を素材にし
て、信教の自由、処分違憲審査につい
て学ぶ。

第 12 回 在外国民選挙権判決 A クラス（行政法）：在外国民選挙権
判決を素材にして、選挙権を行使でき
なかった在外国民が争った訴訟形式に
ついて学ぶ。
B クラス（憲法）：同じ判決を素材に
して、参政権、立法の不作為の違憲審
査について学ぶ。

第 13 回 国籍法違憲判決 A クラス（行政法）：国籍法違憲判決
を素材にして、公法上の当事者訴訟で
ある「確認訴訟」の仕組みについて
学ぶ。
B クラス（憲法）：同じ判決を素材に
して、法の下の平等、法令違憲審査に
ついて学ぶ。

第 14 回 大阪空港判決 A クラス（行政法）：空港騒音に悩む
周辺住民らが選択できる訴訟形式につ
いて、視野を広げて考察する。
B クラス（憲法）：同じ判決を素材に
して、幸福追求権、民事差止め・損害
賠償請求における違憲審査について学
ぶ。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各回の判例について、憲法判例百選の解説または行政判例百選の解説を事前
に通読し、疑問点をチェックしておく。本授業の準備・復習時間は、各２時間
を標準とする。
【テキスト（教科書）】
憲法判例百選Ⅰ [第 7 版]（有斐閣）
【参考書】
行政判例百選Ⅰ・Ⅱ [第 7 版]（有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
質問への応答等の受講態度（30 ％）と定期試験（70 ％）によって評価する。
担当教員 2 名の持分はそれぞれ 50 ％とする。
【学生の意見等からの気づき】
憲法学と行政法学を並行して学ぶことの面白さを伝えたい。
【Outline and objectives】
This course aims to learn the basic way of legal thinking in the fields of
constitutional law and administrative law by reading some important
law cases of both fields. The two teachers use the same law case
as teaching material every time except one. Students should try to
understand the differences in the viewpoint and the way of thinking
of the two fields
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法曹コース演習Ⅰ

赤坂　正浩、交告　尚史

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
憲法および行政法の分野における重要な判例を読み、公法学の基本的な考え
方を学ぶ。原則として憲法の教員と行政法の教員が同一の判例を素材に指定
するので、公法学を構成する両分野の着眼点および思考法の相異を理解する
よう努めてもらいたい。
【到達目標】
憲法・行政法の重要な判例を読み解くことを通じて、憲法・行政法の学修の仕
方を体得するとともに、講義で得た基本的な知識を深化・定着させ、法科大
学院既修コースへの接続に十分な学力を養う。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
各回の判例について、その要点を担当教員が解説したのち、受講者を指名して
当該判例の主要な論点についての理解を確認し、問題によっては受講者間の意
見交換を促す。受講者からの質問や意見に対するフィードバックは、基本的に
学習支援システムを使って行なうが、次回の講義で簡単に触れるようにする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 薬局距離制限判決 A クラス（憲法）：薬局距離制限判決

を素材にして、職業選択の自由、法令
違憲審査について学ぶ。
B クラス（行政法）：同じ判決を素材
にして、裁量権行使の有り方について
学ぶ。

第 2 回 旅券法判決 A クラス（憲法）：旅券法昭和 33 年
判決を素材にして、居住移転の自由、
処分違憲審査について学ぶ。
B クラス（行政法）：旅券法昭和 60
年判決を素材に、行政処分の理由付記
の問題について学ぶ。

第 3 回 マクリーン判決 A クラス（憲法）：マクリーン判決を
素材にして、外国人の人権、居住移転
の自由、表現の自由、処分違憲審査に
ついて学ぶ。
B クラス（行政法）：同じ判決を素材
に、裁判所が行政機関の裁量権行使を
審査する際の判断枠組みについて学ぶ。

第 4 回 剣道受講拒否事件判決 A クラス（憲法）:剣道受講拒否事件判
決を素材にして、信教の自由、処分違
憲審査について学ぶ。
B クラス（行政法）：同じ判決を素材
にして、裁量統制の判断枠組みが基本
的人権との関係で相を変える様を観察
する。

第 5 回 在外国民選挙権判決 A クラス（憲法）：在外国民選挙権訴
訟判決を素材にして、参政権、立法の
不作為の違憲審査について学ぶ。
B クラス（行政法）：同じ判決を素材
にして、選挙権を行使できなかった在
外国民が争った訴訟形式について学ぶ。

第 6 回 国籍法違憲判決 A クラス（憲法）：国籍法違憲判決を
素材にして、法の下の平等、法令違憲
審査について学ぶ。
B クラス（行政法）：同じ判決を素材
にして、公法上の当事者訴訟である
「確認訴訟」の仕組みについて学ぶ。

第 7 回 大阪空港判決 A クラス（憲法）：大阪空港判決を素
材にして、幸福追求権、民事差止め・
損害賠償請求における違憲審査につい
て学ぶ。
B クラス（行政法）：空港騒音に悩む
周辺住民らが選択できる訴訟形式につ
いて、視野を広げて考察する。
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第 8 回 薬局距離制限判決 A クラス（行政法）：薬局距離制限判
決を素材にして、裁量権行使の有り方
について学ぶ。
B クラス（憲法）：同じ判決を素材に
して、職業選択の自由、法令違憲審査
について学ぶ。

第 9 回 旅券法判決 A クラス（行政法）：旅券法昭和 60
年判決を素材に、行政処分の理由付記
の問題について学ぶ。
B クラス（憲法）：旅券法昭和 33 年
判決を素材にして、居住移転の自由、
処分違憲審査について学ぶ。

第 10 回 マクリーン判決 A クラス（行政法）：マクリーン判決
を素材に、裁判所が行政機関の裁量権
行使を審査する際の判断枠組みについ
て学ぶ。
B クラス（憲法）：同じ判決を素材に
して、外国人の人権、居住移転の自
由、表現の自由、処分違憲審査につい
て学ぶ。

第 11 回 剣道受講拒否事件判決 A クラス（行政法）：剣道受講拒否事
件判決を素材にして、裁量統制の判断
枠組みが基本的人権との関係で相を変
える様を観察する。
B クラス（憲法）:同じ判決を素材にし
て、信教の自由、処分違憲審査につい
て学ぶ。

第 12 回 在外国民選挙権判決 A クラス（行政法）：在外国民選挙権
判決を素材にして、選挙権を行使でき
なかった在外国民が争った訴訟形式に
ついて学ぶ。
B クラス（憲法）：同じ判決を素材に
して、参政権、立法の不作為の違憲審
査について学ぶ。

第 13 回 国籍法違憲判決 A クラス（行政法）：国籍法違憲判決
を素材にして、公法上の当事者訴訟で
ある「確認訴訟」の仕組みについて
学ぶ。
B クラス（憲法）：同じ判決を素材に
して、法の下の平等、法令違憲審査に
ついて学ぶ。

第 14 回 大阪空港判決 A クラス（行政法）：空港騒音に悩む
周辺住民らが選択できる訴訟形式につ
いて、視野を広げて考察する。
B クラス（憲法）：同じ判決を素材に
して、幸福追求権、民事差止め・損害
賠償請求における違憲審査について学
ぶ。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各回の判例について、憲法判例百選の解説または行政判例百選の解説を事前
に通読し、疑問点をチェックしておく。本授業の準備・復習時間は、各２時間
を標準とする。
【テキスト（教科書）】
憲法判例百選Ⅰ [第 7 版]（有斐閣）
【参考書】
行政判例百選Ⅰ・Ⅱ [第 7 版]（有斐閣）
【成績評価の方法と基準】
質問への応答等の受講態度（30 ％）と定期試験（70 ％）によって評価する。
担当教員 2 名の持分はそれぞれ 50 ％とする。
【学生の意見等からの気づき】
憲法学と行政法学を並行して学ぶことの面白さを伝えたい。
【Outline and objectives】
This course aims to learn the basic way of legal thinking in the fields of
constitutional law and administrative law by reading some important
law cases of both fields. The two teachers use the same law case
as teaching material every time except one. Students should try to
understand the differences in the viewpoint and the way of thinking
of the two fields
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法曹コース演習Ⅱ

佐藤　輝幸、安東　美和子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
法学部既習コースとの接続を踏まえ、刑法及び刑事訴訟法分野にお
ける法律文献の読解力を養い、かつ、両法分野に即した法的思考能
力の基礎を養うことを目標とする。
刑法は佐藤が、刑事訴訟法は安東が担当

【到達目標】
刑法および刑事訴訟法分野の代表的な最高裁判所を中心とする裁判
例（刑法および刑事訴訟法について，各７裁例を抽出）について、
基礎的な文献を参考としつつ、裁判例の判決文を丁寧かつ精確に読
解し分析する能力を、少人数のディスカッション形式を通じて養成
する。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
教材として、刑法および刑事訴訟法分野の代表的な裁判例をそれぞ
れ 7 件を選び、それに関連する判例評釈数点を指定し、各回、判例
１件を検討していく。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 A クラス（刑事訴訟

法）強制処分と任意処
分の限界
B クラス（刑法）因果
関係

A クラスは、強制処分と任意処分
の限界について、判例の基準を理
解する。
B クラスは、因果関係について、
判例の基準を理解する。

第 2 回 A クラス（刑法）因果
関係
B クラス（刑事訴訟
法）強制処分と任意処
分の限界

A クラスは、因果関係について、
判例の基準を理解する。
B クラスは、強制処分と任意処分
の限界について、判例の基準を理
解する。

第 3 回 A クラス（刑事訴訟
法）逮捕・勾留
B クラス（刑法）正当
防衛

A クラスは、逮捕・勾留に伴う問
題に関する判例の考え方を理解
する。
B クラスは、正当防衛，特に正当
防衛状況についての判例の立場を
分析し、理解する。

第 4 回 A クラス（刑法）正当
防衛
B クラス（刑事訴訟
法）逮捕・勾留

A クラスは、正当防衛、特に正当
防衛状況についての判例の立場を
分析し、理解する。
B クラスは、逮捕・勾留に伴う問
題に関する判例の考え方を理解す
る。

第 5 回 A クラス（刑事訴訟
法）捜索・差押え
B クラス（刑法）錯誤
論

A クラスは、捜索・差押えに伴う
問題に関する判例の考え方を理解
する。
B クラスは、事実の錯誤につい
て、その種類の区別を理解したう
えで、判例の基準を理解する。
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第 6 回 A クラス（刑法）錯
誤論
B クラス（刑事訴訟
法）捜索・差押え

A クラスは、事実の錯誤につい
て、その種類の区別を理解したう
えで、判例の基準を理解する。
B クラスは、捜索・差押えに伴う
問題に関する判例の考え方を理解
する。

第 7 回 A クラス（刑事訴訟
法）職務質問・所持品
検査
B クラス（刑法）未遂
犯

A クラスは、職務質問・所持品検
査の限界について、判例の基準を
理解する。
B クラスは、実行の着手について
の判例の立場を分析し、理解す
る。

第 8 回 A クラス（刑法）未
遂犯
B クラス（刑事訴訟
法）職務質問・所持品
検査

A クラスは、実行の着手について
の判例の立場を分析し、理解
する。
B クラスは、職務質問・所持品検
査の限界について、判例の基準を
理解する。

第 9 回 A クラス（刑事訴訟
法）訴因
B クラス（刑法）共犯
論

A クラスは、訴因制度、特に訴因
変更に関する判例の基準を理解
する。
B クラスは、共同正犯の成立につ
いての判例の立場を分析し、理解
する。

第 10回 A クラス（刑法）共
犯論
B クラス（刑事訴訟
法）訴因

A クラスは、共同正犯の成立につ
いての判例の立場を分析し，理解
する。
B クラスは、訴因制度、特に訴因
変更に関する判例の基準を理解す
る。

第 11回 A クラス（刑事訴訟
法）自白法則
B クラス（刑法）故意
の認定

A クラスは、自白法則に関する判
例の考え方を理解する。
B クラスは、判例を素材に、主観
的要件を客観的事情から認定する
方法を学ぶ。

第 12回 A クラス（刑法）故意
の認定
B クラス（刑事訴
訟法）
自白法則

A クラスは、判例を素材に、主観
的要件を客観的事情から認定する
方法を学ぶ。
B クラスは、自白法則に関する判
例の考え方を理解する。

第 13回 A クラス（刑事訴訟
法）伝聞証拠
B クラス（刑法）財産
犯

A クラスは、伝聞証拠に関する判
例の考え方を理解する。
B クラスは、財産犯における占有
について、判例を分析し、その基
準を理解する。

第 14回 A クラス（刑法）財
産犯
B クラス（刑事訴訟
法）伝聞証拠

A クラスは、財産犯における占有
について、判例を分析し、その基
準を理解する。
B クラスは、伝聞証拠に関する判
例の考え方を理解する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　受講者は、事前に配付された検討判例および関連文献を読み込み、
必要であればさらに調査を行ったうえで、授業内での質疑に答えら
れる準備をしておくこと。
　本授業の準備学習・復習時間は、それぞれ２時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
　教材となる判例・判例評釈等は、事前に配付する。

【参考書】
　刑法・刑事訴訟法ともに、これまで使用してきた各自の刑法総論・
各論及び刑事訴訟法の教科書・参考書を適宜参照すること。
　より詳しい関連文献等は、各回で紹介する。

【成績評価の方法と基準】
質問への応答等の受講態度 (30 ％) と定期試験 (70 ％) によって評
価する。担当教員２名の持ち分はそれぞれ 50 ％とする。

【学生の意見等からの気づき】
　新設科目のため，特になし。

【学生が準備すべき機器他】
　感染状況に応じて，教室での授業とオンラインの同時通信の両方
の可能性がある。オンラインで行う場合には，インターネット環境
および音声機器が必要となる。

【Outline and objectives】
In this course, students study basic principle of both criminal
law and criminal procedure law through analysis of precedents.
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LAW300AB

法曹コース演習Ⅱ

佐藤　輝幸、安東　美和子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
法学部既習コースとの接続を踏まえ、刑法及び刑事訴訟法分野にお
ける法律文献の読解力を養い、かつ、両法分野に即した法的思考能
力の基礎を養うことを目標とする。
刑法は佐藤が、刑事訴訟法は安東が担当

【到達目標】
刑法および刑事訴訟法分野の代表的な最高裁判所を中心とする裁判
例（刑法および刑事訴訟法について，各７裁例を抽出）について、
基礎的な文献を参考としつつ、裁判例の判決文を丁寧かつ精確に読
解し分析する能力を、少人数のディスカッション形式を通じて養成
する。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
教材として、刑法および刑事訴訟法分野の代表的な裁判例をそれぞ
れ 7 件を選び、それに関連する判例評釈数点を指定し、各回、判例
１件を検討していく。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 A クラス（刑事訴訟

法）強制処分と任意処
分の限界
B クラス（刑法）因果
関係

A クラスは、強制処分と任意処分
の限界について、判例の基準を理
解する。
B クラスは、因果関係について、
判例の基準を理解する。

第 2 回 A クラス（刑法）因果
関係
B クラス（刑事訴訟
法）強制処分と任意処
分の限界

A クラスは、因果関係について、
判例の基準を理解する。
B クラスは、強制処分と任意処分
の限界について、判例の基準を理
解する。

第 3 回 A クラス（刑事訴訟
法）逮捕・勾留
B クラス（刑法）正当
防衛

A クラスは、逮捕・勾留に伴う問
題に関する判例の考え方を理解
する。
B クラスは、正当防衛，特に正当
防衛状況についての判例の立場を
分析し、理解する。

第 4 回 A クラス（刑法）正当
防衛
B クラス（刑事訴訟
法）逮捕・勾留

A クラスは、正当防衛、特に正当
防衛状況についての判例の立場を
分析し、理解する。
B クラスは、逮捕・勾留に伴う問
題に関する判例の考え方を理解す
る。

第 5 回 A クラス（刑事訴訟
法）捜索・差押え
B クラス（刑法）錯誤
論

A クラスは、捜索・差押えに伴う
問題に関する判例の考え方を理解
する。
B クラスは、事実の錯誤につい
て、その種類の区別を理解したう
えで、判例の基準を理解する。

第 6 回 A クラス（刑法）錯
誤論
B クラス（刑事訴訟
法）捜索・差押え

A クラスは、事実の錯誤につい
て、その種類の区別を理解したう
えで、判例の基準を理解する。
B クラスは、捜索・差押えに伴う
問題に関する判例の考え方を理解
する。

第 7 回 A クラス（刑事訴訟
法）職務質問・所持品
検査
B クラス（刑法）未遂
犯

A クラスは、職務質問・所持品検
査の限界について、判例の基準を
理解する。
B クラスは、実行の着手について
の判例の立場を分析し、理解す
る。

第 8 回 A クラス（刑法）未
遂犯
B クラス（刑事訴訟
法）職務質問・所持品
検査

A クラスは、実行の着手について
の判例の立場を分析し、理解
する。
B クラスは、職務質問・所持品検
査の限界について、判例の基準を
理解する。

第 9 回 A クラス（刑事訴訟
法）訴因
B クラス（刑法）共犯
論

A クラスは、訴因制度、特に訴因
変更に関する判例の基準を理解
する。
B クラスは、共同正犯の成立につ
いての判例の立場を分析し、理解
する。

第 10回 A クラス（刑法）共
犯論
B クラス（刑事訴訟
法）訴因

A クラスは、共同正犯の成立につ
いての判例の立場を分析し，理解
する。
B クラスは、訴因制度、特に訴因
変更に関する判例の基準を理解す
る。

第 11回 A クラス（刑事訴訟
法）自白法則
B クラス（刑法）故意
の認定

A クラスは、自白法則に関する判
例の考え方を理解する。
B クラスは、判例を素材に、主観
的要件を客観的事情から認定する
方法を学ぶ。

第 12回 A クラス（刑法）故意
の認定
B クラス（刑事訴
訟法）
自白法則

A クラスは、判例を素材に、主観
的要件を客観的事情から認定する
方法を学ぶ。
B クラスは、自白法則に関する判
例の考え方を理解する。

第 13回 A クラス（刑事訴訟
法）伝聞証拠
B クラス（刑法）財産
犯

A クラスは、伝聞証拠に関する判
例の考え方を理解する。
B クラスは、財産犯における占有
について、判例を分析し、その基
準を理解する。

第 14回 A クラス（刑法）財
産犯
B クラス（刑事訴訟
法）伝聞証拠

A クラスは、財産犯における占有
について、判例を分析し、その基
準を理解する。
B クラスは、伝聞証拠に関する判
例の考え方を理解する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　受講者は、事前に配付された検討判例および関連文献を読み込み、
必要であればさらに調査を行ったうえで、授業内での質疑に答えら
れる準備をしておくこと。
　本授業の準備学習・復習時間は、それぞれ２時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
　教材となる判例・判例評釈等は、事前に配付する。

【参考書】
　刑法・刑事訴訟法ともに、これまで使用してきた各自の刑法総論・
各論及び刑事訴訟法の教科書・参考書を適宜参照すること。
　より詳しい関連文献等は、各回で紹介する。

【成績評価の方法と基準】
質問への応答等の受講態度 (30 ％) と定期試験 (70 ％) によって評
価する。担当教員２名の持ち分はそれぞれ 50 ％とする。

【学生の意見等からの気づき】
　新設科目のため，特になし。
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【学生が準備すべき機器他】
　感染状況に応じて，教室での授業とオンラインの同時通信の両方
の可能性がある。オンラインで行う場合には，インターネット環境
および音声機器が必要となる。

【Outline and objectives】
In this course, students study basic principle of both criminal
law and criminal procedure law through analysis of precedents.

LAW300AB

法曹コース演習Ⅲ

遠山　純弘、新堂　明子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・民法の分野における重要な判例を読み、民法学の基本的な考え方
を学ぶ。民法分野における問題の着眼点および思考法を理解するよ
う努めてもらいたい。

【到達目標】
・民法の重要な判例を読み解くことを通じて、民法の学修の仕方を
体得するとともに、講義で得た基本的な知識を深化・定着させ、法
科大学院既修コースへの接続に十分な学力を養う。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
・各回の判例について、その要点を担当教員が解説したのち、受講者
を指名して当該判例の主要な論点についての理解を確認し、問題に
よっては、受講者間の意見交換を促す。
・授業で取り上げる具体的な判例については、学習支援システムを
通して、事前に連絡する。
・授業での課題等については、授業において解説する。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 Ａクラス（民法総則

①）
Ｂクラス（物権①）

Ａクラス　民法総則に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。

第 2 回 Ａクラス（物権①）
Ｂクラス（民法総則
①）

Ａクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。
Ｂクラス　民法総則に関する判例
について検討する。

第 3 回 Ａクラス（民法総則
②）
Ｂクラス（物権②）

Ａクラス　民法総則に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。

第 4 回 Ａクラス（物権②）
Ｂクラス（民法総則
②）

Ａクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。
Ｂクラス　民法総則に関する判例
について検討する。

第 5 回 Ａクラス（民法総則
③）
Ｂクラス（物権③）

Ａクラス　民法総則に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。

第 6 回 Ａクラス（物権③）
Ｂクラス（民法総則
③）

Ａクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。
Ｂクラス　民法総則に関する判例
について検討する。

第 7 回 Ａクラス（契約①）
Ｂクラス（担保物権）

Ａクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。
Ｂクラス　担保物権に関する判例
について検討する。

第 8 回 Ａクラス（担保物権）
Ｂクラス（契約①）

Ａクラス　担保物権に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。

— 424 —



　発行日：2021/4/1

第 9 回 Ａクラス（契約②）
Ｂクラス（不法行為
①）

Ａクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。
Ｂクラス　不法行為に関する判例
について検討する。

第 10回 Ａクラス（不法行為
①）
Ｂクラス（契約②）

Ａクラス　不法行為に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。

第 11回 Ａクラス（契約③）
Ｂクラス（不法行為
②）

Ａクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。
Ｂクラス　不法行為に関する判例
について検討する。

第 12回 Ａクラス（不法行為
②）
Ｂクラス（契約③）

Ａクラス　不法行為に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。

第 13回 Ａクラス（契約④）
Ｂクラス（不当利得）

Ａクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。
Ｂクラス　不当利得に関する判例
について検討する。

第 14回 Ａクラス（不当利得）
Ｂクラス（契約④）

Ａクラス　不当利得に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・受講者は、各回の判例について、予め指定された判例および文献を
通読し、疑問点をチェックしておく。
・本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
・民事法総論、契約法Ⅰ、Ⅱ、契約法（法曹コース）、不法行為法、
債権回収法Ⅰ、Ⅱ、家族法（法曹コース）において指定されたテキ
ストを用いる。

【参考書】
・テキストに関する上記の記載に準拠する。

【成績評価の方法と基準】
・成績評価の基準は次のとおりとする。
①質疑応答 (30 ％)
②定期試験 (70 ％)
・担当教員 2 名の持分はそれぞれ 50 ％とする。

【学生の意見等からの気づき】
・初めて設置される演習科目であるので、学生の意見等からの気づ
きはない。

【Outline and objectives】
In this course, students study basic principle of civil law
through analysis of precedents.

LAW300AB

法曹コース演習Ⅲ

遠山　純弘、新堂　明子

授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・民法の分野における重要な判例を読み、民法学の基本的な考え方
を学ぶ。民法分野における問題の着眼点および思考法を理解するよ
う努めてもらいたい。

【到達目標】
・民法の重要な判例を読み解くことを通じて、民法の学修の仕方を
体得するとともに、講義で得た基本的な知識を深化・定着させ、法
科大学院既修コースへの接続に十分な学力を養う。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
・各回の判例について、その要点を担当教員が解説したのち、受講者
を指名して当該判例の主要な論点についての理解を確認し、問題に
よっては、受講者間の意見交換を促す。
・授業で取り上げる具体的な判例については、学習支援システムを
通して、事前に連絡する。
・授業での課題等については、授業において解説する。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 Ａクラス（民法総則

①）
Ｂクラス（物権①）

Ａクラス　民法総則に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。

第 2 回 Ａクラス（物権①）
Ｂクラス（民法総則
①）

Ａクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。
Ｂクラス　民法総則に関する判例
について検討する。

第 3 回 Ａクラス（民法総則
②）
Ｂクラス（物権②）

Ａクラス　民法総則に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。

第 4 回 Ａクラス（物権②）
Ｂクラス（民法総則
②）

Ａクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。
Ｂクラス　民法総則に関する判例
について検討する。

第 5 回 Ａクラス（民法総則
③）
Ｂクラス（物権③）

Ａクラス　民法総則に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。

第 6 回 Ａクラス（物権③）
Ｂクラス（民法総則
③）

Ａクラス　物権に関する判例につ
いて検討する。
Ｂクラス　民法総則に関する判例
について検討する。

第 7 回 Ａクラス（契約①）
Ｂクラス（担保物権）

Ａクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。
Ｂクラス　担保物権に関する判例
について検討する。

第 8 回 Ａクラス（担保物権）
Ｂクラス（契約①）

Ａクラス　担保物権に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。
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第 9 回 Ａクラス（契約②）
Ｂクラス（不法行為
①）

Ａクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。
Ｂクラス　不法行為に関する判例
について検討する。

第 10回 Ａクラス（不法行為
①）
Ｂクラス（契約②）

Ａクラス　不法行為に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。

第 11回 Ａクラス（契約③）
Ｂクラス（不法行為
②）

Ａクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。
Ｂクラス　不法行為に関する判例
について検討する。

第 12回 Ａクラス（不法行為
②）
Ｂクラス（契約③）

Ａクラス　不法行為に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。

第 13回 Ａクラス（契約④）
Ｂクラス（不当利得）

Ａクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。
Ｂクラス　不当利得に関する判例
について検討する。

第 14回 Ａクラス（不当利得）
Ｂクラス（契約④）

Ａクラス　不当利得に関する判例
について検討する。
Ｂクラス　契約法に関する判例に
ついて検討する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・受講者は、各回の判例について、予め指定された判例および文献を
通読し、疑問点をチェックしておく。
・本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
・民事法総論、契約法Ⅰ、Ⅱ、契約法（法曹コース）、不法行為法、
債権回収法Ⅰ、Ⅱ、家族法（法曹コース）において指定されたテキ
ストを用いる。

【参考書】
・テキストに関する上記の記載に準拠する。

【成績評価の方法と基準】
・成績評価の基準は次のとおりとする。
①質疑応答 (30 ％)
②定期試験 (70 ％)
・担当教員 2 名の持分はそれぞれ 50 ％とする。

【学生の意見等からの気づき】
・初めて設置される演習科目であるので、学生の意見等からの気づ
きはない。

【Outline and objectives】
In this course, students study basic principle of civil law
through analysis of precedents.

LAW300AB

法曹コース演習Ⅳ
髙橋　滋、佐藤　輝幸、佐野　文彦、安東　美和子、野嶋
　愼一郎、萩澤　達彦、鷹取　信哉、柴田　和史、交告　
尚史、西田　幸介
授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
①法科大学院既修者コースとの接続を踏まえ、与えられた課題につ
いて、論理的に一貫性があるとともに、説得力のある文章を起案で
きる能力の基礎を養う。
②法曹コース 3年次の最終学期において、受講者が基本科目に関す
る基礎知識を修得し、法的思考能力を獲得しているかについて、具
体の教授項目に即して確認する。
具体的には、
a. 刑法・刑事訴訟法、行政法については、文章起案の訓練を通じて、
同じく既修者コースとの接続を踏まえて設置される「法曹コース演
習Ⅰ～Ⅲ」によって獲得された法律文献の読解力と各法領域に即し
た基礎的な法的思考能力との定着を図る。
b. 民法については、民事訴訟法、商法総則・商行為・手形小切手法・
会社法の配当回において、憲法については、刑法・刑事訴訟法、行
政法の配当回において、取り上げた教材に関連する教授事項に関し、
適宜、確認を行うことを通じて、理解度と思考能力の修得の確認を
行う。
c. 民事訴訟法、商法については、重点的に配当された回数を受講させ
ることによって、基礎的な理解と思考能力のより確実な定着を図る。
③法科大学院既修者コースとの接続を確保する観点から、商法総則・
商行為・会社法及び行政法の分野について、必要とされる知識を補
足し、その上で、文章の起案と成果物の検証・検討を通じて当該事
項に関する知識と理解、法的思考能力の定着を図る。
④以上の点を踏まえ、本演習は、刑法・刑事訴訟法について 4 回、
民事訴訟法について 3回、行政法について 3回、商法総則・商行為・
手形小切手法・会社法について 4 回、を実施する。

【到達目標】
【到達目標】
①刑法、刑事訴訟法、行政法、民事訴訟法、商法の各法領域につい
て、与えられた課題について、所定の長さの文章を予め起案できる
能力を養う。
②文章の起案と成果物の検証・検討を通じて、上記法領域を通じた
論理的な文章の読解力と各法領域に即した基礎的な法的思考能力を
定着させる。民法、憲法についても、与えられた課題に関連する教
授事項に関する知識・理解を確認することを通じ、上記の能力を同
様に備えているかを受講者に実証させる。
③行政法、商法総則・商行為・会社法について、法曹コース 3年次
春学期までに十分には教授されることのなかった事項に関する知識
を修得し、その上で、文章の起案と成果物の検証・検討を通じて当
該事項に関する知識と理解・法的思考能力を定着させる。
【到達度】
①【到達目標①】指定された課題について、修得した知識を踏まえ、
必要な事項に関する基礎知識を修得していることを実証し、かつ、法
論理的に矛盾ない一貫した論旨を展開できる能力のあることを証明
する成果物が提出されている。
②【到達目標②】提出された成果物、及びその検証、検討の過程を
通じて、当該事項及び関連事項について、論理的な読解力、基礎的
な法的思考能力が修得されていることを示すことができている。
③【到達目標③】提出された成果物、及びその検証、検討の過程を
通じて、第 3 年次春学期までに十分には教授されることのなかった
事項に関する知識を修得していること、及び当該事項に関する知識
と理解・法的思考能力が定着したこと、を示すことができている。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。
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【授業の進め方と方法】
(1) 刑事法、民事訴訟に関する７回については、各担当教員が予め
指定した題目について、所定の分量の文章を作成し、講義日より前
の指示された日までに担当教員に提出することを受講者に義務付け
る。商法・行政法に関する７回については、３年次春学期までにそ
れまでの講義において十分に取り上げることのなかったテーマにつ
いて、概括的な説明を行った上で、各担当教員が予め指定した題目
について、所定の分量の文章を作成し、担当教員の指定した日まで
に担当教員に提出することを受講者に義務付ける。
(2)刑事法、民事訴訟に関する７回については、担当教員は、提出物
に目を通し、講義日において、受講者に対して、課題設定の意図、期
待される記載内容等を説明した上で、少人数形式による受講者との
間の議論を行うことを通じ、論理的に一貫し、説得力のある文章と
は如何なるものかについて、受講者に考えさせ、各人に応じた能力
の向上を図る。商法・行政法に関する７回については、３年次春学
期までにそれまでの講義において十分に取り上げることのなかった
テーマについて、概括的な説明を行った上で、刑事法、民事訴訟法
と同様の形式で演習を実施する。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
刑事法
①

刑法事例演習（担当・
佐藤輝幸）

刑法総論・各論に関する総合的な
事例問題の起案に対する解説およ
び講評

刑事法
②

刑法事例演習（担当・
佐野文彦）

刑法総論・各論に関する総合的な
事例問題の起案に対する解説およ
び講評

刑事法
③

刑事訴訟法事例演習
（担当・野嶋慎一郎)

捜査に関する問題を含んだ課題
（事例問題）の起案に対する解説
及び講評

刑事法
④

刑事訴訟法事例演習
(担当・安東美和子)

公判に関する問題を含んだ課題
（事例問題）の起案に対する解説
及び講評

行政法
①

抗告訴訟の処分性 (担
当・交告尚史)

(起案練習) 抗告訴訟の処分性- 民
事訴訟、当事者訴訟との関係、差
止訴訟・義務付け訴訟の新設と処
分性

行政法
②

行政不服申立て (担
当・髙橋滋)

(講義と起案演習) 審査請求の審理
- 職権探知と当事者の手続的権利

行政法
③

損失補償 (担当・西田
幸介)

(講義と起案演習) 損失補償の要否
- 要否の視点、都市計画制限と補
償

商法① 会社法①（株式・新株
予約権・社債）（担
当・柴田和史）

（講義と起案演習）扱う範囲は、
株式、株式の併合・分割・無償割
当て、単元株制度、株式の譲渡、
株式振替制度、新株予約権、社債
とする。

商法② 会社法②（自己株式・
資本・剰余金）（担
当・柴田和史）

（講義と起案演習）扱う範囲は、
自己株式の取得、資本原則と資本
制度、剰余金の定義、剰余金の配
当・剰余金の分配、とする。

商法③ 商法総則・商行為法
（担当・柴田和史）

（講義と起案演習）扱う範囲は、
商法第一編商法総則および商法第
二編商行為法とする。

商法④ 手形法・小切手法（担
当・柴田和史）

（講義と起案演習）扱う範囲は、
手形法および小切手法、とする。

民訴法
①

民事訴訟の基本原則，
民事訴訟の開始，審判
の対象，手続の主体，
訴訟要件，口頭弁論
（担当・鷹取信哉）

テーマに関連する比較的短文の課
題（設問）の起案に取り組み，解
説・講評を受ける。議論を通じて
法的思考力を修得する。

民訴法
②

証拠調べと事実認定，
判決の効力，判決によ
らない訴訟の終了，複
数請求訴訟，多数当事
者訴訟，上訴・再審
（担当・萩澤達彦）

テーマに関連する比較的短文の課
題（設問）の起案に取り組み，解
説・講評を受ける。議論を通じて
法的思考力を修得する。

民訴法
③

総合問題（担当・鷹取
信哉）

民訴法全体を通じた比較的長文の
課題（設問）の起案に取り組み，
講評を通じて，課題の分析，法的
思考力，表現の基礎の総仕上げを
行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
受講者は、受講日前に予め公表された課題について、教員が予め指
定した分量を目安として、文章を起案し、受講日より前の指示され
た日までに担当教員に提出することが義務付けられる。
商法、行政法については、それに加え、担当教員が示したテーマに
ついて、提示された教材を予習し、議論において、質問し、討論し、
復習をして理解を深めることが求められる。
授業の準備・復習時間は、各 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
各教員が指定した教材を用いる。

【参考書】
テキストに関する上記の記載に準拠する。

【成績評価の方法と基準】
各回の提出物及び演習における教員からの質問への応答で評価する
（提出分物 80％＋質問への応答等 20％で合計 100％とする。各回
の比重は同一である＝ 100/14 ％）　　　

【学生の意見等からの気づき】
初めて設置される演習科目であるので、学生の意見等からの気付き
はない。

【学生が準備すべき機器他】
特に無い。

【その他の重要事項】
特に無い。オフィスアワーについては、各担当教員の公表したとこ
ろに従う。本演習は、法曹コース演習Ⅰ～Ⅲに合格した者が受講で
きる。

【Outline and objectives】
(1) To develop the ability to write legal sentences while being
logically consistent with the given tasks, from the perspective
of ensuring a connection with the law school’s education.
(2) To confirm, in the final semester of the legal profession
course, whether the students have acquired basic knowledge
about basic subjects and acquired legal thinking ability
according to specific teaching items.
In particular,
a. Regarding the criminal law, the criminal procedure law, and
the administrative law,
To confirm the acquisition of understanding and thinking
ability through confirmation, the reading ability of legal
documents acquired by taking of the "Legal Course Exercises
I-III," which are also established from the aim of ensuring a
connection with the education of the law school, through the
training of drafting sentences.
b. Regarding civil law,
To confirm the acquisition of the knowledge and legal thinking
ability over that matters in this field, which are related to the
teaching materials taken up as appropriate the in classes about
the civil procedure law, the general rules of commercial law,
commercial conduct, bills/checks and company law, and
Regarding constitutional law,
To confirm the acquisition of the knowledge and legal thinking
ability in this field by the same method in classes about
criminal law, criminal procedure law, and administrative law.
c. Regarding civil procedure law and the general rules of
commercial law, commercial conduct, bills/checks and company
law, and
To confirm intensive the acquisition of the knowledge and
legal thinking ability through three or four classes, which are
distributed by intensive training in these fields.

— 427 —



　発行日：2021/4/1

LAW300AB

法曹コース演習Ⅳ
髙橋　滋、佐藤　輝幸、佐野　文彦、安東　美和子、野嶋
　愼一郎、萩澤　達彦、鷹取　信哉、柴田　和史、交告　
尚史、西田　幸介
授業形式：演習 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
①法科大学院既修者コースとの接続を踏まえ、与えられた課題につ
いて、論理的に一貫性があるとともに、説得力のある文章を起案で
きる能力の基礎を養う。
②法曹コース 3年次の最終学期において、受講者が基本科目に関す
る基礎知識を修得し、法的思考能力を獲得しているかについて、具
体の教授項目に即して確認する。
具体的には、
a. 刑法・刑事訴訟法、行政法については、文章起案の訓練を通じて、
同じく既修者コースとの接続を踏まえて設置される「法曹コース演
習Ⅰ～Ⅲ」によって獲得された法律文献の読解力と各法領域に即し
た基礎的な法的思考能力との定着を図る。
b. 民法については、民事訴訟法、商法総則・商行為・手形小切手法・
会社法の配当回において、憲法については、刑法・刑事訴訟法、行
政法の配当回において、取り上げた教材に関連する教授事項に関し、
適宜、確認を行うことを通じて、理解度と思考能力の修得の確認を
行う。
c. 民事訴訟法、商法については、重点的に配当された回数を受講させ
ることによって、基礎的な理解と思考能力のより確実な定着を図る。
③法科大学院既修者コースとの接続を確保する観点から、商法総則・
商行為・会社法及び行政法の分野について、必要とされる知識を補
足し、その上で、文章の起案と成果物の検証・検討を通じて当該事
項に関する知識と理解、法的思考能力の定着を図る。
④以上の点を踏まえ、本演習は、刑法・刑事訴訟法について 4 回、
民事訴訟法について 3回、行政法について 3回、商法総則・商行為・
手形小切手法・会社法について 4 回、を実施する。

【到達目標】
【到達目標】
①刑法、刑事訴訟法、行政法、民事訴訟法、商法の各法領域につい
て、与えられた課題について、所定の長さの文章を予め起案できる
能力を養う。
②文章の起案と成果物の検証・検討を通じて、上記法領域を通じた
論理的な文章の読解力と各法領域に即した基礎的な法的思考能力を
定着させる。民法、憲法についても、与えられた課題に関連する教
授事項に関する知識・理解を確認することを通じ、上記の能力を同
様に備えているかを受講者に実証させる。
③行政法、商法総則・商行為・会社法について、法曹コース 3年次
春学期までに十分には教授されることのなかった事項に関する知識
を修得し、その上で、文章の起案と成果物の検証・検討を通じて当
該事項に関する知識と理解・法的思考能力を定着させる。
【到達度】
①【到達目標①】指定された課題について、修得した知識を踏まえ、
必要な事項に関する基礎知識を修得していることを実証し、かつ、法
論理的に矛盾ない一貫した論旨を展開できる能力のあることを証明
する成果物が提出されている。
②【到達目標②】提出された成果物、及びその検証、検討の過程を
通じて、当該事項及び関連事項について、論理的な読解力、基礎的
な法的思考能力が修得されていることを示すことができている。
③【到達目標③】提出された成果物、及びその検証、検討の過程を
通じて、第 3 年次春学期までに十分には教授されることのなかった
事項に関する知識を修得していること、及び当該事項に関する知識
と理解・法的思考能力が定着したこと、を示すことができている。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強
く関連。

【授業の進め方と方法】
(1) 刑事法、民事訴訟に関する７回については、各担当教員が予め
指定した題目について、所定の分量の文章を作成し、講義日より前
の指示された日までに担当教員に提出することを受講者に義務付け
る。商法・行政法に関する７回については、３年次春学期までにそ
れまでの講義において十分に取り上げることのなかったテーマにつ
いて、概括的な説明を行った上で、各担当教員が予め指定した題目
について、所定の分量の文章を作成し、担当教員の指定した日まで
に担当教員に提出することを受講者に義務付ける。
(2)刑事法、民事訴訟に関する７回については、担当教員は、提出物
に目を通し、講義日において、受講者に対して、課題設定の意図、期
待される記載内容等を説明した上で、少人数形式による受講者との
間の議論を行うことを通じ、論理的に一貫し、説得力のある文章と
は如何なるものかについて、受講者に考えさせ、各人に応じた能力
の向上を図る。商法・行政法に関する７回については、３年次春学
期までにそれまでの講義において十分に取り上げることのなかった
テーマについて、概括的な説明を行った上で、刑事法、民事訴訟法
と同様の形式で演習を実施する。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
刑事法
①

刑法事例演習（担当・
佐野文彦）

刑法総論・各論に関する総合的な
事例問題の起案に対する解説およ
び講評

刑事法
②

刑法事例演習（担当・
佐藤輝幸）

刑法総論・各論に関する総合的な
事例問題の起案に対する解説およ
び講評

刑事法
③

刑事訴訟法事例演習
(担当・安東美和子)

公判に関する問題を含んだ課題
（事例問題）の起案に対する解説
及び講評

刑事法
④

刑事訴訟法事例演習
(担当・野嶋慎一郎)

捜査に関する問題を含んだ課題
（事例問題）の起案に対する解説
及び講評

行政法
①

損失補償 (担当・西田
幸介)

(講義と起案演習) 損失補償の要否
- 要否の視点、都市計画制限と補
償

行政法
②

抗告訴訟の処分性 (担
当・交告尚史)

(講義と起案演習) 審査請求の審理
- 職権探知と当事者の手続的権利

行政法
③

行政不服申立て (担
当・高橋滋)

(起案練習) 抗告訴訟の処分性- 民
事訴訟、当事者訴訟との関係、差
止訴訟・義務付け訴訟の新設と処
分性民訴法③

商法① 会社法①（株式・新株
予約権・社債）（担
当・柴田和史）

（講義と起案演習）扱う範囲は、
株式、株式の併合・分割・無償割
当て、単元株制度、株式の譲渡、
株式振替制度、新株予約権、社債
とする。

商法② 会社法②（自己株式・
資本・剰余金）（担
当・柴田和史）

（講義と起案演習）扱う範囲は、
自己株式の取得、資本原則と資本
制度、剰余金の定義、剰余金の配
当・剰余金の分配、とする。

商法③ 商法総則・商行為法
（担当・柴田和史）

（講義と起案演習）扱う範囲は、
商法第一編商法総則および商法第
二編商行為法、とする。

商法④ 手形法・小切手法（担
当・柴田和史）

（講義と起案演習）扱う範囲は、
手形法および小切手法、とする。

民訴法
①

民事訴訟の基本原則，
民事訴訟の開始，審判
の対象，手続の主体，
訴訟要件，口頭弁論
（担当・萩澤達彦）

テーマに関連する比較的短文の課
題（設問）の起案に取り組み，解
説・講評を受ける。議論を通じて
法的思考力を修得する。

民訴法
②

証拠調べと事実認定，
判決の効力，判決によ
らない訴訟の終了，複
数請求訴訟，多数当事
者訴訟，上訴・再審
（担当・鷹取信哉）

テーマに関連する比較的短文の課
題（設問）の起案に取り組み，解
説・講評を受ける。議論を通じて
法的思考力を修得する。
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民訴法
③

総合問題（担当・萩澤
達彦）

民訴法全体を通じた比較的長文の
課題（設問）の起案に取り組み，
講評を通じて，課題の分析，法的
思考力，表現の基礎の総仕上げを
行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
受講者は、受講日前に予め公表された課題について、教員が予め指
定した分量を目安として、文章を起案し、受講日より前の指示され
た日までに担当教員に提出することが義務付けられる。
また、商法、行政法については、担当教員が授業の準備・復習時間
は、各 2 時間を標準とする。
授業の準備・復習時間は、各 2 時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
各教員が指定した教材を用いる。

【参考書】
テキストに関する上記の記載に準拠する。

【成績評価の方法と基準】
各回の提出物及び演習における教員からの質問への応答で評価する
（提出分物 80％＋質問への応答等 20％で合計 100％とする。各回
の比重は同一である＝ 100/14 ％）　　　

【学生の意見等からの気づき】
初めて設置される演習科目であるので、学生の意見等からの気付き
はない。

【学生が準備すべき機器他】
特に無い。

【その他の重要事項】
特に無い。オフィスアワーについては、各担当教員の公表したとこ
ろに従う。本演習は、法曹コース演習Ⅰ～Ⅲに合格した者が受講で
きる。

【Outline and objectives】
(1) To develop the ability to write legal sentences while being
logically consistent with the given tasks, from the perspective
of ensuring a connection with the law school’s education.
(2) To confirm, in the final semester of the legal profession
course, whether the students have acquired basic knowledge
about basic subjects and acquired legal thinking ability
according to specific teaching items.
In particular,
a. Regarding the criminal law, the criminal procedure law, and
the administrative law,
To confirm the acquisition of understanding and thinking
ability through confirmation, the reading ability of legal
documents acquired by taking of the "Legal Course Exercises
I-III," which are also established from the aim of ensuring a
connection with the education of the law school, through the
training of drafting sentences.
b. Regarding civil law,
To confirm the acquisition of the knowledge and legal thinking
ability over that matters in this field, which are related to the
teaching materials taken up as appropriate the in classes about
the civil procedure law, the general rules of commercial law,
commercial conduct, bills/checks and company law, and
Regarding constitutional law,
To confirm the acquisition of the knowledge and legal thinking
ability in this field by the same method in classes about
criminal law, criminal procedure law, and administrative law.
c. Regarding civil procedure law and the general rules of
commercial law, commercial conduct, bills/checks and company
law, and
To confirm intensive the acquisition of the knowledge and
legal thinking ability through three or four classes, which are
distributed by intensive training in these fields.

LAW200AB

刑事訴訟法（法曹コース）

安東　美和子

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：秋学期授業/Fall
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
刑事訴訟手続の全体像をつかみ、刑事訴訟法の諸問題の検討・分析を通じて
法的分析・思考力の基礎をかん養する。
【到達目標】
刑事訴訟手続の具体的な流れを把握し、刑事訴訟の各段階における主要な問題
点に関し、法律の基本構造や判例の考え方・判断枠組の理解を前提に、適切
な問題解決を図るための法的思考過程を習得することにより、法的分析・思
考力の基礎を獲得する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
教科書の該当部分及び配付資料（判例，関連文献等）を読んでくることを課
し、各テーマのポイントを説明し、適宜質疑応答を行いつつ、講義を進める。
知識よりも法的分析・思考力のかん養に重点を置いた講義を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 刑事訴訟法の基本原理 実体法と手続法の相違

日本の刑事訴訟の特性
第 2 回 捜査手続概観、手続の関

与者
捜査手続の流れ、手続の関与者

第 3 回 捜査１ 逮捕・勾留
捜索・差押え

第 4 回 捜査２ 任意同行・取調べ
職務質問・所持品検査

第 5 回 捜査３ 強制捜査と任意捜査の限界１（写真撮
影等）

第 6 回 捜査４ 強制捜査と任意捜査の限界１（GPS
捜査等）

第 7 回 公訴提起 公訴提起の基本原則、公訴の要件
第 8 回 公判 公判の構成、公判準備・公判手続の流

れ
第 9 回 訴因１ 審判の対象、訴因の特定
第 10 回 訴因２ 訴因変更の要否・可否
第 11 回 証拠法１ 証拠法概説
第 12 回 証拠法２ 自白法則
第 13 回 証拠法３ 伝聞法則、伝聞証拠
第 14 回 証拠法４ 違法収集証拠排除法則
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
事前に指示する教科書及び配付資料の該当箇所、取り上げる判例を読んでく
ること
授業後は、授業内容をよく整理して、理解を深めること。特に、知識を覚え
ることよりも、法的分析・思考力をかん養するため、法制度や規範の根拠、結
論に至るまでの法論理等を考え抜くことを推奨する。また、授業期間中に２
回程度、理解度を測るため課外の小テストを課す。
本授業の準備学習・復習時間は、それぞれ２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
田中開ほか「刑事訴訟法」第 6 版（有斐閣アルマ・2020 年）
井上正仁ほか「刑事訴訟法判例百選」第 10 版（有斐閣・2017 年）
【参考書】
特になし
【成績評価の方法と基準】
小テスト（２回程度）　　 30 ％
期末試験　　　　　　　　 70 ％
【学生の意見等からの気づき】
かなり高度な内容も取り上げるが、なるべく初学者にも分かりやすい授業を
心がけたい。
【Outline and objectives】
This course lectures the basic principle of the criminal procedure law.
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LAW200AB

契約法（法曹コース）

遠山　純弘

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
・本講義は、法学部教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）に
従い、２年次以降および法科大学院既修者コースでの発展的な法律科目の学
習のため、その基礎となる知識を習得することを目指す。
・本講義では、学生は、民法第３編第２章「契約」について学ぶ。
・各回の授業は、学生が予習していることを前提に、基本的知識がもつ意味と
問題の全体像について解説を加えるという形で進める。
・本講義は、法曹コースの学生のみ履修することができる。
【到達目標】
・下記「授業計画」記載の各項目について、学生がその内容を理解し、具体的
に説明することができるようになることである。
・下記「授業計画」を大まかにまとめるならば、契約法に関する諸制度および
その要件を理解すること、そして、それらをめぐる問題について、判例や学
説の考え方を理解することである。そのため、本講義の到達目標は、学生が
契約法に関する諸制度およびその要件を理解し、説明することができるよう
になること、そして、それらをめぐる問題について、判例や学説の考え方を
理解し、具体的に説明することができるようになることである。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
・双方向・多方向形式を基本としつつ、講義形式を併用する。
・各回の授業は、受講者が教科書および予習課題に基づいて入念な予習をして
いることを前提に、対話形式により基本的知識を確認しつつ、発展的事項の
解説を加えるかたちで行う。
・授業は、レジュメを用い、それに従って進める。
・授業内で課題を出題した場合には、その解説は、授業期間中に行う。また、
定期試験の解説については、試験実施後に解説・採点のポイントを学習支援
システムにアップロードする。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
第 1 回 ①ガイダンス

②契約法総論
契約法の位置づけなどについて学ぶ。

第 2 回 契約の締結 契約の成立について学ぶ。どうすると
契約が締結されるかについて学ぶ。

第 3 回 ①契約の効力（同時履行
の抗弁権）

同時履行の抗弁権の要件およびそれを
めぐる諸問題について学ぶ。

第 4 回 ②契約の効力（危険負担、
第三者のためにする契約）

①危険負担、②第三者のためにする契
約について学ぶ。

第 5 回 ①解除（要件） 解除の要件およびそれをめぐる諸問題
について学ぶ。

第 6 回 ②解除（効果） 解除の効果をめぐる諸問題について学
ぶ。

第 7 回 売買契約① 売買契約の成立に関する問題として、
予約および手付をめぐる諸問題につい
て学ぶ。

第 8 回 売買契約② 売買契約の効力、とりわけ契約不適合
給付に対する売主の責任について学ぶ。

第 9 回 ①消費貸借・使用貸借
②賃貸借契約①

①消費貸借・使用貸借について学ぶ。
②賃貸借（不動産賃貸借）につき、特
別法の規律に留意しつつ、契約存続中
および契約終了時における賃貸人・賃
借人間の法律関係について学ぶ。

第 10 回 賃貸借契約② 賃貸借（不動産賃貸借）につき、特別
法の規律にも留意しつつ、解除による
終了、当事者の変動、妨害排除などの
問題について学ぶ。

第 11 回 役務提供契約①（雇用・
請負）

役務提供契約のうち、雇用および請負
をとりあげ、とりわけ建築請負をめぐ
る諸問題について学ぶ。

第 12 回 役務提供契約②（委任・
寄託）

役務提供契約のうち、委任・寄託をめ
ぐる解釈上の諸問題について学ぶ。

第 13 回 無償契約（贈与） 無償契約である贈与について学ぶ。
第 14 回 その他の典型契約 これまで取り上げた契約以外の典型契

約について学ぶ。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
・上記「授業計画」記載の各回におけるレジュメ（または参考文献）の該当部
分を必ず読んで授業に臨んでもらいたい。
・本授業の準備・復習時間は、各２時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
・授業は、レジュメを用い、それに従って進める。そのため、教科書は指定し
ない。
・レジュメは、学習支援システムにアップロードする。
【参考書】
・レジュメの理解を助けるために、下記の文献を参考書として指定する。
①松久三四彦ほか『オリエンテーション民法』（有斐閣、２０１８年）２，５
００円
②潮見佳男『民法（全）第２版』（有斐閣、２０１９年）５，０６０円
③窪田充見ほか『民法判例百選Ⅱ債権［第８版］』（有斐閣、２０１８年）２，
３７６円
・そのほか必要な参考書は、授業中に適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
・平常点
　授業における質疑応答（２０％）
・期末試験
　定期試験（８０％）
【学生の意見等からの気づき】
・昨年度は、この授業は初めての開講であったが、コロナ禍での授業のため授
業アンケートが行われず、また、特に授業内でも授業に対する要望や意見は
なかった。もっとも、最終的な起案では、授業内容が理解されていないと思
われる学生がいたことから、今年度は、質疑応答の時間をさらに増やし、学
生が理解を深められるよう心掛けたい。
【Outline and objectives】
In Contract Law, students learn about basic knowledges an systematic
understandings of Contract Law.
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LAW200AB

総合統治機構（法曹コース）

日野田　浩行

授業形式：講義 ｜ 開講セメスター：春学期授業/Spring
単位数：2 単位
他学部公開： グローバル： 成績優秀： 実務教員：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
日本国憲法が定める国および地方の統治機構について、憲法の基本原理を根
底にすえながら、具体的制度に関する学説・判例の理解を手がかりとして検
討します。
【到達目標】
本授業は、憲法学のうち、いわゆる統治機構論を取り扱い、次の三つの到達
目標を掲げます。
①憲法の基本原理を基礎として、統治機構に関する憲法規範と憲法制度の全
体構造を概説的に説明できるようになること。
②統治機構に関する憲法および重要な憲法附属法令の諸規定と、制度に関連
して現実に生じている主要な問題を摘示し、そうした問題解決のために学説
や判例において提示されている具体的解釈論につき説明することができるよ
うになること。
③特に重要な論点を提供する判例等を素材に、統治機構論の領域において憲
法の原理論・解釈論を用いて議論し、みずからの見解を提示することができ
るようになること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
【授業の進め方と方法】
授業は基本的には Zoom を用いてのオンラインでの授業となります。具体的
には、次のような形で行います（第５回授業のみ図書館ガイダンスの予定で
すが、状況により変更の可能性があります）。
①学習支援システムの本授業の「お知らせ」コーナーにて、授業を実施する
Zoom ミーティングの URL・ID・パスワードや、Zoom の SSO でのサイン
オンの手順等についてお知らせしますので、本授業の受講が決まったら、学
習支援システムの本授業への登録をお願いします。
②授業が開始されたら、学習支援システムの「教材」コーナーに、あらかじめ
入手しておいてほしい資料や予習事項を記した Assignment sheet を、１週
間前くらいに学習支援システムにアップロードしますので、予習等行って下
さい。
③授業日の２日前までに授業内容のスライド・ファイルをアップロードしま
すので、ダウンロードして、できれば事前に目を通しておいて下さい。
④授業の実施時間（水曜日 13:00～14:40）に、Zoom を用いてスライド解説
や質疑応答等を行います。
⑤授業時に通信環境の不具合等で Zoom での授業に参加できなかった人には、
Assignment sheet の課題事例やスライドの内容につき、ミニッツ・シートを
作成してメールにて提出してもらいます（当日中、または数日後に）。書式は
用意して学習支援システムにアップロードしておきますが、メール本文に内
容を記してもかまいません。
　また、授業内での質疑応答を通じて各授業参加者の理解度を確認していく
ほか、小テストの答案返却の際には、採点のほかコメントを付すこと等によ
り、きめ細かなフィードバックに努めます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】
回 テーマ 内容
1 日本国憲法における国民

主権の原理と象徴天皇制
日本国憲法が定める統治機構の基本原
理のうち、特に国民主権原理の意味内
容を整理する。また象徴天皇制につい
ても概観する。

2 日本国憲法における直接
民主制と代表民主制

国民と議会との関係における類型論を
ふまえ、日本国憲法における直接民主
制的制度について概観する。
また、憲法４３条１項にいう「代表」
の観念をめぐる議論を整理し、日本国
憲法の代表民主制について理解を深め
る。

3 参政権と選挙制度 選挙権・被選挙権の意義および法的性
格につき概説した後、日本国
憲法における代表民主制を具体的に作
動させる選挙制度のあり方な
いし原則につき、投票価値の平等をめ
ぐる判例を利用して検討する。あわせ
て政党の憲法上の位置づけにも触れる。

4 日本国憲法における権力
分立構造と議院内閣
制

権力分立原理の意義をとその現代的変
容につき解説したうえで、日本国憲法
において採用されている権力分立と議
院内閣制の構造を、解散権論争を整理
しながら検討する。

5 国会の地位と権能 憲法４１条に定められた国会の地位
と、立法権を中心とした国会の権能に
つき、検討を行う。

6 国会の組織と活動 二院制を中心とした国会の組織構造
と、その活動についての法的規律につ
き、解説を行う。

7 議院の権能と国会議員
の地位

議院自律権の意義および国政調査権の
性質・限界等を概観したうえ
で、国会議員の特権について概括的な
説明を加えた後、国会議員の
免責特権にかかる最判平成９年９月９
日を検討する。

8 内閣と内閣総理大臣の
地位・権能

憲法６５条により内閣に帰属する「行
政権」の概念をめぐる学説の
状況を整理したうえで、内閣の組織・
権限、および内閣総理大臣の地位・権
限につき、検討をおこなう。

9 財政と地方自治 財政に関わる憲法規範の検討をおこな
う。また、地方自治の「本旨」、地方公
共団体の意味・種類・組織、地方公共
団体の機関の権限など、憲法および地
方自治法にもとづく地方自治の基本構
造を検討する。

10 平和主義の原理 憲法９条に定められた戦争の放棄と戦
力の不保持、交戦権の否認の
意味を明らかにしたうえで、自衛隊や
日米安保体制をめぐる具体的
問題につき、長沼事件第一審判決や、
砂川事件最高裁判決を素材に
検討を行う。

11 司法権の概念と限界 憲法７６条１項にいう「司法権」の概
念や、裁判所法３条にいう「法律上の
争訟」の要件との関係をめぐる学説状
況を概観し、司法権の限界に関する判
例・学説につき検討する。

12 司法権の組織・司法権の
独立

司法権独立の意義および内容について
解説し、裁判の公開原則を含む司法権
の組織・手続構造の検討を行う。

13 日本国憲法における違憲
審査制

裁判所による違憲審査制の比較憲法的
考察をふまえ、憲法８１条
に定められた司法審査制の意義・機能
につき検討したうえで、違憲
審査の主体と対象につき、検討を行う。

14 付随的違憲審査制下の
憲法訴訟

付随的違憲審査制の下における憲法訴
訟のあり方を、違憲審査の方
法や判決の効力等の観点から概観する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
第１回：テキスト (芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法（第七版）』[岩波書店・2019
年]・以下同じ)第三章二・三をあらかじめ読み、事前に配布する Assignment
sheet の指示に従って準備しておくこと。
第２回：テキスト (芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法（第七版）』[岩波書店・
2019 年]・以下同じ)第一四章一の 3、同章二の 1 をあらかじめ読み、事前に
配布する Assignment sheet の指示に従って準備しておくこと。
第３回：テキスト第一四章三の 2、第七章二の 7 を読み、Assignment sheet
の指示に従って準備しておくこと。
第４回：テキスト第一四章一の 1・2、第一五章三を読み、Assignment sheet
の指示に従って準備しておくこと。
第５回：テキスト第一四章二の 2・3、同章四の 1 を読み、Assignment sheet
の指示に従って準備しておくこと。
第６回：テキスト第一四章三の 1・4 を読み、Assignment sheet の指示に
従って準備しておくこと。
第７回：テキスト第一四章四の 2、同章三の 3 を読み、Assignment sheet の
指示に従って準備をしておくこと。
第８回：テキスト第一五章一・二を読み、Assignment sheetの指示に従って
準備をしておくこと。
第９回：テキスト第一七章一・二を読み、Assignment sheetの指示に従って
準備をしておくこと。
第１０回：テキスト第四章を読み、Assignment sheetの指示に従って準備を
しておくこと。
第１１回：テキスト第一六章一を読み、Assignment sheetの指示に従って準
備をしておくこと。
第１２回：テキスト第一六章二・三を読み、Assignment sheetの指示に従っ
て準備をしておくこと。
第１３回：テキスト第一八章二 1・2・4を読み、Assignmentsheetの指示に
従って準備をしておくこと。
第１４回：テキスト第一八章二 3・5 を読み、Assignment sheet の指示に
従って準備をしておくこと。
以上の各回の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法・第七版』（岩波書店・2019年）
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【参考書】
長谷部恭男ほか編『憲法判例百選Ⅱ・第７版』（有斐閣・2019年）
【成績評価の方法と基準】
授業期間中における評価（平常点）
　小テスト 30％
期末における評価
　期末試験 70％
（ただし、社会状況によっては期末レポート等への変更の可能性があります）
【学生の意見等からの気づき】
オンラインでの音声やスライド表示の見やすさ等には常に気をつけたいと思
います。
【学生が準備すべき機器他】
Assignment sheet、スライド・ファイル、および資料等の配布については、
学習支援システムを利用します。また、授業は Zoom でのオンライン授業と
なります。Zoom が利用でき、また学習支援システムにアクセスし、文書等を
ダウンロードできる情報端末機器と情報環境は準備しておいてください。
【Outline and objectives】
This course will examine themes on the framework of government
of japanese constitution, including separation of powers and judicial
review of legislation.
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